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額】

ビー・ピー・シー・イー・エス・エー

第１回円貨社債（2012）：50億円（予定）

ビー・ピー・シー・イー・エス・エー

第２回円貨社債（2012）：50億円（予定）

ビー・ピー・シー・イー・エス・エー

第１回変動利付円貨社債（2012）：50億円（予定）
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注１　 本書では、「日本円」および「円」は日本通貨を、「ユーロ」または「?」は欧州共同体の設立条約の補正に

従って経済通貨同盟の第三段階開始時に導入された通貨を指す。本書を読みやすいように、ユーロは2012年9

月14日時点の東京の三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買直物相場の値（１ユーロ＝100.84円）を使用し日本

円に換算されている。

 

２　 当行の会計年度は、１月１日から12月31日までの１年間である。特定の「会計年度」への参照はかかる年の12

月31日に終了する当行が定めている会計年度である。

 

３　 本書の表の計数は四捨五入されており、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。

 

４　 本書では、以下の用語は本文中で説明がない限り、以下の意味を持つ。
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「ポピュレール銀行」は17の地方銀行、CASDENバンク・ポピュレールおよびクレディ・コオペラティフから

成る19のポピュレール銀行を指す。

 

「BFBP」は、フランスの企業であるポピュレール連邦銀行を指す。

 

「BPCE」、「BPCE S.A.」、「発行会社」、「当行」または「親会社」はフランスの企業であるBPCE S.A.を指

す。ただし、「親会社」については文脈上別意に解すべきことが明らかである場合には、その限りではない。

 

「BPCE法」とは、2009年６月18日に制定されたフランス法第2009-715号を指す。

 

「ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）」とは、プレボワヤンスの17のケス・デパーニュ（貯蓄銀行）を指す。

 

「CNCE」とは、フランスの企業であるプレボワヤンスのケス・ナショナル・ドゥ・ケス・デパーニュであ

り、その前身はケス・デパーニュ（貯蓄銀行）グループを中心とする。

 

「合併取引」とは、2009年７月31日に行われたCNCEとBFBPの資産および事業のBPCEに対する出資ならびにこ

れに関連する取引を指す。

 

「ポピュレール銀行グループ」とは、BFBPによって形成される連結グループを指す。その連結子会社および

連携事業体は、ポピュレール銀行および関連事業体であり、合併取引に先立って関連事業体となった。

 

「グループBPCE」または「拡大当行グループ」とは、BPCE S.A. グループ、ポピュレール銀行、ケス・デパー

ニュ（貯蓄銀行）および関連事業体を指す。

「BPCE S.A.グループ」または「当行グループ」とは、BPCE、その連結子会社および連携事業体を指す。

 

「ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）グループ」とは、CNCEによって形成される連結グループを指す。その連結

子会社および連携事業体は、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）および関連事業体であり、合併取引に先立って

関連事業体となった。

 

５　 本書に含まれている多くの記述は、過去の事実に基礎を置かない将来の見通しに関する記述であり、将来の経

営成績を保証するものではない。本書に含まれる将来の見通しに関する記述の多くは、なかんずく「考え

る」、「期待する」、「予測する」、「…であろう」、「計画している」、「見積る」、「潜在的」などの将来

を見通す語句の使用により識別可能である。

 

これらの将来の見通しに関する記述にはリスクおよび不確実性が内在していることから実際の経営成績が

将来の見通しに関する記述によって表明もしくは示唆されている経営成績と著しく異なる結果をもたらし

得る重要な要因が存在する。これらの要因には以下が含まれる。

 

●　グループBPCEが表明した戦略計画における財務目標が達成できないことのリスク

●　BPCPおよびグループBPCPは、合併取引により期待されるシナジーを実現できない可能性があるリスク

●　BPCEによりナティクシスのために提供されている保証に関連するリスク

● 信用リスク、市場・流動性・金融リスク、オペレーショナル・リスクならびに保険リスクを含む銀行業務

に内在するリスク

● グローバルな経済および市場情勢の悪化に関連するリスク

● フランスまたは諸外国政府および規制当局による法的措置およびその他の措置がフランス国内および国

際的金融機関に対して重要な影響を与える可能性があるリスク

● BPCEが財政難に陥った事業体（BPCEが経済的利益を持たない一部の事業体を含む）に対して金融保証互

助制度の一環として資金の拠出を求められる可能性があるリスク

● 従来計上してきた引当金の水準を上回る損失に対する新規引当金の大幅な増加がBPCE の経営成績およ

び財政状態に悪影響を与える可能性があるリスク

● 「事業等のリスク」に記載したその他の要因
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これらの記述は将来の業績を保証するものではなく、予測が困難な一定のリスク、不確実性および前提条件

に影響される。したがってBPCEの実際の経営成績は、本書記載の「事業等のリスク」に示される要因を含む

様々な要因が原因となって、将来の見通しに関する記述において表明もしくは予測されている経営成績と著

しく異なる可能性がある。投資家は本書による募集を評価するに際して考慮すべきいくつかのリスクについ

て分析をしている本書の「事業等のリスク」のセクションを慎重に検討すべきである。

 

BPCEまたはBPCEの代行者に帰せられるすべての将来の見通しに関する記述は、ここに注意喚起の表明を行う

ことをもって全体として明確に限定される。BPCEは将来の見通しに関する記述について、新たな情報、爾後も

しくは将来の事象、その他理由の如何を問わず、当初の公表日以後に、更新、改訂、公表する義務をいっさい負

わない。
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第一部【証券情報】
 

第１【募集要項】
１【社債（短期社債を除く。）の募集】

以下には、ビー・ピー・シー・イー・エス・エー（BPCE S.A.）が発行する、ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第１回円貨

社債（2012）（以下「第１回円貨社債」という。）、ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第２回円貨社債（2012）（以下「第

２回円貨社債」という。）およびビー・ピー・シー・イー・エス・エー第１回変動利付円貨社債（2012）（以下「第１回変動利

付円貨社債」という。）について記載されている。

「本社債」とは、第１回円貨社債、第２回円貨社債および第１回変動利付円貨社債を総称する。「第１回円貨社債」、「第２回

円貨社債」および「第１回変動利付円貨社債」の見出しの下に記載された「本社債権者」、「社債の要項」、「共同主幹事会

社」および「財務代理人」という用語は、それぞれ第１回円貨社債、第２回円貨社債および第１回変動利付円貨社債に係る用語

を指し、いずれかの種類の社債に関する記述において他の箇所の記載内容に言及する場合は当該種類の社債に関する関係見出し

の下に記載される内容を指す。

 

「第１回円貨社債」

第１回円貨社債の未定事項または予定事項は2012年12月上旬から12月中旬頃に決定される予定である。

 

銘　　柄 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第１回円貨社債（2012）(注１)

記名・無記名の別 該当なし
券面総額又は

振替社債の総額
50億円（予定）(注２)

各社債の金額 １億円 発行価額の総額 50億円（予定）(注２)

発行価格 各社債の金額100円につき100円 利率（％）

年（未定）％

（年（未定）％～（未定）％を

仮条件とする。）(注３)

利払日

毎年６月20日および

12月20日（ただし最終の利払日

は2015年12月18日）(注４)

償還期限 2015年12月18日 (注５)

募集の方法 一般募集 申込証拠金 な　　し

申込期間 2012年12月14日 (注６) 払込期日 2012年12月20日 (注７)

申込取扱場所 別項記載の各引受人の日本国内における本店および各支店

(注１) 本社債には日本国の社債、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号。その後の改正を含む。）（以下「振替法」

という。）が適用され、本社債の譲渡および本社債に関連するその他の事項については、振替法および振替機関（下記「振

替機関」に定義する。）が随時定める社債等の振替に関する業務規程その他の規則等（以下「振替機関業務規程等」と総

称する。）に従って取り扱われる。

(注２) 上記の振替社債の総額および発行価額の総額は、2012年12月上旬から12月中旬頃に提示される予定の仮条件に基づき本

社債の需要状況把握のために本邦の機関投資家を中心に行われるブック・ビルディングの結果を勘案したうえで、本社債

の条件決定日に決定される。したがって、最終的に決定され有価証券届出書の訂正届出書に記載される振替社債の総額お

よび発行価額の総額は、上記の各総額と大きく相違する可能性がある。

(注３) 利率は、2012年12月上旬から12月中旬頃に提示される予定の仮条件に基づき需要状況を勘案したうえで、2012年12月中旬
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頃に決定される予定である。

(注４) 各利払日は、払込期日の変更に伴い変更される可能性がある。

(注５) 償還期限は、払込期日の変更に伴い変更される可能性がある。

(注６) 申込期間は、需要状況を勘案したうえで、最大１週間繰り下げられる可能性がある。

(注７) 払込期日は、申込期間の変更に伴い変更される可能性がある。

 

振替機関

名　　　　称 住　　　　　　　所

株式会社証券保管振替機構

（以下「振替機関」という。）
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

(注)　振替機関には、主務大臣が振替法に従って指定する後継の振替機関を含むものとみなす。

 

公告の方法

本社債に関する一切の公告は、日本国の官報（もし可能であれば）ならびに東京都および大阪市において発行される時事に関

する事項を掲載する日本語の日刊新聞紙上に各１回これを行う。本社債権者の各々に対する直接の通知はこれを要しない。発行

会社が行うべき当該公告は、発行会社の請求があった場合、発行会社の費用負担により、発行会社に代わって財務代理人（下記

「財務代理人とその職務」に定義する。）がこれを行う。

 

引　受　人

元引受契約を締結する金融商品取引業者

（以下「共同主幹事会社」と総称する。）
引受金額

（百万円）
元引受の条件

会　社　名 住　　所

大和証券株式会社

 

 

 

ナティクシス日本証券株式会社

 

 

 

野村證券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

 

 

 

東京都千代田区丸の内一丁目11番１号

 

 

 

東京都中央区日本橋一丁目９番１号

共同主幹事

会社が連帯

して本社債

の発行総額

を引受ける

ので、個々の

共同主幹事

会社の引受

金額はない。

本社債の発行総額は、

発行会社と共同主幹

事会社との間で2012

年12月14日（予定）

に調印される元引受

契約に従い、共同主幹

事会社により連帯し

て買取引受けされ、一

般に募集される。左記

以外の元引受の条件

は未定であるが、本社

債の条件決定日に、発

行条件の決定ととも

に決定される予定で

ある。

合　　計
5,000

（予定）

 

財務代理人とその職務

本社債について社債の管理会社は設置されない。

財務代理人および発行兼支払代理人の名称 住　　　　　　所

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号
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本社債に関する発行会社の財務代理人および発行兼支払代理人（以下「財務代理人」という。文脈上別意に解すべき場合を除

き、「財務代理人」の用語はこれらすべての資格で行為する代理人を意味する。）は、株式会社みずほコーポレート銀行とする。

財務代理人は、本社債の要項（以下「社債の要項」という。）、発行会社と財務代理人との間の2012年12月14日付（予定）の財務

および発行・支払代理契約証書（以下「財務代理契約」という。）ならびに振替機関業務規程等に定める義務を履行し職務を行

う。財務代理人は、発行会社のためにのみその職務を行い、本社債権者に対していかなる義務も負わず、また、本社債権者との間で

代理または信託関係を有しない。社債の要項が添付された財務代理契約の写しは、本社債の償還期日から１年を経過するまで、財

務代理人の本店に備置され、財務代理人の通常の営業時間内において、本社債権者の閲覧または謄写に供される。かかる謄写に要

する一切の費用は、これを請求する者の負担とする。

発行会社は、財務代理人を随時変更することができる。ただし、財務代理人は、後任の財務代理人および発行兼支払代理人が有

効に選任されるまで（ただし、かかる後任の財務代理人および発行兼支払代理人が振替機関業務規程等に従って発行代理人およ

び支払代理人として行為する資格を有していることを条件とする。）、在職する。かかる場合、発行会社は、財務代理人の変更を事

前に本社債権者に対して公告する。

後任の財務代理人および発行兼支払代理人は、かかる選任が有効とされる日をもって、前任の財務代理人の地位を承継し、前任

の財務代理人と代替し、あたかも財務代理契約および社債の要項において財務代理人として記載されていたのと同様に、社債の

要項、財務代理契約および振替機関業務規程等に定める財務代理人の義務を履行し職務を行う。

振替機関が発行会社に対して財務代理人の発行代理人または支払代理人としての指定を取消す旨の通知をなした場合、発行会

社は、遅滞なく後任の財務代理人および発行兼支払代理人を選任し（ただし、かかる後任の財務代理人および発行兼支払代理人

が振替機関業務規程等に従って発行代理人および支払代理人として行為する資格を有していることを条件とする。）、その旨を

本社債権者に対して公告する。

 

利息支払の方法

本社債の利息は2012年12月21日（その日を含む。）から2015年12月18日（その日を含む。）までこれを付し（ただし、本「利息

支払の方法」第四段落の規定に従う。）、毎年６月20日および12月20日の２回、直前の利払日（以下に定義する。）（その日を含

まない。）から（初回の利払日に関しては、本社債の発行日（その日を含まない。）から）各利払日（その日を含む。）までの６

か月分を日本円で後払いする。ただし、2015年6月21日（その日を含む。）から2015年12月18日（その日を含む。）までの期間に係

る利息は2015年12月18日に支払う。本「利息支払の方法」において定められる各利払いの日を、以下「利払日」という。

６か月以外の期間についての利息は、かかる期間中の実日数について、１年365日の日割計算により支払われる。

各本社債権者に対して支払われる利息の総額は、振替機関業務規程等に従って計算される。

本社債の利息は、償還期日（その日を含まない。）後はこれを付さない。ただし、発行会社が償還期日に社債の要項に従った本

社債の償還を怠ったときは、発行会社はその時点で未償還の本社債の金額について償還期日（その日を含まない。）からかかる

本社債の償還が実際に行われた日（その日を含む。）までの期間中の実日数につき、１年365日の日割計算により、上記に定める

利率による経過利息を日本円にて支払う。ただし、その期間は、（振替機関業務規程等における支払代理人の資格において行為す

る）財務代理人（以下「支払代理人」という。）が、その受領した本社債全額の償還のために必要な資金を、本社債の振替を行う

ための口座を振替機関に開設している関連する機構加入者（以下「機構加入者」という。）に配分した日を超えない。ただし、か

かる支払期限経過後の配分が振替機関業務規程等により可能でない場合、当該期間は財務代理人が下記「摘要－３ 支払い－

(ハ)」に従って最後の公告を行った日から14日を超えない。

 

償還の方法

(1)　満期償還

本社債は、下記「償還の方法－(2)」または「償還の方法－(3)」に従って、それまでに償還されまたは買入消却されてい

ない限り、2015年12月18日に本社債の金額の100％で償還される。

社債の要項に別段の定めがある場合を除き、発行会社は、本社債の元本の全部または一部を期限前に償還または返済する

ことができない。
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(2)　税務上の理由による償還

本社債の発行日後に有効となった、フランス法の変更または当該法の公的適用もしくは公的解釈の変更を理由として、発

行会社が次回の利払日に追加額（下記「摘要－４ 税制上の理由による追加の支払い－(ロ)」に定義する。）を支払うことな

く利息の支払いができない場合であって、かつ発行会社を含むフランスの金融機関に一般に利用可能な手段によって当該追

加額の支払義務を回避できない場合、発行会社は、その選択によりいつでも、本社債の全部（一部は不可）を本社債の金額の

100％で償還期日（その日を含む。）までの経過利息を付して償還することができる。ただし、償還期日は、フランスにおける

税金の源泉徴収を行うことなく発行会社が利息の支払いができる実務上可能な限り最も遅い日よりも前とはされないものと

する。

発行会社が、次の利払日において、追加額を支払う旨の約束があるにもかかわらず、その時に支払期日の到来する債務の全

額の支払いを本社債権者に対して行うことがフランス法により禁じられることとなる場合には、発行会社は、財務代理人に対

し、その旨、少なくとも30日前の書面による事前の通知を行い、かつ本社債権者に14日以上前の事前の通知を上記「公告の方

法」に従って行った上、本社債について支払義務を負う金額の全部の支払いができる実務上可能な限り最も遅い利払日にお

いて償還期日と定められた日（その日を含む。）までの経過利息とともに、その時点で未償還の本社債の全部（一部は不可）

を本社債の金額の100％で償還する。

本「償還の方法－(2)」に基づく償還がなされる場合、発行会社は財務代理人に対して、発行会社の適式に授権された役員

１名が署名し、(ⅰ)発行会社が下記「摘要－４ 税制上の理由による追加の支払い－(ロ)」に基づき追加額の支払義務を負っ

ているかまたは負うこととなる旨、(ⅱ)発行会社が本「償還の方法－(2)」に基づき本社債の償還を選択するかまたはその償

還義務を負っている旨、(ⅲ)かかる償還期日、(ⅳ)関連する事実の詳細とともに本「償還の方法－(2)」に基づき発行会社が

償還を行う権利または義務の前提条件が成就した旨および(ⅴ)（発行会社が償還を行う権利を行使する場合）発行会社を含

むフランスの金融機関に一般に利用可能な手段によって当該追加額の支払義務を回避できない旨を記載した証明書を交付す

る。

かかる証明書は、償還予定期日の少なくとも30日前までに財務代理人に交付され、財務代理人は発行会社のために償還予

定期日の少なくとも14日前までに本社債権者にかかる事項を公告する。かかる償還予定期日は営業日（下記「摘要－３ 支払

い－(ロ)」に定義する。）とし、かかる財務代理人に対する交付および本社債権者に対する公告は取消すことができない。

本「償還の方法－(2)」に基づき発行会社より財務代理人に対して交付されたかかる証明書は、(ⅰ)財務代理人が受領後

速やかに、また償還期日後１年が経過するまで財務代理人の本店に備置され、(ⅱ)財務代理人の通常の営業時間内において、

本社債権者の閲覧または謄写に供される。

本「償還の方法－(2)」の謄写に要する一切の費用は、これを請求する者の負担とし、その他の本「償還の方法－(2)」の

手続に要する一切の費用は、発行会社の負担とする。

(3)　買入消却

発行会社またはその子会社はいずれも、適用法令に従って、公開市場その他においていかなる価格においても本社債を随

時買入れることができる。買入れた当該本社債は、適用法令および振替機関業務規程等において別段の定めがある場合を除

き、保有し、転売しもしくは直ちに消却することができ、または保有し、転売しもしくは直ちに消却させることができる。

 

担　　　保

本社債はいかなる物上担保によっても担保されない。

 

本社債の地位

本社債は、発行会社の直接、無条件、非劣後かつ（下記「財務上の特約－(1)」の規定に服する）無担保の債務であり、本社債相

互の間で現在または将来において同順位および同等であり、また、フランス法上優先することを要請される債務を除き、発行会社

の現在または将来のその他すべての無担保かつ非劣後の債務（その時々において未償還のもの。）と同順位である。
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財務上の特約

(1)　担保提供制限

本社債のいずれかが未償還である限り、発行会社は、（本社債の発行の前後を問わず）発行会社が負うかまたは発行会社

が保証する関連債務（以下に定義する。）を担保するために、発行会社の現在または将来の資産または収益に対して、抵当権、

先取特権、質権またはその他の担保権（以下「担保権」と総称する。）を設定せず、またはその存続を許容しない。ただし、本

社債が当該関連債務またはその保証債務と同順位となるように同等に担保される場合を除く。

本「財務上の特約－(1)」において、「関連債務」とは、証券取引所、店頭市場またはその他の証券市場において、建値さ

れ、上場されもしくは通常に取引されているか、またはそのようなことが可能な、社債、ノートもしくはその他の有価証券（当

初私募形式であった有価証券を含む。）に表章されているか否かを問わない、あらゆる借入金債務をいう。

本「財務上の特約－(1)」において、疑義を避けるために、日本国の金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正

を含む。）に基づき日本国内で公募された関連債務は、証券取引所、店頭市場またはその他の証券市場において、建値され、上

場されもしくは通常に取引されることが可能であるものとみなす。

本「財務上の特約－(1)」に基づき担保権が本社債に対して付与される場合、発行会社は、本「財務上の特約－(1)」およ

び適用法令に従い、かかる担保権を本社債に対して付与するために必要な一切の手続（かかる担保権の設定および対抗要件

具備を含むが、これらに限定されない。）を行うか、または行わせしめる。かかる担保権の有効な設定および対抗要件具備を含

む（ただし、これらに限定されない。）かかる手続が完了した場合、発行会社は、かかる担保権が本「財務上の特約－(1)」お

よび適用法令に従って適法かつ有効に設定されかつ対抗要件が具備された旨を本社債権者に対して公告する。かかる担保権

の設定、対抗要件具備、維持および実行に関して発生する一切の費用は、発行会社の負担とする。

 

(2)　その他の事項

債務不履行に基づく期限の利益喪失については、下記「摘要－２ 債務不履行事由」を参照のこと。

 

社債権者集会

(1)　 (ⅰ)本社債のその時点での未償還総額の10分の１以上を保有する本社債権者が共同または単独で書面により社債権者集会

の開催を発行会社を代理する財務代理人に対し財務代理人の本店において請求した場合（かかる本社債権者の請求には、保

有証明書（下記「摘要－２ 債務不履行事由」において定義する。）が付されるものとする。）または(ⅱ)発行会社が社債権

者集会の開催を必要と認めて財務代理人に対し社債権者集会の開催予定日より少なくとも35日前までに書面による通知をし

た場合、発行会社は本社債権者の利害に関連する事項を議題とする社債権者集会の招集を行う。

社債権者集会が招集される場合、財務代理人は発行会社のために当該社債権者集会の招集公告を当該集会の開催日の少な

くとも21日前までに本社債権者に対して行い、かつ、発行会社は、財務代理人に発行会社のために、社債権者集会の招集および

議事の進行の促進のために必要な手続をとるようにさせる。

(2)　 本社債権者は当該社債権者集会において、自ら出席しもしくは代理人を通じて、または、発行会社もしくは発行会社に代

わって財務代理人が定めるところに従って、書面もしくは（発行会社が電磁的方法による議決権の行使を許可する場合は）

電磁的方法により、その議決権を行使することができる。社債権者集会においては、各本社債権者は当該本社債権者の保有す

る（その時点で未償還の）本社債の金額に応じて議決権を有する。ただし、本社債権者は、当該集会の開催日の少なくとも７

日前までに保有証明書を財務代理人に対しその本店において提示し、かつ、当該集会の開催日に当該集会において発行会社ま

たは財務代理人に対し保有証明書を提示しなければならず、さらに、当該本社債権者は、当該保有証明書を振替機関または当

該本社債権者の関連する口座管理機関（以下「口座管理機関」という。）に返還するまでは、本社債の振替の申請または抹消

の申請をすることができない。発行会社は、その代表者を当該集会に出席させ、当該集会においてその意見を表明させること

ができる。

(3)　 当該社債権者集会の決議は、当該集会に出席し、当該集会において議決権を行使する権利を有する本社債権者（以下「議決

権者」という。）が保有する議決権の総数の２分の１超をもって可決される。ただし、下記の事項については特別決議（以下
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に定義する。）を要する。

(a) すべての本社債に関してなされる支払いの猶予、債務不履行によって生じた債務の免除または和解（下記（b）に記

載の事項を除く。）

(b) すべての本社債に関してなされる訴訟行為または破産、会社更生もしくはこれに準ずる手続に関するすべての行為

(c) 社債権者集会において決議すべき事項の決定について、社債権者集会の決議により指名および授権される本社債権者

の１名もしくは複数名の代表者（ただし、いずれも（その時点で未償還の）本社債の総額の1,000分の１以上を保有

する者でなければならない。）（以下「代表社債権者」という。）または社債権者集会の決議により指名および授権

されることのある社債権者集会の決議を執行する者（以下「決議執行者」という。）の選任もしくは解任、または上

記の者に委託した事項の変更

「特別決議」とは、社債権者集会において、本社債のその時点での未償還総額に係る議決権者が保有する議決権の総数の

５分の１以上、かつ、当該集会に出席した議決権者が保有する議決権の総数の３分の２以上の賛成をもって可決される決議を

意味する。

社債権者集会において行使された議決権の数の算定上、代理人によりまたは書面もしくは（発行会社が電磁的方法による

議決権の行使を許可する場合は）電磁的方法により議決権を行使した本社債権者も、これに出席しまた議決権を行使したも

のとみなされる。

(4)　本「社債権者集会」に従って可決された決議は、すべての本社債権者に対して、当該社債権者集会に出席したか否かを問わ

ず、適用ある日本法の許容する範囲内で拘束力を有し、その執行は代表社債権者または決議執行者がこれにあたる。

(5)　本「社債権者集会」において、発行会社またはその子会社がその時点で保有する本社債は除外され、未償還でないものとみ

なす。

(6)　社債権者集会は日本国東京都において開催される。

(7)　本「社債権者集会」の手続に要する一切の費用は、発行会社の負担とする。

 

準拠法および管轄裁判所

発行会社による本社債の発行に関する授権を除き、本社債ならびにこれに基づく本社債権者を含むすべての当事者の一切の権

利および義務は、すべて日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。

社債の要項において別段の定めがある場合を除き、本社債に基づく義務の履行地は、日本国東京都とする。

本社債もしくは社債の要項から生ずるかまたはこれらに関する発行会社に対する一切の訴訟その他の裁判手続は、非専属的

に、東京地方裁判所に対して提起することができ、発行会社は、かかる裁判所の管轄権に明示的、無条件かつ取消不能の形で服す

ることに同意する。

発行会社は、本社債もしくは社債の要項から生ずるか、またはこれらに関して日本国東京都において提起されることのある一

切の訴訟その他の裁判手続につき、発行会社の権限ある訴状その他の裁判上の書類の受取人として日本国東京都に所在する弁護

士である梅津立氏を指名し、訴状その他の裁判上の書類を受領する場所として現在日本国〒106-6036 東京都港区六本木一丁目

６番１号 泉ガーデンタワーに所在のアンダーソン・毛利・友常法律事務所のその時々の住所を指定する。発行会社は、本社債の

未償還残高が存する限りその時々において、かかる指名および指定が完全な効力を有しそれを継続するのに必要な一切の行為

（あらゆる書類および証書の作成および提出を含む。）をなすことに合意する。かかる受取人が何らかの理由により発行会社の

かかる権限ある受取人として行為することが不可能な場合はいつでも、発行会社は直ちに日本国東京都に所在する後任の権限あ

るかかる受取人を指名し、かつかかる指名が効力を有するのに必要な一切の行為をなすことを約束する。発行会社は、財務代理人

に対して、かかる後任の受取人を指名したことを速やかに通知し、その旨を速やかに公告する。

本「準拠法および管轄裁判所」に記載される事項は、本社債権者が、発行会社に対して、適用ある法律に基づき管轄権を有する

裁判所に訴訟その他の裁判手続を提起する権利またはその他法律により認められている方法で訴状その他の裁判上の書類の送

達を行う権利に影響を与えるものではない。
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摘　　要

 

１　信用格付

(イ)　信用格付業者から付与された信用格付

本社債に関し、発行会社の依頼により、金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含む。）第66条の27に基づ

く登録を受けた信用格付業者（以下「信用格付業者」という。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含

む。）はない。

 

(ロ)　無登録格付業者から付与された信用格付

発行会社は、本社債に関して、格付の付与を、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（以下「ムーディーズ」

という。）、スタンダード＆プアーズ・レーティングズ・サービシズ（以下「S&P」という。）およびフィッチ・レーティング

ス（以下「フィッチ」という。）(これらはすべて信用格付業者として登録されていない（これら３格付業者を、以下「無登

録格付業者」という。）。)に依頼しており、本社債の発行総額・利率等の発行条件の決定に伴って本社債に関するかかる格付

を取得できる予定である。

発行会社は、2012年６月15日にムーディーズからA2の長期発行体格付を、2012年１月23日にS&PからAの長期発行体格付を、

また2009年７月31日にフィッチからA+の長期発行体格付を、それぞれ付与されており、本書提出日（2012年11月28日）現在、

かかる長期発行体格付に変更はない。

（注）無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取

引業等に関する内閣府令（以下「金商業等府令」という。）第313条第３項第３号に掲げる事項に係る情報の公表も

義務付けられていない。

ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に、信用格付業者として、ムーディーズ・

ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第２号）、スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン

株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第５号）およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（登録番

号：金融庁長官（格付）第７号）を有しており、ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、上記信用格付業者それぞれの

特定関係法人（金商業等府令第116条の３第２項に定義される。）である。ムーディーズ、S&Pおよびフィッチのそれ

ぞれの信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されている(ⅰ)ムーディーズ・ジャパン株式会

社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ（http://www.moodys.co.jp）の「信用格付事業」をクリッ

クした後に表示されるページ）にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されている

「信用格付の前提、意義及び限界」、(ⅱ)スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームペー

ジ（http://www.standardandpoors.co.jp）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（http://www.

standardandpoors.co.jp/unregistered）に掲載されている「格付けの前提・意義・限界」および(ⅲ)フィッチ・

レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ（http://www.fitchratings.co.jp）の「フィッチの格付業務

について」欄の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されている「信用格付の前提、意義及

び限界」において、それぞれ公表されている。

 

２　債務不履行事由

以下のいずれかの事由（以下「債務不履行事由」という。）が発生し、継続する場合、本社債権者は、発行会社を代理する財務

代理人に対して、財務代理人の本店において、当該本社債権者が保有する本社債が直ちに期限の利益を喪失する旨書面により通

知することができ（かかる通知には、振替機関または関連する口座管理機関により発行された当該本社債の保有を証する証明書

（以下「保有証明書」という。）が付されなければならない。）、かかる場合、当該本社債は、さらなる措置または手続なく、直ち

に期限の利益を喪失し、本社債の金額の100％に経過利息を付して支払われることになる。ただし、財務代理人がかかる通知を受

領する前に、すべての債務不履行事由が治癒される場合は、この限りではない。
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(a)　発行会社が、本社債の元本または利息の支払い（下記「摘要－４ 税制上の理由による追加の支払い」の条件に基づく同

項記載の追加額の支払いを含む。）につき、これらの支払期日到来後30日を超えて履行しなかった場合。

(b)　発行会社が本社債上のその他の義務のいずれかを履行せず、かつ本社債権者が（発行会社のために行為する）財務代理

人に対して財務代理人の本店においてかかる不履行の治癒を求める書面による通知（かかる通知には、保有証明書が付

されなければならない。）を最初になしてから45日以内に、かかる不履行が治癒されない場合。

(c)　50,000,000ユーロを超える、発行会社の債務または発行会社が行う債務保証について、支払期日が到来し、かつ(ⅰ)その

定められた支払期日および(ⅱ)適用ある支払猶予期間の満了日のいずれか遅い方の日において支払いが行われなかっ

た場合（本「摘要－２ 債務不履行事由－(c)」で使用される「債務」とは、発行会社により発行されたあらゆる社債そ

の他の債務証書、または銀行により発行会社に付与されたクレジット・ファシリティを意味する。）。

(d)　発行会社が、直接もしくは間接に、その資産の全部もしくは重要な部分を、売却、移転もしくはその他の方法により処分し

た場合、または発行会社が、強制もしくは任意の清算もしくは解散を進めるための手続に参加したもしくはかかる手続

を開始した場合。ただし、処分、解散、清算、合併またはその他の再編の場合において、発行会社の資産の全部または実質

的に全部が、かかる処分、解散、清算、合併またはその他の再編と同時に本社債を含む発行会社の負債および債務の全部

を承継する法主体に移転される形で行われる場合で、かつ、その主要な目的が発行会社の活動の継続であり、かかる活動

を有効に継続させる形で行われる場合を除く。

(e)　本社債上の発行会社の義務を履行することが、本社債の発行日後に有効となった法規定に違反する場合、本社債の発行日

後に有効となった規定に違反する場合、または本社債の発行日時点で有効である規定について、いずれかの管轄当局が

その解釈を変更したためにかかる規定に違反することとなった場合。

(f)　発行会社が、フランス倒産法上の特別受任者（mandataire ad hoc）の選任を申請するかもしくはかかる選任に服する場

合、発行会社がその債権者と調停手続（procédure de conciliation）を開始した場合、発行会社の裁判上の清算

（liquidation judiciaire）もしくは発行会社の事業全部の移転（cession totale de l'entreprise）を命じる判決

があった場合、発行会社がその債権者のために譲渡を行うかもしくはその債権者と何らかの取決めを行う場合、または

発行会社がその流動資産からその流動負債を支払うことができない場合。

上記(b)から(f)に掲げる事由のいずれかが発生した場合、発行会社は、直ちに、かかる事由を財務代理人に通知し、財務代理人

は発行会社のためにその旨を本社債権者に対して公告する。上記(a)に掲げる事由が発生した場合または時間の経過もしくは通

知またはその双方によりかかる事由が発生する状況にある場合、発行会社はまた、直ちに、かかる事由または状況を財務代理人に

通知し、財務代理人は発行会社のためにその旨を本社債権者に対して公告する。

本「摘要－２ 債務不履行事由」の手続に要する一切の費用は、発行会社の負担とする。

 

３　支払い

(イ)　本社債の元本および利息の支払いは、支払代理人により、本社債権者に対して、(ⅰ)本社債権者が機構加入者の場合には直

接に、(ⅱ)その他の場合には、振替法および振替機関業務規程等に従って本社債権者が本社債の記録を行わせるために口座

を開設している関連する口座管理機関を通じて行われる。上記にかかわらず、支払代理人が、発行会社から受領した本社債

の元本または利息の支払いに必要な資金を、本社債の振替を行うための口座を振替機関に開設している関連する機構加入

者に配分した時点で、発行会社は、社債の要項に基づくかかる支払義務から免除される。

(ロ)　本社債の元本または利息の支払期日が日本国東京都における銀行営業日（以下「営業日」という。）ではない場合、本社債

権者はその翌営業日まで当該支払期日に支払われるべき金額の支払いを受けることができず、またかかる支払いの繰延べ

に関して追加利息その他の追加支払いを受ける権利を有しない。

(ハ)　支払期日に支払われるべき本社債の元本または利息の全額を支払代理人がかかる支払期日後に受領した場合、財務代理人

は発行会社のために、かかる金額の受領後実務上可能な限り速やかに、ただし支払代理人がかかる金額を受領した後遅くと

も14日以内に、本社債権者に対してその旨および支払方法ならびに支払日を公告する。かかる金額の受領時点で支払方法も

しくは支払日のいずれかまたはその両方を決定することができない場合、財務代理人は、かかる金額の受領ならびに決定し
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ている範囲での支払方法および/または支払日を本社債権者に対して公告し、後日、かかる支払方法および/または支払日の

決定後速やかに、本社債権者に対して公告する。当該公告に関して生じる一切の費用は、発行会社の負担とする。

 

４　税制上の理由による追加の支払い

(イ)　 発行会社によるまたは発行会社のための本社債に関する元本および利息の一切の支払いは、フランス共和国またはその下

部行政主体もしくは課税当局によりまたはその域内で、課され、賦課され、徴収され、源泉されまたは課税される現在または

将来のいかなる性質の税金、賦課金その他の公租公課のためのまたはそれらを理由とする源泉徴収または控除を行うこと

なくなされる。ただし、法律により、かかる源泉徴収または控除が要求される場合、この限りでない。

(ロ)　 本社債に関する元本または利息の支払いにおいて、フランス共和国によりまたはフランス共和国のために課される現在ま

たは将来の税金または賦課金（名目の如何を問わない。）に関する源泉徴収または控除がフランス法上要求される場合、発

行会社は、その時点での法律が許容する最大限において、かかる源泉徴収または控除が要求されなければ本社債権者が受領

していたであろう金額を本社債権者が受領できるように追加額（以下「追加額」という。）を支払う。ただし、単に当該本

社債を保有すること以外にフランス共和国と関連を有することを理由として、当該本社債に関してかかる税金、賦課金その

他の公租公課を負担する本社債権者に対するまたは当該本社債権者のための第三者に対する当該本社債に関する追加額は

支払われない。

(ハ)　社債の要項において元本または利息には、本「摘要－４ 税制上の理由による追加の支払い」に従い元本または利息に関し

それぞれ支払われることのある追加額を含むものとみなす。本「摘要－４ 税制上の理由による追加の支払い」の手続に要

する一切の費用は、発行会社の負担とする。

 

５　本社債券の不発行

本社債の社債券（以下「本社債券」という。）は、本社債権者がその発行を請求できる振替法に規定された例外的な場合を除

き、発行されない。本社債券が発行される場合、かかる本社債券は支払期日未到来の利札付無記名式に限るものとし、本社債権者

は本社債券の記名式への変更または分割もしくは併合を要求することはできない。

本社債券が発行された場合、本社債の元本および利息の計算および支払いの方法、本社債権者による本社債に基づく権利の行

使および本社債の譲渡、ならびに本社債に関するその他すべての事項は、その時点で適用ある日本国の法令およびその時点の日

本国の一般的な市場慣行に従う。社債の要項の規定とその時点で適用ある日本国の法令およびその時点の日本国の一般的な市場

慣行との間に齟齬がある場合、かかる日本国の法令および日本国の市場慣行が優先する。発行会社は、実務上可能な限り、上記の

事項を遅滞なく本社債権者に対し公告するものとする。

本社債券の発行に関して生じる一切の費用は、発行会社の負担とする。

 

６　時　　効

本社債の消滅時効は、元本については10年、利息については５年とする。

 

７　社債原簿

本社債の社債原簿は、発行会社に代わって財務代理人がこれを作成および管理し、財務代理人の本店に備え置く。

 

８　通貨の補償

本社債の元本、利息または本社債に関して支払うべきその他の金額の支払いを命ずる判決または命令がいずれかの裁判所によ

りなされまたは発せられ、かかる判決または命令が日本円以外の通貨で表示されている場合、かかる判決または命令に関して本

社債権者がかかる通貨により受領したまたは回収したいかなる金額も日本円建てで受領したまたは回収した金額の範囲でのみ

発行会社を免責するものであり、発行会社は、かかる本社債権者に対して、(ⅰ)かかる判決または命令のために、日本円で表示さ

れている金額がかかる日本円以外の通貨に換算されたまたは換算されたものとみなされた日と(ⅱ)かかる判決または命令（ま
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たはその一部）の履行がなされた日との間に生じた換算率の変動から生じる不足額を補填するために必要な金額を支払うこと

を約束する。適用ある法律の許容する範囲内で、上記の約束は、発行会社の他の債務から別個、独立の債務を構成し、発行会社に対

する別個で独立の請求原因となり、その時々の本社債権者がいかなる猶予をしたかを問わず適用され、いかなる判決または命令

にもかかわらず継続して完全な効力を有する。

 

９　日本国における課税

日本国の居住者および内国法人が支払いを受ける本社債の利息および本社債の償還により支払いを受ける金額が本社債の発

行価額を超える場合の差額（以下「発行差益」という。）は、日本国の租税に関する現行法令の定めるところにより一般的に課

税対象となる。本社債の譲渡により生ずる所得については、譲渡人が法人である場合は益金となるが、個人である場合には、一定

の場合を除いて日本国の租税は課されない。

日本国の非居住者および外国法人が支払いを受ける本社債の利息および発行差益は、原則として日本国の課税対象とはならな

い。日本国の非居住者および外国法人が本社債を日本国内において譲渡した場合、かかる譲渡から生ずる所得については、譲渡人

が日本国内に恒久的施設を有する外国法人である場合を除いて、原則として日本国の租税は課されない。ただし、かかる外国法人

の納税義務は、適用される租税条約の規定により、限定されまたは免除されることがある。

投資を検討する者は、いずれの場合においても、本社債に関する課税上の結果について自身の税務顧問に相談すべきである。
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「第２回円貨社債」

第２回円貨社債の未定事項または予定事項は2012年12月上旬から12月中旬頃に決定される予定である。

 

銘　　柄 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第２回円貨社債（2012）(注１)

記名・無記名の別 該当なし
券面総額又は

振替社債の総額
50億円（予定）(注２)

各社債の金額 １億円 発行価額の総額 50億円（予定）(注２)

発行価格 各社債の金額100円につき100円 利率（％）

年（未定）％

（年（未定）％～（未定）％を

仮条件とする。）(注３)

利払日
毎年６月20日および

12月20日(注４)
償還期限 2017年12月20日 (注５)

募集の方法 一般募集 申込証拠金 な　　し

申込期間 2012年12月14日 (注６) 払込期日 2012年12月20日 (注７)

申込取扱場所 別項記載の各引受人の日本国内における本店および各支店

(注１) 本社債には日本国の社債、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号。その後の改正を含む。）（以下「振替法」

という。）が適用され、本社債の譲渡および本社債に関連するその他の事項については、振替法および振替機関（下記「振

替機関」に定義する。）が随時定める社債等の振替に関する業務規程その他の規則等（以下「振替機関業務規程等」と総

称する。）に従って取り扱われる。

(注２) 上記の振替社債の総額および発行価額の総額は、2012年12月上旬から12月中旬頃に提示される予定の仮条件に基づき本

社債の需要状況把握のために本邦の機関投資家を中心に行われるブック・ビルディングの結果を勘案したうえで、本社債

の条件決定日に決定される。したがって、最終的に決定され有価証券届出書の訂正届出書に記載される振替社債の総額お

よび発行価額の総額は、上記の各総額と大きく相違する可能性がある。

(注３) 利率は、2012年12月上旬から12月中旬頃に提示される予定の仮条件に基づき需要状況を勘案したうえで、2012年12月中旬

頃に決定される予定である。

(注４) 各利払日は、払込期日の変更に伴い変更される可能性がある。

(注５) 償還期限は、払込期日の変更に伴い変更される可能性がある。

(注６) 申込期間は、需要状況を勘案したうえで、最大１週間繰り下げられる可能性がある。

(注７) 払込期日は、申込期間の変更に伴い変更される可能性がある。

 

振替機関

名　　　　称 住　　　　　　　所

株式会社証券保管振替機構

（以下「振替機関」という。）
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

(注)　振替機関には、主務大臣が振替法に従って指定する後継の振替機関を含むものとみなす。

 

公告の方法

本社債に関する一切の公告は、日本国の官報（もし可能であれば）ならびに東京都および大阪市において発行される時事に関

する事項を掲載する日本語の日刊新聞紙上に各１回これを行う。本社債権者の各々に対する直接の通知はこれを要しない。発行

会社が行うべき当該公告は、発行会社の請求があった場合、発行会社の費用負担により、発行会社に代わって財務代理人（下記
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「財務代理人とその職務」に定義する。）がこれを行う。

 

引　受　人

元引受契約を締結する金融商品取引業者

（以下「共同主幹事会社」と総称する。）
引受金額

（百万円）
元引受の条件

会　社　名 住　　所

大和証券株式会社

 

 

 

ナティクシス日本証券株式会社

 

 

 

野村證券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

 

 

 

東京都千代田区丸の内一丁目11番１号

 

 

 

東京都中央区日本橋一丁目９番１号 

共同主幹事

会社が連帯

して本社債

の発行総額

を引受ける

ので、個々の

共同主幹事

会社の引受

金額はない。

本社債の発行総額は、

発行会社と共同主幹

事会社との間で2012

年12月14日（予定）

に調印される元引受

契約に従い、共同主幹

事会社により連帯し

て買取引受けされ、一

般に募集される。左記

以外の元引受の条件

は未定であるが、本社

債の条件決定日に、発

行条件の決定ととも

に決定される予定で

ある。

合　　計
5,000

（予定）

 

財務代理人とその職務

本社債について社債の管理会社は設置されない。

財務代理人および発行兼支払代理人の名称 住　　　　　　所

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号

本社債に関する発行会社の財務代理人および発行兼支払代理人（以下「財務代理人」という。文脈上別意に解すべき場合を

除き、「財務代理人」の用語はこれらすべての資格で行為する代理人を意味する。）は、株式会社みずほコーポレート銀行とす

る。財務代理人は、本社債の要項（以下「社債の要項」という。）、発行会社と財務代理人との間の2012年12月14日付（予定）の

財務および発行・支払代理契約証書（以下「財務代理契約」という。）ならびに振替機関業務規程等に定める義務を履行し職

務を行う。財務代理人は、発行会社のためにのみその職務を行い、本社債権者に対していかなる義務も負わず、また、本社債権者

との間で代理または信託関係を有しない。社債の要項が添付された財務代理契約の写しは、本社債の償還期日から１年を経過す

るまで、財務代理人の本店に備置され、財務代理人の通常の営業時間内において、本社債権者の閲覧または謄写に供される。かか

る謄写に要する一切の費用は、これを請求する者の負担とする。

発行会社は、財務代理人を随時変更することができる。ただし、財務代理人は、後任の財務代理人および発行兼支払代理人が有

効に選任されるまで（ただし、かかる後任の財務代理人および発行兼支払代理人が振替機関業務規程等に従って発行代理人およ

び支払代理人として行為する資格を有していることを条件とする。）、在職する。かかる場合、発行会社は、財務代理人の変更を事

前に本社債権者に対して公告する。

後任の財務代理人および発行兼支払代理人は、かかる選任が有効とされる日をもって、前任の財務代理人の地位を承継し、前任

の財務代理人と代替し、あたかも財務代理契約および社債の要項において財務代理人として記載されていたのと同様に、社債の

要項、財務代理契約および振替機関業務規程等に定める財務代理人の義務を履行し職務を行う。
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振替機関が発行会社に対して財務代理人の発行代理人または支払代理人としての指定を取消す旨の通知をなした場合、発行会

社は、遅滞なく後任の財務代理人および発行兼支払代理人を選任し（ただし、かかる後任の財務代理人および発行兼支払代理人

が振替機関業務規程等に従って発行代理人および支払代理人として行為する資格を有していることを条件とする。）、その旨を

本社債権者に対して公告する。

 

利息支払の方法

本社債の利息は2012年12月21日（その日を含む。）から2017年12月20日（その日を含む。）までこれを付し（ただし、本「利

息支払の方法」第四段落の規定に従う。）、毎年６月20日および12月20日の２回、直前の利払日（以下に定義する。）（その日を

含まない。）から（初回の利払日に関しては、本社債の発行日（その日を含まない。）から）各利払日（その日を含む。）までの

６か月分を日本円で後払いする。本「利息支払の方法」において定められる各利払いの日を、以下「利払日」という。

６か月以外の期間についての利息は、かかる期間中の実日数について、１年365日の日割計算により支払われる。

各本社債権者に対して支払われる利息の総額は、振替機関業務規程等に従って計算される。

本社債の利息は、償還期日（その日を含まない。）後はこれを付さない。ただし、発行会社が償還期日に社債の要項に従った本

社債の償還を怠ったときは、発行会社はその時点で未償還の本社債の金額について償還期日（その日を含まない。）からかかる

本社債の償還が実際に行われた日（その日を含む。）までの期間中の実日数につき、１年365日の日割計算により、上記に定める

利率による経過利息を日本円にて支払う。ただし、その期間は、（振替機関業務規程等における支払代理人の資格において行為

する）財務代理人（以下「支払代理人」という。）が、その受領した本社債全額の償還のために必要な資金を、本社債の振替を

行うための口座を振替機関に開設している関連する機構加入者（以下「機構加入者」という。）に配分した日を超えない。ただ

し、かかる支払期限経過後の配分が振替機関業務規程等により可能でない場合、当該期間は財務代理人が下記「摘要－３ 支払

い－(ハ)」に従って最後の公告を行った日から14日を超えない。

 

償還の方法

(1)　満期償還

本社債は、下記「償還の方法－(2)」または「償還の方法－(3)」に従って、それまでに償還されまたは買入消却されていな

い限り、2017年12月20日に本社債の金額の100％で償還される。

社債の要項に別段の定めがある場合を除き、発行会社は、本社債の元本の全部または一部を期限前に償還または返済するこ

とができない。

(2)　税務上の理由による償還

本社債の発行日後に有効となった、フランス法の変更または当該法の公的適用もしくは公的解釈の変更を理由として、発

行会社が次回の利払日に追加額（下記「摘要－４ 税制上の理由による追加の支払い－(ロ)」に定義する。）を支払うことな

く利息の支払いができない場合であって、かつ発行会社を含むフランスの金融機関に一般に利用可能な手段によって当該追

加額の支払義務を回避できない場合、発行会社は、その選択によりいつでも、本社債の全部（一部は不可）を本社債の金額の

100％で償還期日（その日を含む。）までの経過利息を付して償還することができる。ただし、償還期日は、フランスにおける

税金の源泉徴収を行うことなく発行会社が利息の支払いができる実務上可能な限り最も遅い日よりも前とはされないものと

する。

発行会社が、次の利払日において、追加額を支払う旨の約束があるにもかかわらず、その時に支払期日の到来する債務の全

額の支払いを本社債権者に対して行うことがフランス法により禁じられることとなる場合には、発行会社は、財務代理人に対

し、その旨、少なくとも30日前の書面による事前の通知を行い、かつ本社債権者に14日以上前の事前の通知を上記「公告の方

法」に従って行った上、本社債について支払義務を負う金額の全部の支払いができる実務上可能な限り最も遅い利払日にお

いて償還期日と定められた日（その日を含む。）までの経過利息とともに、その時点で未償還の本社債の全部（一部は不可）

を本社債の金額の100％で償還する。

本「償還の方法－(2)」に基づく償還がなされる場合、発行会社は財務代理人に対して、発行会社の適式に授権された役員

１名が署名し、(ⅰ)発行会社が下記「摘要－４ 税制上の理由による追加の支払い－(ロ)」に基づき追加額の支払義務を負っ
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ているかまたは負うこととなる旨、(ⅱ)発行会社が本「償還の方法－(2)」に基づき本社債の償還を選択するかまたはその償

還義務を負っている旨、(ⅲ)かかる償還期日、(ⅳ)関連する事実の詳細とともに本「償還の方法－(2)」に基づき発行会社が

償還を行う権利または義務の前提条件が成就した旨および(ⅴ)（発行会社が償還を行う権利を行使する場合）発行会社を含

むフランスの金融機関に一般に利用可能な手段によって当該追加額の支払義務を回避できない旨を記載した証明書を交付す

る。

かかる証明書は、償還予定期日の少なくとも30日前までに財務代理人に交付され、財務代理人は発行会社のために償還予

定期日の少なくとも14日前までに本社債権者にかかる事項を公告する。かかる償還予定期日は営業日（下記「摘要－３ 支払

い－(ロ)」に定義する。）とし、かかる財務代理人に対する交付および本社債権者に対する公告は取消すことができない。

本「償還の方法－(2)」に基づき発行会社より財務代理人に対して交付されたかかる証明書は、(ⅰ)財務代理人が受領後

速やかに、また償還期日後１年が経過するまで財務代理人の本店に備置され、(ⅱ)財務代理人の通常の営業時間内において、

本社債権者の閲覧または謄写に供される。

本「償還の方法－(2)」の謄写に要する一切の費用は、これを請求する者の負担とし、その他の本「償還の方法－(2)」の

手続に要する一切の費用は、発行会社の負担とする。

(3)　買入消却

発行会社またはその子会社はいずれも、適用法令に従って、公開市場その他においていかなる価格においても本社債を随

時買入れることができる。買入れた当該本社債は、適用法令および振替機関業務規程等において別段の定めがある場合を除

き、保有し、転売しもしくは直ちに消却することができ、または保有し、転売しもしくは直ちに消却させることができる。

 

担　　　保

本社債はいかなる物上担保によっても担保されない。

 

本社債の地位

本社債は、発行会社の直接、無条件、非劣後かつ（下記「財務上の特約－(1)」の規定に服する）無担保の債務であり、本社債相

互の間で現在または将来において同順位および同等であり、また、フランス法上優先することを要請される債務を除き、発行会社

の現在または将来のその他すべての無担保かつ非劣後の債務（その時々において未償還のもの。）と同順位である。

 

財務上の特約

(1)　担保提供制限

本社債のいずれかが未償還である限り、発行会社は、（本社債の発行の前後を問わず）発行会社が負うかまたは発行会社

が保証する関連債務（以下に定義する。）を担保するために、発行会社の現在または将来の資産または収益に対して、抵当権、

先取特権、質権またはその他の担保権（以下「担保権」と総称する。）を設定せず、またはその存続を許容しない。ただし、本

社債が当該関連債務またはその保証債務と同順位となるように同等に担保される場合を除く。

本「財務上の特約－(1)」において、「関連債務」とは、証券取引所、店頭市場またはその他の証券市場において、建値さ

れ、上場されもしくは通常に取引されているか、またはそのようなことが可能な、社債、ノートもしくはその他の有価証券（当

初私募形式であった有価証券を含む。）に表章されているか否かを問わない、あらゆる借入金債務をいう。

本「財務上の特約－(1)」において、疑義を避けるために、日本国の金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正

を含む。）に基づき日本国内で公募された関連債務は、証券取引所、店頭市場またはその他の証券市場において、建値され、上

場されもしくは通常に取引されることが可能であるものとみなす。

本「財務上の特約－(1)」に基づき担保権が本社債に対して付与される場合、発行会社は、本「財務上の特約－(1)」およ

び適用法令に従い、かかる担保権を本社債に対して付与するために必要な一切の手続（かかる担保権の設定および対抗要件

具備を含むが、これらに限定されない。）を行うか、または行わせしめる。かかる担保権の有効な設定および対抗要件具備を含

む（ただし、これらに限定されない。）かかる手続が完了した場合、発行会社は、かかる担保権が本「財務上の特約－(1)」お
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よび適用法令に従って適法かつ有効に設定されかつ対抗要件が具備された旨を本社債権者に対して公告する。かかる担保権

の設定、対抗要件具備、維持および実行に関して発生する一切の費用は、発行会社の負担とする。

 

(2)　その他の事項

債務不履行に基づく期限の利益喪失については、下記「摘要－２ 債務不履行事由」を参照のこと。

 

社債権者集会

(1)　 (ⅰ)本社債のその時点での未償還総額の10分の１以上を保有する本社債権者が共同または単独で書面により社債権者集会

の開催を発行会社を代理する財務代理人に対し財務代理人の本店において請求した場合（かかる本社債権者の請求には、保

有証明書（下記「摘要－２ 債務不履行事由」において定義する。）が付されるものとする。）または(ⅱ)発行会社が社債権

者集会の開催を必要と認めて財務代理人に対し社債権者集会の開催予定日より少なくとも35日前までに書面による通知をし

た場合、発行会社は本社債権者の利害に関連する事項を議題とする社債権者集会の招集を行う。

社債権者集会が招集される場合、財務代理人は発行会社のために当該社債権者集会の招集公告を当該集会の開催日の少な

くとも21日前までに本社債権者に対して行い、かつ、発行会社は、財務代理人に発行会社のために、社債権者集会の招集および

議事の進行の促進のために必要な手続をとるようにさせる。

(2)　 本社債権者は当該社債権者集会において、自ら出席しもしくは代理人を通じて、または、発行会社もしくは発行会社に代

わって財務代理人が定めるところに従って、書面もしくは（発行会社が電磁的方法による議決権の行使を許可する場合は）

電磁的方法により、その議決権を行使することができる。社債権者集会においては、各本社債権者は当該本社債権者の保有す

る（その時点で未償還の）本社債の金額に応じて議決権を有する。ただし、本社債権者は、当該集会の開催日の少なくとも７

日前までに保有証明書を財務代理人に対しその本店において提示し、かつ、当該集会の開催日に当該集会において発行会社ま

たは財務代理人に対し保有証明書を提示しなければならず、さらに、当該本社債権者は、当該保有証明書を振替機関または当

該本社債権者の関連する口座管理機関（以下「口座管理機関」という。）に返還するまでは、本社債の振替の申請または抹消

の申請をすることができない。発行会社は、その代表者を当該集会に出席させ、当該集会においてその意見を表明させること

ができる。

(3)　 当該社債権者集会の決議は、当該集会に出席し、当該集会において議決権を行使する権利を有する本社債権者（以下「議決

権者」という。）が保有する議決権の総数の２分の１超をもって可決される。ただし、下記の事項については特別決議（以下

に定義する。）を要する。

(a) すべての本社債に関してなされる支払いの猶予、債務不履行によって生じた債務の免除または和解（下記（b）に記

載の事項を除く。）

(b) すべての本社債に関してなされる訴訟行為または破産、会社更生もしくはこれに準ずる手続に関するすべての行為

(c) 社債権者集会において決議すべき事項の決定について、社債権者集会の決議により指名および授権される本社債権者

の１名もしくは複数名の代表者（ただし、いずれも（その時点で未償還の）本社債の総額の1,000分の１以上を保有

する者でなければならない。）（以下「代表社債権者」という。）または社債権者集会の決議により指名および授権

されることのある社債権者集会の決議を執行する者（以下「決議執行者」という。）の選任もしくは解任、または上

記の者に委託した事項の変更

「特別決議」とは、社債権者集会において、本社債のその時点での未償還総額に係る議決権者が保有する議決権の総数の

５分の１以上、かつ、当該集会に出席した議決権者が保有する議決権の総数の３分の２以上の賛成をもって可決される決議を

意味する。

社債権者集会において行使された議決権の数の算定上、代理人によりまたは書面もしくは（発行会社が電磁的方法による

議決権の行使を許可する場合は）電磁的方法により議決権を行使した本社債権者も、これに出席しまた議決権を行使したも

のとみなされる。

(4)　本「社債権者集会」に従って可決された決議は、すべての本社債権者に対して、当該社債権者集会に出席したか否かを問わ

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

  18/1163



ず、適用ある日本法の許容する範囲内で拘束力を有し、その執行は代表社債権者または決議執行者がこれにあたる。

(5)　本「社債権者集会」において、発行会社またはその子会社がその時点で保有する本社債は除外され、未償還でないものとみ

なす。

(6)　社債権者集会は日本国東京都において開催される。

(7)　本「社債権者集会」の手続に要する一切の費用は、発行会社の負担とする。

 

準拠法および管轄裁判所

発行会社による本社債の発行に関する授権を除き、本社債ならびにこれに基づく本社債権者を含むすべての当事者の一切の権

利および義務は、すべて日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。

社債の要項において別段の定めがある場合を除き、本社債に基づく義務の履行地は、日本国東京都とする。

本社債もしくは社債の要項から生ずるかまたはこれらに関する発行会社に対する一切の訴訟その他の裁判手続は、非専属的

に、東京地方裁判所に対して提起することができ、発行会社は、かかる裁判所の管轄権に明示的、無条件かつ取消不能の形で服す

ることに同意する。

発行会社は、本社債もしくは社債の要項から生ずるか、またはこれらに関して日本国東京都において提起されることのある一

切の訴訟その他の裁判手続につき、発行会社の権限ある訴状その他の裁判上の書類の受取人として日本国東京都に所在する弁護

士である梅津立氏を指名し、訴状その他の裁判上の書類を受領する場所として現在日本国〒106-6036 東京都港区六本木一丁目

６番１号 泉ガーデンタワーに所在のアンダーソン・毛利・友常法律事務所のその時々の住所を指定する。発行会社は、本社債の

未償還残高が存する限りその時々において、かかる指名および指定が完全な効力を有しそれを継続するのに必要な一切の行為

（あらゆる書類および証書の作成および提出を含む。）をなすことに合意する。かかる受取人が何らかの理由により発行会社の

かかる権限ある受取人として行為することが不可能な場合はいつでも、発行会社は直ちに日本国東京都に所在する後任の権限あ

るかかる受取人を指名し、かつかかる指名が効力を有するのに必要な一切の行為をなすことを約束する。発行会社は、財務代理人

に対して、かかる後任の受取人を指名したことを速やかに通知し、その旨を速やかに公告する。

本「準拠法および管轄裁判所」に記載される事項は、本社債権者が、発行会社に対して、適用ある法律に基づき管轄権を有する

裁判所に訴訟その他の裁判手続を提起する権利またはその他法律により認められている方法で訴状その他の裁判上の書類の送

達を行う権利に影響を与えるものではない。

 

摘　　要

 

１　信用格付

(イ)　信用格付業者から付与された信用格付

本社債に関し、発行会社の依頼により、金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含む。）第66条の27に基づ

く登録を受けた信用格付業者（以下「信用格付業者」という。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含

む。）はない。

 

(ロ)　無登録格付業者から付与された信用格付

発行会社は、本社債に関して、格付の付与を、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（以下「ムーディーズ」

という。）、スタンダード＆プアーズ・レーティングズ・サービシズ（以下「S&P」という。）およびフィッチ・レーティング

ス（以下「フィッチ」という。）(これらはすべて信用格付業者として登録されていない（これら３格付業者を、以下「無登

録格付業者」という。）。)に依頼しており、本社債の発行総額・利率等の発行条件の決定に伴って本社債に関するかかる格付

を取得できる予定である。

発行会社は、2012年６月15日にムーディーズからA2の長期発行体格付を、2012年１月23日にS&PからAの長期発行体格付を、

また2009年７月31日にフィッチからA+の長期発行体格付を、それぞれ付与されており、本書提出日(2012年11月28日)現在、か
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かる長期発行体格付に変更はない。

（注）無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取

引業等に関する内閣府令（以下「金商業等府令」という。）第313条第３項第３号に掲げる事項に係る情報の公表も

義務付けられていない。

ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に、信用格付業者として、ムーディーズ・

ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第２号）、スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン

株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第５号）およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（登録番

号：金融庁長官（格付）第７号）を有しており、ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、上記信用格付業者それぞれの

特定関係法人（金商業等府令第116条の３第２項に定義される。）である。ムーディーズ、S&Pおよびフィッチのそれ

ぞれの信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されている(ⅰ)ムーディーズ・ジャパン株式会

社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ（http://www.moodys.co.jp）の「信用格付事業」をクリッ

クした後に表示されるページ）にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されている

「信用格付の前提、意義及び限界」、(ⅱ)スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームペー

ジ（http://www.standardandpoors.co.jp）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（http://www.

standardandpoors.co.jp/unregistered）に掲載されている「格付けの前提・意義・限界」および(ⅲ)フィッチ・

レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ（http://www.fitchratings.co.jp）の「フィッチの格付業務

について」欄の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されている「信用格付の前提、意義及

び限界」において、それぞれ公表されている。

 

２　債務不履行事由

以下のいずれかの事由（以下「債務不履行事由」という。）が発生し、継続する場合、本社債権者は、発行会社を代理する財務

代理人に対して、財務代理人の本店において、当該本社債権者が保有する本社債が直ちに期限の利益を喪失する旨書面により通

知することができ（かかる通知には、振替機関または関連する口座管理機関により発行された当該本社債の保有を証する証明書

（以下「保有証明書」という。）が付されなければならない。）、かかる場合、当該本社債は、さらなる措置または手続なく、直ち

に期限の利益を喪失し、本社債の金額の100％に経過利息を付して支払われることになる。ただし、財務代理人がかかる通知を受

領する前に、すべての債務不履行事由が治癒される場合は、この限りではない。

(a)　発行会社が、本社債の元本または利息の支払い（下記「摘要－４ 税制上の理由による追加の支払い」の条件に基づく同

項記載の追加額の支払いを含む。）につき、これらの支払期日到来後30日を超えて履行しなかった場合。

(b)　発行会社が本社債上のその他の義務のいずれかを履行せず、かつ本社債権者が（発行会社のために行為する）財務代理

人に対して財務代理人の本店においてかかる不履行の治癒を求める書面による通知（かかる通知には、保有証明書が付

されなければならない。）を最初になしてから45日以内に、かかる不履行が治癒されない場合。

(c)　50,000,000ユーロを超える、発行会社の債務または発行会社が行う債務保証について、支払期日が到来し、かつ(ⅰ)その

定められた支払期日および(ⅱ)適用ある支払猶予期間の満了日のいずれか遅い方の日において支払いが行われなかっ

た場合（本「摘要－２ 債務不履行事由－(c)」で使用される「債務」とは、発行会社により発行されたあらゆる社債そ

の他の債務証書、または銀行により発行会社に付与されたクレジット・ファシリティを意味する。）。

(d)　発行会社が、直接もしくは間接に、その資産の全部もしくは重要な部分を、売却、移転もしくはその他の方法により処分し

た場合、または発行会社が、強制もしくは任意の清算もしくは解散を進めるための手続に参加したもしくはかかる手続

を開始した場合。ただし、処分、解散、清算、合併またはその他の再編の場合において、発行会社の資産の全部または実質

的に全部が、かかる処分、解散、清算、合併またはその他の再編と同時に本社債を含む発行会社の負債および債務の全部

を承継する法主体に移転される形で行われる場合で、かつ、その主要な目的が発行会社の活動の継続であり、かかる活動

を有効に継続させる形で行われる場合を除く。

(e)　本社債上の発行会社の義務を履行することが、本社債の発行日後に有効となった法規定に違反する場合、本社債の発行日

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

  20/1163



後に有効となった規定に違反する場合、または本社債の発行日時点で有効である規定について、いずれかの管轄当局が

その解釈を変更したためにかかる規定に違反することとなった場合。

(f)　発行会社が、フランス倒産法上の特別受任者（mandataire ad hoc）の選任を申請するかもしくはかかる選任に服する場

合、発行会社がその債権者と調停手続（procédure de conciliation）を開始した場合、発行会社の裁判上の清算

（liquidation judiciaire）もしくは発行会社の事業全部の移転（cession totale de l'entreprise）を命じる判決

があった場合、発行会社がその債権者のために譲渡を行うかもしくはその債権者と何らかの取決めを行う場合、または

発行会社がその流動資産からその流動負債を支払うことができない場合。

上記(b)から(f)に掲げる事由のいずれかが発生した場合、発行会社は、直ちに、かかる事由を財務代理人に通知し、財務代理人

は発行会社のためにその旨を本社債権者に対して公告する。上記(a)に掲げる事由が発生した場合または時間の経過もしくは通

知またはその双方によりかかる事由が発生する状況にある場合、発行会社はまた、直ちに、かかる事由または状況を財務代理人に

通知し、財務代理人は発行会社のためにその旨を本社債権者に対して公告する。

本「摘要－２ 債務不履行事由」の手続に要する一切の費用は、発行会社の負担とする。

 

３　支払い

(イ)　本社債の元本および利息の支払いは、支払代理人により、本社債権者に対して、(ⅰ)本社債権者が機構加入者の場合には直

接に、(ⅱ)その他の場合には、振替法および振替機関業務規程等に従って本社債権者が本社債の記録を行わせるために口座

を開設している関連する口座管理機関を通じて行われる。上記にかかわらず、支払代理人が、発行会社から受領した本社債

の元本または利息の支払いに必要な資金を、本社債の振替を行うための口座を振替機関に開設している関連する機構加入

者に配分した時点で、発行会社は、社債の要項に基づくかかる支払義務から免除される。

(ロ)　本社債の元本または利息の支払期日が日本国東京都における銀行営業日（以下「営業日」という。）ではない場合、本社債

権者はその翌営業日まで当該支払期日に支払われるべき金額の支払いを受けることができず、またかかる支払いの繰延べ

に関して追加利息その他の追加支払いを受ける権利を有しない。

(ハ)　支払期日に支払われるべき本社債の元本または利息の全額を支払代理人がかかる支払期日後に受領した場合、財務代理人

は発行会社のために、かかる金額の受領後実務上可能な限り速やかに、ただし支払代理人がかかる金額を受領した後遅くと

も14日以内に、本社債権者に対してその旨および支払方法ならびに支払日を公告する。かかる金額の受領時点で支払方法も

しくは支払日のいずれかまたはその両方を決定することができない場合、財務代理人は、かかる金額の受領ならびに決定し

ている範囲での支払方法および/または支払日を本社債権者に対して公告し、後日、かかる支払方法および/または支払日の

決定後速やかに、本社債権者に対して公告する。当該公告に関して生じる一切の費用は、発行会社の負担とする。

 

４　税制上の理由による追加の支払い

(イ)　 発行会社によるまたは発行会社のための本社債に関する元本および利息の一切の支払いは、フランス共和国またはその下

部行政主体もしくは課税当局によりまたはその域内で、課され、賦課され、徴収され、源泉されまたは課税される現在または

将来のいかなる性質の税金、賦課金その他の公租公課のためのまたはそれらを理由とする源泉徴収または控除を行うこと

なくなされる。ただし、法律により、かかる源泉徴収または控除が要求される場合、この限りでない。

(ロ)　 本社債に関する元本または利息の支払いにおいて、フランス共和国によりまたはフランス共和国のために課される現在ま

たは将来の税金または賦課金（名目の如何を問わない。）に関する源泉徴収または控除がフランス法上要求される場合、発

行会社は、その時点での法律が許容する最大限において、かかる源泉徴収または控除が要求されなければ本社債権者が受領

していたであろう金額を本社債権者が受領できるように追加額（以下「追加額」という。）を支払う。ただし、単に当該本

社債を保有すること以外にフランス共和国と関連を有することを理由として、当該本社債に関してかかる税金、賦課金その

他の公租公課を負担する本社債権者に対するまたは当該本社債権者のための第三者に対する当該本社債に関する追加額は

支払われない。

(ハ)　社債の要項において元本または利息には、本「摘要－４ 税制上の理由による追加の支払い」に従い元本または利息に関し
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それぞれ支払われることのある追加額を含むものとみなす。本「摘要－４ 税制上の理由による追加の支払い」の手続に要

する一切の費用は、発行会社の負担とする。

 

５　本社債券の不発行

本社債の社債券（以下「本社債券」という。）は、本社債権者がその発行を請求できる振替法に規定された例外的な場合を除

き、発行されない。本社債券が発行される場合、かかる本社債券は支払期日未到来の利札付無記名式に限るものとし、本社債権者

は本社債券の記名式への変更または分割もしくは併合を要求することはできない。

本社債券が発行された場合、本社債の元本および利息の計算および支払いの方法、本社債権者による本社債に基づく権利の行

使および本社債の譲渡、ならびに本社債に関するその他すべての事項は、その時点で適用ある日本国の法令およびその時点の日

本国の一般的な市場慣行に従う。社債の要項の規定とその時点で適用ある日本国の法令およびその時点の日本国の一般的な市場

慣行との間に齟齬がある場合、かかる日本国の法令および日本国の市場慣行が優先する。発行会社は、実務上可能な限り、上記の

事項を遅滞なく本社債権者に対し公告するものとする。

本社債券の発行に関して生じる一切の費用は、発行会社の負担とする。

 

６　時　　効

本社債の消滅時効は、元本については10年、利息については５年とする。

 

７　社債原簿

本社債の社債原簿は、発行会社に代わって財務代理人がこれを作成および管理し、財務代理人の本店に備え置く。

 

８　通貨の補償

本社債の元本、利息または本社債に関して支払うべきその他の金額の支払いを命ずる判決または命令がいずれかの裁判所によ

りなされまたは発せられ、かかる判決または命令が日本円以外の通貨で表示されている場合、かかる判決または命令に関して本

社債権者がかかる通貨により受領したまたは回収したいかなる金額も日本円建てで受領したまたは回収した金額の範囲でのみ

発行会社を免責するものであり、発行会社は、かかる本社債権者に対して、(ⅰ)かかる判決または命令のために、日本円で表示さ

れている金額がかかる日本円以外の通貨に換算されたまたは換算されたものとみなされた日と(ⅱ)かかる判決または命令（ま

たはその一部）の履行がなされた日との間に生じた換算率の変動から生じる不足額を補填するために必要な金額を支払うこと

を約束する。適用ある法律の許容する範囲内で、上記の約束は、発行会社の他の債務から別個、独立の債務を構成し、発行会社に対

する別個で独立の請求原因となり、その時々の本社債権者がいかなる猶予をしたかを問わず適用され、いかなる判決または命令

にもかかわらず継続して完全な効力を有する。

 

９　日本国における課税

日本国の居住者および内国法人が支払いを受ける本社債の利息および本社債の償還により支払いを受ける金額が本社債の発

行価額を超える場合の差額（以下「発行差益」という。）は、日本国の租税に関する現行法令の定めるところにより一般的に課

税対象となる。本社債の譲渡により生ずる所得については、譲渡人が法人である場合は益金となるが、個人である場合には、一定

の場合を除いて日本国の租税は課されない。

日本国の非居住者および外国法人が支払いを受ける本社債の利息および発行差益は、原則として日本国の課税対象とはならな

い。日本国の非居住者および外国法人が本社債を日本国内において譲渡した場合、かかる譲渡から生ずる所得については、譲渡人

が日本国内に恒久的施設を有する外国法人である場合を除いて、原則として日本国の租税は課されない。ただし、かかる外国法人

の納税義務は、適用される租税条約の規定により、限定されまたは免除されることがある。

投資を検討する者は、いずれの場合においても、本社債に関する課税上の結果について自身の税務顧問に相談すべきである。
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「第１回変動利付円貨社債」

第１回変動利付円貨社債の未定事項または予定事項は2012年12月上旬から12月中旬頃に決定される予定である。

 

銘　　柄 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第１回変動利付円貨社債（2012）(注１)

記名・無記名の別 該当なし
券面総額又は

振替社債の総額
50億円（予定）(注２)

各社債の金額 １億円 発行価額の総額 50億円（予定）(注２)

発行価格 各社債の金額100円につき100円 利率（％）

（未定）（ロイターLIBOR01頁

（下記「利息支払の方法」に定

義する。）に表示されているロ

ンドン銀行間市場における日本

円の３か月預金のオファード・

レートに年率（未定）％～（未

定）％を加えた利率を仮条件と

する。） 

(注３)

利払日

2015年９月20日までの毎年３月

20日、６月20日、９月20日および

12月20日ならびに2015年12月18

日(注４)

償還期限 2015年12月18日 (注５)

募集の方法 一般募集 申込証拠金 な　　し

申込期間 2012年12月14日 (注６) 払込期日 2012年12月20日 (注７)

申込取扱場所 別項記載の各引受人の日本国内における本店および各支店

(注１) 本社債には日本国の社債、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号。その後の改正を含む。）（以下「振替法」

という。）が適用され、本社債の譲渡および本社債に関連するその他の事項については、振替法および振替機関（下記「振

替機関」に定義する。）が随時定める社債等の振替に関する業務規程その他の規則等（以下「振替機関業務規程等」と総

称する。）に従って取り扱われる。

(注２) 上記の振替社債の総額および発行価額の総額は、2012年12月上旬から12月中旬頃に提示される予定の仮条件に基づき本

社債の需要状況把握のために本邦の機関投資家を中心に行われるブック・ビルディングの結果を勘案したうえで、本社債

の条件決定日に決定される。したがって、最終的に決定され有価証券届出書の訂正届出書に記載される振替社債の総額お

よび発行価額の総額は、上記の各総額と大きく相違する可能性がある。

(注３) 利率は、2012年12月上旬から12月中旬頃に提示される予定の仮条件に基づき需要状況を勘案したうえで、2012年12月中旬

頃に決定される予定である。

(注４) 各利払日は、払込期日の変更に伴い変更される可能性がある。

(注５) 償還期限は、払込期日の変更に伴い変更される可能性がある。

(注６) 申込期間は、需要状況を勘案したうえで、最大１週間繰り下げられる可能性がある。

(注７) 払込期日は、申込期間の変更に伴い変更される可能性がある。

 

振替機関

名　　　　称 住　　　　　　　所
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株式会社証券保管振替機構

（以下「振替機関」という。）
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

(注)　振替機関には、主務大臣が振替法に従って指定する後継の振替機関を含むものとみなす。

 

公告の方法

本社債に関する一切の公告は、日本国の官報（もし可能であれば）ならびに東京都および大阪市において発行される時事に関

する事項を掲載する日本語の日刊新聞紙上に各１回これを行う。本社債権者の各々に対する直接の通知はこれを要しない。発行

会社が行うべき当該公告は、発行会社の請求があった場合、発行会社の費用負担により、発行会社に代わって財務代理人（下記

「財務代理人とその職務」に定義する。）がこれを行う。

 

引　受　人

元引受契約を締結する金融商品取引業者

（以下「共同主幹事会社」と総称する。）
引受金額

（百万円）
元引受の条件

会　社　名 住　　所

大和証券株式会社

 

 

 

ナティクシス日本証券株式会社

 

 

 

野村證券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

 

 

 

東京都千代田区丸の内一丁目11番１号

 

 

 

東京都中央区日本橋一丁目９番１号 

共同主幹事

会社が連帯

して本社債

の発行総額

を引受ける

ので、個々の

共同主幹事

会社の引受

金額はない。

本社債の発行総額は、

発行会社と共同主幹

事会社との間で2012

年12月14日（予定）

に調印される元引受

契約に従い、共同主幹

事会社により連帯し

て買取引受けされ、一

般に募集される。左記

以外の元引受の条件

は未定であるが、本社

債の条件決定日に、発

行条件の決定ととも

に決定される予定で

ある。

合　　計
5,000

（予定）

 

財務代理人とその職務

本社債について社債の管理会社は設置されない。

財務代理人および発行兼支払代理人の名称 住　　　　　　所

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号

本社債に関する発行会社の財務代理人・発行兼支払代理人・利率確認事務取扱者（以下「財務代理人」という。文脈上別意に

解すべき場合を除き、「財務代理人」の用語はこれらすべての資格で行為する代理人を意味する。）は、株式会社みずほコーポ

レート銀行とする。財務代理人は、本社債の要項（以下「社債の要項」という。）、発行会社と財務代理人との間の2012年12月14

日付（予定）の財務・発行・支払代理および利率確認事務取扱契約証書（以下「財務代理契約」という。）ならびに振替機関業

務規程等に定める義務を履行し職務を行う。財務代理人は、発行会社のためにのみその職務を行い、本社債権者に対していかなる

義務も負わず、また、本社債権者との間で代理または信託関係を有しない。社債の要項が添付された財務代理契約の写しは、本社

債の償還期日から１年を経過するまで、財務代理人の本店に備置され、財務代理人の通常の営業時間内において、本社債権者の閲

覧または謄写に供される。かかる謄写に要する一切の費用は、これを請求する者の負担とする。
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発行会社は、財務代理人を随時変更することができる。ただし、財務代理人は、後任の財務代理人・発行兼支払代理人・利率確

認事務取扱者が有効に選任されるまで（ただし、かかる後任の財務代理人・発行兼支払代理人・利率確認事務取扱者が振替機関

業務規程等に従って発行代理人および支払代理人として行為する資格を有していることを条件とする。）、在職する。かかる場

合、発行会社は、財務代理人の変更を事前に本社債権者に対して公告する。

後任の財務代理人・発行兼支払代理人・利率確認事務取扱者は、かかる選任が有効とされる日をもって、前任の財務代理人の

地位を承継し、前任の財務代理人と代替し、あたかも財務代理契約および社債の要項において財務代理人として記載されていた

のと同様に、社債の要項、財務代理契約および振替機関業務規程等に定める財務代理人の義務を履行し職務を行う。

振替機関が発行会社に対して財務代理人の発行代理人または支払代理人としての指定を取消す旨の通知をなした場合、発行会

社は、遅滞なく後任の財務代理人・発行兼支払代理人・利率確認事務取扱者を選任し（ただし、かかる後任の財務代理人・発行

兼支払代理人・利率確認事務取扱者が振替機関業務規程等に従って発行代理人および支払代理人として行為する資格を有して

いることを条件とする。）、その旨を本社債権者に対して公告する。

 

利息支払の方法

(1)(a)　本社債の利息は2012年12月20日（その日を含む。）から2015年12月18日（その日を含まない。）までこれを付し、2013年

３月20日を初回として、2015年９月20日までの毎年３月20日、６月20日、９月20日および12月20日の年４回ならびに2015年

12月18日に、各々その日（その日を含まない。）までの利息期間（以下に定義する。）についての利息を日本円で後払いす

る。ただし、かかる日のいずれかが東京営業日（以下に定義する。）でない場合には、利息の当該支払期日を翌東京営業日

に繰下げるものとし（これによりかかる日が翌暦月に入る場合はこの限りでなく、この場合かかる支払期日は直前の東京

営業日に繰上げられるものとする。）、利息は、本ただし書により修正された支払期日（その日を含まない。）までの利息

期間について支払われるものとする。いずれかの利息期間またはその一部について支払われるべき利息については、当該

利息期間または当該部分の実日数について、１年360日の日割計算により支払われる。上記の各利払いの日を、以下「利払

日」という。

社債の要項において、

(i)「東京営業日」とは、銀行が東京において営業（外国為替および外貨預金取引を含む。）を行っている日をいう。

(ii)「利息期間」とは、2012年12月20日（その日を含む。）から第１回目の利払日（その日を含まない。）までの期間お

よびその後の各利払日（その日を含む。）からその次の利払日（その日を含まない。）までの期間をいう。

(b)　本社債には、下記の規定によりその時々に決定される利率（年率）（以下「適用利率」という。）により本社債の金額に

対して利息が付される。ただし、かかる適用利率は０％を下回らないものとする。

(i)利率基準日（以下に定義する。）の翌東京営業日（以下「利率決定日」という。）の午前10時（東京時間）までに、発

行会社は、当該利息期間に関して、その利息期間の初日から２ロンドン営業日（以下に定義する。）前の日（最初の利

息期間については、2012年12月18日）（それぞれの日を、以下「利率基準日」という。）の午前11時（ロンドン時間）

現在のロイターLIBOR01頁（以下に定義する。）に表示されているロンドン銀行間市場における日本円の３か月預金の

オファード・レートを確認する。当該利息期間の適用利率は、発行会社が確認した上記オファード・レートに年率（未

定）％を加算した率とする。

社債の要項において、

(x)「ロンドン営業日」とは、銀行がロンドンにおいて営業（外国為替および外貨預金取引を含む。）を行っている

日をいう。

(y)「ロイターLIBOR01頁」とは、日本円預金の英国銀行協会利息決済レートを表示するロイター（もしくはその承

継サービス）のLIBOR01頁として指定された頁もしくは当該サービスのLIBOR01頁に代わる他の頁または日本円

預金の英国銀行協会利息決済レートに相当する率を表示するための情報源として発行会社により合理的に指定

された他のサービスの提供する他の頁をいう。発行会社は、財務代理人に対し、かかる代替を速やかに書面で通知

する。
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(ii)いずれかの利率基準日の午前11時（ロンドン時間）に、上記オファード・レートがロイターLIBOR01頁に表示されな

い場合、またはロイターLIBOR01頁が利用不能である場合には、発行会社は、利率決定日に、各利率照会銀行（以下に定

義する。）の東京の主たる店舗（もしあれば）に対し、それらのロンドンの主たる店舗が当該利率基準日の午前11時

（ロンドン時間）頃にロンドン銀行間市場において主要銀行に対し提示した当該利率基準日の２ロンドン営業日後に

始まる日本円の３か月預金のオファード・レート（年率で表示する。）を発行会社に提示するよう要請する。この場

合、

(x)当該利率決定日に６行以上の利率照会銀行が当該オファード・レートを発行会社に提示した場合には、当該利息

期間の適用利率は、発行会社が確認した当該オファード・レート（そのうち２つの最低値と２つの最高値を除

く。）の算術平均値（必要な場合は、小数第６位を四捨五入して小数第５位まで求める。）に年率（未定）％を加

算した率とする。

(y)当該利率決定日に２行以上５行以下の利率照会銀行が当該オファード・レートを発行会社に提示した場合には、

当該利息期間の適用利率は、これを提示した利率照会銀行の当該オファード・レートの算術平均値（必要な場合

は、小数第６位を四捨五入して小数第５位まで求める。）に年率（未定）％を加算した率とする。

(z)当該利率決定日に、発行会社に対し、利率照会銀行のうち１行のみが当該オファード・レートを提示した場合、ま

たはいずれの利率照会銀行もオファード・レートを提示しなかった場合には、発行会社は、当該利率基準日に先

立つ直近のロンドン営業日（当該日にロイターLIBOR01頁にロンドン銀行間市場における日本円の３か月預金の

オファード・レートが表示されない場合、またはロイターLIBOR01頁が利用不能である場合には当該表示がなさ

れた直近のロンドン営業日）の午前11時（ロンドン時間）現在のロイターLIBOR01頁に表示されたロンドン銀行

間市場における日本円の３か月預金のオファード・レートを確認する。当該利息期間の適用利率は、発行会社が

確認した上記オファード・レートに年率（未定）％を加算した率とする。ただし、当該ロンドン営業日がその直

前の利率基準日（もしあれば）以前である場合には、適用利率は直前の利息期間に有効であった適用利率とす

る。

社債の要項において、「利率照会銀行」とは、当該利率決定日に関する利率基準日に先立つ直近のロンドン営業日

（当該日にロイターLIBOR01頁にロンドン銀行間市場における日本円の３か月預金のオファード・レートが表示され

ない場合、またはロイターLIBOR01頁が利用不能である場合には当該表示がなされた直近のロンドン営業日）の午前11

時（ロンドン時間）現在のロイターLIBOR01頁に表示されたロンドン銀行間市場における日本円の３か月預金のオ

ファード・レートを算出するために用いられた自行のオファード・レートを提示した銀行をいう。

(c)　発行会社は、各利率決定日の午前10時（東京時間）頃に、本社債に関して振替機関業務規程等の目的上当該利息期間に係

る一通貨あたりの利子額（以下「一通貨あたりの利子額」という。）を算出する。各利息期間の一通貨あたりの利子額は、

振替機関業務規程等に従い、適用利率に当該利息期間の実日数を分子とし、360を分母とする分数を乗じて算出される。い

ずれかの利息期間の一部に係る一通貨あたりの利子額の計算は、１年360日の日割計算により、当該部分の実日数について

行われるものとする。各本社債権者に対して支払われる利息の総額は、振替機関業務規程等に従って計算される。

(d)　各利息期間の適用利率が決定された後実務上可能な限り速やかに、かつ各利息期間開始後５東京営業日以内に、発行会社

は、財務代理人に対し、当該適用利率ならびにこれに関する一通貨あたりの利子額および利払日を書面で通知する。ただ

し、いかなる利息期間についてもこれらの事項の公告を行うことを要しない。財務代理人は、かかる通知を受けた後実務上

可能な限り速やかに、これらの事項をその本店において、通常の営業時間に本社債権者に対し閲覧に供する。

(e)　上記（d）に従って適用利率ならびにこれに関する一通貨あたりの利子額および利払日の通知を行った後にこれに関す

る利息期間が延長されまたは短縮された場合には、発行会社はどのような調整が適切かを速やかに決定する。かかる調整

が決定された後実務上可能な限り速やかに、発行会社は、財務代理人に対し、かかる調整に従って改定された一通貨あたり

の利子額および利払日を書面により通知する。ただし、かかる改定に関する公告は、これを行うことを要しない。財務代理

人は、かかる通知を受けた後実務上可能な限り速やかに、これらの事項をその本店において、通常の営業時間に本社債権者

に対し閲覧に供する。
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(f)　本「利息支払の方法－(1)」の規定に従って決定された適用利率、一通貨あたりの利子額または利払日は、明らかな誤り

のある場合を除き、最終的なものであり、本社債権者を含む全当事者に対し拘束力を有する。

(g)　株式会社みずほコーポレート銀行は、日本国東京都の本店において、本社債に係る発行会社の利率確認事務取扱者（以下

「利率確認事務取扱者」という。）として職務を行う。財務代理契約に基づき、発行会社は、利率確認事務取扱者に対し、オ

ファード・レートまたは利率（適用利率および一通貨あたりの利子額を含むがこれに限定されない。）の確認、算出およ

び決定に関する本「利息支払の方法－(1)」に基づく発行会社の一切の義務（公告を行う義務を除く。）の履行を委任す

る。利率確認事務取扱者は、発行会社のためにのみその職務を行うものとし、本社債権者に対していかなる義務も負わず、

また本社債権者との間で代理または信託の関係を有しない。本「利息支払の方法－(1)」に基づき発行会社が財務代理人

に対して行うべき通知は、財務代理人が利率確認事務取扱者と同一の銀行である限りは、これを行うことを要しない。発行

会社は、随時、利率確認事務取扱者を変更することができる。ただし、利率確認事務取扱者は、後任の利率確認事務取扱者が

有効に任命されるまで、在職するものとする。この場合、発行会社は事前にその旨を公告する。

(2)　本社債の利息は、償還期日（その日を含む。）後はこれを付さない。ただし、発行会社が償還期日に社債の要項に従った本社

債の償還を怠ったときは、発行会社はその時点で未償還の本社債の金額について償還期日（その日を含む。）からかかる本社

債の償還が実際に行われた日（その日を含まない。）までの期間中の実日数につき、利払日が当該償還期日後も継続して到来

するものとみなして上記「利息支払の方法－(1)」を準用して決定される利率による経過利息（１年360日の日割計算によ

る。）を日本円で支払う。ただし、その期間は、（振替機関業務規程等における支払代理人の資格において行為する）財務代理

人（以下「支払代理人」という。）が、その受領した本社債全額の償還のために必要な資金を、本社債の振替を行うための口

座を振替機関に開設している関連する機構加入者（以下「機構加入者」という。）に配分した日を超えない。ただし、かかる

支払期限経過後の配分が振替機関業務規程等により可能でない場合、当該期間は財務代理人が「摘要－３ 支払い－（ロ）」

に従って最後の公告を行った日から14日を超えない。発行会社は、財務代理人に対し、上記により決定された各利率を上記

「利息支払の方法－(1)」(d)の規定に従って書面で通知する。かかる通知を受けた財務代理人は、関連する支払期日後５東京

営業日以内に、かかる利率をその本店において、通常の営業時間に本社債権者に対し閲覧に供する。かかる利率に関する公告

は、これを行うことを要しない。

 

償還の方法

(1)　満期償還

本社債は、下記「償還の方法－(2)」または「償還の方法－(3)」に従って、それまでに償還されまたは買入消却されてい

ない限り、2015年12月18日に本社債の金額の100％で償還される。ただし、この日が東京営業日でない場合には、本社債の償還

期日を翌東京営業日に繰下げるものとする。ただし、これによりかかる日が翌暦月に入る場合はこの限りでなく、この場合償

還期日は直前の東京営業日に繰上げられるものとする。

社債の要項に別段の定めがある場合を除き、発行会社は、本社債の元本の全部または一部を期限前に償還または返済する

ことができない。

(2)　税務上の理由による償還

本社債の発行日後に有効となった、フランス法の変更または当該法の公的適用もしくは公的解釈の変更を理由として、発

行会社が次回の利払日に追加額（下記「摘要－４ 税制上の理由による追加の支払い－(ロ)」に定義する。）を支払うことな

く利息の支払いができない場合であって、かつ発行会社を含むフランスの金融機関に一般に利用可能な手段によって当該追

加額の支払義務を回避できない場合、発行会社は、その選択によりいつでも、本社債の全部（一部は不可）を本社債の金額の

100％で償還期日（その日を含まない。）までの経過利息を付して償還することができる。ただし、償還期日は、フランスにお

ける税金の源泉徴収を行うことなく発行会社が利息の支払いができる実務上可能な限り最も遅い日よりも前とはされないも

のとする。

発行会社が、次の利払日において、追加額を支払う旨の約束があるにもかかわらず、その時に支払期日の到来する債務の全

額の支払いを本社債権者に対して行うことがフランス法により禁じられることとなる場合には、発行会社は、財務代理人に対
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し、その旨、少なくとも30日前の書面による事前の通知を行い、かつ本社債権者に14日以上前の事前の通知を上記「公告の方

法」に従って行った上、本社債について支払義務を負う金額の全部の支払いができる実務上可能な限り最も遅い利払日にお

いて償還期日と定められた日（その日を含まない。）までの経過利息とともに、その時点で未償還の本社債の全部（一部は不

可）を本社債の金額の100％で償還する。

本「償還の方法－(2)」に基づく償還がなされる場合、発行会社は財務代理人に対して、発行会社の適式に授権された役員

１名が署名し、(ⅰ)発行会社が下記「摘要－４ 税制上の理由による追加の支払い－(ロ)」に基づき追加額の支払義務を負っ

ているかまたは負うこととなる旨、(ⅱ)発行会社が本「償還の方法－(2)」に基づき本社債の償還を選択するかまたはその償

還義務を負っている旨、(ⅲ)かかる償還期日、(ⅳ)関連する事実の詳細とともに本「償還の方法－(2)」に基づき発行会社が

償還を行う権利または義務の前提条件が成就した旨および(ⅴ)（発行会社が償還を行う権利を行使する場合）発行会社を含

むフランスの金融機関に一般に利用可能な手段によって当該追加額の支払義務を回避できない旨を記載した証明書を交付す

る。

かかる証明書は、償還予定期日の少なくとも30日前までに財務代理人に交付され、財務代理人は発行会社のために償還予

定期日の少なくとも14日前までに本社債権者にかかる事項を公告する。かかる償還予定期日は東京営業日とし、かかる財務代

理人に対する交付および本社債権者に対する公告は取消すことができない。

本「償還の方法－(2)」に基づき発行会社より財務代理人に対して交付されたかかる証明書は、(ⅰ)財務代理人が受領後

速やかに、また償還期日後１年が経過するまで財務代理人の本店に備置され、(ⅱ)財務代理人の通常の営業時間内において、

本社債権者の閲覧または謄写に供される。

本「償還の方法－(2)」の謄写に要する一切の費用は、これを請求する者の負担とし、その他の本「償還の方法－(2)」の

手続に要する一切の費用は、発行会社の負担とする。

(3)　買入消却

発行会社またはその子会社はいずれも、適用法令に従って、公開市場その他においていかなる価格においても本社債を随

時買入れることができる。買入れた当該本社債は、適用法令および振替機関業務規程等において別段の定めがある場合を除

き、保有し、転売しもしくは直ちに消却することができ、または保有し、転売しもしくは直ちに消却させることができる。

 

担　　　保

本社債はいかなる物上担保によっても担保されない。

 

本社債の地位

本社債は、発行会社の直接、無条件、非劣後かつ（下記「財務上の特約－(1)」の規定に服する）無担保の債務であり、本社債相

互の間で現在または将来において同順位および同等であり、また、フランス法上優先することを要請される債務を除き、発行会社

の現在または将来のその他すべての無担保かつ非劣後の債務（その時々において未償還のもの。）と同順位である。

 

財務上の特約

(1)　担保提供制限

本社債のいずれかが未償還である限り、発行会社は、（本社債の発行の前後を問わず）発行会社が負うかまたは発行会社

が保証する関連債務（以下に定義する。）を担保するために、発行会社の現在または将来の資産または収益に対して、抵当権、

先取特権、質権またはその他の担保権（以下「担保権」と総称する。）を設定せず、またはその存続を許容しない。ただし、本

社債が当該関連債務またはその保証債務と同順位となるように同等に担保される場合を除く。

本「財務上の特約－(1)」において、「関連債務」とは、証券取引所、店頭市場またはその他の証券市場において、建値さ

れ、上場されもしくは通常に取引されているか、またはそのようなことが可能な、社債、ノートもしくはその他の有価証券（当

初私募形式であった有価証券を含む。）に表章されているか否かを問わない、あらゆる借入金債務をいう。

本「財務上の特約－(1)」において、疑義を避けるために、日本国の金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正
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を含む。）に基づき日本国内で公募された関連債務は、証券取引所、店頭市場またはその他の証券市場において、建値され、上

場されもしくは通常に取引されることが可能であるものとみなす。

本「財務上の特約－(1)」に基づき担保権が本社債に対して付与される場合、発行会社は、本「財務上の特約－(1)」およ

び適用法令に従い、かかる担保権を本社債に対して付与するために必要な一切の手続（かかる担保権の設定および対抗要件

具備を含むが、これらに限定されない。）を行うか、または行わせしめる。かかる担保権の有効な設定および対抗要件具備を含

む（ただし、これらに限定されない。）かかる手続が完了した場合、発行会社は、かかる担保権が本「財務上の特約－(1)」お

よび適用法令に従って適法かつ有効に設定されかつ対抗要件が具備された旨を本社債権者に対して公告する。かかる担保権

の設定、対抗要件具備、維持および実行に関して発生する一切の費用は、発行会社の負担とする。

 

(2)　その他の事項

債務不履行に基づく期限の利益喪失については、下記「摘要－２ 債務不履行事由」を参照のこと。

 

社債権者集会

(1)　 (ⅰ)本社債のその時点での未償還総額の10分の１以上を保有する本社債権者が共同または単独で書面により社債権者集会

の開催を発行会社を代理する財務代理人に対し財務代理人の本店において請求した場合（かかる本社債権者の請求には、保

有証明書（下記「摘要－２ 債務不履行事由」において定義する。）が付されるものとする。）または(ⅱ)発行会社が社債権

者集会の開催を必要と認めて財務代理人に対し社債権者集会の開催予定日より少なくとも35日前までに書面による通知をし

た場合、発行会社は本社債権者の利害に関連する事項を議題とする社債権者集会の招集を行う。

社債権者集会が招集される場合、財務代理人は発行会社のために当該社債権者集会の招集公告を当該集会の開催日の少な

くとも21日前までに本社債権者に対して行い、かつ、発行会社は、財務代理人に発行会社のために、社債権者集会の招集および

議事の進行の促進のために必要な手続をとるようにさせる。

(2)　 本社債権者は当該社債権者集会において、自ら出席しもしくは代理人を通じて、または、発行会社もしくは発行会社に代

わって財務代理人が定めるところに従って、書面もしくは（発行会社が電磁的方法による議決権の行使を許可する場合は）

電磁的方法により、その議決権を行使することができる。社債権者集会においては、各本社債権者は当該本社債権者の保有す

る（その時点で未償還の）本社債の金額に応じて議決権を有する。ただし、本社債権者は、当該集会の開催日の少なくとも７

日前までに保有証明書を財務代理人に対しその本店において提示し、かつ、当該集会の開催日に当該集会において発行会社ま

たは財務代理人に対し保有証明書を提示しなければならず、さらに、当該本社債権者は、当該保有証明書を振替機関または当

該本社債権者の関連する口座管理機関（以下「口座管理機関」という。）に返還するまでは、本社債の振替の申請または抹消

の申請をすることができない。発行会社は、その代表者を当該集会に出席させ、当該集会においてその意見を表明させること

ができる。

(3)　 当該社債権者集会の決議は、当該集会に出席し、当該集会において議決権を行使する権利を有する本社債権者（以下「議決

権者」という。）が保有する議決権の総数の２分の１超をもって可決される。ただし、下記の事項については特別決議（以下

に定義する。）を要する。

(a) すべての本社債に関してなされる支払いの猶予、債務不履行によって生じた債務の免除または和解（下記（b）に記

載の事項を除く。）

(b) すべての本社債に関してなされる訴訟行為または破産、会社更生もしくはこれに準ずる手続に関するすべての行為

(c) 社債権者集会において決議すべき事項の決定について、社債権者集会の決議により指名および授権される本社債権者

の１名もしくは複数名の代表者（ただし、いずれも（その時点で未償還の）本社債の総額の1,000分の１以上を保有

する者でなければならない。）（以下「代表社債権者」という。）または社債権者集会の決議により指名および授権

されることのある社債権者集会の決議を執行する者（以下「決議執行者」という。）の選任もしくは解任、または上

記の者に委託した事項の変更

「特別決議」とは、社債権者集会において、本社債のその時点での未償還総額に係る議決権者が保有する議決権の総数の
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５分の１以上、かつ、当該集会に出席した議決権者が保有する議決権の総数の３分の２以上の賛成をもって可決される決議を

意味する。

社債権者集会において行使された議決権の数の算定上、代理人によりまたは書面もしくは（発行会社が電磁的方法による

議決権の行使を許可する場合は）電磁的方法により議決権を行使した本社債権者も、これに出席しまた議決権を行使したも

のとみなされる。

(4)　本「社債権者集会」に従って可決された決議は、すべての本社債権者に対して、当該社債権者集会に出席したか否かを問わ

ず、適用ある日本法の許容する範囲内で拘束力を有し、その執行は代表社債権者または決議執行者がこれにあたる。

(5)　本「社債権者集会」において、発行会社またはその子会社がその時点で保有する本社債は除外され、未償還でないものとみ

なす。

(6)　社債権者集会は日本国東京都において開催される。

(7)　本「社債権者集会」の手続に要する一切の費用は、発行会社の負担とする。

 

準拠法および管轄裁判所

発行会社による本社債の発行に関する授権を除き、本社債ならびにこれに基づく本社債権者を含むすべての当事者の一切の権

利および義務は、すべて日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。

社債の要項において別段の定めがある場合を除き、本社債に基づく義務の履行地は、日本国東京都とする。

本社債もしくは社債の要項から生ずるかまたはこれらに関する発行会社に対する一切の訴訟その他の裁判手続は、非専属的

に、東京地方裁判所に対して提起することができ、発行会社は、かかる裁判所の管轄権に明示的、無条件かつ取消不能の形で服す

ることに同意する。

発行会社は、本社債もしくは社債の要項から生ずるか、またはこれらに関して日本国東京都において提起されることのある一

切の訴訟その他の裁判手続につき、発行会社の権限ある訴状その他の裁判上の書類の受取人として日本国東京都に所在する弁護

士である梅津立氏を指名し、訴状その他の裁判上の書類を受領する場所として現在日本国〒106-6036 東京都港区六本木一丁目

６番１号 泉ガーデンタワーに所在のアンダーソン・毛利・友常法律事務所のその時々の住所を指定する。発行会社は、本社債の

未償還残高が存する限りその時々において、かかる指名および指定が完全な効力を有しそれを継続するのに必要な一切の行為

（あらゆる書類および証書の作成および提出を含む。）をなすことに合意する。かかる受取人が何らかの理由により発行会社の

かかる権限ある受取人として行為することが不可能な場合はいつでも、発行会社は直ちに日本国東京都に所在する後任の権限あ

るかかる受取人を指名し、かつかかる指名が効力を有するのに必要な一切の行為をなすことを約束する。発行会社は、財務代理人

に対して、かかる後任の受取人を指名したことを速やかに通知し、その旨を速やかに公告する。

本「準拠法および管轄裁判所」に記載される事項は、本社債権者が、発行会社に対して、適用ある法律に基づき管轄権を有する

裁判所に訴訟その他の裁判手続を提起する権利またはその他法律により認められている方法で訴状その他の裁判上の書類の送

達を行う権利に影響を与えるものではない。

 

摘　　要

 

１　信用格付

(イ)　信用格付業者から付与された信用格付

本社債に関し、発行会社の依頼により、金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含む。）第66条の27に基づ

く登録を受けた信用格付業者（以下「信用格付業者」という。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含

む。）はない。

 

(ロ)　無登録格付業者から付与された信用格付

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

  30/1163



発行会社は、本社債に関して、格付の付与を、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（以下「ムーディーズ」

という。）、スタンダード＆プアーズ・レーティングズ・サービシズ（以下「S&P」という。）およびフィッチ・レーティング

ス（以下「フィッチ」という。）(これらはすべて信用格付業者として登録されていない（これら３格付業者を、以下「無登

録格付業者」という。）。)に依頼しており、本社債の発行総額・利率等の発行条件の決定に伴って本社債に関するかかる格付

を取得できる予定である。

発行会社は、2012年６月15日にムーディーズからA2の長期発行体格付を、2012年１月23日にS&PからAの長期発行体格付を、

また2009年７月31日にフィッチからA+の長期発行体格付を、それぞれ付与されており、本書提出日（2012年11月28日）現在、

かかる長期発行体格付に変更はない。

（注）無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取

引業等に関する内閣府令第313条第３項第３号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。

ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に、信用格付業者として、ムーディーズ・

ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第２号）、スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン

株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第５号）およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（登録番

号：金融庁長官（格付）第７号）を有しており、ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、上記信用格付業者それぞれの

特定関係法人（金商業等府令第116条の３第２項に定義される。）である。ムーディーズ、S&Pおよびフィッチのそれ

ぞれの信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されている(ⅰ)ムーディーズ・ジャパン株式会

社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ（http://www.moodys.co.jp）の「信用格付事業」をクリッ

クした後に表示されるページ）にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されている

「信用格付の前提、意義及び限界」、(ⅱ)スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームペー

ジ（http://www.standardandpoors.co.jp）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（http://www.

standardandpoors.co.jp/unregistered）に掲載されている「格付けの前提・意義・限界」および(ⅲ)フィッチ・

レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ（http://www.fitchratings.co.jp）の「フィッチの格付業務

について」欄の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されている「信用格付の前提、意義及

び限界」において、それぞれ公表されている。

 

２　債務不履行事由

以下のいずれかの事由（以下「債務不履行事由」という。）が発生し、継続する場合、本社債権者は、発行会社を代理する財務

代理人に対して、財務代理人の本店において、当該本社債権者が保有する本社債が直ちに期限の利益を喪失する旨書面により通

知することができ（かかる通知には、振替機関または関連する口座管理機関により発行された当該本社債の保有を証する証明書

（以下「保有証明書」という。）が付されなければならない。）、かかる場合、当該本社債は、さらなる措置または手続なく、直ち

に期限の利益を喪失し、本社債の金額の100％に経過利息を付して支払われることになる。ただし、財務代理人がかかる通知を受

領する前に、すべての債務不履行事由が治癒される場合は、この限りではない。

(a)　発行会社が、本社債の元本または利息の支払い（下記「摘要－４ 税制上の理由による追加の支払い」の条件に基づく同

項記載の追加額の支払いを含む。）につき、これらの支払期日到来後30日を超えて履行しなかった場合。

(b)　発行会社が本社債上のその他の義務のいずれかを履行せず、かつ本社債権者が（発行会社のために行為する）財務代理

人に対して財務代理人の本店においてかかる不履行の治癒を求める書面による通知（かかる通知には、保有証明書が付

されなければならない。）を最初になしてから45日以内に、かかる不履行が治癒されない場合。

(c)　50,000,000ユーロを超える、発行会社の債務または発行会社が行う債務保証について、支払期日が到来し、かつ(ⅰ)その

定められた支払期日および(ⅱ)適用ある支払猶予期間の満了日のいずれか遅い方の日において支払いが行われなかっ

た場合（本「摘要－２ 債務不履行事由－(c)」で使用される「債務」とは、発行会社により発行されたあらゆる社債そ

の他の債務証書、または銀行により発行会社に付与されたクレジット・ファシリティを意味する。）。
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(d)　発行会社が、直接もしくは間接に、その資産の全部もしくは重要な部分を、売却、移転もしくはその他の方法により処分し

た場合、または発行会社が、強制もしくは任意の清算もしくは解散を進めるための手続に参加したもしくはかかる手続

を開始した場合。ただし、処分、解散、清算、合併またはその他の再編の場合において、発行会社の資産の全部または実質

的に全部が、かかる処分、解散、清算、合併またはその他の再編と同時に本社債を含む発行会社の負債および債務の全部

を承継する法主体に移転される形で行われる場合で、かつ、その主要な目的が発行会社の活動の継続であり、かかる活動

を有効に継続させる形で行われる場合を除く。

(e)　本社債上の発行会社の義務を履行することが、本社債の発行日後に有効となった法規定に違反する場合、本社債の発行日

後に有効となった規定に違反する場合、または本社債の発行日時点で有効である規定について、いずれかの管轄当局が

その解釈を変更したためにかかる規定に違反することとなった場合。

(f)　発行会社が、フランス倒産法上の特別受任者（mandataire ad hoc）の選任を申請するかもしくはかかる選任に服する場

合、発行会社がその債権者と調停手続（procédure de conciliation）を開始した場合、発行会社の裁判上の清算

（liquidation judiciaire）もしくは発行会社の事業全部の移転（cession totale de l'entreprise）を命じる判決

があった場合、発行会社がその債権者のために譲渡を行うかもしくはその債権者と何らかの取決めを行う場合、または

発行会社がその流動資産からその流動負債を支払うことができない場合。

上記(b)から(f)に掲げる事由のいずれかが発生した場合、発行会社は、直ちに、かかる事由を財務代理人に通知し、財務代理人

は発行会社のためにその旨を本社債権者に対して公告する。上記(a)に掲げる事由が発生した場合または時間の経過もしくは通

知またはその双方によりかかる事由が発生する状況にある場合、発行会社はまた、直ちに、かかる事由または状況を財務代理人に

通知し、財務代理人は発行会社のためにその旨を本社債権者に対して公告する。

本「摘要－２ 債務不履行事由」の手続に要する一切の費用は、発行会社の負担とする。

 

３　支払い

(イ)　本社債の元本および利息の支払いは、支払代理人により、本社債権者に対して、(ⅰ)本社債権者が機構加入者の場合には直

接に、(ⅱ)その他の場合には、振替法および振替機関業務規程等に従って本社債権者が本社債の記録を行わせるために口座

を開設している関連する口座管理機関を通じて行われる。上記にかかわらず、支払代理人が、発行会社から受領した本社債

の元本または利息の支払いに必要な資金を、本社債の振替を行うための口座を振替機関に開設している関連する機構加入

者に配分した時点で、発行会社は、社債の要項に基づくかかる支払義務から免除される。

(ロ)　支払期日に支払われるべき本社債の元本または利息の全額を支払代理人がかかる支払期日後に受領した場合、財務代理人

は発行会社のために、かかる金額の受領後実務上可能な限り速やかに、ただし支払代理人がかかる金額を受領した後遅くと

も14日以内に、本社債権者に対してその旨および支払方法ならびに支払日を公告する。かかる金額の受領時点で支払方法も

しくは支払日のいずれかまたはその両方を決定することができない場合、財務代理人は、かかる金額の受領ならびに決定し

ている範囲での支払方法および/または支払日を本社債権者に対して公告し、後日、かかる支払方法および/または支払日の

決定後速やかに、本社債権者に対して公告する。当該公告に関して生じる一切の費用は、発行会社の負担とする。

 

４　税制上の理由による追加の支払い

(イ)　 発行会社によるまたは発行会社のための本社債に関する元本および利息の一切の支払いは、フランス共和国またはその下

部行政主体もしくは課税当局によりまたはその域内で、課され、賦課され、徴収され、源泉されまたは課税される現在または

将来のいかなる性質の税金、賦課金その他の公租公課のためのまたはそれらを理由とする源泉徴収または控除を行うこと

なくなされる。ただし、法律により、かかる源泉徴収または控除が要求される場合、この限りでない。

(ロ)　 本社債に関する元本または利息の支払いにおいて、フランス共和国によりまたはフランス共和国のために課される現在ま

たは将来の税金または賦課金（名目の如何を問わない。）に関する源泉徴収または控除がフランス法上要求される場合、発

行会社は、その時点での法律が許容する最大限において、かかる源泉徴収または控除が要求されなければ本社債権者が受領

していたであろう金額を本社債権者が受領できるように追加額（以下「追加額」という。）を支払う。ただし、単に当該本
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社債を保有すること以外にフランス共和国と関連を有することを理由として、当該本社債に関してかかる税金、賦課金その

他の公租公課を負担する本社債権者に対するまたは当該本社債権者のための第三者に対する当該本社債に関する追加額は

支払われない。

(ハ)　社債の要項において元本または利息には、本「摘要－４ 税制上の理由による追加の支払い」に従い元本または利息に関し

それぞれ支払われることのある追加額を含むものとみなす。本「摘要－４ 税制上の理由による追加の支払い」の手続に要

する一切の費用は、発行会社の負担とする。

 

５　本社債券の不発行

本社債の社債券（以下「本社債券」という。）は、本社債権者がその発行を請求できる振替法に規定された例外的な場合を除

き、発行されない。本社債券が発行される場合、かかる本社債券は支払期日未到来の利札付無記名式に限るものとし、本社債権者

は本社債券の記名式への変更または分割もしくは併合を要求することはできない。

本社債券が発行された場合、本社債の元本および利息の計算および支払いの方法、本社債権者による本社債に基づく権利の行

使および本社債の譲渡、ならびに本社債に関するその他すべての事項は、その時点で適用ある日本国の法令およびその時点の日

本国の一般的な市場慣行に従う。社債の要項の規定とその時点で適用ある日本国の法令およびその時点の日本国の一般的な市場

慣行との間に齟齬がある場合、かかる日本国の法令および日本国の市場慣行が優先する。発行会社は、実務上可能な限り、上記の

事項を遅滞なく本社債権者に対し公告するものとする。

本社債券の発行に関して生じる一切の費用は、発行会社の負担とする。

 

６　時　　効

本社債の消滅時効は、元本については10年、利息については５年とする。

 

７　社債原簿

本社債の社債原簿は、発行会社に代わって財務代理人がこれを作成および管理し、財務代理人の本店に備え置く。

 

８　通貨の補償

本社債の元本、利息または本社債に関して支払うべきその他の金額の支払いを命ずる判決または命令がいずれかの裁判所によ

りなされまたは発せられ、かかる判決または命令が日本円以外の通貨で表示されている場合、かかる判決または命令に関して本

社債権者がかかる通貨により受領したまたは回収したいかなる金額も日本円建てで受領したまたは回収した金額の範囲でのみ

発行会社を免責するものであり、発行会社は、かかる本社債権者に対して、(ⅰ)かかる判決または命令のために、日本円で表示さ

れている金額がかかる日本円以外の通貨に換算されたまたは換算されたものとみなされた日と(ⅱ)かかる判決または命令（ま

たはその一部）の履行がなされた日との間に生じた換算率の変動から生じる不足額を補填するために必要な金額を支払うこと

を約束する。適用ある法律の許容する範囲内で、上記の約束は、発行会社の他の債務から別個、独立の債務を構成し、発行会社に対

する別個で独立の請求原因となり、その時々の本社債権者がいかなる猶予をしたかを問わず適用され、いかなる判決または命令

にもかかわらず継続して完全な効力を有する。

 

９　日本国における課税

日本国の居住者および内国法人が支払いを受ける本社債の利息および本社債の償還により支払いを受ける金額が本社債の発

行価額を超える場合の差額（以下「発行差益」という。）は、日本国の租税に関する現行法令の定めるところにより一般的に課

税対象となる。本社債の譲渡により生ずる所得については、譲渡人が法人である場合は益金となるが、個人である場合には、一定

の場合を除いて日本国の租税は課されない。

日本国の非居住者および外国法人が支払いを受ける本社債の利息および発行差益は、原則として日本国の課税対象とはならな

い。日本国の非居住者および外国法人が本社債を日本国内において譲渡した場合、かかる譲渡から生ずる所得については、譲渡人
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が日本国内に恒久的施設を有する外国法人である場合を除いて、原則として日本国の租税は課されない。ただし、かかる外国法人

の納税義務は、適用される租税条約の規定により、限定されまたは免除されることがある。

投資を検討する者は、いずれの場合においても、本社債に関する課税上の結果について自身の税務顧問に相談すべきである。
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２【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

 

払込金額の総額 発行諸費用の概算額 差引手取概算額

150億円（予定）（注１） 未　定（注２） 未　定（注２）

（注１） 第１回円貨社債、第２回円貨社債および第１回変動利付円貨社債の合計金額である。当該金額は、2012年12月中旬頃に

決定される予定である。

（注２） 未定事項は、2012年12月中旬頃に決定される予定である。

 

（２）【手取金の使途】

本社債の発行による差引手取額は、当行により直ちに一般的な事業目的（当行グループの資金調達を確実なものとする

ことを含むが、これに限られない。）に使用される予定である。

 

第２【売出要項】
 

該当事項なし。
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第３【第三者割当の場合の特記事項】
 

該当事項なし。

 

第４【その他の記載事項】
 

社債発行届出目論見書の表紙に発行会社のロゴおよび名称、本社債の名称ならびに共同主幹事会社の名称を記載する。

社債発行届出目論見書の表紙裏面に以下の記述を記載する。

「発行会社の原文（仏語）の年次財務書類は本社債発行届出目論見書には記載されていませんが、有価証券届出書には

記載されています。

本社債に関し、社債の管理会社は設置されておりません。このため、発行会社が本社債に基づく義務を履行しない場合な

どには、本社債の元利金の支払いを受け取り自らの権利を保全するための一切の行為を、必要な場合は、各々の本社債の社債

権者（以下「本社債権者」といいます。）が自ら行わなければなりません。財務代理人は、発行会社の代理人としてのみその

職務を行い、本社債権者に対していかなる義務をも負担しませんし、また、本社債権者との間で代理または信託関係を有する

ものでもありません。

本社債は、アメリカ合衆国1933年証券法（その後の改正を含みます。）（以下「証券法」といいます。）に基づき登録さ

れておらず、本社債が証券法に基づき登録されていない限り、または証券法上登録義務を免除されていない限り、アメリカ合

衆国内において、またはアメリカ合衆国人に対し、その計算でもしくはその利益のために募集または売付けられることはあ

りません。上記で使用された用語は、証券法に基づくレギュレーションＳに規定される意味を有します。」

 

「第３ 第三者割当の場合の特記事項」の次に以下の記述を記載する。

 

「第４ 募集又は売出しに関する特別記載事項

　本社債に関連するリスクファクター

　

本社債に関連する一般的リスク

独自の検討および助言、投資の適合性

本社債への投資およびその保有に内在する明白かつ重要なリスクにもかかわらず本社債の投資家になろうとする者は
すべからく、独自の検討と適切である場合には専門家の助言に基づき、本社債の取得が各自の財務上のニーズ、目的およ
び条件に完全に一致し、各自に適用されるあらゆる投資方針、指針および制限と合致しかつ全く矛盾せず、また各自に適
した相応の適切な投資であるとの決定を行なわなければならない。

投資家になろうとする者は、本社債取得の適法性の判定に関して、あるいはその他上述の事項について、発行会社または
幹事会社またはそれらの各関係者に依拠してはならない。

購入の適法性

発行会社、幹事会社、またはそれらの各関係者は、本社債の投資家になろうとする者の本社債取得に係る適法性（当該投
資家となろうとする者の法人設立法域における法律との適法性か、当該者の事業地法域（仮に異なれば）における法律
との適法性かを問わない。）、あるいは投資家になろうとする者に適用される法律、規則または規制方針に係る当該者の
法令遵守性について、いっさい責任を負わず、また引受けない。

修正、権利放棄および更改

本社債の要項には本社債権者の利益一般に影響を与える事項を審議する社債権者集会の招集規定が含まれている。当該
規定は、定義された多数決により、関連する社債権者集会に出席せず投票しなかった本社債権者および多数とは逆の側
に票を投じた本社債権者を含めて全本社債権者を拘束することを認める。

フランスの倒産法

フランスの倒産法では、従業員数が150人を上回るか、売上高が20百万ユーロを上回る会社に該当する場合については、
以下のいわゆる「委員会プロセス」を経ることによる保全手続計画または裁判所主導再建計画の採択が可能である。
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(i)保全手続（procédure de sauvegarde）または裁判所主導再建手続（procédure de redressement judiciaire）が
開始される場合は、２つの債権者委員会（すなわち１つは債務者に対して請求権を有する金融債権者のための委員
会、もう１つは「主要取引先」（すなわち当該債務者の全取引先の請求権の合計金額の３％を上回る請求権を有す
る取引先）のための委員会）を設置しなければならない。金融迅速保全手続（procédure de sauvegarde financiè
re accélérée）が開始される場合は、上記の金融債権者委員会のみが設置される。

(ii)発行会社により発行された、フランス通貨金融法典第L. 213-5条の意義の範囲内における義務の要件を満たす負債
証券（本社債を含む）の所持人は、発行会社について保全手続(procédure de sauvegarde)、金融迅速保全手続（
procédure de sauvegarde financière accélérée）または裁判所主導再建手続（procédure de redressement 
judiciaire）が開始される場合には、自動的に単一の証券所持人集会（「証券所持人集会」）にグループ分けされ
る。

証券所持人集会は、フランス通貨金融法典第L. 213-5条の意義の範囲内における義務の要件を満たす、発行会社により
発行された本社債を含むすべての負債証券（債券発行プログラム（EMTN）に基づくか否か、あるいはフランス国内で発
行されたか国外か、さらには準拠法の如何を問わない。）の所持人から構成される。

また、貸借対照表の合計が25百万ユーロを上回るか、または(ⅰ）従業員数が150名を上回る会社、（ⅱ）前会計年度の売
上高が20百万ユーロを上回る会社もしくは（ⅲ）貸借対照表の合計が25百万ユーロを上回る別の会社を支配している
場合は貸借対照表の合計が10百万ユーロを上回る会社の保全手続計画も、金融債権者委員会および証券所持人集会との
金融迅速保全手続において採択が可能である。

債権者委員会および証券所持人集会は、保全手続計画案または裁判所主導再建計画案について、発行会社および裁判所
に指名された財産管理人から相談を受けるものとする。

計画が債権者委員会の採択プロセスを完了するためには、当該計画は以下に従って証券所持人集会により承認されなけ
ればならない。

- 保全手続または裁判所主導再建手続が開始された場合において、当該開始後当初の６ヶ月以内であって、かつ２つの
債権者委員会の各々が承認した後。

- 金融迅速保全手続が開始された場合において、当該開始後当初の２ヶ月以内であって、かつ金融債権者委員会が承認
した後。

各委員会および証券所持人集会における承認は、投票で意思表示をした債権保有者が保有する請求権の３分の２以上の
価額を保有する債権者の賛成票を必要とする。定足数は必要としない。

各債権者委員会および証券所持人集会においては特に以下について承認を与えることができる。

- 負債証券の所持人（本社債権者を含む）に対する債務金額のリスケジュールまたは削減 

- 状況における相違が正当化できる場合には、負債証券の所持人（本社債権者を含む）の間における不平等な待遇の導
入、および／または

- 負債証券（本社債を含む）を株式資本への権利を付与するか、または付与できる証券に転換する決定（関係株主の同
意が条件）。

疑義を避けるために付言すれば、本書に記載されている本社債所持人の表明に関する規定または適用ある場合のフラン
ス商法典の規定は、かかる状況に適用される倒産法の強行規定に違反する場合は適用されない。

債権者委員会および証券所持人集会による承認後、計画は関係する裁判所に認可を受けるために提出されなければなら
ない。裁判所は認可を検討するに際して当該手続の開始時点における債権者間の既存の約定劣後取決めを考慮しつつ全
債権者の利益が十分に保護されていることを確認しなければならない。裁判所の認可が得られ次第、委員会および証券
所持人集会が受入れた保全手続計画または再建計画は、委員会および証券所持人集会の全メンバー（計画の採択に投票
していないか、反対票を投じたメンバーを含む）に対して拘束力を持つ。

保全手続または裁判所主導再建手続が開始された場合（委員会または証券所持人集会のメンバーではない債権者につ
いて）、あるいは委員会が設置されていない場合、あるいは委員会または証券所持人集会の承認が開始後６ヶ月以内に
得られない場合には、債権者は、個々に、または集団として協議を受け、計画されている債務繰延および／または削減を
受入れるかどうか問われる。かかる場合において裁判所は、当該措置に同意した債権者の請求権について債務繰延また
は削減を認可する権限を有するが、それにはよらず10年間を最長期間として一律の債務繰延（金利込み）のみを負わせ
ることもできる。

迅速保全手続が開始された場合、金融債権者委員会または証券所持人集会のメンバーではない債権者は、期日到来時に
支払いを受ける。金融債権者委員会および証券所持人集会が手続開始後２ヶ月以内に何らの計画も採択しない場合に
は、裁判所は当該手続を終了させる。

法律の変更

本社債の要項は本書の日付に効力を有する日本法に基づいている。本書の日付より後に見込まれ得る判決または日本法
の変更または公権力によるフランス法の運用もしくは解釈の変更の影響については保証の限りではない。

本社債に係る活発な流通市場／売買市場の欠如
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本社債は広く流通しない可能性のある新規の証券であり、本社債について活発な売買市場が存在しないこともあり得
る。本社債の新規発行後に本社債が売買される場合に、実勢金利、類似証券の市場状況、一般的経済状態および発行会社
の財政状態によっては、当初公募価格を割り込んで取引される可能性がある。したがって本社債の流通市場の発展また
は流動性については保証の限りではない。その結果、投資家が直ちにあるいは自らの期待利回りを実現できる価格で本
社債を売却できない場合もある。投資家は本社債が部分的には直ちに売却可能ではないこと、時間の経過で本社債の価
額が変動すること、その変動が大幅になることを理解し、かつそのリスクに持ちこたえることができない限り本社債を
購入すべきではない。

発行会社の信用格付の低下または格付法の変更は本社債の市場価格に影響を与える可能性がある。

一社または複数の独立格付機関が本社債について発行会社の信用格付を付与することがあり得る。発行会社の信用格付
は、本社債を含むその債務についての発行会社の支払能力の評価である。このため発行会社の信用格付の現実の引下げ
または見込まれる引下げは、本社債の時価に影響を与える可能性がある。 

信用格付は、ストラクチャー、市場、上述の追加的要因および本社債の価額に影響を与え得るその他の要因に関連するす
べてのリスクの潜在的影響を反映していない可能性がある。信用格付は、有価証券の購入、売却または保有の推奨ではな
く、格付は信用格付機関により随時変更され撤回され得る。また信用格付機関は、本社債に類似した特徴を有する証券の
格付法を将来変更する可能性もある。こうした変更には某発行会社の優先証券に付与されている格付と本社債に類似し
た特徴を持つ証券に付与されている格付との関連性（しばしば「ノッチング（差異化）」と呼ばれる）を含む場合が
ある。格付機関が将来かかる証券の格付慣行を変更し、かつ／または本社債の格付がその後引下げられ、変更され、停止
され、または撤回された場合には、本社債の取引価格に対してマイナスの影響を与える可能性がある。

本社債の市場価格

本社債の市場価格は発行会社の信用力に影響される。

本社債の価額は、資本市場全般に影響を与える要因を含めて、フランス内外の経済、金融および政治における出来事をは
じめとする相互に関連する多くの要因に依存する。本社債所持人が満期前に本社債を売却できる価格は、発行価格また
は購入者により支払われた購入価格を割り込む可能性がある（大幅に割り込む場合もある。）。

本社債の一部特性に係るリスク

発行会社の早期償還オプションにより本社債所持人の予想利回りが予想比大幅に下回る可能性がある。

本社債の要項の第８項に定めるところに従い、フランス、その下部行政区画、またはそれらのもしくはそれらの域内の課
税権を有する当局によりまたはそれらの域内で課せられ、取立てられ、徴収され、源泉徴収され、または査定される現在
または将来の税金、賦課金、査定額、または公租公課（その性質の如何を問わない。）について、もしくはこれらを理由と
して、発行会社により源泉徴収または控除されることに起因して、本社債に関して発行会社が支払うべき金額の増額を
余儀なくされる場合には、発行会社は本社債の要項に従い、すべての本社債の未償還残高を償還することが可能であり、
また一定の状況のもとでは償還するものとする。

固定金利型本社債の価額は変動する可能性がある。

固定金利型本社債への投資は、その後の市場金利の変動が本社債の関連トランシェの価額に悪影響を与える可能性のあ
るリスクを伴う。

投資家は変動金利型本社債の収益率をあらかじめ計算することができない。

変動金利型本社債と固定金利型本社債の主たる違いは、変動金利型本社債の受取利息は予測不能という点である。受取
利息がさまざまに変化するため投資家は購入時に変動金利型本社債の確定利回りを算定することができず、したがって
当該投資収益率を長い固定金利期間の投資収益率と比較することができない。社債条件が頻繁な利払い日を定めている
場合、投資家は市場金利の下降時に再投資リスクにさらされる。すなわち投資家が自らに支払われた受取利息を再投資
できるのは当該時点の低い実勢金利が支払われる対象に限定される。さらに発行会社は固定金利型本社債を発行するこ
とが可能なため固定金利型本社債が変動金利型本社債の時価および流通市場（もしあれば）に影響を与える可能性も
ある（その逆も同様である）。

変動金利型本社債への投資は、(ⅰ）基準金利および（ⅱ）かかる基準金利に対して場合に応じて加算または減算され
る利幅から構成される。通常、当該利幅は本社債の全期間を通して不変であるが、基準金利は本社債の条項に規定される
ところに従い定期的に調整され（例えば３ヶ月または６ヶ月毎）、一般的な市場状況に応じて変動する。その結果、変動
金利型本社債の時価は、関連基準金利により裏付けられる市場金利の変動（特に短期的変動）が本社債の関連基準金利
に係る次の定期的調整の本社債の金利にのみ反映される場合には不安定になる可能性がある。」
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第二部【企業情報】

第１【本国における法制等の概要】

１【会社制度等の概要】

（１）【提出会社の属する国・州等における会社制度】

当行を規制する主な法的枠組みは、フランス商法（その後の改正を含み、以下「会社法」という。）および同

法施行規則で構成されている。

商業目的を有するフランスの会社は、一般に株式会社（Société Anonyme（SA））、有限会社（Société a

Responsabilité Limitée（SARL））または単純型株式資本会社（Société par actions simplifiée

（SAS））のいずれかの形態で設立される。

以下は、当行を含む株式会社に適用がある会社法の主要規定の概略である。

株式会社が公募により設立される場合には定款（by-laws）を作成して、創立総会の承認を受けなければなら

ない。公募によらない株式会社の設立の場合には、株主が定款に署名しなければならない。定款は株式会社が登

録される商事裁判所書記官室に提出される必要がある。株式会社の法人格は、商事裁判所書記官から登録証が得

られて初めて取得することができる。

定款は株式会社の根本規則を定めた文書である。定款には会社の商号および形態、存続期間、登録事務所の所

在地、その目的ならびに株式資本の額を定めることを要する。

また定款にはとりわけ次の事項を定めなければならない。

(a) 会社の設立時に発行する株式の数、種類および各種類に付された特定の権利の内容

(b) 会社の株式の形式（記名式または無記名式）

(c) 株式の譲渡性についての制限の有無

(d) 会社の設立時に現物出資をする者の氏名、出資額およびかかる出資の対価としてその者に発行される株式

数

 

株主

　株式会社は７名以上のフランスまたは外国の個人または法人である株主を有することを要する。
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株式資本

株式会社の最低株式資本は37,000ユーロで、上場会社の最低株式資本は225,000ユーロである。１株当たりの

額面金額について法律上の制約はない。株式会社の株式資本は普通株式または優先株式からなる。2004年６月24

日付の会社法改正以降、株式会社は新しい投資証券（certificats d'investissement、以下「CI」という。）を

同数の議決権証書（certificats de droit de vote、以下「議決権証書」という。）とともに発行することがで

きなくなった。

優先株式は、特定または不特定の期間における特定の権利とともに、一定期間停止される可能性のある議決権

を付して、またはかかる議決権を付することなく発行される。議決権のない優先株式は上場会社の株式資本の４

分の１を超えてはならず、非公開会社の株式資本の半分を超えることはできない。

従来の意味における無記名式株式の制度、すなわち会社がその無記名式株券を発行し、同株券の所有者はかか

る株券を引渡すことにより第三者に当該株式を譲渡することができ、またかかる株券を発行会社に呈示するこ

とにより株券に表章された権利を会社に対して行使することができるという制度は、フランスではもはや存在

しない。記名式または無記名式株式の所有権はもはや株券によっては証明されず、記名式株式の場合、会社が保

有する各株主の口座への記帳によって、また無記名式株式の場合、金融仲介機関における株主の個々の株式口座

への記帳によって証明される。

株式を譲渡するためには、株主は会社または場合により金融仲介機関に譲渡指図を出さなければならない。非

公開会社の定款は、第三者またはその他の株主に対する株式の譲渡の前に、正式な承認（通常は取締役会の承

認）を要する旨を規定していることがある。かかる規定が定款に存在しない場合、かつ、または、優先拒否権が定

款に存在する場合、株式は自由に譲渡されなければならない（なお、株主合意が存在する場合には、関連する条

項に従う。）。

非上場の株式会社は (a)株式消却のため（資本がマイナスにならない減資が株主により承認された場合）、

(b)従業員持株制度のため、（c）外部的拡大、合併、分割または出資の業務に際して（支払として、または、取引

の一部であるかに関わらず）資産の対価として割り当てるため、または（d）当該株式会社が独自に定める売却

条件に基づいて株式の割当てを要求した株主に割り当てるために行為する場合に限り自己株式を取得すること

が認められている。上場株式会社は、定時株主総会の事前の承認を条件として、その株式資本の10％まで（その

目的が会社の取得のための資金調達であり、かつ株主総会の決議が2006年１月１日以後に行われた場合には、

５％まで）、自己株式の売買ができる。会社法は次のような株式の会社間の相互保有を禁止している。すなわち、

ある株式会社が他の会社を10％を超えて直接所有している場合は、当該他の会社は前者の会社の株式資本を所

有することができない。

さらに、会社が直接にまたはその子会社もしくはその支配する会社を通じて間接に自己株式の一部を保有し

ている場合は、かかる株式はすべて議決権を奪われる。

株主の責任は株主が所有する株式の額面金額を限度とする。

 

資本出資形態

株式は金銭または現物出資により発行される。創業者株式（設立前に発起人によりなされた役務に対して発

行される株式）は、1967年以降発行されたものである場合は違法である。

払込金は、銀行、公証人または政府機関（Caisse de Dépôts et Consignations）に引受人の名簿とともに、

または公募による場合には引受証書とともに、その受領から８日以内に預託されなければならない。かかる預託

金は、当該株式会社が登録番号を受領するまで引き出すことができない。

株式会社の当初資本のため発行される株式が金銭により引き受けられる場合、最低金銭払込額は発行株式の

額面金額の50％である。残りの50％は取締役会の払込要求により最長５年以内に払い込まれなければならない

（事後の増資による株式については25％である。）。

株式が現物出資（有形または無形資産）を対価として発行される場合は、商事裁判所所長が選任する、又は株
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主の満場一致の決定により選任される独立鑑定人（commissaire aux apports）により、現物出資の額について

意見が出される必要がある。

株式がプレミアム付で発行されるときは、かかるプレミアムは発行時に全額払い込まれることを要する。

社債（債権）の発行は、資本金が払い込まれるまで禁止される。ただし、一定の限られた場合について法律は

かかる原則の例外を設けている。株主が２会計年度以上について財務書類を承認していない会社の場合、債権の

発行には鑑定人による資産と負債の事前評価を要する。

 

増資および減資

会社の資本金は、追加金銭もしくは現物出資または（とりわけ）臨時株主総会の決議による利益剰余金の資

本組入れにより増加することができる。臨時株主総会は一定の期間および金額の範囲内で増資を決定する権限

を取締役会に委任するかまたは取締役会に決定を実行することを委任することができる。増資は新株式の発行

または既存株式の額面金額の引上げにより行われる。株主はその資本出資を増加させる義務を負うものではな

い。

減資のためには、臨時株主総会を開催することを要し、株式を消却するかまたは額面金額を切り下げることを

決議する必要がある。

増資または減資は商事裁判所書記官に届け出ることを要し、また官報および民事・商事告示公式広報

（BODACC）で公告しなければならない。

 

複合証券の発行

上記に言及された法令に従い、臨時株主総会は株式資本につながる証券の発行を決定し、またはその決定もし

くは実行の権限を取締役会に委任することができる。いかなる株式に関連する証券の保有者も、社債権者の「集

合体」に関する規定と同じ規定が適用される「集合体」によって代表される。

 

管理および経営

会社法は会社の株主に２種類の運営制度について選択権を認めている。すなわち、取締役会および執行役員に

よる運営または執行役会および監査役会による運営である。

(a) 取締役会および執行役員

取締役会（conseil d'administration）は３名以上18名以内の取締役からなる。合併の場合は取締役

の数は暫定的に最高24名に増加することができる。取締役はフランスもしくは外国の個人または

法人がなることができる。法人が任命された場合はその常任代表者として個人を指定しなければ

ならない。

取締役会は、その構成員の中から、取締役会の業務の組織化を担当する会長（the“président du

conseil d'administration”）を選任する。

取締役は、2009年１月１日以降は株主である必要はなく、６年を最長任期として定時株主総会に

おいて選任される。公募により設立されていない会社の最初の取締役会については、３年を最長

任期として定款に取締役の氏名が掲げられる。取締役は株主により事前の通知、理由または補償

なしに解任されることがある。取締役の解任に関する唯一の制限は、訴権濫用もしくは不正な条

件下において、または弁解の余地なくして解任されないということのみである。

従業員により選任される取締役：株式会社の定款は、株主が選任する取締役に加えて、従業員が

最高４名（上場会社の場合は５名）まで選任する旨規定することができる。ただし、かかる員数

は他の取締役の３分の１を超えることはできない。上記のようにして２名以上の取締役が選任さ

れた場合、少なくとも１名が代表権を有することができる。従業員により選任された取締役（

cadres）は他の取締役と同一の権能および権限を有する。かかる取締役は最高６年間在職するも
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のとし、任務の懈怠が立証された場合に、裁判所の命令によってのみ解任される。

取締役会は会社の方針を決定しその実施を確保する。株主総会に明示的に与えられた権限に服

し、かつ会社の目的に規定された範囲内において、取締役会は会社の運営に関わるすべての事項

を検討し、その決定により会社に関わる事項について決議し処理する。定款に特段の定めがない

限り、取締役会の決議は出席取締役または委任により代理された取締役の多数決により決せられ

る。可否同数の場合は定款に別段の定めがない限り会長が決定権を有する。有効な決議の定足数

は取締役の総数の半数である（委任状による出席を除く。）。

2001年の改革以来、経営権はCEO（directeur-général）にある。CEOは取締役会によって選任され、

取締役会の構成員となることもできる（会長の地位も兼任することができる。）。CEOは第三者

との関係で会社を代表し、経営について責任を負う。会社の目的の範囲内で、法律上株主総会およ

び取締役会により、明示的に与えられた権限に従い、会社の名義で行為する広汎な権限を有して

いる。定款上または取締役会が課したCEOに対する制限は会社内部では拘束力を有するものの、

第三者に対してはこれを主張できない。また、会社の目的違反は、第三者がかかる違反を実際に

知っていた旨が証明されない限り、第三者に対して主張できない。

CEOの主導により取締役会は１名または複数のデピュティCEO（directeur général délégué）を任

命し、５名を上限として、第三者との関係ではCEOと同様の権限を持つとみなされる者を任命す

ることができる。

取締役会会長、CEOおよびデピュティCEOは個人でなければならない。

(b) 執行役会および監査役会

本制度の下で会社は監査役会（conseil de surveillance）の監督下にある執行役会（directoire）に

より経営される。

監査役会は３名以上18名以内（合併の場合は24名以内）の監査役から構成され、フランスまたは

外国の個人または法人が監査役になることができ、６年を任期（公募により設立されていない会

社の定款において選任された場合は３年)として定時株主総会により選任される。

監査役は株主総会で理由を示されることなく解任されることがあるが、解任に関する唯一の制限

は、訴権濫用もしくは不正な条件下において、または弁解の余地なくして解任されないというこ

とのみである。

法人が監査役会の構成員である場合は、その法人は個人をその常任代表者として指名しなければ

ならない。2009年１月１日以降、監査役会の構成員は株主であることを要さない。監査役会に関係

する規定の大部分は、取締役会に適用されるものと同様であるが、監査役会は執行役会を単に監

督するのに対して取締役会は経営機能を有する点が異なる。従業員は定款に定めがあれば、監査

役会の構成員を選任することができる。

執行役会は２名以上５名以内（上場会社の場合は７名以内）の構成員からなり、その構成員は個

人でなければならない。執行役会の構成員は監査役会により選任され、株主である必要はない。登

録資本金が15万ユーロ未満の株式会社は１名による執行役会を有することができる。この場合、

この執行役会の構成員は単独執行役と呼ばれる。執行役会の構成員の任期は、定款に定めがあれ

ば最短２年から最長６年の間であり、定めがないときは４年である。執行役会の権限は広汎で、会

社の目的および法律上、株主総会および監査役会に留保された決定権による制約を受けるのみで

ある。執行役会会長は第三者に対して会社を代表する。監査役会は、執行役会の構成員に執行役会

の代表権を付与することも可能であり、その場合、当該執行役は最高執行責任者（Directeurs Géné

raux）の肩書きを有するものとする。会社は、会社の目的外の執行役会会長および最高執行責任

者の行為、またはCEOの場合には、上記に記載された定款に定める制限外の行為に拘束される。執

行役会の意思決定手続は定款に定められる。執行役会は合議制の経営機関である。執行役会の構
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成員から１名が会社を代表する者として監査役会により指名される。このように選任された者は

「執行役会会長」（Président du Directoire）の肩書きを有する。

 

株式上の権利

(a) 株主総会

株主（上記の法令前に発行された議決権証書についてはその所有者を含む。）は株主総会を通じ

て会社に対する支配権を行使する。総会には定時および臨時の２種類がある。

株主総会開催日の３営業日前のパリ時間深夜０時（非上場会社においては株主総会時）におい

て株主たる地位を証明することのできる株主のみが株主総会に参加することができる。

株主は出席し、遠隔的に議決権を行使し、または配偶者、連帯市民協約上の配偶者（PACS）、その

他の株主、もしくは会社が上場している場合に限り、自ら選んだその他の個人もしくは法人に白

紙委任状（取締役会または執行役会によって提案された議決を支持し、その他の議決に反対する

投票とみなされる）または委任状のいずれかを与えることができる。郵送（または法定の場合は

電子的方法）により議決権を行使する株主は、会社が定める投票用紙を提出し、かつ各議題の議

案に対して賛否を明示する。かかる用紙は定款が定める期間内（総会日の最長３日前または電子

的方法による場合は前日の午後３時まで）に会社に返送されなければならない。

株主総会開催日の３日前のパリ時間深夜０時に先立つ株式処分の場合、会社は事前の議決権行使

または提出された委任状を適宜調整する。

少なくとも毎年１回、財務書類を承認するために、会計年度末から６ヶ月以内に定時株主総会を

開かれなければならない。法律によりまたは定款に従い株主の承認を要する会社の経営に関する

いかなる事項（定款変更を除く。）についても必要に応じて他の定時株主総会を開くことができ

る。定時株主総会の第１回招集の場合の定足数は、少なくとも議決権付株式の５分の１を有する

株主が出席または代理人により出席することにより満たされる。第２回招集については定足数の

要件はない。非上場会社の定款は、より高い比率の定足数を規定することができる。可決のために

は出席または代理人により出席する株主が有する議決権の過半数（50％超）を要する。

臨時株主総会においてのみ定款を変更することができる。利益剰余金、準備金または株式発行プ

レミアムの資本組入れは、定時株主総会に適用される定足数および多数決要件に従い臨時株主総

会で可決することができる。臨時株主総会の他の決議については、定足数は、第１回招集で少なく

とも議決権付株式の４分の１、第２回招集で５分の１を有する株主が出席または代理出席するこ

とにより満たされる。非上場の会社の定款はより高い比率の定足数を規定することができる。可

決のためには出席または代理人により出席する株主が有する議決権の３分の２の多数を要する。

定款により数種の株式が定められている場合は、臨時株主総会の承認がなければこれらの種類の

株式の権利内容に変更を加えることができない。さらに、関係する種類の株主の臨時株主総会に

より当該決議が承認されなければならない。株主の全員一致の承認がなければ、臨時株主総会に

おいても定時株主総会においても既存株主の財政的責任を拡大することはできない。

(b) 議決権

議決権行使に関する契約の法的強制は一般に疑問視される可能性がある（ただし、会社の利益に

反しない限り、一定の条件の下で支持されることがある。）。原則として１株当たりの議決権の数

は、所有する株式資本の割合に比例しなければならない。１株は少なくとも１個の議決権を有し

なければならない。これらの原則には例外がある。株主１人当たりの議決権の数を制限すること

は可能だが、かかる制限は同一の種類の全株式に適用されなければならない。さらに定款により、

同一の株主が最低２年間または定款に定めがある場合はより長い期間、全額払込済の記名式株式
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を所有する場合に限り、２倍の議決権を定めることができる。また、上述の議決権を有さない優先

株式を発行することも可能である。

上場会社の株式資本または議決権の５％、10％、15％、20％、25％、30％、３分の１、50％、３分の２、

90％または95％の水準（とりわけ、（i）株主を代理する第三者、（ii）株主が支配する会社、また

は（iii）会社に関し、投資家と協力して活動する第三者によって保有される発行済株式もしくは

議決権、ならびに即時または将来的に、契約に基づきまたは発行済株式もしくは議決権を基準と

した金融商品を通じて株主が任意に取得することができる株式または議決権、および2012年10月

１日から、株主に対する経済的効果が発行済株式もしくは議決権を有することに類似している現

金決済型の契約または金融商品を考慮する。）を直接または間接に超える株主（または共同して

行為する株主グループ）は、会社および金融市場局にその旨（保有株式総数、保有議決権総数お

よび将来において株式の割当てを受ける権利を有する有価証券の数）を通知しなければならな

い。この通知義務は、特に(ⅰ)金融機関または投資会社の売買勘定によって保有される株式の場

合で、株式またはそれに付随する議決権が規制当局の規則によって決定された比率（透明性指令

2004／109／ECおよび金融市場局の規制に従い、５％を上限とする。）を超えず、また議決権が発

行会社の経営に干渉するために行使その他使用されるものでない場合、および(ⅱ)発行会社の経

営に参加していない者について、資本または議決権の５％の水準を超える場合に限り、市場形成

活動の枠組みの中で行動するマーケット メーカーの場合等、いくつかの場合に適用されないこ

とがある。会社の付属定款は、超過すると会社に開示がされる追加の水準（0.5％以上）を含む可

能性があり、追加の開示および／または特定の規制機関による事前の承認は、上場しているか否

かを問わずある特定の種類の会社（例えば、信用取引機関、金融会社ならびに国防、私的保障サー

ビス、賭博、薬事といった戦略的または機密関係の分野の業務を行う会社）に投資が行われた場

合に存在することも注意すべきである。

投資家が上記水準を超えると、株式資本または議決権を取得することができる有価証券について

の従来の開示義務に加えて、別の開示義務が生じる。未発行株式および議決権に関する金融商品

は、上記水準の計算においては無視されるが、追加で課される開示義務の対象となる。最後に、追

加で課される開示義務は、株式資本または議決権を取得することができる既発行の有価証券で、

株主の任意（または（i）株主の代理として行為する第三者、(ii)株主が支配している会社、もしく

は(iii)株主と協力して行為している第三者の任意）で現物を決済することができないものに適用

される。

(c) 配当

配当および利益の分配は株主により承認されなければならない。定款に記載がなければ配当金の

支払金額について制限はないが、準備金控除後の剰余利益を上回ることができない。さらに、各

年、純利益の最低５％は、法定準備金が発行済株式資本の10％に達するまで同準備金に組み入れ

ることを要する。定款により第１次配当（premier dividende）を設けることができ、それは全額払

込済の額面株式の比率に対応する配当である。法定監査人が意見を述べた最終または中間貸借対

照表において利益が、減価償却、準備金および必要な場合は繰越損失による調整後の中間配当の

額以上である場合には、株式会社は中間配当を支払うことができる。取締役会（または執行役

会）は、中間配当の分配、その金額および支払日について決定する。いずれの場合も、配当の支払

いは前年度末から９ヶ月経過後に行うことはできない。優先株式は、その所有者に優先的に配当

を受け取る権利を付与することが規定されている。

(d) 清算

会社の清算の場合は、全負債および清算費用の支払い後の残存資金（boni de liquidation）は株主

（議決権証書所持人を除く。）およびCI所持人の間で、その持分に応じて比例分配される。優先株
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式は、その所有者に清算余剰金（boni de liquidation）について優先権を付与することが規定され

ている。

 

（２）【提出会社の定款等に規定する制度】

 

一般的事項

当行は、取締役会および監査役会を設置する株式会社であり、効力を有する法令および規則、ならびに、とりわ

け商法典の取引会社に係る規定、通貨金融法典の信用機関に係る規定（特に同法第V款、第１章）、等の各種規定

および本定款に準拠している。

当行の株式は１株の額面金額15ユーロの全額払込済のA種種類株式、B種種類株式、および普通株式（当行のそ

の時々の発行済株式を以下「本株式」という。）により表章される。

なお、金融機関（金融機関としての当行を含む。）は、他の会社の場合よりもより厳格な規制に服する。銀行お

よび金融規制委員会（Comité de la Réglementation Bancaire et Financière）が定めた1996年12月20日

付修正後規則第96-16号によれば、持分を取得、喪失、増加もしくは減少させることにより、または会社の支配権

を取得もしくは喪失することにより10％、20％、33％および50％の水準（議決権）を超えて共同で行為する株主

は、健全性監督局（ACP）から事前に認可を得なければならない。

 

株式の権利

当行の定款および会社法に基づく本株式の主な特徴を以下に記載する。

 

議決権

Ａ種種類株主、Ｂ種種類株主および普通株式の株主のみが株主総会に参加する資格を有する。かかる株主の参

加は、株主総会の３営業日前のパリ時間午前零時時点までに、当行によって維持されている登録株式名簿に株主

として登録されていることを条件とする。

第１回目の通知によって招集される定時株主総会は、出席または代理出席した株主が議決権株式の少なくと

も５分の１を所有する場合、有効に審議される。第２回目の通知によって招集される定時株主総会は、出席また

は代理出席した株主の数にかかわらず、有効に審議される。

定時株主総会の決議は、欠席投票を行った株主を含み、出席または代理出席した株主の過半数の決議をもって

採択される。

第１回目の通知によって招集される臨時株主総会は、出席または代理出席した株主が議決権株式の少なくと

も４分の１を所有する場合のみ、有効に審議される。第２回目の通知によって招集される臨時株主総会は、出席

または代理出席した株主が議決権株式の少なくとも５分の１を所有する場合のみ、有効に審議される。臨時株主

総会の決議は、欠席投票を行った株主を含み、出席または代理出席した株主の３分の２の決議をもって採択され

る。定時および臨時株主総会は、効力を有する法令および規則に従い、それぞれの権限を行使する。

利益、準備金もしくは株式発行プレミアムの資本組入れのために招集された臨時株主総会については、定足数

および過半数の要件は定時株主総会の場合と同様である。臨時株主総会はまた、（現金または株式交換による）

買収期間中のワラント債の発行についての定時株主総会の定足数および過半数の要件を決定する。

 

配当請求権

各事業年度の純収益から当行の間接費用その他の経費ならびに当行資産の減価償却費ならびに商業上および

産業上のリスクの準備金を控除したものをもって純利益とする。このような純利益は、当期以前の損失を控除し

た後、取締役会の提案に基づき、下記の順序に従って定時株主総会で処分される。
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(a) 法律上に定める準備金の積立てとして、当該準備金が当行株式資本の10％に達するまでその５％を充当す

る。その後は、その積立ては強制ではなくなるが、かかる株式資本の10分の１を下回ることとなった場合に

は、積立てを再開しなければならない。

(b) 積立て後の純利益に繰越収益（もしあれば）を加えた額から、普通、臨時または特別準備金の設定または繰

入れのために充当するのが適切であるとの取締役会の提案に基づき株主総会で決定された金額または株主

総会で翌年に繰り越すことが決議された金額が差引かれる。

　　残額は、株主間で保有比率に応じて分配される。

株主総会はまた、利用可能な準備金から配当を行う旨決議することがある。

配当の支払方法は株主総会で決定するか、またはそのような決定がされなかった場合は、取締役会が決定す

る。裁判所の命令により別段の条件が認められた場合を除き、配当の支払いは各事業年度終了後９ヶ月以内に行

われなくてはならない。

法律上、未行使の配当請求権は支払可能日より５年で消滅する。

記名式の形で保有され、直接当行に登録されている本株式に関する配当については、当行はその保有者（フラ

ンスの非居住者である者も含む。）に直接通知する。保有（記名式によると無記名式によるとを問わない。）が

承認仲介機関に登録されている場合には、当行は、配当の支払いがユーロクリア フランスを通じて行われるよ

う然るべき措置をとり、ユーロクリア フランスはこれらについて承認仲介機関に通知する。当該承認仲介機関

は当行から支払金を受領し、また当該本株式の実質的所有者に通知する責任を負う。

 

資本の増加および減少

資本は、権限のある株主総会の決定により増加または減少することができる。

当行の資本の増加は、既存株式とは異なる種類の株式を含む新株式の発行または既存株式の額面金額の引上

げにより行われる。新株式に対する払込みは、現金、金銭債務の相殺、準備金、利益もしくは株式発行プレミアム

の資本組入れ、現物出資または社債の転換のいずれかにより行われなければならない。

増資には、臨時株主総会に本人または代理により出席した議決権を有する株主の３分の２以上に当たる賛成

多数による承認を要する（ただし、準備金、利益または株式発行プレミアムの資本組入れによる増資の場合は過

半数による承認で足り、また準備金、利益または株式発行プレミアムの資本組入れ以外の方法による額面金額の

引上げによる増資の場合には、全員一致の承認を必要とする。）。３分の２以上の多数の賛成を要する決議案が

提出される総会の定足数は、当行株式の議決権の４分の１以上（または延会の場合には５分の１以上）を有す

る株主の出席を要する。過半数の賛成を要する決議案が提出される総会の定足数は、当行株式の議決権の５分の

１以上を有する株主の出席を要し、また延会の場合には定足数要件はない。株主は株主総会において、取締役会

に対し、法律で定める期間内に、１回以上にわたって資本の増加を決定しまたは実施し、また発行価格（株主総

会の指示に従ったもの）およびその支払条件、発行時期ならびに必要な定款の改正について決定するための必

要な権限を委任することができる。

新株式の引受けが現金支払いによるかまたは金銭債務の相殺による場合、既存株主は当該本株式および当行

の株式資本を直接的に増加させる有価証券、またはかかる有価証券の引受権が付されたその他の有価証券の優

先的引受権を所有割合に応じて有する。株主は、臨時株主総会において、取締役会および当行法定監査人からの

報告に基づいて、かつ各シリーズの転換社債（もしあれば）の所持人の定時株主総会の承認を条件に、優先的引

受権を放棄することができる。かかる放棄がなされた場合は、法律で定める期間内に発行を完了しなければなら

ず、臨時株主総会は、既存株主に対し、限定された期間中、譲渡不能の優先的引受権を提供することを決定し、ま

たは取締役会がかかる決定を行うことを委任することができる。優先的引受権は、放棄されない限り、譲渡また

は売却することができ、パリ証券取引所で取引される。

損失を理由とする資本の減少は、株主資本の持分比率に応じて株主が負担するものとする。
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本株式の保有、形式および譲渡

株式の保有

株券および株主名簿を用いる方式を株式口座への記入方式に変更することに関するフランスにおける諸規則

に基づき、当行は株主名簿を管理することを廃止し、代わりに、本株式の譲渡を記録する各所持人の口座を管理

するようになった（記名株式の場合に限る。）。その結果、本株式については当行によりまたは当行を代理して

株券が発行されることはない。

本株式の所有者は、その有する本株式を「記名式」の形で保有し、当行の管理する口座に当該所有者の名義で

登録するか、または「無記名式」の形で保有し、「承認仲介機関」（intermédiaire financier habilité、す

なわちフランスの仲介業者、銀行、その他の公認金融機関）の管理する口座に当該所有者の名義で登録するかを

選択することができる。当該所有者は、自己の費用負担で、１つの保有形態から別の保有形態に変更することが

できる。かかる方式は双方とも、ユーロクリア フランスを通じて運営されている。ユーロクリア フランスは、フ

ランスの上場会社の株式その他の有価証券口座を管理する機関であると同時に、承認仲介機関間でのフランス

の上場会社の有価証券取引が記録される中央預託制度である。また、定款に基づき、当行の本有価証券（Ａ種種

類株式およびＢ種種類株式、ならびに、即時または将来的に、直接的または間接的に、転換、交換、償還、返済、ワラ

ントの提示もしくは行使、またはその他方法により、当行の株式資本もしくは議決権の一部、またはその利益の

一部を表象する株式または有価証券を入手可能とし、または入手可能とする可能性のある単一または複合の株

式または有価証券を指す。）は、記名式の有価証券とする。本有価証券は名簿内の勘定に記入され、株式勘定は当

行または承認を受けた代理人が保管する。

記名式による本株式の場合には、当行はユーロクリア フランスに口座を設けている。記名式による本株式は

その所有者の名義で直接当行に登録されるか、または当該所有者の請求により、同人の指定する承認仲介機関を

通じて登録される。当行の口座には、所有者の氏名およびその持分ならびに承認仲介機関を通じて登録されてい

る本株式の場合にはその旨が記載される。

当行は請求があった場合、当行の口座に登録されている本株式について、その登録名義人に登録証明書を発行

する。ただし、かかる証明書は権原証書を構成するものではない。

 

本有価証券の譲渡

本有価証券の譲渡は、譲渡人またはその代理人が署名する振替指図書を用いることにより行われる。本有価証

券が全額払込済みでない場合、振替指図書には譲受人またはその代理人の署名も付される。

本有価証券の譲渡（自由譲渡も含む）に関するいかなる通知も、譲渡人（以下「潜在的譲渡人」）から当行

に提供され、その写しは監査役会の議長に提供されなければならない（以下「譲渡通知」）。

 

本有価証券の譲渡については、(i)自由譲渡の場合、(ii)財産の分割もしくは婚姻関係の清算後に継承人およ

び譲受人に株式を割り当てる場合、または(iii)配偶者か、直系尊属もしくは直系卑属の親戚のいずれかに譲渡

する場合以外は、当行の監査役会の承認を得ることを条件とする。監査役会は、承認の判断を下すべきものとし、

譲渡通知の受領後３ヶ月以内に潜在譲渡人に対し決定を通知する。当該目的において、監査役会の議長は、前項

に記載の３ヶ月以内に相当する期間内に監査役会を開催し、承認要求に基づき投票を行った監査役会の終了時

に潜在的譲渡人に監査役会の決定につき通知する。監査役会は、先買期間の満了前に承認の決定を行うことはで

きない。先買受益者が先買の準備が整った旨を提示したすべての本有価証券が、譲渡対象有価証券の数を上回る

か同数である場合、計画された譲渡の承認は不要とされる。ただし、譲渡対象有価証券が、先買受益者による先買

の放棄により最終的に先買が行われなかった場合はこの限りではない。

承認要求の通知後３ヶ月以内に潜在的譲渡人に監査役会の決定を通知しない場合は、承認されたことを意味
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する。監査役会は、自らの決定を正当化する必要はない。

 

配当および株主割当発行

記名式の形で保有され、直接当行に登録されている本株式に関する配当および株主割当発行については、当行

はその保有者（フランスの非居住者である者も含む。）に直接通知する。保有（記名式によると無記名式による

とを問わない。）が承認仲介機関に登録されている限り、当行は、配当の支払いまたは株主割当発行がユーロク

リア フランスを通じて行われるよう然るべき措置をとり、ユーロクリア フランスはこれらについて承認仲介

機関に通知する。

当該承認仲介機関は当行から支払金を受領し、また当該本株式の実質的所有者に通知する責任を負う。

 

財務書類および株主に対するその他の通知

株主総会に関し、当行は株主から要求がある場合には当行の年次報告書および最近５会計年度の業績の概要

を含む書類一式を提供しなければならない。当行の最近３会計年度についてのより詳細な情報は、当行の登録事

務所において株主が常時閲覧することができる。

フランス商法第R.225-73-1条に従い、株主総会で提示される書類および情報は、当行のウェブサイト（www.

bpce.fr/fr）において、株主総会の遅くとも21日前から株主に対して閲覧に供される。

 

株主総会

定時株主総会および臨時株主総会は、全株主により構成される。

当行は株主総会の招集通知を、当行に直接登録している記名式株主のうち、かかる様式で１ヶ月以上本株式を

保有している者に対し行う。当行はこの他にかかる通知を行わない。株主総会の招集は法律の定めるところによ

り（法定刊行物を通じて行う場合を含む。）公告される。

 

当行の経営

取締役会

定款に従って当行は、取締役会によって経営される。取締役会のメンバーの年齢は、65歳を上限と

する。当該メンバーが年齢制限に達した場合、次回の監査役会会議の日付において自動的に辞任

したものとみなされ、後任が任命される。取締役会のメンバーは、株主の地位にある者以外から選

出される。

取締役会のメンバーの任期は４年間とし、過半数の条件の下で取締役会の議長の提案に基づき監

査役会により任命される。欠員が生じた場合は、監査役会は、翌会議中、必ず1ヶ月以内に、かかる

欠員の補充をしなければならない。後任は、取締役会の更新まで残っている期間を任期として任

命される。

上記ができなかった場合、略式判決を通じて取締役会の暫定メンバーを任命するよう、商業裁判

所の裁判長に対し請求をすることができる。取締役会のメンバーは再任命される資格を有する。

取締役会のメンバーは、株主総会により解任される。メンバーが正当な理由なく解任された場合

は、損害賠償が行われる場合がある。監査役会は取締役会の議長を解任することができるが、当該

議長は取締役会のメンバーの地位にとどまるものとする。

 

取締役会の権限

取締役会は、一切の事項について当行の代表として行為する、最も広範な権限を有する。取締役会は、かかる権

限を当行の目的の範囲内において、かつ、監査役会および株主総会の事前承認を要する決定に従って行使する。
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取締役会は、特に、以下の権限を行使する。

 

－下記に規定されるように、場合により監査役会の事前承認を得た後、法律によって規定される当行の中心的

特権を行使する権限。

－バンキング業務、財務、運営および技術に関するすべての権限を行使する権限。

－当行の主要子会社（直接または間接を問わない）の経営責任者の任命を承認する権限。

－通貨金融法典第L.512-108条に記載される、監査役会により決定された解雇の際において、関連機関の暫定

運営および監督義務を遂行する責任者を任命する権限。

－緊急の場合、関連信用機関に責任を有する１名または複数名の重役に対する予防停職を決定する権限。

－両ネットワークおよびグループBPCEの保証・連帯基金の賦課を主として、グループBPCEの内部連帯構造を

機能させる権限。

－関連信用機関およびローカル・セービング・カンパニーの定款ならびにその修正を承認する権限。

－関連信用機関に対して責任を有する重役の報酬、および役職を離脱した際またはそれ以降の報酬、給与、手

当に関する事項を統括するルールを確立する権限。

－より全体的には、通貨金融法典第L.511-31条に規定される目的を達成することを視野に関連信用機関に課

された総合社内勧告を発行する権限。

 

議長の選任

監査役会は取締役会の議長を任命する。

 

報酬

監査役会は、取締役会の各メンバーに対する報酬につき、その支払方法および金額を決定することができる。

報酬は固定もしくは比例、または両者の併用となる可能性がある。

 

監査役会

合併の場合に規定される法的変更に服することを条件に、監査役会は株主総会により任命

された10名以上18名以下のメンバーで構成される。統合期間中、以下の区分からなるメン

バーによって運営される。

(i)　Ａ種種類株主によって提案された候補者の中から任命された７名のメンバー（以下「監査役会Ａメン

バー」）

(ii) Ｂ種種類株主によって提案された候補者の中から任命された７名のメンバー（以下「監査役会Ｂメン

バー」）

(iii)アソシアシォン・フランセーズ・デ・ザントレプリーズ・プリベ（Association Française des

Entreprises Privées）およびムヴマン・デ・ザントレプリーズ・ドゥ・フランス（Mouvement des

entreprises de France）により公表された上場企業を対象とする企業統治法の意義の範囲内で無所属

である４名のメンバー

 

監査役会は、当行の利益のためならびに法律および規則の条項に従うために必要とされる

ときにはいつでも、かつ取締役会によって作成された四半期報告書を検査するために四半

期に最低１回は、当行の本社または通知に記載されたその他の場所において、議長もしくは

副議長からの通知、または過半数の監査役会メンバーからの通知によって招集される。
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監査役会の権限

監査役会は、法律に基づき付与された特権を行使する。年度中のいつでも、その任務を遂行

するために、適切であると思料される検査および監査を遂行し、有用であると思料されるい

ずれの書類の送付請求をすることができる。当該目的のために、監査役会は、以下の行為を

行う。

 

－当行の事業の進展について、取締役会から四半期ごとに報告を受けること。

－過去の経済年度における当行および子会社の状況ならびにそれらの事業活動に関する報

告書に加えて、取締役会によって作成され貸借対照表日から３ヶ月以内に提示された当行

の単体および連結財務諸表を検査すること。

－株主総会に対し、取締役会による報告書および年次財務諸表に関する検査結果を提示す

ること。

取締役会は、自ら出席し、または代理されているメンバーの過半数により採択された監査役

会による事前承認の経た後に限って、法律に従い、以下の業務を遂行することができる。

－不動産の権利譲渡および所有財産の一部または部分的権利譲渡

－会社資産を担保として供与することの取決め

 

監査役会は、その承認を必要としない限度を毎年確立または誓約することができる。

また、上記で定義された権限に加え、監査役会は下記の権限を有している。

 

(i)　取締役会の議長を任命する権限。

(ii) 議長の提案に基づき取締役会の他のメンバーを任命する権限。

(iii)取締役会の各メンバーに対する報酬の基準および金額を決定する権限。

(iv) 取締役会の議長の提案に基づき常務取締役の立場を１名または複数のメンバーに付与し、またかかる立

場を失効させる権限。

(v)　法定監査人の指名を株主総会に対して提案する権限。

(vi) 次回の定時株主総会による決議の承認に服することを条件に、当行の登記上の事務所を同じ県内でまた

は隣接した県に移転することを決定する権限。

 

オブザーバー

ナティクシスに加えて、定時株主総会は６名のオブザーバーを任命する。Ａ種種類株主に

よって提案された候補者の中から３名のオブザーバーが任命され（以下「オブザーバー

Ａ」）、Ｂ種種類株主によって提案された候補者の中から３名のオブザーバー（以下「オ

ブザーバーＢ」）が任命される。

オブザーバーは、監査役会の会議に招集され、顧問の資格として議事に参加できる。

 

法定監査人

当行の会計監査は、法律に従い、資格について要求される法的条件を満たす２名以上の法定

監査人によって遂行される。各法定監査人は、当行の事業を管轄する特別規則に従い、定時

株主総会によって任命される。定時株主総会は、現職の法定監査人の拒否、緊急事態、辞職も

しくは死亡の場合、後任として招集される２名の代理法定監査人を任命する。
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２【外国為替管理制度】

フランスで実行される予定の外国からの直接投資のために、原則として、遅くとも当該取引の実行日までに投資届出

書をフランスの経済・財政省に提出しなければならない。また、一定額を超える一定の取引の場合、フランス銀行（

Banque de France）への開示が必要になることに留意しなければならない。

 

上記で言及された要件に加えて、フランス国内において以下に挙げるような「戦略的な／影響を受けやすい」事業

分野に対する一定の海外からの投資の場合には、事前にフランスの経済・財政省の承認が要求されている。

(a) 賭博産業における事業

(b) 警備保障サービスを提供している規制対象事業

(c) テロリストによって使用される生物および化学的な物質の使用に対抗する為の研究・開発・製造に関する事業

(d) フランス刑法226-6によって承認されている盗聴および通信傍受に関する事業

(e) ITシステムのセキュリティに関して監査し保証するサービスのライセンスを受けた事業（2002年４月18日付の

2002-535号フランス法令の範囲内において）

(f) 行政機関および民間企業の重要な管理インフラに供給される情報システムのセキュリティに関する商品やサー

ビスを行う事業（フランス防衛法の1232-1から1332-7条の範囲内において）

(g) 2000年６月22日付欧州委員会規則1334/2000表４に掲げられた軍事・民間の両方に利用できる製品や技術に関

する事業

(h) 2004年６月21日付け法律2004-575号の30条３項および４項、並びに、31条１項において参照される暗号手法や

サービスに関する事業

(i) 国家防衛秘密法の下でプライベートと分類される情報を所有・蓄積している会社が行う事業

(j) フランス防衛法第２編第３章第３部および第５部において規制される軍事使用または軍事・戦時の品目のため

の武器、軍需物資、爆薬および発火性の物質に関する研究・開発・販売を行う事業

(k) 直接的にまたは下請けであってもフランスの防衛省のために設計または供給契約を締結し、並びに上述の(g)か

ら(j)の範疇の製品製造やサービスの供給を行っている会社が行う事業

 

 

３【課税上の取扱い】

(1)EUおよびフランスにおけるフランスの会社により発行された社債に関する支払いに対する課税

 

EUにおける課税上の取り扱い

 

以下は、本社債に関するEUの法律の下で、適用される課税上の留意点に限った要約である。社債の潜在的な保有者ま

たは、実質所有者はそれぞれの税務顧問に社債の投資または所有や処分における税効果について助言を求めなけれ

ばならない。

 

2003年６月３日に、経済・財政欧州理事会は、貯蓄からの収入に対する課税に関する欧州理事会指令2003/48/EC

（「貯蓄指令」）を採択した。貯蓄指令、および数多くの合致する条件に従い、2005年７月１日以降、加盟国は、自国

の管轄に属する者による他の加盟国の個人居住者に対する利息（またはこれに類する収入）の支払の詳細等を当該

加盟国の税務当局に提供することが義務付けられている（「情報開示方法」）。

これらの目的のために、「支払代理人」は、幅広く定義され、そして、貯蓄指令の範囲内で個人の直接的な利益のため

という範囲における利息支払について責任を持ついかなる経済事業者も特に含まれる。

ただし、移行期間として、一定の加盟国（ルクセンブルグおよびオーストリア）は、他の加盟国においては情報開示
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方法が使用されている代わりに、当該国が情報開示方法について別段の選択をしない限り、当該支払に関し、代わり

に源泉徴収制度が実施される。源泉徴収税率は、当該移行期間が終了するまで35％である。

当該移行期間は、次のうちいずれかの遅い時期の事業年度末に終了する。すなわち(i)以下の各国による同時適用さ

れている支払に関する源泉徴収制度における上述の該当する期間における適用税率での支払いに加えて、貯蓄指令

に定める範囲内の意味の利息支払について、2002年４月18日に発布されたOECDの税金に関する情報交換に関するモ

デル契約（「OECDモデル契約」）において定義される要求に基づく税金に関する情報交換を行うことに関する契約

を、欧州理事会の全会一致の決定に従った欧州委員会とスイス連邦、リヒテンシュタイン公国、サンマリノ共和国、モ

ナコ公国、アンドラ公国との間で締結し、当該契約が効力を生じる日付、または、(ii) 欧州理事会が、全会一致でアメ

リカ合衆国が貯蓄指令の範囲内で利息支払に関するOECDモデル契約において定義される情報交換要求について尽力

していることについて合意した日付である。

2005年７月１日から、複数の非EC加盟国および特定の加盟国の属領または関連領土は、同様の方法（移行期間におけ

る源泉徴収または情報の提供）を採択することに合意した。

2008年９月15日に欧州委員会は貯蓄指令を管理する欧州連合の理事会に対して、委員会の貯蓄指令を改正すべきで

あるという要求についての助言が含まれた報告書を発行した。2008年11月13日には、欧州委員会は、数多くの変更提

案を含む貯蓄指令の改正に関するより詳細な提案を公表した。欧州議会は、当該提案に係る改正を2009年４月24日に

採択した。当該修正案が実施されれば、上記義務の適用範囲は修正又は拡大される可能性がある。

 

フランスにおける課税上の取り扱い

 

以下は、本社債の保有者に関連して適用されうる課税上の留意点に限られた要約である。(i)フランスの税金の目的

でフランス居住者では無い者に発行される社債、（ii）フランスにおける恒久的施設やフランスに拠点を構えるビ

ジネスや事業との関連で社債を保有していない者に発行される社債、(iii)発行会社の株式を保有していない者に発

行される社債。当該要約は、現時点でフランスの税務当局による有効かつ適用可能なフランス税法および規則に基づ

いており、全ては変更や異なる解釈に依拠する。当該要約は、一般的な情報のみであり、全てのそれぞれ特有の状況に

おける社債の特定の保有者に関連するフランスの課税上の留意点ではない。

 

フランス税法（Code général des impôts）242条３号およびフランス税法の表３の49条１項３号ないし６号に

従い実施される貯蓄指令は、フランスの支払代理人に対して、一定の非EU加盟国に住居を所有している実質的保有者

の社債の利息支払に関する情報をフランスの税務当局に対して報告する義務を課している。当該情報には、当該実質

的保有者の身元と住所及び彼らに支払われた利息の異なる分類の詳細なリストが含まれる。

 

発行会社による社債に関する支払い（利息収益及びその他の収益）は、フランス税法238-0Aの範囲内でフランス国

外の非協定の国又は地域（「非協定地域」）で支払がなされない限り、フランス税法125A条3項に定める源泉徴収の
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対象とはならない。その場合は、一定の例外および祖租税条約により、より適切な条項がある場合はそれに従い、フラ

ンス税法125A条３項に基づき50%の源泉徴収がなされる。

 

さらに、フランス税法の238A条に従い、当該社債に関する利息利益やその他の利益は、仮にこれらの支払が非協定地

域に居住または定住している人に対して支払われたり、渡されたり、非協定地域において支払われた場合には、発行

者の課税所得からの控除の対象にはならない。

このような状況下においては、いかなる非控除の利息利益およびその他の利益は、フランス税法109条に基づいて、み

なし配当と分類され、この場合は、フランス税法119bis2条によって規定される源泉徴収税の対象となり、30％から

55％の利率で、または、租税条約においてより適切な条項があればそれに従い課せられる。

 

上述した内容に関わらず、フランス税法125A条３項に規定される50％の源泉徴収税も、純粋な取引であってかつ標準

から逸脱しまたは誇張された額でもない場合には、仮に、発行者が当該社債の発行の主たる目的および効果が非協定

地域において利率収益やその他の収益についての支払が行われることを許容したものではなかったことを証明した

場合には、フランス税法の238A条（よって前述した源泉徴収税）に基づく非控除のルールが特定の社債の発行につ

いて適用される（「例外」）。

フランスの公共財政総局（the Direction générale des finances publiques）の行政ガイドライン（Bulletin

Officiel des Finances Publiques-Impôts）（BOI-INT-DG-20-50）に従い、(i)社債発行の目的について、発行者

は、社債発行の日において社債発行の主たる意図が、非協定地域において利益を移動させるものではなかったことを

証明しなければならない、また、(ii)社債発行の効果について、発行者は、(x)非協定地域における利息支払、または利

息の支払先もしくは利息を負う当事者の所在地によって得られる税務上のメリットと(y)その他の形態によるメ

リットとの偏りの無い比較を具体的かつ定量的な要素を提供することにより、社債発行の主たる効果が税制に関係

していなかったことを立証しなければならない。

ただし、フランスの公共財政総局（the Direction générale des finances publiques）の行政ガイドライン（

Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts）（BOI-INT-DG-20-50）の下では、社債の発行は発行会社が

社債発行の主たる意図と効果について証明することなく、当該社債が以下の場合には、例外の利益を享受できる。

 

(i)　当該社債が、通貨金融法典（Code monétaire et Financier）L.411-１条の範囲内における公募によって売り出

された場合、または、非協定地域以外の加盟国内において類似の売出しの範囲内における公募によって売り出

された場合。なお、この場合における「類似」とは、海外の証券市場当局に対して募集のための書類を登録や提

出する必要がある売出しを意味する。または、

(ii) 当該社債が、規律された市場やフランスの又は外国の多国間の証券取引システムにおいて取引することが認め

られている（ただし、当該市場やシステムが非協定地域に所在していない場合に限る）場合、そして、当該市場

の管理が市場管理者または、投資サービスプロバイダー、もしくは、類似の海外の団体によって運用されている

場合（ただし、当該市場管理者、投資サービスプロバイダー、団体が非協定地域に所在していない場合に限

る）。または、

 

(iii)当該社債が発行の段階において、当該社債が、通貨金融法典（Code monétaire et Financier）L.561-2の範囲

内において、保管振替機構または、証券クリアリング・デリバリー・支払システム管理者のクリアリングオペ

レーションまたは、海外の類似の振替機構又は管理者（ただし、当該機構や管理者が非協定地域に所在してい

ない場合に限る。）に加盟が認められている場合。
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日本における課税上の取り扱い

日本国の居住者である個人及び内国法人が支払を受ける本社債の利息及び本社債の償還により支払を受ける金額が

本社債の発行価格を超える場合の差額（以下「発行差益」という。）は、日本国の租税に関する現行法令の定めると

ころにより一般的に課税対象となる。なお、本社債の譲渡によって生じる所得については、その譲渡人が内国法人で

ある場合には一般的に益金となるが、日本国の居住者である個人である場合は日本国の租税は課されない。

日本国の非居住者及び外国法人が支払を受ける本社債の利息及び発行差益には、原則として日本国の租税は課され

ない。なお、日本国の非居住者及び外国法人が本社債を日本国内において譲渡したことにより生じる所得について

は、譲渡人が日本国内に恒久的施設を有する外国法人である場合を除き、原則として日本国の租税は課されない。但

し、かかる外国法人の納税義務は、適用される租税条約の規定により、さらに限定又は免除されることがある。
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４【法律意見】

当行の法律顧問であるLatham and Watkins LLPにより、下記の趣旨の法律意見書が作成されている。

(1）当行は、フランス法に基づき業務執行体および監事会の監督下にある株式会社（société anonyme à

Directoire et Conseil de Surveillance）として適法に設立されかつ有効に存続している有限責任会社であ

る。

(2）当行は、当行の付属定款（statuts）、フランス通貨金融法典第L511-31条およびその一連ならびに2009年６月18

日付フランス法指令番号2009-715に基づくケスデパーニュ（貯蓄銀行）グループおよびバンク・ポピュレール

のネットワークの中心機関（organe central）である。

(3）当行は、2013年６月４日まで本社債を発行および募集する権限を付与するために必要なすべての企業措置を講

じている。

(4）日本における本社債の発行および募集は、フランス法に違反するものではない。

(5）有価証券届出書におけるフランス法に関する記載は、当該有価証券届出書において言及されるフランスにおけ

る本意見書の日付において適用可能な法律の規定を要約することを趣旨とする場合（疑義を避けるために付言

すると、本書における事実または外国法に関するすべての記載を除く）に限り、すべての重要な点において真実

かつ正確である。
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第２【企業の概況】
 

１【主要な経営指標等の推移】

 

BPCE S.A. グループ

BPCE S.A. グループにおける要約および統合された過去の貸借対照表データ

 

単位：100万ユーロ

2009年12月31日

現在

2010年12月31

日現在

2011年12月31

日現在

  　    

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 ……………………… 180,928 161,612 234,751

売却可能金融資産 ……………………………………………………… 39,637 41,374 51,335

金融機関に対する貸付金および債権 ………………………………… 191,197 183,307 167,086

顧客に対する貸付金および債権 ……………………………………… 118,658 260,415 245,247

満期保有目的金融資産 ………………………………………………… 5,485 6,151 4,626

その他の資産 …………………………………………………………… 67,943 88,558 92,683

資産総額 ………………………………………………………………… 603,848 741,417 795,728

    

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 ……………………… 180,632 160,865 229,834

金融機関に対する債務 ………………………………………………… 151,196 153,565 162,798

顧客に対する債務 ……………………………………………………… 56,080 77,446 61,212

負債証券 ………………………………………………………………… 108,278 223,014 212,382

保険会社の保険契約準備金 …………………………………………… 37,114 40,502 41,656

引当金 …………………………………………………………………… 1,803 1,993 2,026

その他の負債 …………………………………………………………… 25,727 38,751 46,016

劣後債務 ………………………………………………………………… 14,548 14,212 12,109

少数株主持分……………………………………………………………… 5,303 5,923 6,124

自己資本（BPCE S.A.グループの株式）……………………………… 23,167 25,146 21,571

負債および資本の合計 ………………………………………………… 603,848 741,417 795,728

 
BPCE S.A. グループにおける要約および統合された過去の損益計算書データ

 

単位：100万ユーロ

2009年12月31日終了

事業年度

2010年12月31日終了

事業年度

2011年12月31日終了

事業年度

    

銀行業務純利益………………………… 6,501 9,267 9,110

営業総利益……………………………… 819 2,359 2,516

リスクコスト…………………………… (2,788) (526) (1,671)

営業収益………………………………… (1,969) 1,833 845

関連会社の純利益に対する持分……… 572 685 554

少数株主持分…………………………… 494 (451) (433)

BPCE S.Aの持分所有者に帰属する

当期純利益……………………………… (69) 1,565 402

（注）当行は2009年７月に株式会社として設立され、それ以前のGCENAO（当行の旧商号）は実質的な事業に従事していなかった。従って

2007年および2008年について実質的な業績データは存在しない。
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BPCE S.A. 

 

BPCEバランス・シートの変更

単位：10億ユーロ 2009/12/312010/12/312011/12/31

銀行に対する預け金 172.6 166.8 201.4

顧客に対する債権 1.0 2.1 2.4

証券取引 39.5 41.0 69.6

関連会社、資本持分および長期投資 24.8 27.3 27.2

自己株式 0.0 1.9 0.0

その他の資産 4.9 5.9 8.9

BPCEの資産総額 242.8 245.0 309.5

銀行に対する債務 134.2 116.4 151.3

負債証券および劣後債務 67.6 75.3 77.2

その他の負債 21.4 30.3 62.0

株主資本および一般銀行業務リスク準備金 19.7 23.0 18.9

BPCEの負債総額 242.8 245.0 309.5

 

BPCE損益計算書

単位：100万ユーロ 2009 2010 2011

銀行業務純収益 333 305 837

営業費用 (203) (231) (193)

営業総利益 130 74 644

リスクコスト (163) 13 (365)

その他の資産の正味利得または損失 1,065 (184)(1,288)

税引前利益（損失） 1,032 (97) (1,009)

法人所得税 (28) 536 139

一般銀行業務リスクに対する準備金および法定引当金の繰入／

戻入 (1,001)452 877

純利益 3 891 7
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グループBPCE
グループBPCEにおける要約および統合された過去の貸借対照表データ

単位：100万ユーロ

2009年12月31日

現在

2010年12月31日

現在

2011年12月31

日現在

    

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産……………………… 194,713 167,523 225,477

売却可能金融資産……………………………………………………… 65,853 68,057 84,826

金融機関に対する貸付金および債権………………………………… 146,448 140,546 141,471

顧客に対する貸付金および債権……………………………………… 517,440 562,565 571,880

満期保有目的金融資産………………………………………………… 8,851 9,187 8,864

その他の資産…………………………………………………………… 95,497 100,564 105,877

資産総額 ……………………………………………………………… 1,028,8021,048,4421,138,395

    

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債……………………… 183,067 160,450 227,996

金融機関に対する債務………………………………………………… 115,732 105,102 117,914

顧客に対する債務……………………………………………………… 367,717 393,992 398,737

負債証券………………………………………………………………… 204,410 222,890 222,318

保険会社の保険契約準備金…………………………………………… 41,573 45,506 46,785

引当金…………………………………………………………………… 5,285 4,791 4,634

その他の負債…………………………………………………………… 48,232 50,499 59,225

劣後債務………………………………………………………………… 14,992 13,847 11,882

少数株主持分…………………………………………………………… 3,806 3,980 3,738

自己資本（グループBPCEの株式）…………………………………… 43,988 47,385 45,136

負債および資本の合計 ……………………………………………… 1,028,8021,048,4421,138,395

    

 
グループBPCEにおける要約および統合された過去の損益計算書データ

 

単位：100万ユーロ 2009年12月31日終了事業年度

2010年12月31日終了事業年

度

2011年12月31日終了事業年

度

    

銀行業務純収益……………… 21,227 23,359 23,357

営業総利益…………………… 4,868 7,302 7,476

リスクコスト………………… (4,145) (1,654) (2,769)

営業収益……………………… 723 5,648 4,707

少数株主持分………………… 612 (393) (338)

BPCE S.Aの持分所有者に

帰属する当期純利益………… 537 3,640 2,685

 

 

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

  58/1163



2011年度銀行業務純収益に対する各事業
(1)
の貢献度

（単位：％）
2011年度グループ税引前利益に対する各事業

(1)
の貢献度

（単位：％）

(1)　「ワークアウト・ポートフォリオの管理およびその他事業」の事業ラインを除く。

 
 
事業

単位：十億ユーロ 2011年12月31日 2010年12月31日 2009年12月31日

貸借対照表合計 1,138.4 1,048.4 1,028.8

顧客貸付（貸付残高） 583.1 573.8 528.3

 
ネットワークの活動
 
ポピュレール銀行 （単位：十億ユーロ） ケス・デパーニュ（貯蓄銀行） （単位：十億ユーロ）

 
 
財務構造

単位：十億ユーロ 2011年12月31日 2010年12月31日 2009年12月31日

親会社の持分所有者に帰属する持分 45.1 47.4 44.0

コアTier-1資本
(1)

35.4 33.1 28.5

Tier-1資本
(1)

41.1 41.0 37.6

(1) 2010年コアTier-1資本につき、フランス政府の全額返済の試算：31.9十億ユーロ

2010年Tier-1資本につき、フランス政府の全額返済の試算：38.8十億ユーロ
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健全性比率
(2)

 

コアTIER-1比率（単位：％） TIER-1比率（単位：％） 支払能力比率（単位：％）

(2) フロア効果を除く。比率は2011年12月31日現在のバーゼル2.5に基づき算出。

2010年の比率につき、フランス政府の全額返済の試算：コアTier-1比率は8.0％、Tier-1比率は9.7％、支払能力比率は11.2％。

 

２【沿革】

 

(1) 発行会社の沿革

BPCEの前身であるGCE NAOは2007年１月22日に設立された。BPCEがグループBPCEの中央機関として設立されるまで、
GCE NAOは業務に携わらなかった。

2009年7月31日、BPCEは、フランス銀行法に定義される中央機関であるとともに銀行としての営業を認可された金融
機関であり、2009年６月18日付法律第2009-715号により設立された。BPCEは、取締役会および監査役会を設置する株
式会社（société anonyme）として設立され、その株式資本は17のケス・デパーニュ（貯蓄銀行）と19のポピュ
レール銀行により共同かつ均等に所有される。

BPCEの企業使命が体現するのは、ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の拠りどころである協同
組合原則の堅持である。

具体的にはBPCEは、監督当局との折衝において様々な系列企業の利益を代弁し、これらの企業の提供商品・サービス
の範囲を決め、預金者保護を手配し、主要経営陣の選任を承認し、グループBPCEの組織の円滑な運営を監督する。

持株会社としてBPCEはグループBPCEの代表企業である。BPCEは両ネットワークと共同して、リテール銀行業務、コー
ポレート銀行業務および金融サービスに従事する子会社群と提供商品を制作する事業体を所有している。またBPCE
はグループBPCEの企業戦略および成長・拡大方針を策定する。

BPCEの主要子会社は、以下の主要な三部門を中心に設立されている。

?　 ナティクシス（コーポレート・投資銀行業務、投資ソリューションおよび専門的金融サービスを統合した上場企
業でありBPCEが72.4％を所有）

?　 商業銀行業務および保険事業（クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランス、バンク・パラティンヌおよびBPCE
エンテルナシヨナル・エ・ウトゥル=メールを含む。）

?　 子会社群および資本持分?

グループBPCEの金融機能についてBPCEが特に責任を負っているのは、余剰資金の集中管理、グループBPCEの業務展開
およびリファイナンス上必要な金融取引の執行およびグループBPCE全体の利益にかかわる取引における最適な取引
相手方の選択などである。グループBPCEの他の企業に対するバンキング・サービスも提供している。

 

(2) グループBPCE の沿革

ポピュレール銀行
1878年 最初のポピュレール銀行は、起業家により、起業家のためにアンジェで設立され、その目的は自らのプロジェ

クトに出資することができるよう資金を貯めることにあった。

1917年 協同組合の地位を得て、ポピュレール銀行はその地域経済において専門技術者、小規模小売業者および中小
企業(SME)のサービスに資し、すぐに主要な事業者となった。1962年ポピュレール銀行は個人顧客向けのサー
ビスを開始した。

1998年 ナティクシスの買収が、ポピュレール銀行グループの上場をもたらした。
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2008年 ポピュレール銀行グループは、HSBCフランスの７つの地方銀行を買収することで、フランスの地域の中心部
においてその存在感を強めている。

 
ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）
1818年 最初のケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は、大衆貯蓄の促進、回収および管理のため、パリで設立された。

1835年 ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は、「公益事業を有する個人企業」として認識された。

1895年 ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は、公共利益のための任務を開始した。

1950年 ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は、非営利金融機関としての地位につき表彰を受けた。

1999年 ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は、協同組合銀行となり、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）グループが新たに
展開および買収を行うことで複数ブランド戦略（これには、同年に行ったクレディ・フォンシエールの買戻
しが含まれ、これによりケス・デパーニュ（貯蓄銀行）グループは不動産業務のさらなる展開が可能となっ
た。）の開始を促進した。

2003年 バンク・パラティンヌ（旧バンク・サンパウロ）の買収により、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）グループは
業務範囲を法人顧客にまで広げられるようになった。

2004年 イクシスの買戻しにより、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）グループは投資銀行業務を開始できるようになっ
た。

 
2006年、共同保有子会社であるナティクシスの設立により、ポピュレール銀行グループとケス・デパーニュ（貯蓄銀
行）グループは共に最初の一歩を踏み出した。

 

グループBPCE
2009年 2009年７月31日、ポピュレール銀行グループとケス・デパーニュ（貯蓄銀行）グループの合併により、グ

ループBPCEを設立した。

2010年 「トゥゲザー（Together）」と呼ばれる2010～2013年のグループBPCEの戦略計画により、グループ会社すべ
てがフランスまたは会社における望ましい銀行業務機関になるという目標に集結している。

 

３【事業の内容】

(1)グループBPCEおよびBPCE S.A.グループの範囲

中央機関を中心として構築された２つのグループの統合範囲は、下図に記載のとおりである。

グループBPCEは、ポピュレール銀行、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）、これらの各子会社、BPCEおよびその子会社を代
表している。

BPCE S.A.グループは、BPCEとその子会社を代表している。主な違いは、「関連会社の収益の割合」のラインのみに現
れており、BPCE S.A.グループの業績に対し、ナティクシスがCICを介して保有する拠出金に関係している。CICは、ポ
ピュレール銀行とケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の株式資本のうち20％を保有している。

 

 

 

(2)BPCE：グループBPCEの中央機関

2009年６月18日付の法令に基づき設立されたBPCEは、協同組合銀行グループであるグループBPCEの中央機関である。
そのため、系列の金融機関を代表する。
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フランス通貨金融法典第511-31条の意義の範囲内で、系列機関は以下のとおりである。

 
・ 19のポピュレール銀行と、ポピュレール銀行が発行する貸付金の保証という唯一の目的を有する54の共同保証会
社で構成されるポピュレール銀行ネットワーク。

・ プレボワヤンス17のケス・デパーニュ（貯蓄銀行）と275のLSCで構成されるケス・デパーニュ（貯蓄銀行）
ネットワーク。

・ ナティクシス、ソシエテ・サントラル・ド・クレディ・マリティーム・ミューテュエルおよび６のケス・レジョ
ナル・デュ・クレディ・マリティーム・ミューテュエル、バンクBCP、バンク・フィデュシアル、バンク・ドゥ・
ラ・レユニヨン、バンク・ドゥ・タヒティ、バンク・ドゥ・ヌーベル=カレドニ、バンク・デ・ザンティル・フラ
ンセーズ、バンク・パラティンヌ、クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランス、カンパニー・ドゥ・フィナンス
モン・フォンシエール、LOCINDUS、シコベイ、CINERGIE、ソシエテ・サントラル・プール・ル・フィナンスマン・
ドゥ・イモビリエ（SOCFIM）、BPCEエンテルナシヨナル・エ・ウトゥル=メール、バンク・ドゥ・サン・ピエール
・エ・ミクロン、バティマップ、BATIROCブルターニュ・ペイ・ドゥ・ロワール、キャピタル・フィナンス・ト
フェンソー、コントワール・フィナンシエ・ドゥ・ガランティー、オセオール・リース・ヌメア、オセオール・
リース・レユニオン、オセオール・リース・タヒチ、スュッド・ウエスト・ベル、エクスパンソ＝ソシエテ・プー
ル・ル・デブロプマン・レジョナル。

 
事業活動
会社の役割は、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）ネットワークとポピュレール銀行ネットワーク、その系列企業およ
び、より一般的には、その管理下にあるその他企業で構成される協同組合銀行グループの事業および拡大を導き、促
進することである。

 

当行の目的は、以下のとおりである。

・ フランス通貨金融法典に規定のとおり、ポピュレール銀行ネットワークおよびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）
ネットワークならびに系列企業の中央機関となること。フランス通貨金融法典第L.511-31条およびそれに続く条
文ならびに第L.512-107条に基づき、下記に対する責任を負う。

－グループBPCEおよびグループBPCEを構成する各ネットワークの方針および戦略の策定。

－各ネットワークの販売方針を調整し、戦略的資本投資の取得または保有を含め、グループBPCEの発展に必要な
あらゆる措置を講じること。

－特に銀行セクター機関に対して、共有する権利および持分の行使に際し、グループBPCEおよびその各ネット
ワークを代理し、国内外の契約につき交渉および締結を行うこと。

－共有する権利および持分の行使に際し、雇用者としてグループBPCEおよびその各ネットワークを代理し、集団
の業界規模の契約につき交渉および締結を行うこと。

－グループBPCEおよびその各ネットワークの流動性を保証するためにあらゆる措置を講じ、そのためにグループ
BPCEを構成する事業体の投資およびキャッシュフローの管理に関する原則および条件ならびに同事業体が他
の銀行または投資会社との取引を行うことのできる条件を定め、証券化取引の実施または金融商品の発行を行
い、流動性管理のために必要な金融取引を実行することを含め、グループBPCEの流動性管理に関する規則を決
定すること。

－グループBPCEの適切な内部融資構造を実施し、第L.512-12条および第L.512-86-1条に定める基金に加えて両
ネットワークで共有される共同保証基金を設置し、その就業規則および介入条件ならびに当初割当および再構
成につき系列会社による拠出金を決定することを含め、グループBPCEおよびその各ネットワークの支払能力を
保証するために必要なあらゆる措置を講じること。

－グループBPCEおよびその各ネットワークの内部統制を管理する原則および条件を定め、第L.511-31条第４項に
定義する介入の範囲内での立入検査によるものを含め、系列企業の組織、管理および財務ポジションの質につ
き、その管理を引き受けること。

－グループBPCEおよびその各ネットワークのリスク管理方針とその原則および制限を定め、連結ベースでその恒
久的な監督を確保すること。

－関連企業およびローカル・セービング・カンパニーの付属定款を承認し、その変更を承認すること。

－第L.511-13条に従い、関連企業の効果的な事業の方向性を決定するために招集する者を承認すること。

－中央機関としての任務遂行に必要となる出資を要求すること。

－ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）が第L.512-85条に定める任務を適式に履行することを確保すること。

・ 銀行として正式に承認された金融機関になること。これに基づき、フランス通貨金融法典の下で銀行に付与され
る権限をフランス国内外において履行し、同法典第L.321-1条および第L.321-2条に定める投資サービスを提供す
る。また、中央銀行業務、ネットワークの金融・専門組織、またより一般的にはグループBPCEの監督を行うこと。

・ 効力を有する規則に従い、保険仲介業を行うこと。

・ 効力を有する規則に従い、不動産取引の仲介業を行うこと。

・ フランス国内外において、上記に準ずる目的またはグループBPCEの拡大を目的として、フランスまたは海外の会
社、グループBPCEまたは組合の株式を取得すること。また、より一般的には、これらの目的に直接または間接に関
連し、会社の目的またはその拡大の実現を促進する可能性のある取引を行うこと。
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財政連携メカニズム
 
BPCE法に従い、BPCEは、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）およびポピュレール銀行のネットワークならびに全ての系列
グループ事業体の流動性および支払能力を確実にするため、財政連携メカニズムを設立した。

連携メカニズムは、BPCEおよび各リテールネットワーク銀行が、他行（およびBPCEの場合、系列グループの各メン
バー）を支える義務があることに基づき、一時的な現金不足（流動性の保証）および／または深刻な財政上の失敗
（支払能力の保証）の防止またはこれらに対処する場合に、相互銀行グループに適用される特定の制度を指す。この
ように各リテールネットワーク銀行は、BPCEおよびその他のリテールネットワーク銀行の義務の保証会社の役目を
効果的に果たしており、またBPCEもリテールネットワーク銀行および系列グループのその他の事業体の義務の保証
人の役目を効果的に果たしている。連携メカニズムはグループBPCE内部のものであり、第三者の強制力のある保証で
はないものの、必要があればフランス金融当局が当該制度の使用を要求する可能性がある。

財政連携メカニズムを支えるため、リテールネットワーク銀行は保証基金を設立したが、これはBPCEがネットワーク
のメンバーおよび系列グループ事業体に財政支援提供の目的で使用できるものである。2012年９月30日現在、保証基
金は12億34百万ユーロの資産合計を保有しており、また各ネットワークから同額が支給されている。リテールネット
ワーク銀行は、保証基金に対し追加の出資（それぞれの純利益から一定の割合と同額）をする予定であり、それに
よって保証基金が支援提供のため使用されない限り、時間の経過とともに成長する予定である。保証基金は、内部支
援のためのみであり、第三者は、ネットワークのメンバーおよび系列グループ事業体の債務支払の目的で保証基金を
使用してはならない。本項において「系列グループ」とは、BPCEナティクシスおよびフランスの与信組織であるグ
ループBPCEの関連会社の総称である。

 

(3) グループBPCEの事業

 
商業銀行業務および保険
 
ポピュレール銀行
 
19のポピュレール銀行

3.8百万人の協同組合の株主

3,336の支店

8.4百万人の顧客

192.5十億ユーロの顧客預金

154.8十億ユーロの顧客貸付金残高

 
ポピュレール銀行は、起業家により、起業家のために作られた協同組合銀行であり、現地の事業および事業所有者と
密接に協力している。17のポピュレール地方銀行と、フランスの教育研究省、文化省の従業員にサービスを提供する
CASDENバンク・ポピュレールと、社会的および保証互助ベースの経済における主要事業者であるクレディ・コオペ
ラティフとで、フランスで４番目の規模の銀行ネットワークを形成している。

ポピュレール銀行の株式は、顧客でもある協同組合の株主がその80％を所有している。ナティクシスは協同組合出資
証書（CIC）の形態で残りの20％を所有している。フェデラシオン・ナシヨナル・デ・バンク・ポピュレール
（FNBP）は、ポピュレール銀行に対し審議、伝達および代理を提供する機関である。その活動は、ポピュレール銀行と
その協同組合の株主の共通利益の発展に沿ったものである。

 
2011年度の重要事象
・ ポピュレール銀行は、銀行業務セクターにつき、2011年ポディウム・ドゥ・ラ・ルラシオン・クリアン1 顧客
サービス賞を受賞した。

・ モバイル端末でアクセス可能なサービスが改善され、ポピュレール銀行各社は現在リモート支店を有している。
これらのe-バンク・ポピュレールは、従来の支店と同じサービスを提供しており、電話、電子メール、ビデオ電話
またはオンラインチャットにより指名されたアドバイザーと連絡を取ることができる。2011年度末現在、17のe-
バンク・ポピュレール支店が営業していた。

・ ポピュレール銀行は、企業家をサポートする地方銀行としての従来の価値とイニシアチブ精神を十分に利用し
て、新たな通信キャンペーンを開始した。新しいイメージは、「行動を促す銀行」という新たなキャッチフレーズ
により伝えられた。

・ バンク・ポピュレール・デュ・スュッド・ウエストとバンク・ポピュレール・サントル・アトランティックが
合併して、バンク・ポピュレール・アキテーヌ・サントル・アトランティックを設立した。この新たな主要地方
銀行は、フランス国内の11の県をカバーしている。

 
個人顧客
ポピュレール銀行は、稼働顧客の申し込む商品およびサービスの数を増やし、新たな個人顧客を獲得する努力に成功
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している。

 
支払いカード
ポピュレール銀行は、数多くの限定特典（支払いおよび現金引き出しの際の高い限度額、コンシェルジュサービス
等）を希望する顧客を対象とし、フランスの銀行として初めてVISAプラチナカードを発行した。他のVISAカードのよ
うに、Faceliaバージョンが利用可能で、取引の都度デビットまたはクレジットから支払いを選択できる。

NJRバンクPOPの支払いカードは１年前に発売し、32,000人もの若いカード保有者を獲得している。このカードによ
り、利用者はコンサートチケットを獲得し、提携会社で割引を受ける機会を得られる。

 
貸付およびクレジット
個人向け貸付では、ポピュレール銀行は現在、ナティクシス・フィナンスマンが提供する専門性および手段を活用し
ている。この結果、銀行アドバイザーは、顧客の予算に基づき顧客の計画に最適な対応を行うことができる。

学生向けの主要な相互保険グループであるLMDEとの独占的パートナーシップが更新された。ポピュレール銀行は、勉
学のための融資またはアパートの賃貸において連帯保証人を必要としない貸付を行うことで、LMDE利用者の財務的
独立性を促進している。

住宅ローンでは、ポピュレール銀行は、住宅を購入する人であれば誰でも利用可能なPTZ+という無利子の貸付を初め
て提供し、住宅のエネルギー効率性に適応した。

当年度も好調な貸付の付与のおかげで、個人向け貸付金残高は6.3％増加した。2011年度末現在、貸付金残高は85.9十
億ユーロに上った。

 
バンカシュアランス
当年度は、以下の２つの提供を行ったバンカシュアランスの需要への世界的アプローチで特徴づけられる。すなわ
ち、子供のいる若い家族向けのパラン・プリュダンと、活動的なシニア世代と退職者向けのラントレ・スレーヌとい
う２つの提供を開始し、特に財務的依存を未然に防ぐことを促進した。

新たな自動車保険商品を発売した。アシュール＝BPオトは、基本公式から開始する全体的に柔軟かつ完全な保険範囲
を提供するもので、オンラインで購入できる。

バンカシュアランスをポピュレール銀行の日常的事業ラインとするために、壮大な成長計画が実施された。

 

 
1　ベリングポイントTNS Sofres社の調査に基づく。
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貯蓄
流動性危機という背景において、オン・バランスシートの貯蓄に重点が置かれた。そのため、貯蓄口座の残高は6.6％
増加した。証券口座または生命保険という形態で販売されたBPCE債券のうち５つにより691百万ユーロがもたらさ
れ、2010年度の３倍であった。

生命保険に関しては、困難な背景にもかかわらず残高が維持され、2011年の計上額はわずか0.7％の減少であった。

ミューチュアル・ファンドにおいては、普通証券口座と個人向けエクイティ計画の285百万ユーロを含めた３つの担
保付き資本ファンドにより、流入額として635百万ユーロが得られた。

 
個人向け銀行業務
ポピュレール銀行の個人向け銀行業務では、顧客の資産の構築、運用および譲渡により顧客をサポートしている。個
人向け銀行業務アドバイザーの専門性は、専門家と個人双方に向けた銀行関係という背景において、専門家、自由業
者および事業主のサポートにも完璧に適している。

資産運用契約では、提供するサービスの質が強調されており、この業務について2015年までの成長計画が定められ
た。現在、富裕層向けの個人向け銀行業務商品およびサービスには、最低150,000ユーロを保有する顧客専用の個別性
の高いサービスカドゥンシアが含まれる。管理下にある個人向け銀行業務資産は、2011年度末現在で、総額50十億
ユーロであった。

 
専門家顧客
長年にわたるパートナーである取引・専門技術業界会議所（Chambres de métiers et de l’artisanat）は、フラ
ンチャイズ業務の大手銀行であり、自由業者や農家との業務に積極的で、ポピュレール銀行は小企業向けの基準銀行
機関となっている。

 
事業の創設、買収および日常銀行業務
専門家顧客に対する貸付金残高は、2011年度末現在で総額34.5十億ユーロであり、３％増加した。２つの関係（専門
家口座と家族口座）を有する専門家顧客は1.4％増加した。

マーケットの28.4％
2
を占める事業創設貸付の大手販売会社で、かつ企業家を支えるトップネットワークのパート

ナーとして、ポピュレール銀行は、小規模事業共同保証会社（SOCAMA）および欧州投資基金とパートナーシップを結
んだ、個人の連帯保証または還元金融保証の担保が付いた貸付により、新規事業の創設および買収の支援をしてい
る。

2011年度、ポピュレール銀行は、より短時間で小規模企業への融資を支援できるよう、国の専門会計士協会であるオ
ルドル・デ・エクスペール・コンターブルとの間で、フランスにおいて唯一のパートナーシップを形成した。

高い評価を得たサイバープラス・ペイモンツールを使用した電子商取引を含む新たな電子的資金振替診断ツールに
より、顧客の選択肢を最大限利用できるようにした。

 
専門技術者および小規模小売業者
取引・専門技術業界会議所のために2011年に作られたエスパース・シェルパは、専門技術者にプロジェクトの提案
のオンラインシミュレーションを提供し、自ら選んだ銀行支店との関係構築を支援するものである。

新たなブランドが掲げられた。150を超えるブランドが、地域内の小規模事業アドバイザーの支援を得て、48時間以内
に将来的なフランチャイズ加盟者との新たな関係により利益を得た。

 
自由業者
アトゥ・リベラルラインは、専門的職業一つ一つの需要を満たすために作られたものである。当該ラインは、とりわ
け個人保護および従業員貯蓄制度の分野で定期的な改善が行われている。

 
 
2　出典：OSEO
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農家
農業商品の新たなオンライン販売基盤であるdirectetbon.comは、2011年度末現在で186のe-ショップが開店し、訪問
者数はほぼ26,000人、閲覧ページ数は120,000ページを超え、生産者の間で即時の成功を収めた。

干ばつに伴う飼料の購入は、現金前貸しにより支援された。

主要農業商品の市場価格をヘッジするための商品を発売した。

 
法人・機関顧客
ポピュレール銀行は、221,000もの企業または10名を上回る従業員を有する企業の37％にサービスを提供している3。
支払処理、国際業務および売上高が15百万ユーロを超える企業が成長のターゲットとされる分野である。さらに、ポ
ピュレール銀行は171,000の機関顧客および団体顧客も有している。

 
融資・譲渡事業
中期から長期の事業貸付金残高は20十億ユーロに上り、2011年度末現在で４％増加した。

14のポピュレール銀行が、融資提供の増額を可能とするリスク分配契約を締結した。

ポピュレール銀行は、事業譲渡のための顧問サービスを国家全体で行うことのできる唯一の銀行ネットワークであ
る。ネットワークは、取引を容易にするため、売主と買主に関する情報を中央集中化するソフトウェアを実施した。

不動産デベロッパー連盟（Fédération des promoteurs Immobiliers）と全国プランナー・デベロッパー協会（
Syndicat national des aménageurs lotisseurs）との間でパートナーシップ契約を締結し、不動産専門家との新
たな関係の促進を図った。

 
支払処理
2011年度は、電子データ交換プロトコルの移転という特徴を有していた。ターボ・スイート・エンタープライズの専
用ソフトウェア利用の結果、75％の顧客が容易に、かつ追加コストを被ることなく移転を行った。

EBICSプロトコルに加え、ポピュレール銀行は、顧客による支払いおよびデータ交換用として、スウィフトネットおよ
びプラネット・リンクを利用できるようにし、安全な取引のための電子署名ソリューションであるクリック＆トラ
ストおよびセルトウーロップを提供した。

 
国際
ナティクシスのサポートにより、外貨ヘッジ取引が発展した。

新たな中央集中型の現金管理サービスであるアクティフロ・トレゾルリー・アンテルナシヨナルにより、顧客は世
界中の子会社すべての会計につき、連結状態および予想ポジションを見ることができるようになった。

国際通信ネットワークの構築は引き続きコンフェデラシオン・アンテルナシヨナル・デ・バンク・ポピュレールが
行い、同社は現在22の国にメンバーを有し、専用ウェブサイトを新たに作成した。

 
ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）
 
17のケス・デパーニュ（貯蓄銀行）

4.3百万人の協同組合の株主

4,228の支店

26.5百万人の顧客

345.2十億ユーロの顧客貯蓄

 
 
3　2011年６月、TNS Sofres
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171十億ユーロの顧客貸付金残高

 
1818年より、ケス・デパーニュ共同組合銀行は、信頼性、連携および近代性を統合してきた。フランス第二の規模を誇
る個人向け銀行ネットワークとして、17の地方のケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は、各地方における大手銀行であ
る。これらは、公共セクター、公営住宅および社会経済への融資提供においてすべての経済プレイヤーおよびリー
ダーをサポートした。

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の株式は、ローカル・セービング・カンパニーを通じて協同組合株主顧客に80％を
所有されている。ナティクシスは協同組合出資証書の形態で残りの20％を所有している。フェデラシオン・ナシヨナ
ル・デ・ケス・デパーニュは、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）およびその協同組合の株主に対し審議、伝達および代
理を提供する機関である。

 
2011年の重要事象
・ ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は、サービス・パッケージを有する顧客全員に対し、その当座預金に利息を支払
う唯一のフランス大手銀行であるが、2011年度、顧客の需要に対する全体的アプローチを体系化した。

・ 2011年度、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は600,000名を超える新規顧客と業務取引を行った。

・ ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）のネットワークは、モバイル・バンキング・アプリケーションにおいて世界第一
位となった4。100万人以上の顧客がiPhone、iPad、AndroidおよびBlackberryでこのアプリケーションを使用して
いる。

・ すべてのケス・デパーニュ（貯蓄銀行）がオンライン支店であるモンバンキエアンリーニュを設置しており、従
来の支店のサービスと、指名されたアドバイザーのサービスをオンラインで提供している。

・ フランス人に最も好まれる銀行5であるケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は、「銀行。新たな定義」という新しい
キャッチフレーズを有し、新たなブランドテリトリーは各顧客層において積極的に促進した。

 
個人顧客
若年層にとっての基準銀行、また、家族や高齢者にとっての銀行として、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は、専門銀行
アドバイザー、複数チャネル銀行業務による利用可能性の増加、ならびに各顧客の需要および状況に応じた商品およ
びサービスのさらなる選択肢により、顧客に対しより多くの顧問サービスを提供するよう模索している。

 
アラカルトのサービス
ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は、ブーケ・リベルテ・ア・ラ・カルトのパッケージ型サービスを拡大し、新たな柔
軟な商品およびサービスを開始した。ソリュシオン・エテュディアンは、１ヶ月１ユーロで学生にとって不可欠な
サービスを提供し、リーブル・ルトレットは６～16年間で50ユーロから開始できる退職計画のための柔軟な毎月の
貯蓄契約である。CA DOカルトは、手数料不要の前払いギフトカードで、30～150ユーロまで幅広くあり、支店で利用可
能である。

 
貸付および信用
新たな消費者ローンは5.4十億ユーロに達し、１％の増加であった。新たな不動産貸付は21.9十億ユーロを上回り、合
計残高は96十億ユーロで、12％増加した。

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は、PTZ+商品については第２位の販売会社
6
であり、そのマーケットシェアは16％で

ある。

 

 
4　独立事務所である「マイプライベートバンキング」による2011年度のランキング。
5　JDD/Postenak/IPSOSのイメージバロメーター（2012年１月）。
6　出典：持ち家を推進するためにフランス政府が設置した特別不動産ローンを販売する銀行にサービス提供を行うソシエテ・ドゥ・ジェス
ティオン・デュ・フォン・ドゥ・ギャランティ・ア・ラセシオン・ソシアル（SGFGAS）。
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貯蓄
不透明な経済の中、顧客は、貯蓄預金や定期・預金など収益を生み出す安全な貯蓄商品を求めていた。貸借対照表上
の流入貯蓄（当座預金、貯蓄預金、規制対象住宅貯蓄商品等）は4.4十億ユーロで、このうち1.8十億ユーロがBPCE債
券を通じて回収された。リブレＡ貯蓄預金は2011年度中、1.4十億ユーロを超える額をもたらした。同時に、オフ・バ
ランスシートの貯蓄残高（生命保険、ミューチュアル・ファンド）は合計110十億ユーロで安定を保った。

 
個人向け銀行業務
ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は、引き続き個人向け銀行業務の専門サービスを提供する構造を展開した。個人向け
銀行業務の顧客数は4.8％増加して320,000人であった。特別な銀行関係を促進する個人向け銀行業務サービスの専
門分野は、全地域で開始されており、あるいははもうすぐ開始される。

 
専門顧客
2011年度、275,000人を超える専門顧客が建築業の専門技術者および小規模事業の協会であるCAPEB7との間で国家的
な協定を締結し、複数のブランドとの間で合意した商業パートナーシップ契約を締結した。医療専門家向けの電子資
金振替商品や、ワイン製造者および建築専門技術者のためのソリューションに加え、ファクタリングおよび従業員貯
蓄のための新たな商品およびサービスを発売した。新規の中期および長期貸付は９％増加して2.5十億ユーロであっ
た。平均日次貸付金残高は13％増加して3.2十億ユーロであった。リブレＡ貯蓄口座を含め、純増額は347百万ユーロ
に上った。

 
法人顧客

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は、12％の市場浸透率
8
で法人顧客について引き続き強力な成長を記録しており、２

年間で４ポイント増加した。フランス・クラスターズとAPERE事業サポートネットワークとの間でパートナーシップ
契約を締結した。ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は、資本構造を通じた地方事業のパートナーであり、法人顧客とそ
のマネジャーに360度のサポートを提供している。

商業上の支払処理は21％増加して、63十億ユーロを上回った。新規貸付は総額で２十億ユーロで、３％の増加であり、
貸付金残高は19％増加して7.6十億ユーロであった。国際事業は強力な伸びを見せている。

EBICSとスウィフトネットへの移行は成功を収めた。

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は、新たな中央集中型の現金管理およびリスクヘッジサービスを開始し、支払証書の
提供を拡大した。

再生可能エネルギーと医療の分野において、専門販売チームおよびセグメント別専門知識を増加させた。

銀行業務純収益および利益は大幅に増加した。

 
専門不動産
フランス国内の地域における不動産専門家の中でも主要な事業者であるケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は、2011年
度、住宅用不動産、生活補助施設、不動産サービスおよび商業用不動産事業に2.3十億ユーロの出資を行った。デベ
ロッパーおよび不動産業者への新規貸付は、賃貸不動産投資の支持を受けて、1.7十億ユーロであった。ケス・デパー
ニュ（貯蓄銀行）は2011年度、9,000を超える住宅用不動産に出資を行い、マーケットシェアは９％となった。プロ
ジェクトを問わず、地方デベロッパー内の基準銀行としての位置付けを得た。顧客10人中８人9がそのプロジェクト
を信頼し、顧客の特定の需要を把握していると考えている。

 
 
7　コンフェデラシオン・ドゥ・ラルティザナ・エ・ドゥ・プティットゥ・アントルプリーズ・デュ・バティマン。

8　2011年度「Observatoire des entreprises et des banques」。

9　TNS SOFRESの満足度調査。
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社会経済

貸付の22.6％を有する先導的な社会経済金融プロバイダー10として、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は、フランス設
立センター（Centre français des fondations）およびFEHAP11との新たなパートナーシップを築き、主要な法人顧
客との活動を増やし、医療セクターにおけるポジションを強化した。

新規貸付は1.5十億ユーロを超え、23％減少し、支払処理の総額は23十億ユーロで16％増加した。

アソシアティ貯蓄口座は、１十億ユーロを超える額を回収し、組合内でのアピールを示した。

 

被保護者

社会的保護の対象となる３名のうち１名はケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の顧客であり、専門アドバイザーおよび
この顧客基盤のための商品を提供している。2011年度、法定代理人の任務を支援する新たな機能によりウェブプロテ
クシオン管理サービスが改善された。この顧客基盤のために管理する貯蓄は、2011年度末現在で5.5十億ユーロに
上った。

 

公共セクター

地方自治体、その組織および公立病院に対する貸付の主要事業者として、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は、非常に
困難な環境の中48十億ユーロの貸付金残高を維持した。ケス・デ・デポから取得した420百万ユーロのうち、205百万
ユーロが2011年度中に分配され、EIBがサポートする貸付の206百万ユーロが投入された。

グループBPCEは、公的および私的パートナーシッププロジェクトに1.4十億ユーロを投じ、これにより当該セクター
でのリーダーシップを強化した。

債務管理取引の総額は3.1十億ユーロであった。稼働資産運用は引き続き安定した成長を見せ、カルト・アシャ・
ピュブリック、ウェブベースの回収サービスであるSP Plus+、Chèque de Table®、CESU Domalin®、CA DO シェック、
およびChèque Interservices®

の支払証書により、電子的資金振替サービスも同様に安定した成長を見せた。

 

公営住宅

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は、公営住宅企業および公団住宅事務所にとっての先導的民間銀行12であり、主にリ
ブレＡ預金を通じて建設プロジェクトに出資している。ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は、このセクターの個人債務
のうち３分の１を上回る額の出資をしている。また、複数の現地公営企業のサポートも行い、500を超えるこれらの企
業の管理に参加している。

2011年度、クレディ・フォンシエールおよびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は、2011年度の規制対象公営住宅貸付に
1.4十億ユーロを投じた（PLS、PLI、PLSA）。「フランス公営住宅（France Logement Social）」EIBプールの第二段
階である、公営住宅の建設および再建のための125百万ユーロは、年度末に使用された。公営住宅に対する中期および
長期の融資は総額で2.8十億ユーロとなり、貸付金残高は13.4十億ユーロに増加した。商業上の支払処理は10％増加
した。2011年度末現在の合計増加額は6.4十億ユーロに上り、このうち3.1十億ユーロはリブレＡ貯蓄口座に投じられ
た。

 

 

10　フランス銀行。

11　非営利個人病院および個人補佐組織連盟（Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non

lucratifs）。

12　社内の情報。
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アビタ・アン・レジオン

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は、フランスの地方における、公営住宅の主要民間事業主の一つであり、ケス・デ
パーニュ（貯蓄銀行）の公営住宅系列会社（ESH）および賃貸補助を受ける住宅共同組合（HLM）が管理する公営住
宅戸数は159,000に上る。最大のものは、エリリア、ロジレムおよびSIAである。

アビタ・アン・レジオン組合は、その専門性を共有してグループ会社を支援しており、不動産リサーチ、エネルギー
監査、建設プロジェクト、設備、省エネ証明のサービスを最低価格で行うことで利益を得ている。2011年度、エファー
ジュおよびバンシとのパートナーシップはこの目的のために締結された。

 
フランス国内のその他のネットワーク

クレディ・フォンシエール

262の支店

117.6十億ユーロの顧客貸付金残高

8,700の不動産専門パートナー

不動産融資を専門とするクレディ・フォンシエールは、グループBPCEのネットワークと共同で、個人および公共・民
間事業者と協力している。

 

再度重点を置く事業分野

クレディ・フォンシエールは、約13十億ユーロの新規貸付を行い、これは22.3％の減少であった。市場はクレディ・
フォンシエールに対し、クレディ・フォンシエールが特定の専門性や知識を提供する分野（低所得家族向け貸付お
よび個人向け長期融資、公営住宅、地方公共セクターおよび不動産サービスを含む。）においてはグループBPCEの
ネットワークとのシナジーを構築しながら、今後数年間はフランス国内の中核事業に再度重点を置くよう促した。

 

個人顧客に対する貸付

個人顧客に対し行った貸付は7.6十億に上り、2011年度末現在の合計貸付金残高は59.7十億ユーロであった。

2011年度、クレディ・フォンシエールトラボーラインを含めた新商品を発売し、とりわけ、再生可能エネルギー用の
商品および顧客の要求のための新たなインターネット・ポータルを設置した。

不動産専門パートナー向けとして、クレディ・フォンシエールは新たなツール（シミュレーター、情報等）を開発
し、「100,000のエコ改築住宅」というテーマのもと、FNAIMのトゥール・ドゥ・フランスとのパートナーシップを築
いた。

 

公共・民間事業者

事業者に対し5.4十億ユーロの貸付を行うことで、クレディ・フォンシエールは下記を含め、2011年度も引き続き活
発かつ革新的なパートナーであり続けた。

・グループBPCE内の４つの他社と共に、イル・ド・フランスにおける新たな路面電車への融資として、STIF、RATPお
よびEIBとの間で378百万ユーロのファイナンス・リースを締結した。

・低所得家族を助け、改築プロジェクトをサポートするため、市町村とのパートナーシップを締結した。

・34.5百万ユーロの長期貸付により、SNIの公共住宅子会社であるOSICA公営住宅戸数の改装に出資した。

 

不動産サービス

クレディ・フォンシエール・イモビリエは、顧客の不動産資産の価値の測定を支援している。

2011年度、同社は顧問・評価部門とマーケティング部門の２つの事業ラインに分割され、当年度中に中小規模の商業
用スペースを専門とするB&Dコンセイに統合された。

同社の専門性および厳格な倫理規範への遵守により、クレディ・フォンシエール・イモビリエの事業活動すべてに
おいて、最大の国際的不動産専門家協会の一つから、「Regulated by RICS13」レーベルの資格が付与された。

 

債券市場

クレディ・フォンシエールの子会社であるカンパニー・ドゥ・フィナンスモン・フォンシエールは担保付き債券の
民間発行会社としては世界屈指である。2011年度、同社は、投資家の評価が高い３つの新たなベンチマークである合
計3.5十億ユーロを含め、8.7十億ユーロのカバード・ボンドを発行し、これらの満期は３年から10年である。

2011年度、クレディ・フォンシエールは合計で9.9十億ユーロを発行した。

 

バンク・パラティンヌ

52の支店

8,550人の事業顧客

110,000人の個人顧客

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

  70/1163



6.6十億ユーロの顧客貸付金残高

12.4十億ユーロの顧客貯蓄（オン・バランスシートとオフ・バランスシート）

ビジネス銀行業務と資産運用を専門とするバンク・パラティンヌは、顧客の個人的および専門的目標の達成を支援
した。

バンク・パラティンヌは、ビジネス・モデルの質を確認した。ヒューマンスケールで起業家的な銀行として、顧客と
の間で真の財務的パートナーシップを構築し、真に個別化されたサポートを提供している。

 

2011年度の重要事象

・ 新たなスローガンである「バンカーとしての技術（The Art of being a banker）」は、実際の企業プロジェク
トにより推進されている。顧客と形成した持続的かつ個々に合わせたパートナーシップを促進することが広告
キャンペーンの主題である。

・ バンク・パラティンヌは、電子支払およびDTP業務をグループBPCEの「事業体」に譲渡した。

・ 企業合併のコンサルティング会社であるアクシオール・コーポレート・ファイナンスとの投資ベースのパート
ナーシップを締結した。

 

法人顧客

バンク・パラティンヌは、同社のターゲット市場である15～500百万ユーロの収益を有する中規模企業において安定
した発展を続けた。

このうち一部の企業には、モロッコでの２つの研究を実施し、顧客および潜在顧客とモロッコの潜在的パートナーと
の交流をもたらした。

バンク・パラティンヌは、オンラインでの総合的法人向け銀行サービスを開始した。顧客の85％が新たなEBICSおよ
びスウィフトネットプロトコルに移行している。

 

 

13　王立公認不動産鑑定士協会。

 

バンク・パラティンヌは、65の取引についてアドバイスおよびアレンジを行うことで、法人向けファイナンスにおけ
るポジションを強固なものとした。

約40％の国内銀行業務の流入があり、規制対象不動産専門組織内でのリーダーシップを強化し、40社ほどの映画、視
聴覚およびエンターテイメント会社の中にポジションを得た。

 

個人顧客

50,000ユーロを上回る金融資産を有する個人において、新規顧客の獲得が非常に強力であり、463の新規口座が開設
された。貯蓄総額は、4.046十億ユーロを上回った。

 

フランス国内のその他の商業銀行

その他のグループBPCEの銀行は、しばしば地域内で最も古い銀行であり、専門の貯蓄および融資ソリューションおよ
びサービスにより、地域の経済発展の強化を助け、または、特定カテゴリーの顧客、企業、小規模事業または個人の需
要を満たす能力を有している。

 

専門銀行 概要

クレディ・マリティーム・ミューテュエル
沿岸および港湾の都市の利害関係者にサービス提供を行う
協同組合銀行

系列銀行およびパートナー銀行  

バンクBCP
フランス国内のポルトガルまたはポーランドの個人および
専門顧客のための銀行

地方銀行 地方

バンク・シェ ブーシュ＝デュ＝ローヌ、ヴォクリューズ

バンク・デュプイ、ドゥ・パルスバル ラングドック＝ルシヨン

バンク・マルズ アルデシュ、ドローム

バンク・ドゥ・サボワ ローヌ＝アルプ

クレディ・コメルシアル・デュ・スュッド・ウエスト アキテーヌ

 

 
海外および国際ネットワーク

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

  71/1163



BPCEエンテルナシヨナル・エ・ウトゥル=メール（BPCE IOM）は、フランス国外における商業銀行の業務を取り扱っ
ている。同社はBPCEの完全所有子会社であり、13の銀行で構成され、このうち11の銀行については株式の過半数を所
有し、専門子会社は３つである。

BPCE IOMは協同組合の精神のもと営業をしており、現地のブランドおよび文化を大切にしている。同社は、営業を行
う国および地域において、銀行と、個人、専門および法人顧客との間の持続的関係の構築を目標としている。

2011年度、BPCE IOMは、現地経済を支援する業務の構築にあたり、その子会社を支援した。新たな銀行を追加し、アフ
リカおよびアジアでの大きな貯蓄能力により、引き続き成長市場における買収機会を模索した。

BPCE IOMはBMOI（バンク・マルガシュ・ドゥ・ロセアン・アンディアン）の75％を取得し、クレディ・コオペラ
ティフと共にバンク・ナシヨナル・ドゥ・デブロプマン・アグリコール・デュ・マリ（BNDA）の株式の19.4％を購
入した。

BPCE IOMは、モロッコのクレディ・イモビリエ・エ・オテリエ（CIH）の資本投資すべて、またはその株式資本の
23.8％を売却した。

 

専門子会社の専門性

３つの専門子会社がBPCE IOMに関連している。

・ アンジェパールは、海外における資産の複雑な融資を準備し、これには運輸、不動産、ホテル街産業プロジェクト
および公共と民間のパートナーシップが含まれる。

・ パラメックス・インターナショナルと15カ国にいるその90のコンサルタントは、年間600を超える事業の国際展
開を補佐している。

・ 元々は税の最善化であるジラルダン業務を専門とするオセオラヌは、２年間にわたり残存案件に限定して営業し
ている。

 

2011年度の重要事象

・ 新規サービスを展開した。レユニオンおよびニューカレドニアにおいて、スマートフォン向けの遠隔銀行業務ア
プリケーションを開始した。レユニオンにおいては、若年層向けのプリペイドカードが作られた。サンピエール島
とミクロン島においては、オンライン販売の拡大を希望する小規模企業向けのオンライン銀行カード支払システ
ムを実施した。カメルーンの大手銀行であるBICECは、中央アフリカで初めて、オレンジ・マネーを通じたモバイ
ル支払いおよび送金ソリューションを導入した。損害保険商品は、海外の銀行で拡大した。

・ パラメックス・インターナショナルは、中規模事業および中間事業を代理して、24の法人向け融資業務において
アドバイザーとして関与した。

 

保険

フランスの大手バンカシュラーであるグループBPCEは、保険子会社および先導的保険会社とのパートナーシップを
利用している。

熱意あるバンカー・保険会社計画により、グループBPCEはネットワーク内において、共済保険および損害保険の発展
の加速を模索している。これは、並置することを目的とするものではなく、本業と私生活の両方において顧客のニー
ズを満たし、総合的かつ一貫性ある貯蓄、共済および損害のソリューションによる専門性をもたらすためのものであ
る。

 

生命保険

複数の会社が、グループBPCEのネットワークが販売する生命保険約款の作成および管理に貢献している。

・ フランス有数の個人向け保険会社であるCNPアシュランスは、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）のパートナーであ
り、エキュルイユ・ビー・デブロプマンのサポートを受けている。2011年に、個人向け資産運用および被保護者向
けの保険であるニュアンス・カピの開始に成功した。

・ ナティクシス・アシュランスは、ポピュレール銀行および独立財務アドバイザーに生命保険商品を提供してい
る。富裕層顧客向けのオープンな構造を有する新たな生命保険証券であるブルエダン・パトリモワンヌは、その
柔軟性と金融ソリューションの品揃えの豊富さの点において一線を画している。

・ プレパール・ビーは、BREDバンク・ポピュレール・ネットワークにおいて商品を販売している。

グループBPCEの生命保険による純増額は合計で1.6十億ユーロであり、これは困難な背景の中での好調な回復力を反
映している。

 

損害保険および共済保険

損害保険および共済保険は、対人と対物が保険範囲とされている。

グループBPCEの主な構造は、CNPアシュランス、MACIFとMAIFとのパートナーシップで所有されるBPCEアシュランス、
および損害保険においてMAAFとのパートナーシップを結ぶナティクシス・アシュランスである。

BPCEアシュランスは、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）ネットワーク、クレディ・フォンシエールおよびバンクBCPが
販売する2.4百万を超える契約のポートフォリオを管理している。その成果は10％を超え、590,000の新たな保険証書
が販売された。GAVとMRHアシュール＝トワの２つの保険証書が更新された。
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ナティクシス・アシュランスの個人および小規模事業顧客向けの損害保険ラインおよび共済保険ラインはポピュ
レール銀行ネットワークにおいて強力な業績を上げた。収益の伸びは８％を上回った。ナティクシス・アシュランス
は、新たなモジュラー式自動車保険を販売した。個人および専門顧客向けにカスタマイズされ、様々な自動車の使用
および内容に調整が可能である。

 

返済補償保険および保証

ナティクシス・アシュランスは、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）とポピュレール銀行の顧客のため、返済補償保険に
おいてCNPアシュランスと協力していた。ナティクシス・アシュランスは、当年度の収益が45％増加した。

フランスで二番目に大きい不動産保証の発行会社であるコンパニー・ウーロペエンヌ・ドゥ・ギャランティー・エ
・コション（CEGC）は、ナティクシスの子会社であり、その収益は254.4百万ユーロに達した。

 

ナティクシス：法人向けサービス、投資サービスおよび金融サービス機関

 

コーポレート・投資銀行業務

ナティクシスのコーポレート・投資銀行業務（CIB）は、法人、機関、保険および銀行業務顧客に対し、顧問サービス、
案件組成、構造化、および投資を含めた融資および資本市場ソリューションを提供している。国際的には、CIB事業は、
アメリカ、アジア太平洋およびヨーロッパ（フランスを除く。）／中東／アフリカ（EMEA）の３つのプラットフォー
ムを基盤としている。

2009年に開始したニューディール戦略計画の一環として、ナティクシスのCIBは顧客志向の戦略に従っている。当年
度上半期の活況の後、当年度下半期は欧州での公的債務危機ならびに金融及び経済環境の締め付けがあった。このよ
うな困難な時期に、ナティクシスのCIBは、自らの業務に再度重点を置き、組織を改善することで、好ましい効果が得
られた。CIBの業務は、仕組・特定融資、金利・外国為替・商品市場およびエクイティ市場の３つの事業ラインと、部
門間でのカバレッジで構成されている。

 

顧客関係

ナティクシスは、カバレッジ部により、法人、金融機関および公共セクターを含む主要顧客との密接な関係を構築し
ている。ナティクシスは、世界レベルで顧客をサポートし、アドバイスし、銀行から利用可能な商品およびサービスの
うち最適なものを提供している。顧客カバレッジはセクター別（10の戦略的セクターの専門）および地理別（国、地
域および海外）となっている。顧客数は2,500で、その中にフランスの会社上位350社のうち90％が含まれる。

 

融資

ナティクシスは、アドバイザーおよびアレンジャーとして、とりわけ資産融資および国際取引融資、エネルギー、商
品、不動産、戦略、買収および財務エンジニアリングにおいて、法人顧客および機関顧客向けに仕組融資ソリューショ
ンを策定している。

 

認識された専門性

特定融資およびストラクチャードファイナンスでは、商品、仕組輸出、海運、航空宇宙のプロジェクト分野において、
34の「年間優秀ディール」賞14を獲得し、「2011年度革新的銀行」のタイトルを得た15。2011年度、ナティクシスは
EMEA地域において２番目に大きいプロジェクト融資アドバイザーとなり16、世界的には５番目の規模の金融アドバイ
ザーとなった17。

ラクタリスによるマルマラットの7.5十億ユーロでの買収への融資のアレンジは、「EMEAにおける最優秀貸付」とさ
れ18、ヴァーレのリボルビング・クレジットに３十億ユーロを発行した件は「ラテンアメリカにおける最優秀貸付」
とされた18。ナティクシスもブイグ・バティマン・イル＝ドゥ＝フランスが先導するコンソーシアムにバラールプロ
ジェクト（パリにおける国防省の将来的な本部および国防長官の公共および民間のパートナーシップ契約）の財務
アドバイザー、アレンジャーおよびカバレッジ銀行として出席した。

資本市場とのジョイントベンチャーで、ナティクシスはグローバル・ストラクチャード・クレジット＆ソリュー
ション（GSCS）という保険および信用ソリューションならびに証券化プラットフォームを設立した。これは、ユーロ
建てキャットボンドを100％投資し、このうち18％を超える分が世界的に発行された。

再生可能エネルギーセクターでは、ナティクシスは世界的アレンジャー19として10位に格付されており、2011年度は
11の完全生産能力1,260MWオペレーションを有していた。これらのプロジェクトは、その技術的多様性（バイオマス、
太陽光発電、太陽熱、80ある風車一式を含めた海風・離岸風）ならびに、フランス、スペイン、イタリア、ドイツ、米国、
カナダおよびアラブ首長国連邦といった地理的多様性において、他と区別される。

 

資本市場

利率、外国為替、信用および商品

これらの市場において、ナティクシスは販売と取引の双方に携わっており、顧客にOECDおよび新興国向けの投資およ
びヘッジ商品を提供している。

世界的な債務基盤により、ナティクシスは顧客に対し、信用市場への独自のアクセスを提供している。この統合アプ
ローチにより、シンジケート・ローン、新発債、証券化、信用ソリューションおよび保険の面で、顧客の需要に合った
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最善のソリューションを特定することが可能になった。

銀行は、金融機関、事業およびフランス支店からの債券発行会社としてのポジションを強化した20。ユーロ建債券発行
においては、世界市場で第３位であり21、2011年度担保付債券最優秀銀行22を含めた複数の栄誉を獲得し、シンジケー
ト・ローン市場においては最高の改善が見られた23。

 

 
14　金融プロジェクト雑誌、国際金融プロジェクト、国際取引審査、金融取引雑誌、IFR、ジェーン・トランスポート・ファイナンス、ファイナンス
・アジア、IFRアジア等。

15　ジェーン・トランスポート・ファイナンス－年間航空ファイナンス革新者－2011年運輸ファイナンス賞。

16　EMEA顧問マンデート終了済み分類。

17　国際金融プロジェクト。

18　IFR国際金融審査－IFR2011年度審査。

19　50百万ユーロを超えるプロジェクト。2011年12月31日トムソン・ロイター

20　2011年度、金融機関とのユーロ建て新発債市場におけるオペレーション件数が首位のブックランナー（※無担保シニア債務、カバード・ボン
ド、担保付き発行、劣後債務、および証券化。出典：ディールロジック）。2011年度、フランス金融機関とのユーロ建て新発債市場における首位の
ブックランナー（出典：ディールロジック）。2011年度、フランス法人機関とのユーロ建て新発債市場における第２位のブックランナー（出
典：ディールロジック）。

21　2011年度、ユーロ建て新発債市場における取引件数が第３位のブックランナー。

22　ザ・カバー／ユーロウィーク－2011年度カバード・ボンド賞。

23　ユーロウィーク、2011年度シンジケート・ローン賞。
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エクイティ

エクイティ部には、デリバティブと仲介業務が含まれる。同部では、エクイティ商品のライン全体において高度で総
合的なサービスを提供しており、対応するフローすべてを取扱可能である。

ナティクシスは、エクイティリサーチの質で知られており、その範囲は23セクターの350の証券に及ぶ。

ナティクシスおよびラザード・ナティクシスは、エクイティ発行市場において、フランスでのリンクエクイティ発行
におけるその最高ポジションおよびリーダーシップを確認した。

また、ナティクシスは資本市場のオンラインサービスについても取り組んでいる。安全なプラットフォームは、最良
執行であることを保証し、毎日24時間外国為替取引を運営している。

 

調査

CIB調査（経済、信用、エクイティ、定量）は、顧客の需要を満たすソリューションの策定プロセスの一環である。高い
付加価値のあるサービスとして、ナティクシスは毎日分析を公表しており、これにより顧客は容易に戦略決定を行う
ことができる。

 

投資ソリューション

投資ソリューション部には、資産運用、保険、個人向け銀行業務および個人向けエクイティが含まれる。同部は、市場
の仕様に適合した販売ネットワークに依拠している。資産運用における国際的専門性により、機関顧客と個人顧客の
需要を満たすことが可能となっている。

 

資産運用

ナティクシス・グローバル・アセット・マネジメントは、世界の資産運用会社上位15位
24
に入っており、2011年度末

現在で運用資産は543.9十億ユーロで、欧州および米国で強固なポジションであり、アジアでは強力な発展を見せて
いる。

 

「マルチブティック型」モデル

ナティクシス・グローバル・アセット・マネジメントは、主要資産クラスのあらゆる管理スタイルを実施する約20
の系列会社に依拠している。厳しい時期に、同社のオファーおよび多様な地理的範囲により満足のいく年にすること
ができ、流入額はわずかに増加した。欧州における落ち込みにより、米国とアジアでの事業が増加し、主要マンデート
は主に中国で得られた。

 

専門性および販売

ナティクシス・グローバル・アセット・マネジメントは、スペインのマドリードで販売事務所を開設し、日本の大和
銀行（現りそな銀行）と販売パートナーシップを締結した。インドのIDFC AM管理会社の25％の資本持分を伴うパー
トナーシップにより、同社は引き続き経営専門性を拡大している。パリとニューヨークに所在し、代替的投資アドバ
イスを専門とするダリアス・キャピタル・パートナーズの過半数の持分を有しており、ロンドンで不動産管理プ
ラットフォームであるAEW UKを設立した。

フランスおよび欧州では、ナティクシス・アセット・マネジメントはそのマーケットシェアを拡大し24、複数の主要
契約を獲得し、すべての資産クラスにおいて数十の商品を発売した。商業関係の質については首位に格付けされ

25
、ナ

ティクシス・アセット・マネジメントは、債券、欧州エクイティおよび社会責任投資管理において名高い専門性を提
供している。2011年度末現在の運用資産は、合計で284十億ユーロ、比率にして、ナティクシス・グローバル・アセッ
ト・マネジメントが運用する合計金額の52％であった。

 
 
24　出典：2011年12月31日現在のユーロパフォーマンス。

25　出典「イマージュ・エ・フィナンス」の調査－2011年12月、2012年ル・バロメートル・ドゥ・ラ・ジェスティオン・デレグエ。

 

保険

ナティクシス・アシュランスは、生命保険、共済保険、返済補償保険および傷害保険の幅広いソリューションを提供
している。対象は、個人、独立専門家および事業である。これは、グループBPCE、主にポピュレール銀行ならびに独立資
産運用提供会社、管理会社および民間銀行の銀行ネットワークが販売しており、専門子会社であるナティクシス・ア
シュランス・パルトネールおよびルクセンブルクのナティクシス・ライフが個人向け資産運用顧客の需要を満たし
ている。

金融危機にもかかわらず、生命保険の純増額は好調を維持した。運用資産は37.7十億ユーロで、３％増加した。損害保
険は引き続き強力な上昇を見せ、収益が８％増加した。共済保険および返済補償保険は収益が非常に大幅に増加し
（20％増）、ポピュレール銀行が顧客に保険証券を付与する際の野心ある戦略が反映された。

ポピュレール銀行ネットワークのモジュラー式自動車保険証券および富裕層向け生命保険証券ならびに独立資産運
用提供会社および民間銀行、ファンド・マネジメント向けに、いくつかの新規証券が導入された。

 

個人向け銀行業務
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専ら個人投資家に向けた個人向け銀行サービスは、フランスではバンク・プリベ1818、ルクセンブルクではナティク
シス・プライベート・バンキングが提供している。事業拡大のため、グループBPCEのネットワーク、独立財務アドバ
イザーおよび直接顧客という３つのポテンシャルの高い販売チャネル、とりわけナティクシスに委託されたものを
十分に利用している。

2011年度中、個人向け銀行業務は家族事務所サービスを展開し、グループBPCEのネットワークのために生命保険プ
ラットフォームを設置した。さらに、バンク・プリベ1818とセレクシオン・エールが３月に合併して独立財務アドバ
イザー向けの専門子会社であるセレクシオン1818となった。純増額は２十億ユーロで、2011年度末現在の個人向け銀
行業務の運用資産は合計で18.9十億ユーロであった。

 

個人向けエクイティ

ナティクシスの個人向けエクイティの専門性は、起業家としての知識および「ワンストップ型の店舗」というモデ
ルにより、国際機関顧客に対し弾力的かつ強固な投資選択を提供している。事業はベンチャーキャピタル、開発資本
および伝送セグメントをカバーしており、選ばれた外部ファンドは現在2.9十億ユーロを超える額を管理している。
2011年度、商品およびサービスを変更することで、６つの管理チームが不安定要素の多い環境に適合することができ
た。

 

専門的金融サービス

専門的金融サービスは、グループBPCEおよびその他金融機関の銀行業務ネットワークに焦点を当てて策定および管
理された幅広い商品およびサービスを展開している。

 

専門的融資

ファクタリング

ファクタリングの主要事業者であるナティクシス・ファクターは、2011年度、約25十億ユーロという過去最高レベル
の収益に達し、18％増加した。ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）を通じて地域内における専門
家の存在感が増したことで、顧客の需要に対しより効率的な要求を行っている。ナティクシス・ファクターは、買戻
しと汎ヨーロッパ・マルチドメスティック・ソリューションという２つの新商品を発売し、これらは主に2011年に
ファクタリングを行った収益の50％を上回る主要口座のために作られたものである。

 

連帯保証および保証

コンパニー・ウーロペエンヌ・ドゥ・ギャランティー・エ・コションは、フランスの不動産市場で強力なポジショ
ンを有しており、個人間の不動産連帯保証においては第２位で

26
、家屋建設会社間の完成保証においてはプロパティ

・マネジャーおよび不動産仲介業者ならびに共同リーダーの主要保証人である。約40,000の保証が事業に対して発
行され、とりわけオンライン市場での連帯保証が非常に人気の高いものとなっている。2011年度、CEGCは23十億ユー
ロで30,000の保証文書を発行した。

 

リース融資

ナティクシス・リースは、グループBPCEのネットワークすべてにおいて不動産リースローンを提供しており、フラン
ス市場においては首位で26、設備および物件リースを提供している。2011年度の新規事業は３十億ユーロを超え、設備
リースにおいては18％成長した。フランスにおいて再生可能エネルギーに融資する主要事業者であるナティクシス
・エネルジュコは、新規事業で204百万ユーロを生み出し、３％の増加であった。ナティクシスLLDおよびGCEカー・
リースは合併してナティクシス・カー・リースとなり、18,000台の長期レンタル自動車を管理している。

 

消費者信用

フランス第３位
27
のナティクシス・フィナンスマンは、グループBPCEのネットワークが発行するリボルビング・ロー

ンおよび個人向けローンを組成し、管理している。商品はすべて、2011年５月に効力を生じた消費者信用に関する法
令を遵守している。

BNPパリバ・パーソナル・ファイナンスとの共有管理プラットフォームにおいては発展が継続している。グループ
BPCEのネットワークとのパートナーシップは拡大し、より強力なものへと成長している。新規貸付金は合計で6.1十
億ユーロであり、６％増加した。管理下にあるローンの件数は、年度末で合計3,447,000件であった。

 

映画および視聴覚への融資

フランスで首位
28
のナティクシス・コフィシネは、映画および視聴覚作品の製作、配信および運営に融資を行ってい

る。

2011年度中、合計456の新プロジェクトを設置し、総額は590百万ユーロであり、そのうち75％は映画であった。融資し
た映画のうち３作品は2011年度に30百万人の視聴者を集め、フランス映画にとって素晴らしい年であった。

 

金融サービス

従業員給付制度
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ナティクシス・アントレパーニュとナティクシス・アンテルティートルは共同で、従業員給付制度において幅広い
商品（貯蓄制度、退職貯蓄、従業員株式保有、団体保険およびサービス・バウチャー）を提供している。

 

 
26　ナティクシスの調査。

27　ナティクシス・コフィシネの調査。

28　2011年６月30日現在のAFG。
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ナティクシス・アントレパーニュは、３百万を上回る従業員口座、50,000もの取引先および25％のマーケットシェア
29
により、フランスにおける従業員貯蓄口座の先導的管理会社26としてのポジションを確固たるものとした。従業員
貯蓄制度のリーダーであることにより、従業員貯蓄における首位のポジションが強化され、市場の56.2％

30
を占め、

PERCO市場29でのマーケットシェアは、管理口座数において30％
31
を超え、保管資産は25％31を超えて強力な増加を見

せた。SMEおよび小規模事業向けの従業員貯蓄制度も強力に増加し、11,000を超える新規契約を得た。

ナティクシス・アンテルティートルは、その商品ラインすべてをケス・デパーニュ（貯蓄銀行）のネットワークに
導入した。マーケットシェアは、CESU Domalin®

については首位である13.9％31で、１年間で利用者の総数が15％増加
したChèque de Table®

については約12％に達した。

支払証書は、ナティクシスおよびラ・バンク・ポスタルの子会社であるティートル・カドーが発売したCA DO カル
トにより拡大し、フランスで商品券を発行する会社としては４番目に大きい会社32となった。

 

支払い

フランスで３番目に大きい支払いシステムの運営会社であるナティクシス・ペマンは、21％のマーケットシェアを
有しており、支払いシステムおよび小切手の処理やその他手続における安定した事業において９％の増加を計上し
た。

 

証券

フランス第２位の個人向け保管および個人向け資産運用として、ウーロ・ティートルの部門はグループBPCEのネッ
トワークおよび多くの先導的銀行業務・金融プレイヤーの証券ネットワークすべてを取扱っている。

好ましくない環境の中、運用資産は減少し、管理下にある証券口座は4.4百万であった。

 

資本持分

ネクシティ

ネクシティおよびその法人プロジェクトであり2011年に開始したネクシティ・ドゥマンは、すべての不動産プロ
ジェクトに関与することを目指した。自らのブランドに基づき、グループBPCEは、あらゆる需要を満たすため、個人、
事業および地方政府に最も総合的なコンサルティング・専門性、商品、サービスおよびソリューションを提供してい
る。業務分野（取引、管理、策定、販売促進、設計、アドバイスおよび一切の関連サービス）がサービス提供およびサ
ポートのために設置されている。セクター内で首位であるネクシティは、その顧客、環境および社会に着実に献身し
ている。

2011年度の業績は、グループBPCEの強さ、強力な販売、および経営の質を示している。販売に関しては、ネクシティは
住宅用不動産のマーケットシェアが強力に増加し、商業用不動産の注文が過去最高であったことで、引き続き改善を
見せた。総合すると、これら２つの事業の注文帳は過去最高レベルであった。サービスおよびネットワークでは、業績
は堅実なものであり、グループBPCEはさらに良くするための措置を講じている。財務的には、貸借対照表は強力で、未
利用融資能力が大きいことから、業績は満足のいくものであった。

2011年度の収益は、予測どおり合計2.6十億ユーロであった。当期営業収益は212百万ユーロ（ネクシティ・ドゥマン
プロジェクトに関連する費用を除く。）で、営業マージンは8.1％であり、税引き後当期利益は122.2百万ユーロであ
る。

 

 
29　2011年６月30日現在のAFG。

30　2011年６月のフィナンソル。

31　2011年12月31日現在のナティクシス・アントレパーニュ。

32　2011年12月31日現在のティートル・カドー。

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

  78/1163



メゾン・フランス・コンフォル

メゾン・フランス・コンフォルはフランスで住宅を購入する人にとっての先導的会社
33
であり、初めて住宅を購入す

る人に持ち家の機会を提供している大手事業者の一つである。

同社の収益は合計584百万ユーロで、32％増加した。

質、価格および性能の面で素晴らしい価値のある鉄骨製家屋であるメゾン・ペルフォルマンスはそのポテンシャル
が裏付けられ、初の正エネルギー住宅であるコンセプトMFC2010が電気自動車と共に発売された。

 

コファース

コファースは、信用保険ソリューションを伴う事業を提供し、買主の財政破綻リスクを査定し、これを回避すること
を支援している。また、フランスの輸出をサポートするため、公共保証（民間市場では保険を受けることができな
い。）の運営も行っている。同社の国際的ネットワークにより、79の国で直接的（66ヶ国）またはクレジットアライ
アンスのネットワークパートナーを通じて存在感を示している。

2011年度、コファースは中核事業（信用保険）に再度重点を置き、個人向けサービスを増やし、サービスの質を上げ
るため、７つの地理的プラットフォームを中心として再構成した。

2011年度、収益は7.4％増加して1.55十億ユーロとなり、このうち83％が信用保険によるものであった。損害率と再保
険による正味掛金率が改善した（それぞれ57％と25.2％）。当期純利益は、再編コストを除いて121百万ユーロで
あった（21％増）。

 

４【関係会社の状況】

 

（1）株主

ポピュレール銀行グループとケス・デパーニュ（貯蓄銀行）グループとの合併により2009年７月に誕生したグルー
プBPCEは、フランスで第２の規模を有する銀行グループ

34
であり、36百万人の顧客、8.1百万人の協同組合の株主、

8,000の支店および117,000人の従業員を有している。

ポピュレール銀行とケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の両ネットワーク、ならびにそれぞれ専門の業務分野を有する
専門子会社で構成されるグループBPCEは、あらゆる分野で活動しており、商業銀行業務および保険、法人向けサービ
ス、投資サービスおよび金融サービスでソリューションを提供している。

グループBPCEのフルサービス銀行業務モデルは、３層構造に基づくものである。

・ ２つの協同組合ネットワーク。具体的には、それぞれ地域で中心的事業者である19のポピュレール銀行および17
のケス・デパーニュ（貯蓄銀行）。

・ グループBPCEの戦略、統制および調整に責任を有する中心機関であるBPCE。

・ ナティクシス、クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランス、バンク・パラティンヌ、BPCEエンテルナシヨナル・
エ・ウトゥル=メールを含むBPCEの子会社。

また、BPCE系列の金融機関はすべて、保証および共同支援制度から利益を得ている。

系列会社の範囲は主に、ポピュレール銀行とケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の両ネットワーク、およびナティクシス
で構成されている。

 

 
33　2011年12月23日ル・モニトゥールー。

34　支店数では第２位（出典：データベース、銀行のウェブサイト）、顧客預金および顧客貸付のマーケットシェアは第２位（出典：フランス銀
行）、専門および個人起業家における浸透率では第２位（出典：ペピットCSA2009～2010年調査）。
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また、詳細については、以下の第5(2)「発行済株式総数及び資本金の推移」を参照のこと。

 

(2) 子会社の状況

連結財務書類の注記12を参照のこと。

 

５【従業員の状況】

 

(1) BPCE S.A.グループ

(2)のグループBPCEの人数表を参照すること。かかる表の「中央機関」とは、BPCE S.A.を意味する。BPCE S.A.グ
ループの従業員の総数は、中央機関およびナティクシスの従業員の合計数である。

また、BPCE S.A.グループの連結財務書類の注記8.1を参照のこと。
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(2) グループBPCE

グループBPCE合計社員数　[GRI LA 1、LA 13]（第R.1.1a条、1.3条）

グループBPCEの2011年12月31日現在の合計社員数は、117,381名であった。ポピュレール銀行の地方銀行はグループ

BPCEの合計社員数の27％を占め、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は合計社員数の31％であった。

合計社員数は2010年と比較して5.8％減少した。規模の変動による影響を除けば、社員数は安定しており、フォンシア

の売却により社員数が６％減少した。

従業員数 2011 2010 2009 変動

ポピュレール銀行個人向け銀行業務 31,664 31,442 31,734 0.7 ％

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）個人向け銀行業務 36,380 36,601 37,345 (0.6)％

子会社およびその他個人向け銀行 11,174 11,413 13,021 (2.1)％

ナティクシス 22,824 22,395 22,408 1.9 ％

不動産 8,728 15,811 15,926 (44.8)％

中央機関 1,527 1,522 1,647 0.3 ％

ITおよびその他事業 5,084 5,366 5,321 (5.3)％

グループBPCE合計 117,381 124,550 127,402 (5.8)％

正社員および期間契約社員（ワークスタディ契約によるものを除く）
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第３【事業の状況】
 

１【業績等の概要】

(1)BPCE S.A.グループ

「第３－７ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」を参照のこと。

 

(2)グループBPCE

「第３－７ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」を参照のこと。

 

２【生産、受注および販売の状況】

該当事項なし。

 

３【対処すべき課題】

 

グループBPCEの2010～2013年度の戦略プランとその進展
2010年に開始されたグループBPCEの戦略計画である「トゥゲザー（Together）」は、グループ会社すべてを、豊富な
専門性とグループBPCEのチームの才能およびその資源の質と効率性を利用して、顧客に提供するサービスを常に改
善するという共通の目標に結集させた。ナティクシスとネットワークとの間に構築されたシナジー、共通ツールの共
有、分析手法および最善の慣行、発展および改革における共同投資は、顧客にさらなる価値を創造して顧客の満足度
を上げるだけでなく、収益の高い成長も生む。

 
中心的優先度の中核事業：顧客の要望および需要を満たすこと
2011年、グループBPCEは引き続き、貯蓄の回収と経済への資金供与において直接的役割を担う中核事業および顧客活
動（商業銀行業務・保険、コーポレート・投資銀行業務、投資ソリューション、専門的金融サービス）の発展に再度
焦点を当てた。

 
・ ポピュレール銀行は、収益性のあるマーケットシェアを得るため、既存顧客に可能な限り最善のサービスを提供
し、新規顧客を獲得し、維持することに事業発展における重点を置いている。

・ ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は、顧客の満足度と忠誠心を強化するため、資産の活発な利用および顧客関係の
強化を最優先している。

・ その他のブランドにより、グループBPCEの提案が完成する：不動産融資の主要事業者であるクレディ・フォンシ
エール、ビジネス銀行業務と資産運用を専門とするバンク・パラティンヌ、ならびにその他子会社、パートナー
シップおよび地方事業者。

 
フランス国外におけるグループBPCEの活動は、持株会社であるBPCEエンテルナシヨナル・エ・ウトゥル=メールが監
督している。

 
・ ナティクシスは、顧客との抱き合わせ販売を発展させ、グループBPCEのネットワークとの商業上のシナジーを増
加させることで顧客の役に立つべく、戦略に再度重点を置いた。

 
４つの行動原則
・ 長期的アプローチにより、持続可能な業績の戦略を採用すること。

・ 顧客関係および助言の提供をグループBPCEの事業の中心とすることで、サービス基盤の企業文化を構築するこ
と。

・ イニシアチブおよび企業家精神を促進すること。

・ 協同組合グループとしての全面的なポテンシャルを発揮することで、現地における関係を育て、多様性を活かす
こと。

 
クロス企業のイニシアチブ
顧客関係：グループBPCEは、顧客の需要および顧問サービスの質に重点を置いたアプローチを有する専門的な営業
チームにより、また、使用するチャネルにかかわらず、密接な顧客関係を通じて、競合他社との差別化を図ることを目
標としている。

ネットワークの顧客にサービスを提供するナティクシス：ナティクシスとネットワークとの商業上の関係構築によ
り、グループBPCEの顧客により高水準のサービス提供が可能となる。

営業効率：グループBPCEの事業範囲から利益を享受するため、共同購入、最善慣行の共有、地方および／または全国
での協力、情報システムの最適化という４つの分野においてレバレッジを得ている。
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HRの効率性：グループBPCEの計画の成功には、全従業員の献身が必要である。結果的に、BPCEは引き続き、取締役およ
び経営陣の明確かつ矛盾のない管理と、フランスにおいて基準となる雇用者として位置づけられるような新たな人
材方針の導入に重点を置いている。

 
2011年：グループBPCE構築における重要な段階
2011年は、グループBPCEの構築および2013年度の目標達成において重要な段階であることがわかった。当年度中、グ
ループBPCEの決定は、中核事業および顧客活動、ならびに、部間における収益シナジーとグループBPCE全体における
コスト・シナジーの構築に再度重点が置かれ、困難な経済状況にもかかわらず、2011年度の第２四半期の業績におい
て明確に示されるように、この成果は既にもたらされている。

 

経済への資金供給に強力なコミットメントを有し、中核事業および顧客活動に新たな重点を当てたグループBPCE
グループBPCEは、2011年度、引き続き経済への資金供給にコミットメントを示し、期間中に顧客貸付が6.5％増加した
35
。

ポピュレール銀行とケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は、顧客基盤の再生を行い、複数チャネルの銀行業務を改革する
ことに成功した。新規顧客を獲得し、既存の関係を強化するという戦略により、ポピュレール銀行の稼働顧客は2.5％
増加し、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の稼働顧客は3.2％増加した。

クレディ・フォンシエールは、自らの顧客と、グループBPCEの個人銀行業務ネットワークの顧客の双方にサービスを
提供するフランスにおける事業ラインに再度焦点を当てている。

バンク・パラティンヌは引き続き、中規模企業およびその取締役のための業務拡大を展開している。

ナティクシスは、「ニューディール」戦略計画の実施により、ビジネス・モデルの徹底的な再編において、著しい進
展を遂げている。

 
目標を上回るシナジー
現在、２年目の終了時点において、グループBPCEの「トゥゲザー（Together）」プロジェクトにより、ナティクシス
と、ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の両ネットワークとの間の追加の銀行業務純収益
（NBI）において既に501百万ユーロを生み出しており、最も貢献が大きかったのは消費者金融（39％）、保険
（25％）および支払い（23％）であった。

 

 
35　2011年12月31日現在。出典：フランス銀行「Financement de l’economie francaise report」
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同時に、グループBPCE全体のコスト・シナジーにより、中央機関、共有するインフラおよび情報、支払い、証券および
小切手処理システムを統合したこと、ならびに共同購入および資産と勤務スペースの最適化を行ったことにより、
2011年度末現在で684百万ユーロの経費削減を行うことができた。

これまで、グループBPCEはコスト・シナジーと収入シナジーの双方で、目標を上回っている。

 

リスク内容における新たな削減

分離資産のリスク加重資産（GAPC）は2009年６月から48％減少し、困難な市場背景により当該資産のうち4.9十億

ユーロを処分する決定をグループBPCEが下した後、2011年度中に23％減少した（バーゼル2.5による規制上の影響を

除く。）。GAPCがグループBPCEの親会社の持分所有者に帰属する当期純利益に重大な影響を及ぼすことはなかった。

中核事業における安定したリスク内容は、グループBPCEの連結範囲内で、フランスの個人向け銀行業務が優勢にある

ことを反映している。

 
バーゼルIIIのロードマップ

BPCEの発展戦略には、バーゼルIIIに関連する規制上の変更が既に組み込まれている。グループBPCEは、グループBPCE

全体およびそのすべての事業ラインのために流動性を確保し、その入手を最適化するために策定された「流動性戦

略」プログラムの完了に成功している。2011年12月31日、流動性需要は2011年６月30日から11十億ユーロ削減され

た。

2011年12月31日現在、コアTier-1比率は9.1％で、バーゼルIIからバーゼル2.5への変更を含めて、2011年度中に110

ベーシス・ポイント増加し、2009年６月30日からは350ベーシス・ポイント増加した
36
。

 

４【事業等のリスク】

(1)発行会社に関するリスク

　当該事項は届出書提出日現在において判断したものである。

 
発行会社にかかるリスク・ファクター
 
合併取引およびグループBPCEの戦略プランにかかるリスク
 

グループBPCEは、2010年に発表した戦略プランの目標を実現できない可能性がある。

2010年２月25日、グループBPCEは、商業銀行業務およびナティクシスによる中核的顧客基盤の事業に重点を置くこ
と、重要なコストおよび収益のシナジーを実施すること、グループBPCEの構造を簡素化することを含め多数のイニシ
アチブを企図した2010～2013年度の戦略プランを発表した。戦略プランに関連して、グループBPCEは多数の財務目標
を発表した。当該財務目標は主に資源の企画および割当てを目的として設定されたもので、数多くの仮定に基づくも
のであり、期待される業績の予測または見通しを示すものではない。本項に記載する１または複数のリスク・ファク
ターが実際に生じた場合を含めた多数の理由により、グループBPCEの実際の業績は、当該目標とは異なる（大幅に異
なる場合もある。）可能性が高い。グループBPCEが目標を実現しなかった場合、財政状態および本社債の価値に悪影
響が生じるおそれがある。

また、グループBPCEが一部事業の売却を決定した場合に、売却価格が想定よりも低い結果となるおそれがあり、ある
いは、グループBPCEが、当該買主に対して債務保証または補償を与えなければならないために、当該事業に起因する
重大なリスクを引き続き負う可能性がある。

BPCEおよびグループBPCEは、合併取引により期待されるシナジーを実現できない可能性がある。

グループBPCEは合併取引において大きなシナジーを模索するつもりであり、合計コストの削減、より効率的な営業お

よびより良い事業発展の機会を生むことを期待している。グループBPCEが合併取引により期待されるシナジーを実

現できない場合、実際の利益は予想を下回り、BPCE S.A.グループおよびグループBPCEの経営成績および財政状態に

悪影響が生じるおそれがある。グループは、現在、費用及び収入についての両シナジーの観点から目標の設定を進め

ている。
 
36　2009年６月30日のコアTier-1比率に関連するもので、フランス政府が行った暫定的な規制資本の注入を除く。
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グループBPCEが期待されるシナジーを実現する能力は多くの要因に依拠しており、その多くはBPCEおよびグループ
BPCEの企業の支配が及ばないものである。グループBPCEは、統合プロセスにおいて生じる困難、グループBPCEの独特
な構造から生じる障害、および通常の銀行業務に関連するリスクが実際に発生することを含めた多数の理由により、
期待されるシナジーを実現できない可能性がある。これらの要因等はいずれも、実際の事業発展のレベルおよび／ま
たはシナジーが予想を下回る原因を引き起こすおそれがある。

BPCE S.A.グループおよびグループBPCEの構造にかかるリスク
 

グループBPCEは、BPCEが経済的利益を有していない企業を含め財政連携メカニズムに加盟する企業が財政難に陥っ
た場合に資金提供を求められる可能性がある。

グループBPCEの中央組織として、BPCEは各地方銀行（ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）とポピュレール銀行）および
フランスの規則に基づく信用機関である関連グループのその他のメンバーにつき、その流動性および支払能力を保
証している。関連グループには、ナティクシス、クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランスおよびバンク・パラ
ティーヌなどのBPCE関連会社が含まれる。各地方銀行およびその他関連グループのメンバーはBPCEに同様のサポー
トを提供することが求められるが、BPCEの財政連携メカニズムによる利益がコストを上回る保証はない。

中央組織としての責務を引き受けるBPCEを補佐し、グループBPCE内における相互支援を確保するため、2012年9月30
日時点で総資産12億34百万ユーロの保証基金を設置して流動性および支払能力のリスクを担保している。地方銀行
および関連グループの企業は、将来的な利益から保証基金に追加出資することが求められる。保証基金は、財政連携
メカニズムの重要な資金源であるが、これが当該目的のために十分である保証はない。保証基金が不十分となった場
合は、BPCEが不足分を補填しなくてはならない。

BPCEはケス・デパーニュ（貯蓄銀行）とポピュレール銀行の株主総会において議決権を有さない。

BPCEの財務的な強みは、その大部分が個人向け地方銀行に由来するものであり、これは財政連携メカニズムにおける
サポート事業とBPCEが個人向け地方銀行において議決権が付随しない資本持分を有すること（個人向け地方銀行に
おいて20％の議決権の付随しない株式資本を有するナティクシスを介して）の双方に起因する。BPCEは、グループ
BPCEの中央組織としての権限のもと、個人向け地方銀行の監視および監督を行う十分な権限を有しているが、地方銀
行の株主による同意が必要とされる決定につき議決権を有していない。

BPCEは、BPCEがナティクシスのために提供する保証により特定のリスクを負う可能性がある。

BPCEはナティクシスに対し、ナティクシスがラン・オフの状態で管理する不安定かつ非戦略的資産の分離ポート
フォリオに関連した将来的な損失および業績の変動性のリスクからナティクシスを保護するための保証を提供して
いる。保証は、その一部がトータル・リターン・スワップの形態、一部が金融保証の形態によるもので、上記資産につ
いて、世界的金融危機の開始以降価格調整および引当金の影響を大きく受けているナティクシスの財務成績に生じ
る将来的な価格調整および引当金による影響を減少させるために提供されたものである。保証の効果は、将来的な価
格調整および引当金のリスクの大部分が、ナティクシスからBPCEに移転することである。ナティクシスはBPCEの連結
子会社であるため、保証は、グループBPCEまたはBPCE S.A.グループの連結銀行業務純収益、営業収益またはリスクコ
ストに何ら影響を及ぼさない。しかしながら、保証は、少数株主持分に帰属する純利益に対する持分および、これに伴
い、親会社の持分所有者に帰属する持分および株主持分の純利益に影響を及ぼす。その結果、将来的に対象原資産に
ついて大幅な価格調整および引当金が計上された場合、グループBPCEおよびBPCE S.A.グループの経営成績および財
政状態に悪影響が生じるおそれがある。
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BPCEの事業にかかるリスク
 

BPCEは、銀行業務に内在する複数カテゴリーのリスクを負う可能性がある。

BPCEの事業（BPCE S.A.グループおよびグループBPCEの事業を含む。）に内在するリスクは主に４つのカテゴリーで
あり、その概要は下記のとおりである。下記のリスク・ファクターは、様々な種類のリスク（近年の金融危機による
影響を含む。）を詳述し、または具体例を挙げたものであり、BPCEが直面する特定の追加リスクが記載される。

●　　 信用リスク　信用リスクとは、契約の相手方が契約上の義務を遵守しないことに関連する財務上の損失リ
スクである。相手方は、銀行、金融機関、工業もしくは商業企業、政府およびその様々な機関、投資ファン
ド、または自然人の可能性がある。信用リスクは、貸付業務およびその他BPCEが相手方による債務不履行
のリスクに晒されるトレーディング業務、資本市場業務、デリバティブ業務および決済業務など様々な
業務において発生する。また、信用リスクはBPCEのファクタリング業務に関連して発生するが、リスクは
相手方自身というより相手方の顧客の信用に関連するものである。

●　　 市場流動性リスク　市場リスクは主に、市場パラメータの好ましくない変動により生じる収益のリスクで
ある。当該パラメータには、外国為替レート、債券の価格および利率、証券および商品の価格、デリバティ
ブ価格、金融商品の信用スプレッド、ならびに不動産などその他資産の価格が含まれるがこれに限定さ
れない。

流動性も、市場リスクの重要な要素である。流動性が低い場合や流動性がない場合、市場金融商品または
譲渡可能資産は見積価格による売買ができない場合がある（近年の混乱した市場環境においては、一部
の資産カテゴリーでこのようなケースが見られる。）。流動性の欠如は、資本市場への参入が縮小するこ
と、現金需要もしくは資本要件が予測できないことまたは法的制限により発生する可能性がある。

市場リスクは、売買目的ポートフォリオおよび売買目的以外のポートフォリオで発生する。売買目的以
外のポートフォリオの場合、以下が含まれる。

●　　 銀行勘定または保険事業における資産と負債のミスマッチから生じる資産負債管理に関連するリ
スク。このリスクは主に金利リスクにより生じる。

●　　 損益計算書において計上されるか、または直接的に株主持分に計上される証券ポートフォリオ内
の運用資産の価値の変動に直接関係する投資業務に関連するリスク。

●　　 通常業務において保有される譲渡可能資産の価値の変動による影響を間接的に受ける、不動産な
どその他特定の事業に関連するリスク。

●　　 オペレーショナル・リスク　オペレーショナル・リスクは、意図的に発生したか偶発的に発生したか自然
に発生したかを問わず、不十分または破綻した内部プロセスまたは外的事象による損失のリスクであ
る。内部プロセスには、人的資源および情報システム、リスク管理および内部統制（不正防止を含む。）
が含まれるがこれに限定されない。外的事象には、洪水、火事、暴風、地震またはテロ攻撃等が含まれる。

●　 　保険リスク　保険リスクは、請求の見込額と実際の額の不一致による収益のリスクである。保険商品に応じ
て、このリスクは、マクロ経済の変化、顧客行動の変化、公的な医療政策の変更、流行病、事故および大惨
事（地震、暴風、産業災害、テロリズムまたは戦争等）等の影響を受ける。

世界の金融市場における混乱がBPCEの収益および財務状況に悪影響を及ぼしており、今後も悪影響を及ぼす可能性
がある。

BPCE S.A.グループおよびグループBPCE（とりわけナティクシス）の企業の事業、収益および財務状況は、とりわけ
債券の発行市場および流通市場における近年の大規模かつ未曽有の金融市場の混乱、欧州の公的債務危機および近
年の世界的な不況による影響を受け、今後も影響を受ける可能性がある。

2007年から2011年にかけ、金融市場の一般的な安定性およびカウンターパーティーの強度に対する懸念を反映して、
多くの貸付人および機関投資家は、他の金融機関を含め借入人に対する資金提供を減少させ、またはこれを中止し
た。このような市場混乱および信用引締めにより、商業上および消費者の支払遅延のレベルが増加し、消費者の信頼
感が欠如し、市場の不安定性が増し、株式市場指数が急落し、一般的に事業活動が広範にわたり減少した。債券市場の
状況には、流動性の減少および信用リスクプレミアムの増加が含まれ、これにより借入れコストが大幅に増大した。
債券の流通市場における大きな混乱により、この状況は悪化し、新規貸付を行うための調達資金の入手可能性が減少
した。

金融市場の混乱には、多くの複合型資産（特にサブプライム・モーゲージ・ローンに基づくもの）の売買市場がな
くなったことが含まれる。これにより生じた資産価値に関する不安は、BPCE S.A.グループとグループBPCEを含む世
界的金融機関の帳簿に大きな評価損をもたらした。企業が流動性需要を満たすために他の資産カテゴリーを売却し
たため、他の資産カテゴリーも影響を受けた。金融市場における流動性が失われたことで事業のための資金調達のコ
ストおよび利用可能性に影響が及んだため、一般的に、厳しい状況が経済へと広がった。

欧州市場では近年、ユーロ圏の特定の国における債務のリファイナンス能力に関して懸念が生じた結果、大きな混乱
が起こっている。

欧州の政府が実施した緊縮財政計画および格付会社による一部の欧州国家および米国の格付の継続的引下げによ
り、近隣国家への波及の懸念が高まった。このような混乱により、ユーロ対その他主要通貨の為替レートが不安定に
なり、株式市場指数のレベルが影響を受け、EU国家の当面の景気の先行きに不安が生じた。世界中の金融市場にも間
接的な影響が及んでいる。欧州の経済状況がさらに悪化した場合、または近年の混乱により、欧州もしくは世界市場
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が近年の世界的な金融危機から回復する能力が損なわれた場合、BPCE S.A.グループおよびグループBPCEの経営成績
および財政状況に悪影響が生じるおそれがある。

他のヨーロッパの国の中でも、ギリシャは、重大な金融および経済危機に直面している。ギリシャ政府の財政危機を
緩和するために、ギリシャ政府に対する民間債権者のほとんどが、2012年３月のギリシャの第二次債務編成に参加し
た。再編成の実施にかかわらず、ギリシャの状況は依然として不安定で脆弱である。

グループBPCEは、ギリシャに対する貸付及びその他ギリシャに対する又はギリシャに関連する資産の評価を下げ、事
前にギリシャに対する債務残高を減少させたため、当該第二次再編成のグループBPCEへの影響は限定的であったが、
ギリシャの財政及び経済情勢が更に悪化すれば、他の欧州諸国も影響を受け、グループBPCEも経済環境において重大
な影響を受けるおそれがある。
 
加えて、ユーロ圏で４番目に大きい経済規模を持つスペインは、地方政府及び銀行部門の悪化に直面している。2012
年６月９日、スペインは European Financial Stability Facility またはこれを引継いだ、 European Stability
Mechanism からの借入れの用意があることを表明した。さらに、これに限られる訳ではないが、特に、スペインまたは
ギリシャの財務および経済の悪化を原因とするヨーロッパ経済の悪化及び市場の混乱は、グループBPCEの経済環境
に重大な影響を与えた。

 

一般経済情勢に関するリスク

BPCE S.A.グループおよびグループBPCEは一般向けに事業を行っているため、BPCE S.A.グループおよびグループ
BPCEが活動する市場部門の不況、大規模な自然災害、武力紛争、フランス、欧州または世界経済の後退、失業率の変動
および消費者信用動向や価格競争によって状況が悪化するという一般的なリスクにさらされている。特に、信用市況
の悪化、地域または世界の不況、コモディティ価格の変動、金利の上昇または低下およびインフレーションまたはデ
フレーションにより、こうした悪化が実際に生じ、または生ずる可能性がある。

市況または経済状況の悪化により、今後金融機関の事業環境が困難となるおそれがある。かかる悪化は、特に、コモ
ディティ価格（石油価格を含む。）が非常に変動的であることや、金利の上昇、地政学面での不利な事象（自然災害、
テロ行為および軍事衝突等)、または信用市況の悪化に端を発する場合がある。BPCE S.A.グループおよびグループ
BPCEは、今後の市況や経済状況の悪化に関して多くの固有のリスクに直面している。フランス、欧州およびその他の
地域の金融市場においても、市況が悪化したりボラティリティが上昇したりするおそれがあり、これにより資本市場
取引、キャッシュ・インフローおよび手数料収入の低下につながる場合がある。経済状況の悪化により、借り手によ
るローンの需要が低下し、または借り手による債務不履行の割合が上昇する可能性がある。かかる展開によっては、
BPCE S.A.グループおよびグループBPCEの銀行業務収入は、純額ベースで不利な影響を被ることになる。収益および
収益性も、BPCE S.A.グループおよびグループBPCEの有価証券ポートフォリオまたは自己勘定ポジションにおいて、
市場損失により圧迫される可能性があり、これらもすべて、市場や経済の不利な展開が原因となる。
この金融危機に対応すべく、政府および規制当局は金融システムの安定化と経済に対する信用フローの向上を支援
する対策を講じてきた。これらの対策は、不良資産または低流動資産の購入や保証、金融機関発行債に対する政府保
証、金融機関発行有価証券の買取りによる資本再編を含んでいた。但し、かかる対策およびこれに関連した行為が金
融市場一般ならびにBPCE S.A.グループおよびグループBPCEに個別に与える実際的な影響については何らの確約も
ない。

 

BPCEが過半数を保有する子会社であるナティクシスは、金融危機の影響を受けた事業につき、完全かつ効率的な縮小
を行うことができない可能性がある。

ナティクシスは、金融危機の影響を受けた特定の事業（とりわけ仕組商品および複合型デリバティブのエクスポー
ジャーを含め、自己勘定のリスク発生を伴うコーポレート・投資銀行業務）を段階的に縮小している最中である。段
階的縮小には、市況で許可される範囲内で、危機の影響を受けた資産の売却が含まれており、今後も含まれる可能性
がある。当該資産または事業に相場価格を支払うことを希望する買い手がいないこと、当該資産の流動市場が存在し
ないこと、またはナティクシスの継続的義務により売却もしくは段階的縮小が実現不可能なことのいずれかを理由
として、ナティクシスは、希望どおり迅速または効率的に残りの事業の縮小を行うことができないという状況に置か
れる可能性がある。場合によっては、ナティクシスは、第三者との間で相殺またはヘッジ取引を行うことで資産およ
びポジションを処分することができ、この場合ナティクシスが当該第三者の信用リスクを負うこととなる。ナティク
シスが計画通りにこれらの事業ラインを縮小することができない場合、市場の不安定性へのエクスポージャーの低
減および収益・利益基盤の多様化という目標を達成することができない（または一部しか達成することができな
い。）。これにより、BPCE S.A.グループの経営成績および財政状態に重大な悪影響が生じるおそれがある。

より具体的には、下記の再編成が実施されている。

(1)　スキームの概要

ナティクシスの再編成は、その新経営陣の就任後、グループBPCEが正式に創設された直後の2009年に開始された。ナ
ティクシスは、コーポレート・投資銀行業務、投資ソリューション（資産運用業務、保険及びプライベート・バンキ
ング業務）及び専門的金融サービスの三つの中核部門においてその「ニューディール」戦略の枠組の中で、顧客関
連の事業に焦点を変更した。また同時に、その自己資金によるプライベート・エクイティ投資事業及び信用保険子会
社のコファースを始めとする幾つかの事業を中核事業から除外した。またさらに、ストラクチャード・アセットの
ポートフォリオ（様々な種類の証券化）およびデリバティブは分離され、清算に向けて管理された。

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

  87/1163



(2)　分離資産（特に現在のポートフォリオ等）及びその管理方法

2009年にストラクチャード・アセットのポートフォリオ（様々な種類の証券化）およびデリバティブは分離され、
清算に向けて管理された。このポートフォリオはGAPC（「Gestion Active des Portefeuilles Cantonnés」）と呼
ばれるものである。グループBPCEの方針は以下のとおりである。

1)　ナティクシスの貸借対照表上におけるこれらの資産の慎重な評価：

2009年に、ブラックロック・ソリューションズにストレス・テストの実施を委託し、減価償却及び引当は適切に行わ
れた。

2)　BPCEから、これらの資産の大部分のリスクの85%を担保する保証が提供された：その目的は、ナティクシスの株価
を引き上げることであった。

3)　これらの資産を可能な限り早期に処分すること

4)　グループBPCEの純利益への重大な影響を防ぐこと：

この方針は、有効であった。

-　バーゼル２リスク加重平均資産については、2009年６月から2011年12月までの間の減少率は、57%に達した。

-　グループBPCEの純利益への限定的な影響：2010年度は51百万ユーロ、2011年度はマイナス75百万ユーロであった。

このポートフォリオの最終的なラン・オフはさらに３年から４年かかることが見込まれる。

世界的金融危機に対して行われる法的措置および規制上の措置により、BPCEおよびBPCEが事業を行う金融環境およ
び経済環境に重大な影響が生じる可能性がある。

世界的な金融環境において多数の変更を導入することを目的として、近年、法律および様々な規制が施行され、また
は提案されている。これらの新たな措置の目的は金融危機の再発を防止することであるが、新たな措置の影響でBPCE
および他の金融機関が事業を行う環境が大幅に変化する可能性がある。

既に採択され、または採択の可能性のある新たな措置には、資本要件をより厳しくすること、金融取引、銀行資産・負
債および一定レベルを上回る従業員報酬に対し課税すること、商業銀行が行うことのできる事業種類を制限するこ
と（とりわけ自己勘定取引）、デリバティブ等特定の種類の金融商品に対する制限を設けること、新たにより強力な
規制組織を創設することが含まれる。多くの国では、このようなトピックの大半は提案として対処されているだけ
で、まだ議論の段階で変更の可能性があり、国の規制当局により各国の枠組みに適応させる必要がある。包括的法案
が採択された国（米国等）でさえ、政府当局は多数の規則を採択せねばならず、当該規則の潜在的影響は大きな不安
に晒される。そのため、どの新規措置が最終的に採択されるか、その最終的形態またはグループBPCEやBPCE S.A.グ
ループにどのような影響が生じるかは予測不可能である。

欧州金融市場の近年の状況により、グループBPCEおよびBPCE S.A.グループが事業を行う市場に影響が生じる可能性
がある。

欧州市場では近年、ユーロ圏の特定の国における債務のリファイナンス能力に関して懸念が生じた結果、大きな混乱
が生じている。現在、欧州の一部の国、特にユーロ圏の一部の国は多額のソブリン債務および／または財政赤字を抱
えており、そのため当該国の政府がこの債務に関して支払うべき金額を全額、適時に支払うことが可能か否かについ
て市場の不透明性が生じている。この懸念により、当事国のソブリン債務に係る流通市場利回りが大幅に上昇し、ま
た特に、ユーロ対その他主要通貨の為替レートが非常に不安定になり、株式市場指数のレベルが影響を受け、EU国家
の当面の景気の先行きに不安が生じた。世界中の金融市場にも間接的影響が及んでいる。また、当事国の政府の財政
状態に対する懸念が継続していることで、かかる国に対する銀行（特に在欧州銀行）のエクスポージャーについて
も懸念が広がっている。この懸念により、かかる銀行の銀行間市場での資金調達が不能になったり、また銀行間での
資金調達の際の適用金利が引き上げられたりするおそれがあり、かかる銀行に流動性ストレス、また潜在的な支払不
能を生じさせる可能性がある。こうした状況が生じた場合、投資家は本社債の市場価額において損失を被ることがあ
り得る。

これまでのところ、これらの事象がグループBPCEおよびBPCE S.A.グループに与えた影響は比較的限定的であるが
（グループBPCEが行う事業のうち、最も大きな影響を受けた国に関与するものが比較的少なかったため。）、欧州の
経済状況がさらに悪化した場合、または近年の混乱により、欧州もしくは世界市場が近年の世界的な金融危機から回
復する能力が損なわれた場合、BPCEへの影響がより大きくなるおそれがある。

BPCEおよびそのコーポレート・投資銀行業務の子会社であるナティクシスは、高い信用格付を維持しなければなら
ず、そうしなければ事業および収益性に悪影響が生じる可能性がある。

信用格付は、BPCEおよび金融市場で活動するその関連会社（主として、コーポレート・投資銀行業務の子会社である
ナティクシス）の流動性に重要なものである。信用格付が引き下げられた場合、BPCEまたはナティクシスの流動性お
よび競争ポジションに悪影響が生じ、借入れコストが増大し、資本市場への参入が制限され、または一部の売買契約、
デリバティブ契約および担保付き融資契約における特定の二重規定に基づく義務が発生するおそれがある。BPCEお
よびナティクシスが長期無担保融資を取得するためのコストは、それぞれの信用スプレッド（満期日が同じ政府証
券の利率を上回る額で、債券投資家に支払われたもの）に直接関係しており、これは、その大部分が信用格付に依拠
している。信用スプレッドの増加により、グループBPCEまたはナティクシスの資金調達コストが大幅に増加する可能
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性がある。信用スプレッドの変動は継続的で、市場主導であり、時に予測不可能かつ非常に不安定な変動の影響を受
けることがある。信用スプレッドは、信用力の市場認識の影響を受けることもある。さらに、信用スプレッドは、BPCE
またはナティクシスの債務に関係するクレジット・デフォルト・スワップの買主のコストの変動による影響を受け
るおそれがあり、これは、当該債務の信用の質と、BPCEおよびナティクシスの支配が及ばない多数の市場要因との双
方の影響を受ける。

損失に対する新たな引当金が過去の引当ての水準を上回り大幅に増加することは、BPCEの業績および財政状態に悪
影響を及ぼすおそれがある。

グループBPCE内の事業体は、貸付業務に関連して、定期的に貸付損失に対する引当金（損益計算書上のリスクコスト
において計上される）を創設している。当該引当金の全体的な水準は、従前の損失実績、実施された貸付けの額およ
び種類、業界基準、期限到来済み貸付け、経済状況および様々な貸付けの回収可能性に関係するその他の要因の評価
に基づいている。グループBPCEにおける事業体は適切な水準の引当金を創設するよう努力しているが、延滞債権、債
務不履行および破綻につながる経済状況の悪化、またはその他の理由により、グループBPCEの貸付事業における引当
金は増加する可能性がある。貸付損失の引当金の大幅な増加または不良債権ではない貸付けのポートフォリオに内
在する損失リスクのグループBPCEによる見積における著しい変化は、貸付損失に割り当てた引当金を上回る貸付損
失の発生とともに、BPCEの経営成績および財政状態に悪影響を及ぼすおそれがある。

グループBPCE内における事業体に能力のある従業員を引きつけ維持する能力は、グループBPCEの事業の成功にとっ
て重要であり、その失敗は業績に重大な影響をきたす可能性がある。

グループBPCEの事業体の従業員は、グループBPCEの最も重要な資産である。サービス産業の多くの分野において、適
格な人材の争奪戦は激しい。BPCEの業績は、グループBPCEが新たな従業員を引きつけ、既存の従業員を維持し動機付
ける能力にかかっている。事業環境の変化（銀行分野の従業員の報酬を制限するよう企図された税またはその他の
方策を含む）は、グループBPCEが従業員をある事業から別の事業へ異動しまたは一部の事業における従業員数を削
減する結果を生む可能性がある。すると、従業員が新しい役職に順応するまで一時的な混乱が生じ、事業環境の改善
を有効に活用するグループBPCEの能力が低下するおそれがある。これはビジネスチャンスまたは潜在的効率性を活
用するグループBPCEの能力に影響を与える可能性がある。

将来の事象は、グループBPCEにおける事業体の財務書類の作成に使用される運営上の過程および見積に反映されて
いるものとは異なる可能性があり、それは将来において想定外の損失をもたらすおそれがある。

現在有効なIFRS規定およびその解釈に従い、BPCE S.A.グループおよびグループBPCEにおける事業体は、財務書類の
作成において、特に貸付損失準備金、将来の訴訟に関する準備金、特定の資産および負債の公正価値などを決定する
ための会計上の見積を含め、特定の見積を使用するよう要求される。万が一、かかる項目に関する見積価格が、特に重
大かつ想定外の市場動向が原因で大幅に誤っていると判明した場合、またはかかる価値を決定した方法が将来の
IFRS規定およびその解釈において変更される場合、BPCE S.A.グループおよびグループBPCEは想定外の損失を計上す
るおそれがある。

BPCE S.A.グループ、特にナティクシスは、市場の変動及びボラティリティにより、売買活動及び投資活動における重
大な損失を被る可能性がある。

ナティクシスは、売買活動及び投資活動の一環として、債券市場、通貨市場、商品市場及び株式市場、並びに非上場証
券、不動産及びその他の種類の資産においてポジションを維持している（程度は少ないものの、他のBPCE S.A.グ
ループ企業についても同様である。）。これらのポジションは、金融市場及びその他の市場におけるボラティリティ
（市場水準にかかわらず、一定市場における価格が一定期間中に変動する程度）により、悪影響を受けるおそれがあ
る。また、ボラティリティは、ナティクシスが利用するその他様々な売買及びヘッジ商品（スワップ、先物、オプショ
ン及び仕組商品を含む。）についても、ナティクシスの予測に比べそれらに過不足がある場合には、それらに関連す
る損失を引き起こす可能性がある。

ナティクシスは、これらのいずれかの市場において資産を所有している（純買いポジションを有している）場合、か
かる市場が低迷した場合には、純買いポジションの価値が低下するため、損失を被ることとなる。一方、ナティクシス
がこれらのいずれかの市場において、自らが所有していない資産を売却している（純売りポジションを有してい
る）場合、かかる市場が上昇した場合には、自らの純売りポジションを高騰する市場においてカバーしようとするた
め、損失を被るリスクを負うこととなる。ナティクシスは、時折、一つの資産については買いポジションを有し、別の
資産については売りポジションを有するという売買戦略を採用する場合がある。この戦略により、ナティクシスは、
かかる二つの資産の相対的価値の変動に基づき純利益を得られることを期待する。しかしながら、かかる二つの資産
の相対的価値が、ナティクシスが予測していなかった、又はヘッジしていなかった方向に又は方法で変動した場合、
ナティクシスは、この対にしたポジションにつき損失を認識することとなる可能性がある。かかる損失が重大な場合
は、ナティクシスの、したがってBPCE S.A.グループの、経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼすおそれがある。

市場が低迷している間、BPCE S.A.グループ及びグループBPCEの仲介事業並びにその他の手数料及び報酬ベースの事
業による収入は減少する可能性がある。

市場が低迷しているときは、グループBPCE企業が顧客のために、またマーケットメーカーとして行う取引の量は減少
し、したがって、これらの活動による銀行業務純収益は減少する可能性が高い。さらに、グループBPCE企業が顧客の
ポートフォリオの運用につき請求する手数料は、多くの場合、かかるポートフォリオの価値又はパフォーマンスに基
づいているため、市場の低迷を受け、顧客ポートフォリオの価値が減少し、又は引き揚げが増加した場合、かかる企業
が、（ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）及びポピュレール銀行の場合は）ミューチュアル・ファンド及びその他の金
融貯蓄商品の分配、又は（ナティクシスの場合は）資産運用事業から得る収入は減少することとなる。
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市場が低迷しない場合でも、グループBPCEのミューチュアル・ファンド及びその他の商品のパフォーマンスが市場
価格以下であった場合は、引き揚げが増加し、流入額が減少する可能性があり、こうした場合、グループBPCEが資産運
用事業から得る利益は減少することとなる。

長期に及ぶ市場の下落は市場の流動性を低下させ、したがって、資産の売却を困難にし、重大な損失を引き起こすお
それがある。 

グループBPCEの一部の事業においては、長期に及ぶ市場の動き（特に資産価格の下落）により、市場活動の水準又は
市場の流動性が低下する可能性がある。かかる事態は、グループBPCEが悪化しているポジションを適時に手仕舞いで
きない場合、重大な損失を引き起こすおそれがある。これはBPCEが保有している、もともと市場の流動性が高くない
資産について特に当てはまる。証券取引所又はその他の公開取引市場において取引されていない資産（銀行間のデ
リバティブ契約等）は、グループBPCEがモデルを使用して計算する、市場価格以外の価値を有する場合がある。かか
る資産の価格の下落を監視するのは困難であり、グループBPCEの予期していない損失の原因となるおそれがある。

金利の大幅な変動は、BPCEの銀行業務純収益又は利益性に悪影響を及ぼすおそれがある。

BPCE S.A.グループ及びグループBPCEが任意の期間中に得る純受取利息は、かかる期間におけるBPCE S.A.グループ
及びグループBPCEの銀行業務純収益及び利益性に大きく影響する。さらに、信用スプレッドの、最近における拡大の
ような大幅な変動は、BPCE S.A.グループ及びグループBPCEの経営成績に影響を及ぼす可能性がある。金利は、グルー
プBPCE企業の支配の及ばない多数の要因に対して極めて敏感である。利付資産につき請求する金利に対して市場金
利の変動が及ぼす影響は、利付負債につき支払う金利に及ぼす影響と異なる場合がある。利回り曲線に不利な変動が
あった場合には、貸付業務による純受取利息が減少する可能性がある。さらに、短期資金調達を行う際に利用できる
金利の上昇及び満期のミスマッチは、BPCE S.A.グループ及びグループBPCEの利益性に悪影響を及ぼすおそれがあ
る。金利の上昇若しくは高金利及び／又は信用スプレッドの拡大は、特に急速に起こった場合は、一部の銀行業務に
ついて不利な環境をもたらす可能性がある。

為替レートの変動はBPCEの業績に重大な影響を及ぼす可能性がある。

BPCE S.A.グループ企業は、事業の相当部分をユーロ以外の通貨、中でもとりわけ米ドルにて行っており、かかる企業
の銀行業務純収益及び経営成績は為替レートの変動により影響を受ける可能性がある。BPCE S.A.グループはユーロ
以外の通貨にて費用を負担するものの、かかる費用の影響は、為替レートの変動が銀行業務純収益に及ぼす影響の一
部しか相殺しない。ナティクシスは、特に米ドルとユーロの為替レートの変動による影響を受けやすく、これは、ナ
ティクシスの銀行業務収益及び経営成績の大部分が米国にて生じているためである。リスク管理方針に関しては、
BPCE及びその系列企業は、為替レートリスクに対するエクスポージャーをヘッジするために取引を締結する。しかし
ながら、これらの取引は不利な為替レートが営業収益に及ぼす影響を完全に相殺する効果がない場合があり、むし
ろ、一定の想定される状況においては、かかる影響を増幅させるおそれもある。

グループBPCE企業又は第三者の情報システムの障害又は漏洩は、ビジネスの損失及びその他の損失をもたらす可能
性がある。

BPCE S.A.グループ及びグループBPCEは、業務を行うにあたり、複雑性を増す取引を多数処理しなければならないた
め、他の多くの銀行グループと同様に、事業を行う上で通信及び情報システムに大きく依存している。かかるシステ
ムについて障害又は情報漏洩が発生した場合には、顧客関係管理、総勘定元帳、預金、取引及び／又は貸付整理に関す
るシステムの故障又は障害を引き起こすおそれがある。情報システムが短時間であっても故障した場合、かかる故障
による影響を受けたBPCE S.A.グループ企業は、一部の顧客のニーズに適時に応えることができず、事業機会を失う
こととなるおそれがある。同様に、情報システムの一時的な停止は、バックアップ復元システム及び非常事態計画に
もかかわらず、多額の情報検索及び検証費用を発生させる可能性があり、例えばかかるシステム停止がヘッジ政策の
実行中に起こった場合には、自己勘定事業の減少まで引き起こすおそれがある。BPCE S.A.グループのシステムが、増
加する取引量に対応できない場合は、BPCE S.A.グループの事業拡大能力が制約される可能性がある。また、グループ
BPCE及びBPCE S.A.グループは、証券取引の実行又は円滑化のために利用する清算代理人、取引所、清算機関、預託機
関又はその他の金融仲介機関若しくは社外機関の運用上の支障又は運用停止に関するリスクに直面している。顧客
とのインターコネクティビティが増すにつれ、かかるグループの企業は、顧客のシステムの運用停止に関するリスク
にもますます直面することとなる可能性がある。グループBPCEおよびBPCE S.A.グループは、自社システムまたは他
社システムの故障や障害が発生しないと保証することはできず、また発生した場合、これが適切に解消されると保証
することもできない。

予期せぬ出来事によりBPCEの事業が中断され、大幅な損失と追加費用を被る可能性がある。

深刻な自然災害、流行業、テロ攻撃その他の非常事態をはじめとする予期せぬ出来事が生じた場合には、BPCE S.A.グ
ループ企業及びグループBPCE企業の事業が突如中断されることがあり、部分的又は全面的に保険でカバーされてい
ない場合は、相当な損失が生じるおそれがある。かかる損失は、財産、金融資産、取引ポジション、及び主要従業員に関
連し得る。かかる予期せぬ出来事はさらにグループBPCE及びBPCE S.A.グループ又はそれらが業務提携する第三者の
インフラに支障を来す場合があり、また、追加費用（影響を受けた従業員の移転費用等）又は費用（保険料等）の増
加を引き起こす場合もある。かかる出来事により、一定のリスクに対する保険が利用できなくなり、したがって、グ
ループBPCEのグローバル・リスクが増加する可能性がある。

BPCE S.A.グループは、同グループが事業を行う国々に特有の政治的、マクロ経済的及び金融環境又は状況による影
響を受けやすい場合がある。

BPCE S.A.グループの一部の企業は、カントリーリスク（外国における経済状況、財政状況、政治状況又は社会的状況
が、かかる企業の経済的利害に影響を及ぼすリスク）を負っている。ナティクシスは特に世界中（新興市場として一
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般に知られている世界中の発展途上地域を含む。）で事業を行っている。これまで、多くの新興市場国が、通貨の切り
下げ、資本及び為替規制、並びに経済の低成長又はマイナス成長をはじめとする深刻な経済及び金融崩壊を経験して
きている。BPCE S.A.グループの欧州連合及び米国以外における事業、並びに欧州連合及び米国以外における業務及
び取引より生じた収入は限られているものの、様々な不利な政治的、経済的及び法的な事態（為替変動、社会不安、政
府政策又は中央銀行の政策の変更、資産の収用、国有化及び没収、並びにローカル・オーナーシップに関する法律の
改正を含む。）による損失を被るリスクを負っている。さらに、グループBPCEが事業を行う一部の欧州連合加盟国が、
公債規模に関する懸念の増大を要因として最近不安定であることもグループBPCEの事業及び業績に悪影響を及ぼす
可能性がある。 

BPCEには、フランス及びグループBPCEが事業を行う世界中の多くの国における広範な監督制度及び規制制度が適用
される。規制措置及びかかる規制制度の変更はグループBPCEの事業及び業績に悪影響を及ぼすおそれがある。

BPCE S.A.グループ企業及びグループBPCE企業には、それらが事業を行う各法域における様々な監督制度及び規制制
度（BPCE法を含む。）が適用される。違反した場合は、規制当局の著しい介入、及び罰金、世間からの非難、評判の損
失、強制的な事業停止処分、又は極端な場合は事業許可の取消処分を受けるおそれがある。近年、金融サービス産業に
対する様々な規制機関による監視は強化されており、規制当局より課される罰則及び罰金も増加している。この傾向
は、現在の経済状況を受け、加速する可能性がある。グループBPCE企業の事業及び利益は、フランス、その他の欧州連
合又は外国政府及び国際機関の様々な規制当局の方針及び措置により重大な悪影響を受けるおそれがある。こうし
た制約は、グループBPCE企業の、事業を拡大し、又は一定の業務を遂行する能力を制限する可能性がある。かかる政策
及び規制措置の将来における変更の性質及び影響は予測不能であり、グループBPCEの支配の及ばないものである。か
かる変更は、以下を含むがこれらに限定されない。

●　　 中央銀行及び規制当局の金融政策、金利政策及びその他の政策。

●　　 グループBPCE企業が事業を行う特定の市場における投資家の判断に重大な影響を及ぼす政府政策又は規
制政策の一般的な変更。

●　　 規制上の要件（自己資本の充実に関する枠組みに関わる健全性規則等）の一般的な変更（バーゼルIIIプ
ロセスの一環として提案されている変更等）。

●　　 内部統制に関する規則及び手続きの変更。

●　　 競争環境及び価格設定の慣行の変更。

●　　 財務報告環境の変化。

●　　 従業員の報酬に関する制限。

●　　 資産の収用、国有化、価格統制、為替管理、没収及び外国所有に関する法律の改正。

●　　 グループBPCEが提供する商品及びサービスに対する需要に影響を及ぼし得る社会不安又は不確実な法的
状況を引き起こす政治環境、軍事環境又は外交環境の不利な変化。 

 

フランスおよびBPCEが営業をする国における税法および解釈が、BPCEの業績に著しく影響する虞があること。

国境を越えた複雑かつ大規模な取引に携わる多国籍銀行グループとして、BPCE S.A. グループ（特にナティクシ
ス）は、多くの国において税法の影響を受ける。BPCE S.A. グループは、実効税率を最適化するため、事業をグローバ
ルに展開している。それらの国々の所轄官庁による課税制度の変更は、BPCE S.A. グループの業績に著しい影響を及
ぼす可能性がある。グループBPCEは、異なる事業体による相乗効果および商業能力から価値を創り出すべく、事業を
経営している。また同グループは、金融商品が節税効果を有する方法でクライアントに販売される仕組みになるよ
う、努力している。グループBPCE事業体のグループ内取引および販売された金融商品の仕組みは、独立した税理士の
意見ならびに必要な限度において判決および税の所轄官庁の明確な指導をもとにしたグループBPCE独自の適用税法
および規制の解釈に基づいている。そのような解釈に対し、税務当局が異議を申し立てない保証は無く、その場合、グ
ループBPCE事業体は租税請求の対象となる可能性がある。

BPCEのリスク管理ポリシー、手続および方法において不具合または不備がある場合、BPCEは未確認または不測のリス
クにさらされ、物的損失につながるおそれがあること。

BPCE S.A. グループおよびグループBPCEのリスク管理技術および戦略は、グループBPCEが特定または予測できない
リスクを含む全ての経済市場環境によるリスク・エクスポージャーまたはあらゆるリスクを効果的に制限できない
おそれがある。また、グループBPCEのリスク管理技術および戦略は、全ての市場のパターンにおけるリスク・エクス
ポージャーを効果的に制限できないおそれがある。前述の技術および戦略は、特定のリスク、特にグループBPCEがあ
らかじめ特定または予測できないリスクに対しては効果がないおそれがある。リスク管理に使用される一部のグ
ループBPCEの定性的な方法および測定基準は、観測された歴史的市場行動に基づいている。グループBPCEのリスク管
理責任者は、これらの観測の分析のために統計およびその他の手法を使用してリスク・エクスポージャーを数量化
している。これらの手法および測定基準は、将来的なリスク・エクスポージャーを予測できない場合がある。例えば、
上記のリスク・エクスポージャーは、グループBPCEが予測しなかった、もしくは統計モデルを正確に評価できなかっ
た要因、または突発的もしくは前例のない市場の動きから生じる可能性がある。これらはグループBPCEのリスク管理
能力を制限するおそれがある。そのため、グループBPCEの損失は、歴史的基準が示すものより遥かに大きくなる可能
性がある。その上、グループBPCEの量的モデルは全てのリスクを考慮に入れていない。それらのリスクを管理するた
めのグループBPCEの定性的アプローチは不十分であり、不測の物的損失を被る可能性がある。加えて、今日までに重
要な問題は認識されていないものの、リスク管理制度は、詐欺を含む運用上の不具合によるリスクにさらされてい
る。
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BPCEのヘッジ戦略は損失リスクのすべてを排除するものではないこと。

事業においてさらされる様々なリスクをヘッジするためグループBPCEが使用している手段および戦略が効果を発揮
しない場合、グループBPCEは損失が生じるおそれがある。戦略の多くは、歴史的取引のパターンおよび相関関係に基
づいている。例えば、グループBPCEが資産をロングポジションで保有していた場合、そのポジションをヘッジするた
め、歴史的にロングポジションの価値の変動を相殺するような動きをする資産をショートポジションで保有する可
能性がある。しかしながら、グループBPCEは、一部ヘッジされるのみ、またはこれらの戦略が十分効果的に作用せず、
全ての市場環境もしくは将来のあらゆるリスクにおいてグループBPCEのリスク・エクスポージャーを軽減しないお
それがあり、リスクが増す可能性さえある。2007年以降に見られる国際金融市場の危機といった予期せぬ市場におけ
る展開も、グループBPCEのヘッジ戦略の有効性を低減させる可能性がある。その上、特定の無効なヘッジのもたらし
た利得および損失が計上される方法は、報告された収益における付加的なボラティリティをまねくおそれがある。

BPCEが買収またはジョイント・ベンチャーによる外部的な成長政策を認識、実行および統合することが困難である
おそれがあること。

BPCEの発展戦略は、中期的に外部的な成長取引、特にヨーロッパおよび国際リテール銀行部門のものを含む可能性が
ある。BPCEは、買収した企業または参加するジョイント・ベンチャーを審査するものの、あらゆる点で包括的な審査
を行うことは通常実現可能ではない。その結果、BPCEは予期せぬ法的責任を負う、買収またはジョイント・ベン
チャーが期待したほどの業績をあげない、予定されていたシナジーが全てもしくは一部成立しない、または取引によ
り費用が予想以上にかかるおそれがある。その上、業務を統合した事業体と、融合することが困難である可能性があ
る。発表された企業結合の失敗、もしくは買収した企業またはジョイント・ベンチャーのBPCEのビジネスへの統合の
失敗は、グループBPCEの収益性に物的に悪影響を及ぼす可能性がある。かかる悪影響は、主力従業員の離脱、または
BPCEが主力従業員引止めのための奨励金を提供せざるを得なくなることにより、費用増加および収益性の低下を引
き起こすおそれがある。ジョイント・ベンチャーの場合、BPCEは、負債、損失、またはBPCEの支配下にないシステム、統
制および社員に関するレピュテーション被害の影響下にあり、BPCEは付加的リスクや不確実性にさらされる。加え
て、BPCEとジョイント・ベンチャーのパートナーとの間における対立および不一致は、ジョイント・ベンチャーによ
り達成することを目的としている利益に悪影響をおよぼすおそれがある。

BPCEの国内市場であり、最も事業が集中するフランスおよび国際市場の激しい競争は、グループBPCEの銀行の純利益
および利益率に悪影響を及ぼすおそれがあること。

グループBPCEの主要なビジネス・エリアであるフランスおよびグループBPCEが事業活動を行うその他の国において
は、いずれも競争が激しい。グループBPCEは、取引の執行、商品およびサービス、革新性、評判ならびに価格を含む様々
な要因において競争している。また、グループBPCEは合併や新規参入者による競争激化に直面している。特に欧州の
金融サービス市場において合併は多くの企業を創り出し、それらの企業はグループBPCEのように、保険、貸付および
預金の仲買業務、投資銀行業務および資産運用サービスなどの幅広い商品を提供する能力がある。グループBPCEが、
魅力的かつ収益性のある商品およびサービスの提供によってフランスおよびその他の主要市場における競争環境に
対応し続けられない場合、事業の主要分野のマーケットシェアを失う、または一部もしくは全ての業務において損害
を被るおそれがある。その上、世界経済またはグループBPCEの主要市場の経済の減速は、競争圧力を増加するおそれ
があり、例えば、グループBPCEおよびライバル企業への物価圧力の増加および取引量の減少といったことがあげられ
る。健全性比率に関する別途の、またはより柔軟な規制およびその他要件の対象となり、より競争力のあるライバル
企業が市場に参入する可能性もある。そのため、これらの新規参入者はより競争力のある商品およびサービスを提供
できる可能性がある。技術的進歩およびeコマースの拡大により、預金の引き受けを行わない法人が従来は銀行商品
であった商品およびサービスを提供できるようになり、金融機関およびその他の会社は電子的かつインターネット
をベースとした金融ソリューション（電子証券取引を含む）を提供できるようになった。このような新規市場参加
者がグループBPCEの商品およびサービスに価格引き下げの圧力をかけ、あるいはグループBPCEのマーケットシェア
に影響を及ぼすおそれがある。

他の金融機関および市場参加者の財務の安定性および行動によりグループBPCEに悪影響が生じるおそれがあるこ
と。

グループBCPEが営業を行う能力は、他の金融機関および市場参加者の財務の安定性の影響を受ける可能性がある。金
融機関はとりわけ取引、決済、カウンターパーティーおよび融資業務によって相互に密接に関係している。セクター
参加者による債務不履行、またはひとつもしくは複数の金融機関あるいはより大きく金融業界一般に関する単純な
風評や疑問ですら、市場の流動性の大規模な縮小を招き、将来におけるさらなる損失または債務不履行を招くおそれ
がある。グループBPCEは、投資サービス会社、商業銀行または投資銀行、ミューチュアル・ファンドおよびヘッジファ
ンドといった複数の金融カウンターパーティーに加え、その他グループBPCEが通常の方法による取引を行う機関顧
客と関与しているため、グループBPCEは、そのカウンターパーティーまたは顧客のグループが義務を履行しない場合
に支払不能のリスクに晒される。このリスクは、グループBPCEが担保として保有する資産が売却できない場合または
その価格が不履行状態にある貸付もしくはデリバティブに関するグループBPCEのエクスポージャーすべてをカバー
できない場合に悪化し得る。

さらに、金融セクター参加者による不正行為または横領行為があった場合、とりわけ金融市場で営業する企業間の相
互連携が起因となり金融機関に重大な悪影響が生じるおそれがある。

上記リスクから生じる可能性のある損失は、グループBPCEの業績に大きな影響を及ぼす可能性がある。

BPCEの収益性および事業見通し(business prospect)は、風評リスクおよび法的リスクにより悪影響を及ぼされるお
それがあること。
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様々な問題が、グループBPCE事業体および事業見通しを風評リスクに晒し、阻害する可能性がある。かかる問題は、自

社の商品およびサービスの販売促進および市販のために不適切な手段を用いること、潜在的な利益相反の管理不十

分、法的および規制上の要求事項、競争問題、倫理的問題、マネーローンダリングに関する法、情報セキュリティポリ

シーおよび販売、ならびに取引業務（顧客に対する開示に関わる業務を含む。）に適切に対応しないことも含む。従

業員による不適切な行為、グループBPCEが関与する金融セクターの参加者による不正行為または資金横領行為、財務

成績の減少、再表示または修正、潜在的に不利な結果をもたらす法令上または規制上の措置により評判が害される可

能性もある。グループBPCEおよびその企業の評判に生じる損害は、ビジネスの喪失を伴う場合もあり、グループBPCE

の業績および財政状態を脅かす可能性が高い。これらの問題に的確に対応することに失敗した場合、更なる法的リス

クを招くおそれがあり、それは訴訟請求の件数ならびにグループBPCE事業体に対して主張される損害額の増加、また

はグループBPCE事業体を規制上の制裁の対象にする可能性がある。

 

 

(2)リスクマネジメント

 

①3つの柱

バーゼルII規制の枠組み

1988年にバーゼル銀行監督委員会（バーゼルII）により導入され、銀行の資本を不可分な三本の支柱に基づき規制

監督する。

第１の柱

第１の柱は、資本の最低要件を定めている。その目的は、銀行が、その信用リスク、市場リスク、およびオペレーショナ
ル・リスクに最低限対応するために十分な資本を保有することを確実にすることである。銀行は、その必要自己資本
を算出するにあたり、標準的手法または先進的手法を使用することができる。

第２の柱

これは、第１の柱を補足し、強化する健全性の監督のプロセスを定める。
これは、以下により構成される。
・ 銀行による、その全てのリスクの分析（第１の柱により既に対象とされている事項を含む。）。

・ 銀行による、それらのリスクを補償するために必要な経済資本の額の算出。

・ 健全性への対策の選択を通知するため、銀行のリスク内容についての銀行監督者自身の分析と、自行による分析
とを、銀行監督者が比較する（これは、最低要件を超える必要自己資本の形式または他のあらゆる適切な方法を
とる可能性がある。）。

第３の柱

第３の柱は、様々な情報開示要件を通じた市場規律の制定に関するものである。これらの要件は、定性的かつ定量的
であり、リスク・エクスポージャー、リスク評価の手順および適正自己資本についての評価における、財務の透明性
を改善する事を目的としている。
 

適用範囲

グループBPCEは、フランス金融健全性規制監督機構（Autorité de Contrôle Prudentiel、ACP）による連結規制目
的上の報告義務の対象である。そのため、第３の柱は連結ベースで作成されている。

健全性の連結範囲は、法定連結範囲に基づき定められている。二つの範囲の主な違いは、保険会社の連結方法である
（法定の連結方法にかかわらず、健全性の範囲における持分法が適用される。）。

下記の保険会社は、健全性の連結範囲内で持分法が適用される。

・ CNPアシュアランシズ

・ BPCEアシュアランス 

・ スラスール

・ ムラセフ

・ コファース

・ ナティクシス・アシュアランシズ

・ コンパニー・ウーロペエンヌ・ドゥ・ギャランティー・エ・ドゥ・コション

・ プレパール・ヴィー

・ プレパール・アイエーアールディー

 

資本管理方針
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適正自己資本の管理

2010年12月31日と比較して11十億ユーロ減少した、388十億ユーロ
37
リスク加重資産の最適管理および利益剰余金の

水準は、2011年に、グループBPCEの支払能力の向上をもたらした。結果として、2011年12月31日に、コアTier-1比率が
9.1％に達し、Tier-1比率が10.6％に増加した

37
。これは、それぞれ110および90ベーシス・ポイント

38
の改善である。

１年間の間に、いくつかの事項がグループBPCEの比率水準に対し重要な影響を及ぼした。

 

フランス政府への全額返済

グループBPCEは、フランス政府に対する返済を完了した。BPCEは３月に、100％政府保有の子会社である、国家資本参
加会社（SPPE）により保有されている、1.2十億ユーロの優先株式および10億ユーロの超劣後債の買戻を行った。

 

市場におけるハイブリット証券の買戻し

2011年10月に、BPCEは、発行済超劣後債の一部の早期償還を行った。概して、1.2十億ユーロの証券が額面価額で保有
されており（約250百万ユーロの利益。）、これは、コアTier-1比率の６ベーシス・ポイントに相当する。

 

ケス・デパーニュ・リテール・クライアント・セクターに対するIRBA手法の承認

フランス金融健全性規制監督機構は、2011年12月31日付で、グループBPCEに対し、ケス・デパーニュ・リテール顧客
セグメント（個人および小規模事業者）の必要自己資本を算出するために先進的内部格付手法（IRBA）を使用する
ことを承認した。

この承認は、グループBPCEがコアTier-1比率を約45ベーシス・ポイント改善する事を可能とし、これは、コアTier-1
資本の約1.7十億ユーロに相当する。

 

 
37　バーゼルIのフロアの効果を除く。

38　2010年の比率と比較し、フランス政府による全額返済の試算。

 

CRD IIIの実施

2009年７月に、バーゼル委員会は、2011年末にバーゼルII売買目的ポートフォリオに適用される規制の枠組みの改正
を行った（CRD IIIまたはバーゼル2.5として知られる改正。）。特に、この改正は、再証券化された商品に対する投資
に関連するリスクをカバーするためのより大きな財源を提供し、売買目的ポートフォリオに関連するリスクを、より
保守的に評価することを目的としている。

これは、以下によりグループBPCEのコアTier-1比率を約15ベーシス・ポイント減少させ、マイナスの影響を与えた。

・ 将来のリスクを測定する際に、例外的取引を考慮することによりバリュー・アット・リスク（VaR）のプロシク
リカリティを減少させることを目的として、ストレスの付加されたバリュー・アット・リスク（VaR）の追加要
件を検討したこと。

・ 売買目的ポートフォリオの非証券化信用金融証券の債務不履行リスクおよび信用格付推移を評価し、市場の流動
性リスクをよりヘッジするため、追加的リスクに係る自己資本賦課（IRC）を導入したこと。

 

フォンシア、ユーロシックおよびクレディ・イモビリエ・オテリエ（CIH）の売却

さらに、グループBPCEは、フォンシアに対するその持分と同様に、保有しているユーロシックの株式投資持分を、ネク
シティ（32.1％）およびバンク・パラティンヌ（20.1％）を通じて、バティパート、コヴィアおよびACMヴィに売却
した。これら２件の取引は、2010-2013年戦略プラン、≪トゥゲザー（Together）≫実施の一環であり、30ベーシス・
ポイントに換算される、1.1十億ユーロ規模のコアTier-1資本解放をもたらした。さらに、2012年１月19日に、グルー
プBPCEは、ケス・ドゥ・デポ・エ・ドゥ・ジェスティオン・マロケーヌ（CDG）に対し、クレディ・イモビリエ・オ
テリエ（CIH）に対する23.8％の間接株式投資持分の売却を完了し、グループBPCEの比率を改善した。

 

資本分配のステップ

グループBPCE、ネットワークおよび子会社の支払能力を保証するため、グループBPCEは、子会社（ナティクシス、クレ
ディ・フォンシエール・ドゥ・フランスおよびBPCE IOM）およびBPCE S.A.レベルで特定の行動計画を実施してい
る。資本の移動のメカニズムは、企業に適用された手法およびレバレッジの実施により、2011年中に運用が開始され
た。

 

ナティクシスおよびBPCEとの間で実施される、CIC保証メカニズムを通じた最適化経営

2011年10月末、フランス金融健全性規制監督機構は、2012年第１四半期中のP3CI金融商品の実施を認可した。これは、
ナティクシスの支払能力を改善し、コアTier-1比率を200ベーシス・ポイント強化した。

P3CIプロジェクトは、ナティクシスにより発行され、BPCEにより引き受けられた債券により構成される。これは、協同
組合出資証書（CIC）の価額を保証し、リスク加重資産を25.6十億ユーロ減少させることを可能にする。

この内部取引終了後、グループBPCEは、Tier-1およびコアTier-1支払能力比率において影響を受けることはない。
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クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランスの増資

2011年12月14日に、BPCEは、クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランスの1.5十億ユーロの増資を引き受けた。この
取引は、ギリシャのソブリン債へのエクスポージャーに対する引当て後の子会社の資本の増加を目的としていた。

 

BPCE IOMの増資

2011年６月30日に、BPCEは、BPCE IOMの265百万ユーロの増資を引き受けた。それにより、子会社は、特にバンカ・カ
リッジに対するBPCEの資本持分およびバンク・マルガシュ・ドゥ・ロセアン・アンディアン（BMOI）に対する過半
数投資持分（75％）の取得にかかる投資資金を調達することが可能となった。

 

グループBPCEの資本基盤の強化

BPCEの資本基盤を強化するため、2011年10月11日に、BPCEの監査役会は、ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ
（貯蓄銀行）それぞれが、BPCE資本に対するその持分の額まで引き受けた、2012年第1四半期中の、2十億ユーロの超
劣後債の発行を原則として承認した。

 

CASDENバンク・ポピュレール銀行への償還劣後ローンの設定

さらに、2011年12月末に、BPCEは、2010年に承認された100百万ユーロの償還劣後ローン（prêt subordonné
remboursable、PSR）に加えて、CASDENバンク・ポピュレール銀行に対する、100百万ユーロのPSRの承認を行った。

 

見通し

2012年に、グループBPCEは財政の安定を強化する目標の達成および次の規制上の期限を厳守するため引き続き尽力
する。

 

ソブリン・バッファー考慮後、欧州銀行監督機構（EBA）により設定された、2012年６月30日時点における９％の支
払能力比率の順守

創設以来、グループBPCEは、その支払能力の強化の道を歩んでいる。２年間で、グループBPCEのコアTier-1比率は、
2009年６月の6.4％から、2011年12月の9.1％へと上昇した（約270ベーシス・ポイントの上昇。）。

EBAにより設定された、コアTier-1比率（バーゼル2.5）にかかる2012年６月の９％の目標は、グループの目標と完全
に一致しており、過去２年間にグループBPCEが歩んできた過程と一致している。この目標は、欧州銀行監督機構によ
り算出された、グループBPCEの欧州ソブリン債へのエクスポージャーに対する市場割引に対応する、10億ユーロのソ
ブリン・バッファーを考慮している。この限定的な割引は、グループBPCEの、ユーロ圏の辺境国からの債務に対する
エクスポージャーが少ないことを反映している。

従来どおり、グループBPCEの支払能力の強化は、市場に依拠することなく、主に利益を準備金として積み立て、定期的
に協同組合株式を発行することにより行われる予定である。

 

バーゼルIII

2010年末に、バーゼル委員会は、適正自己資本を定義し、特定のリスクをヘッジするために必要自己資本の強化を目
的とする規制の枠組みを改正する、バーゼルIIIとして知られる新しい規制の枠組みを公表した。これらは、2013年１
月１日に効力を発する予定であり、2019年１月１日までに徐々に実施される。

 

 

自己資本比率

EUの資本要求指令（CRD）をフランス法に適用した2007年２月20日付の法令は、「金融機関および投資会社の必要自
己資本」を定義した。CRDが適用される金融機関は、常時少なくとも８％の自己資本比率を保たなければならない。こ
の比率は、下記の合計に対する資本の合計の比率に相当する。

・信用リスクおよび希薄化に対するリスク加重資産。

・市場リスクおよびオペレーショナル・リスクの健全性の監督のための必要自己資本に12.5を乗じたもの。

グループBPCEは、2007年２月20日の法令の対象であるため、最低自己資本比率８％を順守しなければならない。グ
ループBPCEによりリスク加重資産を算出するために使用される手法は、以下の資本の構成およびリスク加重資産に
記載されている。

2011年12月31日時点で、総合的な自己資本比率は11.1％であった。バーゼルIのフロアの効果を除いた総合的な自己
資本比率は11.6％であった。

2011年12月31日時点で、Tier-1比率は10.0％であった。バーゼルIのフロアの効果を除いたTier-1比率は10.6％で
あった。

2011年12月31日時点で、コアTier-1比率は8.6％であった。バーゼルIのフロアの効果を除いたコアTier-1比率は
9.1％であった。
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以下の資本の構成およびリスク加重資産、グループBPCEのリスク管理制度および信用およびカウンターパーティ・

リスクに記載されているデータは、ケス・デパーニュ・リテール顧客セクターへのエクスポージャーに対するリス

ク加重資産を算出するために、先進的内部格付手法（IRBA）を使用することについての、ACPによる承認による効果

を考慮せずに設定された、2011年12月31日付の規制目的上の報告書（COREP）であるが、2011年12月31日付で適用さ

れている。

しかしながら、上記で詳述されている比率には、この承認による効果も含まれている。

 

資本の構成およびリスク加重資産

規制目的上の自己資本は、資本について定める1990年２月23日付のCRBF規則第90-02号に従って決定される。

これは、Tier-1資本、Tier-2資本およびTier-3資本といった３つのカテゴリーに分類される。これらのカテゴリーか
ら控除が行われる。

これらのカテゴリー内の内訳は、健全性および安定性、従属の期間および度合いの低減により定義される。

A/　TIER-1資本

コア資本および控除

Tier-1資本は、以下により構成される。

・ 株式資本。

・ SPPEを通じてフランス政府が引き受けている優先株式。

・ 再評価準備金および資本に直接認識される利得または損失を含む準備金。

・ 発行または合併プレミアム。

・ 利益剰余金。

・ 親会社の持分所有者に帰属する当期純利益。

売却可能金融資産の未実現キャピタル・ゲインまたはロスは、資本として認識され、以下の通り修正再表示される。

・ 資本性金融商品については、純未実現キャピタル・ゲインが、控除済みの税金を差し引いたTier-1資本から控除
される。これらの税引前利益の最大45％までが、Tier-2資本に含まれる。純未実現キャピタル・ロスは修正再表示
されない。

・ キャッシュ・フロー・ヘッジにより、資本として直接認識される未実現キャピタル・ゲインまたはロスも除外さ
れる。

・ 負債性金融商品または貸付金および融資を含むその他の金融商品については、未実現キャピタル・ゲインまたは
ロスも除外される。

・ 損益計算書に認識された、売却可能資産の減損損失は修正再表示されない。

以下の控除が行われた。

・ 帳簿価額で保有および表示されている自己株式。

・ セットアップコストおよびのれんを含む無形資産。

 

その他のTier-1資本

少数株主持分：これには、グループBPCEにより保有される、株式投資に対する少数株主持分割合を含む。

 

ハイブリット証券

これらは、革新的または非革新的自己資本調達手段から成り、革新的自己資本調達手段に対しては累進的な報酬であ
る。これらは、Tier-1資本の制限の対象である。少数株主により保有される金融商品合計およびハイブリット証券に
ついても同様の制限の対象である。

B/　TIER-2資本

Tier-2資本は、以下の通りである。

・ 劣後債務または貸付金（永久劣後ローン債権）の発行による資本。

・ 規則第90-02号第4d条（償還劣後ローン）の条件を満たす資本。定期劣後債については、満期の４年前の時点で、
年間20％の健全性の観点からの割引が適用される。

・ 資本性金融商品については、税引前未実現キャピタル・ゲインの純額の最大45％までが、Tier-2資本として認識
される。

・ 内部格付手法を使用して算出された予想損失ならびに価値調整および関連するエクスポージャーにかかるポー
トフォリオにより評価された減損の合計とのプラスの差異。

C/　TIER-3資本
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Tier-3資本には、市場リスクをヘッジするためのみに使用される、様々な長期劣後債務（５年超）が含まれる。

D/　控除

控除は、金融機関および投資会社の株式資本の10％超、ならびに劣後ローンおよび資本を構成するその他のあらゆる
要素に相当する資本投資を含む。それらは、50％がTier-1資本に分類され、50％がTier-2資本に分類される。

保険セクターの企業により保有される資本投資、ならびに劣後ローンおよび資本を構成するその他のあらゆる要素
は、資本合計から100％控除される。
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E/　資本合計

百万ユーロ 2011年12月31日2010年12月31日

TIER-1資本   

株式資本および資本剰余金 26,188 26,819

利益剰余金 17,919 17,409

純利益 2,685 3,640

資本に直接認識される利得および損失 (1,656) (483)

親会社の持分所有者に帰属する持分の資本 45,136 47,385

資本に分類された永久超劣後債 (4,603) (6,762)

資本に分類された永久超劣後債を除く連結持分 40,533 40,623

少数株主持分 2,758 2,892

ハイブリットTier-1証券 5,694 7,874

Tier-1資本からの控除 (5,555) (6,718)

- のれん (4,712) (5,447)

- 無形資産 (844) (1,272)

健全性のフィルター 113 (1,196)

控除前Tier-1資本（A） 43,543 43,475

TIER-2資本

上位Tier-2資本 354 476

下位Tier-2資本 10,052 12,093

控除前Tier-2資本（B） 10,406 12,569

資本からの控除

銀行または金融機関に対する資本投資および劣後債務 (1,709) (1,784)

引当金および予想損失との間のマイナスの差異 (273) (245)

1,250％にウェイトされた証券化取引 (2,446) (2,886)

保険会社に対する資本投資 (4,151) (4,154)

資本からの控除 （C） (8,578) (9,070)

- Tier-1資本からの控除 (2,214) (2,458)

- Tier-2資本からの控除 (2,214) (2,458)

- 資本合計からの控除 (4,151) (4,154)

規制目的上の自己資本合計 （A）+（B）+（C） 45,371 46,974

Tier-1資本 41,329 41,017

Tier-2資本 8,193 10,112

Tier-3資本 0 0
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その他のTier-1資本：2011年12月31日付で発行された金融商品

発行日 発行会社 通貨 百万(原通貨)

2011年12月31日

百万ユーロ

2003年11月26日 BPCE EUR 800 471

2004年７月30日 BPCE USD 200 154

2004年10月６日 BPCE EUR 700 368

2004年10月12日 BPCE EUR 80 80

2005年１月25日 ナティクシス EUR 300 185

2006年１月27日 BPCE USD 300 232

2006年２月１日 BPCE EUR 350 350

2007年10月４日 ナティクシス EUR 750 372

2007年10月30日 BPCE EUR 850 509

2008年３月28日 ナティクシス EUR 150 150

2008年４月16日 ナティクシス USD 300 131

2008年４月30日 ナティクシス USD 750 143

2009年８月６日 BPCE EUR 52 52

2009年８月６日 BPCE EUR 374 374

2009年８月６日 BPCE USD 134 103

2009年８月６日 BPCE USD 444 342

2009年10月22日 BPCE EUR 750 750

2010年３月17日 BPCE EUR 1,000 818

優先資本

2003年10月27日 ナティクシス USD 200 110

合計 5,694

 

BPCEにより発行された、2011年12月31日時点において、合計4.603 十億ユーロ分が発行済である資本性金融商品は、
財務書類上で資本に分類されている。ナティクシスにより発行され、第三者により引き受けられた、2011年12月31日
時点において、合計1.091十億ユーロ分が発行済みである資本性金融商品は、財務書類上で少数株主持分として認識
されている。
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F/　リスク加重資産

2007年２月20日付の法令に従い、信用リスク・エクスポージャーは、以下の２つの手法により測定することができ
る。

・ バーゼルのエクスポージャー区分に従った、外部信用格付および特定のリスク・ウェイトに基づく「標準的」手
法。

・ 金融機関の内部格付制度に基づく「内部格付」（IRB）手法。

・ IRB手法は以下の２つの区分により構成される。

-　銀行が、自行による債務不履行発生率の予測のみを使用する「基本IRB」手法。

-　銀行が、リスク要素（債務不履行発生率、デフォルト時損失率、デフォルト時エクスポージャー、満期）の内部
予測の全てを使用する、「先進的IRB」手法。

百万ユーロ 2011年12月31日2010年12月31日

中央政府および中央銀行 596 378

金融機関 17,312 16,438

法人 77,979 72,149

リテール顧客 84,831 78,741

資本 3,929 5,880

証券化ポジション 9,932 9,693

信用リスク‒ 基本手法(1) 194,579 183,279

中央政府および中央銀行 670 176

金融機関 13,876 11,041

法人 88,028 92,455

リテール顧客 19,633 19,073

資本 23,685 26,304

証券化ポジション 4,122 3,976

信用リスク‒ 内部格付手法(2) 150,014 153,025

信用債務を含まないその他の資産(3) 13,592 17,617

信用リスク合計(A)=(1)+(2)+(3) 358,185 353,922

決済／支払リスク合計(B) 47 11

市場リスク合計 (C) 16,875 12,753

オペレーショナル・リスク合計 (D) 36,525 32,330

バーゼルIIリスク加重資産合計（フロアを除く） = (A)+(B)+(C)+(D) 411,632 399,016

TIER-1比率*を算出するために使用されるリスク加重資産合計* 412,987 407,316

全体的な比率を算出するために使用されるリスク加重資産合計** 411,632 404,253

*　バーゼルIリスク加重資産およびファクタリングの80％、リスク加重資産では、引当金および予想損失との間の50％ の差
異 （2011年12月31日時点でで合計1,355百万ユーロのリスク加重資産合計に対するバーゼルIフロアの効果。）

** バーゼルIリスク加重資産およびファクタリングの80％、リスク加重資産では、引当金および予想損失との間の差異 
（2011年12月31日時点でリスク加重資産合計に対するバーゼルIフロアの効果はない。）
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2011年12月31日時点のフロアを除くリスク加重資産の内訳

決済／支払リスクの相対的なウェイトは重要ではない。信用リスクは、グループBPCEにとって非常に重要である。

 

グループBPCEのリスク管理制度

リスク管理部

グループBPCEのリスク管理部は、目標を達成するため、リスク管理手続の有効性およびグループBPCEの財源、人材お
よびシステム資産におけるリスク水準との同等性を保証する。

リスク管理部は、グループBPCEの営業部門とは独立してその任務を遂行し、営業の取決め、特に、事業プロセスについ
ては、BPCEの取締役会により承認された、グループBPCEのリスク管理憲章に規定されている。銀行業務の監督規制の
対象となる系列企業、親会社および子会社のリスク管理部は、この委員会と強固な機能的関係を有している。その他
の子会社は、リスク管理部に対して機能的に報告を行う。

リスク管理部の主要な任務

グループBPCEのリスク管理部は、以下の様々な任務を行う。

・ 連結ベースでのリスク指針の作成への貢献、全体的なリスクの制限の指示、資本の分配に関する議論への参加、な
らびにこれらの制限および分配に基づきポートフォリオが管理されていることを確実にすること。

・ 取締役会が新たなリスク、集中およびその他の悪影響を特定することを助け、戦略の考案、リスクの分野およびあ
らかじめ定められた様々なショック・シナリオにおけるグループBPCEの回復力の特定を目的としたストレス・
テストの実施。

・ 地域のリスク管理委員会に参加することおよび／または全国レベルの会議およびワークショップにより部門を
統率することにより、リスク管理部門と強固な機能的なつながりを維持すること。

・ 連結リスクの測定、リスク・マッピング、リスク承認許可、リスク統制および報告に対する基準および手法の決定
および実施、ならびに法令により定められる原則および規則に従った法令の順守。

・ グループ規模でのリスク水準の評価および統制。この枠組みでは、相反分析を行う。

・ 制限違反の発見および解決を含む、継続中の監視、ならびに特に規制当局に対する、連結ベースでの集中された内
部および外部リスク報告について責任を負うこと。

・ 財務情報（評価手法、控除、引当て、時価の決定）を作成するための特定のプロセスの、二次的な管理に責任を負
うこと。

・ リスクの測定、統制、報告および管理に適用される基準の定義を行うことによる、IT部門との緊密な調整によるリ
スク情報システムの管理。リスク管理部は、リスク情報システムの信頼性に対し常時二次的な統制に責任を負う。

 

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 101/1163



現行のバーゼルIIの状況

顧客セグメント
ポピュレール

銀行
子会社を除くケス・デ
パーニュ（貯蓄銀行）

子会社

CFF／パラティンヌ／
BPCE IOM

ナティ
クシス

BPCE

旧BFBP／

旧CNCE

大規模法人（収入 >10億ユー
ロ ） IRBF 標準的手法 標準的手法 IRBAIRBF／標準的手法

法人（3百万ユーロ < 収入 <
10億ユーロ） IRBF 標準的手法 標準的手法 IRBAIRBF／標準的手法

リテール顧客 IRBA IRBA 標準的手法 IRBA
(1)

IRBF／標準的手法

金融機関 IRBF 標準的手法 標準的手法 IRBAIRBF／標準的手法

ソブリン IRBF 標準的手法 標準的手法 IRBAIRBF／標準的手法

(1)個人のリテール顧客には、標準的手法が使用される。
 
グループBPCEは、バーゼルIIの順守に関し、グループBPCE全てのプロジェクトを調整および監視を行う責任を有す
る、グループBPCE指揮部門を信頼し、バーゼルIIの順守への歩みを続けている。グループBPCEは、2011年12月31日付
で、ACPより、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）ネットワークのリテール顧客セグメントに対する内部手法（IRBA）使
用の承認を受けた。

リスク部のバーゼルIIプログラム部門が行う次なる主要プロジェクトは、クレディ・フォンシエール・ドゥ・フラ
ンスのリテール・セグメントおよびポピュレール銀行ネットワークの事業セグメントをIRBA手法に移行することで
ある。

 

信用およびカウンターパーティ・リスク

定義

信用リスクとは、銀行の顧客、ソブリン債の発行会社または他のカウンターパーティが、その金銭的責任を果たせな
くなることにより生じる損失リスクを表す。信用リスクには、銀行による資本市場取引および証券化業務にかかるカ
ウンターパーティ・リスクも含まれる。信用リスクは、特定のリスクまたは特定のカウンターパーティの債務不履行
の可能性の高さに対する高レベルのエクスポージャーから生じる集中リスクにより、さらに高まる場合がある。

信用およびカウンターパーティ・リスク管理組織

リスク測定は、各クライアントおよび取引に適用され、グループBPCEのリスク管理部がその遂行の決定および統制に
責任を有する格付制度に依拠している。

各企業内で行われる決定は、委任手続きの枠組み、連結ベースで各クライアント・グループに関連する制限の制度、
およびリスク管理部門にかかる相反分析の原則内で、より上位の信用委員会に対する報告をもたらす可能性のある
申立ての権利をもって、グループBPCEにおいて行われる。

グループBPCEおよび中央機関であるBPCEの委任制度は、以下の通り組織されている。

・ BPCEの子会社の信用委員会への委任。

・ ポピュレール銀行専属の信用リスク委員会への委任。

・ ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）専属の信用リスク委員会への委任。

・ ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）のコミットメント委員会への委任。

・ BPCEリスク管理委員会（中央機関）への委任。

・ グループBPCEのウォッチリストおよび引当金委員会への委任。

・ グループBPCEの信用委員会への委任。

 

格付方針

グループBPCE内で、２つのネットワーク（各クライアントセグメントに特有のもの。）に共通な内部格付手法が、個
人のリテール・クライアントおよび小規模事業クライアントに対して実施された。ナティクシスおよびポピュレー
ル銀行ネットワークにより共有されている、企業格付ツールの実施は、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）において開始
されている。

ポピュレール銀行の信用リスク委員会の対象範囲内の事案については、格付が、グループBPCEのリスク管理部による
提案に基づき委員会により承認される。
 
リスク監視
グループBPCE内のリスクの監視は、正確なリスク評価に対応すべき情報の質に関係する一方、リスクのレベルおよび
拡大も考慮されなければならない。承認された全ての企業において導入されている統制指標により、基準の正確な適
用が進められている。連結リスク管理部門とともに、監視部門は、主要なリスクの集中の特定を支援するため、ポート
フォリオ分析を確実に行う。

グループBPCE内の他の統制階層は、様々な当局に対する連結概要報告についても担う、グループBPCEのリスク管理部
の監督下で活動する。

慎重に扱うべき事案（ウォッチリストの事案
 39
、および複数の企業（ナティクシスを含む。）により共有される主要
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なリスクに対する引当て方針）は、グループBPCEのウォッチリストおよび引当金委員会により定期的に検討される。

 

上限および制限

グループBPCEのリスク管理部は、巨額のリスク・エクスポージャーの統制にかかる1993年12月21日付規則第93-05号
に基づき、グループレベルで、グループBPCEのリスク管理委員会に対する規制の上限を設定した。

上限のための内部制度（規制の上限よりも低い水準で、CRBF規則第90-02号の意義の範囲内での企業の純資本に基づ
き示される。）は、全てのグループ企業に適用される。グループBPCEのリスク管理部は、グループBPCEのリスク管理委
員会に対する規制の上限の順守を評価し、監視する。

さらに、グループBPCEの制限制度は、主要な資産分野に対して設定され、各資産分野において、グループBPCEが主要な
カウンターパーティ・グループに対して保持することを希望する最大レベルのエクスポージャーを設定し、監視す
ることを可能にした。

 

リスク・モデル

リスク管理部のモデルおよびモデル検証部門は、債務不履行および認識された損失の実績データに基づき、バーゼル
IIの信用パラメーターの評価を行うための原則を設定する。検証部は、独立して内部格付モデルの検証を行う。

実施される全ての作業は、必要自己資本のモデル化を行うために利用される。これは、バーゼルII規制に基づき付随
的に統制され、バックテストによる調整の対象となる場合がある。

リスクのためのグループBPCEの基準および手法委員会は、必要とされる変更の実施を最終的に検証する。

 

 
39　ウォッチリスト：特別に監視されているカウンターパーティのリスト。
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ストレス・テスト

ストレス・テストは、予想される損失、リスク加重資産および必要自己資本に関して、異なるポートフォリオ毎の
ショックに対する反応を測定することを目的としている。

シナリオは、特定の区分（影響を受けやすい事業セクター、企業資産分野）に対する変数の、総合的な一定または不
規則悪化に反映される、単一のショック（債務不履行発生率）に基づいている。

マクロ経済の内部管理ストレス・テストは、グループBPCEの信用ポートフォリオすべてに対しても実施されるため、
それにより経済成長率の減少の影響の評価も行われる。

 

2011年の実績

信用リスク部門は、リスクのためのグループBPCEの基準および手法委員会の会議において、銀行、法人、地方公共機関
（SPT）および金融セクターに対するリスクについての制限を設定する手法を決定し、検証した。これにより、主要な
カウンターパーティに対し、制限を設定することが可能となった。

同時に、SPTセグメントの信用リスク方針は、グループBPCEすべてに対して決定され、申告書が作成された。セクター
に対する方針についても決定され、特に≪影響を受けやすい≫セクターとみなされている、食品業界、消費財、交通、
建設および公共事業ならび旅行－観光業セクターについて決定された。

「影響を受けやすい」とみなされているカウンターパーティが厳重に監督され、複数の企業により共有される、主な
疑わしい事案に必要とされる引当てが整合性を有することを確実にするため、グループBPCEのウォッチリスト監視
制度は、引き続き強化される。追加的な引当基準は、既に決定されている。

さらに、信用リスク部門は、２つのネットワーク内における、クラスタリングの監視およびカウンターパーティ・グ
ループに対するグループBPCEの連結エクスポージャーのチェックを可能とするツールを展開し、変更を支持した。

最終的に、2011年末にケス・デパーニュ（貯蓄銀行）ネットワークのリテール顧客セグメントに対して承認された
IRBA手法、および2012年１月にケス・デパーニュ（貯蓄銀行）ネットワークにおける展開に備えて準備されている
事業に対する格付ツールとともに、リスク測定制度は引き続き最適化される。

 

手法および用語

標準的手法

FIBENのリストを通じた、コファースおよびフランス銀行によるものに加え、ムーディーズ、スタンダード・アンド・
プアーズおよびフィッチ・レーティングスの３社の格付機関が、規制目的上の計算に使用される信用格付を提供し
ている。

特定のエクスポージャーに対し、直接適用される外部の信用格付が存在しないが、発行会社に対する一般的な信用格
付もしくは特定の発行プログラムに対する信用格付が存在する場合には、ウェイトを決定する手順は、銀行および投
資会社に適用される規制目的上の必要自己資本にかかるフランス省令（ministerial order）第37-2条に基づき適
用される。

固定利付証券（債券）に関しては、特定の発行に対する外部格付が、発行会社に対する外部格付に優先する。特定の
債券発行に対する信用格付は、当該債券のポジションのウェイトを決定する上で考慮され、短期格付が長期格付に優
先する。発行に対して外部格付が存在しない場合には、設立国政府の信用度の格付からウェイトが推定される金融機
関に対するエクスポージャーという特定の場合を除き、優先債務についてのみ発行会社の長期外部格付が考慮され
る。

 

内部格付手法

ポピュレール銀行、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行） （2011年12月31日現在、リテール顧客セグメント。）およびナ
ティクシス・ネットワーク（リテールを除く。）に対し、グループBPCEは、以下に基づき、そのクライアントの格付を
行うための規制要件（バーゼルII、CRD）を満たす完全な制度を有している。

・ リテール顧客については、この制度は統計的な手法を用い、カウンターパーティの信用格付および取引において
予想される損失率といった２つの主要なパラメーターを考慮する。

・ 法人および大規模法人セクターについては、この制度は、カウンターパーティの信用力の定性的かつ定量的評価
に基づいており、また、営業チームおよびリスク管理者の専門知識を取り入れている。後者がポピュレール銀行お
よびナティクシス・ネットワークに対する検証および最終決定を行う。この機能は、2012年１月にケス・デパー
ニュ（貯蓄銀行）ネットワークに適用される。

・ カウンターパーティが金融機関およびソブリンの場合には、この制度は、内部格付または３社の外部格付機関の
うち最低の格付を行っている１社の格付に基づいている。ナティクシスは、グループBPCEの格付を独占的に行う。

 

用語

ソブリン：政府、中央政府および類似する、主権を有するカウンターパーティの地位にある地方公共団体または公的
機関、中央銀行、多国間の開発銀行および国際機関により発行された負債証券。

金融機関：規制金融機関および類似する、ソブリンの地位にない地方公共団体または公的機関に対する貸付金およ
び融資。

法人：大規模法人および中小企業（SME）に対する貸付金。

リテール顧客：個人顧客、ならびに小規模または中規模企業および個人事業主に対する貸付金。
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リテール顧客に対するエクスポージャーは、複数の区分に分類される：住宅ローン、更新可能ローン、個人向けその
他貸付、ならびに極小企業および小規模事業に対するエクスポージャー。

証券化：証券化取引に関連する貸付金。

資本：持分証券に相当するエクスポージャー。

その他の資産：この区分は、第三者に関連するリスクを除く全ての資産を含む（固定資産、のれん、ファイナンス・
リースの残存価額等。）。

EAD（デフォルト時エクスポージャー）:この金額は、デフォルト発生日において、クライアントにより支払われる。
この金額は、残存する資本残高、未払金額、利払日の到来していない未払利息、報酬および違約金により構成される。

RWA（リスク加重資産）：信用リスクの算出は、カウンターパーティの債務不履行リスクおよび債権の貸倒れのリス
クを考慮する、貸付残高のより正確なウェイトにより行われる。

PD（債務不履行発生率）:カウンターパーティの長期的な債務不履行発生率。

LGD（デフォルト時損失率）:貸付金に対する債務不履行時の予想損失率。

EFP:必要自己資本。
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総エクスポージャー区分および手法別の貸付金ポートフォリオの内訳

IFRS第７号にかかる情報開示。

百万ユーロ

2011年12月31日 2010年12月31日

合計 ４四半期の平均 合計

エクスポー
ジャー EAD RWA

平均エクス
ポージャー 平均EAD 

エクスポー
ジャー EAD RWA

ソブリン 165,496163,2801,266163,276160,866151,875149,597 554

金融機関 157,264149,80631,189156,681147,843152,378140,56927,479

法人 303,502249,574166,008296,325243,817293,987240,499164,604

リテール顧客 338,366315,052104,464328,664306,596315,321295,04097,814

証券化 38,69438,56114,05443,85842,72948,54546,87713,669

資本 12,05612,05227,61413,20113,18813,93613,90832,184

その他の資産 13,59213,59213,59215,39615,39617,61717,61717,617

合計 1,028,970941,916358,1851,017,401930,435993,660904,108353,922

 

2011年12月31日付で、グループBPCEの総エクスポージャーは、合計1,029十億ユーロとなり、対前年比で3.5％の増加
となった。法人およびリテール・クライアントに関連する主要なリスクは、75.5％のリスク加重資産に対する総エク
スポージャーの62.4％に相当する。金融機関の区分では、わずか8.7％のリスク加重資産に対する総エクスポー
ジャーの15.3％に相当する。

なお、2011年12月31日付のCorepによる発表は、改善されたリスク評価を通じたポートフォリオの良好な信用度を提
示し、グループBPCEのリスク加重資産の23.3十億ユーロの減少に相当する、フランス金融健全性規制監督機構によ
る、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）ネットワークのクライアント対する内部手法の使用にかかる承認を考慮してい
ない。

百万ユーロ

2011年12月31日

標準的手法 IRB

エクスポー
ジャー EAD RWA

エクスポー
ジャー EAD RWA

ソブリン 118,381116,778 596 47,11446,502 670

金融機関 89,59184,21017,31267,67365,59613,876

法人 105,59693,33677,979197,906156,23788,029

リテール顧客 208,668188,02384,831129,698127,02919,633

証券化 21,75421,620 9,932 16,94016,940 4,122

資本 4,046 4,041 3,929 8,011 8,010 23,685

その他の資産 6,820 6,820 6,820 6,772 6,772 6,772

合計 554,855514,829201,399474,114427,088156,786
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区分および手法別の総エクスポージャー内訳（信用およびカウンターパーティ・リスク別）

IFRS第７号にかかる情報開示。

百万ユーロ

2011年12月31日 2010年12月31日

標準的手法 IRB 合計 合計

信用リスク

カウンター
パーティ・
リスク 信用リスク

カウンター
パーティ・
リスク 信用リスク

カウンター
パーティ・
リスク 信用リスク

カウンター
パーティ・
リスクk

ソブリン 118,311 70 44,9012,213163,2132,283145,4736,402

金融機関 85,7533,83932,35235,321118,10539,159115,65436,724

法人 102,9342,662183,72614,180286,66116,841279,99913,988

リテール顧客 208,611 57 129,696 2 338,307 59 315,241 80

証券化 21,754 16,940 38,694 48,545

資本 4,046 8,011 12,056 13,936

合計 541,4086,627415,62751,716957,03558,343918,84957,194

 

総エクスポージャー合計に対するカウンターパーティ・リスクの割合は、比較的低いものである（5.7％）。カウン
ターパーティ・リスクの大半は、金融機関セグメントにより保有されている（67.1％）。

 

地域毎の内訳（総エクスポージャー）

IFRS第７号にかかる情報開示。

百万ユーロ

2011年12月31日
2010年12月

31日 

フランス

欧州 （フラ
ンスを除
く）

南北アメリ
カ
アジア／オ
セアニア

アフリカお
よび中東 合計 合計

ソブリン 150,7637,951 5,272 537 973 165,496151,875

金融機関 96,93237,21117,3264,565 1,230157,264152,378

法人 196,89744,41744,7959,044 8,350303,502293,987

合計 444,59289,57867,39214,14610,553626,262598,241

 

グループBPCEの総リスク・エクスポージャーは、主に欧州において保有されており（85.3％）、グループBPCEの伝統
的な市場である、フランスに特に集中している（71％）。この傾向は、ソブリンリスクに関して特に顕著であり、金融
機関および法人に関しては、特に欧州（フランスを除く）および南北アメリカにおいて、より広範な地域にわたって
エクスポージャーを有していることが分かる。
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セクター毎の内訳（総エクスポージャー）

グループBPCE法人および小規模事業

百万ユーロ

2011年12月31日 2010年12月31日

法人
プロフェッ
ショナル 合計 法人

プロフェッ
ショナル 合計

金融保険 64,097 856 64,95354,2071,40455,611

不動産賃貸 31,27923,40154,68032,12622,35554,481

不動産 25,5402,27327,81323,6412,27625,917

持株会社および多角経営 19,5511,96121,51122,6871,93324,620

サービス 12,5236,71619,23911,9906,83418,823

エネルギー 18,923 351 19,27418,100 295 18,395

建設および公共事業 11,8986,06717,96510,9946,14017,133

医薬品－医療 7,144 5,92913,0738,222 5,69913,921

小売 11,6493,04414,69310,5243,11013,634

交通 11,7431,93313,67511,0801,89412,974

食品業界 8,497 4,60413,1018,007 4,43312,440

消費財 8,161 4,07912,2417,659 4,23511,895

電気および機械工事 10,3621,70012,0629,348 1,71011,058

主要産業 9,487 785 10,2728,078 845 8,923

観光、ホテルおよびレストラン 4,678 4,805 9,483 4,044 4,618 8,661

メディア 7,458 505 7,963 7,932 617 8,549

国際コモディティー取引 8,759 60 8,819 8,363 0 8,363

技術 5,249 173 5,422 5,200 181 5,381

地方公共団体へのサービス 4,249 153 4,403 4,068 146 4,214

政府 836 12 848 617 7 624

その他 21,4202,54423,96527,1021,95929,061

合計 303,50271,952375,454293,98770,690364,678

 

2010および2011事業年度において、セクター種類別のエクスポージャーの内訳は安定しており、特に金融および保険
セクターに重点が置かれている。

 

債務者別集中（ソブリンを除く。）

IFRS第７号にかかる情報開示。

 

2011年12月31日 2010年12月31日

内訳 

（最大リスク合計に対
する総ウェイト）

資本に対するウェイト
（総額／ 

巨額のリスク資産）

内訳

（最大リスク合計に対
する総ウェイト）

資本に対するウェイト
（総額／ 

巨額のリスク資産）

最大債務者 5.1％ 16.4％ 2.6％ 7.8％

上位10債務者 24.4％ 78.8％ 18.3％ 54.7％

上位50債務者 58.3％ 188.6％ 55.2％ 164.6％

上位100債務者 79.6％ 257.5％ 78.2％ 233.3％

 

上位100債務者のウェイトは、特別な集中を示していない。

 

標準的およびIRB手法を使用した信用度によるエクスポージャー

IFRS第７号にかかる情報開示。

ソブリン、金融機関、法人およびリテール・クライアントの区分に対する信用度は、以下の表のとおりである。

それらは、以下のマッピングに対応している。

・ 標準的手法:保証の適用後、ウェイト比率、エクスポージャー区分、滞納金の支払額の概念に基づく（滞納金の支
払額は、体系的に格付６に分類される。）。

・ IRB：格付スケールに基づく（最終）格付に対するマッピングに基づく。
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百万ユーロ

2011年12月31日 2010年12月31日

標準的手法 IRB 標準的手法 IRB

総エクス
ポージャー EAD

総エクス
ポージャー EAD

総エクス
ポージャー EAD

総エクス
ポージャー EAD

1 204,849197,670106,39785,481217,779205,31589,30566,577

2 61,65358,33994,47386,09560,13156,25782,00972,986

3-4 220,967195,874179,525164,097197,830177,295176,990163,030

5-6 34,76730,46461,99759,69328,01924,66161,49959,584

不履行／デフォルト 7,469 4,82312,95512,7256,224 4,16112,83612,548

合計 522,236482,347442,391395,365503,758463,528409,803362,177

 

標準的手法および内部手法を使用した信用度の測定は、総エクスポージャーの約50％が低リスクであることを示し
ている。エクスポージャーの90％は、スケール１から４の間である。

なお、2011年に信用格付によるエクスポージャーの分類方法が変更された。関連する比較を行うため、2010年12月31
日付のデータを試算として表示している。
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IRBFを利用して算出された範囲

 2011年12月31日

IRBF
 (1)

百万ユーロ

内部カウ
ンター
パーティ

総エクス
ポー
ジャー

／オン・
バランス
シート・
エクス
ポー
ジャー

／オフ・
バランス
シート・
エクス
ポー
ジャー EAD

予想損失
（EL） RWA

平均RW 
（EADによ
るウェイ
ト）

ソブリン 1 27,50527,218 90 27,483 0 278 1.0％

2

3

4 25 25 0 25 0 9 37.7％

5

6 0 0 0 0 0 251.9％

不履行を除く合計  27,53027,243 90 27,508 0 287 1.0％

不履行  0 0 0 0

金融機関 1 10,5388,992 899 10,490 1 1,55214.8％

2 9,2566,6011,4639,018 3 1,56217.3％

3 1,578 833 724 1,395 1 614 44.0％

4 846 756 71 823 11 1,064129.3％

5 904 896 8 900 23 1,490165.6％

6 590 590 590 26 1,191201.9％

不履行を除く合計  23,71218,6673,16623,216 65 7,47232.2％

不履行  112 110 2 112 50

法人
 (2)

1 4,8754,350 262 4,738 1 680 14.4％

2 6,0444,978 736 5,760 2 1,23821.5％

3 7,1264,8912,2126,305 15 4,15465.9％

4 22,79219,2233,47821,591 170 19,75091.5％

5 11,0498,9002,08510,325 265 14,726142.6％

6 250 202 48 238 20 499209.7％

不履行を除く合計  52,13542,5458,82248,957 473 41,04783.8％

不履行  2,4942,160 332 2,3751,052

不履行を除くIRBF合計 103,37788,45512,07899,681 538 48,80649.0％

不履行IRBF合計 2,6062,269 335 2,4871,102 0 n/a

IRBF合計 105,98390,72412,412102,1671,64048,806 N/A

(1)総エクスポージャーの欄には、信用およびカウンターパーティ・リスクが含まれる。オン・バランスシートおよびオフ・バ
ランスシートの欄は、信用リスクのみにかかるものである。

(2)ウェイトにより算出されたものを除く、特定金融エクスポージャー。
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IRB手法を利用したウェイトにより算出された特定金融エクスポージャー

百万ユーロ 2011年12月31日 2010年12月31日

ウェイト
総エクス
ポージャー RWA EL

総エクス
ポージャー RWA EL

0％ 0.4 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1

50％    0.9 0.5  

70％ 19.4 13.6 0.1 22.0 15.4 0.1

90％ 2.7 2.5 0.0 9.8 8.8 0.1

115％ 8.2 9.4 0.2    

250％    0.9 1.9 0.06

合計 30.7 25.4 0.5 33.9 26.6 0.4

 

 

エクスポージャーは、ほぼIRBA手法のみを用いて算出された。

IRBF 
(1)

百万ユーロ

2011年12月31日

内部カウ
ンター
パーティ

総エクス
ポー
ジャー

／オン・
バランス
シート・
エクス
ポー
ジャー

／オフ・
バランス
シート・
エクス
ポー
ジャー EAD

予想損失
（EL）平均LGD RWA

平均RW 
（EADに
よるウェ
イト）

健全、敏感
かつ 

格付されて
いないEAD
に対する平

均PD 

比率 

ソブリン 1 19,31115,2272,08318,757 0 8.2％ 47 0.25％ 0.00％

2 55 55 55 0 35.0％ 4 6.50％ 0.03％

3

4 84 26 44 50 0 80.8％ 59117.36％1.58％

5 0 0 0 0 19.3％ 0 64.65％6.04％

6 81 76 3 80 9 57.1％ 273341.85％19.46％

不履行を除く合計  19,53115,3852,13018,942 9 8.7％ 3822.02％ 0.09％

不履行  53 53 53 55 45.0％ 0

金融機関 1 9,736 879 2909,581 0 17.6％ 7427.75％ 0.03％

2 26,9782,3101,13626,375 2 26.8％2,2248.43％ 0.04％

3 3,5991,4791,2203,135 4 42.4％1,52348.59％0.33％

4 2,9932,160 3942,721 13 37.7％1,68461.89％2.13％

5 169 55 110 83 2 70.6％ 182218.00％3.59％

6 12 10 2 11 1 50.3％ 49457.73％12.63％

不履行を除く合計  43,4866,8933,15241,906 24 26.7％6,40415.28％0.21％

不履行  363 362 0 362 28175.1％ 0

法人 1 34,4114,90527,58614,412 1 25.3％1,3469.34％ 0.02％

2 27,4846,69915,14520,958 5 31.9％3,47816.59％0.07％

3 42,85520,10219,70834,881 46 28.0％14,99743.00％0.48％

4 27,32116,6009,11624,14515028.5％18,28675.73％2.02％

5 5,7783,7831,7825,175 66 27.2％4,83793.45％4.53％

6 1,090 434 63 1,060 43 30.9％1,693159.67％13.57％

不履行を除く合計  138,94052,52373,400100,63231128.6％44,63744.36％1.04％

不履行  4,3043,687 2254,2401,49132.1％2,319
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IRBF 
(1)

百万ユーロ

2011年12月31日

内部カウ
ンター
パーティ

総エクス
ポー
ジャー

／オン・
バランス
シート・
エクス
ポー
ジャー

／オフ・
バランス
シート・
エクス
ポー
ジャー EAD

予想損失
（EL）平均LGD RWA

平均RW 
（EADに
よるウェ
イト）

健全、敏感
かつ 

格付されて
いないEAD
に対する平

均PD 

比率 

抵当貸付 1

2 4,7924,714 79 4,752 0 10.0％ 1092.30％ 0.09％

3 5,0674,952 1155,010 2 10.0％ 3196.36％ 0.35％

4 12,24311,97127212,107 20 10.0％2,10917.42％1.65％

5 4,8624,753 1094,808 36 10.0％1,97741.12％7.52％

6 1,4791,456 23 1,467 41 10.0％ 84157.30％27.99％

不履行を除く合計  28,44427,84659728,145 99 10.0％5,35519.03％3.53％

不履行  753 744 9 750 19925.7％ 0

更新可能エクスポー
ジャー 1

2 1,198 311 8871,131 1 21.3％ 15 1.36％ 0.11％

3 773 261 512 748 1 20.5％ 27 3.56％ 0.34％

4 1,296 654 6411,316 5 20.5％ 15711.91％1.66％

5 621 415 206 658 12 20.5％ 23735.99％8.56％

6 105 87 18 108 6 20.8％ 6357.77％28.67％

不履行を除く合計  3,9931,7282,2653,961 24 20.8％ 49812.57％2.85％

不履行  76 69 6 71 22 30.5％ 0

プロフェッショナルを
除くその他のリテール
顧客のエクスポー
ジャー 1

2 18,60117,1861,41517,982 4 12％ 5042.80％ 0.09％

3 15,15414,27288214,831 6 12％ 1,0787.27％ 0.35％

4 22,19620,5641,63221,690 48 13％ 3,28215.13％1.66％

5 7,7326,809 9247,492 84 16％ 1,91725.59％7.42％

6 2,2172,047 1702,172 98 16％ 86139.63％28.26％

不履行を除く合計  65,90160,8795,02264,167240 13％ 7,64111.91％2.49％

不履行  2,0361,967 69 2,009 66733.8％ 60

中小企業およびプロ
フェッショナル 1

2 59 (3) 62 59 3 45.0％ 2 3.14％ 0.43％

3 1,4021,142 2601,356 1 17.5％ 16612.21％0.43％

4 12,16710,9441,22211,958 33 14.9％2,21718.54％1.73％

5 8,5587,561 9978,330 96 16.7％2,29627.56％6.78％

6 3,5453,239 3073,470 15716.4％1,39840.29％27.55％

不履行を除く合計  25,73122,8822,84725,17528916.0％6,07824.14％6.89％

不履行  2,7652,549 2152,7511,02436.5％ 0

不履行を除くIRBA合計 326,026188,13689,414282,92799719.5％70,99625.09％1.98％

不履行IRBA合計 10,3499,431 52510,2373,73936.2％2,379 N/A N/A

IRBA合計 336,375197,56789,939293,1644,73620.1％73,375N/A N/A

(1)総エクスポージャーの欄には、信用およびカウンターパーティ・リスクが含まれる。オン・バランスシートおよびオフ・バ
ランスシートの欄は、信用リスクのみにかかるものである。

 

外国為替およびレポ取引にかかるカウンターパーティ・リスクに対するエクスポージャー

百万ユーロ

2011年12月31日 2010年12月31日

標準的手法 IRB 合計 標準的手法 IRB 合計

デリバティブ       

ソブリン 55 1,314 1,368 30 4,959 4,989

金融機関 3,793 27,81231,605 3,863 26,25830,120
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法人 2,549 10,07612,626 1,342 9,535 10,877

リテール顧客 57 2 59 78 2 80

合計 6,454 39,20445,658 5,313 40,75346,066

レポ取引       

ソブリン 15 899 915 15 1,398 1,413

金融機関 46 7,509 7,554 7 6,596 6,604

法人 112 4,103 4,216 97 3,015 3,112

合計 173 12,51212,685 120 11,00911,129

 

市場取引に関連するカウンターパーティ・リスクは、主に外国為替およびレポ取引（それぞれ69％および60％の未
払残高を有する。）の両セグメントのための金融機関が負担する。

　　次へ
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信用リスク低減方法

リスク部

リスク部は、グループBPCEの内部および外部規則により管理される。これらの規則は、リスク管理において必須のも
のである。規制上の制限内の、内部の上限は、2011年１月１日以降、連結ベースの全ての企業に対して適用される。グ
ループ企業は、さらにユニット、セクター、地域的な制限の対象となる。グループレベルでは、一時的な制限措置が、認
識された変化に応じて決定されることがある（セクター凍結等。）。

連帯保証の提供者

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は、利用される物的担保権に加えて、リテール銀行に対する連帯保証の提供者に対す
るアクセスを有している。ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は、コンパニー・ウーロペエンヌ・ドゥ・ギャランティー
・エ・コション（CEGC）（ナティクシスを通じてグループBPCEにより保有されていた旧SACCEF。）、フォン・ドゥ・
ギャランティ・ア・ラセシオン・ソシアル・ア・ラ・プロプリエテ（FGAS）を主に利用し、より少ない程度で、クレ
ディ・ロジュマン（金融機関であり、主要なフランス銀行ネットワークのほぼすべての子会社である。）を利用す
る。これらの機関は、銀行貸付、特に住宅ローンの保証に特化している。

2011年12月31日より、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）ネットワークは、リテール顧客セグメントに対する内部格付手
法の使用を認められている。これらの保証は、このセグメントに対する加重エクスポージャーを算出する際に考慮さ
れる。

フォン・ドゥ・ギャランティ・ア・ラセシオン・ソシアル（FGAS）は、担保付貸付に対するフランス政府からの保
証を提供する。FGASの保証が2006年12月31日以前に付与された貸付金は、０％のウェイトが付され、当該日付以降に
保証を付与された貸付金は、15％のリスク・ウェイト付されている。

ポピュレール銀行は、利用されている物的担保権に加えて、従来から、共同保証会社SOCAMI（住宅ローン）および
SOCAMA（職人用貸付）を利用してきた。また、ポピュレール銀行は、CASDENバンク・ポピュレールに、フランス全国教
育制度、クレディ・ロジュマンおよび現CEGCの公務員に対する貸付金の担保を依頼する。

住宅ローンについては、ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は、MGEN、ミュテュエル・ドゥ・ラ
・ジャンダルムリー等さらに複数の共同保証会社を利用する。

2011年中、Oséoは、引き続き小規模事業および法人クライアントに対して利用されてきた。

グループ内保証は、グループBPCE内で使用されている。この場合、連帯保証の主な提供者は、ケス・デパーニュ（貯蓄
銀行）、ポピュレール銀行またはBPCEである。

 

物的担保権を構成する金融商品の評価および管理

不動産関連保証に対する再評価ツールは２つのネットワークにおいて利用可能となった。

ポピュレール銀行ネットワークは、全てのリスク・セグメントの住宅、事業資産および担保資産に対する保証の再評
価を行うツールを現在利用している。

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）ネットワークは、全てのリスク・セグメントの住宅に対する保証の再評価を行う
ツールを利用している。

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は、主に考慮される２種類の物的担保権（住宅抵当権および共同保証社会からの保
証。）を有している。これらは取得された物的担保権の過半数に相当する。一定の金額を超える保証に対しては、より
強化された評価プロセスが実施される。

ポピュレール銀行において、住宅ローン以外に、再評価ツールにおいて同じく考慮される物的担保権は、車両、材料お
よび機器への担保、ヨット抵当貸付および事業資産への担保に対する保証である。
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エクスポージャー区分別の人的および物的保証の付与されているエクスポージャー

百万ユーロ

2011年12月31日2010年12月31日

個人保証およびクレジット・デリバ
ティブ 物的保証

個人保証お
よびクレ
ジット・デ
リバティブ

合計
物的保証合

計個人保証

クレジット
・デリバ
ティブ 合計 物的保証

物的保証（
不動産）

物的保証（
金融商品）

ソブリン 3,493 0 3,493 2 2 0 683 1

金融機関 20,613 171 20,7844,545 13 4,532 5,627 538

法人 46,7532,22948,98338,87421,60317,27116,69213,999

リテール顧客 72,171 0 72,17187,84383,2254,61735,37835,533

合計 143,0312,400145,431131,264104,84326,42158,38150,071
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2011年12月31日現在の欧州ソブリン・エクスポージャー
(1)

2011年12月31日に、グループBPCEは、欧州銀行監督機構（EBA）により確立された形式に基づいて、EEA諸国30ヶ国に
対するエクスポージャーのアップデートを行った。

(2)

百万ユーロ

2011年12月31日
付直接的エクス
ポージャー総計

2011年12月31日付正
味直接エクスポー
ジャー（デリバティ

ブを除く） ／銀行勘定
／売買目的
保有勘定

2010年12月31日付正
味直接エクスポー
ジャー（デリバティ

ブを除く）

オーストリア 92 38 3 35 423

ベルギー 2,807 2,149 2,638 (489) 481

ブルガリア 0 0 0 0 0

キプロス 126 126 126 0 128

チェコ共和国 179 179 179 0 251

デンマーク 95 95 95 0 106

エストニア 0 0 0 0 0

フィンランド 54 (27) 0 (27) (14)

フランス 36,028 28,875 29,451 (576) 27,867

ドイツ 4,197 (3,571) 4 (3,575) (6,054)

ギリシャ
(3)

1,556 631 576 54 1,232

ハンガリー 120 103 117 (14) 47

アイスランド 0 0 0 0 0

アイルランド 158 158 158 0 302

イタリア 5,359 2,746 2,560 187 3,159

ラトビア 0 0 0 0 0

リヒテンシュタイン 0 0 0 0 0

リトアニア 63 63 0 63 90

ルクセンブルグ 3 3 3 0 4

マルタ 0 0 0 0 0

オランダ 950 99 0 99 71

ノルウェー 0 0 0 0 0

ポーランド 568 568 564 3 524

ポルトガル 163 82 97 (15) 183

ルーマニア 0 0 0 0 0

スロバキア 238 238 238 0 192

スロベニア 247 247 247 0 202

スペイン 773 (33) 41 (74) (116)

スウェーデン 0 0 0 0 0

英国 1 1 1 0 6

合計 53,780 32,770 37,099(4,330) 29,083

 

デリバティブを除く正味直接エクスポージャーは、2011事業年度に若干増加した。

 
 
(1) 連結ベースでの銀行活動のエクスポージャー。

(2) 欧州銀行監督委員会（CEBS）であった、欧州銀行監督機構（EBA）。

(3) 2011年12月31日時点における銀行ポートフォリオの正味直接エクスポージャーは、名目価額で300百万ユーロを上限とする、独立した金融保証を有している。
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市場リスク

定義

市場リスクは、価格、金利、為替レートおよびボラティリティ等の市場パラメーターの変化に関連する損失リスクと
定義される。

市場リスクには以下の３つの主要な要素がある：

・ 金利リスク：事後的な金利の変動に関連し、債権または債務の保有者が被るリスク。

・ 為替相場リスク：自国通貨に対する為替相場変動のリスクを有する、外国通貨建ての債権または債務に関連する
リスク。

・ 株価の変動によるリスク：特定の金融資産に対する投資の価格に関連するリスク。

 

市場リスク管理

リスク監視

リスク管理部の市場リスク管理サービスは、グループBPCEの市場リスク管理委員会からの定期的な調査の対象と
なっている、BPCE内の市場業務の統制に対して責任を有している。

商業銀行業務分野では、リスクは、売買目的保有勘定と資産負債管理事業ユニットおよび中長期の管理という金融業
務の区分に従って管理される。リスク監視は、リスク管理部により実施されている。

ポピュレール銀行については、BREDバンク・ポピュレールのみが資本市場事業を有している。ポピュレール銀行は、
バリュー・アット・リスク（VaR）、感応度およびストレス・シナリオ指標を用い、自行の財務および取引窓口業務
の日々の監視を行う。

ナティクシスについては、市場業務の重要性が、会社による自社のリスク管理の実施を示唆している。

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）およびBPCEの子会社については、売買目的ポートフォリオ業務の日々の監視は、リス
ク管理部のバリュー・アット・リスク（信頼水準99％、保有期間１日）、ストレス・テストおよび規制制限の順守に
よる監督に基づいている。

ナティクシスにより開発された、自己勘定のバリュー・アット・リスク計算システムは、グループBPCEにより利用さ
れている。このシステムは、連結レベル、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）およびBPCEの子会社レベルでは日常ベース
での市場リスクの測定、監視および統制のためのツールを提供し、様々なポートフォリオ間の相関を考慮している。
このシステムは、2012年初旬に完了したグループBPCEのバリュー・アット・リスク（VaR）プロジェクトの一部とし
て、2011年にポピュレール銀行ネットワークの売買目的ポートフォリオまで拡張された。

同時に、リスク管理部は、グループBPCEのすべての機関に対するストレス・シナリオの定義および実施のために努力

を続けてきた。
40
これらの全体的かつヒストリカルなストレス・シナリオは、ナティクシス、BREDバンク・ポピュレー

ル、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）ネットワークおよびBPCEの子会社においても実施されている。

全ての制限（事業指標、バリュー・アット・リスク（VaR）、およびストレス・テスト)は、各リスク管理部により
日々監視されている。全ての制限違反は通知される。該当する場合には、問題となっているポジションに関する取締
役の決定をもたらす可能性がある（解約、ヘッジ、保持等。）。

 

 

40　ポピュレール銀行ネットワーク（BREDバンク・ポピュレールを除く。）は、取引活動がなかったため、ストレス・テストの計算の範囲に含ま

れていない。
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財務・中央銀行担保管理一元化の監視

2011年上半期以来、BPCEの中央財務部は、グループBPCEの流動性を誘導し、最適化し、確実にする目的の財務・中央銀
行担保管理一元化を確立するため、ナティクシスの財務部と統合した。

リスクおよび経済効果の日々の監視は、すべての財務・中央銀行担保管理一元化業務において行われる。特に、モン
テカルロ法バリュー・アット・リスク（VaR）（信頼水準99％、保有期間１日）が計算される。

 

財務・中央銀行担保管理一元化は、グループBPCEのバランスシートにおける全体的なバリュー・アット・リスク
（VaR）の制限および以下の二次的な制限の対象である。

・ 短期中央財務業務

・ 長期中央財務業務

・ レポ取引

・ 取引範囲

金利への感応度（総合的およびタイムバケットの双方に基づくもの）およびカウンターパーティに関する事業制限
の順守は、日々監視されている。

特定のストレス・シナリオおよび各機関のエクスポージャー制限（個人および１日に処理される累積取引のに対す
るもの。）がこの業務の統制システムを完全にする。

 

ワークアウト・ポートフォリオの監視

ナティクシス・アセット・マネージメントは、旧ケス・ナシヨナル・デ・ケス・デパーニュの自己勘定業務のワー
クアウト・ポートフォリオの運営委任を引き続き行う。リスクの委任については、損益の観点から、行われた売上お
よびポートフォリオ監視をBPCEの月次取締役委員会会議において提示する、ナティクシス・アセット・マネージメ
ントにより行われる管理に関して、BPCEにより定義された。リスクの調査は、グループBPCEの市場リスク管理委員会
の一部であるリスク管理部により行われる。

 

市場リスク測定手法

IFRS第７号にかかる情報開示。

市場リスク監視システムは、以下のより直接的に識別可能な基準に焦点を当てるとともに、業務の管理に利用される
３つの指標（全体的ベースおよび共通の業務毎。）に依拠している。

・ 原資産価格の変動、ボラティリティまたは相関関係の変動、名目価額、多様化指標に対する感応度。これらの定性
的かつ定量的事業指標に対応する制限は、バリュー・アット・リスク（VaR）、ストレス・テストおよび損失警告
制限を補完する。

・ バリュー・アット・リスク（VaR）（保有期間1日、信頼水準99％）によるグローバルな市場リスク測定の日々の
評価。

・ 過酷な市場環境のポートフォリオにより潜在的に維持される損失を測定するため、ストレス・テストも採用され
る。グループBPCEのシステムは、グローバルなストレス・テストおよび各業務に特定のストレス・テストに依拠
している。

関係する事業ライン特有の報告は、関係する運営担当者および管理者に日々送付される。

ナティクシスについては、市場リスクに関する全般的な報告も、執行経営陣、BPCEおよびフロント・オフィス管理者
に対して日々送付される。さらに、保証分野特有の報告については、BPCEに対して日々送付される。

バリュー・アット・リスク（VaR）の計算ならびに仮想およびヒストリカルなストレス・シナリオに関する、グルー
プBPCEの市場リスクの月次連結審査は、会社に対するリスク報告に加えて、グループBPCEの市場リスク管理委員会に
提示される。

感応度

感応度制限の順守の監視および統制は、リスク管理部により各事業体レベルにおいて日々行われている。制限の違反
が発生した場合、事業制限内でそれに対応する必要な対策を決定するための警告手順が始動される。

 

バリュー・アット・リスク（VaR）

市場リスクは、特定の信頼水準（99％）および保有期間（１日）における各業務の潜在的損失を決定する、総合的な
バリュー・アット・リスク（VaR）計算を通じても監視およびアクセスされる。算出目的で、ポートフォリオの価値
を決定する市場パラメーターの共同反応は、統計データを利用してモデル化される。

内部計算ツールを利用した、リスク・ファクターに関連する全ての決定は、全ての関係するプレーヤー(リスク管理
部、フロント・オフィスおよび経営成績サービス)を含む委員会により定期的に修正される。リスク・ファクターの
関連性を測定する定量的および客観的ツールも利用される。

バリュー・アット・リスク（VaR）は、異なるリスク・ファクターに基づく非線形ポートフォリオの予想収益率を考
慮するモンテカルロ法を用いたデジタル・シミュレーションに基づいている。これは、グループBPCEの売買目的ポー
トフォリオの全てについて日々計算および監視され、グローバルレベルおよび各業務おいて決定されるバリュー・
アット・リスク（VaR）制限も決定される。
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バリュー・アット・リスク（VaR）の堅実性は、日常の取引（バックテスト）の結果と比較して定期的に測定され
る。これにより、バリュー・アット・リスク（VaR）により事前に予想される損失の可能性と実際の損失とを後に比
較することが可能となる。

ナティクシスにより使用される内部バリュー・アット・リスク（VaR）モデルは、2009年１月にフランス金融健全性
規制監督機構により承認された。そのため、ナティクシスは、承認された範囲で市場リスクにかかる資本の計算に、バ
リュー・アット・リスク（VaR）を利用する。

 

ストレス・テスト

グローバルなストレス・テストは、日々計算され、以下の３つのカテゴリーに分類される。

・ ヒストリカル・ストレス・テストは、過去の危機において認識された市場パラメーターの変化と、それが現ポジ
ションおよび損益計算書に及ぼす影響の再現を行う。これらは、既知のシナリオに対するグループBPCEの業務の
エクスポージャーを評価するために使用することができる。2010年以来、11件のヒストリカル・ストレス・テス
トが行われている。

・ 仮想ストレス・テストは、初期のショックの伝播に関する妥当な想定に基づく、全ての業務における市場パラ
メーターの変化のシミュレーションにより構成される。これらのショックは、経済的基準（不動産危機、経済危
機）、地政学的な判断（欧州におけるテロ攻撃、中東における政権の崩壊）またはその他の要因（鳥インフルエ
ンザ）にしたがって定義されたシナリオに基づいている。グループBPCEは、2010年以来、６件の理論上のストレス
・テストを実施している。

・ 特定のストレス・テストは、マネジメント・ツールにおいて日常的に計算され、すべての分野に展開され、警告の
対象となる。これは、同一の重大性の基準に基づき定められており、ポートフォリオ毎の主要な損失分野の特定を
目的としている。

 

市場リスク測定の定量的データ

グループBPCEのバリュー・アット・リスク（VaR）

グループBPCEのバリュー・アット・リスク（VaR）プロジェクトは、2011年12月31日時点で15.8百万ユーロに達し
た、グループBPCEの売買目的分野の連結バリュー・アット・リスク（VaR）（モンテカルロ法VaR（信頼水準99％、保
有期間１日））を確立した。
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ストレス・テストの結果

2011年12月31日時点の全体的なストレス・テスト

 

 2011年12月31日

百万ユーロ

ストレス・
テスト１
株式市場指
数の低下

ストレス・
テスト２
金利の上昇

ストレス・
テスト３銀
行による債
務不履行

ストレス・
テスト４
商品の価格
ボラティリ
ティの上昇

ストレス・
テスト５
新興市場危

機

ストレス・
テスト６ 
影響力を有
する企業に
よる債務不

履行

ナティクシス (28) (32) (77) (30) (51) (7)

CIB (37) (13) (61) (11) (51) (9)

GAPC 9 (19) (16) (19) 2

BREDバンク・ポピュレール (26) (9) (72) (38) (5) 

取引窓口 2 (1) (38) (16) 1  

中央財務部門 (28) (8) (35) (23) (5) 

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）および
BPCEの子会社 (5) (2) (6) (4) (3) (1)

売買目的保有勘定 (5) (2) (6) (4) (3) (1)

売買目的保有勘定全体 (59) (43) (155) (73) (58) (8)

 

最も影響を有する仮想ストレス・テストは、以下に関するものである。

・ 長期信用ポジションの強化により発生した、ナティクシスのCIB分野内の金融機関の債務不履行。

・ 市場指数の低下。

・ 商品価格のボラティリティの上昇。

 

 2011年12月31日

百万ユーロ

1987年
の株価
大暴落

1990年
の湾岸
戦争

1994年
の債券
大暴落

1997年
のアジ
ア通貨
危機

1998年の
ロング・
ターム・
キャピタ
ル・マネ
ジメント
（LTCM）
破綻

2001年９月
11日

2002年
の信用
危機

2007年
の連邦
準備銀
行

（FED）
による
措置

2008年
の企業
危機

2008年
10月の
リーマ
ン危機

2009年３
月の回復

ナティクシス (76)(53) (7) (21) (33) (63)(21)(16) 96 11 23
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CIB (47)(49) 3 (17) (27) (64)(16)(21)(41) 10 17

GAPC (29) (4) (10) (5) (6) 1 (5) 6 137 1 6

BREDバンク・ポピュ
レール 3 3  (8) (10) (5) (8) 12 (24)  

取引窓口 30 13 5 6  11 (1) 19 (11)  

中央財務部門 (26)(10) (5) (14) (10) (16)(7) (6) (13)  

ケス・デパーニュ
（貯蓄銀行）および
BPCEの子会社 (20) (5) (3) (8) (7) (7) (4) (4) (6) (9) 1

売買目的保有勘定 (20) (5) (3) (8) (7) (7) (4) (4) (6) (9) 1

売買目的保有勘定全
体 (93)(56)(10)(37) (50) (74)(33) (8) 65 2 24

 

最も重大な歴史的事例は、1987年の株式市場危機、2001年９月11日のテロ攻撃、および1990年の湾岸戦争である。３件
の事例全てにおいて、影響の重大性は主にナティクシスのCIBポートフォリオに関連していた。

2011年の実績

グループBPCE内の市場リスクの監視の標準化および強化を行うため、財務リスク管理事業ラインとともに作業が実
施された。

評価、統制および報告の基準を定める、グループBPCEの市場リスク基準は、プライベート・エクイティ・リスクおよ
び（リスクのための）グループBPCEの基準および手法委員会により認可された、証券化に対する新しい監視基準の
決定により完了した。

金融ポートフォリオのリスク消費の減少に伴い、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の売買目的ポートフォリオのサブ
ファンドに対する全体的なバリュー・アット・リスク（VaR）制限（保有期間1日、信頼水準99％）は、過去の制限と
比較して下方修正された。この制限は、多様化効果の認識とともに、資本レベルに基づき範囲内の様々な企業に対し
て展開された。各企業に対して割り当てられる総合限度は、毎年グループBPCEの市場リスク委員会により見直され
る。

グループBPCEのバリュー・アット・リスク（VaR）プロジェクトの一環として、リスク部は、ナティクシスおよび
BREDバンク・ポピュレールと連携して、グループBPCEの売買目的ポートフォリオ全てに対して共通のバリュー・
アット・リスク（VaR）測定ツールの確立を完了した。このアプローチは、グループBPCEに対し、一定かつ統合された
バリュー・アット・リスク（VaR）を提供する。

さらに、グループBPCEのストレス・テスト慣習の見直しが行われた。特に証券化ショックの再測定、および一般的な
市場リスクの統制は、グループBPCEの市場リスク委員会により定期的に見直された。

また、ファンド投資に対するリスク分析および管理プロセスは、プライベート・エクイティ投資、ファンドを提供す
るグループBPCEの資産運用企業に対してなされるデュー・デリジェンスまたは商業的な発展をもたらす業務のため
の２つのネットワークに（エクスポージャー制限および資産運用会社の観点から）特定および共通の管理の実施と
ともに、２つのネットワークにおいて統一された。

最後に、ラガルド報告書の提案は、市場取引の不正に対するオペレーショナル・リスクの特定のため、四半期毎に特
に追跡調査される。

 

流動性、金利および為替相場リスク

A／ グループBPCEの資産負債管理の構造

資産負債管理は、貸借対照表、全体の金利、流動性および営業外での外国為替に係る構造的リスクを管理するために
グループBPCE内の各機関が講ずるあらゆる措置によって構成される。

資産負債管理は、現時点および将来において収益を確保し、貸借対照表の均衡を確実とし、かつグループBPCEおよび
その各機関の発展を促進するものでなければならない。
 

ガバナンス

グループBPCEの中央機関により、全事業ラインおよび機関に適用する標準規則がまとめられた。これによりリスクの
連結が可能となり、グループBPCEは次の２つの主要原則を軸とした戦略的展望に相応しい管理方針を採用すること
ができる。

・ 各機関は、各事業ラインの活動固有の特性を考慮した共通の規則および適合につきグループBPCEの利害を最適化
させることが可能な社内の市場システムに関して生ずる、貸借対照表上の構造的リスクに関連した費用を負担す
る。

・ 各企業は、それぞれのレベルでのリスク管理責任を負う。中央機関は、各企業のレベルでグループBPCEの規則が適
用され、妥当なものとなっているかを監督する。

資産負債管理は、グループBPCEの資産負債管理委員会によって決定される。資産負債管理委員会はグループBPCEの取
締役会会長の権限下にあり、４週から６週に１回の頻度で会合が設けられる。委員会においては流動性管理、構造的
金利リスクおよび外国為替、ならびに社内における処分価格が決定される。委員会の主たる目的は次のとおりであ
る。

・ グループBPCEおよび関連企業の構造的リスクを、貸借対照表の変動に照らし連結ベースで調査する。
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・ 担当のリスク委員会の認可を得るために同委員会に提出される前に、グループBPCEおよび各機関の構造的リスク
の制限について特定する。

・ 特にストレス時において、各事業ラインへの流動性の配分に責任を負う。

・ 指標管理に関する戦略を調査し、適切な場合は、グループBPCEの企業に対しベスト・プラクティスを提案する。

・ グループBPCEの財務・中央銀行担保管理一元化に関する戦略の枠組みおよび運営方法を確立する。

・ グループBPCEの各事業ラインおよび機関による財務・中央銀行担保管理一元化の源泉の利用を管理し、各機関に
対し流動性を求める。

・ 資産負債管理契約（銀行勘定と売買目的保有勘定の区別、認可済み商品、流出量配分等）を承認する。

資産負債管理委員会の決定はグループBPCEの資産負債管理基準において書面化される。資産負債管理基準は、指標シ
ステム、内部制限およびグループBPCEの管理基準で構成され、更新毎にグループBPCEのリスク管理委員会がこれを認
可する。また、流動性管理に関連した問題も、流動性枠設定システムを通じて事業ラインの目標に含められる。

 

2011年の業績および2012年の目標

グループBPCEは、グループ全体およびすべての事業ラインに関して流動性の利用を確保および最適化するべく構築
された《流動性戦略》プログラムを、2011年上半期に良好に完了した。

財務・中央銀行担保管理一元化は、BPCEとナティクシスの間で構築されたもので、その責任者はナティクシスの債券
部門長および取締役であるグループBPCEの最高財務責任者双方に報告を行なう。詳細として、５月末以降有効となっ
た財務・中央銀行担保管理一元化はBPCEとナティクシスの財務チームが連携したものである。この統合財務チーム
は、特に流動性ストレスのある時期においてグループBPCEの財務をはるかに効率的に管理する能力を備えている。短
期市場での資金調達の利用は、グループBPCEの主要発行会社であるBPCEとその子会社ナティクシスの２社を通じて
継続しているが、今後は単一の事業者によって行なわれる。

グループBPCEは、バーゼルIIIの新たな規制資本要件を遵守するため、担保料率を引き上げることで流動性の変容と
消費を縮小する政策を開始した。

グループBPCE全体で共有する資産負債管理情報システムは、継続して利用される。初回のアウトプットは2012年にな
ると見込まれている。

 

監督手続き

グループBPCEのリスク管理部は、構造的な貸借対照表上のリスク（流動性、金利および為替相場リスク）の管理シス
テムの一部である。財務リスク管理担当部署は、上記のリスクに関し副次的なレベルでの統制の責任を負っている。
また、資産負債管理リスク部門は、特に以下に掲げる項目についてリスク削減のための行動計画の導入とリスク測定
の前提を認可する。

・ 特定されたリスク要因の一覧ならびに貸借貸借表上およびオフバランス・シートのリスクのマッピング、ならび
に想定される経済シナリオ

・ 早期償還モデルのパラメータ管理ツール

・ 流出量配分に関する合意、貸借対照表上のリスクを填補する承認済みの商品の特定

・ 追跡指標（特にストレス・テストおよび規制指標）、グループBPCEの資産負債管理委員会への報告に関する規則
および頻度

・ 情報の報告に関する合意および手続き

・ 評価システムの信頼性に関する統制基準、制限設定手続きおよび制限違反の管理、行動計画の監督

グループBPCEのリスク管理部は、グループBPCEの資産負債管理委員会が定める資産負債管理制限に関する要件につ
いて指図を行ない、かかる制限はその後グループBPCEのリスク管理委員会による認可に服する。

さらに、財務リスク管理担当部署は以下について統制を行なう。

・ グループBPCEの資産負債管理委員会が設定する基準に従って計算された指標の遵守

・ 報告された必要情報に基づく制限の遵守

上述の職務はすべて、各企業のリスク管理担当部所管の範囲についてはその責任で行なわれ、連結レベルではグルー
プBPCEのリスク管理部が責任を負う。

資産負債管理のリスク管理部門は、構造的な金利、流動性および為替相場リスクの副次的なレベルでの統制責任を
負っている。グループBPCEのすべての関連会社の財務リスク責任者およびグループBPCEのリスク管理部で構成され
るこの部門は、リスク回避、リスク管理方針への協力および資産負債管理リスクの永続的な監督という三つの任務を
負っている。

構造的な貸借対照表リスクの管理・監督システムの一部として、資産負債管理リスク部門は、銀行財務委員会規則第
97-02号第17b条に従って、特に流動性に関する新たな管理測定基準を含めることにより、レポジトリを強化した。

加えてグループBPCEの資産負債管理基準は、財務部ならびにナティクシスの財務部およびリスク管理部に関連して、
流動性事業継続計画（BCP）と同様に改訂された。

同時に、統合された資産負債管理のリスク報告システムの運用開始に伴って各機関のリスク管理部の活動も強化さ
れた。ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の両ネットワークにおいて、資産負債管理リスク部
は、分析を促進するために資産負債管理測定基準の監督支援ツールも提供した。各機関のすべての報告が、グループ
BPCEのリスク管理部のレベルで連結された。
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最終的に、ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の両ネットワーク、ならびにバンク・パラティン
ヌは、2012年上半期に予定されるツールおよび組織構造の転換手続きに着手した。

B／ 流動性および資金調達リスク

流動性リスクは、ある事業体が、市況を理由として約定を履行できずまたはポジションを決済もしくは相殺できない
リスクと定義される。流動性リスクは、市場が通常どおりに運営されている時期においても、貸借対照表の不均衡や
ストレス状況によって生ずる場合がある。

グループBPCEの流動性管理の目的は、その時点における規制に従いつつ中核的な事業活動をバランスよく発展させ
ることにある。
 

流動性リスク管理の構造

各企業は、グループBPCEの資産負債管理委員会が定義し、グループBPCEのリスク管理委員会が認可したグループBPCE
の資産負債管理のレポジトリの枠組みのなかで、資産負債管理を自立的に統制している。

グループBPCEの各企業は資産負債管理委員会を有しており、少なくとも四半期に１回の頻度で会合が設けられる。こ
の委員会においては、指標を検討し、資産および負債ならびに将来の生産を管理するための財務取引を決定する。

したがって企業間では、同一の管理指標、同一のリスクモデル（事業活動固有の性質を含むもの）および同一の制限
規則を共有している。指標は、グループBPCEの資産負債管理委員会が管理決定をグループレベルで認可できるよう、
グループBPCEのレベルで連結される。
 

手法

流動性リスクは静的および動的な２種類の方法、ならびに通常およびストレス時という２種類の市況において観測
される。
 

動的手法

グループBPCEが設定するストレスの指標により、各段階のストレスを分析することで規制上求められる範囲を超え
た安全性が確約される。グループBPCEの流動性準備は、グループBPCEの担保資産を一元管理することで定義および実
行されている。流動性準備はグループBPCEのストレス関連の規則によって調整され、バーゼルIIIの指令案を遵守す
る形に徐々に移行している。流動性ストレスに関する規則を全事業ラインで展開するにあたり、各活動固有の前提が
考慮される。

グループBPCEにおける流動性の利用は、グループBPCEの資金調達能力のダイナミックな誘導に従う。流動性は、証券
化商品であるか否かを問わず、短期、中期および長期の資金調達源に係る各種のシナリオを用いて月次で検討され
る。誘導の際には事業ラインおよび各機関による流動性の利用も考慮される。

グループBPCE内における利用は、グループBPCEの各機関および事業ラインに毎年割り当てられる枠に基づき正式決
定された枠組みに従う。この枠は、期間（短期、中期または長期）別に分類される場合がある。流動性枠はグループ
BPCEの収益センターで設定されたのち、予算手続に組み込まれる。
 

静的手法

静的な観点においては、貸借対照表全体の均衡を図ることが目的とされる。資産負債比率は、１年を超える期間に関
して80％超となる必要性があり、年次で測定されなければならない。１年未満については、絶対量の不整合に関して
より厳しい制限を課すことにより、２ヶ月の範囲を超える流動性を管理する。上記により、流動性比率および次回流
動性カバレッジ比率の確実な遵守が可能となる。

グループBPCEのリスク管理方針にとって、日常的な流動性リスクは妥当でないと考えている。グループBPCEの連結
ベースでの日常的な制限値は20十億ユーロである。このエクスポージャーは、中央銀行に預託される適格担保によっ
て担保され、グループBPCEの流動性準備のためにのみ確保される資金により保護されている。

システムの確保は、資金源の多様化を測定したり、グループBPCEが単一の債権者に過度に依拠するのを回避できるよ
うにする等の他の手段によっても完全を期されている。

 

グループBPCEにおける資金調達活動の構造

グループBPCEの財務部は、グループBPCEの市場での資金調達活動を計画、調整および監督する。

短期資金調達に関し、2011年は５月末に財務・中央銀行担保管理一元化が行なわれ、統合の観点から大きな前進を遂
げ、内部組織レベルでは顕著な年となった。上記はBPCEとナティクシス双方の財務チームをナティクシスにおいて併
合したことで形成された。この統合財務チームは、特に流動性ストレスのある時期においてグループBPCEの財務をは
るかに効率的に管理する能力を備えている。短期市場での資金調達の利用は、グループBPCEの主要発行会社である
BPCEとその子会社ナティクシスの２社を通じて継続しているが、今後は単一の事業者によって行なわれる。

中長期（１年超）の資金調達需要については、主な調達源であるポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄
銀行）の両ネットワークにおける顧客預り金のほか、グループBPCEでは、主たる２社の事業者、すなわちBPCE（BPCE
として直接に、または、フランス法に基づき担保される一種のカバード・ボンドであるオブリガシオン・デ・フィナ
ンスマン・デ・ラビタ（obligations de financement de l’habitat）（OH）を発行するBPCE SFHを通じて）、お
よびBPCEの子会社であるクレディ・フォンシエール・ドゥ・フランス（基本的にはクレディ・フォンシエール・
ドゥ・フランスの子会社であり、フランス法に基づき担保される別種のカバード・ボンドであるオブリガシオン・
フォンシエール（OF）を発行するカンパニー・ドゥ・フィナンスモン・フォンシエールと共同で行為する。）を通
じて社債も発行している。但しBPCEは、現在は市場で定期的に社債を発行していないナティクシスの中・長期資金調
達活動についても責任を負っている旨、留意されるべきである。
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BPCEは、短期資金調達プログラム（上限60十億ユーロの譲渡性預金証書プログラム、上限10十億ユーロのユーロ・コ
マーシャル・ペーパー・プログラムおよび上限15十億ドルの米国コマーシャル・ペーパー・プログラム）および中
・長期資金調達プログラム（上限10十億ユーロのミディアム・ターム・ノート（MTN）プログラム、上限40十億ユー
ロのユーロ・ミディアム・ターム・ノート（EMTN）プログラム、ならびにポピュレール銀行およびケス・デパー
ニュ（貯蓄銀行）の両ネットワークの住宅ローンによって保証される上限総額40十億ユーロのカバード・ボンド・
プログラム）を有している。

 

資金調達プログラム：2011年の実績および2012年の見通し

2011年は経済が大きな打撃を受けたことで特徴付けられたが、恐らく最も顕著であったのは欧州ソブリン債務危機
の激化であり、リスク・プレミアムの悪影響がスペインやイタリアに拡大し、フランスにも波及した。かかる問題に
より、特に８月以降、資金調達市場には新たな圧力が加わり、長期スプレッドの正味ベースでの拡大と利用可能資金
量の減少という形で露呈された。

この夏以降、欧州中央銀行（ECB）の金融政策は大幅に緩和され、主要金利が２段階引き下げられた結果、過去最低の
水準であった１パーセントに再度到達した。ECBによる措置は、大半が銀行に対して豊富かつ低コストの流動性を提
供し、銀行間市場における枯渇を補う方法で行なわれた。12月21日、ECBは各行向けに期間３年、金利１パーセントの
489十億ユーロの融資を行なうことで、欧州の銀行部門の流動性の状況を大幅に改善し、銀行間市場に掛かる圧力を
緩和した。

2011年、グループBPCEは総額33.8十億ユーロ（2011年中・長期資金調達プログラムの114％相当）を、平均年限5.2年
で調達した。

市場での中・長期資金調達に関し、グループBPCEでは、資金調達源が適切に分散されていることを確約し、2011年の
実績に照らし利用頻度が低いと思われる市場への依存を制限することを優先している。

グループBPCEの2010年の中・長期（MLT）資金調達は次の２種類の債券で構成され、最大30.1十億ユーロが調達され
た。

・ ホールセール資金調達（厳密には最大86％、または25.7十億ユーロ）

-　カバード・ボンドは、債券発行による資金調達額の合計の47％近くを占め、総額で14十億ユーロ超となった。
2011年５月３日、BPCE SFH（グループBPCEの新たな住宅金融会社）は第一回の社債を発行し、総額２十億ユー
ロを調達した。これは、ユーロ市場で適法に発行されたカバード・ボンド（obligations de financement de
l’habitat、またはOH）として初の基準銘柄となった。

-　上位無担保社債は、債券発行による資金調達額の合計のうち39％近くを占め、総額で11.8十億ユーロ超となっ
た。

-　私募債は、債券発行による資金調達額の合計の最大7.6十億ユーロ、または25％を調達した。

-　債券発行による資金調達額の合計の７％のみが、米国市場における公募の形態によるものであり、当該市場へ
の依存度が低下した。

・ 商業ネットワークを通じた資金調達は最大14％、または4.3十億ユーロ（BPCEが発行し、ポピュレール銀行および
ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の商業ネットワークを通じて販売された債券）であった。

2012年度に関して、中・長期市場資金調達プログラムは21十億ユーロに減少した（2011年は27.3十億ユーロ）。同プ
ログラムは、上位無担保債券の公募を排除することなく、基本的にカバード・ボンドの発行および私募社債により達
成されるとみられている。

同時に、商業ネットワークを通じた中・長期資金調達プログラム（BPCEが発行し、ポピュレール銀行およびケス・デ
パーニュ（貯蓄銀行）の商業ネットワークを通じて販売された債券、ならびにクレディ・フォンシエール・ドゥ・
フランスが発行し、他の商業ネットワークおよびインターネットを通じて販売された債券によるもの）は、５十億
ユーロ（2011年は2.2十億ユーロ）となった。

2011年12月31日現在の短期リファイナンスの残高は117十億ユーロであった。ナティクシスの米ドル建て短期資金調
達需要は、2011年６月末から12月末までの間に38％低下した（かかる需要は2011年６月末現在50十億ドルであった
が、2011年12月末現在31十億ドルとなった。）。

 

規制上の流動性比率

最低要件を100％とした場合のBPCEの１ヶ月の流動性比率は、2011年12月31日現在105.6％であった。

 

リスク削減の手法

流動性管理に関して、現行の枠組みとストレス時のシナリオの範囲における最も流動性の高い資産には、市場でレポ
契約を通じて現金ポジションを調整することを事業体に許容する準備金、または欧州中央銀行に預託する資産の移
動、さらにはその処分が含まれる。

ストレスが長期化した場合、事業体は資産を確定的に処分することで貸借対照表の規模を段階的に縮小しなければ
ならなくなる場合がある。現状において最も流動性の低い資産は、銀行ネットワークの個人顧客向けローンや法人向
けローンの証券化を通じて、カバード・ボンドや担保として差入れ可能な有価証券等の流動性のある有価証券に転
換可能となっている。

2011年12月31日現在のグループBPCEの流動性準備は110十億ユーロで、うち83十億ユーロが中央銀行のリファイナン
スに適格な、担保設定のない、または短期間においてかかる状態にある資産であり、2011年12月末現在、流動性資産の
うち27十億ユーロが中央銀行に預託されていた。グループBPCEはまた、非常に高品質の証券化可能資産（住宅ローン
および消費者信用）について重要な基盤も有しており、定期的に準備金を回復することが可能となっている。
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グループBPCEの新たな環境への適応

グループBPCEは、バーゼルIIIによる新たな規制上の制限またはソブリン債務危機によって生じた流動性および資金
調達への圧力や不透明性等、流動性要件の引き上げを経験した規制・金融環境の変化に適応してきた。

かかる要件引上げに直面し、商業上、財務上および技術的な領域において、グループBPCEに最適な方法で新たな規則
および制限を習得するため、グループBPCEの子会社全社について適合のための手段が監督されている。一例として、
グループBPCEは2011年において、両ネットワークにおける貸借対照表上の貯蓄（一元管理される貯蓄を除く。）を増
加し続けた（ポピュレール銀行に関して8.8％増、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）に関して8.5％増）。上記により、
かかる２つのネットワークの範囲内での顧客資産負債比率は、2011年６月30日の119％から、2011年12月31日に117％
となった。

グループBPCEの流動性要件は2011年下半期に大幅に低下し、特に資産または金融資産の売却（CIBにつき1.6十億
ユーロ、GAPCまたはワークアウトのポートフォリオ管理につき2.2十億ユーロ、ならびに商業銀行業務および保険業
務につき3.6十億ユーロ）後、2011年末までに11十億ユーロ（または目標の３分の１）が既に達成された。

 

C／ 金利リスク

構造上の金利リスクは、貸借対照表上およびオフバランス・シートにおけるすべての取引（該当する場合は、市場リ
スクの影響を受ける取引を除く。）に関して金利の変動が生じた場合のリスクと定義される。

 

金利リスクの管理

金利リスクは、グループBPCEの資産負債管理委員会が定義する指標および制限のシステムによって統制される。この
リスクのヘッジが認められるのは、完全に通常の（仕組商品でない）商品とされるが、オプションの売却およびグ
ループBPCEの連結ベースの業績に影響を与えない、有利な勘定についてはこの限りでない。

 

手法

このリスクは、静的・動的双方の手法によって観測される。各種の独立したリスク（売買目的保有勘定、自己勘定
等）を除き、貸借対照表上の構造的リスクが測定される。グループBPCEは、リスクの統制と予測可能かつ一貫した結
果を目標としている。

静的手法による観測では、ギャップの制限はグループBPCE全体に共通する金利ギャップの算定に基づく。この制限は
時間を経て減少し、各事業ラインの特性を考慮して修正される。

リテール・バンキングについては、顧客行動に関連した随意性がデルタ換算額に基づくギャップで報告される。商業
銀行業務については、対象とする資産残高には、契約スケジュール、および金利等のモデル化された行動様式の影響
が含まれる。特に、金融商品の早期償還リスク、住宅貯蓄に関するリスクおよび統計結果に基づく予定外の顧客資金
源の流出等である。株主資本および投資の流出は、すべての機関について設けられている慣習的な規則に服する。

またリスクは、グループBPCEのエコノミストが設定した一元的な金利シナリオでの将来の収益を想定することによ
り、動的に分析される。

 

2011年のエクスポージャー

グループBPCE内の金利ギャップの大半は、商業銀行業務により主にネットワークに関連して保有されている。この
ギャップは比較的長期安定型であり、内部で設定される制限に従う。

（単位：十億ユーロ）

2012年１月１日
から2012年12月

31日

2013年１月１日
から2016年12月

31日

2017年１月１日
から2020年12月

31日

ギャップ (15.20) (17.27) (8.36)

 

ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の両ネットワークならびにクレディ・フォンシエール・
ドゥ・フランスが策定した2011年９月30日現在のグループBPCEの予想金利マージンの感応度は、最悪のシナリオで
初年度にマイナス1.2％であり、短期金利につき100ベーシス・ポイントの増加および長期金利につき100ベーシス・
ポイントの減少という扁平なイールド・カーブを描く。

D／ 構造的為替相場リスク

定義

構造的な為替相場リスクは、銀行業務のポートフォリオの枠組み内で保有される外貨建ての債権および有価証券ま
たは参加持分に対し、国定通貨で表示される当該通貨の為替相場の変動による影響を及ぼすリスクと定義される。

 

監督手続き

グループBPCE（ナティクシスを除く。）に関して、外国為替リスクは規制指標（企業毎の該当する自己資本要件）を
用いて監督される。外貨建て資産および負債のほぼ全部が同一通貨で調達され合致するため、グループBPCE（ナティ
クシスを除く。）が保有する外貨ポジションの残余部分は重大なものとはなっていない。

国際的な取引の資金調達に関しては、リスク・テークは、通貨転換が企業の情報システムにより技術的に実施可能で
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あることを条件に、自由に兌換可能な通貨の発行国における取引相手方に限定されるべきである。

為替先渡取引の購入によりリファイナンスされた外貨建オペレーション上の純投資に対するナティクシスの構造的
な外貨建てポジションは、ナティクシスの資産負債管理委員会が感応度および支払能力の観点から四半期毎に追跡
する。結果として得られたリスク指標は四半期毎にグループBPCEの資産負債管理委員会に提出される。

 

銀行勘定に関する株主資本のリスク

株主資本のリスクを伴うトレーディング以外のポートフォリオには、主に上場株式、非上場株式および投資ファンド
持分が含まれる。

ファンド投資に関しては、ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の両ネットワークならびに子会
社（ナティクシスを除く。）において個別の監督手続きが実施され、現状、以下による利益を享受している。

・ ファンド投資の請求を監督、統制および管理するために企業の財務部およびリスク管理部が用いるオンライン・
ツール（投資請求手続きにおける各当事者の意見の監査証跡）の存在

・ リスク管理チームによるグループBPCE全体のファンドの分析および年次評価

・ BPCEが外部資産管理会社に付与した承認の管理の一環として、その承認を毎年検討する準備のため、特にそのリ
スク統制に関する追加情報を取得することを目的としたかかる外部資産管理会社への現場訪問。各資産管理会社
の管理資産は、グループBPCEの市場リスク管理委員会が定義および認可した制限に従う。

 

株主資本に分類されるリスク加重資産

株主資本の加重の内訳

（単位：百万ユーロ）
2011年12月31日現

在残高
2010年12月31日現

在残高

150％ 1,265 1,239

190％ 2,593 1,981

290％ 1,608 3,009

370％ 3,810 3,755

その他の加重 2,780 3,952

合計 12,056 13,936

 

透明性に関して検討されたファンドの加重（「その他の加重」）は、2011年において減少した。

オペレーショナル・リスク

A／ 定義

グループBPCEにおけるオペレーショナル・リスクの管理は、グループBPCEのリスク管理憲章に基づく一連の手法に
依拠して行なわれている。

同憲章におけるオペレーショナル・リスクは、手続き、従業員、社内システムまたは外的要因に関連した不適切性ま
たは欠陥による損失リスクと定義される。この定義には、戦略的リスクは単独では含まれない。

B／ オペレーショナル・リスク管理の実施機関

この枠組みにおいて、BPCEリスク管理部のオペレーショナル・リスク管理部に割り当てられる職務内容には以下を
含む。

・ グループBPCE全体の統一された評価基準に基づくリスクマップ。リスク管理部は、グループBPCEの憲章に基づき
ノンコンプライアンス・リスクを含めるよう、コンプライアンス・セキュリティー部と連携する。

・ オペレーショナル・リスクの指標の定義（提訴率、未払保証件数、仕掛かり件数中の停止件数、総取引件数におけ
る不正取引の割合等）

・ リスク・カバレッジ（行動計画、事業継続計画、保険）の監督

・ 立証済みのオペレーショナル・リスクの事故に係る損失データベースの管理

・ 恒久的なリスクの監督、特に各団体に送付された連結ベースの要約報告書、グループレベルでの著しく重大な事
故の調査・分析、かかる重大な事故の救済または防止措置計画の承認および監督

・ IT部門と緊密に連携した、オペレーショナル・リスクの測定、統制、報告および管理に適用される基準を定義する
オペレーショナル・リスクの情報システムの管理

C／ 2011年の実績

2011年において、いくつかの分野の主要業務は以下のとおり遂行された。

・ 両ネットワークが共有する詳細なリスクのレポジトリは、固有のリスクマップを利用可能とするためのノンコン
プライアンス・リスクを追加することで強化された。本プロジェクトの主たる目的は、グループBPCEのすべての
機関について全体的にリスクのビジョンを統一および統合することである。
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・ オペレーショナル・リスク システムの監督強化の一環として、各機関について、オペレーショナル・リスクのシ
ステム（特にその機能に専従する人員、システムの対象範囲およびオペレーショナル・リスク管理ツール、オペ
レーショナル・リスク管理委員会の構成と会合の頻度、リスクの監視（マッピング、リスク運営および行動計
画）および事象集積の監視を含む。）の主な特性について説明する文書が定められた。

・ 同様に、オペレーショナル・リスクの機能に関する標準的な統制計画を定義することにより、恒久的な統制シス
テムが強化された。グループBPCE内の各種の代表機関を組成するタスクフォースによって定義されたこの統制要
領のモデル案においては、ベスト・プラクティスの共有と、オペレーショナル・リスクのシステムの一部で遂行
される各種統制（事象集積（品質、徹底性および警告）、COREP（組合せ過荷重修理管理）明細書、マッピング
（範囲、採点法の一貫性等）、指標、リスク運営、行動計画等）がグループレベルで統合されることが許容されな
ければならない。

・ 開発者より、２つのネットワーク（ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行））および子会社に関
する統合されたオペレーショナル・リスク管理ツールの当初バージョンが交付されている。必要な受入検査およ
び変更管理の開始が約束および許容されている。このツールは既にポピュレール銀行ネットワーク上に配備され
ている。

・ 2011年において、オペレーショナル・リスクのデータマートおよび連結ベースのまたは詳細な四半期または半期
の報告に基づく自動生産が強化された。かかる各種報告により、グループレベルで修正行動計画（特に事業をま
たいで生ずる事象）を定めることが許容された。

・ グループBPCEの全機関に共通のリスク指標を特定するため、２つのネットワークを代表する機関で構成されるタ
スクフォースが立ち上げられた。かかるリスクに関する情報は、オペレーショナル・リスク管理ツールにより提
供されることになる。

・ 中央機関に関するオペレーショナル・リスクのシステムは、最終的に意識向上活動およびオペレーショナル・リ
スク・マネジャー（MRO）の研修を通じて強化された。リスク・マッピングの範囲は新たな採点法により拡大・
強化された。

D／ オペレーショナル・リスク運営委員会

グループBPCEにおけるオペレーショナル・リスクの運営は、２段階で調整されている。

・ グループBPCEの各企業レベルでは、オペレーショナル・リスク管理委員会はノンコンプライアンス・リスク管理
委員会と結合し、コンプライアンス・オペレーショナル・リスク管理委員会を組成することができる。この委員
会は、リスク管理方針の導入を決定し、オペレーショナル・リスク管理手続きの妥当性と効力を確約する。同委員
会ではリスクの水準を監督し、エクスポージャーを減ずるための行動計画を認可・監督する。また記録された事
故を検討し、決定される救済措置の監督を管理する。最後に、リスク管理部門による恒久的な統制計画への貢献に
ついて検討する。委員会は、少なくとも年２回会合を設ける。

・ グループBPCEのレベルで、グループBPCEのオペレーショナル・リスク管理委員会は四半期毎に会合を設けてい
る。その常任委員には、議長を務めるBPCEの最高業務執行責任者、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の取締役会会
長、ポピュレール銀行の最高経営責任者、グループBPCEのリスク管理担当取締役およびグループBPCEのコンプラ
イアンス・セキュリティ担当取締役が含まれる。委員会には、ナティクシスのリスク管理担当取締役およびグ
ループBPCEの監査部門長も出席する。

この委員会は、関与する異なる事業ライン（コンプライアンス、情報システム・セキュリティ、BCPおよび財務検討）
を統合し、グループBPCEのリスク管理委員会に報告を行なうもので、その主たる責務は次のとおりである。

・ グループレベルでのオペレーショナル・リスクの独自のマッピングを認可する。

・ 行動計画を認可する。

・ 損失、事故および警告に関する連結ベースの報告を作成する。

E／ グループBPCEの損失動向

2011年のグループBPCEの全体の事業運営上の損失は、2010年比でわずかに増加した。

バーゼルに基づく事業ライン別の損失総額の内訳

 

バーゼルに基づく分類別の損失総額の内訳
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グループBPCEの損失の85％超が以下の３事業ラインに帰属した。

・ リテール・バンキング（57.2％）

・ 商業銀行業務（14.8％）

・ 機関投資家向け販売・トレーディング（14.1％）

F／ 事故に関する警告手続き

深刻な事故に関する警告手続きは、グループBPCE全体を対象範囲として行なわれている。本システムは、グループ
BPCE内の損失を回収するシステムの増進および強化を目的としている。

オペレーショナル・リスクに関する事故は、検知された時点の潜在的な財務上の影響が150,000ユーロ（ナティクシ
スについては１百万ユーロ）を超える場合、深刻であるとみなされる。またグループBPCEや子会社の印象および評判
に重大な影響を及ぼすオペレーショナル・リスク上の事故も「深刻」であるとみなされる。

したがって、この手続きには、CRBF規則第97-02号第17条bにいう重大なオペレーショナル・リスクが含まれ、その下
限はTier-1資本の0.5％に設定されている。

 

証券化取引

証券化取引に関し2007年２月20日付け布告でフランス法に適用されたEU指令の健全性要件は、従来の貸付取引とは
異なるものである。証券化取引におけるリスク・エクスポージャーの測定には、標準的手法および個別の加重分類を
伴う内部格付けに基づく手法という２つの方法が用いられる。

A／ 証券化の管理

2011年12月31日現在のグループBPCEの残高は、ナティクシス（残高合計の50％）およびクレディ・フォンシエール
・ドゥ・フランス（グループBPCEの残高の44％）が大半を占める形で、総額44.8十億ユーロに達した。GAPCのワーク
アウトのポートフォリオ、ならびに旧ケス・ナシヨナル・デ・ケス・デパーニュ（CNCE）およびクレディ・フォン
シエール・ドゥ・フランスの証券化ポジションの自己勘定に含まれる投資家の証券化エクスポージャーは、すべて
グループBPCEの戦略的方針に従った流出ベースで管理されている。

これは、更なる引受けが不可能であり、かつすべての残高ポジションは段階的に縮小されるが、グループBPCEの利害
を守るために引き続き管理（処分を含む。）されることを意味する。

より一般的には、リスク管理部は証券化エクスポージャー（四半期マッピング）、ポートフォリオの構成変更、RWAお
よび潜在損失について定期的な検討を実施する。潜在損失の定期的な査定は、統括的な委員会で議論され、損失が処
分される機会となる。

上記のほか、潜在損失に係る債務不履行率および回収率の変動、ならびにRWAの進展を含むリスク要因の影響の可能
性について、専任チームが特別調査を行なう。

最終的に、重大なエクスポージャーは、適切な水準の引当てを決定するため、体系的な形でグループBPCEのウォッチ
リスト・引当金委員会に提出される。

B／ 証券化業務の内訳

1) 残高合計の内訳

証券化種類別の残高の内訳

（単位：百万ユーロ）

銀行勘定

2011年12月31日 2010年12月31日

残高 EAD 残高 EAD

従来型証券化 38,488 38,355 41,989 40,321

合成証券化 206 206 6,557 6,557

合計 38,694 38,561 48,545 46,877

 

売買目的保有勘定
（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日

EAD 6,133
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リスク加重分類別残高の内訳

EAD
（単位：百万ユーロ）

2011年12月31日

IRB手法で処理する銀行業務ポー
トフォリオ 売買目的保有勘定

証券化 再証券化 証券化 再証券化

7％ - 10％ 6,960 229

12％ - 18％ 4,244 2,195

20％ - 35％ 1,948 72 1,931 25

40％ - 75％ 603 93 222 253

100％ 86 259

150％ 13

200％

225％ 1 135

250％ 66 6

300％

350％ 9

425％ 170 8

500％ 16

650％ 21 46 1 37

750％

850％

1250％（資本減少を含む。） 1,608 305 359 472

透明性手法 499 153

監督当局の計算手法 6 20

合計 16,212 728 4,951 1,182

 

EAD
（単位：百万ユーロ）

2011年12月31日

標準的手法で処理する銀行勘定

証券化

20％ 15,500

40％ 0

50％ 3,327

100％ 1,171

225％ 0

350％ 1,060

650％ 0

1250％ 101

透明性手法 462

合計 21,621
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2) 銀行勘定の証券化

投資家の証券化残高の内訳

（単位：百万ユーロ）

2011年12月31日

銀行勘定

証券化 再証券化 証券化 再証券化

EAD EAD RWA RWA

貸借対照表上のエクスポージャー 28,379 494 11,748 531

オフバランス・シートのエクスポージャー 4,435 82 888 25

合計 32,814 575 12,636 556

 

原資産の主要分類別投資家の証券化残高の内訳

（単位：％） 2011年12月31日

RMBS 59％

CDO 20％

ABS 17％

その他 4％

合計 100％
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格付別投資家の証券化残高の内訳

（単位：％）

2011年12月31日

スタンダード・アンド・プアーズ格
付け換算 銀行勘定

投資適格

AAA 37％

AA+ 12％

AA 5％

AA- 14％

A+ 6％

A 4％

A- 5％

BBB+ 2％

BBB 4％

BBB- 1％

投資不適格

BB+ 3％

BB 1％

BB- 0％

B+ 1％

B 1％

B- 1％

CCC+ 0％

CCC 1％

CCC- 1％

CC 1％

C 1％

格付未取得 格付未取得 0％

債務不履行 D 0％

合計 100％

 

オリジネーターの証券化残高の内訳

（単位：百万ユーロ）

2011年12月31日

銀行勘定

証券化 再証券化 証券化 再証券化

EAD EAD RWA RWA

貸借対照表上のエクスポージャー 442 153 80 51

オフバランス・シートのエクスポージャー 0 0 0 0

合計 442 153 80 51
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スポンサーの証券化残高の内訳

（単位：百万ユーロ）

2011年12月31日

銀行勘定

証券化 再証券化 証券化 再証券化

EAD EAD RWA RWA

貸借対照表上のエクスポージャー 0 0 0 0

オフバランス・シートのエクスポージャー 4,577 0 731 0

合計 4,577 0 731 0

 

3) 売買目的保有勘定の証券化
41

投資家およびスポンサーの証券化残高の内訳
42

（単位：百万ユーロ）

2011年12月31日

売買目的保有勘定

証券化 再証券化 証券化 再証券化

EAD EAD RWA RWA

投資家 4,283 885 815 735

スポンサー 668 297 131 274

合計 4,951 1,182 946 1,009

 

原資産の主要分類別の投資家およびスポンサーの証券化残高の内訳

（単位：％） 2011年12月31日

CDO 89％

ABS 5％

RMBS 4％

その他 2％

合計 100％

 

 

41　BPCEがGAPCに基づきナティクシスに提供する保証を含まない。

42　売買目的保有勘定にはオリジネーターのポジションを含まない。
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格付別の投資家およびスポンサー証券化ポジションの内訳

（単位：％）

2011年12月31日

スタンダード・アンド・プアーズ格付け換
算 銀行勘定

投資適格

AAA 37％

AA+ 19％

AA 1％

AA- 13％

A+ 2％

A 5％

A- 5％

BBB+ 0％

BBB 3％

BBB- 0％

投資不適格

BB+ 0％

BB 1％

BB- 0％

B+ 0％

B 1％

B- 0％

CCC+ 0％

CCC 0％

CCC- 2％

CC 2％

C 5％

格付未取得 格付未取得 4％

債務不履行 D 0％

合計  100％

 

C／ 定義

従来型証券化は、投資家に対するローンまたは債権等の金融資産の譲渡、および特別会社を通じた当該ローンの資本
市場で発行される金融性有価証券への転換で構成される。

合成証券化とは、合成取引において、資産の所有権は譲渡されないが、金融商品であるクレジット・デリバティブに
リスクが譲渡されることをいう。

トランシェは、契約に定める信用リスクの一部であり、一または複数のエクスポージャーに随伴する。

証券化ポジションとは、証券化取引または取決めに対するエクスポージャーをいう。

流動性枠とは、投資家に対し一時的な性質の支払いのフローを約することを目的に、融資契約により生じた証券化ポ
ジションをいう。

オリジネーターとは、自社もしくは関連企業を通じて直接もしくは間接に、債務者もしくは潜在的債務者の義務を創
出し、証券化の実施もしくは取決めを生ぜしめた当初契約に関与していた事業体、または第三者の貸借対照表に対す
るエクスポージャーを購入し、これを証券化する事業体をいう。

スポンサーとは、資産担保コマーシャル・ペーパー・プログラム、または第三者である事業体からエクスポージャー
を購入するその他の証券化の実施もしくは取決めを設定・管理するオリジネーター以外の事業体いう。

投資家とは、自己がオリジネーターまたはスポンサーとして行為しないグループBPCEによって投資されるすべての
証券化ポジションをいう。主に、外部の銀行が開始または管理するプログラムにおいて取得されるトランシェで構成
される。

 

②金融安定化フォーラムの財務透明性に関する推奨

2011年12月31日のグループBPCEのエクスポージャー（ナティクシスを除く。）

ヘッジされていない感応型CDOのエクスポージャー

米国住宅市場のリスクを負うABS CDO

サブプラムの構成要素を包含するABS CDOの2011年12月31日現在の総エクスポージャーは11百万ユーロであった。

（単位：百万ユーロ） 合計
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2010年12月31日現在の純エクスポージャー 7

2011年における減損 (3)

その他の変動 (4)

2011年12月31日現在の純エクスポージャー 0

2011年12月31日現在の総エクスポージャー 11

 

グループBPCEの純エクスポージャーは、主に有価証券の売却により2011年に減少した。

その他のCDO

資産種類別エクスポージャー
（単位：百万ユーロ）

2011年12月31日 2010年12月31日

2011年における
2010年比の変動

総エクスポー
ジャー

純エクスポー
ジャー

純エクスポー
ジャー

ABS CDO 94 80 144 (63)

信託優先証券CDO 4 0 36 (36)

CLO 1,105 1,087 1,221 (134)

CSOおよびその他の法人のCDO 88 32 91 (59)

その他の項目 98 70 170 (100)

合計 1,390 1,270 1,662 (392)

 

その他のCDOに対するグループBPCEのエクスポージャーの85％超がCLOに関するものである。
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2011年12月31日現在の純エクスポージャーの内訳

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CSOおよびその他の法人のCDO
その他
ABS CDO

 

勘定ポートフォリオ別内訳―その他CDOS

（単位：百万ユーロ）

2011年12月31日 2010年12月31日

金額 割合(％) 金額 割合(％)

売買目的保有勘定 13 1％ 13 1％

公正価額オプションの資産ポートフォリオ 38 3％ 138 8％

貸付けおよび債権ポートフォリオ 1,133 89％ 1,371 83％

売却可能資産ポートフォリオ 86 7％ 140 8％

合計 1,270 100％ 1,662 100％

 

格付別内訳―その他CDOS

（単位：百万ユーロ）

2011年12月31日 2010年12月31日

金額 割合(％) 金額 割合(％)

AAA 121 10％ 129 8％

AA 695 55％ 742 45％

A 242 19％ 230 14％

BBB 125 10％ 294 18％

BB 10 1％ 100 6％

B 0 0％ 14 1％

CCC 8 1％ 74 4％

CC 0 0％ 4 0％

C 0 0％ 0 0％

D 0 0％ 0 0％

NR 68 5％ 75 5％

合計 1,270 100％ 1,662 100％
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CDOのエクスポージャーをヘッジするために取引相手方から購入したプロテクション

米国住宅市場外で購入したプロテクショ
ン
（単位：百万ユーロ）

2011年12月31日現在 2010年12月31日現在

ヘッジされ
た商品の想
定元本合計

ヘッジされ
たCDOの減損

プロテク
ションの公
正価額

ヘッジされ
た商品の想
定元本合計

ヘッジされ
たCDOの減損

プロテク
ションの公

正価額

合計 456 (96) 96 479 (106) 106

 

このエクスポージャーは、次の３件の個別の手続きに関してマイナスベースの取引戦略に適合している。

・ 格付会社２社からAAA／AA+格およびAAA／AA-格を付与された欧州のCLOに係る２件の上位トランシェ

・ 格付会社２社からAA／B+格を付与された欧州のABS CLOの上位トランシェ

金融保証（モノライン）保険業者から購入したプロテクション

クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランスが信用補完業者から購入したプロテクションは、345百万ユーロを上限
とするヘッジ商品の評価額に含められている。
 

CMBSのエクスポージャー

勘定ポートフォリオ別エクスポージャーの内訳―CMBS

（単位：百万ユーロ）

2011年12月31日 2010年12月31日

2011年における
2010年比の変動

総エクスポー
ジャー

純エクスポー
ジャー

純エクスポー
ジャー

売買目的保有勘定 2 2 8 (6)

公正価額オプションに基づく資産ポートフォリオ 0 0 0 0

貸付けおよび債権ポートフォリオ 294 362 307 (13)

売却可能資産ポートフォリオ 60 63 80 (20)

合計 356 427 395 (39)

 

純エクスポージャーは2011年に10％減少した。

格付別純エクスポージャーの内訳―CMBS

（単位：百万ユーロ）

2011年12月31日 2010年12月31日

金額 割合（％） 金額 割合（％）

AAA 68 19％ 293 74％

AA 139 39％ 22 6％

A 74 21％ 12 3％

BBB 35 10％ 22 5％

BB 0 0％ 9 2％

CCC 5 1％ 2 1％

CC 35 10％ 35 9％

合計 356 100％ 395 100％
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地域別純エクスポージャーの内訳―CMBS

（単位：％） 2011年12月31日2010年12月31日

ドイツ 8％ 11％

フランス 27％ 25％

イタリア 6％ 5％

英国 20％ 18％

その他欧州 39％ 41％

合計 100％ 100％

 

エクスポージャーの大半がAAA格またはAA格であるためリスクは限定されている。CMBSのポートフォリオはすべて欧
州に所在している。

 

RMBSのエクスポージャー

勘定ポートフォリオ別内訳―スペインRMBS

（単位：百万ユーロ）

2011年12月31日 2010年12月31日

2011年における
2010年比の変動

総エクスポー
ジャー

純エクスポー
ジャー

純エクスポー
ジャー

売買目的保有勘定 2 2 2 0

貸付けおよび債権ポートフォリオ 4 4 4 0

売却可能資産ポートフォリオ 218 202 242 (40)

合計 223 208 248 (41)

 

格付別内訳―スペインRMBS

（単位：百万ユーロ）

2011年12月31日

AAA AA A

売買目的保有勘定 0 2 0

貸付けおよび債権ポートフォリオ 2 1 1

売却可能資産ポートフォリオ 101 86 14

合計 103 89 15

 

勘定ポートフォリオ別内訳―英国RMBS

（単位：百万ユーロ）

2011年12月31日 2010年12月31日

2011年における
2010年比の変動

総エクスポー
ジャー

純エクスポー
ジャー

純エクスポー
ジャー

貸付けおよび債権ポートフォリオ 15 15 16 (1)

売却可能資産ポートフォリオ 142 141 189 (48)

合計 157 156 206 (49)
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格付別内訳―英国RMBS

（単位：百万ユーロ）

2011年12月31日

AAA AA A

貸付けおよび債権ポートフォリオ 15 0 0

売却可能資産ポートフォリオ 135 6 0

合計 150 6 0

 

2011年12月31日現在のナティクシスのエクスポージャー

サブプライム部分のあるABS CDOに対するエクスポージャー

百万ユーロ
エクスポー
ジャー合計

2010年12月31日現在のネット・エクスポージャー（減損考慮後） 625

エクスポージャーの変動（清算、償還および為替相場） (212)

2011年度における減損 (36)

2011年12月31日現在のネット・エクスポージャー 377

 

サブプライム部分のあるABS CDOのグロス・エクスポージャーは、2011年12月31日現在1,266百万ユーロであった。

2011年度に減損損失36百万ユーロが計上され（BPCEによる保証の影響を除く。）、減損累計額は889百万ユーロと
なった。

信用補完者に対するエクスポージャー

百万ユーロ

2011年12月31日現在 2010年12月31日現在

想定元本額

評価調整額
考慮前のエ
クスポー
ジャー 評価調整額 想定元本額

評価調整額
考慮前のエ
クスポー
ジャー 評価調整額

サブプライムCDOプロテクション 404 179 (140) 431 160 (137)

CLOプロテクション 4,609 168 (89) 5,346 213 (128)

RMBSプロテクション 327 63 (27) 541 93 (42)

CMBSプロテクション 464 10 (9) 717 24 (22)

その他のリスク 8,069 1,936(1,309)8,839 2,639(1,757)

合計 13,873 2,356(1,573)15,874 3,129(2,086)

 

百万ユーロ 2011年12月31日 2010年12月31日

評価調整額考慮前のエクスポージャー 2,356 3,129

評価調整額 (1,573) (2,086)

残存エクスポージャー 783 1,043

割引率 67％ 67％

 

追加評価減は2011年度に513百万ユーロ減少し（BPCEによる保証の影響を除く。）、評価減合計は、2010年12月31日時
点の2,086百万ユーロに対して、2011年12月31日現在1,573百万ユーロとなった。

 

米国RMBS（サブプライムRMBSを含む。）のポートフォリオ

勘定ポートフォリオ別内訳－米国RMBS

2011年12月31日現在の財務書類上のエクスポージャーは、以下のとおりである。

百万ユーロ

2010年12月31日
現在のネット・
エクスポー
ジャー

2011年度におけ
る評価額の変動 その他の変動

2011年12月31日
現在のネット・
エクスポー
ジャー

売買目的保有勘定 11 (1) (5) 5

公正価値オプション資産ポートフォリオ 0 0 0 0

貸付金および債権ポートフォリオ 1,245 (90) (252) 903

売却可能資産ポートフォリオ 0 0 0 0

非ラップ 1,256 (91) (257) 908

売買目的保有勘定 12 (1) (1) 10
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貸付金および債権ポートフォリオ 353 8 (116) 245

ラップ 365 7 (117) 255

売買目的保有勘定 8 0 (1) 5

貸付金および債権ポートフォリオ 2,025 0 (922) 1,103

米国エージェンシー 2,033 0 (924) 1,109

合計 3,654 (84) (1,298) 2,272

BPCEによる保証付きネット・エクスポージャーの割合：35%

 

2011年12月31日現在の米国RMBSの格付けおよび原資産の種類別内訳は、以下のとおりである。

格付け別内訳－米国RMBS

構成比率 2011年12月31日

AAA 50％

AA 8％

A 2％

BBB 1％

BB 1％

B 3％

CCC 14％

CC 8％

C 8％

D 5％

NR 0％

合計 100％

 

原資産別内訳－米国RMBS

構成比率 2011年12月31日

米国エージェンシー 49％

プライム 11％

Alt-A 18％

サブプライム 17％

その他 5％

合計 100％

 

欧州RMBSのエクスポージャー

会計ポートフォリオ別内訳－英国RMBS

百万ユーロ

2010年12月31日
現在のネット・
エクスポー
ジャー

2011年度におけ
る評価額の変動 その他の変動

2011年12月31日
現在のネット・
エクスポー
ジャー

売買目的保有勘定 88 22 (24) 86

公正価値オプション資産ポートフォリオ 0 0 0 0

貸付金および債権ポートフォリオ 313 15 (166) 162

売却可能資産ポートフォリオ 117 (16) (5) 96

合計 518 21 (195) 344

BPCEによる保証付きエクスポージャーの割合：83%

 

格付け別内訳－英国RMBS

百万ユーロ AAA AA A BBB BB B CCC CC

売買目的保有勘定 20 8 58

公正価値オプション資産ポートフォリオ

貸付金および債権ポートフォリオ 19 102 41

売却可能資産ポートフォリオ 1 20 23 40 6 5 1

合計 19 103 81 31 40 6 5 59
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会計ポートフォリオ別内訳－スペインRMBS

百万ユーロ

2010年12月31日
現在のネット・
エクスポー
ジャー

2011年度におけ
る評価額の変動 その他の変動

2011年12月31日
現在のネット・
エクスポー
ジャー

売買目的保有勘定 59 (1) (11) 47

公正価値オプション資産ポートフォリオ 0 0 0 0

貸付金および債権ポートフォリオ 468 0 (72) 396

売却可能資産ポートフォリオ 11 (2) 0 10

合計 538 (3) (83) 453

BPCEによる保証付きエクスポージャーの割合：99%

 

格付け別内訳－スペインRMBS

百万ユーロ AAA AA A BBB BB B CCC CC

売買目的保有勘定 4 30 9 4

公正価値オプション資産ポートフォリオ

貸付金および債権ポートフォリオ 221 122 16 36 1

売却可能資産ポートフォリオ 3 2 2 1 1 1

合計 228 152 27 2 41 2 1
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CMBSのエクスポージャー

勘定ポートフォリオ別内訳－CMBS

百万ユーロ

2010年12月31日
現在のネット・
エクスポー
ジャー

2011年度におけ
る評価額の変動 その他の変動

2011年12月31日
現在のネット・
エクスポー
ジャー

売買目的保有勘定 98 (22) (56) 20

公正価値オプション資産ポートフォリオ 0 0 0 0

貸付金および債権ポートフォリオ 93 10 (53) 50

売却可能資産ポートフォリオ 166 22 (108) 80

合計 357 10 (218) 149

BPCEによる保証付きエクスポージャーの割合：67%

 

格付別内訳－CMBS

構成比率 2011年12月31日

AAA 15％

AA 17％

A 19％

BBB 21％

BB 14％

B 8％

CCC 2％

CC 0％

C 4％

NR 0％

合計 100％

 

国別内訳－CMBS

構成比率 2011年12月31日

英国 13％

米国 22％

欧州 65％

合計 100％

 

③GAPCの一部に関してBPCEが行うナティクシスのための保証に関するリスク

ワークアウト・ポートフォリオに関する将来の損失および収益変動のリスクからナティクシスを保護する保証シス
テムが2009年末に導入され、2009年７月１日に遡って適用されている。

フランス金融健全性規制監督機構(ACP)により認可されたこの保証システムは、保証対象資産に関するリスクの85％
相当を対象とするものであり、次の２つのメカニズムに基づいている。

・ 期限の定めのない金融保証の実施を通じた、「貸付金および債権」（L&R）および売却可能有価証券（AFS）とし
て認識される資産に関する額面金額の保証

・ （一方がドル、他方がユーロの）トータル・リターン・スワップ（TRS）契約および売買目的資産につき得られ
る利益の恩恵をナティクシスに受けさせるオプション・メカニズムの実施を通じた、売買目的資産の評価額の保
証。オプションの期間は10年である。オプションが行使されるとTRSは無効となる。

保証システムの運用期間中、保証対象資産の評価額および（85％の割合による）追加引当金の変動は、ナティクシス
ではなくBPCEの収益（オプション・メカニズムへの影響考慮前）として計上される。したがって、かかる変動は親会
社の持分所有者と少数株主持分との間で分配されるのではなく、BPCEに関する部分については親会社の持分所有者
帰属分として100％認識される。

貸付金の債務不履行に関する保証

範囲は「貸付金および債権」（L&R）および売却可能有価証券（AFS）に関係する。以下につき債務不履行が発生し
た場合には、BPCEによる保証が85％の割合で実施される。

・ 利札の支払い

・ 額面金額の払戻し
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売買対象資産に関して実施されるメカニズム：トータル・リターン・スワップ（TRS）

TRSは、原資産の経済的利益を移転させるデリバティブ商品である。毎年、交換日において、

・ 原資産のパフォーマンスが悪化した場合、BPCEは、当該資産のアンダーパフォーマンスの85％をナティクシスに
支払わなければならない。

・ 原資産のパフォーマンスが上昇した場合、ナティクシスは、当該資産のアウトパフォーマンスの85％をBPCEに支
払わなければならない。

また、慎重を期し、保証システムによりカバーされるリスク加重資産は完全連結法に基づき（ナティクシスの72％を
所有する）グループBPCEが既に完全に連結されているため、保証システムの影響は2009年の取引開始より中立的な
ものとなっている。

金融保証およびTRSによりカバーされる資産の内訳は、以下のとおりである。

（単位：十億ユーロ） 想定元本

2012年６月30日
現在の正味価値
(1)

2011年12月31日
現在の正味価値

ABS CDO 1.6 0.6 0.5

その他のCDO 4.9 4.4 4.4

RMBS 1.6 1.1 1.6

CMBS 0.5 0.4 0.2

その他のABS 0.5 0.4 0.4

保証対象資産
 (2)

6.9 6.6 8.4

企業向け貸付金 3.9 3.9 3.9

合計 19.8 17.4 19.3

(1)　引当金控除後。　

(2)　保証対象資産は、モノライン保険会社による保証対象のポジションに相当する。　　　　　　　　

 

2012年６月30日現在、保証範囲の正味残高は、2011年12月31日に対しておよそ２十億ユーロと引き続き減少した。

 

④旧ケス ・ナシヨナル・デ・ケス・デパーニュ（CNCE）
35
の自己勘定業務の管理に関するリスク

旧CNCEの自己勘定業務は、2008年末から残存案件に限定して厳格に管理されている。BPCEが設立された際、これらの
業務は、引き続き残存案件に限定してケス・デパーニュ・パルティシパシヨンに委託された。ナティクシス・グロー
バル・アセット・マネジメントは、以下の委託体制により、2009年12月１日より管理委託の恩恵を受けている。

 

35　ケス・ナシヨナル・デ・ケス・デパーニュ

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 142/1163



・ リスクの委託：ナティクシス・グローバル・アセット・マネジメントのリスク管理部およびグループBPCEの財
務部による委託事項の遵守の監督

・ （ナティクシス・グローバル・アセット・マネジメントからBPCEの管理委員会に提出される）月次管理報告
書：ポートフォリオ、効率的な販売、ポートフォリオおよびアセットクラス別重点項目の内訳、短期および中／長
期的な管理指標の評価

・ ナティクシス・グローバル・アセット・マネジメントのリスク管理部による月次リスク報告：委託事項の遵守、
ポートフォリオの変更、分析的モニタリング、リスク指標

・ リスク監視は、グループBPCEのマーケット・リスク管理委員会の一部であるグループBPCEのリスク管理部により
検討される。

2010年のBPCEによるバンク・ポピュレール・パルティシパシヨンおよびケス・デパーニュ・パルティシパシヨンの
吸収合併と同時に、自己勘定業務の潜在的損失からBPCEを保護するとともに、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）のレベ
ルで一定の自己勘定売買に係る残存案件限定業務に対する経済的エクスポージャーから守ることを主な目的とした
旧CNCEの「自己勘定業務の管理」に関する保護メカニズムが導入された。このメカニズムは、問題を複雑化してい
る。

このメカニズムが対象とする範囲は、上場および非上場の中・長期の一任勘定ポートフォリオに制限される。このメ
カニズムの構築は、ケス・デパーニュ・パルティシパシヨンとの間で書面によりトータル・リターン・スワップを
締結したケス・デパーニュ（貯蓄銀行）が全額出資するSPV（特別目的事業体）に基づいている（これにより、これ
らの取引はヘッジ手段取引として認められる。）。BPCEによるケス・デパーニュ・パルティシパシヨンの吸収合併に
伴い、資産およびトータル・リターン・スワップがBPCEに移転された。これらの取引は、2010年１月１日に遡ってそ
の効力が生じた。

SPVおよびBPCE間のトータル・リターン・スワップとは、2010年１月１日現在の資産の正味帳簿価額に相当する想定
元本を基にして、ヘッジ対象資産に係る資金調達コストに相当する対価と、ヘッジ対象である評価額およびポート
フォリオの収益の変動を、契約上決定される割合により交換することである。

 

メカニズムの内訳は、以下のとおりである。

2012年６月30日現在の残高合計は、2011年12月31日と比べて380百万ユーロ減の1.59十億ユーロとなったが、その内
訳は以下のとおりである。

・ 1.47十億ユーロは「中・長期ポートフォリオ」に関係する（2012年６月30日現在、CLOはポートフォリオの69％
を占めていた。）。

・ 121百万ユーロは「委任管理」業務ポートフォリオに関係する。

 

　　次へ
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⑤テクニカル保険リスク

保険リスクとは、予想請求額と実際の請求額との差による利益に対するリスクである。保険商品ごとに、リスクは、マ
クロ経済要因の変化、顧客行動、公衆衛生方針、伝染病、事故や自然災害（地震、労働災害、テロ行為、戦争行為等）に
基づき変化する。前記のとおり、信用保険業務も信用リスクに晒される。

BPCEアシュアランス

BPCEアシュアランス（旧GCEアシュアランス）は、主として損害・賠償責任保険商品（自動車、総合住宅保険、リーガ
ル・プロテクション）、個人リスク保険（人的事故）および健康・パラ銀行保険を販売している。

同社が晒される主なリスクは、その保険業務に関する引受リスク、その再保険会社に関する債務不履行リスクおよび
その投資ポートフォリオに関するリスクである。

引受リスク

これは、３つの独立した構成要素に分けることができる。

アンダープライシング・リスク：保険契約者が支払う保険料が移転対象リスクに見合うものとなるように、BPCEア
シュアランスは、過去３年間における従前の事故を基にして保険契約ごとに点数化しポートフォリオを管理する方
針を採用している。これは、特に保険金の支払内容、支払件数および支払費用、ならびに事業内容に固有のその他の変
数（例えば、自動車保険における過失割合および配当金／違約金の水準）を考慮する。

予定される改善措置は、支払保険料の引上げ、さらには満期時における保険契約の終了にまで及ぶ場合もある。

こうした管理方針は、高額の保険金といった潜在的リスクを把握する上でも有益であり、それゆえ十分な再保険の付
保に寄与している。

過小引当リスク：各保険契約確認日に、（金融・テクニカル事業部門に属する）テクニカル・再保険部門が支払保
険金に対する引当金（既に認識されているものおよび将来公表されるもの）につき保険数理的評価を行う。これを
行うために、同部門は、同業者により広く認識されており、規制当局により要求される手法を用いる。

最終的な引当金の水準は、金融企画部門（金融・テクニカル事業部門）が関与し、「テクニカル」コンセンサスを実
現するための比較作業からなる、金融承認委員会の認可を受けた意思決定プロセスの下に置かれる。

大災害リスク：大災害リスクは、多数の保険金請求が発生する甚大な事故（嵐、民事責任リスク等）に対するエクス
ポージャーとして定義される。かかるリスクは、フランスで全国展開している相互保険会社のみが限定的にカバーで
きることが多いか、または会社の支払能力が疑問視され得る度合いのものである。したがって、例えば自然災害や攻
撃の場合にはフランス政府の再保険、嵐や民事賠償請求の場合には民間の再保険会社の再保険、または再保険プール
による保障の対象となる。

BPCEアシュアランスは、大災害リスクの源泉となり得るものを把握するために内部調査を実施し、専門の保険ブロー
カーとともにそれらを比較した。同社は、投資回収期間を200年としてこの種のエクスポージャーから自らを防御す
ることを決定した。事業展開によっては優先順位が変更される。

再保険会社による債務不履行リスク

このリスクは、一または複数の再保険会社が会社に対する義務の一部または全部を履行できないこととして定義さ
れる。毎年業務を委託する際にこのリスクを最大限防止するために、BPCEアシュアランスは、以下をはじめとした多
くの原則および基準を重視する。

•　信用の質：2011年12月31日現在におけるBPCEアシュアランスの再保険会社はすべて、S&Pにより少なくともA－の
格付けが付与されている。

•　一定の協約に関する、また、一定の協約の範囲内での再保険会社の分散（意図的に大手保険会社の割合を低くす
る。）。
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投資ポートフォリオに関するリスク

BPCEアシュアランスは、2011年12月31日現在において帳簿価額682百万ユーロの投資ポートフォリオを有していた。

その配分は、事業計画全般にわたり実施される資産・負債のシミュレーションに基づき決定された。配分の組み合わ
せは、様々なシナリオ、すなわち基本となるシナリオや不利なシナリオの下で３つの指標（財務、会計および自己資
本比率）についてテストされる。

この手法に基づき、また、保険負債の再保険期間終了後の残存責任の割合に鑑みて、ポートフォリオは、主としてデュ
レーションが比較的短い固定利付資産に投資される。

投資は、以下につき責任を負う財務管理委員会により監視される。

•貸借対照表委員会が定める投資方針の監視および実施を確保する。

•保険会社や投資ビークルを選定する。

•実施する投資または処分を決定する。

•債券発行会社の格付けの監視に関する報告書を準備する。

•リスク管理委員会が設定する各種制限を監視する。

ナティクシス・アシュアランシズ

ナティクシス・アシュアランシズは本質的には貯蓄商品を販売するため、保険契約から生ずる主なリスクは金融的
性質を持っている。

金利下落の場合に最低約定利回りが達成できなくなるリスク

こうしたリスクに対処するために、ABPヴィは、過去数年間において、最低保証利回りのない保険契約のみを販売して
きた。保険契約の90％超には最低保証利回りがない。平均的な最低保証利回りは0.2％である。

金利上昇の場合の保険契約の解約リスク

ナティクシス・アシュアランシズは、年齢、経験や資産額といった主要基準に基づき保険契約の解約リスクが高い保
険加入者のセグメントを把握している。こうした取組みにより、ナティクシス・アシュアランシズは、キャップによ
りカバーされる範囲を固定利付資産の４分の１程度に制限した。また、ナティクシス・アシュアランシズは、最低利
回りのある変動利付債を購入した。

2011年12月31日までの財務書類に関してIFRS第４号に基づき実施された負債十分性テストの結果、現地の基準に基
づき評価された保険負債は、保険契約に組み込まれている解約オプションを考慮した後の当該負債の公正価値を上
回っていることが判明した。

金利上昇の場合の財務リスク

金利変動に対する純資産の感応度は、約4.2十億ユーロ分の固定利付証券を満期保有目的の区分に分類することによ
り緩和される。

その他の区分の有価証券については、2011年12月31日に実施された感応度分析の結果、債券利回りの１ベーシス・ポ
イント上昇により純資産にマイナス29百万ユーロ、すなわちマイナス2.9％の影響（保険契約者および税金に帰し得
る変動を考慮後）があることが判明した。

マーケット・リスク

ナティクシス・アシュアランシズは、その有する金融資産の評価額の変動に対処しなければならない。財務リスクの
管理には、負債に関するコミットメント、規制による制約（特に集中の禁止に関するもの）や、業務上の要件を考慮
した戦略的資産配分の決定が含まれる。このプロセスには、各種資産の配分範囲の設定を伴う。

2011年12月末に実施された感応度分析の結果、以下が判明した。

•株式市場の10％下落は純資産にマイナス11.4百万ユーロ、すなわちマイナス1.1％の影響（保険契約者および税金
に帰し得る変動を考慮後）がある。

•不動産市場の10％下落は純資産にマイナス4.1百万ユーロ、すなわちマイナス0.4％の影響（保険約者および税金
に帰し得る変動を考慮後）がある。

ナティクシス・インシュアランスは、ユニットリンク保険契約の最低保証利回りにもすべて再保険を付保する。

信用リスク

カウンターパーティー・リスクは、信用リスク委員会が決定する基準およびナティクシスの内部規制、ならびに保険
会社に課せられる規制による制約に従って監視および管理される。そのため、固定利付ポートフォリオの83％は、A-
を上回る格付けが付与された有価証券に投資される。

 

個人リスク保険業務

死亡リスクおよび罹患リスクは、保険加入者および提供される保障に合わせた価格体系を用いること、経験死亡表を
用いること、ならびに新規保険契約者の医療選択のアップストリームプラクティスにより制限される。

ナティクシス・アシュアランシズは、死亡給付金付保険契約、生命や自立性の喪失に関する事故を保障する保険契約
の支給金、ならびに一時休業、就業不能や自立性の喪失に対する保険金請求の頻度に関する資本分散リスクに対する
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エクスポージャーを制限するために再保険を利用している。こうした事由に帰し得る死亡の増加に対するエクス
ポージャーを制限するために、流行病／広域流行病に関する再保険協約も導入された。

年間再保険計画は、再保険会社を分散し、ナティクシスが高格付けを有する者とのみ取引するようにすることを目的
とする。投資不適格（BB+からD-の格付け）の者との間では再保険協約は締結されず、更新もされない。実際、ナティ
クシス・アシュアランシズと取引する再保険会社の格付けは、A-からAAAである。ただし、一部の再保険会社について
は格付けを取得しない場合や、株主構成が十分な質を保っているとみなされると格付けが低く評価される場合があ
る。したがって、ナティクシス・アシュアランシズが取引する再保険会社は、カウンターパーティーと比べて低い署
名リスクや集中リスクを示す。

リスクの集中

付保されるリスクの内容および再保険の付保のために、保険リスクの集中に対する特定のエクスポージャーは生じ
ない。

 

コファース

コファースは、その活動のために主に２種類のリスクに晒される。一つは、コファースの保険契約ポートフォリオに
関する損害リスクで構成されるテクニカルリスクである。もう一つは、金利、為替相場、有価証券や不動産投資の市場
価格の不利な変動に伴う損害リスクに関係する財務リスクである。コファースは、これらのリスクを管理し、これら
のリスクを慎重な制限の範囲内にとどめるための手法を実施している。

テクニカルリスク

この分野のリスクは、保険契約ポートフォリオから生ずる損害リスクを対象する。

発生頻度リスクとピークリスクは従来より区別されている。

•　発生頻度リスクとは、多数の債務者による不払いが突然著しく増加するリスクをいう。このリスクは、事業セク
ター（国内信用）、国（輸出信用）および商品群（保証、シングルリスク）別の不払率を監視することにより対
象者ごとに測定される。様々な引受機関の損害率も、コファースのために連結レベルで監視される。不払いは各委
員会により週単位で監視され、月単位で分析される。

•　ピークリスクとは、同一の債務者または債務者グループに関して記録される異常に高い損失のリスクまたは同一
国に関する累積損失のリスクをいう。

各引受機関レベルでの月単位の監視に加えて、以下の構成要素に基づくコファース・レベルでのシステムが存在す
る。

•　一定金額（現在はコファースの全対象者について0.5百万ユーロ）を超えそうな損害についての一括公表

•　最大400のリスク（35百万ユーロを上回る強度またはストレステスト・シナリオにおける最大損害が15百万ユー
ロ）についてコファースが引き受ける最大残存リスクを設定し、新興国別に上限を配分する大口リスク委員会

•　コーポレートリスクおよびカントリーリスクに関する格付けシステム

•　僅少なリスクに関するスコアリングシステム

•　債務者、債務者グループまたは新興国別に「強度」（損害発生時に計上され得る最大の損害）を評価するための
統計学的メカニズム

投資適格リスク－10点満点で少なくとも６点－は、残存する信用保険の85％に相当する。

また、体系的なスコアリング・ポリシーが実施されており、残存リスクの98％が現時点でカバーされている。

重大なリスクはすべて、引受分および月次の推移の双方につき一括して監視される。

投資不適格リスクの引受率は月単位で監視される。

信用リスクポートフォリオの分散

コファースは、債務者による債務不履行、特定の業務分野の低迷または一部の国における不利な事象が保険金支払費
用全体に大きな影響を及ぼしうるリスクを最小化するために、分散された信用リスクポートフォリオを維持してい
る。また、コファースのリスクの大部分が短期のものであるという事実により、コファースは、支払能力の低下を認識
した後、比較的速やかに債務者または債務者グループに関してカバーされるリスクを軽減することができる。
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2011年12月31日現在の債務者に関するリスク・エクスポージャー

交付された保険契約（政府代行業務を除く。）／全商品につき保証つき

総残存契約者別内訳
残高

（百万ユーロ） 上限数 契約者数 残高に占める割合

拒絶 0 672,815486,835 0.0％

1-10千ユーロ 4,188 571,354536,087 0.9％

11-20千ユーロ 6,846 510,250406,418 1.5％

21-30千ユーロ 4,899 295,902183,638 1.1％

31-40千ユーロ 3,734 205,000101,323 0.8％

41-50千ユーロ 5,636 202,725117,626 1.2％

51-60千ユーロ 3,256 133,778 57,086 0.7％

61-70千ユーロ 2,797 110,874 41,985 0.6％

71-80千ユーロ 3,645 109,462 47,893 0.8％

81-90千ユーロ 2,077 75,339 24,084 0.5％

91-100千ユーロ 5,778 112,116 58,614 1.3％

101-150千ユーロ 12,805 315,425102,211 2.8％

151-200千ユーロ 11,163 217,622 62,847 2.4％

201-300千ユーロ 17,519 296,433 70,510 3.8％

301-400千ユーロ 14,320 204,876 40,920 3.1％

401-500千ユーロ 12,004 151,018 26,555 2.6％

501-800千ユーロ 27,917 302,055 44,003 6.1％

801千-1.5百万ユーロ 41,746 347,229 38,415 9.1％

1.5-3百万ユーロ 50,320 288,650 24,091 11.0％

3-5百万ユーロ 37,903 153,929 9,907 8.3％

5-10百万ユーロ 50,348 147,161 7,309 11.0％

10-50百万ユーロ 89,551 151,281 4,780 19.6％

50-100百万ユーロ 23,345 18,042 346 5.1％

100-200百万ユーロ 14,399 9,484 109 3.1％

200百万ユーロ以上 10,994 4,616 28 2.4％

合計 457,1885,607,4362,493,620 100％

 

グループBPCEの信用リスク基準の遵守を確保するために二段階の規制が設けられている。

 

財務リスク

コファースは、正味投資収益の変動に関する財務リスクおよび様々なアセットクラスに関するリスクに晒されてい
る。アセットクラスごとに価格急落に基づくストレスシナリオが策定されており、適用される信頼区間は97.5％であ
る。グループBPCEの方針は、グループBPCEのすべての金融資産（許容資産に含まれる非連結会社の株式を除く。）に
つき３カ月バリューアットリスク（VaR）に基づき測定される財務リスクをコファースグループの純資産の3.3％
（2011年12月31日現在48.4百万ユーロ相当）未満に厳しく制限することである。同日におけるコファースの実際の
VaRは44.8百万ユーロであり、許容される制限の中に十分入っている。

コファースは、以下の厳しい管理により目標を達成している。

•　通貨リスク：コファースの投資商品の大部分はユーロ建てである。ユーロ建ての負債を担保するが、関連する金
融商品が他通貨建てである資産に関する通貨リスクは、通貨のオープンポジションを維持しないようヘッジされ
る。

•　カウンターパーティー・リスク：2011年12月31日現在においてコファースが保有する債券その他の固定利付金
融商品の92％超は、国際的に認知されている一または複数の格付機関により少なくともA－の格付け（またはこ
れと同等の格付け）が付与されていた。

•　金利リスク：これは制限されている。債券のアセットクラスについて認められている最大感応度
)43
は、意図的に

４が上限とされた。

•　流動性リスク：コファースの投資の相当割合は、現金および現金同等物（2011年度末現在41％）である。コ
ファースが保有するその他の金利商品および株式の大部分は、OECD諸国の取引所で価格が付けられる。そのため、
コファースは、その有する投資ポートフォリオには債務を履行するために必要な資金を償うための十分な流動性
があると考えている。

•　ソブリン債に対するエクスポージャー：コファースの金融ポートフォリオは、ユーロ圏「周辺」諸国のソブリン
債に対してごくわずかに投資される。そのため、ギリシャ、アイルランド、ポルトガルおよびスペインのソブリン
債に対するコファースのネット・エクスポージャーはわずか13百万ユーロ、すなわちその有する固定利付ポート
フォリオ合計の１％である。

コファースの投資方針の遵守を確保するための二段階の規制は、実施されているシステムを完結させるものである。
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43　債券の感応度は、金利が上昇した場合に失われる評価額を測定するものである。したがって、修正デュレーションが４の債券は、金利が１％上
昇すれば市場過価格が４％下落する。

 

CEGC

コンパニー・ウーロペエンヌ・ドゥ・ギャランティー・エ・コションは、連帯保証および保証に関するグループ
BPCEの複数の事業分野にまたがるプラットフォームである。その主なリスクは、引受リスク、マーケット・リスク、オ
ペレーショナル・リスクおよび再保険会社の債務不履行リスクである。

引受リスク

引受リスクは、同社が有する主要なリスクである。残存するリスク資産の規模は、2011年12月31日現在78.6十億ユー
ロ（2010年度比で21％増）に達した。引受リスクは、本質的にはカウンターパーティー・リスクである。同社が融資
保証の受け手に対し行う約束により、被保険者に対する直接的なエクスポージャーが発生する。

各業務における引受リスクの管理は、各マーケット固有のリスクおよび委任者の経験に適合した個別・集合的な一
定の委任チェーンにおいて引き受けるべき案件の分析（カウンターパーティー・リスク、案件の種類および分析、資
金調達または契約および受け取る担保）に特に依拠している。委任チェーンは、リスク水準（請求がなされる可能性
を示す。）および契約レベル（請求がなされた場合の請求の重大性を示す。）ごとの具体的なマーケット・リスクを
特定する。承認手続きは、事業分野ごとの残高に対し絶対的な制限（請求がなされた場合の請求の重大性）を設け、
カウンターパーティーに点数を付ける（発生可能性）ことにより同社の委任チェーンを管理する。

カウンターパーティー・リスクに関する選定手続きは、事業の種類および提供される保証により異なる。

引受リスクは、特定の委員会（引受委員会、訴訟および引当金委員会ならびにウォッチリスト委員会）のおかげによ
り、多くの統計手法、スコアおよびリスク指標を用いて全体的に、また、個別に（つまり、カウンターパーティーごと
に）監視される。

また、このシステムは、連帯保証および保証を提供するために、さらに業務ごとに挙げられる引受リスク（保険料、準
備金および保険金請求）、マーケット・リスク（株式、金利、債務不履行、不動産等）、債務不履行リスク（再保険会
社および債務者）およびオペレーショナル・リスクを監視するために最新の手続きに依存している。

マーケット・リスク

CEGCは、貸借対照表価額が1.1十億ユーロの投資ポートフォリオを有している。投資ポートフォリオから生ずるマー
ケット・リスクは、引受リスクから見れば軽微とされる。実際、引受業務は簿外に計上される。約定の時点で保証保険
に係る保険料を徴収することにより、CEGCは、資金調達の問題を管理する必要がなくなる。また、ミスマッチリスクが
存在しない。投資ポートフォリオは、資本金および保険契約準備金により完全に担保される。

かかるリスクを管理するシステムは、ポートフォリオ全体に対して、またアセットクラスごとに適用される制限、規
則および警告事項を記した財務管理表、ならびにかかる規則の遵守を確保し、資産配分方針を実行し、完了した取引
のリターンを検討する特定の委員会（資産負債管理委員会および財務管理委員会）に依拠している。

オペレーショナル・リスク

同社のオペレーショナル・リスクは、各事業分野の融資手続きにおいて実施されるリスク管理システムのおかげに
より制限される。

CEGCは、その活動に適合し、事業分野の手続きに基づき開発された債務不履行に関するリポジトリおよびマップを有
している。このリポジトリは、事故およびリスク状況を評価し、ナティクシスが用いる手法に基づく是正措置計画を
監視するための標準的な枠組みで構成される。

再保険リスク

CEGCは、その活動に適合した再保険プログラムを実施することにより負債ポートフォリオをヘッジしている。このプ
ログラムは、貸付担保市場における引受収益およびソルベンシーマージンの確保を可能にするとともに、法人向け市
場（プロパティマネージャーおよび不動産業者、個人向け住宅建築業者、開発業者、ならびに企業のための規制およ
び契約に基づく保険会社）において多額の保険金請求が生じた場合における資本の保全を可能にするものである。

毎年、業務変更に基づく再保険によるヘッジニーズが決定される。

再保険会社の債務不履行リスクは、集中度および格付けの制限により管理される。

 

CEGCの市場別貸付金残高

百万ユーロ
2011年12月31日

現在
2010年度／2011
年度間の変動

リテール顧客 71,400 +22％

個人向け住宅建築業者 300 +17％

プロパティマネージャー－不動産業者 2,600 +11％

企業 1,300 +9％

不動産開発業者 1,000 +25％

専門家 1,200 +26％

ソーシャル・エコノミーおよびソーシャル・ハウジング 500 +23％

ワークアウト・ポートフォリオ管理 300 -28％
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合計 78,600 +21％

 

(3)リスクマネジメント

①資本管理方針

適正自己資本の管理

グループBPCEの財務体制は改善した。コアTier-1比率は、2012年６月30日時点で10.0％
35
となり、2011年12月31日

36
と

比較して90ベーシス・ポイント以上の改善となった。これは主に、2011年12月31日と比較して２十億ユーロ減少した

（2012年６月末時点で386十億ユーロ）リスク加重資産の最適管理、利益剰余金の水準および協同組合株式による資

金の流入に起因している。

 
35
　2012年６月30日時点の予想。
36
　バーゼルIのフロアの効果を除き、2011年12月31日まで適用された比率との比較。
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このように、グループBPCEは、グループBPCEの欧州ソブリン債へのエクスポージャーに対する市場割引に対応する、
10億ユーロのソブリン・バッファーを考慮し、欧州銀行監督機構により算出された、バーゼル2.5における９％のコ
アTier-1比率目標を十分に満たしている（コアTier-1資本を3.1十億ユーロ超過）。

さらに、2012年度上半期中、グループの11.5％のTier-1比率
1
は、2011年12月31日と比較して増加した。当期中、グルー

プBPCEの資本比率に重大な影響を及ぼしたいくつかの要因が存在した。

 

協同組合株式による資金の流入

グループの資本基盤を増加させるため、２つの銀行ネットワークが、引き続き定期的に協同組合株主に対して株式を
発行している。バンク・ポピュレール銀行およびケス・デパーニュは、2012年上半期中に、約２十億ユーロの協同組
合株式を売却した。

 

４種の債券の買戻し

2012年３月16日に、BPCEは、2012年11月27日から2013年10月29日の間に満期を迎える４種の債券にかかる、優先債務
の現金での買戻しの実施を完了した。買戻し金額は、822百万ユーロであった。グループBPCEにとって、当該実施は、銀
行に課せられる新しい規制上の制約の一部として、債務の平均償還期間を延長することを目的とする、債務償還管理
方針に沿ったものであった。

 

資本分配のステップ

グループBPCEの支払能力を保証するため、2012年度上半期に、グループBPCEに代わり、資本を最適化および管理する
ステップが実施された。

 

BPCE S.A. グループの資本基盤の強化

2012年３月26日、BPCEは、BPCEの株式資本に対するそれぞれの持分に応じて、各バンク・ポピュレール銀行および各
ケス・デパーニュにより引き受けられた、２十億ユーロの超劣後債を発行した。

 

バンカ・カリッジ

外国子会社および資本投資の集中化の方針を継続し、BPCEは、2012年１月２日に、バンカ・カリッジに対するその持
分のすべてを子会社であるBPCE IOMに譲渡した。さらに、2012年下半期に、BPCE IOMはその持分を減少させ、６月末時
点でバンカ・カリッジに対する持分9.98％を保有している。

 

BPCE IOMに対する償還劣後貸付の設定

2012年６月末に、BPCEは、40百万ユーロの償還劣後貸付（プレ・スボルドネ・ランブルサーブル（PSR））をBPCE

IOMに対して行うことに同意した。

 

見通し

2012年度下半期に、グループBPCEは財政の安定を向上する目標の達成および、特にバーゼルIII規制の実施に関連す
る、次の規制上の期限を厳守するため引き続き尽力する。

 

信用およびカウンターパーティ・リスク

信用およびカウンターパーティ・リスク管理組織

リスク測定は、各クライアントおよび取引に適用され、グループBPCEのリスク管理部がその遂行の決定および統制に
責任を有する格付制度に依拠している。

各企業内で行われる決定は、委任手続きの枠組み、連結ベースで各クライアント・グループに関連する制限の制度、
およびリスク管理部門にかかる相反分析の原則内で、より上位の信用委員会に対する報告をもたらす可能性のある
申立ての権利をもって、グループBPCEにおいて行われる。

 

2012年度上半期中の実績

信用リスク部は、グループの信用委員会の下で、グループBPCEの制限制度の展開、主要銀行、法人、地方公共セクター
および不動産カウンターパーティーに対する制限の更新を完了した。

また、不動産プロフェッショナルに対する制限の設定方法が確立された。

信用リスク管理システムを展開するため、グループBPCEは、自動車事業に最初に実施されたセクター毎の指針システ
ムを完成させた。
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グループBPCEのウォッチリスト監視システムは、複数の企業により共有される極めてリスクの高い貸付に対する一
貫した引当金の繰入れを行うため、またウォッチリスト上の貸付の実行の監視強化のために引き続き改善される。こ
のように、指定された法人の引当基準は、リスクのためのグループBPCEの基準および手法委員会会議において承認さ
れた。

さらに、2012年１月に法人格付システムがケス・デパーニュ・ネットワークに対して展開され、2012年末までに、バ
ンク・ポピュレール・ネットワークおよびナティクシス内で現在使用されている監視システムとの統一が進められ
ている。

最後に、貸付業務の恒久的な統制システムの検討を行うための努力が2012年上半期に開始された。

 

総エクスポージャー区分および手法別の貸付金ポートフォリオの内訳

百万ユーロ
2012年６月30日 2011年12月31日

エクスポージャー エクスポージャー

ソブリン 177,236 165,496

金融機関 150,551 157,264

法人 296,505 303,502

リテール顧客 342,463 338,366

証券化 35,116 38,694

資本 11,596 12,056

合計
37 1,013,467 1,015,378

出典：グループのリスク管理データ

 

 

2012年度上半期において、グループBPCEのその他の資産を除く総エクスポージャー合計は、依然として比較的安定し
ており（-0.2％）、1.013兆ユーロを超えた。グループBPCEの伝統的な事業である法人およびリテール顧客は、2012年
６月30日時点で、グループBPCEの総エクスポージャーの半数以上を占めた（63％）。

 

 
37
　その他の資産を除く。
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地域毎の内訳（総エクスポージャー）

百万ユーロ

2012年６月30日 2011年12月31日

フランス

欧州 

（フランス

を除く）

南北アメリ

カ

アジア／オ

セアニア

アフリカおよ

び中東
合計 合計

ソブリン 147,67422,451 5,617 340 1,154 177,236 165,496

金融機関 88,611 40,11215,688 4,616 1,524 150,551 157,264

法人 194,07643,69542,815 8,068 7,850 296,505 303,502

合計 430,362106,25764,121 13,023 10,528624,292 626,262

出典：グループのリスク管理データ

 

グループBPCEの総リスク・エクスポージャーは、主に欧州において保有されており（86％）、フランスのソブリン債
に特に集中し、フランスが68.9％を占めている。「法人」および「金融機関」の区分に関しては、フランスを除く地
域において、それぞれエクスポージャーの35％および41％が保有されており、より広範な地域にわたってエクスポー
ジャーを有している。
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セクター毎の内訳（総エクスポージャー）

グループBPCE－法人およびプロフェッショナル

百万ユーロ

2012年６月30日 2011年12月31日

法人
プロフェッショ

ナル
合計 法人

プロフェッショ

ナル
合計

金融保険 61,302 848 62,150 64,097 856 64,953

不動産賃貸 32,320 23,718 56,038 31,279 23,401 54,680

不動産 24,047 2,614 26,661 25,540 2,273 27,813

持株会社および多角経営 19,293 1,895 21,187 19,551 1,961 21,511

エネルギー 20,038 356 20,394 18,923 351 19,274

サービス 13,007 6,839 19,846 12,523 6,716 19,239

建設および公共事業 12,100 6,041 18,141 11,898 6,067 17,965

小売 12,189 3,061 15,250 11,649 3,044 14,693

医薬品－医療 7,778 6,054 13,832 7,144 5,929 13,073

交通 11,418 1,963 13,380 11,743 1,933 13,675

食品業界 8,221 4,773 12,994 8,497 4,604 13,101

消費財 7,609 4,050 11,659 8,161 4,079 12,241

電気および機械工事 9,637 1,679 11,316 10,362 1,700 12,062

主要産業 8,762 732 9,493 9,487 785 10,272

観光、ホテルおよびレス

トラン
4,565 4,875 9,440 4,678 4,805 9,483

国際コモディティー取引 7,958 49 8,007 8,759 60 8,819

メディア 6,957 501 7,458 7,458 505 7,963

技術 5,217 168 5,385 5,249 173 5,422

地方公共団体へのサービ

ス
4,021 152 4,173 4,249 153 4,403

政府 863 11 874 836 12 848

その他 19,202 2,251 21,453 21,420 2,544 23,965

合計 296,505 72,629 369,134303,502 71,952 375,454

出典：グループのリスク管理データ

 

2012年度上半期において、セクター種類別のエクスポージャーの内訳は安定しており、特に金融および保険セクター
に重点が置かれている。
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2012年６月30日現在の欧州ソブリン・エクスポージャー
38

2012年６月30日に、グループBPCEは、欧州銀行監督機構（EBA）により確立された形式に基づいて、欧州経済領域に参
加する諸国30ヶ国に対するエクスポージャーのアップデートを行った。

39

 

百万ユーロ

2012年６月30日付

直接的エクスポー

ジャー総計

06/30/2012

2012年６月30日付

正味直接エクス

ポージャー（デリ

バティブを除く）

／銀行勘定
／売買目的保有

勘定

2011年12月31日

付正味直接エク

スポージャー

（デリバティブ

を除く）

オーストリア 398 323 279 44 38

ベルギー 3,962 3,178 3,009 170 2,149

ブルガリア 0 0 0 0 0

キプロス 57 57 57 0 126

チェコ共和国 168 168 168 0 179

デンマーク 94 94 94 0 95

エストニア 0 0 0 0 0

フィンランド 111 17 0 17 (27)

フランス 44,245 32,286 33,003 (717) 28,875

ドイツ 8,239 1,100 0 1,100 (3,571)

ギリシャ 29 5 5 0 631

ハンガリー 118 112 106 5 103

アイスランド 0 0 0 0 0

アイルランド 173 173 171 2 158

イタリア
40 9,242 3,866 3,502 364 3,532

ラトビア 4 4 0 4 0

リヒテンシュタイン 0 0 0 0 0

リトアニア 42 42 0 42 63

ルクセンブルグ 6 6 6 0 3

マルタ 0 0 0 0 0

オランダ 2,598 (136) 1 (137) 99

ノルウェー 0 0 0 0 0

ポーランド 560 560 557 3 568

ポルトガル 81 8 62 (54) 82

ルーマニア 0 0 0 0 0

スロバキア 259 259 259 0 238

スロベニア 247 247 247 0 247

スペイン 1,168 214 13 202 (33)

スウェーデン 0 0 0 0 0

英国 1 1 1 0 1

合計 71,803　 42,585　 41,539　 1,046　 33,556　 

 
 
38
　連結ベースでの銀行活動のエクスポージャー。
39
　欧州銀行監督委員会（CEBS）であった、欧州銀行監督機構（EBA）。
40
　2011年12月31日付、地方公共セクター・カウンターパーティーのソブリン債への再分類の見積。
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デリバティブを除く正味直接エクスポージャーは、主にフランスおよびドイツに牽引され、2012年度上半期に増加し
た。

 

市場リスク

市場リスク管理

リスク管理部の市場リスク管理サービスは、グループBPCEの市場リスク管理委員会による定期的な調査対象となっ
ているBPCE内の市場業務の統制について、責任を負っている。

2012年上半期の業績

2012年上半期、グループレベルでの統一的なバリュー・アット・リスク（VaR）算定法の導入計画に続き、グループ
BPCEのリスク管理部では、全売買目的保有勘定について日常的に適用するグループのバリュー・アット・リスク
（VaR）を策定している。

またグループBPCEの現金監視体制は、バリュー・アット・リスク（VaR）に用いる（新たなリスク要因が加わった）
手法の改善、および感応度指標の計算をナティクシスが用いる方法に調整したことで厳格化された。

さらに金融リスク管理部門においても、戦略委員会の各会議および隔月開催による検討会議を通じて、クレディ・
フォンシエールの証券化ポートフォリオに係るアクティブ運用方針を検討している。

金融リスク管理部門はまた、国際通貨基金（IMF）が求めるストレス・テストのシナリオの実施にも助力した。グ
ループBPCEの市場ストレス・テストのシナリオを再調整するため、中央機関、ナティクシス、ブレッドおよびクレ
ディ・コオペラティフで構成する作業部会が設置された。

最終的に、トレーダーによる個々のそして累積的な日々の取引の現金管理に関して、ラガルドのレポートで推奨され
る事項に関して四半期における特別の監視が精緻化された。

 

市場リスク測定の定量的データ

グループBPCEのバリュー・アット・リスク（VaR）

2012年６月29日現在のグループBPCEの売買目的分野の連結バリュー・アット・リスク（VaR）（モンテカルロ法、信
頼水準99％、保有期間１日）は24.5百万ユーロに達し、主にナティクシスおよびブレッド・バンク・ポピュレールを
要因に増大した。
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ストレス・テストの結果

2012年６月29日時点の全体的なストレス・テスト

*これらのストレス・テストは、ナティクシス、ケス・デパーニュのネットワーク、ブレッド・バンク・ポピュレール
および子会社といった、グループBPCEの売買目的分野で適用された。

 

仮想ストレス・テストのうち最も感応度の高いものは、ナティクシスのコーポレート・投資銀行業務分野における
金融機関の債務不履行および商品価格のボラティリティの上昇に関連した。

過去のシナリオのうちで最重要なものは、2008年３月の資産担保証券（ABS）／住宅ローン担保証券（MBS）に係る
企業破綻に関連していた（MBIAの取引に伴う証券化の残余部分の方向性によりGAPCに顕著な影響を及ぼしたた
め）。

 

流動性および金利リスク

A／ グループBPCEの資産負債管理の構造

ガバナンス

グループBPCEの中央機関により、全事業ラインおよび機関に適用する標準規則がまとめられた。これによりリスクの
連結が可能となり、グループBPCEは次の２つの主要原則を軸とした戦略的展望に相応しい管理方針を採用すること
が可能となる。

・ 各機関は、各事業ライン活動固有の特性を考慮した共通の規則および適合につきグループBPCEの利害を最適化さ
せることを可能とする社内の市場システムに関して生ずる、貸借対照表上の構造的リスクに関連した費用を負担
する。

・ 各企業は、それぞれのレベルでのリスク管理責任を負う。中央機関は、各企業のレベルでグループBPCEの規則が適
用され、妥当なものとなっているかを監督する。

グループBPCEの資産負債管理は、グループBPCEの取締役会会長の権限下にあるグループBPCEの資産負債管理委員会
によって決定される。

 

2012年上半期の業績

グループBPCEでは、2010年12月16日公表のバーゼル委員会の規則文書に定める基準に準拠した流動性準備を設定し
ている。同準備は、グループBPCEの中央機関であり流動性保証を付与するBPCE SAの貸借対照表上で計上される。

2012年、グループBPCEは、事業に関する流動性予算の内容に関して、流動性消費を事実上削減すべく見直しを図った。

グループBPCEは、流動性カバレッジ比率策定の一環として、グループでは事業全体を対象とした計画を採用してい
る。そのため市場では、バーゼルの規制資本要件を遵守するのにより適合した商品の販売が開始されている。

またグループでは、管理の一環として短期の流動性の変容を縮小した。

 

監督手続き
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グループBPCEのリスク管理部は、構造的な貸借対照表上のリスク（流動性、金利および為替相場リスク）の管理シス
テムの一部である。

資産負債管理のリスク部門は、構造的な金利、流動性および為替相場リスクの副次的なレベルでの統制責任を負って
いる。この資産負債管理のリスク部門では、構造的な貸借対照表リスクの統制および監視メカニズムの一部として、
特に、ナティクシスのリスク管理部門と連携して、中央機関およびナティクシスが導入した統制強化を通じてグルー
プの資産負債管理基準を最新に保つ機能を果たしている。

またこの事業ラインでは、レベル２の統制対象を有担保社債の発行体であるBPCE SFHにまで拡大し、レベル２の統制
に関して、当初策定されたグループBPCEのリスク管理部の権限に基づく恒久的な統制計画が導入される結果となっ
た。

さらに、流動性計画の一環として、同事業ラインは期間１ヶ月および１年に関する流動性カバレッジ比率および安定
調達比率についてグループ内で適用する手法の基準の検証にも関与した。統制は、特に流動性準備に関して追って実
施された。

最後に、資産負債管理リスクに関する報告提出の自動化をする準備が行われた。この実施時期については現在検討中
である。

 

B／ 流動性および資金調達リスク

流動性リスク管理

各企業は、グループBPCEの資産負債管理委員会が定義し、グループBPCEのリスク管理委員会が認可したグループBPCE
の資産負債管理の基準の枠組みのなかで、資産負債管理を自立的に統制している。

グループBPCEの各企業は資産負債管理委員会を有しており、少なくとも四半期に１回の頻度で会合が設けられる。こ
の委員会においては、指標を検討し、資産および負債ならびに将来の生産を管理するための金融取引を決定する。

したがって企業間では、同一の管理指標、同一のリスクモデル（事業活動固有の性質を含むもの）および同一の制限
規則を共有している。指標は、グループBPCEの資産負債管理委員会が管理決定をグループレベルで確認できるよう、
グループBPCEのレベルで連結される。

流動性リスクは静的および動的な２種類の方法、ならびに通常およびストレス時という２種類の市況において観測
される。

 

資金調達管理

グループBPCEの財務部は、グループBPCEの市場での資金調達活動を計画、調整および監督する。

短期資金調達需要に係るグループの主な発行体は、2011年以降、BPCEとナティクシスの現金管理チームの統合を受
け、財務・中央銀行担保管理一元化の取決めに基づき運営しているBPCEとナティクシスである。

中長期（１年超）の資金調達需要については、主な調達源であるポピュレール銀行およびケス・デパーニュの両
ネットワークにおける顧客預り金のほか、グループBPCEではBPCEおよびクレディ・フォンシエール・ドゥ・フラン
スの子会社であるカンパニー・ドゥ・フィナンスモン・フォンシエールという主な２事業者を通じて社債も発行し
ている。

市場での中・長期資金調達に関して、グループBPCEでは、資金調達源が適切に分散されていることを確約し、利用頻
度が低いと思われる市場への依存を制限することを重視している。

2012年７月20日現在、グループBPCEの26十億ユーロの中・長期資金調達プログラムについて80％が完了済みであっ
た。現在までのところ、グループBPCEでは総額20.9十億ユーロを調達し、平均償還年限は6.8年に拡大し（前年は4.2
年）、有担保社債と無担保社債のバランスも、以下に示すとおり堅調であった。

・　無担保社債：　 調達額10.4十億ユーロ（リテール・バンキングのネットワークを通じた調達額2.8十億ユーロを
含む。）

・　有担保社債：　 調達額10.5十億ユーロ

ホールセール・プログラム（21十億ユーロ）およびリテール・バンキングのネットワークによる資金調達プログラ
ム（５十億ユーロ）は、それぞれ86％および56％が完了済みである。

BPCEの中・長期資金調達プールに関して、2012年７月20日現在18十億ユーロのプログラムのうち79％が完了済みで
あり、かかる14.2十億ドルは平均償還年限5.9年で調達された。

クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランスの中・長期資金調達プールに関して、2012年７月20日現在８十億ユー
ロのプログラムのうち84％が完了済みであり、かかる6.7十億ドルは平均償還年限8.8年で調達された。

2012年６月30日現在のグループBPCEの短期リファイナンスの残高は103十億ユーロであった
41
。

2012年６月30日現在、グループBPCEの流動性準備は133十億ユーロで、うち100十億ユーロが、中央銀行のリファイナ
ンスに適格で担保設定のない、または短期的にかかる状態にある資産であり、また流動性資産のうち33十億ユーロが
2012年６月末現在、各中央銀行に預託されていた。

 

規制上の流動性比率

最低要件を100％とした場合のBPCEの１ヶ月の流動性比率は、2012年６月30日現在114.6％（2011年12月31日現在
105.6％）であった。
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グループBPCEの新たな環境への適応

グループBPCEは、バーゼルIIIによる新たな規制上の制限またはソブリン債務危機によって生じた流動性および資金
調達への圧力や不透明性等、流動性要件の引き上げを経験した規制・金融環境の変化に適応している。かかる要件引
上げに直面し、商業上、財務上および技術的な領域において、グループBPCEに最適な方法で新たな規則および制限を
習得するため、グループBPCEの子会社全社について適合手段が監督されている。

ポピュレール銀行およびケス・デパーニュのネットワークにおける貸借対照表上の流入額は増加を続け、かかる２

ネットワーク内の顧客資産負債比率は、2012年６月30日現在116％
42
という結果となった。

またグループBPCEでは、2013年末までの流動性要件の削減目標を25十億ユーロから35十億ユーロに設定している。グ
ループBPCEの流動性要件は、2011年６月末以降実質的に低下している。2012年６月末現在、グループBPCEは流動性要
件を既にグループの中期目標の76％に相当する22.9十億ユーロ削減していた。

 

 
41
　概算値
42
　概算値
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C／ 金利リスク

金利リスクの管理

金利リスクは、グループBPCEの資産負債管理委員会が定義する指標および制限のシステムによる統制を受ける。この
リスクのヘッジが認められるのは、極めて基本的な（仕組商品でない）商品とされる。もっとも、オプションの売却
およびグループBPCEの連結ベースの業績に影響を与えない有利な勘定については、この限りでない。

このリスクは、静的・動的双方の手法によって観測される。各種の独立したリスク（売買目的保有勘定、自己勘定
等）を除き、貸借対照表上の構造的リスクが測定される。グループBPCEは、リスクの統制と予測可能かつ一貫した結
果を目標としている。

静的手法による観測では、ギャップの制限はグループBPCE全体に共通する金利ギャップの算定に基づく。この制限は
時間を経て減少し、各事業ラインの特性を考慮して修正される。

またリスクは、グループBPCEのエコノミストが設定した一元的な金利シナリオでの将来の収益を想定することによ
り、動的に分析される。

 

エクスポージャー

グループBPCE内における金利ギャップの大半は、商業銀行業務が主にネットワークに関連して保有するものである。
2012年第１四半期においては、当初５年間に関するこのギャップが縮小し、さらに安定化しており、今後も設定され
た制限に従う。

（単位：十億ユーロ）
2012年４月１日か
ら2013年３月31日

2013年４月１日か
ら2017年３月31日

2017年４月１日か
ら2022年３月31日

ギャップ (13.82) (15.89) (8.17)

 

財務の透明性に関する金融安定化フォーラムの勧告

2012年６月30日現在のグループBPCEのエクスポージャー（ナティクシスを除く。）

ヘッジされていない感応型CDOのエクスポージャー

米国住宅市場のリスクを負うABS CDO

サブプライム部分のあるABS CDOのグロス・エクスポージャーは、2012年６月30日現在３百万ユーロであった。

（単位：百万ユーロ） 合計

2011年12月31日現在のネット・エクスポージャー 0

2012年度上半期における減損 0

その他の変動 0

2012年６月30日現在のネット・エクスポージャー 0

2012年６月30日現在のグロス・エクスポージャー 3

 

その他のCDO

資産の種類別エクスポージャー
（単位：百万ユーロ）

2012年６月30日 2011年12月31日2012年度上半
期における
2011年度比の
変動

グロス・エクス
ポージャー

ネット・エクス
ポージャー

ネット・エクス
ポージャー

ABS CDO 67 52 80 (28)

トラスト型優先証券CDO 4 0 0 0

CLO 1,086 1,070 1,087 (17)

CSOおよびその他の法人のCDO 73 26 32 (6)

その他 69 65 70 (5)

合計 1,299 1,213 1,270 (57)

 

その他のCDOに対するグループBPCEのネット・エクスポージャーの88％超がCLOに関するものである。

 

2012年６月30日現在のネット・エクスポージャーの内訳
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勘定ポートフォリオ別内訳―その他のCDO

（単位：百万ユーロ）

2012年６月30日 2011年12月31日

金額 割合(％) 金額 割合(％)

売買目的保有勘定 13 1％ 13 1％

公正価値オプションの資産ポートフォリオ 34 3％ 38 3％

貸付金および債権ポートフォリオ 1,102 91％ 1,133 89％

売却可能資産ポートフォリオ 64 5％ 86 7％

合計 1,213 100％ 1,270 100％

 

格付け別内訳―その他のCDO

（単位：百万ユーロ）

2012年６月30日 2011年12月31日

金額 割合(％) 金額 割合(％)

AAA 197 16％ 121 10％

AA 654 54％ 695 55％

A 237 20％ 242 19％

BBB 70 6％ 125 10％

BB 5 0％ 10 1％

B 1 0％ 0 0％

CCC 4 0％ 8 1％

CC 0 0％ 0 0％

C 0 0％ 0 0％

D 0 0％ 0 0％

NR 45 4％ 68 5％

合計 1,213 100％ 1,270 100％

 

CDOのエクスポージャーをヘッジするために取引相手方から購入したプロテクション

（単位：百万ユーロ）

2012年６月30日 2011年12月31日

ヘッジされ
た商品の想
定元本額合
計

ヘッジされ
たCDOの減損

プロテク
ションの公
正価値

ヘッジされ
た商品の想
定元本額合
計

ヘッジされ
たCDOの減損

プロテク
ションの公
正価値

合計 443 (80) 80 456 (96) 96

 

これらのエクスポージャーは、次の３件の個別取引に関するマイナスベースの取引戦略に適合している。

・ 格付会社２社からAAA／AA+およびAAA／AA-の格付けが付与された欧州CLOに係る２本の上位トランシェ

・ 格付会社２社からAA／B+の格付けが付与された欧州ABS CLOの上位トランシェ

 

モノライン保険会社から購入したプロテクション

クレディ・フォンシエール・ドゥ・ドゥ・フランスが信用補完者から購入したプロテクションは、ヘッジされた商
品の評価に含まれていない（評価額はゼロ）。
 
そのため、評価は、信用補完者に対するエクスポージャーを反映していない。
 

CMBSのエクスポージャー
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勘定ポートフォリオ別エクスポージャーの内訳―CMBS

（単位：百万ユーロ）

2012年６月30日 2011年12月31日2012年度上半期
の2011年度比で
の変動

グロス・エクス
ポージャー

ネット・エクス
ポージャー

ネット・エクス
ポージャー

売買目的保有勘定 2 2 2 0

公正価値オプションの資産ポートフォリオ 0 0 0 0

貸付金および債権ポートフォリオ 366 296 294 2

売却可能資産ポートフォリオ 52 50 60 (10)

合計 420 348 356 (8)

 

格付け別ネット・エクスポージャーの内訳―CMBS

（単位：百万ユーロ）

2012年６月30日 2011年12月31日

金額 割合（％） 金額 割合（％）

AAA 65 19％ 68 19％

AA 92 27％ 139 39％

A 116 33％ 74 21％

BBB 36 10％ 35 10％

BB 0 0％ 0 0％

CCC 5 1％ 5 1％

CC 35 10％ 35 10％

合計 348 100％ 356 100％

 

地域別ネット・エクスポージャーの内訳―CMBS

（単位：％） 2012年６月30日 2011年12月31日

ドイツ 7％ 8％

フランス 28％ 27％

イタリア 6％ 6％

英国 20％ 20％

その他欧州 39％ 39％

合計 100％ 100％

 

エクスポージャーの80％近くにAAA、AAまたはＡの格付けが付与されているためリスクは限定されている。CMBSの
ポートフォリオはすべて欧州に所在している。

 

RMBSのエクスポージャー

勘定ポートフォリオ別内訳―スペインRMBS

（単位：百万ユーロ）

2012年６月30日 2011年12月31日2012年度上半
期の2011年度
比での変動

グロス・エクス
ポージャー

ネット・エクス
ポージャー

ネット・エクス
ポージャー

売買目的保有勘定 2 1 2 (1)

貸付金および債権ポートフォリオ 4 4 4 0

売却可能資産ポートフォリオ 204 190 202 (12)

合計 210 194 208 (14)

 

格付け別内訳―スペインRMBS

（単位：百万ユーロ）

2012年６月30日

AAA AA A

売買目的保有勘定 0 1 0

貸付金および債権ポートフォリオ 0 3 1

売却可能資産ポートフォリオ 0 165 25

合計 0 169 26

 

勘定ポートフォリオ別内訳―英国RMBS
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（単位：百万ユーロ）

2012年６月30日 2011年12月31日2012年度上半期
の2011年度比で
の変動

グロス・エクス
ポージャー

ネット・エクス
ポージャー

ネット・エクス
ポージャー

貸付金および債権ポートフォリオ 11 11 15 (4)

売却可能資産ポートフォリオ 149 149 141 8

合計 160 160 156 4

 

格付け別内訳―英国RMBS

（単位：百万ユーロ）

2012年６月30日

AAA AA A

貸付金および債権ポートフォリオ 11 0 0

売却可能資産ポートフォリオ 143 5 0

合計 155 5 0

 

グループBPCE（ナティクシスを除く。）は米国RMBSに対していかなるエクスポージャーを示していない。

 

2012年６月30日現在のナティクシスのエクスポージャー

サブプライム部分のあるABS CDOに対するエクスポージャー

（単位：百万ユーロ）
エクスポー
ジャー合計

2011年12月31日現在のネット・エクスポージャー（減損考慮後） 377

エクスポージャーの変動（清算、償還および為替相場） (184)

2012年度上半期における減損 (6)

2012年６月30日現在のネット・エクスポージャー（減損考慮後） 187

 

サブプライム部分のあるABS CDOのグロス・エクスポージャーは、2012年６月30日現在816百万ユーロであった。2012
年度上半期に減損損失６百万ユーロが計上され（BPCEによる保証の影響を除く。）、減損累計額は629百万ユーロと
なった。

信用補完者に対するエクスポージャー

（単位：百万ユーロ）

2012年６月30日現在 2011年12月31日現在

想定元本額

評価調整額
考慮前のエ
クスポー
ジャー 評価調整額 想定元本額

評価調整額
考慮前のエ
クスポー
ジャー 評価調整額

サブプライムCDOプロテクション 0 0 0 404 179 (140)

CLOプロテクション 3,095 109 (48) 4,609 168 (89)

RMBSプロテクション 153 33 (5) 327 63 (27)

CMBSプロテクション 109 8 (7) 464 10 (9)

その他のリスク 5,386 700 (354) 8,069 1,936(1,309)

合計 8,743 850 (413) 13,873 2,356(1,573)

 

（単位：百万ユーロ） 2012年６月30日 2011年12月31日

評価調整額考慮前のエクスポージャー 850 2,356

評価調整額 (413) (1,573)

残存エクスポージャー 436 783

割引率 49％ 67％

 

主としてMBIAモノライン・カウンターパーティーでオペレーションを変更した影響により、追加評価損は2012年度
上半期に1.160十億ユーロ減少し（BPCEによる保証の影響を除く。）、評価減合計は2011年12月31日時点の1.573十億
ユーロに対して2012年６月30日現在413百万ユーロとなった。

 

米国［NF１］RMBS（サブプライムRMBSを含む。）のポートフォリオ

勘定ポートフォリオ別内訳－米国RMBS
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（単位：百万ユーロ）

2011年12月31日
現在のネット・
エクスポー
ジャー

2012年度上半期
における評価額
の変動 その他の変動

2012年６月30日
現在のネット・
エクスポー
ジャー

売買目的保有勘定 5 0 (4) 1

公正価値オプションの資産ポートフォリオ 0 0 16 16

貸付金および債権ポートフォリオ 903 (47) (178) 678

売却可能資産ポートフォリオ 0 0 0 0

非ラップ 908 (47) (166) 695

売買目的保有勘定 10 0 (1) 10

貸付金および債権ポートフォリオ 245 0 (48) 198

ラップ 255 0 (49) 207

売買目的保有勘定 5 0 (4) 1

貸付金および債権ポートフォリオ 1,103 0 (914) 189

米国エージェンシー 1,109 0 (918) 190

合計 2,272 (47) (1,133) 1,092

BPCEによる保証付きネット・エクスポージャーの割合：15％

外部の保証付きネット・エクスポージャーの割合：14％

 

2012年６月30日現在の米国RMBSの格付けおよび原資産の種類別内訳は、以下のとおりである。

格付け別内訳－米国RMBS

（単位：％） 2012年６月30日

AAA 19％

AA 14％

A 3％

BBB 2％

BB 3％

B 7％

CCC 17％

CC 16％

C 11％

D 7％

NR 1％

合計 100％

 

原資産別内訳－米国RMBS

（単位：％） 2012年６月30日

米国エージェンシー 18％

プライム 20％

Alt-A 27％

サブプライム 27％

その他 8％

合計 100％

 

欧州RMBSのエクスポージャー

勘定ポートフォリオ別内訳－英国RMBS

（単位：百万ユーロ）

2011年12月31日
現在のネット・
エクスポー
ジャー

2012年度上半期
における評価額
の変動 その他の変動

2012年６月30日
現在のネット・
エクスポー
ジャー

売買目的保有勘定 86 0 (83) 3

公正価値オプションの資産ポートフォリオ 0 0 12 12

貸付金および債権ポートフォリオ 162 0 (114) 47

売却可能資産ポートフォリオ 96 (3) 2 95

合計 344 (3) (183) 158
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BPCEによる保証付きエクスポージャーの割合：52％

BPCEによる保証付きネット・エクスポージャー（サハラにより組み入れられた資産を含む。）の割合：60％

 

格付け別内訳－英国RMBS

（単位：百万ユーロ） AAA AA A BBB BB B CCC CC

売買目的保有勘定 0 0 0 3 0 0 0 0

公正価値オプションの資産ポートフォリオ 0 7 0 0 0 0 0 5

貸付金および債権ポートフォリオ 0 12 35 0 0 0 0 0 

売却可能資産ポートフォリオ 0 4 16 62 5 4 3 1

合計 0 24 51 65 5 4 3 6

 

勘定ポートフォリオ別内訳－スペインRMBS

（単位：百万ユーロ）

2011年12月31日
現在のネット・
エクスポー
ジャー

2012年度上半期
における評価額
の変動 その他の変動

2012年６月30日
現在のネット・
エクスポー
ジャー

売買目的保有勘定 47 (3) (35) 9

公正価値オプションの資産ポートフォリオ 0 0 0 0

貸付金および債権ポートフォリオ 396 0 (188) 208

売却可能資産ポートフォリオ 10 0 (3) 7

合計 453 (2) (225) 225

BPCEによる保証付きエクスポージャーの割合：18％

BPCEによる保証付きネット・エクスポージャー（サハラにより組み入れられた資産を含む。）の割合：98％

 

格付け別内訳－スペインRMBS

（単位：百万ユーロ） AAA AA A BBB BB B CCC CC

売買目的保有勘定 0 0 8 0 1 0 0 0

公正価値オプションの資産ポートフォリオ 0 0 0 0 0 0 0 0 

貸付金および債権ポートフォリオ 0 169 7 0 33 0 0 0 

売却可能資産ポートフォリオ 0 0 2 4 1 0 0 0 

合計 0 169 17 4 35 0 0 0 
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CMBSのエクスポージャー

勘定ポートフォリオ別内訳－CMBS

（単位：百万ユーロ）

2011年12月31日
現在のネット・
エクスポー
ジャー

2012年度上半期
における評価額
の変動 その他の変動

2012年6月30日
現在のネット・
エクスポー
ジャー

売買目的保有勘定 20 0 (10) 9

公正価値オプションの資産ポートフォリオ 0 0 13 13

貸付金および債権ポートフォリオ 50 0 (3) 46

売却可能資産ポートフォリオ 80 (1) (3) 76

合計 149 (1) (4) 144

BPCEによる保証付きエクスポージャーの割合：69％
    

 

格付け別内訳－CMBS

（単位：％） 2012年６月30日

AAA 14％

AA 16％

A 16％

BBB 28％

BB 14％

B 10％

CCC 1％

CC 1％

C 0％

NR 0％

合計 100％

 

国別内訳－CMBS

（単位：％） 2012年６月30日

英国 8％

米国 20％

欧州 70％

その他 0％

合計 100％
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５【経営上の重要な契約等】

 

本財務情報の公表日現在、以下に言及する契約（規制対象契約）を除き、BPCEは通常の業務において締結したもの以
外に重要な契約を締結していない。

(1)関連当事者間契約およびコミットメントに関する法定監査人の特別報告書

ケーピーエムジー・オーディット

KPMG S.A.部

1、クール・バルミー

92923　パリ＝ラ・デファンス・セデッ

クス

プライスウォーターハウス クーパース

オーディット

63、リュ・ドゥ・ビリエ

92208　ヌイイ＝シュル＝セーヌ・セ

デックス

マザー

61、リュ・アンリ＝レグノー

92075　パリ・ラ・デファンス・セデッ

クス

ファブリス・オダン

マリー＝クリスティーヌ・ジョリ

アニク・ショーマルタン ジャン・ラトルゼフ

シャルル・ドゥ・ボワリュー

 

これは、フランス語で発行された報告書を英語に意訳したものであり、英語圏の読者の便宜のみの目的で提供される

ものである。本報告書は、フランス法およびフランスで適用される専門監査基準と併せて読むものとし、これに従い

解釈される。

2011年12月31日に終了した事業年度の財務書類の承認のため、株主総会が招集された。

 

BPCE

パリ市75013、ピエール・メンデ・フランス通り50

株式資本：467,226,960ユーロ

 

株主各位

 

貴行の法定監査人としての権限において、関連当事者契約およびコミットメントに関する報告を行う。

法定監査人の責任は、提供された情報に基づき、法定監査人が通知を受け、または職務遂行中に発見した契約および

コミットメントの基本的特徴および手順を通知することである。当該契約の存在を確認し、またはその妥当性もしく

は内容にコメントし、他に契約およびコミットメントが存在するかを究明することは法定監査人の責任ではない。フ

ランス商法典（Code de commerce）第R.225-58条の規定に基づき、契約およびコミットメントが適切で、承認すべき

ものかを決定するのは株主の責任である。

該当がある場合、フランス商法典第R.225-58条に基づき、既に株主総会で承認された契約およびコミットメントの前

年度中の履行に関して開示を行うことも法定監査人の責任である。

フランス法定監査人委員会（Compagnie nationale des commissaires aux comptes、（CNCC））が発表する専門基

準に従い我々が必要と考える手順を行った。当該手順は、法定監査人に開示された情報が、それが引用された出典と

矛盾がないことを確保することが含まれている。

本報告書の目的において、

・「BPCE」とは、2009年７月31日から、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）とポピュレール銀行のネットワークが結合し

て生じた取締役会と監査役会を有するフランス株式会社（Société anonyme）である中央機関である。

・「CEパティシペーションズ」とは、取締役会と監査役会を有するフランスの株式会社（Société anonyme）であ

る従前のケス・ナシヨナル・デ・ケス・デパーニュ（CNCE）が2009年７月31日に、取締役会を有するフランスの

株式会社（Société anonyme）CEパティシペーションズに改名したもので、同社は、2009年にBPCEに譲渡されて

いないCNCEの資本持分および事業すべての持株会社であり、2010年８月５日にBPCEに吸収合併された。

・「BPパティシペーションズ」とは、取締役会を有するフランスの株式会社（Société anonyme）である従前のバ

ンク・フェデラル・デ・バンク・ポピュレール（BFBP）が2009年７月31日にBPパティシペーションズに改名した

もので、同社は2009年にBPCEに譲渡されていないポピュレール銀行ネットワークの資本持分すべての持ち株会社

であり、2010年８月５日にBPCEに吸収合併された。

 

株主総会の承認のため提出された契約及び約定

2011年度に承認された契約および約定
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フランス商法典第L.225-88条に従い、当行は、以下の契約が監査役会によって承認されたとの報告を受けた。

ナティクシスに関係する契約

本契約に関与する人物：フランソワ・ぺロール（BPCE運営委員会会長およびナティクシス重役 ）、ニコラ・デュア
メル（BPCE運営委員会メンバーおよびナティクシス重役ならびにBPCE永久代表）、オリビエ・クラン（BPCE運営委
員会メンバーおよびナティクシス理事会メンバー）、フィリップ・クイーユ（BPCE運営委員会メンバーおよびナ
ティクシス理事会メンバー）、ジャン・クリトン（BPCE監査役会メンバーおよびナティクシス重役）、スティーブ・
ジャンティリ（BPCE監査役会メンバーおよびナティクシス重役）、ベルナール・ジャナン（BPCE監査役会メンバー
およびナティクシス重役）およびディディエ・パト（BPCE監査役会メンバーおよびナティクシス重役）。

 

TRSはシャペル取引を開始した

シャペル取引は、サハラという仕組債におけるGAPC（ジェスティオン・アクティブ・デ・ポルトフイユ・カントン
ヌまたはワークアウト・ポートフォリオ・マネージメント）の一部であり、GAPCが保有する良質資産の各付けを向
上させることに役立つ。これらの有価証券は、2009年にBPCEおよびナティクシスの間で締結された「ネプチューン」
保証に付されている。

ナティクシスが従前サハラ仕組債に内在していたシャペル資産を取得したことに伴い、ネプチューン保証に相当す
るものを再構築するためにBPCEとナティクシスの間にシャペル投資への保証がトータル・リターン・スワップ
（TRS）によって確立された。

2011年５月11日の会議において、BPCE監査役会は当該トータル・リターン・スワップの実施を承認した。

本契約の導入は、BPCEの2011年度財務書類において39,868,755.93ユーロの費用の勘定につながった。

 

合意および引受契約の「コキシネル」メモランダム

2011年11月９日の会議において、監査役会は、「コキシネル」プロジェクトを完成させるための主な要条件を定める
合意のメモランダムに調印することを承認した。本プロジェクトは、ナティクシスが、ポピュレール銀行およびケス
・デパーニュ（貯蓄銀行）における株式投資持分に関連するリスクの一部に対し、防衛メカニズムを設置すること
にある。このメカニズムは、ナティクシスが、BPCEによって引受けされる仕組債（負債証券を発行するという形態を
取る）を発行することに基づいており、P3CIsというケス・デパーニュ（貯蓄銀行）およびポピュレール銀行によっ
て発行された協同組合出資証書の株式方式規制価格の一部を保証している。このP3CIは、額面6,930,000,000ユーロ
でBPCEがすべて引受けを行っている。

同時に、BPCEによって額面価額で保有されている超劣後債の６銘柄について、ナティクシスによる償還または期限前
償還の総額は、577,250,000米ドルおよび1,926,806,000ユーロに当該償還日または期限前償還日現在の発生済み利
息を加えた総額であると予想されている。

2011年12月15日の会議において、監査役会はP3CI引受契約の調印を承認し、2012年３月30日までに実行される。

この契約は、BPCEの2011年度財務書類に対して何ら影響を及ぼさなかった。

 

アルビアン-IT株主契約

グループBPCE内に情報システム構造のプールへの共同出資に関連して、アルビレオの款および株主構造は2011年度
において変化し、アルビアン-IT（現在、グループBPCEのデーターセンサー資産を保有し関連サービスを提供してい
る）を形成した。

BPCE、i-bp、ナティクシスおよびGCEテクノロジーズ間の株主契約は、共同方針および達成すべき目標の大要を定める
こと、社内における当事者らのガバナンスおよび関係を体系化すること、および株主間での株式譲渡に関する条件を
確立することを目的としており、25年を期間として確立された。

2011年12月15日の会議において、監査役会はBPCEが当該株主契約に加わることを承認した。

本契約の導入は、2011年度におけるアルビアン-ITの株式4,875,000株の純取得として計上され、BPCEの財務書類にお
いて額面48,750,000ユーロを表している。

 

クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランス（「CFF」）に関連する契約

本契約に関与する人物：フランソワ・ぺロール（BPCE運営委員会会長およびCFF理事会会長）、ニコラ・デュアメル
（BPCE運営委員会メンバーおよびBPCE永久代表、CFF役員）、オリビエ・クラン（BPCE運営委員会メンバーおよびCFF
役員）、ピエール・デベルニュ（BPCE監査役会メンバーおよびCFF役員）、フランシス・ヘンリー（BPCE監査役会メ
ンバーおよびCFF役員）。

 

クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランスとの提携契約

CNCEの目的は、旧ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）グループBPCEの中央機関として、2007年12月11日に締結された支払
契約に従い受領した支払を考慮して、子会社を適切に運営することを確実にする。

BPCEは、2009年７月31日現在当該グループBPCEの中央機関としてCNCEの代わりを務めており、CFFとの提携に関する
業務に対して支払われる寄与額の変更を希望していた。

当該目的を達成するため、当事者らは、2012年以降の段階的増加条項が付された6,700,000ユーロの年次一時支払金
に関する2011年１月１日発効の新たな請求契約に調印することを決定した。
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本契約は、その他の子会社すべてに対して同一の寄与条件を保証している。

2011年８月４日の会議において、監査役会はクレディ・フォンシエール・ドゥ・フランスとの新たな請求契約の条
件を承認し、調印を認証した。

本契約の導入は、BPCEの2011年度財務書類上の収益における額面6,652,288.50ユーロの勘定へつながった。

 

クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランスへの株主融資

CFFのコア資本を強化するため、2011年８月４日、監査役会は、年間４％の利息の報酬を伴う無期限の当座勘定融資
470百万ユーロに調印することを承認した。

2011年11月９日の会議において、監査役会は、同一の特性を有する追加の当座勘定融資500百万ユーロに調印するこ
とを承認した。当該融資は、CFFが2011年12月14日に資本を増大した際にすべて株式に変換された。

本契約の導入は、BPCEの2011年度財務書類上の収益における額面6,171,111.11ユーロの勘定へつながった。

 

その他の契約

バンカ・カリッジ株式購入契約および修正

本契約に関与する人物：フランソワ・ぺロール（BPCE運営委員会会長およびBPCE IOM理事会会長）、ニコラ・デュ
アメル（BPCE運営委員会メンバーおよびBPCE IOM理事会メンバー）およびオリビエ・クラン（BPCE運営委員会メン
バーおよびBPCE IOM理事会メンバー）。

BPCE IOM内での世界的銀行における株式投資持分を合成すること関連して、2011年６月29日、BPCE監査役会は、先行
条件に従い、BPCEによって保有されるバンカ・カリッジの株式242,060,434株（資本の13.5％を表す）を普通株式１
株当たり1.57ユーロの価格でBPCE IOMに売却することを承認した。

当該売却についての先行条件の解除が遅すぎたため、本条件は修正されることとなった。

2011年12月15日の会議において、BPCE監査役会は、2011年12月30日現在のバンカ・カリッジ株式の市場価格に基づい
て売価を調整し期間中に行われた売却を考慮に入れ株式数を調整した株式購入契約への修正を承認した。

この契約は、BPCEの2011年度財務書類に対して何ら影響を及ぼさなかった。

 

フォンジュパールのCNPアシュランスへの売却

関与する人物：フランソワ・ぺロール、BPCE運営委員会会長およびCNPアシュランス役員。オリビエ・クラン、BPCE運
営委員会メンバーおよびCNPアシュランス役員。

2011年８月４日、BPCE監査役会は、BPCEのフォンジュパールにおける株式投資持分をCNPアシュランスへ売却するこ
とを承認した。売価はフォンジュパールの最終資本増加の売出価格と一致している。

本契約の導入は、BPCEの2011年度財務書類において3,793,748.94ユーロのキャピタル・ゲインの勘定につながった。

 

BPCE住宅ローン証券化プログラム

規制流動性比率の管理に関連して、グループBPCEは、契約対象債券発行プログラム（BP対象債券およびGCE対象債
券）を補うことを一つの理由として柔軟なツールを望んでいた。

このメカニズムの導入にあたり、ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）はBPCEによって補償され
た適格資産（住宅ローン）を出資した。

 

プログラム要項

関与する人物：フランソワ・ぺロール（BPCE運営委員会会長およびナティクシス重役）、ニコラ・デュアメル
（BPCE運営委員会メンバーおよびナティクシス重役、およびBPCE永久代表）、オリビエ・クラン（BPCE運営委員会メ
ンバーおよびナティクシス理事会メンバー）、フィリップ・クイーユ（BPCE運営委員会メンバーおよびナティクシ
ス理事会メンバー）、ジャン・クリトン（BPCE監査役会メンバーおよびナティクシス重役）、スティーブ・ジャン
ティリ（BPCE監査役会メンバーおよびナティクシス重役）、ベルナール・ジャナン（BPCE監査役会メンバーおよび
ナティクシス重役）およびディディエ・パト（BPCE監査役会メンバーおよびナティクシス重役）。

 

2011年２月22日の会議において、BPCE監査役会は、BPCEおよびナティクシスの間において以下の契約を締結すること
を承認した。

•　債権譲渡および運営契約

•　信用供与契約

•　APR書面

•　流動性準備契約

•　現金抵当契約

•　口座保有および現金管理契約
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•　債券引受契約

•　証券化ファンドの剰余部分に対する引受申込書

 

金融保証契約および新規発行額

関与する人物：フランソワ・ぺロール（BPCE運営委員会会長およびナティクシス理事会会長）、ニコラ・デュアメ
ル（BPCE運営委員会メンバーおよびBPCE永久代表、ナティクシス役員）、オリビエ・クラン（BPCE運営委員会メン
バーおよびナティクシス役員）、フィリップ・クイーユ（BPCE運営委員会メンバーおよびナティクシス役員）、ジャ
ン・クリトン（BPCE監査役会メンバー、バンク・ポピュレール・リーブ・ドゥ・パリ最高経営責任者およびナティ
クシス役員）、スティーブ・ジャンティリ（BPCE監査役会メンバー、BREDバンク・ポピュレール会長およびナティク
シス役員）、ベルナール・ジャナン（BPCE監査役会メンバー、バンク・ポピュレール・ブルゴーニュ・フランシュ・
コンテ最高経営責任者、およびナティクシス役員）、ディディエ・パト（BPCE監査役会メンバー、ケス・デパーニュ
・ブルターニュ・ペイ・ドゥ・ロワール運営委員会会長およびナティクシス役員）、カトリーヌ・アマン＝ギャル
ド（BPCE監査役会メンバーおよびケス・デパーニュ・ロワール・ドローム・アルデーシュCOS会長）、ジェラール・
ベルモン（BPCE監査役会メンバーおよびバンク・ポピュレール・バル・ドゥ・フランス会長）、ティエリー・カー
ン（BPCE監査役会メンバーおよびバンク・ポピュレール・ダルザス会長）、ピエール・デベルニュ（BPCE監査役会
メンバーおよびCASDENバンク・ポピュレール会長）、フランシス・ヘンリー（BPCE監査役会メンバーおよびケス・
デパーニュ・ロワレーヌ・シャンパーニュ・アルデンヌCOS会長）、ピエール・マツキエヴィッチ（BPCE監査役会メ
ンバーおよびケス・デパーニュ・コート・ダジュールCOS会長）、ベルナール・コモレ（BPCE監査役会メンバーおよ
びケス・デパーニュ・イル・ド・フランス運営委員会会長）、イヴ・トゥーブラン（BPCE監査役会副会長およびケ
ス・デパーニュ・ローヌ・アルプCOS会長）およびピエール・バランタン（BPCE監査役会メンバーおよびケス・デ
パーニュ・ラングドック・ルシヨンCOS会長）。

 

金融保証契約

2011年２月22日の会議において、監査役会は、契約に規定される通り、ナティクシス、BPCEおよび保証人らの間におい
て金融保証契約を締結することを承認した。

 

契約の修正

2011年10月５日の会議において、BPCE監査役会は、以下の契約を締結することを承認した。

•　金融保証契約の修正

•　信用供与契約の修正

本契約の導入は、BPCEの2011年度財務書類上の収益における1,254,598.04ユーロの勘定へつながった。

 

事前承認を有さない契約および約束

当行はここにおいて、フランス商法典第L.225-90の条項に従い、契約および約束に関する当行の報告書を提示する。

当該法典のL.823-12条に従い、当行は貴社に対しこれらの契約および約束は貴監査役会からの事前承認を受領して
いないことを報告する。

当行には、当行に提供された情報に基づき、かかる契約および約束の基本的な特性とともに、承認のプロセスを経な
かった事情について貴社に報告する責任がある。

 

BPCE運営委員会メンバーに関する約束

GSC失業保険契約

本契約に関与する人物：ニコラ・デュアメル、アンヌ・メルシエ＝ガレおよびフィリップ・クイーユ（BPCE運営委
員会メンバー）。

2011年10月26日、BPCE運営委員会メンバーであるニコラ・デュアメル、アンヌ・メルシエ＝ガレおよびフィリップ・
クイーユは、BPCEとGSC失業保険契約を締結した。

オリビエ・クランは、ケス・デパーニュ・ローヌ・アルプと締結した契約の更新を通じ、同様の契約によって恩恵を
受けている。

 

非任意終了への補償制度

本契約に関与する人物：フランソワ・ぺロール、ニコラ・デュアメル、オリビエ・クラン、アンヌ・メルシエ＝ガレ
およびフィリップ・クイーユ（BPCE運営委員会メンバー）。

任務の非任意終了に対する補償については、「現役」か停職かを問わず、雇用契約のない執行取締役のみが関与し、
深刻な過失に起因せずかつグループBPCE以外への異動につながらない任務の非任意終了（統治機関による解散）の
場合のみ支払いがなされる。

任務非任意終了に対する補償の支払は、潜在的に請求可能であった特定の補足年金制度または退職金権利に関して
従前運営委員会メンバーが所有していたであろうあらゆる権利を剥奪する。任務非任意終了に対する補償は、当行が
委任の終了前の経済年度に関して会計上の純収益を示している場合のみ支払われる。
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補償額は、毎月の参考給与×（12ヶ月＋当行への勤続1年ごとに１ヶ月）に等しい。計算に使用される毎月の参考給
与は、雇用の最終暦年に受領した固定給（給付金は除く）および雇用の最終３暦年において付与された変動給（即
時または繰延支払）の平均の12分の１に等しい。当該任務に基づき行われる支払いは、参考報酬の算出に使用され
る。

補償額は、グループBPCEに12年間勤続することに相当する、毎月の参考給与の24倍を上限とする。

現在の任務（または任務が有効であった期間もしくは更新の場合従前の委任期間が完了したと推定される期間）の
最後３年における平均最大変動給の少なくとも50％の収入を得た場合、当該補償は全額支払われる。

参考とする期間における平均最大変動給の33.33％を下回る収入を得た場合、当該補償は支払われない。33.33％およ
び50％の間であった場合、補償額は当行の統治機関の承認に服することを条件として定額ベースで計算される。

 

退職金制度

本契約に関与する人物：フランソワ・ぺロール、ニコラ・デュアメル、オリビエ・クラン、アンヌ・メルシエ＝ガレ、
フィリップ・クイーユ、およびジャン＝リュック・ベルニュ（BPCE運営委員会メンバー）。

執行取締役への退職金は、社会保障給付金を引き出す資格を得、その時点において執行取締役である場合に限り支払
われる。

計算に使用される毎月の参考報酬は、雇用の最終暦年に受領した固定給（給付金は除く）および雇用の最終３暦年
において付与された変動給（即時または繰延支払）の平均の12分の１に等しい。

当該委任に基づき行われる支払いは、参考報酬の算出に使用される。報酬額は、毎月の参考報酬×（６＋0.6Y）に等
しい。ここにおいて、YはBPCEにおいて委任を継続していた年数である（少数にもなりうる）。

退職金は、10年間委任を継続することに相当する、12倍の参考報酬を上限とする。支払われる給与の計算のベースは、
運営委員会メンバーが受給できる確定給付年金を含まない。

ジャン＝リュック・ベルニュが2011年９月19日に退職した際、469,489ユーロを受領した。

かかる契約が確立した時間枠を考慮すると、本契約は、調印前にBPCE監査役会から事前承認を受けることはできな
かった。

 

既往の事業年度に承認を受けており、2011年度においても効力を有する契約およびコミットメント

フランス商法第R.225-57条に基づき、我々は、既往の事業年度に既に株主総会の承認を受けており、2011事業年度に
おいても継続している以下の契約およびコミットメントの実施について通知を受けた。
 
ナティクシスまたはその子会社に関する契約
 
ナティクシスの提携に関する支払契約
BPCE監査役会は、2010年12月16日の会議において、ナティクシスとの間の支払契約の条件を承認し、同契約の締結を
認めた。
 
この契約の実施により、BPCEの2011年度財務書類に18,423,231.68ユーロの利益が計上された。
 
ナティクシスの有価証券の買付けならびに期日の定めのない超劣後債の発行および買付け
BPCEは、BPCEが発行した期日の定めのない超劣後債との引換えにより行われる、ナティクシス、NBPキャピタル・トラ
スト・ワンおよびNBPキャピタル・トラスト・スリーが発行した債券その他の有価証券に関する交換オファーを開
始した。
 
BPCEは、本件交換で受領したナティクシスの有価証券をその後ナティクシスに売り戻し、ナティクシスは、当該有価
証券を消却した。
 
BPCEは、ナティクシスが発行した期日の定めのない超劣後債を同じ額面金額分だけ購入するために、上記有価証券の
売却手取金をすべて充当した。
 
2011年12月31日現在、本件取引の一環としてナティクシスが発行した期日の定めのない超劣後債の残高は、BPCEの財
務書類上では871,494,391ユーロに達した。
 
この契約の実施により、BPCEの2011年度財務書類に109,670,887.43ユーロの利益が計上された。
 
ナティクシスを保護する仕組み
 
BPCEおよびナティクシスは、ワークアウト・ポートフォリオに起因する将来の損失および収益変動からナティクシ
スを保護する仕組みを構築するための覚書を締結した。
 
2009年11月12日、BPCE監査役会は、ワークアウト・ポートフォリオに含まれる資産の一部に関する以下の保証契約を
承認した。
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・　BPCEがナティクシスに与えた金融保証（リスクプーリング）
・　２本のトータル・リターン・スワップ契約－ユーロ建ての資産に関するものと米ドル建ての資産に関するもの
－ならびに当該スワップ契約の当事者間の関係を規定するISDAマスター契約（およびその別紙）

・　BPCEがナティクシスに与えたコールオプション
 
これらの契約の実施により、BPCEの2011年度財務書類に244,815,347.30ユーロの費用が計上された。
 
国家支援制度の枠組みの範囲内でのナティクシスおよびCNCE間ならびにナティクシスおよびBFBP間の信用・金融保
証マスター契約
これらの契約により、ナティクシスは、担保と引換えにCNCEおよびBFBPから借入れが行えるようになった。
 
グループBPCE間金融保証マスター契約
この保証契約は補償について規定していない。したがって、この保証契約はBPCEの2011年度財務書類に影響を及すも
のではない。
 
グループBPCE間信用マスター契約
これは、CNCEおよびBFBPがソシエテ・ドゥ・フィナンスマン・ドゥ・レコノミー・フランセーズ（SFEF）との間で
締結した契約と同一の条件が適用されるミラーローンに関するものである。
 
これらの契約の実施により、BPCEの2011年度財務書類に73,138,521.80ユーロの利益が計上された。
 
BPCE、ナティクシス、ナティクシス・トランスポート・ファイナンスおよびSFEF間の割当契約
2008年11月14日に締結された信用マスター契約および金融保証マスター契約の実施の枠組みの範囲内で、また、担保
として割当てられた債権の決済に備えるべく、特にSFEFのための割当口座が開設された。同口座には、2009年９月21
日に締結されたナティクシス、ナティクシス・トランスポート・ファイナンス、SFEFおよびBPCE間の契約が適用され
る。
 
2011年12月31日現在、BPCE S.A.がSFEFに担保として差し入れた債権の残高は、1,629,779,281.59ユーロに達した。
 
CNCEおよびナティクシス間の代理権委任契約
BPCE、ナティクシス、ナティクシス・トランスポート・ファイナンスおよびSFEF間で締結された割当契約の枠組みの
範囲内で、ナティクシスは、この契約の実施に関するすべての取引をナティクシスの名においてナティクシスを代理
して実施するための権限をBPCEに付与した。
 
2009年９月21日に締結されたこの委任契約は、2014年12月31日まで効力を有する。この契約は、BPCEの2011年度財務
書類に影響を及ぼさなかった。
 
CNCEおよびナティクシス間の連帯保証契約
2004年10月１日、CNCEおよびCDCイクシス・キャピタル・マーケッツは、CNCEがCDCイクシス・キャピタル・マーケッ
ツの第三者に対する債務につき連帯保証を行う旨の契約を締結した。イクシス・コーポレート・アンド・インベス
トメント・バンクとナティクシスとの合併に伴い、この保証契約は、ナティクシスのために更新された。
 
この保証は期限の定めなく与えられた。CNCE（現BPCE）は、解除の効力が生ずる６か月前に意思表明することを条件
として、この契約を一方的に解除することができる。
 
この契約は、BPCEの2011年度財務書類に影響を及ぼさなかった。
 
ナティクシス・アルジェリーの買収
ナティクシス・アルジェリーは1999年に（ナティクシス・アル・アメナという名称で）設立され、ナティクシスに
より完全に所有されている。同社は主として会社と取引している。2004年、ナティクシス・アルジェリーおよびBFBP
はリテール・バンキング業務を開始し、2006年にはリース業務を開始した。
 
BPCEは、2009年７月31日の為替相場では73百万ユーロ相当の7,325百万アルジェリー・ディナール（DZD）でナティ
クシス・アルジェリーの有価証券を買い付けた。この買付申し出は、アルジェリーの別の銀行に貸し付られた資金を
振替えることにより、将来の本社建設につき責任を負うナティクシス・アルジェリーの兄弟会社ABCに貸し付けられ
た資金を弁済することが条件であった。
 
この取引はこれまで実施されていないため、BPCEの2011年度財務書類に影響を及ぼしていない。
 
BPCEエンテルナシヨナル・エ・ウトゥル=メール（BPCE IOM）に関する契約
 
BPCE IOMとの間の支払契約
BPCE監査役会は、2010年12月16日の会議において、ナティクシスとの間の支払契約の条件を承認し、同契約の締結を
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認めた。
 
この契約の実施により、BPCEの2011年度財務書類に1,300,000ユーロの利益が計上された。
 
BPCEおよびBPCE IOM間の業務委託契約
この契約は、BPCEがBPCE IOMのために様々な指定地域においてサービスを提供する際のBPCEおよびBPCE IOM間の一
般的な業務委託契約の枠組みを定めることを目的とするものである。
 
両当事者は、事業拡大への支援を追記して所定のサービスの枠組みを拡大することを希望していた。
 
この契約は2010年７月１日に発効した。BPCE IOMがBPCEに毎年支払うべき一時金の総額は、500,000ユーロ（税別）
である。
 
BPCE監査役会は、2010年５月11日の会議において、この契約の条件を承認し、この契約の締結を認めた。また、2010年
11月９日の会議において、変更契約の条件および変更契約の締結を承認した。
 
この契約および変更契約の実施により、BPCEの2011年度財務書類に500,000ユーロの利益が計上された。
 
フィナンシエール・オセオ（現BPCE IOM）が発行した期日の定めのない超劣後債の買付け
フィナンシエール・オセオは、BPCEに対しTier-1資本の積立てへの協力を求めた。
 
2009年11月12日、BPCE監査役会は、フィナンシエール・オセオが発行した期日の定めのない超劣後債150百万ユーロ
分の買付けに関する契約を承認した。
 
この契約および変更契約の実施により、BPCEの2011年度財務書類に15,750,000ユーロの利益が計上された。
 
CNCEおよびフィナンシエール・オセオ間における市場取引のバックオフィス管理に関する契約
2006年６月22日に締結されたこの契約は、市場取引（有価証券および信用ポートフォリオ）に関してCNCEがフィナ
ンシエール・オセオに提供するバックオフィス業務（関係する初期レベルでの会計管理を含む。）について規定す
るものである。
 
この契約の実施により、BPCEの2011年度財務書類に100,000ユーロの利益が計上された。
 
その他の契約
 
バンク・パラティンヌとの間の支払契約
BPCE監査役会は、2010年12月16日の会議において、バンク・パラティンヌとの間の支払契約の条件を承認し、同契約
の締結を認めた。
 
この契約の実施により、BPCEの2011年度財務書類に1,174,808.24ユーロの利益が計上された。
 
オテロン・ホールディングへの当座勘定融資
BPCE監査役会は、2010年11月９日の会議において、最高額を51,000,000ユーロに増額する旨の変動金利当座勘定融資
契約の条件を承認し、同契約の締結を認めた。
 
2011事業年度において、実行された融資は44,500,000ユーロから49,500,000ユーロへと5,000,000ユーロ増加した。
この追加的融資および利用可能残高は、2011事業年度に全額評価減が実施された。
 
この契約の実施により、BPCEの2011年度財務書類に6,500,000ユーロの費用が計上された。
 
CNPアシュアランシズ株主間契約
合わせてCNPアシュアランシズの株式および議決権の過半数を所有する株主としてのフランス政府、ケス・デ・デポ
・エ・コンシナシヨン、CNCEおよびラ・ポストは、1998年９月２日に株主間契約を締結した。この契約により、当事者
は、引き続き長期的に出資を受け入れ、かつ当事者間の株式譲渡に関する規則を定める意向を示すとともに、フラン
スおよび海外におけるCNPの事業展開を強化するという共通の意向を表明することを希望した。
 
2009年７月27日に様々な当事者が締結したこの契約の第５変更契約に基づき、BPCEは、CNPアシュアランシズ株主間
契約の当事者となった。
 
この契約は、BPCEの2011年度財務書類に影響を及ぼさなかった。
 
ソパスュール株主間契約
上記のCNPアシュアランシズ株主間契約の実施に備え、フランス政府、ケス・デ・デポ・エ・コンシナシヨン、CNCEお
よびラ・ポストは、CNPに対する資本持分を合算することを目的としてラ・ポストおよび（ラ・ポストが主要株主で

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 172/1163



ある）CNCEにより設立されることとなっているソパスュールと称する持株会社を設立するとともに、CNPに関する株
主の戦略的利益を表明する株主間契約を2000年12月19日に締結した。
 
この契約の第１変更契約に基づき、BPCEは、2009年にソパスュール株主間契約の当事者となった。
 
この契約は、BPCEの2011年度財務書類に影響を及ぼさなかった。
 
GCEアシュアランシズ（現BPCEアシュアランス）株主間契約
2008年５月14日、CNCEは、GCEアシュアランシズの資本に含まれる株主間の関係を構築するとともに、いずれかの当事
者がBPCEアシュアランスの株式の一部または全部を売却した場合における各種の権利義務について規定するため
に、MURACEF、MAIFおよびMACIFとの間で株主間契約を締結した。
 
2009年７月24日に締結されたこの契約の変更契約に基づき、BPCEは、GCEアシュアランシズ株主間契約の当事者とな
り、株主間契約に基づくすべての権利義務につきCNCEを代理することに同意した。
 
この契約は、BPCEの2011年度財務書類に影響を及ぼさなかった。
 
ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）およびケス・デパーニュ・パルティシパシヨン間ならびにポピュレール銀行および
バンク・ポピュレール・パルティシパシヨン間の2010年８月５日付けの合併に関する税務保証契約
2010年２月24日に締結された交渉契約の条件に基づき、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）およびポピュレール銀行は、
ケス・デパーニュ・パルティシパシヨンおよびバンク・ポピュレール・パルティシパシヨンのための税務保証契約
を締結した。両社の権利義務は、吸収合併によりBPCEに移転された。
 
これらの税務保証契約は、税務上の損失を繰延べ、一定の費用を控除し、（該当する場合には）ケス・デパーニュ・
パルティシパシヨンおよびバンク・ポピュレール・パルティシパシヨンの評価に織込み済みの関連する節税を検討
するためのケス・デパーニュ・パルティシパシヨンおよびバンク・ポピュレール・パルティシパシヨンの権利を確
保することを目的としたものである。これらの保証契約は、BPCEによるケス・デパーニュ・パルティシパシヨンおよ
びバンク・ポピュレール・パルティシパシヨンの合併に係る合併期日前の課税期間に関する未納税金のリスクをカ
バーすることも目的としている。
 
BPCE監査役会は、2010年６月３日に２つの税務契約を承認した。
 
ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）によるこの税務保証契約の実施は、BPCEの2011年度財務書類に影響を及ぼさなかっ
た。
 
バンク・ポピュレール・パルティシパシヨンによるこの税務保証契約の実施により、BPCEの2011年度財務書類に
2,146,948ユーロの利益が計上された。
 
BPカバード・ボンズに関する契約
 
信用・金融保証マスター契約
BFBP、ナティクシスおよび該当するポピュレール銀行の間で締結されたこの契約の実施は、2011年度におけるBPCEの
財務書類に影響を及ぼさなかった。
 
BPカバード・ボンズの取扱いおよび管理に関して
・　ナティクシスとの間の口座保有およびキャッシュ・マネージメント契約
・　BFBPとの間の事務代理人契約
・　BFBPとの間の計算代理人契約
・　支払代理人契約
 
これらの契約の実施により、BPCEの2011年度財務書類に200,000ユーロの利益が計上された。
 
BPカバード・ボンド発行プログラムに関する契約：「ヘッジ承諾書（Hedging Approved Form Letter）」と称する
英語による契約の変更契約
「ヘッジ承諾書」は2007年12月14日に締結された。これに基づき、BPカバード・ボンズ、BFBPおよびナティクシスは、
BPカバード・ボンド発行プログラムの枠組みの下で実施される（該当する場合）ヘッジ契約の条件に同意した。
ヘッジ契約に関して当該プログラムに適用される新たな格付機関の基準等を勘案するために、2009年に変更契約が
締結された。
 
この契約は、BPCEの2011年度財務書類に影響を及ぼさなかった。
 
GCEカバード・ボンズに関する契約
 
CNCE、GCEカバード・ボンズおよびその他の担保提供者（CFFおよびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）)間の担保契約
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以下の関係当事者間契約は、住宅ローン債権に対する担保提供の条件を定めた担保契約の適用を受ける。
 
CNCE、GCEカバード・ボンズおよびナティクシス間の発行会社口座質権設定契約
（質権設定者兼発行会社としての）GCEカバード・ボンズ、（事務管理者としての）CNCEおよび（カバード・ボンド
保有者の名においてカバード・ボンド保有者を代理して行為する発行会社セキュリティ・エージェントとしての）
ナティクシス間の発行会社口座質権設定契約が存在する。
 
CNCE、GCEカバード・ボンズおよびナティクシス間の債権質権設定契約
（質権設定者兼発行会社としての）GCEカバード・ボンズ、（事務管理者としての）CNCEおよび（カバード・ボンド
保有者の名においてカバード・ボンド保有者を代理して行為する発行会社セキュリティ・エージェントとしての）
ナティクシス間の債権質権設定契約が存在する。
 
CNCE、GCEカバード・ボンズおよびナティクシス間の販売会社契約
（発行会社としての）GCEカバード・ボンズ、BNPパリバ、HSBCファイナンス、（アレンジャー兼永久販売会社として
の）ナティクシスおよび（永久販売会社としての）CNCE間で販売会社契約につき合意がなされた。
 
CNCE、GCEカバード・ボンズおよびナティクシス間の資産管理契約
（発行会社としての）GCEカバード・ボンズ、BNPパリバ、（事務管理者兼発行会社計算代理人としての）CNCEおよび
（発行会社セキュリティ・エージェントとしての）ナティクシス間で資産管理契約につき合意がなされた。
 
CNCE、GCEカバード・ボンズおよびナティクシス間の定義・解釈に関するマスター契約
（発行会社兼貸付人としての）GCEカバード・ボンズ、（事務管理者、借入人、発行会社口座銀行、発行会社計算代理
人、担保代理人兼現金担保提供者としての）CNCEおよび（発行会社セキュリティ・エージェントとしての）ナティ
クシス間で定義・解釈に関するマスター契約につき合意がなされた。
 
GCEカバード・ボンズ借入人ファシリティ契約案の変更
この変更の一環として、CNCEが設定する積立金は、格下げ時にファシリティ契約案に基づきCNCEが支払うべき金員に
対する保証として充当される予定である。
 
これら７本の契約はいずれも、BPCEの2011年度財務書類に影響を及ぼさなかった。
 
BPCEおよびポピュレール銀行間の担保報酬契約
この契約の目的は、欧州中央銀行の金融政策運営に適した資産を移転することと引換えにポピュレール銀行が支払
いを受けるにあたっての計算および支払いの基準を定めることである。BPCE監査役会は、2010年２月24日にこの契約
の締結を承認した。
 
この契約の実施により、BPCEの2011年度財務書類に21,689,602.31ユーロの費用が計上された。
 
BPCEおよびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）間の担保報酬契約
この契約の目的は、欧州中央銀行の金融政策運営に適した資産を移転することと引換えにケス・デパーニュ（貯蓄
銀行）がBPCEから支払いを受けるにあたっての計算および支払いの基準を定めることである。
 
CNCE監査役会は、2009年６月24日の会議において、３年間締結され、中途解約されない限りさらに３年間自動更新さ
れるこの契約の締結を承認した。
 
この契約の実施により、BPCEの2011年度財務書類に69,819,657.21ユーロの費用が計上された。
 
ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）からBPCEに与えられた保証
ケス・デパーニュ・パルティシパシヨンが314本の独立したトータル・リターン・スワップにより行う自己勘定の
ワークアウト・ポートフォリオ管理（上場・非上場の、中・長期の一任勘定ポートフォリオ）に対する経済的エク
スポージャーをケス・デパーニュ（貯蓄銀行）のレベルで防御する保護の仕組みが設けられた。
 
この保護の仕組みは、以下の取引を通じて設けられた。
・　BPCEおよびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）がケス・デパーニュ・パルティシパシヨンに対する持分に応じてケ
ス・デパーニュ・パルティシパシヨンから行うGCE SRD 007（現トリトン）のすべての株式資本の買付け、およ
びGCE SRD 007による現金による増資

 
・　ケス・デパーニュ・パルティシパシヨンおよびGCE SRD 007による先物取引に関するFBFマスター契約、マスター
・コンファメーション契約の締結、GCE SRD 007およびBPCEによるサービスレベル契約の締結、ならびにGCE SRD
007のパートナーとしての地位にあるケス・デパーニュ（貯蓄銀行）がトータル・リターン・スワップ契約、
サービスレベル契約および2010年１月1日より保護の仕組みによりカバーされる自己勘定取引業務の暫定的取
引に関する契約に基づくコミットメントを履行するために必要な資金をGCE SRD 007に提供するための融資契
約の締結
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・　また、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）、ケス・デパーニュ・パルティシパシヨンおよびBPCEは保証契約を締結し
た。この契約に基づき、GCE SRD 007のパートナーとしての地位にあるケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は、トータ
ル・リターン・スワップ契約に基づくGCE SRD 007の債務およびコミットメントならびにサービスレベル契約
に基づき支払うべき金員の保証人として、ケス・デパーニュ・パルティシパシヨンおよびBPCEに対する非連帯
保証を行った。

 
監査役会は、2010年６月３日の会議において、BPCE、ケス・デパーニュ・パルティシパシヨンおよびケス・デパー
ニュ（貯蓄銀行）間の保証契約の締結を承認し、同契約の締結を認めた。
 
これらの契約の実施は、2011事業年度のBPCEの財務書類に影響を及ぼさなかった。
 
グループBPCEの新たな資金調達手段の設定
銀行・金融規制に関する法律案の枠組みの範囲内で、また、ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）
が用いる資金調達プログラムの変更の一環として、BPCEは、ソシエテ・フィナンスマン・デュ・アビタの設立を希望
していた。監査役会は、2010年６月30日の会議において、借入人兼保証人としての枠組み契約の締結、より一般的に
は、貸付の設定、保証の設定およびBPCEが新たな発行プログラムの参加者のために行為することを可能にする委任を
承認し、同契約の締結を認めた。
 
この契約の実施は、BPCEの2011年度財務書類に影響を及ぼさなかった。
 
NGAM株式に関するコールオプションの行使
2009年12月18日、ケス・デパーニュ・パルティシパシヨンおよびナティクシス・パルティシパシヨン１は購入契約
を締結した。この契約の条件に基づき、ケス・デパーニュ・パルティシパシヨンは、その日、その有するNGAM株式をナ
ティクシス・パルティシパシヨン１に売却した。
 
この購入契約は、とりわけ同契約が定める一定の状況の下でのケス・デパーニュ・パルティシパシヨンに対する追
加的対価の支払いについて規定している。この契約は、BPCEの2011年度財務書類に影響を及ぼさなかった。
 
期日の定めのある優先貸付契約
バンク・ポピュレール・ダドスマン（バンク・ポピュレール・プロバンサル・エ・コルス、バンク・ポピュレール
・デザルプ、バンク・ポピュレール・デュ・スュッド）に関するバンク・レジョナル（旧HSBC）の有価証券の区分
変更の枠組みに基づき2009年６月24日に締結された契約の目的は、以下の元本金額を３カ月Euribor＋0.93％で貸し
付けることであった。
・　バンク・ポピュレール・デュ・スュッドに対して102,000,000ユーロ
・　バンク・ポピュレール・プロバンサル・エ・コルスに対して49,000,000ユーロ
・　バンク・ポピュレール・デザルプに対して30,000,000ユーロ
 
これらの契約の実施により、BPCEの2011年度財務書類に4,142,878.64ユーロの利益が計上された。
 
期日の定めのある劣後ローン契約
バンク・ポピュレール・ダドスマン（バンク・ポピュレール・プロバンサル・エ・コルス、バンク・ポピュレール
・デザルプ、バンク・ポピュレール・デュ・スュッド）に関するバンク・レジョナル（旧HSBC）の有価証券の区分
変更の枠組みに基づき2009年６月24日に締結されたこれらの契約は、以下の特徴を有している。
 
・　バンク・ポピュレール・プロバンサル・エ・コルスに対して３カ月Euribor＋1.55％で100,000,000ユーロ
・　バンク・ポピュレール・デザルプに対して３カ月Euribor＋1.55％で80,000,000ユーロ
 
これらの契約の実施により、BPCEの2011年度財務書類に5,647,905.28ユーロの利益が計上された。
 
有限責任会社バトー・バンク・ポピュレールとの間の無利息当座勘定契約
2006年12月22日、BFBPから有限責任会社バトー・バンク・ポピュレールに対して無利息当座勘定契約が交付された。
 
2011年12月31日現在、BPCEの財務書類上の無利息当座勘定融資は546,144ユーロであった。
 
クレディ・イモビリエ・エ・オテリエ（CIH）との間のパートナーシップ契約
CNCE監査役会は、2007年11月13日の会議において、口座間の資金移動を基礎とする合同商業提案の開始について規定
するクレディ・イモビリエ・エ・オテリエ（CIH）との間のパートナーシップ契約の締結を承認した。この契約は
2008年２月４日に締結され、直ちに発効した。この契約は、CIHから合同商業提案への参加を希望するケス・デパー
ニュ（貯蓄銀行）グループ（現グループBPCE）の会社への報酬の支払いについて規定している。このパートナー
シップを継続するために、当事者は、2010年１月20日、従前の契約と同一の条件による新たなパートナーシップ契約
を締結することを決定した。
 
この契約は、BPCEの2011年度財務書類に影響を及ぼさなかった。
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MiFID契約の変更契約
2005年に運営されていたCNCE貸付業務は、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）グループの様々な子会社に売却された。こ
の目的のために、CNCEは、2005年11月18日、のれんの一部譲渡により中・長期的なフランス公的セクター向け金融業
務をイクシス・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクに売却した。
 
イクシスCIBからクレディ・フォンシエール・ドゥ・フランスへの地域公的セクター向け貸付金残高の譲渡に関す
るCNCE、イクシスCIBおよびクレディ・フォンシエール・デゥ・フランス間の覚書は、2007年２月19日に締結された。
 
2009年11月20日、（CNCEの権利を承継する）BPCE、（イクシスCIBの権利を承継する）ナティクシスおよびクレディ
・フォンシエール・デゥ・フランスは、デリバティブ業務ならびにナティクシスのカウンターパーティーの分類お
よびその分類の通知に関するMiFID指令に基づく義務について規定した契約の変更契約を締結した。
 
この契約は、BPCEの2011年度財務書類に影響を及ぼさなかった。
 
クレディ・フォンシエール・デゥ・フランス（CFF）との間の「パッケージPLS－パッケージPLI」契約の変更契約
CNCEおよびCFFは、規制対象貸付の販売に関する新戦略（これは次のとおり変更された：該当する貸付の範囲を、PLS
貸付、PLI貸付、PSLA貸付、新規フローのための当座貸付および関連取引を含めるよう拡大する。）および手数料の計
算に関する規則を実施するために、2005年12月14日に「パッケージPLSおよびパッケージPLI」パートナーシップ契
約を締結した。
この契約は、BPCEの2011年度財務書類に影響を及ぼさなかった。
 
現地当局および機関投資家顧客を対象とした金融仲介契約の変更契約
2008年６月19日、CNCE、クレディ・フォンシエール・デゥ・フランスおよびカンパニー・ドゥ・フィナンスモン・
フォンシエールは、現地当局および機関投資家顧客を対象とした金融仲介契約を締結した。この契約は2007年１月１
日に発効した。この契約の主な目的は、現地当局および機関投資家顧客向け貸付を貸借対照表に計上しているグルー
プCFFのために金融仲介人としての役割を担うケス・デパーニュ（貯蓄銀行）に支払われる手数料・報酬の条件を
定めることであった。財務状況に鑑みて、2008年に支払われるべき新規フローに関する金融仲介人への直接的な手数
料・報酬につき例外的な免除が認められた。
 
この契約は、BPCEの2011年度財務書類に影響を及ぼさなかった。
 
CNCEからナティクシス・アセット・マネジメント（旧イクシス・アセット・マネジメント）に与えられた保証
（2004年12月31日のルフォンダシオン・プロジェクトに伴いCDCイクシスの権利を承継する）CNCEは、フォンダシオ
ン・ジュリエンヌ＝デュメストの資産を運用するための契約に関するオペレーショナル・リスクをカバーするため
の保証（履行保証を除く。）を、ナティクシス・アセット・マネジメントに与えた。
 
この契約は、BPCEの2011年度財務書類に影響を及ぼさなかった。
 
特別目的ビークル（SPV）を設立するために（2004年12月31日の「Refondation」プロジェクトに伴いCDCイクシス
の権利を代表する）CNCEがナティクシス・ストラクチャード・プロダクツに与えた保証の範囲内で締結された２本
の契約
これらの契約は、ナティクシス・キャピタル・マーケッツ（旧イクシス・コーポレート・アンド・インベストメン
ト・バンク）が流通市場で取引を行えるようにするためのラブシェール・バンクの売却後に、また、特に日本につい
ては10十億ユーロのEMTNプログラムの一環として締結されたものである。ジャージー島に所在するこのSPVの設立
は、以下の保証を要した。
・　CNCEおよびナティクシス・キャピタル・マーケッツが2003年５月28日に締結したコミットメントレターの変更
（かかるSPVを当該レターの範囲に含めるため。）

・　CNCEおよびナティクシス・ストラクチャード・プロダクツ間の連帯保証（CNCEが与える保証がナティクシス・
ストラクチャード・プロダクツに移転されるようにするもの）

 
これら２本の契約は、BPCEの2011年度財務書類に影響を及ぼさなかった。
 
AEWウーロップから（2004年12月31日の「Refondation」に伴いCDCイクシスの権利を代表する）CNCEに与えられた
保証
イクシスAEWウーロップは、CNCEがEPIファンド（AEWウーロップが設定した500百万ユーロのファンド）に50百万
ユーロを払い込んだ後、CNCEのために当該ファンドに関する保証を与えた。
 
この契約は、BPCEの2011年度財務書類に影響を及ぼさなかった。
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2012年３月30日、パリ・ラ・デファンスおよびヌイイ＝スュル＝セーヌ

ケーピーエムジー・オーディット

KPMG S.A.部

プライスウォーターハウス クーパース

オーディット

マザー

ファブリス・オダン アニク・ショーマルタン ジャン・ラトルゼフ

マリー＝クリスティーヌ・ジョリ  シャルル・ドゥ・ボワリュー

 

６【研究開発活動】

該当事項なし。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 

本項においては、BPCE S.A.グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析に加え、グループ

BPCEの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析が記載されている。グループBPCEの連結財務書類

は、第三部第２「保証会社以外の会社の情報」に記載されている。

 

将来に関する事項は届出書提出日現在において判断したものである。

 

(1)　2011年度の重要な事象 

①経済・金融情勢

様々な衝撃的出来事が起こった年である2011年

自然災害（日本における地震）によるか、政治変動（アラブの春）によるか、あるいは金融騒動（欧州債務危機およ

び株式市場の下落による金融業界の低迷）によるかを問わず、いくつもの厳しい経済ショックが2011年を通じて発

生したが、それらの出来事のうちで最も重大なものは、スペイン、イタリア、さらにはフランスの信用スプレッドにま

で影響が広がった欧州ソブリン債務危機の悪化であろう。ギリシャ等が突如離脱するおそれによりユーロ圏が崩壊

するリスクが高まった。

2011年には２つの異なる局面があった。2011年８月１日までは、原油価格上昇に伴うインフレリスクが懸念されてい

た。この局面では、2009年に始まった景気回復が続く望みがまだあった。８月１日以降は、目先の脅威が次第にデフレ

の脅威となり、信用割当のプロセスが生まれた。警戒感はやがて実体経済に広がった。逆説的ではあるが、米国経済が

回復するにつれて欧州は第４四半期に緩やかな景気後退に陥った。また、昨春は世界貿易が停滞し始めた。そのため

にほぼすべての新興国が減速した。世界の成長率は2010年の4.9％に対して2011年は3.6％に落ち込み、1973年から

2007年までの年平均成長率は3.3％となった。

フランスでは第２・４四半期に経済が縮小したものの、GDP成長率は戦後最も深刻な経済不況の年となった2009年の

マイナス2.6％、2010年の1.4％に対し、2011年は1.6％であった。この前向きなトレンドは、第１四半期の例外的な成

長（プラス0.9％）と第３四半期のテクニカルな回復（プラス0.4％）によるものであった。民間設備投資の回復お

よび企業の在庫調整の終了は2011年第１四半期のこうしたパフォーマンスに寄与したが、これも徐々に縮小した。消

費者支出は、政府の構造的債務が対GDP比で1.4％程度減少したことに鑑みれば景気をごくわずか押し上げたに過ぎ

なかった。家計の貯蓄率は、景況感の低迷を受けて16.6％に急増した。2010年以降着実な伸びを見せた雇用は2011年

夏から減少に転じ、派遣労働者も減少している。フランスの失業率は、2011年第２四半期の9.1％に対して年末には

9.4％に上昇した。また、エネルギー価格の高騰を踏まえた平均インフレ率は、2010年の1.5％に対して2011年は2.1％

に上昇した。

金融市場も２つの異なる局面を経験した。金融市場は当初、極度のデフレ懸念の再燃および極めて大きなボラティリ

ティの犠牲になる前に若干の底堅さを示していた。CAC40指数は2011年に17％近く下落し、７月初旬から2,800を割り

込んだ９月22日のマーケットの底までの間に30％超下落した。同様に、長期金利は当初４月まで上昇基調であった。

その後、とりわけ初夏には、高格付けの発行会社の国債利回りが大きく下落した。10月中旬まで米国、ドイツ、そして

フランスの債券までが金やスイスフランと違わず安全資産に対する投資とされた。基本的に支払能力があるかどう

かに関係なく財政難と思われていた政府による借入れに関するカウンターパーティーの懸念の高まりにより、スプ

レッドが急騰した。AAAの格付けを失うリスク（2012年１月にS&Pが公表した格下げおよびムーディーズによる「安

定的」から「ネガティブ」への見通しの変更）のために、緩やかではあるが10月より悪影響がフランスにまで広

がった。ユーロ圏10年物指数連動債券（OAT10年物）の利回りは11月25日に3.7％に上昇したが、年末には3.1％と

なった。

米国連邦準備制度理事会が採用した金融緩和政策とは対照的に、ECBは、４月と７月にまず２回続けて基準金利を25

ベーシス・ポイント引き上げ、年末の時点では1.5％となった。夏の終わりまでにECBは金融政策を緩和し、２回続け

て基準金利を引き下げた。現在は１％と過去最低になっている。同じくECBは、ユーロ圏崩壊のリスクが現実のものと

なるおそれがある場合にユーロ圏を救う最後の貸し手として、より積極的な暗黙の戦略を着実に実行した。銀行間貸

出市場の資金不足を埋め合わせるために銀行に対して低利で十分な流動性を提供すること等が戦略の方針であっ

た。ECBは欧州債務国に多額の支援を行うことも約束した。
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②2011年度の重要な事象

BPCEによるフランス政府関連証券の完全償還

３月11日、BPCEは、フランスの完全国営投資会社である国家資本参加会社（SPPE）が保有する1,200百万ユーロの優

先株式を償還するとともに、1,000百万ユーロの超劣後債（DSN）の償還を実施した。

これら２件の取引の完了により、BPCEはフランス政府関連証券を完全に償還した。

 

戦略プランの実施：グループBPCEは中核事業の絞り直しを続ける。

６月15日、グループBPCEは、ネクシティを通じたユーロシックに対する株式投資持分（32.1％）およびバンク・パラ

ティンヌに対する持分（20.1％）をバティパート、コベアおよびACMヴィに売却した。

７月26日、グループBPCEは、ブリッジポイントおよびユーラゼオで構成されるコンソーシアムへのフォンシアに対す

る株式投資持分の売却を完了した。また、このコンソーシアムとの間で締結された契約に基づき、グループBPCEは、総

額200百万ユーロの持分証券および負債証券の形により買主の持株会社への再投資を行った。

これらの行為は、財務活動のみに資本を集中させることを特に目指した2010-2013年戦略プラン「Together」に沿っ

たものである。

これら２件の取引は、グループBPCEの損益計算書および公表されたコアTier-1資本1.1十億ユーロ（すなわち、30

ベーシス・ポイント相当）に対して全般的に若干良い影響を及ぼした。

 

クレディ・イモビリエ・オテリエ（CIH）の処分

2012年１月20日、関係当局から必要な承認を得た後、グループBPCEは、クレディ・イモビリエ・エ・オテリエへのケ

ス・ドゥ・デポ・エ・ドゥ・ジェスティオン・マロケーヌ（CDG）に対する間接的な株式投資持分23.8％の売却を

完了した。売却手取金は、2011年12月31日に終了した期間の連結財務書類において認識される。

 

キャッシュおよび財源の管理強化

BPCEとナティクシスとの間における会計一本化および中央銀行の担保管理に関する取決めの締結

相場変動、欧州の資金不足、異分野企業間のより激しい競争を特徴とする環境では、キャッシュ・マネージメントが

すべての金融機関にとって大きな焦点となっている。

2010年の夏より、BPCE、ナティクシスおよびクレディ・フォンシエール・ドゥ・フランスの各チームは、グループ

BPCE全体およびその各事業部門のためにキャッシュへのアクセスを確保し、これを最適化することを目指す「Cash

Strategy」という重要なプロジェクトを立ち上げた。2011年５月、BPCEとナティクシスとの間において会計一本化お

よび中央銀行の担保管理に関する取決めが締結された。2011年６月にBPCEおよびナティクシスの会計・中央銀行担

保チームが統合され、現在は、BPCEおよびナティクシス双方の債券発行を管理するための単一組織の下に置かれてい

る。

 

BPCE SFHによる初の起債の成功

2011年５月３日、BPCE SFH（グループBPCEが設立した新たな住宅金融会社）は、総額２十億ユーロの初の起債を行っ

た。これは、ユーロ市場で発行された初の住宅金融債指標銘柄であった。

グループBPCEは、現在、グループBPCEの住宅金融債の発行会社であるBPCE SFHおよびグループBPCEのカバードボンド

の発行会社であるカンパニー・ドゥ・フィナンスモン・フォンシエールを通じて、カバードボンド市場における存

在感を示している。

 

BPCEの住宅ローンの証券化に特化したミューチュアルファンド（Fonds commun de titrisation ‒ FCT）の設定

BPCEは、BPCE住宅ローンFCTを設定し、19のポピュレール銀行およびプレボワヤンスの17のケス・デパーニュ（貯蓄

銀行）が所有する資産により保証される優先債を発行する。2011年12月31日現在、BPCEは、BPCEの住宅ローン39十億

ユーロを借り入れ、その後、グループBPCEの流動性に関する安全性マージンを高めるためにBPCEの同額の住宅ローン

証券を購入している。

 

ギリシャのソブリンリスク

2011年７月21日に結ばれた合意について、欧州当局は10月27日、ギリシャのための新たな救済策の概要を説明した。

任意の債務交換に関するこの計画は、現在のギリシャの負債証券をより長期かつ低利回りの新たな割引証券と交換
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するよう求められる民間債権保有者に多大な努力を求めるものであった。

ギリシャ国債のリスクコストには、70％の超過担保（金融保証を織り込んでいる。）が含まれる。2011年はマイナス

921百万ユーロ（すなわち、グループBPCEの純利益に対してマイナス595百万ユーロの影響）であった。ギリシャのソ

ブリン債に対するグループBPCEの金融機関の銀行勘定における直接的なネットエクスポージャー（デリバティブを

除く。）は、2011年12月31日現在において576百万ユーロであった。このエクスポージャーは、独立した保証により額

面価格で最大300百万ユーロの恩恵を受けている。

 

③2012年６月30日現在のグループの半期財務成績

前書き

2012年度上半期の財務データ及び2011年度上半期の比較データは欧州連合が採択し、2012年６月30日現在で適用さ
れるIFRSに基づいて作成されているため、IAS39のヘッジ会計に関する規定のいくつかは除外されている。

本経営報告書は、バンク・ポピュレール銀行グループとケス・デパーニュグループの合併により2009年７月31日に
設立された中央機関であるBPCEを中心として作られたグループBPCE及びBPCE S.A.グループの業績について検討し
たものである。

両グループの営業及び業績は密接な関連性を有するため、BPCE S.A.グループの業績は、その要旨が記載されている。
連結範囲の主な変更は下記に関連するものである。

•　持株会社であるCEホールディング・プロモーション並びに同社が保有するネクシティ、アビタ・アン・レジオン
・セルビス及びエリクセルの持分を除外したこと。

•　バンク・ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の利益は、損益計算書の「関連会社の純利益に
対する持分」に認識される。この利益は、協同組合出資証書（CIC）を通じて得たものである。CICはバンク・ポ
ピュレール銀行及びケス・デパーニュ（貯蓄銀行）ネットワークの資本の20％を占め、議決権の付帯する持分は
ない。これはナティクシスが保有している。

2012年度上半期のハイライト

経済および金融の環境

2011年夏以降、有害なショックが複数回あったことで行き詰まってしまった世界経済は、欧州ソブリン債務危機が新
たに増大したこと、会計連結の拡大が見込みより長期にわたったこと、南欧諸国の事業活動が縮小したことおよび中
国経済の促進力が引き続き欠けていたことの影響を受け、2012年度上半期中を通して低迷を増幅した。

具体的には、第１四半期中にECBが銀行への流動性供給を確保する歴史的な備蓄措置（２回連続した期間３年のリ
ファイナンス・オペレーション）を展開したことでもたらされた短い小康状態の後、金融市場に緊張が戻り、これは
ギリシャ危機、スペインおよびイタリアでの問題増加ならびに欧州での不和により加速した。

結果的に、金融市場は、デフレリスクに加え、債券市場のバブルの可能性、ユーロ安ドル高（～1.25ドル）、イタリア
およびスペインの長期国債金利が７％になるという傾向、長期投資適格格付けのレベルが歴史的に低いこと（10年
間のOATおよび長期国債の発行が、第１四半期は３％であったのが第２四半期には2.78％となった）、そして、2012年
６月１日のCAC40の底入れが2,950ポイントであったことへの新たな嫌悪感を示した。

このような背景の中、フランス経済の成長は、2012年度第１四半期には回復力のあるものであったが、第２四半期に
は消費における静観的な動きにより生じた国内需要の弱さにより、回復力はマイナスあるいは良くてもゼロである
可能性が高い。これは特に事業投資で見られ、法人利幅率の下落拡大へと繋がった。

 

2012年度上半期のハイライト

適正自己資本および流動性：当グループは新たな環境に適応している

グループBPCEは引き続き規制環境および金融環境の変動（すなわち、適正自己資本および流動性の要件の増加）に
適応した。適正自己資本は引き続き改善し、バーゼル2.5（CRD III）コアTier-1比率は2012年６月30日現在で10.0％
であった

1
。

当グループの流動性の状況は、市場での資金調達の必要性が軽減されたおかげで引き続き改善を見せた。グループ
BPCEは自らに、2011年６月末から2013年度末までに流動性の必要性の軽減を25十億ユーロから35十億ユーロにする
という目標を設定した。2012年６月30日現在、目標の76％を達成し、市場資金調達の必要性は22.9十億ユーロ削減さ
れた。

 
1 
2012年６月30日時点の算定。

４つのシリーズの債券の買い戻し

３月16日、BPCEは、2012年11月27日から2013年10月29日までに満期を迎える４つのシリーズの債券につき、シニア債
現金買戻しオペレーションを完了した。買戻し額は822百万ユーロであった。グループBPCEにおいて、このオペレー
ションは、銀行に適用される新たな規制制限の一環として、負債満期の平均を延長することを目的とした債務償還管
理方針に沿ったものであった。

バンカ・カリッジ
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2012年１月２日、BPCEはバンカ・カリッジの持分のすべてを子会社であるBPCE IOMに譲渡した。2012年６月30日現
在、BPCE IOMの所有持分は9.98％であった。これは、BPCE IOMが2012年度上半期中に行ったグループ会社以外の会社
への株式譲渡後の所有持分移転である。

バンカ・カリッジの株式は市場価格で評価され、2012年度上半期の会計では、189百万ユーロの長期減損が認識され
た。

ギリシャ国債

当グループは、ギリシャ政府を支援するための民間セクター計画に参加した。2012年３月12日、計画に従い、当グルー
プはギリシャ国債のうち1,199百万ユーロを新たな証券に換えた。

証券取引により、古い証券の認識が中止され、公正価値で交換され取得した証券が認識された。この取引により、古い
証券の額面価格の78％の最終損失が発生した（2011年12月末の年次会計終了時における当グループの見積もりは
70％であった）。2012年度上半期の純利益への影響はマイナス13百万ユーロであった。

小切手画像化取引による罰金の返金

2008年度、バンク・フェデラル・デ・バンク・ポピュレールとケス・ナシヨナル・デ・ケス・デパーニュは、市場内
の他の銀行と同様に、競争評議会から苦情を受けた。同社らは、小切手画像化取引（EIC）の手数料および関連する小
切手手数料につき、協調して導入し、設定したとの告発を受けた。

2010年９月20日、競争評議会は有罪とされた銀行に対し制裁を加える決定を下した。グループBPCEに課せられた90.9
百万ユーロの罰金は、2010年の第４四半期に支払われた。

有罪とされた銀行は、上告した。2012年２月27日、パリ控訴裁判所は競争評議会の決定を無効とし、罰金を返金するよ
う命令した。当該決定は拘束力を有するものであった。90.9百万ユーロの罰金の返済は2012年第１四半期にグループ
BPCEの会計に入金された。

フォルクスバンク・インターナショナルの売却

2012年２月15日、グループBPCEは、フォルクスバンク・インターナショナルの資本（フォルクスバンク・ルーマニア
は含まない。）のうち24.5％の持分をスベルバンク銀行グループに売却した。これは、グループBPCEがVBAG、DZバンク
およびWGZバンクと共同で保有していたものである。この取引は優先的に発展させる分野に過半数持分を有すること
に再度重点を置くというグループBPCEの戦略に合致したものである。

2011年12月31日時点で、この持分について契約の規定に基づく評価が行われ、当該売却による2012年度上半期の利益

への影響はなかった。

 

最近の実績および見通し

 

貸借対照表日以降の事象

 

2012年度フランス改正財政法

2012年７月４日に閣僚理事会に提出された、2012年フランス改正財政法案は、いくつかの融資機関が行うべき例外的
な拠出を創出することを提案している。本法案は、2012年７月19日に国民議会により第１回目の審議において採択さ
れ、2012年７月27日に上院において採択された。

体系的な銀行税へのこの追加の拠出は、2012年８月30日から2012年９月30日までに行われる。

この追加の拠出額は、2012年下半期の純利益にすべて計上される。さらに、体系的な銀行税率は、2013年１月１日以降
将来にわたり、グループBPCEの必要連結資本の0.25％から0.50％へと倍増する予定である。

2012年度フランス改正財政法は、企業による従業員貯蓄制度への社会的拠出額の増加（2012年８月１日以降に行わ
れた支払に適用され、８％から20％への引上げ。）および分配された配当に対する３％の課税の導入についても定め
ている。

 

2012～2013年の見通し

ユーロ圏の経済不安の緩和を条件として、欧州における予算上、財政上および銀行業務上の調整に関する進展、なら
びにユーロ防衛に対する欧州中央銀行（ECB）の決定および欧州が有する連帯のメカニズムの急速な移行とともに、
経済活動は2012年末に緩やかに回復すると予想される。

当該経済活動の回復は、以下の景気回復要因により維持することが可能である。すなわち、特に米国における、生産予
定のシェールガスに対応する、商品および石油価格の一時的な低下、特定された需要の発生を原因に回復が欠如して
いる部分であった米国の住宅建設の2013年の強化、大西洋を挟む諸国を長い間対象としてきた慎重かつ積極的な金
融政策、緩やかなインフレにより可能となった景気対策の実施による回復力に富んだ新興経済、より調整された財政
緊縮政策およびユーロの下落といった要因である。

しかしながら、公的および私的債務を減少するために必要な長期のプロセス、ならびに構造的に競争力が停滞してい
る欧州諸国において国内の平価切下げを行うことができないことに起因する内部賃金および物価の下落により、景
気回復は引き続き困難な状況になると予想されている。

フランスにおいては、業務純収益（NBI）が0.3％および0.9％、またはさらに低い増加となると予想されているため
（2009年はマイナス３％に対し、2010～2011年は1.7％であった。）、2011年春以来停滞している成長が、2012年およ
び2013年においても引き続き非常に低迷すると予想されている。多くのOECD諸国とって、経済の推進力は、国内需要
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の欠如のため、輸出および競争力（フランス経済の主要な弱点）を通じて得られなければならない。かかる需要は、
年１GDPポイント以上の予算調整プロセスによる影響を受けると予想されている。

 

(2)　BPCE S.A.グループ 

BPCE S.A.グループの財務データ

①BPCE S.A.グループの経営成績

BPCE S.A.グループの純利益は、連結対象外企業の寄与を修正再表示し、ナティクシスが有する協同組合出資証書

（CICs）を通じて得たポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の純益に対する持分を戻し入れるこ

とで計算される。

2011年度におけるグループBPCEの純利益からBPCE S.A.グループの純利益への移行の内訳は、次のとおりであった。

百万ユーロ 2011年度

グループBPCEの純利益 2,685

異なる方法のもとでの連結対象外企業または連結対象企業
(1) (2,562)

（ナティクシスのCICsを通じた）ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の寄与 417

その他の項目
(2) (138)

BPCE S.A.グループの純利益 402

(1)　ポピュレール銀行、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）およびこれらの現地子会社、ナティクシスを含む。

(2)　ユーロシックの売却に伴う不動産利得の除去の影響を含む。
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BPCE S.A.グループは、主として３倍超のリスクコスト（とりわけギリシャ国債の減損損失マイナス0.9十億ユーロ

を含む。）による影響を受け、約0.4十億ユーロの利益を計上した。

 

百万ユーロ

商業銀行業務お

よび保険

CIB、投資ソ

リューションお

よびSFS 資本持分

ワークアウト・

ポートフォリオ

管理およびその

他の事業

BPCE S.A.グルー

プ 変動

2011

年度

2010

年度

2011

年度

2010

年度

2011

年度

2010

年度

2011

年度

2010

年度

2011

年度

2010

年度

百万

ユーロ ％

銀行業務純収益 1,8321,8215,7955,890844856 639 7009,1109,267(157)(1.7)％

営業費用 (1,254)(1,199)(3,831)(3,762)(781)(768)(728)(1,179)(6,594)(6,908)314(4.5)％

営業総利益 578 6221,9642,12863 88 (89)(479)2,5162,359157 6.7％

費用/収益比率 68.4%65.8%66.1%63.9%92.5%89.7%n/a n/a 72.4%74.5% - n/a

リスクコスト (252)(228)(183)(278)(34)(34)(1,202)14(1,671)(526)(1,145)n/a

営業収益/（損失） 326 3941,7811,85029 54(1,291)(465)8451,833(988)(53.9)％

関連会社の純利益/

（損失）に対する持

分 723 670 14 19(115)6 (68)(10)554 685 (131)(19.1)％

その他の資産の正味

利得または損失 (16) 34 2 16 (6)(20)(113)(119)(133)(89)(44)49.4％

のれんの価額変動 (87) 0 (87) 0 (87) n/a

税引前利益/（損

失） 1,0331,0981,7971,885(92)40(1,559)(594)1,1792,429(1,250)(51.5)％

法人所得税 (121)(132)(531)(492)(37)(41)345 252 (344)(413)69(16.7)％

少数株主持分 (185)(168)(378)(420)(4)(4) 134 141 (433)(451)18 (4.0)％

親会社の持分所有者

に帰属する当期純利

益 727 798 888 973(133)(5)(1,080)(201)4021,565(1,163)(74.3)％

 

2011年度の純利益は、以下を反映している。

•　不利な事業環境にもかかわらずナティクシスのCICsを通じた従来の２つのネットワークの力（417百万ユーロ）

およびBPCE IOMの回復に支えられた商業銀行業務および保険の好調な業績。ただし、収益が半減した不動産金融

の悪影響を受けた。

•　厳しい市況の下でのCIB、投資ソリューションおよびSFS（特にCIBおよび投資ソリューション（保険））の限定

的な損失。

•　主としてフォルクスバンク・ルーマニアの評価額調整により資本持分が計上した損失。マイナス116百万ユーロ

の損失となった。

•　とりわけギリシャのソブリン債に関する減損の認識、マイナス87百万ユーロののれんの変動（バンコ・プリムス

に関するマイナス29百万ユーロおよびコファースに関するマイナス43百万ユーロ等）およびGAPCの経営成績

（マイナス75百万ユーロ）によるワークアウト・ポートフォリオ管理およびその他の事業の損失。
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②BPCE S.A.グループの連結貸借対照表および財務構造の分析

十億ユーロ

2011年12月

31日

2010年12月

31日

変動

十億ユーロ ％

現金および中央銀行への預け金 11.7 19.7 (8.0) (40.6)％

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 234.8 161.6 73.2 45.3％

ヘッジ目的デリバティブ 11.0 7.3 3.7 50.7％

売却可能金融資産 51.3 41.4 9.9 23.9％

要求により返済される金融機関に対する貸付金および債権 167.1 183.3 (16.2) (8.8)％

顧客に対する貸付金および債権 245.2 260.4 (15.2) (5.8)％

金利リスクのヘッジ対象ポートフォリオの再評価差額金 4.5 2.1 2.4 n/a

満期保有目的金融資産 4.6 6.2 (1.6) (25.8)％

当期法人所得税資産および繰延法人所得税資産ならびにその

他の資産 58.9 51.8 7.1 13.7％

有価証券 3.7 4.0 (0.3) (7.5)％

のれん 2.9 3.6 (0.7) (19.4)％

資産 795.7 741.4 54.3 7.3％

中央銀行に対する債務 0.0 0.5 (0.5) n/a

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 229.8 160.9 68.9 42.8％

ヘッジ目的デリバティブ 9.4 6.8 2.6 38.2％

要求により返済される金融機関に対する債務 162.8 153.6 9.2 6.0％

顧客に対する債務 61.2 77.4 (16.2)(20.9)％

負債証券 212.4 223.0 (10.6) (4.8)％

金利リスクのヘッジ対象ポートフォリオの再評価差額金 1.4 1.0 0.4 40.0％

当期法人所得税負債および繰延法人所得税負債ならびにその

他の負債 35.2 30.5 4.7 15.4％

保険会社の保険契約準備金 41.7 40.5 1.2 3.0％

引当金 2.0 2.0 0.0 0.0％

劣後債務 12.1 14.2 (2.1) (14.8)％

親会社の持分所有者に帰属する持分 21.6 25.1 (3.5) (13.9)％

少数株主持分 6.1 5.9 0.2 3.4％

負債 795.7 741.4 54.3 7.3％

 

2011年12月31日現在におけるBPCE S.A.グループの資産合計は、対前年度比7.3％増の795.7十億ユーロであった。

この増加は、主として、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債（2010年12月31日と比べてそれ

ぞれ73.2十億ユーロおよび68.9十億ユーロ増加した。）に帰しうる。

また、親会社に帰属する資本は、前年度の25.1十億ユーロに対して、2011年12月31日現在21.6十億ユーロとなった。マ

イナス3.5十億ユーロの減少は、主として以下によるものである。

•　当期収益の配分：プラス0.4十億ユーロ

•　支払配当金：マイナス0.1十億ユーロ

•　永久超劣後債の利息：マイナス0.3十億ユーロ（税引後）

•　超劣後債の買戻の影響：マイナス2.2十億ユーロ

•　フランス政府からの優先株式の買戻の影響：マイナス1.2十億ユーロ

•　資本に直接認識される利得または損失の有利な動向：マイナス0.4十億ユーロ
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③2012年度上半期

BPCE SAグループの財務データ

BPCE SAグループの経営成績

BPCE S.A.グループの純利益は、連結対象外企業の寄与の価額を修正再表示し、ナティクシスが有する協同組合出資

証書（CIC）を通じて得たバンク・ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の純利益に対する持分

を戻し入れることで計算される。

 

2012年６月30日時点のグループBPCEの純利益からBPCE S.A.グループの純利益への移行の内訳は、次のとおりであっ

た。

 

百万ユーロ 2012年上半期

グループBPCEの純利益 1,333

異なる方法のもとでの非連結企業または連結企業（１）

（ナティクシスのCICを通じた）バンク・ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）

の寄与

その他の項目

（1,110）

166

63

BPCE SAグループの純利益 451

  

（１）バンク・ポピュレール銀行、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）およびその地方の貯蓄銀行、ならびにネクシティを含む。

 

2011年下半期にフォンシアが処分されたことによる連結範囲の変化の悪影響もあって、当グループが計上した純利

益は、2011年６月30日時点で661百万ユーロだったのに対して、451百万ユーロだった。

　　次へ
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百

万

ユー

ロ

商業銀行および保

険

CIB、投資ソリューショ

ン、およびSFS
株式投資

ワークアウト・

ポートフォリオ管

理、およびその他の

事業

BPCE SAグループ 変動

2012年

上半期

2011年

上半期

2012年

上半期

2011年

上半期

2012年

上半期

2011年

上半期

2012年

上半期

2011年

上半期

2012年

上半期

2011年

上半期

百万

ユーロ
％

銀

行

業

務

純

収

益

営

業

費

用

908

（582）

917

（606）

3,068

（1,985）

3,208

（1,952）

461

（373）

435

（367）

（279）

（193）

244

（515）

4,158

（3,133）

4,804

（3,440）

（646）

307

（13.4）％

（8.9）％

営

業

総

利

益 327 311 1,083 1,256 88 68 （472）（271） 1,025 1,364（339）（24.9）％

費

用/

収

益

比

率

64.0％ 66.1％ 64.7％ 60.8％ 81.0％ 84.3％ ns ns 75.3% 71.6% - 3.7pts
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リ

ス

ク

コ

ス

ト

関

係

会

社

の

純

利

益/

（損

失）

に

対

す

る

持

分

そ

の

他

の

資

産

の

正

味

利

得

又

は

損

失

の

れ

ん

の

価

額

変

動

（119）

318

 

４

（108）

417

 

４

（143）

８

 

１

（74）

８

 

０

（４）

２

 

１

（18）

（５）

 

（５）

（224）

０

 

０

 

（５）

（250）

４

 

（118）

 

０

（490）

327

 

７

 

（５）

（450）

424

 

（118）

（40）

（97）

 

125

 

（５）

8.9％

（22.9）％

 

ns

 

ns
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税

引

前

利

益

（損

失） 530 625 949 1,190 87 40 （702）（635） 864 1,220（356）（29.2）％

法

人

所

得

税

少

数

株

主

損

益

（84）

（78）

（79）

（98）

（298）

（194）

（345）

（240）

（30）

（16）

（21）

（８）

187

100

126

106

（225）

（188）

（319）

（240）

94

52

（29.5）％

（21.7）％

親

会

社

の

持

分

保

有

者

に

帰

属

す

る

当

期

純

利

益 368 448 457 605 40 10 （414）（402） 451 661（210）（31.8）％
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2012年上半期の純利益には、以下の事項が反映されている。

・　 沈滞する経済にもかかわらず、166百万ユーロのCIC（2011年上半期は231百万ユーロ）を通じた過去の両ネット

ワークの寄与に伴って、商業銀行および保険の収益が回復力を持っていたこと

・　 不調で、かつ流動性（およびリスク加重資産（RWA））が制約された市場において、CIB、投資ソリューション、お

よびSFSの利益は、24.5％減の457百万ユーロで、業績は事業内容ごとに様々であったこと

・　 株主持分の財務上の回復は、ナティクシスのプライベート・エクイティ部門における均衡状態が元に戻ったこ

と、およびVBRO（連邦資産に関する簿記および計算書作成規則）による影響がなかったことを反映しているこ

と

・　 バンカ・カリッジの持分の価額の長引く下落によって、マイナス189百万ユーロが認識されたことが主な原因と

なって、ワークアウト・ポートフォリオ管理、およびその他の事業において損失が発生し、その結果、GAPCにマ

イナス57百万ユーロの影響、そして、クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランスの貸借対照表をダイナミッ

クに管理する取引についてマイナス45百万ユーロの影響が生じたこと

 

BPCE SAグループの財務構造

2012年６月30日の時点で、BPCE SAグループの連結貸借対照表の合計価額は、2012年上半期において26.9十億ユーロ

増加して、822.7十億ユーロだった。

 

株主持分の価額は、2011年12月31日までの間に12.8％増加して、24.3十億ユーロ近くに達した。かかる変動は、以下の

事項に起因する。

・　 2012年上半期における収益の認識（プラス0.5十億ユーロ）

・　 超劣後債の発行（プラス2.0十億ユーロ）

・　 永久超劣後債の利息（マイナス0.2十億ユーロ）

・　 資本に直接認識される利得または損失の有利な動向（プラス0.2十億ユーロ）

 

④BPCE S.A.

 

第６経理の状況1（4）「BPCEの経営報告書」を参照のこと。

 

(3)　グループBPCE
グループBPCEの財務データ

①グループBPCEの経営成績

グループBPCEは、2011年度の営業成績に勢いがあること、および大きく落ち込んだ市場環境において中核事業が計上
した経営成績が繰り返されていることを確認した。

百万ユーロ

グループBPCE 変動  中核事業  変動

2011年度2010年度 
百万
ユーロ ％ 2011年度2010年度 

百万
ユーロ ％

銀行業務純収益 23,35723,359 (2)(0.0)％ 20,91820,857 61 0.3％

営業費用 (15,881)(16,057) 176(1.1)％ (13,664)(13,464) (200)1.5％

営業総利益 7,4767,302 174 2.4％ 7,2547,393 (139)(1.9)％

費用/収益比率 68.0%68.7% - (0.7)pt 65.3%64.6% - 0.7 pt

リスクコスト (2,769)(1,654) (1,115)67.4％ (1,460)(1,486) 26 (1.7)％

営業収益/（損失） 4,7075,648 (941)(16.7)％ 5,7945,907 (113)(1.9)％

関連会社の純利益/（損失）に対する
持分 (7) 217 (224) n/a 174 208 (34)(16.3)％

その他の資産の正味利得または損失 52 (78) 130 n/a 16 60 (44)(73.3)％

のれんの価額変動 (89) (38) (51) n/a  

税引前利益/（損失） 4,6635,749 (1,086)(18.9)％ 5,9846,175 (191)(3.1)％

法人所得税 (1,640)(1,716) 76 (4.4)％ (1,902)(1,850) (52)2.8％
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少数株主持分 (338)(393) 55(14.0)％ (416)(457) 41 (9.0)％

親会社の持分所有者に帰属する当期
純利益 2,6853,640 (955)(26.2)％ 3,6663,868 (202)(5.2)％

 

銀行業務純収益

グループBPCEの銀行業務純収益は2010年度と比べても安定しており、2011年度は23.4十億ユーロとなった。銀行業務
純収益は、厳しい経済情勢にもかかわらず良好な回復を見せた。リブレAの手数料が減少したものの、中核事業の銀行
業務純収益はわずかに0.3％増加した。

営業費用

営業費用は、費用管理に関する厳格な方針ならびにフォンシアおよびユーロシックの売却に伴う範囲の効果等によ
り2010年度比1.1％減のマイナス15.9十億ユーロとなった。中核事業に関する営業費用の1.5％増加は、主としてシス
テミックリスクに対する課税および人員増に伴う人件費の伸びによる。

費用／収益比率が0.7ポイント減の68.0％となったのは、グループBPCEの営業効率の改善を反映したものである。

営業収益

2011年度の営業総利益は、2010年度比2.4％増の7.5十億ユーロとなった。

グループBPCEのリスクコストは、2010年度比で67.4％増となった。2011年度のギリシャ国債に関する減損損失を修正
再表示（マイナス921百万ユーロ）すると、ナティクシスのワークアウト・ポートフォリオ管理（GAPC）等により
2010年度比11.7％増の1.8十億ユーロであった。中核事業のリスクコストは安定しており、年度末現在30ベーシス・
ポイント

(1)
であった。

その結果、2011年度の営業収益は4.7十億ユーロとなった。

(1)
期首の貸付金残高合計に対するもの（年率換算後）

親会社の持分所有者に帰属する当期純利益

2011年度の親会社の持分所有者に帰属する当期純利益は、2010年度比26.2％減の2.7十億ユーロであった。2011年度
の特徴は多額の非営業項目であり、純利益に対する累積的影響はマイナス723百万ユーロ（ギリシャ国債の評価減
（マイナス595百万ユーロ）、資本持分の売却（マイナス71百万ユーロ）、フォルクスバンク・ルーマニアに対する
資本持分の評価額調整（マイナス116百万ユーロ）、減損したのれん（マイナス95百万ユーロ。主としてコファース
に関するマイナス43百万ユーロおよびバンコ・プリムスに関するマイナス29百万ユーロからなる。）およびグルー
プBPCEの金融負債の再評価（プラス154百万ユーロ））であった。

②グループBPCEの事業

グループBPCEは、2010年２月に公表された2010-2013年戦略プラン「Together」に基づき事業再編を行った。これは、
２つの中核事業の発展に向けて組織を絞り直すものであった。

以下を含む商業銀行業務および保険

•　19のポピュレール銀行ならびにその子会社であるクレディ・マリティーム・ミューテュエルおよび共同保証会
社で構成されるポピュレール銀行ネットワーク

•　17のケス・デパーニュ（貯蓄銀行）で構成されるケス・デパーニュ（貯蓄銀行）ネットワーク

•　その経営成績がクレディ・フォンシア・グループの寄与を本質的に反映する不動産金融

•　主としてCNPアシュアランシズ、BPCEアシュアランス、海外子会社、海外領土にある子会社（BPCE IOMを含む。）お
よびバンク・パラティンヌで構成される保険、海外およびその他ネットワーク

コーポレート・投資銀行業務、投資ソリューションおよび専門的金融サービスには、ナティクシスの中核事業を含
む。

•　BPCEの大口の法人顧客および機関投資家顧客にバンキング・サービスを提供するコーポレート・投資銀行業務

•　資産運用、保険およびプライベート・バンキングならびに2010年度第３四半期からはプライベート・エクイティ
業務で構成される投資ソリューション

•　ファクタリング、リース、消費者金融、連帯保証および保証、従業員給付制度、支払および証券関連サービスで構成
される専門的金融サービス

グループBPCEの第３の業務部門は、ネクシティ、メイリュートおよびフォルクスバンク・ルーマニアに対するグルー
プBPCEの持分ならびにコファースおよびナティクシスのプライベート・エクイティ業務に対するナティクシスの持
分で構成される資本持分部門である。

ワークアウト・ポートフォリオ管理およびその他の事業は、以下を含む。

•　ナティクシスのGAPC、ならびに旧CNCEの自己勘定取引および委任管理業務のうち残存案件限定業務の寄与

•　中央機関およびグループBPCEの持株会社ならびに完了した（フォンシアおよびユーロシック）売却または継続
中（フォルクスバンク・インターナショナルAG（フォルクスバンク・ルーマニアを除く。））の売却の寄与

•　ギリシャ国債の評価減

•　グループBPCEの負債の再評価

•　のれんの減損および再評価差額金の償却に関する項目（これらの項目はグループBPCEの買収・投資戦略の一部
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を構成するため）

 

③業務部門別の損益計算書
44

 
 

44　従前の期間におけるグループBPCEの部門情報は、フォンシア、ユーロシックおよびフォルクスバンク・インターナショナルAG（フォルクスバ

ンク・ルーマニア（その他の事業に区分変更された。）を除く。）の売却ならびにフォルクスバンク・ルーマニアの資本持分への振替えの

影響を反映させるために修正再表示している。

 

百万ユーロ

商業銀行業務お
よび保険

CIB、投資ソ
リューションお
よびSFS 資本持分

ワークアウト・
ポートフォリオ
管理およびその
他の事業 グループBPCE

2011
年度

2010
年度

2011
年度

2010
年度

2011
年度

2010
年度

2011
年度

2010
年度 2011年度2010年度

銀行業務純収益 15,12314,9675,7955,8901,7201,722719 78023,35723,359

営業費用 (9,833)(9,702)(3,831)(3,762)(1,460)(1,453)(757)(1,140)(15,881)(16,057)

営業総利益 5,2905,2651,9642,128260 269 (38)(360)7,4767,302

費用/収益比率 65.0%64.8%66.1%63.9%84.9%84.4%n/a n/a 68.0%68.7%

リスクコスト (1,277)(1,208)(183)(278)(34)(34)(1,275)(134)(2,769)(1,654)

関連会社の純利益/（損失）に
対する持分 160 189 14 19 (112) 9 (69) 0 (7) 217

その他の資産の正味利得または
損失 14 44 2 16 (7) (21) 43 (117) 52 (78)

のれんの価額変動 0 0 0 0 0 0 (89)(38) (89) (38)

税引前利益/（損失） 4,1874,2901,7971,885107 223(1,428)(649)4,6635,749

法人所得税 (1,371)(1,358)(531)(492)(110)(107)372 241(1,640)(1,716)

少数株主持分 (38)(37)(378)(420)(78)(72)156 136 (338)(393)

親会社の持分所有者に帰属する
当期純利益 2,7782,895888 973 (81) 44 (900)(272)2,6853,640

 

グループBPCEの２つの中核事業である商業銀行業務および保険、ならびにコーポレート・投資銀行業務、投資ソ
リューションおよび専門的金融サービスの銀行業務純収益は、低迷した経済情勢および厳しい市況にもかかわらず
対前年度比で0.3％増となった。これら２つの中核事業の寄与はグループBPCEにとって重要である。商業銀行業務お
よび保険はグループBPCEの銀行業務純収益の65％を占め、コーポレート・投資銀行業務、投資ソリューションおよび
専門的金融サービスはグループBPCEの合計の25％を占めた。
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④商業銀行業務および保険

この部は、比較的低い金利を背景に2011年度は高水準の業務活動を報告した。

百万ユーロ

ポピュレール
銀行

ケス・
デパーニュ
（貯蓄銀行） 不動産金融

保険、海外およ
びその他ネッ
トワーク

商業銀行業務お
よび保険 変動

2011
年度

2010
年度

2011
年度

2010
年度

2011
年度

2010
年度

2011
年度

2010
年度

2011
年度

2010
年度

百万
ユーロ ％

銀行業務純収益 6,3296,2396,8036,772882 9511,1091,00515,12314,967156 1.0％

営業費用 (4,069)(3,934)(4,409)(4,477)(627)(586)(728)(705)(9,833)(9,702)(131)1.4％

営業総利益 2,2602,3052,3942,295255 365 381 3005,2905,26525 0.5％

費用/収益比率 64.3％ 63.1％ 64.8％ 66.1％ 71.1％ 61.6％ 65.6％ 70.1％ 65.0％ 64.8％ -- 19.8％

リスクコスト (664)(647)(355)(334)(150)(99)(108)(128)(1,277)(1,208)(69)5.7％

関連会社の純利益/
（損失）に対する持分 14 21 0 0 7 5 139 163 160 189 (29)(15.3)％

その他の資産の正味利
得または損失 26 14 6 (1) 16 31 (34) 0 14 44 (30)(68.2)％

税引前利益/（損失） 1,6361,6932,0451,960128 302 378 3354,1874,290(103)(2.4)％

法人所得税 (560)(561)(683)(657)(34)(71)(94)(69)(1,371)(1,358)(13)1.0％

少数株主持分 (8) (8) 0 0 (1) (7)(29)(22)(38)(37)(1) 2.7％

親会社の持分所有者に
帰属する当期純利益 1,0681,1241,3621,30393 224 255 2442,7782,895(117)(4.0)％

 

純利益は、低迷した金融・経済情勢の影響を受けて2010年度比４％減となった。ポピュレール銀行およびケス・デ
パーニュ（貯蓄銀行）のネットワークはこのセグメントの業績に大きく寄与し、純利益の87.4％を占めた。

ポピュレール銀行

このネットワークは顧客層の拡大に支えられ、大変好調な営業年度となった。

すべての市場セグメントで好調な営業実績

ポピュレール銀行に預け入れられた貯蓄額は、貯蓄総額の64％を占めるオンバランス貯蓄の伸び（10％増）に牽引
され4.8％増の192.4十億ユーロとなった。金融貯蓄は、生命保険はよく持ちこたえたが主としてミューチュアルファ
ンドの減少により3.3％減の69十億ユーロとなった。 

個人顧客は、オンバランス貯蓄により大きな関心を示している。そのため、要求払預金は4.3％増加し、17十億ユーロ
に達した。リブレA の販売活動により2011年度に約1.7十億ユーロの貯蓄額が集まった。

プロ顧客、法人顧客および機関投資家顧客は、ミューチュアル・ファンド（7.2％減の25十億ユーロ）よりも、要求払
預金（11.1％増の30十億ユーロ）や定期預金（21.7％増の21十億ユーロ）等の商品を志向した。
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顧客の貯蓄額 （十億ユーロ）

貸付金残高の増加

貸付金残高合計は5.9％増加し、2011年12月31日現在155十億ユーロとなった。

これは、住宅ローン（7.2％増の78十億ユーロ）に牽引された個人顧客市場において6.3％増の86十億ユーロとなっ
たことを反映している。この業務は、好調な不動産市場と適度な金利の恩恵を受けた。消費者向け貸付金残高は７十
億ユーロと安定していた。

プロ顧客、法人顧客および機関投資家顧客市場では、貸付金残高が5.4％増加した。設備資金貸付については、高い貸
付実行率により2011年度末の貸付金残高が48十億ユーロとなった。

 

貸付金残高 （十億ユーロ）

財務成績

ポピュレール銀行ネットワークの収入は、景気低迷の中での好調な拡大を反映した。銀行業務純収益は、2010年度比
1.4％増の6,329百万ユーロとなった。

百万ユーロ 2011年度 2010年度

変動

百万ユーロ ％

金利幅 3,833 3,848 (15) (0.4)％

報酬および手数料 2,374 2,323 51 2.2％

その他の収益および費用 122 68 54 79.4％

銀行業務純収益 6,329 6,239 90 1.4％

 

金利幅は、規模の効果および要求払貯蓄預金に対する利上げ（貸付金および短期投資に関する金利幅の縮小を相殺
した。）等により3.8十億ユーロと、2010年度と比べても安定していた。

また、受取報酬および手数料は、貸付金管理報酬に支えられ2.2％増の2.4十億ユーロとなった。

営業費用は、新たな税金の影響、特にシステミックリスクに対する課税（マイナス19百万ユーロの影響）、バンク・
ポピュレール・アキエンヌ・サントル・アトランティックの合併・移動に伴う費用、ならびに人件費の増加を含め
3.4％増のマイナス4.1十億ユーロとなった。

営業総利益 は2.3十億ユーロ（２％減）となり、費用／収益比率を64.3％へと1.2ポイント押し下げた。

リスクコストは、厳しい経済環境の中にあって2010年度と比べても安定しており、0.7十億ユーロとなった。2011年度
第４四半期末現在のリスクコストは、2010年度第４四半期の42ベーシス・ポイント

45
に対して約45ベーシス・ポイン

ト
45
と安定していた。

商業銀行業務および保険部門の純利益に対するポピュレール銀行の寄与は、2010年度比 56百万ユーロ減（マイナス
５％）の1.1十億ユーロとなった。
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45　期首の貸付金残高合計に対するもの（年率換算後）

 

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）

当期のケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は堅調に推移した。フランス経済に資金を供給し、リブレA貯蓄口座市場の開
設に適応するという自らの責務を確認した。

 

リブレA貯蓄口座市場の開設にもかかわらず、顧客の貯蓄額はよく持ちこたえた。

顧客の貯蓄額は2010年12月31日以降3.0％増加し、2011年度末現在は345十億ユーロとなっている。

個人顧客の預金は、リブレA貯蓄口座市場の開設および金利低下に関する影響にかかわらずわずかに増加（2.3％
増）した。規制対象住宅貯蓄は2.6％増加したが、要求払預金は4.2％減少した。金融貯蓄の業績は様々であり、生命保
険商品には順調に資金が流入した（対前年度比では4.4％の残高増加）のに対して、ミューチュアル・ファンドへの
投資は減少（16.5％減）した。

プロ顧客、法人顧客および機関投資家顧客市場では、貯蓄額が7.3%増加した。すべてのセグメントにおいてオンバラ
ンス貯蓄への資金流入は堅調（特に要求払預金（12.6％増）および定期勘定（4.8％増））であった。個人顧客市場
で顕著な金融貯蓄に関する傾向は、ミューチュアル・ファンドよりも生命保険が志向される環境においてプロ顧客、
法人顧客および機関投資家顧客セグメントでも見られる。

 

顧客の貯蓄額（十億ユーロ）

 

すべての市場における好調な貸付業務

貸付金残高はすべての市場で増加し、171十億ユーロ（対前年度比10.3％増）となった。

個人顧客セグメントの貸付金残高は、不動産担保貸付（プラス11.7％）等に牽引され10.3％増の102十億ユーロと
なった。消費者信用残高は、専門業者が増加し競争が激化したことから11十億ユーロと安定している。

法人顧客および機関投資家顧客向け貸付金の伸びは引き続き堅調であり、不動産担保貸付（14.7％増）および中・
長期の定期貸付金（11.2％増）に牽引され残高は2010年12月31日と比べて10.3％増の69十億ユーロとなった。

 

貸付金残高（十億ユーロ）

 

財務成績

銀行業務純収益は、リブレA 通帳貯蓄口座からの利益および手数料減少に悪影響を及ぼした競争的な環境の中に
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あって2010年度と比べても安定していた。リブレAの手数料減少を除くと、銀行業務純収益は2.9％増加した。

百万ユーロ 2011年度 2010年度

変動

百万ユーロ ％

金利幅 4,352 4,508 (156) (3.5)％

報酬および手数料 2,441 2,274 167 7.3％

その他の収益および費用 10 (10) 20 n/a

銀行業務純収益 6,803 6,772 31 0.5％

 

その結果、金利幅は2010年度の4.5十億ユーロに対して4.4十億ユーロとなった。この減少は、特に仲介マージンに対
する資金調達コストの増加によるものである。受取報酬および手数料は、サービスパッケージ価格、貸付手数料およ
び期限前弁済手数料が増加した恩恵を受けて７％増の2.4十億ユーロとなった。

２％減となった営業費用は、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）がすべて単一のITプラットフォームに移行したことに
伴うIT費用の減少および生産性の向上によりプラスの方向に傾いたが、これは新たな金融課税により後退した。

営業総利益は、費用／収益比率の改善（1.3ベーシス・ポイント改善して64.8％となった。）と相まって、2010年度比
４％増の2.4十億ユーロとなった。

リスクコストは引き続き限定的であり、0.4十億ユーロで安定していた。顧客基盤の構造に起因して、四半期比率は19
ベーシス・ポイントから25ベーシス・ポイント

46
の間で推移した。

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は、商業銀行業務および保険部門の純利益に対して1.4十億ユーロ寄与した。

 

 

46　期首の貸付金残高合計に対するもの（年率換算後）
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不動産金融

クレディ・フォンシアは、収益および財務成績の双方の点で不動産金融部門の大部分を占めている。

クレディ・フォンシアは、2010年度と比べて微減となった11.7十億ユーロの貸付実行総額を報告した。個人顧客に対
する新規貸付金は、7.4十億ユーロとなった。その結果、クレディ・フォンシアは、無利息貸付（prêt à taux zéro
）の補完的商品の販売会社としてのソーシャルハウジング市場における自らの地位および住宅初回購入者に対する
支援を裏付けることができた。

フランスの法人向け市場における貸付実行額は、特に投資家セグメントおよび開発業者セグメントならびに公的セ
クターにおいて2010年度比13％増の4.3十億ユーロとなり、民間企業向け貸付の分野における専門能力を実証した。

また、新たな戦略プランを実施する一環として、クレディ・フォンシア・グループは、海外企業向けの貸付実行を年
度半ばまでに中断した。

クレディ・フォンシア・グループの貸付金残高合計は118十億ユーロであり、2010年12月31日と比べても安定してい
た。

クレディ・フォンシアは、10十億ユーロ超のカバードボンドの発行も完了し、このセグメントにおける自らの主導的
地位を確認した。

不動産金融部門の銀行業務純収益は、自らの顧客およびグループBPCEの顧客にサービスを提供するフランスにおけ
る中核事業を絞り直すというクレディ・フォンシア・グループの決定だけではなくバランスシート圧縮の影響を反
映して、2010年度比７％減の882百万ユーロとなった。

営業費用は、クレディ・フォンシアに関して新たな税金の導入（ACPおよびシステミックリスクに対する課税）なら
びに自らの事業の再構築に関する非経常的費用を反映して、マイナス627百万ユーロ（2010年度末比でプラス７％）
となった。

リスクコストは、一部の法人顧客に対する追加引当金により大きな影響を受けた。

「その他の資産の利得および損失」という勘定科目の変動は、2010年度におけるクレディ・フォンシア・コミュナ
ル・ダルザス=ロレーヌ（CFCAL）－バンクに対する資本持分の売却によるキャピタル・ゲイン（プラス29百万ユー
ロ）および2011年度におけるボルネービルディングの売却によるキャピタル・ゲイン（プラス16百万ユーロ）に伴
うものであった。

親会社の持分所有者に帰属する当期純利益への不動産金融部門による寄与は、2011年度は93百万ユーロであった。

 

保険、海外およびその他ネットワーク

保険業務は非常に力強い収益モメンタムを示した。

•　BPCEアシュアランスが報告した純利益は、2010年度比1.9倍の増加で23.5百万ユーロとなった。BPCEアシュアラン
スは、全商品における10.3％の増収ならびに総合住宅保険商品の好調な売上げ（プラス13％）およびリーガルプ
ロテクション保険の好調な売上げ（プラス28％）による恩恵を受けた。当期の保険金請求率は、2010年度と比べ
て安定していた（62％）。BPCEアシュアランスは、グループBPCEの純利益に対して14百万ユーロ寄与した。 

•　CNPアシュアランシズは、2011年度下半期における波乱の経済環境の中であっても業績水準を維持する自己の能
力を実証した。保険料収入は、主に貯蓄業務（マイナス13.4％）により7.1％減の30十億ユーロとなった。フラン
スにおける保険料収入は、主に貯蓄の減少のために8.7％減となった。13％増となったブラジルは、グループBPCE
の成長牽引役としての役割を確認した。ユニットリンク生命保険の販売額は6.2％増加し、ユニットリンク商品は
退職／貯蓄収入の約10％、またCNPグループ・ベースでの収益の18.4％を占めた。CNPアシュアランシズの報告収
益は、2010年度比17％減の872百万ユーロとなった。グループBPCEの純利益への寄与は128百万ユーロ（18％減）
となった。

海外事業セグメントは、グループBPCEエンテルナシヨナル・エ・ウトゥル=メール（BPCE IOM）の経営成績を主に反
映している。

•　BPCE IOMは、この部の純利益に対して17百万ユーロ（2010年度は15百万ユーロ）寄与した。景気指標の改善は、
2010年度比で増加した純利益に反映された（営業総利益は21％の増加。リスクコスト÷1.5）。ただし、こうした
経営成績は、クレディ・イモビリエ・オテリエ（CIH）の売却損（マイナス32百万ユーロ）の影響を受けた。

•　その他の海外子会社には、主としてナティクシス・プラメックス・アルジェリアを含み、この部門の純利益に対
して１百万ユーロ寄与した。

また、その他ネットワークからの収益は、不動産管理会社およびバンク・パラティンヌの好調な経営成績（バンク・
パラティンヌが法人顧客向け貸付に対する多額の引当金を認識した2010年度と比べて業績が好調であり、リスクコ
ストが減少した。）を背景に94百万ユーロ（昨年度の数値のほぼ２倍）となった。

 

⑤コーポレート・投資銀行業務、投資ソリューションおよび専門的金融サービス

この部門にはグループBPCEおよびナティクシスの３つの中核事業が1つのグループに集約されている。グループBPCE
の純利益への寄与は、28％の少数株主持分割合（リストラクチャリング活動に関する収益および費用ならびにその
他の事業によるギリシャ国債の減損損失）を認識した上で計算される。

百万ユーロ

CIB
投資ソリュー
ション SFS

CIB、投資ソ
リューションお
よびSFS 変動

2011
年度

2010
年度

2011
年度

2010
年度

2011
年度

2010
年度

2011
年度

2010
年度

百万
ユーロ ％
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銀行業務純収益 2,7603,0271,8841,7891,1511,0745,7955,890(95)(1.6)％

営業費用 (1,675)(1,655)(1,358)(1,288)(798)(819)(3,831)(3,762)(69)1.8％

営業総利益 1,0851,372526 501 353 2551,9642,128(164)(7.7)％

費用/収益比率 60.7％ 54.7％ 72.1％ 72.0％ 69.3％ 76.3％ 66.1％ 63.9％ -- 2.2 pts

リスクコスト (106)(204)(16)(26)(61)(48)(183)(278)95(34.2)％

税引前利益/（損失） 9791,169524 496 294 2201,7971,885(88)(4.7)％

法人所得税 (294)(352)(138)(71)(99)(69)(531)(492)(39)7.9％

少数株主持分 (189)(234)(131)(137)(58)(49)(378)(420)42(10.0)％

親会社の持分所有者に帰属する当
期純利益 496 583 255 288 137 102 888 973 (85)(8.7)％

 

この部の純利益888百万ユーロは、大きく落ち込んだ市場環境の中でのナティクシスの中核事業の回復を反映してい
る。

コーポレート・投資銀行業務（CIB）

2011年度において、CIBは、2010年度比8.8％減となる2,760百万ユーロの銀行業務純収益を計上した。業績は事業内容
ごとに様々であった。

•　商業銀行業務の収入は、高い流動性費用（平均残高に対する純利益率は対前年度比で23ベーシス・ポイント縮
小）および低迷した経済情勢の中での平均残高の減少（対前年度比11％減）により前年度比23.5％減の400百万
ユーロとなった。

•　デット・アンド・ファイナンス業務は、高い資金調達費用およびドル流動性危機にもかかわらず、2011年度に
1,199百万ユーロの収入を計上した。この業績は、特にグローバル・エネルギー・アンド・コモディティー、航空、
不動産およびエクイティ・リンク・ファイナンスの好調な伸びによるものであり、2010年度比9.5％増となる
13.8十億ユーロの部門全体の新たな貸付金を反映している。

•　資本市場業務は、欧州ソブリン債務危機および株式市場における投資家の様子見の態度により年度下半期に悪影
響を受け、2010年度比17.2％減の1,194百万ユーロとなった。それでも、売上げは主として債券プラットフォーム
に関する業務に牽引され増加（プラス４％）した。

-　スプレッド拡大による打撃を受けた債券およびトレジャリー業務の収入は、債券プラットフォームでのNBIの
９％増加（年度上半期における債券発行市場における好調な業務）、外国為替業務の19％増加および新興市
場業務の９％増加にもかかわらず８％減の768百万ユーロとなった。

-　株式業務の収入は209百万ユーロであり、2010年度比27％減となったNBIおよび対前年度比での安定した売上げ
を報告するものとなった。

-　2011年度は重要な新規取引がなかったため打撃を受けたコーポレート・ソリューションの収入は、32％減の
200百万ユーロとなった。

•　信用ポートフォリオ管理およびその他業務の収入は、信用スプレッドの動向およびヘッジ・ポートフォリオに対
する市場感応度の急低下という２つの影響の下で大幅に改善（2011年度に124百万ユーロ増加）した。

 

2011年度におけるCIBの銀行業務純収益に対する各業務（CPMおよびその他を除く。）の寄与

CIBの営業費用は1,675百万ユーロとなり、2010年度比1.2%増となった。この傾向は、人員の４％増加に伴う固定人件
費の増加（プラス８％）をとりわけ反映している。かかる増加は、収入の動向（マーケット・プロフェッショナルに
対するCRD3の適用）に関連する業績連動型人件費（24％減）の調整により相殺されなかった。

リスクコストは大幅に改善してマイナス106百万ユーロとなり、2011年度末現在の純利益に対するコーポレート・投
資銀行業務の寄与を496百万ユーロに押し上げた。

投資ソリューション

2011年度の投資ソリューション部門は、その３つの中核事業である資産運用、保険およびプライベート・バンキング
と、グループBPCEのネットワークとの間のシナジー効果を引き続き発揮させた。プライベート・バンキングが66％所
有し、ロスチャイルド・エ・シーが34％所有する新たなグループセレクシオン1818がプライベート・バンキングに
おいて創設された（セレクシオンＲの営業総利益 3.1百万ユーロから生じた2011年度における範囲の効果）。

この部の収入は、資産運用、保険、プライベート・バンキングおよびプライベート・エクイティ業務の好調な販売実
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績のおかげで5.3％増の1,884百万ユーロ（恒常為替レートでは7.9％増）となった。

•　資産運用：2011年12月末現在の運用資産は、不利なマーケット・インパクト9.4十億ユーロにもかかわらず、2010
年度末時点の538十億ユーロに対して544十億ユーロとなった。米国およびアジアにあるナティクシス・グローバ
ル・アセット・マネジメントのプラットフォームの勢いに牽引され、2011年度における資金純流入は3.7十億
ユーロに達した。

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 198/1163



運用資産（十億ユーロ）

資産運用の銀行業務純収益は、主に利幅率が高い米国での事業展開に伴い平均リターンが2010年度比で1.1ポイント
上昇したことに牽引され、1.6％増の1,436百万ユーロ（恒常為替レートでは4.8％増）となった。

•　保険：弱含みの市場におけるこの業務の銀行業務純収益は、個人リスク保険および返済補償保険の好調な業績
（20％の増収）ならびに保険金請求率の低下のおかげで2010年度比24.1％増の264百万ユーロとなった。

•　プライベート・バンキング：運用資産が総額18.9十億ユーロ（2010年度比22.9％増）であるこの業務は、5.7％
増となる99百万ユーロの銀行業務純収益を計上し、規模の効果7.8百万ユーロ（2011年４月１日のセレクシオン
Ｒの追加を含む。）を認識した。通常の範囲では、プライベート・バンキングのNBIは2010年度と比べて安定して
いた。

•　プライベート・エクイティ：主にポートフォリオの再評価により、2011年度の銀行業務純収益は22.6％増の85百
万ユーロとなった。

 

投資ソリューション事業の営業費用が対前年度比で5.4％増加したのは、主として新たな資産運用業務の展開および
保険業務において主要ITプロジェクトの提供に参入したことによるものである。

純利益に対する投資ソリューションの寄与額255百万ユーロは、主として保険商品に関して認識した税金費用の増加
により2010年度比で11.5％減少した。

専門的金融サービス（SFS）

2011年度における専門的金融サービス部は、2011年４月１日付けでGCEカーリースを統合（2011年度に対する範囲の
効果）し、ナティクシス・リース内でのリース業務を引き続き強化した。

この部の収入は、証券以外のすべての業務の好調な業績により7.2％増の1,151百万ユーロとなった。

双方のネットワークの好調な売上げに支えられ、専門的金融サービスは、とりわけ金融保証業務（販売基調の改善お
よび保険金請求率の低下に関連して23.5％増）、消費者金融（12.7％増）およびファクタリング（10.2％増。買取債
権（17.7％増）に牽引された。）の優れた業績により14.5％の増収となった。リース業務も15.1％の安定した伸びを
記録した。

従業員給付制度（8.4％増）および支払（2.2％増）の好調な業績にもかかわらず、専門的金融サービスの収入は、証
券業務において個人による取引が減少（10.2％減）して損失を被ったため、銀行業務純収益が541百万ユーロと安定
していた。
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2011年度における専門的金融サービスの銀行業務純収益に対する各業務の寄与

営業費用は、2010年度比2.6％減の798百万ユーロとなった。このため、営業総利益は38.4％増加し、純利益に対する寄
与は34.3％増加した。

 

⑥資本持分

グループBPCEの資本持分（ナティクシス、コファース、ナティクシス・プライベート・エクイティおよびフォルクス
バンク・ルーマニアを含む。）は、資本持分部で認識される。

百万ユーロ

資本持分 変動

2011年度 2010年度百万ユーロ ％

銀行業務純収益 1,720 1,722 (2) (0.1)％

営業費用 (1,460)(1,453) (7) 0.5％

営業総利益 260 269 (9) (3.3)％

リスクコスト (34) (34) 0 0.0％

関連会社の純利益/（損失）に対する持分 (112) 9 (121) n/a

その他の資産の正味利得または損失 (7) (21) 14 (66.7)％

税引前利益/（損失） 107 223 (116) (52.0)％

法人所得税 (110) (107) (3) 2.8％

少数株主持分 (78) (72) (6) 8.3％

親会社の持分所有者に帰属する当期純利益 (81) 44 (125) N/A

 

2011年度における81百万ユーロの損失はフォルクスバンク・ルーマニアに対する資本持分の評価額を調整（116百
万ユーロの損失が生じた。）した結果である。

ネクシティ

2011年度におけるネクシティの受注残高の堅調な伸び（21％増）は、主に居住用住宅の市場シェア拡大および企業
不動産に関する極めて大量の注文によるものである。

ネクシティは、2011年度に5.2％減となる2,603百万ユーロの収入を計上した。

•　住宅供給：１平方メートル当たりの平均不動産価格の好調な推移および2010年度比での予約件数の減少という
対照的な影響により、収入は1,732百万ユーロで安定していた。居住用住宅の受注残高は2011年度は10.3％増加し
た。

•　サービス提供：着工中のプロジェクトの減少および火災による大型プロジェクトの引渡しが１年遅れたことよ
り14.4％の減収となった。

•　サービス提供および販売：シテア・レジデンスの売却に伴う範囲の効果のために10.2％の減収となった。変動の
残りの部分は、契約ポートフォリオの変動および程度は低いにせよアイセレクションが原因である。

百万ユーロ 2011年度 2010年度 変動

住宅供給 1,732 1,732 0.0％

サービス提供 321 375 (14.4)％

サービス提供および販売 547 609 (10.2)％

その他 3 31 n/a

収入 2,603 2,747 (5.2)％

 

ネクシティの当期営業収益は、2010年度末の報告よりも高い営業収益率7.8％のために（2010年度の201.4百万ユー
ロと比べて）202.4百万ユーロと安定していた。圧倒的に多い低利幅の業務の影響を受けなくなったため、利幅のト
レンドは住宅供給部門で急激に上向きとなり、10%の利幅率を達成した。サービス部門では、ラ・デファンス地区のバ
ザルト・ビルディングで発生した火災により下方基調となった。サービス提供および販売業務の利幅は、サービスお
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よびフランチャイズ・ネットワークに牽引された。

資本投資部門の純利益に対するネクシティの寄与は、わずかに２％増加し51百万ユーロとなった。

 

コファース

コファースは、以下のために2011年度は堅調に推移した。

•　収入は、景気が低迷する中での順調な売上げに牽引され、ファクタリング業務（一定の連結範囲および為替相場
を仮定すると7.6％増）および信用保険業務（一定の連結範囲および為替相場を仮定すると4.8％増）に関連し
て5.7％増の1,714百万ユーロとなった。サービス業務（情報および債権の管理）は、一部の業務におけるワーク
アウト・ポートフォリオ管理に伴い5.9％（一定の連結範囲および為替相場を仮定）減少した。

•　銀行業務純収益は、コファースの中核事業（12.2％増）に牽引され2010年度比4.8％増の837百万ユーロとなっ
た。一方、非中核事業は21.4％減少した。保険金請求率は対前年度比で若干改善し、2010年度の55.9％に対して
55.1％となった。

•　純利益に対する寄与は、53.3％増の46百万ユーロとなった。

ナティクシス・プライベート・エクイティ（NPE）

NPEの業務に関する戦略再構築は、当年度上半期のブラジルを拠点とする会社の売却、2011年９月下旬のLBOエウロパ
・ファンドの売却、またパートナへの売却を通じたオランダ・ベンチャー・ファンドの売却により2011年度も継続
した。運用資産に対するナティクシスの持分は2010年度比14％減となり、2011年度末現在453百万ユーロであった。

ナティクシス・プライベート・エクイティは、2011年度にマイナス34百万ユーロ（2010年度はマイナス29百万ユー
ロ。すなわち17％減）の損失を報告した。2011年度の銀行業務純収益は、2010年度の23百万ユーロの利得に対して、マ
イナス21百万ユーロとなった。キャピタル・ゲインおよびポートフォリオの再評価は、主として中国およびインドの
有価証券につき認識した減損損失を相殺するものではなかった。

その他の資本投資：メイリュートおよびフォルクスバンク・ルーマニア

その他の資本投資の純利益は、フォルクスバンク・ルーマニアに対する資本持分の評価に関するマイナス116百万
ユーロの負の調整およびメイリュートに関して認識されたマイナス24百万ユーロの損失（2010年度はマイナス７百
万ユーロの損失）等による影響を受け、2010年度のマイナス７百万ユーロの損失に対して、2011年度はマイナス144
百万ユーロであった。
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⑦ワークアウト・ポートフォリオ管理およびその他の事業

百万ユーロ

ワークアウトポートフォリオ管
理およびその他の事業 変動

2011年度 2010年度百万ユーロ ％

銀行業務純収益 719 780 (61) (7.8)％

営業費用 (757) (1,140) 383 (33.6)％

営業総利益 (38) (360) 322 (89.4)％

リスクコスト (1,275) (134) (1,141) x 8

関連会社の純利益/（損失）に対する持分 (69) 0 (69) n/a

その他の資産の正味利得または損失 43 (117) 160 n/a

のれんの価額変動 (89) (38) (51) n/a

税引前利益/（損失） (1,428) (649) (779) n/a

法人所得税 372 241 131 54.4％

少数株主持分 156 136 20 14.7％

親会社の持分所有者に帰属する当期純利益 (900) (272) (628) N/A

 

この部門が2011年度に計上した損失は900百万ユーロであった。

ワークアウト・ポートフォリオ管理業務からの親会社の持分所有者に帰属する当期純利益は、2010年度の52百万
ユーロに対して、マイナス58百万ユーロとなった。

そのため、ポートフォリオの規模およびそれに関連するリスクを軽減させるためにいくつかの施策が実施された。
2011年12月31日現在15.5十億ユーロであったリスク加重資産は、対前年度比で23％減少（バーゼル2.5の規制による
影響を除く。）した。クレジット資産に関してGAPCは一連の売却を実施し、その有するポートフォリオ、特にCLOおよ
びRMBSに関するアセットクラスの再分類を行った。これによりBPCEの保証が及ぶ残高は4.9十億ユーロ減少した。
GAPCは、モノライン発行会社との取引のプラスの影響からも恩恵を受けた。その他のポートフォリオに関しては、エ
クイティデリバティブに関するワークアウト業務を継続し、複雑な金利デリバティブに対するヘッジを設定し、ファ
ンド・ストラクチャード・デリバティブを売却した。2011年度のグループBPCEの純利益に対するGAPCの影響はマイ
ナス75百万ユーロであり、限定的であった。

また、その他の事業が計上した親会社の持分所有者に帰属する当期純利益は、2010年度のマイナス324百万ユーロに
対して、2011年度はマイナス842百万ユーロであった。2011年度における主な影響は、以下のとおりであった。

•　ギリシャ国債の減損損失：2011年度の累積評価損の影響は、リスクコストのマイナス921百万ユーロ（すなわち、
純利益のマイナス595百万ユーロ）であった。

•　銀行自体の信用リスクに関して損益に計上された公正価値債務の再評価から生じた影響（プラス154百万ユー
ロ）

•　主としてバンコ・プリムス（マイナス29百万ユーロ）およびコファース（マイナス43百万ユーロ）に関係する
マイナス89百万ユーロののれんの減損
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⑧グループBPCEの連結貸借対照表の分析

十億ユーロ
2011年12月31

日
2010年12月31

日

変動

十億ユーロ ％

現金および中央銀行への預け金 16.0 24.1 (8.1) (33.6)％

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 225.5 167.5 58.0 34.6％

ヘッジ目的デリバティブ 11.3 7.5 3.8 50.7％

売却可能金融資産 84.8 68.1 16.7 24.5％

要求により返済される金融機関に対する貸付金および債権 141.5 140.5 1.0 0.7％

顧客に対する貸付金および債権 571.9 562.6 9.3 1.7％

金利リスクのヘッジ対象ポートフォリオの再評価差額金 5.4 2.5 2.9 n/a

満期保有目的金融資産 8.9 9.2 (0.3) (3.3)％

当期法人所得税資産および繰延法人所得税資産ならびにそ
の他の資産 60.4 51.4 9.0 17.5％

有価証券 8.2 9.8 (1.6) (16.3)％

のれん 4.5 5.2 (0.7) (13.5)％

資産 1,138.41,048.4 90.0 8.6％

中央銀行に対する債務 0.0 0.5 (0.5) n/a

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 228.0 160.5 67.5 42.1％

ヘッジ目的デリバティブ 10.0 7.1 2.9 40.8％

要求により返済される金融機関に対する債務 117.9 105.1 12.8 12.2％

顧客に対する債務 398.7 394.0 4.7 1.2％

負債証券 222.3 222.9 (0.6) (0.3)％

金利リスクのヘッジ対象ポートフォリオの再評価差額金 1.7 1.2 0.5 41.7％

当期法人所得税負債および繰延法人所得税負債ならびにそ
の他の負債 47.5 41.6 5.9 14.2％

保険会社の保険契約準備金 46.9 45.5 1.4 3.1％

引当金 4.7 4.8 (0.1) (2.1)％

劣後債務 11.9 13.8 (1.9) (13.8)％

親会社の持分所有者に帰属する持分 45.1 47.4 (2.3) (4.9)％

少数株主持分 3.7 4.0 (0.3) (7.5)％

負債 1,138.41,048.4 90.0 8.6％

 

2011年12月31日現在におけるグループBPCEの資産合計は、前年度の1,048.4十億ユーロから９％増加し、1,138.4十億
ユーロであった。

重要な資産項目の変動

主な資産項目は、顧客に対する貸付金および債権（2011年12月31日現在における資産合計の50％）、銀行に対する貸
付金および債権（12％）、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産（20％）、ならびに売却可能金融資産
（７％）である。これらの項目を合わせると、グループBPCEの資産の90％近くを占める。

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

これらの金融資産には、売買目的保有証券（デリバティブを含む。）、ならびに一定の資産および負債のうちグルー
プBPCEがIAS第39号のもとで許容される公正価値オプションを利用して純損益を通じて公正価値で認識することを
選択したものが含まれる。

期中におけるこの勘定科目の増加58.0十億ユーロの内訳は、以下のとおりである。

•　売買目的デリバティブ・ポートフォリオ（とりわけ信用デリバティブ（プラス2.1十億ユーロ）、金利デリバ
ティブ（プラス17.5十億ユーロ）および外国為替デリバティブ（プラス11.1十億ユーロ）に関するもの）の増
加（プラス30.5十億ユーロ）

•　レポ取引の増加（プラス37十億ユーロ）

•　固定利付証券の残高の減少および金融機関に対する貸付金の減少（マイナス4.3十億ユーロ）による有価証券の
残高の減少（マイナス5.2十億ユーロ）

売却可能金融資産

売却可能金融資産は、債券、株式および政府証券ならびにその他の資産区分に該当しない同等物で構成される。2011
年12月31日現在におけるこれらの資産は、前年度の68.1十億ユーロに対して、84.8十億ユーロとなった。16.7十億
ユーロの純増額は、主として固定利付証券（プラス18.7十億ユーロ）から生じたが、変動利付証券の減少（マイナス
1.8十億ユーロ）により部分的に相殺された。

顧客および金融機関に対する貸付金および債権

この項目は、支払額が固定または決定可能であって、活発な市場での公表価格がない非デリバティブ金融資産（必要
に応じて減損に関する調整を行う。）で構成される。これらの資産は期中に１％増加し、2011年12月31日現在713.4十
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億ユーロとなった。

顧客に対する貸付金および債権の正味残高は、対前年度比9.3十億ユーロ増（プラス２％）の571.9十億ユーロと
なった。この増加は、以下によるものである。

•　グループBPCEの業務、特に商業銀行業務および保険における好調な業務。設備資金貸付は7.9十億ユーロ増加し、
住宅ローンは18.1十億ユーロ増加した。

•　短期信用枠の減少（マイナス2.5十億ユーロ）、買戻条件付で受領した持分証券および持分金融商品の減少
（11.3十億ユーロ減）、貸越口座の減少（1.6十億ユーロ減）ならびに消費者向け貸付金および債権に分類され
た証券の減少（1.6十億ユーロ減）

不良債権は、2011年12月31日現在の顧客に対する貸付金合計の3.5％を占め、2010年12月31日と比べて安定しており、
11.2十億ユーロの減損損失（資産グループの減損を含む。）を認識した。

銀行に対する貸付金および債権の正味残高は、対前年度比1.0十億ユーロ増（プラス１％）の141.5十億ユーロと
なった。この数字には、貸越口座の減少（マイナス2.6十億ユーロ）、レポ取引の減少（マイナス15.8十億ユーロ）な
らびに貸付金および債権に分類された証券の減少（マイナス2.1十億ユーロ）を含むが、預金および貸付金の増加
（プラス21.4十億ユーロ）により相殺された。

重要な負債項目および資本の変動　

2011年12月31日現在における貸借対照表上の総負債の約90％は、以下で構成されていた。

•　顧客に対する債務（35％）および金融機関に対する債務（10％）

•　負債証券（20％）

•　純損益を通じて公正価値で測定する金融負債（20％）

•　親会社に帰属する資本（４％）

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債

負債側にあるこのポートフォリオは、貸借対照表日の公正価値で計上される（損益計算書に別個に計上される。）負
債性金融商品で構成される。2011年12月31日現在におけるこれらの負債は、期中に67.5十億ユーロ増加（プラス
42％）し、228.0十億ユーロとなった。この減少は、本質的には、売買目的で保有するデリバティブの評価額の増加
（プラス34.2十億ユーロ）および連結貸借対照表の資産側の30.5十億ユーロ増加、レポ取引の54.0十億ユーロ増加、
ならびに貸付金および債権に分類された証券の19.4十億ユーロ減少によるものであった。

顧客および金融機関に対する債務

顧客および銀行に対する債務は、対前年度比で17.6十億ユーロ増加し、2011年12月31日現在516.6十億ユーロとなっ
た。

顧客に対する債務は、2010年度比4.7十億ユーロ増の398.7十億ユーロとなった。この増加は、以下によるものであっ
た。

•　貸方残高のある当座勘定の増加（プラス8.5十億ユーロ）

•　規制対象貯蓄口座（特にリブレA口座およびリブレB口座）に有する金額の増加（9.9十億ユーロ）

•　レポ取引の13.4十億ユーロ減少

銀行に対する債務は、2010年度比12.8十億ユーロ増（12％）の117.9十億ユーロであった。この数字には、買戻条件付
売却有価証券（マイナス22.1十億ユーロ）および要求払預金（マイナス3.6十億ユーロ）の急激な減少が含まれて
いるが、定期預金の増加（38.3十億ユーロ）により相殺された。

負債証券

負債証券は、当期に0.6十億ユーロ減少し、2011年12月31日現在222.3十億ユーロとなった。この安定した数字は、不規
則な動向（債券発行の増加（プラス7.3十億ユーロ）、ならびに銀行間市場金融商品および譲渡可能証券の利用の減
少（8.3十億ユーロ減）によるものである。

親会社の持分所有者に帰属する持分

親会社に帰属する資本は、前年度の47.4十億ユーロに対して、2011年12月31日現在45.1十億ユーロであった。この増
加は、主として以下によるものであった。

•　当期収益の組入れ：プラス2.7十億ユーロ

•　支払配当金：マイナス0.6十億ユーロ

•　当期においてポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）が実施した増資：プラス0.5十億ユーロ

•　永久超劣後債の利息：マイナス0.3十億ユーロ（税引後）

•　超劣後債の買戻の影響：マイナス2.2十億ユーロ

•　フランス政府からの優先株式の買戻の影響：マイナス1.2十億ユーロ

•　資本に直接認識される利得または損失の動向：マイナス1.2十億ユーロ

 

⑨2012年度上半期

グループBPCEの財務データ
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グループBPCEの経営成績

2011年秋以降、グループBPCEは、経済低迷と持続的な金融不安に大規模な規制変更が組み合わさったと特徴付けられ
る環境に直面している。2011年度上半期は、2011年度夏に発生した経済の停滞を踏まえても、高い水準であった。

百万ユーロ

グループBPCE 

変動
(2012年度上半
期/2011年度上半

期)  中核事業  

変動
(2012年度上半
期/2011年度上半

期)

2012年度
上半期

2011年度
上半期 

百万
ユーロ ％ 

2012年度
上半期

2011年度
上半期 

百万
ユーロ ％

銀行業務純収益 11,12112,038 (917)(7.6)％ 10,48810,830 (342)(3.2)％

営業費用 (7,852)(8,102) 250(3.1)％ (6,953)(6,851) (102)1.5％

営業総利益 3,2693,936 (667)(16.9)％ 3,5353,979 (444)(11.2)％

費用/収益比率 70.6％ 67.3％ - 3.3pt 66.3％63.3％ - 3.0pt

リスクコスト (1,108)(924) (184)19.9％ (934)(619) (315)50.9％

関連会社の純利益/（損失）に対す
る持分 103 105 (2)(1.9)％ 101 107 (6)(5.6)％

その他の資産の正味利得または損失 9 45 (36)(80.0)％ 7 12 (5)(41.7)％

のれんの価額変動 (5) 0 (5)   0 0 0 ns 

税引前利益/（損失） 2,2683,162 (894)(28.3)％ 2,7093,479 (770)(22.1)％

法人所得税 (788)(1,020) 232(22.7)％ (913)(1,100) 187(17.0)％

少数株主持分 (147)(196) 49(25.0)％ (215)(256) 41(16.0)％

親会社の持分所有者に帰属する当期
純利益 1,3331,946 (613)(31.5)％ 1,5812,123 (542)(25.5)％

 

銀行業務純収益

2012年度上半期のグループBPCEの銀行業務純収益は11.1十億ユーロで、2011年度上半期と比べ7.6％減少した（フォ
ンシアとユーロシックの範囲の影響により再表示すると、銀行業務純収益は5.4％の減少であった。）。これは、経済
状況が悪化したにもかかわらず業績が安定していたことを反映している。中核事業の銀行業務純収益は、規制変更に
適合したことと経済状況が厳しくなった影響を受けて3.2％減少した。収益基盤の減少は、流動性の必要性を軽減し
てリスク加重資産を管理するプログラム（顧客コストの上昇や、信用格付にまだ完全には反映されていない市場負
債）により生じ、これは当グループの中核事業に不利益をもたらしている。

営業費用

営業費用は、費用管理に関する厳格な方針ならびにフォンシアおよびユーロシックの売却に伴う範囲の影響等によ
り2011年度上半期と比べ3.1％減のマイナス7.9十億ユーロとなった。中核事業に関する営業費用の1.5％増加は、主
として人件費の伸びによるものであった。

このような背景の中、グループBPCEの費用／収益比率は3.3ポイント上昇して70.6％となった。

営業収益

2012年度上半期の営業総利益は、2011年度上半期比16.9％減の3.3十億ユーロとなった。

グループBPCEのリスクコストは、2011年度上半期と比べ19.9％増加した（マイナス184百万ユーロ）。リスクコスト
が増加したのは、顧客の格付けが引き下げられ、特に中規模法人顧客に対する個別引当金が増加した状況から、一般
引当金を積み増ししたためであった。さらに、中核事業のリスクコストは、専門会社と共同で行ったリース融資事業
が、2012年度上半期に、マイナス163百万ユーロの特定融資の充当を行った影響を受けた。

その結果、2012年度上半期の営業収益は2.2十億ユーロとなった。

親会社の持分所有者に帰属する当期純利益

経済の低迷および財務不安の増大という状況の中、2012年度上半期の親会社の持分所有者に帰属する当期純利益は
1.3十億ユーロで、高い水準であった2011年度上半期比31.5％減であった。

グループBPCEの事業

グループBPCEは、2010年２月に提示された戦略プラン「2010-2013年Together」にむけた再構築を行った。これは、２
つの中核事業の発展を軸として組織を絞り直すものであった。

以下を含む商業銀行業務および保険

•　19のバンク・ポピュレール銀行ならびにその子会社であるクレディ・マリティーム・ミューテュエルおよび共
同保証会社で構成されるバンク・ポピュレール銀行ネットワーク

•　17のケス・デパーニュ（貯蓄銀行）で構成されるケス・デパーニュ（貯蓄銀行）ネットワーク

•　その経営成績の大部分がクレディ・フォンシア・グループの寄与を反映する不動産金融

•　主としてCNPアシュアランシズ、BPCEアシュアランス、海外・外国子会社（BPCE IOMを含む。）およびバンク・パ
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ラティンヌで構成される保険、海外およびその他ネットワーク

コーポレート・投資銀行業務、投資ソリューションおよび専門的金融サービスには、ナティクシス以下の中核事業を
含む。

•　現在はBPCEの大口の法人顧客および機関投資家顧客にサービスを提供するBPCEの銀行として設立されたコーポ
レート・投資銀行業務

•　資産運用、生命保険およびプライベート・バンキングならびにプライベート・エクイティ業務を行う投資ソ
リューション

•　ファクタリング、リース、消費者金融、連帯保証および保証、従業員給付制度、支払および証券関連サービスの各業
務で構成される専門的金融サービス

資本持分とは、ネクシティ、メイリュートおよびフォルクスバンク・ルーマニアに対するグループBPCEの持分ならび
にコファースおよびナティクシス・プライベート・エクイティ業務に対するナティクシスの持分で構成される第３
の業務セグメントである。

ワークアウト・ポートフォリオ管理およびその他の事業は、以下を含む。

•　ナティクシスのワークアウト・ポートフォリオ管理業務、ならびに旧CNCEの自己勘定取引および委任管理業務の
うち残存案件限定管理の寄与

•　グループBPCEの中央機関および持株会社ならびに売却済みまたは売却手続き中の事業（フォンシアおよびユー
ロシック）の寄与

•　ギリシャのソブリン債務証券の評価減

•　自社債務の調整

•　クレディ・フォンシエールの貸借対照表における活発な管理取引（証券の処分または債務の買戻し）により生
じた影響

•　のれんの減損および再評価差額金の償却に関する項目（これらの項目はグループBPCEの買収・投資戦略の一部
を構成するため）

その結果、グループBPCEの過去のセグメント情報が再表示された。

 

業務部門別の損益計算書

 

百万ユーロ

商業銀行業務
および保険

CIB、投資ソ
リューションお
よびSFS 資本持分投資

ワークアウト・
ポートフォリオ
管理およびその
他の事業 グループBPCE

2012年
度上半
期

2011年
度上半
期

2012年
度上半

期

2011年
度上半
期

2012年
度上半
期

2011年
度上半
期

2012年
度上半
期

2011年
度上半
期
2012年度
上半期

2011年度
上半期

銀行業務純収益 7,4207,6223,0683,208878 877(245)33111,12112,038

営業費用 (4,968)(4,899)(1,985)(1,952)(710)(714)(189)(537)(7,852)(8,102)

営業総利益 2,4522,7231,0831,256168 163(434)(206)3,2693,936

費用/収益比率 67.0％ 64.3％ 64.7％ 60.8％ 80.9％ 81.4％ ns ns 70.6％ 67.3％

リスクコスト (791)(545)(143) (74) (4) (19) (170) (286) (1,108) (924) 

関連会社の純利益/（損失）に
対する持分 93 99 8 8 2 (4) 0 2 103 105

その他の資産の正味利得または
損失 6 12 1 0 2 (5) 0 38 9 45

のれんの価額変動 0 0 0 0 0 0 (5) 0 (5) 0

税引前利益/（損失） 1,7602,2899491,190 168 135(609)(452) 2,2683,162

法人所得税 (615) (755) (298) (345) (62) (56) 187 136(788) (1,020) 

少数株主持分 (21) (16) (194) (240) (47)(45) 115 105(147) (196) 

親会社の持分所有者に帰属する
当期純利益 1,124 1,518457 605 59 34(307) (211) 1,3331,946

 

グループBPCEの２つの中核事業である商業銀行業務および保険、ならびにコーポレート・投資銀行業務、投資ソ
リューションおよび専門的金融サービスの銀行業務純収益は、低迷した経済情勢、厳しい市況および2011年度の高い
比較水準にもかかわらず、2012年度上半期は3.2％の減少となった。商業銀行業務および保険はグループBPCEの銀行
業務純収益の67％を占め、グループBPCEに大きく貢献し、コーポレート・投資銀行業務、投資ソリューションおよび
専門的金融サービスはグループBPCEの合計の28％を占めた。

商業銀行業務および保険

商業銀行業務および保険の事業および成績は、難しい経済背景の中、特にユーロ圏の金融不安が新たに高まったこと
の影響を受ける中で得たものである。
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百万ユーロ

バンク・
ポピュレール
銀行

ケス・
デパーニュ
（貯蓄銀行） 不動産金融

保険、海外およ
びその他ネッ
トワーク

商業銀行業務お
よび保険 変動

2012年
度上半
期

2011年
度上半
期

2012年
度上半
期

2011年
度上半

期

2012年
度上半
期

2011年
度上半
期

2012年
度上半
期

2011年
度上半
期

2012年
度上半
期

2011年
度上半
期

百万
ユーロ ％

銀行業務純収益 3,0483,1853,3643,438410 471 598 5287,4207,622(202)(2.7)％ 

営業費用 (2,087)(2,014)(2,230)(2,232)(272)(314)(379)(339)(4,968)(4,899)(69)1.4％

営業総利益 9611,1711,1341,206138 157 219 1892,4522,723(271)(10.0)％

費用/収益比率 68.5％ 63.2％ 66.3％ 64.9％ 66.3％ 66.7％ 63.4％ 64.2％ 67.0％ 64.3％ -- 2.7pt 

リスクコスト (449)(274)(221)(161)(53)(44)(68)(66)(791)(545)(246)45.1％

関連会社の純利益/
（損失）に対する持分 6 7 0 0 3 4 84 88 93 99 (6)(6.1)％ 

その他の資産の正味利
得または損失 1 5 0 5 4 5 1 (3) 6 12 (6)(50.0)％

税引前利益/（損失） 519 909 913 1,05092 122 236 2081,7602,289(529) (23.1)％

法人所得税 (191)(309)(335)(367)(32)(38)(57)(41)(615)(755)140(18.5)％

少数株主持分 (6) (4) 0 0 (1) 0 (14)(12)(21)(16)(5)31.3％

親会社の持分所有者に
帰属する当期純利益 322 596 578 683 59 84 165 1551,1241,518(394) (26.0)％

 

純利益は、低迷した金融・経済情勢の影響を受けて2011年度上半期比26％減となった。バンク・ポピュレール銀行お
よびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）のネットワークはこの事業ラインの業績に大きく寄与し、純利益の80％を占め
た。

バンク・ポピュレール銀行

このネットワークは、特に個人市場における顧客層の拡大に牽引され、商業活動が好調であった。

UCITS適格持分のオンバランス貯蓄への再取次ぎの継続

バンク・ポピュレール銀行に預け入れられた貯蓄額は、貯蓄総額の64％を占めるオンバランス貯蓄の伸び（5.8％
増）に牽引され2.0％増の195.4十億ユーロとなった。金融貯蓄は、ミューチュアル・ファンドと生命保険の減少によ
り4.0％減の71.3十億ユーロとなった。

個人顧客は、オンバランス貯蓄により大きな関心を示している。そのため、要求払預金は2.6％増加し、17.3十億ユー
ロに達した。リブレA の販売活動により2011年度６月末と比べ1.8十億ユーロを上回る追加貯蓄額が集まった。市場
不信という状況の中、生命保険商品は4.1％減少して40.4十億ユーロであった。

プロ顧客、法人顧客および機関投資家顧客は、ミューチュアル・ファンド（3.7％減の22.6十億ユーロ）よりも、定期
預金（5.3％増の19.1十億ユーロ）や要求払預金（1.8％増の29.5十億ユーロ）等の商品を志向した。
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貸付金残高の増加

貸付金残高合計は4.0％増加し、2012年６月30日現在158.2十億ユーロとなった。

これは、住宅ローン（5.4％増の80.1十億ユーロ）に牽引された個人顧客市場において4.7％増の87.5十億ユーロと
なったことを反映している。この業務は、好調な不動産市場と比較的低い金利の恩恵を受けた。消費者向け貸付金残
高は7.0十億ユーロと安定していた。

プロ顧客、法人顧客および機関投資家顧客市場では、貸付金残高が3.1％増加して70.6十億ユーロであった。設備資金
貸付については、高い貸付実行率により2012年６月末の貸付金残高が49.0十億ユーロとなった。

 

 

財務成績

バンク・ポピュレール銀行ネットワークの財務成績は、経済状況が好ましくなかったにもかかわらず、2011年度上半
期と比べて回復力が高かった。

百万ユーロ
2012年度
上半期

2011年度
上半期

 

百万ユーロ ％

金利幅 1,914 1,895 19 1.0％

報酬および手数料 1,152 1,217 (65) (5.3)％

その他の収益および費用 (18) 73 (92) ns

銀行業務純収益 3,048 3,185 (138) (4.3)％

 

金利幅は1.9十億ユーロで、2011年度上半期から１％増加した。利率による悪影響は、預金および貸付金量の増加によ
る好影響に相殺された。

また、報酬は5.3％減少して1.2十億ユーロであった。この減少は、金融貯蓄商品（本質的には金融市場UCITS適格持分
商品）の報酬、支払商品における報酬の減少および期限前弁済違約金の減少によるものであった。

営業費用は、ITの統合および移行費用、人件費の増加ならびに、対照的であるが、2011年度第１四半期中のVAT発生利
益により、3.6％増加してマイナス2.1十億ユーロであった。

結果的に、営業総利益の合計は1.0十億ユーロ（マイナス17.9％）となった。これにより、費用／収益比率は5.3ポイ
ント減少して68.5％であった。

リスクコストは、主としてリース融資会社への特定出資充当（マイナス163百万ユーロ）および「センシティブ」と
分類されたエクスポージャーの水準上昇に伴う困難な経済的背景の中、0.4十億ユーロと高かったが、19百万ユーロ

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 208/1163



のセクター引当金が無効となったことで一部相殺された。

商業銀行業務および保険事業ラインの純利益に対するバンク・ポピュレール銀行の寄与は、2011年度上半期比46％
減の0.3十億ユーロとなった。

 

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）

当期のケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は非常に好調であり、フランス経済に資金を供給するという自らの責務を確
認した。

 

リブレA貯蓄口座市場の開設にもかかわらず、顧客の貯蓄額はよく持ちこたえた。

顧客の貯蓄額は2011年６月30日以降3.0％増加し、2012年６月末現在は352.2十億ユーロとなっている。

個人顧客の預金は、リブレA貯蓄口座市場の開設および金利低下に関する影響にかかわらずわずかに増加（1.5％
増）した。規制対象住宅貯蓄と要求払預金は、2011年６月末と比べそれぞれ2.5％と2.0％増加した。金融貯蓄は1.6％
減、生命保険商品は比較的安定を保ったのに対して、金融市場UCITS適格持分の残高は16.5％の下落であった。

プロ顧客、法人顧客および機関投資家顧客市場の残高は13.2％増加し、UCITS適格持分の損失（28.3％減）よりも、要
求払預金（19％増）や生命保険（37％増）を志向した。

 

 

不動産貸付および設備資金貸付の活況

貸付金残高はすべての市場で増加し、177.4十億ユーロ（対前年度比9.1％増）となった。

個人顧客セグメントの貸付金残高は、不動産貸付（プラス6.8％）等に牽引され5.9％増の103.4十億ユーロとなっ
た。消費者信用残高は、専門業者が増加し競争が激化したことから11十億ユーロと安定している。

法人顧客および機関投資家顧客向け貸付金の伸びは引き続き堅調であり、不動産貸付（32.8％増）および中・長期
の定期貸付金（12.3％増）に牽引され残高は2011年６月30日と比べて13.8％増の74十億ユーロとなった。

 

 

財務成績

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の寄与は、リブレAの手数料減少と市況に関連するリスクコスト増大の複合効果によ
り押し下げられた。

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 209/1163



百万ユーロ
2012年度
上半期

2011年度
上半期

 

百万ユーロ ％

金利幅 2,134 2,201 (67) (3.0)％ 

報酬および手数料 1,224 1,242 (18) (1.4)％

その他の収益および費用 6 (4) 11 n/a

銀行業務純収益 3,364 3,438 (74) (2.2)％

 

そのため、金利幅は2011年度上半期の2.2十億ユーロに対して2.1十億ユーロとなった。この減少は、特にリブレAの手
数料率の引き下げ（2011年度上半期と比べマイナス58百万ユーロ）によるものと説明される。手数料は1.4％減の
1.2十億ユーロで、本質的に、期限前弁済違約金の減少による影響を受けた。

営業費用が安定を保ち、営業総利益は、費用／収益比率が1.4ポイント下落して66.3％となったことと相まって、2011
年６月末以降６％減少して2012年度上半期は1.1十億ユーロとなった。

リスクコストは引き続き限定的であり、共同リスクコストの増加を含めても0.2十億ユーロであった。

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は、商業銀行業務および保険部門の純利益に対して0.6十億ユーロ寄与し、2011年度
上半期と比べ15.4％減少した。
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不動産金融

クレディ・フォンシア・グループは、収益および財務成績の双方の点で不動産金融下位部門の大部分を占めている。

不動産市場の成長が低迷する不安定な環境の中で、クレディ・フォンシア・グループは、商業レベルで活発な上半期
であった。不動産貸付の実行総額は、2011年度上半期から減少（マイナス15％）して4.1十億ユーロであった。

個人向け融資については、貸付実行額が合計3.0十億ユーロであったため、クレディ・フォンシア・グループは、マー
ケットシェアを36％とした低所得者向け住宅セクターおよび初回住宅所有における自らの強力な地位を裏付けた。

法人向け市場における貸付実行額は、公的セクターでの事業（特にソーシャルハウジング）が好調だったため、合計
1.1十億ユーロであった。

不動産金融下位部門の銀行業務純収益は、自らの顧客およびグループBPCEの顧客にサービスを提供するフランスに
おける中核事業を絞り直すというクレディ・フォンシア・グループの決定を反映して、2011年度上半期比13.0％減
の410百万ユーロとなった。

営業費用の総額は、マイナス272百万ユーロ（2011年６月末比でマイナス13.4％）となり、これには、クレディ・フォ
ンシアにおいて従業員削減により人件費が減少したことに加え、消費手数料の減少および減価償却費の減少が含ま
れた。

リスクコストは、主に一部の法人口座に対する引当金と、計算方法をグループBPCEが設定したものと合わせた後の追
加一般引当金により影響を受けた。

親会社の持分所有者に帰属する当期純利益への不動産金融による寄与は、2012年度上半期は59百万ユーロであった。

 

保険、海外およびその他ネットワーク

厳しい背景の中、保険業務は健全な業務を行った。

•　CNPアシュアランシズは、報告した収益の540百万ユーロ（マイナス0.5％）の営業成績を維持し、これは2011年６
月末と比べ実質安定的であった。2012年度上半期の業務低迷により、保険料収入は、主に貯蓄業務（マイナス
15％）および退職（マイナス30％）のセグメントが原因で13.1％減の13.3十億ユーロとなった。フランスにおけ
る保険料収入は10.5％減であったが、生命保険の資本化市場より依然として高く、国際的にはブラジルでの為替
損による影響を受けてマイナス23.1％であった。ユニットリンク口座の売上げは安定を保ち、貯蓄／退職保険料
収入に占める割合は15％を上回った。CNPグループのリスクの高い資産のエクスポージャーを減らす投資方針は
2012年度上半期中積極的に遂行された。2012年度上半期中のグループBPCEの純利益への寄与は81百万ユーロと
なった。

•　BPCEアシュアランスの寄与は７百万ユーロであり、2011年度上半期と比べ安定していた。収益が12.0％増加した
のは、2011年から2012年の価格設定方針と販売量の影響（ポートフォリオが７％増）によるものであった。最も
期待されるセクターは自動車保険（18.4％増）および個人傷害保険（29.1％増）の商品であった。同時に、営業
費用は人件費と営業費用の増加により17％増加した。当期の保険請求率は2011年度と比べわずかに増加した
（62.6％対62.2％）。

海外事業セグメントは、グループBPCEエンテルナシヨナル・エ・ウトゥル・メール（BPCE IOM）の経営成績を主に
反映している。

•　BPCE IOMの事業ラインの純利益への寄与は５百万ユーロで、2011年度上半期から14百万ユーロ減少した。営業総
利益の30％の増加（18百万ユーロ増）は、景気指標の改善（貯蓄3.1％増、貸付金残高4.6％増）およびバンク・
マルガシュ・ドゥ・ロセアン・アンディアンの統合に伴う範囲の影響（５百万ユーロ増）を反映したもので
あった。それにもかかわらず、こうした経営成績は、大規模なコストリスク引当金（マイナス16.5百万ユーロ、バ
ンク・デ・マスカレーニュ）と2011年度末に行ったクレディ・イモビリエ・オテリエの売却（2011年度上半期
に４百万ユーロの利益）により落ち込んだ。

•　その他の海外子会社には、主としてナティクシス・プラメックス・アルジェリアを含み、この部門の純利益に対
して３百万ユーロ寄与した。

また、その他ネットワークからの収益は、バンク・パラティンヌの25百万ユーロという比較的安定した売上げを含
め、67百万ユーロ（プラス19.6％、金額にして11百万ユーロ増）となった。

 

コーポレート・投資銀行業務、投資ソリューションおよび専門的金融サービス

この部門にはナティクシスの３つの中核事業が１つのグループに集約されている。グループBPCEの純利益への寄与
は、27.6％の少数株主持分及びその他の事業によるギリシャ国債の減損損失を認識した上で計算される。

 

百万ユーロ

CIB 投資ソリューション SFS
CIB、投資ソリューショ

ンおよびSFS
変動

2012年

上半期

2011年

上半期

2012年

上半期

2011年

上半期

2012年

上半期

2011年

上半期

2012年

上半期

2011年

上半期

百万ユー

ロ
％
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銀行業務純収

益

営業費用

1,461

(855)

1,685

(878)

1,006

(742)

948

(669)

601

(388)

575

(405)

3,068

(1,985)

3,208

(1,952)

(140)

(33)

(4.4)%

(1.7)%

営業総利益 606 807 264 279 213 170 1,083 1,256 (173) (13.8)%

費用/収益比率 58.5％ 52.1％ 73.8％ 70.6％ 64.6％ 70.4％ 64.7％ 60.8％ - 3.9pts

リスクコスト （101） （34） （３） （４） （39） （36） （143） （74） （69） ns

税 引 前 利 益

（損失）
505 773 270 283 174 134 949 1,190 (241) (20.3)％

法人所得税

少数株主持分

（182）

（89）

（232）

（148）

（60）

（70）

（69）

（64）

（56）

（35）

（44）

（28）

（298）

（194）

（345）

（240）

47

46

（13.6）％

（19.2）％

親会社の持分

保有者に帰属

する純利益 234 393 140 150 83 62 457 605 （148） （24.5）％

           

 
不調で、かつ流動性（およびリスク加重資産（RWA））が制約された市場環境において、ナティクシスの中核的事業
における半期の成績は、2011年上半期より24.5％減となる457百万ユーロを計上した。また、業績は、事業内容ごとに
様々であった。

 

コーポレート・投資銀行業務（CIB）

2012年上半期において、銀行業務純収益は、2011年上半期の高かった時期より13.3％減となる1,461百万ユーロを計
上した。かかる下落は、ナティクシスがその金融事業に関してデレバレッジの方針を開始したことに加えて、市場が
悪化したことを反映している。2011年上半期を振り返ってみると、とりわけ、以下の状況の中で、銀行業務純収益が高
い水準を記録した。

・ 商業銀行部の収益は、新規の水準が高かったにもかかわらず、１年間で17.4％減となる合計184百万ユーロだっ
た。かかる下落は、期末残高の損失（当期を通じてマイナス12％）、および平均残高の純利益率の減少によって、
大きな打撃を受けたためであった。

・ デット・アンド・ファイナンス業務は、（とりわけドルの）借換え費用が大きく増加した点で際立っており、そ
の収益は、2011年上半期の高い時期から、8.4％減となる541百万ユーロを計上した。

 

・ 市場業務は、第２四半期における市場環境の悪化によって、１年間で10.9％減少して799百万ユーロを計上した。
かかる市場環境の悪化は、欧州のソブリン債に対する新たな不安、および資本市場における投資家の日和見的態
度によるものである。

　　－　　債券およびトレジャリー業務は、困難な背景にもかかわらず、その収益の減少を４％に留めた結果、好調な業
績につながった。よって、債券業務（国債および多様化する裁定取引に関する業務）による業務純収益
（NBI）は、ソブリン債に対する不安にもかかわらず、16％増となり、また５月に新発債市場が事実上閉鎖
したにもかかわらず、負債プラットフォームを６％上回った。また、外国為替業務および新興市場業務に
よる収益は、同業務の活況に伴って、それぞれ20％および84％増加した。

　　－　　資本市場業務は、特定の業務活動が停止したこと、および困難な市場で取引高が低迷したことによって、2011
年上半期と比べて24.2％減少した。

 

2012年上半期におけるCIBの純銀行収益に対する各事業（CPMおよびその他の事業を除く）の寄与

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 212/1163



CIBの営業費用は、2011年上半期から2.5％減少して、合計855百万ユーロだった。かかる減少は、人件費およびその他

の営業費用に対する厳しい管理を反映したものである。

 

１年以上にわたる市場の悪化のため、リスクコストは、マイナス101百万ユーロに急増した。

 

純利益に寄与した金額は、2011年上半期から40.5％減少して、234百万ユーロだった。

投資ソリューション

本事業ラインの収益は、１年間で6.1％増（恒常為替レート（CER）でプラス1.8％）の1,006百万ユーロだった。かか

る増加は、本質的には、資産運用事業の業績が好調だったことに伴うものである。

・ 運用対象資産の価額は、2011年12月末時点で544十億ユーロだったのに対して、2012年６月末時点では560十億
ユーロだった。かかる増加は、欧州および米国双方の圏内において、マーケット・インパクトが20.3十億ユーロと
好調だったことよるものである。一方で、本事業は、マイナス7.8十億ユーロの純流出を計上している。かかる純流
出は、ユーロ圏での純流出がマイナス10.9十億ユーロ（短期金融市場の商品に関する9.5十億ユーロを含む。）
だったことに起因するものである。

運用対象資産（十億ユーロ）

2011年末：544

市場効果：20.3

変動：5.3

純流入：マイナス7.8

その他：マイナス1.5

2012年６月末：560.3

 

資産運用による銀行業務純収益は、13％増（恒常為替レート（CER）でプラス7.1％）の817百万ユーロだった。かか

る増加は、利益率がより高い米国圏内で手数料が順調に発展したこと、および財務収益が好影響を及ぼしたことによ

るものである。

 

・ とりわけ本業務活動にとって不利な市場において、保険部門が生み出した銀行業務純収益は、2011年上半期から
33.9％減となる92百万ユーロだった。生命保険の収益は、経済的な背景の影響を大きく受けた。一方で、借主向け
の将来に備えた保険は、とりわけ両ネットワークにおける業務原動力（収益16％増）に支えられて、23％の伸び
を記録し、その結果、保険部門が成長する上で真の原動力となった。

・ プライベート・バンキングが計上した業務純収益（NBI）は54百万ユーロと、非経常項目（セレクシオンRの改定
価格に関連する収益の認識）を除いて変動がなく、運用資産は、１年間で８％減となる18.4十億ユーロだった。

・ プライベート・エクイティの収益は、処分およびポートフォリオの再評価によるキャピタルゲインの増加に伴っ
て、合計43百万ユーロ（2011年上半期を通じてプラス25.6％）だった。

投資ソリューションにおける営業費用は、資産運用の人件費が増加したこと、および2011年に、保険部門における主

要ITプロジェクトの開発を開始したことに伴って、１年間で11.1％増加（恒常為替レート（CER）でプラス6.4％）

した。なお、上記の開発に関する償却は、現在、本事業内容に大きく比重が置かれている。

純利益に寄与した金額は、2011年上半期と比べて6.7％減となる140百万ユーロであった。

専門的金融サービス（SFS）
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専門的金融サービス部が生み出した業務純収益（NBI）は、全ての業務ラインが原動力となって、4.5％増の601百万

ユーロだった。

 

特定融資の収益は、両ネットワークにおける事業の活況、およびナティクシス自身の顧客の発展に支えられて、5.7％

増の315百万ユーロだった。よって、本下位部門は、連帯保証および保証（プラス16.5%）、消費者金融（リボルビング

・ローンの残高が７％、個人貸付けの残高が18％増加したことに伴ってプラス5.7％）、ならびにリース・ファイナ

ンス（プラス2.6％）において、非常に良好な成績を計上した。また、ファクタリングにおいても、業務純収益（NBI）

が１％増、債権の取引高が14％増となり良好な業績を計上した。

 

金融サービスの収益は、取引高の低迷や、不安定な市場によって、証券業務が継続的に遅滞したために、伸びがより緩

やか（プラス2.8％）で、286百万ユーロであった。一方で、従業員給付制度（4.8％増）、および支払（1.8％増）は、

十分な業績を計上した。
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2012年上半期における専門的金融サービスの純銀行収益に対する各事業の寄与

ファクタリング：11％

連帯保証および保証：10％

リース・ファイナンス：16％

消費者金融：15％

映画産業向け融資：１％

従業員給付制度：10％

支払：25％

証券：13％

 

本事業ラインの費用は、2011年上半期から4.2％減となる388百万ユーロだった。その結果、総営業利益は、25.3％増の

213百万ユーロ、純利益に寄与した金額は、33.9％増の83百万ユーロとなった。

 

資本持分

当グループの資本持分（ネクシティ、コファース、ナティクシス・プライベート・エクイティ、およびフォルクスバ

ンク・ルーニアを含む。）は、資本持分ビジネスラインにて認識されている。

 

百万ユーロ

資本持分 変動

2012年

上半期

2011年

上半期
百万ユーロ ％

銀行業務純収益

営業費用

878

（710）

877

（714）

１

４

0.1％

（0.6）％

営業総利益 168 163 ５ 3.1％

リスクコスト

関連会社の純利益/（損失）に対する持分

その他の資産の正味利得または損失

（4）

２

２

（19）

（４）

（５）

15

６

７

（78.9）％

ns

ns

税引前利益/（損失） 168 135 33 24.4％

法人所得税

少数株主持分

（62）

（47）

（56）

（45）

（６）

（２）

10.7％

4.4％

親会社の持分所有者に帰属する当期純利益 59 34 25 73.5％

     

 

2012年上半期において純利益に寄与した金額は、2011年上半期と比べて73.5％増の59百万ユーロだった。

 

ネクシティ

下降気味の市場において、ネクシティは、その業績を通じて、回復力を示した。2012年６月末時点での同社の受注高

（20ヶ月間の販売促進活動）は、2011年の同時期に迫る3.4十億ユーロだった。

 

2012年上半期の収益は、合計1.2十億ユーロで、2011年上半期と比べてほぼ変わらなかった。

・ 住宅用不動産：収益は、2011年上半期と比べて2.8％減となる合計773.4百万ユーロだった。かかる展開は、不安定
な経済（税務申告の枠組みの変更、選挙による日和見的態度、および金融引き締めの強化）によって、フランスに
おける当グループの住宅地開発活動による収益が下落（マイナス２％）したことによってもたらされたもので
ある。

・ 商業用不動産：2011年の高い受注高（644百万ユーロ）による利益を受けて、収益が3.5％増加した。

・ サービスおよびネットワーク：収益が2.2％増加したが、これは、2012年１月１日以降におけるラ・フランセーズ
AMによる事業合併活動、および2012年４月１日以降におけるイカード・レジダンス・セルビスによる合併の効果
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と関係している。

 

百万ユーロ
2012年

上半期

2011年

上半期
変動

住宅用

商業用

サービスおよびネットワーク

その他

773

187

243

２

795

181

238

１

（2.8）％

3.5％

2.2％

ns

収益 1,206 1,215 （0.8）％

    

 

営業利益率は、2011年６月末時点より1.2％減となる6.8％で、営業利益は、97.7百万ユーロから減少して81.5百万

ユーロだった。「ネクシティ・ドゥマン」プロジェクトの費用に関する修正（2012上半期でマイナス９百万ユー

ロ）もあって、純営業利益率は7.5％だった。

 

資本持分の純利益に対してネクシティが寄与した金額は、2011年上半期から16.0％減少して、21百万ユーロだった。

 

コファース

2012年上半期におけるコファースの中核的事業
45
の収益は、2011年上半期から5.8％増加して808百万ユーロだった。

かかる増加は、当期初めにおける信用保険事業の活況によるものである。

 

2012年上半期の銀行業務純収益は、信用保険事業における13.5％の増加に伴い、2011年６月末時点から9.2％増加し

て、371百万ユーロに達した。2012年上半期の請求率は、2011年の同時期の55.4％からわずかに悪化して、56.8％と

なった。連結範囲の変化、および為替相場による影響もあって、合計NBIは5.1％伸びた。

 

2012年６月末時点で、コファースの非中核的事業を担う企業の収益は、2011年の同時期から12.3％減となる合計78百

万ユーロとなった。かかる下落は、ファクタリング業務による収益が漸減したことに起因するものであった。

 

純利益に寄与した金額は、14.5％増の40百万ユーロであった。
 
45 
世界各国での信用保険業務、ならびにドイツおよびポーランドでのファクタリング業務

ナティクシス・プライベート・エクイティ（NPE）

ナティクシス・プライベート・エクイティは、ファンド・ユニットの多数保有者である。2012年６月末時点で、運用

対象資産のうちナティクシスの持分は、2011年６月30日時点と比べて５％減少して471百万ユーロだった。2012年上

半期における銀行業務純収益は、2011年の前半６ヶ月間の３百万ユーロから増加して８百万ユーロとなった（ただ

し、未実現利益、キャピタルゲイン、および引当金は、減少した。）。

 

ワークアウト・ポートフォリオ管理、およびその他の事業

百万ユーロ

ワークアウト・ポートフォリオ管理、

およびその他の事業
変動

2012年

上半期

2011年

上半期
百万ユーロ ％

銀行業務純収益

営業費用

（245）

（189）

331

（537）

（576）

348

ns

（64.8）％

営業総利益 （434） （206） （228） ×2.1
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リスクコスト

関連会社の純利益/（損失）に対する持分

その他の資産の正味利得または損失

のれんの価額変動

（170）

０

０

（５）

（286）

２

38

０

116

（２）

（38）

（５）

（40.6）％

ns

ns

ns

税引前利益/（損失） （609） （452） （157） 34.7％

法人所得税

少数株主持分

187

115

136

105

51

10

37.5％

9.5％

親会社の持分所有者に帰属する当期純利益 （307） （211） （96） 45.5％

     

 

2012年上半期に本事業ラインが計上した損失は、307百万ユーロだった。

 

2012年上半期において、親会社の持分保有者に帰属する純利益のうち、ワークアウト・ポートフォリオ管理に関する

ものは、2011年の前半６ヶ月間の32百万ユーロから、58百万ユーロ減少してマイナス26百万ユーロであった。

 

2012年上半期において、ポートフォリオの規模を縮小させるため、また関連リスクを緩和させるために、複数の取引

が実施された。米国のRMBS（住宅ローン担保証券）の資産クラスに対して、処分（2012年上半期の処分価額は２十億

ユーロ）およびポートフォリオの再編が実施され、BPCEの保証によって補填される残高を2.3十億ユーロ分減らすた

めに利用された。GAPCは、2012年５月に、CDS（クレジット・デフォルト・スワップ）の取引に関する交換契約をMBIA

と締結し、その結果、エクスポージャーの総額が、1.4十億ユーロ減少した。

 

2012年上半期において、GAPCが当グループの純利益に及ぼした影響は、マイナス57百万ユーロと限定的だった。2012

年６月30日の時点で、リスク加重資産の合計価額は、15.2十億ユーロだった。

 

さらに、親会社の持分保有者に帰属する純利益のうち、その他の事業によって生み出されたものは、2011年上半期が

マイナス243百万ユーロだったのに対して、マイナス281百万ユーロだった。主な影響としては、以下の事項が挙げら

れる。

 

・ 自社の信用リスクのマイナス35百万ユーロ（2011年上半期はマイナス81百万ユーロ）に基づく損益を通じて公
正価額で評価された負債が再評価されたこと

 

・ バンカ・カリッジの持分の価額が、長期間にわたって減少した結果、マイナス189百万ユーロとなったこと

・ 2012年上半期におけるクレディ・フォンシエール・ドゥ・フランスの貸借対照表を動的に管理すること（証券
の処分/カバード・ボンドの買戻し）による収益に対する影響が、マイナス45百万ユーロだったこと

グループBPCEの財務構造

2012年６月30日時点において、グループBPCEの連結貸借対照表の合計価額は、当期上半期を通じて36.5十億ユーロ増

加して、1,174.9十億ユーロだった。

 

2011年12月31日時点での株主の持分は、7.4％増の48.5十億ユーロ近くまで増加した。かかる変動は、以下の事項に起

因するものである。

 

・ 2012年上半期における収益の認識（プラス1.3十億ユーロ）

・ 増資（プラス2.0十億ユーロ）

・ 配当金の分配（マイナス0.5十億ユーロ）

・ 永久超劣後債の利息（マイナス0.1十億ユーロ）

・ 資本に直接認識される利得または損失の有利な動向（プラス0.6十億ユーロ）

 

リスク加重資産の見積り価額は、2012年６月30日時点で、386十億ユーロ
46
であった。リスク加重資産は、主に商業銀
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行および保険に集中しており、双方で、合計価額の71％を占める。

 

2012年６月30日時点で、当グループのティア・ワン資本（Tier One capital）の価額は44.5十億ユーロ
47
、ティア・

ワン資本の比率は11.5%
1
、コア・ティア・ワン資本（Core Tier One capital）の比率は、10.0％

1
であった。

 

とりわけ、ユーロ圏での危機が更に悪化する場合に、財務上の健全性は、当グループにとっての資産となる。
 
46 
2012年６月30日時点での見積り
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第４【設備の状況】

 
１【設備投資等の概要】

該当事項なし。

 

２【主要な設備の状況】

BPCE S.A.グループの連結財務書類(2011)の注記5.13を参照のこと。

 

３【設備の新設、除却等の計画】

該当事項なし。
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第５【提出会社の状況】
 
１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

  (2011年12月31日現在)

授権株数（株） 発行済株式総数 未発行株式数

31,148,464 31,148,464 該当なし

 

②【発行済株式】

記名・無記名の別及び

額面・無額面の別
種類 発行数（株）

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内容

記名式

額面価格15ユーロ
カテゴリーＡ株 15,574,232 ―

議決権株式である。詳細について

は、(注)及び定款を参照。

記名式

額面価格15ユーロ
カテゴリーＢ株 15,574,232 ―

議決権株式である。詳細について

は、(注)及び定款を参照。

計 ― 31,148,464 ― ―

 

(注)統合期間（2009年７月31日から、５年後の定時株主総会の終了時までの期間をいい、同期間は2009年７月31日か

ら起算して満了する。当該定時総会中、株主は、３分の２の議決権をもって、統合期間を株主が決定する期間延長する

決定を行うことができる。）の終了まで、現金による増資が発生し、優先引受権が維持される場合：

(i)カテゴリーＡ株株主が、当該カテゴリーＡ株株主が保有するカテゴリーＡ株株式に付与されたすべての引受権を

正当に行使しない場合（以下「未行使カテゴリーＡ株株式引受権」）、保有する株式すべてに付随する引受権を正

当に行使したカテゴリーＡ株株主（以下「カテゴリーＡ株優先株主」）は、他の株主に優先して、割当対象となる未

行使カテゴリーＡ株株式を行使することができる。したがって、未行使カテゴリーＡ株株式引受権は、要求の範囲内

で、割当対象となる優先先買権を行使したカテゴリーＡ株優先株主に割り当てられる。当該要求が未行使カテゴリー

Ａ株株式先買権の数を上回る場合、定款の規定に従い、カテゴリーＡ株優先株主間で分けられる。当該要求が未行使

カテゴリーＡ株株式引受権の数に達しない場合、未行使カテゴリーＡ株株式引受権のうち優先による割当対象であ

りカテゴリーＡ株優先株主が行使しないものは、割当対象としてカテゴリーＢ株株主がこれを行使することができ

る。

(ii) カテゴリーＢ株株主が、当該ＢカテゴリーＢ株株主が保有するカテゴリーＢ株株式に権利を付与されたすべて

の引受権を正当に行使しない場合（以下「未行使カテゴリーＢ株株式引受権」）、保有する株式すべての付随する

引受権を正当に行使したカテゴリーＢ株株主（以下「カテゴリーＢ株優先株主」）は、他の株主に優先して、割当対

象となる未行使カテゴリーＢ株株式を行使することができる。したがって、未行使カテゴリーＢ株株式引受権は、要

求の範囲内で、割当対象となる先買権を行使したカテゴリーＢ株優先株主に割り当てられる。当該要求が未行使カテ

ゴリーＢ株株式引受権の数を上回る場合、当該権利は定款の規定に従い、カテゴリーＢ株優先株主間で分けられる。

当該要求が未行使カテゴリーＢ株株式引受権の数に達しない場合、カテゴリーＢ株株式引受権のうち優先による割

当対象でありカテゴリーＢ株優先株主が行使しないものは、割当対象としてカテゴリーＡ株株主がこれを行使する

ことができる。

 
2011年12月31日現在の株式資本

当行の株式資本は467,226,960ユーロに設定されている。これは、額面価格15ユーロの全額払込済み株式31,148,464

株に分配され、それぞれ２つのカテゴリーに分割される。

•　15,574,232株のカテゴリーＡ株

•　15,574,232株のカテゴリーＢ株

BPCEの株式は上場しておらず、市場での取引もされていない。

参考情報ではあるが、2010年12月16日の株主総会における決定後、BPCEは2011年１月５日、ソシエテ・ドゥ・プリー

ズ・ドゥ・パルティシパシヨン・ドゥ・レタ（SPPE）から買い戻した3,860,000株のカテゴリーＣ株を自己株式と
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し、同日をもって当該株式を消却して会社の株式資本を505,831,755ユーロに減額した。

2011年３月14日の会議において、取締役会はSPPEが保有するカテゴリーＣ株の残り2,573,653株を1,220,208,723.54

ユーロで買い戻したと述べた。当該株式は2011年４月18日までBPCEが自己株式として保有し、同日をもって当行はこ

れを消却し、株式資本を467,226,960ユーロに減額した。同期間中、当行はSPPEが保有する超劣後債も1,072,070,137

ユーロで買い戻した。

同日以降、BPCEは自社株式の取引を行っておらず、カテゴリーＣ株は失効し、当行の株式資本は引き続きケス・デ

パーニュ（貯蓄銀行）（カテゴリーＡ株）とポピュレール銀行（カテゴリーＢ株）との間で平等に分配されてい

る。

 

すべての株式は、記名式で発行される。いかなる優先株式、劣後株式またはストック・オプションも発行されていな

い。
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（２）【発行済株式総数および資本金の推移】

カテゴリーＡ株

年月日
発行済株式総数増減数

（株）
発行済株式総数残高 資本金増減額 資本金残高

2009年12月31日 ― 12,996744 ― 194,951,160ユーロ

2010年12月31日 2,577,488 15,574,232 38,662,320ユーロ 233,613,480ユーロ

2011年12月31日 0 15,574,232 0 233,613,480ユーロ

 

カテゴリーＢ株

年月日
発行済株式総数増減数

（株）
発行済株式総数残高 資本金増減額 資本金残高

2009年12月31日 ― 12,996744 ― 194,951,160ユーロ

2010年12月31日 2,577,488 15,574,232 38,662,320ユーロ 233,613,480ユーロ

2011年12月31日 0 15,574,232 0 233,613,480ユーロ

 

2007年12月31日および2008年12月31日現在において、GCE NAO（発行会社の旧称）は、資本金額37,000ユーロの発行

済普通株式37,000株を有していた。
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過去３年間の株式資本の内訳

 

株主

2011年12月31日現在の

ポジション

2010年12月31日現在の

ポジション

2009年12月31日現在の

ポジション

株式数 資本％ 議決権％ 株式数 資本％ 議決権％ 株式数 資本％ 議決権％

CEアルザス 401,7591.29％ 1.29％ 401,7591.07％ 1.29％ 335,2691.03％ 1.29％

CEアキテーヌ・ポワトゥー＝

シャラント 1,176,5103.78％ 3.78％ 1,176,5103.13％ 3.78％ 981,7993.03％ 3.78％

CEドーベルニュ・エ・デュ・

リムザン 612,1541.97％ 1.97％ 612,1541.63％ 1.97％ 510,8411.58％ 1.97％

CEドゥ・ブルゴーニュ・フラ

ンシュ・コンテ 814,6582.62％ 2.62％ 814,6582.17％ 2.62％ 679,8352.10％ 2.62％

CEブルターニュ・ペイ・ドゥ

・ロワール 1,084,6723.48％ 3.48％ 1,084,6722.89％ 3.48％ 905,1592.79％ 3.48％

CEコート・ダジュール 625,3482.01％ 2.01％ 625,3481.66％ 2.01％ 521,8611.61％ 2.01％

CEイル・ド・フランス 2,167,0336.96％ 6.96％ 2,167,0335.77％ 6.96％ 1,808,3885.58％ 6.96％

CEラングドック・ルシヨン 663,9932.13％ 2.13％ 663,9931.77％ 2.13％ 554,1041.71％ 2.13％

CEロワール＝サントル 722,5952.32％ 2.32％ 722,5951.92％ 2.32％ 603,0081.86％ 2.32％

CEロワール・ドローム・アル

デーシュ 496,0941.59％ 1.59％ 496,0941.32％ 1.59％ 413,9971.28％ 1.59％

CEロワレーヌ・シャンパー

ニュ・アルデンヌ 1,034,5353.32％ 3.32％ 1,034,5352.75％ 3.32％ 863,3222.66％ 3.32％

CEドゥ・ミディ・ピレネ 756,5622.43％ 2.43％ 756,5622.01％ 2.43％ 631,3571.95％ 2.43％

CEノール・フランス・ウー

ロップ 1,207,1973.88％ 3.88％ 1,207,1973.21％ 3.88％ 1,007,4123.11％ 3.88％

CEノルマンディー 787,7832.53％ 2.53％ 787,7832.10％ 2.53％ 657,4102.03％ 2.53％

CEピカルディー 547,6071.76％ 1.76％ 547,6071.46％ 1.76％ 456,9781.41％ 1.76％

CEプロバンス＝アルプ＝コル

ス 1,198,7123.85％ 3.85％ 1,198,7123.19％ 3.85％ 1,000,3253.08％ 3.85％

CEローヌ・アルプ 1,277,0204.10％ 4.10％ 1,277,0203.40％ 4.10％ 1,065,6793.29％ 4.10％

カテゴリーＡ株式合計 15,574,23250.00％ 50.00％ 15,574,23241.44％ 50.00％ 12,996,74440.08％ 50.00％

BPデザルプ 632,4932.03％ 2.03％ 632,4931.68％ 2.03％ 527,8171.63％ 2.03％

BPダルザス 704,5472.26％ 2.26％ 704,5471.87％ 2.26％ 587,9471.81％ 2.26％

BPアキテーヌ・サントル・ア

トランティック 801,9102.57％ 2.57％ 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

BPアトランティック 681,5432.19％ 2.19％ 681,5431.81％ 2.19％ 568,7501.75％ 2.19％

BPブルゴーニュ・フランシュ

・コンテ 989,6793.18％ 3.18％ 989,6792.63％ 3.18％ 825,8882.55％ 3.18％

BRED BP 1,480,0584.75％ 4.75％ 1,480,0583.94％ 4.75％ 1,235,1103.81％ 4.75％

BPサントル・アトランティッ

ク 該当なし 該当なし 該当なし 465,9961.24％ 1.50％ 388,8761.20％ 1.50％

BPコート・ダジュール 388,1721.25％ 1.25％ 388,1721.03％ 1.25％ 323,9331.00％ 1.25％

BPロワール・エ・リオネ 553,1831.78％ 1.78％ 553,1831.47％ 1.78％ 461,6331.42％ 1.78％

BPロワレーヌ・シャンパー

ニュ 1,034,7883.32％ 3.32％ 1,034,7882.75％ 3.32％ 863,5312.66％ 3.32％

BPデュ・マッシフ・サントラ

ル 431,8141.39％ 1.39％ 431,8141.15％ 1.39％ 360,3511.11％ 1.39％
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株主

2011年12月31日現在の

ポジション

2010年12月31日現在の

ポジション

2009年12月31日現在の

ポジション

株式数 資本％ 議決権％ 株式数 資本％ 議決権％ 株式数 資本％ 議決権％

BPデュ・ノール 435,1131.40％ 1.40％ 435,1131.16％ 1.40％ 363,1031.12％ 1.40％

BPオクシタンヌ 1,240,3953.98％ 3.98％ 1,240,3953.30％ 3.98％ 1,035,1113.19％ 3.98％

BPドゥ・ルウェスト 751,5052.41％ 2.41％ 751,5052.00％ 2.41％ 627,1321.93％ 2.41％

BPプロバンサル・エ・コルス 242,4570.78％ 0.78％ 242,4570.65％ 0.78％ 202,3320.62％ 0.78％

BPリーブ・ドゥ・パリ 1,391,2694.47％ 4.47％ 1,391,2693.70％ 4.47％ 1,161,0153.58％ 4.47％

BPデュ・スュッド 640,1182.06％ 2.06％ 640,1181.70％ 2.06％ 534,1801.65％ 2.06％

BPスュッド・ウエスト 該当なし 該当なし 該当なし 335,9140.89％ 1.08％ 280,3220.86％ 1.08％

BPバル・ドゥ・フランス 1,342,4544.31％ 4.31％ 1,342,4543.57％ 4.31％ 1,120,2783.45％ 4.31％

CASDEN BP 1,493,4104.79％ 4.79％ 1,493,4103.97％ 4.79％ 1,246,2523.84％ 4.79％

クレディ・コオペラティフ 313,9641.01％ 1.01％ 313,9640.84％ 1.01％ 262,0050.81％ 1.01％

コフィブレッド 15,8120.05％ 0.05％ 15,8120.04％ 0.05％ 13,1960.04％ 0.05％

スジムロール 9,4310.03％ 0.03％ 9,4310.03％ 0.03％ 7,8700.02％ 0.03％

ギ・ブルーノ氏 55 0.00％ 0.00％ 55 0.00％ 0.00％ 51 0.00％ 0.00％

ジョルジュ・ドワットー・エ

スタット 23 0.00％ 0.00％ 23 0.00％ 0.00％ 23 0.00％ 0.00％

ジャック・ガリーグ氏 17 0.00％ 0.00％ 17 0.00％ 0.00％ 17 0.00％ 0.00％

クロード・ラフタン氏 8 0.00％ 0.00％ 8 0.00％ 0.00％ 8 0.00％ 0.00％

ロベール・アルノー氏 7 0.00％ 0.00％ 7 0.00％ 0.00％ 7 0.00％ 0.00％

ジャン＝ミシェル・ラティ氏 6 0.00％ 0.00％ 6 0.00％ 0.00％ 6 0.00％ 0.00％

未割当株式 1 0.00％ 0.00％ 1 0.00％ 0.00％ 該当なし 該当なし 該当なし

カテゴリーＢ株式合計 15,574,23250.00％ 50.00％ 15,574,23241.44％ 50.00％ 12,996,74440.08％ 50.00％

SPPE 該当なし 該当なし 該当なし 2,573,6536.85％ 0.00％ 6,433,65319.84％ 0.00％

BPCE（自己株式） 該当なし 該当なし 該当なし 3,860,00010.27％ 0.00％ 該当なし 該当なし 該当なし

カテゴリーＣ株式合計 該当なし 該当なし 該当なし 6,433,65317.12％ 0.00％ 6,433,65319.84％ 0.00％

合計 31,148,464100.00％ 100.00％ 37,582,117100.00％ 100.00％ 32,427,141100.00％ 100.00％
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（３）【所有者別状況】

 

５％を超過する株式資本または議決権を有する株主

株主 株式数 資本の割合 議決権の割合

CEイル・ド・フランス 2,167,0336.96％ 6.96％

 

上記（2）「発行済株式総数及び資本金の推移」を参照のこと。

BPCEのすべての株主は、協同組合である。

 

 

（４）【大株主の状況】

上記（2）「発行済株式総数及び資本金の推移」を参照のこと。

 

２【配当政策】

配当方針

2011年度
2011年５月19日のBPCEの統合株主総会において、カテゴリーＡ、カテゴリーＢおよびカテゴリーＣの株式に支払われ
る配当額が可決され、承認された。金額は株主総会の日付時点で未払いとなっている株式数を基準に計算された。配
当金は、同日をもって支払われた。

株式

カテゴリーＡ
ケス・デパーニュ
（貯蓄銀行）

カテゴリーＢ
ポピュレール銀行

カテゴリーＣ
SPPE

配当金 0.01ユーロ 0.01ユーロ 40.24ユーロ

株式数 15,574,232株 15,574,232株 2,573,653株

合計 155,742.32ユーロ 155,742.32ユーロ 103,565,474.82ユーロ

 
 

カテゴリーＣの株式はBPCEがこれを国家資本参加会社（SPPE）から買い戻した後に消却された。
 
2010年度
2010年５月28日の統合株主総会において、カテゴリーＡ、カテゴリーＢおよびカテゴリーＣの株式に支払われる配当
額が可決され、承認された。金額は株主総会の日付時点で未払いとなっている株式数を基準に計算された。配当金は、
同日をもって支払われた。

株式

カテゴリーＡ
ケス・デパーニュ
（貯蓄銀行）

カテゴリーＢ
ポピュレール銀行

カテゴリーＣ
SPPE

配当金 0.01ユーロ 0.01ユーロ 16.38ユーロ

株式数 12,996,744株 12,996,744株 6,433,653株

合計 129,967.44ユーロ 129,967.44ユーロ 105,379,087.07ユーロ

 

2009年度
BPCEは２つの親ネットワーク（ポピュレール銀行とケス・デパーニュ（貯蓄銀行））に対する配当金の支払いを行
わなかった。

当該ネットワークは、ポピュレール銀行の従前の中央機関であるバンク・フェデラル・デ・バンク・ポピュレール
（BFBP）、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の従前の中央機関であるケス・ナショナル・デ・ケス・デパーニュ
（CNCE）から2008年の配当金を受領していた。

 
2008年度
ポピュレール銀行
2008年度、ポピュレール銀行は、１株あたり2.41ユーロの配当金を受領した。

この支払いは、2008年度の合計額である88,665,492.17ユーロ（すなわち、0.85ユーロの配当）を半期毎に２度に分
けて行われた。残額である162,375,234.84ユーロ（１株あたり1.56ユーロ）は、2009年度下半期に支払われた。

 
ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）
2008年度、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は普通株式および優先株式の株主に対して支払われた183百万ユーロの配
当金を受領した。

2009年度上半期に行われた当該支払いの内訳は以下のとおりである。

・15,990,000株の優先株式の株主に対し、129百万ユーロ（すなわち8.062ユーロの配当金）
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・527,392,661株の普通株式の株主に対し、54百万ユーロ（すなわち、0.102ユーロの配当）

・2009年７月31日に、6,988,376株の優先株式の買戻につき合計13百万ユーロの配当金

 
このように、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）に支払われた配当金の合計は196百万ユーロに上った。

以前は事業を行っていなかったがBPCE設立のためBFBPとCNCEから資産を受領した会社であるGCE NAOは、前年度の配
当金は支払わなかった。
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３【株価の推移】

該当事項なし。
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４【役員の状況】

(1) 取締役会

任期

取締役会のメンバーは、2009年７月31日の会議において、取締役会の会長による提案をうけ、監査役会により４年を

任期として任命された。

 

原則

取締役会は２名以上５名以下で構成され、株主の地位またはそれ以外から選出されうる。

取締役会のメンバーの年齢は、65歳を上限とする。当該メンバーが年齢制限に達した場合、次回の監査役会会議の日

付において辞任したものとみなされ、後任が任命される。

監査役会は取締役会の会長を任命する。

 

メンバー

2011年１月１日から2011年９月19日

フランソワ・ぺロール、取締役会会長

ニコラ・デュアメル、取締役会メンバー、最高財務責任者

オリビエ・クラン、取締役会メンバー、最高経営責任者－商業銀行および保険業務

フィリップ・クイーユ、取締役会メンバー、最高経営責任者－中央機関の再構築に対するオペレーションおよび監督

ジャン＝リュック・ベルニュ、取締役会メンバー、最高人事責任者

 

2011年９月19日以降

2011年８月４日、監査役会は、2011年９月19日を以てジャン＝リュック・ベルニュの辞職を有効とし、同2011年９月

19日以降アンヌ・メルシエ＝ガレを最高人事責任者に任命することを決定した。

フランソワ・ぺロール、取締役会会長

ニコラ・デュアメル、取締役会メンバー、最高財務責任者

オリビエ・クラン、取締役会メンバー、最高経営責任者－商業銀行および保険業務

フィリップ・クイーユ、取締役会メンバー、最高経営責任者－中央機関の再建に対するオペレーションおよび監督

アンヌ・メルシエ＝ガレ、取締役会メンバー、最高人事責任者

 

役割および運営手順

 

独立性および完全性

取締役会のメンバーは、効力を有する法規の遵守に服することを条件に、その他の役職を務めることができる。取締

役会のメンバーは、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）またはポピュレール銀行において、最高経営責任者または最高経

営責任者代理に類似する業務を執行することはできない。

 

2004年４月29日の欧州規制809／2004条の遵守

当行の知る限り、

・ 発行会社に関する取締役会の職務と私的な利益もしくはその他の職務とは、利益相反は存在しない。

・ 取締役会メンバーの間に親族関係は存在しない。

・ 取締役会メンバーはいずれも、少なくとも過去５年間において、詐欺で有罪となること、倒産、管財人もしくは清

算へ関与すること、法定または規制当局により有罪を宣告されることもしくは正式な公的制裁に服すること、ま

たは発行会社の管理、経営もしくは監査に関する機関のメンバーとして行為することもしくは発行会社の事業の

実施に関する管理もしくは行為を裁判所によって失格とされたことがない者とする。

・ 本書の提出日現在、いずれの取締役会メンバーも利益を提供するサービス契約によってBPCEまたはその子会社と

関連していない。
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義務および権限

BPCE付属定款の第18条に従い、取締役会は、一切の事項について当行の代表として行為する、最も広範な権限を有す

る。取締役会は、かかる権限を当行の目的の範囲内において、かつ、法令および付属定款に基づき、監査役会および株

主総会の事前承認を要する決定に従って行使する。取締役会は、特に、以下の権限を行使する。

・ これらの付属定款に規定されるように、必要に応じて監査役会の事前承認を得た後、法律によって規定される当

行の中心的特権を行使する権限。

・ バンキング業務、財務、運営および技術に関するすべての権限を行使する権限。

・ 当行の主要子会社（直接または間接を問わない）の経営責任者の任命を承認する権限。

・ 通貨金融法典第L.512-108条に記載される、監査役会により決定された解雇の際において、関連機関の暫定運営お

よび監督機能を担う責任者を任命する権限。

・ 緊急の場合、関連信用機関に責任を有する1名または複数名の重役に対する予防停職を決定する権限。

・ 両ネットワークおよびグループBPCEの保証・連帯基金の賦課を主として、グループBPCEの内部連帯構造を機能さ

せる権限。

・ 関連信用機関およびローカル・セービング・カンパニーの付属定款ならびにその修正を承認する権限。

・ 関連信用機関に対して責任を有する重役の報酬、および役職を離脱した際またはそれ以降の報酬、給与、手当に関

する事項を統括する権限。

・ 通貨金融法典第L.511-31条に規定される目的を達成することを視野に関連信用機関に課された総合社内勧告を

する権限。

取締役会は、監査役会の職務を定めるBPCE付属定款の第27.1条、第27.2条、および第27.4条に定められた権限の制限

を遵守しなければならない。

取締役会の会長は、第三者との取引において当行を代表するものとする。

取締役会の会長の提案により、監査役会は同様の代理権限を１名または複数名のその他の取締役会のメンバーに付

与することができる。かかるメンバーは経営責任者としての地位を有する。取締役会の会長および経営責任者は、必

要であれば、特別な代理人を自ら任命でき、当該代理人に対し特権の一部を付与することができる。

監査役会の承認があった場合、取締役会のメンバーは、取締役会の会長の提案により運営職務を分担することができ

る。ただし、この分担は、取締役会の合議体として当行の経営の中心であるという性質を奪うものではない。

３ヶ月に１度、取締役会は会社の業績について、監査役会に対し書面による報告書を提示する。会計年度の終了後

３ヶ月以内に、取締役会は、検証および監査のため、当行の非連結財務諸表を作成し監査役会に提示する。また取締役

会は、同一の締め切り日において、連結財務諸表を監査役会に提出する。

 

取締役会のメンバーのいずれもBPCEの株式を保有しておらず、特別な利益、家族関係および特別な株式の提供を受け

ていない。
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取締役会

フランソワ・ぺロール

1963年11月６日生まれ

 

2011年12月31日現在の役職

BPCE取締役会会長

理事会会長：ナティクシス
*
、BPCEアンテルナシヨナル・エ・ウートル・メール（BPCE IOM）、クレディ・フォンシエール

・ドゥ・フランス

会長：CEオルディン・プロモシオン

理事会副会長：クレディ・イモビリエ・エ・オテリエ（CIH）

取締役：CNPアシュランス
*
、ソパスュール、ナティクシス

*
、BPCEアンテルナシヨナル・エ・ウートル・メール（BPCE

IOM）、クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランス、クレディ・イモビリエ・エ・オテリエ（CIH）、ミュゼ・ドルセー
**

BPCE常任代表、法務責任者：SNCバンケオ、SCIポナン・プリュス

2011年任期満了

監査役会会長：フォンシア・グループ

理事会会長：フォンダシオン・デ・ケス・デパーニュ・プール・ラ・ソリダリテ

取締役会長：フェデラシオン・バンケール・フランセーズ**

過年度における12月31日現在の役職

2010年

BPCE取締役会会長

理事会会長：ナティクシス、

BPCE IOM、クレディ・フォン

シエール・ドゥ・フランス、

フォンダシオン・デ・ケス・

デパーニュ・プール・ラ・ソ

リダリテ

監査役会会長：フォンシア・

グループ

会長：CEオルディン・プロモ

シオン

役員会会長：フェデラシオン

・バンケール・フランセーズ

理事会副会長：クレディ・イ

モビリエ・エ・オテリエ

（CIH）

取締役：CNPアシュランス、ソ

パスュール、CEオルディン・

プロモシオン、クレディ・イ

モビリエ・エ・オテリエ

（CIH）、ミュゼ・ドルセー

2009年

BPCE取締役会会長

CNCE取締役会会長（2009年７

月31日任期終了）

理事会会長：ナティクシス、

フィナンシエール・オセオー

ル、クレディ・フォンシエー

ル・ドゥ・フランス

監査役会会長：フォンシア・

グループ

執行委員会副会長：フェデラ

シオン・バンケール・フラン

セーズ

最高経営責任者：BFBP（2009

年７月31日任期終了）バンク

・ポピュレール・パルティシ

パシヨン、ケス・デパーニュ

・パルティシパシヨン

取締役：バンク・ポピュレー

ル・パルティシパシヨン、ケ

ス・デパーニュ・パルティシ

パシヨン、CNPアシュランス、

ソパスュール、クレディ・イ

モビリエ・エ・オテリエ

（CIH）

2008年

総合秘書役代理－フランス大

統領事務所

2007年

総合秘書役代理－フランス大

統領事務所

 
 
*
　上場会社
** BPCEグループ外の会社
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オリビエ・クラン

1957年６月15日生まれ

 

2011年12月31日現在の役職

BPCE取締役会メンバー、最高経営責任者－商業銀行および保険業務

監査役会会長：SOCFIM、バンク・パラティーヌ（2011年9月以降）

取締役：ナティクシス
*
、クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランス、BPCEアンテルナシヨナル・エ・ウートル・メー

ル、バンク・プリベ1818、CNPアシュランス
*
、ソパスュール、ネクシティ

*
、i-bp、ネプテューン・テクノロジーズ

**
、ENSリヨ

ン
**

監査役会メンバー：バンク・パラティーヌ、GCEキャピタル

BPCE常任代表、監査役会メンバー：エキュルイユ・ビー・デブロプマン

2011年任期満了

BPCE常任代表、監査役会メンバー：GCEビジネス・サービシズ（2011年３月１日任期終了）

過年度における12月31日現在の役職

2010年

BPCE取締役会メンバー、最高

経営責任者－商業銀行および

保険業務

監査役会会長：SOCFIM

取締役：ナティクシス、クレ

ディ・フォンシエール・ドゥ

・フランス、BPCEアンテルナ

シヨナル・エ・ウートル・

メール、バンク・プリベ1818、

CNPアシュランス、ソパスュー

ル、i-bp、ネプテューン・テク

ノロジーズ、ENSリヨン

監査役会メンバー：バンク・

パラティーヌ、GCEキャピタル

BPCE常任代表、

監査役会メンバー：GCEビジ

ネス・サービシズ、エキュル

イユ・ビー・デブロプマン

2009年

ケス・デパーニュ・ローヌ・

アルプ取締役会会長

監査役会会長：ローヌ・アル

プPMEジェスティオン

取締役：ナティクシス、コ

ファス、ナティクシス・コン

シューマー・ファイナンス、

ナティクシス・グローバル・

アセット・マネジメント、ナ

ティクシス・フィナンスマ

ン、ネプテューン・テクノロ

ジーズ

BPCE常任代表：GCEビジネス

・サービシズ、エキュルイユ

・ビー・デブロプマン

CEパルティシパシヨン常任代

表：コンパニー・デザルプ監

査役会メンバー

CEローヌ・アルプ常任代表：

ソシエテ・デ・トロワ・バレ

監査役会メンバー、GCEビジネ

ス・サービシズ

2008年

ケス・デパーニュ・ローヌ・

アルプ取締役会会長

監査役会会長：ローヌ・アル

プPMEジェスティオン

取締役：コファス、ナティク

シス・コンシューマー・ファ

イナンス、ナティクシス・グ

ローバル・アセット・マネジ

メント、ナティクシス・フィ

ナンスマン、ネプテューン・

テクノロジーズ

監査役会メンバー：ナティク

シス、ラ・コンパニー1818-バ

ンキエ・プリベ

CNCE常任代表：コンパニー・

デザルプ監査役会メンバー

CEローヌ・アルプ常任代表：

FNCE取締役、ソシエテ・デ・

トロワ・バレ監査役会メン

バー、GCEビジネス・サービシ

ズ、リーガル・マネージャー

・オブ・テレ

2007年

ケス・デパーニュ・ローヌ・

アルプ・リヨン取締役会会長

監査役会メンバー：エキュル

イユジェスティオン、エキュ

ルイユジェスティオンFCP

CEローヌ・アルプ・リヨン常

任代表：SALT取締役、アル

ページュ監査役会メンバー

 

 
 
*
　上場会社
** 当グループ外の会社
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ニコラ・デュアメル

1953年８月13日生まれ

 

2011年12月31日現在の役職

BPCE取締役会メンバー－最高財務責任者

最高経営責任者代理：CEオルディン・プロモシオン

取締役：BPCEアンテルナシヨナル・エ・ウートル・メール

監査役会メンバー：フォン・ドゥ・ギャランティ・デ・デポ
**

BPCE常任代表、取締役：ナティクシス
*
、クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランス、CEオルディン・プロモシオン

2011年任期満了

－

過年度における12月31日現在の役職

2010年

BPCE取締役会メンバー－最高

財務責任者

取締役および財務委員会委員

長：BPCEアンテルナシヨナル

・エ・ウートル・メール

監査役会メンバー：フォン・

ドゥ・ギャランティ・デ・デ

ポ

最高経営責任者代理：CEオル

ディン・プロモシオン

BPCE常任代表、取締役：ナ

ティクシス、クレディ・フォ

ンシエール・ドゥ・フランス

（および監査委員会会長）、

CEオルディン・プロモシオン

2009年

BPCE取締役会メンバー－最高

財務責任者

最高経営責任者代理：ケス・

デパーニュ・パルティシパシ

ヨン、バンク・ポピュレール

・パルティシパシヨン

取締役：フィナンシエール・

オセオール

BPCE常任代表、取締役：ナ

ティクシス

CEパルティシパシヨン常任代

表、取締役：クレディ・フォ

ンシエール・ドゥ・フランス

2008年

最高経営責任者代理：グルー

プ・ラ・ポスト

経営執行委員会メンバー：グ

ループ・ラ・ポスト

2007年

最高経営責任者代理：グルー

プ・ラ・ポスト

経営執行委員会メンバー：グ

ループ・ラ・ポスト

 

フィリップ・クイーユ

1956年11月２日生まれ

 

2011年12月31日現在の役職

BPCE取締役会メンバー、最高経営責任者－中央機関の再編に対するオペレーションおよび監督

理事会会長：i-bp、アルビアン-IT

取締役：ナティクシス
*
、BPCEアシャ、パルトゥシ

BPCE常任代表、監査役会会長：IT-CE（旧GCEテクノロジーズ）

BPCE常任代表、取締役：ナティクシス・ペマン

2011年任期満了

 
 
*
　上場会社
** 当グループ外の会社
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取締役：アンフォルマティークCDC

BPCE常任代表、監査役会会長：GCEビジネス・サービシズ（IT-CEによって吸収された、旧GCEテクノロジーズ）

過年度における12月31日現在の役職

2010年

BPCE取締役会メンバー、

最高経営責任者－中央機関の

再編に対するオペレーション

および監督

理事会会長：i-bp、アルビレ

オ

取締役：ナティクシス、BPCE

アシャ、パルトゥシ、ICDC

BPCE常任代表、監査役会会

長：GCEテクノロジーズ、GCE

ビジネス・サービシズ

BPCE常任代表、取締役：ナ

ティクシス・ペマン

2009年

最高経営責任者代理：BFBP

（2009年７月31日任期終了）

会長および最高経営責任者：

i-bp、アルビレオ

監査役会会長：BP・カバード

・ボンド、GCEアシャ

理事会会長：GCEペマン

2008年

最高経営責任者代理：BFBP

会長および最高経営責任者：

i-bp

取締役：CCSO

2007年

会長および最高経営責任者：

i-bp

 

 

 

アンヌ・メルシエ＝ガレ（2011年9月19日以降）

1961年10月８日生まれ

 

2011年12月31日現在の役職

BPCE取締役会メンバー－最高人事責任者

BPCE常任代表、取締役：ナティクシス・アントレパーニュ

2011年任期満了

会長：サントル・ドゥ・フォルマシオン・セザンヌ
**
（グループ・モノプリ）

過年度における12月31日現在の役職

2010年

会長、サントル・ドゥ・フォ

ルマシオン・セザンヌ（グ

ループ・モノプリ）

2009年

会長、サントル・ドゥ・フォ

ルマシオン・セザンヌ（グ

ループ・モノプリ）

2008年 2007年
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ジャン＝リュック・ベルニュ（2011年９月19日まで）

1948年10月23日生まれ

 

2011年９月19日任期終了

BPCE取締役会メンバー－最高人事責任者

会長：AFPA
**
（アソシアシオン・プール・ラ・フォルマシオン・プロフェシオネル・デ・アデュルト）、ANACT

**
（アジャ

ンス・ナシヨナル・プール・ラメリオラシオン・デ・コンディシオン・ドゥ・トラバイユ）

取締役：ナティクシス・アントレパーニュ

過年度における12月31日現在の役職

2010年

BPCE取締役会メンバー－最高

人事責任者

会長：AFPA（アソシアシオン

・プール・ラ・フォルマシオ

ン・プロフェシオネル・デ・

アデュルト）、ANACT（アジャ

ンス・ナシヨナル・プール・

ラメリオラシオン・デ・コン

ディシオン・ドゥ・トラバイ

ユ）

取締役：ナティクシス・アン

トレパーニュ

2009年

BPCE取締役会メンバー－最高

人事責任者

会長：AFPA（アソシアシオン

・プール・ラ・フォルマシオ

ン・プロフェシオネル・デ・

アデュルト）

2008年

会長および最高経営責任者：

プジョー・シトロエン・オー

トモビル

会長：AFPA（アソシアシオン

・プール・ラ・フォルマシオ

ン・プロフェシオネル・デ・

アデュルト）

人事取締役：PSAプジョー・

シトロエン・グループ（およ

び現在総合運営委員会として

知られる経営執行委員会メン

バー）

2007年

会長および最高経営責任者：

プジョー・シトロエン・オー

トモビル

人事取締役：PSAプジョー・

シトロエン・グループ（およ

び現在総合運営委員会として

知られる経営執行委員会メン

バー）

 
 
**
　当グループ外の会社

 

 

(2) 監査役会

監査役会

監査役会の活動ならびに内部統制およびリスク管理手続きの詳細に関する会長による報告書につき、監査役会に関

する本報告書の最初の部分（「第５コーポレート・ガバナンスの状況」を参照。）においては、監査役会の構造に内

在する基本的な原則とともに、その役割および運営の規則、メンバーの任命方法ならびに任期について詳述する。

 

メンバー

下表は、2011年12月31日現在での監査役会メンバーを掲載している。

2011年12月15日、監査役会は、2012年1月1日付けで、イヴ・トゥーブランを会長として、スティーブ・ジャンティリを

副会長として任命した。
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2011年12月31日現在

役職 任期更新日

任期

終了年 勤務先住所

監査役会会長

フィリップ・デュポン 2009年７月31日2015年 BPCE

75201　パリ市セデックス13、

ピエール・メンデ・フランス通り50番地

監査役会副会長

イヴ・トゥーブラン

ケス・デパーニュ・ローヌ・アルプ

運営および監査役会会長

2009年７月31日2015年 ケス・デパーニュ・ローヌ・アルプ

69003　リヨン・パール・デュー、

ウジェーヌ・ドゥルエル通り42

ポピュレール銀行代表

ジェラール・ベルモン

バンク・ポピュレール・バル・ドゥ・フラ

ンス会長

2009年７月31日2015年 バンク・ポピュレール・バル・ドゥ・フランス

78183　サン・カンタン・アン・イブリーヌ、

ニュートン通り９

ティエリー・カーン

バンク・ポピュレール・ダルザス会長

2009年７月31日2015年 バンク・ポピュレール・ダルザス‒イムーブル

・ル・コンコルド‒

67001　ストラスブール　セデックス、

私書箱10401、

ピエール・メンデ・フランス通り４

ピエール・デベルニュ

CASDENバンク・ポピュレール会長

2009年７月31日2015年 CASDENバンク・ポピュレール

77424　マルヌ・ラ・ヴァレ　セデックス２、

ノワジエル、ロシュ広場91

スティーブ・ジャンティリ

BREDバンク・ポピュレール会長

2009年７月31日2015年 BREDバンク・ポピュレール

75604　パリ　セデックス12、

ケ・ド・ラ・ラペ18

ジャン・クリトン

バンク・ポピュレール・リーブ・ドゥ・パ

リ最高経営責任者

2009年７月31日2015年 バンク・ポピュレール・リーブ・ドゥ・パリ－

イムーブル・シリウス

75204　パリ　セデックス13、フランス通り76-78

ベルナール・ジャナン

バンク・ポピュレール・ブルゴーニュ・フ

ランシュ・コンテ最高経営責任者

2009年７月31日2015年 バンク・ポピュレール・ブルゴーニュ・

フランシュ・コンテ

21802　クウェッティニー　セデックス、

私書箱63、ブルゴーニュ通り５
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役職 任期更新日

任期

終了年 勤務先住所

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）代表

カトリーヌ・アマン＝ギャルド

ケス・デパーニュ・ロワール・ドローム・

アルデーシュ

運営および監査役会会長

2009年７月31日2015年 ケス・デパーニュ・ロワール・ドローム・

アルデーシュ

42012　サン・テティエンヌ　セデックス02、

私書箱147、

ピエール・メンデ・フランス通り17、

スペース・フォーリエル

フランシス・ヘンリー

ケス・デパーニュ・ロワレーヌ・シャン

パーニュ・アルデンヌ運営および監査役会

会長

2009年７月31日2015年 ケス・デパーニュ・ロワレーヌ・

シャンパーニュ・アルデンヌ

57012　メス　セデックス01、

私書箱784、ロイヤル通り２

ピエール・マツキエヴィッチ

ケス・デパーニュ・コート・ダジュール運

営および監査役会会長

2009年７月31日2015年 ケス・デパーニュ・コート・ダジュール

06205　ニース　セデックス03、私書箱3297、プロム

ナード・デ・ザングレ455

ピエール・バランタン

ケス・デパーニュ・ラングドック・ルシヨ

ン運営および監査役会会長

2009年７月31日2015年 ケス・デパーニュ・ラングドック・ルシヨン

34184　モンペリエ、セデックス4、私書箱7330、

ミッシェル・トゥレ通り254

ベルナール・コモレ

ケス・デパーニュ・イル・ド・フランス取

締役会会長

2009年７月31日2015年 ケス・デパーニュ・イル・ド・フランス

75021　パリ　セデックス01、私書箱94、ルーヴル通

り19

ディディエ・パト

ケス・デパーニュ・ブルターニュ・ペイ・

ドゥ・ロワール取締役会会長

2009年７月31日2015年 ケス・デパーニュ・ブルターニュ

・ペイ・ドゥ・ロワール

44703　オルヴォー、私書箱127、ジュネス通り15

社外メンバー

マリーズ・オラニョン

AFFINEグループ会長および最高経営責任者

2010年12月16日2015年 AFFINE

75009　パリ、サン・ジョルジュ通り５

ローランス・ダノン

エドゥモン・ド・ロッチルド・コーポレー

ト・ファイナンス取締役会会長

2009年７月31日2015年 ラ・コンパニー・フィナンシエール・エドモン

・ドゥ・ロッチルド

75008　パリ、フォブール・サントノーレ通り47

マルワン・ラウー

会社戦略およびマーケティングならびに

EADS執行委員会メンバー

2009年７月31日2015年 EADS

75016　パリ、モンモランシー通り37

マリー＝クリスティーヌ・ロンバール

TNTエクスプレス会長および最高経営責任

者

2010年12月16日2015年 TNTエクスプレス

69354　リヨン　セデックス07、

私書箱7237、ルクレーク通り58

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 236/1163



役職 任期更新日

任期

終了年 勤務先住所

議決権を有さない取締役

ナティクシス

ローラン・ミニョン最高経営責任者に代表

されるナティクシス
(1)

2009年７月31日2015年 ナティクシス

75013　パリ、ピエール・メンデ・フランス通り30

レイモン・オリジェ

フェデラシオン・ナシヨナル・デ・バンク

・ポピュレール会長

2011年５月19日2017年 フェデラシオン・ナシヨナル・デ・バンク・ポ

ピュレール

75015　パリ、ルブラン通り19

ミシェル・ソルビエ

フェデラシオン・ナシヨナル・デ・ケス・

デパーニュ会長

2011年５月19日2017年 フェデラシオン・ナシヨナル・デ・ケス・デ

パーニュ

75007　パリ、マスラン通り５

ジル・ベルー

バンク・ポピュレール・デュ・ノール最高

経営責任者

2011年５月19日2017年 バンク・ポピュレール・デュ・ノール

59700　マルク・アン・バルール、レビュブリック

通り847

ピエール・カルリ

ケス・デパーニュ・ミディ・ピレネ取締役

会会長

2011年５月19日2017年 ケス・デパーニュ・ミディ・ピレネ

31023　トゥールーズ　セデックス１、

私書箱22306、マクスウェル通り10

アラン・コンダミナ

バンク・ポピュレール・オクシタンヌ最高

経営責任者

2011年５月19日2017年 バンク・ポピュレール・オクシタンヌ

31135　バルマ　セデックス、

ジョルジュ・ポンピドー通り33-43

アラン・ドゥニゾ

ケス・デパーニュ・ノール・フランス・

ウーロップの取締役会会長

2011年５月19日2017年 ケス・デパーニュ・ノール・

フランス・ウーロップ

 

59777ユーラリール、ポン・デ・フランドル135

(1) 議決権を有さない取締役
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監査役会

 

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）ネットワーク

イヴ・トゥーブラン

1946年８月10日生まれ

 

2011年12月31日現在の役職

BPCE監査役会副会長

ケス・デパーニュ・ローヌ・アルプ（CERA）運営および監査役会会長

取締役会会長：CEオルディン・プロモシオン、SLEドゥ・サボワ

法務責任者：カルトグラム・コンセイ
**

2011年任期満了

会長：シャテル・パーティシペーションズ
**
（2011年12月31日任期終了）

法務責任者：シャテル・インダストリーズ
**
（2011年12月31日任期終了）

取締役：サティル・レム
**
（2011年12月31日任期終了）、プロコートING

**
（2011年６月30日任期終了）

過年度における12月31日現在の役職

2010年

ケス・デパーニュ・ローヌ・

アルプ運営および監査役会会

長

BPCE監査役会副会長

理事会会長：CEオルディン・

プロモシオン、SLESAVOIE、ケ

ス・デパーニュ・パルティシ

パシヨン（2010年８月５日任

期終了）

会長：シャテル・パーティシ

ペーションズ

取締役：サティル・レム、プ

ロコートING

法務責任者：シャテル・イン

ダストリーズ、カルトグラム

・コンセイ

2009年

BPCE監査役会副会長

ケス・デパーニュ・ローヌ・

アルプ運営および監査役会会

長

監査役会会長：ケス・ナシヨ

ナル・デ・ケス・デパーニュ

（CNCE）－2009年７月31日任

期終了

理事会会長：ケス・デパー

ニュ・パルティシパシヨン、

SLEシヨン・アルパン（シャ

テル・パーティシペーション

ズ常任代表－2009年１月31日

任期終了）、シャテル・パー

ティシペーションズ、SLEドゥ

・サボワ

取締役：サティル・レム、プ

ロコート

法務責任者：シャテル・イン

ダストリーズ、カルトグラム

・コンセイ

2008年

ケス・デパーニュ・ローヌ・

アルプ運営および監査役会会

長

理事会会長：SLEシヨン・ア

ルパン（シャテル・パーティ

シペーションズ常任代表）、

シャテル・パーティシペー

ションズ

監査役会メンバー（および監

査委員会メンバー）：ケス・

ナシヨナル・デ・ケス・デ

パーニュ（CNCE）

取締役：サティル・レム、プ

ロコート

法務責任者：シャテル・イン

ダストリーズ、カルトグラム

・コンセイ

2007年

ケス・デパーニュ・ローヌ・

アルプ運営および監査役会会

長

理事会会長：SLEシヨン・ア

ルパン（シャテル・パーティ

シペーションズ常任代表）、

シャテル・パーティシペー

ションズ

監査役会メンバー：ケス・ナ

シヨナル・デ・ケス・デパー

ニュ（CNCE）

取締役：サティル・レム、プ

ロコート

法務責任者：シャテル・イン

ダストリーズ、カルトグラム

・コンセイ
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カトリーヌ・アマン＝ギャルド

1955年３月８日生まれ

 

2011年12月31日現在の役職

BPCE監査役会メンバー

ケス・デパーニュ・ロワール・ドローム・アルデーシュ（CELDA）運営および監査役会会長

SLEドローム・プロバンサル・サントル（ローカル・セービング・カンパニー）理事会会長

フォンダシオン・ロワール・ドローム・アルデーシュ会長

取締役：FNCE、CEオルディン・プロモシオン、アソシアシオン・サボワール・プール・レユシール・ドローム、ナティクシ

ス・アントレパーニュ

2011年任期満了

－

過年度における12月31日現在の役職

2010年

BPCE監査役会メンバー

ケス・デパーニュ・ロワール

・ドローム・アルデーシュ運

営および監査役会会長

理事会会長：SLEドローム・

プロバンサル・サントル

会長：フォンダシオン・ロ

ワール・ドローム・アルデー

シュ

取締役：FNCE、CEオルディン

・プロモシオン、アソシアシ

オン・サボワール・プール・

レユシール・ドローム

2009年

BPCE監査役会メンバー

ケス・デパーニュ・ロワール

・ドローム・アルデーシュ運

営および監査役会会長

理事会会長：SLEドローム・

プロバンサル・サントル

会長：フォンダシオン・ロ

ワール・ドローム・アルデー

シュ

監査役会メンバー（および戦

略委員会メンバー）：ケス・

ナシヨナル・デ・ケス・デ

パーニュ（2009年７月31日任

期終了）

取締役：FNCE、アソシアシオ

ン・サボワール・プール・レ

ユシール・ドローム

2008年

ケス・デパーニュ・ロワール

・ドローム・アルデーシュ運

営および監査役会会長

理事会会長：SLEドローム・

プロバンサル・サントル

会長：フォンダシオン・ロ

ワール・ドローム・アルデー

シュ

監査役会メンバー（および戦

略委員会メンバー）：ケス・

ナシヨナル・デ・ケス・デ

パーニュ

取締役：アソシアシオン・サ

ボワール・プール・レユシー

ル・ドローム

2007年

ケス・デパーニュ・ロワール

・ドローム・アルデーシュ運

営および監査役会会長

理事会会長：SLEドローム・

プロバンサル・サントル

会長：フォンダシオン・ロ

ワール・ドローム・アルデー

シュ

監査役会メンバー（および戦

略委員会メンバー）：ケス・

ナシヨナル・デ・ケス・デ

パーニュ

取締役：アソシアシオン・サ

ボワール・プール・レユシー

ル・ドローム
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ベルナール・コモレ

1947年３月９日生まれ

 

2011年12月31日現在の役職

BPCE監査役会メンバー

ケス・デパーニュ・イル・ド・フランス（CEIDF）取締役会会長

監査役会会長：バンクBCP

理事会副会長：ネクシティ
*

取締役：CEオルディン・プロモシオン

監査役会メンバー：バンクBCPルクセンブルク

CEIDF常任代表、取締役：イモビリエール・トロワ・エフ

CEIDF常任代表、監査役会メンバー：IT-CE（アンフォルマティーク＆テクノロジーズ－ケス・デパーニュ）

2011年任期満了

CEIDF常任代表、監査役会メンバー：GCEビジネス・サービシズ（IT-CEに吸収された、旧GCEテクノロジーズ）

過年度における12月31日現在の役職

2010年

BPCE監査役会メンバー

ケス・デパーニュ・イル・ド

・フランス取締役会会長

監査役会会長：バンクBCP

理事会副会長：ネクシティ

監査役会メンバー：バンク

BCPルクセンブルク

取締役：CEオルディン・プロ

モシオン

CEID常任代表、取締役：イモ

ビリエール・トロワ・エフ

CEIDF常任代表、監査役会メン

バー：GCEビジネス・サービ

シズ、GCEテクノロジーズ

2009年

BPCE監査役会メンバー

ケス・デパーニュ・イル・ド

・フランス取締役会会長

監査役会会長：バンクBCP

理事会副会長：ネクシティ

監査役会メンバー：バンク

BCPルクセンブルク

取締役：ケス・デパーニュ・

パルティシパシヨン、フィナ

ンシエール・オセオール

CEIDF常任代表、取締役：イモ

ビリエール・トロワ・エフ

CEIDF常任代表、監査役会メン

バー：EFIDIS、GCEビジネス・

サービシズ、GCEテクノロジー

ズ

2008年

取締役会会長：ケス・ナシヨ

ナル・デ・ケス・デパーニュ

（2009年3月１日任期終了）、

ケス・デパーニュ・イル・ド

・フランス

監査役会会長：ナティクシ

ス、バンクBCP

会長：フォンダシオン・デ・

ケス・デパーニュ・プール・

ラ・ソリダリテ

理事会副会長：ネクシティ、

グループマン・ウーロペアン

・デ・ケス・デパーニュ

監査役会副会長：フィナンシ

エール・オセオール、ケス・

ナシヨナル・デ・ケス・デ

パーニュ

監査役会メンバー：バンク

BCPルクセンブルク

取締役：CNPアシュランス、ソ

パスュール

CEIDF常任代表、取締役：イモ

ビリエール・トロワ・エフ

CEIDF常任代表、監査役会メン

バー：EFIDIS、GCEビジネス・

サービシズ、GCEテクノロジー

ズ

経営執行委員会メンバー：

フェデラシオン・バンケール

・フランセーズ

2007年

取締役会会長：ケス・デパー

ニュ・イル・ド・フランス・

パリ、ケス・デパーニュ・イ

ル・ド・フランス・ウエスト

監査役会会長：バンクBCP

監査役会副会長：ケス・ナシ

ヨナル・デ・ケス・デパー

ニュ（CNCE）、ナティクシス

監査役会メンバー：バンク

BCPルクセンブルク

CEIDF常任代表、取締役：イモ

ビリエール・トロワ・エフ

CEIDF常任代表、監査役会メン

バー：EFIDIS、GCEビジネス・

サービシズ、GCEテクノロジー

ズ

議決権を有さない取締役：

CNPアシュランス

 
 
*
　上場会社
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フランシス・ヘンリー

1946年８月７日生まれ

 

2011年12月31日現在の役職

BPCE監査役会メンバー

ケス・デパーニュ・ロワレーヌ・シャンパーニュ・アルデンヌ（CELCA）運営および監査役会会長

SLEマルヌ（ローカル・セービング・カンパニー）理事会会長

取締役：クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランス、CEオルディン・プロモシオン、フェデラシオン・ナシヨナル・デ

・ケス・デパーニュ

2011年任期満了

－

過年度における12月31日現在の役職

2010年

BPCE監査役会メンバー

ケス・デパーニュ・ロワレー

ヌ・シャンパーニュ・アルデ

ンヌ運営および監査役会会長

理事会会長：SLEマルヌ

取締役：クレディ・フォンシ

エール・ドゥ・フランス、CE

オルディン・プロモシオン、

フェデラシオン・ナシヨナル

・デ・ケス・デパーニュ

2009年

BPCE監査役会メンバー

ケス・デパーニュ・ロワレー

ヌ・シャンパーニュ・アルデ

ンヌ運営および監査役会会長

理事会会長：SLEマルヌ・

ノール

取締役：クレディ・フォンシ

エール・ドゥ・フランス、ケ

ス・デパーニュ・パルティシ

パシヨン、フェデラシオン・

ナシヨナル・デ・ケス・デ

パーニュ

監査役会メンバー：ナティク

シス（2009年10月13日任期終

了）

2008年

ケス・デパーニュ・ロワレー

ヌ・シャンパーニュ・アルデ

ンヌ運営および監査役会会長

理事会会長：SLEマルヌ・

ノール

取締役：クレディ・フォンシ

エール・ドゥ・フランス、

フェデラシオン・ナシヨナル

・デ・ケス・デパーニュ

監査役会メンバー：ナティク

シス

2007年

ケス・デパーニュ・ロワレー

ヌ・シャンパーニュ・アルデ

ンヌ運営および監査役会会長

理事会会長：SLEマルヌ・

ノール

取締役：クレディ・フォンシ

エール・ドゥ・フランス

監査役会メンバー：ナティク

シス
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ピエール・マツキエヴィッチ

1949年６月26日生まれ

 

2011年12月31日現在の役職

BPCE監査役会メンバー

ケス・デパーニュ・コート・ダジュール（CECAZ）運営および監査役会会長

SLEエスト・アルプ・マリティム（ローカル・セービング・カンパニー）理事会会長

取締役：CEオルディン・プロモシオン、ナティクシス・フィナンスマン、ナティクシス・コンシューマー・ファイナンス、

アソシアシオンCREASOL

CECAZ常任代表、取締役：FNCE

2011年任期満了

－

過年度における12月31日現在の役職

2010年

BPCE監査役会メンバー

ケス・デパーニュ・コート・

ダジュール運営および監査役

会会長

理事会会長：SLEエスト・ア

ルプ・マリティム

取締役：CEオルディン・プロ

モシオン、ナティクシス・

フィナンスマン、ナティクシ

ス・コンシューマー・ファイ

ナンス、アソシアシオン

CREASOL

CECAZ常任代表、取締役：FNCE

2009年

BPCE監査役会メンバー

ケス・デパーニュ・コート・

ダジュール運営および監査役

会会長

理事会会長：SLEエスト・ア

ルプ・マリティム

取締役：ケス・デパーニュ・

パルティシパシヨン、ナティ

クシス・エパーニュ・フィナ

ンシエール、ナティクシス・

エパーニュ・フィナンシエー

ルジェスティオン

監査役会メンバー：CNCE

（2009年５月28日から2009年

７月31日まで）

2008年

ケス・デパーニュ・コート・

ダジュール運営および監査役

会副会長

理事会会長：SLEエスト・ア

ルプ・マリティム

2007年

ケス・デパーニュ・コート・

ダジュール運営および監査役

会副会長

理事会会長：SLEエスト・ア

ルプ・マリティム
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ディディエ・パト

1961年２月22日生まれ

 

2011年12月31日現在の役職

BPCE監査役会メンバー

ケス・デパーニュ・ブルターニュ・ペイ・ドゥ・ロワール取締役会会長（CEBPL）

SODERO会長および最高経営責任者

監査役会会長：SODEROジェスティオン、BATIROCブルターニュ・ペイ・ドゥ・ロワール

理事会会長：SODEROパルティシパシヨン、SAデ・マルシェ・ドゥ・ルウェスト（SAMO）

監査役会メンバー：GCEキャピタル

取締役：ナティクシス
*
、ナティクシス・コフィシネ、マンセル・アビタシヨン、カンパニー・ドゥ・フィナンスモン・

フォンシエール－SCF、CEオルディン・プロモシオン

CEBPL常任代表、取締役：ペイ・ドゥ・ラ・ロワール・デブロプマン、SEMITAN、NAPF、FNCE

CEBPL常任代表、監査役会メンバー：GCEIT-CE（旧GCEテクノロジーズ）

2011年任期満了

CEBPL常任代表、監査役会メンバー：GCEビジネス・サービシズ（GCEIT-CEによって吸収された旧GCEテクノロジーズ）

過年度における12月31日現在の役職
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2010年

BPCE監査役会メンバー

ケス・デパーニュ・ブルター

ニュ・ペイ・ドゥ・ロワール

取締役会会長

会長および最高経営責任者：

SODERO

監査役会会長：SODEROジェス

ティオン、BATIROCブルター

ニュ－ペイ・ドゥ・ラ・ロ

ワール

理事会会長：SODEROパルティ

シパシヨン、SAデ・マルシェ

・ドゥ・ルウェスト（SAMO）

監査役会メンバー：GCEキャ

ピタル

取締役：ナティクシス、ナ

ティクシス・コフィシネ、マ

ンセル・アビタシヨン、カン

パニー・ドゥ・フィナンスモ

ン・フォンシエール－SCF、CE

オルディン・プロモシオン

CEBPL常任代表、取締役：ペイ

・ドゥ・ラ・ロワール・デブ

ロプマン、SEMITAN、NAPF、FNCE

CEBPL常任代表、監査役会メン

バー：GCEテクノロジーズ、

GCEビジネス・サービシズ

2009年

BPCE監査役会メンバー

ケス・デパーニュ・ブルター

ニュ・ペイ・ドゥ・ロワール

取締役会会長

会長および最高経営責任者：

SODERO

監査役会会長：SODEROジェス

ティオン、BATIROCブルター

ニュ－ペイ・ドゥ・ロワー

ル、グラン・ウエスト・ジェ

スティオン（SODEROパルティ

シパシヨン常任代表）

理事会会長：SODEROパルティ

シパシヨン、マンセル・アビ

タシヨン、SAデ・マルシェ・

ドゥ・ルウェスト（SAMO）

理事会副会長：ナティクシス

監査役会メンバー：GCEキャ

ピタル、GCEテクノロジーズ、

GCEビジネス・サービシズ

（CEP BPL常任代表）、ケス・

ナシヨナル・デ・ケス・デ

パーニュ（2009年５月28日か

ら2009年７月31日まで）

取締役：ケス・デパーニュ・

パルティシパシヨン、ナティ

クシス・グローバル・アセッ

ト・マネジメント、カンパ

ニー・ドゥ・フィナンスモン

・フォンシエールSCF、ペイ・

ドゥ・ラ・ロワール・デブロ

プマン（CEP BPL常任代表）、

SEMITAN（CEP BPL常任代

表）、NAPF（CEP常任代表）

2008年

ケス・デパーニュ・ブルター

ニュ・ペイ・ドゥ・ロワール

取締役会会長

会長および最高経営責任者：

SODERO

監査役会会長：SODEROジェス

ティオン、BATIROCブルター

ニュ－ペイ・ドゥ・ロワー

ル、グラン・ウエスト・ジェ

スティオン（SODEROパルティ

シパシヨン常任代表）

理事会会長：SODEROパルティ

シパシヨン、マンセル・アビ

タシヨン、SAデ・マルシェ・

ドゥ・ルウェスト

監査役会副会長：ナティクシ

ス

監査役会メンバー：GCEキャ

ピタル、GCEビジネス・サービ

シズ（CEP BPL常任代表）、

GIRCEアンジェニリー（2008

年７月１日までCEP BPL常任

代表）

取締役：ペイ・ドゥ・ラ・ロ

ワール・デブロプマン（CEP 

BPL常任代表）、SEMITAN（CEP

BPL常任代表）、NAPF（CEP 

BPL常任代表）、カンパニー・

ドゥ・フィナンスモン・フォ

ンシエールSCF、オトゥロム・

オールディン、メイユール

トー、GIRCEストラテジー

（CEP BPL常任代表）

2007年

ケス・デパーニュ・ペイ・

ドゥ・ラ・ロワール取締役会

会長

会長および最高経営責任者：

SODERO

最高経営責任者ケス・デパー

ニュ・エ・ドゥ・プレボワヤ

ンス・ドゥ・ブルターニュ

監査役会会長：SODEROジェス

ティオン、BATIROCブルター

ニュ－ペイ・ドゥ・ロワー

ル、グラン・ウエスト・ジェ

スティオン（SODEROパルティ

シパシヨン常任代表）

理事会会長：SODEROパルティ

シパシヨン、マンセル・アビ

タシヨン、SAデ・マルシェ・

ドゥ・ルウェスト

監査役会メンバー：ナティク

シス、GCEキャピタル、GCEビジ

ネス・サービシズ（CEP PDL

常任代表）、GIRCEアンジェニ

リー（CEP PDL常任代表）、エ

キュルイユ・ビー、イクシス

CIB

取締役：メイユールトー、オ

トゥロム・オールディン、ユ

ニヴェルシテGCE、ペイ・ドゥ

・ラ・ロワール・デブロプマ

ン（CEP PDL常任代表）、

SEMITAN（CEP PDL常任代

表）、NAPF（CEP PDL常任代

表）、GIRCEストラテジー

（CEP PDL常任代表）

監査委員会メンバー：カンパ

ニー・ドゥ・フィナンスモン

・フォンシエールSCF

 
 
*
　上場会社
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ピエール・バランタン

1953年２月６日生まれ

 

2011年12月31日現在の役職

BPCE監査役会メンバー

ケス・デパーニュ・ラングドック・ルシヨン運営および監査役会会長（CELR）

SLEバレ・デ・ガルドン理事会会長

監査役会副会長：バンク・パラティーヌ

監査役会メンバー：バンク・パラティーヌ

取締役：CEオルディン・プロモシオン、クリニーク・ボヌフォン
**
、ピエール・エ・リーズ・イモビリエ

**
、FNCE

法務責任者：SCIレ・トロワ・シプレ
**
、SCIレ・アマンディエ

**

2011年任期満了

－

過年度における12月31日現在の役職

2010年

BPCE監査役会メンバー

ケス・デパーニュ・ラング

ドック・ルシヨン運営および

監査役会会長

理事会会長：SLEバレ・デ・

ガルドン

監査役会副会長：バンク・パ

ラティーヌ

取締役：CEオルディン・プロ

モシオン、クリニーク・ボヌ

フォン、ピエール・エ・リー

ズ・イモビリエ、FNCE

監査役会メンバー：バンク・

パラティーヌ

法務責任者：SCIレ・トロワ

・シプレ、SCIレ・アマンディ

エ

2009年

BPCE監査役会メンバー

ケス・デパーニュ・ラング

ドック・ルシヨン運営および

監査役会会長

理事会会長：SLEバレ・デ・

ガルドン

監査役会副会長：バンク・パ

ラティーヌ

監査役会メンバー：ケス・ナ

シヨナル・デ・ケス・デパー

ニュ（2009年５月28日から

2009年７月31日まで）、バン

ク・パラティーヌ

取締役：ケス・デパーニュ・

パルティシパシヨン、クリ

ニーク・ボヌフォン、ピエー

ル・エ・リーズ・イモビリ

エ、FNCE

法務責任者：SCIレ・トロワ

・シプレ、SCIレ・アマンディ

エ、SCIル・ビクトール・ユゴ

2008年

ケス・デパーニュ・ラング

ドック・ルシヨン運営および

監査役会会長

理事会会長：SLEバレ・デ・

ガルドン

監査役会副会長：バンク・パ

ラティーヌ

取締役：クリニーク・ボヌ

フォン、ピエール・エ・リー

ズ・イモビリエ、FNCE

法務責任者：SCIレ・トロワ

・シプレ、SCIレ・アマンディ

エ、SCIル・ビクトール・ユゴ

2007年

ケス・デパーニュ・ラング

ドック・ルシヨン運営および

監査役会会長

理事会会長：SLEバレ・デ・

ガルドン

取締役：ソシエテ・アレジエ

ンヌ・ドゥ・ジェスティオン

・ディムーブル（SAGI）、ク

リニーク・ボヌフォン、ピ

エール・エ・リーズ・イモビ

リエ、FNCE

法務責任者：SCIレ・トロワ

・シプレ、SCIレ・アマンディ

エ、SCIル・ビクトール・ユゴ
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ポピュレール銀行ネットワーク

フィリップ・デュポン

1951年４月18日生まれ

 

2011年12月31日現在の役職

BPCE監査役会会長

取締役：フォンダシオン・ドゥ・フランス**

法務責任者：SCIデュ・48・リュ・ドゥ・パリ**

2011年任期満了

－

過年度における12月31日現在の役職

2010年

BPCE監査役会会長

取締役：フォンダシオン・

ドゥ・フランス

法務責任者：SCIデュ・48・

リュ・ドゥ・パリ

2009年

BPCE監査役会会長

理事会会長：バンク・ポピュ

レール・パルティシパシヨン

（旧BFBP）

理事会会長：フォンダシオン

・ダントルプリーズ・グルー

プ・バンク・ポピュレール、

コンフェデラシオン・アンテ

ルナシヨナル・デ・バンク・

ポピュレール

バンク・ポピュレール・パル

ティシパシヨン常任代表

会長：SASポナン・トロワ

取締役：フォンダシオン・

ドゥ・フランス

法務責任者：SCIデュ・48・

リュ・ドゥ・パリ

2008年

会長：ポピュレール銀行グ

ループ

会長および最高経営責任者、

バンク・フェデラル・デ・バ

ンク・ポピュレール

取締役会会長：ナティクシス

（2009年３月２日まで）

会長：コンフェデラシオン・

アンテルナシヨナル・デ・バ

ンク・ポピュレール

理事会会長：フォンダシオン

・ダントルプリーズ・グルー

プ・バンク・ポピュレール

法務責任者：SCIデュ・48・

リュ・ドゥ・パリ

2007年

会長：ポピュレール銀行グ

ループ

会長および最高経営責任者、

バンク・フェデラル・デ・バ

ンク・ポピュレール

取締役会会長：ナティクシス

副会長：コンフェデラシオン

・アンテルナシヨナル・デ・

バンク・ポピュレール

理事会会長：フォンダシオン

・ダントルプリーズ・グルー

プ・バンク・ポピュレール

法務責任者：SCIデュ・48・

リュ・ドゥ・パリ
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ジェラール・ベルモン

1954年10月１日生まれ

 

2011年12月31日現在の役職

BPCE監査役会メンバー

バンク・ポピュレール・バル・ドゥ・フランス理事会会長

取締役：ナティクシス・アシュアランシズ、フォンダシオン・バンク・ポピュレール

会長：スュアール・ベルモン
**
、ソブジェスト

**

バンク・ポピュレール・バル・ドゥ・フランス常任代表、監査役会メンバー：アシュランス・バンク・ポピュレール－イ

アール

2011年任期満了

－

過年度における12月31日現在の役職

2010年

BPCE監査役会メンバー

バンク・ポピュレール・バル

・ドゥ・フランス理事会会長

取締役：ナティクシス・ア

シュアランシズ、フォンダシ

オン・バンク・ポピュレール

会長：スュアール・ベルモ

ン、ソブジェスト

BPバル・ドゥ・フランス常任

代表、監査役会メンバー：ア

シュランス・バンク・ポピュ

レール－イアール

2009年

BPCE監査役会メンバー

バンク・ポピュレール・バル

・ドゥ・フランス理事会会長

理事会会長：ナティクシス・

アシュアランシズ、ナティク

シス・リース

取締役：BPパルティシパシヨ

ン、ソシエテ・マルセイエー

ズ・ドゥ・クレディ（SMC）、

フォンダシオン・バンク・ポ

ピュレール

BPバル・ドゥ・フランス常任

代表、監査役会メンバー：ア

シュランス・バンク・ポピュ

レール－イアール

2008年

バンク・ポピュレール・バル

・ドゥ・フランス理事会会長

理事会会長：ナティクシス・

リース、ナティクシス・ア

シュアランシズ、ナティクシ

スLLD

取締役：ソシエテ・マルセイ

エーズ・ドゥ・クレディ

（SMC）、フォンダシオン・バ

ンク・ポピュレール

BPバル・ドゥ・フランス常任

代表、監査役会メンバー：ア

シュランス・バンク・ポピュ

レール－イアール

2007年

バンク・ポピュレール・バル

・ドゥ・フランス理事会会長

理事会会長：ナティクシス・

リース、ナティクシスLLD

取締役：フォンダシオン・バ

ンク・ポピュレール

BPバル・ドゥ・フランス常任

代表、監査役会メンバー：ア

シュランス・バンク・ポピュ

レール－イアール
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ティエリー・カーン

1956年９月25日生まれ

 

2011年12月31日現在の役職

BPCE監査役会メンバー

バンク・ポピュレール・ダルザス理事会会長

監査役会メンバー：バンク・パラティーヌ

2011年任期満了

－

過年度における12月31日現在の役職

2010年

BPCE監査役会メンバー

バンク・ポピュレール・ダル

ザス理事会会長

監査役会メンバー：バンク・

パラティーヌ

2009年

BPCE監査役会メンバー

バンク・ポピュレール・ダル

ザス理事会会長

取締役：バンク・フェデラル

・デ・バンク・ポピュレール

監査役会メンバー：フォンシ

ア・グループ

2008年

バンク・ポピュレール・ダル

ザス理事会会長

取締役：バンク・フェデラル

・デ・バンク・ポピュレール

監査役会メンバー：フォンシ

ア・グループ

2007年

バンク・ポピュレール・ダル

ザス理事会会長
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ジャン・クリトン

1947年６月２日生まれ

 

2011年12月31日現在の役職

BPCE監査役会メンバー

バンク・ポピュレール・リーブ・ドゥ・パリ最高経営責任者

会長および最高経営責任者：スュッド・パルティシパシヨンSA

理事会会長：BPCEアシャ、ターボSA

理事会副会長：フォンダシオン・ダントルプリーズ・グループ・バンク・ポピュレール

取締役：ナティクシス
*
、ナティクシス・プライベート・エクイティ

BPリーブ・ドゥ・パリ常任代表、取締役：i-bp、アソシアシオン・デ・バンク・ポピュレール・プール・ラ・クレアシオ

ン・ダントルプリーズ

BPリーブ・ドゥ・パリ常任代表、理事会会長：SASソシエタリア・BPリーブ・ドゥ・パリ

2011年任期満了

－

過年度における12月31日現在の役職

2010年

BPCE監査役会メンバー

バンク・ポピュレール・リー

ブ・ドゥ・パリ最高経営責任

者

会長および最高経営責任者：

スュッド・パルティシパシヨ

ンSA

理事会会長：ターボSA、BPCE

アシャ

取締役：ナティクシス、ナ

ティクシス・プライベート・

エクイティ、フォンダシオン

・ダントルプリーズ・バンク

・ポピュレール

BPリーブ・ドゥ・パリ常任代

表、取締役：i-bp、アソシアシ

オン・デ・バンク・ポピュ

レール・プール・ラ・クレア

シオン・ダントルプリーズ

BPリーブ・ドゥ・パリ常任代

表、理事会会長：SASソシエタ

リア・BPリーブ・ドゥ・パリ

2009年

BPCE監査役会メンバー

バンク・ポピュレール・リー

ブ・ドゥ・パリ最高経営責任

者

会長および最高経営責任者：

スュッド・パルティシパシヨ

ンSA

理事会会長：ターボSA

BPリーブ・ドゥ・パリ常任代

表、取締役：i-bp、アソシアシ

オン・デ・バンク・ポピュ

レール・プール・ラ・クレア

シオン・ダントルプリーズ

取締役：コファス、ナティク

シス、ナティクシス・アシュ

アランシズ、ナティクシス・

プライベート・バンキング、

ナティクシス・プライベート

・エクイティ、ソシエテ・マ

ルセイエーズ・ドゥ・クレ

ディ（SMC）、バンク・プリベ

1818、フォンダシオン・ダン

トルプリーズ・グループ・バ

ンク・ポピュレール

2008年

バンク・ポピュレール・リー

ブ・ドゥ・パリ最高経営責任

者

会長および最高経営責任者：

スュッド・パルティシパシヨ

ンSA

理事会会長：ターボSA

取締役：コファス、ナティク

シス・アシュランス、ナティ

クシス・プライベート・バン

キング、ナティクシス・プラ

イベート・エクイティ、ソシ

エテ・マルセイエーズ・ドゥ

・クレディ（SMC）、フォンダ

シオン・ダントルプリーズ・

グループ・バンク・ポピュ

レール

BPリーブ・ドゥ・パリ常任代

表、理事会副会長：i-bp

会長：SASソシエタリア・バ

ンク・ポピュレール・リーブ

・ドゥ・パリ

2007年

バンク・ポピュレール・リー

ブ・ドゥ・パリ最高経営責任

者

会長および最高経営責任者：

スュッド・パルティシパシヨ

ンSA

取締役：コファス、ナティク

シス・アシュランス、ナティ

クシス・プライベート・バン

キング、フォンダシオン・ダ

ントルプリーズ・グループ・

バンク・ポピュレール

BPリーブ・ドゥ・パリ常任代

表、理事会会長：i-bp

会長：SASソシエタリア・バ

ンク・ポピュレール・リーブ

・ドゥ・パリ

 
 
*
　上場会社
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ピエール・デベルニュ

1950年11月23日生まれ

 

2011年12月31日現在の役職

BPCE監査役会メンバー

CASDENバンク・ポピュレール会長および最高経営責任者

理事会会長：パルナス・フィナンス
**

取締役：クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランス、バンク・モネテール・フィナンシエール
**
、パルナス・フィナン

スMAIF SA
**
、ユニオン・ミュテュアリスト・ルトレット（UMR）

**

CASDENバンク・ポピュレール代表、会長：SASフィナンス
**
、SASパルナス・エスパス１

**
、SASパルナス・エスパス2

**

法務責任者：アンテル・プロモ
**

2011年任期満了

CASDENバンク・ポピュレール常任代表、取締役：パルナス・セルビス

過年度における12月31日現在の役職

2010年

BPCE監査役会メンバー

CASDENバンク・ポピュレール

会長および最高経営責任者

理事会会長：パルナス・フィ

ナンス

取締役：クレディ・フォンシ

エール・ドゥ・フランス、バ

ンク・モネテール・フィナン

シエール、パルナス・フィナ

ンスMAIF SA、ユニオン・ミュ

テュアリスト・ルトレット

（UMR）

CASDENバンク・ポピュレール

代表、会長：SASフィナンス、

SASパルナス・エスパス１、

SASパルナス・エスパス2

CASDENバンク・ポピュレール

常任代表、取締役：パルナス

・セルビス

CASDENバンク・ポピュレール

常任代表、監査役会メン

バー：SCPIフルクティ・ピ

エール

法務責任者：アンテル・プロ

モ

2009年

BPCE監査役会メンバー

CASDENバンク・ポピュレール

会長および最高経営責任者

理事会会長：メーヌ・ジェス

ティオン、パルナス・フィナ

ンス

会長：SASパルナス・エスパ

ス１、SASパルナス・エスパス

2

取締役：ナティクシス・ア

シュアランシズ、バンク・ポ

ピュレール・パルティシパシ

ヨン、バンク・モネテール・

フィナンシエール、パルナス

・フィナンスMAIF SA

監査役会におけるバンク・ポ

ピュレール・パルティシパシ

ヨン代表：フォンシア・グ

ループ

理事会におけるCASDENバンク

・ポピュレール代表（副会

長）：VALORG

2008年

CASDENバンク・ポピュレール

会長および最高経営責任者

理事会会長：メーヌ・ジェス

ティオン、パルナス・フィナ

ンス

取締役：バンク・フェデラル

・デ・バンク・ポピュレー

ル、バンク・モネテール・

フィナンシエール、パルナス

・フィナンスMAIF SA

理事会におけるCASDENバンク

・ポピュレール常任代表：パ

ルナス・セルビスSA

監査役会におけるBFBP常任代

表：フォンシア・グループ

監査役会におけるCASDENバン

ク・ポピュレール常任代表：

パルナス・イモ（Scpi）

理事会におけるパルナス・

フィナンス常任代表取締役：

パルナシエンヌ・ドゥ・クレ

ディSA

法務責任者：SARLアンテル・

プロモ、SARLクール・デ・

ロッシュ

2007年

CASDENバンク・ポピュレール

会長

取締役：ナティクシス・ア

セット・マネジメント、パル

ナス・フィナンス、パルナス

MAIF

理事会におけるCASDENバンク

・ポピュレール代表取締役：

ナティクシス・アルテア

理事会におけるパルナス・

フィナンス代表取締役：パル

ナシエンヌ・ドゥ・クレディ

監査役会メンバー：BFBP代表

フォンシア・グループ

会長：メーヌ・ジェスティオ

ン

監査役会におけるCASDENバン

ク・ポピュレール代表：パル

ナス・イモ
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スティーブ・ジャンティリ

1949年６月５日生まれ

 

2011年12月31日現在の役職

BPCE監査役会メンバー

BREDバンク・ポピュレール理事会会長

理事会会長：バンク・インテルナシヨナル・ドゥ・コメルス－ブレッド、ブレッド・ジェスティオン、COFIBRED、フォンダ

シオン・ダントルプリーズ・ブレッド、スピッグ
**
、ナティクシス・アンスティトゥーシオン・ジュール、NRJインベスト

**
、ラジャンス・バンク・ポピュレール・プール・ラ・コオペラシオン・エ・ル・デブロプマン

取締役：ナティクシス*、ナティクシス・アルジェリー、ナティクシス・プラメックス・アンテルナシヨナル・ミラン、BCI

メール・ルージュ、ベルシー・ジェスティオン・フィナンス＋
**
、ブレッド・コフィリース

**
、タル

**
、プレパールIARD

**
、

プロムパール・ジェスティオン
**

監査役会メンバー：プレパール・ビー

理事会におけるBREDバンク・ポピュレール代表：BICEC、BCI－バンク・コメルシアル・アンテルナシヨナル

2011年任期満了

理事会会長：ナティクシス・プラメックス・アンテルナシヨナル

過年度における12月31日現在の役職
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2010年

BPCE監査役会メンバー

BREDバンク・ポピュレール理

事会会長

理事会会長：ナティクシス・

プラメックス・アンテルナシ

ヨナル

取締役：ナティクシス、ナ

ティクシス・アルジェリー、

ナティクシス・プラメックス

・アンテルナシヨナル・ミラ

ン

監査役会メンバー：プレパー

ル・ビー

理事会におけるBREDバンク・

ポピュレール代表：BICEC、

BCI－バンク・コメルシアル

・アンテルナシヨナル

2009年

BPCE監査役会メンバー

BREDバンク・ポピュレール理

事会会長

理事会会長：ナティクシス・

プラメックス・アンテルナシ

ヨナル

取締役：コファス、ナティク

シス、ナティクシス・アル

ジェリー、ナティクシス・プ

ラメックス・アンテルナシヨ

ナル・ミラン、ソシエテ・マ

ルセイエーズ・ドゥ・クレ

ディ（SMC）

監査役会メンバー：プレパー

ル・ビー

理事会におけるBREDバンク・

ポピュレール代表：BICEC、

BCI－バンク・コメルシアル

・アンテルナシヨナル

2008年

BREDバンク・ポピュレール理

事会会長

理事会会長：ブレッド・ジェ

スティオン、ナティクシス・

プラメックス・アンテルナシ

ヨナル、コンパニー・フィナ

ンシエール・ドゥ・ラ・ブ

レッド（コフィブレッド）、

スピッグ

監査役会会長：バンク・イン

テルナシヨナル・ドゥ・コメ

ルス－ブレッド

理事会副会長：バンク・ポ

ピュレール・パルティシパシ

ヨン（BPパルティシパシヨ

ン、旧BFBP）

取締役：バンク・フェデラル

・デ・バンク・ポピュレール

（副会長）、ベルシー・ジェ

スティオン・フィナンス＋、

BREDコフィリース、コファス、

ナティクシス・アルジェ

リー、ナティクシス・プラ

メックス・イタリア・エス

アールエル、プレパールIARD、

プロムパール・ジェスティオ

ン、ソシエテ・マルセイエー

ズ・ドゥ・クレディ（SMC）

監査役会メンバー：ナティク

シス、プレパール・ビー

BREDBP常任代表、取締役：

BICEC、BCI－バンク・コメル

シアル・アンテルナシヨナ

ル、NJRアンベストBCI

2007年

BREDバンク・ポピュレール理

事会会長

会長：アジャンス・バンク・

ポピュレール・プール・ラ・

コオペラシオン・エ・ル・デ

ブロプマン、ブレッド・ジェ

スティオン、ビュロー・アン

テルナシヨナル－フォーラム

・フランコフォン・デザ

フェール

監査役会メンバー：ナティク

シス

理事会会長：ナティクシス・

プラメックス・アンテルナシ

ヨナル

理事会副会長：バンク・ポ

ピュレール・パルティシパシ

ヨン（BPパルティシパシヨ

ン、旧BFBP）

監査役会副会長：バンク・イ

ンテルナシヨナル・ドゥ・コ

メルス－BRED（BIC-BRED）

取締役：コファス、ナティク

シス・アルジェリー、プラ

メックス・アンテルナシヨナ

ル・ミラン、コンパニー・

フィナンシエール・ドゥ・ラ

・ブレッド（コフィブレッ

ド）、LFI、BGF+、BREDコフィ

リース

監査役会メンバー：プレパー

ル・ビー

BREDBP常任代表、取締役：

BICEC、BCI

 
 
**
　当グループ外の企業
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ベルナール・ジャナン

1949年４月19日生まれ

 

2011年12月31日現在の役職

BPCE監査役会メンバー

バンク・ポピュレール・ブルゴーニュ・フランシュ・コンテ最高経営責任者

取締役：ナティクシス
*

Pバンク・ポピュレール・ブルゴーニュ・フランシュ・コンテ常任代表常任代表、取締役：i-bp、アソシアシオン・デ・BP

・プール・ラ・クレアシオン・ダントルプリーズ

2011年任期満了

－

過年度における12月31日現在の役職

2010年

BPCE監査役会メンバー

バンク・ポピュレール・ブル

ゴーニュ・フランシュ・コン

テ最高経営責任者

取締役：ナティクシス

Pバンク・ポピュレール・ブ

ルゴーニュ・フランシュ・コ

ンテ常任代表、取締役：i-bp、

アソシアシオン・デ・BP・

プール・ラ・クレアシオン・

ダントルプリーズ

2009年

BPCE監査役会メンバー

バンク・ポピュレール・ブル

ゴーニュ・フランシュ・コン

テ最高経営責任者

理事会副会長：ナティクシス

・リース

取締役：ナティクシス、ナ

ティクシス・アシュアランシ

ズ、ナティクシス・ペマン、バ

ンク・ドゥ・サボワ、バンク

・ポピュレール・パルティシ

パシヨン

バンク・ポピュレール・ブル

ゴーニュ・フランシュ・コン

テ常任代表、取締役：i-bp、ア

ソシアシオン・デ・BP・プー

ル・ラ・クレアシオン・ダン

トルプリーズ

2008年

バンク・ポピュレール・ブル

ゴーニュ・フランシュ・コン

テ最高経営責任者

監査役会メンバー：ナティク

シス

取締役：バンク・フェデラル

・デ・バンク・ポピュレー

ル、ナティクシス・アシュア

ランシズ、ナティクシス・

リース、ナティクシス・ペマ

ン、バンク・ドゥ・サボワ

バンク・ポピュレール・ブル

ゴーニュ・フランシュ・コン

テ常任代表、取締役：i-bp

2007年

バンク・ポピュレール・ブル

ゴーニュ・フランシュ・コン

テ最高経営責任者

監査役会メンバー：ナティク

シス

取締役：バンク・フェデラル

・デ・バンク・ポピュレー

ル、ナティクシス・アシュア

ランシズ、ナティクシス・ペ

マン、ナティクシス・リース、

C.A.R、IPMPE、アンスティトゥ

シオン・ドゥ・プレボワヤン

ス・デュ・グループ・バンク

・ポピュレール

バンク・ポピュレール・ブル

ゴーニュ・フランシュ・コン

テ常任代表、取締役：i-bp

 
 
*
　上場会社
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社外メンバー

マリーズ・オラニョン

1949年４月19日生まれ

 

2011年12月31日現在の役職

BPCE監査役会メンバー－社外メンバー

アフィーヌSA会長および最高経営責任者*/**

会長：MAB-フィナンス**

取締役：エール・フランスKLM*/**、アフィパリ*/**、オルダフィーヌ**

アフィーヌ常任代表、会長：バニモ**、ジェスフィーモ**、カプシーヌ・アンベスティスマン**、レ・セット・コリーヌ**、

SIPEC**、プロマフィーヌ**

アフィーヌ常任代表、法務責任者：ネベール・コルベール**、ATIT**、ブルティニー**、ジャルダン・デ・ケ**

プロマフィーヌ常任代表、法務責任者：ブールテルールド・ドゥ・レグリーズ**、リュス・パルク・ルクレルク**、ナン

テール・テラス12**、パリ29コペルニック**

MAB-フィナンス常任代表、取締役：クール・デ・カプシーヌ**

ATIT常任代表、清算人：2/4オスマン**

MAB-フィナンス常任代表、経営執行委員会メンバー：コンセルト・デブロプマン**

2011年任期満了

会長：プロマフィーヌ**

法務責任者：ATIT**、トランサフィーヌ**、アフィンベスター**

アフィーヌ常任代表、法務責任者：カプシーヌIII**、カプシーヌIV**、カプシーヌV**、カプシーヌVI**

アフィーヌ常任代表、清算人：ルミエール**

過年度における12月31日現在の役職
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2010年

アフィーヌSA会長および最高

経営責任者

会長：プロマフィーヌ、MAB-

フィナンス

BPCE監査役会メンバー（社外

メンバー）

取締役：エール・フランス

KLM、アフィパリ、オルダ

フィーヌ

経営執行委員会メンバー：コ

ンセルト・デブロプマン

法務責任者：ATIT、トランサ

フィーヌ、アフィンベスター

アフィーヌ常任代表、会長：

バニモ、アフィーヌ・デブロ

プマン、カプシーヌ・アンベ

スティスマン、レ・セット・

コリーヌ、SIPEC

アフィーヌ常任代表、法務責

任者：カプシーヌIII、カプ

シーヌIV、カプシーヌV、カプ

シーヌVI、ネベール・コル

ベール

アフィーヌ常任代表、清算

人：ルミエール

プロマフィーヌ常任代表、法

務責任者：ブールテルールド

・ドゥ・レグリーズ、リュス

・パルク・ルクレルク、ナン

テール・テラス12、パリ29コ

ペルニック

MAB-フィナンス常任代表、取

締役：クール・デ・カプシー

ヌ

ATIT常任代表、清算人：2/4オ

スマン

2009年

アフィーヌSA会長および最高

経営責任者

会長：プロマフィーヌ、MAB-

フィナンス

取締役：アフィパリ、オルダ

フィーヌ

経営執行委員会メンバー：コ

ンセルト・デブロプマン、ビ

ジネス・ファシリティー・イ

ンターナショナル

法務責任者：ATIT、トランサ

フィーヌ、アフィンベスター

アフィーヌ常任代表、会長：

バニモ、アフィーヌ・デブロ

プマン、カプシーヌ・アンベ

スティスマン、レ・セット・

コリーヌ、SIPEC

アフィーヌ常任代表、法務責

任者：カプシーヌIII、カプ

シーヌIV、カプシーヌV、カプ

シーヌVI、ネベール・コル

ベール

アフィーヌ常任代表、清算

人：ルミエール

プロマフィーヌ常任代表、法

務責任者：ブールテルールド

・ドゥ・レグリーズ、リュス

・パルク・ルクレルク、ナン

テール・テラス12、パリ29コ

ペルニック

MAB-フィナンス常任代表、取

締役：クール・デ・カプシー

ヌ、ヨーロピアン・アセット

・バリュー・ファンド

ATIT常任代表、清算人：2/4オ

スマン

2008年

アフィーヌSA会長および最高

経営責任者

会長：MAB-フィナンス

取締役：アフィパリ、オルダ

フィーヌ

経営執行委員会メンバー：コ

ンセルト・デブロプマン、ビ

ジネス・ファシリティー・イ

ンターナショナル、プロマ

フィーヌ

法務責任者：ATIT、トランサ

フィーヌ、アフィンベスター

アフィーヌ常任代表、会長：

バニモ、アフィーヌ・デブロ

プマン、カプシーヌ・アンベ

スティスマン、SIPEC、ウェ

ファラーン

アフィーヌ常任代表、法務責

任者：カプシーヌIII、カプ

シーヌIV、カプシーヌV、カプ

シーヌVI、ネベール・コル

ベール、アルカ・ビラ・デテ

（2008年12月10日まで）

アフィーヌ常任代表、清算

人：ルミエール

MAB-フィナンス常任代表、取

締役：クール・デ・カプシー

ヌ、ヨーロピアン・アセット

・バリュー・ファンド

2007年

アフィーヌSA会長および最高

経営責任者

会長：MAB-フィナンス

取締役：オルダフィーヌ

経営執行委員会メンバー：コ

ンセルト・デブロプマン、プ

ロマフィーヌ、アフィーヌ・

ビルディング・コンストラク

ション・アンド・デザイン

法務責任者：ATIT、トランサ

フィーヌ、アフィンベスター

アフィーヌ常任代表、会長：

バニモ、アフィーヌ・デブロ

プマン、カプシーヌ・アンベ

スティスマン、SIPEC

アフィーヌ常任代表、法務責

任者：カプシーヌI、カプシー

ヌII、カプシーヌIII

アフィーヌ常任代表、清算

人：ルミエール

MAB-フィナンス常任代表、取

締役：アフィパリ、クール・

デ・カプシーヌ、ヨーロピア

ン・アセット・バリュー・

ファンド

 
 
*
　上場会社
** 当グループ外の企業
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ローランス・ダノン

1956年１月６日生まれ

 

2011年12月31日現在の役職

BPCE監査役会メンバー－社外メンバー

エドゥモン・ド・ロッチルド・コーポレート・ファイナンス取締役会会長**

取締役：TF1*/**、ディアジオ**

2011年任期満了

取締役：ローディア*/**

過年度における12月31日現在の役職

2010年

BPCE監査役会メンバー－（社

外メンバー）

エドゥモン・ド・ロッチルド

・コーポレート・ファイナン

ス取締役会会長

取締役：TF1、ローディア、

ディアジオ

2009年

BPCE監査役会メンバー－（社

外メンバー）

エドゥモン・ド・ロッチルド

・コーポレート・ファイナン

ス取締役会会長

取締役：プラスティック・オ

ムニウム、ローディア、ディア

ジオ、エクスペリアン・ピー

エルシー

2008年

エドゥモン・ド・ロッチルド

・コーポレート・ファイナン

ス取締役会メンバー

取締役：プラスティック・オ

ムニウム、ローディア、ディア

ジオ、エクスペリアン・ピー

エルシー

2007年

エドゥモン・ド・ロッチルド

・コーポレート・ファイナン

ス取締役会メンバー

取締役：プラスティック・オ

ムニウム、ディアジオ、エクス

ペリアン・ピーエルシー

 

 
*
　上場会社
** 当グループ外の企業
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マルワン・ラウー

1966年３月６日生まれ

 

2011年12月31日現在の役職

BPCE監査役会メンバー－社外メンバー

EADS経営執行委員会メンバー*/**－戦略およびマーケティング責任者

取締役：テクニプ*/**（社外メンバー）、ウロトラディア**

2011年任期満了

－

過年度における12月31日現在の役職

2010年

BPCE監査役会メンバー－（社

外メンバー）

経営執行委員会メンバー：

EADS－ディレクター・オブ・

ストラテジー・アンド・マー

ケティング

取締役：テクニプ（社外メン

バー）、ウロトラディア

2009年

BPCE監査役会メンバー－（社

外メンバー）

経営執行委員会メンバー：

EADS－ディレクター・オブ・

ストラテジー・アンド・マー

ケティング

取締役：テクニプ（社外メン

バー）

2008年

経営執行委員会メンバー：

EADS－ディレクター・オブ・

ストラテジー・アンド・マー

ケティング

監査役会メンバー：アンス

ティトゥ・アスペン・フラン

ス

2007年

経営執行委員会メンバー：

EADS－ディレクター・オブ・

ストラテジー・アンド・マー

ケティング

監査役会メンバー：アンス

ティトゥ・アスペン・フラン

ス

 

 

マリー＝クリスティーヌ・ロンバール

1958年12月６日生まれ

 

2011年12月31日現在の役職

BPCE監査役会メンバー－社外メンバー

会長および最高経営責任者：TNTエクスプレスN.V**

取締役会メンバー：TNTグループ・アムステルダム
*
/**

2011年任期満了

監査役会メンバー：メトロA.G*/**（2011年３月28日任期終了）

過年度における12月31日現在の役職

2010年

BPCE監査役会メンバー―（社

外メンバー）

TNTエクスプレス部会長およ

び最高経営責任者

取締役会メンバー：TNTグ

ループ・アムステルダム

監査役会メンバー：メトロA.

G

2009年

TNTエクスプレス部会長およ

び最高経営責任者

監査役会メンバー：メトロA.

G

2008年

TNTエクスプレス部会長およ

び最高経営責任者

監査役会メンバー：メトロA.

G、ロイヤル・ウェサネンN.V

2007年

TNTエクスプレス部会長およ

び最高経営責任者

監査役会メンバー：ロイヤル

・ウェサネンN.V

 

 
*
　上場会社
** 当グループ外の企業
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議決権を有さない取締役

ジル・ベルー（2011年５月19日以降）

1955年５月28日生まれ

 

2011年12月31日現在の役職

BPCE監査役会において議決権を有さない取締役

バンク・ポピュレール・デュ・ノール最高経営責任者

取締役：ナティクシス・グローバル・アセット・マネジメント

BPノール常任代表、取締役：i-bp、ソカマ・ノール、アソシアシオン・デ・BP・プール・ラ・クレアシオン・ダントルプ

リーズ

2011年任期満了

取締役：コンパニー・ウーロペエンヌ・ドゥ・ギャランティー・エ・コション（CEGC）

過年度における12月31日現在の役職

2010年

バンク・ポピュレール・デュ

・ノール最高経営責任者

取締役：ナティクシス・グ

ローバル・アセット・マネジ

メント、コンパニー・ウーロ

ペエンヌ・ドゥ・ギャラン

ティー・エ・コション

（CEGC）、アソシアシオン・

デ・BP・プール・ラ・クレア

シオン・ダントルプリーズ

BPノール常任代表、取締役：

i-bp、ソカマ・ノール

2009年

バンク・ポピュレール・デュ

・ノール最高経営責任者

議決権を有さない取締役：BP

パルティシパシヨン

取締役：アソシアシオン・デ

・BP・プール・ラ・クレアシ

オン・ダントルプリーズ

BPノール常任代表、取締役：

i-bp、ソカマ・ノール

2008年

バンク・ポピュレール・デュ

・ノール最高経営責任者

BPノール常任代表、取締役：

i-bp、ソカマ・ノール

2007年

バンク・ポピュレール・デュ

・ノール最高経営責任者

BPノール常任代表、取締役：

i-bp、ソカマ・ノール
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ピエール・カルリ

1955年８月21日生まれ

 

2011年12月31日現在の役職

BPCE監査役会において議決権を有さない取締役

ケス・デパーニュ・ミディ・ピレネ（CEMP）

監査役会会長：キャピタル・フィナンス・トフェンソー、ミディ2I**、ソテル**

理事会会長：ミディ・フォンシエール、BIEエキュルイユ・ムルティカナル、IDEIアソシアシオン**

会長：ミディ・エパーニュ、ソルパール

理事会副会長：IRDI**

監査役会副会長：プロモロジ

取締役：コファス、FNCE、ミディ・キャピタル、BPCEアシャ、グループ・プロモ・ミディ**、グループ・エコール・シュペリ

ウール・ドゥ・コメルス・トゥールーズ**、CEオルディン・プロモシオン

監査役会メンバー：エキュルイユ・セルビスSAS

CEMP常任代表：CEサンディカシオン・リスク、GCEビジネス・サービシズ、トフェンソー・アンベスティスマン、アソシア

シオン・プロモ・アクイユ**

議決権を有さない取締役：SEMトゥーリズム**、SEMECCEL**、SMAT**

ミディ・フォンシエール常任代表：サン・エグジュペリー・モントドラン**

2011年任期満了

会長および最高経営責任者：プロモ・ジェスティオン（2011年12月20日任期終了）

監査役会メンバー：GCEカー・リース（2011年４月１日任期終了）

過年度における12月31日現在の役職
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2010年

BPCE監査役会において議決権

を有さない取締役

ケス・デパーニュ・ミディ・

ピレネ

会長および最高経営責任者：

プロモ・ジェスティオン

監査役会会長：キャピタル・

フィナンス・トフェンソー、

エキュルイユ・セルビス、ミ

ディ2I、ソテル

理事会会長：ミディ・フォン

シエール

会長：ミディ・エパーニュ、

ソルパール

理事会副会長：IRDI

監査役会副会長：プロモロジ

取締役：コファス、FNCE、ミ

ディ・キャピタル、BPCEア

シャ、CEオルディン・プロモ

シオン、グループ・プロモ・

ミディ、グループ・エコール

・シュペリウール・ドゥ・コ

メルス・トゥールーズ

監査役会メンバー：バンク・

プリベ1818、GCEカー・リース

CEMP常任代表：CEサンディカ

シオン・リスク、GCEビジネス

・サービシズ、トフェンソー

・アンベスティスマン、エ

キュルイユ・リース、アソシ

アシオン・プロモ・アクイユ

議決権を有さない取締役：

SEMトゥーリズム、SEMECCEL、

SMAT

ミディ・フォンシエール常任

代表：サン・エグジュペリー

・モントドラン

2009年

BPCE監査役会において議決権

を有さない取締役

ケス・デパーニュ・ミディ・

ピレネ

会長および最高経営責任者：

プロモ・ジェスティオン

監査役会会長：キャピタル・

フィナンス・トフェンソー、

エキュルイユ・セルビス、ミ

ディ2I、ソテル

理事会会長：ミディ・フォン

シエール

会長：ミディ・エパーニュ、

ソルパール

理事会副会長：IRDI

監査役会副会長：プロモロジ

取締役：コファス、FNCE、コン

パニー・ウーロペエンヌ・

ドゥ・ギャランティー・エ・

コション、ミディ・キャピタ

ル、グループ・プロモ・ミ

ディ、グループ・エコール・

シュペリウール・ドゥ・コメ

ルス・トゥールーズ、エキュ

ルイユ・リース

監査役会メンバー：バンク・

プリベ1818、エキュルイユ・

ネゴス、GCEカー・リース

CEMP常任代表：CEサンディカ

シオン・リスク、GCEビジネス

・サービシズ、トフェンソー

・アンベスティスマン、エ

キュルイユ・リース、アソシ

アシオン・プロモ・アクイユ

議決権を有さない取締役：

SEMトゥーリズム、SEMECCEL、

SMAT

ミディ・フォンシエール常任

代表：サン・エグジュペリー

・モントドラン

2008年

ケス・デパーニュ・ミディ・

ピレネ

会長および最高経営責任者：

プロモ・ジェスティオン

監査役会会長：キャピタル・

フィナンス・トフェンソー、

エキュルイユ・セルビス、ミ

ディ2I、ソテル

理事会会長：ミディ・フォン

シエール

会長：ミディ・エパーニュ、

ソルパール

理事会副会長：IRDI

監査役会副会長：プロモロジ

取締役：コファス、FNCE、ミ

ディ・キャピタル、グループ

・プロモ・ミディ、グループ

・エコール・シュペリウール

・ドゥ・コメルス・トゥー

ルーズ

監査役会メンバー：ラ・コン

パニー1818、エキュルイユ・

ネゴス、GCEカー・リース

CEMP常任代表：CEギャラン

ティー・アントルプリーズ、

GCEビジネス・サービシズ、ト

フェンソー・アンベスティス

マン、エキュルイユ・リース、

アソシアシオン・プロモ・ア

クイユ

議決権を有さない取締役：

SEMトゥーリズム、SEMECCEL、

SMAT

ミディ・フォンシエール常任

代表：サン・エグジュペリー

・モントドラン

2007年

ケス・デパーニュ・ミディ・

ピレネ

会長および最高経営責任者：

プロモ・ジェスティオン

監査役会会長：キャピタル・

フィナンス・トフェンソー、

エキュルイユ・セルビス、ミ

ディ2I、ソテル

理事会会長：ミディ・フォン

シエール

会長：ミディ・エパーニュ、

ソルパール

理事会副会長：IRDI

監査役会副会長：プロモロジ

取締役：FNCE、ミディ・キャ

ピタル、グループ・エコール

・シュペリウール・ドゥ・コ

メルス・トゥールーズ、

SACCEF

監査役会メンバー：ラ・コン

パニー1818、エキュルイユ・

ネゴス、GCEカー・リース

CEMP常任代表：CEギャラン

ティー・アントルプリーズ、

GCEビジネス・サービシズ、ト

フェンソー・アンベスティス

マン、エキュルイユ・リース、

アソシアシオン・プロモ・ア

クイユ

議決権を有さない取締役：

SEMトゥーリズム、SEMECCEL、

SMAT

ミディ・フォンシエール常任

代表：サン・エグジュペリー

・モントドラン
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アラン・コンダミナ

1957年４月６日生まれ

 

2011年12月31日現在の役職

BPCE監査役会において議決権を有さない取締役

バンク・ポピュレール・オクシタンヌ最高経営責任者

取締役：ナティクシス・アセット・マネジメント、ナティクシス・アントレパーニュ

バンク・ポピュレール・オクシタンヌ常任代表、理事会副会長：CELAD SA**

バンク・ポピュレール・オクシタンヌ常任代表、取締役：i-bp、IRDI**

バンク・ポピュレール・オクシタンヌ常任代表、監査役会メンバー：ソテル**、ABP IARD**

2011年任期満了

会長：GIEカルソ・マテリエル

過年度における12月31日現在の役職

2010年

BPCE監査役会において議決権

を有さない取締役

バンク・ポピュレール・オク

シタンヌ最高経営責任者

会長：GIEカルソ・マテリエ

ル

取締役：ナティクシス・ア

セット・マネジメント、ナ

ティクシス・アントレパー

ニュ

BPオクシタンヌ常任代表、理

事会副会長：CELAD SA

BPオクシタンヌ常任代表、取

締役：i-bp、IRDI

BPオクシタンヌ常任代表、監

査役会メンバー：ソテル、ABP

IARD

2009年

BPCE監査役会において議決権

を有さない取締役

バンク・ポピュレール・オク

シタンヌ最高経営責任者

会長：GIEカルソ・マテリエ

ル

取締役：ナティクシス・ア

セット・マネジメント、ナ

ティクシス・セキュリティー

ズ、ソシエテ・マルセイエー

ズ・ドゥ・クレディ（SMC）

BPオクシタンヌ常任代表、理

事会副会長：CELAD SA

BPオクシタンヌ常任代表、取

締役：i-bp、IRDI

BPオクシタンヌ常任代表、監

査役会メンバー：ソテル、ABP

IARD、ラトコエール

法務責任者：SNCイモカルソ

2008年

バンク・ポピュレール・オク

シタンヌ最高経営責任者

会長：GIEカルソ・マテリエ

ル

取締役：ナティクシス・ア

セット・マネジメント、ナ

ティクシス・セキュリティー

ズ、ソシエテ・マルセイエー

ズ・ドゥ・クレディ（SMC）、

ソカマ31

BPオクシタンヌ常任代表、理

事会副会長：CELAD SA

BPオクシタンヌ常任代表、取

締役：i-bp、IRDI

BPオクシタンヌ常任代表、監

査役会メンバー：ソテル、ABP

IARD、ラトコエール

法務責任者：SNCイモカルソ

 

2007年

取締役：ナティクシス・ア

セット・マネジメント、ナ

ティクシス・セキュリティー

ズ、ソカマ31

BPオクシタンヌ常任代表、取

締役：CELAD SA、i-bp、IRDI

BPオクシタンヌ常任代表、監

査役会メンバー：ソテル、ABP

IARD、ラトコエール、ノバクレ

ディ、ラ・メゾン・デュ・コ

メルサン
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アラン・ドゥニゾ（2011年５月19日以降）

1960年10月１日生まれ

 

2011年12月31日現在の役職

BPCE監査役会において議決権を有さない取締役

ケス・デパーニュ・ノール・フランス・ウーロップ取締役会会長（CENFE）

理事会会長：バティシア

監査役会会長：イモビリエール・ノール・フランス・ウーロップ

会長：リデリック・アンベスト*/**

監査役会メンバー：エキュルイユ・クレディ、GCEビジネス・サービシズ

取締役：ナティクシス・ファクター、FNCE、CEオルディン・プロモシオン

CENFE常任代表、会長：CENFEコミュニカシオン、サボワール・プール・レユシール・アン・ノール・パ・ドゥ・カレ、フィ

ノルパSCR、フィノルパ・フィナンスマン

CENFE常任代表、取締役：エノー・イモビリエ

CEオルディン・プロモシオン常任代表、取締役：アビタ・アン・レジオン・セルビス

清算人：ユニベルシテ・デュ・グループ・ケス・デパーニュ

2011年任期満了

ケス・デパーニュ・ドゥ・ピカルディー取締役会会長（2011年３月31日まで）

会長：トリトン（旧GCE SRD 007）

監査役会メンバー：フォンシア・グループ

取締役：カンパニー・ドゥ・フィナンスモン・フォンシエール

経営執行委員会会長およびメンバー：スピックアンベスティスマン**、ヌサヴァード**

過年度における12月31日現在の役職

2010年

ケス・デパーニュ・ドゥ・ピ

カルディー取締役会会長

会長：GCE SRD 007

監査役会メンバー：エキュル

イユ・クレディ、GCEビジネス

・サービシズ、フォンシア・

グループ

取締役：ナティクシス・ファ

クター、カンパニー・ドゥ・

フィナンスモン・フォンシ

エール、CE・パルティシパシ

ヨン（2010年８月5日まで）、

FNCE、ユニベルシテ・デュ・

グループ・ケス・デパー

ニュ、CEオルディン・プロモ

シオン

会長および経営執行委員会メ

ンバー：スピックアンベス

ティスマン、ナヴァード

清算人：ユニベルシテ・デュ

・グループ・ケス・デパー

ニュ

2009年

ケス・デパーニュ・ドゥ・ピ

カルディー取締役会会長

監査役会メンバー：エキュル

イユ・クレディ、CNCE（2009

年５月28日から2009年７月31

日まで）

取締役：カンパニー・ドゥ・

フィナンスモン・フォンシ

エール、CE・パルティシパシ

ヨン、FNCE、ユニベルシテ・

デュ・グループ・ケス・デ

パーニュ

ケス・デパーニュ・ドゥ・ピ

カルディー常任代表、監査役

会メンバー：GCEビジネス・

サービシズ

会長および経営執行委員会メ

ンバー：スピックアンベス

ティスマン、ナヴァード

2008年

ケス・デパーニュ・ドゥ・ピ

カルディー取締役会会長

監査役会メンバー：エキュル

イユ・クレディ

取締役：カンパニー・ドゥ・

フィナンスモン・フォンシ

エール、FNCE、ユニベルシテ・

デュ・グループ・ケス・デ

パーニュ

ケス・デパーニュ・ドゥ・ピ

カルディー常任代表、監査役

会メンバー：GCEビジネス・

サービシズ

 

2007年

最高経営責任者：エキュルイ

ユ・アシュランス

取締役：シュラシュール、ユ

ニベルシテ・デュ・グループ

・ケス・デパーニュ

 

 
 
*
　上場会社
** 当グループ外の会社
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ローラン・ミニョン

1963年12月28日生まれ

 

2011年12月31日現在の役職

ナティクシス常任代表、議決権を有さないBPCE監査役会メンバー

ナティクシス最高経営責任者
*

理事会会長：ナティクシス・グローバル・アセット・マネジメント

会長：SASコファス・オルディン

取締役：スカナ**、アルケマ**、ラザード・リミテッド**

ナティクシス常任代表、取締役：コファス

2011年任期満了

－

過年度における12月31日現在の役職

2010年

ナティクシス常任代表、議決

権を有さないBPCE監査役会メ

ンバー

ナティクシス最高経営責任者

理事会会長：ナティクシス・

グローバル・アセット・マネ

ジメント

会長：SASコファス・オル

ディン

取締役：スカナ、アルケマ、ラ

ザード・リミテッド

ナティクシス常任代表、取締

役：コファス

2009年

ナティクシス常任代表、議決

権を有さないBPCE監査役会メ

ンバー

ナティクシス最高経営責任者

取締役：ナティクシス・グ

ローバル・アセット・マネジ

メント、スカナ、アルケマ、コ

ファス、ラザード・リミテッ

ド

 

2008年

会長および最高経営責任者：

オド・アセット・マネジメン

ト

監査役会会長：オド・コーポ

レート・ファイナンス

監査役会メンバー：バンク・

ポスタル・ジェスティオン・

プリベ

マネージング・パートナー：

オド・エ・シー

オド・エ・シー常任代表、マ

ネージング・パートナー：オ

ド・コーポレート・ファイナ

ンス

 

2007年

会長および最高経営責任者：

オド・アセット・マネジメン

ト

最高経営責任者：AGFグルー

プ

執行委員会会長：AGFフラン

ス

最高経営責任者代理：AGFSA、

AGFオルディン

監査役会会長：オド・コーポ

レート

ファイナンス、AGFアンフォル

マティーク、AVIP

理事会会長：コパルク、ジェ

ネラシオン・ビー

監査役会副会長：ユレ・エル

メス

監査役会メンバー：オド・エ

・シーSCA

マネージング・パートナー：

オド・エ・シー

取締役：ドゥーブルベー・

フィナンス、AGFオルディン、

GIEプラスマン・ダシュラン

ス、AGFアセット・マネジメン

ト

オド・エ・シー常任代表、マ

ネージング・パートナー：オ

ド・コーポレート・ファイナ

ンス

 
 
*
　上場会社
** 当グループ外の会社
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レイモン・オリジェ

1945年９月３日生まれ

 

2011年12月31日現在の役職

BPCE監査役会において議決権を有さない取締役

バンク・ポピュレール・ロワレーヌ・シャンパーニュ理事会会長

FNBP理事会会長（フェデラシオン・ナシヨナル・デ・バンク・ポピュレール）

監査役会メンバー：バンクパラティーヌ

取締役：ナティクシス・アセット・マネジメント、ナティクシス・フィナンスマン、ナティクシス・コンシューマー・

ファイナンス

2011年任期満了

－

過年度における12月31日現在の役職

2010年

BPCE監査役会において議決権

を有さない取締役

バンク・ポピュレール・ロワ

レーヌ・シャンパーニュ理事

会会長

理事会会長：フェデラシオン

・ナシヨナル・デ・バンク・

ポピュレール

監査役会メンバー：バンク・

パラティーヌ

取締役：ナティクシス・ア

セット・マネジメント、ナ

ティクシス・フィナンスマ

ン、ナティクシス・コン

シューマー・ファイナンス

2009年

バンク・ポピュレール・ロワ

レーヌ・シャンパーニュ理事

会会長

会長：フルクティフランス・

イモビリエ

取締役：ナティクシス・ア

セット・マネジメント、ナ

ティクシス・フィナンスマ

ン、ナティクシス・コン

シューマー・ファイナンス、

FNBP

2008年

バンク・ポピュレール・ロワ

レーヌ・シャンパーニュ理事

会会長

会長：フルクティフランス・

イモビリエ

取締役：ナティクシス・ア

セット・マネジメント、ナ

ティクシス・フィナンスマ

ン、ナティクシス・コン

シューマー・ファイナンス

2007年

バンク・ポピュレール・ロワ

レーヌ・シャンパーニュ理事

会会長

会長：フルクティフランス・

イモビリエ

取締役：ナティクシス・ア

セット・マネジメント、ナ

ティクシス・フィナンスマ

ン、ナティクシス・コン

シューマー・ファイナンス
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ミシェル・ソルビエ（2011年５月19日以降）

1942年６月21日生まれ

 

2011年12月31日現在の役職

BPCE監査役会において議決権を有さない取締役

ケス・デパーニュ・ドーベルニュ・エ・デュ・リムザン運営および監査役会会長

理事会会長：エスエルイー・リモージュ・ビル

会長：フェデラシオン・ナシヨナル・デ・ケス・デパーニュ

取締役：CEオルディン・プロモシオン

議決権を有さない取締役：クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランス

法務責任者：SCIドゥ・ラ・ランプ
**

2011年任期満了

取締役：GCEクルタージュ

過年度における12月31日現在の役職

2010年

BPCE監査役会において議決権

を有さない取締役

ケス・デパーニュ・ドーベル

ニュ・エ・デュ・リムザン運

営および監査役会会長

理事会会長：エスエルイー・

リモージュ・ビル

会長：フェデラシオン・ナシ

ヨナル・デ・ケス・デパー

ニュ

取締役：GCEクルタージュ、CE

オルディン・プロモシオン

議決権を有さない取締役：ク

レディ・フォンシエール・

ドゥ・フランス

法務責任者：SCIドゥ・ラ・

ランプ

2009年

BPCE監査役会において議決権

を有さない取締役

ケス・デパーニュ・ドーベル

ニュ・エ・デュ・リムザン運

営および監査役会会長

理事会会長：エスエルイー・

リモージュ・ビル

会長：フェデラシオン・ナシ

ヨナル・デ・ケス・デパー

ニュ

取締役：クレディ・フォンシ

エール・ドゥ・フランス、GCE

クルタージュ

法務責任者：SCIドゥ・ラ・

ランプ

 

2008年

CNCE監査役会メンバー

ケス・デパーニュ・ドーベル

ニュ・エ・デュ・リムザン運

営および監査役会会長

理事会会長：エスエルイー・

リモージュ・ビル

取締役：クレディ・フォンシ

エール・ドゥ・フランス、

フェデラシオン・ナシヨナル

・デ・ケス・デパーニュ

法務責任者：SCIドゥ・ラ・

ランプ

2007年

CNCE監査役会メンバー

ケス・デパーニュ・ドーベル

ニュ・エ・デュ・リムザン運

営および監査役会会長

理事会会長：エスエルイー・

リモージュ・ビル

取締役：クレディ・フォンシ

エール・ドゥ・フランス、GCE

クルタージュ、フェデラシオ

ン・ナシヨナル・デ・ケス・

デパーニュ、エキュルイユ

IARD-UEA

法務責任者：SCIドゥ・ラ・

ランプ

 
 
**
　当グループ外の会社
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クリスティアン・デュ・ペイラ（2011年５月19日まで）

1956年４月５日生まれ

 

2011年５月19日までの職歴

BPCE監査役会において議決権を有さない取締役

バンク・ポピュレール・プロバンサル・エ・コルス最高経営責任者

バンク・シェ最高経営責任者

取締役：ナティクシス・グローバル・アセット・マネジメント、ナティクシス・ペマン、BPCEアシャ、アソシアシオン・デ

BPプール・ラ・コオペラシオン・エ・ル・デブロプマン、アソシアシオン・デ・BP・プール・ラ・クレアシオン・ダント

ルプリーズ

BPプロバンサル・エ・コルス常任代表、取締役：i-bp、バンク・シェ

過年度における12月31日現在の役職

2010年

BPCE監査役会において議決権

を有さない取締役

バンク・ポピュレール・プロ

バンサル・エ・コルス最高経

営責任者

取締役：ナティクシス・グ

ローバル・アセット・マネジ

メント、ナティクシス・ペマ

ン、BPCEアシャ、アソシアシオ

ン・デBPプール・ラ・コオペ

ラシオン・エ・ル・デブロプ

マン、アソシアシオン・デ・

BP・プール・ラ・クレアシオ

ン・ダントルプリーズ

BPプロバンサル・エ・コルス

常任代表、取締役：バンク・

シェ、i-bp

2009年

BPCE監査役会において議決権

を有さない取締役

バンク・ポピュレール・デュ

・マッシフ・サントラル最高

経営責任者

理事会会長：ナティクシス・

ペマン

取締役：BPパルティシパシヨ

ン、CCSO、ナティクシスLLD、ア

ソシアシオン・デBPプール・

ラ・コオペラシオン・エ・ル

・デブロプマン、アソシアシ

オン・デ・BP・プール・ラ・

クレアシオン・ダントルプ

リーズ

BPデュ・マッシフ・サントラ

ル常任代表、取締役：ナティ

クシス・リース、ナティクシ

ス・グローバル・アセット・

マネジメント、BICEC、i-bp

2008年

バンク・ポピュレール・デュ

・マッシフ・サントラル最高

経営責任者

理事会会長：ナティクシス・

ペマン

取締役：バンク・フェデラル

・デ・バンク・ポピュレール

（BFBP）、CCSO、ナティクシス

LLD、アソシアシオン・デBP

プール・ラ・コオペラシオン

・エ・ル・デブロプマン、ア

ソシアシオン・デ・BP・プー

ル・ラ・クレアシオン・ダン

トルプリーズ

BPデュ・マッシフ・サントラ

ル常任代表、取締役：ナティ

クシス・リース、ナティクシ

ス・グローバル・アセット・

マネジメント、BICEC、i-bp

 

2007年

バンク・ポピュレール・デュ

・マッシフ・サントラル最高

経営責任者

取締役：バンク・フェデラル

・デ・バンク・ポピュレール

（BFBP）、ナティクシスLLD、

アソシアシオン・デBPプール

・ラ・コオペラシオン・エ・

ル・デブロプマン、アソシア

シオン・デ・BP・プール・ラ

・クレアシオン・ダントルプ

リーズ

BPデュ・マッシフ・サントラ

ル常任代表、取締役：ナティ

クシス・リース、ナティクシ

ス・グローバル・アセット・

マネジメント、BICEC、i-bp
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ジャン・メレル（2011年４月30日まで）

1947年10月31日生まれ

 

2011年４月30日までの職歴

BPCE監査役会において議決権を有さない取締役

ケス・デパーニュ・ノール・フランス・ウーロップ取締役会会長（CENFE）

監査役会会長：イモビリエール・ノール・フランス・ウーロップ

理事会会長：バティシア

取締役：バンク・プリベ1818（2011年３月31日まで）、CEオルディン・プロモシオン、アビタ・アン・レジオン、FNCE

CENFE常任代表、理事会会長：CENFEコミュニカシオン、サボワール・プール・レユシール・アン・ノール・パ・ドゥ・カ

レ

CENFE常任代表、取締役：エノー・イモビリエ、フィノルパSCR、フィノルパ・フィナンスマン

CEオルディン・プロモシオン常任代表、監査役会メンバー：GCEアビタ

CENFE常任代表コミュニカシオン、取締役：STM

過年度における12月31日現在の役職

2010年

BPCE監査役会において議決権

を有さない取締役

ケス・デパーニュ・ノール・

フランス・ウーロップ取締役

会会長

監査役会会長：イモビリエー

ル・ノール・フランス・ウー

ロップ

理事会会長：バティシア

取締役：バンク・プリベ

1818、CEオルディン・プロモ

シオン、アビタ・アン・レジ

オン、FNCE

CENFE常任代表、理事会会長：

CENFEコミュニカシオン、サボ

ワール・プール・レユシール

・アン・ノール・パ・ドゥ・

カレ

CENFE常任代表、取締役：エ

ノー・イモビリエ、フィノル

パSCR、フィノルパ・フィナン

スマン

CEオルディン・プロモシオン

常任代表、監査役会メン

バー：GCEアビタ

CENFE常任代表コミュニカシ

オン

取締役：STM

2009年

BPCE監査役会において議決権

を有さない取締役

ケス・デパーニュ・ノール・

フランス・ウーロップ取締役

会会長

理事会会長：バティシア

取締役：クレディ・フォンシ

エール・ドゥ・フランス、ナ

ティクシス・フィナンスマ

ン、ナティクシス・コン

シューマー・ファイナンス

CENFE常任代表、理事会会長：

CENFEコミュニカシオン、サボ

ワール・プール・レユシール

・アン・ノール・パ・ドゥ・

カレ

CENFE常任代表、取締役：エ

ノー・イモビリエ、フィノル

パSCR、フィノルパ・フィナン

スマン、レーシング・クラブ

・ドゥ・ランス

CENFE常任代表コミュニカシ

オン、取締役：STM

2008年

ケス・デパーニュ・ノール・

フランス・ウーロップ取締役

会会長

理事会会長：バティシア

監査役会副会長：ラ・コンパ

ニー1818－バンキエ・プリベ

取締役：クレディ・フォンシ

エール・ドゥ・フランス、ナ

ティクシス・フィナンスマ

ン、ナティクシス・コン

シューマー・ファイナンス

CENFE常任代表、理事会会長：

CENFEコミュニカシオン、サボ

ワール・プール・レユシール

・アン・ノール・パ・ドゥ・

カレ

CENFE常任代表、取締役：エ

ノー・イモビリエ、フィノル

パSCR、フィノルパ・フィナン

スマン、レーシング・クラブ

・ドゥ・ランス

CENFE常任代表コミュニカシ

オン、取締役：STM

2007年

ケス・デパーニュ・ノール・

フランス・ウーロップ取締役

会会長

理事会会長：バティシア、GCE

ベル

監査役会副会長：ラ・コンパ

ニー1818－バンキエ・プリベ

取締役：ナティクシス・フィ

ナンスマン、エクランベスト

・ドゥー

CENFE常任代表、理事会会長：

サボワール・プール・レユ

シール・アン・ノール・パ・

ドゥ・カレ

CENFE常任代表、取締役：エ

ノー・イモビリエ、フィノル

パSCR、フィノルパ・フィナン

スマン、レーシング・クラブ

・ドゥ・ランス、エスエー

イーエム・ウラリーユ、SLEア

ビタ、GIRCEストラテジー、ム

ラセフ

CENFE常任代表、監査役会メン

バー：GIRCEアンジェニリー

 

監査役会の新たな構成員

 

監査役会の新たな構成員：

2012年６月27日現在の会議において、BPCE監査役会は下記を承認した。

・　ベルナール・ジャナン氏の監査役会メンバーとしての役職からの辞職、およびバンク・ポピュレール・オクシタ
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ンヌ最高経営責任者であるアラン・コンダミナ氏の、当該前任者の残りの任期（2014年12月31日終了年度の財
務諸表を承認するために招集される定時株主総会まで）に関する監査役会メンバーへの任命。

・　アラン・コンダミナ氏の議決権を有さない監査役会役員としての役職からの辞職、およびババンク・ポピュレー
ル・ロレーヌ・シャンパーニュ最高経営責任者であるドミニク・バイン氏の、当該前任者の残りの任期（2016
年12月31日終了年度の財務諸表を承認するために招集される定時株主総会まで）に関する監査役会メンバーへ
の任命。

当該変更に伴い、理事会には現在以下のカテゴリＡ株株主代表が含まれている。

・ イヴ・トゥーブラン（ケス・デパーニュ・ローヌ・アルプ運営および監査委員会会長、2012年１月１日よりBPCE
監査役会会長）

・ カトリーヌ・アマン＝ギャルド（ケス・デパーニュ・ロワール・ドローム・アルデーシュ運営および監査役会
会長）

・ ベルナール・コモレ（ケス・デパーニュ・イル・ド・フランス取締役会会長）

・ フランシス・ヘンリー（運営および監査委員会会長、ケス・デパーニュ・ロレーヌ・シャンパーニュ・アルデン
ヌ運営および監査委員会会長）

・ ピエール・マツキエヴィッチ（ケス・デパーニュ・コート・ダジュール運営および監査委員会会長）

・ ディディエ・パト（ケス・デパーニュ・ブルターニュ・ペイ・ドゥ・ロワール取締役会会長）

・ ピエール・バランタン（ケス・デパーニュ・ラングドック・ルシヨン運営および監査委員会会長）

理事会には、現在以下のカテゴリＢ株株主代表が含まれている。

・ フィリップ・デュポン（2012年１月１日までBPCE監査役会会長）

・ カトリーヌ・ハルバーシュタット（2012年４月４日よりバンク・ポピュレール・デュ・マッシフ・サントラル
最高経営責任者）

・ スティーブ・ジャンティリ（BREDバンク・ポピュレール会長、2012年1月1日よりBPCE監査役会副会長）

・ ジェラール・ベルモン（バンク・ポピュレール・バル・ドゥ・フランス）

・ ティエリー・カーン（バンク・ポピュレール・ダルザス会長）

・ ピエール・デベルニュ（バンク・ポピュレール会長）

・ アラン・コンダミナ（バンク・ポピュレール・オクシタンヌ最高経営責任者）

以下は独立メンバーである。

・ マリーズ・オラニョン（独立メンバー、アフィーヌグループ会長兼最高経営責任者）

・ ローランス・ダノン（独立メンバー、エドゥモン・ド・ロッチルド・コーポレート・ファイナンス取締役会会
長）

・ マルワン・ラウー（独立メンバー、戦略およびマーケティング代表およびEADS経営執行委員会メンバー）

・ マリー＝クリスティーヌ・ロンバール（独立メンバー、TNTエクスプレス会長兼最高経営責任者）

下記は、議決権を有さない取締役である。

・ ナティクシス（ローラン・ミニョンによって代表される。議決権を有さない取締役）

・ レイモン・オリジェ（議決権を有さない取締役、フェデラシオン・ナシヨナル・デ・バンク・ポピュレール会
長）

・ ミシェル・ソルビエ（議決権を有さない取締役、フェデラシオン・ナシヨナル・デ・ケス・デパーニュ会長）

・ ジル・ベルー（議決権を有さない取締役、バンク・ポピュレール・ノール最高経営責任者）

・ ピエール・カルリ（議決権を有さない取締役、ケス・デパーニュ・ミディ・ピレネ取締役会会長）

・ アラン・ドゥニゾ（議決権を有さない取締役、ケス・デパーニュ・ノール・フランス・ウーロップ取締役会会
長）

・ ドミニク・バイン（議決権を有さない取締役、バンク・ポピュレール・ロレーヌ・シャンパーニュ最高経営責任
者）

 

アラン・コンダミナ氏の略歴：

アラン・コンダミナ氏（55歳）はバンク・ポピュレール・オクシタンヌ最高経営責任者である。経済の修士号およ
び銀行業務に関する技術および金融に関する学士課程を取得後、同氏は、1984年にバンク・ポピュレール・グループ
に入社した。1992年に、同氏はバンク・ポピュレール・トゥールーズ=ピレネに制作部管理者として入社し、人事を監
督、のちに最高業務責任者となる。2001年、同氏はバンク・ポピュレール・クエルシー＝アグネ最高経営責任者に選
任された。2003年、同氏はバンク・ポピュレール・デュ・ターン・エ・ドゥ・ラベイロンとの合併、次いで2006年に
第２回目のバンク・ポピュレール・トゥールーズ=ピレネとの合併を達成し、現在のバンク・ポピュレール・オクシ
タンヌを創設した。

アラン・コンダミナ氏の職歴：
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アラン・コンダミナ

1957年４月６日生まれ

2012年６月27日現在の役職

BPCE監査役会メンバー

バンク・ポピュレール・オクシタンヌ最高経営責任者

取締役：ナティクシス、ナティクシス・アセット・マネジメント

会長：フォンダシオン・ダントルプリーズBPOC

バンク・ポピュレール・オクシタンヌ永久代表、理事会副会長：スラードSA

バンク・ポピュレール・オクシタンヌ永久代表、取締役：i-bp、IRDI

バンク・ポピュレール・オクシタンヌ永久代表、監査役会メンバー：ソテル、ABPイアール

バンク・ポピュレール・オクシタンヌ永久代表、投資委員会メンバー：ムルティクロワッサンス

イモカルソ法務責任者（SNC）

SCIイモビリエール・ドゥ・レルス法務責任者

2012年任期満了

BPCE監査役会の議決権を有さない取締役

取締役：ナティクシス・アントレパーニュ

過年度における12月31日時点での役職

2011年

BPCE監査役会の議決権を有さ
ない取締役

バンク・ポピュレール・オク
シタンヌ最高経営責任者

会長：フォンダシオン・ダン
トルプリーズBPOC

取締役：ナティクシス・ア
セット・マネジメント、ナ
ティクシス・アントレパー
ニュ

バンク・ポピュレール・オク
シタンヌ永久代表、理事会副
会長：スラードSA

バンク・ポピュレール・オク
シタンヌ永久代表、取締役：
i-bp、IRDI

バンク・ポピュレール・オク
シタンヌ永久代表、監査役会
メンバー：ソテル、ABPイアー
ル

法務責任者：SNCイモカルソ

2010年

BPCE監査役会の議決権を有さ
ない取締役

バンク・ポピュレール・オク
シタンヌ最高経営責任者

会長：GIEカルソ・マテリエ
ル

取締役：ナティクシス・ア
セット・マネジメント、ナ
ティクシス・アントレパー
ニュ

バンク・ポピュレール・オク
シタンヌ永久代表、理事会副
会長：スラードSA

バンク・ポピュレール・オク
シタンヌ永久代表、取締役：
i-bp、IRDI

バンク・ポピュレール・オク
シタンヌ永久代表、監査役会
メンバー：ソテル、ABPイアー
ル

法務責任者：SNCイモカルソ

2009年

BPCE監査役会の議決権を有さ
ない取締役

バンク・ポピュレール・オク
シタンヌ最高経営責任者

会長：GIEカルソ・マテリエ
ル

取締役：ナティクシス・ア
セット・マネジメント、ナ
ティクシス・セキュリティー
ズ、ソシエテ・マルセイエー
ズ・ドゥ・クレディ（SMC）

バンク・ポピュレール・オク
シタンヌ永久代表、理事会副
会長：スラードSA

バンク・ポピュレール・オク
シタンヌ永久代表、取締役：
i-bp、IRDI

バンク・ポピュレール・オク
シタンヌ永久代表、監査役会
メンバー：ソテル、ABPイアー
ル、ラトコエール

法務責任者：SNCイモカルソ

2008年

バンク・ポピュレール・オク
シタンヌ最高経営責任者

会長：GIEカルソ・マテリエ
ル

取締役：ナティクシス・ア
セット・マネジメント、ナ
ティクシス・セキュリティー
ズ、ソシエテ・マルセイエー
ズ・ドゥ・クレディ（SMC）、
ソカマ31

バンク・ポピュレール・オク
シタンヌ永久代表、理事会副
会長：スラードSA

バンク・ポピュレール・オク
シタンヌ永久代表、取締役：
i-bp、IRDI

バンク・ポピュレール・オク
シタンヌ永久代表、監査役会
メンバー：ソテル、ABPイアー
ル、ラトコエール

法務責任者：SNCイモカルソ

 

ドミニク・バイン氏の略歴：

ドミニク・バイン氏（57歳）は、バンク・ポピュレール・ロレーヌ・シャンパーニュ最高経営責任者である。法律の
学位を取得し卒業後、1983年にバンク・ポピュレール・グループに入社した。同氏は、アンスティトゥ・テクニーク
・ドゥ・バンクおよびフランス国立工芸院において、金融工学ならびに先進銀行業務および保険運用に関する学業
を終了し、バンク・ポピュレール・銀行のアドバンスト・マネージメント・プログラムを終了した。2002年から2008
年までバンク・ポピュレール・ロレーヌ・シャンパーニュにおいて様々な要職を歴任し、バンク・ポピュレール・
デュ・スュッド・ウエスト最高経営責任者に任命され、のち2010年にはバンク・ポピュレール・ロレーヌ・シャン
パーニュ最高経営責任者となった。

 

ドミニク・バイン氏の職歴：

ドミニク・バイン

1955年５月20日生まれ

2012年６月27日現在の役職

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 270/1163



BPCE監査役会の議決権を有さない取締役

バンク・ポピュレール・ロレーヌ・シャンパーニュ最高経営責任者

取締役：BPCEアンテルナシヨナル・エ・ウートル・メール、コンパニー・ウーロペエンヌ・ドゥ・ギャランティー・エ・
コション、ナティクシス・ペマン、フルクティフランス・イモビリエ（会長兼務）、バンク・デ・ザンティル・フランセー
ズ、フォンダシオン・ダントルプリーズ・バンク・ポピュレール、BPCEドメーン、リュックスキバイユ、ソカマ・ロレーヌ

理事会会長：クリテル、ターボSA

共同責任者：スジムロール、コフィロールSARL

法務責任者：SCIフランセーズ・ドゥ・キュレル

バンク・ポピュレール・ロレーヌ・シャンパーニュ永久代表、会長：SASソシエタリア・バンク・ポピュレール・ロレー
ヌ・シャンパーニュ、ユーロキャピタル

バンク・ポピュレール・ロレーヌ・シャンパーニュ永久代表、会長：SCIエスパス・シャルルマーニュ、SNCロカギャール

バンク・ポピュレール・ロレーヌ・シャンパーニュ永久代表、取締役：ソカマ・シャンパーニュ、i-bp

2012年任期満了

該当事項なし

過年度における12月31日現在の役職

2011年

バンク・ポピュレール・ロレー
ヌ・シャンパーニュ最高経営責
任者

取締役：BPCEアンテルナシヨナ
ル・エ・ウートル・メール、コ
ンパニー・ウーロペエンヌ・
ドゥ・ギャランティー・エ・コ
ション、ナティクシス・ペマン、
フルクティフランス・イモビリ
エ（会長兼務）、フォンダシオ
ン・ダントルプリーズ・バンク
・ポピュレール、BPCEドメーン、
リュックスキバイユ、ソガメ
ロール（2012年５月24日よりソ
カマ・ロレーヌ）

理事会会長：クリテル

共同責任者：スジムロール、コ
フィロールSARL

法務責任者：SCIフランセーズ
・ドゥ・キュレル

バンク・ポピュレール・ロレー
ヌ・シャンパーニュ永久代表、
会長：SASソシエタリア・バン
ク・ポピュレール・ロレーヌ・
シャンパーニュ、ユーロキャピ
タル

バンク・ポピュレール・ロレー
ヌ・シャンパーニュ永久代表、
会長：SCIエスパス・シャルル
マーニュ、SNCロカギャール

バンク・ポピュレール・ロレー
ヌ・シャンパーニュ永久代表、
取締役：ソカマ・シャンパー
ニュ、i-bp

バンク・ポピュレール・ロレー
ヌ・シャンパーニュ永久代表

監査役会メンバー：フォンシ
エール・デ・レジオン

2010年

バンク・ポピュレール・ロレー
ヌ・シャンパーニュ最高経営責
任者

取締役：BPCEアンテルナシヨナ
ル・エ・ウートル・メール、コ
ンパニー・ウーロペエンヌ・
ドゥ・ギャランティー・エ・コ
ション、ナティクシス・ペマン、
フルクティフランス・イモビリ
エ（会長兼務）、フォンダシオ
ン・ダントルプリーズ・バンク
・ポピュレール、BPCEドメーン

共同責任者：スジムロール、コ
フィロールSARL

法務責任者：SCIフランセーズ
・ドゥ・キュレル

バンク・ポピュレール・ロレー
ヌ・シャンパーニュ永久代表、
会長：SASソシエタリア・バン
ク・ポピュレール・ロレーヌ・
シャンパーニュ

バンク・ポピュレール・ロレー
ヌ・シャンパーニュ永久代表、
取締役：SCIエスパス・シャル
ルマーニュ、SNCロカギャール

バンク・ポピュレール・ロレー
ヌ・シャンパーニュ永久代表、
取締役：i-bp

2009年

バンク・ポピュレール・
デュ・スュッド・ウエスト
最高経営責任者

取締役：BPCEアンテルナシ
ヨナル・エ・ウートル・
メール、コンパニー・ウーロ
ペエンヌ・ドゥ・ギャラン
ティー・エ・コション、フォ
ンダシオン・ダントルプ
リーズ・バンク・ポピュ
レール、BPCEドメーン、ナ
ティクシス・エパーニュ・
フィナンシエールおよびナ
ティクシス・エパーニュ・
フィナンシエール・セルビ
ス

バンク・ポピュレール・
デュ・スュッド・ウエスト
永久代表、取締役：i-bp

 

2008年

バンク・ポピュレール・
デュ・スュッド・ウエスト
最高経営責任者

取締役：BPCEアンテルナシ
ヨナル・エ・ウートル・
メール、コンパニー・ウーロ
ペエンヌ・ドゥ・ギャラン
ティー・エ・コション、フォ
ンダシオン・ダントルプ
リーズ・バンク・ポピュ
レール、BPCEドメーン、ナ
ティクシス・エパーニュ・
フィナンシエールおよびナ
ティクシス・エパーニュ・
フィナンシエール・セルビ
ス

バンク・ポピュレール・
デュ・スュッド・ウエスト
永久代表、取締役：i-bp

 

 

　　次へ
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(3) BPCE執行取締役および役員に対する報酬

執行取締役および役員が受領した報酬・現物給付、ローン、保証および出席報酬

以下の計数は、BPCE監査役会が採用し、2011年の度監査役会の活動ならびに内部統制およびリスク管理手順に関する

会長報告書内のセクション2.1.1「監査役会業務の準備および編成を統制する条件」に詳述される、報酬および給付

を決定する規則および指針に適合している。

 

2011年１月１日から2011年12月31日までに執行取締役に対して付与された報酬、ストック・オプションおよび株式

の概要（表１）

単位：ユーロ

期間相当報酬合計

（固定および変動）

（表２）

期間支払報酬合計

（固定および変動）

（表２）

年内に配分された

ストック・オプ

ションの価格（表

４）

年内に付与されたス

トック・オプション

の価格

（表６）

フランソワ・ぺロール

2010年 €1,606,000.00€550,000.00 0 0

2011年 €1,089,336.00€871,948.00 0 0

ニコラ・デュアメル

2010年 €794,097.96€611,097.96 0 0

2011年 €769,114.00€671,614.00 0 0

オリビエ・クラン

（2010年４月７日以降）

2010年 €692,947.03€398,097.03 0 0

2011年 €786,603.00€692,362.42 0 0

フィリップ・クイーユ

（2010年４月７日以降）

2010年 €768,594.69€624,594.69 0 0

2011年 €759,000.00€668,000.00 0 0

ジャン＝リュック

・ベルニュ

（2011年９月19日まで）

2010年 €788,000.00€620,000.00 0 0

2011年 €546,796.77€1,159,082.77 0 0

アンヌ・メルシエ＝ガレ

（2011年9月19日以降）

2010年 N/A N/A N/A N/A

2011年 €216,922.24€143,125.24 0 0

      

 

BPCE取締役の報酬に関する概要（表２）

 

2010年相当額
(1)
：支払日にかかわらず、期間中に執行された業務に関連して比例ベースで付与されるすべての報酬

2010年支払額
(2)
：期間中に執行された業務について実際に支払われたすべての報酬（2009年相当額および2010年支

払額＋2010年相当額および2010年支払額）

2011年相当額
(1)
：支払日にかかわらず、期間中に執行された業務に関連して比例ベースで付与されるすべての報酬

2011年支払額
(2)
：期間中に執行された業務について実際に支払われたすべての報酬（2010年相当額および2011年支

払額＋2011年相当額および2011年支払額）
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報酬概要：フランソワ・ぺロール氏

取締役会会長

単位：ユーロ

2010年度 2011年度

相当額 
(1)

支払額
(2)

相当額
(1)

支払額
(2)

基本給 - - - -

執行取締役手当 €550,000.00€550,000.00€550,000.00€550,000.00

変動給 €1,056,000.00
(a)

€0
(b)

€534,188.00
(d)

€316,800.00
(c)

特別給 - €0 - €0

現物給付（社用車、住宅
(e)
、およびその他の給付） €0 €0 €5,148.00€5,148.00

出席報酬 €0 €0 €0 €0

その他の報酬 - - - -

合計 €1,606,000.00€550,000.00€1,089,336.00€871,948.00

(a) 2010年に関する変動報酬のうち、316,800ユーロ（30%）は2011年に現金で支払われ、(c)その残高（70％）は246,400ユーロ相当の株式として

3年間繰り延べられた。2012年に最終支払額は224,851ユーロになる予定（株式指数考慮後）。

(b) 2010年に、フランソワ・ぺロールは2009年に関する変動報酬を放棄した。

(d) 2011年に関する変動報酬のうち、213,675ユーロ（40%）は2012年に現金で支払われ、その残高（60%）は106,838ユーロ相当の株式として3年

間繰り延べされた。

(e) フランソワ・ぺロールは2010年度から年間住宅手当を放棄している。

 

報酬概要：ニコラ・デュアメル氏

取締役会メンバー－最高財務責任者

単位：ユーロ

2010年度 2011年度

相当額
(1)

支払額
(2)

相当額
(1)

支払額
(2)

基本給 - - - -

執行取締役手当 €500,000.00€500,000.00€500,000.00€500,000.00

変動給 €288,000.00
(a)

€105,000.00
(b)

€259,000.00
(d)

€161,500.00
(c)

特別給 - €0 - €0

現物給付（社用車、住宅、およびその他の給付） €0 €0 €5,364.00€5,364.00

出席報酬 €6,097.96€6,097.96€4,750.00€4,750.00

その他の報酬 - - - -

合計 €794,097.96€611,097.96€769,114.00€671,614.00

(a) 2010年に関する変動報酬のうち、144,000ユーロ（50%）は2011年に現金で支払われ、(c)その残高（50%）は48,000ユーロ相当の株式として3

年間繰り延べされた。2012年に最終支払額は43,802ユーロになる予定（株式指数考慮後）。

(b) 2009年に関する変動報酬のうち、75%は2010年、12.5%は2011年に支払いが完了し、（c）12.5%が2012年に支払われる。

(c) 2010年に関する変動報酬の50％（144,000ユーロ）と、2009年に関する変動報酬の12.5%（17,500ユーロ）の和。

(d) 2011年に関する変動報酬のうち、129,500ユーロ（50%）は2012年に現金で支払われ、その残高（50%）は43,167ユーロ相当の株式として3年間

繰り延べされた。
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報酬概要：オリビエ・クラン氏

BPCE取締役会メンバー、最高経営責任者－商業銀行お

よび保険業務

単位：ユーロ

2010年度

（2010年４月７日以降） 2011年度

相当額
(1)

支払額
(2)

相当額
(1)

支払額
(2)

基本給 - - - -

執行取締役手当 €375,000.03€375,000.03€500,000.00€500,000.00

変動給 €288,000.00
(a) N/A€259,000.00

(d)
€144,000.00

(b)

特別給 - €0 - €26,659.42
(c)

現物給付（社用車、住宅、およびその他の給付） €3,897.00€3,897.00€5,196.00€5,196.00

出席報酬 €26,050.00€19,200.00€22,407.00€16,507.00

その他の報酬 - - - -

合計 €692,947.03€398,097.03€786,603.00€692,362.42

(a) 2010年に関する変動報酬のうち、144,000ユーロ（50%）は2011年に現金で支払われ、(b)その残高（50%）は48,000ユーロ相当の株式として3

年間繰り延べされた。2012年に最終支払額は43,802ユーロになる予定（株式指数考慮後）。

(c) 変動賞与

(d) 2011年に関する変動報酬のうち、129,500ユーロ（50%）は2012年に現金で支払われ、その残高（50%）は43,167ユーロ相当の株式として3年間

繰り延べされた。

 

報酬概要：フィリップ・クイーユ氏

取締役会メンバー、最高経営責任者－

中央機関の再編に対するオペレーションおよび監督

単位：ユーロ

2010年度

（2010年４月７日以降） 2011年度

相当額
(1)

支払額
(2)

相当額
(1)

支払額
(2)

基本給 - - - -

執行取締役手当 €444,744.69€444,744.69€459,800.00€459,800.00

変動給 €288,000.00
(a)

€144,000.00
(b)

€259,000.00
(d)

€168,000.00
(c)

特別給 - €0 - €0

現物給付（社用車、住宅、およびその他の給付） €35,850.00€35,850.00€40,200.00€40,200.00

出席報酬 €0 €0 €0 €0

その他の報酬 - - - -

合計 €768,594.69€624,594.69€759,000.00€668,000.00

(a) 2010年に関する変動報酬のうち、144,000ユーロ（50%）は2011年に現金で支払われ、（c）その残高（50%）は48,000ユーロ相当の株式として

3年間繰り延べされた。2012に最終支払額は43,802ユーロになる予定（株式指数考慮後）。

(b) 2009年およびBFBPでの前職に関する変動報酬。

(c) 2010年に関する変動報酬の50％（144,000ユーロ）と、BFBPでの前職に関する報酬（24,000ユーロ）の和。

(d) 2011年に関する変動報酬のうち、129,500ユーロ（50%）は2012年に現金で支払われ、その残高（50%）は43,167ユーロ相当の株式として3年間

繰り延べされた。
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報酬概要：ジャン＝リュック・ベルニュ氏

取締役会メンバー－最高人事責任者（2011年９月19日

まで）

単位：ユーロ

2010年度

2011年度

（2011年９月19日まで）

相当額
(1)

支払額
(2)

相当額
(1)

支払額
(2)

基本給 - - - -

執行取締役手当 €500,000.00€500,000.00€358,333.37€358,333.37

変動給 €288,000.00
(a)

€120,000.00
(b)

€185,203.00
(e)

€328,000.00
(c)

特別給 - €0 - €469,489.00
(d)

現物給付（社用車、住宅、およびその他の給付） €0 €0 €3,260.40€3,260.40

出席報酬 €0 €0 €0 €0

その他の報酬 - - - -

合計 €788,000.00€620,000.00€546,796.77€1,159,082.77

(a) 2010年に関する変動報酬のうち、144,000ユーロ（50%）は2011年に現金で支払われ、（c）その残高（50%）は48,000ユーロ相当の株式として

3年間繰り延べされた。

(b) 2009年に関する変動報酬のうち、75%は2010年、12.5%は2011年に支払いが完了し、（c）12.5%が2012年に支払われる。

(c) 2010年に関する変動報酬の50％（144,000ユーロ）および2009年に関する変動報酬の12.5％（20,000ユーロ）ならびに退職に付随する2009

年に関する報酬残高（12.5%、すなわち20,000ユーロ）および2010年に関する報酬残高（50%、すなわち144,000ユーロ）に相当する。

(d) 退職賞与に相当する。.

(e) （比例、すなわち365日中の261日をベースに算出された）185,203ユーロの2011年に関する変動報酬は、2012年に全額が支払われる。

 

報酬概要：アンヌ・メルシエ＝ガレ女史

取締役会メンバー－最高人事責任者（2011年9月19日

以降）

単位：ユーロ

2010年度

2011年度

（2011年9月19日以降）

相当額
(1)

支払額
(2)

相当額
(1)

支払額
(2)

基本給 - - - -

執行取締役手当 N/A N/A €141,666.64€141,666.64

変動給 N/A N/A€73,797.00
(a) N/A

特別給 N/A N/A - €0

現物給付（社用車、住宅、およびその他の給付） N/A N/A €1,458.60€1,458.60

出席報酬 N/A N/A €0 €0

その他の報酬 N/A N/A - -

合計 N/A N/A €216,922.24€143,125.24

(a) （比例、すなわち365日中の104日をベースに算出された）73,797ユーロの2011年に関する変動報酬は、金額が100,000ユーロを下回るため、

2012年に全額が支払われる

 

2011年1月1日から2011年12月31日までにBPCEによって受領された出席報酬およびその他の報酬（表３）

出席報酬の授与に関するルール：

2010年相当額
(1)
：支払日にかかわらず、2010年に関して授与される総額

2010年支払額
(2)
：2010年に実際に支払われたすべての報酬（2009年相当額および2010年支払額＋2010年相当額およ

び2010年支払額）

2011年相当額
(1)
：支払日にかかわらず、2011年に関して授与される総額

2011年支払額
(2)
：2011年に実際に支払われたすべての報酬（2010年相当額および2011年支払額＋2011年相当額およ

び2011年支払額）

 

その他の報酬
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その他の報酬は、該当期間中グループ会社の委員会における職務に関して各役員が受領した出席報酬の総額を構成

している。

各出席報酬給与は、役員の委員会の会議への出席に関連しており、各会社の年次株主総会によって設定された予算の

合計に基づいて算出される。

 

N/A：該当なし

 

単位：ユーロ

2010年度 2011年度

相当額
(1)

支払額
(2)

相当額
(1)

支払額
(2)

フィリップ・デュポン（監査役会会長）     

BPCE執行取締役出席報酬 N/A N/A N/A N/A

会長手当 €400,000€400,000€400,000€400,000

年次住宅手当 €42,000 €42,000€28,013.32€28,013.32

出席報酬、BPパルティシパシヨン €4,000 €7,000 N/A N/A

その他の報酬 €0 €0 €0 €0

イヴ・トゥーブラン（監査役会副会長）     

BPCE執行取締役出席報酬 €13,500 €15,000 €13,500 €15,000

副会長手当 €80,000 €80,000 €80,000 €80,000

出席報酬、CEパルティシパシヨン €4,000 €7,000 N/A N/A

その他の報酬 €0 €0 €0 €0

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）代表     

カトリーヌ・アマン＝ギャルド氏     

BPCE執行取締役出席報酬 €24,500 €24,500 €24,500 €23,000

出席報酬、CEパルティシパシヨン N/A N/A N/A N/A

その他の報酬 €3,000 €3,000 €4,800 €3,000

ベルナール・コモレ氏     

BPCE執行取締役出席報酬 €27,500 €27,250 €27,500 €25,000

出席報酬、CEパルティシパシヨン €4,000 €7,000 N/A N/A

その他の報酬 €31,600 €31,600€13,551.28€29,551.28

フランシス・ヘンリー氏     

BPCE執行取締役出席報酬 €19,000€19,166.67€19,000 €16,000

出席報酬、CEパルティシパシヨン €4,000 €7,000 N/A N/A

その他の報酬 €10,700 €9,700 €10,500 €10,700
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単位：ユーロ

2010年度 2011年度

相当額
(1)

支払額
(2)

相当額
(1)

支払額
(2)

ピエール・マツキエヴィッチ氏     

BPCE執行取締役出席報酬 €24,500 €24,000 €24,500 €23,000

出席報酬、CEパルティシパシヨン €4,000 €7,000 N/A N/A

その他の報酬 €4,500 €3,000 €7,500 €4,500

ディディエ・パト氏     

BPCE執行取締役出席報酬 €19,000€19,166.67€19,000 €17,000

出席報酬、CEパルティシパシヨン €4,000 €7,000 N/A N/A

その他の報酬 €31,776.80€31,976.80€30,526.80€29,576.80

ピエール・バランタン     

BPCE執行取締役出席報酬 €27,500 €25,750 €27,500 €26,500

出席報酬、CEパルティシパシヨン €4,000 €7,000 N/A N/A

その他の報酬 €26,000 €25,500 €24,700 €24,200

ポピュレール銀行代表     

ジェラール・ベルモン氏     

BPCE執行取締役出席報酬 €24,500 €24,000 €24,500 €23,000

出席報酬、BPパルティシパシヨン €4,000 €7,000 N/A N/A

その他の報酬 €10,800 €19,800 €3,600 €10,800

ティエリー・カーン氏     

BPCE執行取締役出席報酬 €27,500 €26,250 €27,500 €25,000

出席報酬、BPパルティシパシヨン €4,000 €7,000 N/A N/A

その他の報酬 €7,000 €0 €8,500 €7,000

ジャン・クリトン氏     

BPCE執行取締役出席報酬 €27,500 €27,250 €27,000 €25,000

出席報酬、BPパルティシパシヨン N/A N/A N/A N/A

その他の報酬 €42,800 €40,900 €32,700 €40,800

ピエール・デベルニュ氏     

BPCE執行取締役出席報酬 €19,000€19,166.67€19,000 €17,000

出席報酬、BPパルティシパシヨン €4,000 €7,000 N/A N/A

その他の報酬 €12,900 €1,800 €7,500 €12,900

スティーブ・ジャンティリ氏     

BPCE執行取締役出席報酬 €24,500 €23,500 €24,500 €23,000

出席報酬、BPパルティシパシヨン N/A N/A N/A N/A

その他の報酬 €29,643.72€24,643.72€21,943.73€24,943.72
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単位：ユーロ

2010年度 2011年度

相当額
(1)

支払額
(2)

相当額
(1)

支払額
(2)

ベルナール・ジャナン氏     

BPCE執行取締役出席報酬 €19,000€19,166.67€19,000 €17,000

出席報酬、BPパルティシパシヨン €4,000 €7,000 N/A N/A

その他の報酬 €32,400 €36,075 €27,000 €30,400

社外メンバー     

マリーズ・オラニョン女史     

BPCE執行取締役出席報酬 N/A N/A €23,250 €10,750

ローランス・ダノン女史     

BPCE執行取締役出席報酬 €35,500€31,916.67€37,500 €36,000

マルワン・ラウー氏     

BPCE執行取締役出席報酬 €52,500€48,166.67€51,500 €49,000

マリー＝クリスティーヌ・ロンバール女史     

BPCE執行取締役出席報酬 N/A N/A €22,500 €10,000

議決権を有さない取締役     

ローラン・ミニョン氏、ナティクシス常任代表     

BPCE執行取締役出席報酬 €9,500 €9,583.33 €9,500 €8,500

その他の報酬 €0 €0 €0 €0

ミシェル・ソルビエ氏（FNCE）     

BPCE執行取締役出席報酬 €9,500 €9,583.33 €9,500 €8,500

その他の報酬 €7,500 €57,500 €0 €7,500

ピエール・カルリ氏     

BPCE執行取締役出席報酬 €9,500 €9,583.33 €9,500 €8,500

その他の報酬 €17,200 €18,600 €5,300 €21,900

アラン・ドゥニゾ氏（2011年５月19日以降）     

BPCE執行取締役出席報酬 N/A N/A €8,250 €2,250

その他の報酬 €8,250 N/A €5,400 €10,050

ジャン・メレル氏（2011年５月19日まで）     

BPCE執行取締役出席報酬 €9,500 €9,083.33 €1,750 €5,750

その他の報酬 €5,400 €21,800 €2,100 €3,000

レイモン・オリジェ氏（FNBP）     

BPCE執行取締役出席報酬 €7,750 €0 €9,500 €6,750

その他の報酬 €9,600 €11,400 €9,900 €9,600

アラン・コンダミナ氏     

BPCE執行取締役出席報酬 €9,500 €9,583.33 €9,500 €8,500

その他の報酬 €4,800 €4,800 €7,500 €4,800
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単位：ユーロ

2010年度 2011年度

相当額
(1)

支払額
(2)

相当額
(1)

支払額
(2)

ジル・ベルー氏（2011年５月19日以降）     

BPCE執行取締役出席報酬 N/A N/A €8,375 €2,375

その他の報酬 €4,800 N/A €4,200 €4,800

クリスティアン・デュ・ペイラ氏（2011年５月19日ま

で）     

BPCE執行取締役出席報酬 €9,500 €9,583.33 €2,875 €6,875

出席報酬、BPパルティシパシヨン €4,000 €7,000 N/A N/A

その他の報酬 €8,047.91€10,495.82 €450 €8,047.91

報酬合計 €1,328,968.43€1,389,341.34€1,234,241.70€1,240,833.33

 

ストック・オプション

（表４）

2011年度中に執行取締役に対して配分されたストック・オプション

執行取締役名 付与日

オプションの

種類

オプションの

価格

付与された

オプション数

行使

価格

行使

期間

2011年度中にストック・オプションは執行取締役に対して配分されなかった。

 

（表５）

2011年度中に執行取締役によって行使されたストック・オプション

執行取締役名

制度の番号

および日付

年度中の行使

オプション数 行使価格

2011年度中にストック・オプションは行使されなかった。

 

（表６）

2011年度中に執行取締役に対して配分された業績株式（業績基準に関連した特別配当株）

年次株主総会によって授与された

業績株式

制度の番号

および日付

授与された

株式数 株式の価格 授与日

ロック・

アップ期間

の終了 業績の条件

2011年度中に業績株は執行取締役に対して授与されなかった。

 

（表７）

2011年度中に執行取締役によって付与可能であった業績株式（業績基準に関連した特別配当株）

業績株式の付与

制度の番号

および日付

付与された

株式数 付与の条件

2011年度中に執行取締役および役員が付与可能な業績株式はなかった（この種類の株式の授与はなかった）。
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（表８）

ストック・オプションおよび特別配当株の過去における付与

執行取締役名 付与日

オプションの

種類

付与された

オプション数

調整後

行使価格

オプション

行使期間開始 失効日

2011年度中にストック・オプションまたは特別配当株は付与されなかった。

 

（表９）

最多のオプションを行使した非執行取締役従業員10名によって行使されたストック・オプション

非執行取締役従業員名

制度の番号

および日付

2011年度中

付与および

行使された

オプション数 加重平均価格

2011年度中にBPCE従業員によってストック・オプションは付与されず、また行使されなかった。

 

雇用後の給付：執行取締役

（表10）

執行取締役名

任期

雇用契約 補足年金制度

職務の終了または変更により

支払われるまたはその可能性

がある報酬または給付

非敵対条

項に関連

する報酬開始 終了

フランソワ・ぺロール

取締役会会長

2009年

７月31日 2013年 無 CGP
(1) 有 無

ニコラ・デュアメル

取締役会メンバー：

最高財務責任者

2009年

７月31日 2013年 無

CGP
(1)

執行取締役

に対する

BP制度
(5) 有 無

オリビエ・クラン

取締役会メンバー：

最高経営責任者－商業銀行

および保険業務

2010年

４月７日 2013年 無

アリアンツ
(4)

IPRICAS
(2)

CGP
(1) 有 無

フィリップ・クイーユ

取締役会メンバー：

最高経営責任者－中央機関

の再編に対するオペレー

ションおよび監督

2010年

４月７日 2013年 無

カトレム
(3)

CGP
(1) 有 無

アンヌ・メルシエ＝ガレ

取締役会メンバー：

最高人事責任者

2011年

９月19日 2013年 無 CGP
(1) 有 無

ジャン＝リュック・ベル

ニュ

取締役会メンバー：

最高人事責任者

2009年

７月31日

2011年

９月19日 無

CGP
(1)

執行取締役

に対する

BP制度
(5) 有 無

(1)　　　 BPCEの従業員および執行取締役のすべてに対する補足確定給付年金制度。

(2)　　　 旧CNCEの上級経営責任者および同社の執行取締役に対する補足確定給付年金制度。

(3)(4)(5) 確定給付年金制度は、フランス社会保障法典137-11条に準拠している。

 

旧BFBPの確定給付補足年金制度（フランス社会保障法典第L.137-11条）：

旧BFBP年金制度によって対象とされる取締役会のメンバーは、「年金保証」を受けることができる。当該保証は、補
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足年金制度であり、本制度上の受給権は、従業員が当行における職歴を終了することを条件として付与される（フラ

ンス社会保障法典第L.137-11条）。

本制度の加入者は、現在ポピュレール銀行の最高経営責任者である者または過去において当該責任者であった者を

いう。

参加者が、少なくとも７年間前述の範疇にあてはまり、遅くとも65歳までに全額の年金を受領するためにポピュレー

ル銀行ネットワークにおける職歴を終了した場合、以下の差に等しい補足の年金（年金保証）を受けることができ

る。

・ 勤務終了前の暦年での２年間における現物給付を含む平均総報酬に等しく、グループ報酬委員会によって設定さ

れた金額（現在は370,000ユーロ）を上限とする参考報酬の50％。退職中に、本金額はAGIRCポイントと同様に調

整される。

・ 退職後に再勤務した場合はグループによる報酬とともに、その他の調達源からの年金収入（法定および補足グ

ループ年金）。

本補足年金は、清算された場合、再婚していないことを条件として、60％の比率で離婚した相手からその配偶者また

は配偶者であった者に対して支払われうる。

本制度は、当グループによって全額が資金供給され、カトレム保険会社の保険契約に付されている。.

2004年７月１日より制度メンバーとしての資格を有する者に対しては、50％の比率が適用される。その他の制度メン

バーに対しては70パーセントであり、70歳の誕生日から60％に引き下げられる。

 

旧CNCEの確定給付補足年金制度（フランス社会保障法典第L.137-11条）：

旧CNCEの取締役会メンバーは、2005年７月18日付の契約に従い、その給与に応じて追加の退職金を受ける権利を付与

する確定補足給付年金制度の給付を受けることができる。

受益者は、本制度を受けるために、離職日において以下の基準をすべて充足しなければならない。

・ ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）グループにおける職歴を終了しなければならない。この条件は離職日または退職

日において受益者がグループの従業員である場合に充足される。

・ 離職日または退職日現在、少なくとも10年CNCEの取締役会メンバーとして勤務していなければならない。離職日

または退職日現在、各役職の任期が５年間に限定されている、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）取締役会の会長と

してまたはCNCEの関連会社の最高経営責任者（フランス通貨金融法典第L.511-31条に規定される意味におけ

る）として少なくとも10年勤務した者は、本制度を受けることができる。

・ 基本的社会保障費ならびに義務的ARRCOおよびAGIRC補足拠出金が支払済みである必要がある。受益者は、雇用契

約の終了日または会社取締役職務の終了時に、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）グループにおける期間中において

暦年ベースで最も高額であった３年の平均総報酬の10％に等しい年金を年間で受ける権利を有するものとする。

清算された場合、金額に上限のないこの年金制度は、再婚していないことを条件として、60％の比率で離婚した相

手からその配偶者または配偶者であった者に対して支払われうる。

本制度は、当グループによって全額が資金供給され、アリアンツ保険会社の保険契約に付されている。

当該補足年金制度は、AFEP-MEDEF法典20.2.5章に従って運営される。これらは受益者の資格、ベースとなる報酬の

全体的な設定、年功条件、潜在的権利のわずかな増大、サービスを算出するために参考とする期間の識別、および

報酬の人為的な暴騰の回避を統制するフランス社会保障法典137-11条の規則条件に準拠している。

 

グループBPCEにおける銀行金融規則委員会（CRBF）規則97-02の第43-2条によって対象とされる職務基準の施行に

対する手順

職務活動がコーポレート・リスク・プロファイルに重大な影響をおよぼす経営執行機関のメンバーおよび人物の報

酬に関係する方針および慣習についての情報は、本国届出書に適用されるものと同一の条件に従い、年次株主総会に

先立ちBPCEウェブサイトに公表される報告書の対象となる。
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５【コーポレート・ガバナンスの状況】

2011年12月31日に終了する事業年度における、監査役会の業務、ならびに内部統制およびリスク管理手続に関する監

査役会の会長の報告書

 

株主の皆様

経営報告書に加え、かつフランス商法典第L.225-68条に従い、本報告書には以下の情報が含まれている。

・ 2011年12月31日に終了する事業年度における、監査役会の業務の準備および計画を定める条件

・ BPCEが採用する内部統制手続およびリスク管理手続

・ 会計情報および財務情報の作成および処理に関する内部統制手続

本報告書は、グループBPCE内の内部統制およびリスク管理に関する入手可能な文書に基づき、会長の権限で作成され

たものである。

 

本報告書は、2012年２月12日に指名・報酬委員会（ガバナンスに関するセクション）に対して、また仮の報告書が

2012年２月21日に監査委員会（内部統制およびリスク管理に関するセクション）に対して提示された。そして、監査

役会の承認を得るため、2012年２月22日に開催された同委員会の会議に本報告書が提出された。

 

外部監査役は、会計情報および監査情報の作成および処理に関する内部統制およびリスク管理手続に対する同監査

役の所見（observation）が記載されており、かつフランス商法典第L.225-235条に従って要求される他の情報の提

供を証明する特定の報告書（年次財務書類に添付される。）を発行する。

 

(1)監査役会の業務の準備および編成に適用される条件

コーポレート・ガバナンス

本報告書を作成するにあたり、BPCEは、フランス商法典第L.225-68条の定めに従い、フランス私企業協会およびフラ

ンス企業連盟が2008年12月に発行して、2010年４月に更新した、上場企業に関するコーポレート・ガバナンス・コー

ド（2008年10月付の役員給与に関する勧告書を含み、以下「AFEP-MEDEFコード」という。）を参照した。

 

AFEP-MEDEFコードには、共同組合会社であるBPCEの運営手続およびその取締役会の構成に関して適用されないと考

えられる規定が含まれるため、特定の規定は言及されていない。かかる規定は、役員会構成員の任期および任期延長

の場合における期差任期制の採用、相当数の株式に対する役員会構成員の所有権、ならびに監査役会およびその委員

会における社外取締役の割合に関するものである。

 

任期に関して、AFEP-MEDEFコードは最長で４年の任期を推奨しているが、監査役会の構成員は、BPCEの監査役会構成

員の法定任期は６年である。ただし、当該構成員は、BPCEの事業および活動に対する経験および包括的な見識を有す

る必要があるという要件を満たしていることを条件とする。

 

同様に、グループBPCEが有する協同組合としての構造、ならびに（最近、BPCEがどのように位置づけられているかに

鑑みて）グループBPCEの双方のネットワーク（ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）およびポピュレール銀行）をある程

度安定させ、また双方の支配割合を均衡させる必要性のために、BPCEの役員会構成員が任期を延長する場合において

は期差任期制は採用されない。

 

また、役員会構成員の指名に関する指名・報酬委員会の提案が、グループBPCE外の構成員のみに関係している理由

は、グループBPCEが協同組合としての組織構造を有することからも説明される。
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相当数の株式に対する監査役会構成員の所有権に関して、2008年８月４日法律第2008-776号に従い、BPCEの定款で

は、監査役会構成員は、当行の株式をもはや保有する必要がないことが考慮されている。その結果、BPCEの監査役会構

成員は、個人の立場では、相当数の株式を保有しない。ただし、多様なカテゴリの株主が指名により代表者を選出して

おり、これにより、当行の利益が尊重される。

 

BPCEは、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）およびポピュレール銀行に大部分の代表権が授与されるよう、役員会および

その委員会における社外取締役の割合に関する勧告には従わないこととした。

 

また、BPCEは、従前、当行の取締役に対する報酬に関するAFEP-MEDEFコードの勧告を遵守し、それを実施していた。

 

監査役会の構成

BPCEの監査役会構成員は、６年の任期付きで、2009年７月31日に就任した。

 

　2012年４月４日の監査役会において、BPCEの監査役会は、ジャン・クリトン氏の監査役会からの辞任を受け、バンク

・ポピュレール・ド・マシッフ・セントラルの最高経営責任者であるカトリーヌ・アルバーシュタット氏を2014年

12月31日に終了する事業年度の財務書類を承認するために開催される定時株主総会の閉会時までとするクリトン氏

の残りの任期の間、同氏の後任として指名した。

 

　監査役会の新たな構成は以下のとおりとなる。

 

　下記のカテゴリーA株主代表：

・イヴ・トゥーブラン：ケス・デパーニュ・ローヌ・アルプの運営および監査役会会長、2012年１月１日よりBPCE

監査役会会長

・カトリーヌ・アマン＝ギャルド：ケス・デパーニュ・ロワール・ドローム・アルデーシュの運営および監査役会

会長

・ベルナール・コモレ：ケス・デパーニュ・イル・ド・フランスの取締役会会長

・フランシス・ヘンリー：ケス・デパーニュ・ロワレーヌ・シャンパーニュ・アルデンヌの運営および監査役会会

長

・ピエール・マツキエヴィッチ：ケス・デパーニュ・コート・ダジュールの運営および監査役会会長

・ディディエ・パト：ケス・デパーニュ・ブルターニュ・ペイ・ドゥ・ロワールの取締役会会長

 

・ピエール・バランタン：ケス・デパーニュ・ラングドック・ルシヨンの運営および監査役会会長

 

下記のカテゴリーB株主の代表：

・フィリップ・デュポン：2012年１月１日までBPCE監査役会会長

・カトリーヌ・アルバーシュタット：2012年４月４日以来バンク・ポピュレール・ド・マシッフ・セントラルの最

高経営責任者

・スティーブ・ジャンティリ：BREDバンク・ポピュレールの会長、2012年１月１日以来BPCEの監査役会副会長

・ジェラール・ベルモン：バンク・ポピュレール・バル・ドゥ・フランスの会長

・ティエリー・カーン：バンク・ポピュレール・ダルザスの会長

・ピエール・デベルニュ：CASDENバンク・ポピュレールの会長

・ベルナール・ジャナン：バンク・ポピュレール・ブルゴーニュ・フランシュ・コンテの最高経営責任者

 

社外メンバー：

・マリーズ・オラニョン：社外メンバー、AFFINEグループの最高経営責任者

・ローランス・ダノン：社外メンバー、エドゥモン・ド・ロッチルド・コーポレート・ファイナンスの会長

・マルワン・ラウー：社外メンバー、会社戦略およびマーケティング主任ならびにEADS執行委員会メンバー
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・マリー＝クリスティーヌ・ロンバール：社外メンバー、TNTエクスプレスの最高経営責任者

 

経歴：

　カトリーヌ・アルバーシュタット、53歳、クレアモント・フェランド大学にて商業、経営及び財務の修士取得。バン

ク・ポピュレール・ド・マシッフ・セントラルに入社後、人事部長、最高財務責任者及び最高経営責任者代理を歴任

し、2010年に最高経営責任者に就任。

カトリーヌ・アルバーシュタットの職歴

 

カトリーヌ・アルバーシュタット

生年月日：1958年10月９日

2012年４月４日現在の役職：

BPCE監査役会メンバー

バンク・ポピュレール・マシッフ・セントラルの最高経営責任者

ナティクシス＊、OSEO、コンパーニュ・ドゥ・ヨロピエンヌ・デ・ギャランティ・エ・コションの各取締

役

BPマシッフ・セントラルの常勤代表、i-bpの取締役

BPマシッフ・セントラル：SAS ソシエタリアートBPMCの常勤代表

2011年に任期が満了した役職：

BICECの常勤代表

SA FONCIAの監査役会メンバー

＊上場企業

 

 

ガイドライン

2011年５月19日に開催された臨時株主総会において修正された定款第21条に従って、BPCEの監査役会は、10名から18

名のメンバーから構成されている。2011年12月31日時点で、監査役会は、カテゴリA株主（ケス・デパーニュ（貯蓄銀

行））の代表者７名、カテゴリB株主（ポピュレール銀行）の代表者７名、および４名の社外メンバー（AFEP-MEDEF

が2008年12月に公表した上場会社に関するコーポレート・ガバナンス・コード（2010年４月に更新）で定められる

意味による。）によって構成されている。

 

フランス民法典第L.2323-62条に従い、定款は、当行の労使協議会から選出される議決権のない代表者の存在を定め

ている。

 

 

指名方法

BPCEの定款第21条の定めに従い、監査役会構成員は、カテゴリA株主またはカテゴリB株主（該当するカテゴリによ

る）の発議により、当行の存続期間中、定時株主総会において株主によって選挙を経ずに指名される。

 

社外メンバーは、指名・報酬委員会によって監査役会に推薦され、監査役会は取締役会に対して、推薦された当該社

外メンバーの指名を定時株主総会で決議に付するよう要求する。

 

監査役会構成員の任期は６年とする。監査役会構成員の責務は、前事業年度の財務書類に関する事項を決定する目的

で招集され、かつ当該構成員の任期が終了する年度に開催される定時株主総会の終結のときに終了する。したがっ

て、現在のBPCEの監査役会構成員の責務は、2014年12月31日に終了する事業年度の財務書類に関する事項を決定する

目的で2015年度に開催される定時株主総会の終結のときに終了する。
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監査役会構成員は、定款が定める年齢制限（68歳）を除き、何ら制限なく再選されうる。

 

監査役会における男女平等性

2011年12月31日の時点で、BPCEの監査役会は、18名の構成員のうち女性は４名（全体の20％超）である。したがって、

BPCEは、「取締役会および監査役会における男女間の均衡のとれた代表、ならびに職業上の平等に関する2011年１月

27日の法律」（「コペ・ジメルマン法」）の規定を遵守している。現時点で、監査役会の構成は、同法に従い2014年

までに達成されるべき割合を満たしている。なお、2017年までに女性の割合は40％に達しなければならない。

 

構成員

フィリップ・デュポン氏は、BPCEの定款第24条に従い、2012年１月１日まで監査役会の会長を務める。

 

デュポン氏（60歳）は、1999年から2009年までバンク・フェデラーレ・デ・バンク・ポピュレールの会長兼最高経

営責任者を務め、2006年から2009年までナティクシスの取締役会会長を務めた。同氏は、12年間、商品取引会社のトッ

プを務め、1983年から1999年までBP ROPバンク・ポピュレール（現バンク・ポピュレール・バル・ドゥ・フラン

ス）の取締役会会長を務めた。

 

イヴ・トゥーブラン氏は、2012年１月１日まで監査役会の副会長を務めた。また同氏は、同日付で、BPCEの定款第24条

に従い、2011年12月15日に開催された監査役会会議での指名により、監査役会の会長に就任した。

 

イヴ・トゥーブラン氏（65歳）は、2007年以来、ケス・デパーニュ・ローヌ・アルプの運営・監査委員会（COS）の

委員長を務めてきた。同氏は、多年にわたり財務コントロールおよび財務管理の分野で活躍し、そして、サン・ゴバン

・グループ、さらにポリエ・グループの子会社の運営の分野で活躍してきた。また、同氏は、最高経営責任者として、

2011年までローヌ・アルプ地域圏において工業会社グループの設立および運営に携わった。

 

スティーブ・ジャンティリ氏は、2012年１月１日以降、監査役会の副会長を務めている。同氏は、2011年12月15日に開

催された監査役会会議で同役職に任命された。

 

スティーブ・ジャンティリ氏（62歳）は、1998年以降、BREDバンク・ポピュレールの会長を務めている。同氏は、2004

年まで大手の農業関連事業会社のトップを務めた。また、同氏は、アジャンス・デ・バンク・ポピュレール・プール

・ラ・コオペラシオン・エ・ル・デヴロプマン(ABPCD)の会長、およびフランス語圏の国による首脳会議のための経

済団体の長を務めた。

 

監査役会の構成員のうち、カテゴリA株主の代表者は以下のとおりである。

・ イヴ・トゥーブラン氏（ケス・デパーニュ・ローヌ・アルプの運営・監査委員会の委員長、2012年１月１日より

監査役会の会長）

・ カトリーヌ・アマン＝ギャルド氏（ケス・デパーニュ・ロワール・ドローム・アルデーシュの運営・監査委員

会の委員長）

・ ベルナール・コモレ氏（ケス・デパーニュ・イル・ド・フランスの取締役会の会長）

・ フランシス・ヘンリー氏（ケス・デパーニュ・ロワレーヌ・シャンパーニュ・アルデンヌの運営・監査委員会

の委員長）

・ ピエール・マツキエヴィッチ氏（ケス・デパーニュ・コート・ダジュールの運営・監査委員会の委員長）
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・ ディディエ・パト氏（ケス・デパーニュ・ブルターニュ・ペイ・ドゥ・ロワールの取締役会の会長）

・ ピエール・バランタン氏（ケス・デパーニュ・ラングドック・ルシヨンの運営・監査委員会の委員長）

 

監査役会の構成員のうち、カテゴリB株主の代表者は以下のとおりである。

・ フィリップ・デュポン氏（2012年１月１日までBPCEの監査役会の会長）

・ スティーブ・ジャンティリ氏（BREDバンク・ポピュレール2012年１月1日よりBPCEの監査役会の副会長）

・ ジェラール・ベルモン氏（バンク・ポピュレール・バル・ドゥ・フランスの会長）

・ ティエリー・カーン氏（バンク・ポピュレール・ダルザスの会長）

・ ジャン・クリトン氏（バンク・ポピュレール・リーブ・ドゥ・パリの最高経営責任者）

・ ピエール・デベルニュ氏（CASDENバンク・ポピュレールの会長）

・ ベルナール・ジャナン氏（バンク・ポピュレール・ブルゴーニュ・フランシュ・コンテの最高経営責任者）

 

社外メンバーは、以下のとおりである。

・ マリーズ・オラニョン氏（社外メンバー、アフィンヌ・グループの会長兼最高経営責任者）

・ ローランス・ダノン氏（エドモン・ドゥ・ロッチルド・コーポレート・ファイナンスの取締役会の会長）

・ マルワン・ラウー氏（社外メンバー、戦略・マーケティング部門の部長、およびイーエーディーエスの実行委員

会の構成員）

・ マリー＝クリスティーヌ・ロンバール氏（社外メンバー、TNTエクスプレスの会長兼最高経営責任者）

 

議決権のない取締役

監査役会には、顧問の立場で行為する、議決権のない取締役が７名含まれる。

 

最高経営責任者のローラン・ミニョン氏が代表するナティクシスは、当然の結果として議決権のない取締役である

（BPCE定款第28.1条）。

 

その他に、議決権のない取締役６名が定時株主総会で指名された。

 

定款第31条第９項に従ってカテゴリA株主が推薦した候補者の中から、議決権のない取締役が３名指名された。

・ ミシェル・ソルビエ氏（ケス・ナシヨナル・デ・ケス・デパーニュの会長）

・ ピエール・カルリ氏（ケス・デパーニュ・ミディ・ピレネの取締役会の会長）

・ アラン・ドゥニゾ氏（ケス・デパーニュ・ノール・フランス・ウーロップの取締役会の会長）

 

定款第31条第９項に従ってカテゴリB株主が推薦した候補者の中から、議決権のない取締役が３名指名された。

・ レイモン・オリジェ氏（フェデラシオン・ナシヨナル・デ・バンク・ポピュレールの会長）

・ ジル・ベルー氏（バンク・ポピュレール・デュ・ノールの最高経営責任者）

・ アラン・コンダミナ氏（バンク・ポピュレール・オクシタンヌの最高経営責任者）

 

監査役会の役割および運営手続

職務および権限

監査役会は、法律上課せられた職務を遂行する。この点につき、監査役会は、１年のうちいつでも、適当とみなす監査

を実施し、また監査役会がその使命を達成する上で有用と考える文書を監査役会に送付させなければならない。
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監査役会は、以下に掲げる職務を遂行する。

・ 四半期毎に、当行の事業活動に関する報告書を取締役会から受領すること

・ 上記の取締役会が作成し、かつ、会計年度の終了から３ヶ月以内に、前年度における当行およびその子会社の地位

および活動に関する報告書と併せて、同取締役会が提示した当行の単体ベースおよび連結ベースの財務書類を監

査すること

・ 定時取締役会において、取締役会の報告書および当該年度の財務書類に対して意見を述べること

 

法律に従い、取締役会は、監査役会（出席する構成員または代表構成員の過半数に従って行為する。）から事前に認

可を得ずに、以下に掲げる取引を行うことができない。

・ 建物を種類別に処分すること、または株式の全部もしくは一部を処分すること（なお、監査役会は、種類別の建物

の上限処分金額を年間200百万ユーロまで、株式の全体または一部の処分価格を年間200百万ユーロまでに設定し

ていることが明示されている。かかる上限金額を超過しない限り、かかる取引に関して監査役会の認可は要求さ

れない。また、2011年12月15日、監査役会によって、かかる上限金額は100百万ユーロに減額された。）

・ 会社の財産を担保に供すること

 

上記の権限に加え、監査役会は、以下に掲げる権限を有する。

 

独自の権限

・ 取締役会の会長を指名する権限

・ 取締役会の会長の推薦に基づき、取締役会の他の構成員を指名する権限

・ 取締役会の各構成員に支払われる報酬の支払方法および金額を決定する権限

・ 取締役会の会長の推薦に基づき、１名以上の取締役会構成員に対して、最高経営責任者の地位を付与する権限、お

よび当該構成員からかかる地位を剥奪する権限

・ 定時株主総会において、法定監査人の指名を提案する権限

・ ある部門内の登録事務所を隣接部門に移転する権限（ただし、次回の定時株主総会で、当該決定が批准されるこ

とを条件とする。）
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多数決による決定事項

・ グループBPCEおよび各ネットワークの方針および戦略ガイドラインの承認

・ 100百万ユーロを超えるネットワークの株式の取得および売却の認可

・ BPCE戦略プランの一部を構成する取引であって、BPCEまたはその子会社が実施する取引のうち、取引価格が100万

ユーロを超える取引
47
の案の認可（2011年８月４日の監査役会の決定により、かかる取引価格の上限金額は、200

百万ユーロから100百万ユーロに減額された。）

・ BPCEが実施する取引であって、BPCE戦略プランの一部を構成しない取引の案（取引価格の多寡を問わない。）
48
の

承認

・ 当行の年次予算を承認すること、および関係機関が支払うべき出資金の計算に関する規則の決定

・ 有価証券の処分の承認

・ フランス商法典が定める規制対象契約の認可

・ グループBPCE内部の互助メカニズムの承認

・ 各ネットワークおよびグループBPCE全体に関する国家的および国際的な契約を承認すること

・ グループBPCEの関係機関の取締役が満たすべき一般的な基準（最高経営責任者または取締役会構成員は65歳、役

員会および運営・監査委員会の委員長は68歳を上限とする年齢制限を含む。）の承認

・ 関係機関の取締役に権限を付与すること、または関係機関の取締役に付与された権限を剥奪すること、および、フ

ランス通貨金融法典第L.512-108条に従って関係機関の取締役を他の方法で解任すること

・ ポピュレール銀行またはケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の会社の設立または廃止（ポピュレール銀行２行以上、

またはケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の会社２社以上での合併を含む。）の承認

・ グループBPCE および各ネットワーク（取締役会の定義による。）に関係する主たるリスク・リミットを調査お

よび承認すること、グループBPCEのリスク、当該リスクの進展、ならびに当該リスクを管理するために使用される

システムおよび手続を定期的に調査および検査すること、内部統制に関する活動および結果、ならびにグループ

の一般監査部が実施した監査の主たる結論を調査すること

・ BPCEの代表者をナティクシスの役員会に指名すること（なお、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）から指名される代

表者と、ポピュレール銀行から指名される代表者は同数とし、両側の代表者併せて、議席の過半数を構成する。）

・ 監査役会の内部規則を採用すること
49

当行が、ネットワークの中央機関として機能していることに鑑み、監査役会が決定を下す前に、ナティクシスとの協

議が行われる。

 

47
　当行による投資案もしくは投資の撤収案、出資案、合併、分社化、もしくは組織再編、あらゆるジョイントベンチャー、またはパートナーシップ

案、ならびにケス・デパーニュ（貯蓄銀行）、ポピュレール銀行、および関連企業を代理してあらゆる国内の契約または国際的な契約の交渉

または署名を行うこと、また、あらゆる場合において、銀行取引およびそれに関連する取引を行うことをいう。
48
　同上
49
　あらゆる定めは会長による報告書に盛り込まれている。
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特定多数決による決定事項（18名中12名以上）

・ 当行またはその他の企業が発行するあらゆる種類の有価証券または権利であって、直接または間接に表章する投

資価額または資産譲渡価額が10億ユーロを超えるものをあらゆる方法で応募または取得すること（あるいは、か

かる応募または取得の目的で当行を拘束する契約を締結すること）の決定

・ 当行が保有するあらゆる種類の有価証券または権利であって、当行につき表章する投資の価額が10億ユーロを超

えるものをあらゆる方法で譲渡すること（あるいは、かかる譲渡の目的で当行を拘束する契約を締結すること）

の決定

・ （株主が新株予約権を放棄した上で）資本証券、または当行の資本に対する即時のもしくは最終的なアクセスを

提供する証券を発行することの当行による決定

・ 当行のガバナンスの条件に関して定款に変更を加えることを提案することの決定

・ 合併、分割、分社化、または当行にかかわる関連決定事項

・ 当行の取締役会の会長を指名すること、または当行の取締役会の会長解任の決定

・ 規制対象市場での取引につき、当行、またはその直接子会社もしくは間接子会社１社以上の株式の上場に関する

決定

 

監査役会の内部規則

2009年７月31日の監査役会会議で採用された監査役会の内部規則とは、監査役会のガバナンス憲章のことをいう。か

かる憲章は、とりわけ、効率的な意思疎通、および統制機関の円滑な運営を確保することを意図して、監査役会の内部

運営手続を定めている。

 

かかる内部規則は、コーポレート・ガバナンスの原則、ならびに倫理および効率化に資する最善の慣行を促進するこ

とで、監査役会構成員による業務内容を向上させる。

 

また、かかる内部規則は、主に以下に掲げる方法で定款を補完することを目的とする。

・ 監査役会およびその委員会の会議における審議の規則に加えて、かかる会議の招集手続を明記すること

・ 法律上、監査役会から事前に承認を得る必要がある事項（当行の定款第27.1条に記載される。）を再認識させる

こと

・ 重大な取引に関する決定であって、監査役会から事前に承認を得る必要があるもの（当行の定款第27.3条および

第27.4条に記載される。）（以下「重要決定」または「主要決定」という。）を再認識させること

・ 監査役会の報告に関する規則を再認識させること

・ 監査役会およびその委員会の構成員を拘束する職業上の守秘義務、および秘密保持義務を明記すること

・ 監査委員会またはその委員会の構成員が自身の義務を遵守しない場合に適用される罰則を定めること

 

構成員の独立性

2009年７月31日に採用された、監査役会の内部規則に記載されるコーポレート・ガバナンスの原則、および最善の慣

行を遵守する上で、以下のとおり定める。

 

・ 監査役会構成員は、あらゆる場合において、自身の判断、決定および行為の独立性を維持する。また、監査役会構成

員は、当行の利益に相反するあらゆる事柄によって、かかる判断、決定および行為が影響されるのを避ける。なお、

かかる独立性を守ることが、監査役会構成員の職務である。

・ 監査役会構成員は、自身の道徳および重要な利益と、当行のそれとが相反するのを避ける。また、監査役会構成員

は、自身に影響を及ぼす利益相反行為を監査役会に報告する。かかる利益相反が生じた場合、監査役会構成員は、
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関連する事項に関するあらゆる協議および決定を差し控える。

 

また、監査役会およびその各委員会には、選挙を経て、または選挙を経ずに選出された社外メンバーが含まれる。以下

の定義は、AFEP-MEDEFコードの勧告に基づいている。ただし、BPCEは、監査役会およびその委員会の社外取締役の割合

に関しては、AFEP-MEDEFコードの勧告に準拠していない。すなわち、グループBPCEは協同組合としての構造を有する

ため、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）およびポピュレール銀行のネットワークを代表する取締役の割合は、

AFEP-MEDEFコードで定められる社外取締役の割合（数にして４名）よりも大きい。

 

構成員の独立性を判断するために指定される基準は、以下に記載されるとおりである。基本原則は、「ある構成員が

会社、当該会社が属するグループ、またはその経営との間で、当該構成員の判断の自由を害するようないかなる類の

関係も有していない場合に、当該構成員は、当該会社から独立しているといえる。」

 

以下に該当する者は、社外取締役になることはできない。

・ 現在、および過去５年間に、当行またはグループBPCEの従業員もしくは執行取締役、または当行のいずれかの株主

の従業員もしくは取締役である者

・ 政府の代表者、公務員、国家資金参加会社（SPPE）の従業員、または政府が直接もしくは間接に過半数の持分を有

するその他の機関

・ 当行が直接もしくは間接に取締役を務める会社、または当行の指定従業員もしくは執行取締役が（現在もしくは

過去５年間に）取締役を務める会社

・ 顧客（もしくは顧客の直接的もしくは間接的な関係者）、仕入先、投資銀行の行員、または金融金庫の行員であっ

て、当行との間で、当該構成員の判断の自由を害するような関係を有する者

・ 当行またはそのグループの執行取締役と、近い親戚関係にある者

・ 過去５年間に、当行またはグループBPCEの会社の調査員、会計士、または常任もしくは臨時の法定監査人であった

者

・ 当社の業務執行取締役として12年以上の経験を有する者 

・ 現在または過去に、当行またはグループBPCEから相当額の追加報酬（出席報酬を除き、ストックオプション制度

またはその他の成功報酬に関する制度への参加を含む。）を取得した者

 

「執行取締役」とは、当行またはグループBPCEのあらゆる会社において、経営管理の職務を担う者（すなわち、当行

またはグループBPCEのあらゆる会社の会長、役員会もしくは取締役会の会長、取締役会の構成員、最高経営責任者も

しくは最高経営責任者代理）をいう。ただし、役員会または監査役会の構成員のうち、当行またはグループBPCEのあ

らゆる会社から、かかる役職に対する報酬以外のいかなる形の報酬（当行が支払う出席報酬、または監査役会の会長

もしくは副会長としての報酬を除く。）も収受していない者は、執行取締役に含まれない。

 

構成員としての規範

BPCEの監査役会の内部規則に従い、監査役会構成員は、誠実さとプロ意識をもち、自身の職務を遂行しなければなら

ない。

 

また、監査役会構成員は、当行の利益を害することを意図する行為を主導してはならず、あらゆる状況下で誠実に行

為する必要がある。
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さらに、監査役会およびその委員会の会議に招集され出席するあらゆる者に加えて、監査役会およびその委員会のあ

らゆる構成員は、監査役会の会長が機密として提示した秘密情報または情報に関してフランス商法典第L.225-92条

で定められる秘密保持義務に加え、フランス通貨金融法典第L.511-33条で定められる職業上の守秘義務、および自身

の協議に関する決定権の義務を負う。

 

また、当行またはグループBPCEの規制上または利益上要求される場合、監査役会の会長は、会議の議事は機密事項で

ある旨をいつでも再確認させることができる。監査役会の各委員会の委員長も同様の対応を採ることができる。

 

監査役会の会長またはそのいずれかの委員会の委員長は、協議内容の秘密保持を徹底するために必要な措置を講じ、

会議の出席者全員に対して、秘密保持義務に署名するよう要求することができる。

 

監査役会またはそのいずれかの委員会の構成員が、自身のいずれかの義務（とりわけ、秘密保持義務）を遵守しない

場合、監査役会の会長は、適用ある法律、規則または定款が定める措置とは別に、当該構成員に警告書を発行するべ

く、当該義務の違反に関する問題を監査役会に委ねることができる。その場合、当該構成員は、検討されている処分に

関する事前通知を受け取り、監査役会に意見を述べることができる。

 

監査役会の構成員は、以下のとおりとする。

・ 自身の職務に対して必要な時間を捧げ、また必要な注意を払うことを確約すること

・ 可能な限り、監査役会および自身が構成員となる委員会のあらゆる会議に出席すること

・ 当行の事業分野、活動内容、問題および価値について常に把握すること

・ 自身の職務を遂行する上で必要な水準の知識を維持するよう努めること

・ 監査役会の会議で詳細な協議を行うために自身が必要と考える情報を適時に取得するよう要求し、かつかかる情

報を取得すべくあらゆる努力を尽くすこと

 

利益相反

当行が知る限りにおいて、以下のとおりとする。

・ 当発行会社に関して監査役会の構成員が担う職務と、他の個人的な職務または利益との間に、潜在的な利益相反

は存在しない。また、必要がある場合、監査役会の内部規則は、監査役会のあらゆる構成員の利益相反に適用され

ること

・ 個別の株主、顧客、取引先、またはその他の者との間で、監査役会の構成員を選任する旨の取決めまたは契約は結

ばれていないこと

・ 監査役会の構成員の間に親族関係は存在しないこと

・ 監査役会のいかなる構成員も、当行の資本に対する自身の持株の処分に関して、何らの制限（法律上のものを除

く。）も受けていないこと

 

有罪判決の不存在に関する宣言

当行が知る限り、2011年12月末日時点で、BPCEの監査役会のいかなる構成員も、過去５年間に、詐欺による有罪判決を

受けていない。また、当行が知る限り、2011年12月末日時点、BPCEの監査役会のいかなる構成員も、過去５年間に、破産

もしくは清算を宣告されておらず、または自己の資産が倒産管財制の対象となっていない。

 

監査役会の活動

定款第25.1条に従い、監査役会は、監査役会の四半期報告書を精査する目的で、当行の利益上、法律上および規制上要
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求される頻度、かつ少なくとも四半期に１回の頻度で、会議を開催する。監査役会の会議は、その会長、副会長、または

構成員の半数以上によって招集され、登録事務所または招集通知に記載される他の場所で開催される。

 

フランス商法典第L.823-17条に従い、通年および半期の財務書類を精査する目的で、法定監査人が監査役会に招集さ

れている。

 

BPCEの監査役会は、2011年１月１日から同年12月31日までの期間に、会議を12回開催した。2011年における、監査役会

構成員の平均出席率は、91.66％だった。定期的に協議された問題（監査役会による四半期毎の報告書、規制対象契

約、役員の承認、および参照目的で提示された種々の事項を含む。）に加えて、監査役会の会議で主に取り扱われた問

題は、以下のとおりである。

 

ガバナンス－監査役会の内部運営手続

・ 役員に対する様々な支払いおよび報酬に関する方針の決定

・ フランスの銀行・金融規制委員会（CRBF）の規則第97-02号第38-4条に従い、グループBPCEの金融機関および、

BPCEの中で「規制対象者」に属する者に対する報酬に関する方針の原則の採用

・ 出席報酬の予算の分配に関する規則の採用

・ ジャン＝リュック・ベルニュ氏に代わり、人事部担当として、アンヌ・メルシエ＝ガレ氏が取締役会構成員に指

名された。

・ 外部会社が、個人による匿名のアンケート形式で、監査役会の評価プロセスのモニタリングを行い、評価内容の概

要が精査された（なお、かかるプロセスのうち、改善を要する点として強調されたのは、とりわけ、監査役会に提

出する事項および題目に関する情報の種類、およびかかる提出の期限に関係するものである。）。

 

財務

・ 2010年12月31日に終了する事業年度に関するBPCEの年次財務書類の提示

・ BPCEの四半期および半期の財務書類の提示

・ 2012年度の予算の承認

・ バーゼルIIIによる影響の見直し

・ ヨーロッパのストレス・テストの見直しおよびモニタリング

・ グループBPCEの支払能力比率および流動性比率の見直しおよびモニタリング

・ 新たなBPCE住宅ローン証券化ファンドに関するプログラムの条件の承認

・ 国家資金保証公団からあらゆる優先株式（カテゴリC株式）を買い戻すこと、およびかかる優先株式を消却する

ことに関するBPCEに対する認可

・ クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランスによる最大15億ユーロまでの増資に応募することに関するBPCEに

対する認可

 

監査－コンプライアンス－リスク

・ フランスの金融健全性規制監督機構（ACP）からの報告および調査のモニタリング

・ グループBPCEの連結ベースでのリスクの管理に対して、グループPBCEが行った改善

・ 内部統制に関する監査役会の会長の報告書に対する承認

・ CRBF規則第97-02号第42条に従って作成された内部統制の運営に関する報告書、およびCRBF規則第97-02号第43条

に従って作成されたリスクの測定および監督に関する報告書（一般監査部の業務、年次コンプライアンス報告

書、投資サービス・コンプライアンス責任者（RCSI）による年次報告書、年次監査プログラムに関する報告書、信
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用リスクに関する報告書、および会計リスクに関する最新情報）の精査

・ 資産・負債管理リスクの閾値の基準の定義（CRBF規則第97-02号第17条）

 

戦略運営

・ 戦略プランのモニタリング

・ BPCEが有するフォンシアの株式の98.1％をブリッジポイント/ユーラゼオの共同企業体へ売却することの認可

・ バンク・ポピュレール・サントル・アトランティックによるバンク・ポピュレール・デュ・スュッド・ウエス

トの吸収合併の認可

・ BPCEが有するユーロシックの株式を、ネクシティ（32.1％）およびバンク・パラティーヌ（20.1％）を通じて、

バティパート、コヴェア、およびACMヴィに売却することの認可

監査役会に提出された事項の種類に応じて、監査役会の関連委員会が提示した報告書に基づき、協議がなされ、決定

が下された。

 

監査役会の委員会の運営手続

監査役会は、監査役会の決定事項の作成、および監査役会に対する勧告を担当する専門の委員会を３つ設立した。か

かる委員会の職務、財源、および構成は、監査役会の内部規則に定められている。

 

監査役会の協議事項のうち、監査委員会が創設した委員会の権限の範囲内のものは、可能な限り、かつ該当する状況

に応じて、当該委員会に当該事項を付託した上で協議され、また、当該委員会が勧告または動議を発した後でなけれ

ば、当該事項に対する決定を下すことはできない。

 

上記の協議事項を委員会に付託する目的は、法律または定款により監査役会に割り当てられた権限を当該委員会に

委譲することではなく、取締役会の権限を減縮または制限することでもない。

 

上記の協議事項を委員会に付託する必要がある場合、当該委員会の委員長は、（状況を考慮した上で）相当の期間内

に、当該委員会が、監査委員会の協議事項案に関して、業務を実施する上で、かつその意見、勧告事項および提案事項

を策定する上で必要なあらゆる品目および文書を、取締役会から受領する。

 

委員会の構成員は、監査役会の会長の推薦に基づき、監査役会の構成員の中から選定される。また、監査役会は、委員

会の構成員を解任することができる。

 

監査役会の委員会の構成員の任期は、監査役会構成員の任期と同一である。監査役会構成員およびその委員会の構成

員の任期は、同時に更新することができる。

 

各委員会は、３名以上７名以下で構成される。

 

また、監査役会は、グループBPCEの外部からの議決権のない構成員、またはそのいずれかの委員会における議決権の

ない取締役を指名することができる。

 

監査役会の各委員の委員長は、当該委員会の業務の編成を担当する。各委員会の委員長は、監査役会によって指名さ

れる。
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監査・リスク委員会

構成

監査・リスク委員会の委員長は、2009年７月31日からマルワン・ラウー氏が務めている。また、同氏は、同日付で、社

外メンバーとして監査役会に指名された。

 

また、監査・リスク委員会の他の構成員には、会計、財務および内部統制に関する専門知識を有する者として、以下に

掲げる者が指名された。

・ ティエリー・カーン氏（バンク・ポピュレール・ダルザスの会長）

・ ベルナール・コモレ氏（ケス・デパーニュ・イル・ド・フランスの取締役会の会長）

・ ジャン・クリトン氏（バンク・ポピュレール・リーブ・ドゥ・パリの最高経営責任者）

・ マリー＝クリスティーヌ・ロンバール氏（TNTエクスプレスの会長兼最高経営責任者）

・ ピエール・バランタン氏（ケス・デパーニュ・ラングドック・ルシヨンの運営・監査委員会の委員長）

監査委員会の委員長および副委員長は、監査・リスク委員会の報告書を受領して、（選ばれた場合）同委員会の会議

に出席することができる。

 

職務

監査・リスク委員会は、財務書類、および当行の業務に関する取締役会の報告書を検証および精査するという監査役

会の役割を補助する。

 

監査・リスク委員会は、その資格において、株主に提供された情報の質をモニタリングする。また、より一般的に、監

査・リスク委員会は、金融機関および投資会社の内部統制に関して、フランス商法典（2008年12月８日の省令第

2008-1278号による変更を含む。）、および1997年２月21日のCRBF規則第97-02号（変更を含む。）に定められる職務

を遂行する。

 

監査・リスク委員会は、以下に掲げる事項をモニタリングする。

a）　財務情報の作成、ならびに、法定監査人の独立性および連結ベースの年次財務書類に対する法定監査のプロセス

この点につき、上記の職務には以下に掲げる事項が含まれる。

・ 当行の単体ベースの年次財務書類、ならびに当行およびグループBPCEの四半期、半期および連結ベースの年次財

務書類であって、取締役会が、監査役会が精査する前に監査役会に提示されたものを精査すること

・ 提供された情報の明確性を確認すること

・ 連結会社の範囲、および当該範囲の傍証を精査すること

・ 当行の単体ベースの財務書類、ならびに当行およびグループBPCEの連結ベースの財務書類を作成する上で採用さ

れる会計処理方法の適切性を評価すること

・ 会計情報および財務情報の作成および処理に関する内部統制手続およびリスク管理手続に関する、監査役会の会

長の報告書の草案を精査すること

・ 当行またはグループBPCEによる大規模な買収が及ぼす注意すべき会計上の影響を見直すこと

・ 法定監査人の選任手続、および年次株主総会で指名を推薦される法定監査人に関する勧告を発すること

・ とりわけ、法定監査人が属するネットワークにグループBPCEが支払う報酬、および当該法定監査人にグループ

BPCEが支払う報酬の明細を見直す方法、ならびに、財務書類の法定監査の確固たる枠組み内に収まらない譲渡で

あって、かかる枠組みに間接的または付随的につながる譲渡のうち、その価格が１百万ユーロ（税込み）を超え

るものを承認する方法（かつ、その他あらゆる譲渡を無効にする方法）により、当該法定監査人の独立性を徹底

すること
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・ 法定監査人の業務スケジュール、監査および勧告の結果、並びにフォローアップを見直すこと

 

b）　内部統制システムおよびリスク管理システムの有効性

この点につき、上記の職務には以下に掲げる事項が含まれる。

・ 当行およびグループBPCEが実施する内部統制の質を評価（リスクの監督および管理を測定する一貫性および完

全性を含む。）すること、必要に応じて、上記の事項に関する追加の措置を提案すること、そして、リスクの測定お

よび監督に関する年次報告書、ならびにグループBPCE内で実施される内部統制に関する条件を調査すること

・ 関連報告書に基づき、当行およびグループBPCEの活動の合算リスク・エクスポージャーを見直すこと

・ リスクおよびコンプライアンスの観点から、グループBPCEの監査役会が掲げる方針に関する意見（とりわけ、リ

スク許容度が反映されており、かつ監査役会に提示されたリスク限界値に関する意見）を策定すること

・ CRBF規則第97-02号第17条で言及される重要性の基準および閾であって、監査役会が留意すべき事柄を特定する

ために使用されるものに関して、監査役会に提案を行うこと

・ 報酬に関する方針が、リスク管理の目標と一致するよう徹底すること

・グループBPCEの一般監査部の独立性が保たれるよう、また、職務を首尾よく遂行する上で必要なあらゆる品目、シ

ステム、もしくは情報を受領する権限、またはそれらアクセスする権限を有するよう徹底すること

・ 当グループの一般監査部門の年間スケジュールを見直すこと

・ 金融健全性規制監督機構および一般監査部が実施した監査によって認定された、当行及びグループBPCEの会社に

関する事実であって、その概要が監査役会に開示されたものが処理されるよう徹底すること

・ 金融健全性規制監督機構が送付したフォローアップのためのレターを精査すること、および当該レターの返信の

草案に関して意見を述べること

 

活動

BPCEの監査・リスク委員会は、2011年１月１日から同年12月31日までの期間に、会議を７回開催した。かかる会議の

平均出席率は、92.86％だった。

監査・リスク委員会が会議で主に取り扱った問題は、以下のとおりである。

 

財務

・ 2010年12月31日に終了する事業年度に関するBPCEの年次財務書類の提示

・ 2012年度の予算

・ BPCEの四半期および半期の財務書類の提示

・ ヨーロッパのストレス・テストのモニタリング

・ グループBPCEの支払能力比率および流動性比率の検討およびモニタリング

・ グループBPCE間の比率に関する要件のモニタリング

・ バーゼルIIIによる影響の検討

・ SPPEのために発行されたあらゆる優先株式の買戻しに関する意見

・ 個人資金貸付の証券化のための資金のリファイナンスに関するBPCEの新たなプログラムの条件の見直し

・ クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランスによる最大15億ユーロまでの増資にBPCEが応募することに関する

条件の見直し

 

監査－コンプライアンス－リスク

・ 金融健全性規制監督機構（ACP）による報告および調査のモニタリング

・ 内部統制に関する監査役会の会長の報告書の精査およびモニタリング
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・ CRBF規則第97-02号第42条に従って作成された内部統制の運営に関する報告書、およびCRBF規則第97-02号第43条

に従って作成されたリスクの測定および監督に関する報告書（一般監査部の業務、年次コンプライアンス報告

書、投資サービスのコンプライアンス責任者による年次報告書、年次監査プログラムに関する報告書、信用リスク

に関する報告書、および会計リスクに関する最新情報）の精査

・ グループBPCEのリスクに関する情報更新（将来のリスク・マッピング、連結ベースのリスクの報告、バーゼルII

プログラムに対する注力）

・ コンプライアンス・セキュリティ部の業務に関する情報更新

・ 一般監査部の業務に関する情報更新（勧告のフォローアップの報告、および2012年度の監査計画の提示）

・ リスク監督メカニズム（マッピング、およびバーゼルIIに対する注力のためのプログラム）

・ グループBPCEおよびBPCEの事業継続計画のモニタリング

・ 法定監査人のモニタリング、およびかかる法定監査人の報酬に関する情報更新

・ ナティクシスのワークアウト・ポートフォリオに含まれる資産の管理に関する定期的な報告

・ 資産・負債管理リスクの閾値の基準の精査CRBF規則第97-02号第17条）

・ 株式会社トリトンの管理の実施に関するモニタリング

 

戦略運営

・ BPCEが有するフォンシアの株式をブリッジポイント/ユーラゼオの共同企業体へ売却する計画の見直し

・ バンク・ポピュレール・サントル・アトランティックによるバンク・ポピュレール・デュ・スュッド・ウエス

トの吸収合併の検討

・ BPCEが有するユーロシックの株式を、ネクシティ（32.1％）およびバンク・パラティーヌ（20.1％）を通じて、

バティパート、コヴェア、およびACMヴィに売却する計画の見直し

 

指名・報酬委員会

構成

指名・報酬委員会の委員長は、2009年７月31日からマルワン・ラウー氏が務めている。また、同氏は、同日付で、社外

メンバーとして、監査役会に指名された。

 

また、指名・報酬委員会の他の構成員には、専門家かつプロとしての経験を有する者として、以下に掲げる者が指名

された。

・ カトリーヌ・アマン＝ギャルド氏（ケス・デパーニュ・ロワール・ドローム・アルデーシュの運営・監査委員

会の委員長）

・ マリーズ・オラニョン氏（アフィーヌ・グループの会長兼最高経営責任者）

・ ジャン・クリトン氏（バンク・ポピュレール・リーブ・ドゥ・パリの会長兼最高経営責任者）

・ ジェラール・ベルモン氏（バンク・ポピュレール・バル・ドゥ・フランスの役員会の会長）

・ スティーブ・ジャンティリ氏（BREDバンク・ポピュレールの会長）

・ ピエール・マツキエヴィッチ氏（ケス・デパーニュ・コート・ダジュールの運営・監査委員会の委員長）

 

2012年１月１日付でBPCEの監査役会の副会長に指名されたスティーブ・ジャンティリ氏は、運営・監査委員会の構

成員の地位を辞任した。そして、同日付で、CASDENバンク・ポピュレールの会長であるピエール・デベルニュ氏が、当

該地位に代わりに就任した。

 

職務
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指名・報酬委員会は、以下に掲げる事項に関して、監査役会を補助する。

 

報酬

指名・報酬委員会は、以下に掲げる事項につき、監査員会に対する提案事項を策定する。

・ 当行の取締役会構成員に適用される報酬（現物給付、給付制度および退職金制度を含む。）の水準および支払方

法

・ 監査役会の会長および副会長の報酬

・ 監査役会およびその委員会の構成員に対する出席報酬の配当、ならびに当行の年次株主総会の承認を得るために

同会議に提出される、当該出席報酬の合計金額

 

さらに、指名・報酬委員会は、以下に掲げる職務を遂行する。

・ ストックオプションまたは同様の有価証券の付与に関する方針、およびそれらが付与される者の一覧表に関し

て、監査役会に意見を述べること

・ グループBPCEが掲げる報酬に関する方針（とりわけ、関連機関の上級管理職に関する方針）を認識すること

・ 重大な責任の観点から、当行によって実施される保険政策を検討し、意見を述べること。

・ 年次報告書のうち、上記の問題を扱う項目に関して、監査役会に意見を述べること

 

選任

指名・報酬委員会は、以下に掲げる事項につき、監査役会に提案および勧告を行う。

・監査役会メンバーおよび議決権を有さないメンバー（グループBPCE以外の者）を選出すること、なお、グループ

BPCE内の監査役会メンバーは、会社の付属定款およびフランス通貨金融法典第L.512-106条を遵守して取締役会に提

案すると定められている。

 

この点につき、指名・報酬委員会の職務には、以下に掲げる事項が含まれる。

・ 当行の取締役会の会長の指名に関して、監査役会に提案を行うこと

・ 監査役会の評価プロセスであって、監査役会自体が実施するもの、または他の適切な内部手続または外部手続に

則って実施されるものを調整すること（この点につき、指名・報酬委員会は、当行のガバナンスに関する規則

（監査役会の内部規則）に盛り込む必要のある最新情報を提案する。なお、2011年に外部手続が実施された。）

・ 会長によるコーポレート・ガバナンスに関する報告書を調査すること

 

活動

指名・報酬委員会は、2011年１月１日から同年12月31日までの期間に、会議を８回開催した。かかる会議の平均出席

率は、100％だった。

監査・リスク委員会が、2011年に会議で主に取り扱った問題は、以下のとおりである。

・ 取締役会構成員に対する固定報酬および業績報酬の水準および条件

・ フランスの銀行・金融規制委員会（CRBF）の規則第97-02号第38-4条に従い、BPCEおよびグループBPCEの金融機

関の中で「規制対象者」に属する者に対する報酬に関する方針

・ 出席報酬の予算の分配に関する規則の決定

・ BPCEのトレーダー
50
に対する業績報酬の予算の決定

・ 取締役会構成員１名の指名

・ 監査役会の会長による、内部統制に関する報告書の精査およびフォローアップ

・ 役員会における男女間の均衡のとれた代表に関する法案に遵守する方法で、社外取締役２名の選定
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・ 監査役会の評価プロセスに対する外部会社の評価、および当該評価の結論の見直し

 

50
　かかるトレーダーには、金融機関の内部規則に関するCRBF規則第97-02号の適用対象となる者（とりわけ、グループBPCE のリスク内容に重大

な影響を及ぼす活動を行う従業員の区分に該当する者）が含まれる。
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協同組合委員会

構成

協同組合委員会の委員長は、過去にフィリップ・デュポン氏が務めており、その後2012年１月１日から監査役会の会

長であるイヴ・メサロヴィッチ氏が務め、同氏は、正当に、協同組合委員会構成員となった（BPCEの監査役会の内部

規則第3.4条）。

 

また、協同組合委員会の他の構成員には、以下に掲げる者が含まれる。

・ ベルナール・コモレ氏（ケス・デパーニュ・イル・ド・フランスの取締役会の会長）

・ ジャン・クリトン氏（バンク・ポピュレール・リーブ・ドゥ・パリの最高経営責任者）

・ ピエール・デベルニュ氏（CASDENバンク・ポピュレールの会長）

・ フランシス・ヘンリー氏（ケス・デパーニュ・ロワレーヌ・シャンパーニュ・アルデンヌの運営・監査委員会

の委員長）

・ フィリップ・デュポン氏（2012年１月１日までBPCEの監査役会の会長）

 

職務

協同組合委員会が担当する職務は、長期的な貢献、および専門的かつ合理的な倫理を促進するため、ならびに、それら

をグループBPCE およびネットワークの活動に取り入れるために、提案事項および勧告事項を策定すること、そして、

グループBPCE および各ネットワークの共同組合としての側面を築き上げることである。

 

株主による年次株主総会の参加に関する詳細（BPCEの定款第30条）

１．年次株主総会は、適用規則に記載される条件に従って招集および開催される

 

年次株主総会は、当行の登録事務所または招集通知に記載される他の場所で開催される

 

終了した事業年度に関する年次財務書類を承認するために招集される定時株主総会は、当該事業年度終了後

５ヶ月以内に開催される

 

２．年次株主総会に参加できるのは、カテゴリA株式、カテゴリB株式、および普通株式の株主のみである

 

年次株主総会は、当行の登録事務所または招集通知に記載される他の場所で開催される

 

年次株主総会に参加するために、株主は、当該年次株主総会の開催日の３営業日前の深夜（パリ時間）までに、

当行が保管する株主名簿に指名が登録されなければならない

 

３．年次株主総会に自ら参加できない株主は、以下の３つの方法のうち、いずれか１つを選択することができる

・ 他の株主、または自身の配偶者に議決権を代理行使させる方法

・ 郵送によって投票する方法

・ 代理人の指名を伏せた上で、委任状を当行に送付する方法

 

４．年次株主総会の議長は、監査役会の会長が務め、会長が不在の場合は、監査役会の副会長が務める。監査役会の会

長および副会長の双方が不在の場合、年次株主総会の議長は、監査役会構成員のうち、監査役会が議長として指

名した者が務める。かかる指名がなされない場合、当該年次株主総会において、その議長を選出する。
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年次株主総会の株主は、当該会議の役員一組を指名する。

 

開票検査官の業務を遂行すること、および最も多くの株式を自ら、または代理人を通じて代表することを希望す

る株主２名によって、会計検査官が構成される。会議の役員は、秘書役（当該年次株主総会の出席者であるか否

かを問わない。）を指名する。

 

出席表は、適法な規則に記載される条件に従って保管される。

 

５．定時株主総会は、自ら、または代理人を通じて当該会議に出席する株主が有する議決権付き株式数が全体の５分

の１以上である場合、１回目の招集通知のみで有効に開催することができる。また、定時株主総会は、自ら、また

は代理人を通じて当該会議に出席する株主が有する議決権付き株式数にかかわらず、２回目の招集通知で有効

に開催することができる。

 

定時株主総会での決定は、自ら、または代理人を通じて当該会議に出席する株主（郵送によって投票する株主を

含む。）による過半数の投票で、行われる。

 

６．臨時株主総会は、自ら、または代理人を通じて当該会議に出席する株主が有する議決権付き株式数が全体の４分

の１以上である場合、１回目の招集通知のみで有効に開催することができる。

 

臨時株主総会は、自ら、または代理人を通じて当該会議に出席する株主が有する議決権付き株式数が全体の５分

の１以上である場合、２回目の招集通知のみで有効に開催することができる。

 

臨時株主総会での決定は、自ら、または代理人を通じて当該会議に出席する株主（郵送によって投票する株主を

含む。）による３分の２以上の投票で、行われる。

 

定時株主総会および臨時株主総会は、適用規則で定められる条件に従って各権限を行使する。

 

７．年次株主総会の議事録の写しまたは抜粋は、監査役会の会長もしくは副会長、取締役会構成員、または年次株主

総会の秘書役によって、証明される。

 

８．定時株主総会および臨時株主総会は、適用規則で定められる条件に従って各権限を行使する。

 

報酬および給付金の金額設定に適用される規則および原則

監査役会構成員の報酬

2009年７月31日に開催された合同定時株主総会にて、BPCEが支払う出席報酬の合計金額が、600,000ユーロと設定さ

れた。かかる報酬の詳細は、第４「役員の状況」に記載されている。

 

フィリップ・デュポン氏（2011年12月31日までBPCEの監査役会の会長）の報酬

・ 年間固定給：400,000ユーロ

・ 年間住宅手当：42,000ユーロ

・ 出席報酬：０
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イヴ・トゥーブラン氏（2012年１月１日より監査役会の会長）の報酬

・ 年間固定給：400,000ユーロ

・ 出席報酬：０

 

監査役会構成員に支払われる出席報酬

イヴ・トゥーブラン氏（2011年12月31日まで監査役会の副会長）の報酬

・ 年間固定出席報酬：80,000ユーロ

・ 出席した会議１回（１事業年度につき最大９回まで）につき支払われる出席報酬：1,500ユーロ

 

スティーブ・ジャンティリ氏（2012年１月１日より監査役会の副会長）の報酬

・ 年間固定出席報酬：80,000ユーロ

・ 出席した会議１回（１事業年度につき最大９回まで）につき支払われる出席報酬：1,500ユーロ

 

他の監査役会構成員

・ 年間固定出席報酬：10,000ユーロ

・ 出席した会議１回（１事業年度につき最大９回まで）につき支払われる出席報酬：1,000ユーロ

 

監査役会構成員の追加報酬

マルワン・ラウー氏（監査・リスク委員会の委員長）

・ 年間固定出席報酬：30,000ユーロ

・ 出席した会議１回（１事業年度につき最大７回まで）につき支払われる出席報酬：500ユーロ

 

監査・リスク委員会の他の構成員

・ 年間固定出席報酬：5,000ユーロ

・ 出席した会議１回（１事業年度につき最大７回まで）につき支払われる出席報酬：500ユーロ

 

ローランス・ダノン氏（指名・報酬委員会の委員長）

・ 年間固定出席報酬：15,000ユーロ

・ 出席した会議１回（１事業年度につき最大７回まで）につき支払われる出席報酬：500ユーロ

 

指名・報酬委員会の他の構成員

・ 年間固定出席報酬：2,000ユーロ

・ 出席した会議１回（１事業年度につき最大７回まで）につき支払われる出席報酬：500ユーロ

 

議決権のない構成員

定款第28.3条に従い、監査役会は、年次株主総会で監査役会構成員に配当される出席報酬から控除する方法により、

議決権のない構成員に報酬を付与することを決定した。

議決権のない取締役は、以下の報酬を受け取る。

・ 年間固定出席報酬：5,000ユーロ

・ 出席した会議１回（１事業年度につき最大６回まで）につき支払われる出席報酬：500ユーロ
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取締役会構成員の報酬

BPCEの定款第19条に従い、かつ指名・報酬委員会の勧告に基づき、監査役会は、2011年２月22日の会議において、取締

役会構成員に支払われる2011年度の業績給の金額を決定するために使用される基準を打ち出した。

かかる基準は、以下のとおり定められた。

・ 量的基準の割合は、業績給の60％を占める。ただし、グループBPCE のTier-1比率が8.5％未満の場合、業績給は一

切支払われない。かかる量的基準は、以下の方法で決定される。

－ 例外的項目（営業総利益＋リスクコスト＋関連会社の収益/（損失）の割当て＋他の資産の純利益/純損

失＋のれんの変更）が控除される前の税引前利益は、業績給の30％を占める。監査役会が定めたかかる基

準の目標が達成された場合、取締役会構成員は、上記の30％全てを受け取る権利を有する
51
。

－ コスト/収益比は、業績給の30％を占める。監査役会が定めたかかる基準の目標が達成された場合、取締役

会構成員は、上記の30％全てを受け取る権利を有する。

 

・ 質的基準の割合は、業績給の40％を占める。かかる基準は、以下の職務によって構成される。

－ 新たなソルベンシーIIおよびバーゼルIIIの要件に対して、概念的な視点、および管理ツールの観点の双方

から、「資本・流動性」プロジェクトを完成させること

－連結ベースのリスク管理

－ネットワークの発展

－ガバナンス（多様な意思決定機関との高度な協力および連絡）

 

 

51
　監査役会は、かかる量的な目標を達成する上で期待される正確な水準を明示している。ただし、かかる水準は、機密上の理由から公表されてい

ない。
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さらに、BPCEの他の会社から受け取った業績給は、BPCEに関連して決定された業績給の金額から控除されることが定

められた。かかる業績給の金額は、（妥当な場合）受取人の勤続年数に基づき、日割りで計算される。かかる日割り計

算は、グループBPCE の金融機関の幹部であって、当該金融機関から業績給を付与される者が、BPCEの取締役会に指名

される場合に、適用される場合がある。

 

BPCEの監査役会は、指名・報酬委員会の提案に基づき、2011年２月22日の会議にて、取締役会の会長および構成員の

報酬金額を以下のとおり設定した。

フランソワ・ぺロール氏

・ 固定給：550,000ユーロ

・ 業績給：達成された予算の150％が目標（最大200％）

・ 年間住宅手当：60,000ユーロ（参考のために付言すると、フランソワ・ぺロール氏は、かかる住宅手当を受け

取っていない。）

 

ニコラ・デュアメル氏

・ 固定給：500,000ユーロ

・ 業績給：達成された予算の80％が目標（最大100％）

 

オリビエ・クラン氏

・ 固定給：500,000ユーロ

・ 業績給：達成された予算の80％が目標（最大100％）

 

フィリップ・クイーユ氏

・ 固定給：500,000ユーロ

・ 業績給：達成された予算の80％が目標（最大100％）

 

ジャン＝リュック・ベルニュ氏（2011年９月19日付で、年金受給権を主張する。）

・ 固定給：500,000ユーロ

・ 業績給：達成された予算の80％が目標（最大100％）

 

アンヌ・メルシエ＝ガレ氏（2011年９月19日付で、ジャン＝リュック・ベルニュ氏に取って代わる。）

・ 固定給：500,000ユーロ

・ 業績給：達成された予算の80％が目標（最大100％）

 

2009年度の業績給の支払条件は、以下のとおりである。

・ ジャン＝リュック・ベルニュ氏およびニコラ・デュアメル氏に対する業績給のうち、25％が2011年度に、12.5％

が2012年度に、それぞれ繰り延べられる。

・ 業績給の繰り延べ金額は、監査役会が判断する特別の場合に加え、受取人が退職または死亡した場合には、適用さ

れない（その場合、当該繰り延べ金額は、上記の事由の発生と同時に支払われる。）。

・ フランソワ・ぺロール氏は、2009年度分の賞与または業績給に対する権利を放棄しているので、かかる年度分の

業績給のうち、繰り延べ金額は受け取らない。

 

繰り延べ金額は、グループBPCE の自己資本利益率（ROE）の達成数値が４％以上であることを条件に支払われる
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（かかる数値は、2009年度のROEの数値を基準に定められ、2010年および2011年度に設定される数値である。）。

 

2010年度の業績給の支払条件は、以下のとおりである。

・ フランソワ・ぺロール氏の業績給は、70％が、2012年度、2013年度および2014年度（各年度につき23.33％）に繰

り延べられる。

・ オリビエ・クラン氏、ニコラ・デュアメル氏、フィリップ・クイーユ氏およびジャン＝リュック・ベルニュ氏の

業績給は、50％が、2012年度、2013年度および2014年度（各年度につき16.66％）に繰り延べられる。

・ 繰り延べ金額は、親会社の持分所有者に帰属する純利益（配当年度および支払年度の直前３暦年（2010年度より

前の暦年は、考慮しない。）を通じた移動平均として評価される。）の変化と連動する。

・ 業績給の繰り延べ金額は、監査役会が判断する特別の場合に加え、受取人が退職または死亡した場合には、適用さ

れない（その場合、当該繰り延べ金額は、上記の事由の発生と同時に支払われる。）。

 

繰り延べ金額は、グループBPCE のROEの達成数値が４％以上であることを条件に支払われる（かかる数値は、2010年

度のROEの数値を基準に決定され、2011年度、2012年度および2013年度に決定される数値である。）。

 

2011年度の業績給の支払条件は、以下のとおりである。

・ 取締役会構成員全ての業績給が、その金額に応じて、2013年度、2014年度および2015年度（各年度につき３分の１

ずつ）に繰り延べられる。

・ 繰り延べ金額は、親会社の持分所有者に帰属する純利益（配当年度および支払年度の直前３暦年（2010年度より

前の暦年は、考慮しない。）を通じた移動平均として評価される。）の変化と連動する。

・ 業績給の繰り延べ金額は、監査役会が判断する特別の場合に加え、受取人が退職または死亡した場合には、適用さ

れない（その場合、当該繰り延べ金額は、上記の事由の発生と同時に支払われる。）。

 

繰り延べ金額は、グループBPCE のROEの達成数値が４％以上であることを条件に支払われる（かかる数値は、2011年

度のROEの数値を基準に決定され、2012年度、2013年度および2014年度に決定される数値である。）。

 

(2)内部統制手続およびリスク管理手続

一般的な組織

2009年８月４日にBPCEが運営を開始して以来、内部統制システムのガバナンスは、取締役会および監査役会に委ねら

れてきた。

 

取締役会は、包括的かつ適時な方法で適切な評価および管理を確実に実施する目的で、組織および財源に関して決定

を行い、かかる決定事項を実施する。また、取締役会は、BPCEおよびグループBPCE の財務状態および財務戦略に適し

た統制の枠組みを有している。取締役会は、リスク管理および上記の活動に関する監査役会への報告に責任を負う。

さらに、取締役会は、リスクの監督および管理に関する一般的な目標を基準に、リスク許容度を定める。かかる目標の

妥当性は、定期的に評価される。取締役会は、グループBPCE の活動および結果に関連するリスクの分析およびモニタ

リングによって示される主な事項および主な結論を、定期的かつ継続的に監査・リスク委員会および監査役会に報

告する。

 

監査役会は、規制上の枠組みに従って、被った主なリスクの監督、主なリスク限界値の承認、および統制の枠組みの評

価を行う。かかる目的上、監査役会の決定事項の作成、および勧告事項の構想を担当する監査・リスク委員会が、監査

役会を補助する。2011年度における監査・リスク委員会の職務、財源および構成、ならびに活動は、本報告書のコーポ
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レート・ガバナンスの項において詳述する。

 

内部統制システムへの参加

１．グループBPCE を単位とする組織

グループBPCE の統制システムは、中央機関のそれと同様、銀行規制および健全な経営慣行に則って３段階の統制、す

なわち、２段階の永久統制、および１段階の定期統制から成っている。統合的な統制プロセスは、BPCEの取締役会が下

した決定に従って、定められた。

 

永久階層統制（レベル１）

永久階層統制（レベル１）は、内部統制における一次的なリンクであり、ライン管理者の監督の下で、営業部門また

は機能部門によって実施される。

 

上記の部門の責任には、以下に掲げるものが含まれる。

・ 取引処理手続およびかかる手続の遵守状況に加え、リスク限界値の遵守状況を調査すること

・ 観察されたオペレーショナル・リスクの事象を報告すること、およびオペレーショナル・リスクの評価に必要な

景気指標を設定すること

・ 上記の部門の主導で実施された取引に関連する勘定における活動による勘定残高をサポートすること

上記の統制レベル１は、状況および活動内容に応じて、特別のミドルオフィス型統制課もしくは会計統制組織、また

はその他の営業担当従業員自身によって、（場合によっては共同で）実施される。

 

統制レベル１の正式な報告は、永久統制部または関連機能に対して行われる。

 

専門組織による永久統制（レベル２）

永久統制レベル２（CRBF規則第97-02号第6-a条で定められる意味による。）は、専らその機能に特化した専門組織

（グループBPCEのコンプライアンス・セキュリティ部、およびグループBPCEのリスク管理部）によって実施される。

 

他の中央機能に含まれるのは、永久統制の枠組みへの実質的な参加者、すなわち、グループBPCEの財務部（会計統制

に関する責任部署）、法務部、営業課（情報システムのセキュリティに関する責任部署）、およびグループBPCEの人

事部（報酬に関する方針に影響を及ぼす問題に関する責任部署）である。

 

定期統制（レベル３）

定期統制（CRBF規則第97-02号第6-b条で定められる意味による。）は、グループBPCE の一般監査部によって実施さ

れ、あらゆる企業および活動（永久統制を含む。）の枠を超えて実施される。

 

２．統制プロセスに基づく組織

統合された永久プロセスおよび定期プロセスは、グループBPCE 内で実施された。かかるプロセスを監督する中央機

関内に、永久統制および定期統制に関して、３つの部署が設立された。それらのうち、グループBPCEのリスク管理部お

よびグループBPCEのコンプライアンス・セキュリティ部は、永久統制を担当し、グループBPCE の一般監査部は定期

監査を担当する。銀行監督の下にある関係会社および子会社に設置された永久統制および定期統制の機能は、強固な

機能間リンクによって統合された統制プロセスに関して、BPCE内の対応する中央の統制関連部署に報告を行う。かか

るリンクには、関係会社および直接子会社における永久統制または定期統制を担当する管理者の指名および解任の

承認、報告義務、開示義務および警告義務を行うこと、中央機関が実施する基準であって、リポジトリに記録されるも
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の、ならびに統制計画の決定または承認が含まれる。上記のリンクは、各業務プロセスに適用される憲章の中で定め

られる。全体のシステムは、2009年12月７日の取締役会で承認され、2009年12月16日の監査委員会に提示された。ま

た、かかるシステムは、BPCEの監査役会にも提示された。

 

統制システムの調整

中央機関の監査役会の会長は、永久統制の一貫性および有効性を徹底することに責任を負う。

 

グループBPCEの内部統制調整委員会（CCCIG）は、監査役会の会長またはその代理人が委員長を務め、定期的に、また

は月１回の頻度で会議を開く。

 

グループBPCEの内部統制調整委員会は、リスク管理および内部統制ならびにフォローアップ業務の結果に加え、グ

ループBPCE の内部統制の枠組みの一貫性および有効性に関連するあらゆる問題を処理することに責任を負う。

かかる責任には、以下に掲げるものが含まれる。

・ グループBPCE の統制の枠組みの発展に関する最新情報を、定期的かつ継続的に経営幹部に報告すること

・ 事業の伸展、または経営環境もしくは統制システムの状況の変化によって生じる新興リスクまたは再発リスクの

領域を強調すること

・ 経営幹部に対して重大な不履行を報告すること

・ 統制によって判明した事柄が適切に考慮されるよう徹底すること、決定された是正措置を見直すこと、当該是正

措置に優先順位をつけること、および当該是正措置の実施をモニタリングすること

・ グループBPCE のセキュリティ水準を強化するために実施される措置を決定すること、および（必要に応じて）

中央機関の永久統制機能によって展開される戦略を調整すること

 

グループBPCEの内部統制調整委員会の構成員には、グループBPCEの財務を担当する取締役会構成員、グループBPCEの

営業を担当する取締役会構成員、定期統制機能（グループBPCEの一般監査部）および永久統制機能（グループBPCE

のリスク管理部、およびグループBPCEのコンプライアンス・セキュリティ部）のトップ、グループBPCEにおけるITシ

ステム・セキュリティ（RSSI）のトップ、ならびにグループBPCE財務部における会計統制プロセスの監督責任者が

含まれる。商業銀行業務および保険業務を担当する取締役会構成員は、常任の構成員である。また、グループBPCEの内

部統制調整委員会は、（妥当な場合）内部統制機関および外部統制機関による勧告事項を適用するために運営管理

者がとる措置に関して、当該運営管理者から報告を受けることができる。

 

リスクのモニタリングおよび統制手続

グループBPCEのリスク管理部は、リスク管理手続の有効性および一貫性、ならびにグループBPCEの財源、人材および

システム資源に伴うリスクの水準の一貫性、および当該水準の目標（とりわけ、格付機関による格付けの観点からの

目標）を監督する。また、グループBPCEのリスク管理部の職務は、グループBPCEの営業部の職務からは独立して遂行

される。また、グループBPCEのリスク管理部の運営手続（とりわけ、業務プロセスに関するもの）は、グループBPCEの

リスク管理憲章（2009年12月７日にBPCEの取締役会で承認され、2010年５月10日に更新される。）に明記される。銀

行監督規制の下にある親会社の関係会社および子会社のリスク管理部は、グループBPCEのリスク管理部との間に、強

固な機能間リンクを有している。他の子会社は、リスク管理部に機能に関する報告を行う。

 

グループBPCEのリスク管理部の主な職務

・ 連結ベースによるリスク方針の策定を補助すること、全体的なリスク限界値を調査すること、資本配分に関する

協議に参加すること、ならびにポートフォリオが、上記の限界値および配分に従って管理されるよう徹底するこ
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と

・ 取締役会が、新興リスク、リスクの集中、およびその他の不利な展開を特定することを補助すること、ならびに戦

略を立案すること

・ 規制上の原則および規則に従い、連結ベースのリスク測定の基準および方法、リスク・マッピング、リスク受容に

対する承認、リスク制御および報告、ならびに法令遵守に関する決定を行い、それらを実施すること

・ グループBPCEの規模で、リスクの水準を評価および制御すること、また、その枠組内で、包括的な分析を実施する

こと

・ 永久的な監督（限界値の違反を発見および解決することを含む。）、ならびに中央集中型で、かつ将来を見据え

た、連結ベースによる内部リスクおよび外部リスクの報告（規制当局への報告を含む。）に対する責任

・ 財務情報を作成するための特定プロセス（市場価額の評価方法、調整、提供および決定）の統制レベル２に対す

る責任

・ リスクの測定、制御、報告および管理に適用される基準を定める方法により、情報技術部（IT部）と密に強調し

て、リスク情報システムを管理すること（また、リスク管理部は、リスク情報システムの永久統制レベル２に対し

て責任を負っている。）

・ リスク管理プロセスを調整すること

 

リスクの区分毎の詳細な活動

１．信用リスク

リスク測定は、各種の顧客および取引に適応した格付システムに依拠している。グループBPCEのリスク管理部は、か

かるリスク測定の遂行を決定および統制することに責任を負う。

 

決定は、権限委譲手続、連結ベースでの各顧客のグループ会社（当該顧客の子会社で構成される会社）に関連し、連

結ベースによる内部の上限および限度に関するシステム、ならびに、リスク管理部が関与する包括的な分析の原則の

枠組み内で行われ、これには上告の権利が含まれるため、上層部である信用委員会に付託される可能性がある。

グループBPCEおよび中央機関の内部における権限委譲システムの構成は、以下のとおりである。

・ グループBPCEの信用委員会に対する権限委譲

・ グループBPCEのウォッチリスト・引当金委員会

・ 金融機関の子会社（ナティクシスを除く。）および関係会社を専門とする信用委員会に対する権限委譲

・ ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）を専門に担当する信用リスク委員会に対する権限委譲

・ ポピュレール銀行を専門に担当する信用リスク管理委員会に対する権限委譲

・ BPCEのリスク管理委員会（中央機関）に対する権限委譲

・ グループBPCEの機関内の信用委員会に対する権限委譲

 

2010年の初め、グループBPCEの内部において、個人および専門家のリテール顧客に対する内部格付方法であって、

（各顧客セグメントに特化した）双方のネットワークによって共有される方法が確立した。ポピュレール銀行ネッ

トワークおよびナティクシスが共有する企業格付ツールの実施が、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）に対して始動し

た。かかる企業格付ツールの展開は、2012年の初めに予定されている。

 

ポピュレール銀行の間で現在実施されているプロセスと同様、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）のリスク管理部およ

びケス・デパーニュ（貯蓄銀行）グループの元子会社は、グループBPCE単位の「顧問」としての査定人（内部格付

けを承認する権限を有する者）の原則を採用して、アナリストによる対抗評価の後、会社格付けの承認に対して最終

的に責任を負う。ポピュレール銀行の信用リスク委員会の権限下にある勘定に関して、リスク管理部の勧告に基づ
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き、信用リスク委員会によって格付けが承認された。

 

グループBPCEの内部のリスクのモニタリングは、一方では、適切なリスク評価に必要な情報の質に、他方では、被るリ

スクの水準および進展に関連している。基準の適用およびデータの質に対する遵守状況は、承認されたあらゆる分野

に確立されたモニタリングを通じて管理される。監督部門は、リスク管理部に関連して、リスクの主な集中の特定を

補助する目的で、ポートフォリオ分析を扱う。

 

グループBPCE内における異なるレベルの統制は、リスク管理部の監督下で運営される。また、リスク管理部は、多様な

意思決定機関に対する概要報告に対しても責任を負う。

 

機密事項（ウォッチリスト
52
に関する管理事項）、および複数の企業（ナティクシスを含む。）が共有する主なリス

クに関する引当金計上方針は、グループ・ウォッチリスト・引当金委員会によって、定期的に調査される。

 

リスク管理部は、大きなリスク・エクスポージャーの制御に関する1993年12月21日のCRBF規則第93-05号に従って、

グループBPCEのリスク管理委員会のために、当グループ単位での規制上の上限の遵守状況を測定およびモニタリン

グする。

 

企業の純資産（CRBF規則第90-02号における意味による。）に基づく内部上限システムは、規制上の上限未満の水準

に設定されており、グループBPCEのあらゆる企業に適用される。リスク管理部は、グループBPCEのリスク管理委員会

のために、かかる上限の遵守状況を測定およびモニタリングする。

 

また、グループBPCEの制限システムは、主な資産クラスのために設定された。かかる制限システムは、各資産クラスの

主なカウンターパーティ・グループにつき、グループBPCEが維持することを希望する最大のエクスポージャー水準

を設定およびモニタリングするものである。

 

同時に、グループBPCEは、バーゼルIIの分野におけるグループBPCEのあらゆる業務を管理、調整およびモニタリング

することで、バーゼルIIに関して継続的に努力してきた。グループBPCEは、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）のネット

ワークのリテール顧客セグメントにおいて、IRBA手法を使用するための承認を受けた。

 

リスク管理部内のバーゼルIIプログラム部門が取り組む次の主なプロジェクトは、クレディ・フォンシエール・

ドゥ・フランスのリテール顧客セグメントおよびポピュレール銀行ネットワークの法人セグメントにおける進歩的

な方法へ移行することを含む。

 

2011年に実施された業務

信用リスク部は、金融セクター、法人セクター、地域公共セクターおよび投資セグメントにおける限界値を設定する

方法を決定して、グループBPCEの基準・手法委員会がかかる方法を承認した。現状、主なカウンターパーティに関す

る限界値を設定することができる。

 

同時に、グループBPCE全体につき、地域公共部門における信用リスクが特定された。

 

「要注意」と決定されたカウンターパーティを詳細に監督する目的、および複数の企業が共有する貸倒れに対する

引当金計上の一貫性を保つ目的で、グループBPCEによるウォッチリストの監視プロセスは、継続的に改善される。引

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 308/1163



当金計上に関する追加の基準が定められ、グループBPCEのリスク基準・手法委員会の承認を得るため、同委員会に提

示された。

 

52
　ウォッチリストとは、特別に監視されているカウンターパーティの一覧表をいう。

 

1,400近くのカウンターパーティ・グループ（グループBPCEのコミットメント（リテール顧客を除く。）の53％（グ

ループBPCE間のカウンターパーティを除く。）を占める。）が、クラスタ分析の結果に関する遵守を達成した。

 

また、信用リスク部は、クラスタをモニタリングすること、およびカウンターパーティ・グループに対するグループ

BPCEの連結ベースでのエクスポージャーを見直すことを支援する目的で、双方のネットワークに対してツールの運

用を開始した。また、信用リスク部は、かかるツールに関して変更管理の支援も実施する。

 

最後に、リスク測定システムの最適化は、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）のリテール顧客セグメントにおけるIRBA手

法に対する2011年末の承認によって、継続した。ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）のネットワークにおける法人格付

ツールの展開準備は、2012年１月の実施に向けて、継続的に実施された。

 

見通し

2012年度の業務は、主に、信用リスク部の永久統制システムに重点を置くこと、そして、かかるシステムを拡張するこ

とに専念する。また、以下に掲げる事項にも重点が置かれる。

・ セグメント分析の実施を完了させ、特定の方針の実施につなげること

・ 補填されるエクスポージャーの量の観点から、事後的な精査を改善すること

・ 情報システムに関する基準の策定を支援すること

最後に、リスクコストを予測することおよび、グループBPCEのウォッチリストとは別に、グループBPCE全体のウォッ

チリストを作成することに関して、特別な努力が尽くされる。

 

２．金融リスク

a） 市場リスク

グループBPCEのリスク管理部の活動は、主に３つの分野に分かれる。

 

測定

・ 市場リスクの測定の原則であって、種々の適切なリスク管理委員会が認可する原則を決定すること

・ 連結ベースでリスクを測定するために必要なツールを実施すること

・ リスクの測定（市場の運営上の限界値に対応する測定を含む。）を実施すること、およびかかる測定が、リスク対

応プロセスの一環として実施されるよう徹底する。

・ 適切な評価モデルおよび業績測定基準を認可すること、または当該評価モデルが、リスク対応プロセスの一環と

して実施されるよう徹底すること（当該評価モデルが、市場の自己資本比率指令（CAD）の対象となる機関に

よって開発される場合、リスク管理部は、当該評価モデルの承認権限を当該機関に委譲して、承認された当該モデ

ルのマッピングを他の承認コメントと併せて、受け取る。)

・ 価額の調整に関する方針を決定すること、または自己資本比率指令（CAD）の対象となる機関のリスク管理部に

かかる方針に関する権限を委譲すること、および情報を中央に集中させること

・ 市場活動に関する管理結果の統制レベル２を実施すること、および中央機関の財務評価方法を承認すること

 

限界値
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・ 包括的なリスク分析プロセスの一環として、限界値の枠組みを調査すること、および種々の適切なリスク管理委

員会が採用する限界値（世界共通の限界値、および（妥当な場合）運営上の限界値）を設定すること

・ 自己資本比率指令（CAD）の対象外となる機関の内部の認可商品の一覧表、および遵守すべき条件を調査するこ

と、ならびに承認を得るため、当該一覧表を市場リスク委員会すること

・ ポピュレール銀行、およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の取引ポートフォリオ内の区分および中長期的なポー

トフォリオを管理するプロセスを調和させること（指標をモニタリングすること、指標の上限値を設定するこ

と、モニタリングおよび制御のプロセス、および報告基準）

 

監督

・ 金融商品、または資本市場における新たな商品もしくは活動に対する投資の要求であって、自己資本比率指令

（CAD）の対象外の金融機関が、新市場商品委員会を通して、行う要求を調査すること

・ 市場取引、評価価格および管理規則に対する統制レベル２の手続を定めること

・ グループBPCEのリスク・マッピングを統合すること、および中央機関のリスク・マッピングを確立すること

・ 割り当てられた限界値（総合的な限界値および運営上の限界値）に関して、ポジションおよびリスクの日常的な

監督を実施およびモニタリングすること

・ 報告基準を設定すること

・ 限界値の違反に関して、意思決定の枠組みを構築すること

・ 上限値の違反およびその解決の永久的な監督を徹底またはモニタリングすること

・ 多様な意思決定機関のために総合得点表を作成すること

 

2011年に実施された業務

グループBPCE内の市場リスクのモニタリングを標準化および強化するべく、金融リスク部門において業務が実施さ

れた。グループBPCEの市場リスクのリポジトリ（評価基準、制御基準および報告基準が含まれる。）は、プライベート

・エクイティ・リスクの制御、および証券化のモニタリングに関する新基準によって補完された。なお、上記の制御

および新基準は、グループBPCEの基準・手法委員会によって承認された。

 

共有されるVaR測定ツールは、2012年１月より、グループBPCE全体の売買目的保有勘定に適用される、均一かつ連結

ベースのVaRを計算するために使用される。

 

より一般的に、市場リスクの管理は、グループBPCEの市場リスク管理委員会によって定期的に見直される。

 

最後に、市場取引上の不正行為によるオペレーショナル・リスクを特定することに関するラガルド氏の報告書の勧

告に対して、四半期毎の特別モニタリング（2010年に確立）を実施したことによって、グループBPCEの全域（ケス・

デパーニュ（貯蓄銀行）のネットワーク、ポピュレール銀行のネットワーク、子会社、およびBPCE S.A.グループ）に

わたる売買目的保有勘定に対するグループBPCEの遵守率が合計で98％に達した。

 

見通し

グループBPCEに適用される均一かつ連結ベースのVaRを実施するために、グループBPCEのストレス・テスト・プロ

ジェクトに重点が置かれる。かかるプロジェクトの目標は以下のとおりである。

・ グループBPCEに適用される、仮説的なストレス・テストおよび過去の事実に基づくストレス・テストを測定する

こと

・ 重大性の観点からの仮説的なストレス・テストを再測定すること
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・ 新たなシナリオの実施を検討すること

 

さらに、ネットワークの商品リスクおよび市場リスクのマッピングは、2012年に、グループBPCE全域にわたって展開

される。かかるマッピングは、ポートフォリオ管理に関して詳述される。

 

b） 構造的なALMリスク

グループBPCEのリスク管理部は、構造的なALMリスク（流動性リスク、金利リスク、および為替リスク）を管理するシ

ステムの一部を構成する。金融リスク管理機能は、上記のリスクに対する統制レベル２に責任を負い、ALMリスク部門

は、上記のリスクを測定するために使用される前提を認可する。かかる前提には、とりわけ、以下に掲げるものが含ま

れる。

・ 特定されたリスク要因の一覧表、ならびにオンバランスシート・リスクおよびオフバランスシート・リスクの

マッピング

・ 将来の生産率および前払い率のバックテスティング

・ 残存案件限定販売に関する契約、およびバランスシート・リスクをヘッジする権限を有する証書の決定

・ モニタリングに関する指標（とりわけ、ストレス・テストおよび規制上の指標に関する指標）、規則、およびALM

委員会に対する報告頻度

・ 情報の報告に関する契約およびプロセス

・ 評価システムの信頼性に関する統制基準、限界値を設定する手続、および当該限界値の違反を管理する手続、なら

びに行動計画のモニタリング

 

グループBPCEのリスク管理部は、ALM委員会が定めたALMリスクの限界値に対する要求を調査する。当該限界値は、続

いてグループBPCEのリスク管理委員会の承認を得るため、同委員会に提出される。

 

グループBPCEのリスク基準・手法委員会は、ALM委員会が定めるストレス・テストのシナリオを認可する。また、リス

ク基準・手法委員会は、必要に応じて、グループBPCEのストレス・テストのシナリオを補完する目的で、ストレス・

テストのシナリオを定める。より具体的には、金融リスク機能は、以下に掲げる事項を統制する。

・ ALM委員会が定める基準に従って計算した指標の遵守状況

・ 報告された必要情報に基づく限界値の遵守

・ リスクを低減するための行動計画の実施

 

上記のあらゆる職務に対する責任は、各企業のリスク管理ユニット（当該企業のみの範囲の責任）、およびリスク管

理部（連結ベースでの責任）が負う。

 

各企業の文書管理に対する統制レベル２の報告には、以下に掲げる事項が含まれる。

・ リスク制御手続の質

・ 限界値の遵守、および当該限界値の違反があった場合における是正措置の計画

・ バランスシートおよびリスク管理指標に対する変更の分析

 

また、ALMリスク部門は、構造的な金利リスク、流動性リスクおよび為替リスクに対する統制レベル２に責任を負う。

ALMリスク部門は、関連組織およびリスク管理部の金融リスク管理者で構成されており、ALMリスクの防止、リスク管

理方針への寄与、およびALMリスクの永久的な監督に関する業務を実施する。
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2011年に実施された業務

構造的なALMリスクを管理および監督するシステムに関連して、ALMリスク管理部門は、CRBF規則第97-02号第17条に

従って、とりわけ、流動性および限界値の水準に関する新たな制御指標を盛り込むことにより、リポジトリを改善し

た。

 

また、財務部およびナティクシスの財務部との連携により、グループBPCEのALMリスクのリポジトリが、流動性事業継

続計画と併せて更新された。

 

同時に、ALMリスクに関する調和された報告を開始することに伴って、組織のリスク部の戦略が、前進した。また、ALM

測定値のモニタリングを補助して、当該測定値の分析を円滑にする目的で、ALMリスク部門は、ポピュレール銀行およ

びケス・デパーニュ（貯蓄銀行）のネットワークの機関にツールを提供する。上記の報告は、全て、リスク管理部の

元で統合される。

 

最後に、ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）双方のネットワーク、ならびにバンク・プラティー

ヌは、2012年の上半期に予定されている、自社のツールおよび組織図を集中させるプロセスに着手した。

 

見通し

2012年に、ALMリスク部は、全ての組織において、連結ベースでのALMリスクの報告システムに関するプログラムを継

続する予定である。

 

同様に、ALMリスク部は、ALMツールの将来的なユーザーとして、ALMツール調和プロジェクトへの参加を継続する。か

かる継続は、報告および制御の観点からリスク部門の必要性を定めること、ならびに、ALMリスクの管理プロセス統制

する目的で、上記のプロジェクトに関連して下された決定事項（事業分野、モデリングの選択、およびプロセス）を

認可することの双方によって達成される。かかるプロジェクトにより、リスク部門は、自己のパラメーターを用いて、

ALM指標を計算することができる。

 

ALMリスク部は、バーゼルIIIでの流動性部分を実施するために、グループBPCE単位での事前業務に参画する。した

がって、リスク管理部は、流動性カバレッジ比率（LCR）および安定調達比率（NSFR）バーゼル自己資本比率を算出

するための方法に関する基準に対する承認を見直す。

 

最後に、グループBPCEのALMリスクのリポジトリは、制御に関するより徹底した担保によって、向上されるべきであ

る。

 

３．オペレーショナル・リスク

リスク管理部は、オペレーショナル・リスクの管理方針に寄与する。リスク管理部の職務は、以下のとおりである。

・ グループBPCEのリスクに関して、オペレーショナル・リスクの基準および方法を運用すること、ならびに、オペ

レーショナル・リスクのリポジトリ、およびリスクのモニタリングの基準を更新すること

・ グループBPCE全体に適用される均一的な評価基準に基づくリスク・マッピング（また、グループBPCEのリスク管

理部は、グループBPCEの憲章に従って、不遵守リスクをリポジトリに含めるべく、コンプライアンス部と協働す

る。）

・ オペレーショナル・リスクの指標を定めること

・ リスクヘッジ（行動計画、事業継続計画、および保険）のモニタリング
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・ オペレーショナル・リスクに関する証明済みの事象に関する損失のデータベースの管理

・ 常任的なリスクのモニタリング、とりわけ、グループBPCEの種々の機関に送付される連結ベースでの概要報告書、

グループ単位での重大かつ大規模な事象の調査および分析、ならびに、当該大規模な事象に関する是正措置およ

び防止措置の承認および監督

・ IT部と密に協力することによる、オペレーショナル・リスクの情報システムの管理、ならびに、オペレーショナル

・リスクの測定、制御、報告および管理に適用される基準を定めること

 

2011年に実施された業務

2011年に、以下に掲げる事項を含む、複数の大規模な優先事項が処理された。

・ リスク・マッピングに関する単一の参考書類を提供する目的で、双方のネットワークのために調和されたオペ

レーショナル・リスクの詳細なリポジトリに不遵守リスクを含めるべく、かかるリポジトリは拡張された。かか

る収束プロジェクトの主たる目標は、グループBPCEの全ての機関に関するリスクに対して、包括的で、調和した、

かつ連結ベースでの見識を獲得することである

・ オペレーショナル・リスクのモニタリングのメカニズムを改善するため、機関による記録文書が作成され、かか

る記録文書には、オペレーショナル・リスクのメカニズムの特徴が記載されている

・ 同様に、オペレーショナル・リスク機能に関する標準統制計画を定めることによって、常任的な制御プロセスが

改善された。かかる改善の目標は、グループBPCEの機関内で実施されるプロセスに関して、中央機関の業務を強化

するため、上記のプロセスをグループBPCE全体に拡張することである。制御に関する記録文書案は、グループBPCE

を代表する種々の機関によって構成される作業部会によって定められ、そのひな形は、最善の慣行が共有される

ものであって、かつ、オペレーショナル・リスクのプロセスの構成要素（収集された事象データ（質、包括性、お

よび警告事項）、通常支払能力比率に関する報告書（COREP）、マッピング（範囲、および格付けの一貫性など）、

指標、管理すべきリスク、ならびに行動計画）に関して実施される様々な制御がグループBPCEにおいて統合され

るものでなければならない

・ ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の双方のネットワーク、ならびに子会社のために調整さ

れた、オペレーショナル・リスク管理ツールの予備バージョンが、ソフトウェア開発業者によって頒布された。受

入検査および変更管理の支援が引き受けられ、運用開始に着手された。かかるツールは、ポピュレール銀行ネット

ワークにおいて既に運用開始された

・ オペレーショナル・リスクのデータマートによって半年毎または四半期毎に提供される、連結ベースでの、また

は詳細な報告書の自動的な制作は、2011年に改善された。かかる多様な報告書は、とりわけ、複数の会社の間にま

たがる事象に関して、グループBPCE単位での是正措置計画を定める

・ 双方のネットワークを代表する機関で構成される作業部会は、グループBPCEの機関全てに共通するリスク指標を

定めるために始動した。かかるリスク指標は、オペレーショナル・リスク管理ツールに入力された

・ 最後に、中央機関のオペレーショナル・リスクのプロセスが、意識向上およびオペレーショナル・リスク管理者

の教育によって、改善した。新たな格付けを取得するために、リスク・マッピングの範囲が拡大及び向上した。

 

見通し

2012年の業務では、変更管理、ならびにグループBPCEのオペレーショナル・リスク管理ツールの運用開始に関する、

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）のネットワークおよび子会社に対する支援が重視される。

 

また、とりわけ、機能横断型かつグループBPCE全体の行動計画のモニタリング、およびオペレーショナル・リスク機

能の永久的な制御計画のモニタリングに関して、強調ユニットおよび監督ユニットの役割強化が重視される。
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最後に、オペレーショナル・リスク部は、データの質が、報告書の草案作成の基準を満たすように努力を継続する。

 

４．保険業務に伴う引受リスク

リスク管理部は、保険業務部と協力して、グループBPCEの主要保険会社（ナティクシス・アシュランス、コンパニー

・ウーロペエンヌ・ドゥ・ギャランティー・エ・コション（CEGC）、BPCEアシュランス、およびプレパール）の内部

での保険リスク（引受リスクを含む。）のモニタリング・プロセスの効果的な実施および運営を徹底する。

 

この文脈上、補完性原理が適用される。具体的には、最初に保険会社によって制御が実施され、次に直接親会社（ナ

ティクシスおよびBREDバンク・ポピュレール）のリスク部の次元で制御が実施され、次に、グループBPCEのリスク管

理部によって制御が実施される。

 

さらに、グループBPCEの将来的な保険証券に関して、リスク管理部は、財務部と共に複数の委員会に参加する。

 

見通し

リスク管理部は、地方のリスク管理部およびグループBPCEの種々の保険会社と協力して、連結ベースでのリスクのモ

ニタリングの得点表であって、グループBPCEの全範囲を網羅したものを作成するよう努める。より具体的には、グ

ループBPCEのリスク管理部は、保険会社が保有する金融資産の質を認証して、要注意対象とされた発行会社に対する

合算エクスポージャーを評価する。

 

５．媒介リスク

媒介リスクは、未だ修正されていない、またはポジションを閉じていない取引をモニタリングするシステムによっ

て、中央機関の次元でモニタリングされる。ナティクシスは、媒介業務を担当して、かかるリスクを制御およびモニタ

リングする上で必要なデータを中央機関に提供する。

商業銀行業務・保険業務部は、グループBPCEのコンプライアンス・セキュリティ部と協力して、双方のネットワーク

の機関における顧客取引のために選択された仲介業者につき、見直しを行う。

 

６．決済/受渡しリスク

金融商品に対する顧客の注文は、中央機関からナティクシス（ウーロティートル）に対して伝達される。また、ナ

ティクシスは、会計記録業務および保管業務を再委託する。

 

７．連結ベースでのリスク管理

リスク管理部の役割は、グループBPCEおよびその各子会社に関する連結ベースのリスクに対して機能横断型のモニ

タリングを実施すること、BPCEの全域にわたって連結ベースのリスク管理の構造を構築すること、および、グループ

単位で、また（必要あれば）企業単位で機能横断型のリスク分析を実施および調整することである。

 

かかる目的上、リスク管理部は、以下に掲げる事項に対して責任を負う。

・ 均一的なリポジトリを創出および管理すること、ならびにグループBPCEのリスク統合ツールを定め、そして使用

すること

・ 信用加重型の融資資産を計算すること、およびグループBPCEの通常支払能力比率に関する報告書（COREP）を管

理すること、ならびに是正措置および発展をモニタリングすること

・ 情報システムおよび情報プロセスに関して機能横断型のプロジェクトを指導すること

・ データの質のモニタリングを調整すること
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また、リスク管理部は、リスク分析を報告するために、繰り返しの報告（内部のものか、規制上のものかを問わな

い。）または特定の報告の決定および作成を行う。リスク管理部は、グループBPCEおよび（必要あれば）企業のリス

クに対して、機能横断型の分析を行う。

 

最後に、リスク管理部は、リスク管理委員会の運営を構成して、同委員会の決定をモニタリングする。また、リスク管

理部は、グループBPCE全体に関して、内部および外部双方のリスク・コミュニケーションを調整して、一般監査部お

よび金融健全性規制監督機構の勧告に従う。

 

2011年に実施された業務

カウンターパーティ・リスクの限界値をモニタリングするためのグループBPCEのプロジェクトは、2011年に完了し

た。同時に、第三者のリポジトリ・ツール（カウンターパーティが列挙された特定のデータベース）を調和させるた

めの業務が継続された。グループBPCEの組織を支える最初のデータ・ストリーム（第三者のレポジトリからの情

報）が、2011年末に着手された。その結果、1,400近くのクライアント・グループが基準を達成した。また、以下の目的

のため、リスク加重型の金融資産の計算機に変更が加えられた。

・ 規制上の変更を組み込むこと

・ （変更管理業務が完了した場合）とりわけ、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）のリテール顧客の残高に関して、

IRBAをモニタリングすること

さらに、グループBPCEの「希少資源権利プロジェクト」に関連して、主にデータおよびプロセスの質を改善すること

により、リスク加重資産（RWA）を最適化するためのプログラムが、複数の中長期的なレバレッジおよび関連行動計

画を特定する上で役に立った。また、リスク管理部は、リスク加重資産のシミュレーション・ツールを実施した。

 

グループBPCEの連結ベースのリスク・マッピングの様式は、固定された。また、リスク管理部は、リスク要因、および

当該要因がグループBPCEに及ぼす影響を特定するための先見的なリスク分析を実施した。グループBPCEにおける上

記のリスク領域を特定することで、とりわけ、個人に対する不動産融資に関して、徹底的かつ特別の見直しが実施さ

れた（なお、かかる見直しは、商業銀行業務・保険業務部、およびリスク管理部の信用リスク部によって実施され

た。）。

 

また、財務部および子会社との密な連携によって、欧州銀行監督機構（EBA）の保護の下、グループBPCEに対する世界

的なストレス・テストが実施および調整された。かかるストレス・テストの結果は、2011年７月15日に公表された。

同様に、リスク管理部は、銀行の資本需要に対する評価試験の完了を指導し、その際、（同じくEBAが要請した）ソブ

リン債に対する控えめな評価を考慮した。かかる評価試験の結果は、2011年12月８日に公表された。

 

また、リスク管理部は、グループBPCEにおける、転換および解決に関する計画を展開するための規制上のプロジェク

トを監督している。財務部、法務部、戦略部、およびグループBPCEのコンプライアンス・セキュリティ部との密な協力

によって、現在、作業が実施されている。

 

最後に、グループBPCE単位で保険業務をモニタリングするための機能横断型のプロジェクトが、商業銀行業務・保険

業務部との連携によって、始動した。

 

見通し

リスク管理部は、リスク加重資産の計算に影響を及ぼす、いわゆるバーゼルIIIの規制上の変更の実施を監督しなけ
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ればならない。また、その他複数の新たな規制上の報告を実施しなければならない。

 

また、リスク管理部は、特定のポートフォリオに対する複数回の見直しを実施することにより、グループBPCEのリス

ク領域に関する分析作業を継続しなければならない。リスク管理部の市場リスク管理部と連携して、リスク管理部

は、証券化ポートフォリオに対して特に集中的な注意を払う。リスク管理部は、内部方法・認可部と共に、内部ストレ

ス・テストに関するメカニズムの実施を監督して、かかる実施のプロセスに寄与すべく財務部と協働する。

 

中央組織の他の部署と連携して、グループBPCEの転換および解決に関する計画を完結させなければならない。

 

保険リスクの予備的なマッピングを実行しなければならない。

 

８．リスク部門による永久統制および調整

リスク部門の永久統制・調整部の目標は、信用リスク、金融リスクおよびオペレーショナル・リスクに関して、グ

ループBPCEの機関におけるリスクに対する永久統制を行うことである。かかる永久統制は、グループBPCEのコンプラ

イアンス・セキュリティ部門の業務対象範囲である不遵守リスクとは、独立して実施される。

 

リスク管理の調整に関して、永久統制・調整部の主な業務は、以下のとおりである。

・ リスク管理文書（許可書およびリポジトリなど）をモニタリングおよび更新すること

・ 地方のリスク管理部の組織的プロセスをモニタリングすること

・ 全国的に終日開催される複数の会議を通じて、管理プロセスの管理を調整すること

・ 親会社の関係会社のリスク管理委員会の業務をモニタリングすること

・ グループBPCEの組織のリスク部に対してリスク管理部が始動する教育をモニタリングすること

・ グループBPCEの組織に影響を及ぼす機能横断型のプロジェクトに寄与すること

 

永久統制につき、永久統制・調整部の主要業務は、関係会社および子会社の全てのリスク部門（コンプライアンス部

門を除く。）における永久統制レベル２のシステムを確立および更新することである。また、永久統制・調整部は、リ

スク管理部の永久統制業務を統合する。

 

2011年に実施された業務

永久統制・調整部は、その創設以来、グループBPCEのリスク管理部の組織構造に関連する報告内容を改訂した。

 

同時に、永久統制・調整部は、リスク管理憲章および/またはリスクのリポジトリから生じるリスク関連事項に関し

て、業務を完了させ、作業部会を立ち上げた。

 

最後に、フォローアップ業務を促進する目的で、グループBPCEの一般監査部および金融健全性規制監督機構の双方が

実施した定期統制業務の概要を作成する。

 

見通し

既に進行中の業務は、2012年に強化される。かかる業務には、以下に掲げるものが含まれる。

・ グループBPCEの全ての組織と密に協調して、リスク部門（コンプライアンス部門を除く。）に対する永久統制レ

ベル２の計画を実施すること（なお、永久統制ツールを通じたパイロット・フェーズは、ベンチマークの発展と

併せて、2012年末または2013年の初めに開始予定である。）
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・ リスク管理プロセスの調整を強化すること

・ リスク管理プロセスのために割り当てられた資源に関する基準の提案を行うこと

・ 参考文書（リスク管理憲章およびその関連リポジトリなど）を更新すること

 

リスク統制機関

グループBPCE単位でのリスク管理委員会は、リスク管理部の必須要素であり、リスク引受の統制、ならびに被ったリ

スクの量および構造に関する多様な問題の定期的かつ積極的な評価を実施する。

 

グループBPCE、中央機関、ポピュレール銀行ネットワーク、およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）のネットワークを

対象とする主な委員会の委員長は、BPCEの取締役会の構成員、ポピュレール銀行の最高経営責任者、またはケス・デ

パーニュ（貯蓄銀行）の取締役会の会長が務める。かかる委員会は、以下のとおりである。

 

１．機能横断型の委員会

グループBPCEのリスク管理委員会：統括委員会

リスク管理委員会の対象範囲は、グループBPCE全体（中央機関、ネットワークおよびあらゆる子会社）に及ぶ。

 

リスク管理委員会は、広範囲なリスク方針を定めること、グループBPCEおよび各機関に適用される世界共通の上限お

よび限度を決定すること、他の委員会の権限委譲の限度を認可すること、グループBPCEおよび各機関における主たる

リスク領域を調査すること、連結ベースのリスク報告書を精査すること、測定に関するリスク対応計画を承認するこ

と、ならびに、グループBPCEの主たるリスク基準およびリスクに関する手続に加えて、リスクを監督および管理する

ことを担当する。また、とりわけ、世界共通の限界値に達するおそれがある場合（CRBF規則第97-02号第36条）、リス

ク管理委員会は、限界値をモニタリングする（CRBF規則第97-02号第35条）。

 

世界共通のリスク限界値は、年に１回の頻度で見直され、監査・リスク委員会に提示される（CRBF規則第97-02号第

33条）。グループBPCEのリスク管理委員会は、統制機関が留意するべき事象を特定するために、監査・リスク委員会

に対して、基準および閾値の提案を行う（CRBF規則第97-02号第38-1条および第17条）。また、監査・リスク委員会

は、設定された限界値を遵守する上での条件を１年に２回の頻度で、監査・リスク委員会に通知する（CRBF規則第

97-02号第39条）。

 

BPCEのリスク管理委員会（中央機関を専門に担当する委員会）

リスク管理委員会は、あらゆる種類のリスクを扱う。

 

信用リスクに関して、リスク管理委員会は、カウンターパーティの限度に対する事前の認可、および貸付または子会

社に対するあらゆる保証に関して中央機関が行ったあらゆる確約に対する事前の認可を実施する。また、リスク管理

委員会は、BPCE S.A.が行ったあらゆる確約を見直す。

 

リスク管理委員会は、金融リスクに関して、限界値のメカニズムに対する認可を行い、限界値の利用およびポート

フォリオを見直す。

 

オペレーショナル・リスクおよび不遵守リスクに関して、リスク管理委員会は、オペレーショナル・リスクおよび不

遵守リスクのマッピング、ならびに当該マッピングの範囲内での行動計画に対する認可を行う。リスク管理委員会

は、損失および事象の報告（警告手続）を精査する。
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保証モニタリング委員会（CSG）

保証モニタリング委員会は、ワークアウト・ポートフォリオの資産を保護するシステム（GAPC）に関するあらゆる

事項を決定する。保証モニタリング委員会の職務には、以下に掲げるものが含まれる。

・ 保証システムの適切な適用をモニタリングすること、ならびに、ワークアウト・ポートフォリオ管理委員会

（CGAC）が保証モニタリング委員会に付託したあらゆる決定事項およびプロジェクトであって、保証メカニズム

および/またはナティクシス若しくはBPCEの義務に影響を及ぼすおそれがあるものを見直すこと

・ ナティクシスの決算時における、保証システムに関する関連事業年度の量的データを見直すこと

・ 保証契約に従って、アービトラージ（鞘取り）を実施すること

・ ワークアウト・ポートフォリオの管理に関して、CGACが実施すべきナティクシスの戦略ガイドライン（リスク方

針を含む。）を認可すること、ならびに当該戦略ガイドラインが遵守されるよう徹底すること

・ 会計上の再分類の結果、ならびに、より一般的に、適用ある会計規則および健全性規則に対するあらゆる変更に対

して判断および決定を下す。

・ ナティクシスに付与される定期的なコールの価値を認可すること

・ 保証の対象となる資産の評価方法に対する変更（「マーク・トゥ・マーケット」から「マーク・トゥ・モデ

ル」への移行を含む。）を認可すること

・ 金融保証の対象となる資産に関する運用手数料の付替えに関する取決めを決定すること

・ 統制に関する処分、代替および変更であって、保証に重大な影響を及ぼすものを分析すること、ならびに、金融保

証の対象となる資産の売却に関する規則（トレーダーに付与される権限の水準を含む。）を定めること

・ 保証に関連するあらゆる問題につき、推薦機関として行為すること

 

保証モニタリング委員会は、四半期毎に会議を開催し、創設期間中は、毎月会議を開催することができる。また、保証

モニタリング委員会は、状況によって必要な場合、直ちに会議を招集することができる。

 

保証モニタリング委員会は、その職務の正確な遂行を可能にする目的で、保証システムまたは保証対象資産に関連す

る他の委員会が扱う問題に関する情報と併せて、保証モニタリング委員会が必要とする情報を定期的に受け取る。

 

ワークアウト・ポートフォリオ管理委員会（CGAC）

ワークアウト・ポートフォリオ管理委員会は、2009年に創設され、ナティクシスのワークアウト・ポートフォリオ・

リスク委員会の後を継いだ。ワークアウト・ポートフォリオ管理委員会の代表者にとっての目的は、同委員会の意思

決定に深く関与することであり、BPCEにとっての目的は、保証システムまたは保証対象資産に関連する特定の問題に

関して、決定を下す際に、保証モニタリング委員会の承認が必要である旨を要求する権利を行使することである。

 

ワークアウト・ポートフォリオ管理委員会は、ワークアウト・ポートフォリオに移転する活動に関するあらゆるリ

スクのうち、カウンターパーティ・リスクおよび市場リスクの双方に関するものにつき、運営およびモニタリングを

実施する機関である。

 

協議が結了した場合、ワークアウト・ポートフォリオ管理委員会の委員長（ナティクシスの最高経営責任者）が決

定を下す。

 

保証システムに起因して、上記の決定によって財務上の影響が及び、またはBPCEが特定のリスクを被る場合、BPCEの

代表者は、決定が下される前に、上記の問題を保証モニタリング委員会に付託するよう要求することができる。会議
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は、毎月開催される。

 

ナティクシスのリスク管理部および財務部は、BPCEの代表者と共に、アジェンダに関連問題を追加することができ

る。

 

グループBPCE、英国企業、米国企業、およびルクセンブルグの企業が保有する資産を管理する地方委員会

かかる地方委員会は、当該地方において保有される保証対象資産に関する事項を扱う。かかる事項は、米国、ルクセン

ブルグおよび英国で管理されるナティクシスのワークアウトに関連する。BPCEの代表者はかかる委員会に参加する。

ただし、ワークアウト・ポートフォリオ管理委員会は事前に当該事項を見直し、勧告を策定することができる。

 

かかる地方委員会の委員長は、該当する企業の最高経営責任者が務め、問題となる事項が協議された後、決定を下す。

委員会の決定を延期することはできない。

 

２．信用リスク

グループBPCEの信用委員会

本信用委員会は、グループBPCEの複数の企業に共通する大きなカウンターパーティ・グループに関する限度を設定

し、また、個別のカウンターパーティ・グループにつき、一定の閾値に対する超過限度を設定する。本信用委員会は、

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の貸付委員会および子会社の信用リスク委員会の許可限度を超える貸付に対して、

また、グループBPCEのあらゆる企業に対して強制可能な上限または据置き措置に対して、信用上の決定を下す。本信

用委員会の対象範囲は、グループBPCE全体（中央機関、ネットワークおよびあらゆる子会社）に及ぶ。会議は、少なく

とも、３ヶ月毎に開催される。

 

ポピュレール銀行の信用リスク委員会

本信用リスク委員会が取り扱う事項は、設定された閾値を超過する貸付に対する事後的な見直し、信用リスクの報

告、モニタリング、セグメント分析、およびポピュレール銀行ネットワークに関する主題別の調査である。本信用リス

ク委員会は、ポピュレール銀行ネットワークに対して提案されたシンジケート案の開始を許可する。また、本信用リ

スク委員会は、取締役の格付けを承認することにより、ポピュレール銀行ネットワーク内で有効な貸付に関する規則

であって、争いのないものを監督する。会議は、毎月開催される。

 

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の信用リスク委員会

本信用リスク委員会は、ポピュレール銀行の信用リスク委員会が有する上記の特権を適用する。ただし、（2012年か

ら適用される）取締役の格付けに対する承認、および格付けに対する事前の見直しを除く。会議は、毎月開催される。

 

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）のコミットメント委員会

コミットメント委員会の職務には、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）のネットワークにおける貸付けであって、各企業

に固有の閾値を超え、かつグループBPCEの信用委員会の閾値以下であるものに対して事後的な決定を下す。会議は、

毎週開催される。

 

金融機関（ナティクシスを除く。）の子会社を担当する信用リスク委員会

信用リスク委員会は、あらゆる企業の承認閾値を超える貸付けに対して、事前の決定を下す。特定の閾値を超える貸

付けについては、グループBPCEの信用委員会に決定が委ねられる。会議は、毎週開催される。
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グループBPCEのウォッチリスト・引当金委員会

ウォッチリスト・引当金委員会は、カウンターパーティをウォッチリストに追加すること、またはカウンターパー

ティをウォッチリストから除外することであって、特定の連結を超えるものに関して、１ヶ月毎（証券化、ファンド

およびプライベート・エクイティについては四半期毎）に決定を下す。また、ウォッチリスト・引当金委員会は、中

央機関のウォッチリストおよび引当金に関する業務を扱う。会議は、毎月開催される。

 

３．市場リスク

市場リスクに関するグループBPCEの決定は、グループBPCEの市場リスク委員会によって下される。かかる市場リスク

委員会は、新たな商品および資本市場活動に関する事項をグループBPCEの新商品委員会に付託する機関である。

 

グループBPCEの市場リスク委員会

市場リスク委員会は、意思決定および監督を行うグループBPCEの機関である。

 

市場リスク委員会は、限度を設定およびモニタリングすること、トレーダーの認可を承認すること、ならびに認可さ

れた商品、限度、残高および満期の一覧表を作成することによって、グループBPCEの中央金庫を監督する。

 

市場リスク委員会は、グループBPCEの全体的な市場リスクの監督メカニズム（グループBPCEのバリュー・アット・

リスク（VaR））を承認すること、グループBPCE単位で市場リスクの収束目標を設定すること、およびグループBPCE

のALMの限界値のメカニズムを承認することを担当する。

 

内部モデルを使用する市場リスクであって、特定の閾値を超えるものを扱うグループBPCEの機関に関して、市場リス

ク委員会は、限界値の利用、限界値の違反、および限界値の変更をモニタリングするための検査を通じて、市場リスク

を事後的にモニタリングする。

 

その他の機関に関して、市場リスク委員会は、商品に関連するリスクに対する上流分析を実施すること、当該リスク

が生じた場合の運営上の限界値（満たされるべき量的および質的な条件、および限界値の設定）を設定すること、モ

ニタリングのプロセスおよび限界値に対する精査を１年毎または（必要に応じて）それ以上の頻度で実施するこ

と、ならびに限界値に対する遵守状況を定期的にモニタリングすることを担当する。会議は、６週間毎に開催される。

 

グループBPCEの新（市場）商品委員会

新（市場）商品委員会は、自己資本比率指令（CAD）の対象外の機関のポートフォリオにおける新たな資本市場商品

を事前に認可する。新（市場）商品委員会は、商品の取引または新規参入の前に、BPCEの子会社が自社のポートフォ

リオ内において、新たな金融商品を使用すること、および新たな金融業務に着手することに関する条件を定める。新

（市場）商品委員会は、とりわけ、その金融活動の範囲内で、グループBPCEのあらゆる企業に責任を負う。会議は、必

要に応じて開催される。

 

４．オペレーショナル・リスク

グループBPCEのオペレーショナル・リスク委員会

オペレーショナル・リスク委員会には、リスク・マッピングに関する単一の参考書類に寄与する異なる事業分野

（コンプライアンス、情報システム・セキュリティ、事業継続計画、および会計監査）が含まれる。オペレーショナル

・リスク委員会の目的は、グループBPCE全体にわたるオペレーショナル・リスクのマッピングおよび行動計画を承

認すること、ならびに損失、事象および計画（CRBF規則第97-02号第17条に従って、金融健全性規制監督機構に提供さ
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れた、オペレーショナル・リスクに関する報告を含む。）の水準に対して連結ベースでのモニタリングを実施するこ

とである。会議は、３ヶ月毎に開催される。

 

５．基準および方法

グループBPCEのリスク基準・手法委員会

リスク基準・手法委員会は、グループBPCE内で適用される信用リスク、ALMリスク、市場リスクおよびオペレーショナ

ル・リスクの方法、測定、制御および報告に関する共通の基準、ならびに中央機関のための統合基準を定める責任を

負う。また、リスク基準・手法委員会は、バーゼル・メカニズムに関する共有モデル、包括的なバックテスティング、

および調整に関する業務を担う。リスク管理委員会の対象範囲は、グループBPCEのあらゆる企業に及ぶ。会議は、２ヶ

月毎に開催される。

 

基準・手法委員会は、ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）を専門に担当する、移行期間中に創設

された機関であるが、現在は、グループBPCEの単一のリスク基準・手法委員会に組み込まれた。

 

６．ITシステム

グループBPCEのITリスク委員会

ITリスク委員会は、ITの構成要素に関するあらゆるリスク・プロジェクト（ITリスク収束計画など）の予算の割当

ておよび優先順位に対する承認および決定を行う権限を有する。また、ITリスク委員会は、グループBPCEを通じて、か

かるプロジェクトの進捗状況を監督する。さらに、ITリスク管理委員会は、中央機関が連結ベースのリスクをモニタ

リングできるにする目的で、ナティクシスおよびその他の子会社が導入すべき解決策を承認する。IT部の代表者は、

ITシステムの技術アーキテクチャに関する問題が十分に考慮されるよう徹底する。

 

７．ALM（資産・負債の総合管理）および財務

ALMリスクおよび財務リスクに対するモニタリングは、グループBPCEの財務部が調整する委員会によって管轄され

る。グループBPCEのリスク管理部は、常任の委員である。グループBPCEの委員会には、常に、法人株主、および（場合に

より）グループBPCEの子会社の代表者が含まれなければならない。

 

2011年、グループBPCEの財務部は、上記の機関に関する構造を変更および簡素化した。主要機関である意思決定委員

会は、BPCEの取締役会の会長または財務を担当する取締役会の構成員が会長を務める。かかる意思決定委員会が決定

を下す場合、上位当局の承認は必要ない。かかる意思決定委員会は、以下のとおりである。

 

ALM（資産・負債の総合管理）

グループBPCEのALM委員会

ALM委員会は、バランスシートの変更と併せて、グループBPCEの構造的リスク、およびグループBPCEの種々の企業の構

造的リスクを連結ベースで調査する。

 

ALM委員会は、グループBPCEおよびその機関の構造的リスクの限界値が、関連するリスク委員会の承認を得るために

提示される前に、当該限界値を定める。

 

ALM委員会は、ALM指標の算出の編成を承認する。

 

ALM委員会は、とりわけ緊急事態において、事業分野に対して、流動資産を配当する責任を負う。
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ALM委員会は、グループBPCEの機関のリファイナンスおよび投資予測を、その要件に従ってモニタリングする。

 

ALM委員会は、上記の指標を管理するための戦略を調査し、（場合により）グループBPCEの企業のために最善の慣行

を提案する。また、ALM委員会は、グループBPCEの財務および担保管理の取決めに関する戦略的枠組みおよび運営を確

立する。

 

ALM委員会は、グループBPCEの財務および担保管理の取決めにおける流動性ポジション（総合的な使用、市況、および

競合相手に関連するスプレッド）の展開をモニタリングする。

 

ALM委員会は、グループBPCEの財務および担保管理の取決めに関して、グループBPCEの事業分野および機関による使

用、ならびにグループBPCEの機関に対する流動性関連の請求をモニタリングする。

 

会議は、少なくとも、四半期毎に開催される。

 

BPCEのALM委員会

ALM委員会は、BPCESAグループの貸借対照表上で実施されたグループBPCEの財務および担保管理業務に関して、BPCE

の構造的リスクの指標および流動性リスクの指標を見直す。また、ALM委員会は、資金調達手段および貸借対照表の変

更を調査する。

 

グループBPCEの構造的リスクの限界値が、グループBPCEのALMリポジトリに含まれる限界値よりも大きい場合、ALM委

員会は、当該限界値を定める。

 

ALM委員会は、BPCESAグループの貸借対照表上で実施されたグループBPCEの財務および担保管理業務に関して、流動

性リスクの限界値を設定する。

 

ALM委員会は、流動性の価格設定を認可するために、関係会社と協働する。

 

ALM委員会は、BPCEに固有のALM契約（銀行勘定から売買目的保有勘定を分離すること、許可済みの証書、および残存

案件限定販売）を承認する。

 

ALM委員会は、BPCEのALM指標およびリファイナンス手段の算出に関する構造を承認する。

 

会議は、毎月開催される。

 

現金管理

保証互助資産運用委員会

保証互助資産運用委員会は、ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）が寄与する互助および保証に

関するシステムの保証金が投資される資産を運用する責任を負う資産運用会社を選定する。

 

保証互助資産運用委員会は、資産運用会社の業績成果、ポジションおよび戦略を見直す。
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保証互助資産運用委員会は、互助および保証に関するシステムの性質、経況、ならびに金融市場の展開に関して、投資

制限および資産の運用目標を定める。

 

保証互助資産運用委員会は、６ヶ月毎に会議を開催する。

 

BPCEの残存案件限定自己勘定委員会（旧CNCE）

残存案件限定自己勘定委員会は、本委員会の構成員であるナティクシス・アセット・マネジメントの分析および勧

告に基づき、関連するリスクおよび結果の評価に加えて、残存案件に限定の旧CNCEの自己勘定業務の一環として、運

営を実施する目的で、毎月会議を開催する。

 

会議は、毎月開催される。

 

運営手続

リスク管理部は、グループBPCEのリスク管理プロセスを監督する。また、リスク管理部は、関係会社および子会社のリ

スク方針が、グループBPCEのリスク方針に適合するよう徹底する。

 

リスク管理部は、強固な機能間リンクを通じて、親会社の関係会社内にリスク管理部に対する報告拠点を設置する。

また、リスク管理部は、実行委員会に対する階層的報告ラインを有する。

 

上記の強固な機能間リンクは、銀行監督規制の枠組みの対象となる子会社のために向上される。関連する子会社に

は、ナティクシス、クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランス（CFF）、バンク・パラティーヌ、およびBPCE IOMが

含まれる。

 

銀行監督規制の枠組みの対象外である子会社のリスク管理部は、グループBPCEに対する機能的な報告関係を有する。

 

親会社の関係会社のリスク管理部

親会社の関係会社の場合、強固な機能的関係とは、以下に掲げるものを意味する。

・ 親会社の関係会社の上級執行役副社長（リスク管理部担当）を指名および解任する場合、中央機関の上級執行役

副社長の承認を要する。かかる指名および解任に関する正式な契約は、候補者の技能および専門的な経験に基づ

いている。グループBPCEの上級執行役副社長（リスク管理部担当）は、間接子会社の上級執行役副社長（リスク

管理部担当）の指名または解任に関する情報を常に認識する

・ 親会社の関係会社の上級執行役副社長（リスク管理部担当）を指名するレターは、グループBPCEのリスク管理部

が、上級管理職を協力して定めたテンプレートと一致しなければならない。かかるレターには、職務記述書が添付

されていなければならず、また、かかるレターは、グループBPCEのリスク管理部に送付されなければならない

・ グループBPCEの企業に対して共通の基準が適用される

・ 上級執行役副社長（リスク管理部担当）に対する永久的な報告、および警告義務は有効である

・ リスク管理部は、関係する企業と協働して、リスクに関する権限委譲システムに加えて、リスク管理憲章に対する

事後的な認可を実施する。また、リスク管理部は、上記のシステムおよび憲章が、枠組み手続に従って実施される

よう、徹底する。かかる目的上、リスク管理部は、関係する企業と協働する。さらに、リスク管理部は、要注意とされ

る貸付け、および係争中の貸付けの一切を統合する

 

親会社の関係会社は、当行単位で、かつ連結ベースでリスクを制御およびモニタリングするデータの質、信頼性およ
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び完全性を徹底することにより、リスク管理部の中央機関に送付されるべき報告書およびデータフィードの作成に

加えて、リスク水準の設定、モニタリングおよび管理に対する責任を負う。

 

銀行監督規制の対象となる子会社のリスク管理部

強固な階層的機能間リンクは、銀行監督規制の枠組みの対象となる子会社の場合は、より強固となる。かかる強固な

階層的機能間リンクは、以下の方法で達成される。

・ 親会社の関係会社の上級執行役副社長（リスク管理部担当）を指名および解任する場合、中央機関の上級執行役

副社長（リスク管理部担当）の承認を要する。かかる指名および解任に関する正式な契約は、候補者の技能およ

び専門的な経験に基づいているグループBPCEの上級執行役副社長（リスク管理部担当）は、間接子会社の上級執

行役副社長（リスク管理部担当）の指名または解任に関する情報を常に認識する

・ グループBPCEの上級執行役副社長（リスク管理部担当）が、子会社の上級執行役副社長（リスク管理部担当）に

対する年次の業務評価に参加すること

・ グループBPCEの企業において実施すべき共通の基準、ならびに、グループBPCEの上級執行役副社長（リスク管理

部担当）に対する報告義務および警告義務を実施すること

・ グループBPCEの上級執行副社長（リスク管理部担当）によって、また（場合により）ミッション・ステートメン

トの様式により経営幹部によって、グループBPCEの企業の上級執行役副社長に職務が委託される

・ グループBPCEの基準に従い、関係する企業と協力して、グループBPCEのリスク管理部から、リスク管理憲章および

調整後の枠組みに対する事前の承認を得ること（また、リスク管理部は、リスク管理委員会においてリスクに関

する権限委譲システムが承認される前に、かかるシステムを調査する。さらに、リスク管理部は、要注意とされる

貸付け、および争いのある貸付けの一切を統合する。）

・ 貸付金のうち、格付が引き下げられたものおよび紛争の対象となったものすべてに関し、グループBPCEのリスク

管理部による報告書を作成すること

・ グループBPCEのリスク管理部が、（選ばれた場合）強固な機能間リンクを有する子会社に影響を及ぼすリスク関

連事項を扱う委員会に参加すること

・ グループBPCEのリスク管理部は、リスク管理部が所属する、グループBPCEの所管の委員会に対して上申を行う権

利を有する

 

グループBPCEの企業は、リスク水準の設定、モニタリングおよび管理に責任を負う。また、かかる企業は、中央機関の

リスク管理部に送付されるべき報告書およびデータを作成する責任を負う。かかる中央機関は、単体ベースおよび連

結ベースでのリスクを制御およびモニタリングするために使用されるデータの質、信頼性および完全性を徹底する。

 

銀行監督規制の対象外である子会社のリスク管理部

銀行監督規制の枠組みの対象外である子会社における機能的関係には、以下の取決めが含まれる。

・ 子会社の上級執行役副社長（リスク管理部担当）を指名および解任する場合、中央機関の上級執行役副社長（リ

スク管理部担当）の承認を要する。かかる指名および解任に関する正式な契約は、候補者の技能および専門的な

経験に基づいている。グループBPCEの上級執行役副社長（リスク管理部担当）は、間接子会社の上級執行役副社

長（リスク管理部担当）の指名または解任に関する情報を常に認識する。

・ 子会社の上級執行役副社長（リスク管理部担当）に対する年次の業務評価および職務評価は、当該子会社におけ

る当該上級執行役副社長の直属の監督者である、グループBPCEの上級執行役副社長（リスク管理部担当）に送付

される。

・ 共通の基準は、あらゆる企業のために調整される。

・ グループBPCEの上級執行役副社長（リスク管理部担当）は、永久的な報告書類および警告を受け取る。
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グループBPCEのリスク管理部は、グループBPCEの企業と協力して、当該企業における権限が委譲されたリスクの許可

に関するシステム、ならびに当該企業のあらゆる要注意とされる貸付け、および争いのある貸付けと併せて、当該企

業が定めたオペレーショナル・リスクに関する基準および手続に対して事後的にアクセスする。

 

上記の種類の組織は、自社が親会社となる子会社および関係会社において同じように行われる。

 

リスク管理プロセスに対するナティクシスの統合

子会社であるナティクシスは、上記の一般原則に従い、グループBPCEのリスク管理プロセスに統合される。実際、ナ

ティクシスのリスク管理部は、グループBPCEのリスク基準・手法委員会の常任構成員である。

 

グループBPCEのリスク管理部は、次に挙げるナティクシスの委員会の構成員である。すなわち、ナティクシスのグ

ルーバル・リスク管理委員会、ナティクシスのグローバル市場委員会、ナティクシスのグローバル・オペレーショナ

ル・リスク委員会、新商品・活動委員会、ナティクシス・グループの信用委員会、およびカウンターパーティ・

ウォッチリスト委員会である。これらの委員会に関して、グループBPCEのリスク管理部は、ナティクシスの委員会で

下された決定に関して、BPCEの所管の委員会に対して上申する権利を行使できる。

 

ナティクシスは、グループBPCEのITリスク委員会に参加する。かかるITリスク委員会は、中央機関が連結ベースでリ

スクのモニタリングを実施できるように、ナティクシスが実施する要件および資源に対する決定を下す。

 

コンプライアンス

コンプライアンス機能は、グループBPCEの統制業務に資する。コンプライアンス機能は、あらゆるコンプライアンス

管理プロセス（グループBPCEの会社内に存在し、かつ専用の資源を有するあらゆるコンプライアンス機能（グルー

プBPCEのコンプライアンス憲章で定義される。）を含む。）を監督する。

 

関係する会社とは、BPCEのあらゆる関係会社、ならびに当該関係会社の直接および間接の子会社、経済的利益集団

（EIG)、BPCEの直接および間接の子会社、ならびにBPCE自身をいう。子会社とは、関係会社またはBPCEが、直接または

間接を問わず、単独または共同で支配するあらゆる会社であって、かかる支配の結果、連結の一部を構成する会社を

いう。

 

グループBPCEのコンプライアンス機能（目標、業務範囲、および介入範囲）

１．目的

グループBPCEのコンプライアンス機能は、以下に掲げる目的のため、CRBF規則第97-02号（変更を含む。）第5a条に

従って、グループBPCEの会社の運営手続および内部手続が、銀行業務、金融業務および保険業務に適用される法律、規

則、職業上の基準および内部基準に適合するよう徹底することなど、常任統制レベル２を提供する。

・ CRBF規則第97-02号（変更を含む。）第4-p条で「銀行業務または金融業務（立法上の性質を有するか、規制上の

性質を有するかを問わず、また、とりわけ、統制機関が定めたガイドラインに従って採用される職業上の基準およ

び倫理、または経営執行機関の指示に関するものか否かを問わない。）に適用される定めを遵守しなかったこと

から生じる法的処分、行政処分、もしくは懲戒処分、財務上の重大な損失、または不評被害のリスク」として定義

される不遵守リスクを防止すること

・ 顧客、従業員およびパートナーに対するグループBPCEの印象および風評を守ること

・ あらゆる専門領域において、規制当局、ならびに国内のおよび国際的な専門機関を相手方とする際に、グループ
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BPCEを代表すること

この努力の一環として、コンプライアンス機能は、グループBPCEの企業、関連会社（ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）

とポピュレール銀行の親会社を含む。）および子会社において実施された事業のコンプライアンスをサポートする

すべての任務を行い、顧客、従業員およびパートナーの利益が常に尊重されていることを確保している。

コンプライアンス機能は、事業および運営のコンプライアンスに責任を負う各営業部門または管理部門と共に、コン

プライアンス管理すべてに矛盾がないことを確保することに責任を負う。

 

２．各事業分野における主な業務

グループBPCEのコンプライアンス機能の主な職務は、以下の分野に関連する。

コンプライアンスに関して

金融市場の倫理、および職業上の基準の遵守

かかる倫理および基準には、金融業務（フランス金融市場庁（AMF）の一般規則の定義による。）の倫理的側面、ま

た、より広範囲には、利益相反を防止すること、顧客の利益の優越性を確保すること、ならびに銀行業務セクターおよ

び財務セクターにおける市場規則および職業上の基準、および業務倫理に関する規則および内部基準を遵守するこ

とが含まれる。また、かかる倫理および基準には、投資部門の監督、および投資サービス監督者（RCSI）の運営手続が

含まれる。

 

財務健全性

財務健全性には、金融犯罪の防止およびモニタリング（マネーロンダリングの防止、テロリストに対する資金供与の

防止、通商禁止の遵守、ならびに内部および外部での不正行為の防止を含む。）が含まれる。また、財務健全性が包括

する範囲には、TRACFIN（フランス経済・財政・産業省に報告を行う、フランスのマネーロンダリング防止ユニッ

ト）の駐在員が行う運営手続も含まれる。

 

保険コンプライアンス

保険コンプライアンスには、保険商品販売者としての役割を担う保険ブローカーに関する、立法上および規制上のあ

らゆる領域を遵守することが含まれる。この点につき、保険コンプライアンスが包括する範囲には、基準を頒布させ、

情報システムへ移管すること、グループBPCE内で流通する新商品に関する承認プロセスを実施すること、販売プロセ

スおよび職業上の倫理のモニタリングを実施すること、ならびに、ネットワークおよび教育活動用の文書が含まれ

る。

 

銀行業務コンプライアンス

銀行業務コンプライアンスには、銀行業務および金融の分野における他のあらゆる法令を遵守することが含まれる。

また、銀行業務コンプライアンスの範囲には、グループBPCEの全社にわたる規制上の監視業務を調整すること、基準

を頒布させること、グループBPCE内で流通する新商品を承認するプロセスを実施すること、およびコンプライアンス

に関する教育が含まれる。

 

コンプライアンス機能および永久統制部門の調整

かかる調整には、規制当局に対する報告資料、および内部報告資料の作成、コンプライアンス機能が調整する委員会、

またはコンプライアンス機能が参加する委員会のための作成、ならびにコンプライアンス機能による経営会議が含

まれる。その結果、グループBPCEのリスク管理部がリスク・マッピングに不遵守リスクが盛り込まれた。リスク管理

機能との協調により、永久統制の対象範囲には、不遵守リスクを管理するシステム、および不遵守リスクを対象とす

る永久統制の結果を調整するシステムの実施が含まれる。
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また、コンプライアンス機能は、フランス金融市場庁（AMF）、マーケティング統制を調整するためのAMF-ACPユニッ

ト、情報処理および自由に関する国家委員会（CNIL）、反トラスト政策総局、フランス競争・消費・不正抑止総局

（DGCCRF）、および同様の国外当局との主たる連絡拠点でもある。コンプライアンス機能は、自身が責任を負う事項

に関して、金融健全性規制監督機構および同様の国外当局と連携する。

 

コンプライアンス機能は、永久コンプライアンス統制レベル２の機能として、グループBPCE内で内部統制の実施に関

与するあらゆる機能（一般監査部、リスク管理部、ITシステム・セキュリティ部、および監査部）との間で、緊密な関

係を維持する。

 

BPCEは、BPCE IOMの権限委譲により、BPCE IOMの永久コンプライアンス統制を確保する。

 

他の永久統制の領域に関して

セキュリティおよび事業継続性

グループBPCEのセキュリティ事業継続部の業務は、グループBPCEのコンプライアンス・セキュリティ部の一部であ

り、営業部署の業務とは独立して実施される。

・ 従業員および財産のセキュリティ

－　グループBPCEの従業員および財産のセキュリティを調整すること

－　グループBPCEの従業員および財産のためにセキュリティ部門を管理すること

－　従業員および財産のためにセキュリティに関して法律上および規制上の規定を遵守すること

－　グループBPCEの内部および外部の機関に参加すること

 

・ 事業継続

－　グループBPCEの事業継続を調整すること

－　BPCEの継続計画を実施すること

－　グループBPCEの危機管理を調整すること

－　グループBPCEの事業継続計画の実施を調整すること、およびかかる計画を運用可能な状態に維持すること

－　当事者の事業継続プロセスを先導すること

－　事業継続に関して、規制に対する遵守を確保すること

－　グループBPCEの内部および外部の機関に参加すること

－　グループBPCE内の情報セキュリティを管理すること

 

グループBPCEのコンプライアンス（組織原則）

コンプライアンス機能は、他の内部統制機能から分離された独立の機能であり、その独立性を維持するために、商業

上、財務上、および会計上の運営を実施する機能から独立しなければならない。

 

コンプライアンス部の専門のコンプライアンス・チームは、取締役会の会長、またはグループBPCEの各機関の最高経

営責任者に対して階層的に報告を行う。コンプライアンス責任者が、取締役会の会長、または最高経営責任者に報告

を行わない場合、当該コンプライアンス責任者は、上級執行役副社長（リスク管理部担当）に報告を行う。上級執行

役副社長（リスク管理部担当）およびコンプライアンス部は、取締役会の会長および最高経営責任者に対して階層

的に報告する。
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コンプライアンス責任者は、コンプライアンス機能に対して責任を負う。

 

グループBPCEの企業のうち、フランスの法律上の金融機関または投資会社の性質を有するものに関して、BPCEによっ

て、コンプライアンス責任者の氏名が、金融健全性規制監督機構の事務局長の地位にある者に通知される。その場合、

当該コンプライアンス責任者の身元が、監督機関、役員会または監査役会に報告される。

 

１．2009年６月18日の法律に従いBPCEが担う役割

BPCEを設立した法律の第１条は、内部統制を組織する責任を中央機関に付与する。同条では、中央機関が担当する事

項につき、以下のとおり定めている。

 

「７）関連機関の財務状態の構成、管理および質を統制すること（第L511-31条第４項で定められる介入の範囲内で

の現地調査を含む。）に加え、グループBPCEおよびその各ネットワークの内部統制メカニズムを組織する上での原則

および条件を定めること」

 

グループBPCEの範囲に鑑みて、以下に掲げるグループBPCEの組織構造に沿って、コンプライアンスの領域において、

複数の水準での介入および責任が特定された。

・ BPCEの活動に関して、中央機関としてのBPCE

・ BPCEの関係会社（ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）およびポピュレール銀行の親会社を含む。）

・ BPCEの子会社（ナティクシスを含む。）

 

２．（会社および中央機関である）BPCE単位での組織原則

グループBPCEのコンプライアンス・セキュリティ部（DCSG）の組織は、フランス金融市場庁（AMF）の一般規則であ

る、CRBF規則第97-02号（変更を含む。）が定める原則、およびBPCEを設立した法律が定める原則を遵守する。

 

取締役会の会長に報告を行うDCSGは、営業部署と、またDCSGが協働することになる他の内部統制部とであっても、独

立して職務を遂行する。DCSGは、コンプライアンス業務に関して、５つの部署を含む。

 

・ 倫理的コンプライアンス（投資サービス監督者（RCSI）を含む。）

・ 財務健全性（BPCEにおけるTRACFINの駐在員を含む。）

・ 保険業務コンプライアンス

・ 銀行業務コンプライアンス

・ 機能および常任統制の調整

 

DCSGのトップは、中央機関およびグループBPCE双方の単位において、不遵守リスクに関する常任統制（CRBF規則第

97-02号第11条における意味による。）のトップである。

 

DCSGは、コンプライアンスおよびセキュリティに関するあらゆるプロセスを監督する。この点につき、DCSGは、関係会

社および子会社（ナティクシスを含む。）のコンプライアンス責任者に対して、方向付けおよび動機付けを行う役割

を担う。種々の関係会社（ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）およびポピュレール銀行の親会社を含む。）ならびに、銀

行監督および金融監督に関する規制システムの対象である直接子会社によって指名されるコンプライアンス責任者

は、強固な機能間のつながりを通じて、DCSGに報告を行う。
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DCSGは、グループBPCE全域（BPCEの会社の内部を含む。）にわたりコンプライアンスを強化するためのあらゆる措置

を講じる。BPCEの会社の内部では、コンプライアンスは、倫理・コンプライアンス部の専門チームによって実施され

る。

 

コンプライアンスには、リスク管理の文化を促進すること、および顧客の正当な利益を考慮することが含まれる。コ

ンプライアンスは、主に、従業員に対する教育によって達成される。

 

その結果、DCSGは、以下に掲げる事項を実施する。

・ コンプライアンス機能が使用する教材の内容を改訂すること

・ グループBPCEの人事部との相互連絡を管理すること

・ 年次で専門セミナーを開催するなどの方法で、コンプライアンス機能の従業員を教育すること（金融上のセキュ

リティ、倫理およびコンプライアンス、銀行業務上のコンプライアンス、ならびに永久コンプライアンス統制）

・ 適切な研修課程を通じて、コンプライアンス責任者を教育すること

 

３．会社単位での組織原則

関係会社（とりわけ、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）およびポピュレール銀行の親会社）の間、ならびに直接子会社

（ナティクシスなど）の間において、コンプライアンス責任者は、取締役会の会長、最高経営責任者、または上級執行

役副社長（リスク管理部担当）に対して、階層的に報告を行う。

 

コンプライアンス担当の部署または企業の標準的な組織には、以下の各分野（「各事業分野における主な業務」の

項を参照のこと。）に関するユニットが２つ以上設置されている。

・ 倫理的コンプライアンス（投資サービス監督者（RCSI）を含む。）

・ 財務健全性（BPCEにおけるTRACFINの駐在員を含む。）

 

コンプライアンス担当の部署または企業は、以下に掲げる分野において、１名以上の従業員をDCSGの駐在員に指名す

る。

・ 銀行業務上のコンプライアンス

・ 機能および永久統制の調整

 

グループBPCEの各企業は、新商品、および既存の商品に対する重大な変更に関する、体系的な事前承認プロセス

（CRBF規則第97-02号（変更を含む。）第11-1条における意味による。）を個別に有している。

 

単一の会社がマーケティングを行う商品は、上記の承認プロセスの対象となる。新商品の新規参入に関して、当行の

コンプライアンス機能は、必要あれば、DCSGとの会議を開催する。

 

従業員の教育に関して、コンプライアンス担当の部署または企業は、以下に掲げる事項を実施する。

・ BPCEが引き受ける教育戦略を補助すること

・ 従業員がBPCEのセミナーに登録するよう徹底すること

・ コンプライアンス機能が提供する教育を、地方単位で補完すること

 

グループBPCEの内部統制憲章に記載されているとおり、永久統制を担当する他の機能は、永久統制担当役員（上級執

行役副社長（コンプライアンス担当）など）による機能的な監督の下に置かれる場合がある。
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グループBPCEのガバナンス機関への参加

グループBPCEの監査リスク委員会

DCSGのトップは、グループBPCEの監査リスク委員会へ参加するために招集される。

 

グループBPCEの新商品に関する検討・認可委員会（CEVANOP）

検討・認可委員会は、双方の流通ネットワークにおける新商品の認可手続の結果として設立された新たな委員会で

あり、「新商品、および既存の商品に対する重大な変更に関する、体系的な事前承認プロセス」（CRBF規則第97-02号

（変更を含む。）第11-1条における意味による。）を担当する。

 

検討・認可委員会に提出される商品には、（当該商品が２社以上の関係機関によってマーケティングされている場

合）各ネットワークの顧客に対してマーケティングされるあらゆる銀行商品および金融商品（保険商品を含む。）

が含まれる。検討・認可委員会は、同委員会の所属するコンプライアンス部の構成員である専門家の意見書を参酌し

て、各ネットワークにおけるマーケティング責任者または開発責任者による新商品の説明に対して決定を下す。検討

・認可委員会の委員長は、DCSGのトップが務める。会議は、毎月開催される。

 

販売プロセス認可委員会

DCSGは、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）のリテールバンク部門の開発部が調整する委員会に参加する。かかる委員会

は、許可済み商品（遠隔販売か、または支店を通じた直接販売かなど、使用される流通経路の如何を問わない。）の

マーケティング方法を承認する。

 

DCSGは、上記のシステムを全てのネットワークおよび市場に拡張すべく業務を実施する。

 

最終的に、グループBPCEの各会社内で、上記と同一の組織構成が採用される。

 

また、DCSGは、以下に掲げる事項につき、定期的に報告を受ける。

・ 一般方針に対する決定であって、組織または手続に変化を及ぼすあらゆるもの

・ システムまたは商品の導入または修正に関するプロジェクト

 

会議は、６ヶ月間に４回開催される。

 

2011年に実施された業務および見通し

金融市場における倫理、および職業上の基準の遵守

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）およびBPCE IOMの子会社のうち、投資サービス提供業に分類されるあらゆるものは、

2010年11月から2011年３月までの間、会計記録業務および保管業務に関して、DEFI情報システムのプラットフォーム

へ移転した。2011年３月以降、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）およびポピュレール銀行のネットワーク、ならびに

BPCEの上記の子会社は、会計記録業務および保管業務に関する自社の権限をナティクシスに委譲した。

 

上記のとおり、技術的資源がプールされたことで、上記のあらゆる機関において手続および統制を共有するための領

域が開拓された。したがって、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の永久統制基準は、2011年前半中に見直された。ケス・

デパーニュ（貯蓄銀行）の基準に基づく永久統制基準は、運用開始のために、ポピュレール銀行で見直され、2011年

12月に承認された。かかる運用開始は、2012年前半に有効となる。
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さらに、ナティクシス（ウーロティトール部）は、2011年に、最初の国際保証業務基準書第34-02号（ISAE 34-02）の

証明を完了した。グループBPCEの機関における、権限委譲された会計記録業務の統制プログラムにおいて、会計サー

ビス提供者のための手続および統制に関するかかる証明が、考慮に入れられる。

 

2012年において、コンプライアンス・倫理機能は、議論を促進するフォーラム・スペースを含む専用のイントラサイ

トを使用して調整される。かかるサイトは、情報の頒布を促進する。コンプライアンス・倫理機能は、BPCEの他の部署

と連携して、将来における立法上および規制上の変化（金融商品市場指令(MiFID)II、および市場濫用指令）に対し

てグループBPCEが備えられるよう、複数のプロジェクトを調整する。

 

財務健全性

リテール・バンキングに関して、マネーロンダリング防止およびテロリストに対する資金供与の撲滅（AML/CFT）に

関する標準手続が、2011年３月に更新された。かかる更新の目的は、主に、新規の高リスクの顧客（とりわけ、政治家

等の要人（PEP））に適用されるデュー・ディリジェンスを上記の手続に組み入れることである。PEPの顧客のモニ

タリングは、2012年の特別手続内において正式に文書化される。AML/CFT手続の枠組みは、最新のセクター実施原則、

または金融健全性規制監督機構のガイドラインによって追加される規制上の変更および詳細（とりわけ、事業の導

入者の採用）を盛り込む目的で、見直される。

 

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）およびポピュレール銀行のツールおよび警戒に関する規則は、統合される。取引関係

上の有効な受益者は、2012年中に情報システムに組み入れられる。

 

機能の調整は、AML/CFTによる四半期の報告書を調和させること、および実行委員会に対する概要報告を発展させる

ことを通じて、改善された。また、最善の慣行の共有を促進させる地域間の会議も、調整の改善に寄与した。

 

内部の不正行為の防止および対処に関するプロジェクトは、本年から始動し、2012年における手続の枠組みおよび実

施メカニズムにつながる。

 

保険業務コンプライアンス

勧告通知に対する変更は、2009年１月30日の命令（新たな勧告義務）に従い、とりわけ、柔軟な寄与、および顧客のリ

スク内容を超過するアービトラージ（鞘取り）に関して、ネットワークの情報システムに組み込まれた。2012年に、

保険業務コンプライアンスは、コンピュータの後続バージョンに対する上記の変更の適切な実施を監督し、下記の事

項につき変更管理の支援に参加する。

 

保険証券におけるBPCEの債券：

とりわけ、BPCEの債券の売却プロセスに関連して、「保険企業と金融上関係する企業が発行した負債証券を構成する

ユニットリンク生命保険証券の売却」に関する、金融健全性規制監督機構の2011年５月６日付勧告に対する遵守に

寄与すること（証券の評価に責任を負う独立の専門家を利用する場合、「潜在的な利益相反」に関する段落を挿入

して、顧客に対する開示文書を改訂すること）

 

複雑な商品：

特定のマーケティング・プロセス（従業員に対する追跡可能な教育を含む。）を創出する方法、顧客基盤および販売

員（プライベート・バンキング）を対象とする方法、ならびに顧客が記入すべき追加のアンケートによって、複雑な
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商品に関する、金融健全性規制監督機構の2010年10月15日付勧告（およびフランス金融市場庁（AMF）のポジショ

ン）を遵守すること

 

埋葬費保険証券：

金融健全性規制監督機構の2011年６月15日付勧告に遵守すること（必要な書類２点を追加するため、双方のネット

ワークからの勧告通知は、修正される。）

 

不動産ローンに関する切り離し型の返済補償保険：

切り離し型の不動産ローンおよび返済補償保険に関するラガルド法に関する通信であって、新たな規定を実施する

ための手続が明記されたものをネットワークに発行すること

 

消費者信用および返済補償保険：

ネットワークにおける消費者ローンからの切り離し型の返済補償保険に関する規則、および返済補償保険の料率を

実質年率に強制的に含めるか否かに関する規則を（メモランダムを通じて）再現する目的で、消費者信用に関する

法律に基づくローンに対する返済補償保険に関する作業部会を設立すること（上記の作業は、2012年まで継続す

る。）

 

銀行業務コンプライアンス

BPCEの部署が、機関の顧客向けに作成した販売用文書およびマーケティング用文書に関する承認手続が実施された。

BPCEの子会社が、機関の顧客向けに作成した販売用文書およびマーケティング用文書に関する承認手続が導入され、

2012年に開始される。

 

BPCEまたはその子会社が、商品およびサービスの販売を担当する販売員向けに作成した書類の部数減少のための承

認手続が始動し、2012年に開始される。

 

販売プロセス、運営手続および情報システムを遵守させ、それらを調和させるプロジェクトは、2011年に始動し、2012

年まで継続する。

 

銀行業務コンプライアンス部は、フランス銀行業連盟の基準、および全てのリテール・バンキング機関が実施する職

業上の最善の慣行の一覧を作成するために指定されたグループBPCEの方法が実施された。

 

グループBPCEのあらゆる機関における銀行取引に適用される規則を実施するための運営手続を調和させる目的で、

コンプライアンス基準が現在更新されている。上記の作業は、2013年まで継続する。

 

義務的な顧客販売に関する文書を作成する作業は、進行中である。上記のプロジェクトは、ケス・デパーニュ（貯蓄

銀行）のネットワークにおける銀行業務コンプライアンス部よって、先導される。ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の

ネットワークに関して、グループBPCEの基準が頒布され、グループBPCEの機関の手続に盛り込まれている。上記の第

２のネットワークに関して、文書のデジタル化プロジェクトが現在開始されている。

 

コンプライアンス機能および永久統制機能の調整

本プロジェクトの目的は、2011年まで継続するポピュレール銀行の永久統制を統合することである。AMLおよびRCSI

のリポジトリは、2012年後半にツールPilcotにおいて広範囲の開始に向けて、AMLおよびRCSIそれぞれの環境に適合
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された。

 

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）では、２つの追加リポジトリ、すなわち監督および遠隔販売が開始された。プライ

ベート・バンキングおよび紛争に関するリポジトリは、2012年前半に予定されている開始に向けて文書化された。

 

BPCE IOMの銀行のリポジトリを調和させる作業は、現在進行中である。一定の地方駐在員に対して、基準を充足させ

るための作業が進行している。かかる作業は、2012年度まで継続する。

 

コンプライアンス・リスク管理部の代表者らで構成される作業部会の一部として、不遵守リスクのリポジトリをグ

ループBPCEのリスク・マッピングに関する単一の参考資料に盛り込むため、かかるリポジトリは、完成され、グルー

プBPCEのリスク管理部に提出された。2012年に、グループBPCEのマッピング・ツールであるParoが開始されるまでの

間、コンプライアンス機能は、2011年末に、不遵守リスクを点数化するための独立したシステムを開発した。

 

セキュリティおよび事業継続

セキュリティおよび事業継続に関して、グループBPCEは、従業員、財産および枢要な事業（極めて衝撃的な事由が生

じた場合を含む。）のセキュリティを保護する目的で、組織を強化した。従業員および財産のセキュリティに責任を

負う機能、ならびに事業継続計画に責任を負う機能は、グループBPCEのセキュリティ・事業継続部によって調整され

る。

 

事業継続計画は、十分に運営可能、かつ更に効果的な状態を維持するため、グループBPCEのプロジェクトを通じて改

善された。事業継続の解決策は、一般的な事象のシナリオに取り組む目的で、調整された。事業継続計画の有効性は、

定期的な見直しおよび試験を通じて確保される。かかる見直しおよび試験は、関係従業員間の意識を向上させるもの

であり、また、バックアップ資源および関連手続の適切性を評価するものでもある。

 

2011年に、グループBPCEの事業継続方針は、グループBPCEの機関が採用すべき最善の慣行のリポジトリによって、補

完された。かかる補完の目的は、グループBPCE全域にわたる弾力性を改善するプロセスの調和を促進することであ

る。行動計画の概要を定める目的で、プロセスの一覧表が策定され、要件の運営上の展開が開始された。それに基づ

き、2012年に、運営手続において、参考書類が組織単位で向上される。

 

また、グループBPCEのセキュリティ・事業継続部が他のあらゆる部門と共同で定めた参考書類は、2012年中における

事業継続計画に関する永久統制の枠組みの発展を助けるものである。

 

最後に、事業継続計画に関する教育および意識向上の発展は、2012年の主要な優先事項である。

 

他の永久統制機能

法的リスクの管理

１．職務

法務部は、法的リスク、およびグループBPCE単位での法的リスクの防止および管理に責任を負う。また、法務部は、風

評リスクの防止にも関与する。この点につき、法務部は、中央機関およびグループBPCEの企業の活動から生じる法的

リスクの管理を補助する。

 

かかる目的上、法務部は、グループBPCEのあらゆる機関の利益のために、法律上および規制上の監督、情報、支援およ
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び助言を提供する。

 

また、法務部は、コンプライアンス部と共に、法律上および規制上の不遵守リスクのうち、銀行業務および金融業務に

特有のものに対する制御の一貫性および有効性を確保することに関与する。

 

最後に、法務部は、グループBPCEのあらゆる専門分野における国内組織および国際的組織に加えて、規制当局に関し

て、グループBPCEを代表する。

 

法務部は、営業部とは独立して、その役割を果たす。

 

２．職務

グループBPCEの法務部は、上記の職務に関するあらゆる事項につき、グループBPCEの機関の法務部と継続的に連絡を

とる。グループBPCEの法務部は、グループBPCEの法務担当責任者との間で継続的な対話および交流を行い、かかる法

務担当責任者の利益のために、最新の文書を維持する。グループBPCEの法務部は、法律および訴訟に関するグループ

BPCEの方針を調整する。この点につき、グループBPCEの法務部は、法的リスクのあらゆる管理プロセスを監督する。

 

グループBPCEの法務部は、グループBPCEの多様な関係会社または子会社のうち、銀行業務、金融業務、保険業務または

不動産業務に従事するものが、当該関係会社または当該子会社の業務上の需要に合った法務機能にアクセスできる

よう、徹底する。

 

直接的な機能間リンクを有するナティクシスの特別な場合を除き、法務機能は、主に、中央機関と、多様な関係会社ま

たは子会社との間の調整を通じて、運営する。

 

３．2011年に実施された業務

2011年は、主に以下に掲げる業務が集中的に実施された。

・ 販売プロセス認可委員会（CVPC）、およびグループBPCEの新商品（CEVAPON）に関する検討・認可委員会

（CEVAPON）に対する寄与

・ 「取締役会および監査役会における男女間の均衡のとれた代表、ならびに職業上の平等に関する2011年１月27日

の法律」（「コペ・ジメルマン法」）の実施

・ 協同組合の持分に適用される規則

・ 資本要求指令（CRD）IVおよび資本要求規則（CRR）IVに関する規制上の事柄に対する寄与

・ 監査役会の評価、および具体的な活動のモニタリング

・ グループBPCEによる主な処分に対する関与

 

４．設立の詳細

2010年５月、会社事務局および法務機能は、単一の部署に統合された。これにより、BPCEの機関の事務関連の職務を扱

う責任が、同一の人物に委託され、グループBPCEの市場関係および法務部署が設立された。

 

会社事務局

法務部は、６つの部署から成っている。かかる設立の目的は、企業であるBPCEに対して法的助言を提供できる法的機

能を有すること、および最大限のセキュリティを確保する目的で、多様な要素において、グループBPCEの法務部とし

て活動することである。
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「商業銀行業務および保険業務法」部の職務には、規制上の監視、ならびに職業に適用されるあらゆる文書を作成お

よび説明する業務を担う産業部会（フランス銀行業連盟など）への参加が含まれる。また、「商業銀行業務および保

険業務法」部は、上記の文書に変更があった場合、グループBPCEの銀行商品およびマーケティング対象商品に適用さ

れる法的基準を定め、かつ起草する責任を負う。同様に、「商業銀行業務および保険業務法」部は、銀行業務法および

保険業務法の分野において、グループBPCEに助言および支援を提供する。最後に、「商業銀行業務および保険業務

法」部は、グループBPCEのために戦略上の紛争を処理し、犯罪事件に対処し、また全国単位で訴訟を調整する。

 

「銀行規制」部の職務の対象範囲には、銀行規制の取扱い（すなわち、規制文書（欧州指令、バーゼル委員会もしく

は欧州銀行監督機構の勧告、またはフランスの規制当局は発行した文書）の分析、開示、およびグループBPCEの機関

に対する適用に関する業務）が含まれる。また、「銀行規制」部は、金融健全性規制監督機構に関する事項を取り扱

うこと、ならびに銀行業務に関する主要な比率および金融機関の方針の統制に関する文書（流動性カバレッジ比率

（LCR）および安定調達比率（NSFR）に関するCRD IVおよびCRR IV、内部統制に関するCRBF規則第97-02号、ならびに

連結ベースでの監督）のモニタリングを行うことに責任を負う。最後に、「銀行規制」部は、銀行規制に関して助言

を提供する責任を負う。

 

「コーポレート」部の職務は、複雑な融資および買収（とりわけ、吸収・合併、および同様の取引）を取り扱うこと

である。「コーポレート」部は、外部の企業との戦略的なパートナーシップ、およびファイナンシャル・エンジニア

リング（一般向けに販売される金融商品の製作を含む。）に関して、BPCEおよびグループBPCEに対する法律顧問を務

める。「コーポレート」部は、競争、共同体法、国際的な規制当局との関係、および不動産に関する事項を担当する。最

後に、「コーポレート」部は、ブランド、ライセンスおよび開発関連事項のモニタリングおよび保護を行う。

 

「ガバナンス・会社生命」部は、何よりもまず、ガバナンスの最高基準に従って、かつグループBPCE内でのその実施

によってBPCEの機関の運営を取り扱う。「ガバナンス・会社生命」部が取り扱う職務の範囲には、会社法の分野も含

まれる。また、「ガバナンス・会社生命」部は、グループBPCEの組織および機関（ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）お

よびポピュレール銀行のネットワークを含む。）の組織的な管理を取り扱うことで、機関生命および会社生命に関す

る事項（企業の設立計画および再編計画を含む。）の監督、開示、支援および助言を担当する。さらに、「ガバナンス

・会社生命」部は、グループBPCEの編成および再編に関する取引を担当し、またグループ間の戦略的パートナーシッ

プに関連して、BPCEおよびグループBPCEに対する法的助言を担当する。

 

「グループBPCEの市場関係」部の職務には、市場機関、ならびに国内機関、欧州の機関、および国際的機関に関して、

グループBPCEを代表することが含まれる。とりわけ、かかる職務には、グループBPCEの業務内容に影響を及ぼすおそ

れのある事柄を発見すること、グループBPCEのポジションを決定するために上記の事項に関する議論を調整するこ

と、およびグループBPCEのポジションを外部（種々の団体）に伝達することが含まれる。かかる職務に関連して、ブ

リュッセルの常任的な代表者は、欧州におけるあらゆる事項につき、かかる職務を遂行する。

 

「情報システム・法律文書・支援」部は、グループBPCEが利用可能な申請書および有為な文書の作成、重要な文書の

モニタリング、グループBPCE内におけるかかる文書の頒布を行う。

 

５．2012年の優先事項

2012年、法務部は、引き続き従来の役割を果たす。かかる役割には、現行の事象のモニタリングを行うこと、市場に共

通の事項を取り扱うこと、ならびにBPCEおよびグループBPCEの要求に即時に対応することが含まれる。また、法務部
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は、その構成に関して、法務部の内部運営を統合および改善し、プロセス改善のための努力を強化し、また内部運営の

憲章を起草する。また、法務部は、反トラスト法の遵守に関する憲章を起草し、法律文書を作成し、ケス・デパーニュ

（貯蓄銀行）およびポピュレール銀行の最善の慣行を定め、また契約およびブランド保護に関する方針を起草する。

 

会計報告および財務報告の質の統制

１．会計情報および財務情報の作成および処理に関する役割および責任

グループBPCE内において、財務情報および会計情報の作成および処理は、財務機能の責任である。中央機関では、かか

る機能は、グループBPCEの財務部によって調整される。グループBPCEの財務部のトップは、取締役会の会長が務める。

 

グループBPCE内の財務機能に適用される主な規則は、BPCEの取締役会が2010年11月２日に承認した「財務機能の枠

組み」によって定められる。かかる枠組みが定める原則および規則は、本質的に、以下に掲げる事項に関連する。

・ 会計情報および財務情報の作成および処理に関する規則

・ グループBPCE内の財務機能、および中央機関内のグループBPCEの財務部に適用される組織関連規則

・ グループBPCEの財務部と、他の外部者（BPCE内の他の機能、フランス金融市場庁（AMF）、および法定監査人な

ど）に加え、グループBPCEの他の機関の財務機能との間に構築された関係に関する原則および条件

 

グループBPCE内の責任に関する一般原則

会計情報および財務情報の作成、ならびにかかる情報の信頼性を確保するための統制は、グループBPCEの連結範囲に

含まれる会計企業の財務部門によって実施される。

 

各企業は、会計データおよび財務データの質を確保するための資源を有している。かかる資源は、グループBPCEに適

用される基準の遵守を確保すること、グループBPCEの監督機関が作成した単体ベースの財務書類の一貫性を確保す

ること、および会計上の数値を経営上の数値と一致させることなどによって、保有される。

 

各企業は、グループBPCEの財務部に対する報告書類（会計上のもの、財務コントロールに関するもの、および規制上

のものなど）と併せて、地方単位で要求される財務書類および規制上の情報を、毎月または四半期毎に作成する。

 

グループBPCEの財務部は、グループBPCE単位で会計データおよび財務データを作成および報告する責任を負う。財務

部は、グループBPCEの連結範囲に含まれる会計企業が作成したあらゆる会計情報および財務情報を収集する。また、

財務部は、上記のデータが、グループBPCEの経営および第三者（統制機関および投資家など）に対する通信の目的で

使用できるように、当該データの統合および統制を行う。

 

会計情報および財務情報の統合に加えて、グループBPCEの財務部は、以下に掲げる広範な統制の職務を担う。

・ グループBPCEの財務部は、ALMに関するグループBPCEの規則および基準を定めること、ならびに当該規則および基

準が適切に適用されるよう徹底することにより、資産・負債の総合管理を調整する

・ グループBPCEの財務部は、グループBPCEの財務指標および構造リスクを管理および統制する

・ グループBPCEの財務部は、グループBPCEに適用される会計上の基準、リポジトリおよび原則を定める

・ グループBPCEの財務部は、グループBPCEの財務計画、および資本取引のモニタリングを行う

・ グループBPCEの財務部は、グループBPCEの外部に頒布される会計情報および財務情報の信頼性を確保する

 

会計データおよび財務データの作成および通信に寄与する主な機能、ならびにその責任

会計情報および財務情報の作成および公表に関与する主な機関は、会計機能、財務コントロール機能、およびインベ
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スター・リレーションズ機能である。

 

会計機能

会計機能は、単体ベースおよび連結ベースの財務諸表の作成を担当する。

 

グループBPCE内において、各企業の会計機能は、グループBPCEおよび監督当局に関して、単体ベースの財務諸表、あら

ゆる連結ベースの財務諸表、および規制上の報告書に対する責任を負う。

 

BPCE内において、会計機能は、連結ベースの財務諸表については、グループBPCEの会計部によって、単体ベースの当行

の財務諸表については、BPCEの予算・会計部によって実施される。上記の２部署のトップは、最高財務責任者に報告

を行う。かかる部署の主な職務は、以下のとおりである。

・ グループBPCEの会計部の場合

－　グループBPCEおよびBPCEの連結ベースの財務諸表を作成すること、規制上の比率に対するグループBPCEの遵

守を徹底すること、ならびに上記の財務諸表を四半期毎に分析すること

－　グループBPCE内で会計プロセスを指導すること

－　法人株主、BPCEの子会社および法定監査人と協調して、フランスおよび国際財務報告基準（IFRS）による共

通の会計理論に関して、グループBPCE内で規制上の監視を実施すること

－　フランス通貨金融法典第L.512-107条に従って、規制当局（フランス銀行および金融健全性規制監督機構）

と関連機関との間の調整役として機能すること、ならびに関連機関が、規制上の基準および経営上の比率を

遵守するよう徹底すること

－　業界団体（フランス国家会計審議会、および欧州銀行連盟など）に関して、グループBPCEを代表すること

 

また、グループBPCEの会計部は、財務情報システムに関するプロジェクトを管理するにあたって、グループBPCEの財

務部から業務内容を支援する。また、グループBPCEの会計部は、グループBPCEの財務部のあらゆる機能、および法人株

主双方に関して、単体および共同体としての財務リポジトリを確保することに寄与する。

 

・ グループBPCEの予算・会計部の場合

－　会計サービスを提供すること、およびBPCEの規制セグメントを創設すること

－　BPCEの手続および予算計画を管理すること

－　売掛金を取り扱うこと、ならびにBPCEに対する請求金額、および中央機関が会計を記録する特定の子会社の

請求金額を支払うこと

－　現金管理、保険、および投資に関して、かつBPCEおよびその子会社である発行会社の財務管理のため、バック

オフィスによる会計処理を行うこと

 

財務コントロール

財務コントロール機能は、管理情報の作成を担当する。

 

グループBPCE内において、各企業の財務コントロール機能は、運営上の調整を担当し、当該企業内で、中央機関のため

に、管理情報を作成する責任を負う。

 

BPCE内において、財務コントロール機能は、管理統制部によって実施される。管理統制部のトップは、最高財務責任者

に報告を行う。管理統制部の主な職務は、以下のとおりである。
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・ 財務計画、予算、および複数年にわたる予測手続を調整すること

・ グループBPCEの業績、事業内容、および会計企業を分析すること

・ グループBPCE内の財務コントロールのプロセスを調整すること

・ 活動基準原価計算（ABC）の手続に基づく原価分析の手続を調整すること

・ BPCEの子会社に対して、財務上および管理上の観点からモニタリングを実施すること

・ 資本管理を調整すること、ならびにグループBPCEの株主持分および流動性を割り当てること

・ グループBPCEの戦略計画および財務計画の作成を補助すること

 

インベスター・リレーションズ

インベスター・リレーションズ機能は、BPCEのウェブサイト上で、証券アナリストおよび機関投資家に提示する方法

によって公表される情報、ならびに届出書類、および当該届出書類の更新版であって、フランス金融市場庁（AMF）に

届け出され、かつBPCEのウェブサイト上で閲覧可能なものに対して責任を負う。

 

グループBPCE内において、インベスター・リレーションズ機能は、保険・インベスター・リレーションズ部によって

実施される。保険・インベスター・リレーションズ部のトップは、最高財務責任者に報告を行う。グループBPCEの中

長期的な資金調達に関する主な職務に加えて、上記の分野における、保険・インベスター・リレーションズ部の主な

職務は、以下のとおりである。

・ グループBPCEの財務健全度、収益性、および見通しに関して第三者が見解を形成することができるように、グルー

プBPCEの業績結果、財務構造、および事業展開に関する提示書類を調整および作成すること

・ フランス金融市場庁（AMF）の承認を要する規制対象の財務情報に関する提示書類を調整および作成すること

・ グループBPCEの他の企業と協調して、格付け機関との関係を構築すること

 

２． 連結ベースの会計データおよび財務データの作成プロセス

一般システム

グループBPCEの連結ベースの財務書類、およびその子会社の単体ベースの財務書類を作成する。

 

かかる目的上、グループBPCEの財務部は、プロセスの信頼性を保証するために指定された連結ベースのリポジトリを

作成した。かかるリポジトリは、以下に掲げる中核的な原則に基づいている。

・ グループBPCEの会計方針を定め、かつ伝えること（フランスのGAAPおよび国際的な会計基準（IFRS）の双方に関

して、当該期間中に発行された新たな文書を分析および解釈することを含む。）

・ グループBPCE全域にわたって、最善の慣行の利用を促進するために、連結企業内の会計チームを定期的に教育す

ること

 

また、グループBPCE内において、連結ベースの財務書類を公表する機関は、以下のとおりである。

・ ネットワーク銀行においては、ポピュレール銀行、および６社のケス・デパーニュ（貯蓄銀行）（アキテーヌ・

ポワトゥー＝シャラント、ケス・デパーニュ・ドーベルニュ・エ・デュ・リムザン、ドゥ・ブルゴーニュ・フラ

ンシュ・コンテ、ブルターニュ・ペイ・ドゥ・ロワール、イル・ド・フランス、およびミディ・ピレネ）である。

グループBPCEの形成の統一性、一貫性、および効率性のために、ポピュレール銀行19行全てが、IFRSに従って、2011

年12月31日付で、連結ベースの財務諸表を公表した。（なお、2010年は、ポピュレール銀行18行が、フランスのGAAP

に従って、連結ベースの財務諸表を公表している。）

・ グループBPCEの主要子会社（ナティクシス、クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランス、バンク・パラティー

ヌ、およびネクシティ）である。
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連結ベース会計データおよび財務データの作成プロセス

データの統合は、グループBPCEの各企業の財務書類に基づいて、四半期毎に実施される。グループBPCEの企業からの

データは、中央データベースに取り入れられ、かかるデータベースにて、統合の調整が実施される。

 

統合システムに関して、グループBPCEがつい最近創設された事実は、グループBPCEが、グループBPCEの業務内容に対

する複合的な解決策に基づき、以下の方法で、組織を維持してきたことを意味する。

・ 商業銀行業務・保険業務部門において、グループBPCEの業績結果に対する会計企業の寄与に関する詳細な見識を

確保する目的で、単体ベースで情報が伝達される。上記のシステムは、専らかかる会計企業によってのみ使用さ

れ、かつあらゆる子会社の統合業務のために使用される、単一の統合ツールに基づいている。かかるシステムは、

以下の方法によって、会計に関する範囲、憲章、処理および分析に関して内部の一貫性が確保される。

－　ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）およびその子会社に関しては、会計書類の作成は、IFRSの参考資料のベース

にある機関のデータに対する総合的なモニタリングに基づいている

－　ポピュレール銀行、その子会社、およびケス・ドゥ・クレディ・マリティム・ミュチュエルに関しては、グ

ループBPCEの財務書類の作成には、フランスGAAPに従って作成された機関の単体ベースの財務書類と、IFRS

に基づく連結ベースの財務書類に対する当該機関の寄与との差異を統一的にモニタリングすることが含ま

れる。上記の解決策によって、IFRSに基づく連結資料が使用されるに至る。かかる連結資料は、フランスの

GAAPに基づく単体ベース財務諸表をIFRSに基づく財務諸表に転換させる目的で、前者に対する調整事項を

列挙およびオートメーション化するものである

－　他の活動（実質的には、クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランス、BPCE IOM、およびバンク・パラティン

ヌ）において使用されるシステムは、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）のシステムである。かかるシステムに

よって、グループBPCEがIFRSに対する寄与をモニタリングすることが可能になる

・ コーポレート・投資銀行業務、投資ソリューション、および専門的金融サービスにおいて、ナティクシスは、IFRS

に基づく統合資料を作成する統合ツールを有する。かかる統合資料は、銀行業務および保険業務の範囲からの

データの一貫性を確保して、ナティクシスの子会社に関する透明性のある概観を提供するものである。2011年に、

ナティクシスは、データの統合プロセスを改善する目的で、統合資料の認可に関するワークフローを実施するこ

とにより、統合ツールを更新した。また、ナティクシスは、統制プロセス、および統合に対する調整のトレーサビリ

ティを改善した。グループBPCEの財務書類の作成に関して、ナティクシスは、その連結ベースの財務書類を表す統

合書類（「不透明書類」）を提出する。

・ （とりわけ、ネクシティの）資本持分に関して、会計企業は、ほとんどの部分につき、連結ベースの財務書類を表

す書類（「不透明書類等」）に基づいて統合される。

 

システム全体は、中央統合ツールに取り込まれる。かかる中央統合ツールは、文書保管手続およびセキュリティ手続

（統合データベースを日常的にバックアップすることを含む。）を有する。システムの復旧検査は、定期的に実施さ

れる。

 

３．会計データおよび財務データの統制プロセス

一般システム

グループBPCEの内部統制プロセスは、あらゆる種類のリスクの管理を補助して、会計情報の質を向上させるものであ

る。

 

かかる内部統制プロセスは、法律上および規制上の要件（フランス通貨金融法典、CRBF規則97-02号（変更を含
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む。）、およびBPCEに適用される文書を含む。）に従って構築される。かかる内部統制プロセスは、グループBPCEの会

社のうち、連結ベースでモニタリングされるあらゆるものに関係する。

 

かかる内部統制プロセスは、BPCEの取締役会が2010年４月７日に承認したグループBPCEの内部統制憲章という憲章

に準拠する。かかる憲章は、原則を明記し、適用範囲を定め、かつ関係参加者ならびに当該参加者の役割（各会社およ

びグループBPCEの内部統制システムが適切に機能するよう徹底すること）を詳述するものである。

 

グループBPCEの内部統制憲章は、一般原則が明記されるものであり、定期的な統制プロセス（内部監査）および永久

プロセス（会計情報および財務情報の質を統制するメカニズムに関する、リスク、コンプライアンス、情報システム

セキュリティ、および財務）をまとめる憲章によって補完される。

 

会計データおよび財務データに関する統制の枠組みの適用

機関の内部の場合

グループBPCEの分散型の性質を反映して、内部統制プロセスは、各連結企業の組織に合わせられる。いかなる場合に

おいても、内部統制プロセスには、以下の複数の階層による統制が含まれる。

・ 基本層である「統制レベル１」（統制）は、営業部門に関連するもので、会計処理手続に統合される。

・ 中間層である「統制レベル２」（精査）は、会計上および規制上の精査を実施する目的で、財務部内における専

用の専門家による会計機能の責任の下で編成および実施される。かかる機能は、永久統制機能と共同で、財務書類

の信頼性および完全性を確保するために、会計処理手続に対する独立の統制を実施する。

・ 高位層である「統制レベル３」（監査）には、以下に掲げる事項が含まれる。

－　地方の内部監査ユニット、またはグループBPCEの一般監査部の権限の下で編成される定期的な統制

－　グループBPCEの外部の者（法定監査人、および金融健全性規制監督機構）が実施する統制

 

中央機関の内部の場合

「監査および規制上の精査」のプロセスの調整

中央機関内において、財務部は、機能的な監査および規制上の精査のプロセスの一環として、監査および規制上の報

告書に関する永久プロセスを調整した。かかる永久プロセスの規則は、監査および規制上の精査に関する憲章に明記

されている。

 

グループBPCEの財務部内において、上記の機能的プロセスは、財務精査部によって調整される。財務精査部は、最高財

務責任者に報告を行い、かかるプロセスに関する標準的な権限が付与されている。また、財務精査のトップは、グルー

プBPCEの内部統制調整委員会の常任構成員である。かかる内部統制調整委員会は、取締役会の会長の職権に従って、

財務および運営それぞれを担当する取締役会構成員、ならびに定期統制機能および永久統制機能の責任者と、会議を

開催する。

 

財務精査部の主な役割は、法人株主およびグループBPCEの子会社と共同で、グループBPCEの機関内の機能と、中央機

関の機能との間の強固な機能間リンクを確保することである。かかる確保の目的は、グループBPCEの会計報告書およ

び規制上の報告書の質を確保することである。

 

財務精査部の主な職務は、以下のとおりである。

・ 特定目的委員会（監査人の委員会）および作業部会の内部における最善の慣行の共有を促進すること

・ 上記のプロセスに関する基準および文書の起草および頒布をとりまとめること
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・ 中央機関内部のプロセスに関する報告システムを調整すること

・ 監査・リスク委員会に代わって、法定監査人の独立性を確保することにより、グループBPCE内の監査システムに

関して、グループBPCEの法定監査人と密に共同すること（選定手続の遵守をモニタリングすること、ならびにグ

ループBPCEが支払った報酬、およびグループBPCE内の法定監査人が実施した職務を見直すことなど）

 

財務精査部の他の職務は、以下のとおりである。

・ 会計業務、ならびに、とりわけグループBPCEの財務精査部の責任の下で公表される財務書類および規制上の書類

に対するレベル２の統制を行うこと

・ 他の業務内容において作成されたデータを統制すること、および他の永久統制企業と共同で、グループBPCEの財

務部内で内部統制業務を調整すること

 

2011年において、とりわけ以下に掲げる方法により、監査および規制上の精査機能は、永久内部統制機能と協調して、

手続の実施を継続した。

・ 実質的に以下に掲げる資料に基づく、基準の本体、および当該基準に対する適切な機関の認可プロセスを構築す

ること

－　監査および規制上の精査に関する憲章（以下「本憲章」という。）は、当該基準の本体の基礎となる

－　グループBPCEの精査基準は、営業部のために「本憲章」に調整を加える

－　グループBPCEの監査ガイドラインは、「本憲章」または基準を実施するための、運営上の分類、および/また

は方法論的な分類を行うことを意図する

 

・ ポピュレール銀行のうち、エンフォルマティック・バンク・ポピュレール（i-bp）の構成員であるものに対し

て、監査および統制のツール（Comptabase）を開始して、上記の分野において法人株主によって使用されるツー

ルを統合すること（なお、かかる監査および統制のツールは、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）内では、既に実施さ

れている。）

・ 監査および規制上の精査のプロセス内で永久報告ツールを開始すること（なお、かかるプロセスは、グループ

BPCE内での監査および統制のメカニズムを適格とするため、かかるメカニズムの脆弱性を特定するため、ならび

に適切な解決策を提案するために指定されたものである。）

・ ２つのモジュール、すなわち、「監査および規制上の精査のファンダメンタルズ」ならびに「規制上の報告およ

びその精査のファンダメンタルズ」を対象とする永久教育システムを実施すること

 

中央機関単位で実施される統制

単体ベースおよび連結ベースの財務諸表を作成する責任を負う企業において実施される自己検査および外部統制の

手続に加えて、会計統制は、以下の部署によって確認される。

・ グループBPCEの財務部は、会計情報および財務情報の質を検査するシステムを調整する。かかる目的上、以下のと

おりとする。

－　グループBPCE単位で会計実務を標準化する自らの責任において、グループBPCEの財務部は、フランスのGAAP

およびIFRSに基づく、単体ベースおよび連結ベースの財務諸表を作成する

－　ポピュレール銀行、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）、およびケス・ドゥ・クレディ・マリティームの規制上

の書類が金融健全性規制監督機構に送付される前に、グループBPCEの財務部は、かかる規制上の書類を定期

的に調査する

－　連結ベースの財務書類に関して、グループBPCEの財務部は、連結の範囲が有効な会計原則に沿ったものであ

ることを認可および認証し、連結書類を通じて、受領したデータに対する種々の統制を四半期毎に実施す
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る。かかる統制には、収集されたデータが適切に集計されるよう、また連結対象企業が正確であるよう徹底

すること、ならびに相互取引における残存誤差に関する会計処理が含まれる。単体ベースおよび連結ベース

での税務調整を通じて、当該期間における株式および繰延税の変化を分析することに加えて、財務諸表の主

な見出しに対する分析的精査および一貫性制御を実施することによって、上記の統制が補完される

・ グループBPCEの法定監査人は、委員会単位で活動する。また、グループBPCEの法定監査人は、自身の見解の根拠と

して、とりわけ、BPCEが定めるグループBPCEの基準に対する遵守に関して、各連結企業の法定監査人が下した結論

に一部依拠しており、また地方の内部統制手続の有効性に一部依拠している。証明プロセスを可能な限り効率的

にする目的で、連結範囲に含まれる各企業が、自社の委員会において、グループBPCEの法定監査人の代表者を最低

１名置くことを、BPCEは勧告した

・ グループBPCEの機関内において、グループBPCEの一般監査部は、監査に関する臨時の割当て業務を実施する

 

最後に、金融機関に対する健全性の観点からの監督に関する、CRBF規則第97-02号（変更を含む。）に従って、グルー

プBPCEの一般監査部は、グループBPCEのリスク管理部、およびグループBPCEのリスク・セキュリティ委員会と協調し

て、グループBPCEの内部統制が概括された年次報告書を、監査リスク委員会および監査役会に提示する。

 

４．会計情報および財務情報の開示における監査機関の役割

BPCEの取締役会は、四半期毎に、連結ベースの財務書類を完成させ、認証および統制の目的で、当該財務書類を監査役

会に提示する。

 

単体ベースの財務書類は、有効な規則に従って、毎年作成される。

 

BPCEの監査役会は、BPCEの取締役会が作成した単体ベースおよび連結ベースの財務書類を検査および統制を実施し、

定時株主総会において当該事業年度の財務書類に関する所見を提示する。かかる目的上、監査役会は、決定の作成お

よび勧告の策定を担当する専門家による委員会を設立する。

 

また、グループBPCEの特有の構造に鑑みて、BPCEの取締役会は、財務機能の監督機関を通じて、財務情報および会計情

報に対する決定を調整、開示、および形成するプロセスをとりまとめる業務をグループBPCEの財務部に委任する。

 

監査・リスク委員会

監査・リスク委員会は、財務情報の作成プロセスに対するモニタリング、および法定監査人の独立性の確保を担当す

る。

 

この点につき、監査・リスク委員会の職務には、以下に掲げるものが含まれる。

・ 単体ベースおよび連結ベースの財務書類を調査すること、提供された情報を検査すること、単体ベースおよび連

結ベースの財務書類を作成するために使用される会計方法の適切性を評価すること、ならびにBPCEまたはグルー

プBPCEによる重大な買収が及ぼす規制上および会計上の影響を調査すること

・ 会計情報および財務情報の作成および処理に関する内部統制手続に関する監査役会の会長の報告書の草案を調

査すること

・ 年次株主総会における法定監査人の選任手続に対して勧告を行うこと、法定監査人の独立性を確保すること（グ

ループBPCEが法定監査人に支払う報酬の内訳を通じて確保を含む。）、および法定監査人の業務スケジュールを

調査すること
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監査・リスク委員会は、BPCEの監査役会構成員６名で構成される。その中の１名は、社外メンバーであり、監査・リス

ク委員会の委員長を務める。

 

監査・リスク委員会は、財務書類を調査するために法定監査人の委員会の立会いのもと、会議を開催する。また、監査

・リスク委員会は、自らが定めた条件に従って、執行取締役、財務書類の作成に責任を負う役員、および、より一般的

に、監査・リスク委員会が、妥当とみなす専門知識を有する者から報告を受ける。

 

定期統制を担当する内部監査のトップに加えて、永久リスク統制およびコンプライアンスの責任者は、監査・リスク

委員会の会議に出席するために招集される。

 

財務監督機関

財務機能による調整、報告および意思決定のプロセスは、以下に掲げる３種類の機関によってまとめられる。

・ 調整および報告に関する機関（かかる機関は、財務機能からの主要管理者、または財務機能（財務コントロール

機能、会計機能、現金管理機能、資産・負債の総合管理機能、監査および規制上の精査機能、ならびに税務機能）の

内部の事業内容からの主要管理者をまとめる。）

・ 期限が設けられたプロジェクトを管理および調整する臨時的な機関

・ 「財務委員会」と称される常設委員会

 

財務委員会は、システムのバックボーンを形成する。システムの透明性およびセキュリティを確保する目的で、各委

員会の運営、組織、構成および役割を定める規則は、当該委員会内で行われた協議を伝えるための規則と併せて、財務

委員会に正式に適用される。グループBPCEの財務委員会には、いつでも、法人株主、および（場合により）グループ

BPCEの子会社からの代表者が含まれる。

 

財務委員会は主に、「意思決定」機関として知られる。かかる機関が決定を下す場合、上位機関の承認を要しない。た

だし、かかる資格は、以下に掲げる条件においてのみ、適用される。

・ 監督機関のトップが最高財務責任者であること

・ 厳密に限定された財務領域（資産・負債の総合管理、現金管理、互助および保証、ならびに資金管理など）の中で

決定が下されていること

・ 運営規則および業務の割当てが、規則を承認するグループBPCEの調整・内部統制委員会によって統制されている

こと

 

財務および会計に関する主な意思決定を行う財務委員会は、グループBPCEの管理・会計基準・方法委員会、およびグ

ループBPCEのインベスター・リレーションズ戦略委員会である。

 

・ グループBPCEの管理・会計基準・方法委員会の委員長は、BPCEの取締役会構成員２名、最高財務責任者、および商

業銀行業務・保険業務部の最高経営責任者が務める。管理・会計基準・方法委員会の役割は、会計情報および財

務情報に関するリポジトリを承認することである。この点につき、管理・会計基準・方法委員会の主な役割は、以

下に掲げる事項を承認することである。

－　グループBPCEの監督に必要な規制上の枠組みおよび管理基準

－　戦略上の会計ガイドライン、およびグループBPCEの会計基準の枠組み（文書内で未解決の選択肢に対するグ

ループBPCEのポジションを含む。）

－　会計報告および規制上の報告に対する内部統制メカニズムの一部である、監査および規制上の精査に関する
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業務基準（グループBPCEのレビュー基準）

 

・ グループBPCEのインベスター・リレーションズ戦略委員会の委員長は、BPCE取締役会の会長が務める。インベス

ター・リレーションズ戦略委員会の役割は、金融界に関するグループBPCEのコミュニケーション戦略を定めるこ

と、および市場におけるグループBPCEの評判を高める目的で、グループBPCE内で実施すべき方法につき合意する

ことである。

 

５．見通し

2012年中、グループBPCEは引き続き会計・財務情報に関する社内管理システムを調整する。

会計・財務報告書の作成、検査および監視を担当するチームの資源および作業方法を合理化するための試みもまた、
事業・規制上の事情にあわせてこれらを調整することによって継続する。

グループBPCEにより現在進行中であるかまたは開始が予定されている主要なプロジェクトは、以下のとおりである。

• 会計・財務報告の処理および標準化に関して、

－　IAS39の改訂および銀行規則に影響を及ぼすバーゼルIIIの新事情を含むこれらの新規則の変更にグループ
BPCEが備えるよう、規制上の事情を監視すること

－　グループBPCE内で会計原則を調整することおよびIFRSに沿った勘定科目一覧表を採用すること

－　グループBPCE全体（独自のシステムを維持するコーポレート・アンド・インベストメント・バンキング業
務、投資ソリューション業務および専門金融サービス業務を除く。）のために法定・規制上の連結情報を処
理する単一のツールを実行し、グループBPCEの連結ツールを調整すること

－　グループBPCEのすべてのネットワーク機関（ポピュレール銀行、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）グループ）
および子会社について収益、流動性および支払能力の観点からより緊密に監視を行うためにグループBPCE
の管理ツールを改善すること

－　コーポレート・インベストメント・バンキング業務、投資ソリューション業務および専門金融サービス業務
において、米国の領域において登録事務所の会計手段を展開すること

 

• 情報管理および会計・財務情報の標準化に関して、

－　会計・規制上の情報に係る恒久的管理を取り扱う基準の調整および公表の作業を継続すること

－　監査・規制事項の見直しプロセスの範囲を、規制事項報告書および課税を含めるべく拡大すること

－　監査役のグループBPCEへの関与に係る規則、主として、監査役の任命に係る規則、監査役に課される可能性の
あるサービス提供に関する規則およびグループBPCEによる監査役の独立性の証明における監査委員会の役
割に係る規則を調整すること

－　「課税レビュー」に関する新たな研修基準を設定することにより、監査・規制事項見直しのための永続的研
修システムの開発を継続すること

 

ITシステムズセキュリティ

職務

グループITシステムズは、グループのITシステムの方針を定め、実行し、策定する。グループITシステムズは、情報シ
ステムセキュリティの継続的かつ統合的な監視を技術上・規制上の監視とともに行う。グループITシステムズは、こ
の分野におけるリスクの軽減をねらいとしたプロジェクトを開始し、グループのITシステムは、グループBPCEを銀行
業界グループおよび公共当局と調整する。恒久的管理の目的上、グループSSIは、中央機関内で、リスク管理部門、コン
プライアンス部門および内部監査部門と定期的に連絡をとっている。

中央機関のITシステムズセキュリティのトップは、グループITシステムズのセキュリティ部門のメンバーである。そ
のため、セントラル・コンピューターシステム（SIフェデラル）およびBPCEの安全を保証する。

組織

グループBPCEは、グループ全体にわたるITシステムセキュリティのプロセスを構築した。同プロセスは、プロセスの
責任を担うITシステムズセキュリティの長（RSSI）、全機関のITシステムズセキュリティの長を有する。

親会社、関連会社、直接子会社およびEIGのITシステムズセキュリティの長は、グループBPCEのITシステムズセキュリ
ティの長と職務上のつながりを有する。この職務上のつながりとは以下を意味する。

• グループBPCEのITシステムズセキュリティの長は、ITシステムのセキュリティの長の任命について通知を受ける
こと

• グループBPCEのITシステムズセキュリティ方針が機関内で適用され、各ITシステムズセキュリティ方針は、経営
陣、取締役会または役員会の承認を得る前にグループBPCEのITシステムズセキュリティの長に通知すべきこと

• グループBPCEのITシステムセキュリティ方針、継続的管理、リスク水準、主要な事故および措置の機関による遵守
の水準に関するセキュリティ報告書をITシステムセキュリティのグループ長に提出すること
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2011年に行われた作業

2011年に完了したグループBPCEの作業は、2010年に開始された措置に即して、主としてITシステムセキュリティ方針
（PSSI-G）の実行に関連するものであった。

情報システムズセキュリティのリポジトリが作成され、2011年１月10日にBPCEの役員会の承認を受け、遵守の目的上

グループBPCEの全機関の回覧に付された。同リポジトリは、従って、2010年に策定されたSSIを補足し、18の分野に分

類される
53
373の規則および組織的指示文書

54
から成る。SSI規定およびこの規則のリポジトリの組み合わせは、

PSSI-Gを形成し、グループBPCEのセキュリティ要件を含んでいる。

グループBPCEの機関による各PSSI-G規則の遵守水準の評価が完了した。この評価を通じて、グループBPCEは、情報シ
ステムセキュリティの水準に関して初めて連結水準による概観を示された。

非遵守により負うリスクおよびシステムを標準まで引き上げるためのコスト間の調整作業が、2011年の第４四半期
に開始し、2012年初頭に完了する。この作業は、

• 機関がシステムを標準まで引き上げる計画を優先するにあたり支援する

• 2012年以降のPSSI-Gの改善に係る継続中のプロセスに寄与する

• グループBPCEのITシステムセキュリティの今後の優先事項を確認する

PSSI-Gの実行は、2011年に開始したグループBPCEのSSIリスク・管理の優先事項に必要な基盤となる。

• リスクマッピングに関するITおよびSSIのアプローチを事業ラインのアプローチと調整する方法が定められ、
「チェック」プロセスに適用された。2012年には専ら、その実行の準備が行われる。とりわけ、グループBPCEの情
報システムの構成要素のリスク感応度が評価される

• 「新グループSSI恒久的管理リポジトリ」プロジェクトが2011年末に開始した。同プロジェクトは、各機関により
適用されるSSI恒久的管理（レベル１およびレベル２）のための最低限の基盤の構築を伴い、ケス・デパーニュ
（貯蓄銀行）に限定されている現「SMC」システムにとって代わる

DSSI-Gはまた、より早くセキュリティが考慮に入れられるよう、セキュリティの専門技術をグループBPCEの幾つかの
プロジェクトに提供した（グループのネットワーク、安全なメッセージング、SEPAメール、支店における契約のコン
ピューター化、携帯電話バンキング等）。

これらのプロジェクトは、DSSI-Gが調整した認証に係る有効な解決法の展開に沿っている。グループBPCE内では、
400,000超のCAP/EMVリーダー（安全な支払プロトコル）が2011年末に配置され、700万近くの顧客がSMS解決策を備
えた。

また、グループBPCEのITシステムセキュリティ委員会、グループBPCEのITシステムセキュリティの長が議長を務める
グループBPCEのITシステムセキュリティの監督機関は、2011年中に４回会合を開いた。

BPCEは、2011年中、情報システムのセキュリティ水準の引き上げおよび統制を目的とした幾つかのプロジェクトを開
始した。

• 情報システムズ部門と協力して、DSSI-Gはセキュリティ・タスク・フォース（２年間にわたり2,000人日近くに
上る）の完了および技術支援に貢献した

• 2010年に定められた大量承認プロジェクトが続けられた。同プロジェクトは、とりわけユーザーに付与された権
利のデータベースをBPCEに提供し、承認の管理および追跡の改善と信頼性の管理に資する

• DSSI-Gはまた、幾つかの高感度アプリケーションが展開される前にそれらのセキュリティ評価の調整を行った
（WiFiネットワーク、疑わしい業務の報告アプリケーションであるTracline、意思決定機関のための文書共有ア
プリケーションであるE-dataroom等）

• SSIスコアカードが実施された

また、グループSSI規定に従い、BPCEのITシステムズセキュリティ委員会が2011年の第４四半期中に設立された。同委
員会は年度中に１回会合を開いた。

 

53
　リモートバンキング取引およびオンライン支払の顧客の認証、インターネット接続のセキュリティ、電子メールのセキュリティ、ソフトウェア
のアクセス制御、コンピューターネットワークのセキュリティ、悪質なコードとの戦い、電話システムのセキュリティ、ワークステーションの

セキュリティ、IT開発のセキュリティ、デジタル証拠の管理、ITシステムセキュリティに関する人的資源のための教育および研修、システムお

よび設備のセキュリティ、請負・外注サービスのセキュリティ、バックアップ、アーカイブおよびリムーバル・メディアの管理、IT業務および

IT製品のセキュリティ、無線ITネットワークのセキュリティ、モバイル・コンピューティングのセキュリティ、機密デジタル情報のセキュリ

ティ。
54
　グループITシステムセキュリティの運営手続。
 

2012年の見通し

2012年においては、グループPSSIは、BPCEを含む機関によってより広範囲に実施される。

同時に、グループBPCEによるリスクマッピングに関する作業、恒久的管理リポジトリおよびグループBPCEのSSI事故
管理プロセスも引き続き行われる。2012年には専ら、情報システム資産に係るリスク分類プロジェクトによって、グ
ループBPCEのためのSSI恒久的管理の開発およびグループBPCEの今後のSSIリスクマッピング方法の展開の準備が行
われる。

DSSI-G はまた、新たな脅威の発生およびコンプライアンス評価において確認された必要な改善を考慮に入れるため
に、PSSI-Gの初の年次改訂を開始する。

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 345/1163



また、2012年中、DSSI-Gは、出来るだけ川上でセキュリティ問題を統合させるために、事業ラインおよびグループBPCE
の機関に対する支援をさらに強化する。

定期的管理

グループBPCEの一般検査部門の職務

中央機関の責務に従い、また、連帯責任の原則により、グループBPCEの一般検査部門は、グループBPCE機関がすべて正
しく運営されていることを定期的に検査する役割を担っており、これらの財務力に関する合理的な保証をグループ
BPCEの役員に提供している。

この業務の一環として、グループBPCEの一般検査部門は、グループBPCE機関の恒久的管理の質、有効性、一貫性および
適切な運営ならびにグループBPCE機関のリスクの管理を確保している。一般検査部門の担当範囲は、委託されたもの
を含むすべてのリスク、機関および業務を網羅している。

同部門の主要な目的は、以下の事項について評価を行い、グループBPCEおよびグループBPCEの会社の執行・管理機関
に報告を行うことである。

• 財政状態の質

• リスクの実際の水準

• 組織および管理の質

• リスクの評価・管理のためのリスク測定・管理システムの一貫性、適切性および有効性

• 会計・管理情報の信頼性および整合性

• グループBPCEまたは各会社に適用される法律、規則および規程の遵守

• 過去の監査に基づいてまたは当局に従い推奨された事項の効果的な実施

グループBPCEの一般検査部門は、役員会会長に直属し、運営部門および恒久的管理から独立して業務を行う。グルー
プBPCEの一般検査部門の運営手続、統合的な監督および資源の最適利用を行うためのプロセスは、2009年12月７日に
BPCEの役員会の承認を受けた規則に記載されている。関連会社または直接子会社の監査部門は、強い業務上の結び付
きを通じてグループBPCEの一般検査部門の監督下にある。

業務範囲

グループBPCEの一般検査部門は、その役割を果たすため、グループBPCE機関の内部監査チームと協力して定めるグ
ループBPCEの最新の監査範囲の表を設定・維持している。

グループBPCEの一般検査部門は、すべての機関、業務および関連するリスクについて、各機関の全体的リスク水準に
従い定められた頻度で完全な監査が行われることを保証しており、銀行業務については少なくとも４年に一度行わ
れる。

この関係で、グループBPCEの一般検査部門は、自らの監査のみならず、監督当局および内部監査部門によって行われ
た監査も考慮に入れている。

グループBPCEの一般検査部門の年間監査プログラムは、役員会会長の承認を受ける。同プログラムはグループBPCE監
査リスク委員会による検査を受ける。同委員会は、監査プログラムが数年間にわたるグループBPCEの監査範囲に十分
に対応していることを保証し、この目的のためとるべき措置を推奨することがある。同委員会は、その業務について
グループBPCE監視委員会に報告する。

 

報告

グループBPCEの一般検査部門が業務を完了することにより、重要度順に優先順位が付された推奨事項が定められる。
これらは、少なくとも６ヶ月に一度定期的に監視される。

グループBPCEの一般検査部門は、監査対象会社の経営幹部およびその審議機関に対し、調査結果を報告する。同部門
は、BPCEの役員会会長、BPCEの監査リスク委員会およびBPCEの監視委員会に対しても報告を行う。同部門は、これらの
機関に対し、同部門の主要な推奨事項および金融健全性規制監督機構の推奨事項の実行について報告する。同部門
は、規則97-02第9-1.b条に従い内部管理システムの一環として定められた救済措置が合理的な期間内に行われるこ
とを確保し、措置がとられない場合は監査リスク委員会に問題を照会できる。

同部門は、定期報告書を作成するためのスケジュールを調整する。

管理機関およびグループリスク委員会における代表

グループBPCEの内部監査の長は、その役割を果たし、統制のとれた社風の促進に効果的に貢献するために、議決権の
ないメンバーとしてリスク管理に関与する中央機関の主要な委員会に参加する。

内部監査の長は、グループ内部管理調整委員会のメンバーであり、BPCEの監査リスク委員会、ナティクシスの監査委
員会およびグループBPCEの主要な子会社（BPCE IOM、フランス不動産銀行、バンク・パラティンヌ）の監査委員会の
常任メンバーである。

中央機関の恒久的管理部門との関係

グループBPCEの内部監査の長は中央機関の内部で定期的に検討を行い、ユニットの長とその監査範囲において情報
交換を行い、また二段階管理の責任を担う部門とより具体的な情報交換を行う。

これらの部門は、認識しうる失敗または主要な事件について内部監査の長に適切な方法で通知しなければならない。
内部監査の長は、リスク管理担グループBPCE・シニア・エグゼクティブ・バイスプレジデントおよびコンプライア
ンス・セキュリティ担グループBPCE・シニア・エグゼクティブ・バイスプレジデントとともに、監督当局が開始し
た監査または統制の手続について適切な方法でまたは認識することとなった外部監査についてより一般的に相互に
報告しなければならない。
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構成

グループBPCEの一般検査部門は、すべての監査過程を監督する。

この組織の目的は、各会社の内部監査部門との効果的な調整を行うことに加えて、グループBPCEのすべての運営ユ
ニットまたは機能ユニットが最短期間で網羅されるようにすることである。

関連会社および直接子会社の内部監査部門は、強い職務上のつながりおよび所属する会社の業務執行機関への階層
的な報告ラインを通じて、グループBPCEの一般検査部門に直接報告を行う。

この強い職務上のつながりは、以下の規則を通じて実現する。

•　関連会社または直接子会社の内部監査役員の任命または解任については、グループBPCEの内部監査の長から事前
に承認を得ること

•　グループBPCEにおいて単一のグループ監査規定が存在すること。同規定は、内部管理システム全体における内部
監査機能の目的、権能、責任および全般的構成を記載しており、連結ベースで監視されるすべてのグループBPCE会
社に適用される

•　グループBPCEの一般検査部門は、会社の内部監査部門がその義務を履行するために必要な資源を有しているこ
と、これらの部門の予算および人員の水準がグループBPCEの一般検査部門とともに関連会社および子会社の業務
執行機関によって定められていることを保証する

•　会社の内部監査部門がかかる部門と協議の上策定されたグループBPCEの一般検査部門によって定められた監査
方法を使用すること

•　グループBPCEの機関の内部監査部門が実施する他年度・年間プログラムは、グループBPCEの一般検査部門と協力
して決定され、同部門によって統合される。グループBPCEの一般検査部門は、これらのプログラムの進捗状況およ
びこれらのプログラムの範囲の変更について定期的に報告を受ける

•　機関の内部監査報告は、発表された際にグループBPCEの一般検査部門に通知される

•　会社に関する規制当局からの監査報告、関連する追跡書面およびかかる追跡書面に対する回答ならびに制裁措置
は、機関に直接送付される場合は、受領または発表の時にグループBPCEの一般検査部門に通知される

•　グループBPCEの一般検査部門は、規制者が会社および子会社に対して行う監査の開始およびこれに対する手続に
ついて可及的速やかに通知を受ける

•　CRBF規則97-02第42条および第43条に基づき作成される会社の年次報告書は、グループBPCEの一般検査部門に送
付され、同部門は監督当局にこれを配布する

このような類型の構成は、自らが親会社である子会社および関連会社においても存在する。

ナティクシスおよび中央機関間の内部監査事業ラインの運営方法を管理する規則は、グループBPCEの監査プロセス
の一部である。

監査機能の業務の規模および性質を考慮して、グループBPCEの一般検査部門およびナティクシスの内部監査部門は、
監査範囲の対象を分担する。これらの部門はそれぞれ監査を行う。調整委員会は定期的に会合を開き、一般検査部門
の両部門が関与する。同委員会は、中央機関およびナティクシス・グループ間の内部監査の運営に関するすべての事
項に対する責任を担う。

2011年に行われた業務および見通し

一般検査部門の2011年監査計画の実行は、2012年２月末に完了が予定されているが、多くの事象がみられた規制上お
よび財政的背景の中で行われた。その結果、リテール機関において繰り返し行われている監査（ケス・デパーニュ
（貯蓄銀行）および子会社における９の監査、ポピュレール銀行および子会社における８の監査、BPCE IOMの子会社
における９の監査、バンク・パラティンヌにおける２の監査ならびにフランス不動産銀行の外国子会社における１
の監査）に加え、グループBPCEが各種顧客セグメントおよび会社において開始したバーゼルIIの承認プロセスの一
環として６の監査が行われた。一般検査部門はまた、BPCEの幾つかの部門の監査を行った。これらの部門は、商業銀行
・保険部門、グループリスク管理部門、グループコンプライアンス・セキュリティ部門、事務総局の法務部門および
経理部門である。同部門は、顧客保護および必須の顧客関連ドキュメンテーションを含む２の会社間協調監査を監督
した。

監査計画の下で2011年中に開始された64の監査業務の他、BPCEの一般検査部門は、2009年８月に開始した最良慣行に
基づく監査基準および方法の徹底的な修正を続行した。とりわけ、同部門は、管理機関向けの監査業務の報告手続を
説明した基準ならびに実行するべき秘密保持およびセキュリティの規則を説明した別の基準の草案を完成した。さ
らに、「リテール業務のための監査計画の作成」と題した基準が配布されている。同基準は、監査範囲が守られるよ
うにするため、リスク基準に基づいてリテール銀行向けの多年度計画の創設に係る統一的な方法を定めることを目
的としている。

また、「人材」の基準が現在策定中である。その目的は、機能のための人的資源の原則から、数および質の点における
リテール銀行の監査チームのニーズを調整するためにリテール銀行に人材を提供することである。

この業務は延長されて2012年まで及び、機能のツールに係る基準の設定および発展（とりわけ、グループBPCEの会社
および中央機関における推奨事項の実行を監視するための共有ツール（「Reco!」）の業務上の実行）の双方につ
いて対処がなされる。さらに、2012年には引き続き監査ガイドラインの重要な更新が行われる。2010年に開始したこ
の業務により、統一的な最新の監査ガイドラインの本体が作成されることになる。この業務の結果は、定期的にBPCE
の監査リスク委員会に提示される。

ナティクシスに関しては、グループBPCEの一般検査部門による主要な監査（とりわけ、リスク管理部門、コーポレー
ト・アンド・インベストメント・バンキング（CIB）およびワークアウト・ポートフォリオ・マネジメント
（GAPC）の）の対象にもなったが、ナティクシスの一般検査部門の方法をグループBPCEの一般検査部門の方法と合
致させる業務が続けられた。とりわけ、この業務は、上記の原則の遵守を確実にするための共同の監査業務に基づき、
推奨事項の評価を調和させること、それぞれの年間のマクロのスケジュールを同時進行させること、監査計画を共同
で作成することおよび調査・監査レポジトリの分野を共同で策定することに関係していた。
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また、BPCEの一般検査部門は、必要な場合は、促進するべき推奨事項の実行に関する週次の監視を引き続き行い、規則
97-02に基づき監査リスク委員会に対して注意を喚起する。

 

コーポレート・ガバナンス

1.　2012年５月24日開催BPCE定時株主総会

 

2012年５月24日、BPCEの定時株主総会が監査役会会長を議長として開催された。取締役会は、13の決議案を提出した。

当該株主総会は、出席または代理出席した株主数に関する定足数の要件を満たし、有効に開会された。議長は、法律に
より平等と認識される株主およびその他の人員は、法律に基づく期間および条件の範囲内で情報に対する権利を行
使することができると述べた。

労働協議会は、フランス労働法典第L.2323-8条の規定に従い、株主総会に提出された書類および資料を適時に受領し
た。

当該声明は、株主総会によって正当に述べられた。

次いで議長は定時株主総会の議題の検討に移った。発言者がいなかったため、議長は議題とされていた、以下の決議
案の採決を行った。

 

第１決議：BPCE年次財務諸表の承認

株主総会は、定足数および多数決に関して定時株主総会に必要とされる条件の下、2011年12月31日終了事業年度につ
いて、当社の運営に関する取締役会の報告、BPCE年次財務諸表に関する監査役会の監査、理事会会長の報告および法
定監査人の報告を受け、ここに7,122,739.41ユーロの利益を示す年次財務諸表を承認した。

 

第２決議：BPCE S.A.グループ連結財務諸表の承認

株主総会は、定足数および多数決に関して定時株主総会に必要とされる条件の下、2011年12月31日終了事業年度につ
いて、グループの運営に関する取締役会の報告、BPCE S.A.グループ年次財務諸表に関する監査役会の監査および法
定監査人の報告を受け、ここに402百万ユーロの利益を示す連結財務諸表を承認した。

 

第３決議：BPCEグループ連結財務諸表の承認

株主総会は、定足数および多数決に関して定時株主総会に必要とされる条件の下、2011年12月31日終了事業年度につ
いて、グループの運営に関する取締役会の報告、BPCEグループ年次財務諸表に関する監査役会の監査および法定監査
人の報告を受け、ここに2,685百万ユーロの利益を示す連結財務諸表を承認した。

 

第４決議：利益の分配

株主総会は、定足数および多数決に関して定時株主総会に必要とされる条件の下、7,122,739.41ユーロの利益を取締
役会によって提案された以下の条件に従い分配することを承認した。

 

●　2011年12月31日終了事業年度における帳簿所得の５％（356,136.97ユーロ）が法定準備金に充当され、法定準備
金合計は45,041,681.47ユーロとなり、

●　残額（6,766,602.44ユーロ）は利益剰余金に充当され、利益剰余金合計は463,034,665.39ユーロとなる。

 

フランス一般税法典第253条の規定に従い、以下の表は過去３事業年度において支払われた配当を示している。

終了事業年度 1株当たり配当
40%の減税の対象とさ
れる配当の割合

40%の減税の対象とさ
れる配当の割合

2008年12月31日 ／ ／ ／

2009年12月31日 カテゴリＣ株式16.379ユーロ ／ ／

 カテゴリＡおよびＢ株式0.01ユーロ 100％ ／

2010年12月31日 カテゴリＣ株式40.241ユーロ ／ ／

 カテゴリＡおよびＢ株式0.01ユーロ 100％ ／

 

第５決議：フランス商法典第L.225-86条の対象とされる契約の承認

株主総会は、定足数および多数決に関して定時株主総会に必要とされる条件の下、フランス商法典第L.225-86条の対
象とされる契約についての法定監査人による特別報告および補足の特別報告が通知され、ここに後述の契約を続け
て承認した。

 

第６決議：カテゴリＢ株株主の提案のもと、カトリーヌ・ハルバーシュタットを監査役会メンバーに任命したこと
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に関する追認

株主総会は、定足数および多数決に関して定時株主総会に必要とされる条件の下、カトリーヌ・ハルバーシュタット
氏を監査役会メンバーとして任命したことをここに追認した。同女史は、2012年４月４日、理事会の規定に基づき、辞
職したジャン・クリトン氏の残りの任期を努める後任とされていた。

 

第７決議：フランス商法典第L.225-86条の対象とされる契約の追認

株主総会は、定足数および多数決に関して定時株主総会に必要とされる条件の下、法定監査人による特別報告および
補足の特別報告をふまえ、フランス商法典第L.225-90条の規定に従い、各取締役会メンバーのために、取締役メン
バーであるアンヌ・メルシエ＝ガレ、フィリップ・クイーユ、ニコラ・デュアメル氏、およびオリビエ・クラン氏
（同氏については、雇用契約も継続される）を対象者とするGSC失業保険契約への加入申請を追認した。同時に、一時
的就業不可となった場合に12か月間は報酬が継続されること、およびBPCEによって実施されている従業員保護政策
にグループの従業員と同一の条件で服する選択権も承認された。当該契約は、フランス商法典第L.225-86条の範囲に
属する。

 

第８決議：フランス商法典第L.225-90-1条および第L.225-86の対象とされる約定の追認

株主総会は、定足数および多数決に関して定時株主総会に必要とされる条件の下、法定監査人による特別報告および
補足の特別報告をふまえ、フランス商法典第L.225-90-1条および第L.225-90条の規定に従い、フランソワ・ぺロール
氏に対して支払うまたは支払義務を有する補償金の条件を追認した。当該補償金の条件とは、取締役会メンバーとし
ての強制辞職の場合、会社の雇用契約が更新されない場合または退職の場合における退職金に関するもの、ならびに
グループの全従業員に対しておよびグループの重役に対して適用される確定拠出年金制度に基づくものである。

 

第９決議：フランス商法典第L.225-90-1条および第L.225-86の対象とされる約定の追認

株主総会は、定足数および多数決に関して定時株主総会に必要とされる条件の下、法定監査人による特別報告および
補足の特別報告をふまえ、フランス商法典第L.225-90-1条および第L.225-90条の規定に従い、ニコラ・デュアメル氏
に対して支払うまたは支払義務を有する補償金の条件を追認した。当該補償金の条件とは、取締役会メンバーとして
の強制辞職の場合、会社の雇用契約が更新されない場合または退職の場合における退職金に関するもの、ならびにグ
ループの全従業員に対しておよびグループの重役に対して適用される確定拠出年金制度に基づくものである。

 

第10決議：フランス商法典第L.225-90-1条および第L.225-86の対象とされる約定の承認

株主総会は、定足数および多数決に関して定時株主総会に必要とされる条件の下、法定監査人による特別報告および
補足の特別報告をふまえ、フランス商法典第L.225-90-1条および第L.225-90条の規定に従い、フィリップ・クイーユ
氏に対して支払うまたは支払義務を有する補償金の条件を追認した。当該補償金の条件とは、取締役会メンバーとし
ての強制辞職の場合、会社の雇用契約が更新されない場合または退職の場合における退職金に関するもの、ならびに
グループの全従業員に対しておよびグループの重役に対して適用される確定拠出年金制度に基づくものである。

 

第11決議：フランス商法典第L.225-90-1条および第L.225-86の対象とされる約定の承認

株主総会は、定足数および多数決に関して定時株主総会に必要とされる条件の下、法定監査人による特別報告および
補足の特別報告をふまえ、フランス商法典第L.225-90-1条および第L.225-90条の規定に従い、オリビエ・クラン氏に
対して支払うまたは支払義務を有する補償金の条件を追認した。当該補償金の条件とは、取締役会メンバーとしての
強制辞職の場合、会社の雇用契約が更新されない場合または退職の場合における退職金に関するもの、ならびにグ
ループの全従業員に対しておよびグループの重役に対して適用される確定拠出年金制度に基づくものである。

 

第12決議：フランス商法典第L.225-90-1条および第L.225-86の対象とされる約定の承認

株主総会は、定足数および多数決に関して定時株主総会に必要とされる条件の下、法定監査人による特別報告および
補足の特別報告をふまえ、フランス商法典第L.225-90-1条および第L.225-90条の規定に従い、アンヌ・メルシエ＝ガ
レ氏に対して支払うまたは支払義務を有する補償金の条件を追認した。当該補償金の条件とは、取締役会メンバーと
しての強制辞職の場合、会社の雇用契約が更新されない場合または退職の場合における退職金に関するもの、ならび
にグループの全従業員に対してかつグループの重役に対して適用される確定拠出年金制度に基づくものである。

 

第13決議：手続きを遂行する権限

本書証の抄本または写しの所持人には、必要な法律上の手続きを遂行するすべての権限が付与されている。

上記の決議案は全て、出席または代理主席した株主によって全会一致で可決された。

 

BPCE経営機関および構成

 

総合経営委員会

フランソワ・ぺロール、取締役会会長

オリビエ・クラン、最高経営責任者*、商業銀行および保険業務
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フィリップ・クイーユ、最高経営責任者*、中央機関の再編に対するオペレーションおよび監督

ニコラ・デュアメル、最高財務責任者*

アンヌ・メルシエ＝ガレ、最高経営責任者*、人事

ローラン・ミニョン、ナティクシス最高経営責任者

フランソワ・リアイ、最高経営責任者代理*、戦略

マーグリット・ベラー＝アンドリュ、最高経営責任者代理*

 

経営執行委員会

フランソワ・ぺロール、取締役会会長

オリビエ・クラン、最高経営責任者*、商業銀行および保険業務

フィリップ・クイーユ、最高経営責任者*、中央機関の再編に対するオペレーションおよび監督

ニコラ・デュアメル、最高財務責任者*

アンヌ・メルシエ＝ガレ、最高人事責任者*、

ローラン・ミニョン、ナティクシス最高経営責任者

フランソワ・リアイ、最高経営責任者代理*、戦略

クリスティアンヌ・ビュット、最高グループ法務役およびBPCE会社秘書役

ブルーノ・ドゥルトレ、最高経営責任者、クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランス

ジェロー・ブラック・ドゥ・ラ・ペリエール、社内財務グループ長

イザベル・モリー、リスク管理責任者

ローランス・メ、コンプライアンスおよびグループ保証責任者

イヴ・メサロヴィッチ、グループ・コミュニケーション責任者

 

組織

BPCEの構成は、下記の組織図に基づき組織される。

 
 

*
　最高経営責任者の役職名は、フランス商法典第225-66に準拠していない。

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 350/1163



 

財務書類の監査の責任者

BPCEの法定監査人

法定監査人は、BPCEの個別財務書類と、グループBPCEおよびBPCE S.A.グループの連結財務諸表の監査に責任を有す

る。2010年12月31日現在の法定監査人は下記のとおりである。

ケーピーエムジー・オーディット
プライスウォーターハウス クーパース

オーディット
マザー

KPMG S.A.部

クール・ヴァルミ１番地

92923 パリ・ラ・デファンス、

セデッックス

ヴィリエール通り63番地

92208 ヌイイ=シュール＝セーヌ

セデッックス

アンリ・ルグノ通り61番地

92075 パリ・ラ・デファンス、

セデッックス

 

会計監査役高等評議会に基づく会計監査人ベルサイユ地域会のメンバーであるプライスウォーターハウスクーパー

ス監査法人（商業登記番号672 006 483）、KPMG監査法人（商業登記番号775726417）およびマザー（商業登記番号

784824153）が法定監査人として登録されている。

プライスウォーターハウス クーパース オーディット

2009年７月２日に行われたCEBP（2009年７月９日の統合株主総会後に名称がBPCEに変更された。）の株主総会にお

いて、定時株主総会で適用される定足数および過半数の要件に基づき、６事業年度（すなわち、2014年12月31日に終

了する年度の財務諸表を承認するために招集される2015年の定時株主総会まで）の期間につき、プライスウォー

ターハウスクーパース監査法人を任命することを決定した。

プライスウォーターハウスクーパース監査法人の代表者は、アニク・ショーマルタン氏である。

代理人：６事業年度（すなわち、2014年12月31日に終了する年度の財務諸表を承認するために招集される2015年の

定時株主総会まで）の期間につき、63、リュ・ドゥ・ビリエ、92208ヌイイ＝シュル＝セーヌ・セデックスに所在する

エティエンヌ・ボリ。

ケーピーエムジー・オーディット
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2009年７月２日に行われたCEBP（2009年７月９日の統合定時及び臨時株主総会後に名称がBPCEに変更された。）の

株主総会において、定時株主総会で適用される定足数および過半数の要件に基づき、６事業年度（すなわち、2014年

12月31日に終了する年度の財務諸表を承認するために招集される2015年の定時株主総会まで）の期間につき、KPMG

監査法人を任命することを決定した。

KPMG監査法人の代表者は、マリー＝クリスティーヌ・ジョリ氏及びファブリス・オダン氏である。

代理人：６事業年度（すなわち、2014年12月31日に終了する年度の財務諸表を承認するために招集される2015年の

定時株主総会まで）の期間につき、1、クール・バルミー、92923パリ＝ラ・デファンス・セデックスに所在するイザ

ベル・ゴアレック。

マザー

マザーは、設立時に、ケス・ナシヨナル・デ・ケス・デパーニュの取締役会がGCE NAOの附属定款および設立に必要

となるすべての証書に署名する権限を会長に付与した後に、GCE NAO（2009年４月６日の単一株主による決定で名称

がCEBPに変更され、その後2009年７月９日の統合定時及び臨時株主総会後に名称がBPCEに変更された。）の最初の定

款で直接的に任命されている。任命期間は６年間（すなわち、2012年12月31日に終了する年度の財務諸表を承認する

ために招集される2013年度の定時株主総会まで）である。

マザーの代表者は、シャルル・ドゥ・ボワリュー氏C及びジャン・ラトルゼフ氏である。

代理人：６事業年度（すなわち、2012年12月31日に終了する年度の財務諸表を承認するために招集される2013年の

定時株主総会まで）の期間につき、61、リュ・アンリ＝レグノー、92075パリ・ラ・デファンス・セデックスに居住す

るアンヌ・ボート氏。

法定監査人に支払われる報酬

BPCEの監査役会の手続規則第3.3条に一部の任務が定義されるとおり、グループから各法定監査人の所属グループに

支払われる報酬につき詳細な審査を実施することで、監査・リスク委員会は、法定監査人の独立性を確保している。

さらに、2006－2010年AMF指図書に従い、法定監査人の報酬は、下記を明記した上で、会社設立書類において公表され

る。

• BPCE S.A.グループの法定監査人に対する報酬

• グループBPCEの法定監査人に対する報酬
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BPCE S.A.グループの法定監査人に対する報酬

2010年度および2011年度のBPCE（およびそのネットワーク）の財務諸表の監査に責任を負う法定監査人に支払われ

る報酬は下記のとおりである。

 合計 PWC マザー KPMG

 
2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

 単位：1000ユーロ(1) 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％

監査

法定監査、個別および連結

財務諸表の審査
 (2) 18,64576％ 19,23877％ 6,01363％ 6,73367％ 4,62393％ 4,54885％ 8,01083％ 7,95783％

- 発行会社 1,630 1,636 534 590 553 531 543 515

- 子会社 17,015 17,602 5,479 6,143 4,070 4,017 7,467 7,442

法定監査人の任務に直接関

連するその他デュー・ディ

リジェンスおよびサービス 2,88212％ 3,66815％ 1,57816％ 2,28023％ 209 4％ 60411％ 1,0968％ 784 8％

- 発行会社 1,865 2,041 874 1,259 89 410 902 372

- 子会社 1,017 1,627 704 1,021 120 194 194 412

小計
(3) 21,52788％ 22,90692％ 7,59079％ 9,01390％ 4,83297％ 5,15296％ 9,10592％ 8,74192％

変動（％） (6)％ (16)％ (6)％ 4％

ネットワークが完全連結子

会社に提供したサービス

- 法務、税務、人件費 1,390 1,279 607 545 1 2 782 732

- その他 1,595 748 1,413 463 150 225 32 60

小計
(4) 2,98512％ 2,0278％ 2,02021％ 1,00810％ 151 3％ 227 4％ 814 8％ 792 8％

合計 24,512100％ 24,933100％ 9,610100％ 10,021100％ 4,983100％ 5,379100％ 9,919100％ 9,533100％

変動（％） (2)％ (4)％ (7)％ +4％

注記：

(1) 提供されたサービスに関連する金額は、報告年度の損益計算書に記載される。これは、特に、還付対象外のVATを含め、エクイティから控除前（該当が

あれば）の金額である。

(2) 財務諸表の認証を行う過程で法定監査人が任命した独立専門家または法定監査人のネットワークのメンバーが提供したサービスを含む。

(3) 監査報酬の６％の減少は主に、当事業年度中における連結除外によるもの（0.7百万ユーロ）と、BPCE S.A.グループの要求に基づき法定監査人が実

施した任務に直接関連するサービスが減少したことによるもの（0.8百万ユーロ）である。

「法定監査人の任務に直接関連するその他の項目」は、主に、買収の監査、新規則への遵守を確保するための分析および子会社の内部統制審査の実施に係

る項目から成る。

(4) BPCEの財務諸表の監査に責任を負う法定監査人のネットワークにより実施される非監査サービスは主に、ナティクシスSAおよびその子会社を代理し

て行われる税務関連サービスおよび内部統制システムの審査から成る。
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グループBPCEの法定監査人に支払われる報酬

2010年度および2011年度のグループBPCE全体につき法定監査人が実施する任務に関連する報酬（BPCEの財務諸表の

監査に責任を負うネットワークと同一ネットワークに属さない法定監査人を含む。）は下記のとおりである。

単位：1000ユーロ

(1)

合計

BPCEの財務諸表の監査に責任を負う

法定監査人（およびそのネットワーク）
(4)

その他法定監査人のネットワークBPCE S.A.グループ その他グループBPCEの企業 

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％

監査

法定監査、個別お

よび連結財務諸

表の審査 43,11582％ 44,95185％ 18,64576％ 19,23877％ 12,22397％ 11,80496％ 12,24779％ 13,90988％

法定監査人の任

務に直接関連す

るその他デュー

・ディリジェン

スおよびサービ

ス 4,4348％ 5,56010％ 2,88212％ 3,66815％ 290 2％ 411 3％ 1,2628％ 1,4829％

小計
(2) 47,54990％ 50,51195％ 21,52788％ 22,90692％ 12,513100％ 12,21599％ 13,50987％ 15,39197％

変動（％） (6)％ (6)％ 2％ (12)％

ネットワークが完全

連結子会社に提供し

たサービス

法務、税務、人件

費 2,119 1,536 1,390 1,279 27 729 5％ 230

その他 2,960 1,099 1,595 748 54 117 1,3118％ 234

小計
(3) 5,07910％ 2,6355％ 2,98512％ 2,0278％ 54 0％ 144 1％ 2,04013％ 464 3％

合計 52,628100％ 53,146100％ 24,512100％ 24,933100％ 12,567100％ 12,359100％ 15,549100％ 15,855100％

変動（％） (1)％ (2)％ 2％ (2)％

注記：

(1) 提供されたサービスに関連する金額は、報告年度の損益計算書に記載される。これは、特に、還付対象外のVATを含め、エクイティから控除前（該当が

あれば）の金額である。

(2) 監査報酬の６％の減少は主に、当事業年度中における連結除外によるもの（1.3百万ユーロ）と、グループBPCEの要求に基づき法定監査人が実施した

任務に直接関連するサービスが減少したことによるもの（1.1百万ユーロ）である。

(3) BPCEの財務諸表の監査に責任を負う法定監査人のネットワークにより実施される非監査サービスは主に、ナティクシスSAおよびその子会社を代理し

て行われる税務関連サービスおよび内部統制システムの審査から成る。

(4) PWC、マザーおよびKPMG。
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第６【経理の状況】
 
1.本書記載の当行及びその子会社（以下「当行グループ」と総称する。）の連結財務書類は、欧州連合が採用し、国

際会計基準審議会が公表した国際財務報告基準（以下「IFRS」という。）に準拠して作成された。また、本書記載の

当行の個別財務書類は、フランスの金融機関に適用されている会計原則に準拠して作成された。当行グループ及び当

行が採用した会計原則、会計慣行及び表示方法と、日本において一般に公正妥当と認められているそれらとの間の主

な相違点に関しては、「４　フランスと日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違」に説明されている。

 

本書記載の当行グループの連結財務書類及び当行の個別財務書類は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す

る規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第129条第１項の適用を受けるものである。

 

2．本書記載の当行グループの連結財務書類及び当行の個別財務書類は、独立公認会計士であり、かつ外国監査法人

等（「公認会計士法」（昭和23年法律第103号。その後の改正を含む。）第１条の３第７項に規定されている外国監

査法人等をいう。）であるケーピーエムジー・オーディット、プライスウォーターハウス クーパース オーディット

及びマザー（以下「会計監査人」と総称する。）から監査を受けている。2011年および2010年の各12月31日終了事業

年度の当行グループの連結財務書類及び当行の個別財務書類について会計監査人が行う監査は、「金融商品取引

法」（昭和23年法律第25号。その後の改正を含む。）第193条の２第１項第１号に規定されている監査証明に相当す

ると認められる証明となっており、監査報告書は本書に添付されている。

 

3．本書記載の当行グループの要約中間連結財務書類は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」

第76条第１項の適用を受けるものである。本書記載の当行グループの要約中間連結財務書類は会計監査人による監

査を受けていないが、フランスの専門的基準に準拠したレビューを受けている。

 

4．本書記載の当行グループの原文の連結財務書類（仏語）及び当行の原文の個別財務書類（仏語）は、フランスに

おいて開示されたものと同一のものであり、日本語版はその翻訳である。

 

5．本書記載の当行グループの原文の連結財務書類（仏語）及び要約中間連結財務書類（仏語）並びに当行の原文

の個別財務書類（仏語）はユーロで表示されている。「財務諸表等規則」第132条の規定に基づき「円」で表示され

ている金額は、2012年９月14日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行における対顧客電信直物売買相場の仲値、１ユーロ

＝100.84円の為替レートで換算された金額である。金額は百万円単位（四捨五入）で表示されている。なお、円換算

額は単に便宜上表示されたものであり、ユーロ額が上記のレートで円に換算されることを意味するものではない。円

換算額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。

 

6．円換算額及び「２　主な資産・負債及び収支の内容」から「４　フランスと日本における会計原則及び会計慣行

の主要な相違」までの記載事項は、当行グループの原文の連結財務書類、要約中間連結財務書類及び当行の原文の個

別財務書類には含まれておらず、当該事項における原文の財務書類への参照事項を除き、上記2．の会計監査、上記

3．のレビューの対象にもなっていない。
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１【財務書類】

(1）BPCE S.A.グループのIFRS連結財務書類2011年12月31日現在

 

BPCE S.A.グループのIFRS連結財務書類
2011年12月31日現在

 

1　連結貸借対照表

資産

 注記 12/31/2011 12/31/2010

  百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

現金および中央銀行への預け金 11,6781,177,61019,7431,990,884

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 5.1.1 234,75123,672,291161,61216,296,954

ヘッジ目的デリバティブ 5.2 10,9851,107,727 7,279 734,014

売却可能金融資産 5.3 51,3355,176,62141,3744,172,154

金融機関に対する貸付金および債権 5.5.1 167,08616,848,952183,30718,484,678

顧客に対する貸付金および債権 5.5.2 245,24724,730,707260,41526,260,249

金利リスクのヘッジ対象ポートフォリオの再評価差額金 4,536 457,410 2,128 214,588

満期保有目的金融資産 5.7 4,626 466,486 6,151 620,267

当期法人所得税資産 1,119 112,840 879 88,638

繰延法人所得税資産 5.8 3,540 356,974 3,855 388,738

未収収益およびその他の資産 5.9 40,8644,120,72634,3873,467,585

売却目的で保有する非流動資産 0 0 43 4,336

繰延利益分配金 5.10 837 84,403 0 0

関連会社に対する投資 5.11 12,5221,262,71812,6491,275,525

投資不動産 5.12 1,439 145,109 1,303 131,395

有形固定資産 5.13 1,301 131,193 1,177 118,689

無形資産 5.13 914 92,168 1,491 150,352

のれん 5.14 2,948 297,276 3,624 365,444

資産合計  795,72880,241,212741,41774,764,490
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負債

 注記 12/31/2011 12/31/2010

  百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

中央銀行に対する債務  13 1,311 488 49,210

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 5.1.2 229,83423,176,461160,86516,221,627

ヘッジ目的デリバティブ 5.2 9,394 947,291 6,753 680,973

金融機関に対する債務 5.15.1 162,79816,416,550153,56515,485,495

顧客に対する債務 5.15.2 61,2126,172,61877,4467,809,655

負債証券 5.16 212,38221,416,601223,01422,488,732

金利リスクのヘッジ対象ポートフォリオの再評価差額金  1,431 144,302 982 99,025

当期法人所得税負債  454 45,781 461 46,487

繰延法人所得税負債 5.8 377 38,017 789 79,563

未払費用およびその他の負債 5.17 34,3473,463,55129,2782,952,394

保険会社の保険契約準備金 5.18 41,6564,200,59140,5024,084,222

引当金 5.19 2,026 204,302 1,993 200,974

劣後債務 5.20 12,1091,221,07214,2121,433,138

連結持分  27,6952,792,76431,0693,132,998

BPCE S.A.の持分所有者に帰属する持分  21,5712,175,22025,1462,535,723

株式資本および資本剰余金  18,4081,856,26319,6081,977,271

利益剰余金  3,596 362,621 4,414 445,108

資本に直接認識される損益  (835) (84,201) (441) (44,470)

当期純利益  402 40,538 1,565 157,815

少数株主持分  6,124 617,544 5,923 597,275

負債および資本の合計  795,72880,241,212741,41774,764,490
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2　連結損益計算書
 
 注記 2011事業年度 2010事業年度

  百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

受取利息および類似収益 6.1 18,8301,898,817 16,5601,669,910 

支払利息および類似費用 6.1 (15,005)(1,513,104)(13,139)(1,324,937)

受取手数料 6.2 4,182 421,713 4,229 426,452 

支払手数料 6.2 (1,509)(152,168)(1,372)(138,352)

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の正味利得または

損失

6.3 1,130 113,949 2,354 237,377 

売却可能金融資産の正味利得または損失 6.4 138 13,916 (213) (21,479)

その他の活動からの収益 6.5 6,663 671,897 7,188 724,838 

その他の活動の費用 6.5 (5,319)(536,368)(6,340)(639,326)

銀行業務純収益  9,110 918,652 9,267 934,484 

営業費用 6.6 (6,223)(627,527)(6,473)(652,737)

有形固定資産および無形資産の減価償却、償却および減損  (371) (37,412) (435) (43,865)

営業総利益  2,516 253,713 2,359 237,882 

リスクコスト 6.7 (1,671)(168,504) (526) (53,042)

営業収益  845 85,210 1,833 184,840 

関連会社の純利益に対する持分 6.8 554 55,865 685 69,075 

その他の資産の正味利得または損失 6.9 (133) (13,412) (89) (8,975)

のれんの価額変動 6.10 (87) (8,773) 0 0 

税引前利益  1,179 118,890 2,429 244,940 

法人所得税 6.11 (344) (34,689) (413) (41,647)

当期純利益  835 84,201 2,016 203,293 

少数株主持分  (433) (43,664) (451) (45,479)

BPCE S.A.の持分所有者に帰属する当期純利益  402 40,538 1,565 157,815 
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3　当期純利益および資本に直接認識される利得/損失計算書
 
 2011事業年度 2010事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

当期純利益 835 84,201 2,016 203,293 

為替換算調整額 167 16,840 268 27,025 

売却可能金融資産の価額変動 (753) (75,933) (447) (45,075)

ヘッジ目的デリバティブの価額変動 (14) (1,412) 137 13,815 

税金 244 24,605 193 19,462 

関連会社の資本に直接認識される利得および損失に対する持分 (66) (6,655) (8) (807)

資本に直接認識される利得および損失(税引後） (422) (42,554) 143 14,420 

当期純利益ならびに資本に直接認識される利得および損失 413 41,647 2,159 217,714 

BPCE S.A.の持分所有者帰属分 9 908 1,542 155,495 

少数株主持分 404 40,739 617 62,218 

 

 

 

　　次へ
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4　持分変動計算書
 

百万ユーロ

株式資本および資本剰余金

永久超劣後債 利益剰余金

資本に直接認識される利得および損失 BPCE S.A.の持分

所有者に

帰属する

純利益 株主持分

少数株主

持分 連結持分合計株式資本 資本剰余金 優先株式 為替換算調整額

金融商品の公正価値の変動

売却可能金融資産 ヘッジ目的デリバティブ

2010年1月1日現在株主持分 390 14,988 3,000 6,250 (1,044) (170) 111 (358)  23,167 5,303 28,470

増資 77 1,730        1,807  1,807

支払配当金     (105)     (105) (39) (144)

超劣後債の買戻    (1,300)      (1,300)  (1,300)

超劣後債の利息     (409)     (409) (56) (465)

優先株式の買戻   (1,800)  (102)     (1,902)  (1,902)

合併の影響  1,223   888  (36) (11)  2,064 107 2,171

少数株主持分の取得および処分の影

響           (35) (35)

資本に直接認識される利得および損

失      187 (276) 111  24 166 190

純利益         1,565 1,565 451 2,016

その他の変動     236     236 27 263

2010年12月31日現在株主持分 467 17,941 1,200 4,950 (536) 18 (201) (258) 1,565 25,146 5,923 31,069

2010年度の純利益処分     1,565    (1,565)    

2011年１月１日現在株主持分 467 17,941 1,200 4,950 1,029 18 (201) (258)  25,146 5,923 31,069

支払配当金     (104)     (104) (237) (341)

超劣後債の買戻    (1,697) (245)     (1,942) (29) (1,971)

超劣後債の利息     (288)     (288) (54) (342)

優先株式の買戻(1)   (1,200)  (20)     (1,220)  (1,220)

少数株主持分の取得および処分の影

響     (59)     (59) 64 5

資本に直接認識される利得および損

失      100 (503) 9  (394) (29) (423)

純利益         402 402 433 835

その他の変動     30     30 53 83

2011年12月31日現在株主持分 467 17,941 0 3,253 343 118 (704) (249) 402 21,571 6,124 27,695

注釈

(1)BPCEはフランス政府の引受に係る合計12億ユーロの優先株式の買戻を完了した。2011年12月31日現在優先株式の残高はない。2010年度中、BPCEはフランス政府の引受に係る合計18億ユーロの優先株式を買戻した。
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百万円

株式資本および資本剰余金

永久超劣後債 利益剰余金

資本に直接認識される利得および損失 BPCE S.A.の持分

所有者に

帰属する

純利益 株主持分

少数株主

持分 連結持分合計株式資本 資本剰余金 優先株式 為替換算調整額

金融商品の公正価値の変動

売却可能金融資産 ヘッジ目的デリバティブ

2010年1月1日現在株主持分 39,328 1,511,390 302,520 630,250 (105,277)(17,143) 11,193 (36,101) 0 2,336,160 534,755 2,870,915 

増資 7,765 174,453        182,218  182,218 

支払配当金     (10,588)     (10,588) (3,933) (14,521)

超劣後債の買戻    (131,092)      (131,092)  (131,092)

超劣後債の利息     (41,244)     (41,244) (5,647) (46,891)

優先株式の買戻   (181,512)  (10,286)     (191,798)  (191,798)

合併の影響  123,327   89,546  (3,630) (1,109)  208,134 10,790 218,924 

少数株主持分の取得および処分の影

響           (3,529) (3,529)

資本に直接認識される利得および損

失      18,857 (27,832) 11,193  2,420 16,739 19,160 

純利益         157,815 157,815 45,479 203,293 

その他の変動     23,798     23,798 2,723 26,521 

2010年12月31日現在株主持分 47,092 1,809,170 121,008 499,158 (54,050) 1,815 (20,269) (26,017)157,815 2,535,723 597,275 3,132,998 

2010年度の純利益処分     157,815    (157,815)   0 

2011年１月１日現在株主持分 47,092 1,809,170 121,008 499,158 103,764 1,815 (20,269) (26,017) 0 2,535,723 597,275 3,132,998 

支払配当金     (10,487)     (10,487) (23,899) (34,386)

超劣後債の買戻    (171,125)(24,706)     (195,831) (2,924) (198,756)

超劣後債の利息     (29,042)     (29,042) (5,445) (34,487)

優先株式の買戻   (121,008)  (2,017)     (123,025)  (123,025)

少数株主持分の取得および処分の影

響     (5,950)     (5,950) 6,454 504 

資本に直接認識される利得および損

失      10,084 (50,723) 908  (39,731) (2,924) (42,655)

純利益         40,538 40,538 43,664 84,201 

その他の変動     3,025     3,025 5,345 8,370 

2011年12月31日現在株主持分 47,092 1,809,170 0 328,033 34,588 11,899 (70,991) (25,109)40,538 2,175,220 617,544 2,792,764 
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5　連結キャッシュ・フロー計算書
 
 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

税引前利益 1,179 118,890 2,429 244,940 

有形固定資産および無形資産の減価償却費および償却費の純額 439 44,269 395 39,832 

のれんの減損 87 8,773  

引当金および減損引当金の繰入純額 1,355 136,638 2,502 252,302 

関連会社の純利益／(損失)に対する持分 (469) (47,294) (602) (60,706)

投資活動の純損失／利得 (193) (19,462) (490) (49,412)

財務活動の収益／費用 518 52,235 571 57,580 

その他の変動 868 87,529 1,397 140,873 

税引前純利益／(損失)に含まれる非貨幣性項目合計 2,605 262,688 3,773 380,469 

金融機関との取引から生じる純増減額 36,9783,728,862 (15,329)(1,545,776)

顧客との取引から生じる純増減額 8,335 840,501 1,819 183,428 

金融資産および負債を伴う取引から生じる純増減額 (31,036)(3,129,670)20,0562,022,447 

非金融資産および負債を伴う取引から生じる純増減額 (9,597)(967,761)(2,152)(217,008)

支払済税金 125 12,605 316 31,865 

営業活動によりもたらされる資産および負債の純増加額／(減少額) 4,805 484,536 4,710 474,956 

営業活動による正味キャッシュ・フロー(A) 8,589 866,115 10,9121,100,366 

金融資産および株式投資に関連する純増減額 3,403 343,159 3,482 351,125 

投資不動産に関連する純増減額 (222) (22,386) (56) (5,647)

有形固定資産および無形資産に関連する純増減額 (397) (40,033) (458) (46,185)

投資活動から生じる正味キャッシュ・フロー(B) 2,784 280,739 2,968 299,293 

株主との取引から生じる純増(減)額(1） (3,532)(356,167)(609) (61,412)

財務活動によるその他の増減 (2,640)(266,218)(1,795)(181,008)

財務活動から生じる正味キャッシュ・フロー(C) (6,172)(622,384)(2,404)(242,419)

為替レート変動の影響額(D) (45) (4,538) (24) (2,420)

正味キャッシュ・フロー合計(A+B+C+D) 5,156 519,931 11,4521,154,820 

現金および中央銀行への預け金正味残高   

現金および中央銀行への預け金正味残高(資産) 19,7431,990,884 8,755 882,854 

中央銀行に対する債務残高(負債） (488) (49,210) (213) (21,479)

金融機関との要求払取引の正味残高   

当座勘定貸越残高(2） 5,210 525,376 4,781 482,116 

要求払勘定および貸付金残高 3,280 330,755 8,222 829,106 

要求払勘定貸方残高 (18,800)(1,895,792)(22,518)(2,270,715)

要求払レポ取引残高 (604) (60,907)(2,138)(215,596)

現金および現金同等物の期首残高 8,341 841,106 (3,111)(313,713)

現金および中央銀行への預け金正味残高   

現金および中央銀行への預け金正味残高(資産) 11,6781,177,610 19,7431,990,884 

中央銀行に対する債務残高(負債） (13) (1,311) (488) (49,210)

金融機関との要求払取引の正味残高   

当座勘定貸越残高(2） 4,552 459,024 5,210 525,376 

要求払勘定および貸付金残高 15,5401,567,054 3,280 330,755 

要求払勘定貸方残高 (17,078)(1,722,146)(18,800)(1,895,792)

要求払レポ取引残高 (1,182)(119,193)(604) (60,907)

現金および現金同等物期末残高 13,4971,361,037 8,341 841,106 

現金および現金同等物の純変動額 5,156 519,931 11,4521,154,820 

(1）株主との取引に係るキャッシュ・フローの流入または流出には以下が含まれる。

• 優先株式の買戻しによるキャッシュ・フローの流出1,200百万ユーロ

• 資本に計上されている超劣後債の買戻しによるキャッシュ・フローの流出1,971百万ユーロ

• 配当金支払の影響によるキャッシュ・フローの流出合計341百万ユーロ

(2）当座勘定貸越残高にはフランス預金供託公庫に管理を委託した非課税貯蓄性預金およびLDD資金預金を含まない。
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6　連結財務書類に対する注記
 
注記１　一般的背景
 

1.1　グループBPCE

グループBPCEは、ポピュレール銀行ネットワーク、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）ネットワーク、BPCEの中央機関およびその子会社から構成され
ている。

二つの銀行業務ネットワーク：ポピュレール銀行（庶民銀行）およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）

グループBPCEは協同組合のグループであり、当該協同組合グループの株主が二つのリテール銀行業務ネットワーク、すなわち19のポピュレール
銀行および17のケス・デパーニュ（貯蓄銀行）を所有している。両ネットワークは、それぞれ均等持分により当グループの中央機関であるBPCE
を所有する。

ポピュレール銀行ネットワークは、ポピュレール銀行および共同保証会社から構成される。後者は前者に対して専ら前者を受益者とする保証を
発行する。

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）ネットワークは、ケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレボワヤンスおよびローカル・セービング・カンパニから構
成される。

ポピュレール銀行は、協同組合の株主が80％を所有し、ナティクシスが協同組合出資証書（CIC）を通じて20％を所有する。

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の資本金は、ローカル・セービング・カンパニ（LSC）が80％を所有し、ナティクシスがCICにより20％を所有す
る。各地に所在するLSCは、オープンエンド型資本金が組合員出資者により所有されている協同組合組織である。LSCは、当該LSCと系列関係にある
各ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）が定める一般目的の枠組に沿って、協同組合の株主と協同する。LSCは銀行業務を営むことができない。

 

BPCE

BPCEは、フランス銀行法に定義される中央機関であるとともに銀行としての営業を認可された金融機関であり、2009年６月18日付法律第
2009-715号により設立された。BPCEは、取締役会および監査役会を設置する株式会社（société anonyme）として設立され、その株式資本は17
のケス・デパーニュ（貯蓄銀行）と19のポピュレール銀行により共同かつ均等に所有される。

BPCEの企業使命が体現するのは、ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の基礎となる協同組合原則の遵守である。

具体的には、BPCEは、監督当局との折衝において様々な系列企業の利益を代弁し、これらの企業の提供商品・サービスの範囲を決め、預金者を保
護し、主要な経営陣の選任を承認し、当グループの組織の円滑な運営を監督する。

持株会社としてBPCEは当グループの代表企業である。BPCEは両ネットワークと共同して、リテール銀行業務、コーポレート銀行業務および財務
サービスに従事するジョイント・ベンチャーと提供商品を制作する事業体を所有している。またBPCEは当グループの企業戦略および成長・拡大
方針を策定する。
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BPCEの主要子会社は、以下の主要な三部門を中心に設立されている。

?　ナティクシス（コーポレート・投資銀行業務、投資ソリューションおよび専門的金融サービスを統合した上場企業でありBPCEが72.4％を所
有）

?　商業銀行業務および保険事業（クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランス、バンク・パラティンヌおよびBPCEエンテルナシヨナル・エ・ウ
トゥル=メールを含む。）

?　子会社群および資本持分?

当グループの金融機能についてBPCEが特に責任を負っているのは、余剰資金の集中管理、当グループの業務展開およびリファイナンス上必要な
金融取引の執行および当グループ全体の利益にかかわる取引における最適な取引相手方の選択などである。当グループの他の企業に対するバン
キング・サービスも提供している。

1.2　保証の仕組

フランス通貨金融法典第L. 512-107条に基づき、当グループおよびその関連会社の流動性および適正自己資本を確保し、またポピュレール銀行
およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の両ネットワークに対する金融支援を整備するために保証および共同支援制度が構築されている。

BPCEは、当グループおよび両ネットワークの適正自己資本を保証するために必要なあらゆる措置を講ずる任務を負う。これには当グループ内で
の適切な資金調達の仕組の実施および両ネットワークに共通の共同保証基金の設定が含まれる。BPCEはこれらの運営規則、両ネットワークの既
存基金に対する金融支援の供与条件ならびに共同保証基金の当初基本財産および追加拠出に対する関連会社の分担を決定する。

BPCEは、ポピュレール銀行ネットワークおよびケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレボワヤンス・ネットワークのための各既存基金を管理してい
るが、新たに共同保証基金を設定した。

傘下庶民銀行がポピュレール銀行ネットワーク基金に預け入れた預託金（450百万ユーロ）は、無期限に書換え可能の期間10年の定期預託金と
してBPCEに記帳されている。

傘下貯蓄銀行がケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレボワヤンス・ネットワーク基金に預け入れた預託金（450百万ユーロ）は、無期限に書換え
可能の期間10年の定期預託金としてBPCEに記帳されている。

共同保証基金は、ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）が預け入れた預託金により形成されている。当該預託金は、無期限に書
換え可能の期間10年の定期預託金としてBPCEに記帳されている。2011年12月31日現在の当該預託金額は219百万ユーロであり、当グループの連結
純利益に対するポピュレール銀行、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）およびそれらの子会社からの寄与額の５％相当額が毎年積み増される。

ポピュレール銀行ネットワーク基金、ケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレボワヤンス・ネットワーク基金および共同保証基金に関連してBPCEに
預け入れる預託金の合計金額は、当グループの加重資産合計の0.15％を下回ってはならず、また0.3％を上回ってはならない。

保証および共同支援制度に参加する各組織勘定の預託金が記帳されるのに対応して、同額が資本項目内で該当する勘定科目に計上される。

共同保証会社（ポピュレール銀行がとり上げた貸付金に保証を与えることを唯一の目的とする会社）は、フランス通貨金融法典（Code moné
taire et financier）第R.515-1条に基づき共同認可された当該ポピュレール銀行による流動性および適正自己資本の保証適用対象となる。

ケス・ドゥ・クレディ・マリティーム・ミューテュエルの流動性および適正な自己資本については、傘下の各信用金庫の中核株主であり、技術
面・業務面の支援提供者でもあるそれぞれのパートナー先のポピュレール銀行により保証されている。

各ローカル・セービング・カンパニの流動性および適正自己資本は、まず個々のローカル・セービング・カンパニのレベルで当該ローカル・
セービング・カンパニの株主であるケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレボワヤンスにより保証される。

BPCEの取締役会は、BPCEの出資者による事前の受託に基づき、遅滞なく合意された順序に従い、様々な出資者からの資本を活用するために必要な
すべての権限を有する。

1.3　重要な事象

1.3.1　フランス政府に対する優先株式および超劣後債の返済

2011年３月、BPCEは政府全額出資の投資会社である国家資本参加会社（SPPE）が保有する1,200百万ユーロの優先株式を償還するとともに1,000
百万ユーロの超劣後債の償還手続に着手した。両取引の完了によりBPCEはフランス政府に対して全額を返済した。

この結果、2011事業年度のBPCE S.A.の持分所有者に帰属する資本は2,220百万ユーロ減少した。

1.3.2　フォンシアの売却

2011年５月12日、BPCEはフォンシアに対する98％の持分を売却する目的でブリッジポイントおよびユーラゼオを含むコンソーシアムとの間で独
占的交渉に入ったことを公表した。同取引は2011年７月26日に対価711百万ユーロで完了した。

当該取引は本財務書類の以下の点に反映されている。

?　2011年６月30日付けでフォンシアを連結対象先から削除

?　当該売却取引に伴い損失141百万ユーロを「その他の資産の正味利得または損失」として計上。

2011事業年度のBPCE S.A.グループの経営成績には、2011事業年度上半期分のフォンシアの収益が含まれている（詳細は注記12に記載）。

またコンソーシアムと締結した契約のもとでは、BPCE S.A.グループは、買主側の持株会社に株式および負債証券の形式で合計200百万ユーロを
再投資した。

1.3.3　CIHの売却

2012年１月20日、行政許可を取得後、BPCE S.A.グループは、クレディ・イモビリエ・エ・オテリエ（CIH)に対する23.8％の間接持分をモロッコ
銀行であるケス・ドゥ・デポ・エ・ドゥ・ジェスティヨン（CDG)に売却する案件を完了した。本件売却は2011年12月31日の連結財務書類に計上
されている。

1.3.4　一部のEU諸国に対するソブリン・リスク

エクスポージャー金額
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一部のユーロ地域諸国が経済的困難と当該国債務に対する信認危機に直面している。かかる背景のもと欧州連合は国際通貨基金と連携して支援
スキームをまとめた（ギリシャについては2010年５月、2011年７月および2011年10月を経て2012年２月に最終合意、アイルランドについては
2010年11月、ポルトガルについては2011年５月）。スペインおよびイタリアを含む他の欧州諸国の信用格付も2011年に大幅に悪化した。

銀行業務について2011年12月31日現在のこれら５カ国に対するグループBPCEのエクスポージャーをEBA(欧州銀行監督機構）の定める方法によ
り以下に示した。

 銀行勘定(1) トレーディング勘定(2) 2011年12月31日現在

ネット・エクスポー

ジャー合計

2010年12月31日現在

ネット・エクスポー

ジャー合計

 

 

単位：百万ユーロ

貸付金および

債権

売却可能金融

資産

満期保有目的

金融資産

公正価値測定

指定金融資産

直接的エクス

ポージャー

間接的エクス

ポージャー

ギリシャ 164 65 330 7 54 52 672 1,298

アイルランド 0 112 0 0  15 127 274

イタリア 736 983 0 6 195 4 1,924 2,127

ポルトガル 0 0 0 40 (15) 17 42 126

スペイン 1 0 0 2 (67) (8) (72) (121)

合計 901 1,160 330 55 167 80 2,693 3,704

(1）2011年12月31日現在のエクスポージャーの正味帳簿価額（ギリシャ証券に係る906百万ユーロの評価減を含む）

(2）ショートポジション控除後のロングポジションの公正価値

 

 
 銀行勘定(1) トレーディング勘定(2) 2011年12月31日現在

ネット・エクスポー

ジャー合計

2010年12月31日現在

ネット・エクスポー

ジャー合計

 

 

単位：百万円

貸付金および

債権

売却可能金融

資産

満期保有目的

金融資産

公正価値測定

指定金融資産

直接的エクス

ポージャー

間接的エクス

ポージャー

ギリシャ 16,538 6,555 33,277 706 5,445 5,244 67,764 130,890 

アイルランド 0 11,294 0 0 1,513 12,807 27,630 

イタリア 74,218 99,126 0 605 19,664 403 194,016 214,487 

ポルトガル 0 0 0 4,034 (1,513) 1,714 4,235 12,706 

スペイン 101 0 0 202 (6,756) (807) (7,260) (12,202)

合計 90,857 116,974 33,277 5,546 16,840 8,067 271,562 373,511 

(1）2011年12月31日現在のエクスポージャーの正味帳簿価額（ギリシャ証券に係る906百万ユーロの評価減を含む）

(2）ショートポジション控除後のロングポジションの公正価値

 

2011年度に計上した評価減を主に反映して残高が減少したギリシャ債務を除き、当年度中のソブリン向けエクスポージャーの減少は「売却可能
金融資産」区分資産の売却に対応している。
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2011年12月31日現在の銀行勘定のネット・エクスポージャー合計の満期日情報は次のとおりである。

 

単位：百万ユーロ

残存期間  

合計１年 ２年 ３年 ５年 10年 10年超

ギリシャ 100 34 12 (7) 66 467 672

アイルランド 15 2 22 (24) 0 112 127

イタリア 108 8 6 12 160 1,630 1,924

ポルトガル 82 6 (27) (19) 0 0 42

スペイン 51 (13) (105) (48) 28 15 (72)

合計 356 37 (92) (86) 254 2,224 2,693

 

 

単位：百万円

残存期間  

合計１年 ２年 ３年 ５年 10年 10年超

ギリシャ 10,084 3,429 1,210 (706) 6,655 47,092 67,764 

アイルランド 1,513 202 2,218 (2,420) 0 11,294 12,807 

イタリア 10,891 807 605 1,210 16,134 164,369 194,016 

ポルトガル 8,269 605 (2,723) (1,916) 0 0 4,235 

スペイン 5,143 (1,311)(10,588)(4,840) 2,824 1,513 (7,260)

合計 35,899 3,731 (9,277) (8,672)25,613 224,268 271,562 

 

BPCE S.A.グループの保険事業のこれら５カ国のソブリン・リスクに対するエクスポージャーは次のとおりである。

 

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

ギリシャ 171 17,244 768 77,445

アイルランド 106 10,689 111 11,193

イタリア 513 51,731 1,187 119,697

ポルトガル 96 9,681 380 38,319

スペイン 174 17,546 363 36,605

合計 1,060 106,890 2,809 283,260

上記のエクスポージャーは減損控除後の正味帳簿価額で表示している。また生命保険ポートフォリオに係る利益分配について定める規則を適用
することなく算定している。

ギリシャのソブリン債務のリスク評価および公正価値の決定

ギリシャ国債の市場流動性が2011年度第２四半期以降特に枯渇したことから当グループでは同国債の公正価値の決定のために評価モデルを用
いることとした。

加えて保有証券について観察可能な市場価格が存在せず、また交渉で合意された救援策の実施見込みに対する疑念から、BPCEの観察によるとギ
リシャ証券は集中的に下落し、下落幅は平均して額面の70％に達した。このような動向は、異例ながら民間部門も救援策に参加するという実現可
能な限りにおいての最善なシナリオにおける見積と一致している。なお本件については、一部証券に付されている信用補完のプラス効果の評価
も控え目ながら認識されている。

見込まれるところによれば、100の額面価額の旧証券は、額面価額が約15の欧州金融安定ファシリティ証券および額面価額が約35のギリシャ国債
と交換され、額面価額について50％の損失発生が予想されている。またギリシャが新たに発行する国債の利率は市場の利率より低いと予想され
ることから時価評価で追加的な損失の発生が予想される。

ポルトガル、アイルランド、スペインおよびイタリアのソブリン債務のリスク評価および公正価値の決定

アイルランド、ポルトガル、スペインおよびイタリアのソブリン債務については、これらの有価証券から生ずる将来キャッシュ・フローの回収可
能性が毀損しているとの客観的証拠は現段階ではない。したがってカウンターパーティ・リスク・エクスポージャーに関して、これらの有価証
券について評価減を行う必要はない。

これらの有価証券の公正価値は2011年12月31日の観察された市場価格である。

1.4　後発事象

1.4.1　VBIの売却

2012年２月15日、BPCEはフォルクスバンク・インターナショナル（フォルクスバンク・ロマニアを除く）に対する24.5％の持分をロシアの銀行
グループであるスベルバンクに売却したことを公表した。

2011年12月31日時点では、当該持分は売却条件を用いて評価されており（注記5.11）、したがって当該売却は2012年度の経営成績には一切影響
を与えない。
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注記２　適用する会計基準および比較可能性
 
2.1　規制の枠組

BPCE S.A.グループは、国際会計基準の適用に関する2002年７月19日付EC規則第1606/2002号に従い、2011年12月31日に終了した事業年度の連結
財務書類を、欧州連合により使用が採用されかつ当該日時点で適用されていた国際財務報告基準（IFRS）に基づき作成した。したがってヘッジ

会計に関するIAS第39号の一部規定は除かれている。
(1)

2.2　会計基準

2011年12月31日現在の年次財務書類において用いられ、記載されている会計基準および解釈指針は、2011年１月１日以降に開始する会計期間に
ついて強制適用される会計基準、修正および解釈指針（より具体的にはIAS第24号「関連当事者についての開示」の改訂、ならびにIFRIC第14号
「IAS第19号－確定給付資産の上限、最低積立要件およびそれらの相互関係」の改訂－最低積立要件の前払）により補足されている。

欧州連合に採用され2011年度に強制適用されたその他の会計基準、修正および解釈指針は、当グループの財務書類に重要な影響を与えなかった。

最後に、当グループは欧州連合に採用された会計基準、修正および解釈指針のうち選択が任意である場合には早期適用を行っていない。ただし個
別に適用の旨の記載がある場合は除かれる。

その場合でも当該会計基準の適用が当グループの財務書類に重要な影響を与えることは見込まれない。

当グループはIFRS第９号、10号、11号および12号が有する財務上および組織上の意味合いおよび影響を評価するためのワーキング・グループを
発足させた。

2.3　見積の使用

経営陣は、財務書類の作成に際して、不確定な将来の事象に関し一定の分野で見積および仮定を行う必要がある。

これらの見積は当該財務書類の作成担当者の判断および貸借対照表日時点で入手可能な情報に基づく。

将来の実際の結果は、これらの見積と異なる可能性がある。

具体的には2011年12月31日に終了した事業年度の財務書類について、仮定を伴う会計上の見積を主に以下の分野で行った。

?　評価モデルに基づき決定される金融商品の公正価値（注記4.1.6）

?　金融資産の減損金額、より具体的には、売却可能資産の恒久的減損損失および個別ベースまたはポートフォリオ・ベースで計算する減損損失
（注記4.1.7）

?　貸借対照表の負債に計上される引当金、より具体的には、規制対象住宅貯蓄関連商品に対する引当金（注記4.5）および保険契約に対する引当
金（注記4.13）

?　年金および将来の従業員給付費用に関連する計算（注記4.10)

?　繰延税金（注記4.12）

?　のれんの減損テスト（注記3.3.3）

2.4　連結財務書類の表示および貸借対照表日

IFRSでは特定の様式は要求されていないため要約書類について当グループが採用する表示は、フランス国家会計審議会(CNC）が2009年７月２日
に公表した勧告第2009 R.04号に従っている。

連結財務書類は、連結範囲に含まれる各企業の2011年12月31日現在の個別財務書類を基礎にしている。2011年12月31日に終了した事業年度の当
グループの連結財務書類は、2012年２月20日の取締役会により承認された。これらは2012年５月24日の株主総会に提出される。

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)
 これらの基準については以下のアドレスの欧州委員会のホームページで閲覧可能である。 http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.
htm.
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注記３　連結の原則および方法
 
3.1　連結範囲および連結の方法

3.1.1　当グループが行使する支配

BPCE S.A.グループの連結財務書類は、BPCE S.A.グループが支配または重要な影響力を行使している企業であって、連結により当該財務書類に
重要な影響を与えるすべての企業の財務書類を含む。

当グループが行使する支配形態を評価するに際し、現時点で行使可能または転換可能な潜在的議決権の存在および影響が考慮される。潜在的議
決権は、例えば市場で取引される株式コールオプション、普通株式に転換可能な負債性金融商品、資本性金融商品あるいは他の金融商品に付随す
る株式ワラントなどに由来する可能性がある。しかしながら潜在的議決権は所有比率の計算上考慮に入れない。

排他的支配

排他的支配とは、企業の活動から便益を得るために、その企業の財務および営業方針を左右する力をいい、排他的支配は、議決権の過半数の直接
的または間接的な所有、経営機関の構成員の過半数を選任または解任する権限、あるいは経営上の契約またはグループの定款に基づき財務およ
び営業方針を決定する権限に由来する。

共同支配

共同支配とは、限られた数の株主が関与する経済主体に関する契約上合意された支配の共有をいう。共同支配は、当該主体の財務および営業方針
が当事者間の合意で決定され、戦略的決定には支配を共有する当事者の一致した合意を必要とする場合にのみ存在する。

重要な影響力

重要な影響力とは、ある企業の財務および営業方針の決定に対して支配ではないが、関与する力をいう。ある企業の議決権を直接的または間接的
に20％以上当グループが保有する場合は、重要な影響力が存在する推測される。

3.1.2　連結の方法

連結の方法は、企業の事業活動内容にかかわりなく当該企業に対する当グループの支配力を基礎とする。

全部連結

排他的支配下にある企業の財務書類は全て連結される。

比例連結

当グループが限られた数の投資家と共同して支配する企業は、持分に比例して連結される。

持分法

当グループが重要な影響力を有する企業は、持分法を用いて会計処理する。

3.2　特別目的事業体

ある取引または類似の特長を持つ一連の取引を管理する目的に限定して設立された特別目的事業体（SPE）については、当該事業体が当グルー
プにより実質的に支配されているときは、当グループが当該事業体に持分を有さない場合でも当グループは当該事業体を連結する。

実質的に次のような場合は支配が認められる。

?　SPEの活動が専ら当グループのために行われ、当グループがその活動から便益を得ている。

?　当グループがSPEの通常の活動または資産についての意思決定権または管理権を有している。当該権利は「自動操縦」の仕組を設定すること

により委任することができる。

?　当グループがSPEから派生する便益の大半を獲得する権利を有している。

?　当グループがSPEの活動に伴うリスクの大半を保持している。

しかしながら、第三者のために、および関係する全当事者の利益において、受託者の資格で活動に携わる事業体は連結されない。従業員年金基金
および補完医療保険制度も連結の範囲から除外される。

プライベート・エクイティ事業

しかしながら関連会社に対する投資およびジョイント・ベンチャーに対する持分を扱うIAS第28号およびIAS第31号では、プライベート・エクイ
ティ事業の特異性を認めている。当グループの支配が20％から50％のプライベート・エクイティ投資は、当初から「純損益を通じて公正価値で
測定する金融資産」の区分に分類されている場合には、持分法を用いた会計処理を行う必要はない。

ナティクシス・グループのプライベート・エクイティ子会社は、純損益を通じて公正価値で測定する方法が投資家に適切な情報を提供すると考
え、関連保有の測定に当該方法を採用している。

3.3　連結の原則

連結財務書類は類似の状況における同様の取引の報告については統一会計方針を用いて作成される。重要な場合には、連結企業により採用され
ている測定方法の整合性を確保するための連結調整を行っている。

3.3.1　外貨換算

連結財務書類はユーロで表示されている。

機能通貨がユーロではない在外事業体の貸借対照表項目は、貸借対照表日現在の実勢為替レートを用いて換算される。収益および費用項目は期
中の平均為替レート（大幅な変動がなければ取引価格の近似値）で換算される。

換算差額は以下の差異から発生する。
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?　平均為替レートおよび終値でそれぞれ換算した当年度の純損益

?　取得時の為替レートおよび年度末為替レートでそれぞれ換算した資本（当期純利益は除外される）

BPCE S.A.の持分所有者に帰属する部分は資本の「為替換算調整額」の項目に計上され、少数株主に帰属する部分は「少数株主持分」に計上さ
れる。

3.3.2　グループ会社間取引の消去

連結貸借対照表および損益計算書に対するグループ会社間取引の影響は、連結に際して消去されている。配当金およびグループ会社間の資産売
却に係る損益も消去されている。グループ会社に対して低額で資産を売却したことによって生じた資産売却損勘定は、引当金繰入勘定への振り
替えになるのみであり、必要に応じて消去していない。

3.3.3　企業結合

2010年１月１日より前に完了した取引

すべての企業結合は、２つ以上の相互会社または共同支配下の企業が関係する企業結合を除き（理由はこれらの取引は旧IFRS第３号の適用範囲
から明示的に除外されていたことによる）パーチェス法を用いて会計処理されていた。

企業結合の原価は、企業の支配と引き換えに、取得企業が譲渡を受けた資産、負担または引受けた負債および発行した資本性金融商品の取得日現
在の公正価値の総計に当該企業結合に直接起因する取引費用を加算した金額である。

被取得企業の識別可能なすべての資産、負債および偶発債務は、取得日現在の公正価値で計上される。企業結合の当初測定は、取得日から12ヶ月
以内に限り調整可能である。

のれんは、企業結合の原価と、資産、負債および偶発債務の公正価値に対する取得企業の比例持分額との差額を表す。のれんは取得企業の貸借対
照表に計上され、負ののれんは直ちに純損益に認識する。

当グループが既に支配権を有する企業に対する持分を増加させた場合、当該取引は追加的なのれんの計上をもたらす。のれんの追加額は、当該株
式の費用を取得した純資産に対する当グループの比例持分額を比較して決定される。

のれんは被取得企業の機能通貨で認識され、終値の為替レートで換算される。

取得日にのれんは、当該取得の恩恵を享受すると見込まれる１つまたは複数の資金生成単位（CGU）に配分される。資金生成単位は、当グループ
の主要事業についてある業務の最小単位を表すために決定され、投資リターンを管理するために経営陣により用いられている。

のれんは少なくとも毎年減損テスト受け、事象および状況の変化が減損の可能性を示唆する場合は頻度を高める。

減損テストで行うことは、各CGUまたはCGUのグループの帳簿価額（配分されたのれんを含む）と回収可能価額（すなわち公正価値と使用価値の
いずれか高い方）との比較である。

時価とは、取引に精通し取引意思のある当事者間の独立第三者取引において、入手可能な市場情報に基づき、個々の状況を勘案して、資産が交換
され、または負債が決済される公正価値から売却費用を控除した金額として定義される。各CGUの使用価値は、最適の方法を用いて計算されるが、
通常、見積将来キャッシュ・フローの現在価値を参照する。

CGUの帳簿価額が回収可能価額を上回った場合には、減損損失を純損益に認識する。

2010年１月１日以降に完了した取引

上記の会計処理は、IFRS第３号およびIAS第27号の改訂により次のように修正される。

?　相互会社間の結合は、今後、IFRS第３号の適用対象に含める。

?　企業結合に直接関連する費用は、今後、当期純損益に認識する。

?　条件付対価は、仮にそれが潜在的であるとしても、今後、取得日時点の公正価値で取得原価に含める。決済方式に応じて、

-　条件付対価を資本に認識し、事後の価格変更は計上しないか、または

-　条件付対価を負債に認識し、事後の調整は純損益に認識（金融負債）するか、もしくは適合する基準（IAS第39号の適用対象外のその他の
負債）に従って計上する。

?　企業の取得日に少数株主持分は次のいずれかで評価することができる。

-　公正価値（少数株主持分に対して比例持分に応じてのれんを分配することになる方法）、または

-　被取得企業の識別可能な資産および負債の公正価値に対する比例持分額（2009年12月31日以前の取引に適用されたものと類似の方法）

二方式のいずれとするかは企業結合毎に選択する必要がある。

取得した際に選択した方式を問わず、支配権を既に有する企業に対する投資持分比率の増加は、以下の区分により資本に計上する。

?　ある企業が取得された場合、当グループが従来保有していた株式は、純損益を通じて公正価値で再評価しなければならない。したがって段階取
得の場合、のれんは取得日現在の公正価値を参照して決定される。

?　当グループが連結会社の支配を喪失する場合、当グループが従来保有していた株式は、純損益を通じて公正価値で再評価する必要がある。

3.3.4　少数株主持分の買取コミットメント（売建プット・オプション）

当グループは、一部の全部連結会社の少数株主との間で保有株式の買取コミットメントを締結している。

少数株主が当該投資について売建プット・オプションを付与されている場合には、IAS第32号に従い、子会社の純資産に対する少数株主の比例持
分は、資本ではなく負債として扱われる。

当該コミットメントと少数株主持分との差額（負債の見返り部分）は、少数株主持分の買取コミットメントの締結時期が2010年１月１日（IFRS
第3号およびIAS第27号の改訂の発効日）の前後により計上方法が異なり、前の場合はのれんに、後の場合は資本にそれぞれ計上される。
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注記４　会計方針および測定の方法
 
4.1　金融資産および負債

4.1.1　貸付金および債権

金融機関および顧客に対する債権ならびに活発な市場での公表価格がなく売買を目的として保有していない一部の投資は、通常「貸付金および
債権」に計上される（注記4.1.2参照）。

貸付金および債権は、公正価値に直接関連する発行費用を加算の上、発行時に直接帰属する受取金を控除して当初認識する。その後の貸借対照表
日に実効金利法を用いて償却原価で測定される。

実効金利とは、見積将来キャッシュ・フロー（支払額または受取額）が貸付金の当初の公正価値と等価になるような割引率をいう。当該利率に
は市場金利を下回って発行された貸付金に係わる値引きおよび貸付金実行に直接関連する取引収益または費用が含まれる（これらは貸付金の
実効利回りの調整として扱われる。）。

貸付金が市場条件より不利な条件で発行された場合は、当該貸付金の名目価値と、市場金利で割引いた将来キャッシュ・フローの総額との差額
相当分は、当該貸付金の名目価値から控除する。市場金利とは、類似の特徴を有する金融商品および取引相手方について任意の時点において市場
の大部分の金融機関により適用される利率をいう。

借入人が資金難に陥り条件が緩和された貸付金に対しては、当初の約定キャッシュ・フローの現在価値と条件緩和後の予想元利払いの現在価値
との差額を反映させるために割引が適用される。使用される割引率は当初の実効金利である。当該割引額は、損益計算書の「リスクコスト」に費
用計上され、対応する貸借対照表上の残高と相殺される。当該費用は、年金利回り法に基づき貸付期間にわたり損益計算書の純受取利息に戻入が
行われる。

実効金利の計算に含まれる社内費用は、貸付金の組成に直接関連する変動費用である。当グループは制限的方針を採用し、実効金利に含めるのは
実行した貸付金に直接連動する顧客担当責任者の業績連動俸給部分に限られる。その他の社内費用は償却原価の計算に含まれない。

外部費用は、貸付金の手配に関連する第三者への支払手数料から主に構成される。これは主に事業の提携先に支払った手数料からなる。

新規に実行した貸付金に直接帰属する収益は、主に顧客に賦課する案件組成報酬、付替え費用およびコミットメント手数料（貸付実行の可能性
が高い場合）である。実行に至る可能性の低い貸付金コミットメント手数料は、定額法でコミットメント期間にわたり充当される。

当初時点で１年未満の期間の貸付金について発生する費用および収益は、実効金利の再計算を行うことなく期間按分して繰延べる。変動金利の
貸付金については、実効金利は各金利再設定日に調整される。

4.1.2　証券

資産に計上される証券はIAS第39号に定義される次の４種類に分類される。

?　純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

?　満期保有目的金融資産

?　貸付金および債権

?　売却可能金融資産

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債

この資産区分には以下が含まれる。

?　売買目的保有金融資産および負債、すなわち主として短期間に売却する目的で取得または発行した有価証券

?　金融資産および負債のうち当グループがIAS第39号のもとで許容される公正価値オプションを利用して純損益を通じて公正価値で認識するこ

とを当初から選択したもの

上記オプションを適用する場合の適格基準は、注記4.1.4「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債」に記述している。

上記区分に分類される資産の当初公正価値は、ビッド価格を基礎に計算される。これらの資産は、各貸借対照表日に公正価値で再測定され、期中
の公正価値の変動は「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の正味利得または損失」に計上される。

満期保有目的金融資産

満期保有目的（HTM）金融資産は、固定期日における固定または確定可能な支払金額を有する有価証券のうち当グループが期日まで保有する意
図と能力を有するものをいう。

IAS第39号は、一定の特別の状況を除きこれらの有価証券の期日前の売却または譲渡を許容しない。当該有価証券が期日前に売却された場合、す
べての満期保有目的資産は当グループ全体で再分類を行う必要があり、２年間にわたり満期保有目的の区分を使用できない。

このルールの例外が適用されるのは以下の場合である。

?　発行体の信用の質の著しい悪化

?　満期保有目的投資に係る稼得利息に対する免税扱の撤廃ないし大幅な縮減をもたらす税法令の変更

?　大規模な企業結合あるいは重要な事業撤退（例えば部門売却)のために金利リスク方針および信用リスク方針に係る企業の現状を維持する上
で満期保有目的投資の売却または譲渡が企業にとって必要となる場合

?　適格投資の定義または一定の投資種類に対する上限金額を大幅に改変する法令の変更により満期保有目的資産を処分する必要が企業に生じ
る場合

?　必要自己資本の大幅な増加のために満期保有目的資産の売却による事業再編を企業が迫られている場合

?　自己資本比率規制における満期保有目的資産のリスク・ウェイトの大幅な引上げ

上記の例外的状況における売却損益は「売却可能金融資産の正味利得または損失」に計上する。

これらの有価証券を金利リスクからヘッジする目的で約定した金融商品は、この区分への分類は許容されない。
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満期保有目的金融資産は取引費用を含めて当初時点に公正価値で計上される。その後は、重要度に応じて、プレミアム、ディスカウントおよび取
得手数料を含めて実効金利法を用いて償却原価で測定される。

貸付金および債権

「貸付金および債権」ポートフォリオは、活発な市場での公表価格がない、固定または確定可能な支払金額を有する非デリバティブの金融資産
から構成される。またこれらの資産は信用の質の悪化とは無関係の重大な損失リスクにさらされてはならない。

活発な市場での公表価格がない一部の有価証券は、このポートフォリオ区分への分類が可能である。これらは当初、公正価値（名目価額に取引費
用を加算した上で、これから値引きおよび取引に伴う収益を控除した額に対応する）で計上される。この区分に分類される有価証券は、貸付金お
よび債権に適用される認識、測定および減損に関する規則に従う（注記4.1.1）。

貸付金および債権に計上されている金融資産が満期前に売却された場合、当該売却損益は「売却可能金融資産の正味利得または損失」に計上さ
れる。

 

売却可能金融資産

売却可能金融資産は、前出の三つの区分に分類されないその他の有価証券をいう。

売却可能金融資産は当初、取引費用を含む購入原価で計上される。

決算日にこれらは公正価値で計上され、公正価値の変動は「資本に直接認識される利得または損失」の項目に計上される（外貨要素に係る公正
価値の変動が純損益に影響を与える外貨建の短期金融市場向け証券を除く。）。公正価値の決定に用いる原則は注記4.1.6に記述されている。

これらが売却された場合には、当該公正価値の変動部分は純損益に計上される。

固定利付証券に発生または受領した受取利息は「受取利息および類似収益」の項目に計上される。変動利付証券に発生または受領した受取利息
は「売却可能金融資産」の項目に計上される。

認識日

有価証券は決済日／交付日に貸借対照表に計上される。

部分的売却に対して適用されるルール

有価証券の部分的売却には、先入先出法（FIFO）が適用される。

4.1.3　負債性金融商品および資本性金融商品

当グループが発行した金融商品は、当該発行体が当該金融商品の保有者に現金もしくは他の金融資産を引き渡す契約上の義務を有しているか否
か、また当該金融資産を当グループにとって潜在的に不利な条件で交換する契約上の義務を有しているか否かにより負債性金融商品または資本
性金融商品に該当する。当該義務は、単に経済的制約からだけでなく具体的な契約条件から生じるものでなければならない。

負債証券

負債証券（純損益を通じて公正価値で測定する金融負債に分類されていないもの）の発行は、当初、取引費用を含む発行価額で計上される。これ
らはその後、各貸借対照表日に実効金利法を用いて償却原価で測定される。

これらの金融商品は貸借対照表の「金融機関に対する債務」、「顧客に対する債務」または「負債証券」の項目に計上している。

劣後債務

劣後債務は、その返済がすべての上位の無担保債権者の後に限られる一方で利益参加型の貸付金および有価証券ならびに超劣後債より前に返済
を受けるという点においてその他の債務および債権とは異なる。

劣後債務は償却原価で評価される。

優先株式

これらの金融商品の特徴に鑑み、BPCE S.A.グループが発行しSPPEが引受けた優先株式は資本として認識された。

4.1.4　純損益を通じて公正価値で測定すると指定した金融資産および負債

2005年11月15日に欧州連合が採用したIAS第39号に対する修正は、企業が金融資産および負債を当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定す
ると指定することを許容している。しかしながら、企業は、一度金融資産または負債を純損益を通じて公正価値で測定すると決定したら、当該決
定を覆すことはできない。

基準に規定されている尺度の遵守状況は、公正価値オプションを利用する金融商品の認定前に確認する必要がある。

実務上、本オプションは以下に記述する特定の状況に限って適用できる。

測定上または認識上の不整合性（会計上のミスマッチ）の消去または大幅な削減

このオプションを選択することにより、同一の運用戦略下にある金融商品に対する異なった評価ルールの適用から発生する会計上のミスマッチ
を避けることが可能になる。この会計処理は特に地方公共団体に供与される特定の仕組ローンに適用される。

会計処理、業績管理および測定の調和

この選択は公正価値で管理・測定される資産および／または負債グループに適用される。ただし当該選択が正式に文書化されたリスク管理また
は投資戦略に基づき、かつ当グループに関する情報が公正価値ベースで社内的に報告されていることが条件になる。

かかる状況は主にナティクシスの資本市場業務に関連して発生する。

１つ以上の組込デリバティブを含む複合金融商品

組込デリバティブとは、デリバティブとみなされる金融または非金融複合（合成）商品の構成要素をいう。複合金融商品が純損益を通じて公正
価値で測定されず、かつ当該組込デリバティブに付随する経済的特性およびリスクが主契約の経済的特性およびリスクと緊密に関連していない
場合には、組込デリバティブは主契約から分離し、デリバティブとして会計処理を行う必要がある。
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公正価値オプションは、組込デリバティブが主契約のキャッシュ・フローを著しく変更し、かつ当該組込デリバティブを分離して認識すること
がIAS第39号により特に禁止されていない場合には（例：負債性金融商品に組込まれた原価での早期償還オプション）、適用可能である。当該選
択により金融商品全体を公正価値で測定することが可能になり、組込デリバティブを抽出し、認識し、別途測定する必要性を回避できる。

この会計処理は、重要な組込デリバティブを含む仕組債の発行時において特に適用される。

4.1.5　デリバティブ金融商品およびヘッジ会計

デリバティブとは次の三つのすべての特性を有する金融商品または契約をいう。

?　当該価値が、特定の金利、金融商品の価格、コモディティ価格、為替レート、価格もしくはレートの指数、信用格付もしくは信用指数、またはその
他の変数の変動に反応して変化すること。ただし非金融変数の場合には、当該変数は契約の一方の当事者に固有のもの（「原取引をなすも
の」とも呼ばれる）であってはならない。

?　初期正味投資額を必要としないか、必要であっても市場要因の変動に同様の反応が見込まれる他形式の契約の場合より少額で済むこと。

?　決済が今後到来する日に行われること。

すべてのデリバティブ金融商品は、取引日に貸借対照表に計上され、当初公正価値で測定される。これらは取得が売買目的かヘッジ目的かを問わ
ず各貸借対照表日に公正価値で測定される。

デリバティブの公正価値の変動は、会計上キャッシュ・フロー・ヘッジまたは外国通貨の純投資ヘッジの要件を満たすデリバティブを除き当期
純損益に認識する。

デリバティブ金融商品は、次の二つの区分に分類される。

売買目的デリバティブ

売買目的で保有するデリバティブは、時価が正の場合には貸借対照表の「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」の項目に、時価が負の
場合には「純損益を通じて公正価値で測定する金融負債」の項目に計上される。売買目的で保有するデリバティブの実現および未実現の利得お
よび損失は、「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の正味利得または損失」の勘定科目で純損益に計上する。

ヘッジ目的デリバティブ

ヘッジ開始時においてヘッジ関係に関する公式文書が存在し、その文書がヘッジ戦略、ヘッジされるリスク、ヘッジの対象項目の指定と特性およ
びヘッジ手段を識別している場合には、当該ヘッジ関係はヘッジ会計の要件を満たす。加えて開始時にヘッジの有効性を立証し、開始後も確認を
する必要がある。

ヘッジ関係の一部として契約するデリバティブはヘッジ目的に応じて指定を受ける。

公正価値ヘッジ

公正価値ヘッジは、貸借対照表に計上されている資産もしくは負債または確定したコミットメント契約（特に固定金利の資産もしくは負債の金
利リスク）の公正価値の変動に対するエクスポージャーの削減を意図している。

ヘッジ手段の再評価に係る利得または損失は、ヘッジされるリスクが帰属するヘッジ対象の利得または損失と同じように純損益に認識する。
ヘッジの非有効部分があれば、損益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の正味利得または損失」の項目に計上する。

ヘッジ手段の経過利息は、ヘッジ対象の経過利息と同じように純損益に計上する。

識別済の資産または負債がヘッジされた場合、ヘッジ部分の再評価は貸借対照表のヘッジ対象と同じ項目に計上される。

ヘッジ関係が終了する場合（投資決定、有効性要件の未充足、ヘッジ対象の期日前売却）、ヘッジ手段は売買目的ポートフォリオに振替えられ
る。貸借対照表に計上された当該ヘッジ対象の再測定調整額は、当初ヘッジの残存期間にわたり償却される。ヘッジ対象が期日前に売却される
か、早期に償還される場合、再測定の利得または損失の累積額は当期純損益に認識する。

キャッシュ・フロー・ヘッジ

キャッシュ・フロー・ヘッジの目的は、既に認識済の資産もしくは負債、または将来の取引に関連する特定のリスクに起因するキャッシュ・フ
ローの変動可能性に対するエクスポージャーをヘッジすることにある（変動金利の資産もしくは負債に係る金利リスクのヘッジ、将来の固定金
利、将来の価格、為替レートのような将来の取引に関連する諸条件のヘッジ）。

有効ヘッジとみなされるヘッジ手段の利得または損失部分は、資本に直接認識される利得または損失の独立した勘定科目に計上される。ヘッジ
手段の非有効部分の利得または損失は、損益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の正味利得または損失」に計上される。

ヘッジ手段の経過利息は、ヘッジ対象の経過利息と同じように受取利息として純損益に計上する。

ヘッジ対象は、当該特定資産区分に適用される取扱いで会計処理を行う。

ヘッジ関係が終了する場合（ヘッジが有効性要件をもはや満たしていない、デリバティブの売却、ヘッジ対象が存在しないなど)、資本に認識さ
れていた累積額はヘッジ対象が損益に影響を与える時点で（ヘッジ対象が存在しなくなる場合には直ちに）損益計算書に振替える。

ポートフォリオ・ヘッジ（マクロヘッジ）の個別事例

キャッシュ・フロー・ヘッジとしての文書化

当グループに所属する金融機関のうち数社は、キャッシュ・フローを対象としたマクロヘッジ（貸付金と借入金ポートフォリオのヘッジ）につ
いて文書化を行っている。

この場合、ヘッジ対象とすることが可能な資産または負債は、満期スケジュール帯毎に次のとおりである。

?　キャッシュ・フローの変動可能性にさらされる資産および負債（変動金利の貸付金および借入金）：将来の金利水準を予め知り得ないため
企業は変動利付資産または負債から生じる将来キャッシュ・フローについて変動可能性リスクを負う。

?　可能性が高いとみなされる将来の取引（予定取引）：取引の合計残高を一定と仮定すると企業は将来の固定金利貸付金の将来キャッシュ・
フローについて、供与される貸付金の金利を知りえない限りにおいて、変動可能性のリスクにさらされる。同様に当グループは市場で手当す
る必要のある資金調達の将来キャッシュ・フローについて変動可能性のリスクにさらされる可能性がある。

IAS第39号のもとでは類似の満期の固定利付資産と固定利付負債全体の純額ポジションをヘッジすることはヘッジ会計の要件を満たさない。そ
こでヘッジ対象を変動利付商品の１つまたは複数の識別されたポートフォリオの一部分（変動金利の預金または貸付金の残高の一部）と考え
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ることは可能である。ヘッジの有効性は、満期スケジュール帯毎に「仮想」の金融商品を創出し、ヘッジ開始以後の当該公正価値の変動とヘッジ
として文書化されたデリバティブの公正価値を比較することにより測定される。

創出された仮想金融商品の特性はヘッジ対象と同一である。したがって仮想金融商品の価値の変動を実際のヘッジ手段と比較することにより有
効性を評価する。この手法を用いるためには満期スケジュールの作成を必要とする。

ヘッジの有効性は開始前と開始後において示される必要がある。

対象となる各満期スケジュール帯についてヘッジ対象の額面金額がヘッジ手段の名目金額より多ければ、ヘッジは事前的に有効である。

事後的検証では実施したヘッジの事後的な有効性について各報告日に計算を行う。

各貸借対照表日にヘッジ手段の時価変動額（経過利息を除く）をヘッジ対象の時価変動額と比較する。両者の変動額の比率は80％から125％で
あることを要する。

ヘッジ対象が売却されるか、将来の取引の可能性がもはや高くない場合は、資本に認識された未実現累積利得または損失は直ちに純損益に振替
える。

ヘッジ関係が終了する場合にヘッジ対象が依然貸借対照表に計上されているときは、未実現累積利得または損失は定額法により資本に認識す
る。デリバティブをキャンセルしない場合、当該デリバティブは売買目的デリバティブに再分類され、公正価値の変動を純損益に認識する。

公正価値ヘッジとしての文書化

当グループのいくつかの銀行では、欧州連合が採用したIAS第39号に対するいわゆるカーブアウト措置の適用によりマクロヘッジを公正価値
ヘッジとして文書化している。

欧州連合が使用するために採用したバージョンのIAS第39号では、金利リスクに対するエクスポージャー全体を削減する目的で欧州の銀行が実
施している戦略と両立できないと見られるヘッジ会計の一部規定を外している。特にこの「カーブアウト」の適用により、当グループは固定金
利の顧客取引（貸付金、貯蓄預金および要求払預金）について銀行間金利リスクとのヘッジ会計の利用が可能になる。当グループが主に利用し
ているのはプレーンバニラの金利スワップであり、固定金利の預金および貸付金についての公正価値ヘッジとして開始時に指定している。

マクロヘッジのデリバティブは、特定取引の公正価値をヘッジ（ミクロヘッジ）に用いられるデリバティブと同様に会計処理を行う。

マクロヘッジ関係にある場合、ヘッジ対象の再評価に係る利得および損失は「金利リスクヘッジ対象ポートフォリオに係る再測定調整額」に計
上される。

ヘッジは当該デリバティブが固定金利の対象原取引のポートフォリオに係る金利リスクを相殺していれば有効とみなされる。

有効性は以下の二つの方法で検証される。

?　資産ベーステスト：開始時にヘッジ手段として指定されたプレーンバニラのスワップについては、当グループは過剰なヘッジではないことを
当該金融商品がヘッジとして指定される日に事前に検証し、各貸借対照表日に事後的に検証する。

?　量的テスト：他のスワップについては、実際のスワップの公正価値の変動がヘッジ対象をそのまま反映する仮想スワップの公正価値の変動を
相殺していなければならない。この検証は当該金融商品がヘッジとして指定される日に事前に行われ、各貸借対照表日に事後的に行われる。

ヘッジ関係が終了する場合において、ヘッジ対象の認識が中止されないときは、再評価調整額は当初ヘッジの残存期間にわたり定額法で償却さ
れ、ヘッジ対象が貸借対照表にもはや計上されないときは、再測定調整額は純損益に直接計上する。特にマクロヘッジ目的で用いられたデリバ
ティブは、ヘッジ対象の名目金額がヘッジ手段の名目金額を下回る場合（例えば貸付金の期限前返済または預金払戻し）、ヘッジ会計上不適格
になる可能性がある。

在外営業活動体の純投資ヘッジ

在外営業活動体の純投資とは、在外営業活動体の純資産について連結企業が保有する投資金額をいう。

外国通貨の純投資ヘッジの目的は、連結企業の財務書類の表示通貨と異なる機能通貨の事業体に対する投資について為替の影響を最小化するこ
とにある。純投資ヘッジの会計処理は、キャッシュ・フロー・ヘッジと同様に行う。

当初、資本に認識した未実現利得および損失は、純投資の全部または一部が売却された時点で純損益に計上する。

4.1.6　公正価値の決定

一般原則

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債ならびに売却可能金融資産は、貸借対照表日に公正価値で計上する。公正価値とは、取引
に精通し取引意思のある当事者間の独立第三者取引において資産が交換され、または負債が決済される金額をいう。当初認識時の金融商品の公
正価値は、通常、取引価格（すなわち授受された対価の公正価値）と同額である。

金融商品の公正価値の最善見積は、活発な市場での公表価格である。活発な市場での公表価格がある場合は、公表価格を利用して見積らなければ
ならない。

公表価格が存在しない場合は、公正価値は金融市場で一般的に受入れられ、かつ企業固有のデータではない観察可能な市場インプットを用いる
適切な評価技法により決定ができる。

最終的に観察可能な市場データが決定を行うに十分でない場合は、公正価値は社内モデルに基づく評価技法により決定できる。このように社内
モデルが用いられる場合、算出結果を最近の取引価格と適合させながら随時調整する必要がある。

活発な市場における（無修正）公表価格に基づき測定される金融商品（レベル１）

これらの典型としては、明確に流動性のある組織化された市場で活発に取引される上場証券およびデリバティブ（先物およびオプション等）が
ある。上場市場でナティクシスが執行するすべての取引は、この区分に該当する。

活発な市場とみなされるのは、価格が株式市場、仲介業者、トレーダー、評価機関または規制当局から容易かつ定期的に入手可能であり、かつ当該
価格が独立第三者間で市場において規則的に発生する実際の取引を表している場合である。

活発な市場および観察可能なインプットが存在しない事実は次の尺度で立証されることとなる。

?　取引量および市場活動水準の著しい低下

?　公表価格入手における相当の困難さ
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?　限られた数の市場当事者および主要市場プレーヤーの不参加

?　同一時点において異なる市場参加者から拡散して示される価格

?　資産の本源的価値をまったく反映しない価格および／または買値・売値の大きな隔たり（売買スプレッドの拡がり）

上記尺度は資産の特性に応じて調整される必要があり、活発な市場で当該資産がもはや公表されていないとの主張を裏付ける他の証拠により補
足することができる。取引が最近存在しない場合、市場が活発でないかどうかを決定するに当たり、企業は独自の判断を用いて立証することとな
る。

公認されたモデルおよび直接的または間接的に観察可能なインプットを用いて評価される店頭金融商品（レベル２）

標準金融商品

金融商品、特に店頭デリバティブ、プレーンバニラ金利スワップ、金利先渡契約、キャップ、フロアおよび単純なオプションは、評価モデルを用い
て評価されるものがある。評価にあたつては、当該金融商品についての観察可能なインプットまたは市場標準として公認されたモデル（将来
キャッシュ・フローの割引、補間法）のいずれに依拠することも可能である。

これらの金融商品については、どのモデルを用いるのか、また変数の観察可能性について文書化している。

複合型金融商品

一部の複合および／または長期金融商品は、公認された社内モデルを使用し、イールド・カーブやオプションのインプライド・ボラティリティ
のような観察可能なデータおよびコンセンサス・データまたは活発な店頭市場から得られるデータに基づき評価される。

これらのすべての金融商品についてはインプットが観察可能であることが立証されている。方法論的にはインプットの観察可能性は次の４つの
基準に基づく。

?　外部の情報源に由来すること（可能であれば公認された提供元）

?　定期的に更新されること

?　最近の取引に基礎を置くこと

?　その特性が関連する取引の特性と同じであること

これらの金融商品の取引により得られた利益は直ちに純損益に認識する。

評価モデルを用いて得られた金融商品の公正価値は、カウンターパーティ、モデルおよびパラメーターの各リスクを斟酌するために調整される。

レベル２のインプットを用いて測定される金融商品は以下を含む。

?　単純な店頭デリバティブ商品の大半

?　活発な市場に上場されていない有価証券のうち当該公正価値が観察可能な市場データ用いて決定されるもの（例えば上場されている同業他
社についての市場データの使用または収益倍率法）

?　NAV（純資産価額）が日次ベースでは決定・公表されていないが、定期的に報告がなされるか直近取引に基づく観察可能なデータの提供があ
るUCITS適格持分

?　主としてナティクシス（従としてクレディ・フォンシエール・ドゥ・フランス）より公正価値での測定が指定された負債証券。公正価値での
測定が指定された証券の「発行体信用リスク」の構成要素を評価するためにナティクシスにより用いられている方法は、直接的に観察可能
なインプット（イールドカーブ、再測定調整など）を使用した将来キャッシュ・フロー割引に基づく。当該評価が証券毎に示していることは
名目元本残高と感応度との積であり、コールの有無および再評価調整額（2011年12月31日現在のBPCE現物売呼値カーブおよび2010年12月31
日現在のナティクシス・シニアCDSカーブに基づく）と発行スプレッドの平均との差額を勘案している。

発行体スプレッドの変化は当初期間が１年未満の発行については通常僅少である。

公認されていないモデルまたは概ね観察不能なインプットを用いて評価される店頭金融商品（レベル３）

算定される評価が観察可能なインプットまたは市場標準として公認されているモデルのいずれにも依拠していない場合、算定される評価は観察
不能とみなされる。

特殊なモデルまたは観察不能なインプットを用いて評価される金融商品の典型には以下が含まれる。

?　持分型マルチアセット商品、ファンド・オプション型商品、複合型固定利付商品、スワップ証券化商品、クレジット・デリバティブ仕組商品お
よび固定利付オプション商品

?　ほとんどの証券化派生金融商品：活発な市場で価格公表されていない証券化商品。これらの金融商品はしばしば市場情報提供元が設定する価
格を基礎に評価される（例：ストラクチャード・ファイナンスの専門家により提供される価格）

デイワン利益の認識

金融資産の当初認識により得られるデイワン利益は、金融資産が当初信頼性をもって測定できない限り純損益に認識できない。活発な市場で取
引されている金融商品および観察可能な市場インプットのみに依拠する公認されたモデルを用いて評価した金融商品は信頼性をもって測定さ
れているとみなされる。

オーダーメイドのソリューションにしばしば利用される一部仕組商品の価格設定に使用される評価モデルは、活発な市場の部分的に観察不能な
インプットを用いる場合がある。当該金融商品の当初認識では取引価格は時価を反映しているとみなされ、当初時に得られる利益（デイワン利
益）は、評価インプットが観察不能にとどまることが見込まれる期間にわたり繰延べて純損益に計上する。

当該インプットが観察可能となるか、用いられる評価技法が公認された場合には、未認識部分のデイワン利益を純損益に計上する。

特殊事例

償却原価で認識されている金融商品の公正価値

貸借対照表に公正価値で計上されない金融商品は、貸借対照表日時点の一定の仮定を組込んだ最善の見積により測定される。

資産および負債の帳簿価額は、次の主たる例を含め時価とみなされる。
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?　金利の変動が公正価値に重要な影響を与えない変動金利の資産および負債であって、信用リスク感応度が期間中重要でないもの。

?　短期の金融資産および負債（当初の期間が１年以内）であって、金利および信用リスクに対する感応度が期間中重要でないもの。

?　要求払負債

?　規制市場における取引（特に規制対象貯蓄商品）であって価格が当局により設定されるもの。

貸付金ポートフォリオの公正価値

貸付金の公正価値は、残存期間中に回収可能な将来の元利払いを、当該貸付金と同様の種別および満期を有する貸付金が当該月に実行される場
合の利率で割引く社内評価モデルを用いて決定される。期限前返済オプションは、貸付金の返済スケジュールに対する調整を通じて組込まれる。

債務の公正価値

金融機関および顧客に対する１年超の固定利付債務の公正価値は、貸借対照表日の市場金利で将来キャッシュ・フローを割引いた現在価値に等
しいとみなされる。

4.1.7　金融資産の減損

有価証券の減損

資産の当初認識後に生じた１つまたは複数の損失事象の結果として減損の客観的証拠が存在する場合は、純損益を通じて公正価値で測定する金
融資産に指定された有価証券を除き、個々の有価証券について減損損失が認識される。損失事象は、見積将来キャッシュ・フローに対して信頼性
をもって見積ることが可能な影響を与える事象として定義される。

資本性金融商品および負債性金融商品の減損については異なるルールが用いられる。

資本性金融商品については、長期間または大幅な価値の下落が減損の客観的証拠となる。

2009年７月にIFRICが発表した明確化措置および株式市場規制当局が公表した勧告を受けて、当グループは上場資本性金融商品の減損状況の特
性を示すことができるように基準を改訂した。

取得原価との比較において有価証券の価値の下落が50％を超え、または36ヶ月を超えて継続している場合に、減損が認められるとして損失を認
識する。

さらに減損基準には追補があり、取得原価との比較において下落が30％超または６ヶ月を超えて続いている資産、あるいは大幅または長期の下
落につながる事象が生じた場合には１件ずつ精査を実施する。資産価値の全面的回復が難しいと当グループが決定した場合は、減損費用を損益
計算書に計上する。

非上場資本性金融商品については、注記4.1.6に記述した評価技法を用いて当該状況について定性分析を行う。

資本性金融商品について認識した減損損失を戻入れてはならず、また純損益への戻入もしてはならない。損失は「売却可能金融資産の正味利得
または損失」に計上され、その後の価値の増加は当該証券を処分するまで資本に計上する。

債券または証券化取引などの負債性金融商品についてカウンターパーティ・リスクが確認された場合は、減損損失を認識する。

負債証券について当グループは、当該債務の最終的なポートフォリオの指定区分を問わず、貸付金および債権の減損リスクを個別に評価する際
の尺度と同じ減損尺度を用いる。永久超劣後債については、特定の状況において発行体が利札の支払ができない可能性があるかどうか、一旦予定
していた返済予定日を超えて発行を継続するかどうかについても特に注意を払う。

発行体の財政状態が改善した場合は、負債性金融商品について計上した減損損失は、損益計算書に戻入れることができる。減損損失および戻入
は、「リスクコスト」に計上する。

貸付金の減損

IAS第39号は貸付金の減損の計算方法および認識について定義している。

貸付金または債権は、次の２つの条件が満たされた場合には減損が生じたものとみなされる。

?　個別ベースまたはポートフォリオ・ベースにおいて減損の客観的な証拠が存在すること。対象となる貸付金の当初認識後にカウンターパー
ティ・リスクの発生を示す「トリガー事象」または「損失事象」が存在すること。個別レベルにおいて信用リスクが悪化したか否かを決定
する尺度には３ヶ月超の支払延滞（不動産への貸付については６ヶ月超の支払延滞、地方公共団体に対する貸付金については９ヶ月超の支
払延滞）の有無が含まれる。支払延滞の有無とは別に信用リスクの悪化または法的手続の有無。

?　上記事象が貸付金の見積将来キャッシュ・フローに損失をもたらし当該損失の見積に信頼性があること。

減損は償却原価と回収可能価額（すなわち担保要因を勘案した回収可能な見積将来キャッシュ・フローの現在価値）との差額として算定され
る。短期資産（１年未満の満期）については、将来キャッシュ・フローの割引はしない。減損は全体として算定され、利息と元本の区別はしない。

オフバランス・シート・コミットメントから発生する可能性のある損失は、貸借対照表の負債側に計上する引当金を通じて計上される。

２種類の減損が「リスクコスト」の項目に計上される。

?　個別ベースの減損

?　ポートフォリオ・ベースの減損

個別ベースの減損

債権のカテゴリ毎の回収実績に基づき決定される償還スケジュールを基礎に各債権の個別の減損が計算される。減損金額を決定する際に担保が
斟酌され、担保が不履行リスクを全額カバーしている場合には回収可能価額についての減損はない。

ポートフォリオ・ベースの減損

ポートフォリオ・ベースの減損は、個別ベースでは減損していない残高を対象にする。IAS第39号に基づき、これらの残高は類似の信用リスク特
性を有するポートフォリオにグループ分けされ、集団的に減損テストを受ける。

残高は当グループの内部格付制度に基づきリスク感応度の観点から集団毎にまとめられる。減損テストを受けるポートフォリオは、格付付与後
に著しく格付が引下げられリスク感応度がしたがって高いとみなされる取引相手方に関連するポートフォリオである。これらの貸付金は、ポー
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トフォリオを構成する様々な取引相手先に対して個々に信用リスクを割り振ることはできないが、貸付金全体として減損の客観的な証拠を示し
ている以上、集団減損テストを受けることになる。

減損金額は、満期時の債務不履行発生率の実績データおよび予想損失額を踏まえつつ、貸借対照表日の状況を勘案するための調整を必要に応じ
て加え、決定される。

上記の方法は、対象の貸付金および債権に内在する様々な経済的要因を斟酌しつつ、専門家の意見に基づき産業別または地域別の分析により補
完されることもある。ポートフォリオ・ベースの減損は、対象母集団全体の満期時の予想損失額に基づき計算される。

4.1.8　金融資産の再分類

いくつかの場合について再分類が認められている。

2008年10月15日に欧州連合により採用されたIAS第39号およびIFRS第７号の各修正より前に認められていた再分類

これらの主たる例は「売却可能金融資産」から「満期保有目的金融資産」への再分類である。

確定期日の固定利付証券は、当グループが経営戦略を変更し満期まで当該証券を保有すると決定した場合には「満期保有目的金融資産」として
再分類することができる。また当グループは当該金融商品を満期まで保有する能力を有する必要がある。

2008年10月15日に欧州連合により採用されたIAS第39号およびIFRS第７号の各修正以降認められた再分類

これらの基準は、公正価値で計上される非デリバティブ金融資産（純損益を通じて公正価値で測定すると当初指定した金融資産を除く。）を他
の区分に再分類するための条件を規定する。

?　「売買目的保有金融資産」の「売却可能金融資産」または「満期保有目的金融資産」の区分への再分類

非デリバティブ金融資産は、当グループが再分類につながる「稀な状況」の存在を立証できる場合には、再分類することができる。IASBは
2008年下半期の金融危機を「稀な状況」と位置付けていたことには留意する必要がある。

固定または確定可能な支払金額を有する金融商品のみが「満期保有目的金融資産」の区分に再分類することができる。保有機関は当該金融
商品を満期まで保有する意図と能力を有する必要がある。この区分に含める金融商品を対象に金利リスクをヘッジしてはならない。

?　「売買目的保有金融資産」または「売却可能金融資産」の「貸付金および債権」の区分への再分類

「貸付金および債権」の定義を充足する非デリバティブの金融資産（なかんずく活発な市場での公表価格がない固定利付金融商品）は、当
グループが経営戦略を変更し当該金融商品を予見可能な将来あるいは満期まで保有すると決定した場合には、貸付金および債権に再分類す
ることができる。また当グループは当該金融商品を中長期的に保有する能力を有する必要がある。

再分類は再分類日現在の公正価値で実行され、当該価額が償却原価で測定される区分に振替えられた金融商品の新たな償却原価となる。

この新たな償却原価が償還価額と等しくなるように実効金利が再分類日時点で新たに計算される。すなわち当該金融商品は割引かれて再分類さ
れたことになる。

売却可能金融資産として従来計上されていた金融商品については、当該金融商品の残存期間にわたる新しい割引の償却は、資本項目の利得また
は損失に直入されていた再分類日時点の未実現損失の償却で通常埋め合わされ、年金利回り法に基づき損益計算書に計上される。

売却可能金融資産として従来計上されていた金融商品について再分類日以後に減損が生じた場合は、再分類日時点で資本項目において利得また
は損失に直入され年金利回り法に基づき損益計算書に計上された未実現損失は直ちに純損益に戻入れる。

4.1.9　金融資産および負債の認識の中止

金融資産（または類似する金融資産のグループ）は、当該資産の将来キャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅したか、または当該権利
とともに、資産を所有することによって保有するリスクおよび経済的便益のすべてを実質的に第三者に譲渡した場合に認識を中止する。

当該資産（または資産グループ）の譲渡の結果として、設定もしくは保持された権利および義務を反映する資産または負債は、貸借対照表にお
いて独立項目として計上される。

ある金融資産の全額について認識を中止した場合、処分損益（当該資産の帳簿価額と受領対価の差額を反映）が損益計算書に計上される。

当グループが金融資産に対する支配力を保持している場合、当グループの継続的関与の範囲内で当該資産は引続き貸借対照表に認識される。

金融資産について認識の中止のためのすべての条件が充足されていない場合、当グループは当該資産を貸借対照表上に引続き計上し、また当該
資産の移転時に発生する債務相当分について負債を計上する。

当グループでは金融負債（またはその一部）が消滅する場合（例：契約で特定された義務が履行され、解除され、または消滅した場合）にのみ
認識を中止している。

レポ取引

買戻条件付売却有価証券は、譲渡人の勘定での認識は中止されない。受領した資金の返還を確約する負債は、「買戻条件付売却有価証券」として
識別され、計上される。同負債は、公正価値ではなく償却原価で計上される金融負債である。

受領資産は譲受人の帳簿では認識されず、譲渡人に対する貸付資金にかかわる債権が計上される。当該資産に係る貸出額は、「売戻条件付買入有
価証券」に計上される。

当該有価証券は、その後の貸借対照表日にも引続き譲渡人により当初の分類区分に適用される規則に従い会計処理が行われる。証券購入者は、
「貸付金および債権」に当該債権の名目価額を計上する。

有価証券貸付

有価証券貸付取引は、IFRSの意義の範囲内では金融資産の移転の要件を満たさない。したがって貸付有価証券の認識は中止されず、当初の区分に
計上され、それぞれに応じて測定される。借入有価証券は、借入人の貸借対照表に計上されない。

4.2　投資不動産

IAS第40号によれば、投資不動産とは賃貸収益もしくは資本増価またはその両方を目的として保有する不動産である。

投資不動産の会計処理は、すべての当グループ企業（一部の保険会社は除かれる。当該保険会社では、保険契約に関連して投資として保有する不
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動産を公正価値で認識し、公正価値への調整を純損益に計上する。）が用いる有形固定資産の会計処理（注記4.3参照）と同様である。公正価値
は多基準アプローチを用いて計算し、市場金利で賃料を資本計上するとともに市場取引との比較を行う。

当グループの投資不動産の公正価値は、当該資産の価値に重大な影響を与える特殊な事例を除き、専門家による定期的な鑑定評価に基づく。

オペレーティング・リースにより賃貸する投資不動産に残存価値がある場合には、当該資産の償却可能価額は減少することになる。

投資不動産の処分損益は、純損益の「その他の活動の正味収益または費用」に計上される。

4.3　有形固定資産および無形資産

この項目には、事業上所有しかつ使用している不動産、オペレーティング・リースにより取得した設備、ファイナンス・リースにより取得した不
動産および一時的に借手はないがファイナンス・リースにより保有している資産が含まれる。商事活動を営まない不動産会社（SCI）に対する
持分は、有形固定資産として会計処理される。

IAS第16号およびIAS第38号によれば、有形固定資産および無形固定資産は、次の条件を満たす場合にのみ資産として認識される。

?　当該資産に帰属する将来の経済的便益が企業にもたらされる可能性が高いこと。

?　当該資産の取得原価が信頼性をもって測定できること。

事業用の有形固定資産および無形資産は、取得原価に直接的帰属取得費用を加算して当初認識される。非流動資産としての認識基準を満たす社
内開発のソフトウェアは、制作費用で認識し、外部費用および当該プロジェクトに直接従事した従業員の人件費が含まれる。

すべてのプログラムの生成には部分積み上げ方式が適用される。

当初認識後、有形固定資産および無形固定資産は、取得原価から累計の減価償却費、償却費および減損を控除して測定される。資産の償却可能価
額は、残存価値が重要かつ信頼性をもって測定可能な場合はこれを考慮する。

有形固定資産および無形資産は、当該資産について予想される将来の経済的便益の企業による費消パターン（通常は当該資産の耐用年数に一
致）を反映するように減価償却もしくは償却される。ある資産が、経済的便益の利用または費消パターンが異なる数々の構成要素からなる場合
は、各構成要素は別個に認識され、当該構成要素の耐用年数を反映する期間にわたり減価償却される。

当グループが用いる減価償却および償却の各期間は次のとおりである。

?　建物：20年から60年

?　造作および付属物：５年から20年

?　家具および特殊設備：４年から10年

?　コンピューター機器：３年から５年

?　ソフトウェア：５年以下

その他の有形固定資産は、見積耐用年数（通常５年から10年）にわたり減価償却される。

有形固定資産および無形資産は、貸借対照表日現在で減損を示す証拠がある場合に減損テストを受ける。改訂された資産回収可能価額が帳簿価
額を下回る場合は、減損損失を純損益に認識する。

当該損失は、見積回収可能価額が変更された場合または減損の証拠がもはや存在しない場合には戻入れる。

事業用有形固定資産および無形資産のうちファイナンス・リースで調達されているものの会計処理は注記4.9に記載している。

オペレーティング・リースにより賃貸している設備（当グループが賃貸者）は、貸借対照表の有形固定資産の項目に計上される。

4.4　売却目的で保有する資産および関連する負債

非流動負債の売却が決定され、12ヶ月以内に売却する可能性が高い場合は、当該資産は貸借対照表の「売却目的で保有する非流動資産」の勘定
科目に独立して表示する。同資産に関連する負債も「売却目的で保有する非流動資産に関連する負債」の勘定科目に独立して表示する。

上記区分にひとたび分類された当該非流動資産は、もはや減価償却/償却されず、帳簿価額または公正価値から費用を控除した価額のいずれか低
い方で測定される。金融資産は引続きIAS第39号に従い測定される。

4.5　引当金

従業員給付債務、規制対象住宅貯蓄関連商品、オフバランス・シート・コミットメントおよび保険契約に関連する引当金以外の引当金は、主とし
てリストラクチャリング、請求および訴訟、罰金、違約金、税金などのリスクに対する引当金から構成される。

引当金とは、時期または金額が不確実であるが信頼性をもって見積ることができる負債である。負債とは過去の事象から発生した現在の債務
（法的または黙示的）であり、その決済により資源の流出が必要となることが予想されるものをいう。

引当金に認識されている金額は、貸借対照表日に現在の債務を消失させるために必要とされる費用についての最善の見積である。

引当金は、割引の影響が重要な場合には割引かれている。

引当金の変動は、引当金が積み立てられた将来の費用の種類に対応する損益計算書の勘定科目に認識する。

規制対象住宅貯蓄関連商品の引当金

規制対象住宅貯蓄口座（CEL)および規制対象住宅貯蓄プラン（PEL）はフランスで取扱われているリテール商品であり、住宅貯蓄プランおよび
口座に関する法津（1965年）ならびにその後の施行令の適用を受ける。

規制対象住宅貯蓄関連商品により当グループは２種類の債務を負う。

?　契約開始時設定利率（PEL商品について）または貯蓄段階に応じた利率（CEL商品について）で顧客に貸付金を将来提供する債務

?　無期限に契約開始時設定利率（PEL商品について）または法定の指数算定式により半年毎に設定される利率（CEL商品について）で預金金利
を将来支払う債務
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当グループに潜在的に不利な結果を招く債務に関して、規制対象住宅貯蓄プランについては契約開始時期毎に、規制対象住宅貯蓄口座について
は一括して測定する。

アット・リスク残高から得られる将来の潜在的収益を割引くことにより関連するリスクについての引当金を計上する。

?　アット・リスク貯蓄は、引当金の計算時点で存在する不確実なプラン貯蓄の将来水準に対応する。引当金は、顧客の過去の行動パターンを考慮
しつつ将来の各期間について統計的基礎に基づき見積られ、推定残高と最低予想貯蓄残高との差額に対応する。

?　アット・リスク貸付金は、供与済であるが計算時点において期日未到来の貸付金残高に、顧客の過去の行動パターンに基づき統計的に予想さ
れる貸付金残高ならびに規制対象住宅貯蓄口座および同プランに関連して過去に蓄積した権利と今後獲得する権利を加算した金額に対応す
る。

将来期間における貯蓄段階からの収益は、契約開始時期毎に付利される規制金利と市場において類似貯蓄商品に付利される予想金利との差額と
して見積られる。

将来期間における融資段階からの収益は、PEL契約については契約締結時に合意された固定金利（CEL契約については貯蓄段階に応じた金利）と
非規制部門での住宅貸付に付利される予想金利との差額として見積られる。

契約開始時期毎の貯蓄および融資段階についての当グループの見積将来義務の代数和が当グループにとり潜在的に不利であることを示す場合
は、異なる契約開始時期の間での相殺を行うことなく引当金を計上する。債務は、将来の金利動向およびそれが顧客行動モデルとアット・リスク
残高に与える影響を反映させるためにモンテカルロ方式を用いて見積られる。

これらの引当金は貸借対照表の負債に計上され、その変動は純受取利息に計上される。

4.6　受取利息および支払利息

受取利息および支払利息は、償却原価で測定されるすべての金融商品について実効金利法を用いて計上される。

実効金利とは、金融資産もしくは金融負債の予想残存期間を通じての将来の現金支払額または受取額の見積額を、当該金融資産もしくは金融負
債の正味帳簿価額まで正確に割引く利率をいう。

実効金利を計算するに際しては、授受されたすべての取引報酬ならびにプレミアムおよびディスカウントを含める。当該契約の実効金利と不可
分に授受された取引報酬（金融取引相手先に支払われた案件組成報酬および手数料など）は追加的利息として扱われる。

4.7　サービス手数料

手数料は、関連する金融商品の認識方法に従って提供したサービスの種類毎に損益計算書に計上される。

?　継続的サービスの未払手数料は、当該サービスの提供期間にわたり繰延べられる（支払処理手数料、証券保管料など）。

?　非継続的サービスの未払手数料は、当該サービスの提供時に全額を純損益に認識する（資金振込、違約金支払など）。

?　重要な取引の執行に係る未払手数料は、当該取引の完了時に全額を純損益に認識する。

貸付コミットメントまたは案件組成報酬など金融商品の実効金利と不可分の報酬および手数料は、当該貸付金の見積期間にわたり実効金利の調
整として認識され、償却される。したがって当該報酬は「受取報酬および手数料」ではなく、受取利息として計上される。

受託報酬・手数料および類似報酬・手数料は、個人顧客、年金制度またはその他の機関のために資産の保有または投資に関連する。信託受託サー
ビスは、主に第三者のための資産運用業務および証券管理サービスを対象とする。

4.8　外貨取引

当グループによる外貨取引の資産負債の会計方法は、当該資産または負債が貨幣性項目、非貨幣性項目のいずれに分類されるかに左右される。

外貨建の貨幣性資産および負債は、それらが貸借対照表に計上される当グループ企業の機能通貨に、貸借対照表日現在の実勢為替レートを用い
て換算する。結果として生じる外国為替のすべての利得および損失は、次の２つの場合を除き純損益に認識する。

?　売却可能金融資産の償却原価に基づき計算した外国為替の利得および損失の部分のみを純損益に認識し、このほかの利得および損失がある場
合には資本に認識する。

?　キャッシュ・フロー・ヘッジとして、または在外営業活動体の純投資の一部として、指定された貨幣性項目について生じる外国為替の利得お
よび損失は、資本に認識される。

取得原価で計上される非貨幣性資産は、取引日の実勢為替レートを用いて換算する。公正価値で計上された非貨幣性資産は、貸借対照表日の実勢
為替レートを用いて換算する。非貨幣性項目の外国為替に係る利得および損失は、当該項目自体の利得および損失を純損益に認識する場合には
純損益に計上し、当該項目自体の利得および損失を資本に認識する場合には資本に計上する。

4.9　ファイナンス・リースおよび関連項目

リースが実質および経済的実態面でファイナンス・リースなのかオペレーティング・リースなのかを決定するために分析が行なわれる。

4.9.1　ファイナンス・リース

ファイナンス・リースとは、資産の所有に伴うリスクと便益を実質的にすべて借手に移転するリースをいう。ファイナンス・リースは、ある資産
の購入に金融をつけるために貸手が借手に供与した貸付金として扱われる。

IAS第17号は、リースがファイナンス・リースとして分類されることになる状況を５つ例示している。

?　当該リースにより、リース期間の終了まで資産の所有権が借手に移転する。

?　借手が、選択権の行使可能日の公正価値よりも十分に低いと予想される価格で当該資産の購入選択権を与えられており、リース開始日に当該
選択権の行使が合理的に確実視されている。

?　リース期間が当該資産の経済的耐用年数の大部分を占める。

?　リースの開始時において、最低リース料総額の現在価値が、当該リース資産の公正価値と少なくともほぼ等しい。
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?　リース資産が特殊な性質のものであり、その借手のみが大きな変更なしで使用できる。

またIAS第17号は、リースがファイナンス・リースとして分類されることになり得る３つの指標を示している。

?　借手が当該リースを解約できても、その解約に関連する貸手の損失は借手が負担する（当該資産のキャピタル・ロスなど）。

?　残存価値の公正価値の変動による利得または損失が借手に発生する。

?　借手が市場の賃借料相場より十分に低い賃借料で次期のリースを継続することができる。

契約開始時にファイナンス・リース債権は、貸手の貸借対照表に当該リースの正味投資額をもって計上される。正味投資額は、借手に対する最低
リース料総額債権を当該リースの計算利子率で割引いた金額と貸手に発生する無保証残存価値の合計額と一致する。

IAS第17号は無保証残存価値の定期的見直しを要求する。見積無保証残存価値が減少する場合には、リース期間にわたる収益の期間按分は改訂さ
れる（新支払表の計算）。発生した金額の減少は直ちに純損益に認識し、将来の金額の減少は当該リースの計算利子率を改訂することにより認
識する。

ファイナンス・リースの減損費用は、貸付金および債権について記載した方法と同様の方法により決定する。

金利に対応する金融収益は、損益計算書の「受取利息および類似収益」に認識される。金融収益は、リースの計算利子率を用いてファイナンス・
リースの正味投資額に対する一定率の期間収益率を反映するような態様で計上される。リースの計算利子率とは次の二つの項目を等しくさせる
割引率をいう。

?　貸手が受領する最低リース料総額と無保証残存価値の合計の現在価値

?　資産の当初価額、すなわちリース開始時の公正価値とリースの直接初期費用（専らリース開始のために貸手が負担した経費から構成される）
の合計額。

借手の財務書類では、買取オプションのあるファイナンス・リースは、借入金で資金調達した資産購入として扱われる。

4.9.2　オペレーティング・リース

オペレーティング・リースは、資産の所有に伴うリスクと経済的便益の実質的にすべてが借手に移転しないリースをいう。

貸手の財務書類では、資産は有形固定資産に計上され、リース期間にわたり定額法で減価償却される。償却可能価額は資産の残存価値を考慮にい
れない。

リース資産は借手の貸借対照表には計上されない。最低リース料総額はリース期間にわたり定額法で純損益に認識する。

4.10　従業員給付

当グループは以下に記載する４つの種類の給付を従業員に提供している。

4.10.1　短期従業員給付

短期従業員給付に含まれる主なものは、従業員が勤務を提供した期間の末日から12ヶ月以内に決済期限が到来する賃金、給与、年次有給休暇、報
奨制度、利益分配および賞与である。

これらは貸借対照表日現在の未払残高も含め当該期間の費用として計上される。

4.10.2　長期従業員給付

長期従業員給付は、通常、現役従業員に発生する永年勤続報奨に関係し、関連する勤務を提供した期間の末日から12ヶ月より後に決済期限が到来
する。その主たる例が従業員に対する永年勤続報奨である。

これら債務の貸借対照表日現在の価額について引当金が積立てられる。

退職後給付債務は年金利回り法により評価する。年金利回り法は、年齢、勤務年数、退職時に当グループに雇用されている可能性および割引率な
ど人口統計と財務面の計算基礎を勘案する。評価に際しては、費用は各従業員の勤務提供期間にわたり配分される（予測単位積立方式）。

4.10.3　解雇給付

解雇給付は、当グループが雇用契約を終了させる決定を行った結果として、あるいは従業員が希望退職を受入れる決定を行なった結果として、通
常の退職日より前に雇用契約が終了する場合に給付が行われる。解雇給付のために引当金が計上されている。貸借対照表日から12ヶ月より後に
決済期限が到来する解雇給付は現在価値に割引かれる。

4.10.4　退職後給付

退職後給付には、一時払い退職金、年金およびその他の退職後給付が含まれる。

これらの給付は二つの区分に分けることができる。確定拠出制度：同制度は当グループに債務を生じさせない。確定給付制度：同制度は当グ
ループに債務を生じさせるため測定および引当金による認識を行なう。

当グループは純損益に費用計上の上、年金基金または保険会社への拠出金支払による積立てをしていない従業員給付債務について引当金を負債
に計上している。

退職後給付は長期従業員給付と同じように測定される。

これらの債務の測定に際しては、制度資産の価値および未認識の年金数理計算上の差異を斟酌する。

計算基礎の変更（早期退職、割引率など）または実績を踏まえての修正（制度資産からの運用

収益など）から生じる退職後給付の年金数理計算上の差異は、確定給付債務の現在価値の10％または制度資産の公正価値の10％のいずれか大き
い方を超過する部分について期間償却する（回廊方式）。

確定給付制度について計上した年間費用には、現在勤務費用、支払利息（債務の割引効果）、制度資産からの期待運用収益および未認識項目の償
却費が含まれる。

4.11　株式報酬
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株式報酬は当グループにより発行された株式を基礎とする報酬であり、取引の決済形式が持分なのか現金なのかは問わない。その価値は株価と
連動して変動する。

当グループにとっての費用は、一部の子会社が付与する株式の購入または引受オプションの付与日における公正価値を基礎に計算される。制度
全体の費用は、交付を受けた者が当グループにより引続き雇用される可能性の程度および制度に影響を与える可能性のある非市場関連業績条件
を考慮に入れた上で、当該オプションの単価に権利確定期間の終了時点で交付される予定の見積オプション個数を乗じて決定される。

当グループにとっての費用は、権利確定条件（もしあれば）の充足を待たずに（例えばその後の承認プロセスの場合）、また受益者のオプショ
ン行使を待たずに、当該計画について従業員が通知を受けた時点から純損益に認識する。

持分決済型報酬制度への費用計上に対応する調整は資本の増加である。

当グループは現金決済型報酬制度について負債を計上する。関連費用は権利確定期間にわたり純損益に計上し、対応する公正価値の調整は負債
勘定に計上する。

4.12　繰延税金

繰延税金は、当該税金がいつ回収または決済される見込にあるかを問わず、貸借対照表上の資産負債の帳簿価額と税務基準額との間に一時差異
が発生するときに認識する。

繰延税金資産および負債は、貸借対照表日現在で制定されまたは実質的に制定されている税率（および税法）に基づき、資産が実現されまたは
負債が決済される期間に適用されると予想される税率を用いて測定される。

繰延税金負債および資産は、各納税主体レベルで相殺される。納税主体は、単体企業または連結納税グループのいずれとすることも可能である。
繰延税金資産は、予見可能な将来において一時差異を利用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲内でのみ認識される。

繰延税金は以下の場合を除き損益計算書で税務便益または費用として認識される。

?　売却可能資産の未実現利得または損失

?　キャッシュ・フロー・ヘッジに用いられたデリバティブの公正価値の変動

これらについては対応する繰延税金が未実現利得および損失として資本に直接認識される。

繰延税金は現在価値に割引かれない。

4.13　保険事業

保険事業の金融資産および負債は、IAS第39号の規定に従い認識される。これらの資産・負債は同基準で定義される区分に分類される。同基準は
測定および会計処理について固有の方法を要求している。

IFRS第４号の修正待ちの間、保険負債は引続きフランスGAAPに概ね沿って測定される。

IFRS第４号のフェーズＩに従い、保険契約は次の三つの区分に分類される。

?　保険者がIFRS第４号の意義の範囲内において重要な保険リスクにさらされる契約：この区分に包含されるのは、個人リスク保険、年金、損害保
険および最低保証付ユニット型貯蓄保険を対象とする保険契約である。これらの契約は、フランスGAAPが保険契約準備金の測定について定め
る規則に基づき引続き測定される。

?　保険者が重要な保険リスクにさらされない貯蓄型プランのような金融契約は、裁量権のある有配当性を含む場合には、IFRS第４号に従い認識
され、かつフランスGAAPが保険契約準備金の測定について定める規則に基づき引続き測定される。

?　裁量権のある利益分配特性を含まない金融契約（専らユニット勘定に投資される最低保証のない契約など)は、IAS第39号に従い会計処理され
る。

当グループ企業が発行する大部分の金融契約は、裁量権のある有配当性を含む。

裁量権のある利益分配特性は、生命保険契約者に保証済の便益に加え、実現財務収益に対する取り分を受領する権限を与える。これらの契約につ
いては、IFRS第４号が定義するシャドウ・アカウンティング原則に従い、繰延利益分配金の引当金は、IAS第39号の適用のもと公正価値で測定す
る金融商品の未実現利得または損失に対する保険契約者の取り分が含まれるように調整される。利得または損失に対する保険契約者の取り分
は、当該利得または損失が生じる可能性が高い契約の性質に基づき決定される。

繰延利益分配金の変動は、それが売却可能金融資産の価値の変動により生じた場合には資本に計上し、純損益を通じて公正価値で測定する金融
資産の価値の変動により生じた場合には純損益に計上する。

各貸借対照表日に当グループは、認識した保険負債が十分か否かについて保険契約および裁量権のある利益分配特性を含む保険契約および投資
契約の見積将来キャッシュ・フローの現在価値に基づき評価を行う。負債十分性テストは、確率論的分析から得られる平均値に対応する負債の
経済価値を示す。解約払戻金と繰延利益分配金の合計が保険契約準備金の公正価値を下回る場合には不足分を純損益に認識する。

4.14　不動産事業

不動産事業からの収益は、住宅部門および商業部門ならびに関連サービスにおける不動産開発業務に由来する。

貸借対照表日時点で進行中のプロジェクトは、最新の実行予算に沿って、工事進行ベースで計上される。

プロジェクトの成果が信頼性をもって見積ることができない場合は、収益は発生した原価のうち回収される可能性の高い範囲でのみ認識する。

営業収益に含まれるのはプロジェクト関連のすべての原価である。

?　土地取得費

?　整地および建設

?　都市計画税

?　予備調査（完成確率の高い場合にのみ計上)

?　プロジェクト管理社内報酬
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?　プロジェクト関連マーケティング費用（社内外の販売手数料、宣伝費、現地販売事務など）

棚卸資産および未成工事の構成項目は、取得原価で測定した土地、未成工事（整地および工事費）および直接原価で測定した成果物である。借入
費用は棚卸資産に含まれない。

開発前の段階で発注した予備調査は、当該プロジェクトが実際に進行する確率が高い場合にのみ棚卸資産に含める。それ以外のものは期間費用
として計上する。

棚卸資産および未成工事の正味実現可能価額が当該原価を下回る場合は、減損損失の引当金を計上する。

 

　　次へ
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注記５　貸借対照表に対する注記
 

5.1　純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、デリバティブを含む売買目的保有金融商品ならびに当グループがIAS第39号のもとで利用可能
な公正価値オプションを用いて公正価値で認識することを取得日または発行日に選択した一部の資産および負債から構成される。

5.1.1　純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

金融資産の売買目的ポートフォリオに主に含まれるのは自己勘定の証券取引、レポ取引およびリスク・エクスポージャーを管理するために当グ
ループが契約したデリバティブ金融商品である。

百万ユーロ

12/31/2011 12/31/2010

売買目的保有

 

公正価値オプショ

ン 合計

売買目的保有

 

公正価値オプショ

ン 合計

財務省証券および類似証券 15,339 40 15,379 11,091 641 11,732

債券および他の固定利付証券 13,373 3,046 16,419 16,743 2,619 19,362

固定利付証券 28,712 3,086 31,798 27,834 3,260 31,094

株式およびその他の変動利付証券 10,004 11,161 21,165 13,950 11,500 25,451

金融機関に対する貸付金 2,616 640 3,256 3,126 874 4,000

顧客に対する貸付金 672 3,287 3,959 1,058 4,229 5,287

貸付金 3,288 3,927 7,215 4,184 5,103 9,287

レポ取引およびその他金融資産  57,370 57,370  11,938 11,938

売買目的デリバティブ 117,203 /// 117,203 83,843 /// 83,843

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 159,207 75,544 234,751 129,811 31,801 161,612

 

百万円

12/31/2011 12/31/2010

売買目的保有

 

公正価値オプショ

ン 合計

売買目的保有

 

公正価値オプショ

ン 合計

財務省証券および類似証券 1,546,785 4,034 1,550,818 1,118,416 64,638 1,183,055 

債券および他の固定利付証券 1,348,533 307,159 1,655,692 1,688,364 264,100 1,952,464 

固定利付証券 2,895,318 311,192 3,206,510 2,806,781 328,738 3,135,519 

株式およびその他の変動利付証券 1,008,803 1,125,475 2,134,279 1,406,718 1,159,660 2,566,479 

金融機関に対する貸付金 263,797 64,538 328,335 315,226 88,134 403,360 

顧客に対する貸付金 67,764 331,461 399,226 106,689 426,452 533,141 

貸付金 331,562 395,999 727,561 421,915 514,587 936,501 

レポ取引およびその他金融資産  5,785,191 5,785,191  1,203,828 1,203,828 

売買目的デリバティブ 11,818,751 /// 11,818,751 8,454,728 /// 8,454,728 

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 16,054,434 7,617,857 23,672,291 13,090,141 3,206,813 16,296,954 

 

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産への指定の状況

 会計上のミスマッチ 公正価値の測定 組込デリバティブ

公正価値で測定すると指定

した金融資産

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

固定利付証券 1,207 121,714 2 202 1,876 189,176 3,085 311,091

株式および他の変動利付証券 8,801 887,493 2,360 237,982 　  11,1611,125,475

貸付金およびレポ取引 3,576 360,60457,6845,816,855 38 3,832 61,2986,181,290

2011年12月31日現在合計 13,5841,369,81160,0466,055,039 1,914 193,00875,5447,617,857

 

公正価値オプションに基づき会計処理をしている金融資産は、地方公共団体向けの仕組ローンのための一部契約、ヘッジ手段に指定されていな
いデリバティブでヘッジをかけている仕組債、組込デリバティブを含む資産および信用リスク指数連動固定利付金融商品に主に関係している。

ナティクシスの資本市場業務に関連して、公正価値オプションの行使は、経済的に関係があると認められる資産および負債間の会計上のミス
マッチの回避に主に役立っている。ヘッジ会計の条件が充足されない場合における資産およびヘッジ目的デリバティブ間についてもこれはあて
はまる。上記業務に関連して公正価値により管理し測定する金融資産グループおよび負債グループについても公正価値オプションに基づき会計
処理を行っている。
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純損益を通じて公正価値で測定すると指定した貸付金および債権ならびに信用リスク

公正価値オプションに基づいて計上した貸付金および債権の信用リスクに帰属する公正価値部分を下表に示す。貸付金契約に関連してプロテク
ションを購入している場合は、関連信用デリバティブの公正価値も記載している。

百万ユーロ

12/31/2011 12/31/2010

信用リスクに対

するエクスポー

ジャー

関連信用デリバ

ティブ

信用リスクに帰

属する公正価値

の変動

関連信用デリバ

ティブの公正価

値の変動

信用リスクに対

するエクスポー

ジャー

関連信用デリバ

ティブ

信用リスクに帰

属する公正価値

の変動

関連信用デリバ

ティブの公正価

値の変動

金融機関に対する貸付金 640    874    

顧客に対する貸付金 3,287  (37)  4,229  (73)  

合計 3,927 0 (37) 0 5,103 0 (73) 0

 

百万円

12/31/2011 12/31/2010

信用リスクに対

するエクスポー

ジャー

関連信用デリバ

ティブ

信用リスクに帰

属する公正価値

の変動

関連信用デリバ

ティブの公正価

値の変動

信用リスクに対

するエクスポー

ジャー

関連信用デリバ

ティブ

信用リスクに帰

属する公正価値

の変動

関連信用デリバ

ティブの公正価

値の変動

金融機関に対する貸付金 64,538    88,134    

顧客に対する貸付金 331,461  (3,731)  426,452  (7,361)  

合計 395,999 0 (3,731) 0 514,587 0 (7,361) 0 

 

5.1.2　純損益を通じて公正価値で測定する金融負債

金融負債の売買目的ポートフォリオには、空売り取引、レポ取引およびデリバティブ金融商品から生じる負債が含まれる。

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

レポ取引 26,560 2,678,310 25,735 2,595,117

その他の金融負債 1,836 185,142 2,115 213,277

売買目的保有金融負債 28,396 2,863,453 27,850 2,808,394

売買目的デリバティブ 115,22211,618,986 80,850 8,152,914

銀行間定期勘定および借入金 2,511 253,209 2,978 300,302

顧客定期勘定および借入金 58 5,849 94 9,479

負債証券 21,830 2,201,337 41,314 4,166,104

劣後債務 86 8,672 86 8,672

レポ取引 61,712 6,223,038 7,671 773,544

その他の金融負債 19 1,916 22 2,218

純損益を通じて公正価値で測定すると指定した金融負債 86,216 8,694,021 52,165 5,260,319

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 229,83423,176,461160,86516,221,627

 

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債への指定の状況

 会計上のミスマッチ 公正価値の測定 組込デリバティブ

公正価値で測定すると指定

した金融負債

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

銀行間定期勘定および借入金 2,511 253,209 　  　  2,511 253,209

顧客定期勘定および借入金 44 4,437 　  14 1,412 58 5,849

負債証券 16,9831,712,566 23 2,319 4,824486,452 21,8302,201,337

劣後債務 　  　  86 8,672 86 8,672

レポ取引およびその他の負債 　  61,7316,224,954 　  61,7316,224,954

2011年12月31日現在合計 19,5381,970,21261,7546,227,273 4,924496,536 86,2168,694,021

 

公正価値オプションに基づき計上される金融負債は、主に組込デリバティブを含む仕組債発行および仕組預金（例：個人貯蓄向け持分商品およ
び仕組ミディアム・ターム・ノート）である。これらの取引の大部分はナティクシスとクレディ・フォンシエール・ドゥ・フランスが取扱って
いる。

ナティクシスの資本市場業務に関連して、公正価値オプションの行使は、経済的に関係があると認められる資産および負債間の会計上のミス
マッチの回避に主に役立っている。ヘッジ会計の条件が充足されない場合における負債およびヘッジ目的デリバティブ間についてもこれはあて
はまる。

 

純損益を通じて公正価値で測定すると指定した金融負債および信用リスク
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百万ユーロ

12/31/2011 12/31/2010

公正価値

契約上の満期日に

支払うべき

金額 差額

信用リスクに帰

属する差額 公正価値

契約上の満期日に

支払うべき

金額 差額

信用リスクに帰

属する差額

銀行間定期勘定および借入金 2,511 2,331 180  2,978 2,819 159

顧客定期勘定および借入金 58 63 (5)  94 15 79

負債証券 21,830 22,257 (427) (819)41,314 41,577 (263) (531)

劣後債務 86 100 (14) (22) 86 102 (16) (16)

レポ取引およびその他の負債 61,731 61,735 (4)  7,693 7,693

合計 86,216 86,486 (270) (841)52,165 52,206 (41) (547)

 

百万円

12/31/2011 12/31/2010

公正価値

契約上の満期日に

支払うべき

金額 差額

信用リスクに帰

属する差額 公正価値

契約上の満期日に

支払うべき

金額 差額

信用リスクに帰

属する差額

銀行間定期勘定および借入金 253,209 235,058 18,151  300,302 284,268 16,034  

顧客定期勘定および借入金 5,849 6,353 (504)  9,479 1,513 7,966  

負債証券 2,201,337 2,244,396 (43,059)(82,588)4,166,104 4,192,625 (26,521)(53,546)

劣後債務 8,672 10,084 (1,412) (2,218)8,672 10,286 (1,613) (1,613)

レポ取引およびその他の負債 6,224,954 6,225,357 (403)  775,762 775,762   

合計 8,694,021 8,721,248 (27,227)(84,806)5,260,319 5,264,453 (4,134)(55,159)

 

契約上の満期日に借入金について支払うべき金額は、貸借対照表日現在の元本と支払期日の到来していない未払利息である。有価証券の場合は
償還価額が通常用いられる。

自社の信用リスクに帰属する差額（発行体スプレッドの評価）は、当期の銀行業務純収益に対するプラスの影響額295百万ユーロ（2010年度：
４百万ユーロ）を含む合計841百万ユーロ（2010年12月31日：547百万ユーロ）である。

5.1.3　売買目的デリバティブ

デリバティブ金融商品の想定元本額は、当グループの金融商品業務の取扱量を示しているに過ぎず、これら金融商品に付随する市場リスクを反
映するものではない。正または負の公正価値は当該金融商品の再構築コストに等しく、市場データの変動に応じて大幅に変動する。

百万ユーロ

12/31/2011 12/31/2010

想定元本額 正の公正価値 負の公正価値 想定元本額 正の公正価値 負の公正価値

金利商品 4,245,865 78,866 75,096 4,350,370 59,464 53,908

持分金融商品 15,035 9 124 18,004 169

外国為替商品 626,758 20,161 20,176 490,625 8,223 8,551

その他の金融商品 306,356 104 387 280,694 182 74

先物および先渡取引 5,194,014 99,140 95,783 5,139,693 67,869 62,702

金利商品 1,187,074 343 1,508 1,198,815 173 1,669

持分金融商品 33,127 3,768 3,726 102,815 3,715 3,733

外国為替商品 155,908 570 1,305 179,743 713 1,390

その他の金融商品 137,776 278 174 383,335 388 339

オプション取引 1,513,885 4,959 6,713 1,864,708 4,989 7,131

信用デリバティブ 425,986 13,104 12,726 755,238 10,985 11,017

売買目的デリバティブ合計 7,133,885 117,203 115,222 7,759,639 83,843 80,850
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百万円

12/31/2011 12/31/2010

想定元本額 正の公正価値 負の公正価値 想定元本額 正の公正価値 負の公正価値

金利商品 428,153,0277,952,8477,572,681438,691,3115,996,3505,436,083

持分金融商品 1,516,129 908 12,504 1,815,523 0 17,042

外国為替商品 63,202,2772,033,0352,034,54849,474,625829,207 862,283

その他の金融商品 30,892,939 10,487 39,025 28,305,183 18,353 7,462

先物および先渡取引 523,764,3729,997,2789,658,758518,286,6426,843,9106,322,870

金利商品 119,704,54234,588 152,067120,888,50517,445 168,302

持分金融商品 3,340,527 379,965 375,73010,367,865374,621 376,436

外国為替商品 15,721,763 57,479 131,59618,125,284 71,899 140,168

その他の金融商品 13,893,332 28,034 17,546 38,655,501 39,126 34,185

オプション取引 152,660,163500,066 676,939188,037,155503,091 719,090

信用デリバティブ 42,956,4281,321,4071,283,29076,158,2001,107,7271,110,954

売買目的デリバティブ合計 719,380,96311,818,75111,618,986782,481,9978,454,7288,152,914
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5.2　ヘッジ目的デリバティブ

デリバティブはIAS第39号に規定される要件をヘッジ開始時およびヘッジの全期間を通して満たす場合に限りヘッジ指定することができる。こ
れらの要件には、デリバティブ金融商品とヘッジ対象とのヘッジ関係が将来及び過去ともに有効である旨を正式に文書化することが含まれる。

公正価値ヘッジは、市場金利の変動に起因する公正価値の変動に対して固定利付金融商品を防衛する金利スワップから主に構成される。金利ス
ワップにより固定利付の資産または負債は変動利付金融商品に転換される。主たる対象には、固定金利の貸付、有価証券、預金および劣後債務が
含まれる。

公正価値ヘッジは、全体の金利リスク・ポジションを管理するためにも用いられる。

キャッシュ・フロー・ヘッジは、変動利付金融商品に発生するキャッシュ・フローの変動を固定もしくは制御する。変動金利貸付および預金を
ヘッジする目的にも用いられ、さらに全体の金利リスク・ポジションを管理するためにも用いられる。

百万ユーロ

12/31/2011 12/31/2010

想定元本額 正の公正価値 負の公正価値 想定元本額 正の公正価値 負の公正価値

金利商品 496,697 7,971 5,731 476,169 4,924 4,092

外国為替商品 22,462 2,851 3,409 21,301 2,075 2,428

先物および先渡取引 519,159 10,822 9,140 497,470 6,999 6,520

金利商品 7,530 87  7,880 150

オプション取引 7,530 87  7,880 150

公正価値ヘッジ 526,689 10,909 9,140 505,350 7,149 6,520

金利商品 11,483 76 232 6,219 130 204

外国為替商品 520  21 503 22

先物および先渡取引 12,003 76 253 6,722 130 226

金利商品    538

オプション取引    538

キャッシュ・フロー・ヘッジ 12,003 76 253 7,260 130 226

信用デリバティブ 1,231  1 1,299 7

ヘッジ目的デリバティブ合計 539,923 10,985 9,394 513,909 7,279 6,753

 

百万円

12/31/2011 12/31/2010

想定元本額 正の公正価値 負の公正価値 想定元本額 正の公正価値 負の公正価値

金利商品 50,086,925803,796 577,91448,016,882496,536 412,637

外国為替商品 2,265,068 287,495 343,764 2,147,993 209,243 244,840

先物および先渡取引 52,351,9941,091,290 921,67850,164,875705,779 657,477

金利商品 759,325 8,773  794,619 15,126  

オプション取引 759,325 8,773  794,619 15,126  

公正価値ヘッジ 53,111,3191,100,064 921,67850,959,494720,905 657,477

金利商品 1,157,946 7,664 23,395 627,124 13,109 20,571

外国為替商品 52,437 0 2,118 50,723  2,218

先物および先渡取引 1,210,383 7,664 25,513 677,846 13,109 22,790

金利商品    54,252   

オプション取引    54,252   

キャッシュ・フロー・ヘッジ 1,210,383 7,664 25,513 732,098 13,109 22,790

信用デリバティブ 124,134  101 130,991  706

ヘッジ目的デリバティブ合計 54,445,8351,107,727 947,29151,822,584734,014 680,973
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5.3　売却可能金融資産

これらは他の区分（公正価値で測定する金融資産、満期保有目的金融資産、貸付金および債権）に分類不能の非デリバティブ金融資産である。

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

財務省証券および類似証券 8,993 906,854 7,323 738,451 

債券およびその他の固定利付証券 35,2113,550,677 25,9022,611,958 

減損有価証券 193 19,462 265 26,723 

固定利付証券 44,3974,476,993 33,4903,377,132 

持分証券およびその他の変動利付証券 8,911 898,585 9,595 967,560 

金融機関に対する貸付金 1 101 1 101 

顧客に対する貸付金 69 6,958 61 6,151 

貸付金 70 7,059 62 6,252 

売却可能金融資産の総額 53,3785,382,638 43,1474,350,943 

貸倒懸念のある貸付金および債権の減損 (138) (13,916) (158) (15,933)

持分証券およびその他の変動利付証券の恒久的減損 (1,905)(192,100)(1,615)(162,857)

売却可能金融資産合計 51,3355,176,621 41,3744,172,154 

売却可能金融資産について資本に直接認識した利得および損失（税引前） (1,147)(115,663) 135 13,613 

 

売却可能有価証券について投資を回収できない可能性があると当グループが認めたときは直ちに減損損失を認識する。活発な市場で価格が公表
されている変動利付金融商品については、50％超または36ヶ月を越える期間の価格下落は減損の証拠となる。

これらの指標は2010年度に改善され重要な影響はなかった。

2011年12月31日時点で資本に直接計上された利得および損失には固定利付証券に係る未実現損失1,220百万ユーロおよび変動利付証券(1)に係る
未実現損失84百万ユーロが含まれる。変動利付証券に係る未実現損失は主に非上場の有価証券に関連し、43百万ユーロは６ヶ月未満の未実現損
失を示す有価証券に関連している。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)
 繰延利益分配の仕組に照らし、保険証券は除いている。
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5.4　金融資産および負債の公正価値

5.4.1　金融資産および負債の公正価値ヒエラルキー

価格および評価モデルの種類毎の金融商品の内訳は次表のとおりである。

12/31/2011 12/31/2010

百万ユーロ 活発な市場

における

公表価格 

(レベル

１）

観察可能なデー

タを用いる測定

技法

（レベル２）

観察不能なデータ

を用いる

測定技法

（レベル３）

合計

活発な市場

における

公表価格 

(レベル

１）

観察可能なデー

タを用いる測定

技法

（レベル２）

観察不能なデー

タを用いる

測定技法

（レベル３）

合計

金融資産

有価証券 24,474 8,418 5,82438,71624,419 8,756 8,60941,784

デリバティブ 1,553 113,374 2,276117,2031,348 80,551 1,94483,843

その他の金融資産 61 3,227  3,288 257 3,927 4,184

売買目的保有金融資産 26,088 125,019 8,100159,20726,024 93,234 10,553129,811

有価証券 10,459 2,776 1,01214,24711,227 2,865 668 14,760

その他の金融資産  60,395 90261,297 15,552 1,48917,041

純損益を通じて公正価値で測

定すると指定した金融資産 10,459 63,171 1,91475,54411,227 18,417 2,15731,801

ヘッジ目的デリバティブ 5 10,980  10,985 2 7,178 99 7,279

関連会社に対する投資 189 563 1,9262,678 618 505 1,5482,671

その他の有価証券 32,612 14,902 1,07548,58932,294 4,277 2,06938,640

その他の金融資産  41 27 68 32 31 63

売却可能金融資産 32,801 15,506 3,02851,33532,912 4,814 3,64841,374

金融負債     

有価証券 26,025 939  26,96424,952 808 552 26,312

デリバティブ 2,127 112,951 144115,2221,417 79,342 91 80,850

その他の金融負債 7 1,425  1,432 7 1,531 1,538

売買目的保有金融負債 28,159 115,315 144143,61826,376 81,681 643108,700

有価証券  83,627  83,627 49,072 49,072

その他の金融負債  851 1,7382,589 2 1,052 2,0393,093

純損益を通じて公正価値で測

定すると指定した金融負債  84,478 1,73886,216 2 50,124 2,03952,165

ヘッジ目的デリバティブ 10 9,369 11 9,390 16 6,692 44 6,753
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 12/31/2011 12/31/2010

百万円 活発な市場

における

公表価格 

(レベル

１）

観察可能な

データを用い

る測定技法

（レベル２）

観察不能なデー

タを用いる

測定技法

（レベル３）

合計

活発な市場

における

公表価格 

(レベル

１）

観察可能な

データを用い

る測定技法

（レベル２）

観察不能なデー

タを用いる

測定技法

（レベル３）

合計

金融資産

有価証券 2,467,958848,871 587,2923,904,1212,462,412882,955868,1324,213,499

デリバティブ 156,60511,432,634229,51211,818,751135,9328,122,763196,0338,454,728

その他の金融資産 6,151 325,411  331,56225,916395,999  421,915

売買目的保有金融資産 2,630,71412,606,916816,80416,054,4342,624,2609,401,7171,064,16513,090,141

有価証券 1,054,686279,932 102,0501,436,6671,132,131288,907 67,3611,488,398

その他の金融資産  6,090,23290,9586,181,189  1,568,264150,1511,718,414

純損益を通じて公正価値で

測定すると指定した金融資

産 1,054,6866,370,164193,0087,617,8571,132,1311,857,170217,5123,206,813

ヘッジ目的デリバティブ 504 1,107,223  1,107,727202 723,830 9,983734,014

関連会社に対する投資 19,059 56,773 194,218270,05062,319 50,924 156,100269,344

その他の有価証券 3,288,5941,502,718108,4034,899,7153,256,527431,293208,6383,896,458

その他の金融資産  4,134 2,723 6,857  3,227 3,126 6,353

売却可能金融資産 3,307,6531,563,625305,3445,176,6213,318,846485,444367,8644,172,154

金融負債         

有価証券 2,624,36194,689  2,719,0502,516,16081,479 55,6642,653,302

デリバティブ 214,48711,389,97914,52111,618,986142,8908,000,8479,1768,152,914

その他の金融負債 706 143,697  144,403 706 154,386  155,092

売買目的保有金融負債 2,839,55411,628,36514,52114,482,4392,659,7568,236,71264,84010,961,308

有価証券  8,432,947  8,432,947  4,948,420  4,948,420

その他の金融負債  85,815 175,260261,075 202 106,084205,613311,898

純損益を通じて公正価値で

測定すると指定した金融負

債  8,518,762175,2608,694,021202 5,054,504205,6135,260,319

ヘッジ目的デリバティブ 1,008 944,770 1,109946,8881,613 674,821 4,437680,973
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5.4.2　公正価値ヒエラルキーのレベル３に分類された資産負債の状況

百万ユーロ 01/01/2011

当期中に認識された利得

および損失

購入/発行 売却／償還

レベル１とレベル

２の間における

再分類

その他の

変動 12/31/2011損益計算書 資本に直入

金融資産

有価証券 8,610 205  569 (4,408)  848 5,824

デリバティブ 1,943 275   (194) (10) 262 2,276

その他の金融資産         

売買目的保有金融資産 10,552 480  569 (4,602) (10)1,110 8,100

有価証券 668 804  2,208 (1,616) (904)(148)1,012

その他の金融資産 1,489 12  11 (704) (2) 96 902

純損益を通じて公正価値で測

定すると指定した金融資産 2,157 816  2,219 (2,320) (906)(52) 1,914

ヘッジ目的デリバティブ 99     (99)   

関連会社に対する投資 1,548 (41) 1 573 (155)   1,926

その他の有価証券 2,069 18 (87) 132 (840) (199)(17) 1,075

その他の金融資産 31  1 2 (3) (2) (2) 27

売却可能金融資産 3,648 (23) 85 707 (998) (201)(19) 3,028

金融負債         

有価証券 552      (552)  

デリバティブ 91 (3)     56 144

その他の金融負債         

売買目的保有金融負債 644 (3)     (496) 144

有価証券 2,039 12  40 (353)   1,738

純損益を通じて公正価値で測

定すると指定した金融負債 2,039 12  40 (353)   1,738

ヘッジ目的デリバティブ 44      (34) 11

 

百万円 01/01/2011

当期中に認識された利得

および損失

購入/発行 売却／償還

レベル１とレベル

２の間における

再分類

その他の

変動 12/31/2011損益計算書 資本に直入

金融資産

有価証券 868,232 20,672  57,378 (444,503)  85,512 587,292 

デリバティブ 195,932 27,731   (19,563) (1,008)26,420 229,512 

その他の金融資産         

売買目的保有金融資産 1,064,064 48,403  57,378 (464,066) (1,008)111,932 816,804 

有価証券 67,361 81,075  222,655 (162,957) (91,159)(14,924)102,050 

その他の金融資産 150,151 1,210  1,109 (70,991) (202)9,681 90,958 

純損益を通じて公正価値で測

定すると指定した金融資産 217,512 82,285  223,764 (233,949) (91,361)(5,244)193,008 

ヘッジ目的デリバティブ 9,983     (9,983)   

関連会社に対する投資 156,100 (4,134)101 57,781 (15,630)   194,218 

その他の有価証券 208,638 1,815 (8,773)13,311 (84,706) (20,067)(1,714)108,403 

その他の金融資産 3,126  101 202 (303) (202)(202)2,723 

売却可能金融資産 367,864 (2,319)8,571 71,294 (100,638) (20,269)(1,916)305,344 

金融負債         

有価証券 55,664      (55,664)  

デリバティブ 9,176 (303)     5,647 14,521 

その他の金融負債         

売買目的保有金融負債 64,941 (303)     (50,017)14,521 

有価証券 205,613 1,210  4,034 (35,597)   175,260 

純損益を通じて公正価値で測

定すると指定した金融負債 205,613 1,210  4,034 (35,597)   175,260 

ヘッジ目的デリバティブ 4,437      (3,429)1,109 

 

 

5.4.3　主要前提条件の変化に対するレベル３の資産負債の感応度
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観察不能な変数に基づき評価した金融商品の公正価値の感応度について2011年12月31日に評価を行った。可能性の高そうな条件を前提に感応度
を用いて不安定な経済状況を原因とする市場変動の影響を見積った。当該見積は以下を前提としている。

?　確定利付金融商品および持分金融商品についての観察不能な変数の「標準的(1)」変動。算出された感応度は３百万ユーロ。

?　定率の変動：

-　ABS CDOの各トランシュの評価をモデル化するに際して用いた対象原資産に係る見積損失率の10％の上昇または低下、

-　またはCLOの対象原取引について１％の上昇または低下、

-　またはCMBS担保損失率の計算基礎となっている「資産価値に対する借入金比率」の10％の上昇または低下。

感応度の影響としては、上記変数の改善の場合には52百万ユーロの価値の増加、悪化の場合には56百万ユーロの価値の減少との結果が得られる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) インプット変数の測定に用いるコンセンサス価格の標準偏差（TOTEMなど）
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5.5　貸付金および債権

貸付金および債権とは、活発な市場での公表価格がない、固定または確定可能な支払金額を有する非デリバティブ金融資産をいう。当グループが
組成する貸付金の大部分はこの区分に分類される。

5.5.1　金融機関に対する貸付金および債権

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

金融機関に対する貸付金および債権 167,34916,875,473 183,59318,513,518 

個別減損 (256) (25,815) (247) (24,907)

ポートフォリオ・ベースの減損 (7) (706) (39) (3,933)

金融機関に対する貸付金および債権合計 167,08616,848,952 183,30718,484,678 

 

金融機関に対する貸付金および債権の公正価値は、2011年12月31日現在で162,808百万ユーロ（2010年12月31日現在：181,980百万ユーロ）で
あった。

金融機関に対する貸付金および債権の内訳

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

当座勘定貸越残高 4,882 492,301 5,535 558,149

レポ取引 20,5022,067,42241,1594,150,474

貸付金および融資 136,30913,745,400129,69613,078,545

ファイナンス・リース 3 303 4 403

劣後ローンおよび利益参加型貸付金 2,922 294,654 3,583 361,310

貸付金および債権に分類された証券 2,417 243,730 3,268 329,545

減損貸付金および債権 314 31,664 348 35,092

金融機関に対する貸付金および債権合計、総額 167,34916,875,473183,59318,513,518

5.5.2　顧客に対する貸付金および債権

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

顧客に対する貸付金および債権 249,65525,175,210 265,03126,725,726 

個別減損 (3,549)(357,881)(3,529)(355,864)

ポートフォリオ・ベースの減損 (859) (86,622)(1,087)(109,613)

顧客に対する貸付金および債権合計 245,24724,730,707 260,41526,260,249 

 

顧客に対する貸付金および債権の公正価値は、2011年12月31日現在で242,157百万ユーロ（2010年12月31日：259,717百万ユーロ）であった。
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顧客に対する貸付金および債権の内訳

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

当座勘定貸越残高 7,097 715,661 8,567 863,896

金融部門の顧客に対する貸付金 4,953 499,461 5,651 569,847

短期信用供与 32,3933,266,51035,3213,561,770

設備資金貸付 26,7492,697,36926,6832,690,714

住宅貸付 61,5476,206,39959,7486,024,988

輸出信用 3,342 337,007 3,139 316,537

その他貸付 20,8242,099,89220,7852,095,959

レポ取引 22,0382,222,31233,1093,338,712

劣後ローン 80 8,067 89 8,975

顧客に対するその他の信用供与 171,92617,337,018184,52518,607,501

貸付金および債権として分類された証券 42,7394,309,80144,2084,457,935

顧客に対するその他の貸付金および債権 18,8621,902,04418,7181,887,523

減損貸付金および債権 9,031 910,686 9,013 908,871

顧客に対する貸付金および債権合計、総額 249,65525,175,210265,03126,725,726

 

5.6　金融資産の再分類

金融資産の再分類状況

IAS第39号およびIFRS第７号「金融資産の再分類」の適用により当グループは一部の金融資産を再分類した。

 

帳簿価額 公正価値

12/31/2011 12/31/2010 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

次の区分に再分類した資産：  　  　  　  　

売却可能金融資産 367 37,008 407 41,042 367 37,008 407 41,042

貸付金および債権 18,2371,839,01920,5012,067,32116,5521,669,10419,7541,991,993

再分類した有価証券合計 18,6041,876,02720,9082,108,36316,9191,706,11220,1612,033,035

 

当該証券が再分類されなかった場合に認識されたであろう公正価値の変動

 2011年度 2010年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

公正価値の変動   

-　当該証券が再分類されなかった場合に純損益に認識されたであろう金額 (130)(13,109) 243 24,504 

-　当該証券が再分類されなかった場合に資本に直接認識されたであろう利得

および損失 (751) (75,731) (96) (9,681)

 

5.7　満期保有目的金融資産

固定または確定可能な支払金額を有する非デリバティブ金融資産でグループが満期まで保有する意図と能力を有するものをいう。

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

財務省証券および類似証券 1,153 116,269 2,564 258,554 

債券およびその他の固定利付証券 3,486 351,528 3,588 361,814 

満期保有目的金融資産総額 4,639 467,797 6,152 620,368 

減損 (13) (1,311) (1) (101)

満期保有目的金融資産合計 4,626 466,486 6,151 620,267 

 

満期保有目的金融資産の公正価値は、2011年12月31日現在、4,780百万ユーロ（2010年12月31日：5,942百万ユーロ）であった。
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5.8　繰延税金

一時差異に関する繰延税金は下表に掲げる項目について認識している（正の数値は繰延税金資産、括弧内の数値は繰延税金負債を示す。）

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

ミューチュアル・ファンドの未実現キャピタル・ゲイン 10 1,008 5 504 

経済的利益集団（EIG)に係る税務調整 (191) (19,260) (215) (21,681)

従業員関連負債引当金 115 11,597 131 13,210 

規制対象住宅貯蓄関連商品引当金 3 303 3 303 

ポートフォリオ・ベースの減損 66 6,655 59 5,950 

税務上損金に算入されないその他の引当金 902 90,958 974 98,218 

資本に計上された金融商品の公正価値の変動 501 50,521 316 31,865 

その他の事由による一時差異 (368) (37,109) (386) (38,924)

期間差異に関連する繰延税金 1,038 104,672 886 89,344 

税務上の繰越欠損金に係る繰延税金 3,896 392,873 3,972 400,536 

連結調整および消去に係る繰延税金 (413) (41,647) (497) (50,117)

未認識の繰延税金 (1,358)(136,941)(1,296)(130,689)

正味繰延税金 3,163 318,957 3,065 309,075 

認識された繰延税金：  　  　

貸借対照表上の資産として計上した金額 3,540 356,974 3,855 388,738 

貸借対照表上の負債として計上した金額 (377) (38,017) (789) (79,563)

5.9　未収収益およびその他資産

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

取立勘定 3,586 361,612 2,126 214,386

前払費用 194 19,563 273 27,529

未収収益 316 31,865 633 63,832

その他未収金 2,984 300,907 4,926 496,738

未収勘定―資産 7,080 713,947 7,958 802,485

保証金支払額 2,465 248,571 1,945 196,134

証券取引決済口座借記残高 351 35,395 797 80,369

保険契約準備金のうち受再会社持分 5,187 523,057 1,913 192,907

その他債権 25,7812,599,75621,7742,195,690

その他資産 33,7843,406,77926,4292,665,100

未収収益およびその他資産合計 40,8644,120,72634,3873,467,585

 

5.10　繰延利益分配金

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

繰延利益分配金―資産 837 84,403  

繰延利益分配金―負債 7 706 105 10,588 

繰延利益分配金合計
(1） (830)(83,697) 105 10,588 

全部連結のために資本に認識した繰延利益分配金を含める場合 144 14,521 (400) (40,336)

(1)
慣例により繰延利益分配金は資産の場合には負の数値で示される。

2011年度中の繰延利益分配金の変動は、市場の急激な下落と負債性金融商品の信用スプレッドの動向に起因する。
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5.11　関連会社に対する投資

関連会社に対する当グループの主要な投資は次のとおりである。

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

CNP アシュアランシズ（グループ） 1,554 156,705 1,560 157,310

フォルクスバンク・インターナショナルAG 104 10,487 294 29,647

ソクラム・バンク 63 6,353 61 6,151

バンク BCP S.A.S. 45 4,538 41 4,134

ポピュレール銀行・アンド・ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）CICs 10,5461,063,45910,2081,029,375

ナティクシス・グループに対する資本持分 41 4,134 72 7,260

クレディ・イモビリエ・オテリエ  　 115 11,597

その他 51 5,143 57 5,748

金融部門 12,4041,250,81912,4081,251,223

メゾン・フランス・コンフォル P-１ 106 10,689 100 10,084

その他 12 1,210 141 14,218

非金融部門 118 11,899 241 24,302

関連会社に対する投資合計 12,5221,262,71812,6491,275,525

 

CNP アシュアランシズ・グループ（持分法が適用される主要関連会社）が公表した2011事業年度の財務数値は、資産合計が321,011百万ユーロ、
収益が29,919百万ユーロ、純利益が872百万ユーロである。

 

5.12　投資不動産

百万ユーロ

12/31/2011 12/31/2010

原価

減価償却累計額

および減損 純額 原価

減価償却累計額

および減損 純額

公正価値で認識された不動産 /// /// 851 /// /// 640

取得原価で認識された不動産 1,016 (428) 588 1,091 (428) 663

投資不動産合計   1,439   1,303

 

百万円

12/31/2011 12/31/2010

原価

減価償却累計額

および減損 純額 原価

減価償却累計額

および減損 純額

公正価値で認識された不動産 /// /// 85,815 /// /// 64,538 

取得原価で認識された不動産 102,453 (43,160)59,294 110,016 (43,160)66,857 

投資不動産合計 　 　 145,109 　 　 131,395 

 

2011年12月31日現在の投資不動産の公正価値は1,757百万ユーロ（2010年12月31日現在：1,549百万ユーロ）であった。
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5.13　有形固定資産および無形資産

百万ユーロ

12/31/2011 12/31/2010

原価

減価償却累計額

および減損 純額 原価

減価償却累計額

および減損 純額

有形固定資産       

土地および建物 880 (445) 435 1,017 (418) 599

設備、備品およびその他の有形固定資産 1,858 (992) 866 1,531 (953) 578

有形固定資産合計 2,738 (1,437)1,301 2,548 (1,371)1,177

無形資産       

賃借権 88 (28) 60 304 (24) 280

ソフトウェア 1,442 (900) 542 1,387 (839) 548

その他無形資産 576 (264) 312 959 (296) 663

無形資産合計 2,106 (1,192) 914 2,650 (1,159)1,491

 

百万円

12/31/2011 12/31/2010

原価

減価償却累計額

および減損 純額 原価

減価償却累計額

および減損 純額

有形固定資産 　 　 　 　 　 　

土地および建物 88,739 (44,874)43,865 102,554 (42,151)60,403 

設備、備品およびその他の有形固定資産 187,361 (100,033)87,327 154,386 (96,101)58,286 

有形固定資産合計 276,100 (144,907)131,193 256,940 (138,252)118,689 

無形資産       

賃借権 8,874 (2,824)6,050 30,655 (2,420)28,235 

ソフトウェア 145,411 (90,756)54,655 139,865 (84,605)55,260 

その他無形資産 58,084 (26,622)31,462 96,706 (29,849)66,857 

無形資産合計 212,369 (120,201)92,168 267,226 (116,874)150,352 
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5.14　のれん

年度中の変動

 2011事業年度

 百万ユーロ 百万円

期首純額 3,624 365,444 

取得 81 8,168 

売却 (693) (69,882)

減損 (87) (8,773)

為替換算調整額 35 3,529 

その他の変動 (12) (1,210)

期末純額 2,948 297,276 

 

2011年12月31日現在ののれん総額は3,478百万ユーロ、減損合計は530百万ユーロであった。

のれんの内訳

 

帳簿価額

12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

　- 投資ソリューション 2,198 221,646 2,117 213,478

　- 専門的金融サービス 58 5,849 61 6,151

　- コファース 485 48,907 528 53,244

　- その他 25 2,521 25 2,521

ナティクシス 2,766 278,923 2,731 275,394

フォンシア  0 689 69,479

バンク・パラティンヌ 95 9,580 95 9,580

　- バンコ・プリムス  　 37 3,731

　- クレディ・フォンシエール・イモビリエ 13 1,311 13 1,311

クレディ・フォンシエール 13 1,311 50 5,042

BPCE IOM 69 6,958 54 5,445

その他 4 403 5 504

のれん合計 2,948 297,276 3,624 365,444

減損テスト

適用規則に従い、各のれんについては関連する資金生成単位（CGU）の使用価値に基づき減損テストを行っている。

使用価値は、当グループの予算策定過程の一環として策定される中期計画におけるCGUの将来キャッシュ・フローの現在価値に基づき決定され、
以下の前提条件が用いられている。

割引率 長期成長率

ナティクシス

- 投資ソリューション 9.8％ 2.5％

- 専門的金融サービス 11.0％ 2.5％

- コファ―ス 10.0％ 2.5％

- その他 10.9％ 2.5％

 

上記テストに基づき当グループは、コファースの「非中核」CGUについて43百万ユーロの減損を計上し、減損後の当該のれん合計額を138百万
ユーロとした。また同テストによりバンコ・プリムスののれんを30百万ユーロ、チュニジア・クウェート銀行とBMマダガスカルに関連しBPCE
IOMグループののれんを14百万ユーロ減額した。

ナティクシスの中核業務（コーポレート・投資銀行業務、投資ソリューションおよび専門的財務サービス）は、仮に割引率が20ベーシスポイン
ト増加し、かつ長期成長率が50ベーシスポイント減少したとしても減損損失が計上されることはない。

5.15　金融機関および顧客に対する債務

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債に分類されないこれらの負債は、「金融機関に対する債務」または「顧客に対する債務」として償
却原価で計上される。

5.15.1　金融機関に対する債務

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円
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要求払預金 17,2271,737,171 18,8001,895,792

レポ取引およびその他の負債 1,198 120,806 604 60,907

未払利息 15 1,513 10 1,008

金融機関に対する債務 18,4401,859,490 19,4141,957,708

定期預金および借入金 126,48312,754,546 91,0829,184,709

レポ取引およびその他の負債 17,0551,719,826 42,4214,277,734

未払利息 820 82,689 648 65,344

金融機関に対する債務－合意された満期日に支払われるべきもの 144,35814,557,061 134,15113,527,787

金融機関に対する債務合計 162,79816,416,550 153,56515,485,495

 

2011年12月31日現在の金融機関に対する債務の公正価値は、158,730百万ユーロ（2010年12月31日現在：154,896百万ユーロ）であった。

5.15.2　顧客に対する債務

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

当座勘定貸方残高 19,0661,922,61513,2611,337,239

非課税貯蓄性口座 252 25,412 191 19,260

規制対象住宅貯蓄関連商品 458 46,185 474 47,798

その他規制対象貯蓄口座 1,912 192,806 1,921 193,714

未払利息 23 2,319 17 1,714

規制対象貯蓄口座 2,645 266,722 2,603 262,487

要求払預金および借入金 4,766 480,603 12,0781,217,946

定期預金および借入金 16,6901,683,02015,8461,597,911

未払利息 106 10,689 147 14,823

その他の顧客勘定 21,5622,174,31228,0712,830,680

要求払勘定 4,916 495,729 6,734 679,057

定期勘定 11,3791,147,45824,7492,495,689

未払利息 20 2,017 2 202

レポ取引およびその他の負債 16,3151,645,20531,4853,174,947

顧客に対するその他の債務残高 1,624 163,764 2,026 204,302

顧客に対する債務合計 61,2126,172,61877,4467,809,655

 

定期預金にはSFEF(フランス経済融資機関)との間で調印した借入金2,206百万ユーロ（2010年12月31日：3,339百万ユーロ）が含まれている。

2011年12月31日現在の顧客に対する債務の公正価値は60,946百万ユーロ（2010年12月31日現在：77,717百万ユーロ）であった。

5.16　負債証券

負債証券は、「劣後債務」に表示されている劣後債を除き、その特性に応じて以下に分類される。

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

債券 148,57914,982,706147,27714,851,413

銀行間市場金融商品および短期金融市場証券 60,7306,124,01373,1547,376,849

その他の負債証券 371 37,412 54 5,445

合計 209,68021,144,131220,48522,233,707

未払利息 2,702 272,470 2,529 255,024

負債証券合計 212,38221,416,601223,01422,488,732

 

2011年12月31日の負債証券の公正価値は209,865百万ユーロ（2010年12月31日現在：220,950百万ユーロ）であった。

5.17　未払費用およびその他の負債

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

取立勘定 3,402 343,058 2,506 252,705

前受収益 556 56,067 641 64,638

未払勘定 1,176 118,588 1,778 179,294

その他未払金 5,391 543,628 5,938 598,788
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未払金―負債 10,5251,061,34110,8631,095,425

証券取引決済口座貸方残高 439 44,269 522 52,638

その他支払債務 23,3832,357,94217,8931,804,330

その他の負債 23,8222,402,21018,4151,856,969

未払費用およびその他の負債合計 34,3473,463,55129,2782,952,394

 

5.18　保険会社の保険契約準備金

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

損害保険会社の保険契約準備金 3,236 326,318 2,790 281,344

生命保険会社のユーロ建保険契約準備金 32,4753,274,77931,6753,194,107

生命保険会社のユニット型勘定保険契約準備金 5,926 597,578 5,918 596,771

生命保険会社の保険契約準備金 38,4013,872,35737,5933,790,878

投資契約の保険契約準備金 12 1,210 14 1,412

未実現繰延利益分配金 7 706 105 10,588

保険会社の保険契約準備金合計 41,6564,200,59140,5024,084,222

 

損害保険会社の保険契約準備金には未経過保険料準備金および未払保険金準備金が含まれる。

生命保険会社の保険契約準備金は、主に数理的責任準備金から構成され、通常契約の解約払戻金に相当する。

保険会社が発行する金融契約の保険契約準備金は、当該契約の対象原資産に基づき測定した数理的責任準備金をいう。

繰延利益分配金は、配当付保険契約の累積収益金額について保険契約者のクラスには配分されたが個々の保険契約者には未分配の部分にあた
る。
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5.19　引当金

引当金は、主に従業員給付債務および住宅貯蓄関連商品のリスクに関連するものである。

百万ユーロ 01/01/2011 繰入 目的使用

未使用分

戻入 その他の変動
(1) 12/31/2011

従業員給付債務引当金 544 140 (107) (18) 18 577

規制対象住宅貯蓄関連商品引当金 6 2  (1)  7

オフバランス・シート・コミットメント引当金 732 94 (7) (67) 12 764

不動産開発プロジェクト偶発事故引当金  1    1

リストラクチャー費用引当金 34 14 (20) (3) (3) 22

支払請求および訴訟損失引当金 238 172 (34) (78) (12) 286

その他 439 149 (76) (121) (22) 369

その他の引当金 1,449 432 (137) (270) (25) 1,449

引当金合計 1,993 572 (244) (288) (7) 2,026

(1)　その他の変動マイナス７百万ユーロには、通貨換算に関連する23百万ユーロ、連結範囲の変更に係るマイナス28百万ユーロおよび引当金の

資産項目への再分類に係るマイナス25百万ユーロの変動が含まれる。

 

百万円 01/01/2011 繰入 目的使用

未使用分

戻入 その他の変動 12/31/2011

従業員給付債務引当金 54,857 14,118 (10,790)(1,815) 1,815 58,185 

規制対象住宅貯蓄関連商品引当金 605 202 0 (101) 0 706 

オフバランス・シート・コミットメント引当金 73,815 9,479 (706)(6,756) 1,210 77,042 

不動産開発プロジェクト偶発事故引当金 0 101 0 0 0 101 

リストラクチャー費用引当金 3,429 1,412 (2,017)(303) (303) 2,218 

支払請求および訴訟損失引当金 24,000 17,344 (3,429)(7,866) (1,210)28,840 

その他 44,269 15,025 (7,664)(12,202) (2,218)37,210 

その他の引当金 146,117 43,563 (13,815)(27,227) (2,521)146,117 

引当金合計 200,974 57,680 (24,605)(29,042) (706)204,302 
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5.20　劣後債務

劣後債務は、その保有者がすべての上位債務の保有者に対して債務不履行時に劣後に置かれるため、他の債務および債券の発行からは独立して
分類される。

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

定期劣後債務 11,4071,150,28213,4761,358,920

永久劣後債務 125 12,605 161 16,235

共同保証預託金 4 403 10 1,008

小計 11,5361,163,29013,6471,376,163

未払利息 222 22,386 233 23,496

ヘッジ部分再評価差額金 351 35,395 332 33,479

劣後債務合計 12,1091,221,07214,2121,433,138

 

当年度中の劣後債務の変動

百万ユーロ 01/01/2011 発行 償還 その他の変動 12/31/2011

定期劣後債務 13,476  (2,089) 20 11,407

永久劣後債務 161   (36) 125

共同保証預託金 10   (6) 4

未払利息 233 /// /// (11) 222

ヘッジ部分再評価差額金 332 /// /// 19 351

合計 14,212 0 (2,089) (14) 12,109

 

百万円 01/01/2011 発行 償還 その他の変動 12/31/2011

定期劣後債務 1,358,920 　 (210,655) 2,017 1,150,282 

永久劣後債務 16,235 　 　 (3,630) 12,605 

共同保証預託金 1,008 　 　 (605) 403 

未払利息 23,496 ///　 ///　 (1,109) 22,386 

ヘッジ部分再評価差額金 33,479 ///　 ///　 1,916 35,395 

合計 1,433,138 0 (210,655) (1,412)1,221,072 

持分金融商品として分類される超劣後債は注記5.21.2に記載されている。
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5.21　発行済の普通株式および持分金融商品

5.21.1　優先株式

フランス政府はBPCE S.A.が2009年７月に発行した総額3,000百万ユーロのカテゴリC株式を購入した。2010年、BPCEは1,800百万ユーロを買戻し
自己優先株式とした。フランス政府が引受けた優先株式は2011年12月31日時点では全額が買戻されている。

5.21.2　親会社に帰属する持分金融商品として分類される超劣後債

発行企業 発行日 通貨 金額（原通貨）

コールオプション行使

日

金利ステップ・

アップ日 利率

名目残高（百万ユーロ）

12/31/201112/31/2010

BPCE 11/26/2003EUR 471百万 07/30/201407/30/2014 5.25% 471 800

BPCE 07/30/2004USD 200百万 03/30/2011 なし

ミニマム(10-year

CMT +0.3%; 9%) 154 150

BPCE 10/06/2004EUR 368百万 07/30/201507/30/2015 4.63% 369 700

BPCE 10/12/2004EUR 80百万 01/12/2011 なし

ミニマム(10-year

CMS; 7%)

 

80 80

BPCE 01/27/2006USD 300百万 01/27/2012 なし 6.75% 231 224

BPCE 02/01/2006EUR 350百万 02/01/201602/01/2016 4.75% 350 350

BPCE 10/30/2007EUR 509百万 10/30/201710/30/2017 6.12% 509 850

BPCE 06/26/2009EUR 空欄 06/26/2014 なし 空欄 0 1,000

BPCE 08/06/2009EUR 52百万 09/30/2015 なし 13.00% 52 52

BPCE 08/06/2009EUR 374百万 09/30/201909/30/2019 12.50% 374 374

BPCE 08/06/2009USD 134百万 09/30/2015 なし 13.00% 103 100

BPCE 08/06/2009USD 444百万 09/30/201909/30/2019 12.50% 342 332

BPCE 10/22/2009EUR 750百万 04/22/2015 なし 9.25% 750 750

BPCE 03/17/2010EUR 818百万 03/17/2015

03/17/2015-

03/15/2020 9.00%

818

1,000

合計 4,603 6,762

 

発行企業 発行日 通貨 金額（原通貨）

コールオプション行使

日

金利ステップ・

アップ日 利率

名目残高（百万円）

12/31/201112/31/2010

BPCE 11/26/2003EUR 471百万 07/30/201407/30/2014 5.25% 47,496 80,672

BPCE 07/30/2004USD 200百万 03/30/2011 なし

ミニマム(10-year

CMT +0.3%; 9%)15,529 15,126

BPCE 10/06/2004EUR 368百万 07/30/201507/30/2015 4.63% 37,210 70,588

BPCE 10/12/2004EUR 80百万 01/12/2011 なし

ミニマム(10-year

CMS; 7%) 8,067 8,067

BPCE 01/27/2006USD 300百万 01/27/2012 なし 6.75% 23,294 22,588

BPCE 02/01/2006EUR 350百万 02/01/201602/01/2016 4.75% 35,294 35,294

BPCE 10/30/2007EUR 509百万 10/30/201710/30/2017 6.12% 51,328 85,714

BPCE 06/26/2009EUR 空欄 06/26/2014 なし 空欄 0 100,840

BPCE 08/06/2009EUR 52百万 09/30/2015 なし 13.00% 5,244 5,244

BPCE 08/06/2009EUR 374百万 09/30/201909/30/2019 12.50% 37,714 37,714

BPCE 08/06/2009USD 134百万 09/30/2015 なし 13.00% 10,387 10,084

BPCE 08/06/2009USD 444百万 09/30/201909/30/2019 12.50% 34,487 33,479

BPCE 10/22/2009EUR 750百万 04/22/2015 なし 9.25% 75,630 75,630

BPCE 03/17/2010EUR 818百万 03/17/2015

03/17/2015-

03/15/2020 9.00% 82,487 100,840

合計  464,167 681,880
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5.22　資本に直接認識される利得および損失の変動

 2011事業年度 2010事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

為替換算調整額 167 16,840 268 27,025 

売却可能金融資産の価額変動 (753) (75,933) (447) (45,075)

資本に影響を与える当期間中の価額変動 (970) (97,815) (781) (78,756)

純損益に影響を与える当期間中の価額変動 217 21,882 334 33,681 

ヘッジ目的デリバティブの価額変動 (14) (1,412) 137 13,815 

税金 244 24,605 193 19,462 

関連会社の資本に直接認識される利得および損失に対する持分 (66) (6,655) (8) (807)

資本に直接認識される利得および損失（税引後） (422) (42,554) 143 14,420 

親会社の持分所有者への帰属分 (393) (39,630) (23) (2,319)

少数株主持分 (29) (2,924) 166 16,739 

 

百万ユーロ

2011事業年度 2010事業年度

総額 税金 純額 総額 税金 純額

為替換算調整額 167 /// 167 268 /// 268

売却可能金融資産の価額変動 (753) 219 (534) (447) 186 (261)

ヘッジ目的デリバティブの価額変動 (14) 25 11 137 7 144

関連会社の資本に直接認識される利得および損失に対する

持分 /// /// (66) /// /// (8)

資本に直接認識される利得および損失合計   (422)   143

親会社の持分所有者への帰属分   (393)   (23)

少数株主持分   (29)   166

 

百万円

2011事業年度 2010事業年度

総額 税金 純額 総額 税金 純額

為替換算調整額 16,840 /// 16,840 27,025 /// 27,025 

売却可能金融資産の価額変動 (75,933)22,084 (53,849)(45,075)18,756 (26,319)

ヘッジ目的デリバティブの価額変動 (1,412)2,521 1,109 13,815 706 14,521 

関連会社の資本に直接認識される利得および損失に対する

持分 /// /// (6,655) /// /// (807)

資本に直接認識される利得および損失合計 　 　 (42,554) 　 　 14,420 

親会社の持分所有者への帰属分 　 　 (39,630) 　 　 (2,319)

少数株主持分 　 　 (2,924) 　 　 16,739 
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注記６　損益計算書に対する注記
 

6.1　受取利息および類似収益ならびに支払利息および類似費用

この勘定科目は償却原価で測定される金融資産および負債（銀行間および対顧客項目を含み、満期保有目的資産、負債証券および劣後債務を含
む）について実効金利法を用いて計算した受取利息および支払利息から構成される。

同勘定科目は売却可能金融資産に分類される固定利付証券およびヘッジ目的デリバティブの未収利息も含む。なおキャッシュ・フロー・ヘッジ
目的デリバティブの未収利息は、ヘッジ対象の未収利息と同様の方法により同じ期間に純損益に計上されている。

百万ユーロ

2011事業年度 2010事業年度

受取利息 支払利息 純額 受取利息 支払利息 純額

顧客に対する貸付金および債権 7,891 (874) 7,017 7,022 (596) 6,426

金融機関に対する貸付金および債権 4,393 (3,401) 992 3,443 (2,928) 515

ファイナンス・リース 491  491 509  509

負債証券および劣後債務 /// (6,224)(6,224) /// (5,864)(5,864)

ヘッジ目的デリバティブ 4,372 (4,457) (85) 3,862 (3,721) 141

売却可能金融資産 1,348  1,348 1,247  1,247

満期保有目的金融資産 301  301 322  322

減損金融資産 23  23 37  37

その他の受取利息および支払利息 11 (49) (38) 118 (30) 88

受取利息および支払利息合計 18,830(15,005)3,825 16,560(13,139)3,421

 

百万円

2011事業年度 2010事業年度

受取利息 支払利息 純額 受取利息 支払利息 純額

顧客に対する貸付金および債権 795,728 (88,134)707,594 708,098 (60,101)647,998 

金融機関に対する貸付金および債権 442,990 (342,957)100,033 347,192 (295,260)51,933 

ファイナンス・リース 49,512 　 49,512 51,328 　 51,328 

負債証券および劣後債務 /// (627,628)(627,628)/// (591,326)(591,326)

ヘッジ目的デリバティブ 440,872 (449,444)(8,571)389,444 (375,226)14,218 

売却可能金融資産 135,932 　 135,932 125,747 　 125,747 

満期保有目的金融資産 30,353 　 30,353 32,470 　 32,470 

減損金融資産 2,319 　 2,319 3,731 　 3,731 

その他の受取利息および支払利息 1,109 (4,941)(3,832)11,899 (3,025)8,874 

受取利息および支払利息合計 1,898,817 (1,513,104)385,713 1,669,910 (1,324,937)344,974 
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6.2　受取報酬および手数料ならびに支払報酬および手数料

手数料は提供サービスの種類および当該サービスが関連する金融商品の会計処理方法に基づき計上される。

この勘定科目には、継続的サービス（支払処理手数料、証券保管料など）および非継続的サービス（資金振込、違約金支払など）の未収手数料ま
たは未払手数料、重要な取引の執行の未収手数料または未払手数料、ならびに当グループの顧客のために管理している信託受託資産の未収手数
料または未払手数料が含まれる。

ただし実効金利と契約上不可分の手数料は「純受取利息」に計上する。

百万ユーロ

2011事業年度 2010事業年度

受取 支払 純額 受取 支払 純額

現金および銀行間取引 7 (31) (24) 3 (32) (29)

顧客取引 781 (32) 749 735 (35) 700

財務サービス 374 (489) (115) 438 (480) (42)

生命保険商品の販売 173  173 142 142

支払処理サービス 375 (99) 276 299 (108) 191

証券取引 179 (122) 57 233 (121) 112

信託受託サービス 1,837  1,837 1,882 1,882

金融商品およびオフバランス・シート商品取引 128 (173) (45) 156 (74) 82

その他の手数料および報酬 328 (563) (235) 341 (522) (181)

受取報酬および手数料ならびに支払報酬および手数料合計 4,182 (1,509) 2,673 4,229 (1,372) 2,857

 

百万円

2011事業年度 2010事業年度

受取 支払 純額 受取 支払 純額

現金および銀行間取引 706 (3,126) (2,420) 303 (3,227) (2,924)

顧客取引 78,756 (3,227) 75,529 74,117 (3,529) 70,588 

財務サービス 37,714 (49,311)(11,597)44,168 (48,403) (4,235)

生命保険商品の販売 17,445 　 17,445 14,319 　 14,319 

支払処理サービス 37,815 (9,983) 27,832 30,151 (10,891)19,260 

証券取引 18,050 (12,302) 5,748 23,496 (12,202)11,294 

信託受託サービス 185,243 　 185,243 189,781 　 189,781 

金融商品およびオフバランス・シート商品取引 12,908 (17,445) (4,538) 15,731 (7,462) 8,269 

その他の手数料および報酬 33,076 (56,773)(23,697)34,386 (52,638)(18,252)

受取報酬および手数料ならびに支払報酬および手数料合計 421,713 (152,168)269,545 426,452 (138,352)288,100 
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6.3　純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の正味利得または損失

この項目には、売買目的保有として分類されたか、または損益を通じて公正価値で測定すると指定した金融資産および負債の利得および損失
（関連する利息を含む。）が含まれる。

「ヘッジ取引の利得／（損失）」には、公正価値ヘッジに用いられたデリバティブの再測定から生じる利得および損失ならびに当該ヘッジ対象
を同様に再評価することから生じる利得および損失、マクロヘッジ対象ポートフォリオの公正価値での再評価から生じる利得および損失および
キャッシュ・フロー・ヘッジの非有効部分が含まれる。

 2011事業年度 2010事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

売買目的保有金融商品の利得および損失 1,793 180,806 2,119 213,680 

純損益を通じて公正価値で測定すると指定した金融商品の利得および損失 226 22,790 80 8,067 

ヘッジ取引の利得および損失 (1,006)(101,445) 111 11,193 

為替取引の利得および損失 117 11,798 44 4,437 

公正価値で測定する金融商品の正味利得または損失合計 1,130 113,949 2,354 237,377 

 

デイワン利益

 2011事業年度 2010事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

期首デイワン利益 65 6,555 133 13,412 

新規取引の繰延利益 5 504 22 2,218 

当年度中に純損益に認識した利益 (14) (1,412) (90) (9,076)

その他の変動 (7) (706) 0 0 

期末デイワン利益 49 4,941 65 6,555 

 

6.4　売却可能金融資産の正味利得または損失

この項目には、変動利付証券の配当金、売却可能金融資産の利得および損失、ならびに価値の恒久的減損により変動利付証券について認識した減
損損失が含まれる。

 2011事業年度 2010事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

処分による利得または損失 277 27,933 (30) (3,025)

受取配当金 289 29,143 261 26,319 

変動利付証券の恒久的減損 (428) (43,160) (444) (44,773)

売却可能金融資産の正味利得または損失合計 138 13,916 (213) (21,479)

2011年度の上場株式に係る変動利子証券
(1)
の恒久的減損は、既に評価減済の証券に対する追加的減損81百万ユーロおよび注記5.3に定義されて

いる指標には達していないが認識した３百万ユーロの減損（当グループとして恒久的減損を計上すべきであると判断したのがその理由）を含
む。2011年度においては当該指標の自動適用による重要な減損は生じていない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)
 繰延利益分配の仕組に照らし、保険証券は除いている。

 

　　次へ
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6.5　その他の活動からの収益および費用

この項目は主に以下から構成される。

•　投資不動産の収益および費用（賃貸料、賃借料、処分による利得または損失、減価償却費、償却および減損）、

•　グループの保険事業による収益および費用（特に保険料収入、給付金および保険金支払、ならびに保険会社の保険契約準備金の増減）、

•　オペレーティング・リースの収益および費用、

•　不動産開発事業の収益および費用（収入、購入支出）

百万ユーロ

2011事業年度 2010事業年度

収益 費用 純額 収益 費用 純額

保険事業からの収益および費用 5,196 (4,537) 659 5,215 (5,492) (277)

不動産事業からの収益および費用 3 (3) 0 2 (1) 1

リース取引からの収益および費用 94 (95) (1) 42 (48) (6)

投資不動産からの収益および費用 134 (69) 65 151 (52) 99

ジョイント・ベンチャーの持分 30 (100) (70) 44 (102) (58)

収益および費用の振替 12 (54) (42) 45 (79) (34)

その他の営業収益および費用 1,105 (419) 686 1,655 (504) 1,151

その他の営業収益および費用への/（からの）引当金

の繰入／（戻入） 89 (42) 47 34 (62) (28)

その他の銀行業務収益および費用 1,236 (615) 621 1,778 (747) 1,031

その他の活動からの収益および費用合計 6,663 (5,319)1,344 7,188 (6,340) 848

 

 

百万円

2011事業年度 2010事業年度

収益 費用 純額 収益 費用 純額

保険事業からの収益および費用 523,965 (457,511)66,454 525,881 (553,813)(27,933)

不動産事業からの収益および費用 303 (303) 0 202 (101) 101 

リース取引からの収益および費用 9,479 (9,580) (101) 4,235 (4,840) (605)

投資不動産からの収益および費用 13,513 (6,958)6,555 15,227 (5,244)9,983 

ジョイント・ベンチャーの持分 3,025 (10,084)(7,059)4,437 (10,286)(5,849)

収益および費用の振替 1,210 (5,445)(4,235)4,538 (7,966)(3,429)

その他の営業収益および費用 111,428 (42,252)69,176 166,890 (50,823)116,067 

その他の営業収益および費用への/（からの）引当金

の繰入／（戻入） 8,975 (4,235)4,739 3,429 (6,252)(2,824)

その他の銀行業務収益および費用 124,638 (62,017)62,622 179,294 (75,327)103,966 

その他の活動からの収益および費用合計 671,897 (536,368)135,529 724,838 (639,326)85,512 
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保険事業の収益および費用

下表では連結範囲に含まれる保険会社の財務書類を、銀行に適用される表示方法に準拠した当グループの財務書類への組換え過程を示した。

財務書類を保険会社モデルに基づき表示している当グループの連結会社は、ナティクシス・アシュアランシズ、BPCEアシュアランシズ、ミューラ
セフ、プレパ・ビー、プレパ・ラールおよびコファースである。

百万ユーロ

銀行業フォーマット2011

保険業フォー

マット2011

保険業フォー

マット2010

銀行業務

純収益

一般

営業費用 営業総利益 リスクコスト

既経過保険料 6,081  6,081  6,081 6,606

その他の活動からの収入または収益 278  278  278 437

その他の営業収益 13  13  13 43

金融費用控除前の純金融収益 342 (9) 333 (103) 230 1,553

収入合計 6,714 (9) 6,705 (103) 6,602 8,639

保険金および給付金支払 (4,817) (81) (4,898)  (4,898)(7,325)

再保険付保による純収入 29  29  29 400

保険契約獲得費用 (437) (159) (596)  (596) (544)

一般管理費 (210) (309) (519)  (519) (441)

その他の営業収益および費用／(継続的なもの） (60) (229) (289) (8) (297) (458)

その他の継続的営業収益および費用合計 (5,495) (778) (6,273) (8) (6,281)(8,368)

営業収益 1,219 (787) 432 (111) 321 271

 

百万円

銀行業フォーマット2011

保険業フォー

マット2011

保険業フォー

マット2010

銀行業務

純収益

一般

営業費用 営業総利益 リスクコスト

既経過保険料 613,208 　 613,208 　 613,208 666,149 

その他の活動からの収入または収益 28,034 　 28,034 　 28,034 44,067 

その他の営業収益 1,311 　 1,311 　 1,311 4,336 

金融費用控除前の純金融収益 34,487 (908)33,580 (10,387)23,193 156,605 

収入合計 677,040 (908)676,132 (10,387)665,746 871,157 

保険金および給付金支払 (485,746)(8,168)(493,914) 　 (493,914)(738,653)

再保険付保による純収入 2,924 　 2,924 　 2,924 40,336 

保険契約獲得費用 (44,067)(16,034)(60,101) 　 (60,101)(54,857)

一般管理費 (21,176)(31,160)(52,336) 　 (52,336)(44,470)

その他の営業収益および費用／(継続的なもの） (6,050)(23,092)(29,143)(807)(29,949)(46,185)

その他の継続的営業収益および費用合計 (554,116)(78,454)(632,569)(807)(633,376)(843,829)

営業収益 122,924 (79,361)43,563 (11,193)32,370 27,328 

 

保険契約について認識した収益および費用は、銀行業務収益の構成項目である「その他の活動からの収益」および「その他の活動に係る費用」
に含まれる。

保険会社の営業収益のうち銀行業務的性格を有するその他の構成項目（利息および手数料）は、銀行業務収益の各該当項目に再分類している。

再分類されたもののうち主たるものは、保険業の表示では機能別に費用計上されている一般営業費用を性質別に費用計上したことに関連するも
のである。
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6.6　営業費用

営業費用に含まれる主要なものは、人件費（付替え金額控除後の賃金および給与）、社会保障費、および年金費用などの従業員給付費用である。
また営業費用には、一般管理費の全額およびその他の外部サービス費用も含まれる。

 2011事業年度 2010事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

人件費 (3,818)(385,007)(3,973)(400,637)

法人所得税以外の税金 (225) (22,689) (177) (17,849)

外部サービス費用 (2,180)(219,831)(2,323)(234,251)

その他の管理費 (2,405)(242,520)(2,500)(252,100)

営業費用合計 (6,223)(627,527)(6,473)(652,737)

 

人件費の内訳は注記8.1に記載している。

6.7　リスクコスト

この項目は、減損が個別に計算されるか、類似の債権ポートフォリオに対して一括して計算されるかを問わず、信用リスクについて減損費用を純
額で計上している。

取引相手方にリスクが確認される場合、貸付金および債権ならびに固定利付証券の両方について減損損失が認識される。金融機関の債務不履行
の結果計上される他の種類の金融商品（純損益を通じて公正価値で測定すると指定したデリバティブまたは証券）に関連する損失もこの項目
に含められる。

 2011事業年度 2010事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

銀行間取引 (53) (5,345) (34) (3,429)

顧客取引 (1,186)(119,596)(1,347)(135,831)

その他の金融資産 (68) (6,857) (111) (11,193)

オフバランス・シート・コミットメント (233) (23,496) (63) (6,353)

減損損失および引当金の積増 (1,540)(155,294)(1,555)(156,806)

銀行間取引 78 7,866 70 7,059 

顧客取引 1,475 148,739 1,318 132,907 

その他の金融資産 20 2,017 159 16,034 

オフバランス・シート・コミットメント 74 7,462 212 21,378 

減損損失および引当金からの戻入 1,647 166,083 1,759 177,378 

回収不能銀行間貸付金および債権に係る損失 (57) (5,748) (42) (4,235)

回収不能対顧客貸付金および債権に係る損失 (708) (71,395) (486) (49,008)

その他の金融資産に係る損失 (1,371)(138,252)(233) (23,496)

回収不能貸付金および債権に係る損失 (2,136)(215,394)(761) (76,739)

既に償却済の貸付金および債権の回収 358 36,101 31 3,126 

リスクコスト (1,671)(168,504)(526) (53,042)
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6.8　関連会社の利益（損失）に対する持分

 2011事業年度 2010事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

CNP アシュアランシズ（グループ） 128 12,908 156 15,731 

バンク BCP SAS. 4 403 3 303 

フォルクスバンク・インターナショナルAG (190) (19,160) (1) (101)

ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）のCICs 576 58,084 474 47,798 

ナティクシス・グループに対する資本持分 18 1,815 26 2,622 

ソクラム・バンク 4 403 2 202 

クレディ・イモビリエ・オテリエ 5 504 2 202 

その他 1 101 3 303 

金融部門 546 55,059 665 67,059 

メゾン・フランス・コンフォル P-1 5 504 4 403 

その他 3 303 16 1,613 

非金融部門 8 807 20 2,017 

関連会社の利益／（損失）に対する持分 554 55,865 685 69,075 

6.9　その他の資産の正味利得および損失

この項目には、有形固定資産および無形資産の処分に係る利得および損失ならびに連結対象投資の処分に係る利得および損失が含まれる。

 2011事業年度 2010事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

事業用有形固定資産および無形資産の処分に係る利得または損失 13 1,311 (26) (2,622)

連結対象の投資の処分に係る利得または損失 (146) (14,723) (63) (6,353)

その他の資産の正味利得または損失合計 (133) (13,412) (89) (8,975)

 

2011年度のその他資産の利得および損失には、特に次の取引の影響が含まれている。

•フォンシアの証券売却（マイナス141百万ユーロ）

•CIHの売却（マイナス32百万ユーロ）

2010年度の連結対象投資の処分に係る利得および損失には、特に次の取引の影響が含まれている。

•　ソシエテ・マルセイエーズ・ドゥ・クレディの売却（マイナス79百万ユーロ）

•　クレディ・フォンシエール・コミュナル・ダルザス=ロレーヌの売却（プラス30百万ユーロ）

•　プライベート・エクイティ事業の売却（マイナス28百万ユーロ）

6.10　のれんの価額の変動

 2011事業年度

 百万ユーロ 百万円

バンコ・プリムス (30) (3,025)

チュニジア・クウェート銀行 (12) (1,210)

BMマダガスカル (2) (202)

コファース（非中核業務） (43) (4,336)

のれんの価額の変動合計 (87) (8,773)

 

2010年度に減損損失の計上はなかった。
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6.11　法人所得税

 2011事業年度 2010事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

当期法人所得税 (51) (5,143) 196 19,765 

繰延税金資産および負債 (293) (29,546) (609) (61,412)

法人所得税 (344) (34,689) (413) (41,647)

 

財務書類上の税額と理論上の税額との調整

 2011事業年度 2010事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

親会社の持分所有者に帰属する純利益 402 40,538 1,565 157,815

のれんの価額変動 87 8,773   

連結会社の少数株主持分 433 43,664 451 45,479

関連会社の純(損)益に対する持分 (554) (55,865) (685) (69,075)

法人所得税 344 34,689 413 41,647

法人税およびのれんの価額変動控除前の利益 712 71,798 1,744 175,865

フランス標準法人税率 34.4％ 34.4% 34.4％ 34.4%

未認識の繰延税金の変動の影響 10.1％ 10.1% (12.5％) (12.5%)

永久差異の影響 (1.9％) (1.9%) 1.5％ 1.5%

軽減税率適用または非課税業務 (0.8％) (0.8%) (0.6％) (0.6%)

フランス国外における所得に対する適用税率差 1.8％ (1.8%) (0/2％) (0/3％)

法人税の一時的引上げ (1.8％) (1.8%)  　

過年度分課税、税額控除、およびその他の税金 2.8％ (2.8%) (1.7％) (1.7%)

その他の調整項目 3.8％ (3.8%) 2.8％ 2.8%

実効税率（法人所得税費用を課税所得で除した比率） 48.3％ (48.3%) 23.7％ 23.7%

 

　　次へ
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注記７　リスク・エクスポージャーおよび規制比率
 

IFRS第７号により要求されるリスク管理に関する一定の開示はリスク管理報告書で行なっている。当該開示は法定監査人による監査を受けた財
務書類と一体不可分をなす。

7.1　資本管理および規制目的上の自己資本要件

当グループは、投資会社、金融機関および金融コングロマリットの適正自己資本に関する欧州指令を国内的に手当したフランス法に従い、フラン
スの規制当局が定める健全性規則を遵守することが求められる。

フランス経済産業省公布2007年２月20日付政令により、2008年１月１日以降、バーゼルII自己資本比率の算出方法は、規制目的上の自己資本合計
額と以下の二つの和の比率として定義されている。

•　信用リスクに備える所要自己資本（対象となる当グループ企業に応じて標準的手法または内部格付手法のいずれかを用いて算出）

•　マーケットリスクとオペレーショナルリスクの健全な管理に備える所要自己資本

規制目的上の自己資本は、資本に関する1990年２月23日付CRBF規則第90－02号に基づき決定される。

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

親会社の持分所有者に帰属する持分 21,5712,175,220 25,1462,535,723 

少数株主持分 5,280 532,435 4,892 493,309 

複合Tier-１金融商品の発行 5,694 574,183 6,854 691,157 

健全性の観点から控除されるもの（のれんおよび無形資産など） (8,317)(838,686)(12,013)(1,211,391)

Tier-１資本（控除前） 24,2282,443,152 24,8792,508,798 

Tier-２資本（控除前） 9,039 911,493 11,2401,133,442 

資本からの控除 (8,145)(821,342)(8,770)(884,367)

Tier-１資本からの控除額 (2,043)(206,016)(2,341)(236,066)

Tier-２資本からの控除額 (2,043)(206,016)(2,341)(236,066)

その他の資本からの控除額 (4,059)(409,310)(4,088)(412,234)

規制目的上の自己資本 25,1222,533,302 27,3492,757,873 

 

規制目的上の自己資本は二つに分けられ、それぞれについて控除項目がいくつかある。

コア（またはTier-１)資本は、当グループの連結持分(未実現または繰延の正味利得または損失は除かれる。）に少数株主持分および複合Tier-
１金融商品（主に永久劣後債）を加算した金額から、のれんおよび無形資産を減算した金額とされる。

Tier-１資本の一部構成項目については一定の上限が設けられており、特に複合金融商品および少数株主持分の合計は、Tier-１資本の50％を上
回ることはできない。

補完的（またはTier-２)資本は、さらにの二つの小区分に分けられる。

•　上位Tier-２資本は永久劣後債務および特定の他の金融商品から構成される。

•　下位Tier-２資本に含まれる代表例は、長期劣後債務および一部の優先株であり、５年未満の満期のすべての劣後債務商品には20％の割引が
適用される。

Tier-２資本は、Tier-１資本金額の100％までを上限に算入される。Tier-２資本に含めることのできる下位Tier-２の合計金額は、Tier-１資本の
50％を超えてはならない。

規制目的上の自己資本の算定において主たる控除対象となっているのは、当グループが持分法で10％超の株式資本もしくは投資を保有する金融
関連の企業に対する資本項目（資本投資および劣後ローン）である。当該額がTier-１資本およびTier-２資本の合計額から控除される。

2007年２月20日付省令の適用により当グループは支払能力比率を常時８％以上に維持することが求められる。

2011年度、BPCE S.A.グループはこれらの支払能力比率要件を遵守していた。
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7.2　信用リスクおよびカウンターパーティ・リスク

IFRS第７号により要求されリスク管理報告書で行なっている信用リスク管理に関する開示は専らグループBPCEに関連するものである。

7.2.1　信用リスクの測定および管理

信用リスクは取引相手方が支払義務に応じることができない時に顕現し、また、それは信用力の低下に起因することもあれば取引相手の債務不
履行に起因することもある。

信用リスクにさらされるコミットメントは現債権および潜在的債権で構成され、特に貸付金、負債証券、持分、パフォーマンス・スワップ、契約履
行保証、確認済融資枠、未使用融資枠が含まれる。

信用リスク管理手続および測定方法、リスク集中状況、正常金融資産の質、残高状況の分析および内訳は、リスク管理報告書に記述されている。

7.2.2　信用リスクおよびカウンターパーティ・リスクに対するエクスポージャー合計

下表はBPCE S.A.グループ全体の金融資産についての信用リスク・エクスポージャーを示す。エクスポージャーは、公認されていないネッティン
グ契約や担保の取決めの効果を勘案せず、金融資産の帳簿価額に基づき計算している。

 差引残高 12/31/2011 差引残高 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産（変動利付証券を除く） 213,58621,538,012136,16113,730,475

ヘッジ目的デリバティブ 10,9851,107,727 7,279 734,014

売却可能金融資産（変動利付証券を除く） 44,3294,470,13633,3953,367,552

金融機関に対する貸付金および債権 167,08616,848,952183,30718,484,678

顧客に対する貸付金および債権 245,24724,730,707260,41526,260,249

満期保有目的金融資産 4,626 466,486 6,151 620,267

オン・バランスシート・コミットメントに対するエクスポージャー 685,85969,162,022626,70863,197,235

金融保証供与 140,65114,183,247141,63214,282,171

オフバランス・シート・コミットメント 108,06810,897,577105,44410,632,973

オフバランス・シート・コミットメントに対するエクスポージャー 248,71925,080,824247,07624,915,144

信用リスク・エクスポージャー合計 934,57894,242,846873,78488,112,379

 

与信リスク管理手続、評価方法、与信集中状況、正常金融資産の質、与信残高の分析および内訳はリスク管理報告書に記載されている。

7.2.3　減損および信用リスク引当金

百万ユーロ 1/01/2011 繰入 戻入 その他の変動 12/31/2011

売却可能金融資産 158 29 (15) (34) 138

銀行間取引 287 53 (78) 1 263

顧客取引 4,615 1,186 (1,475) 82 4,408

満期保有目的金融資産 1   12 13

その他の金融資産 184 39 (5) (28) 191

資産に対して認識した減損損失 5,245 1,307 (1,573) 33 5,013

オフバランス・シート・コミットメント引当金 732 233 (74) (127) 764

減損および信用リスク引当金合計 5,977 1,540 (1,647) (94) 5,777

 

百万円 1/01/2011 繰入 戻入 その他の変動 12/31/2011

売却可能金融資産 15,933 2,924 (1,513)(3,429)13,916 

銀行間取引 28,941 5,345 (7,866) 101 26,521 

顧客取引 465,377 119,596 (148,739)8,269 444,503 

満期保有目的金融資産 101 　 　 1,210 1,311 

その他の金融資産 18,555 3,933 (504) (2,824)19,260 

資産に対して認識した減損損失 528,906 131,798 (158,621)3,328 505,511 

オフバランス・シート・コミットメント引当金 73,815 23,496 (7,462)(12,807)77,042 

減損および信用リスク引当金合計 602,721 155,294 (166,083)(9,479)582,553 

 

7.2.4　支払期日が経過しているが担保として徴求している保証がある金融資産

期日経過の支払のある資産とは支払事故が報告された稼働資産をいう。

例えば

•　債券発行体が利息の支払を行なっていない場合、当該負債性金融商品は期日経過とみなされる。

•　支払または分割返済が履行されず、財務書類にその旨報告されている場合、当該貸付金は期日経過とみなされる。

•　当座貸越の期間または承認極度額を貸借対照表日時点で超えている場合には、「貸付金および債権」に計上されている当座勘定は期日経過
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とみなされる。

下表に開示されている金額は、決済期日と認識日との間の時間差に伴う期日経過金額を含まない。

期日経過の貸付金および債権（貸付金の場合には期日経過の元本および経過利息ならびに当座勘定の場合には全貸越残高）の期日別の内訳は
次のとおりである。

百万ユーロ

減損していないが期日経過の貸付金および債権

減損分残高

（純額） 残高合計? 90 日

> 90 日かつ　?

180日

> 180 days かつ 

? 1年 > 1年

負債性金融商品 137 137

貸付金および融資 1,246 365 406 797 5,541 8,355

その他の金融資産 1     1

12/31/2011現在の合計 1,247 365 406 797 5,678 8,493

 

百万円

減損していないが期日経過の貸付金および債権

減損分残高

（純額） 残高合計? 90 日

> 90 日かつ　?

180日

> 180 days かつ 

? 1年 > 1年

負債性金融商品 　 　 　 　 13,815 13,815 

貸付金および融資 125,647 36,807 40,941 80,369 558,754 842,518 

その他の金融資産 101 　 　 　 　 101 

12/31/2011現在の合計 125,747 36,807 40,941 80,369 572,570 856,434 

 

 

百万ユーロ

減損していないが期日経過の貸付金および債権

減損分残高

（純額） 残高合計? 90 日

> 90 日かつ　?

180日

> 180 days かつ 

? 1年 > 1年

負債性金融商品     107 107

貸付金および融資 2,412 421 411 666 5,585 9,495

12/31/2010 現在の合計 2,412 421 411 666 5,692 9,602

 

 

百万円

減損していないが期日経過の貸付金および債権

減損分残高

（純額） 残高合計? 90 日

> 90 日かつ　?

180日

> 180 days かつ 

? 1年 > 1年

負債性金融商品 　 　 　 　 10,790 10,790 

貸付金および融資 243,226 42,454 41,445 67,159 563,191 957,476 

12/31/2010 現在の合計 243,226 42,454 41,445 67,159 573,981 968,266 

 

 

7.2.5　条件緩和貸付金および債権

下表は正常貸付金として表示されている条件緩和貸付金および債権（債務者の財政難に伴い条件を緩和）の帳簿価額を示す。

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

金融機関に対する貸付金および債権 12 1,210 19 1,916

顧客に対する貸付金および債権 798 80,470 706 71,193

条件緩和貸付金および債権合計 810 81,680 725 73,109
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7.2.6　信用リスク軽減の仕組：担保物件の所有権取得による資産の取得

下表は担保物件の所有権取得または他の形式の信用補完により取得した資産（有価証券、不動産等）の帳簿価額を種類別に示す。

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

有形固定資産 1 101 1 101 

投資不動産  　 6 605 

担保物件の所有権取得により取得した資産合計 1 101 7 706 

 

7.3　市場リスク

市場リスクとは次のような市場変動による財務上の損失可能性をいう。

•　金利：金利リスクとは金融商品の公正価値または将来のキャッシュ・フローが市場金利の変化により変動するリスクをいう。

•　為替レート

•　価格：市場価格リスクとは、市場価格の変動に起因する潜在的損失リスクをいう。かかる変動をもたらすのが当該金融商品に固有の要因か、
発行体に固有の要因か、市場で取引されるすべての金融商品に影響を与える要因かは問わない。変動利付証券、持分デリバティブおよびコモ
ディティ・デリバティブはこの種類のリスクにさらされる。

•　より一般的には、ポートフォリオ評価に関連するすべてのマーケット変数

市場リスクの測定および監視システムはリスク管理報告書に記載している。

7.4　金利リスクおよび通貨リスク

金利リスクとは、金利が不利に変動することにより当グループの年度の経営成績および純資産に悪影響を与えるリスクをいう。通貨リスクとは、
為替レートの変動に起因する損失リスクをいう。

通貨リスク管理に対する当グループの取組方針はリスク管理報告書で論じている。
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7.5　流動性リスク

流動性リスクとは、当グループが期日到来時に支払債務を履行できず、また資金の払出を受けた際に再調達できないリスクをいう。

リファイナンス手続および流動性リスク管理取決めは、リスク管理報告書に開示している。

残存期間別資産および負債

百万ユーロ ３ヶ月未満

３ヶ月から

１年 １年から5年 5年超 永久 12/31/2011

中央銀行に対する債務 13     13

売買目的デリバティブ 115,222 /// /// /// /// 115,222

純損益を通じて公正価値で測定するその他の金融負債 71,670 7,953 18,422 16,567  114,612

ヘッジ目的デリバティブ 1,022 254 631 7,487  9,394

金融機関に対する債務 62,129 10,002 68,195 22,469 3 162,798

顧客に対する債務 51,636 4,018 3,584 1,972 2 61,212

負債証券 49,869 33,926 58,175 70,412  212,382

金利リスクのヘッジ対象ポートフォリオの再測定差額

金 1,431 /// /// /// /// 1,431

劣後債務 414 248 4,838 6,484 125 12,109

満期別金融負債 353,40656,401153,845125,391 130 689,173

金融機関に供与している金融コミットメント 2,819 23,443 2,335 1,043  29,640

顧客に供与している金融コミットメント 25,713 24,168 24,037 5,084 190 79,192

供与している金融コミットメント 28,532 47,611 26,372 6,127 190 108,832

金融機関に供与している保証 234 625 1,017 12,155 4 14,035

顧客に供与している保証 2,174 10,382 36,944 74,409 585 124,494

供与している保証 2,408 11,007 37,961 86,564 589 138,529

 

百万円 ３ヶ月未満

３ヶ月から

１年 １年から5年 5年超 永久 12/31/2011

中央銀行に対する債務 1,311 　 　 　 　 1,311

売買目的デリバティブ 11,618,986/// /// /// ///11,618,986

純損益を通じて公正価値で測定するその他の金融負債 7,227,203801,9811,857,6741,670,616 　 11,557,474

ヘッジ目的デリバティブ 103,05825,613 63,630754,989 　 947,291

金融機関に対する債務 6,265,0881,008,6026,876,7842,265,774 30316,416,550

顧客に対する債務 5,206,974405,175361,411198,856 202 6,172,618

負債証券 5,028,7903,421,0985,866,3677,100,346 　 21,416,601

金利リスクのヘッジ対象ポートフォリオの再測定差額

金 144,302 /// /// /// /// 144,302

劣後債務 41,748 25,008487,864653,84712,6051,221,072

満期別金融負債 35,637,4615,687,47715,513,73012,644,42813,10969,496,205

金融機関に供与している金融コミットメント 284,2682,363,992235,461105,176 　 2,988,898

顧客に供与している金融コミットメント 2,592,8992,437,1012,423,891512,67119,1607,985,721

供与している金融コミットメント 2,877,1674,801,0932,659,352617,84719,16010,974,619

金融機関に供与している保証 23,597 63,025102,5541,225,710 403 1,415,289

顧客に供与している保証 219,2261,046,9213,725,4337,503,40458,99112,553,975

供与している保証 242,8231,109,9463,827,9878,729,11459,39513,969,264
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注記８　従業員給付
 

8.1　人件費

 2011事業年度 2010事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

賃金および給与 (2,567) (258,856) (2,702) (272,470)

確定拠出年金制度費用 (218) (21,983) (268) (27,025)

その他の社会保障費および給与税 (923) (93,075) (853) (86,017)

利益分配および報奨制度 (110) (11,092) (150) (15,126)

人件費合計 (3,818) (385,007) (3,973) (400,637)

 

8.2　従業員給付

グループBPCEは職員に対して様々な従業員給付を付与している。

•　ポピュレール銀行についてはポピュレール銀行補完企業年金制度があり、同制度はポピュレール銀行年金自治基金（CAR）が運営管理を行
う。CARは1993年12月31日付で全国銀行産業補完年金制度が廃止されたことに伴う年金給付に関連している。

•　ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）についてはケス・デパーニュ（貯蓄銀行）補完企業年金制度があり、同制度は従来ケス・デパーニュ（貯蓄
銀行）一般年金基金（CGRCE）により運営されていたが、現在はケス・デパーニュ（貯蓄銀行）一般福利厚生基金（CGPCE）に組込まれてい
る（いわゆる権利保全制度（RMP））。CGR制度は1999年12月31日に打切られており、具体的権利は同日をもって確定した。保全されている給
付制度は、長期従業員給付を交付する基金の一つとされている。

•　年金およびその他の退職後給付（退職者に交付される退職金その他の給付など)。

•　永年勤続報奨やその他の長期従業員給付などのその他の給付。
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8.2.1　貸借対照表に計上される資産負債の状況

百万ユーロ

12/31/2011 12/31/2010

年金債務 その他の債務 合計 年金債務 その他の債務 合計

積立方式による年金債務の現在価値 1,052 156 1,208 1,017 141 1,158

制度資産の公正価値 (513) (1) (514) (532) (1) (533)

償還権の公正価値 (39)  (39) (52) (52)

非積立方式による年金債務の現在価値 7 7 14

未認識の年金数理計算上の差異 (143)  (143) (84) (84)

未認識の過去勤務費用 (43)  (43) (47) (1) (48)

貸借対照表に計上される純額 321 162 483 302 139 441

貸借対照表に計上される従業員給付債務 358 162 520 350 139 489

貸借対照表に計上される制度資産 37  37 48 48

 

百万円

12/31/2011 12/31/2010

年金債務 その他の債務 合計 年金債務 その他の債務 合計

積立方式による年金債務の現在価値 106,084 15,731 121,815 102,554 14,218 116,773 

制度資産の公正価値 (51,731) (101) (51,832)(53,647) (101) (53,748)

償還権の公正価値 (3,933) 　 (3,933) (5,244) 　 (5,244)

非積立方式による年金債務の現在価値 706 706 1,412 　 　 　

未認識の年金数理計算上の差異 (14,420) 　 (14,420)(8,471) 　 (8,471)

未認識の過去勤務費用 (4,336) 　 (4,336) (4,739) (101) (4,840)

貸借対照表に計上される純額 32,370 16,336 48,706 30,454 14,017 44,470 

貸借対照表に計上される従業員給付債務 36,101 16,336 52,437 35,294 14,017 49,311 

貸借対照表に計上される制度資産 3,731 　 3,731 4,840 　 4,840 

 

2010年１月１日にCARは従業員給付貯蓄制度となり、全国銀行産業補完年金制度に基づく年金債務の管理について責任を負う。関連の年金債務
は、保険会社に移管されている。2008年12月31日、「フィロン法」として知られる年金制度改革の結果、CGRCE（ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）・
ネットワークのグループ職員のために企業年金基金を管理する補完年金基金）は、従業員給付貯蓄制度であり、かつ貯蓄金庫社会保障（EPS)の
メンバーであるケス・デパーニュ（貯蓄銀行）福利厚生基金（CGP）と合併した。
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8.2.2　貸借対照表に計上される金額の変動

百万ユーロ

12/31/2011 12/31/2010

年金債務

その他のコミット

メント 合計 年金債務

その他のコミット

メント 合計

給付債務の期首予測残高 1,017 141 1,158 910 65 975

勤務費用 21 91 112 20 54 74

支払利息 31 3 34 41 3 44

給付支払額 (38) (94) (132) (38) (6) (44)

年金数理計算上の差異 72 2 74 3 (6) (3)

過去勤務費用    12 12

その他（為替換算調整額、当該年度中の変更） (44) 20 (24) 69 31 100

給付債務の期末予測残高 1,059 163 1,222 1,017 141 1,158

制度資産の期首公正価値 (532) (1) (533) (462) 1 (461)

制度資産からの期待運用収益 (23)  (23) (21) (21)

制度加入者からの拠出金 (24)  (24) (26) (26)

給付支払額 15  15 18 18

当該事業年度中の年金数理計算上の差異 (9)  (9) (1) (1)

その他（為替換算調整額、当該年度中の変更） 60  60 (40) (2) (42)

制度資産の期末公正価値 (513) (1) (514) (532) (1) (533)

償還権の期首公正価値 (52)  (52) (19) (19)

償還権からの予想収益 (2)  (2) (2) (2)

拠出金支払額または受取額    

給付支払額 4  4 3 3

当該事業年度中の年金数理計算上の差異 2  2 2 2

その他（為替換算調整、当該年度中の変更） 9  9 (36) (36)

償還権の期末公正価値 (39)  (39) (52) (52)

年金債務純額 507 162 669 433 140 573

未認識の年金数理計算上の差異 (143)  (143) (84) (84)

未認識の過去勤務費用 (43)  (43) (47) (1) (48)

貸借対照表に計上される純額 321 162 483 302 139 441
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百万円

12/31/2011 12/31/2010

年金債務

その他のコミット

メント 合計 年金債務

その他のコミット

メント 合計

給付債務の期首予測残高 102,554 14,218 116,773 91,764 6,555 98,319 

勤務費用 2,118 9,176 11,294 2,017 5,445 7,462 

支払利息 3,126 303 3,429 4,134 303 4,437 

給付支払額 (3,832) (9,479)(13,311)(3,832) (605)(4,437)

年金数理計算上の差異 7,260 202 7,462 303 (605) (303)

過去勤務費用 　 　 　 1,210 　 1,210 

その他（為替換算調整額、当該年度中の変更） (4,437) 2,017 (2,420) 6,958 3,126 10,084 

給付債務の期末予測残高 106,790 16,437 123,226 102,554 14,218 116,773 

制度資産の期首公正価値 (53,647) (101)(53,748)(46,588) 101 (46,487)

制度資産からの期待運用収益 (2,319) 　 (2,319) (2,118) 　 (2,118)

制度加入者からの拠出金 (2,420) 　 (2,420) (2,622) 　 (2,622)

給付支払額 1,513 　 1,513 1,815 　 1,815 

当該事業年度中の年金数理計算上の差異 (908) 　 (908) (101) 　 (101)

その他（為替換算調整額、当該年度中の変更） 6,050 　 6,050 (4,034) (202)(4,235)

制度資産の期末公正価値 (51,731) (101)(51,832)(53,647) (101)(53,748)

償還権の期首公正価値 (5,244) 　 (5,244) (1,916) 　 (1,916)

償還権からの予想収益 (202) 　 (202) (202) 　 (202)

拠出金支払額または受取額 　 　 　 　 　 　

給付支払額 403 　 403 303 　 303 

当該事業年度中の年金数理計算上の差異 202 　 202 202 　 202 

その他（為替換算調整、当該年度中の変更） 908 　 908 (3,630) 　 (3,630)

償還権の期末公正価値 (3,933) 　 (3,933) (5,244) 　 (5,244)

年金債務純額 51,126 16,336 67,462 43,664 14,118 57,781 

未認識の年金数理計算上の差異 (14,420) 　 (14,420)(8,471) 　 (8,471)

未認識の過去勤務費用 (4,336) 　 (4,336) (4,739) (101)(4,840)

貸借対照表に計上される純額 32,370 16,336 48,706 30,454 14,017 44,470 

 

2011年12月31日現在のCGP制度の資産は4.9十億ユーロであった。これは2011年12月１日時点でER１ミューチュアル・ファンドの残存ユニット移
管後の数字である。この結果、2011年12月31日時点でケス・デパーニュ（貯蓄銀行）勘定に償還権はもはや存在しない。

2011年12月31日現在の年金制度資産の内訳は次のとおりである。

•　ポピュレール銀行年金制度：61％が債券、32％が株式、７％が短期金融市場資産

•　ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の年金制度：86％が債券、６％が株式、８％が短期金融市場資産

制度資産からの期待運用収益は、すべての制度資産の公正価値の総額における各資産区分の比重で各資産区分からの期待運用収益を加重するこ
とにより計算する。

確定給付制度への実績値反映のための調整

CAR (ポピュレール銀行)については、年金数理計算上の差異は主に数理計算基礎の変化に由来する。

CGP (ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）制度)については、実績値反映のための調整の内訳は次のとおりである。

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

積立方式による年金債務の現在価値(1） 98 9,882 91 9,176 

制度資産の公正価値(2） (96) (9,681) (102) (10,286)

貸借対照表に計上される純額 2 202 (11) (1,109)

制度負債への実績値反映のための調整 ‒利得／(損失）の(1）に対する比率 0.44％ 0.44% 4.10％ 4.10%

制度資産への実績値反映のための調整 ‒利得／(損失）の(2）に対する比率 0.16％ 0.16% 2.00％ 2.00%

8.2.3　確定給付制度のもとでの年金数理費用

確定給付制度について認識した各費用項目は、「人件費」に含まれる。

 

百万ユーロ

12/31/2011 12/31/2010

年金債務

その他のコミット

メント 合計 年金債務

その他のコミット

メント 合計
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勤務費用 21 91 112 20 54 74

支払利息 31 3 34 41 3 44

ヘッジ資産からの予想収益 (23)  (23) (21)  (21)

償還権からの予想収益 (2)  (2) (2)  (2)

年金数理計算上の差異および過去勤務費用 5  5 4 (3) 1

例外的事象 5  5 4  4

確定給付制度の費用合計 37 94 131 46 54 100

 

百万円

12/31/2011 12/31/2010

年金債務

その他のコミット

メント 合計 年金債務

その他のコミット

メント 合計

勤務費用 2,118 9,176 11,294 2,017 5,445 7,462 

支払利息 3,126 303 3,429 4,134 303 4,437 

ヘッジ資産からの予想収益 (2,319) 　 (2,319) (2,118) 　 (2,118)

償還権からの予想収益 (202) 　 (202) (202) 　 (202)

年金数理計算上の差異および過去勤務費用 504 　 504 403 (303) 101 

例外的事象 504 　 504 403 　 403 

確定給付制度の費用合計 3,731 9,479 13,210 4,639 5,445 10,084 

 

8.3　株式報酬

主たる持分決済型制度は次のとおりである。

ナティクシス株式引受オプション制度

ナティクシス制度

付与されたオプション

数 発行済オプション数 オプション行使価格

付与日の株価

 

   ユーロ 円 ユーロ 円

2007 年度制度 15,398,922 12,352,34014.38 1,450 21.97 2,215

2008 年度制度 7,576,800 4,236,5018.27 834 10.63 1,072

 

当期間中の関連費用は２百万ユーロ（2010年度：13百万ユーロ）であった。

その他のナティクシス・グループの株式報酬制度

2010年度以降、毎年、規定に従い特定業務分野の人員に対して株式報酬制度が提供されている。

2012年２月に承認された制度に関しては、決算日時点で配分が正式に完了していなかったため、費用の見積もりは、株価および配当金の前提条件
ともに貸借対照表日時点の最善見積インプットに基づいている。
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ナティクシス株価連動の現金決済型長期報酬制度

決済には勤務および業績条件が付せられている。

制度年度 付与日 当初付与単位数
＊ 権利確定日

受益者による

権利確定単位数

株価連動現金単位の

評価日における公正価値

 

     ユーロ 円

2010年度制度 02/24/2010 13,990,425 2011年３月 4,663,475 - -

   2012年３月 1.92 194 

   2013年３月 1.67 168 

2011年度制度 02/22/2011 5,360,547 2012年９月 //// 1.71 172 

   2013年９月 //// 1.46 147 

   2014年９月 //// 1.21 122 

2012年度制度 2012年２月 5,827,818 2013年９月 //// 1.46 147 

   2014年９月 //// 1.22 123 

   2015年10月 //// 0.99 100 

＊
取得日時点で予想される単位数はエクイティ・スワップでカバーされている。

ナティクシス株価連動の現金決済型短期報酬制度

制度年度 付与日 権利確定日

株価連動現金単位の

評価額

株価連動現金単位の当初

付与数

株価連動現金単位の取得

日予想数

株価連動現金単位の評価

日における公正価値

 

   ユーロ 円   ユーロ 円

2012年度制度 2012年２月 2012年９月 1.94 196 11,574,785 11,231,0331.89 191

勤務条件が充足される可能性を斟酌した上で見積を行い、短期報酬制度関連費用として28百万ユーロが2011年度の財務書類に全額計上されてい
る。

株式報酬制度

決済には勤務および業績条件が付せられている。

制度年度 付与日 当初付与数 権利確定日

受益者による

権利確定単位数

特別配当株の

付与日における株価

 

特別配当株の

評価日における公正価値

 

     ユーロ 円 ユーロ 円

2010年度制度 02/24/20106,858,237

2011年３月 2,082,623

366.05 366 

3.31 334 

2012年３月 3.17 320 

2013年３月 2.82 284 

2011年度制度 02/22/20116,459,081

2012年２月 ////

416.47 416 

3.44 347 

2013年２月 //// 3.29 332 

2014年２月 //// 2.89 291 

2012年度制度 2012年２月 7,633,647

2013年３月 ////

195.63 196 

1.68 170 

2014年３月 //// 1.43 144 

2015年３月 //// 1.19 120 
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従業員リテンションおよび成果報酬制度のための当期費用

費用

 

2011事業年度

2010事業年度株式決済型制度

ナティクシス株価連動現金

決済型制度 合計

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

従来の報奨制度 12 1,210 1 101 13 1,311 37 3,731 

当事業年度からの報奨制度 6 605 2 202 8 807  　

合計 18 1,815 3 303 21 2,118 37 3,731 

上記制度に関連する費用を評価するために用いたインプット

2011年12月31日現在の株価 1.94ユーロ/199円

リスクフリー金利 0.63％

配当率 9.83％

失権率 4.40％

 

　　次へ
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注記９　セグメント報告
 

BPCE S.A.の2011事業年度の財務書類の作成に際して採用した会計慣行は、注記３「連結原則および方法」に記載している。

BPCE S.A.グループは二つの中核事業に基礎を置く。

商業銀行業務および保険事業（以下を含む）

•　ポピュレール銀行・バンクおよびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）：これらは協同組合出資証書（CICs）を介した「関連会社の純(損)益に対
する持分」の勘定科目を経由してのみBPCE S.A.グループの収益に寄与する。CICsはポピュレール（貯蓄銀行）およびケス・デパーニュ（貯
蓄銀行）の株式資本の20％を占め、ナティクシスが保有する。

•　不動産金融：この分野の業績は主にクレディ・フォンシエール・グループの寄与分を反映する。

•　保険事業、海外事業およびその他のネットワーク事業：これらを主に構成するのは、CNPアシュアランシズ、BPCEアシュアランシズ、海外子会
社（BPCE IOMなど）およびバンク・パラティンヌに対する当グループの持分である。

コーポレート・投資銀行業務、投資ソリューションおよび専門的金融サービスは、ナティクシスの中核事業である。

•　コーポレート・投資銀行業務は、大企業および機関投資家にサービスを提供するBPCEの銀行としての地位を今日確立している。

•　投資ソリューションは、資産運用、生命保険およびプライベート・バンキングさらにプライベート・エクイティ事業を擁する。

•　専門的金融サービスには、ファクタリング、リース、消費者金融、連帯保証および保証、従業員給付制度設計、支払および証券業務から構成され

る。

資本持分業務は第三の事業セグメントである。同セグメントを構成するのは、メイリュートに対する当グループの投資持分およびコファースに
対するナティクシスの持分さらにナティクシスが行っているプラーベート・エクイティ業務である。

ワークアウト・ポートフォリオ管理およびその他の事業に含まれる主なものは以下のとおりである。

•　ナティクシスのワークアウト・ポートフォリオ管理業務ならびに旧CNCEの自己勘定売買取引の残存案件管理業務および委任管理業務からの
寄与。

•　当グループの中央機関および持株会社(複数)からの寄与ならびにフォンシアおよびユーロシックの売却（実行済）さらにフォルクスバンク
・ローマニアを除くフォルクスバンク・インターナショナルAGの売却（実行中）からの寄与。

•　ギリシャのソブリン負債証券の償却

•　自社債務の調整

•　当グループの買収および投資戦略の一環としてのれんの減損および評価差額の償却に係る事項。

なお2010年度について示されたセクター報告は修正再表示しているが主に以下が含まれる。

•　フォンシアおよびユーロシックを売却後再分類を検討した結果、「資本持分」セグメントから「ワークアウト・ポートフォリオ管理および
その他の事業」セグメントに変更した。

•　フォルクスバンク・ローマニアを除くフォルクスバンク・インターナショナルを「商業銀行業務および保険事業」セグメント（内訳区分で
は「保険事業、国際ネットワークおよびその他のネットワーク」部門）から「ワークアウト・ポートフォリオ管理およびその他の事業」セ
グメントに再分類した。

•　フォルクスバンク・ローマニアを「商業銀行業務および保険事業」セグメント（内訳区分では「保険事業、海外事業およびその他のネット
ワーク事業」部門）から「資本持分」セグメントに再分類した。
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9.1　連結損益計算書のセグメント分析

部門別経営成績

百万ユーロ

商業銀行業務および

保険事業

CIB, 投資ソリュー

ションおよびSFS 中核事業 資本持分

ワークアウト・ポート

フォリオ管理およびそ

の他の事業 BPCE S.A.グループ

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

銀行業務純収益 1,8321,8215,7955,8907,6277,711 844 856 639 700 9,1109,267

営業費用 (1,254)(1,199)(3,831)(3,762)(5,085)(4,961)(781)(768)(728)(1,179)(6,594)(6,908)

営業総利益 578 622 1,9642,1282,5422,750 63 88 (89) (479)2,5162,359

費用/収益比率 68.4%65.8%66.1%63.9%66.7%64.3%92.5%89.7% ns ns 72.4%74.5%

リスクコスト (252)(228)(183)(278)(435)(506)(34) (34)(1,202)14 (1,671)(526)

営業利益／（損失） 326 394 1,7811,8502,1072,244 29 54 (1,291)(465) 845 1,833

関連会社の利益／（損失）に対する持分 723 670 14 19 737 689 (115) 6 (68) (10) 554 685

その他の資産の利得または損失 (16) 34 2 16 (14) 50 (6) (20) (113)(119) (133) (89)

のれんの価額変動 (87) (87)

税引前利益／(損失) 1,0331,0981,7971,8852,8302,983 (92) 40 (1,559)(594)1,1792,429

法人所得税 (121)(132)(531)(492)(652)(624)(37) (41) 345 252 (344)(413)

少数株主持分 (185)(168)(378)(420)(563)(588) (4) (4) 134 141 (433)(451)

親会社の持分所有者に帰属する当期純利益 727 798 888 973 1,6151,771 (133) (5)(1,080)(201) 402 1,565

 

百万円

商業銀行業務および保険

事業

CIB, 投資ソリューショ

ンおよびSFS 中核事業 資本持分

ワークアウト・ポート

フォリオ管理およびその

他の事業 BPCE S.A.グループ

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

銀行業務純収益 184,739 183,630 584,368 593,948 769,107 777,577 85,109 86,319 64,437 70,588 918,652 934,484 

営業費用 (126,453)(120,907)(386,318)(379,360)(512,771)(500,267)(78,756)(77,445)(73,412)(118,890)(664,939)(696,603)

営業総利益 58,286 62,722 198,050 214,588 256,335 277,310 6,353 8,874 (8,975)(48,302)253,713 237,882 

費用/収益比率 68.4% 65.8% 66.1% 63.9% 66.7% 64.3%92.5%89.7% ns ns 72.4% 74.5%

リスクコスト (25,412)(22,992)(18,454)(28,034)(43,865)(51,025)(3,429)(3,429)(121,210)1,412 (168,504)(53,042)

営業利益／（損失） 32,874 39,731 179,596 186,554 212,470 226,285 2,924 5,445 (130,184)(46,891)85,210 184,840 

関連会社の利益／（損失）

に対する持分 72,907 67,563 1,412 1,916 74,319 69,479 (11,597)605 (6,857)(1,008)55,865 69,075 

その他の資産の利得または

損失 (1,613)3,429 202 1,613 (1,412)5,042 (605)(2,017)(11,395)(12,000)(13,412)(8,975)

のれんの価額変動 　 　 　 　 　 　 　 　 (8,773) 　 (8,773) 　

税引前利益／(損失) 104,168 110,722 181,209 190,083 285,377 300,806 (9,277)4,034 (157,210)(59,899)118,890 244,940 

法人所得税 (12,202)(13,311)(53,546)(49,613)(65,748)(62,924)(3,731)(4,134)34,790 25,412 (34,689)(41,647)

少数株主持分 (18,655)(16,941)(38,118)(42,353)(56,773)(59,294)(403)(403)13,513 14,218 (43,664)(45,479)

親会社の持分所有者に帰属

する当期純利益 73,311 80,470 89,546 98,117 162,857 178,588 (13,412)(504)(108,907)(20,269)40,538 157,815 
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商業銀行業務および保険事業部門の小部門別内訳

百万ユーロ

ポピュレール銀行およびケス・

デパーニュ（貯蓄銀行）CICs 不動産金融

保険事業、海外事業およびその他

のネットワーク事業

商業銀行業務および

保険事業

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

銀行業務純収益 875 864 957 957 1,832 1,821

営業費用 (623) (548) (631) (651) (1,254) (1,199)

営業総利益 252 316 326 306 578 622

費用/収益比率 71.2% 63.4% 65.9% 68.0% 68.4% 65.8%

リスクコスト (148) (97) (104) (131) (252) (228)

営業利益／（損失） 104 219 222 175 326 394

関連会社の損益に対する持分 575 500 5 4 143 166 723 670

その他の資産の利得または損失 16 34 (32) 0 (16) 34

税引前利益／(損失) 575 500 125 257 333 341 1,033 1,098

法人所得税   (34) (54) (87) (78) (121) (132)

少数株主持分 (158) (142) (1) (2) (26) (24) (185) (168)

親会社の持分所有者に帰属する純利益 417 358 90 201 220 239 727 798

 

百万円

バンク・ポピュレール・バンク

およびケス・デパーニュCICs 不動産金融

保険事業、海外事業およびその他

のネットワーク事業

商業銀行業務および

保険事業

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

銀行業務純収益 　 　 88,235 87,126 96,504 96,504 184,739 183,630 

営業費用 　 　 (62,823)(55,260)(63,630)(65,647)(126,453)(120,907)

営業総利益 　 　 25,412 31,865 32,874 30,857 58,286 62,722 

費用/収益比率 　 　 71.2% 63.4% 65.9% 68.0% 68.4% 65.8%

リスクコスト 　 　 (14,924)(9,781)(10,487)(13,210)(25,412)(22,992)

営業利益／（損失） 　 　 10,487 22,084 22,386 17,647 32,874 39,731 

関連会社の損益に対する持分 57,983 50,420 504 403 14,420 16,739 72,907 67,563 

その他の資産の利得または損失 　 　 1,613 3,429 (3,227) 0 (1,613) 3,429 

税引前利益／(損失) 57,983 50,420 12,605 25,916 33,580 34,386 104,168 110,722 

法人所得税 　 　 (3,429) (5,445) (8,773) (7,866)(12,202)(13,311)

少数株主持分 (15,933)(14,319) (101) (202) (2,622) (2,420)(18,655)(16,941)

親会社の持分所有者に帰属する純利益 42,050 36,101 9,076 20,269 22,185 24,101 73,311 80,470 
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コーポレート・投資銀行業務、投資ソリューションおよび専門的金融サービス部門の小部門別内訳

百万ユーロ

CIB 投資ソリューション SFS

CIB,投資ソリューション

およびSFS

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

銀行業務純収益 2,760 3,027 1,884 1,789 1,151 1,074 5,795 5,890

営業費用 (1,675) (1,655) (1,358) (1,288) (798) (819) (3,831) (3,762)

営業総利益 1,085 1,372 526 501 353 255 1,964 2,128

費用/収益比率 60.7% 54.7% 72.1% 72.0% 69.3% 76.3% 66.1% 63.9%

リスクコスト (106) (204) (16) (26) (61) (48) (183) (278)

営業利益／（損失） 979 1,168 510 475 292 207 1,781 1,850

関連会社の損益に対する持分 0 0 14 19 0 0 14 19

その他の資産の利得または損失 0 1 0 2 2 13 2 16

税引前利益／(損失) 979 1,169 524 496 294 220 1,797 1,885

法人所得税 (294) (352) (138) (71) (99) (69) (531) (492)

少数株主持分 (189) (234) (131) (137) (58) (49) (378) (420)

親会社の持分所有者に帰属する純利益 496 583 255 288 137 102 888 973

 

百万円

CIB 投資ソリューション SFS

CIB,投資ソリューション

およびSFS

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

銀行業務純収益 278,318 305,243 189,983 180,403 116,067 108,302 584,368 593,948 

営業費用 (168,907)(166,890)(136,941)(129,882)(80,470)(82,588)(386,318)(379,360)

営業総利益 109,411 138,352 53,042 50,521 35,597 25,714 198,050 214,588 

費用/収益比率 60.7% 54.7% 72.1% 72.0% 69.3% 76.3% 66.1% 63.9%

リスクコスト (10,689)(20,571)(1,613) (2,622) (6,151) (4,840)(18,454)(28,034)

営業利益／（損失） 98,722 117,781 51,428 47,899 29,445 20,874 179,596 186,554 

関連会社の損益に対する持分 0 0 1,412 1,916 0 0 1,412 1,916 

その他の資産の利得または損失 0 101 0 202 202 1,311 202 1,613 

税引前利益／(損失) 98,722 117,882 52,840 50,017 29,647 22,185 181,209 190,083 

法人所得税 (29,647)(35,496)(13,916)(7,160) (9,983) (6,958)(53,546)(49,613)

少数株主持分 (19,059)(23,597)(13,210)(13,815)(5,849) (4,941)(38,118)(42,353)

親会社の持分所有者に帰属する純利益 50,017 58,790 25,714 29,042 13,815 10,286 89,546 98,117 

 

9.2　連結貸借対照表のセグメント分析

百万ユーロ

商業銀行業務および

保険事業

CIB, 投資ソリューションおよ

びSFS 資本持分

ワークアウト・ポートフォリオ

管理およびその他の事業 BPCE S.A.グループ

12/31/201112/31/201012/31/201112/31/201012/31/201112/31/201012/31/201112/31/201012/31/201112/31/2010

セグメント資産 179,180178,417380,004331,870 5,166 6,332 231,378224,798795,728741,417

セグメント負債
(1) 104,913136,040362,381316,944 4,607 5,996 248,089210,624719,990669,604

(1)　セグメント負債は、資本の部を修正再表示した負債およびそれ以外の負債（主たるものとして税金負債、その他の負債、引当金が含まれる。）を示す。

 

百万円

商業銀行業務および

保険事業

CIB, 投資ソリューションおよ

びSFS 資本持分

ワークアウト・ポートフォリオ

管理およびその他の事業 BPCE S.A.グループ

12/31/201112/31/201012/31/201112/31/201012/31/201112/31/201012/31/201112/31/201012/31/201112/31/2010

セグメント資産 18,068,51117,991,57038,319,60333,465,771520,939638,51923,332,15822,668,63080,241,21274,764,490

セグメント負債 10,579,42713,718,27436,542,50031,960,633464,570604,63725,017,29521,239,32472,603,79267,522,867
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9.3　地域別セグメント報告

セグメント資産および業績の地域別分析は、事業活動が行われる場所に基づいている。

銀行業務純収益

  2011 2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

フランス 5,820 586,889 5,879 592,838

その他欧州 1,124 113,344 1,216 122,621

北米 1,442 145,411 1,459 147,126

その他の地域 724 73,008 713 71,899

合計 9,110 918,652 9,267 934,484

 

セグメント資産合計

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

フランス 700,39670,627,933625,37363,062,613

その他欧州 39,0093,933,66849,9755,039,479

北米 39,4223,975,31449,3144,972,824

その他の地域 16,9011,704,29716,7551,689,574

合計 795,72880,241,212741,41774,764,490

 

 

注記10　コミットメント

 

10.1　偶発債務およびコミットメント

表示の金額は授受されているコミットメントの名目価額を示す。

金融コミットメント

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

金融コミットメントを供与している先   

－　金融機関 29,6402,988,898 39,6543,998,709 

－　顧客 79,1927,985,721 66,5226,708,078 

-信用供与枠 60,9746,148,618 57,5425,802,535 

- その他の債務 18,2181,837,103 8,980 905,543 

供与している金融コミットメント合計 108,83210,974,619 106,17610,706,788 

供与を受けている金融コミットメント 　 　

•　金融機関から 30,1963,044,965 74,7807,540,815 

•　顧客から 10,0021,008,602 466 46,991 

供与を受けている金融コミットメント合計 40,1984,053,566 75,2467,587,807 
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保証

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

供与している保証   

金融機関のために 14,0351,415,28921,9082,209,203

顧客のために 124,49412,553,975116,38911,736,667

担保に供しているその他の有価証券 116,51611,749,47367,6276,819,507

供与している保証合計 255,04525,718,738205,92420,765,376

徴求している保証 　 　

金融機関から 17,3031,744,83519,0101,916,968

顧客から 58,5685,905,99754,7295,518,872

担保として?求しているその他の有価証券 129,09913,018,34397,6879,850,757

徴求している保証合計 204,97020,669,175171,42617,286,598

 

供与している保証コミットメントには、オフバランス・シート・コミットメントおよび担保として提供した金融商品が含まれている。

担保に供した金融商品の主たるものにはリファイナンス取引で担保として割当てられた債権が含まれている。

10.2　担保に供している金融資産

次表は様々な会計区分で計上している負債または偶発債務（レポ取引および証券留置レポ取引における売却有価証券など）の担保に供してい
る金融資産の帳簿価額を開示している。

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

持分金融商品 5,345 538,990 4,040 407,394

負債性金融商品 108,34210,925,20793,6209,440,641

貸付金および融資 31,8973,216,49333,8723,415,652

その他の金融資産 1 101 574 57,882

合計 145,58514,680,791132,10613,321,569

 

2011年12月31日現在、リファイナンス取引で担保として配分されている主たる債権には次のものを含む。

?　TRICPシステムに関連して29,342百万ユーロ（2010年12月31日現在：37,747百万ユーロ）の債権をフランス銀行に譲渡。

?　4,729百万ユーロ（2010年12月31日現在：6,076百万ユーロ）の債権をSFEF差入れ。

?　欧州投資銀行（EIB）から得た融資について5,275百万ユーロ（2010年12月31日：4,794百万ユーロ）の債権を保証として提供している。

10.3　売却または再担保可能な担保として受領した金融資産

BPCE S.A.グループは、金融保証契約の一環で受領した資産(再利用権を含む）のうち、貸借対照表に計上した金額的に重要な資産はない。

 

注記11　関連当事者間取引
 

グループBPCEの関連当事者とみなされるのは、持分法適用会社、BPCE、ナティクシス、ITセンターを含むすべての連結会社および当グループの経
営幹部である。

11.1　連結会社との取引

全部連結会社との間で行なわれた期中のすべての会社間取引および期末残高は連結に際して完全に消去されている。

以下の記述はそれぞれに該当する会社間取引の情報のみを示す。

?　当グループが非消去部分（ジョイント・ベンチャー）について共同支配（比例連結対象先）を行使する会社：重要取引はない。

?　当グループが重要な影響力（持分法適用先）を行使する会社であって持分法を用いて会計処理をしている会社：当グループは2010年度にCNP
グループから857百万ユーロ（2010年度：764百万ユーロ）の手数料支払を受けた。

全部連結子会社の一覧を連結範囲の項に示している（注記12参照）。
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11.2　経営幹部との取引

当グループの経営幹部とは、BPCEの取締役会および監査役会の各構成員をいう。

短期給付

2011年度に経営幹部に支払われた短期給付は、５百万ユーロ（2010年度：５百万ユーロ）であった。

これらには取締役会および監査役会の各構成員に支払われた報酬、取締役会出席手当および給付支払額が含まれる。

株式報酬

2009年以降、経営幹部は、株式引受オプションまたは株式購入オプションまたは特別配当株の割当を受けていない。

退職後給付債務、長期給付および解雇給付

BPCEの経営幹部は、職務の終了または変更の理由で報酬その他の給付を受領していない。

2011年度中、経営幹部のための補完年金制度への拠出金として１百万ユーロ（2010年度：２百万ユーロ）が支払われた。
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注記12　連結範囲

 

12.1　2011年度中の連結範囲の変更

2011年度中の主要な連結範囲の変更は以下のとおりである。

ナティクシスに対する当グループ持分比率の増加

ナティクシス配当金を新株で受取る選択権をBPCEが行使したことに伴い、当グループは2011年12月31日現在でナティクシスに対して72.4％の資
本持分を有している（2010年12月31日現在：71.7％）。

1818パートナー・プラットフォームの創設

インディペンデント・ウェルス・マネージメント・アドバイザー（IWMAs）のための流通プラットフォームを創設する目的で2011年３月31日、
バンク・プリベ1818はロスチャイルド・グループの子会社であるセレクシヨンRの66％を取得し、セレクシヨン1818に社名変更した。当該取得に
伴い38百万ユーロののれんが発生した。またバンク・プリベ1818は、ムシンヌ・パルティシパシヨン（セクシヨン1818の34％を保有）に対して
プット・オプションを付与した。当該プット・オプションの価額は2011年12月31日時点で34百万ユーロの債務として計上された。

モロッコにおける不動産事業に対する第三者の資本持分の購入

2011年第１四半期、BPCE IOMは第三者により保有されている不動産事業の持分を購入した。

IFRS第３号（改訂）に沿い、当グループの支配下にある企業の少数株主持分の取得は損益計算書に直接的影響を与えない。本件取得は、支払金額
（22百万ユーロ）と同額分資本が純額合計で減額されることにより反映される。

フォンシアの売却（注記1.3）

2011年度の損益計算書に対するフォンシアの寄与は次のとおりである。

  2011年上半期

  百万ユーロ 百万円

銀行業務純収益 298 30,050 

営業費用 (269) (27,126)

営業総利益 29 2,924 

リスクコスト 　

営業利益／（損失） 29 2,924 

その他の資産の利得または損失 　

のれんの価額の変動 　

税引前利益／（損失） 29 2,924 

法人所得税 (14) (1,412)

当期純利益／（損失） 15 1,513 

少数株主持分 　

親会社の持分所有者に帰属する当期純利益 15 1,513 

クレディ・イモビリエ・エ・オテリエ（CIH）に対するBPCE S.A.の持分売却（注記1.3）

クレディ・イモビリエ・エ・オテリエ（CIH）に対するBPCE S.A.の23.8％の間接保有持分の売却により32百万ユーロの損失が発生した。関連会
社からの利益のうちCIHの利益計上分は５百万ユーロであった。

「関連会社に対する投資」に計上されていた77百万ユーロ弱ののれんは認識を中止した。

バンク・マルガッシュ・ドゥ・ロセアン・インディアン（BMOI）の経営権取得

2011年７月、BPCE S.A.グループは、BNPパリバ・グループからバンク・マルガッシュ・ドゥ・ロセアン・インディアン（BMOI）に対する75％の
過半数持分の取得案件を完了させた。

当該取得により28百万ユーロののれんおよび10百万ユーロの債務（少数持分株主に対して付与した売りオプションに係る利益剰余金（当グ
ループ比例持分）についての賦課）が発生した。

12.2　証券化取引

証券化は、貸借対照表の流動性を高めることを目的とする金融技術の一つである。技術的な観点からは、証券化される資産は関連する担保もしく
は保証の質に応じてグループにまとめられ特別目的事業体に売却される。同事業体は投資家により引受けられる有価証券を発行することにより
当該取得資金を調達する。

この目的のために特別に設立される事業体は、グループが支配権を行使しない場合には連結されない。支配権の有無はSIC第12号に定める解釈指
針に基づき評価される。

クレディ・フォンシエール・グループによる証券化取引は、有利な条件で市場からのリファイナンスを目的に資産負債管理の一環として自己勘
定で組成される。当該リファイナンスは専門子会社であるボバン・モビリザシヨン・ギャランティエが手配する。

(百万ユーロ) 資産の種別 発行年月日 予想満期

発行時

名目金額

12/31/2011現在残

高

パルティモ10/2001 住宅抵当貸付 10/29/2001 2035年10月 1,663 182
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パルティモ07/2002 住宅抵当貸付 07/10/2002 2039年７月 1,222 190

パルティモ10/2002 住宅抵当貸付 11/12/2002 2022年１月 707 115

パルティモ05/2003 住宅抵当貸付 06/11/2003 2021年７月 987 233

パルティモ11/2003 住宅抵当貸付 11/12/2003 2029年３月 1,045 245

パルティモ小計 5,624 965

ゼブラ１ 住宅抵当貸付 11/25/2004 2031年10月 1,173 276

ゼブラ２ 住宅抵当貸付 10/28/2005 2024年７月 739 235

ゼブラ2006-1 住宅抵当貸付 11/28/2006 2046年１月 689 310

ゼブラ小計 2,601 821

合計 8,225 1,786

 

(百万円) 資産の種別 発行年月日 予想満期

発行時

名目金額

12/31/2011現在残

高

パルティモ10/2001 住宅抵当貸付 10/29/2001 2035年10月 167,697 18,353

パルティモ07/2002 住宅抵当貸付 07/10/2002 2039年７月 123,226 19,160

パルティモ10/2002 住宅抵当貸付 11/12/2002 2022年１月 71,294 11,597

パルティモ05/2003 住宅抵当貸付 06/11/2003 2021年７月 99,529 23,496

パルティモ11/2003 住宅抵当貸付 11/12/2003 2029年３月 105,378 24,706

パルティモ小計 567,124 97,311

ゼブラ１ 住宅抵当貸付 11/25/2004 2031年10月 118,285 27,832

ゼブラ２ 住宅抵当貸付 10/28/2005 2024年７月 74,521 23,697

ゼブラ2006-1 住宅抵当貸付 11/28/2006 2046年１月 69,479 31,260

ゼブラ小計 262,285 82,790

合計 829,409 180,100

ナティクシスは顧客または投資家のために特別目的導管体を利用した証券化取引を仕組んでいる。ナティクシスは、２つのABCP導管体（ベルサ
イユおよびメジナ））に流動性枠を供与している。2011年12月31日現在の流動性枠合計は4.8十億ユーロであった。

またナティクシスは第三者（ランダル、ノースウェスト、セジュラス）が組成したいくつかのファンドに2011年12月31日現在で合計632百万ユー
ロの流動性枠を供与している。

2011年12月31日現在、これらのビークルはいずれも連結されていない。ナティクシスはこれらに支配を及ぼしていないためリスクにはさらされ

ておらず、また証券化された資産に関連する便益を享受していなかった。

12.3　保証ミューチュアル・ファンド

保証ミューチュアル・ファンドは、金融市場の指標に基づく所定の計算式を適用することにより算出される一定金額を一定期間終了後に達成
し、また必要に応じて同様の方法により決定される投資収益を分配するように設計されている。これらファンドのポートフォリオ運用ターゲッ
トは、金融機関により保証されている。

SIC第12号に照らして当該ファンドの内容を分析すると、グループは所有者として実質的にすべてのリスクと便益を保有しているとみなすこと
はできない。よってこれらの事業体は連結されていない

12.4　2011年12月31日現在の連結範囲

寄与度が重要な子会社に限り連結される。連結事業体の重要性の評価は重要度の昇順原則に基づき行う。換言すればサブ連結レベルにおいてあ
る事業体が連結対象に含まれた場合、仮に当該事業体が上位連結レベルにおいて重要でないときもすべての上位連結レベルに含まれる。

会社 所在地 
(a) 所有比率 支配比率 連結方法 

(b)

I)親会社     

BPCE S.A. FR 100.00％ 100.00％ FC

II)BPCE S.A.子会社    

アルビアンIT FR 98.00％ 100.00％ FC

バンキオ FR 60.00％ 100.00％ FC

バンクBCP SAS FR 30.00％ 30.00％ EQ
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BPカバード・ボンズ FR 100.00％ 100.00％ FC

BOCEアシャ FR 50.64％ 100.00％ FC

BPCE APS FR 30.76％ 30.69％ EQ

BPCEアシュアランシズ FR 46.38％ 46.38％ FC

BPCEホーム・ローンズ FR 100.00% 100.00% FC

BPCEイモビリエ・エクスプロアタシヨン FR 100.00% 100.00% FC

BPCE SFH FR 100.00% 100.00% FC

CSF-GCE FR 40.57％ 40.57％ EQ

GCEカピタル FR 100.00% 100.00% FC

GCEカバード・ボンズ FR 100.00% 100.00% FC

GCEパルティシパシヨン FR 100.00% 100.00% FC

GIE CEシンディカシヨン・リスク FR 37.52% 37.52% EQ

グループ・ナティクシス
(C) FR 72.39％ 72.39％ FC

エンフォルマティック・ポピュレール銀行 FR 29.52％ 29.52％ EQ

IT-CE FR 34.00％ 34.00％ EQ

MAバンク FR 65.92％ 65.92％ FC

メイリュート FR 100.00％ 100.00％ FC

ミフコ FR 100.00％ 100.00％ FC

オテロン・ホールディング FR 100.00％ 100.00％ FC

SAS GCE P.AVイモビリエ FR 100.00％ 100.00％ FC

SCIポナン+ FR 100.00％ 100.00％ FC

ソクラム・バンク FR 33.42％ 33.42％ EQ

スラスール FR 21.43％ 21.43％ EQ

VBI AT 24.50％ 24.50％ EQ

オラスール・グループ     

CNPアシュアランシズ（グループ） FR 15.76％ 15.76％ EQ

オラスール FR 100.00％ 100.00％ FC

ソパスール FR 49.98％ 49.98％ PC
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会社 所在地 
(a) 所有比率 支配比率 連結方法 

(b)

BPCEエンテルナシヨナル・エ・ウトゥル=メール・グループ

アル・マンスール・パラス・モロック MA 40.00％ 40.00％ EQ

アラブ・インターナショナル・リース TN 39.00％ 65.00％ FC

バンク・ドゥ・ラ・レユニヨン FR 88.90％ 88.90％ FC

バンク・ドゥ・ヌーベル・カレドニ NC 96.74％ 96.74％ FC

バンク・ドゥ・タヒティ PF 96.12％ 96.12％ FC

バンク・デ・アンティル・フランセーズ FR 99.69％ 99.69％ FC

バンク・デ・イル・サン=ピエール=エ=ミケロン FR 79.66％ 79.66％ FC

バンク・デ・マスカレーニュ MU 100.00％ 100.00％ FC

バンク・マルガッシュ・ドゥ・ロセアン・インディアン MG 75.00％ 75.00％ FC

チュニジア・クウェート銀行 TN 60.00％ 60.00％ FC

BCIバンク・コメルシアル・エンテルナシヨナル CG 99.98％ 99.98％ FC

BCPルクサンブール LU 80.10％ 80.10％ FC

BICEC CM 64.85％ 64.85％ FC

BMマダガスカル MG 70.00％ 70.00％ FC

BPCEエンテルナシヨナル・エ・ウトゥル=メール FR 100.00％ 100.00％ FC

BPCEモロック MA 100.00％ 99.93％ FC

BPCEモロック・イモビリエ MA 100.00％ 100.00％ FC

フランサ・バンク LB 40.01％ 40.01％ EQ

エンジェパール FR 100.00％ 100.00％ FC

メデSA TN 66.99％ 78.99％ FC

OCEORANE FR 100.00％ 100.00％ FC

プラメックス FR 100.00％ 100.00％ FC

サール・レジデンス・デュ・ゴルフ・ド・ブーズニカ・ベイ MA 100.00％ 100.00％ FC

スカイ・エリート・ツア・サール MA 100.00％ 100.00％ FC

ソシエテ・ドゥ・コンセイユ・エ・デンテルメディアシヨン・フィナ

ンシエール

TN 47.98％ 79.96％ FC

エル・イスティファ TN 60.00％ 100.00％ FC

ソシエテ・アブレーズ・カレドニエンヌ NC 89.70％ 92.72％ FC

ソシエテ・イモビリエール・エ・トゥーリスティック=ル・リバ TN 12.59％ 20.99％ EQ

ソシエテ・チュュニジエンヌ・ドゥ・プロモシヨン・デ・ポール・イ

モビリエ・エ・エンドゥストゥリエル

TN 18.00％ 29.99％ EQ

ソシエテ・チュニジア・クウェート・デル・エマール=SGT TN 20.57％ 34.29％ EQ

SPCS TN 18.00％ 30.00％ EQ

チュニス・センター TN 13.65％ 22.75％ FC

ユニバース・インベスト（リスクキャピタル投資会社） TN 52.02％ 100.00％ FC

ユニバース・パーティシペーションズ（リスクキャピタル投資会社） TN 59.87％ 99.99％ FC
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会社 所在地 
(a) 所有比率 支配比率 連結方法 

(b)

クレディ・フォンシエール・グループ 

バンコ・プリムス PT 94.94％ 94.94％ FC

クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランス FR 100.00％ 100.00％ FC

CFG CIE FIN ドゥ・ガランティ FR 100.00％ 100.00％ FC

シナジ FR 100.00％ 99.99％ FC

Cofimab FR 100.00％ 99.99％ FC

カンパニー・ドゥ・フィナンスモン・フォンシエール FR 100.00％ 100.00％ FC

クレディ・フォンシエール・イモビリエ FR 74.93％ 74.93％ FC

エキュフォンシエール FR 100.00％ 100.00％ FC

アンビロンマン・ティトリザシヨン・アンテニアル FR 100.00％ 100.00％ FC

フィナンシエール・デビュ FR 100.00％ 100.00％ FC

フォンシエール・エクスペルティズ FR 74.93％ 100.00％ FC

フォンシエール・パルティシパシヨン FR 100.00％ 100.00％ FC

フォンシエール・デブロ FR 100.00％ 100.00％ FC

GCEフォンシエール・コインベスト FR 100.00％ 100.00％ FC

グラマ・バラール FR 100.00％ 100.00％ FC

Locindus FR 72.69％ 72.69％ FC

メゾン・フランス・フォンフォール・プル・エンべスティスマン FR 49.00％ 49.00％ EQ

Serexim FR 74.93％ 100.00％ FC

Sipari FR 100.00％ 99.99％ FC

SIRP FR 100.00％ 100.00％ FC

SOCFIM FR 100.00％ 99.99％ FC

SOCFIMパルティシパシヨン・イモビリエール FR 100.00％ 100.00％ FC

バンドーム・エンベスティスマン FR 100.00％ 99.99％ FC

VMG FR 100.00％ 100.00％ FC

バンク・パラティンヌ・グループ 

アリ・アシィランス FR 100.00％ 100.00％ FC

バンク・パラティンヌ FR 100.00％ 100.00％ FC

バンク・ミシェル・エンショスペ FR 20.00％ 20.00％ EQ

コンセルバトゥール・フィナンス FR 20.00％ 20.00％ EQ

パラティンヌ・アセット・マネージメント FR 100.00％ 100.00％ FC

注釈

(a）営業所在地

AT :オーストリア ‒ CG :コンゴ ‒CM：カメルーン - FR :フランス ‒ LB：レバノン ‒ LU：ルクセンブルグ- MA：モロッコ ‒ 

MG：マダガスカル ‒ MU :モーリシアス ‒ NC：ニューカレドニア ‒ PF :仏領ポリネシア ‒ PT : ポルトガル ‒ チュニジア 

(b）連結法

FC :全部連結

WQ :持分法

PC :比例連結

(c）ナティクシスグループ

ナティクシス・グループは344の全部連結会社および持分法を用いる10の連結会社から構成される。主要子会社は次のとおりである。コファース、バンク・プリ

ベ1818、ナティクシス・グローバル・アセット・マネージメント、ナティクシス・ノース・アメリカLLC、ナティクシス・プライベート・エクイティおよびカン

パーニュ・ユーロペンヌ・ドゥ・ギャランティエ・エ・コーシヨン。

　　次へ
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(2）BPCE S.A.グループのIFRS連結財務書類2010年12月31日現在
 

BPCE S.A.グループのIFRS連結財務書類
2010年12月31日現在

 

1　連結貸借対照表
 

資産

 注記 12/31/2010 12/31/2009

  百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

現金および中央銀行への預け金 19,7431,990,884 8,755 882,854

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 5.1.1 161,61216,296,954180,92818,244,780

ヘッジ目的デリバティブ 5.2 7,279 734,014 2,486 250,688

売却可能金融資産 5.3 41,3744,172,15439,6373,996,995

金融機関に対する貸付金および債権 5.5.1 183,30718,484,678191,19719,280,305

顧客に対する貸付金および債権 5.5.2 260,41526,260,249118,65811,965,473

金利リスクのヘッジ対象ポートフォリオの再評価差額金 2,128 214,588 　

満期保有目的金融資産 5.7 6,151 620,267 5,485 553,107

当期法人所得税資産 879 88,638 344 34,689

繰延法人所得税資産 5.8 3,855 388,738 3,691 372,200

未収収益およびその他の資産 5.9 34,3873,467,58535,8333,613,400

売却目的で保有する非流動資産 43 4,336 　

関連会社に対する投資 5.11 12,6491,275,52510,9601,105,206

投資不動産 5.12 1,303 131,395 943 95,092

有形固定資産 5.12 1,177 118,689 849 85,613

無形資産 5.13 1,491 150,352 803 80,975

のれん 5.14 3,624 365,444 3,279 330,654

資産合計 741,41774,764,490603,84860,892,032
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負債および資本

 注記 12/31/2010 12/31/2009
(1)

  百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

中央銀行に対する債務  488 49,210 213 21,479 

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 5.1.2 160,86516,221,627 180,63218,214,931 

ヘッジ目的デリバティブ 5.2 6,753 680,973 731 73,714 

金融機関に対する債務 5.15.1 153,56515,485,495 151,19615,246,605 

顧客に対する債務 5.15.2 77,4467,809,655 56,0805,655,107 

負債証券 5.16 223,01422,488,732 108,27810,918,754 

金利リスクのヘッジ対象ポートフォリオの再評価差額金 982 99,025 620 62,521 

当期法人所得税負債 461 46,487 216 21,781 

繰延法人所得税負債 5.8 789 79,563 319 32,168 

未払費用およびその他の負債 5.17 29,2782,952,394 23,6282,382,648 

保険会社の保険契約準備金 5.10-5.1840,5024,084,222 37,1143,742,576 

引当金 5.19 1,993 200,974 1,803 181,815 

劣後債務 5.20 14,2121,433,138 14,5481,467,020 

連結持分 31,0693,132,998 28,4702,870,915 

BPCE S.A.の持分所有者に帰属する持分 25,1462,535,723 23,1672,336,160 

株式資本および資本剰余金 19,6081,977,271 18,7391,889,641 

利益剰余金 4,414 445,108 4,915 495,629 

資本に直接認識される損益 (441) (44,470) (418) (42,151)

当期純利益 1,565 157,815 (69) (6,958)

少数株主持分 5,923 597,275 5,303 534,755 

負債および資本の合計 741,41774,764,490 603,84860,892,032 

(1) 比較可能にするために12/31/2009の金額は修正再表示している。
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2　連結損益計算書

 
 注記 2010事業年度 2009事業年度

  百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

受取利息および類似収益 6.1 16,5601,669,910 13,8911,400,768 

支払利息および類似費用 6.1 (13,139)(1,324,937)(9,193)(927,022)

受取手数料 6.2 4,229 426,452 3,846 387,831 

支払手数料 6.2 (1,372)(138,352)(1,464)(147,630)

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の正味利得または損

失

6.3 2,354 237,377 (271) (27,328)

売却可能金融資産の正味利得または損失 6.4 (213) (21,479) (297) (29,949)

その他の活動からの収益 6.5 7,188 724,838 6,625 668,065 

その他の活動の費用 6.5 (6,340)(639,326)(6,636)(669,174)

銀行業務純収益 9,267 934,484 6,501 655,561 

営業費用 6.6 (6,473)(652,737)(5,409)(545,444)

有形固定資産および無形資産の減価償却、償却および減損 (435) (43,865) (273) (27,529)

営業総利益 2,359 237,882 819 82,588 

リスクコスト 6.7 (526) (53,042) (2,788)(281,142)

営業収益 1,833 184,840 (1,969)(198,554)

関連会社の純利益に対する持分 6.8 685 69,075 572 57,680 

その他の資産の正味利得または損失 6.9 (89) (8,975) (25) (2,521)

のれんの価額変動 6.10 　 (326) (32,874)

税引前利益 2,429 244,940 (1,748)(176,268)

法人所得税 6.11 (413) (41,647) 1,185 119,495 

当期純利益 2,016 203,293 (563) (56,773)

少数株主持分 (451) (45,479) 494 49,815 

BPCE S.A.の持分所有者に帰属する当期純利益 1,565 157,815 (69) (6,958)
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3　当期純利益および資本に直接認識される利得/損失計算書

 
 2010事業年度 2009事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

当期純利益 2,016 203,293 (563) (56,773)

為替換算調整額 268 27,025 42 4,235 

売却可能金融資産の価額変動 (447) (45,075) 703 70,891 

ヘッジ目的デリバティブの価額変動 137 13,815 (66) (6,655)

税金 193 19,462 (38) (3,832)

関連会社の資本に直接認識される利得および損失に対する持分 (8) (807) 229 23,092 

資本に直接認識される利得および損失(税引後） 143 14,420 870 87,731 

当期純利益ならびに資本に直接認識される利得および損失 2,159 217,714 307 30,958 

BPCE S.A.の持分所有者帰属分 1,542 155,495 591 59,596 

少数株主持分 617 62,218 (284) (28,639)

 

 

　　次へ
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4　持分変動計算書

 

百万ユーロ

株式資本および資本剰余金

永久超劣後債 利益剰余金   

資本に直接認識される利得および損失

BPCE S.A.の

持分所有者に

帰属する純利

益 株主持分

少数株主

持分 連結持分合計

株式資

本 資本剰余金 優先株式

為替換算調整

額

金融商品の公正価値の変

動

売却可能金

融資産

ヘッジ目的

デリバティ

ブ

2009年1月1日現在

株主持分 390 15,349 950 (1,348)  (195) (557) (326) 14,2635,096 19,359

政府保有優先株式 3,000   3,000 3,000

超劣後債の再分類 4,737   4,737 827 5,563

超劣後債の発行お

よび償還 822   822 822

超劣後債の利息 (258)   (258) (258)

支払配当金 (5)  (5) (85) (90)

少数株主持分の取

得および処分の影

響   (241) (241)

資本に直接認識さ

れる利得および損

失   26 667 (33) 660 210 870

純利益   (69) (69) (494) (563)

その他の変動 17  17 (10) 7

2009年12月31日現

在

株主持分 390 15,349 3,000 6,250(1,336)  (170) 111 (358) (69) 23,1675,303 28,470

2009年度の純利益

処分 (361) 292  69

2010年１月１日現

在

株主持分 390 14,988 3,000 6,250(1,044)  (170) 111 (358) 23,1675,303 28,470

増資
(1)

77 1,729   1,807 1,807

支払配当金 (105)  (105) (39) (144)

超劣後債の発行お

よび償還 (1,300)   (1,300) (1,300)

超劣後債の利息 (409)  (409) (56) (465)

優先株式の買戻
(2)

(1,800) (102)  (1,902) (1,902)

合併の影響
(3)

1,223 888  (36) (11) 2,064 107 2,171

少数株主持分の取

得および処分の影

響   (35) (35)

資本に直接認識さ

れる利得および損

失   187 (276) 111 24 166 190

純利益   1,565 1,565 451 2,016

その他の変動 236  236 27 263

2010年12月31日現

在

株主持分 467 17,941 1,200 4,950 (537)  18 (201) (258) 1,565 25,1465,923 31,069

注釈

(1) BPCE による18億ユーロの増資

(2) フランス政府の引受に係る18億ユーロの優先株式のBPCEによる買戻。2010年12月末の優先株式の合計残高は12億ユーロ。

(3) 持株会社であるポピュレール銀行パルティシパシヨンおよびケス・デパーニュ・パルティシパシヨンのBPCEによる吸収合併により当グループ資本は21億ユーロ増加した。
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百万円

株式資本および資本剰余金

永久超劣後債 利益剰余金   

資本に直接認識される利得および損失

BPCE S.A.の

持分所有者に

帰属する純利

益 株主持分

少数株主

持分 連結持分合計株式資本 資本剰余金 優先株式

為替換算調整

額

金融商品の公正価値の変

動

売却可能金

融資産

ヘッジ目的

デリバティ

ブ

2009年1月1日現

在

株主持分 39,328 1,547,793 　 95,798 (135,932)　 　 (19,664)(56,168)(32,874) 　 1,438,281 513,881 1,952,162 

政府保有優先株

式
　 　 302,520 　 　 　 　 　 　 　 　 302,520 　 302,520 

超劣後債の再分

類
　 　 　 477,679 　 　 　 　 　 　 　 477,679 83,395 560,973 

超劣後債の発行

および償還
　 　 　 82,890 　 　 　 　 　 　 　 82,890 　 82,890 

超劣後債の利息 　 　 　 (26,017) 　 　 　 　 　 　 　 (26,017) 　 (26,017)

支払配当金 　 　 　 　 (504)　 　 　 　 　 　 (504)(8,571) (9,076)

少数株主持分の

取得および処分

の影響

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (24,302)(24,302)

資本に直接認識

される利得およ

び損失

　 　 　 　 　 　 　 2,622 67,260 (3,328) 　 66,554 21,176 87,731 

純利益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (6,958) (6,958)(49,815)(56,773)

その他の変動 　 　 　 　 1,714 　 　 　 　 　 　 1,714 (1,008) 706 

2009年12月31日

現在

株主持分 39,328 1,547,793 302,520 630,250 (134,722)　 　 (17,143)11,193 (36,101)(6,958)2,336,160 534,755 2,870,915 

2009年度の純利

益処分 　 (36,403) 　 　 29,445 　 　 　 　 　 6,958 　 　 　

2010年１月１日

現在

株主持分

39,328 1,511,390 302,520 630,250 (105,277)　 　 (17,143)11,193 (36,101) 　 2,336,160 534,755 2,870,915 

増資
(1)

7,765 174,352 　 　 　 　 　 　 　 　 　 182,218 　 182,218 

支払配当金 　 　 　 　 (10,588)　 　 　 　 　 　 (10,588)(3,933)(14,521)

超劣後債の発行

および償還
　

　 　
(131,092) 　 　 　 　

　 　 　
(131,092)　 (131,092)

超劣後債の利息 　 　 　 　 (41,244)　 　 　 　 　 　 (41,244)(5,647)(46,891)

優先株式の買戻
(2) 　

　 (181,512) 　 (10,286)　 　
　

　 　 　 (191,798)　 (191,798)

合併の影響
(3) 　 123,327 　 　 89,546 　 　 　 (3,630)(1,109) 　 208,134 10,790 218,924 

少数株主持分の

取得および処分

の影響

　

　 　 　 　 　 　

　

　 　 　 　 (3,529) (3,529)

資本に直接認識

される利得およ

び損失

　

　 　 　 　 　 　 18,857 (27,832)11,193 　 2,420 16,739 19,160 

純利益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 157,815 157,815 45,479 203,293 

その他の変動 　 　 　 　 23,798 　 　 　 　 　 　 23,798 2,723 26,521 

2010年12月31日

現在

株主持分 47,092 1,809,170 121,008 499,158 (54,151)　 　 1,815 (20,269)(26,017)157,815 2,535,723 597,275 3,132,998 
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5　連結キャッシュ・フロー計算書

 
 12/31/2010 12/31/2009

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

税引前利益／(損失） 2,429 244,940 (1,748)(176,268)

有形固定資産および無形資産の減価償却費および償却費の純額 395 39,832 318 32,067 

のれんの減損 0 0 326 32,874 

引当金および減損引当金の繰入純額 2,502 252,302 3,540 356,974 

関連会社の利益／(損失)に対する持分 (602) (60,706) (495) (49,916)

投資活動の純損失／利得 (490) (49,412) (421) (42,454)

財務活動の収益／費用 571 57,580 1,195 120,504 

その他の変動 1,397 140,873 5,268 531,225 

税引前純利益／(損失)に含まれる非貨幣性項目合計 3,773 380,469 9,731 981,274 

金融機関との取引から生じる純増減額 (15,329)(1,545,776)(41,937)(4,228,927)

顧客との取引から生じる純増減額 1,819 183,428 1,344 135,529 

金融資産および負債を伴う取引から生じる純増減額 20,0562,022,447 10,1981,028,366 

非金融資産および負債を伴う取引から生じる純増減額 (2,152)(217,008)(1,009)(101,748)

支払済税金 316 31,865 73 7,361 

営業活動によりもたらされる資産および負債の純増加額／(減少額) 4,710 474,956 (31,331)(3,159,418)

営業活動による正味キャッシュ・フロー(A) 10,9121,100,366 (23,348)(2,354,412)

金融資産および株式投資に関連する純増減額 3,482 351,125 1,755 176,974 

投資不動産に関連する純増減額 (56) (5,647) (31) (3,126)

有形固定資産および無形資産に関連する純増減額 (458) (46,185) (336) (33,882)

投資活動から生じる正味キャッシュ・フロー(B) 2,968 299,293 1,388 139,966 

株主との取引から生じる純増(減)額 (609) (61,412) 2,931 295,562 

財務活動によるその他の増減 (1,795)(181,008) (90) (9,076)

財務活動から生じる正味キャッシュ・フロー(C) (2,404)(242,419) 2,841 286,486 

為替レート変動の影響額(D) (24) (2,420) (1) (101)

正味キャッシュ・フロー合計(A+B+C+D) 11,4521,154,820 (19,120)(1,928,061)

現金および中央銀行への預け金正味残高 　 　

現金および中央銀行への預け金正味残高(資産) 8,755 882,854 13,8541,397,037 

中央銀行に対する債務残高(負債） (213) (21,479) (832) (83,899)

金融機関との要求払取引の正味残高 　 　

当座勘定借越残高 4,781 482,116 8,511 858,249 

要求払勘定および借入金残高 8,222 829,106 4,079 411,326 

要求払勘定貸方残高 (22,518)(2,270,715)(8,646)(871,863)

要求払レポ取引残高 (2,138)(215,596)(1,090)(109,916)

現金および現金同等物の期首残高 (3,111)(313,713)15,8761,600,936 

現金および中央銀行への預け金正味残高 　 　

現金および中央銀行への預け金正味残高(資産) 19,7431,990,884 8,755 882,854 

中央銀行に対する債務残高(負債） (488) (49,210) (213) (21,479)

金融機関との要求払取引の正味残高 　 　

当座勘定借越残高 5,210 525,376 4,781 482,116 

要求払勘定および借入金残高 3,280 330,755 8,222 829,106 

要求払勘定貸方残高 (18,800)(1,895,792)(22,651)(2,284,127)

要求払レポ取引残高 (604) (60,907) (2,138)(215,596)

現金および現金同等物の期末残高 8,341 841,106 (3,244)(327,125)

現金および現金同等物の純変動額 11,4521,154,820 (19,120)(1,928,061)
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6　連結財務書類に対する注記
 

注記１　一般的背景
 

1.1　グループBPCE

グループBPCEは、ポピュレール銀行ネットワーク、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）ネットワーク、BPCEの中央機関およびその子会社から構成され
ている。

 

二つの銀行業務ネットワーク：ポピュレール銀行（庶民銀行）およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）

当グループは協同組合的性格を特徴とする。二つのリテール銀行業務ネットワーク（20のポピュレール銀行および17のケス・デパーニュ（貯蓄
銀行）)は、ともに協同組合の株主が所有する。両ネットワークは、それぞれ均等持分により当グループの中央機関（BPCEとして知られる）を所
有する。

ポピュレール銀行ネットワークは、ポピュレール銀行および共同保証会社から構成される。後者は前者に対して専ら前者を受益者とする保証を
発行する。

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）ネットワークは、ケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレボワヤンスおよびローカル・セービング・カンパニから構
成される。

ポピュレール銀行は、協同組合の株主が80％を所有し、ナティクシスが協同組合出資証書（CIC）を通じて20％を所有する。

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の資本金は、ローカル・セービング・カンパニ（LSC）が80％を所有し、ナティクシスがCICにより20％を所有す
る。各地に所在するLSCは、オープンエンド型資本金が組合員出資者により所有されている協同組合組織である。LSCは、当該LSCと系列関係にある
各ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）が定める一般目的の枠組に沿って、協同組合の株主と協同する。LSCは銀行業務を営むことができない。

 

BPCE

BPCEは、フランス銀行法に定義される中央機関であるとともに銀行としての営業を認可された金融機関であり、2009年６月18日付法律第
2009-715号により設立された。BPCEは、取締役会および監査役会を設置する株式会社（société anonyme）として設立され、その株式資本は17
のケス・デパーニュ（貯蓄銀行）と20のポピュレール銀行により共同かつ均等に所有される。フランス政府は、BPCEの無議決権優先株式を保有
する。

BPCEの企業使命が体現するのは、ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の基礎となる協同組合原則の遵守である。

具体的には、BPCEは、監督当局との折衝において様々な系列企業の利益を代弁し、これらの企業の提供商品・サービスの範囲を決め、預金者を保
護し、主要な経営陣の選任を承認し、当グループの組織の円滑な運営を監督する。

持株会社としてBPCEは当グループの代表企業である。BPCEは両ネットワークと共同して、リテール銀行業務、コーポレート銀行業務および財務
サービスに従事するジョイント・ベンチャーと提供商品を制作する事業体を所有している。またBPCEは当グループの企業戦略および成長・拡大
方針を策定する。
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BPCEの主要子会社は、以下の主要な三部門を中心に設立されている。

•　ナティクシス（コーポレート・投資銀行業務、投資ソリューションおよび専門的金融サービスを統合した上場企業でありBPCE が72％を出
資）

•　商業銀行業務および保険業務（クレディ・フォンシエール、バンク・パラティンヌおよびBPCEエンテルナシヨナル・エ・ウトゥル=メール
（旧フィナンシエル・オセオール）を含む）

•　子会社群および金融供与（フォンシアを含む）

当グループの金融機能についてBPCEは特に余剰資金の集中管理、当グループの業務展開およびリファイナンス上必要な金融取引の執行および当
グループ全体の利益にかかわる取引における最適な取引相手方の選択などの責任も負っている。また当グループの他の企業に対するバンキング
・サービスも提供している。

本書に連結財務書類が表示されているBPCE S.A.グループには、BPCE S.A.およびその子会社が含まれる。特にBPCEはナティクシスを介してポ
ピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の持分を間接的に所有している。

1.2　保証の仕組

フランス通貨金融法典第L. 512-107条に基づき、当グループおよび系列企業の流動性および適正自己資本を確保し、またポピュレール銀行およ
びケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の両ネットワークに対する金融支援を整備するために保証および共同支援制度が構築されている。

BPCEは、当グループおよび両ネットワークの適正自己資本を保証するために必要なあらゆる措置を講ずる任務を負う。これには当グループ内で
の適切な資金調達の仕組の実施および両ネットワークに共通の共同保証基金の設定が含まれる。BPCEはこれらの運営規則、両ネットワークの既
存ファンドに対する金融支援の供与条件ならびに共同保証基金の当初基本財産および追加拠出に対する系列企業の分担を決定する。

BPCEは、ポピュレール銀行ネットワークおよびケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレボワヤンス・ネットワークのための各既存ファンドを管理し
ているが、新たに共同保証基金を設定した。

傘下庶民銀行がポピュレール銀行ネットワーク基金に預け入れた預託金（450百万ユーロ）は、無期限に書換え可能の期間10年の定期預託金と
してBPCEに記帳されている。

傘下貯蓄銀行がケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレボワヤンス・ネットワーク基金に預け入れた預託金（450百万ユーロ）は、無期限に書換え
可能の期間10年の定期預託金としてBPCEに記帳されている。

共同保証基金は、ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）が預け入れた預託金により形成されている。当該預託金は、無期限に書
換え可能の期間10年の定期預託金としてBPCEに記帳されている。2010年12月31日現在の当該預託金額は103百万ユーロであり、当グループの連結
純利益に対するポピュレール銀行、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）およびそれらの子会社から寄与額の５％相当が毎年積み増される。

ポピュレール銀行ネットワーク基金、ケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレボワヤンス・ネットワーク基金および共同保証基金に関連してBPCEに
預け入れる預託金の合計金額は、当グループの加重資産合計の0.15％を下回ってはならず、また0.3％を上回ってはならない。

保証および共同支援制度に参加する各組織勘定の預託金が記帳されるのに対応して、同額が資本項目内で該当する勘定科目に計上される。

共同保証会社（ポピュレール銀行がとり上げた貸付金に保証を与えることを唯一の目的とする会社）は、フランス通貨金融法典（Code moné
taire et financier）第R.515-1条に基づき共同認可された当該ポピュレール銀行による流動性および適正自己資本の保証適用対象となる。

ケス・ドゥ・クレディ・マリティーム・ミューテュエルの流動性および適正な自己資本については、傘下の各信用金庫の主要株主であり、技術
面・業務面の支援提供者でもあるそれぞれのパートナー先のポピュレール銀行により保証されている。

各ローカル・セービング・カンパニの流動性および適正自己資本は、まず個々のローカル・セービング・カンパニのレベルで当該ローカル・
セービング・カンパニの株主であるケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレボワヤンスにより保証される。

BPCEの取締役会は、BPCEの出資者による事前の受託に基づき、遅滞なく合意された順序に従い、様々な出資者からの資本を活用するために必要な
すべての権限を有する。
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1.3　重要な事象

BPCE S.A.グループ組織の合理化

2010年８月５日、資本持株会社である２社（BPパルティシパシヨンとCEパルティシパシヨン）はBPCEにより吸収合併された。2010年１月１日に
遡及して発効する本取引により、BPCEの設立手続が完了するとともに当グループの組織図が簡素化された。

この結果BPCE S.A.グループの範囲が変わり、とりわけ以下が含まれるようになった。

•　クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランスおよびその子会社

•　バンク・パラティンヌおよびその子会社

•　VBI

•　フォンシア

改訂IFRS第３号に準拠し、本件共同支配下の企業結合は、取得原価方式を用いて計上している。

本方式のメリットは、結合企業の資産および負債の評価に用いる方法の整合性が確保され、事業の帰属先を問わず中立的な会計処理を保証する
ところにある。

結果、BPCE S.A.グループの2010年度の損益計算書は、2010年１月１日に当該取引が発生した場合と同じように表示されている。

本件結合によりBPCE S.A.グループの連結持分は21億ユーロ増加した。

またポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は、BPCEの1,807百万ユーロの増資を引受けた。

ソシエテ・マルセイエーズ・ドゥ・クレディの売却 

2010年９月、BPCEはソシエテ・マルセイエーズ・ドゥ・クレディに対する資本持分を872百万ユーロで売却した。

本件処分は、「その他の資産の正味利得または損失」に計上され、当事業年度の損益計算書に79百万ユーロのマイナスの影響を与えた。

フランス政府に対する返済

2010年度中、BPCE S.A.グループは、新グループの発足に際してフランス政府が拠出した資本金の一部を返済した。

•　フランス政府が所有する優先株式の60％が償還された。８月初めに1,200百万ユーロが返済され、次いで2010年９月にソシエテ・マルセイ
エーズ・ドゥ・クレディの売却を受けて600百万ユーロが返済された。

•　2,300百万ユーロの超劣後債が2010年度に返済された。フランス政府が引受けた超劣後債で返済された部分の比率は75％になった。

 

注記２　適用する会計基準および比較可能性

 

2.1　規制の枠組

BPCE S.A.グループは、国際会計基準の適用に関する2002年７月19日付EC規則第1606/2002号に従い、2010年12月31日に終了した事業年度の連結
財務書類を、欧州連合により使用が採用されかつ当該日時点で適用されていた国際財務報告基準（IFRS）に基づき作成した。したがってヘッジ

会計に関するIAS第39号の一部規定は除かれている。(1)

2.2　参照の枠組

BPCE S.A.グループの2009年12月31日現在の連結財務書類において用いられ、記載されている会計基準および解釈指針は、2010年１月１日以降に
開始する事業年度について強制適用される会計基準、修正および解釈指針（特にIFRS第３号「企業結合」の改訂およびIAS第27号「連結および
個別財務諸表」の改訂）により補足されている。

2008年１月10日に公表され、2009年６月３日に欧州連合により採用されたこれら二つの改訂基準は、連結対象の子会社の取得および処分に係る
会計処理の修正を意図したものである。主たる変更点は、企業結合に関連した費用の認識、条件付対価の会計処理、のれんの計算、被取得企業の少
数株主持分の評価、段階取得の会計処理、および売却で連結対象企業の支配を喪失した場合における利得または損失の計算に関係している。これ
らの基準は将来にわたり適用され、したがって2010年１月１日より前の取引の会計処理には影響を与えない。

欧州連合に採用され2010年度に強制適用されたその他の会計基準、修正および解釈指針は、当グループの財務書類に重要な影響を与えなかった。

最後に、当グループは欧州連合に採用された会計基準、修正および解釈指針のうち選択が任意である場合には早期適用を行っていない。ただし個
別に適用の旨の記載がある場合は除かれる。その場合でも当該会計基準の適用が当グループの財務書類に重要な影響を与えることは見込まれな
い。

 

(1)
 これらの基準については以下のアドレスの欧州委員会のホームページで閲覧可能である。
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm.
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2.3　見積の使用

経営陣は、財務書類の作成に際して、不確定な将来の事象に関し、当該財務書類の作成担当者の判断および貸借対照表日時点で入手可能な情報に
基づき、一定の分野で見積および仮定を行う必要がある。

将来の実際の結果は、これらの見積と異なる可能性がある。

具体的には2010年12月31日に終了した事業年度の財務書類について、仮定を伴う会計上の見積を主に以下の分野で行った。

•　評価モデルに基づき決定される金融商品の公正価値（注記4.1.6参照）

•　金融資産の減損金額、より具体的には、売却可能資産の恒久的減損損失および個別ベースまたはポートフォリオ・ベースで計算する減損損失
（注記4.1.7）

•　貸借対照表の負債に計上される引当金、より具体的には、住宅購入者貯蓄プランおよび口座に対する引当金（注記4.5）および保険契約に対
する引当金（注記4.13）

•　年金および将来の従業員給付費用に関連する計算（注記4.10参照)

•　繰延税金（注記4.12）

•　のれんの減損テスト（注記3.4.3参照）

2.4　連結財務書類の表示および貸借対照表日

IFRSでは特定の様式は要求されていないため要約書類について当グループが採用する表示は、フランス国家会計審議会（CNC）が2009年７月２
日に公表した勧告第2009 R.04号に従っている。

連結財務書類は、BPCE S.A.グループの連結範囲に含まれる各企業の2010年12月31日現在の個別財務書類を基礎にしている。2010年12月31日に終
了した事業年度の当グループの連結財務書類は、2011年２月21日の取締役会により承認された。これらは2011年５月19日の株主総会による承認
のために提出される。

 

注記３　連結の原則および方法
 

3.1　BPパルティシパシヨンおよびCEパルティシパシヨンの結合の会計処理

IFRS基準第３号の観点から、当該結合は共同支配下の企業間とみなされ、したがって同基準の適用範囲外である。

本件企業結合の実態を考慮し、取得原価法が合併取引の認識基準として用いられた。この方法のメリットは次のとおりである。

•　合併の中核をなす資本と残高の原則が整合すること。

•　結合企業の資産および負債の評価に用いる方法の整合性を確保し、事業の出自を問わず中立的な会計処理を保証すること。

3.2　連結範囲および連結の方法

3.2.1　支配

BPCE S.A.グループの連結財務書類は、BPCE S.A.グループが支配または重要な影響力を行使している企業であって、連結により当該財務書類に
重要な影響を与えるすべての企業の財務書類を含む。

当グループが行使する支配形態を評価するに際し、現時点で行使可能または転換可能な潜在的議決権の存在および影響が考慮される。潜在的議
決権は、例えば市場で取引される株式コールオプション、普通株式に転換可能な負債性金融商品、資本性金融商品あるいは他の金融商品に付随す
る株式ワラントなどに由来する可能性がある。しかしながら潜在的議決権は所有比率の計算上考慮に入れない。

排他的支配

排他的支配とは、企業の活動から便益を得るために、その企業の財務および営業方針を左右する力をいい、排他的支配は、議決権の過半数の直接
的または間接的な所有、経営機関の構成員の過半数を選任または解任する権限、あるいは経営上の契約または当グループの定款に基づき支配的
影響を行使する権利に由来する。

共同支配

共同支配とは、限られた数の株主が関与する経済主体に関する契約上合意された支配の共有をいう。共同支配は、当該主体の財務および営業方針
が当事者間の合意で決定され、戦略的決定には支配を共有する当事者の一致した合意を必要とする場合にのみ存在する。

重要な影響力

重要な影響力とは、ある企業の財務および営業方針の決定に対して支配ではないが、関与する力をいう。ある企業の議決権を直接的または間接的
に20％以上当グループが保有する場合は、重要な影響力が存在すると推測される。

3.2.2　連結の方法

連結の方法は、企業の事業活動内容にかかわりなく当該企業に対する当グループの支配力を基礎とする。

完全連結

排他的支配下にある企業の財務書類は全て連結される。

比例連結

当グループが限られた数の投資家と共同して支配する企業は、持分に比例して連結される。

持分法
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当グループが重要な影響力を有する企業は、持分法を用いて会計処理する。

3.3　特別目的事業体

ある取引または類似の特長を持つ一連の取引を管理する目的に限定して設立された特別目的事業体（SPE）については、当該事業体が当グルー
プにより実質的に支配されているときは、当グループが当該事業体に持分を有さない場合でも当グループは当該事業体を連結する。

実質的に次のような場合は支配が認められる。

•　SPEの活動が専ら当グループのために行われ、当グループがその活動から便益を得ている。

•　当グループがSPEの通常の活動または資産についての意思決定権または管理権を有し、または「自動操縦」の仕組を設定することにより当該
SPEが意思決定権を委任している。

•　当グループがSPEから派生する便益の大半を獲得する権利を有している。

•　当グループがSPEの活動に伴うリスクの大半を保持している。

しかしながら、第三者のために、および関係する全当事者の利益において、受託者の資格で活動に携わる事業体は連結されない。従業員年金基金
および補足医療保険制度も連結の範囲から除外される。

プライベート・エクイティ事業

しかしながら関連会社に対する投資およびジョイント・ベンチャーに対する持分を扱うIAS第28号およびIAS第31号では、プライベート・エクイ
ティ事業の特異性を認めている。当グループの支配が20％から50％のプライベート・エクイティ投資は、当初から「純損益を通じて公正価値で
測定する金融資産」の区分に分類されている場合には、持分法を用いた会計処理を行う必要がない。

ナティクシス・グループのプライベート・エクイティ子会社は、純損益を通じて公正価値で測定する方法が投資家に適切な情報を提供すると考
え、関連保有の測定に当該方法を採用している。

3.4　連結の原則

連結財務書類は類似の状況における同様の取引の報告については統一会計方針を用いて作成される。重要な場合には、連結企業により採用され
ている測定方法の整合性を確保するための連結調整を行っている。

3.4.1　外貨換算

連結財務書類はユーロで表示されている。

機能通貨がユーロではない在外事業体の貸借対照表項目は、貸借対照表日現在の実勢為替レートを用いて換算される。収益および費用項目は期
中の平均為替レート（大幅な変動がなければ取引価格の近似値）で換算される。

換算差額は以下の差異から発生する。

•　平均為替レートおよび終値でそれぞれ換算した当年度の純損益

•　取得時の為替レートおよび年度末為替レートでそれぞれ換算した資本（当期純利益は除外される）

BPCE S.A.の持分所有者に帰属する部分は資本の「為替換算調整額」の項目に計上され、少数株主に帰属する部分は「少数株主持分」に計上さ
れる。

3.4.2　グループ会社間取引の消去

連結貸借対照表および損益計算書に対するグループ会社間取引の影響は、連結に際して消去されている。配当金およびグループ会社間の資産売
却に係る損益も消去されている。グループ会社に対して低額で資産を売却したことによって生じた資産売却損勘定は、引当金繰入勘定への振り
替えになるのみであり、必要に応じて消去していない。

3.4.3　企業結合

2010年１月１日より前に完了した取引

すべての企業結合は、２つ以上の相互会社または共同支配下の企業が関係する企業結合を除き（理由はこれらの取引は旧IFRS第３号の適用範囲
から明示的に除外されていたことによる）パーチェス法を用いて会計処理されていた。

企業結合の原価は、企業の支配と引き換えに、取得企業が譲渡を受けた資産、負担または引受けた負債および発行した資本性金融商品の取得日現
在の公正価値の総計に当該企業結合に直接起因する取引費用を加算した金額である。

被取得企業の識別可能なすべての資産、負債および偶発債務は、取得日現在の公正価値で計上される。企業結合の当初測定は、取得日から12ヶ月
以内に限り調整可能である。

のれんは、企業結合の原価と、資産、負債および偶発債務の公正価値に対する取得企業の比例持分額との差額を表す。のれんは取得企業の貸借対
照表に計上され、負ののれんは直ちに純損益に認識する。

当グループが既に支配権を有する企業に対する持分を増加させた場合、当該取引は追加的なのれんの計上をもたらす。のれんの追加額は、当該株
式の費用を取得した純資産に対する当グループの比例持分額と比較して決定される。

のれんは被取得企業の機能通貨で認識され、終値の為替レートで換算される。

取得日にのれんは、当該取得の恩恵を享受すると見込まれる１つまたは複数の資金生成単位（CGU）に配分される。資金生成単位は、当グループ
の主要事業についてある業務の最小単位を表すために決定され、投資リターンを管理するために経営陣により用いられている。

のれんは少なくとも毎年減損テスト受け、事象および状況の変化が減損の可能性を示唆する場合は頻度を高める。

減損テストで行うことは、各CGUまたはCGUの当グループの帳簿価額（配分されたのれんを含む）と回収可能価額（すなわち公正価値と使用価値
のいずれか高い方）との比較である。

時価とは、取引に精通し取引意思のある当事者間の独立第三者取引において、入手可能な市場情報に基づき、個々の状況を勘案して、資産が交換
され、または負債が決済される公正価値から売却費用を控除した金額として定義される。各CGUの使用価値は、最適の方法を用いて計算されるが、
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通常、見積将来キャッシュ・フローの現在価値を参照する。CGUの帳簿価額が回収可能価額を上回った場合には、減損損失を純損益に認識する。

のれんについて認識した減損損失は、その後に戻入を行なってはならない。

2010年１月１日以降に完了した取引

上記の会計処理は、IFRS第３号およびIAS第27号の改訂により次のように修正される。

•　相互会社間の結合は、今後、IFRS第３号の適用対象に含める。

•　企業結合に直接関連する費用は、今後、当期純損益に認識する。

•　条件付対価は、仮にそれが潜在的であるとしても、今後、取得日時点の公正価値で取得原価に含める。決済方式に応じて、

-　条件付対価を資本に認識し、事後の価格変更は計上しないか、または

-　条件付対価を負債に認識し、事後の調整は純損益に認識（金融負債）するか、もしくは適合する基準（IAS第39号の適用対象外のその他の
負債）に従って計上する。

•　企業の取得日に少数株主持分は次のいずれかで評価することができる。

-　公正価値（少数株主持分に対して比例持分に応じてのれんを分配することになる方法）、または

-　被取得企業の識別可能な資産および負債の公正価値に対する比例持分額（2009年12月31日以前の取引に適用されたものと類似の方法）

二方式のいずれとするかは企業結合毎に選択する必要がある。

取得した際に選択した方式を問わず、支配権を既に有する企業に対する投資持分比率の増加は、以下の区分により資本に計上する。

•　ある企業が取得された場合、当グループが従来保有していた株式は、純損益を通じて公正価値で再評価しなければならない。したがって段階
取得の場合、のれんは取得日現在の公正価値を参照して決定される。

•　当グループが連結会社の支配を喪失する場合、当グループが従来保有していた株式は、純損益を通じて公正価値で再評価する必要がある。

3.4.4　少数株主持分の買取コミットメント（売建プット・オプション）

当グループは、一部の完全連結会社の少数株主との間で保有株式の買取コミットメントを締結している。

少数株主が当該投資について売建プット・オプションを付与されている場合には、IAS第32号に従い、子会社の純資産に対する少数株主の比例持
分は、資本ではなく負債として扱われる。

当該コミットメントと少数株主持分との差額（負債の見返り部分）は、少数株主持分の買取コミットメントの締結時期が2010年１月１日（IFRS
第３号およびIAS第27号改訂の発効日）の前後により計上方法が異なり、前の場合はのれんに、後の場合は資本にそれぞれ計上される。
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注記４　会計方針および測定の方法

 
4.1　金融資産および負債

4.1.1　貸付金および債権

金融機関および顧客に対する債権ならびに活発な市場での公表価格がなく売買を目的として保有していない一部の投資は、通常「貸付金および
債権」に計上される（注記4.1.2参照）。

貸付金および債権は、公正価値に直接関連する発行費用を加算の上、発行時に直接帰属する受取金を控除して当初認識する。その後の貸借対照表
日に実効金利法を用いて償却原価で測定される。

実効金利とは、見積将来キャッシュ・フロー（支払額または受取額）が貸付金の当初の公正価値と等価になるような割引率をいう。当該利率に
は市場金利を下回って発行された貸付金に係わる値引きおよび貸付金実行に直接関連する取引収益または費用が含まれる（これらは貸付金の
実効利回りの調整として扱われる。）。

貸付金が市場条件より不利な条件で発行された場合は、当該貸付金の名目価値と、市場金利で割引いた将来キャッシュ・フローの総額との差額
相当分は、当該貸付金の名目価値から控除する。市場金利とは、類似の特徴を有する金融商品および取引相手方について任意の時点において市場
の大部分の金融機関により適用される利率をいう。

借入人が資金難に陥りリストラクチャーされた貸付金に対しては、当初の約定キャッシュ・フローの現在価値とリストラクチャ後の予想元利払
いの現在価値との差額を反映させるために割引が適用される。使用される割引率は当初の実効金利である。当該割引額は、損益計算書の「減損費
用およびその他の与信関連引当金」に費用計上され、対応する貸借対照表上の残高と相殺される。当該費用は、年金利回り法に基づき貸付期間に
わたり損益計算書の純受取利息に戻入が行われる。

実効金利の計算に含まれる社内費用は、貸付金の組成に直接関連する変動費用である。当グループは制限的方針を採用し、実効金利に含めるのは
実行した貸付金に直接連動する顧客担当責任者の業績連動俸給部分に限られる。その他の社内費用は償却原価の計算に含まれない。

外部費用は、貸付金の手配に関連する第三者への支払手数料から主に構成される。これは主に事業の提携先に支払った手数料からなる。

新規に実行した貸付金に直接帰属する収益は、主に顧客に賦課する案件組成報酬、付替え費用およびコミットメント手数料（貸付実行の可能性
が高い場合）である。実行に至る可能性の低い貸付金コミットメント手数料は、定額法でコミットメント期間にわたり充当される。

当初時点で１年未満の期間の貸付金について発生する費用および収益は、実効金利の再計算を行うことなく期間按分して繰延べる。変動金利の
貸付金については、実効金利は各金利再設定日に調整される。

4.1.2　証券

資産に計上される証券はIAS第39号に定義される次の４種類に分類される。

•　純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

•　満期保有目的金融資産

•　貸付金および債権

•　売却可能金融資産

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債

この資産区分には以下が含まれる。

•　売買目的保有金融資産および負債、すなわち主として短期間に売却する目的で取得または発行した有価証券

•　金融資産および負債のうち当グループがIAS第39号のもとで許容される公正価値オプションを利用して純損益を通じて公正価値で認識する
ことを当初から選択したもの

上記オプションを適用する場合の適格基準は、注記4.1.4「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債」に記述している。

上記区分に分類される資産の当初公正価値は、ビッド価格を基礎に計算される。これらの資産は、各貸借対照表日に公正価値で再測定され、期中
の公正価値の変動は「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の正味利得または損失」に計上される。

満期保有目的金融資産

満期保有目的（HTM）金融資産は、固定期日における固定または確定可能な支払金額を有する有価証券のうち当グループが期日まで保有する意
図と能力を有するものをいう。

IAS第39号は、一定の特別の状況を除きこれらの有価証券の期日前の売却または譲渡を許容しない。当該有価証券が期日前に売却された場合、す
べての満期保有目的資産は当グループ全体で再分類を行う必要があり、２年間にわたり満期保有目的の区分を使用できない。

これらの有価証券を金利リスクからヘッジする目的で約定した金融商品は、この区分への分類は許容されない。

満期保有目的金融資産は取引費用を含めて当初時点に公正価値で計上される。その後は、重要度に応じて、プレミアム、ディスカウントおよび取
得手数料を含めて実効金利法を用いて償却原価で測定される。

貸付金および債権

「貸付金および債権」ポートフォリオは、活発な市場での公表価格がない、固定または確定可能な支払金額を有する非デリバティブの金融資産
から構成される。またこれらの資産は信用の質の悪化とは無関係の重大な損失リスクにさらされてはならない。

活発な市場での公表価格がない一部の有価証券は、このポートフォリオ区分への分類が可能である。これらは当初、公正価値（名目価額に取引費
用を加算した上で、これから値引きおよび取引に伴う収益を控除した額に対応する）で計上される。この区分に分類される有価証券は、貸付金お
よび債権に適用される認識、測定および減損に関する規則に従う（注記4.1.1）。

売却可能金融資産

売却可能金融資産は、前出の三つの区分に分類されないその他の有価証券をいう。
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売却可能金融資産は当初、取引費用を含む購入原価で計上される。

貸借対照表日にこれらは公正価値で計上され、公正価値の変動は資本に直接認識される利得または損失として計上される。公正価値の決定に用
いる原則は注記4.1.6に記述されている。

これらが売却された場合には、当該公正価値の変動部分は純損益に計上される。

固定利付証券に発生または受領した受取利息は「受取利息および類似収益」の項目に計上される。変動利付証券からの収益は「売却可能金融資
産の正味利得または損失」に含まれる。

認識日

有価証券は決済日／交付日の貸借対照表に計上される。

部分的売却に対して適用されるルール

有価証券の部分的売却には、先入先出法（FIFO）が適用される。

4.1.3　負債性金融商品および資本性金融商品

当グループが発行した金融商品は、当該発行体が当該金融商品の保有者に現金もしくは他の金融資産を引き渡す契約上の義務を有しているか否
か、また当該金融資産を当グループにとって潜在的に不利な条件で交換する契約上の義務を有しているか否かにより負債性金融商品または資本
性金融商品に該当する。当該義務は、単に経済的制約からだけでなく具体的な契約条件から生じるものでなければならない。

負債証券

負債証券（純損益を通じて公正価値で測定する金融負債に分類されていないもの）の発行は、当初、取引費用を含む発行価額で計上される。これ
らはその後、各貸借対照表日に実効金利法を用いて償却原価で測定される。

これらの金融商品は貸借対照表の「金融機関に対する債務」、「顧客に対する債務」または「負債証券」の項目に計上している。

劣後債務

劣後債務は、その返済がすべての上位の無担保債権者の後に限られる一方で利益参加型の貸付金および有価証券ならびに超劣後債より前に返済
を受けるという点においてその他の債務および債権の発行とは異なる。

劣後債務は償却原価で評価される。

優先株式

これらの金融商品の特徴に鑑み、BPCE S.A.グループが発行しSPPEが引受けた優先株式は資本として認識された。

組合員の持分

IFRIC第２号「協同組合に対する組合員の持分および類似の金融商品」は、IAS第32号の規定を明確にしている。特に、金融商品（協同組合に対す
る組合員の持分を含む）の所有者が契約に基づき償還請求権を有している場合、それにより発行体が自動的に義務を負うわけではない。事業体
は、当該金融商品を負債または資本のどちらへ分類するのか決定する際に、当該金融商品のすべての条項を考慮する必要がある。

同解釈指針に基づき、当該事業体が組合員の持分の償還を無条件に拒否できる権利を有しているか、または現地の法律、規則もしくは事業体の定
款が組合員の持分の償還を無条件に禁止または制限している場合は、組合員の持分は資本に分類される。

最低資本要件に関する当グループの定款の現行規定に基づき、当グループが発行した組合員の持分は資本として扱われる。

4.1.4　純損益を通じて公正価値で測定すると指定した金融資産および負債

2005年11月15日に欧州連合が採用したIAS第39号に対する修正は、企業が金融資産および負債を当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定す
ると指定することを許容している。しかしながら、企業は、一度金融資産または負債を純損益を通じて公正価値で測定すると決定したら、当該決
定を覆すことはできない。

基準に規定されている尺度の遵守状況は、公正価値オプションを利用する金融商品の認定前に確認する必要がある。

実務上、本オプションは以下に記述する特定の状況に限って適用できる。

測定上または認識上の不整合性（会計上のミスマッチ）の消去または大幅な削減

このオプションを選択することにより、以下が可能になる。

•同一の運用戦略下にある金融商品に対する異なった評価ルールの適用から発生する会計上のミスマッチの回避。

•　公正価値ヘッジの場合のヘッジの有効性の指定、モニタリングおよび分析における制約の回避（公正価値の反対方向の変動が純損益で「自
然に」相殺されるため（例：固定利付債と固定金利払いの金利スワップの組合わせ））。

この会計処理は特に地方公共団体に供与される特定の仕組貸付に適用される。

会計処理、業績管理および測定の調和

この選択は公正価値で管理・測定される資産および／または負債グループに適用される (ただし当該選択が正式に文書化されたリスク管理ま
たは投資戦略に基づき、かつ当該グループに関する情報が公正価値ベースで社内的に報告されていることが条件になる。)。

かかる状況は主にナティクシスの資本市場業務に関連して発生する。

１つ以上の組込デリバティブを含む複合金融商品

組込デリバティブとは、デリバティブとみなされる金融または非金融複合（合成）商品の構成要素をいう。複合金融商品が純損益を通じて公正
価値で測定されず、かつ当該組込デリバティブに付随する経済的特性およびリスクが主契約の経済的特性およびリスクと緊密に関連していない
場合には、組込デリバティブは主契約から分離し、デリバティブとして会計処理を行う必要がある。

公正価値オプションは、組込デリバティブが主契約のキャッシュ・フローを著しく変更し、かつ当該組込デリバティブを分離して認識すること
がIAS第39号により特に禁止されていない場合には（例：負債性金融商品に組込まれた原価での早期償還オプション）、適用可能である。当該選
択により金融商品全体を公正価値で測定することが可能になり、組込デリバティブを抽出し、認識し、別途測定する必要性を回避できる。

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 450/1163



この会計処理は、重要な組込デリバティブを含む仕組債の発行時において特に適用される。

4.1.5　デリバティブ商品およびヘッジ会計

デリバティブとは次の三つのすべての特性を有する金融商品または契約をいう。

•　当該価値が、特定の金利、金融商品の価格、コモディティ価格、為替レート、価格もしくはレートの指数、信用格付もしくは信用指数、またはそ
の他の変数の変動に反応して変化すること。ただし非金融変数の場合には、当該変数は契約の一方の当事者に固有のもの（「原取引をなすも
の」とも呼ばれる）であってはならない。

•　初期正味投資額を必要としないか、必要であっても市場要因の変動に同様の反応が見込まれる他形式の契約の場合より少額で済むこと。

•　決済が今後到来する日に行われること。

すべてのデリバティブ金融商品は、取引日に貸借対照表に計上され、当初公正価値で測定される。これらは取得が売買目的かヘッジ目的かを問わ
ず各貸借対照表日に公正価値で測定される。

デリバティブの公正価値の変動は、会計上キャッシュ・フロー・ヘッジの要件を満たすデリバティブを除き当期純損益に認識する。

デリバティブ金融商品は、次の二つの区分に分類される。

売買目的デリバティブ

売買目的で保有するデリバティブは、時価が正の場合には貸借対照表の「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」の項目に、時価が負の
場合には「純損益を通じて公正価値で測定する金融負債」の項目に計上される。売買目的で保有するデリバティブの実現および未実現の利得お
よび損失は、「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の正味利得または損失」の勘定科目で純損益に計上する。

ヘッジ目的デリバティブ

ヘッジ開始時においてヘッジ関係に関する公式文書が存在し、その文書がヘッジ戦略、ヘッジされるリスク、ヘッジの対象項目の指定と特性およ
びヘッジ手段を識別している場合には、当該ヘッジ関係はヘッジ会計の要件を満たす。加えて開始時にヘッジの有効性を立証し、開始後も確認を
する必要がある。

ヘッジ関係の一部として契約するデリバティブはヘッジ目的に応じて指定を受ける。

公正価値ヘッジ

公正価値ヘッジは、貸借対照表に計上されている資産もしくは負債または確定したコミットメント契約（特に固定金利の資産もしくは負債の金
利リスク）の公正価値の変動に対するエクスポージャーの削減を意図している。

ヘッジ手段の再測定に係る利得または損失は、ヘッジされるリスクが帰属するヘッジ対象の利得または損失と同じように純損益に認識する。
ヘッジの非有効部分があれば、損益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の正味利得または損失」の項目に計上する。

ヘッジ手段の経過利息は、ヘッジ対象の経過利息と同じように純損益に計上する。

識別済の資産または負債がヘッジされた場合、ヘッジ部分の再測定は貸借対照表のヘッジ対象と同じ項目に計上される。

ヘッジ関係が終了する場合（投資決定、有効性要件の未充足、ヘッジ対象の期日前売却）、ヘッジ手段は売買目的ポートフォリオに振替えられ
る。貸借対照表に計上された当該ヘッジ対象の再測定調整額は、当初ヘッジの残存期間にわたり償却される。ヘッジ対象が期日前に売却される
か、早期に償還される場合、再評価利得または損失の累積額は当期純損益に認識する。

キャッシュ・フロー・ヘッジ

キャッシュ・フロー・ヘッジの目的は、既に認識済みの資産もしくは負債、または将来の取引に関連する特定のリスクに起因するキャッシュ・
フローの変動可能性に対するエクスポージャーをヘッジすることにある（変動金利の資産もしくは負債に係る金利リスクのヘッジ、将来の固定
金利、将来の価格、為替レートのような将来の取引に関連する諸条件のヘッジ）。

有効ヘッジとみなされるヘッジ手段の利得または損失部分は、資本に直接認識される利得または損失の独立した勘定科目に計上される。ヘッジ
手段の非有効部分の利得または損失は、損益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の正味利得または損失」に計上される。

ヘッジ手段の経過利息は、ヘッジ対象の経過利息と同じように受取利息として純損益に計上する。

ヘッジ対象は、当該特定資産区分に適用される取扱いで会計処理を行う。

ヘッジ関係が終了する場合（ヘッジが有効性要件をもはや満たしていない、デリバティブの売却、ヘッジ対象が存在しないなど)、資本に認識さ
れていた累積額はヘッジ対象が損益に影響を与える時点で（ヘッジ対象が存在しなくなる場合には直ちに）損益計算書に振替える。

ポートフォリオ・ヘッジ（マクロヘッジ）の個別事例

キャッシュ・フロー・ヘッジとしての文書化

当グループに所属する金融機関のうち数社は、キャッシュ・フローを対象としたマクロヘッジ（貸付金と借入金ポートフォリオのヘッジ）につ
いて文書化を行っている。

この場合、ヘッジ対象とすることが可能な資産または負債は、満期スケジュール帯毎に次のとおりである。

•　キャッシュ・フローの変動可能性にさらされる資産および負債（変動金利の貸付金および借入金）：将来の金利水準を予め知り得ないため
企業は変動利付資産および負債から生じる将来キャッシュ・フローについて変動可能性リスクを負う。

•　可能性が高いとみなされる将来の取引（予定取引）：取引の合計残高を一定と仮定すると企業は将来の固定金利貸付金の将来キャッシュ・
フローについて、供与される貸付金の金利を知りえない限りにおいて、変動可能性のリスクにさらされる。同様に当グループは市場で手当す
る必要のある資金調達の将来キャッシュ・フローについて変動可能性のリスクにさらされる。

IAS第39号のもとでは類似の満期の固定利付資産と固定利付負債全体の純額ポジションをヘッジすることはヘッジ会計の要件を満たさない。そ
こでヘッジ対象を変動利付商品の１つまたは複数の識別されたポートフォリオの一部分（変動金利の預金または貸付金の残高の一部）と考え
ることは可能である。ヘッジの有効性は、満期スケジュール帯毎に「仮想」デリバティブを創出し、ヘッジ開始以後の当該公正価値の変動とヘッ
ジとして文書化されたデリバティブの公正価値を比較することにより測定される。

仮想デリバティブの特性はヘッジ対象と同一である。したがって仮想デリバティブの価値の変動を実際のヘッジ手段と比較することにより有効
性を評価する。この手法を用いるためには満期スケジュールの作成を必要とする。
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ヘッジの有効性は開始前と開始後において示される必要がある。

対象となる各満期スケジュール帯についてヘッジ対象の額面金額がヘッジ手段の名目金額より多ければ、ヘッジは事前的に有効である。

事後的検証では実施したヘッジの事後的な有効性について各報告日に計算を行う。

各貸借対照表日にヘッジ手段の時価変動額（経過利息を除く）をヘッジ対象の時価変動額と比較する。両者の変動額の比率は80％から125％で
あることを要する。

ヘッジ対象が売却されるか、将来の取引の可能性がもはや高くない場合は、資本に認識された未実現累積利得または損失は直ちに純損益に振替
える。

ヘッジ関係が終了する場合にヘッジ対象が依然貸借対照表に計上されているときは、未実現累積利得または損失は定額法により資本に認識す
る。デリバティブをキャンセルしない場合、当該デリバティブは売買目的デリバティブに再分類され、公正価値の変動を純損益に認識する。

公正価値ヘッジとしての文書化

当グループの他の銀行では、欧州連合が採用したIAS第39号に対するいわゆるカーブアウト措置の適用によりマクロヘッジを公正価値ヘッジと
して文書化している。

欧州連合が使用するために採用したバージョンのIAS第39号では、金利リスクに対するエクスポージャー全体を削減する目的で欧州の銀行が実
施している戦略と両立できないと見られるヘッジ会計の一部規定を外している。特にこの「カーブアウト」の適用により、当グループは固定金
利の顧客取引（貸付金、貯蓄預金および要求払預金）について銀行間金利リスクとのヘッジ会計の利用が可能になる。当グループが主に利用し
ているのはプレーンバニラの金利スワップであり、固定金利の預金および貸付金についての公正価値ヘッジとして開始時に指定している。

マクロヘッジのデリバティブは、特定取引の公正価値をヘッジ（ミクロヘッジ）に用いられるデリバティブと同様に会計処理を行う。

マクロヘッジ関係にある場合、ヘッジ対象の再測定に係る利得および損失は「金利ヘッジ準備金」に計上される。

ヘッジは当該デリバティブが固定金利の対象原取引のポートフォリオに係る金利リスクを相殺していれば有効とみなされる。

有効性は以下の二つの方法で検証される。

•　資産ベーステスト：開始時にヘッジ手段として指定されたプレーンバニラのスワップについては、当グループは過剰なヘッジではないこと
を当該金融商品がヘッジとして指定される日に事前に検証し、各貸借対照表日に事後的に検証する。

•　量的テスト：他のスワップについては、実際のスワップの公正価値の変動がヘッジ対象をそのまま反映する仮想スワップの公正価値の変動
を相殺していなければならない。この検証は当該金融商品がヘッジとして指定される日に事前に行われ、各貸借対照表日に事後的に行われ
る。

ヘッジ関係が終了する場合において、ヘッジ対象の認識が中止されないときは、再測定調整額は当初ヘッジの残存期間にわたり定額法で償却さ
れ、ヘッジ対象が貸借対照表にもはや計上されないときは、再測定調整額は純損益に直接計上する。特にマクロヘッジ目的で用いられたデリバ
ティブは、ヘッジ対象の名目金額がヘッジ手段の名目金額を下回る場合（例えば貸付金の期限前返済または預金払戻し）、ヘッジ会計上不適格
になる可能性がある。

在外営業活動体の純投資ヘッジ

在外営業活動体の純投資とは、在外営業活動体の純資産について連結企業が保有する投資金額をいう。

外国通貨の純投資ヘッジの目的は、連結企業の財務書類の表示通貨と異なる機能通貨の事業体に対する投資について為替の影響を最小化するこ
とにある。純投資ヘッジの会計処理は、キャッシュ・フロー・ヘッジと同様に行う。

当初、資本に認識した未実現利得および損失は、純投資の全部または一部が売却された時点で純損益に計上する。

4.1.6　公正価値の決定

一般原則

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債ならびに売却可能金融資産は、貸借対照表日に公正価値で計上する。公正価値とは、取引
に精通し取引意思のある当事者間の独立第三者取引において資産が交換され、または負債が決済される金額をいう。当初認識時の金融商品の公
正価値は、通常、取引価格（すなわち授受された対価の公正価値）と同額である。

金融商品の公正価値の最善見積は、活発な市場での公表価格である。活発な市場での公表価格がある場合は、公表価格を利用して見積らなければ
ならない。

公表価格が存在しない場合は、公正価値は金融市場で一般的に受入れられ、かつ企業固有のデータではない観察可能な市場入力情報を用いる適
切な評価技法により決定ができる。

最終的に観察可能な市場データが決定を行うに十分でない場合は、公正価値は社内モデルに基づく評価技法により決定できる。このように社内
モデルが用いられる場合、算出結果を最近の取引価格と適合させながら随時調整する必要がある。

活発な市場における（無修正）公表価格に基づき測定される金融商品（レベル１）

これらの典型としては、明確に流動性のある組織化された市場で活発に取引される上場証券およびデリバティブ（先物およびオプション等）が
ある。上場市場でナティクシスが執行するすべての取引は、この区分に該当する。

活発な市場とみなされるのは、価格が株式市場、仲介業者、トレーダー、評価機関または規制当局から容易かつ定期的に入手可能であり、かつ当該
価格が独立第三者間で市場において規則的に発生する実際の取引を表している場合である。

活発な市場および観察可能な入力情報が存在しない事実は次の尺度で立証されることとなる。

•　取引量および市場活動水準の著しい低下

•　公表価格入手における相当の困難さ

•　限られた数の市場当事者および主要市場プレーヤーの不参加

•　同一時点において異なる市場参加者から拡散して示される価格

•　資産の本源的価値をまったく反映しない価格および／または買値・売値の大きな隔たり（売買スプレッドの拡がり）
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上記尺度は資産の特性に応じて調整される必要があり、活発な市場で当該資産がもはや公表されていないとの主張を裏付ける他の証拠により補
足することができる。取引が最近存在しない場合、市場が活発でないかどうかを決定するに当たり、企業は独自の判断を用いて立証することとな
る。

公認されたモデルおよび直接的または間接的に観察可能な入力情報を用いて評価される店頭金融商品（レベル２）

標準金融商品

金融商品、特に店頭デリバティブ、プレーンバニラ金利スワップ、金利先渡契約、キャップ、フロアおよび単純なオプションは、評価モデルを用い
て評価されるものがある。評価にあたつては、当該金融商品についての観察可能な入力情報または市場標準として公認されたモデル（将来
キャッシュ・フローの割引、補間法）のいずれに依拠することも可能である。

これらの金融商品については、どのモデルを用いるのか、また変数の観察可能性について文書化している。

複合型金融商品

一部の複合および／または長期金融商品は、公認された社内モデルを使用し、イールド・カーブやオプションのインプライド・ボラティリティ
のような観察可能なデータおよびコンセンサス・データまたは活発な店頭市場から得られるデータに基づき評価される。

これらのすべての金融商品については入力情報が観察可能であることが立証されている。方法論的には入力情報の観察可能性は次の４つの基準
に基づく。

•　外部の情報源に由来すること（可能であれば公認された提供元）

•　定期的に更新されること

•　最近の取引に基礎を置くこと

•　その特性が関連する取引の特性と同じであること

これらの金融商品の取引により得られた利益は直ちに純損益に認識する。

評価モデルを用いて得られた金融商品の公正価値は、カウンターパーティ、モデルおよびパラメーターの各リスクを斟酌するために調整される。

公認されていないモデルまたは概ね観察不可能な入力情報を用いて評価される店頭金融商品（レベル３）

算定される評価が観察可能な入力情報または市場標準として公認されているモデルのいずれにも依拠していない場合、算定される評価は観察不
可能とみなされる。

特殊なモデルまたは観察不可能な入力情報を用いて評価される金融商品の典型には以下が含まれる。

•　持分型マルチアセット商品、ファンド・オプション型商品、複合型固定利付商品、スワップ証券化商品、クレジット・デリバティブ仕組商品お
よび固定利付オプション商品

•　上記の金融商品はしばしば市場情報提供元が設定する価格を基礎に評価される（例：ストラクチャード・ファイナンスの専門家により提供
される価格）

デイワン利益の認識

金融資産の当初認識により得られるデイワン利益は、金融資産が当初信頼性をもって測定できない限り純損益に認識できない。当初時に信頼性
をもって測定できる金融商品には、活発な市場で取引されている金融商品および観察可能な市場入力情報のみに依拠する公認されたモデルを用
いて評価した金融商品が含まれる。

オーダーメイドのソリューションにしばしば利用される一部仕組商品の価格設定に使用される評価モデルは、活発な市場の部分的に観察不可能
な入力情報を用いる場合がある。当該金融商品の当初認識では取引価格は時価を反映しているとみなされ、当初時に得られる利益（デイワン利
益）は、評価入力情報が観察不可能にとどまることが見込まれる期間にわたり繰延べて純損益に計上する。

当該入力情報が観察可能となるか、用いられる評価技法が公認された場合には、未認識部分のデイワン利益を純損益に計上する。

特殊事例

償却原価で認識されている金融商品の公正価値

貸借対照表に公正価値で計上されない金融商品は、貸借対照表日時点の一定の仮定を組込んだ最善の見積により測定される。

資産および負債の帳簿価額は、次の場合には時価とみなされる。

•　金利の変動が公正価値に重要な影響を与えない変動金利の資産および負債であって、信用リスク感応度が期間中重要でないもの。

•　短期の金融資産および負債（当初の期間が１年以内）であって、金利および信用リスクに対する感応度が期間中重要でないもの。

•　要求払負債

•　規制市場における取引（特に規制対象貯蓄商品）であって価格が当局により設定されるもの。

貸付金ポートフォリオの公正価値

貸付金の公正価値は、残存期間中に回収可能な将来の元利払いを、当該貸付金と同様の種別および満期を有する貸付金が当該月に実行される場
合の利率で割引く社内評価モデルを用いて決定される。期限前返済オプションは、貸付金の返済スケジュールに対する調整を通じて組込まれる。

債務の公正価値

金融機関および顧客に対する１年超の固定利付債務の公正価値は、貸借対照表日の市場金利で将来キャッシュ・フローを割引いた現在価値に等
しいとみなされる。

4.1.7　金融資産の減損

有価証券の減損

資産の当初認識後に生じた１つまたは複数の損失事象の結果として減損の客観的証拠が存在する場合は、純損益を通じて公正価値で測定する金
融資産に指定された有価証券を除き、個々の有価証券について減損損失が認識される。損失事象は、見積将来キャッシュ・フローに対して信頼性
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をもって見積ることが可能な影響を与える事象として定義される。

資本性金融商品および負債性金融商品の減損については異なるルールが用いられる。

資本性金融商品については、長期間または大幅な価値の下落が減損の客観的証拠となる。

2009年７月にIFRICが発表した明確化措置および株式市場規制当局が公表した勧告を受けて、当グループは上場資本性金融商品の減損状況の特
性を示すことができるように基準を改訂した。

取得原価との比較において有価証券の価値の下落が50％を超え、または36ヶ月を超えて継続している場合に、減損が認められるとして損失を認
識する。

さらに減損基準には追補があり、取得原価との比較において下落が30％超または６ヶ月を超えて続いている資産、あるいは大幅または長期の下
落につながる事象が生じた場合には１件ずつ精査を実施する。資産価値の全面的回復が難しいと当グループが決定した場合は、減損費用を損益
計算書に計上する。

非上場資本性金融商品については、注記4.1.6に記述した評価技法を用いて当該状況について定性分析を行う。

資本性金融商品について認識した減損損失を戻入れてはならず、また純損益への戻入もしてはならない。損失は「売却可能金融資産の正味利得
または損失」に計上され、その後の価値の増加は当該証券を処分するまで資本に計上する。

債券または証券化取引などの負債性金融商品についてカウンターパーティ・リスクが確認された場合は、減損損失を認識する。

負債証券について当グループは、当該債務の最終的なポートフォリオの指定区分を問わず、貸付金および債権の減損リスクを個別に評価する際
の尺度と同じ減損尺度を用いる。期日の定めのない超劣後債（TSSDI）については、発行体が利札の支払ができないか、一旦予定していた返済予
定日後の発行継続などの特定の状況にも特に注意を払う。

発行体の財政状態が改善した場合は、負債性金融商品について計上した減損損失は、損益計算書に戻入れることができる。減損損失および戻入
は、「減損費用およびその他の与信関連引当金」に計上する。

貸付金の減損

IAS第39号は貸付金の減損の計算方法および認識について定義している。

貸付金または債権は、次の２つの条件が満たされた場合には減損が生じたものとみなされる。

•　個別ベースまたはポートフォリオ・ベースにおいて減損の客観的な証拠が存在すること；対象となる貸付金の当初認識後にカウンターパー
ティ・リスクの発生を示す「トリガー事象」または「損失事象」が存在すること；個別ケースにおいて確認された信用リスク評価におい
て、３ヶ月超（不動産への貸付については６ヶ月超、地方公共団体に対する貸付金については９ヶ月超）の支払延滞の存在または支払延滞の
存在とは別に確認された信用リスクまたは法的手続の存在が含まれること。

•　上記事象が貸付金の見積将来キャッシュ・フローに損失をもたらし当該損失の見積に信頼性があること。

減損は償却原価と回収可能価額（すなわち担保要因を勘案した回収可能な見積将来キャッシュ・フローの現在価値）との差額として算定され
る。短期資産（１年未満の満期）については、将来キャッシュ・フローの割引はしない。減損は全体として算定され、利息と元本の区別はしない。

オフバランス・シート・コミットメントから発生する可能性のある損失は、貸借対照表の負債側に計上する引当金を通じて計上される。

２種類の減損が減損費用およびその他の与信関連引当金に計上される。

•　個別ベースの減損

•　ポートフォリオ・ベースの減損

個別ベースの減損

債権のカテゴリ毎の回収実績に基づき決定される償還スケジュールを基礎に各債権の個別の減損が計算される。減損金額を決定する際に担保が
斟酌され、担保が不履行リスクを全額カバーしている場合には回収可能価額についての減損はない。

ポートフォリオ・ベースの減損

IAS第39号に基づき、類似の信用リスクを有する金融資産グループに含まれる債権は集団的に減損テストを受ける。

貸出金残高は、当グループの内部格付制度に基づきリスク感応度の観点から類似性のある貸付金集団毎に分けられる。減損テストを受けるポー
トフォリオは、貸付金供与後に著しく格付を引下げられ、したがってリスク感応度が高いとみなされる取引相手先に関連するポートフォリオで
ある。これらの貸付金は、ポートフォリオを構成する様々な取引相手先に対して個々に信用リスクを割り振ることはできないが、集団として減損
の客観的な証拠を示している以上、減損テストを受けることになる。

減損金額は、満期時の債務不履行発生率の実績データおよび予想損失額を踏まえつつ、貸借対照表日の状況を勘案するための調整を必要に応じ
て加え、決定される。

また当グループは、対象の貸付金および債権に内在する様々な経済的要因を斟酌しつつ、専門家の意見に基づき産業別または地域別の分析を行
うこともある。ポートフォリオ・ベースの減損は、対象母集団全体の満期時の予想損失額に基づき計算される。

4.1.8　金融資産の再分類

2008年10月15日に欧州連合により採用されたIAS第39号およびIFRS第７号の各修正は、公正価値で測定する非デリバティブの金融資産（ただし
純損益を通じて公正価値で測定するとの指定を当初から受けたものを除く）の他の区分への再分類のための諸条件について規定している。

売買目的保有金融資産の「売却可能金融資産」区分または「満期保有目的金融資産」区分への再分類

再分類につながる「例外的な状況」の存在を当グループが立証できる場合は、非デリバティブ金融資産であれば再分類することができる。 IASB
は2008年下半期の金融危機を「例外的な状況」と位置付けていたことには留意する必要がある。

固定または確定可能な支払金額を有する金融商品のみが「満期保有目的金融資産」の区分に再分類することができる。また保有機関は、当該金
融商品を満期まで保有する意図と能力を有する必要がある。この区分に含める金融商品を対象に金利リスクをヘッジしてはならない。

「売買目的保有金融資産」または「売却可能金融資産」の「貸付金および債権」への再分類

「貸付金および債権」の定義を充足する限り、いかなる非デリバティブの金融資産も（なかんずく活発な市場での公表価格がない固定利付金融
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商品）、当グループが経営戦略を変更し当該金融商品を予見可能な将来あるいは満期まで保有するとの決定を行なった場合には、貸付金および
債権に再分類することができる。また当グループは当該金融商品を中長期的に保有する能力を有する必要がある。

再分類は再分類日現在の公正価値で実行され、当該価額が償却原価で測定される区分に振替えられた金融商品の新たな償却原価となる。

この新たな償却原価が償還価額と等しくなるように実効金利が再分類日時点で新たに計算される。すなわち当該金融商品は割引かれて再分類さ
れたことになる。

売却可能金融資産として従来計上されていた金融商品については、当該金融商品の残存期間にわたる新しい割引の償却は、資本項目の利得また
は損失に直入されていた再分類日時点の未実現損失の償却で埋め合わされ、年金利回り法に基づき損益計算書に計上される。

売却可能金融資産として従来計上されていた金融商品について再分類日以後に減損が生じた場合は、再分類日時点で資本項目において利得また
は損失に直入され年金利回り法に基づき損益計算書に計上された未実現損失は直ちに純損益に戻入れる。

4.1.9　金融資産および負債の認識の中止

金融資産（または類似する金融資産のグループ）は、当該資産の将来キャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅したか、または当該権利
とともに、資産を所有することによって保有するリスクおよび経済的便益のすべてを実質的に第三者に譲渡した場合に認識を中止する。

当該資産（または資産グループ）の譲渡の結果として、設定もしくは保持された権利および義務を反映する資産または負債は、貸借対照表にお
いて独立項目として計上される。

ある金融資産の全額について認識を中止した場合、処分損益（当該資産の帳簿価額と受領対価の差額を反映）が損益計算書に計上される。

当グループが金融資産に対する支配力を保持している場合、当グループの継続的関与の範囲内で当該資産は引続き貸借対照表に認識される。

当グループでは金融負債が消滅する場合（例：契約で特定された義務が履行され、解除され、または消滅した場合）にのみ認識を中止している。

レポ取引

買戻条件付売却有価証券は、譲渡人の勘定での認識は中止されない。受領した資金の返還を確約する負債は、「買戻条件付売却有価証券」として
識別され、計上される。同負債は、公正価値ではなく償却原価で計上される金融負債である。

受領資産は譲受人の帳簿では認識されず、譲渡人に対する貸付資金にかかわる債権が計上される。当該資産に係る貸出額は、「売戻条件付買入有
価証券」に計上される。

当該有価証券は、その後の貸借対照表日にも引続き譲渡人により当初の分類区分に適用される規則に従い会計処理が行われる。証券購入者は、
「貸付金および債権」に当該債権の名目価額を計上する。

有価証券貸付

有価証券の貸借取引は、IFRSの意義の範囲内では金融資産の移転の要件を満たさない。したがって貸付有価証券の認識は中止されず、当初の区分
に計上され、それぞれに応じて測定される。借入有価証券は、借入人の貸借対照表に計上されない。

4.2　投資不動産

IAS第40号によれば、投資不動産とは賃貸収益もしくは資本増価またはその両方を目的として保有する不動産である。

投資不動産の会計処理は、すべての当グループ企業（一部の保険会社は除かれる。当該保険会社では、保険契約に関連して投資として保有する不
動産を公正価値で認識し、公正価値への調整を純損益に計上する。）が用いる有形固定資産の会計処理（注記4.3参照）と同様である。公正価値
は多基準アプローチを用いて計算し、市場金利で賃料を資本計上するとともに市場取引との比較を行う。

当グループの投資不動産の公正価値は、当該資産の価値に重大な影響を与える特殊な事例を除き、専門家による定期的な鑑定評価に基づく。

オペレーティング・リースにより賃貸する投資不動産に残存価値がある場合には、当該資産の償却可能価額は減少することになる。

投資不動産の処分損益は、純損益の「その他の活動の正味収益または費用」に計上される。

4.3　有形固定資産および無形資産

この項目には、所有者の占有不動産、事業上所有かつ使用する設備、オペレーティング・リースにより取得した設備、ファイナンス・リースによ
り取得した不動産および一時的に借手はないがファイナンス・リースにより保有している資産が含まれる。商事活動を営まない不動産会社
（SCI）に対する持分は、有形固定資産として会計処理される。

IAS第16号およびIAS第38号によれば、有形固定資産および無形固定資産は、次の条件を満たす場合にのみ資産として認識される。

•　当該資産に帰属する将来の経済的便益が企業にもたらされる可能性が高いこと。

•　当該資産の取得原価が信頼性をもって測定できること。

事業用の有形固定資産および無形資産は、取得原価に直接的帰属取得費用を加算して当初認識される。非流動資産としての認識基準を満たす社
内開発のソフトウェアは、制作費用で認識し、外部費用および当該プロジェクトに直接従事した従業員の人件費が含まれる。

すべてのプログラムの生成には部分積み上げ方式が適用される。

当初認識後、有形固定資産および無形固定資産は、取得原価から累計の減価償却費、償却費および減損を控除して測定される。資産の償却可能価
額は、残存価値が重要かつ信頼性をもって測定可能な場合はこれを考慮する。

有形固定資産および無形資産は、当該資産について予想される将来の経済的便益の企業による費消パターン（通常は当該資産の耐用年数に一
致）を反映するように減価償却もしくは償却される。ある資産が、経済的便益の利用または費消パターンが異なる数々の構成要素からなる場合
は、各構成要素は別個に認識され、当該構成要素の耐用年数を反映する期間にわたり減価償却される。

当グループが用いる減価償却および償却の各期間は次のとおりである。

•　建物：20年から60年

•　造作および付属物：５年から20年

•　家具および特殊設備：４年から10年
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•　コンピューター機器：３年から５年

•　ソフトウェア：５年以下

その他の有形固定資産は、見積耐用年数（通常５年から10年）にわたり減価償却される。

有形固定資産および無形資産は、貸借対照表日現在で減損を示す証拠がある場合に減損テストを受ける。改訂された資産回収可能価額が帳簿価
額を下回る場合は、減損損失を純損益に認識する。減損の場合には、減損を純損益に認識する。

当該損失は、見積回収可能価額が変更された場合または減損の証拠がもはや存在しない場合には戻入れる。

事業用有形固定資産および無形資産のうちファイナンス・リースで調達されているものの会計処理は注記4.9に記載している。

オペレーティング・リースにより賃貸している設備（当グループが賃貸者）は、貸借対照表の有形固定資産の項目に計上される。

4.4　売却目的で保有する資産および関連する負債

非流動資産の売却が決定され、12ヶ月以内に売却する可能性が高い場合は、当該資産は貸借対照表の「売却目的で保有する非流動資産」の勘定
科目に独立して表示する。同資産に関連する負債も「売却目的で保有する非流動資産に関連する負債」の勘定科目に独立して表示する。

上記区分にひとたび分類された当該非流動資産は、もはや減価償却/償却されず、帳簿価額または公正価値から売却費用を控除した価額のいずれ
か低い方で測定される。金融資産は引続きIAS第39号に従い測定される。

4.5　引当金

従業員給付債務、規制対象住宅貯蓄関連商品、オフバランス・シート・コミットメントおよび保険契約に関連する引当金以外の引当金は、主とし
てリストラクチャリング、請求および訴訟、罰金、違約金、税金などのリスクに対する引当金から構成される。

引当金とは、時期または金額が不確実であるが信頼性をもって見積ることができる負債である。負債とは過去の事象から発生した現在の債務
（法的または黙示的）であり、その決済により資源の流出が必要となることが予想されるものをいう。

引当金に認識されている金額は、貸借対照表日に現在の債務を消失させるために必要とされる費用についての最善の見積である。

引当金は、割引の影響が重要な場合には割引かれている。

引当金の繰入および戻入は、引当金が積み立てられた将来の費用の種類に対応する損益計算書の勘定科目に認識する。

規制対象住宅貯蓄関連商品の引当金

規制対象住宅貯蓄口座（CEL)および規制対象住宅貯蓄プラン（PEL）はフランスで取扱われているリテール商品であり、住宅貯蓄プランおよび
口座に関する法津（1965年）ならびにその後の施行令の適用を受ける。規制対象住宅貯蓄関連商品により当グループは２種類の債務を負う。

•　契約開始時設定利率（PEL商品について）または貯蓄段階に応じた利率（CEL商品について）で顧客に貸付金を将来提供する債務

•　無期限に契約開始時設定利率（PEL商品について）または法定の指数算定式により半年毎に設定される利率（CEL商品について）で預金金利
を将来支払う債務

当グループに潜在的に不利な結果を招く債務に関して、規制対象住宅貯蓄プランについては契約開始時期毎に、規制対象住宅貯蓄口座について
は一括して測定する。

アット・リスク残高から得られる将来の潜在的収益を割引くことにより関連するリスクについての引当金を計上する。

•　アット・リスク貯蓄は、引当金の計算時点で存在する不確実なプラン貯蓄の将来水準に対応する。引当金は、顧客の過去の行動パターンを考
慮しつつ将来の各期間について統計的基礎に基づき見積られ、推定残高と最低予想貯蓄残高との差額に対応する。

•　アット・リスク貸付金は、供与済みであるが計算時点において期日未到来の貸付金残高に、顧客の過去の行動パターンに基づき統計的に予想
される貸付金残高ならびに規制対象住宅貯蓄口座および同プランに関連して過去に蓄積した権利と今後獲得する権利を加算した金額に対応
する。

将来期間における貯蓄段階からの収益は、契約開始時期毎に付利される規制金利と市場において類似貯蓄商品に付利される予想金利との差額と
して見積られる。

将来期間における融資段階からの収益は、PEL契約については契約締結時に合意された固定金利（CEL契約については貯蓄段階に応じた金利）と
非規制部門での住宅貸付に付利される予想金利との差額として見積られる。

契約開始時期毎の貯蓄および融資段階についての当グループの見積将来義務の代数和が当グループにとり潜在的に不利であることを示す場合
は、異なる契約開始時期の間での相殺を行うことなく引当金を計上する。債務は、将来の金利動向およびそれが顧客行動モデルとアット・リスク
残高に与える影響を反映させるためにモンテカルロ方式を用いて見積られる。

これらの引当金は貸借対照表の負債に計上され、その変動は純受取利息に計上される。

4.6　受取利息および支払利息

受取利息および支払利息は、償却原価で測定されるすべての金融商品について実効金利法を用いて計上される。

実効金利とは、金融資産もしくは金融負債の予想残存期間を通じての将来の現金支払額または受取額の見積額を、当該金融資産もしくは金融負
債の正味帳簿価額まで正確に割引く利率をいう。実効金利を計算するに際しては、授受されたすべての取引報酬ならびにプレミアムおよびディ
スカウントを含める。当該契約の実効金利と不可分に授受された取引報酬（金融取引相手先に支払われた案件組成報酬および手数料など）は追
加的利息として扱われる。

4.7　サービス手数料

手数料は、関連する金融商品の認識方法に従って提供したサービスの種類毎に損益計算書に計上される。

•　継続的サービスの未収手数料は、当該サービスの提供期間にわたり繰延べられる（支払処理手数料、証券保管料など）。

•　非継続的サービスの未払手数料は、当該サービスの提供時に全額を純損益に認識する（資金振込、違約金支払など）。
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•　重要な取引の執行に係る未払手数料は、当該取引の完了時に全額を純損益に認識する。

貸付コミットメントまたは案件組成報酬など金融商品の実効金利と不可分の報酬および手数料は、当該貸付金の見積期間にわたり実効金利の調
整として認識され、償却される。したがって当該報酬は「受取報酬および手数料」ではなく、受取利息として計上される。

受託報酬・手数料および類似報酬・手数料は、個人顧客、年金制度またはその他の機関のために資産の保有または投資に関連する。信託受託サー
ビスは、主に第三者のための資産運用業務および証券管理サービスを対象とする。

4.8　外貨取引

当グループによる外貨取引の資産負債の会計方法は、当該資産または負債が貨幣性項目、非貨幣性項目のいずれに分類されるかに左右される。

外貨建の貨幣性資産および負債は、それらが貸借対照表に計上される当該グループ企業の機能通貨に、貸借対照表日現在の実勢為替レートを用
いて換算する。結果として生じる外国為替のすべての利得および損失は、次の２つの場合を除き純損益に認識する。

•　売却可能金融資産の償却原価に基づき計算した外国為替の利得および損失の部分のみを純損益に認識し、このほかの利得および損失がある
場合には資本に認識する。

•　キャッシュ・フロー・ヘッジとして、または在外営業活動体の純投資の一部として、指定された貨幣性項目について生じる外国為替の利得お
よび損失は、資本に認識される。

取得原価で計上される非貨幣性資産は、取引日の実勢為替レートを用いて換算する。公正価値の非貨幣性資産は、貸借対照表日の実勢為替レート
を用いて換算する。非貨幣性項目の外国為替に係る利得および損失は、当該項目自体の利得および損失を純損益に認識する場合には純損益に計
上し、当該項目自体の利得および損失を資本に認識する場合には資本に計上する。

4.9　ファイナンス・リースおよび関連項目

リースが実質および経済的実態面でファイナンス・リースなのかオペレーティング・リースなのかを決定するために分析が行なわれる。

4.9.1　ファイナンス・リース

ファイナンス・リースとは、資産の所有に伴うリスクと便益を実質的にすべて借手に移転するリースをいう。ファイナンス・リースは、ある資産
の購入に金融をつけるために貸手が借手に供与した貸付金として扱われる。

IAS第17号は、リースがファイナンス・リースとして分類されることになる状況を５つ例示している。

•　当該リースにより、リース期間の終了時に資産の所有権が借手に移転する。

•　借手が、選択権の行使日の公正価値よりも十分に低いと予想される価格で当該資産の購入選択権を与えられており、リース開始日に当該選択
権の行使が合理的に確実視されている。

•　リース期間が当該資産の経済的耐用年数の大部分を占める。

•　リースの開始時において、最低リース料総額の現在価値が、当該リース資産の公正価値と少なくともほぼ等しい。

•　リース資産が特殊な性質のものであり、その借手のみが大きな変更なしで使用できる。

またIAS第17号は、リースがファイナンス・リースとして分類されることになり得る３つの指標を示している。

•　借手が当該リースを解約できても、その解約に関連する貸手の損失は借手が負担する。

•　残存公正価値の変動による利得または損失が借手に発生する。

•　借手が市場の賃借料相場より十分に低い賃借料で次期のリースを継続することができる。

契約開始時にファイナンス・リース債権は、貸手の貸借対照表に当該リースの正味投資額をもって計上される。正味投資額は、借手に対する最低
リース料総額債権を当該リースの計算利子率で割引いた金額と貸手に発生する無保証残存価値の合計額と一致する。

IAS第17号は無保証残存価値の定期的見直しを要求する。見積無保証残存価値が減少する場合には、リース期間にわたる収益の期間按分は改訂さ
れる（新支払表の計算）。発生した金額の減少は直ちに純損益に認識し、将来の金額の減少は当該リースの計算利子率を改訂することにより認
識する。

ファイナンス・リースの減損費用は、貸付金および債権について記載した方法と同様の方法により決定する。

金利に対応する金融収益は、損益計算書の「受取利息および類似収益」に認識される。金融収益は、リースの計算利子率を用いてファイナンス・
リースの正味投資額に対する一定率の期間収益率を反映するような態様で計上される。リースの計算利子率とは次の二つの項目を等しくさせる
割引率をいう。

•　貸手が受領する最低リース料総額と無保証残存価値の合計の現在価値

•　資産の当初価額、すなわちリース開始時の公正価値とリースの直接初期費用（専らリース開始のために貸手が負担した経費から構成され
る）の合計額。

借手の財務書類では、買取オプションのあるファイナンス・リースは、借入金で資金調達した資産購入として扱われる。

4.9.2　オペレーティング・リース

オペレーティング・リースは、資産の所有に伴うリスクと経済的便益の実質的にすべてが借手に移転しないリースをいう。

貸手の財務書類では、資産は有形固定資産に計上され、リース期間にわたり定額法で減価償却される。償却可能価額は資産の残存価値を考慮にい
れない。

リース資産は借手の貸借対照表には計上されない。最低リース料総額はリース期間にわたり定額法で純損益に認識する。

4.10　従業員給付

当グループは以下に記載する４つの種類の給付を従業員に提供している。
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4.10.1　短期従業員給付

短期従業員給付に含まれる主なものは、従業員が勤務を提供した期間の末日から12ヶ月以内に決済期限が到来する賃金、給与、年次有給休暇、報
奨制度、利益分配および賞与である。

これらは貸借対照表日現在の未払残高も含め当該期間の費用として計上される。

4.10.2　長期従業員給付

長期従業員給付は、通常、現役従業員に発生する永年勤続報奨に関係し、関連する勤務を提供した期間の末日から12ヶ月より後に決済期限が到来
する。その主たる例が従業員に対する永年勤続報奨である。

これら債務の貸借対照表日現在の価額について引当金が積立てられる。

退職後給付債務は年金利回り法により評価する。年金利回り法は、年齢、勤務年数、退職時に当グループに雇用されている可能性および割引率な
ど人口統計と財務面の計算基礎を勘案する。評価に際しては、費用は各従業員の勤務提供期間にわたり配分される（予測単位積立方式）。

4.10.3　解雇給付

解雇給付は、当グループが雇用契約を終了させる決定を行った結果として、あるいは従業員が希望退職を受入れる決定を行なった結果として、通
常の退職日より前に雇用契約が終了する場合に給付が行われる。解雇給付のために引当金が計上されている。貸借対照表日から12ヶ月より後に
決済期限が到来する解雇給付は現在価値に割引かれる。

4.10.4　退職後給付

退職後給付には、一時払い退職金、年金およびその他の退職後給付が含まれる。

これらの給付は二つの区分に分類することができる。確定拠出制度：同制度は当グループに債務を生じさせない。確定給付制度：同制度は当グ
ループに債務を生じさせるため測定および引当金による認識を行なう。

当グループは純損益に費用計上の上、年金基金または保険会社への拠出金支払による積立てをしていない従業員給付債務について引当金を負債
に計上している。

退職後給付は長期従業員給付と同じように測定される。

これらの債務の測定に際しては、年金資産の価値および未実現の年金数理計算上の差異を斟酌する。

計算基礎の変更（早期退職、割引率など）または実績を踏まえての修正（制度資産からの運用収益など）から生じる退職後給付の年金数理計算
上の差異は、確定給付債務の現在価値の10％または制度資産の公正価値の10％のいずれか大きい方を超過する部分について期間償却する（回廊
方式）。

確定給付制度について計上した年間費用には、現在勤務費用、支払利息（債務の割引効果）、制度資産からの期待運用収益および未認識項目の償
却費が含まれる。

4.11　株式報酬

株式報酬は当グループにより発行された株式を基礎とする報酬であり、取引の決済形式が持分なのか現金なのかは問わない。その価値は株価と
連動して変動する。

当グループにとっての費用は、一部の子会社が付与する株式の購入または引受オプションの付与日における公正価値を基礎に計算される。制度
全体の費用は、交付を受けた者が当グループにより引続き雇用される可能性の程度および制度に影響を与える可能性のある非市場関連業績条件
を考慮に入れた上で、当該オプションの単価に権利確定期間の終了時点で交付される予定の見積オプション個数を乗じて決定される。

当グループにとっての費用は、権利確定条件（もしあれば）の充足を待たずに（例えばその後の承認プロセスの場合）、また受益者のオプショ
ン行使を待たずに、当該計画について従業員が通知を受けた時点から純損益に認識する。

持分決済型報酬制度への費用計上に対応する調整は資本の増加である。

当グループは現金決済型報酬制度について負債を計上する。関連費用は権利確定期間にわたり純損益に計上し、対応する公正価値の調整は負債
勘定に計上する。

4.12　繰延税金

繰延税金は、当該税金がいつ回収または決済される見込にあるかを問わず、貸借対照表上の資産負債の帳簿価額と税務基準額との間に一時差異
が発生するときに認識する。

繰延税金資産および負債は、貸借対照表日現在で制定されまたは実質的に制定されている税率（および税法）に基づき、資産が実現されまたは
負債が決済される期間に適用されると予想される税率を用いて測定される。

繰延税金負債および資産は、各納税主体レベルで相殺される。納税主体は、単体企業または連結納税グループのいずれとすることも可能である。
繰延税金資産は、予見可能な将来において一時差異を利用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲内でのみ認識される。

繰延税金は以下の場合を除き損益計算書で税務便益または費用として認識される。

•　売却可能資産の未実現利得または損失

•　キャッシュ・フロー・ヘッジに用いられたデリバティブの公正価値の変動

これらについては対応する繰延税金が未実現利得および損失として資本に直接認識される。

繰延税金は現在価値に割引かれない。

4.13　保険事業

保険事業の金融資産および負債は、IAS第39号の規定に従い認識される。これらの資産・負債は同基準で定義される区分に分類される。同基準は
測定および会計処理について固有の方法を要求している。

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 458/1163



IFRS第４号の修正待ちの間、保険負債は引続きフランスGAAPに概ね沿って測定される。

IFRS第４号のフェーズＩに従い、保険契約は次の三つの区分に分類される。

•　保険者がIFRS第４号の意義の範囲内において重要な保険リスクにさらされる契約：この区分に包含されるのは、個人リスク保険、年金、損害
保険および最低保証付ユニット型貯蓄保険を対象とする保険契約である。これらの契約は、フランスGAAPが保険契約準備金の測定について定
める規則に基づき引続き測定される。

•　保険者が重要な保険リスクにさらされない貯蓄型プランのような金融契約は、裁量権のある有配当性を含む場合には、IFRS第４号に従い認識
され、かつフランスGAAPが保険契約準備金の測定について定める規則に基づき引続き測定される。

•　裁量権のある有配当性を含まない金融契約（専らユニット勘定に投資される最低保証のない契約など)は、IAS第39号に従い会計処理される。

当グループ企業が発行する大部分の金融契約は、裁量権のある有配当性を含む。

裁量権のある有配当性は、生命保険契約者に保証済みの便益に加え、実現財務収益に対する取り分を受領する権限を与える。これらの契約につい
ては、IFRS第４号が定義するシャドウ・アカウンティング原則に従い、保険契約者繰延配当金の引当金は、IAS第39号の適用のもと公正価値で測
定する金融商品の未実現利得または損失に対する保険契約者の取り分が含まれるように調整される。利得または損失に対する保険契約者の取り
分は、当該利得または損失が生じる可能性が高い契約の性質に基づき決定される。

保険契約者繰延配当金の変動は、それが売却可能金融資産の価値の変動により生じた場合には資本に計上し、純損益を通じて公正価値で測定す
る金融資産の価値の変動により生じた場合には純損益に計上する。

各貸借対照表日に当グループは、認識した保険負債が十分か否かについて保険契約および裁量権のある有配当性を含む保険契約および投資契約
の見積将来キャッシュ・フローの現在価値に基づき評価を行う。負債十分性テストは、確率論的分析から得られる平均値に対応する負債の経済
価値を示す。解約払戻金と保険契約者繰延配当金の合計が保険契約準備金の公正価値を下回る場合には不足分を純損益に認識する。

4.14　不動産事業

不動産事業からの収益は、住宅部門および商業部門ならびに関連サービスにおける不動産開発業務に由来する。

貸借対照表日時点で進行中のプロジェクトは、最新の実行予算に沿って、工事進行ベースで計上される。

プロジェクトの成果が信頼性をもって見積ることができない場合は、収益は発生した原価のうち回収される可能性の高い範囲でのみ認識する。

営業収益にはプロジェクト関連のすべての原価が含まれる。

•　土地取得費

•　整地および建設

•　都市計画税

•　予備調査（落札確率の高い場合にのみ計上)

•　プロジェクト管理社内報酬

•　プロジェクト関連マーケティング費用（社内外の販売手数料、宣伝費、現地販売事務など）

棚卸資産および未成工事の構成項目は、取得原価で測定した土地、未成工事（整地および工事費）および直接原価で測定した成果物である。借入
費用は棚卸資産に含まれない。

開発前の段階で発注した予備調査は、当該プロジェクトが実際に進行する確率が高い場合にのみ棚卸資産に含める。それ以外のものは期間費用
として計上する。

棚卸資産および未成工事の正味実現可能価額が当該原価を下回る場合は、減損損失の引当金を計上する。

　　次へ
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注記５　貸借対照表に対する注記

 

5.1　純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、デリバティブを含む売買目的保有金融商品ならびに当グループがIAS第39号のもとで利用可能
な公正価値オプションを用いて公正価値で認識することを取得日または発行日に選択した一部の資産および負債から構成される。

5.1.1　純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

金融資産の売買目的ポートフォリオに主に含まれるのは自己勘定の証券取引、レポ取引およびリスク・エクスポージャーを管理するために当グ
ループが契約したデリバティブ金融商品である。

百万ユーロ

12/31/2010 12/31/2009

売買目的保有

勘定

公正価値オプ

ション 合計

売買目的保有

勘定

公正価値オプ

ション 合計

財務省証券および類似証券 11,091 641 11,732 18,651 559 19,210

債券およびその他の固定利付証券 16,743 2,619 19,362 19,622 4,093 23,715

固定利付証券 27,834 3,260 31,094 38,273 4,652 42,925

株式およびその他変動利付証券 13,950 11,500 25,450 14,336 10,674 25,010

金融機関に対する貸付金 3,126 874 4,000 984 1,087 2,071

顧客に対する貸付金 1,058 4,229 5,287 803 1,356 2,159

貸付金 4,184 5,103 9,287 1,787 2,443 4,230

レポ取引 11,938 11,938 10,963 10,963

売買目的デリバティブ 83,843 83,843 97,800 97,800

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 129,811 31,801 161,612152,196 28,732 180,928

 

百万円

12/31/2010 12/31/2009

売買目的保有

勘定

公正価値オプ

ション 合計

売買目的保有

勘定

公正価値オプ

ション 合計

財務省証券および類似証券 1,118,416 64,638 1,183,055 1,880,767 56,370 1,937,136 

債券およびその他の固定利付証券 1,688,364 264,100 1,952,464 1,978,682 412,738 2,391,421 

固定利付証券 2,806,781 328,738 3,135,519 3,859,449 469,108 4,328,557 

株式およびその他変動利付証券 1,406,718 1,159,660 2,566,378 1,445,642 1,076,366 2,522,008 

金融機関に対する貸付金 315,226 88,134 403,360 99,227 109,613 208,840 

顧客に対する貸付金 106,689 426,452 533,141 80,975 136,739 217,714 

貸付金 421,915 514,587 936,501 180,201 246,352 426,553 

レポ取引 　 1,203,828 1,203,828 　 1,105,509 1,105,509 

売買目的デリバティブ 8,454,728 　 8,454,728 9,862,152 　 9,862,152 

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 13,090,141 3,206,813 16,296,954 15,347,445 2,897,335 18,244,780 

 

損益を通じて公正価値で測定する金融資産への指定の状況

百万ユーロ 会計上のミスマッチ 公正価値の測定 組込デリバティブ

公正価値で測定する

と指定した金融資産

固定利付証券 1,176 700 1,384 3,260

株式および他の変動利付証券 8,195 3,305 11,500

貸付金およびレポ取引 4,328 12,713 17,041

2010年12月31日現在合計 13,699 16,718 1,384 31,801

 

百万円 会計上のミスマッチ 公正価値の測定 組込デリバティブ

公正価値で測定する

と指定した金融資産

固定利付証券 118,588 70,588 139,563 328,738 

株式および他の変動利付証券 826,384 333,276 　 1,159,660 

貸付金およびレポ取引 436,436 1,281,979 　 1,718,414 

2010年12月31日現在合計 1,381,407 1,685,843 139,563 3,206,813 

 

公正価値オプションに基づき会計処理をしている金融資産は、地方公共団体向けの仕組ローンのための一部契約、ヘッジ手段に指定されていな
いデリバティブでヘッジをかけている仕組債、組込デリバティブを含む資産および信用リスク指数連動固定金利商品に主に関係している。

ナティクシスの資本市場業務に関連して、公正価値オプションの行使は、経済的に関係があると認められる資産および負債間の会計上のミス
マッチの回避に主に役立っている。ヘッジ会計の条件が充足されない場合における資産およびヘッジ目的デリバティブ間についてもこれはあて
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はまる。上記業務に関連して公正価値により管理し測定する金融資産グループおよび負債グループについても公正価値オプションに基づき会計
処理を行っている。
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純損益を通じて公正価値で測定すると指定した貸付金および債権ならびに信用リスク

公正価値オプションに基づいて計上した貸付金および債権の信用リスクに帰属する公正価値部分を下表に示す。貸付金契約に関連してプロテク
ションを購入している場合は、関連信用デリバティブの公正価値も記載している。

百万ユーロ

12/31/2010 12/31/2009

信用リスクに

対するエクス

ポージャー

関連信用デリ

バティブ

信用リスクに

帰属する公正

価値の変動

関連信用デリ

バティブの公

正価値の変動

信用リスクに

対するエクス

ポージャー

関連信用デリ

バティブ

信用リスクに

帰属する公正

価値の変動

関連信用デリ

バティブの公

正価値の変動

金融機関に対する貸付金 874 1,087

顧客に対する貸付金 4,229 (73) 1,356

合計 5,103 (73) 2,443

 

百万円

12/31/2010 12/31/2009

信用リスクに

対するエクス

ポージャー

関連信用デリ

バティブ

信用リスクに

帰属する公正

価値の変動

関連信用デリ

バティブの公

正価値の変動

信用リスクに

対するエクス

ポージャー

関連信用デリ

バティブ

信用リスクに

帰属する公正

価値の変動

関連信用デリ

バティブの公

正価値の変動

金融機関に対する貸付金 88,134 　 　 　 109,613 　 　 　

顧客に対する貸付金 426,452 　 (7,361) 　 136,739 　 　 　

合計 514,587 　 (7,361) 　 246,352 　 　 　

 

5.1.2　純損益を通じて公正価値で測定する金融負債

金融負債の売買目的ポートフォリオには、空売り取引、レポ取引およびデリバティブ金融商品から生じる負債が含まれる。

 12/31/2010 12/31/2009

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

レポ取引 25,7352,595,117 25,5062,572,025 

その他の金融負債 2,115 213,277 2,308 232,739 

売買目的保有金融負債 27,8502,808,394 27,8142,804,764 

売買目的デリバティブ 80,8508,152,914 100,43810,128,168 

銀行間定期勘定および借入金 2,978 300,302 2,960 298,486 

顧客定期勘定および借入金 94 9,479 1,880 189,579 

負債証券 41,3144,166,104 41,1394,148,457 

劣後債務 86 8,672 72 7,260 

レポ取引 7,671 773,544 6,272 632,468 

その他の金融負債 22 2,218 57 5,748 

純損益を通じて公正価値で測定すると指定した金融負債 52,1655,260,319 52,3805,281,999 

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 160,86516,221,627 180,63218,214,931 

 

損益を通じて公正価値で測定する金融資産への指定の状況

 会計上のミスマッチ 公正価値の測定 組込デリバティブ

公正価値で測定すると指定し

た金融負債

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

銀行間定期勘定および借入

金 2,978 300,302 　  2,978 300,302 

顧客定期勘定および借入金 　 80 8,067 14 1,412 94 9,479 

負債証券 36,1823,648,593 22 2,218 5,110515,292 41,3144,166,104 

劣後債務 　 　 86 8,672 86 8,672 

レポ取引 　 7,693775,762 　 7,693 775,762 

2010年12月31日現在合計 39,1603,948,894 7,795786,048 5,210525,376 52,1655,260,319 

 

 

公正価値オプションに基づき計上される金融負債は、主に組込デリバティブを含む仕組債発行および仕組預金（例：個人貯蓄向け持分商品およ
び仕組ミディアム・ターム・ノート）である。これらの取引の大部分はナティクシスとクレディ・フォンシエールが取扱っている。

ナティクシスの資本市場業務に関連して、公正価値オプションの行使は、経済的に関係があると認められる資産および負債間の会計上のミス
マッチの回避に主に役立っている。ヘッジ会計の条件が充足されない場合における負債およびヘッジ目的デリバティブ間についてもこれはあて
はまる。
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純損益を通じて公正価値で測定すると指定した金融負債および信用リスク

百万ユーロ

12/31/2010 12/31/2009

公正価値

契約上の満期

日に支払うべ

き金額 差額

信用リスク

に帰属する

差額 公正価値

契約上の満期

日に支払うべ

き金額 差額

信用リスク

に帰属する

差額

銀行間定期勘定および借入金 2,978 2,819 159  2,960 2,799 161  

顧客定期勘定および借入金 94 15 79  1,880 1,759 121  

負債証券 41,314 41,577(263) (531) 41,139 41,840(701) (415)

劣後債務 86 102 (16) (16) 72 100 (28)  

レポ取引 7,693 7,693   6,329 6,329   

合計 52,165 52,206 (41) (547) 52,380 52,827(447) (415)

 

百万円

12/31/2010 12/31/2009

公正価値

契約上の満期

日に支払うべ

き金額 差額

信用リスク

に帰属する

差額 公正価値

契約上の満期

日に支払うべ

き金額 差額

信用リスク

に帰属する

差額

銀行間定期勘定および借入金 300,302 284,268 16,034 　 298,486 282,251 16,235 　

顧客定期勘定および借入金 9,479 1,513 7,966 　 189,579 177,378 12,202 　

負債証券 4,166,104 4,192,625 (26,521)(53,546)4,148,457 4,219,146 (70,689)(41,849)

劣後債務 8,672 10,286 (1,613)(1,613)7,260 10,084 (2,824) 　

レポ取引 775,762 775,762 　 　 638,216 638,216 　 　

合計 5,260,319 5,264,453 (4,134)(55,159)5,281,999 5,327,075 (45,075)(41,849)

 

契約上の満期日に借入金について支払うべき金額には貸借対照表日現在の元本と支払期日の到来していない未払利息である。有価証券の場合は
償還価額が通常用いられる。

自社の信用リスクに帰属する差額（発行会社スプレッドの評価）は、当期の銀行業務純収益に対する影響額の４百万ユーロを含む合計547百万
ユーロである。

5.1.3　売買目的デリバティブ

デリバティブ金融商品の想定元本額は、当グループの金融商品業務の取扱量を示しているに過ぎず、これら金融商品に付随する市場リスクを反
映するものではない。正または負の公正価値は、当該金融商品の再構築コストを示し、市場データの変動に応じて大幅に変動する。

百万ユーロ

12/31/2010 12/31/2009

想定元本額 正の公正価値 負の公正価値 想定元本額 正の公正価値 負の公正価値

金利商品 4,350,37059,464 53,9084,131,70464,399 65,513

持分金融商品 18,004 169 6,226 21 103

外国為替商品 490,625 8,223 8,551 462,174 7,772 6,823

その他の金融商品 280,694 182 74 221,337 210 36

先物および先渡取引 5,139,69367,869 62,7024,821,44172,402 72,475

金利商品 1,198,815 173 1,6691,357,8771,023 2,362

持分金融商品 102,815 3,715 3,733 24,939 4,167 3,645

外国為替商品 179,743 713 1,390 146,502 288 485

その他の金融商品 383,335 388 339 692,251 70 63

オプション取引 1,864,7084,989 7,1312,221,5695,548 6,555

信用デリバティブ 755,238 10,985 11,0171,376,15619,850 21,408

売買目的デリバティブ合計 7,759,63983,843 80,8508,419,16697,800 100,438
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百万円

12/31/2010 12/31/2009

想定元本額 正の公正価値 負の公正価値 想定元本額 正の公正価値 負の公正価値

金利商品 438,691,311 5,996,350 5,436,083 416,641,031 6,493,995 6,606,331 

持分金融商品 1,815,523 　 17,042 627,830 2,118 10,387 

外国為替商品 49,474,625 829,207 862,283 46,605,626 783,728 688,031 

その他の金融商品 28,305,183 18,353 7,462 22,319,623 21,176 3,630 

先物および先渡取引 518,286,642 6,843,910 6,322,870 486,194,110 7,301,018 7,308,379 

金利商品 120,888,505 17,445 168,302 136,928,317 103,159 238,184 

持分金融商品 10,367,865 374,621 376,436 2,514,849 420,200 367,562 

外国為替商品 18,125,284 71,899 140,168 14,773,262 29,042 48,907 

その他の金融商品 38,655,501 39,126 34,185 69,806,591 7,059 6,353 

オプション取引 188,037,155 503,091 719,090 224,023,018 559,460 661,006 

信用デリバティブ 76,158,200 1,107,727 1,110,954 138,771,571 2,001,674 2,158,783 

売買目的デリバティブ合計 782,481,997 8,454,728 8,152,914 848,988,699 9,862,152 10,128,168 
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5.2　ヘッジ目的デリバティブ

適格なヘッジ目的デリバティブとは、IAS第39号により要求される条件（特にデリバティブ金融商品とヘッジ対象間の有効なヘッジ関係の存在
を事前的および事後的に正規に文書化すること）をヘッジ関係の開始時および全期間を通して満たすデリバティブをいう。

公正価値ヘッジは、市場金利の変動に起因する公正価値の変動に対して固定金利商品を防衛する金利スワップから主に構成される。金利スワッ
プにより固定利付の資産または負債は変動金利商品に転換される。主たる対象には、固定金利の貸付、有価証券、預金および劣後債務が含まれる。

公正価値ヘッジは、全体の金利リスク・ポジションを管理するためにも用いられる。

キャッシュ・フロー・ヘッジは、変動金利商品に発生するキャッシュ・フローの変動を固定もしくは制御する。変動金利貸付および預金をヘッ
ジする目的にも用いられ、さらに全体の金利リスク・ポジションを管理するためにも用いられる。

百万ユーロ

12/31/2010 12/31/2009

想定元本額 正の公正価値 負の公正価値 想定元本額 正の公正価値 負の公正価値

金利商品 476,169 4,924 4,092 441,442 2,417 582

外国為替商品 21,301 2,075 2,428

先物および先渡取引 497,470 6,999 6,520 441,442 2,417 582

金利商品 7,880 150

オプション取引 7,880 150

公正価値ヘッジ 505,350 7,149 6,520 441,442 2,417 582

金利商品 6,219 130 204 6,248 69 148

外国為替商品 503 22

先物および先渡取引 6,722 130 226 6,248 69 148

金利商品 538

オプション取引 538

キャッシュ・フロー・ヘッジ 7,260 130 226 6,248 69 148

信用デリバティブ 1,299 7 2,827 1

ヘッジ目的デリバティブ合計 513,909 7,279 6,753 450,517 2,486 731

(1) 比較可能にするために 12/31/2009の金額は修正再表示している。

 

百万円

12/31/2010 12/31/2009

想定元本額 正の公正価値 負の公正価値 想定元本額 正の公正価値 負の公正価値

金利商品 48,016,882 496,536 412,637 44,515,011 243,730 58,689 

外国為替商品 2,147,993 209,243 244,840 　 　 　

先物および先渡取引 50,164,875 705,779 657,477 44,515,011 243,730 58,689 

金利商品 794,619 15,126 　 　 　 　

オプション取引 794,619 15,126 　 　 　 　

公正価値ヘッジ 50,959,494 720,905 657,477 44,515,011 243,730 58,689 

金利商品 627,124 13,109 20,571 630,048 6,958 14,924 

外国為替商品 50,723 　 2,218 　 　 　

先物および先渡取引 677,846 13,109 22,790 630,048 6,958 14,924 

金利商品 54,252 　 　 　 　 　

オプション取引 54,252 　 　 　 　 　

キャッシュ・フロー・ヘッジ 732,098 13,109 22,790 630,048 6,958 14,924 

信用デリバティブ 130,991 　 706 285,075 　 101 

ヘッジ目的デリバティブ合計 51,822,584 734,014 680,973 45,430,134 250,688 73,714 
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5.3　売却可能金融資産

他の区分（公正価値で測定する金融資産、満期保有目的金融資産、貸付金および債権）に分類不能の非デリバティブ金融資産

 12/31/2010 12/31/2009

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

財務省証券および類似証券 7,323 738,451 358 36,101 

債券およびその他の固定利付証券 25,9022,611,958 31,8843,215,183 

減損有価証券 265 26,723 353 35,597 

固定利付証券 33,4903,377,132 32,5953,286,880 

持分証券およびその他変動利付証券 9,595 967,560 8,474 854,518 

金融機関に対する貸付金 1 101 1 101 

顧客に対する貸付金 61 6,151 2 202 

貸付金 62 6,252 3 303 

売却可能金融資産の総額 43,1474,350,943 41,0724,141,700 

貸倒懸念のある貸付金および債権の減損 (158) (15,933) (208) (20,975)

持分証券およびその他変動利付証券の恒久的減損 (1,615)(162,857)(1,227)(123,731)

売却可能金融資産合計 41,3744,172,154 39,6373,996,995 

売却可能金融資産について資本に直接認識した利得および損失（税引前） 135 13,613 982 99,025 

 

売却可能有価証券について投資を回収できない可能性があると当グループが認めたときは直ちに減損損失を認識する。活発な市場で価格が公表
されている変動金利商品については、50％超または36ヶ月を越える期間の価格下落は減損の証拠となる。

5.4　金融資産および負債の公正価値

5.4.1　公正価値ヒエラルキー

価格および評価モデルの種類毎の金融商品の内訳は次表のとおりである。

 12/31/2010 12/31/2009

百万ユーロ 活発な市場に

おける

公表価格 

(レベル１）

観察可能な

データを用い

る測定技法

（レベル２）

観察不能な

データを用い

る測定技法

（レベル３） 合計

活発な市場に

おける

公表価格 

(レベル１）

観察可能な

データを用い

る測定技法

（レベル２）

観察不能な

データを用い

る測定技法

（レベル３） 合計

金融資産

有価証券 24,419 8,756 8,609 41,784 31,959 11,907 8,743 52,609

デリバティブ 1,348 80,551 1,944 83,843 2,154 92,389 3,257 97,800

その他の金融資産 257 3,927 4,184 14 1,773 1,787

売買目的保有金融資産 26,024 93,234 10,553129,81134,127106,06912,000152,196

有価証券 11,227 2,865 668 14,760 9,148 5,184 993 15,325

その他の金融資産 15,552 1,489 17,041 333 11,530 1,544 13,407

純損益を通じて公正価値で測

定すると指定した金融資産 11,227 18,417 2,157 31,801 9,481 16,714 2,537 28,732

ヘッジ目的デリバティブ 2 7,178 99 7,279 2,486 2,486

連結されない子会社およ

び系列企業に対する投資 618 505 1,548 2,671 209 705 1,345 2,259

その他の有価証券 32,294 4,277 2,069 38,640 26,621 9,928 827 37,376

その他の金融資産 32 31 63 2 2

売却可能金融資産 32,912 4,814 3,648 41,374 26,830 10,635 2,172 39,637

金融負債

有価証券 24,952 808 552 26,312 24,688 966 671 26,325

デリバティブ 1,417 79,342 91 80,850 4,658 94,978 802 100,438

その他の金融負債 7 1,531 1,538 3 1,486 1,489

売買目的保有金融負債 26,376 81,681 643 108,70029,349 97,430 1,473 128,252

有価証券 49,072 49,072 43,381 2,733 46,114

その他の金融負債 2 1,052 2,039 3,093 6,266 6,266

純損益を通じて公正価値で測

定すると指定した金融負債 2 50,124 2,039 52,165 49,647 2,733 52,380

ヘッジ目的デリバティブ 16 6,692 44 6,753 726 5 731
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 12/31/2010 12/31/2009

百万円 活発な市場に

おける

公表価格 

(レベル１）

観察可能な

データを用い

る測定技法

（レベル２）

観察不能な

データを用い

る測定技法

（レベル３） 合計

活発な市場に

おける

公表価格 

(レベル１）

観察可能な

データを用い

る測定技法

（レベル２）

観察不能な

データを用い

る測定技法

（レベル３） 合計

金融資産 　 　 　 　 　 　 　 　

有価証券 2,462,412 882,955 868,132 4,213,499 3,222,746 1,200,702 881,644 5,305,092 

デリバティブ 135,932 8,122,763 196,033 8,454,728 217,209 9,316,507 328,436 9,862,152 

その他の金融資産 25,916 395,999 　 421,915 1,412 178,789 　 180,201 

売買目的保有金融資産 2,624,260 9,401,717 1,064,165 13,090,141 3,441,367 10,695,998 1,210,080 15,347,445 

有価証券 1,132,131 288,907 67,361 1,488,398 922,484 522,755 100,134 1,545,373 

その他の金融資産 　 1,568,264 150,151 1,718,414 33,580 1,162,685 155,697 1,351,962 

純損益を通じて公正価値で

測定すると指定した金融資

産 1,132,131 1,857,170 217,512 3,206,813 956,064 1,685,440 255,831 2,897,335 

ヘッジ目的デリバティブ 202 723,830 9,983 734,014 　 250,688 　 250,688 

連結されない子会社お

よび系列企業に対する

投資 62,319 50,924 156,100 269,344 21,076 71,092 135,630 227,798 

その他の有価証券 3,256,527 431,293 208,638 3,896,458 2,684,462 1,001,140 83,395 3,768,996 

その他の金融資産 　 3,227 3,126 6,353 　 202 　 202 

売却可能金融資産 3,318,846 485,444 367,864 4,172,154 2,705,537 1,072,433 219,024 3,996,995 

金融負債 　 　 　 　 　 　 　 　

有価証券 2,516,160 81,479 55,664 2,653,302 2,489,538 97,411 67,664 2,654,613 

デリバティブ 142,890 8,000,847 9,176 8,152,914 469,713 9,577,582 80,874 10,128,168 

その他の金融負債 706 154,386 　 155,092 303 149,848 　 150,151 

売買目的保有金融負債 2,659,756 8,236,712 64,840 10,961,308 2,959,553 9,824,841 148,537 12,932,932 

有価証券 　 4,948,420 　 4,948,420 　 4,374,540 275,596 4,650,136 

その他の金融負債 202 106,084 205,613 311,898 　 631,863 　 631,863 

純損益を通じて公正価値で

測定すると指定した金融負

債 202 5,054,504 205,613 5,260,319 　 5,006,403 275,596 5,281,999 

ヘッジ目的デリバティブ 1,613 674,821 4,437 680,973 　 73,210 504 73,714 

 

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 467/1163



5.4.2　公正価値ヒエラルキーのレベル３に分類された資産負債の状況

百万ユーロ 01/01/2010

当期中に認識された利得

および損失

購入/発行 売却／償還

レベル１とレベル

２の間における

再分類

その他の

変動 12/31/2010損益計算書 資本に直入

金融資産

有価証券 8,743 454 470 (1,486) 428 8,610

デリバティブ 3,257 452 3 (175) (492)(1,101)1,943

売買目的保有金融資産 12,000 906 473 (1,661) (492)(673)10,553

有価証券 993 300 (577) 128 (176) 668

その他の金融資産 1,544 0 234 (337) 8 40 1,489

純損益を通じて公正価値で測

定すると指定した金融資産 2,537 300 234 (914) 136 (136) 2,157

ヘッジ目的デリバティブ (63) (0) (18) 180 99

連結されない子会社およ

び系列企業に対する投資 1,345 (65) 36 32 (390) 773 (183) 1,548

その他の有価証券 827 (5) 65 98 146 61 877 2,069

その他の金融資産 1 0 12 (14) 3 29 31

売却可能金融資産 2,172 (69) 102 142 (257) 836 723 3,648

金融負債

有価証券 671 (18) (123) 22 552

デリバティブ 802 40 (595) (5) (152) 91

売買目的保有金融負債 1,473 22 (718) (5) (130) 643

有価証券 2,733 (14) (520) (159) 2,039

純損益を通じて公正価値で測

定すると指定した金融負債 2,733 (14) (520) (159) 2,039

ヘッジ目的デリバティブ 5 (5) (6) 50 44

 

百万円 01/01/2010

当期中に認識された利得

および損失

購入/発行 売却／償還

レベル１とレベル

２の間における

再分類

その他の

変動 12/31/2010損益計算書 資本に直入

金融資産

有価証券 881,644 45,781 　 47,395 (149,848) 　 43,160 868,232 

デリバティブ 328,436 45,580 　 303 (17,647) (49,613)(111,025)195,932 

売買目的保有金融資産 1,210,080 91,361 　 47,697 (167,495) (49,613)(67,865)1,064,165 

有価証券 100,134 30,252 　 　 (58,185) 12,908 (17,748)67,361 

その他の金融資産 155,697 0 　 23,597 (33,983) 807 4,034 150,151 

純損益を通じて公正価値で測

定すると指定した金融資産 255,831 30,252 　 23,597 (92,168) 13,714 (13,714)217,512 

ヘッジ目的デリバティブ 　 (6,353) 0 　 　 (1,815)18,151 9,983 

連結されない子会社およ

び系列企業に対する投資 135,630 (6,555)3,630 3,227 (39,328) 77,949 (18,454)156,100 

その他の有価証券 83,395 (504)6,555 9,882 14,723 6,151 88,437 208,638 

その他の金融資産 　 101 0 1,210 (1,412) 303 2,924 3,126 

売却可能金融資産 219,024 (6,958)10,286 14,319 (25,916) 84,302 72,907 367,864 

金融負債 　 　 　 　 　 　 　 　

有価証券 67,664 (1,815) 　 　 (12,403) 　 2,218 55,664 

デリバティブ 80,874 4,034 　 　 (60,000) (504)(15,328)9,176 

売買目的保有金融負債 148,537 2,218 　 　 (72,403) (504)(13,109)64,840 

有価証券 275,596 (1,412) 　 　 (52,437) (16,034) 　 205,613 

純損益を通じて公正価値で測

定すると指定した金融負債 275,596 (1,412) 　 　 (52,437) (16,034) 　 205,613 

ヘッジ目的デリバティブ 504 (504) 　 　 　 (605)5,042 4,437 

 

主要前提条件の変化に対するレベル３の資産負債の感応度

観察不可能な変数に基づき評価した金融商品の公正価値の感応度について2010年12月31日に評価を行った。可能性の高そうな条件を前提に感応
度を用いて不安定な経済状況を原因とする市場変動の影響を見積った。当該見積は以下を前提としている。

•確定金利商品および持分金融商品についての観察不能な変数の「標準的」
(1) 
変動。算出された感応度は３百万ユーロ。
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•定量の変動：

-　ABS CDOの各トランシュの評価をモデル化するに際しての対象原取引の見積損失率の10％の上昇または低下、

-　またはCMBSおよびCLOの対象現取引について１％の上昇または低下。

感応度の影響としては、上記変数の改善の場合には38百万ユーロの価値の増加、悪化の場合には53百万ユーロの価値の減少との結果が得られる。

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)
 変数の評価に用いるコンセンサス価格の標準偏差（TOTEMなど) 

 

 

　　次へ
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5.5　貸付金および債権

貸付金および債権とは、活発な市場での公表価格がない、固定または確定可能な支払金額を有する非デリバティブ金融資産をいう。当グループが
組成する貸付金の大部分はこの区分に分類される。

5.5.1　金融機関に対する貸付金および債権

 12/31/2010 12/31/2009

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

金融機関に対する貸付金および債権 183,59318,513,518 191,47819,308,642 

個別減損 (247) (24,907) (233) (23,496)

ポートフォリオ・ベースの減損 (39) (3,933) (48) (4,840)

金融機関に対する貸付金および債権合計 183,30718,484,678 191,19719,280,305 

 

金融機関に対する貸付金および債権の公正価値は、2010年12月31日現在で181,980百万ユーロ（2009年12月31日現在：188,967百万ユーロ）で
あった。

金融機関に対する貸付金および債権の内訳

 12/31/2010 12/31/2009

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

当座勘定貸越残高 5,535 558,149 5,048 509,040

レポ取引 41,1594,150,47438,9413,926,810

貸付金および融資 129,69613,078,545141,41314,260,087

ファイナンス・リース 4 403 　

劣後ローンおよび利益参加型貸付金 3,583 361,310 4,115 414,957

貸付金および債権に分類された証券 3,268 329,545 1,655 166,890

減損貸付金および債権 348 35,092 306 30,857

金融機関に対する貸付金および債権合計総額 183,59318,513,518191,47819,308,642

 

5.5.2　顧客に対する貸付金および融資

 12/31/2010 12/31/2009

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

顧客に対する貸付金および債権 265,03126,725,726 122,61812,364,799 

個別減損 (3,529)(355,864)(2,769)(279,226)

ポートフォリオ・ベースの減損 (1,087)(109,613)(1,191)(120,100)

顧客に対する貸付金および債権合計 260,41526,260,249 118,65811,965,473 

 

顧客に対する貸付金および債権の公正価値は、2010年12月31日現在で259,717百万ユーロ（2009年12月31日現在：114,150百万ユーロ）であっ
た。

顧客に対する貸付金および債権の内訳

 12/31/2010 12/31/2009

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

当座勘定貸越残高 8,567 863,896 7,823 788,871 

金融部門の顧客に対する貸付金 5,651 569,847 6,036 608,670 

短期信用供与 35,3213,561,770 28,7742,901,570 

設備資金貸付 26,6832,690,714 9,673 975,425 

住宅貸付 59,7486,024,988 4,418 445,511 

輸出信用 3,139 316,537 2,520 254,117 

その他貸付 20,7852,095,959 16,7931,693,406 

レポ取引 33,1093,338,712 13,3591,347,122 

劣後ローン 89 8,975 93 9,378 

顧客に対するその他の信用供与 184,52518,607,501 81,6668,235,199 

貸付金および債権として分類された証券 44,2084,457,935 11,7481,184,668 

顧客に対するその他の貸付金および債権 18,7181,887,523 14,6211,474,382 

減損貸付金および債権 9,013 908,871 6,760 681,678 

顧客に対する貸付金および債権合計総額 265,03126,725,726 122,61812,364,799 

 

5.6　金融資産の再分類
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金融資産の再分類状況

IAS第39号およびIFRS第７号「金融資産の再分類」の適用により当グループは2008年度下半期中に（2009年度および2010年等も同様）一部の金
融資産を再分類した。

百万ユーロ

帳簿価額 公正価値
 

12/31/2010 12/31/2009 12/31/2010 12/31/2009 

 百万ユーロ 百万円百万ユーロ 百万円百万ユーロ 百万円百万ユーロ 百万円

2008年に次の区分に再分類：  　  　  　  　

•　売却可能金融資産 407 41,042  　 407 41,042  　

•　貸付金および債権 20,5012,067,321 9,285936,299 19,7541,991,993 8,673874,585 

2008年に再分類した有価証券合計 20,9082,108,363 9,285936,299 20,1612,033,035 8,673874,585 

2008年以降再分類した有価証券合計  　  　  　  　

合計 20,9082,108,363 9,285936,299 20,1612,033,035 8,673874,585 

 

 

当該証券が再分類されなかった場合に認識されたであろう公正価値の変動

 12/31/2010 12/31/2009

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

公正価値の変動   

•　当該証券が再分類されなかった場合に純損益に認識されたであろう金額 243 24,504 (684) (68,975)

•　当該証券が再分類されなかった場合に資本に直接認識されたであろう利得

および損失 (96) (9,681) (173) (17,445)

 

5.7　満期保有目的金融資産

固定または確定可能な支払金額を有する非デリバティブ金融資産で当グループが満期まで保有する意図と能力を有するものをいう。

 12/31/2010 12/31/2009

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

財務省証券および類似証券 2,564 258,554 1,974 199,058 

債券およびその他の固定利付証券 3,588 361,814 3,512 354,150 

満期保有目的金融資産総額 6,152 620,368 5,486 553,208 

減損 (1) (101) (1) (101)

満期保有目的金融資産合計 6,151 620,267 5,485 553,107 

 

満期保有目的金融資産の公正価値は、2010年12月31日現在、5,942百万ユーロ（2009年12月31日：5,761百万ユーロ）であった。
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5.8　繰延税金

一時差異に関する繰延税金は下表に掲げる項目について認識している（正の数値は繰延税金資産、括弧内の数値は繰延税金負債を示す。）

 12/31/2010 12/31/2009

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

ミューチュアル・ファンドの未実現キャピタル・ゲイン 5 504 5 504 

経済的利益集団（EIG)に係る税務調整 (215) (21,681) (57) (5,748)

従業員関連負債引当金 131 13,210 120 12,101 

住宅貯蓄関連商品引当金 3 303 2 202 

ポートフォリオ・ベースの減損 59 5,950 8 807 

税務上損金に算入されないその他の引当金 974 98,218 945 95,294 

資本に計上された金融商品の公正価値の変動 316 31,865 212 21,378 

その他の事由による一時差異 (386) (38,924) (207) (20,874)

期間差異に関連する繰延税金 886 89,344 1,028 103,664 

税務上の繰越欠損金に係る繰延税金 3,972 400,536 4,119 415,360 

連結調整および消去に係る繰延税金 (497) (50,117) (187) (18,857)

未認識の繰延税金 (1,296)(130,689)(1,588)(160,134)

正味繰延税金 3,065 309,075 3,372 340,032 

認識された繰延税金： 　 　

貸借対照表上の資産として計上した金額 3,855 388,738 3,691 372,200 

貸借対照表上の負債として計上した金額 789 79,563 319 32,168 

 

5.9　未収収益、前払費用およびその他資産

 12/31/2010 12/31/2009

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

取立未済項目 2,126 214,386 2,236 225,478 

前払費用 273 27,529 178 17,950 

未収収益 633 63,832 523 52,739 

その他未収金 4,926 496,738 8,959 903,426 

未収勘定―資産 7,958 802,485 11,8961,199,593 

保証金支払額 1,945 196,134 1,810 182,520 

証券取引決済口座借記残高 797 80,369 517 52,134 

保険契約準備金のうち受再会社持分 1,913 192,907 441 44,470 

その他雑債権 21,7742,195,690 21,1692,134,682 

その他資産 26,4292,665,100 23,9372,413,807 

未収収益およびその他債権合計 34,3873,467,585 35,8333,613,400 

 

5.10　保険契約者繰延配当金

 12/31/2010 12/31/2009

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

繰延利益分配―資産 　 　

繰延利益分配―負債 105 10,588 485 48,907 

繰延利益分配合計 105 10,588 485 48,907 

資本に認識した繰延利益分配を含める場合 (400) (40,336) (526) (53,042)
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5.11　関連会社に対する投資

関連会社に対する当グループの主要な投資は次のとおりである。

 12/31/2010 12/31/2009

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

金融部門 12,4081,251,22310,9311,102,282

CNP アシュアランシズ（グループ） 1,560 157,310 1,482 149,445

フォルクスバンク・インターナショナルAG 294 29,647 　

ソクラム・バンク 61 6,151 　

バンク BCP S.A.S. 41 4,134 　

ポピュレール銀行・アンド・ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）CICs 10,2081,029,3759,152 922,888

ナティクシス・グループに対する資本持分 72 7,260 74 7,462

クレディ・イモビリエ・オテリエ 115 11,597 130 13,109

その他 57 5,748 93 9,378

非金融部門 241 24,302 29 2,924

メゾン・フランス・コンフォル P-1 100 10,084 　

その他 141 14,218 29 2,924

関連会社に対する投資合計 12,6491,275,52510,9601,105,206

 

CNP アシュアランシズ（グループ）が公表した2010年度の財務数値は、資産合計が319,609百万ユーロ、収益が32,241百万ユーロ、純利益が1,050
百万ユーロである。

 

5.12　投資不動産

百万ユーロ

12/31/2010 12/31/2009

原価

減価償却累計額

および減損 純額 原価

減価償却累計額

および減損 純額

公正価値で認識された不動産 640 640 532 532

取得原価で認識された不動産 1,091 (428) 663 729 (318) 411

投資不動産合計 1,731 (428) 1,303 1,261 (318) 943

 

百万円

12/31/2010 12/31/2009

原価

減価償却累計額

および減損 純額 原価

減価償却累計額

および減損 純額

公正価値で認識された不動産 64,538 　 64,538 53,647 　 53,647 

取得原価で認識された不動産 110,016 (43,160)66,857 73,512 (32,067)41,445 

投資不動産合計 174,554 (43,160)131,395 127,159 (32,067)95,092 

 

2010年12月31日現在の投資不動産の公正価値は1,549百万ユーロ（2009年12月31日現在：1,115百万ユーロ）であった。

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 473/1163



5.13　有形固定資産および無形資産

百万ユーロ

12/31/2010 12/31/2009

原価

減価償却累計額

および減損 純額 原価

減価償却累計額

および減損 純額

有形固定資産

•　土地および建物 1,017 (418) 599 720 (293) 427

•　リース設備備品

•　設備、備品およびその他の有形固定資産 1,531 (953) 578 1,141 (719) 422

有形固定資産合計 2,548 (1,371) 1,177 1,861 (1,012) 849

無形資産

•　賃借権 304 (24) 280 67 (13) 54

•　ソフトウェア 1,387 (839) 548 1,071 (563) 508

•　その他無形資産 959 (296) 663 324 (83) 241

無形資産合計 2,650 (1,159) 1,491 1,462 (659) 803

 

百万円

12/31/2010 12/31/2009

原価

減価償却累計額

および減損 純額 原価

減価償却累計額

および減損 純額

有形固定資産

•　土地および建物 102,554 (42,151)60,403 72,605 (29,546)43,059 

•　リース設備備品 　 　 　 　 　 　

•　設備、備品およびその他の有形固定資産 154,386 (96,101)58,286 115,058 (72,504)42,554 

有形固定資産合計 256,940 (138,252)118,689 187,663 (102,050)85,613 

無形資産 　 　 　 　 　 　

•　賃借権 30,655 (2,420)28,235 6,756 (1,311)5,445 

•　ソフトウェア 139,865 (84,605)55,260 108,000 (56,773)51,227 

•　その他無形資産 96,706 (29,849)66,857 32,672 (8,370)24,302 

無形資産合計 267,226 (116,874)150,352 147,428 (66,454)80,975 

 

5.14　のれん

年度中の変動

 2010事業年度

 百万ユーロ 百万円

１月１日現在純額 3,279 330,654 

BPパルティシパシヨンとCEパルティシパシヨンの合併 830 83,697 

売却 (598) (60,302)

取得 46 4,639 

為替換算調整額 86 8,672 

その他の変動 (19) (1,916)

12月31日現在純額 3,624 365,444 

 

2010年12月31日現在ののれん総額は4,508百万ユーロ、減損は884百万ユーロであった。
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のれんの内訳

 

帳簿価額

12/31/2010 12/31/2009

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

ナティクシス 2,731 275,394 2,752 277,512

•　投資ソリューション 2,117 213,478 2,136 215,394

•　専門的金融サービス 61 6,151 61 6,151

•　コファース 528 53,244 529 53,344

•　その他 25 2,521 27 2,723

ソシエテ・マルセイエーズ・ドゥ・クレディ 　 471 47,496

フォンシア 689 69,479 　

バンク・パラティンヌ 95 9,580 　

クレディ・フォンシエール 50 5,042 　

•　バンコ・プリムス 37 3,731 　

•　クレディ・フォンシエール・イモビリエ 13 1,311 　

BPCE IOM 54 5,445 56 5,647

その他 5 504 　

のれん合計 3,624 365,444 3,279 330,654

 

減損テスト

適用規則に従い、各のれんについては関連する資金生成単位（CGU）の使用価値に基づき減損テストを行っている。

使用価値は、当グループの予算策定過程の一環として策定される中期計画におけるCGUの将来キャッシュ・フローの現在価値に基づき決定され、
以下の前提条件が用いられている。

資本コスト／加重平均資本

コスト 長期成長率

ナティクシス

•　投資ソリューション 9.6% 2.5%

•　専門的金融サービス 10.2% 2.5%

•　コファ―ス 10.0% 2.0%

フォンシア 8.7% 2.5%

 

割引率の１％の増加および永久成長率の１％の減少によりナティクシスのいずれの中核業務（コーポレート・投資銀行業務、投資ソリューショ
ンおよび専門的金融サービス）にも減損は計上されなかった。

5.15　金融機関および顧客に対する債務

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債に分類されないこれらの負債は、「金融機関に対する債務」または「顧客に対する債務」として償
却原価で計上される。

5.15.1　金融機関に対する債務

 12/31/2010 12/31/2009

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

要求払預金 18,8001,895,792 22,6512,284,127 

レポ取引 604 60,907 2,187 220,537 

未払利息 10 1,008 9 908 

金融機関に対する債務 19,4141,957,708 24,8472,505,571 

定期預金および借入金 91,0829,184,709 102,28710,314,621 

レポ取引 42,4214,277,734 23,2432,343,824 

未払利息 648 65,344 819 82,588 

金融機関に対する債務－合意された満期日に支払われるべきもの 134,15113,527,787 126,34912,741,033 

金融機関に対する債務合計 153,56515,485,495 151,19615,246,605 

 

2010年12月31日現在の金融機関に対する債務の公正価値は、154,896百万ユーロ（2009年12月31日現在：151,299百万ユーロ）であった。

5.15.2　顧客に対する債務

 12/31/2010 12/31/2009

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円
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当座勘定貸方残高 13,2611,337,239 10,8831,097,442 

非課税貯蓄性口座 191 19,260 303 30,555 

PEL/CEL商品 474 47,798 352 35,496 

その他規制対象貯蓄口座 1,921 193,714 1,950 196,638 

未払利息 17 1,714 22 2,218 

規制対象貯蓄口座 2,603 262,487 2,627 264,907 

要求払預金および借入金 12,0781,217,946 4,790 483,024 

定期預金および借入金 15,8461,597,911 12,8161,292,365 

未払利息 147 14,823 105 10,588 

その他の顧客勘定 28,0712,830,680 17,7111,785,977 

要求払勘定 6,734 679,057 4,292 432,805 

定期勘定 24,7492,495,689 18,2831,843,658 

未払利息 2 202 13 1,311 

レポ取引 31,4853,174,947 22,5882,277,774 

顧客に対するその他の債務残高 2,026 204,302 2,271 229,008 

顧客に対する債務合計 77,4467,809,655 56,0805,655,107 

 

定期預金にはSFEF (フランス経済融資機関)との間で調印した借入金3,339百万ユーロ（2009年12月31日：4,677百万ユーロ）が含まれている。

2010年12月31日現在の顧客に対する負債の公正価値は77,717百万ユーロ（2009年12月31日現在：55,688百万ユーロ）であった。

5.16　発行済負債証券

負債証券は、「劣後債務」に表示されている劣後債を除き、その特性に応じて以下に分類される。

 12/31/2010 12/31/2009
 (1)

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

債券 147,27714,851,413 48,5014,890,841 

銀行間市場金融商品および短期金融市場証券 73,1547,376,849 59,2645,976,182 

その他の負債証券 54 5,445 　

合計 220,48522,233,707 107,76510,867,023 

未払利息 2,529255,024 513 51,731 

負債証券合計 223,01422,488,732 108,27810,918,754 

(1) 比較可能にするために12/31/2009の金額は修正再表示している。

 

2010年12月31日の負債証券の公正価値は220,950百万ユーロ（2009年12月31日現在：109,252百万ユーロ）であった。

5.17　未払費用およびその他の負債

 12/31/2010 12/31/2009
 (1)

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

取立未済項目 2,506252,705 2,453247,361 

前払収益 641 64,638 571 57,580 

未払勘定 1,778179,294 1,223123,327 

その他未払金 5,938598,788 5,832588,099 

未払金―負債 10,8631,095,425 10,0791,016,366 

証券取引決済口座貸方残高 522 52,638 421 42,454 

その他支払債務 17,8931,804,330 13,1281,323,828 

その他の負債 18,4151,856,969 13,5491,366,281 

未払費用およびその他の負債合計 29,2782,952,394 23,6282,382,648 

(1) 比較可能にするために12/31/2009の金額は修正再表示している。

 

5.18　保険会社の保険契約準備金

 12/31/2010 12/31/2009

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

損害保険会社の保険契約準備金 2,790 281,344 2,591 261,276 

ユーロ建て生命保険会社の保険契約準備金 31,6753,194,107 28,4602,869,906 

ユニット・リンク・アカウント建生命保険会社の保険契約準備金 5,918 596,771 5,563 560,973 
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生命保険会社の保険契約準備金 37,5933,790,878 34,0233,430,879 

投資契約の保険契約準備金 14 1,412 15 1,513 

未実現繰延利益分配 105 10,588 485 48,907 

保険会社の保険契約準備金合計 40,5024,084,222 37,1143,742,576 

 

損害保険会社の保険契約準備金には未経過保険料準備金および未払保険金準備金が含まれる。

生命保険会社の保険契約準備金は、主に数理的責任準備金から構成され、通常契約の解約払戻金に相当する。

保険会社が発行する金融契約の保険契約準備金は、当該契約の対象原資産に基づき測定した数理的責任準備金をいう。

保険契約者繰延配当金は、配当付保険契約の累積収益金額について保険契約者のクラスには配分されたが個々の保険契約者には未分配の部分に
相当する。

5.19　引当金

引当金は、主に従業員給付債務および住宅貯蓄関連商品のリスクに関連するものである。

百万ユーロ 01/01/2010繰入 目的使用

未使用分

戻入 その他の変動
(1) 12/31/2010

従業員給付債務引当金 385 126 (35) (8) 76 544

住宅貯蓄関連商品引当金 5 (1) (1) 3 6

オフバランス・シート・コミットメント引当金 861 63 (101) (111) 20 732

リストラクチャー費用引当金 65 6 (69) (4) 36 34

訴訟損失引当金 177 119 (76) (27) 45 238

その他 310 142 (153) (11) 151 439

その他の引当金 1,418 330 (400) (154) 255 1,449

引当金合計 1,803 456 (435) (162) 331 1,993

(1) その他の変動331百万ユーロには、通貨換算の影響52百万ユーロ、引当金の資産項目への再分類マイナス126百万ユーロおよび連結範囲の変

更417百万ユーロが含まれる。

 

百万円 01/01/2010繰入 目的使用

未使用分

戻入 その他の変動 12/31/2010

従業員給付債務引当金 38,823 12,706 (3,529)(807) 7,664 54,857 

住宅貯蓄関連商品引当金 504 　 (101) (101) 303 605 

オフバランス・シート・コミットメント引当金 86,823 6,353 (10,185)(11,193) 2,017 73,815 

リストラクチャー費用引当金 6,555 605 (6,958)(403) 3,630 3,429 

訴訟損失引当金 17,849 12,000 (7,664)(2,723) 4,538 24,000 

その他 31,260 14,319 (15,429)(1,109) 15,227 44,269 

その他の引当金 142,991 33,277 (40,336)(15,529) 25,714 146,117 

引当金合計 181,815 45,983 (43,865)(16,336) 33,378 200,974 
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5.20　劣後債務

劣後債務は、その保有者がすべての上位債務の保有者に対して債務不履行時に劣後に置かれるため、他の債務および債券の発行からは独立して
分類される。

 12/31/2010 12/31/2009

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

定期劣後債務 13,4761,358,92013,8481,396,432

永久劣後債務 161 16,235 91 9,176

共同保証預託金 10 1,008 1 101

小計 13,6471,376,16313,9401,405,710

未払利息 233 23,496 311 31,361

ヘッジ部分再評価差額金 332 33,479 297 29,949

劣後債務合計 14,2121,433,13814,5481,467,020

 

当年度中の劣後債務の変動

百万ユーロ 01/01/2010発行 償還

その他の変動
(1) 12/31/2010

定期劣後債務 13,848 (1,098) 726 13,476

永久劣後債務 91 (21) 91 161

共同保証預託金 1 9 10

未払利息 311 (78) 233

ヘッジ部分再評価差額金 297 35 332

合計 14,548 (1,119) 783 14,212

(1)持分金融商品として分類される超劣後債は注記5.21.2に詳述している。

 

百万円 01/01/2010発行 償還

その他の変動
(1) 12/31/2010

定期劣後債務 1,396,432 　 (110,722)73,210 1,358,920 

永久劣後債務 9,176 　 (2,118) 9,176 16,235 

共同保証預託金 101 　 　 908 1,008 

未払利息 31,361 　 　 (7,866)23,496 

ヘッジ部分再評価差額金 29,949 　 　 3,529 33,479 

合計 1,467,020 　 (112,840)78,958 1,433,138 
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5.21　発行済の普通株式および持分金融商品

5.21.1　優先株式

フランス政府はBPCE S.A.が2009年７月に発行した総額3,000百万ユーロのカテゴリC株式を購入した。2010年、BPCEは1,800百万ユーロを買戻し、
自己株式とした。優先株式の金額は2010年12月下旬には1,200百万ユーロとなった。

5.21.2　親会社に帰属する持分金融商品として分類される超劣後債

発行企業 発行日 通貨 金額（原通貨） 償還日

金利ステップ・

アップ日 利率

名目残高12/31/2010

現在

百万ユーロ

BPCE 11/26/2003EUR 800百万 07/30/201407/30/2014 5.25% 800

BPCE 07/30/2004USD 200百万 03/30/2011 なし

ミニマム(10-year

CMT +0.3%; 9%) 150

BPCE 10/06/2004EUR 700百万 07/30/201507/30/2015 4.63% 700

BPCE 10/12/2004EUR 80百万 01/12/2011 なし

ミニマム(10-year

CMS; 7%) 80

BPCE 01/27/2006USD 300百万 01/27/2012 なし 6.75% 224

BPCE 02/01/2006EUR 350百万 02/01/2016 なし 4.75% 350

BPCE 10/30/2007EUR 850百万 10/30/201710/30/2017 6.12% 850

BPCE 06/26/2009EUR 1,000百万 06/26/2014 なし 8.36% 1,000

BPCE 08/06/2009EUR 52百万 09/30/2015 なし 13.00% 52

BPCE 08/06/2009EUR 374百万 09/30/201909/30/2019 12.50% 374

BPCE 08/06/2009USD 134百万 09/30/2015 なし 13.00% 100

BPCE 08/06/2009USD 444百万 09/30/201909/30/2019 12.50% 332

BPCE 10/22/2009EUR 750百万 04/22/2015 なし 9.25% 750

BPCE 03/17/2010EUR 1,000百万 03/17/201503/17/2020 9.00% 1,000

TOTAL 6,762

 

発行企業 発行日 通貨 金額（原通貨） 償還日

金利ステップ・

アップ日 利率

名目残高12/31/2010

現在

百万円

BPCE 11/26/2003EUR 800百万 07/30/201407/30/2014 5.25% 80,672

BPCE 07/30/2004USD 200百万 03/30/2011 なし

ミニマム(10-year

CMT +0.3%; 9%)

15,126

BPCE 10/06/2004EUR 700百万 07/30/201507/30/2015 4.63% 70,588

BPCE 10/12/2004EUR 80百万 01/12/2011 なし

ミニマム(10-year

CMS; 7%)

8,067

BPCE 01/27/2006USD 300百万 01/27/2012 なし 6.75% 22,588

BPCE 02/01/2006EUR 350百万 02/01/2016 なし 4.75% 35,294

BPCE 10/30/2007EUR 850百万 10/30/201710/30/2017 6.12% 85,714

BPCE 06/26/2009EUR 1,000百万 06/26/2014 なし 8.36% 100,840

BPCE 08/06/2009EUR 52百万 09/30/2015 なし 13.00% 5,244

BPCE 08/06/2009EUR 374百万 09/30/201909/30/2019 12.50% 37,714

BPCE 08/06/2009USD 134百万 09/30/2015 なし 13.00% 10,084

BPCE 08/06/2009USD 444百万 09/30/201909/30/2019 12.50% 33,479

BPCE 10/22/2009EUR 750百万 04/22/2015 なし 9.25% 75,630

BPCE 03/17/2010EUR 1,000百万 03/17/201503/17/2020 9.00% 100,840

TOTAL 681,880
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5.22　資本に直接認識される利得および損失の変動

 2010事業年度 2009事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

為替換算調整額 268 27,025 42 4,235 

売却可能金融資産の価額変動 (447) (45,075) 703 70,891 

•　資本に影響を与える当期間中の価額変動 (781) (78,756) 521 52,538 

•　純損益に影響を与える当期間中の価額変動 334 33,681 182 18,353 

ヘッジ目的デリバティブの価額変動 137 13,815 (66) (6,655)

税金 193 19,462 (38) (3,832)

関連会社の資本に直接認識される利得および損失に対する持分 (8) (807) 229 23,092 

資本に直接認識される利得および損失（税引後） 143 14,420 870 87,731 

親会社の持分所有者への帰属分 (23) (2,319) 660 66,554 

少数株主持分 166 16,739 210 21,176 

 

百万ユーロ

2010事業年度 2009事業年度

総額 税金 純額 総額 税金 純額

為替換算調整額 268 /// 268 42 /// 42

売却可能金融資産の価額変動 (447) 186 (261) 703 (48) 655

ヘッジ目的デリバティブの価額変動 137 7 144 (66) 10 (56)

関連会社の資本に直接認識される利得および損失に対する

持分 /// /// (8) /// /// 229 

資本に直接認識される利得および損失合計 (42) 193 143 679 (38) 870

親会社の持分所有者への帰属分 (206) 191 (23) 488 (30) 660

少数株主持分 164 2 166 191 (8) 210

 

百万円

2010事業年度 2009事業年度

総額 税金 純額 総額 税金 純額

為替換算調整額 27,025 /// 27,025 4,235 /// 4,235 

売却可能金融資産の価額変動 (45,075)18,756 (26,319)70,891 (4,840)66,050 

ヘッジ目的デリバティブの価額変動 13,815 706 14,521 (6,655)1,008 (5,647)

関連会社の資本に直接認識される利得および損失に対する

持分 /// /// (807) /// /// 23,092 

資本に直接認識される利得および損失合計 (4,235)19,462 14,420 68,470 (3,832)87,731 

親会社の持分所有者への帰属分 (20,773)19,260 (2,319)49,210 (3,025)66,554 

少数株主持分 16,538 202 16,739 19,260 (807)21,176 
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注記６　損益計算書に対する注記

 

6.1　受取利息および類似収益ならびに支払利息および類似費用

この勘定科目は償却原価で測定される金融資産および負債（銀行間および対顧客項目を含み、満期保有目的資産、負債証券および劣後債務を含
む）について実効金利法を用いて計算した受取利息および支払利息から構成される。

同勘定科目は売却可能金融資産に分類される固定利付証券およびヘッジ目的デリバティブの未収利息も含む。なおキャッシュ・フロー・ヘッジ
目的デリバティブの未収利息は、ヘッジ対象の未収利息と同様の方法により同じ期間に純損益に計上されている。

百万ユーロ

2010事業年度 2009事業年度

受取利息 支払利息 純額 受取利息 支払利息 純額

顧客に対する貸付金および債権 7,022 (596) 6,426 3,100 (519) 2,581

金融機関に対する貸付金および債権 3,443 (2,928) 515 5,562 (3,577)1,985

ファイナンス・リース 509 509 384 384

負債証券および劣後債務 /// (5,864)(5,864) /// (3,384)(3,384)

ヘッジ目的デリバティブ 3,862 (3,721) 141 1,575 (1,697) (122)

売却可能金融資産 1,247 1,247 1,178 1,178

満期保有目的金融資産 322 322 329 329

減損金融資産 37 37 19 19

その他の受取利息および支払利息 118 (30) 88 1,744 (16) 1,728

受取利息および支払利息合計 16,560(13,139)3,421 13,891(9,193)4,698

 

百万円

2010事業年度 2009事業年度

受取利息 支払利息 純額 受取利息 支払利息 純額

顧客に対する貸付金および債権 708,098 (60,101)647,998 312,604 (52,336)260,268 

金融機関に対する貸付金および債権 347,192 (295,260)51,933 560,872 (360,705)200,167 

ファイナンス・リース 51,328 　 51,328 38,723 　 38,723 

負債証券および劣後債務 /// (591,326)(591,326) /// (341,243)(341,243)

ヘッジ目的デリバティブ 389,444 (375,226)14,218 158,823 (171,125)(12,302)

売却可能金融資産 125,747 　 125,747 118,790 　 118,790 

満期保有目的金融資産 32,470 　 32,470 33,176 　 33,176 

減損金融資産 3,731 　 3,731 1,916 　 1,916 

その他の受取利息および支払利息 11,899 (3,025)8,874 175,865 (1,613)174,252 

受取利息および支払利息合計 1,669,910 (1,324,937)344,974 1,400,768 (927,022)473,746 

 

CNCE（現CEパルティシパシヨン）およびナティクシスが発行した永久超劣後債を公正価値で再測定した影響は1,736百万ユーロであったが、
2009年度はこれを「その他の受取利息および支払利息」に計上されている。

6.2　受取報酬および手数料ならびに支払報酬および手数料

手数料は提供サービスの種類および当該サービスが関連する金融商品の会計処理方法に基づき計上される。

この勘定科目には、継続的サービス（支払処理手数料、証券保管料など）および非継続的サービス（資金振込、違約金支払など）の未収手数料ま
たは未払手数料、重要な取引の執行の未収手数料または未払手数料、ならびに当グループ顧客のために管理している信託受託資産の未収手数料
または未払手数料が含まれる。

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 481/1163



ただし実効金利と契約上不可分の手数料は「純受取利息」に計上する。

百万ユーロ

2010事業年度 2009事業年度

受取 支払 純額 受取 支払 純額

現金および銀行間取引 3 (32) (29) 6 (26) (20)

顧客に対する債務 735 (35) 700 592 (71) 521

財務サービス 438 (480) (42) 451 (526) (75)

生命保険商品の販売 142  142 32  32

支払処理サービス 299 (108) 191 293 (111) 182

証券取引 233 (121) 112 289 (123) 166

信託受託サービス 1,882  1,882 1,727  1,727

金融商品およびオフバランス・シート商品の売買 156 (74) 82 168 (76) 92

その他の手数料および報酬 341 (522) (181) 288 (531) (243)

受取報酬および手数料ならびに支払報酬および手数料

合計 4,229 (1,372)2,857 3,846 (1,464)2,382

 

百万円

2010事業年度 2009事業年度

受取 支払 純額 受取 支払 純額

現金および銀行間取引 303 (3,227)(2,924) 605 (2,622)(2,017)

顧客に対する債務 74,117 (3,529)70,588 59,697 (7,160)52,538 

財務サービス 44,168 (48,403)(4,235)45,479 (53,042)(7,563)

生命保険商品の販売 14,319 　 14,319 3,227 　 3,227 

支払処理サービス 30,151 (10,891)19,260 29,546 (11,193)18,353 

証券取引 23,496 (12,202)11,294 29,143 (12,403)16,739 

信託受託サービス 189,781 　 189,781 174,151 　 174,151 

金融商品およびオフバランス・シート商品の売買 15,731 (7,462)8,269 16,941 (7,664)9,277 

その他の手数料および報酬 34,386 (52,638)(18,252)29,042 (53,546)(24,504)

受取報酬および手数料ならびに支払報酬および手数料

合計

426,452 (138,352)288,100 387,831 (147,630)240,201 

 

6.3　純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の正味利得または損失

この項目には、売買目的保有として分類されたか、または損益を通じて公正価値で測定すると指定された金融資産および負債の利得および損失
（関連する利息を含む。）が含まれる。

「ヘッジ取引の利得／（損失）」には、公正価値ヘッジに用いられたデリバティブの再測定から生じる利得および損失ならびに当該ヘッジ対象
を同様に再測定することから生じる利得および損失、マクロヘッジ対象ポートフォリオの公正価値での再測定から生じる利得および損失および
キャッシュ・フロー・ヘッジの非有効部分が含まれる。

 2010事業年度  2009事業年度  

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

売買目的保有金融商品の利得および損失 2,119213,680 18 1,815 

純損益を通じて公正価値で測定すると指定した金融商品の利得および損失 80 8,067 (328) (33,076)

ヘッジ取引の利得および損失 111 11,193 205 20,672 

為替取引の利得および損失 44 4,437 (166) (16,739)

公正価値で測定する金融商品の正味利得または損失合計 2,354237,377 (271) (27,328)

 

Day one profit(初日利益)利益

 2010事業年度  2009事業年度  

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

期首デイワン利益 133 13,412 183 18,454 

新規取引の繰延利益 22 2,218 30 3,025 

当年度中に純損益に認識した利益 (90) (9,076) (80) (8,067)

その他の変動 　 　

期末デイワン利益 65 6,555 133 13,412 

 

6.4　売却可能金融資産の正味利得または損失

この項目には、変動利付証券の配当金、売却可能金融資産の利得および損失、ならびに価値の恒久的減損により変動利付証券について認識した減
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損損失が含まれる。

 2010事業年度 2009事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

処分による利得または損失 (31) (3,126) (15) (1,513)

受取配当金 261 26,319 241 24,302 

変動利付証券の恒久的減損 (443) (44,672) (523) (52,739)

売却可能金融資産の正味利得または損失合計 (213) (21,479) (297) (29,949)

6.5　その他の活動からの収益および費用

この項目は主に以下から構成される。

•　投資不動産の収益および費用（賃貸料、賃借料、処分による利得または損失、減価償却費、償却および減損）、

•　当グループの保険事業による収益および費用（特に保険料収入、給付金および保険金支払、ならびに保険会社の保険契約準備金の増減）、

•　オペレーティング・リースの収益および費用、

•　不動産開発事業の収益および費用（収入、購入支出）

百万ユーロ

2010事業年度 2009事業年度

収益 費用 純額 収益 費用 純額

保険事業からの収益および費用 5,215 (5,492) (277) 5,385 (6,125) (740)

不動産事業からの収益および費用 2 (1) 1 5 (35) (30)

リース取引からの収益および費用 42 (48) (6) 31 (37) (6)

投資不動産からの収益および費用 151 (52) 99 63 (58) 5

ジョイント・ベンチャーの持分 44 (102) (58) 44 (87) (43)

収益および費用の振替 45 (79) (34) 42 (25) 17

その他の営業収益および費用 1,655 (504) 1,151 1,032 (216) 816

その他の営業収益および費用への/（からの）引当金

の繰入／（戻入） 34 (62) (28) 23 (53) (30)

その他の銀行業務収益および費用 1,778 (747) 1,031 1,141 (381) 760

その他の活動からの収益および費用合計 7,188 (6,340) 848 6,625 (6,636) (11)

 

 

百万円

2010事業年度 2009事業年度

収益 費用 純額 収益 費用 純額

保険事業からの収益および費用 525,881 (553,813)(27,933)543,023 (617,645)(74,622)

不動産事業からの収益および費用 202 (101) 101 504 (3,529)(3,025)

リース取引からの収益および費用 4,235 (4,840) (605) 3,126 (3,731) (605)

投資不動産からの収益および費用 15,227 (5,244)9,983 6,353 (5,849) 504 

ジョイント・ベンチャーの持分 4,437 (10,286)(5,849)4,437 (8,773)(4,336)

収益および費用の振替 4,538 (7,966)(3,429)4,235 (2,521)1,714 

その他の営業収益および費用 166,890 (50,823)116,067 104,067 (21,781)82,285 

その他の営業収益および費用への/（からの）引当金

の繰入／（戻入）

3,429 (6,252)(2,824)2,319 (5,345)(3,025)

その他の銀行業務収益および費用 179,294 (75,327)103,966 115,058 (38,420)76,638 

その他の活動からの収益および費用合計 724,838 (639,326)85,512 668,065 (669,174)(1,109)
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保険事業の収益および費用

下表では連結範囲に含まれる保険会社の財務書類を、銀行に適用される表示方法に準拠したBPCE S.A.グループの財務書類への組換え過程を示
した。

当グループの連結会社は、ナティクシス・アシュアランシズ、BPCEアシュアランシズ、およびコファース・グループ会社の保険会社モデルに基づ
いて財務書類を提出している。

百万ユーロ

銀行業フォーマット

保険業フォー

マット2010

保険業フォー

マット2009

銀行業務

純収益

一般

営業費用 営業総利益 リスクコスト

既経過保険料 6,606  6,606  6,606 5,448

その他の活動からの収入または収益 437  437  437 552

その他の営業収益 43  43  43 41

金融費用控除前の純金融収益 1,579 (11) 1,568 (15) 1,553 1,535

収入合計 8,665 (11) 8,654 (15) 8,639 7,576

保険金および給付金支払 (7,237) (88) (7,325)  (7,325)(6,280)

再保険付保による純収入 400  400  400 13

保険契約獲得費用 (380) (164) (544)  (544) (507)

一般管理費 (194) (247) (441)  (441) (413)

その他の営業収益および費用／（継続的なもの） (76) (361) (437) (21) (458) (426)

その他の継続的営業収益および費用合計 (7,487) (860) (8,347) (21) (8,368)(7,613)

営業収益／（損失） 1,178 (871) 307 (36) 271 (37)

 

百万円

銀行業フォーマット

保険業フォー

マット2010

保険業フォー

マット2009

銀行業務

純収益

一般

営業費用 営業総利益 リスクコスト

既経過保険料 666,149 　 666,149 　 666,149 549,376 

その他の活動からの収入または収益 44,067 　 44,067 　 44,067 55,664 

その他の営業収益 4,336 　 4,336 　 4,336 4,134 

金融費用控除前の純金融収益 159,226 (1,109)158,117 (1,513)156,605 154,789 

収入合計 873,779 (1,109)872,669 (1,513)871,157 763,964 

保険金および給付金支払 (729,779)(8,874)(738,653) 　 (738,653)(633,275)

再保険付保による純収入 40,336 　 40,336 　 40,336 1,311 

保険契約獲得費用 (38,319)(16,538)(54,857) 　 (54,857)(51,126)

一般管理費 (19,563)(24,907)(44,470) 　 (44,470)(41,647)

その他の営業収益および費用／（継続的なもの） (7,664)(36,403)(44,067)(2,118)(46,185)(42,958)

その他の継続的営業収益および費用合計 (754,989)(86,722)(841,711)(2,118)(843,829)(767,695)

営業収益／（損失） 118,790 (87,832)30,958 (3,630)27,328 (3,731)

 

 

保険契約について認識した収益および費用は、銀行業務収益の構成項目である「その他の活動からの収益」および「その他の活動に係る費用」
に含まれる。

保険会社の営業収益のうち銀行業務的性格を有するその他の構成項目（利息および手数料）は、銀行業務収益の各該当項目に再分類している。

再分類されたもののうち主たるものは、保険業の表示では機能別に費用計上されている一般営業費用を性質別に費用計上したことに関連するも
のである。
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6.6　一般営業費用

営業費用に含まれる主要なものは、人件費（付替え金額控除後の賃金および給与）、社会保障費、および年金費用などの従業員給付費用である。
また営業費用には、一般管理費の全額およびその他の外部サービス費用も含まれる。

 2010事業年度 2009事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

人件費 (3,973)(400,637)(3,151)(317,747)

法人所得税およびその他の税金 (177) (17,849) (143) (14,420)

外部サービス費用 (2,323)(234,251)(2,114)(213,176)

その他の費用 0 0 (1) (101)

その他の一般管理費 (2,500)(252,100)(2,258)(227,697)

営業費合計 (6,473)(652,737)(5,409)(545,444)

 

人件費の内訳は注記8.1に記載している。

6.7　減損費用計上およびその他の与信関連引当金

この項目は、減損が個別に計算されるか、類似の債権ポートフォリオに対して一括して計算されるかを問わず、信用リスクについて減損費用を純
額で計上している。

取引相手方にリスクが確認される場合、貸付金および債権ならびに固定利付証券の両方について減損損失が認識される。金融機関の債務不履行
の結果計上される他の種類の金融商品（純損益を通じて公正価値で測定すると指定したデリバティブまたは証券）に関連する損失もこの項目
に含められる。

 2010事業年度 2009事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

銀行間取引 (34) (3,429) (288) (29,042)

顧客取引 (1,347)(135,831)(3,022)(304,738)

その他の金融資産 (111) (11,193) (67) (6,756)

オフバランス・シート・コミットメント (63) (6,353) (454) (45,781)

減損損失および引当金の積増 (1,555)(156,806)(3,831)(386,318)

銀行間取引 70 7,059 228 22,992 

顧客取引 1,318 132,907 2,030 204,705 

その他の金融資産 159 16,034 50 5,042 

オフバランス・シート・コミットメント 212 21,378 203 20,471 

減損損失および引当金からの戻入 1,759 177,378 2,511 253,209 

回収不能銀行間貸付金および債権に係る損失 (42) (4,235) (13) (1,311)

回収不能対顧客貸付金および債権に係る損失 (486) (49,008)(1,182)(119,193)

その他の金融資産に係る損失 (233) (23,496) (291) (29,344)

回収不能貸付金および債権に係る損失 (761) (76,739)(1,486)(149,848)

既に償却済の貸付金および債権の回収 31 3,126 18 1,815 

リスクコスト (526) (53,042)(2,788)(281,142)
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6.8　関連会社の利益（損失）に対する持分

 2010事業年度 2009事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

金融部門 665 67,059 584 58,891 

CNP アシュアランシズ（グループ） 156 15,731 148 14,924 

フォルクスバンク・インターナショナルAG (1) (101)  　

ソクラム・バンク 2 202  　

バンク BCP S.A.S. 3 303  　

ポピュレール銀行・アンド・ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）CICs 474 47,798 407 41,042 

ナティクシス・グループに対する資本持分 26 2,622 21 2,118 

クレディ・イモビリエ・オテリエ 2 202 7 706 

その他 3 303 1 101 

非金融部門 20 2,017 (12) (1,210)

メゾン・フランス・コンフォル P-1 4 403  　

その他 16 1,613 (12) (1,210)

関連会社の利益／（損失）に対する持分 685 69,075 572 57,680 

6.9　その他の資産の利得および損失

この項目には、有形固定資産および無形資産の処分に係る利得および損失ならびに連結対象投資の処分に係る利得および損失が含まれる。

 2010事業年度 2009事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

事業用有形固定資産および無形資産の処分に係る利得または損失 (26) (2,622) 3 303 

連結対象の投資の処分に係る利得または損失 (63) (6,353) (28) (2,824)

その他の資産の正味利得または損失合計 (89) (8,975) (25) (2,521)

 

2010年の連結対象投資の処分に係る利得および損失には、特に次の取引の影響が含まれている。

•　ソシエテ・マルセイエーズ・ドゥ・クレディの売却（マイナス79百万ユーロ）

•　クレディ・フォンシエール・コミュナル・ダルザス=ロレーヌの売却（プラス30百万ユーロ）

•　プライベート・エクイティ事業の売却（マイナス28百万ユーロ）

2009年の連結対象投資の処分に係る利得および損失には、主にCACEISの売却に係る31百万ユーロの資産売却損、チェルベの売却に係る20百万
ユーロの利得、およびナティクシス・プライベート・エクイティの一部ポートフォリオの2010年上半期における計画的売却に係る26百万ユーロ
の損失が含まれる。

6.10　のれんの価額の変動

2010年度において、のれんの価額の変動はない。

2009年度におけるのれん価額の変動額はマイナス326百万ユーロであった。当該変動は、ソシエテ・マルセイエーズ・ドゥ・クレディに関連する
のれんの減損（206百万ユーロ）およびチュニジア・クウェート銀行に関連するのれんの減損（90百万ユーロ）によるものである。
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6.11　法人所得税

 2010事業年度 2009事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

当期法人所得税 196 19,765 (31) (3,126)

繰延法人所得税 (609) (61,412)1,216 122,621 

法人所得税 (413) (41,647)1,185 119,495 

 

財務書類上の税額と理論上の税額との調整

 2010事業年度 2009事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

親会社の持分所有者に帰属する純利益 1,565 157,815 (69) (6,958)

のれんの価額変動  　 326 32,874 

連結会社の少数株主持分 451 45,479 (494) (49,815)

関連会社の純(損)益に対する持分 (685) (69,075) (572) (57,680)

法人所得税 413 41,647 (1,185)(119,495)

法人税およびのれんの価額変動控除前の利益 1,744 175,865 (1,994)(201,075)

フランス標準法人税率 34.4%  34.4%  

未認識の繰延税金の変動の影響 -12.5%  -20.5%  

リストラクチャーされた超劣後債の影響   30.0%  

永久差異の影響 1.5%  -0.5%  

軽減税率適用または非課税業務 -0.6%  -2.1%  

フランス国外における所得に対する適用税率差 -0.2%  -0.2%  

過年度分課税、税額控除、およびその他の税金 -1.7%  15.8%  

その他の調整項目 2.8%  2.5%  

実効税率（法人所得税費用を課税所得で除した比率） 23.7%  59.4%  
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注記７　リスク・エクスポージャーおよび規制比率
 

IFRS第７号により要求されるリスク管理に関する一定の開示はリスク管理報告書で行なっている。当該開示は法定監査人による監査を受けた財
務書類と一体不可分をなす。

7.1　資本管理および規制目的上の自己資本要件

当グループは、投資会社、金融機関および金融コングロマリットの適正自己資本に関する欧州指令を国内的に手当したフランス法に従い、フラン
スの規制当局が定める健全性規則を遵守することが求められる。

フランス経済産業省公布2007年２月20日付政令により、2008年１月１日以降、バーゼルII自己資本比率の算出方法は、規制目的上の自己資本合計
額と以下の二つの和の比率として定義されている。

•　信用リスクに備える所要自己資本（対象となる当グループ企業に応じて標準的手法または内部格付手法のいずれかを用いて算出）

•　マーケットリスクとオペレーショナルリスクの健全な管理に備える所要自己資本

規制目的上の自己資本は、資本に関する1990年２月23日付CRBF規則第90－02号に基づき決定される。

 12/31/2010 12/31/2009

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

親会社の持分所有者に帰属する持分 25,1462,535,723 23,1672,336,160 

少数株主持分 4,892 493,309 4,541 457,914 

複合Tier-１金融商品の発行 6,854 691,157 8,958 903,325 

健全性の観点から控除されるもの（のれんおよび無形資産など） (12,013)(1,211,391)(14,985)(1,511,087)

Tier-１資本（控除前） 24,8792,508,798 21,6812,186,312 

Tier-２資本（控除前） 11,2401,133,442 13,1341,324,433 

資本からの控除 (8,770)(884,367)(15,826)(1,595,894)

•　Tier-１資本からの控除額 (2,341)(236,066)(6,225)(627,729)

•　Tier-２資本からの控除額 (2,341)(236,066)(6,225)(627,729)

•　その他の資本からの控除額 (4,088)(412,234)(3,376)(340,436)

規制目的上の自己資本 27,3492,757,873 18,9891,914,851 

 

規制目的上の自己資本は二つに分けられ、それぞれについて控除項目がいくつかある。

中核（またはTier-１)資本は、当グループの連結持分(未実現または繰延の正味利得または損失は除かれる。）に少数株主持分および複合Tier-
１金融商品（主に永久劣後債）を加算した金額から、のれんおよび無形資産を減算した金額とされる。

Tier-１資本の一部構成項目については一定の上限が設けられており、特に複合金融商品および少数株主持分の合計は、Tier-１資本の50％を上
回ることはできない。

補完的（またはTier-２)資本は、さらにの二つの小区分に分けられる。

•　上位Tier-２資本は永久劣後債務および特定の他の金融商品から構成される。

•　下位Tier-２資本に含まれる代表例は、長期劣後債務および一部の優先株であり、５年未満の満期のすべての劣後債務商品には20％の割引が
適用される。

Tier-２資本は、Tier-１資本金額の100％までを上限に算入される。Tier-２資本に含めることのできる下位Tier-２の合計金額は、Tier-１資本の
50％を超えてはならない。

規制目的上の自己資本の算定において主たる控除対象となっているのは、当グループが持分法で10％超の株式資本もしくは投資を保有する金融
関連の企業に対する資本項目（資本投資および劣後ローン）である。当該額がTier-１資本およびTier-２資本の合計額から控除される。

2007年２月20日付省令の適用により当グループは支払能力比率を常時８％以上に維持することが求められる。

2010年度、BPCE S.A.グループはこれらの支払能力比率要件を遵守している。
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7.2　信用リスクおよびカウンターパーティ・リスク管理

IFRS第７号により要求されリスク管理報告書で行なっている信用リスク管理に関する開示は専らグループBPCEに関連するものである。

7.2.1　信用リスクの測定および管理

信用リスクは取引相手方が支払義務に応じることができない時に顕現し、また、それは信用力の低下に起因することもあれば取引相手の債務不
履行に起因することもある。信用リスクにさらされるコミットメントは現債権および潜在的債権で構成され、特に貸付金、負債証券、持分、パ
フォーマンス・スワップ、契約履行保証、確認済融資枠、未使用融資枠などが含まれる。

信用リスク管理手続および測定方法、リスク集中状況、稼動金融資産の質、残高状況の分析および内訳は、リスク管理報告書に記述されている。

7.2.2　信用リスクおよびカウンターパーティ・リスクに対するエクスポージャー合計

下表はBPCE S.A.グループ全体の金融資産についての信用リスク・エクスポージャーを示す。エクスポージャーは、公認されていないネッティン
グ契約や担保の取決めの効果を勘案せず、金融資産の帳簿価額に基づき計算している。

 差引残高 12/31/2010現在 差引残高 12/31/2009現在

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産（変動利付証券を除く） 136,16113,730,475 155,91815,722,771 

ヘッジ目的デリバティブ 7,279 734,014 2,486 250,688 

売却可能金融資産（変動利付証券を除く） 33,3953,367,552 32,3903,266,208 

銀行間取引 183,30718,484,678 191,19719,280,305 

顧客取引 260,41526,260,249 118,65811,965,473 

満期保有目的金融資産 6,151 620,267 5,486 553,208 

オン・バランスシート・コミットメントに対するエクスポージャー 626,70863,197,235 506,13551,038,653 

金融保証供与 141,63214,282,171 138,81413,998,004 

オフバランス・シート・コミットメント 105,44410,632,973 77,7227,837,486 

オフバランス・シート・コミットメントに対するエクスポージャー 247,07624,915,144 216,53621,835,490 

信用リスク・エクスポージャー合計 873,78488,112,379 722,67172,874,144 

 

7.2.3　減損および信用リスク引当金

百万ユーロ 01/01/2010繰入 戻入 その他の変動 12/31/2010

売却可能金融資産 208 70 (130) 10 158

銀行間取引 281 34 (70) 42 287

顧客取引 3,960 1,347 (1,318) 626 4,615

満期保有目的金融資産 1 1

その他の金融資産 158 41 (29) 14 184

資産に対して認識した減損損失 4,608 1,492 (1,547) 692 5,245

オフバランス・シート・コミットメント引当金 861 63 (212) 20 732

減損および信用リスク引当金合計 5,469 1,555 (1,759) 712 5,977

 

百万円 01/01/2010繰入 戻入 その他の変動 12/31/2010

売却可能金融資産 20,975 7,059 (13,109)1,008 15,933 

銀行間取引 28,336 3,429 (7,059) 4,235 28,941 

顧客取引 399,326 135,831 (132,907)63,126 465,377 

満期保有目的金融資産 101 　 　 　 101 

その他の金融資産 15,933 4,134 (2,924) 1,412 18,555 

資産に対して認識した減損損失 464,671 150,453 (155,999)69,781 528,906 

オフバランス・シート・コミットメント引当金 86,823 6,353 (21,378)2,017 73,815 

減損および信用リスク引当金合計 551,494 156,806 (177,378)71,798 602,721 

 

7.2.4　支払期日が経過しているが担保として徴求している保証がある金融資産

期日経過の支払のある資産は、支払事故が報告された稼働資産として扱われる。

例えば

•　債券発行会社が利息の支払を行なっていない場合、当該負債性金融商品は期日経過とみなされる。

•　支払または分割返済が履行されず、財務書類にその旨報告されている場合、貸付金は期日経過とみなされる。

•　当座貸越の期間または承認極度額を貸借対照表日時点で超えている場合には、「貸付金および債権」に計上されている当座勘定は期日経過
とみなされる。

下表に開示されている金額は、決済日と認識日の間に生じた遅延に起因する期日経過金額を含まない。

期日経過の貸付金および債権（貸付金の場合には期日経過の元本および経過利息ならびに当座勘定の場合には全貸越残高）の期日別の内訳は
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次のとおりである。

百万ユーロ

減損していないが期日経過の残高
減損している

残高 

(純額)

残高合計

12/31/2010? 90 日

> 90 日かつ　?

180日

> 180 days

かつ ? １年 > １年

負債性金融商品 107 107

貸付金および融資 2,412 421 411 666 5,585 9,495

合計 2,412 421 411 666 5,692 9,602

 

百万円

減損していないが期日経過の残高
減損している

残高 

(純額)

残高合計

12/31/2010? 90 日

> 90 日かつ　?

180日

> 180 days

かつ ? １年 > １年

負債性金融商品 　 　 　 　 10,790 10,790

貸付金および融資 243,226 42,454 41,445 67,159 563,191957,476

合計 243,226 42,454 41,445 67,159 573,981968,266

 

 

百万ユーロ

減損していないが期日経過の残高 減損している

残高

(純額)
 (1)

残高合計

12/31/2009? 90 日

> 90 日かつ　?

180日

> 180 days 

かつ ? １年 > １年

負債性金融商品 145 145

貸付金および融資 79 7 24 20 4,064 4,194

合計 79 7 24 20 4,209 4,339

(1) 比較可能にするために 12/31/2009の金額は修正再表示している。

 

 

 

百万円

減損していないが期日経過の残高
減損している

残高

(純額)

残高合計

12/31/2009? 90 日

> 90 日かつ　?

180日

> 180 days 

かつ ? １年 > １年

負債性金融商品 　 　 　 　 14,622 14,622

貸付金および融資 7,966 706 2,420 2,017 409,814422,923

合計 7,966 706 2,420 2,017 424,436437,545

 

 

7.2.5　条件緩和貸付金および債権

下表は稼働貸付金として表示されているリストラクチャーされた貸付金および債権（債務者の財政難に伴い条件を緩和）の帳簿価額を示す。

 12/31/2010 12/31/2009

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

売却可能金融資産 　 10 1,008 

金融機関に対する貸付金および債権 19 1,916 21 2,118 

顧客に対する貸付金および債権 706 71,193 158 15,933 

満期保有目的金融資産 　 　

条件緩和貸付金および債権合計 725 73,109 189 19,059 
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7.2.6　信用リスク軽減の仕組：担保物件の所有権取得による資産の取得

次表は担保物件の所有権取得または他の形式の信用補完により取得した資産（有価証券、不動産等）の帳簿価額を種類別に示す。

 12/31/2010 12/31/2009

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

有形固定資産 1 101 1 101 

投資不動産 6 605 15 1,513 

負債性金融商品および持分金融商品 　 131 13,210 

担保物件の所有権取得により取得した資産合計 7 706 147 14,823 

 

7.3　市場リスク

市場リスクとは次のような市場変動による財務上の損失可能性をいう。

•　金利リスク：金利リスクとは金融商品の公正価値または将来のキャッシュ・フローが市場金利の変化により変動するリスクをいう。

•　為替レート

•　市場価格リスク：市場価格リスクとは、市場価格の変動に起因する潜在的損失リスクをいう。かかる変動をもたらすのが当該金融商品に固有
の要因か、発行会社に固有の要因か、市場で取引されるすべての金融商品に影響を与える要因かは問わない。変動利付証券、持分デリバティブ
およびコモディティ・デリバティブはこの種類のリスクにさらされる。

市場リスクの測定および監視システムはリスク管理報告書に記載している。

7.4　金利リスクおよび通貨リスク

金利リスクとは、金利が不利に変動することにより当グループの年度の経営成績および純資産に悪影響を与えるリスクをいう。通貨リスクとは、
為替レートの変動に起因する損失リスクをいう。

通貨リスク管理に対する当グループの取組方針はリスク管理報告書で論じている。

7.5　流動性リスク

流動性リスクとは、当グループが期日到来時に支払債務を履行できず、また資金の払出を受けた際に再調達できないリスクをいう。

リファイナンス手続および流動性リスク管理取決めは、リスク管理報告書に開示している。

残存期間別資産および負債

百万ユーロ ３ヶ月未満

３ヶ月から

１年 １年から５年 ５年超 永久 合計

中央銀行に対する債務 488 488

売買目的デリバティブ 80,850 /// /// /// /// 80,850

純損益を通じて公正価値で測定するその他の金融負債 28,552 19,863 20,997 10,603 80,015

ヘッジ目的デリバティブ 1,855 230 820 3,845 3 6,753

金融機関に対する債務 79,065 15,639 32,010 26,720 131 153,565

顧客に対する債務 64,090 6,317 4,918 1,329 792 77,446

負債証券 59,070 35,230 61,990 66,724 223,014

金利リスクのヘッジ対象ポートフォリオの再評価差額

金 982 /// /// /// /// 982

劣後債務 580 839 3,716 8,916 161 14,212

満期別金融負債 315,53278,118124,451118,137 1,087 637,325
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百万円 ３ヶ月未満

３ヶ月から

１年 １年から５年 ５年超 永久 合計

中央銀行に対する債務 49,210 　 　 　 　 49,210

売買目的デリバティブ 8,152,914 /// /// /// /// 8,152,914

純損益を通じて公正価値で測定するその他の金融負債 2,879,1842,002,9852,117,3371,069,207  8,068,713

ヘッジ目的デリバティブ 187,05823,193 82,689387,730 303 680,973

金融機関に対する債務 7,972,9151,577,0373,227,8882,694,44513,21015,485,495

顧客に対する債務 6,462,836637,006495,931134,01679,8657,809,655

負債証券 5,956,6193,552,5936,251,0726,728,448  22,488,732

金利リスクのヘッジ対象ポートフォリオの再評価差額

金 99,025 /// /// /// /// 99,025

劣後債務 58,487 84,605374,721899,08916,2351,433,138

満期別金融負債 31,818,2477,877,41912,549,63911,912,935109,61364,267,853

 

　　次へ
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注記８　従業員給付
 

 

8.1　人件費

 2010事業年度 2009事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

賃金および給与 (2,702) (272,470) (2,221) (223,966)

確定拠出年金制度費用 (268) (27,025) (190) (19,160)

その他の社会保障費および給与税 (853) (86,017) (666) (67,159)

利益分配および報奨制度 (150) (15,126) (74) (7,462)

人件費合計 (3,973) (400,637) (3,151) (317,747)

 

8.2　従業員給付

グループBPCEは職員に対して様々な従業員給付を付与している。

•　ポピュレール銀行についてはポピュレール銀行補足企業年金制度があり、同制度はポピュレール銀行年金自治基金（CAR）が運営管理を行
う。CARは1993年12月31日付で全国銀行産業補足年金制度が廃止されたことに伴う年金給付に関連している。

•　ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）についてはケス・デパーニュ（貯蓄銀行）補足企業年金制度があり、同制度は従来ケス・デパーニュ（貯蓄
銀行）一般年金基金（CGRCE）により運営されていたが、現在はケス・デパーニュ（貯蓄銀行）一般福利厚生基金（CGPCE）に組込まれてい
る（いわゆる権利保全制度（RMP））。CGR制度は1999年12月31日に打切られており、具体的権利は同日をもって確定した。保全されている給
付制度は、長期従業員給付を交付する基金の一つとされている。

•　年金およびその他の退職後給付（退職者に交付される退職金その他の給付など)。

•　永年勤続報奨やその他の長期従業員給付などのその他の給付。
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8.2.1　貸借対照表に計上される資産負債の状況

百万ユーロ

12/31/2010 12/31/2009

年金
(1)
その他のコミッ

トメント 合計 年金
(1)
その他のコミッ

トメント 合計

積立方式による年金債務の現在価値 1,017 141 1,158 910 65 975

制度資産の公正価値 (532) (1) (533) (462) 1 (461)

償還権の公正価値 (52)  (52) (10)  (10)

非積立方式による年金債務の現在価値       

未認識の年金数理計算上の差異 (84)  (84) (109)  (109)

未認識の過去勤務費用 (47) (1) (48) (53)  (53)

貸借対照表に計上される純額 302 139 441 276 66 342

貸借対照表に計上される従業員給付債務 350 139 489 308 66 374

貸借対照表に計上される制度資産 48  48 32  32

(1) CGPおよびCARに運営されている年金制度を含む。

 

百万円

12/31/2010 12/31/2009

年金
(1)
その他のコミッ

トメント 合計 年金

その他のコミッ

トメント 合計

積立方式による年金債務の現在価値 102,554 14,218 116,773 91,764 6,555 98,319 

制度資産の公正価値 (53,647) (101)(53,748)(46,588) 101 (46,487)

償還権の公正価値 (5,244) 　 (5,244)(1,008) 　 (1,008)

非積立方式による年金債務の現在価値 　 　 　 　 　 　

未認識の年金数理計算上の差異 (8,471) 　 (8,471)(10,992) 　 (10,992)

未認識の過去勤務費用 (4,739) (101)(4,840)(5,345) 　 (5,345)

貸借対照表に計上される純額 30,454 14,017 44,470 27,832 6,655 34,487 

貸借対照表に計上される従業員給付債務 35,294 14,017 49,311 31,059 6,655 37,714 

貸借対照表に計上される制度資産 4,840 　 4,840 3,227 　 3,227 

 

 

2010年１月１日にCARは従業員給付貯蓄制度となり、全国の銀行産業の各年金を相手に年金債務の事務処理および管理を代行している。関連の年
金債務管理は、保険会社に外部委託されている。

2008年12月31日、「フィロン法」として知られる年金制度改革の結果、CGRCE（ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）・ネットワークのグループ職員の
ために企業年金基金を管理する補足年金基金）は、従業員給付貯蓄制度であるケス・デパーニュ（貯蓄銀行）福利厚生基金（CGP）と合併した。
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8.2.2　貸借対照表に計上される金額の変動

百万ユーロ

12/31/2010 12/31/2009

年金
(1)
その他のコミッ

トメント 合計 年金
(1)
その他のコミッ

トメント 合計

給付債務の期首予測残高 910 65 975 772 122 894

勤務費用 20 54 74 8 14 22

支払利息 41 3 44 28 7 35

給付支払額 (38) (6) (44) (19) (9) (28)

年金数理計算上の差異 3 (6) (3) 6 1 7

過去勤務費用 12  12 13  13

その他（為替換算調整額、当該年度中の変更） 69 31 100 102 (70) 32

給付債務の期末予測残高 1,017 141 1,158 910 65 975

制度資産の期首公正価値 (462) 1 (461) (399) (1) (400)

制度資産からの期待運用収益 (21)  (21) (15)  (15)

制度加入者からの拠出金 (26)  (26) (16)  (16)

給付支払額 18  18 21  21

当該事業年度中の年金数理計算上の差異 (1)  (1) (3)  (3)

その他（為替換算調整額、当該年度中の変更） (40) (2) (42) (50) 2 (48)

制度資産の期末公正価値 (532) (1) (533) (462) 1 (461)

償還権の期首公正価値 (19)  (19) (9)  (9)

償還権からの期待運用収益 (2)  (2) (1)  (1)

拠出金支払額または受取額       

給付支払額 3  3    

当該事業年度中の年金数理計算上の差異 2  2    

その他（為替換算調整、当該年度中の変更） (36)  (36)    

償還権の期末公正価値 (52)  (52) (10)  (10)

年金債務純額 433 140 573 438 66 504

未認識の年金数理計算上の差異 (84)  (84) (109)  (109)

未認識の過去勤務費用 (47) (1) (48) (53)  (53)

貸借対照表に計上される純額 302 139 441 276 66 342

(1) CGPおよびCARにより運営されている年金制度を含む。
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百万円

12/31/2010 12/31/2009

年金

その他のコミッ

トメント 合計 年金
(1)
その他のコミッ

トメント 合計

給付債務の期首予測残高 91,764 6,555 98,319 77,848 12,302 90,151 

勤務費用 2,017 5,445 7,462 807 1,412 2,218 

支払利息 4,134 303 4,437 2,824 706 3,529 

給付支払額 (3,832) (605)(4,437)(1,916) (908)(2,824)

年金数理計算上の差異 303 (605)(303) 605 101 706 

過去勤務費用 1,210 　 1,210 1,311 　 1,311 

その他（為替換算調整額、当該年度中の変更） 6,958 3,126 10,084 10,286 (7,059)3,227 

給付債務の期末予測残高 102,554 14,218 116,773 91,764 6,555 98,319 

制度資産の期首公正価値 (46,588) 101 (46,487)(40,235) (101)(40,336)

制度資産からの期待運用収益 (2,118) 　 (2,118)(1,513) 　 (1,513)

制度加入者からの拠出金 (2,622) 　 (2,622)(1,613) 　 (1,613)

給付支払額 1,815 　 1,815 2,118 　 2,118 

当該事業年度中の年金数理計算上の差異 (101) 　 (101) (303) 　 (303)

その他（為替換算調整額、当該年度中の変更） (4,034) (202)(4,235)(5,042) 202 (4,840)

制度資産の期末公正価値 (53,647) (101)(53,748)(46,588) 101 (46,487)

償還権の期首公正価値 (1,916) 　 (1,916)(908) 　 (908)

償還権からの期待運用収益 (202) 　 (202) (101) 　 (101)

拠出金支払額または受取額 　 　 　 　 　 　

給付支払額 303 　 303 　 　 　

当該事業年度中の年金数理計算上の差異 202 　 202 　 　 　

その他（為替換算調整、当該年度中の変更） (3,630) 　 (3,630) 　 　 　

償還権の期首公正価値 (5,244) 　 (5,244)(1,008) 　 (1,008)

年金債務純額 43,664 14,118 57,781 44,168 6,655 50,823 

未認識の年金数理計算上の差異 (8,471) 　 (8,471)(10,992) 　 (10,992)

未認識の過去勤務費用 (4,739) (101)(4,840)(5,345) 　 (5,345)

貸借対照表に計上される純額 30,454 14,017 44,470 27,832 6,655 34,487 

 

2010年12月31日現在のポピュレール銀行／ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の年金制度資産の内訳は次のとおりである。

•　ポピュレール銀行年金制度：58％が債券、35％が株式、６％が短期金融市場資産、１％が不動産

•　ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の年金制度：90％が債券、6％が株式、２％が短期金融市場資産、２％が不動産

制度資産の期待運用収益は、すべての制度資産の公正価値の総額における各資産区分の加重値で各資産区分からの期待運用収益を加重すること
により計算する。

確定給付制度への実績値反映のための調整

CAR (ポピュレール銀行)については、年金数理計算上の差異は主に数理計算基礎の変化に由来する。

CGP (ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）制度)については、実績値反映のための調整の内訳は次のとおりである。

 12/31/2010 12/31/2009

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

積立方式による年金債務の現在価値
 (1) 91 9,176 84 8,471 

制度資産の公正価値
 (2) (102) (10,286) (92) (9,277)

貸借対照表に計上される純額 (11) (1,109) (8) (807)

制度負債への実績値反映のための調整 ‒利得／(損失）の
 (1)
に対する比率 4.1%  2.6%  

制度資産への実績値反映のための調整 ‒利得／(損失）の
 (2)
に対する比率 2.0%  1.1%  
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8.2.3　確定給付制度のもとでの年金数理費用

確定給付制度について認識した各費用項目は、「人件費」に含まれる。

 

百万ユーロ

12/31/2010 12/31/2009

年金
(1)
その他のコミッ

トメント 合計 年金
(1)
その他のコミッ

トメント 合計

勤務費用 20 54 74 8 14 22

支払利息 41 3 44 28 7 35

ヘッジ資産からの期待運用収益 (21)  (21) (15)  (15)

償還権からの期待運用収益 (2)  (2) (1)  (1)

年金数理計算上の差異 4 (3) 1 8 4 12

過去勤務費用    (14) (2) (16)

例外的事象 4  4 39 (60) (21)

確定給付制度の費用合計 46 54 100 53 (37) 16

(1) I CGPおよびCARに運営されている年金制度を含む。

 

百万円

12/31/2010 12/31/2009

年金

その他のコミッ

トメント 合計 年金
(1)
その他のコミッ

トメント 合計

勤務費用 2,017 5,445 7,462 807 1,412 2,218 

支払利息 4,134 303 4,437 2,824 706 3,529 

ヘッジ資産からの期待運用収益 (2,118) 　 (2,118)(1,513) 　 (1,513)

償還権からの期待運用収益 (202) 　 (202) (101) 　 (101)

年金数理計算上の差異 403 (303) 101 807 403 1,210 

過去勤務費用 　 　 　 (1,412) (202) (1,613)

例外的事象 403 　 403 3,933 (6,050)(2,118)

確定給付制度の費用合計 4,639 5,445 10,084 5,345 (3,731)1,613 

 

8.3　株式報酬

主たる持分決済型制度は次のとおりである。

ナティクシス株式引受オプション制度

ナティクシス制度

配分された

オプション数

発行済

オプション数 オプション行使価格 付与日の株価

   ユーロ 円 ユーロ 円

2007 年度制度 15,398,92213,219,206 14.38 1,450 21.97 2,215

2008 年度制度 7,576,8004,389,474 8.27 834 10.63 1,072

 

 

2010事業年度に計上された費用は13百万ユーロ（2009年度：21百万ユーロ）であった。

その他のナティクシス・グループの株式報酬制度

GRBF規則第97-02号（その後の改正を含む）が適用される特定業務分野の人員に対する新しい成果報酬方針が2010年初めに導入されて以降、株
式報酬制度が５つ提示された（2009年度に提供された勤務について２つ、2010年度に提供された勤務についてさらに３つ）。
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2009年度に提供された勤務に関連する制度:

•　ナティクシス株価に連動する現金決済型制度：当該制度の単位の３分の１が2011年３月に、次の３分の１が2012年３月に、最後の３分の１が
2013年３月に決済される。

•　ナティクシス株式決済型制度：３分の１が2011年３月に、次の３分の１が2012年３月に、最後の３分の１が2013年３月に決済される。

これらの制度に基づき支払われる報酬には出勤および業績条件が付せられている。

当該見積費用は、対象従業員が当該勤務の提供を開始した事業年度の開始日（すなわち2009年１月１日）から当該制度が設定する存続期間にわ
たり定額法で償却される。2010年度分の費用として認識された金額は次のとおりである。

•　ナティクシス株価に連動する現金決済部分のために18百万ユーロ、

•　ナティクシス株式で決済される報酬部分のために８百万ユーロ。

2010年度に提供された勤務に関連する制度:

•　ナティクシス株価に連動する現金決済型制度が二つ：

-　いわゆる「長期」制度。当該制度の単位の３分の１が2012年３月に、次の３分の１が2013年９月に、最後の３分の１が2014年９月に決済さ
れる。決済は出勤および業績条件を基礎に行われる。

-　2011年９月に決済されるいわゆる「短期」制度。決済には出勤条件が付せられている。

•　ナティクシス株式で決済される制度が次のように順次に決済される。３分の１が2012年３月、次の３分の１が2013年３月、最後の３分の１が
2014年３月。決済は出勤および業績条件を基礎に行われる。

いわゆる「短期」制度を除いて見積費用は、対象従業員が当該勤務の提供を開始した事業年度の開始日（すなわち2010年１月１日）から当該制
度が設定する存続期間にわたり定額法で償却される。2010年度分の費用として認識された金額は次のとおりである。

•　いわゆる「長期」のナティクシスの株価に連動する現金決済制度のために５百万ユーロ、

•　ナティクシス株式で決済される制度のために８百万ユーロ。

ナティクシスの取締役会は各制度を2011年２月22日に承認した。

財務書類の貸借対照表日時点で配分は正式には行われていないため、費用の見積もりは株価および配当金双方の前提条件とも貸借対照表日時点
の最善見積の入力情報に基づき行われた。

出勤条件が充足される可能性を斟酌した上で見積を行い、46百万ユーロが「短期」制度に対応する費用全額として2010事業年度の財務書類に認
識された。

ナティクシス・グループのマーケットプロフェッショナルに2010年度に配分された繰延報酬に関連する株式報酬制度

長期株式連動の現金決済型報酬制度

制度年度 付与日 付与個数 権利確定期間

評価日連動現金単位の

公正価値

    ユーロ 円

2009年度制度 2010年2月24日 13,990,425

2009年１月-2011年３月

2011年３月-2012年３月

2012年３月-2013年３月

3.46

3.16

2.79

349

319

281

2010年度制度 2011年2月 6,093,808

2009年１月-2011年３月

2011年３月-2012年３月

2012年３月-2013年３月

2.87

2.48

2.09

289

250

211

 

株式決済型報酬制度

制度年度 付与日 付与株式数 権利確定期間

配分日における

特別配当株株価

特別配当株の評価日

公正価値

    ユーロ 円 ユーロ 円

2009年度制度 2010年2月24日 6,858,237

2009年１月-2011年３月

2011年３月-2012年３月

2012年３月-2013年３月 3.63 366

3.46

3.18

2.83

349

321

285

2010年度制度 2011年2月 7,135,672

2010年12月-2012年３月

2012年３月-2013年３月

2013年３月-2014年３月 3.50 353

3.17

2.80

2.43

320

282

245

 

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 498/1163



ナティクシス・グループのマーケットプロフェッショナルに2010年度に配分された即時報酬に関連する株式報酬制度

短期株式連動の現金決済型報酬制度

制度年度 付与日 連動現金単位の評価

当初時の連動

現金単位付与個数

取得日における連動

現金単位見込個数

評価日連動現金単位の

公正価値

  ユーロ 円   ユーロ 円

2010年度制度 2011年9月1日 3.35 338 10,185,172 9,868,833 3.25 328

 

 

注記９　セグメント報告
 

 

BPCE S.A.の2010事業年度の財務書類の作成に際して採用した会計慣行は、注記３「連結財務書類作成の基本方針」に記載している。

BPCE S.A.グループは二つの中核事業に基礎を置く。

商業銀行業務および保険事業（以下を含む）

•　ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）による寄与：これらは、協同組合出資証書（CICs）を介した「関連会社の純(損)益
に対する持分」の勘定科目を経由してのみBPCE S.A.グループの収益に寄与する。CICsはポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀
行）の株式資本の20％を占め、ナティクシスが保有する。

•　不動産金融：この分野の業績は主にクレディ・フォンシエール・グループの寄与分を反映する。

•　保険事業、海外事業およびその他のネットワーク事業：これらを主に構成するは、CNPアシュアランス、BNPEアシュアランス、海外保護領子会
社を含む海外子会社（BPCE IOMなど）およびバンク・パラティンヌに対する当グループ持分である。

コーポレート・投資銀行業務、投資ソリューションおよび専門的金融サービスは、ナティクシスの中核事業である。

•　コーポレート・投資銀行業務は、大企業および機関投資家にサービスを提供するBPCEの銀行としての地位を今日確立している。

•　投資ソリューションは、資産運用、保険およびプライベート・バンキング、さらに2010年第３四半期からはナティクシス・プライベート・エ
クイティの分離再編から発足したプライベート・エクイティ事業（同事業の目的は第三者のための事業運営）を擁する。

•　専門的金融サービスには、ファクタリング、リース、消費者金融、連帯保証および保証、従業員給付制度、支払および証券関連サービスから構成
される。

資本投資部門は、第三の営業事業セグメントとして、フォンシア、ユーロシック、メイリュートさらにナティクシスのコファースに対する持分お
よび自己勘定のプライベート・エクイティ事業から構成される。

ワークアウト・ポートフォリオ管理およびその他の事業には留意点として次のものも含まれている。

•　ナティクシスのワークアウト・ポートフォリオ管理事業およびCEパルティシパシヨンの残存案件限定業務（CNCEの旧自己勘定売買取引）の
寄与。

•　当グループの中央機関および持株会社(複数)ならびにのれんの減損および評価差額の償却からの寄与。

本書に示した2009年度セグメント報告は2009年度の本国届出書で公表されたものであり、したがって2010年度の当グループの合理化前の連結範
囲を反映している点留意のこと。ちなみに2009事業年度分について合理化後を反映させた試算データは作成していない。
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9.1　連結損益計算書のセグメント分析

2010事業年度‒ 部門別および小部門別業績

百万ユーロ

商業銀行業務

および保険

CIB、投資ソ

リューションお

よび SFS 資本投資

ワークアウト・

ポートフォリオお

よびその他の事業

BPCE S.A.

グループ

銀行業務純収益 1,975 5,787 1,437 68 9,267

営業費用 (1,327) (3,649)(1,306) (626) (6,908)

営業総利益 648 2,138 131 (558) 2,359

費用/収益比率 67.2% 63.1% 90.9% N/A 74.5%

リスクコスト (244) (282) (34) 34 (526)

営業利益／（損失） 404 1,856 97 (524) 1,833

関連会社の純益に対する持分 669 19 22 (25) 685

その他の資産の正味利得または損失 30 15 (19) (115) (89)

のれんの価額変動 0 0 0 0 0

税引前利益 1,103 1,890 100 (664) 2,429

法人所得税 (139) (491) (56) 273 (413)

少数株主持分 (163) (420) (5) 137 (451)

親会社の持分所有者に帰属する当期純利益 801 979 39 (254) 1,565

 

百万円

商業銀行業務

および保険

CIB、投資ソ

リューションお

よび SFS 資本投資

ワークアウト・

ポートフォリオお

よびその他の事業

BPCE S.A.

グループ

銀行業務純収益 199,159 583,561 144,907 6,857 934,484 

営業費用 (133,815)(367,965)(131,697) (63,126)(696,603)

営業総利益 65,344 215,596 13,210 (56,269)237,882 

費用/収益比率 67.20% 63.10% 90.90% N/A 74.50%

リスクコスト (24,605)(28,437)(3,429) 3,429 (53,042)

営業利益／（損失） 40,739 187,159 9,781 (52,840)184,840 

関連会社の純益に対する持分 67,462 1,916 2,218 (2,521) 69,075 

その他の資産の正味利得または損失 3,025 1,513 (1,916) (11,597) (8,975)

のれんの価額変動 0 0 0 0 0 

税引前利益 111,227 190,588 10,084 (66,958)244,940 

法人所得税 (14,017)(49,512)(5,647) 27,529 (41,647)

少数株主持分 (16,437)(42,353) (504) 13,815 (45,479)

親会社の持分所有者に帰属する当期純利益 80,773 98,722 3,933 (25,613)157,815 

 

商業銀行業務および保険

百万ユーロ

CICs, ポピュレール

銀行および

ケス・デパーニュ

（貯蓄銀行） 不動産金融

保険事業、海外事業お

よびその他ネット

ワーク事業

商業銀行業務

および保険

銀行業務純収益  985 990 1,975

営業費用  (601) (726) (1,327)

営業総利益  384 264 648

費用/収益比率  61.0% 73.3% 67.2%

リスクコスト  (97) (147) (244)

営業利益／（損失）  287 117 404

関連会社の純益に対する持分 500 4 165 669

その他の資産の正味利得または損失  34 (4) 30

税引前利益 500 325 278 1,103

法人所得税  (78) (61) (139)

少数株主持分 (142) (9) (12) (163)

親会社の持分所有者に帰属する当期純利益 358 238 205 801
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百万円

CICs, ポピュレール

銀行および

ケス・デパーニュ

（貯蓄銀行） 不動産金融

保険事業、海外事業お

よびその他ネット

ワーク事業

商業銀行業務

および保険

銀行業務純収益 　 99,327 99,832 199,159 

営業費用 　 (60,605) (73,210) (133,815)

営業総利益 　 38,723 26,622 65,344 

費用/収益比率 　 61.0% 73.3% 67.2%

リスクコスト 　 (9,781) (14,823) (24,605)

営業利益／（損失） 　 28,941 11,798 40,739 

関連会社の純益に対する持分 50,420 403 16,639 67,462 

その他の資産の正味利得または損失 　 3,429 (403) 3,025 

税引前利益 50,420 32,773 28,034 111,227 

法人所得税 　 (7,866) (6,151) (14,017)

少数株主持分 (14,319) (908) (1,210) (16,437)

親会社の持分所有者に帰属する当期純利益 36,101 24,000 20,672 80,773 
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コーポレート・投資銀行業務、投資ソリューションおよび専門的金融サービス

百万ユーロ CIB

投資

ソリューション

専門的金融

サービス

CIB、投資ソリュー

ションおよびSFS

銀行業務純収益 3,027 1,800 960 5,787

営業費用 (1,655) (1,288) (706) (3,649)

営業総利益 1,372 512 254 2,138

費用/収益比率 54.7% 71.6% 73.5% 63.1%

リスクコスト (204) (26) (52) (282)

営業利益 1,168 486 202 1,856

関連会社の純益に対する持分 0 19 0 19

その他の資産の正味利得または損失 1 2 12 15

税引前利益(損失） 1,169 507 214 1,890

法人所得税 (352) (70) (69) (491)

少数株主持分 (234) (141) (45) (420)

親会社の持分所有者に帰属する当期純利益 583 296 100 979

 

百万円 CIB

投資

ソリューション

専門金融

サービス

CIB、投資ソリュー

ションおよびSFS

銀行業務純収益 305,243 181,512 96,806 583,561 

営業費用 (166,890)(129,882)(71,193)(367,965)

営業総利益 138,352 51,630 25,613 215,596 

費用/収益比率 54.70% 71.60% 73.50% 63.10%

リスクコスト (20,571) (2,622) (5,244) (28,437)

営業利益 117,781 49,008 20,370 187,159 

関連会社の純益に対する持分 0 1,916 0 1,916 

その他の資産の正味利得または損失 101 202 1,210 1,513 

税引前利益(損失） 117,882 51,126 21,580 190,588 

法人所得税 (35,496) (7,059) (6,958) (49,512)

少数株主持分 (23,597) (14,218) (4,538) (42,353)

親会社の持分所有者に帰属する当期純利益 58,790 29,849 10,084 98,722 

 

2009事業年度 - 部門別および小部門別業績

百万ユーロ

商業銀行業務

および保険

CIB、投資ソ

リューション

および SFS 資本投資

ワークアウト

・ポートフォ

リオおよびそ

の他の事業

BPCE S.A.

グループ

銀行業務純収益 735 4,942 345 479 6,501

営業費用 (670) (3,465) (714) (833) (5,682)

営業総利益 65 1,477 (369) (354) 819

費用/収益比率 91.2% 70.1% N/A N/A 87.4%

リスクコスト (223) (1,464) (20) (1,081)(2,788)

営業利益／（損失） (158) 13 (389) (1,435)(1,969)

関連会社の純益に対する持分 548 16 5 3 572

その他の資産の正味利得または損失 3 12 21 (61) (25)

のれんの価額変動 0 0 0 (326) (326)

税引前利益／(損失） 393 41 (363) (1,819)(1,748)

法人所得税 (23) 256 70 883 1,186

少数株主持分 (108) (119) 78 642 493

親会社の持分所有者に帰属する当期純利益 262 178 (215) (294) (69)
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百万円

商業銀行業務

および保険

CIB、投資ソ

リューション

および SFS 資本投資

ワークアウト

・ポートフォ

リオおよびそ

の他の事業

BPCE S.A.

グループ

銀行業務純収益 74,117 498,351 34,790 48,302 655,561 

営業費用 (67,563)(349,411)(72,000)(84,000)(572,973)

営業総利益 6,555 148,941 (37,210)(35,697)82,588 

費用/収益比率 91.20% 70.10% N/A N/A 87.40%

リスクコスト (22,487)(147,630)(2,017)(109,008)(281,142)

営業利益／（損失） (15,933)1,311 (39,227)(144,705)(198,554)

関連会社の純益に対する持分 55,260 1,613 504 303 57,680 

その他の資産の正味利得または損失 303 1,210 2,118 (6,151)(2,521)

のれんの価額変動 0 0 0 (32,874)(32,874)

税引前利益／(損失） 39,630 4,134 (36,605)(183,428)(176,268)

法人所得税 (2,319)25,815 7,059 89,042 119,596 

少数株主持分 (10,891)(12,000)7,866 64,739 49,714 

親会社の持分所有者に帰属する当期純利益 26,420 17,950 (21,681)(29,647)(6,958)

商業銀行業務および保険

百万ユーロ

CICs, ポピュレー

ル銀行および

ケス・デパーニュ

（貯蓄銀行）

保険事業、海外事業

およびその他の

ネットワーク事業

商業銀行業務

および保険

銀行業務純収益  735 735

営業費用  (670) (670)

営業総利益  65 65

費用/収益比率  91.2% 91.2%

リスクコスト  (223) (223)

営業利益／（損失）  (158) (158)

関連会社の純益に対する持分 404 144 548

その他の資産の正味利得または損失  3 3

税引前利益／（損失） 404 (11) 393

法人所得税  (23) (23)

少数株主持分 (114) 6 (108)

親会社の持分所有者に帰属する当期純利益 290 (28) 262

 

 

百万円

CICs, ポピュレー

ル銀行および

ケス・デパーニュ

（貯蓄銀行）

保険事業、海外事業

およびその他の

ネットワーク事業

商業銀行業務

および保険

銀行業務純収益 　 74,117 74,117 

営業費用 　 (67,563) (67,563)

営業総利益 　 6,555 6,555 

費用/収益比率 　 91.2% 91.2%

リスクコスト 　 (22,487) (22,487)

営業利益／（損失） 　 (15,933) (15,933)

関連会社の純益に対する持分 40,739 14,521 55,260 

その他の資産の正味利得または損失 　 303 303 

税引前利益／（損失） 40,739 (1,109) 39,630 

法人所得税 　 (2,319) (2,319)

少数株主持分 (11,496) 605 (10,891)

親会社の持分所有者に帰属する当期純利益 29,244 (2,824) 26,420 
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コーポレート・投資銀行業務、投資ソリューションおよび専門的金融サービス

百万ユーロ CIB

投資

ソリューション

専門的金融

サービス

CIB、投資ソリュー

ションおよびSFS

銀行業務純収益 2,561 1,540 841 4,942

営業費用 (1,664) (1,154) (647) (3,465)

営業総利益 897 386 194 1,477

費用/収益比率 65.0% 74.9% 76.9% 70.1%

リスクコスト (1,385) (32) (47) (1,464)

営業利益／（損失） (488) 354 147 13

関連会社の純益に対する持分 0 16 0 16

その他の資産の正味利得または損失 11 1 0 12

税引前利益／(損失） (477) 371 147 41

法人所得税 399 (94) (49) 256

少数株主持分 22 (109) (32) (119)

親会社の持分所有者に帰属する当期純利益 (56) 168 66 178

 

 

百万円 CIB

投資

ソリューション

専門的金融

サービス

CIB、投資ソリュー

ションおよびSFS

銀行業務純収益 258,251 155,294 84,806 498,351 

営業費用 (167,798)(116,369)(65,243) (349,411)

営業総利益 90,453 38,924 19,563 148,941 

費用/収益比率 65.0% 74.9% 76.9% 70.1%

リスクコスト (139,663) (3,227) (4,739) (147,630)

営業利益 (49,210) 35,697 14,823 1,311 

関連会社の純益に対する持分 0 1,613 0 1,613 

その他の資産の正味利得または損失 1,109 101 0 1,210 

税引前利益／(損失） (48,101) 37,412 14,823 4,134 

法人所得税 40,235 (9,479) (4,941) 25,815 

少数株主持分 2,218 (10,992)(3,227) (12,000)

親会社の持分所有者に帰属する当期純利益 (5,647) 16,941 6,655 17,950 

 

9.2　連結貸借対照表のセグメント分析

2010事業年度

 

百万ユーロ

12/31/2010

商業銀行業務

および保険

CIB、投資ソ

リューション

および SFS 資本投資

ワークアウト

・ポートフォ

リオおよびそ

の他の事業

BPCE S.A.

グループ

セグメント資産 179,159331,870 6,633 223,755741,417

セグメント負債
(1) 136,783316,944 6,229 209,648669,604

(1) セグメント負債は、資本およびその他の負債（特に税金負債、その他負債および引当金など）についての修正再表示後の負債を示す。

 

 

百万円

12/31/2010

商業銀行業務

および保険

CIB、投資ソ

リューション

および SFS 資本投資

ワークアウト

・ポートフォ

リオおよびそ

の他の事業

BPCE S.A.

グループ

セグメント資産 18,066,39433,465,771668,87222,563,45474,764,490

セグメント負債 13,793,19831,960,633628,13221,140,90467,522,867
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2009事業年度 - 部門別および小部門別資産及び負債

百万ユーロ

12/31/2009

商業銀行業務

および保険

CIB、投資ソ

リューション

および SFS 資本投資

ワークアウト

・ポートフォ

リオおよびそ

の他の事業

BPCE S.A.

グループ

セグメント資産 38,702 322,064 6,557 236,525603,848

セグメント負債
(1) 26,608 314,795 5,278 201,085547,766

(1) セグメント負債は、資本およびその他の負債（特に税金負債、その他負債および引当金など）についての修正再表示後の負債を示す。

 

百万円

12/31/2009

商業銀行業務

および保険

CIB、投資ソ

リューション

および SFS 資本投資

ワークアウト

・ポートフォ

リオおよびそ

の他の事業

BPCE S.A.

グループ

セグメント資産 3,902,71032,476,934661,20823,851,18160,892,032

セグメント負債 2,683,15131,743,928532,23420,277,41155,236,723

 

9.3　地域別セグメント報告

セグメント資産および業績の地域別分析は、事業活動が行われる場所に基づいている。

銀行業務純収益

 2010

 百万ユーロ 百万円

フランス 5,879 592,838

その他欧州 1,216 122,621

北米 1,459 147,126

その他の地域 713 71,899

合計 9,267 934,484

 

セグメント資産合計

 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円

フランス 625,37363,062,613

その他欧州 49,9755,039,479

北米 49,3144,972,824

その他の地域 16,7551,689,574

合計 741,41774,764,490

 

 

　　次へ
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注記10　コミットメント
 

10.1　金融および保証コミットメント

表示の金額は授受されているコミットメントの名目価額を示す。

金融コミットメント

 12/31/2010 12/31/2009 
(1)

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

金融コミットメントを供与している先 106,17610,706,78878,5847,924,411

•　金融機関 39,6543,998,70930,1433,039,620

•　顧客 66,5226,708,07848,4414,884,790

確認済信用供与枠 57,5425,802,53540,6824,102,373

その他のコミットメント 8,980 905,543 7,759 782,418

供与を受けている金融コミットメント 75,2467,587,80751,3995,183,075

•　金融機関から 74,7807,540,81550,0215,044,118

•　顧客から 466 46,991 1,378 138,958

 

保証

 12/31/2010 12/31/2009 
(1)

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

供与している保証 205,92320,765,275202,96420,466,890

•　金融機関のために 67,5086,807,50758,0105,849,728

•　顧客のために 138,41513,957,769144,95414,617,161

徴求している保証 171,42617,286,59880,3388,101,284

•　金融機関から 84,0498,475,50167,9336,850,364

•　顧客から 87,3778,811,09712,4051,250,920

(1) 比較可能にするために12/31/2009の金額は修正再表示している。

 

供与している保証コミットメントには、オフバランス・シート・コミットメントおよび担保として提供した金融商品が含まれている。担保に供
した金融商品にはリファイナンス取引で担保として割当てられた債権も含まれている。

10.2 担保に供している金融資産

次表は様々な会計区分で計上している負債または偶発負債（レポ取引および証券留置レポ取引における売却有価証券など）の担保に供してい
る金融資産の帳簿価額を開示している。

 12/31/2010 12/31/2009 
(1)

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

持分金融商品 4,040 407,394 1,259 126,958

負債性金融商品 93,6209,440,64163,9846,452,147

貸付金および融資 33,8723,415,65220,7252,089,909

その他の金融資産 574 57,882 1,827 184,235

担保に供している金融資産合計 132,10613,321,56987,7958,853,248

(1) 比較可能にするために12/31/2009の金額は修正再表示している。

 

2010年12月31日現在、リファイナンス取引で担保として配分されている主たる債権には次のものを含む。

•　TRICPシステムに関連して37,747 百万ユーロ（2009年12月31日現在：46,658百万ユーロ）の債権をフランス銀行に譲渡。

•　6,076百万ユーロ（2009年12月31日現在：6,146百万ユーロ）の債権をSFEF差入れ。

•　欧州投資銀行から得た融資について4,794百万ユーロ（2009年12月31日：4,178百万ユーロ）の債権を保証として提供している。

10.3　売却または再担保可能な担保として受領した金融資産

BPCE S.A.グループは、金融保証契約の一環で受領した資産(再利用権を含む)のうち、貸借対照表に計上した金額的に重要な資産はない。
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注記11　関連当事者間取引

 

BPCE S.A.グループの関連当事者とみなされるのは、持分法適用会社を含むすべての連結会社、ITセンターおよび当グループの経営幹部である。

11.1　連結会社および関連会社との取引

完全連結会社との間で行われた期中のすべての会社間取引および期末残高は連結に際して完全に消去されている。

下表は以下に関する会社間取引のデータのみを示す。

•　当グループが非消去部分（ジョイント・ベンチャー）について共同支配（比例連結対象先）を行使する会社：重要な取引はない。

•　当グループが重要な影響力（持分法適用先）を行使する会社：当グループは2010年度にCNPグループから764百万ユーロの手数料支払を受け
た。

完全連結子会社の一覧を連結範囲の項に示している（注記12）。

11.2　経営幹部との取引

当グループの経営幹部とは、BPCEの取締役会および監査役会の各構成員をいう。

短期給付

2010年度に経営幹部に支払われた短期給付は、５百万ユーロ（2009年度：５百万ユーロ）であった。

これらには取締役会および監査役会の各構成員に支払われた報酬、取締役会出席手当および給付支払額が含まれる。

株式報酬

2009年以降、経営幹部は、株式引受オプションまたは株式購入オプションまたは特別配当株の割当を受けていない。

退職後給付債務、長期給付および解雇給付

BPCEの経営幹部は、職務の終了または変更の理由で報酬その他の給付を受領していない。

2010年度中、経営幹部のための補足年金制度への拠出金として２百万ユーロ（2009年度：３百万ユーロ）が支払われた。
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注記12　連結範囲
 

12.1　2010年度中の連結範囲の変更

BPパルティシパシヨンとCEパルティシパシヨンの合併

BPCEのBPパルティシパシヨンおよびCEパルティシパシヨンとの合併の結果、クレディ・フォンシエール、バンク・パラティンヌおよびフォンシ
エール・グループは連結することになった。

ソシエテ・マルセイエーズ・ドゥ・クレディの売却

2010年９月、BPCEはソシエテ・マルセイエーズ・ドゥ・クレディに対する投資持分を872百万ユーロで売却した。

この売却は当年度の損益計算書に79百万ユーロのマイナスの影響を与え、「その他の資産の正味利得／(損失）」に計上されている。

12.2　証券化取引

証券化は、貸借対照表の流動性を高めることを目的とする金融技術の一つである。技術的な観点からは、証券化される資産は関連する担保もしく
は保証の質に応じて当グループにまとめられ特別目的事業体に売却される。同事業体は投資家により引受けられる有価証券を発行することによ
り当該取得資金を調達する。

この目的のために特別に設立される事業体は、当グループが支配権を行使しない場合には連結されない。支配権の有無はSIC第12号に定める解釈
指針に基づき評価される。

クレディ・フォンシエール

クレディ・フォンシエール・グループによる証券化取引は、有利な条件で市場からのリファイナンスを行うことを目的とし、資産負債管理の一
環として自己勘定で組成される。当該リファイナンスは二つの専門子会社、カンパニー・ドゥ・フィナンスモン・フォンシエールおよびボバン
・モビリザシヨン・ギャランティエにより手配される。

(百万ユーロ) 資産の種別 発行年月日 予想満期

発行時

名目金額

12/31/2010

現在残高

1/ボバン・モビリザシヨン・ギャランティエのリ

ファイナンス

パルティモ06/2000 住宅抵当貸付 06/30/20002019年７月 1,847 170

パルティモ10/2001 住宅抵当貸付 10/29/20012035年10月 1,663 259

パルティモ07/2002 住宅抵当貸付 07/10/20022039年７月 1,222 248

パルティモ10/2002 住宅抵当貸付 11/12/20022022年１月 707 149

パルティモ05/2003 住宅抵当貸付 06/11/20032021年７月 987 287

パルティモ11/2003 住宅抵当貸付 11/12/20032029年３月 1,045 308

パルティモ小計 7,471 1,421

ゼブラ１ 住宅抵当貸付 11/25/20042031年10月 1,173 353

ゼブラ２ 住宅抵当貸付 10/28/20052024年７月 739 298

ゼブラ2006-1 住宅抵当貸付 11/28/20062046年１月 689 392

ゼブラ小計 2,601 1,043

小計 10,072 2,464

2/カンパニー・ドゥ・フィナンスモン・フォンシ

エールのリファイナンス

アンティロープ1 住宅抵当貸付 09/20/20042041年９月 1,230 462

アンティロープ２ 住宅抵当貸付 09/23/20052044年３月 1,752 817

小計 2,982 1,279

3/クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランスの

リファイナンス

ゼブラ2008-1 住宅抵当貸付 11/13/20082055年12月 3,180 2,258

小計 3,180 2,258

合計  16,234 6,001
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(百万円) 資産の種別 発行年月日 予想満期 発行時

名目金額

12/31/2010

現在残高

1/ボバン・モビリザシヨン・ギャランティエのリ

ファイナンス

パルティモ06/2000 住宅抵当貸付 06/30/20002019年７月 186,251 17,143

パルティモ10/2001 住宅抵当貸付 10/29/20012035年10月 167,697 26,118

パルティモ07/2002 住宅抵当貸付 07/10/20022039年７月 123,226 25,008

パルティモ10/2002 住宅抵当貸付 11/12/20022022年１月 71,294 15,025

パルティモ05/2003 住宅抵当貸付 06/11/20032021年７月 99,529 28,941

パルティモ11/2003 住宅抵当貸付 11/12/20032029年３月 105,378 31,059

パルティモ小計 753,376143,294

ゼブラ１ 住宅抵当貸付 11/25/20042031年10月 118,285 35,597

ゼブラ２ 住宅抵当貸付 10/28/20052024年７月 74,521 30,050

ゼブラ2006-1 住宅抵当貸付 11/28/20062046年１月 69,479 39,529

ゼブラ小計 262,285105,176

小計 1,015,660248,470

2/カンパニー・ドゥ・フィナンスモン・フォンシ

エールのリファイナンス

　 　

アンティロープ1 住宅抵当貸付 09/20/20042041年９月 124,033 46,588

アンティロープ２ 住宅抵当貸付 09/23/20052044年３月 176,672 82,386

小計 300,705128,974

3/クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランスの

リファイナンス

　 　

ゼブラ2008-1 住宅抵当貸付 11/13/20082055年12月 320,671227,697

小計 320,671227,697

合計  1,637,037605,141

 

ナティクシス

ナティクシスは顧客または投資家のために特別目的導管体を利用した証券化取引を仕組んでいる。ナティクシスは、これらのうち上限４つの
ビークル（うち２つはABCP導管体（ベルサイユおよびメジナ））に2010年12月31日時点で合計40億ユーロの流動性枠を供与している。

さらに11億ユーロの流動性枠が１つのビークル（ハドソン）に供与されている。ナティクシスは同ビークルの共同設立母体を務める。

またナティクシスは第三者（ランダル、ノースウェスト、セジュラス）が組成したいくつかのファンドに合計713百万ユーロの流動性枠を供与し
ている。

2010年12月31日現在、これらのビークルはいずれも連結されていない。ナティクシスはこれらに支配を及ぼしていないため、リスクにはさらされ
ておらず、また証券化された資産に関連する便益を享受していなかった。

12.3　保証ミューチュアル・ファンド

保証ミューチュアル・ファンドは、金融市場の指標に基づく所定の計算式を適用することにより算出される一定金額を一定期間終了後に達成
し、また必要に応じて同様の方法により決定される投資収益を分配するように設計されている。これらファンドのポートフォリオ運用ターゲッ
トは、金融機関により保証されている。

SIC第12号に照らして当該ファンドの内容を分析すると、当グループは所有者として実質的にすべてのリスクと便益を保有しているとみなすこ
とはできない。よってこれらの事業体は連結されない。
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12.4　2010年12月31日現在の連結範囲

寄与度が重要な子会社に限り連結される。連結事業体の重要性の評価は重要度の昇順原則に基づき行う。換言すれば下位連結レベルにおいてあ
る事業体が連結対象に含まれた場合、仮に当該事業体が上位連結レベルにおいて重要でないときもすべての上位連結レベルに含まれる。

会社 所在地 
(a) 所有比率 支配比率 連結方法 

(b)

I)親会社     

BPCE S.A. フランス 100.00% 100.00% 完全

II)BPCE S.A.子会社    

バンキオ フランス 60.00% 100.00% 完全

バンクBCP S.A.S フランス 30.00% 30.00% 持分

BPカバード・ボンズ フランス 100.00% 100.00% 完全

CSF-GCE フランス 96.60% 94.64% 完全

フォンシア-パリエ フランス 100.00% 100.00% 完全

GCE アシャ フランス 97.81% 100.00% 完全

GCEアシュランス フランス 60.00% 100.00% 完全

GCE カピタル フランス 100.00% 100.00% 完全

GCEカバード・ボンズ フランス 100.00% 100.00% 完全

GCEディストゥリビュシヨン フランス 93.41% 100.00% 完全

GCE IDA 007 フランス 100.00% 100.00% 完全

GCEパルティシパシヨン フランス 100.00% 100.00% 完全

GCEテクノロジ フランス 33.36% 33.36% 持分

GIE CEシンディカシヨン・リスク フランス 37.52% 37.52% 持分

GIE GCEビジネス・サービシズ フランス 34.01% 34.01% 持分

グループ・ナティクシス
(C) フランス 71.65% 71.24% 完全

エンフォルマティック・バンク・ポピュレール フランス 29.52% 29.52% 持分

MAバンク（SBEを除く) フランス 65.92% 65.92% 完全

メイリュート フランス 100.00% 100.00% 完全

MIFCOS フランス 100.00% 100.00% 完全

オテロン・ホールディング フランス 100.00% 100.00% 完全

SAS GCE P.AVイモビリエ フランス 100% 100% 完全

SASU IGCE フランス 100% 100% 完全

SCIポナン+ フランス 100.00% 100.00% 完全

SAS GCE P.AVイモビリエ フランス 100.00% 100.00% 完全

SASU IGCE フランス 100.00% 100.00% 完全

SIBP フランス 100.00% 100.00% 完全

ソクラム・バンク フランス 33.42% 33.42% 持分

スラスール フランス 21.35% 21.35% 持分

VBI オーストリア 24.50% 24.50% 持分

オラスール・グループ     

CNPアシュアランシズ（グループ） フランス 15.76% 15.76% 持分

オラスール フランス 100.00% 100.00% 完全

ソパスール フランス 49.98% 49.98% パーチェス

BPCEエンテルナシヨナル・エ・ウトゥル=メール・グループ

アル・マンスール・パラス・モロック モロッコ 40.00% 40.00% 持分

アラブ・インターナショナル・リース チュニジア 30.00% 50.00% 完全

バンク・ドゥ・ラ・レユニヨン フランス 88.90% 87.99% 完全

バンク・ドゥ・ヌーベル=カレドニ フランス 96.69% 100.00% 完全

バンク・ドゥ・タヒティ フランス 96.12% 100.00% 完全

バンク・デ・ザンティル・フランセーズ フランス 99.70% 99.22% 完全

バンク・デ・ジル・サン=ピエール=エ=ミケロン フランス 79.66% 98.31% 完全

バンク・デ・マスカレーニュ モーリシアス 100.00% 100.00% 完全

チュニジア・クウェート銀行 チュニジア 60.00% 60.00% 完全

BCIバンク・コメルシアル・エンテルナシヨナル コンゴ 100.00% 100.00% 完全
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会社 所在地 
(a) 所有比率 支配比率 連結方法 

(b)

BCPルクサンブール ルクセンブル

グ

80.10% 80.10% 完全

BICEC カメルーン 61.24% 61.24% 完全

BPCEエンテルナシヨナル・エ・ウトゥル=メール フランス 100.00% 100.00% 完全

BPCEマロック モロッコ 100.00% 100.00% 完全

クレディ・イモビリエ・オテリエ モロッコ 23.76% 23.76% 持分

フランサ・バンク フランス 40.01% 40.01% 持分

BPCEイモビリエ・マロック モロッコ 100.00% 100.00% 完全

GIEオセオ・エンフォルマティック フランス 95.31% 100.00% 完全

INGEPAR フランス 100.00% 100.00% 完全

マシラ・キャピタル・マネージメント モロッコ 35.00% 35.00% 持分

MEDAI SA チュニジア 66.99% 100.00% 完全

オセオール・リース フランス 100.00% 100.00% 完全

オセオレンヌ フランス 100.00% 100.00% 完全

エル・イスティファ チュニジア 60.00% 100.00% 完全

プラメックス フランス 100.00% 100.00% 完全

サール・レジデンス・デュ・ゴルフ・ド・ブーズニカ・

ベイ

モロッコ 55.00% 55.00% 完全

スカイ・エリート・ツア・サール モロッコ 51.00% 51.00% 完全

ソシエテ・ドゥ・コンセイユ・エ・デンテルメディアシ

ヨン・フィナンシエ

チュニジア 47.98% 79.96% 完全

ソシエテ・ドゥ・リクーベルマン・ドゥ・クレアンス チュニジア 60.00% 100.00% 完全

ソシエテ・アブレーズ・カレドニエンヌ ニューカレド

ニア

89.65% 91.83% 完全

ソシエテ・イモビリエール・エ・トゥーリスティック・

ル・リバ

チュニジア 12.59% 20.99% 持分

ソシエテ・チュュニジエンヌ・ドゥ・プロモシヨン・デ

・ポール・イモビリエ・エ・エンドゥストゥリエ

チュニジア 18.00% 29.99% 持分

ソシエテ・チュニジア・クウェート・デル・エマー=SGTチュニジア 20.57% 34.29% 持分

SPCS チュニジア 18.00% 30.00% 持分

チュニス・センター チュニジア 13.65% 22.75% 完全

ユニバース・インベスト(SICAR) チュニジア 51.21% 100.00% 完全

ユニバース・パーティシペーションズ(SICAF) チュニジア 59.87% 99.99% 完全

クレディ・フォンシエール・グループ 

バンコ・プリムス ポルトガル 92.62% 100.00% 完全

クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランス フランス 100.00% 100.00% 完全

CFG CIE FIN ドゥ・ガランティエ フランス 99.99% 99.99% 完全

CINERGIE フランス 100.00% 100.00% 完全

COFIMAB フランス 100.00% 100.00% 完全

コンパーニュ・ドゥ・フィナンスマン・フォンシエール フランス 100.00% 100.00% 完全

クレディ・フォンシエール・イモビリエ フランス 74.93% 100.00% 完全

ECUフォンシエール フランス 100.00% 100.00% 完全

アンビロンマン・ティトリザシヨン・アンテテニアル フランス 100.00% 100.00% 完全

フィナンシエール・デ・ビュ フランス 100.00% 100.00% 完全

フォンシエール・エクスペルティズ フランス 100.00% 100.00% 完全

フォンシエール・パルティシパシヨン フランス 100.00% 100.00% 完全

フォンシエール・デブロ フランス 100.00% 100.00% 完全

GCEフォンシエール・コインベスト フランス 100.00% 100.00% 完全

グラマ・バラール フランス 100.00% 100.00% 完全

LOCINDUS フランス 71.97% 71.97% 完全

メゾン・フランス・フォンフォール・プル・エンべス

ティマン

フランス 49.00% 48.97% 持分

SEREXIM フランス 74.93% 100.00% 完全

SIPARI フランス 100.00% 99.99% 完全

SIRP フランス 100.00% 100.00% 完全
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会社 所在地 
(a) 所有比率 支配比率 連結方法 

(b)

SOCFIM フランス 100.00% 100.00% 完全

SOCFIMパルティシパシヨン・イモビリエール フランス 99.00% 100.00% 完全

バンドーム・エンベスティスマン フランス 100.00% 100.00% 完全

VMG フランス 100.00% 99.99% 完全

バンク・パラティンヌ・グループ 

アリ・アシュランス フランス 100.00% 100.00% 完全

バンク・パラティンヌ フランス 100.00% 100.00% 完全

バンク・ミシェル・エンショスペ フランス 20.00% 20.00% 持分

コンセルバトゥール・フィナンス フランス 20.00% 20.00% 持分

ユーロジック・ジコミSA フランス 33.77% 33.77% 持分

パラティンヌ・アセット・マネージメント フランス 100.00% 100.00% 完全

トラスト・ミッション フランス 33.37% 50.10% 完全

 

　　次へ
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BPCE S.A.グループの中間財務報告書に関する法定監査人の報告書

ケーピーエムジー・オーディット

KPMG S.A.部

クール・ヴァルミ１番地

92923 パリ・ラ・デファンス、

セデッックス

プライスウォーターハウス クーパース オーディット

ヴィリエール通り63番地

92208 ヌイイ=シュール＝セーヌ

セデッックス

マザー

アンリ・ルグノ通り61番地

92075 パリ・ラ・デファンス、

セデッックス

これはフランス語で発行された法定監査人のレビューの日本語への意訳であり、日本語圏の読者の便宜のためにのみ提供されるものである。こ
の報告書は、フランス法およびフランスにおいて適用される専門的監査基準に関連して、またそれらに従って解釈されるものとする。 

 

BPCE

50、ピエール=マンデス=フランス通り

75013パリ市

株主各位

貴行の定時株主総会での私どもへの委任に従い、またフランス通貨金融法典第L. 451-1-2 III条の要件に準拠して、株主各位に以下の項目につ
いて本報告書をもって報告する。

●　添付の2012年６月30日に終了した６ヶ月間のBPCE S.A.グループの要約中間連結財務書類のレビュー 

●　中間経営報告書に含まれている情報の検証

本要約中間連結財務書類は取締役会が責任を負う。私どもの責任は、私どものレビューに基づきこれらの財務書類に対する結論を表明すること
にある。

1．財務書類に対する結論

私どもはフランスで適用される専門的基準に準拠してレビューを実施した。中間財務情報のレビューは、主として財務および会計事項の責任者
への質問、ならびに分析その他のレビュー手順の実施から構成される。レビューは、フランスで適用される専門的基準に準拠して実施される監査
と比較して大幅に小規模であり、したがって監査であれば識別された可能性のある重要事項のすべてを把握したとの確信を私どもが得ることは
できない。よって私どもは監査意見を表明するものではない。

私どものレビューに基づけば、添付の要約中間財務書類が、中間財務情報に適用される欧州連合で採用される基準であるIAS第34号に、すべての
重要な点について、準拠して作成されていない、との考えを私どもに抱かせる事項は一切目に留まらなかった。

2．特定の検証

私どもは、レビュー対象の要約中間連結財務書類に関する中間経営報告書に提示されている情報についても検証を行った。

当該報告書の表示の公正性および要約中間連結財務書類との整合性について、私どもが報告すべき事項はない。

パリ・ラ・デファンスおよびヌイイ＝シュール＝セーヌ、2012年８月29日

法定監査人

フランス語原本への署名者

 

 

ケーピーエムジー・オーディットK

KPMG S.A.部

ファブリス・オーダン

マリー＝クリスティンヌ・ジョリ

プライスウォーターハウス クーパース オーディット

アニック・ショマルタン

 

マザー

ミシェル・バルベ＝マセン

ジヤン・ラトルゼフ
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(3）BPCE S.A.グループのIFRS要約中間連結財務書類2012年6月30日現在

 

BPCE S.A.グループのIFRS要約中間連結財務書類

　　 2012年6月30日現在

1　連結貸借対照表
 

資産

 注記 6/30/2012 12/31/2011

  百万ユーロ 百万円百万ユーロ 百万円

現金および中央銀行への預け金 8,952902,720 11,6781,177,610 

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 4.1.1266,42426,866,196 234,75123,672,291 

ヘッジ目的デリバティブ  10,9041,099,559 10,9851,107,727 

売却可能金融資産 4.2 45,0114,538,909 51,3355,176,621 

金融機関に対する貸付金および債権 4.4.1 171,63817,307,976 167,08616,848,952 

顧客に対する貸付金および債権 4.4.2 239,84524,185,970 245,24724,730,707 

金利リスクのヘッジ対象ポートフォリオの再評価差額金  5,397544,233 4,536457,410 

満期保有目的金融資産  4,833487,360 4,626466,486 

当期法人所得税資産  290 29,244 1,119112,840 

繰延税金資産  3,836386,822 3,540356,974 

未収収益およびその他の資産  46,0104,639,648 40,8644,120,726 

繰延利益分配金  8 807 837 84,403 

関連会社に対する投資  13,0661,317,575 12,5221,262,718 

投資不動産  1,320133,109 1,439145,109 

有形固定資産  1,293130,386 1,301131,193 

無形資産  887 89,445 914 92,168 

のれん 4.6 2,964298,890 2,948297,276 

資産合計 822,67882,958,850 795,72880,241,212 
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負債および資本

 注記 6/30/2012 12/31/2011

  百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

中央銀行に対する債務 0 0 13 1,311 

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 4.1.2242,46324,449,969 229,83423,176,461 

ヘッジ目的デリバティブ  10,2341,031,997 9,394947,291 

金融機関に対する債務 4.7.1 158,80816,014,199 162,79816,416,550 

顧客に対する債務 4.7.2 64,7926,533,625 61,2126,172,618 

負債証券 4.8 218,90522,074,380 212,38221,416,601 

金利リスクのヘッジ対象ポートフォリオの再評価差額金 1,549156,201 1,431144,302 

当期法人所得税負債 343 34,588 454 45,781 

繰延税金負債  780 78,655 377 38,017 

未払費用およびその他の負債  39,0073,933,466 34,3473,463,551 

保険会社の保険契約準備金  41,9324,228,423 41,6564,200,591 

引当金 4.9 2,159217,714 2,026204,302 

劣後債務 4.10 11,0761,116,904 12,1091,221,072 

連結持分 30,6303,088,729 27,6952,792,764 

BPCE S.A.の持分所有者に帰属する持分 24,3372,454,143 21,5712,175,220 

株式資本および資本剰余金 18,4081,856,263 18,4081,856,263 

利益剰余金 6,065611,595 3,596362,621 

資本に直接認識される損益 (587)(59,193)(835)(84,201)

当期純利益 451 45,479 402 40,538 

少数株主持分 6,293634,586 6,124617,544 

負債および資本の合計 822,67882,958,850 795,72880,241,212 
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2　連結損益計算書  

    

 注記 2012年度上半期 2011年度上半期

  百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

受取利息および類似収益 5.1 8,823889,711 9,348942,652 

支払利息および類似費用 5.1 (7,133)(719,292)(7,390)(745,208)

受取手数料 5.2 2,131214,890 2,097211,461 

支払手数料 5.2 (916)(92,369)(690)(69,580)

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の正味利得または損失 5.3 1,244125,445 652 65,748 

売却可能金融資産の正味利得または損失 5.4 (306)(30,857)78 7,866 

その他の活動からの収益 5.5 2,716273,881 2,648267,024 

その他の活動の費用 5.5 (2,401)(242,117)(1,939)(195,529)

銀行業務純収益  4,158419,293 4,804484,435 

営業費用 5.6 (2,970)(299,495)(3,271)(329,848)

有形固定資産および無形資産の減価償却、償却および減損 (163)(16,437)(169)(17,042)

営業総利益 1,025103,361 1,364137,546 

リスクコスト 5.7 (490)(49,412)(450)(45,378)

営業収益 535 53,949 914 92,168 

関連会社の純利益に対する持分 5.8 327 32,975 424 42,756 

その他の資産の正味利得または損失  7 706 (118)(11,899)

のれんの価額変動  (5) (504) 0 0 

税引前利益 864 87,126 1,220123,025 

法人所得税 5.9 (224)(22,588)(319)(32,168)

当期純利益 640 64,538 901 90,857 

少数株主持分 (189)(19,059)(240)(24,202)

BPCE S.A.の持分所有者に帰属する当期純利益 451 45,479 661 66,655 
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3　当期純利益および資本に直接認識される利得/損失計算書  

   

 2012年度上半期 2011年度上半期

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

当期純利益 640 64,538 901 90,857 

為替換算調整額 103 10,387 (369)(37,210)

売却可能金融資産の価額変動 350 35,294 94 9,479 

ヘッジ目的デリバティブの価額変動 (119)(12,000)136 13,714 

税金 (69)(6,958) 3 303 

関連会社の資本に直接認識される利得および損失に対する持分 44 4,437 (21)(2,118)

資本に直接認識される利得および損失(税引後） 309 31,160 (157)(15,832)

当期純利益ならびに資本に直接認識される利得および損失 949 95,697 744 75,025 

BPCE S.A.の持分所有者帰属分 699 70,487 555 55,966 

少数株主持分 250 25,210 189 19,059 
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4　連結持分変動計算書
 
 

 

百万ユーロ

株式資本および資本剰余金

永久超劣後

債利益剰余金 

資本に直接認識される利得およ

び損失
BPCE S.

A.

の持分

所有者に

帰属する

純利益 株主持分

少数株主

持分

連結持分

合計

株式資

本資本剰余金 優先株式

為替換算

調整額

金融商品の公正価値

の変動

売却可能金

融資産

ヘッジ目

的デリバ

ティブ

2011年1月1日現

在

株主持分 467 17,9411,200 4,9501,029 18 (201)(258)  25,1465,92331,069

支払配当金     (104)     (104)(239) (343)

超劣後債の買戻    (1,000)       (1,000)(29)(1,029)

超劣後債の利息     (158)     (158)(27) (185)

優先株式の買戻
(1)   (1,200)  (20)     (1,220)  (1,220)

少数株主持分の

取得および処分

の影響     (37)     (37) 67 30

資本に直接認識

される利得およ

び損失       (249) 51 92  (106)(51) (157)

純利益          661 661 240 901

その他の変動     (22)     (22) (3) (25)

2011年6月30日

現在

株主持分 467 17,941  3,950 688 (231) (150)(166)661 23,1605,88129,041

超劣後債の買戻    (697)(245)     (942)  (942)

超劣後債の利息     (130)     (130)(27) (157)

少数株主持分の

取得および処分

の影響     (22)     (22) (3) (25)

資本に直接認識

される利得およ

び損失       349 (554)(83)  (288) 22 (266)

純利益          (259) (259)193 (66)

その他の変動     52     52 58 110

2011年12月31日

現在

株主持分 467 17,941  3,253 343 118 (704)(249)402 21,5716,12427,695

2011年度の純利

益処分     402    (402)    
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百万ユーロ

株式資本および資本剰余金

永久超劣後

債

利益剰余

金

 

資本に直接認識される利得およ

び損失

BPCE S.

A.

の持分

所有者に

帰属する

純利益 株主持分

少数株主

持分

連結持分

合計

株式資

本

資本剰余

金 優先株式  

為替換算

調整額

金融商品の公正価値の

変動

売却可能

金融資産

ヘッジ

目的デリ

バ

ティブ

2012年1月1日現

在

株主持分 467 17,941  3,253 745 118 (704)(249)  21,5716,12427,695

支払配当金            (119) (119)

超劣後債の発行    2,000       2,000  2,000

超劣後債の利息     (153)     (153)(27) (180)

超劣後債の買戻            (12) (12)

少数株主持分の

取得および処分

の影響     1     1 (3) (2)

資本に直接認識

される利得およ

び損失       61 381 (194)  248 61 309

純利益          451 451 189 640

その他の変動
(2)    19 200     219 80 299

2012年6月30日

現在

株主持分 467 17,941  5,272 793 179 (323)(443)451 24,3376,29330,630

 

(1)　 BPCEはフランス政府が引受けた合計1.2十億ユーロの優先株式を買戻した。

(2)　その他の変動にはナティクシスがCISを通じて保有するローカル・セービング・カンパニーの増資195百万ユーロが含まれる。
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百万円

株式資本および資本剰余金

永久超劣後

債

利益剰余

金 

資本に直接認識される利得および

損失

BPCE S.A.

の持分

所有者に

帰属する

純利益 株主持分

少数株主

持分

連結持分

合計

株式資

本 資本剰余金 優先株式

為替換算

調整額

金融商品の公正価値の

変動

売却可能金

融資産

ヘッジ目

的デリバ

ティブ

2011年1月1

日現在

株主持分

47,0921,809,170 121,008 499,158 103,764  1,815 (20,269)(26,017) 2,535,723 597,275 3,132,998 

支払配当金     (10,487)     (10,487)(24,101)(34,588)

超劣後債の

買戻
   (100,840)      (100,840)(2,924)(103,764)

超劣後債の

利息
    (15,933)     (15,933)(2,723)(18,655)

優先株式の

買戻
(1)   (121,008)  (2,017)     (123,025) (123,025)

少数株主持

分の取得お

よび処分の

影響

    (3,731)     (3,731)6,756 3,025 

資本に直接

認識される

利得および

損失

      (25,109)5,143 9,277  (10,689)(5,143)(15,832)

純利益          66,655 66,655 24,202 90,857 

その他の変

動
    (2,218)     (2,218)(303)(2,521)

2011年6月

30日現在

株主持分

47,0921,809,170  398,318 69,378  (23,294)(15,126)(16,739)66,655 2,335,454 593,040 2,928,494 

超劣後債の

買戻
   (70,285)(24,706)     (94,991) (94,991)

超劣後債の

利息
    (13,109)     (13,109)(2,723)(15,832)

少数株主持

分の取得お

よび処分の

影響

    (2,218)     (2,218)(303)(2,521)

資本に直接

認識される

利得および

損失

      35,193 (55,865)(8,370) (29,042)2,218 (26,823)

純利益          (26,118)(26,118)19,462 (6,655)

その他の変

動
    5,244      5,244 5,849 11,092 

2011年12月

31日現在

株主持分

47,0921,809,170  328,033 34,588  11,899 (70,991)(25,109)40,538 2,175,220 617,544 2,792,764 

2011年度の

純利益処分
    40,538     (40,538)    
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百万円

株式資本および資本剰余金

永久超劣後

債 利益剰余金

 

資本に直接認識される利得および

損失

BPCE S.

A.

の持分

所有者に

帰属する

純利益 株主持分

少数株主

持分

連結持分

合計株式資本 資本剰余金

優先株

式  

為替換算

調整額

金融商品の公正価値の

変動

売却可能

金融資産

ヘッジ

目的デリ

バ

ティブ

2012年1月1

日現在

株主持分

47,092 1,809,170  328,033 75,126  11,899 (70,991)(25,109) 2,175,220 617,544 2,792,764 

支払配当金            (12,000)(12,000)

超劣後債の

発行
   201,680       201,680  201,680 

超劣後債の

利息
    (15,429)     (15,429)(2,723)(18,151)

超劣後債の

買戻
           (1,210)(1,210)

少数株主持

分の取得お

よび処分の

影響

    101      101 (303) (202)

資本に直接

認識される

利得および

損失

      6,151 38,420 (19,563) 25,008 6,151 31,160 

純利益          45,479 45,479 19,059 64,538 

その他の変

動
(2)    1,916 20,168      22,084 8,067 30,151 

2012年6月30

日現在

株主持分

47,092 1,809,170  531,628 79,966  18,050 (32,571)(44,672)45,479 2,454,143 634,586 3,088,729 
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5　連結キャッシュ・フロー計算書
 
 
 2012年度上半期 2011年度上半期

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

税引前利益 864 87,126 1,220123,025 

有形固定資産および無形資産の減価償却費および償却費の純額 206 20,773 199 20,067 

のれんの減損 5 504 0 0 

引当金および減損引当金の繰入純額 1,040104,874 (92) (9,277)

関連会社の純利益／(損失)に対する持分 (313)(31,563)(342)(34,487)

投資活動の純損失／利得 (62) (6,252)(82) (8,269)

財務活動の収益／費用 226 22,790 286 28,840 

その他の変動 12,0901,219,156 (815)(82,185)

税引前純利益／(損失)に含まれる非貨幣性項目合計 13,1921,330,281 (846)(85,311)

金融機関との取引から生じる純増減額 104 10,487 (853)(86,017)

顧客との取引から生じる純増減額 12,2731,237,609 22,0242,220,900 

金融資産および負債を伴う取引から生じる純増減額 (12,567)(1,267,256)(4,574)(461,242)

非金融資産および負債を伴う取引から生じる純増減額 (4,336)(437,242)(1,273)(128,369)

支払済税金 622 62,722 699 70,487 

営業活動によりもたらされる資産および負債の純増加額／(減少額) (3,904)(393,679)16,0231,615,759 

営業活動による正味キャッシュ・フロー(A) 10,1521,023,728 16,3971,653,473 

金融資産および株式投資に関連する純増減額 (892)(89,949)545 54,958 

投資不動産に関連する純増減額 187 18,857 (53) (5,345)

有形固定資産および無形資産に関連する純増減額 (164)(16,538)(197)(19,865)

投資活動から生じる正味キャッシュ・フロー(B) (869)(87,630)295 29,748 

株主との取引から生じる純増(減)額
(1） (1,869)(188,470)(2,428)(244,840)

財務活動によるその他の増減 (993)(100,134)(1,123)(113,243)

財務活動から生じる正味キャッシュ・フロー(C) (2,862)(288,604)(3,551)(358,083)

為替レート変動の影響額(D) 3 303 (771)(77,748)

正味キャッシュ・フロー合計(A+B+C+D) 6,424647,796 12,3701,247,391 

現金および中央銀行への預け金正味残高     

現金および中央銀行への預け金正味残高(資産) 11,6781,177,610 19,7431,990,884 

中央銀行に対する債務残高(負債） (13) (1,311)(488)(49,210)

金融機関との要求払取引の正味残高     

当座勘定貸越残高
(2） 4,552459,024 5,210525,376 

要求払勘定および要求払貸付金残高 15,5391,566,953 3,280330,755 

要求払勘定貸方残高 (17,227)(1,737,171)(18,950)(1,910,918)

要求払レポ取引残高 (1,182)(119,193)(604)(60,907)

現金および現金同等物の期首残高 13,3471,345,911 8,191825,980 

現金および中央銀行への預け金正味残高     

現金および中央銀行への預け金正味残高(資産) 8,952902,720 28,5792,881,906 

中央銀行に対する債務残高(負債） (0) (0) (528)(53,244)

金融機関との要求払取引の正味残高     

当座勘定貸越残高
(2） 5,181522,452 6,472652,636 

要求払勘定および要求払貸付金残高 26,2732,649,369 4,012404,570 

要求払勘定貸方残高 (15,482)(1,561,205)(17,066)(1,720,935)

要求払レポ取引残高 (5,153)(519,629)(908)(91,563)

現金および現金同等物の期末残高 19,7711,993,708 20,5612,073,371 

現金および現金同等物の純変動額 6,424647,796 12,3701,247,391 

(1）株主との取引に係るキャッシュ・フローの流入または流出には以下が含まれる。

• 資本に計上されている超劣後債の買戻によるキャッシュ・フローの流出12百万ユーロ
• ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）による超劣後債の発行によるキャッシュ・フローの流入2,000百万ユーロ
• 配当金支払によるキャッシュ・フローの流出119百万ユーロ

(2）当座勘定貸越残高にはフランス預金供託公庫に管理を委託した非課税貯蓄性預金およびLDD通帳式貯蓄口座の資金を含まない。
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6　BPCE S.A.グループの財務書類に対する注記
 
 

注記１　一般的背景

1.1　グループBPCE

グループBPCEは、ポピュレール銀行ネットワーク、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）ネットワーク、BPCEの中央機関およびその子会社から構成され
ている。

 

二つの銀行業務ネットワーク：ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）

グループBPCEは協同組合のグループであり、当該協同組合グループの株主が二つのリテール銀行業務ネットワーク、すなわち19のポピュレール
銀行および17のケス・デパーニュ（貯蓄銀行）を所有している。両ネットワークは、それぞれ均等持分により当グループの中央機関であるBPCE
を所有する。

ポピュレール銀行ネットワークは、ポピュレール銀行および共同保証会社から構成される。後者は前者に対して専ら前者を受益者とする保証を
発行する。

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）ネットワークは、ケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレボワヤンスおよびローカル・セービング・カンパニから構
成される。

ポピュレール銀行は、協同組合の株主が80％を所有し、ナティクシスが協同組合出資証書（CIC）を通じて20％を所有する。

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の資本金は、ローカル・セービング・カンパニ（LSC）が80％を所有し、ナティクシスがCICにより20％を所有す
る。各地に所在するLSCは、オープンエンド型資本金が組合員出資者により所有されている協同組合組織である。LSCは、当該LSCと系列関係にある
各ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）が定める一般目的の枠組に沿って協同組合の株主と協同する。LSCは銀行業務を営むことができない。
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BPCE

BPCEは、フランス銀行法に定義される中央機関であるとともに銀行としての営業を認可された金融機関であり、2009年６月18日付法律第
2009-715号により設立された。BPCEは、取締役会および監査役会を設置する株式会社（société anonyme）として設立され、その株式資本は17
のケス・デパーニュ（貯蓄銀行）と19のポピュレール銀行により共同かつ均等に所有される。

BPCEの企業使命が体現するのは、ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の基礎となる協同組合原則の遵守である。

具体的には、BPCEは、監督当局との折衝において様々な系列企業の利益を代弁し、これらの企業の提供商品・サービスの範囲を決め、預金者を保
護し、主要な経営陣の選任を承認し、当グループの組織の円滑な運営を監督する。

持株会社としてBPCEは当グループの代表企業である。BPCEは両ネットワークと共同して、リテール銀行業務、コーポレート銀行業務および財務
サービスに従事するジョイント・ベンチャーと提供商品を制作する事業体を所有している。またBPCEは当グループの企業戦略および成長・拡大
方針を策定する。

BPCEの主要子会社は、以下の主要な三部門を中心に設立されている。

?　ナティクシス（コーポレート・投資銀行業務、投資ソリューションおよび専門的金融サービスを統合した上場企業でありBPCEが72.4％を所
有）

?　商業銀行業務および保険事業（クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランス、バンク・パラティンヌおよびBPCEエンテルナシヨナル・エ・ウ
トゥル=メールを含む。）

?　子会社群および資本持分?

当グループの金融機能についてBPCEが特に責任を負っているのは、余剰資金の集中管理、当グループの業務展開およびリファイナンス上必要な
金融取引の執行および当グループ全体の利益にかかわる取引における最適な取引相手方の選択などである。当グループの他の企業に対するバン
キング・サービスも提供している。

1.2　保証の仕組

フランス通貨金融法典第L. 512-107条に基づき、当グループおよびその関連会社の流動性および適正自己資本を確保し、またポピュレール銀行
およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の両ネットワークに対する金融支援を整備するために保証および共同支援制度が構築されている。

BPCEは、当グループおよび両ネットワークの適正自己資本を保証するために必要なあらゆる措置を講ずる任務を負う。これには当グループ内で
の適切な資金調達の仕組の実施および両ネットワークに共通の共同保証基金の設定が含まれる。BPCEはこれらの運営規則、両ネットワークの既
存基金に対する金融支援の供与条件ならびに共同保証基金の当初基本財産および追加拠出に対する関連会社の分担を決定する。

BPCEは、ポピュレール銀行ネットワークおよびケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレボワヤンス・ネットワークのための各既存基金を管理してい
るが、新たに共同保証基金を設定した。

傘下庶民銀行がポピュレール銀行ネットワーク基金に預け入れた預託金（450百万ユーロ）は、無期限に継続可能な期間10年の定期預託金とし
てBPCEにて計上されている。

傘下貯蓄銀行がケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレボワヤンス・ネットワーク基金に預け入れた預託金（450百万ユーロ）は、無期限に継続可
能な期間10年の定期預託金としてBPCEにて計上されている。

共同保証基金は、ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）が預け入れた預託金により形成されている。当該預託金は、無期限に継
続可能な期間10年の定期預託金としてBPCEにて計上されている。2012年６月30日現在の当該預託金額は330百万ユーロであり、当グループの連結
純利益に対するポピュレール銀行、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）およびそれらの子会社からの寄与額の５％相当額が毎年積み増される。

ポピュレール銀行ネットワーク基金、ケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレボワヤンス・ネットワーク基金および共同保証基金に関連してBPCEに
預け入れる預託金の合計金額は、当グループの加重資産合計の0.15％を下回ってはならず、また0.3％を上回ってはならない。

保証および共同支援制度に参加する各組織勘定の預託金が記帳されるのに対応して、同額が資本項目内で該当する勘定科目に計上される。

共同保証会社（ポピュレール銀行が発行した貸付金に保証を与えることを唯一の目的とする会社）は、フランス通貨金融法典（Code moné
taire et financier）第R.515-1条に基づき共同認可された当該ポピュレール銀行による流動性および適正自己資本の保証適用対象となる。

ケス・ドゥ・クレディ・マリティーム・ミュテュエルの流動性および適正な自己資本については、傘下の各信用金庫の中核株主であり技術面・
業務面の支援提供者でもあるそれぞれのパートナー先のポピュレール銀行により保証されている。

各ローカル・セービング・カンパニの流動性および適正自己資本は、まず個々のローカル・セービング・カンパニのレベルで当該ローカル・
セービング・カンパニの株主であるケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレボワヤンスにより保証される。

BPCEの取締役会は、BPCEの出資者による事前の受託に基づき、遅滞なく合意された順序に従い、様々な出資者からの資本を活用するために必要な
すべての権限を有する。
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1.3　2012年度上半期の重要な事象

1.3.1　資本として計上される永久超劣後債の発行

2012年３月26日、BPCEは資本に計上される無期限の20億ユーロの超劣後債を発行した。

これらの無期限の超劣後債は、新バーゼルⅢ規制（現在、欧州連合域内適用のための規則および必要自己資本指令Ⅳを準備中）のもとで「その
他Tier-１」（追加的Tier-１）への算入が認められる。これらの劣後債は、ポピュレール銀行ネットワーク機関およびケス・デパーニュ（貯蓄
銀行）ネットワーク機関に均等に引受けられた。

1.3.2　一部の欧州連合諸国に対するソブリン・リスク

ギリシャ債券交換取引の会計処理方法

当グループは民間部門によるギリシャ政府の支援計画に参加した。同計画に基づき当グループは2012年3月12日に1,176百万ユーロのギリシャ債
券を新債券と交換した。交換は以下のように実施された。

額面価額1,000の旧ギリシャ・ソブリン債と引換えに次の債券を受領する。

?　欧州金融安定ファシリティ（EFSF）が発行する二つの債券で、額面価額が各75、満期が１年と２年。これらの債券は通常の市場条件に基づく金
利が付される。

?　旧債券の延滞利息を支払う目的でEFSFが発行する期間６ヶ月の債券。

?　合計額面価額が315、満期が2023年から2042年にかけて段階的に到来するギリシャ国債（合計20トランシェ）。同国債には同種の債券の市場金
利より低利の固定金利が支払われる。

?　ギリシャのGDPに連動するワラント：ギリシャのGDPが合意書に定義される一定の基準値に達した場合、投資家は上限１％の追加金利を受取
る。当該ワラントの想定元本額は、新発ギリシャ国債の累積額面価額と同額になるように償却される。

この債券の交換に伴い、旧債券は認識を中止し、交換により受領した債券を公正価値により認識した。この取引により旧債券の額面価額の78％に
ついて恒久的損失が発生した（2011年12月末決算時点における当グループの見積りは70％）。2012年度上半期のリスクコストに計上された追加
的費用は23百万ユーロであった。

一部の欧州連合諸国に対するソブリン・リスク

2012年６月30日時点でのBPCE S.A.グループの銀行業務について、次の欧州連合７カ国のソブリン・リスクに対するエクスポージャーは以下の
とおりである。

 銀行勘定 トレーディング勘定 2012年6月30日

現在ネット・エ

クスポージャー

合計

2011年12月31日

現在ネット・エ

クスポージャー

合計

会計上の区分

 

 

百万ユーロ

貸付金および債

権

売却可能金融資

産

公正価値測定指

定金融資産

直接的エクス

ポージャー

間接的エクス

ポージャー

キプロス 57 0 0 0 (1) 56 0

スペイン 1 0 2 202 (6) 199 (72)

ギリシャ 0 0 3 0 0 3 672

ハンガリー 41 59 6 5 (2) 109 0

アイルランド 0 127 0 2 (12) 117 127

イタリア
(1） 1,579 1,054 8 374 (1) 3,015 1,924

ポルトガル 15 0 9 (55) (7) (38) 42

合計 1,693 1,241 28 528 (29) 3,461 2,693

(1）2012年度上半期におけるBPCE S.A.グループのイタリア向けソブリン・リスクに対するエクスポージャーの変動は、「地方公共部門」に対するエクス

ポージャーを「ソブリン」のエクスポージャーに再分類したことに関連している。

 

 銀行勘定 トレーディング勘定 2012年6月30日

現在ネット・エ

クスポージャー

合計

2011年12月31日

現在ネット・エ

クスポージャー

合計

会計上の区分

 

 

百万円

貸付金および債

権

売却可能金融資

産

公正価値測定指

定金融資産

直接的エクス

ポージャー

間接的エクス

ポージャー

キプロス 5,748 0 0 0 (101) 5,647 0 

スペイン 101 0 202 20,370 (605) 20,067 (7,260)

ギリシャ 0 0 303 0 0 303 67,764 

ハンガリー 4,134 5,950 605 504 (202) 10,992 0 

アイルランド 0 12,807 0 202 (1,210)11,798 12,807 

イタリア
(1） 159,226 106,285 807 37,714 (101) 304,033 194,016 

ポルトガル 1,513 0 908 (5,546) (706) (3,832) 4,235 

合計 170,722 125,142 2,824 53,244 (2,924)349,007 271,562 
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2012年６月30日現在の銀行勘定のネット・エクスポージャーの満期日状況は次のとおりである。

 残存期間  

百万ユーロ １年 ２年 ３年 ５年 10年 10年超 合計

キプロス 0 0 0 (1) 57 0 56

スペイン 358 (136) (140) 54 53 10 199

ギリシャ 0 0 0 0 0 3 3

ハンガリー 2 2 (20) 106 19 0 109

アイルランド 4 2 1 (17) 0 127 117

イタリア 717 (315) 148 (192) 212 2,445 3,015

ポルトガル 9 5 7 (86) 27 0 (38)

合計 1,090 (442) (4) (136) 368 2,585 3,461

 

 残存期間  

百万円 １年 ２年 ３年 ５年 10年 10年超 合計

キプロス 0 0 0 (101) 5,748 0 5,647 

スペイン 36,101 (13,714)(14,118)5,445 5,345 1,008 20,067 

ギリシャ 0 0 0 0 0 303 303 

ハンガリー 202 202 (2,017)10,689 1,916 0 10,992 

アイルランド 403 202 101 (1,714) 0 12,807 11,798 

イタリア 72,302 (31,765)14,924 (19,361)21,378 246,554 304,033 

ポルトガル 908 504 706 (8,672) 2,723 0 (3,832)

合計 109,916 (44,571) (403) (13,714)37,109 260,671 349,007 

2012年６月30日時点でBPCE S.A.グループの保険業務は次の欧州連合各国に対して以下のソブリン・リスクにさらされていた。

 6/30/2012

グロス・エクスポージャー

12/31/2011

グロス・エクスポージャー

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

スペイン 164 16,538 174 17,546 

ギリシャ 2 202 171 17,244 

アイルランド 118 11,899 106 10,689 

イタリア 1,091 110,016 513 51,731 

ポルトガル 108 10,891 96 9,681 

合計 1,483 149,546 1,060 106,890 

BPCE S.A.グループの保険業務ではハンガリーまたはキプロスに対するエクスポージャーはない。

1.4　後発事象

2012年フランス財政法改正案では、遅くとも2012年９月30日までに納付を要する追加的負担金を創設することを定めている。これは2012年に納
付したシステミック・リスクに対する銀行税に相当し、その金額は当グループに要求される連結自己資本の0.25％とされる。さらに2013年１月
１日から当該税率は0.25％から0.50％に倍増する。

会計規則（貸借対照表日後に採択または公表された税率または財政関連法の変更）に従い、これらの新たな財政措置の影響は、2012年６月30日
時点では計上されていない。

仮にこの追加的負担金を期間按分して会計処理した場合、2012年６月30日現在の連結財務書類に対して税引前で24百万ユーロのマイナスの影響
（ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）およびポピュレール銀行のCICに対する影響を含む。）を与えることになる。
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注記２　適用する会計基準および比較可能性

2.1　規制の枠組

BPCE S.A.グループは、国際会計基準の適用に関する2002年７月19日付EC規則第1606/2002号に従い、2012年度上半期の連結財務書類を、欧州連合
により使用が採用され、かつ当該上半期末日現在で適用されていた国際財務報告基準（IFRS）に基づき作成した。したがってヘッジ会計に関す

るIAS第39号の一部規定は除かれている。
1

2012年６月30日現在の本要約中間連結財務書類は、IAS第34号「中間財務報告」に従って作成された。そのため本要約中間連結財務書類に記載さ
れている注記は、当該半期の最重要情報に関連するものに限られ、したがって当グループの2011年12月31日現在の連結財務書類と併読される必
要がある。

 
1 これらの基準については以下のアドレスの欧州委員会のホームページで閲覧可能である。

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm

2.2　会計基準

会計基準および原則は、2011年12月31日現在の財務書類に使用し、記載した会計基準および原則と同じである。

欧州連合により採用されたその他の基準、修正および解釈指針のうち、2012年に強制適用されたものは、当グループの財務書類に重要な影響を与
えなかった。

BPCEは、欧州連合により採用された諸基準のうち2012年６月30日時点で強制適用されていない以下のものについては、当該時点で早期適用を
行っていない。

?　2012年６月５日に欧州委員会により採用され、2012年７月１日以降に開始する事業年度について強制適用されるIAS第１号「財務諸表の表
示」に対する修正。当修正は、「当期純利益および資本に直接認識される利得/損失計算書」に含まれる財務情報の拡充を意図している。資本
に直接認識される利得/損失については、純損益に組替調整（リサイクル）される可能性のある項目と純損益に組替調整されない項目とを区
別して表示する必要がある。

?　2012年６月５日に欧州委員会により採用され、2013年１月１日以降に開始する事業年度について遡及的に強制適用されるIAS第19号「従業員
給付」に対する修正。当修正は、年金または類似の債務に関する表示、とりわけ、年金数理上の差異（資本に即時かつ包括的に認識される。）
および過去勤務費用（損益に即時に認識される。）に関する計上方法および表示について変更を加えている。

IFRS第13号「公正価値測定」は、欧州委員会により現在採用の準備が進められている。当基準は2013年１月１日以降に開始する事業年度より将
来に向けて適用される。IFRS第13号は公正価値の測定方法について定めているが、公正価値の適用条件を変更するものではない。

上記の各基準を実施した場合の当グループの連結財務書類に与える影響については、現在見積もりを行っている段階である。

2.3　見積の使用

経営陣は、財務書類の作成に際して、不確定な将来の事象に関し一定の分野で見積および仮定を行う必要がある。

これらの見積は当該財務書類の作成担当者の判断および貸借対照表日時点で入手可能な情報に基づく。

将来の実際の結果は、これらの見積と異なる可能性がある。

具体的には2012年６月30日に終了した期間の財務書類について、仮定を伴う会計上の見積を主に以下の分野で行った。

?　評価モデルに基づき決定される金融商品の公正価値（注記4.1）

?　金融資産の減損金額、より具体的には、売却可能資産の恒久的減損損失および個別ベースまたはポートフォリオ・ベースで計算する減損損失
（注記4.2）

?　貸借対照表の負債に計上される引当金、より具体的には、規制対象住宅貯蓄関連商品に対する引当金および保険契約に対する引当金（注記4.9
）

?　年金および将来の従業員給付費用に関連する計算

?　繰延税金資産および負債

?　のれんの減損テスト（注記4.6）

2.4　連結財務書類の表示および貸借対照表日

中間連結財務書類の表示

IFRSでは特定の様式は要求されていないため要約財務書類について当グループが採用する表示は、フランス国家会計審議会（CNC）が2009年７
月２日に公表した勧告第2009 R.04号に従っている。

中間貸借対照表日

連結財務書類は、BPCE S.A.グループの連結範囲に含まれる各企業の2012年６月30日現在の個別財務書類を基礎にしている。当グループの連結財
務書類は2012年７月30日に開催された取締役会により承認された。

注記３　セグメント報告

BPCE S.A.グループは二つの中核事業に基礎を置く。

商業銀行業務および保険事業（以下を含む）

?　ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）：これらの銀行は、ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の株式持
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分の20％に相当するナティクシスが保有する協同組合出資証書（CIC）を通じて「関連会社の純利益/(損失）に対する持分」の科目を経由
することによってのみBPCE S.A.グループの損益計算書に寄与する。

?　不動産金融：この分野の業績は主にクレディ・フォンシエール・グループの寄与分を反映する。

?　保険事業、海外事業およびその他のネットワーク事業：これらを主に構成するのは、CNPアシュアランシズ、BPCEアシュアランシズ、海外子会社
（BPCE IOMなど）およびバンク・パラティンヌに対する当グループの持分である。

コーポレート・投資銀行業務（CIB）、投資ソリューションおよび専門的金融サービスは、ナティクシスの中核事業である。

?　コーポレート・投資銀行業務は、大企業および機関投資家にサービスを提供するBPCEの銀行としての地位を今日確立している。

?　投資ソリューションは、資産運用、生命保険およびプライベート・バンキングさらにプライベート・エクイティ事業を擁する。

?　専門的金融サービスには、ファクタリング、リース、消費者金融、連帯保証および保証、従業員給付制度設計、支払および証券業務から構成され
る。

資本持分業務は第三の事業セグメントである。同セグメントを構成するのは、ネクシティ、メイリュートおよびフォルクスバンク・ロマニアに対
する当グループの投資持分ならびにコファースに対するナティクシスの持分さらにナティクシス自身のプラーベート・エクイティ業務である。

ワークアウト・ポートフォリオ管理およびその他の事業に含まれる主なものは以下のとおりである。

?　ナティクシスのワークアウト・ポートフォリオ管理業務（GAPC）からの寄与。

?　当グループの中央機関および持株会社(複数)からの寄与ならびに既に売却した業務（フォンシアおよびユーロシック）または売却進行中の
案件からの寄与。

?　ギリシャのソブリン負債証券の償却。

?　自社債務の再評価。

?　当グループの買収および投資戦略の一環としてのれんの減損および評価差額の償却に係る事項。

?　クレディ・フォンシエールの貸借対照表に関する機動的業務運営（証券売却および負債償還）の取引結果。

?　グループの買収および投資戦略の一環としてのれんの減損および評価差額の償却に係る事項。

過年度のグループBPCEのセクター報告は修正再表示されている。
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部門別経営成績

百万ユーロ

商業銀行業務お

よび保険事業

CIB、投資ソ

リューションお

よびSFS 中核事業 資本持分

ワークアウト・

ポートフォリオ

管理およびその

他の事業

 

BPCE S.A.グループ

 

2012年

度上半

期

2011年

度上半

期

2012年

度上半

期

2011年

度上半

期

2012年

度上半

期

2011年

度上半

期

2012年

度上半

期

2011年

度上半

期

2012年

度上半

期

2011年

度上半

期

2012年

度上半

期

2011年

度上半

期

銀行業務純収益 908 9173,0683,2083,9764,125461 435(279)244 4,1584,804

営業費用 (582)(606)(1,985)(1,952)(2,567)(2,558)(373)(367)(193)(515)(3,133)(3,440)

営業総利益 327 3111,0831,2561,4101,56788 68 (473)(271)1,0251,364

費用/収益比率 64.0%66.1%64.7%60.8%64.5%62.0%81.0%84.3%ns ns 75.3%71.6%

リスクコスト (119)(108)(143)(74)(262)(182)(4)(18)(224)(250)(490)(450)

関連会社の純利益に対する持分 318 417 8 8 326 425 2 (5)(0) 4 327 424

その他の資産の利得または損失 4 4 1 0 5 4 1 (5) 0 (118) 7 (118)

のれんの変動         (5) 0 (5) 0

税引前利益／(損失) 530 625 9491,1901,4791,81587 40 (702)(635)864 1,220

法人所得税 (84)(79)(298)(345)(382)(424)(30)(21)187 126 (225)(319)

少数株主持分 (78)(98)(194)(240)(272)(338)(16)(8)100 106 (188)(240)

親会社の持分所有者に帰属する当期

純利益 368 448 457 605 825 1,05340 10 (414)(402)451 661

 

百万円

商業銀行業務

および

保険事業

CIB、投資ソリュー

ションおよびSFS 中核事業 資本持分

ワークアウト・

ポートフォリオ

管理および

その他の事業 BPCE S.A.グループ

 
2012年度

上半期

2011年度

上半期

2012年度

上半期

2011年度

上半期

2012年度

上半期

2011年度

上半期

2012年度

上半期

2011年度

上半期

2012年度

上半期

2011年度

上半期

2012

年度

上半期

2011年度

上半期

銀行業務純収益 91,563 92,470 309,377 323,495 400,940 415,965 46,487 43,865 (28,134)24,605 419,293 484,435 

営業費用 (58,689)(61,109)(200,167)(196,840)(258,856)(257,949)(37,613)(37,008)(19,462)(51,933)(315,932)(346,890)

営業総利益 32,975 31,361 109,210 126,655 142,184 158,016 8,874 6,857 (47,697)(27,328)103,361 137,546 

費用/収益比率 64.0%66.1%64.7%60.8% 64.5% 62.0%81.0%84.3% ns ns 75.3% 71.6%

リスクコスト (12,000)(10,891)(14,420)(7,462)(26,420)(18,353)(403)(1,815)(22,588)(25,210)(49,412)(45,378)

関連会社の純利

益に対する持分
32,067 42,050 807 807 32,874 42,857 202 (504) (0) 403 32,975 42,756 

その他の資産の

利得または損失
403 403 101 0 504 403 101 (504) 0 (11,899)706 (11,899)

のれんの変動         (504) 0 (504) 0 

税引前利益／

(損失)
53,445 63,025 95,697 120,000 149,142 183,025 8,773 4,034 (70,790)(64,033)87,126 123,025 

法人所得税 (8,471)(7,966)(30,050)(34,790)(38,521)(42,756)(3,025)(2,118)18,857 12,706 (22,689)(32,168)

少数株主持分 (7,866)(9,882)(19,563)(24,202)(27,428)(34,084)(1,613)(807)10,084 10,689 (18,958)(24,202)

親会社の持分所

有者に帰属する

当期純利益

37,109 45,176 46,084 61,008 83,193 106,185 4,034 1,008 (41,748)(40,538)45,479 66,655 
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商業銀行業務および保険事業部門の小部門別内訳

百万ユーロ

ポピュレール銀行および

ケス・デパーニュ（貯蓄

銀行）CICs 不動産金融

保険事業、海外事業および

その他のネットワーク事

業

商業銀行業務および

保険事業

2012

年度

上半期

2011

年度

上半期

2012

年度

上半期

2011

年度

上半期

2012

年度

上半期

2011

年度

上半期

2012

年度

上半期

2011

年度

上半期

銀行業務純収益   410 469 499 449 908 917

営業費用   (271) (314) (311) (293) (582) (606)

営業総利益   139 155 188 156 327 311

費用/収益比率   66.2% 66.9% 62.3% 65.2% 64.0% 66.1%

リスクコスト   (53) (43) (66) (65) (119) (108)

関連会社の純利益に対する持分 229 320 2 3 87 95 318 417

その他の資産の利得または損失   4 4 0 0 4 4

税引前利益／(損失) 229 320 93 119 209 186 530 625

法人所得税   (32) (39) (52) (40) (84) (79)

少数株主持分 (63) (88) (1) (0) (14) (9) (78) (98)

親会社の持分所有者に帰属する純利

益 166 231 60 80 143 136 368 448

 

百万円

ポピュレール銀行および

ケス・デパーニュ（貯蓄

銀行）CICs 不動産金融

保険事業、海外事業および

その他のネットワーク事

業

商業銀行業務および

保険事業

2012

年度

上半期

2011

年度

上半期

2012

年度

上半期

2011

年度

上半期

2012

年度

上半期

2011

年度

上半期

2012

年度

上半期

2011

年度

上半期

銀行業務純収益   41,344 47,294 50,319 45,277 91,563 92,470 

営業費用   (27,328)(31,664)(31,361)(29,546)(58,689)(61,109)

営業総利益   14,017 15,630 18,958 15,731 32,975 31,361 

費用/収益比率   66.2% 66.9% 62.3% 65.2% 64.0% 66.1%

リスクコスト   (5,345)(4,336)(6,655)(6,555)(12,000)(10,891)

関連会社の純利益に対する持分 23,092 32,269 202 303 8,773 9,580 32,067 42,050 

その他の資産の利得または損失   403 403 0 0 403 403 

税引前利益／(損失) 23,092 32,269 9,378 12,000 21,076 18,756 53,445 63,025 

法人所得税   (3,227)(3,933)(5,244)(4,034)(8,471)(7,966)

少数株主持分 (6,353)(8,874)(101) (0) (1,412)(908)(7,866)(9,882)

親会社の持分所有者に帰属する純利

益
16,739 23,294 6,050 8,067 14,420 13,714 37,109 45,176 

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 530/1163



コーポレート・投資銀行業務、投資ソリューションおよび専門的金融サービス部門の小部門別内訳

百万ユーロ

CIB 投資ソリューション SFS

CIB,投資ソリュー

ションおよびSFS

2012

年度

上半期

2011

年度

上半期

2012

年度

上半期

2011

年度

上半期

2012

年度

上半期

2011

年度

上半期

2012

年度

上半期

2011

年度

上半期

銀行業務純収益 1,461 1,685 1006 948 601 575 3,068 3,208

営業費用 (855) (878) (742) (669) (388) (405)(1,985)(1,952)

営業総利益 606 807 264 279 213 170 1,083 1,256

費用/収益比率 58.5% 52.1% 73.8% 70.6% 64.6% 70.4% 64.7% 60.8%

リスクコスト (101) (34) (3) (4) (39) (36) (143) (74)

関連会社の純利益に対する持分 0 0 8 8 0 0 8 8

その他の資産の利得または損失 0 0 1 0 0 0 1 0

税引前利益／(損失) 505 773 270 283 174 134 949 1,190

法人所得税 (182) (232) (60) (69) (56) (44) (298) (345)

少数株主持分 (89) (148) (70) (64) (35) (28) (194) (240)

親会社の持分所有者に帰属する純利益 234 393 140 150 83 62 457 605

 

百万円

CIB 投資ソリューション SFS

CIB,投資ソリュー

ションおよびSFS

2012

年度

上半期

2011

年度

上半期

2012

年度

上半期

2011

年度

上半期

2012

年度

上半期

2011

年度

上半期

2012

年度

上半期

2011

年度

上半期

銀行業務純収益 147,327 169,915 101,445 95,596 60,605 57,983 309,377 323,495 

営業費用 (86,218)(88,538)(74,823)(67,462)(39,126)(40,840)(200,167)(196,840)

営業総利益 61,109 81,378 26,622 28,134 21,479 17,143 109,210 126,655 

費用/収益比率 58.5% 52.1% 73.8% 70.6% 64.6% 70.4% 64.7% 60.8%

リスクコスト (10,185)(3,429)(303) (403)(3,933)(3,630)(14,420)(7,462)

関連会社の純利益に対する持分 0 0 807 807 0 0 807 807 

その他の資産の利得または損失 0 0 101 0 0 0 101 0 

税引前利益／(損失) 50,924 77,949 27,227 28,538 17,546 13,513 95,697 120,000 

法人所得税 (18,353)(23,395)(6,050)(6,958)(5,647)(4,437)(30,050)(34,790)

少数株主持分 (8,975)(14,924)(7,059)(6,454)(3,529)(2,824)(19,563)(24,202)

親会社の持分所有者に帰属する純利益 23,597 39,630 14,118 15,126 8,370 6,252 46,084 61,008 

 

　　次へ
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注記４　貸借対照表に対する注記

4.1　純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債

4.1.1　純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

百万ユーロ

6/30/2012 12/31/2011

売買目的

保有

公正価値

オプション 合計

売買目的

保有

公正価値

オプション 合計

財務省証券および類似証券 29,851 41 29,892 15,339 40 15,379

債券およびその他の固定利付証券 12,885 3,047 15,932 13,373 3,046 16,419

固定利付証券 42,736 3,088 45,824 28,712 3,086 31,798

株式およびその他の変動利付証券 12,054 10,661 22,715 10,004 11,161 21,165

金融機関に対する貸付金 2,381 524 2,905 2,616 640 3,256

顧客に対する貸付金 448 4,095 4,543 672 3,287 3,959

貸付金 2,829 4,619 7,448 3,288 3,927 7,215

レポ取引 //// 78,825 78,825 //// 57,370 57,370

売買目的デリバティブ 111,612 //// 111,612117,203 //// 117,203

純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産合計 169,231 97,193 266,424159,207 75,544 234,751

 

百万円

6/30/2012 12/31/2011

売買目的

保有

公正価値

オプション 合計

売買目的

保有

公正価値

オプション 合計

財務省証券および類似証券 3,010,175 4,134 3,014,309 1,546,785 4,034 1,550,818 

債券およびその他の固定利付証券 1,299,323 307,259 1,606,583 1,348,533 307,159 1,655,692 

固定利付証券 4,309,498 311,394 4,620,892 2,895,318 311,192 3,206,510 

株式およびその他の変動利付証券 1,215,525 1,075,055 2,290,581 1,008,803 1,125,475 2,134,279 

金融機関に対する貸付金 240,100 52,840 292,940 263,797 64,538 328,335 

顧客に対する貸付金 45,176 412,940 458,116 67,764 331,461 399,226 

貸付金 285,276 465,780 751,056 331,562 395,999 727,561 

レポ取引 ////7,948,713 7,948,713 ////5,785,191 5,785,191 

売買目的デリバティブ 11,254,954////11,254,954 11,818,751 ////11,818,751

純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産合計
17,065,254 9,800,942 26,866,196 16,054,434 7,617,857 23,672,291 

4.1.2　純損益を通じて公正価値で測定する金融負債

 6/30/2012 12/31/2011

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

レポ取引 35,1843,547,955 26,5602,678,310 

その他の金融負債 1,739175,361 1,836185,142 

売買目的保有金融負債 36,9233,723,315 28,3962,863,453 

売買目的デリバティブ 107,34510,824,670115,22211,618,986 

銀行間定期勘定および借入金 1,840185,546 2,511253,209 

顧客定期勘定および借入金 5 504 58 5,849 

負債証券 18,8391,899,725 21,8302,201,337 

劣後債務 83 8,370 86 8,672 

レポ取引 77,4167,806,629 61,7126,223,038 

その他の金融負債 12 1,210 19 1,916 

純損益を通じて公正価値で測定すると指定した金融負債 98,1959,901,984 86,2168,694,021 

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 242,46324,449,969229,83423,176,461 

2012年６月30日現在の負債証券には、カンパニー・ドゥ・フィナンスモン・フォンシエール（クレディ・フォンシエールの子会社）が発行した
4,320百万ユーロのカバード・ボンド（フランス法に裏付けられた有担保債券）が含まれる。
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4.2　売却可能金融資産

 6/30/2012 12/31/2011

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

財務省証券および類似証券 10,0711,015,560 8,993906,854 

債券およびその他の固定利付証券 27,9352,816,965 35,2113,550,677 

減損有価証券 176 17,748 193 19,462 

固定利付証券 38,1823,850,273 44,3974,476,993 

持分証券およびその他の変動利付証券 8,842891,627 8,911898,585 

金融機関に対する貸付金 1 101 1 101 

顧客に対する貸付金 63 6,353 69 6,958 

貸付金 64 6,454 70 7,059 

売却可能金融資産の総額 47,0884,748,354 53,3785,382,638 

固定利付証券の減損 (122)(12,302)(138)(13,916)

持分証券およびその他の変動利付証券の恒久的減損 (1,955)(197,142)(1,905)(192,100)

売却可能金融資産合計 45,0114,538,909 51,3355,176,621 

売却可能有価証券について投資を回収できない可能性があると当グループが認めたときは直ちに減損損失を認識する。活発な市場で価格が公表
されている変動利付金融商品については、50％超または36ヶ月を越える期間の価格下落は減損の証拠となる。
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4.3　金融資産および負債の公正価値ヒエラルキー

価格および評価モデルの種類毎の金融商品の内訳は次表のとおりである。

百万ユーロ

6/30/2012 12/31/2011

活発な市場

における

公表価格 

(レベル１)

観察可能な

データを

用いる

測定技法

(レベル２)

観察不能な

データを

用いる

測定技法

(レベル３) 合計

活発な市場

における

公表価格 

(レベル１)

観察可能な

データを

用いる

測定技法

(レベル２)

観察不能な

データを

用いる

測定技法

(レベル３) 合計

金融資産         

有価証券 41,984 7,655 5,15154,790 24,474 8,418 5,82438,716

デリバティブ 1,861 108,343 1,408111,612 1,553 113,374 2,276117,203

その他の金融資産 68 2,761  2,829 61 3,227  3,288

売買目的保有金融資産 43,913118,759 6,559169,23126,088125,019 8,100159,207

有価証券 8,604 4,045 1,10113,750 10,459 2,776 1,01214,247

その他の金融資産  82,724 719 83,443  60,395 90261,297

純損益を通じて公正価値で測定す

ると指定した金融資産 8,604 86,769 1,82097,193 10,459 63,171 1,91475,544

ヘッジ目的デリバティブ 7 10,897  10,904 5 10,980  10,985

関連会社に対する投資 316 446 1,7702,532 189 563 1,9262,678

その他の有価証券 34,749 6,825 841 42,415 32,612 14,902 1,07548,589

その他の金融資産 1 36 27 64  41 27 68

売却可能金融資産 35,066 7,307 2,63845,011 32,801 15,506 3,02851,335

金融負債         

有価証券 34,793 784 2 35,579 26,025 939  26,964

デリバティブ 2,147 104,589 609107,345 2,127 112,951 144115,222

その他の金融負債 14 1,330  1,344 7 1,425  1,432

売買目的保有金融負債 36,954106,703 611144,26828,159115,315 144143,618

有価証券 540 95,798  96,338  83,627  83,627

その他の金融負債  223 1,6341,857  851 1,7382,589

純損益を通じて公正価値で測定す

ると指定した金融負債 540 96,021 1,63498,195  84,478 1,73886,216

ヘッジ目的デリバティブ 34 10,200  10,234 10 9,369 11 9,390

 

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 534/1163



百万円

6/30/2012 12/31/2011

活発な市場

における

公表価格 

(レベル１)

観察可能な

データを

用いる

測定技法

(レベル２)

観察不能な

データを

用いる

測定技法

(レベル３) 合計

活発な市場

における

公表価格 

(レベル１)

観察可能な

データを

用いる

測定技法

(レベル２)

観察不能な

データを

用いる

測定技法

(レベル３) 合計

金融資産         

有価証券 4,233,667 771,930 519,427 5,525,024 2,467,958 848,871 587,292 3,904,121 

デリバティブ 187,663 10,925,308 141,983 11,254,954 156,605 11,432,634 229,512 11,818,751 

その他の金融資産 6,857 278,419  285,276 6,151 325,411  331,562 

売買目的保有金融資産 4,428,187 11,975,658 661,410 17,065,254 2,630,714 12,606,916 816,804 16,054,434 

有価証券 867,627 407,898 111,025 1,386,550 1,054,686 279,932 102,050 1,436,667 

その他の金融資産  8,341,888 72,504 8,414,392  6,090,232 90,958 6,181,189 

純損益を通じて公正価値で測

定すると指定した金融資産
867,627 8,749,786 183,529 9,800,942 1,054,686 6,370,164 193,008 7,617,857 

ヘッジ目的デリバティブ 706 1,098,853  1,099,559 504 1,107,223  1,107,727 

関連会社に対する投資 31,865 44,975 178,487 255,327 19,059 56,773 194,218 270,050 

その他の有価証券 3,504,089 688,233 84,806 4,277,129 3,288,594 1,502,718 108,403 4,899,715 

その他の金融資産 101 3,630 2,723 6,454  4,134 2,723 6,857 

売却可能金融資産 3,536,055 736,838 266,016 4,538,909 3,307,653 1,563,625 305,344 5,176,621 

金融負債         

有価証券 3,508,526 79,059 202 3,587,786 2,624,361 94,689  2,719,050 

デリバティブ 216,503 10,546,755 61,412 10,824,670 214,487 11,389,979 14,521 11,618,986 

その他の金融負債 1,412 134,117  135,529 706 143,697  144,403 

売買目的保有金融負債 3,726,441 10,759,931 61,613 14,547,985 2,839,554 11,628,365 14,521 14,482,439 

有価証券 54,454 9,660,270  9,714,724  8,432,947  8,432,947 

その他の金融負債  22,487 164,773 187,260  85,815 175,260 261,075 

純損益を通じて公正価値で測

定すると指定した金融負債
54,454 9,682,758 164,773 9,901,984  8,518,762 175,260 8,694,021 

ヘッジ目的デリバティブ 3,429 1,028,568  1,031,997 1,008 944,770 1,109 946,888 
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4.4　貸付金および債権

貸付金および債権とは、活発な市場での公表価格がない、固定または確定可能な支払金額を有する非デリバティブ金融資産をいう。当グループが
組成する貸付金の大部分はこの区分に分類される。

4.4.1　金融機関に対する貸付金および債権

 6/30/2012 12/31/2011

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

金融機関に対する貸付金および債権 171,90317,334,699 167,34916,875,473 

個別減損 (258)(26,017)(256)(25,815)

ポートフォリオ・ベースの減損 (7) (706) (7) (706)

金融機関に対する貸付金および債権合計 171,63817,307,976 167,08616,848,952 

金融機関に対する貸付金および債権の内訳

 6/30/2012 12/31/2011

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

当座勘定貸越残高 5,710 575,796 4,882492,301 

レポ取引 12,3541,245,777 20,5022,067,422 

貸付金および融資 146,20414,743,211 136,30913,745,400 

ファイナンス・リース 3 303 3 303 

劣後ローンおよび利益参加型貸付金 2,879 290,318 2,922294,654 

貸付金および債権に分類された証券 4,441 447,830 2,417243,730 

減損貸付金および債権 312 31,462 314 31,664 

金融機関に対する貸付金および債権合計 171,90317,334,699 167,34916,875,473 

2012年度上半期に、フランス預金供託公庫に集中される非課税貯蓄性預金およびLDD通帳式貯蓄口座の資金は、「当座勘定貸越残高」の項目から
「貸付金および融資」の項目に再分類された。これはフランス預金供託公庫の集中規則の変更に伴うものである。当該残高は2012年６月30日現
在、266百万ユーロ（2011年12月31日現在：273百万ユーロ）であった。
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4.4.2　顧客に対する貸付金および債権

 6/30/2012 12/31/2011

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

顧客に対する貸付金および債権 244,34624,639,851 249,65525,175,210 

個別減損 (3,722)(375,326)(3,549)(357,881)

ポートフォリオ・ベースの減損 (779)(78,554)(859)(86,622)

顧客に対する貸付金および債権合計 239,84524,185,970 245,24724,730,707 

顧客に対する貸付金および債権の内訳

 6/30/2012 12/31/2011

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

当座勘定貸越残高 6,999705,779 7,097715,661 

金融部門の顧客に対する貸付金 4,196423,125 4,953499,461 

短期信用供与 29,8073,005,738 32,3933,266,510 

設備資金貸付 26,7702,699,487 26,7492,697,369 

住宅貸付 62,4386,296,248 61,5476,206,399 

輸出信用 3,177320,369 3,342337,007 

その他貸付 20,1002,026,884 20,8242,099,892 

レポ取引 24,6002,480,664 22,0382,222,312 

劣後ローン 74 7,462 80 8,067 

顧客に対するその他の信用供与 171,16217,259,976 171,92617,337,018 

貸付金および債権として分類された証券 38,4743,879,718 42,7394,309,801 

顧客に対するその他の貸付金および債権 18,1461,829,843 18,8621,902,044 

減損貸付金および債権 9,565964,535 9,031910,686 

顧客に対する貸付金および債権合計 244,34624,639,851 249,65525,175,210 

4.5　金融資産の再分類

金融資産の再分類状況

IAS第39号およびIFRS第７号「金融資産の再分類」に対する修正の適用により当グループは一部の金融資産を再分類した。

 

帳簿価額 公正価値

6/30/2012 12/31/2011 6/30/2012 12/31/2011

 百万ユーロ 百万円百万ユーロ 百万円百万ユーロ 百万円百万ユーロ 百万円

次の区分に再分類した資産：     

売却可能金融資産 365 36,807 367 37,008 365 36,807 367 37,008 

貸付金および債権 15,8411,597,406 18,2371,839,019 14,0241,414,180 16,5521,669,104 

再分類した有価証券合計 16,2061,634,213 18,6041,876,027 14,3891,450,987 16,9191,706,112 

当該証券が再分類されなかった場合に認識されたであろう公正価値の変動

 2012年度上半期 2011年度上半期

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

公正価値の変動     

当該証券が再分類されなかった場合に純損益に認識されたであろう金額 50 5,042 (59)(5,950)

当該証券が再分類されなかった場合に資本に直接認識されたであろう利得および損失 (285)(28,739)(16)(1,613)
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4.6　のれん

 2012年度上半期

 百万ユーロ 百万円

期首純額 2,948297,276 

取得 (10) (1,008)

売却 (5) (504)

減損 30 3,025 

為替換算調整額 1 101 

期末純額 2,964298,890 

のれんの内訳

 

帳簿価額

6/30/2012 12/31/2011

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

　- 投資ソリューション 2,227224,571 2,198221,646 

　- 専門的金融サービス 58 5,849 58 5,849 

　- コファース 470 47,395 485 48,907 

　- その他 26 2,622 25 2,521 

ナティクシス 2,781280,436 2,766278,923 

バンク・パラティンヌ 95 9,580 95 9,580 

BPCE IOM 71 7,160 69 6,958 

クレディ・フォンシエール 13 1,311 13 1,311 

その他 4 403 4 403 

のれん合計 2,964298,890 2,948297,276 

4.7　金融機関および顧客に対する債務

4.7.1　　金融機関に対する債務

 6/30/2012 12/31/2011

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

要求払預金 15,5811,571,188 17,2271,737,171 

レポ取引 5,153519,629 1,198120,806 

未払利息 8 807 15 1,513 

金融機関に対する債務　－　要求払 20,7422,091,623 18,4401,859,490 

定期預金および借入金 124,61912,566,580 126,48312,754,546 

レポ取引 12,5381,264,332 17,0551,719,826 

未払利息 909 91,664 820 82,689 

金融機関に対する債務－合意された満期日に支払われるべきもの 138,06613,922,575 144,35814,557,061 

金融機関に対する債務合計 158,80816,014,199 162,79816,416,550 
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4.7.2　顧客に対する債務

 6/30/2012 12/31/2011

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

当座勘定貸方残高 19,2761,943,792 19,0661,922,615 

非課税貯蓄性口座 289 29,143 252 25,412 

規制対象住宅貯蓄関連商品 463 46,689 458 46,185 

その他規制対象貯蓄口座 1,857187,260 1,912192,806 

未払利息 23 2,319 23 2,319 

規制対象貯蓄口座 2,632265,411 2,645266,722 

要求払預金および借入金 7,982804,905 4,766480,603 

定期預金および借入金 16,9821,712,465 16,6901,683,020 

未払利息 97 9,781 106 10,689 

その他の顧客勘定 25,0612,527,151 21,5622,174,312 

要求払勘定 6,223627,527 4,916495,729 

定期勘定 10,0311,011,526 11,3791,147,458 

未払利息 8 807 20 2,017 

レポ取引 16,2621,639,860 16,3151,645,205 

顧客に対するその他の債務残高 1,561157,411 1,624163,764 

顧客に対する債務合計 64,7926,533,625 61,2126,172,618 

4.8　負債証券

 6/30/2012 12/31/2011

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

債券 153,50615,479,545 148,57914,982,706 

銀行間市場金融商品および短期金融市場証券 61,7606,227,878 60,7306,124,013 

その他の負債証券 1,269127,966 371 37,412 

合計 216,53521,835,389 209,68021,144,131 

未払利息 2,370238,991 2,702272,470 

負債証券合計 218,90522,074,380 212,38221,416,601 

2012年６月30日現在の債券には、フランス法に裏付けられた有担保債券としてBPCEの子会社であるBPCE SFHにより発行された法的枠組に基づく
8,720百万ユーロのカバード・ボンドおよびクレディ・フォンシエール・ドゥ・フランスの子会社であるカンパニー・ドゥ・フィナンスモン・
フォンシエールにより発行された80,921百万ユーロのカバード・ボンドが含まれる。
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4.9　引当金

百万ユーロ 01/01/2012 繰入 目的使用

未使用分

戻入

その他の

変動
(1) 6/30/2012

従業員給付債務引当金 577 52 (24) (12) 1 594

規制対象住宅貯蓄関連商品引当金 7 1 0 (1) 0 7

オフバランス・シート・コミットメント引当金 764 88 (1) (24) 10 837

不動産開発プロジェクト偶発事故引当金 1 0 0 0 0 1

リストラクチャー費用引当金 22 31 (2) (4) 1 48

訴訟損失引当金 286 75 (19) (13) 0 329

その他 369 45 (66) (12) 7 343

その他の引当金 1,449 240 (88) (54) 18 1,565

引当金合計 2,026 292 (112) (66) 19 2,159

(1)　連結範囲の変更および為替変動が含まれる。

 

百万円 01/01/2012 繰入 目的使用

未使用分

戻入

その他の

変動 6/30/2012

従業員給付債務引当金 58,185 5,244 (2,420)(1,210) 101 59,899 

規制対象住宅貯蓄関連商品引当金 706 101 0 (101) 0 706 

オフバランス・シート・コミットメント引当金 77,042 8,874 (101) (2,420) 1,008 84,403 

不動産開発プロジェクト偶発事故引当金 101 0 0 0 0 101 

リストラクチャー費用引当金 2,218 3,126 (202) (403) 101 4,840 

訴訟損失引当金 28,840 7,563 (1,916)(1,311) 0 33,176 

その他 37,210 4,538 (6,655)(1,210) 706 34,588 

その他の引当金 146,117 24,202 (8,874)(5,445)1,815 157,815 

引当金合計 204,302 29,445 (11,294)(6,655)1,916 217,714 
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4.10　劣後債務

 6/30/2012 12/31/2011

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

定期劣後債務 10,3141,040,064 11,4071,150,282 

永久劣後債務 123 12,403 125 12,605 

共同保証預託金 4 403 4 403 

小計 10,4411,052,870 11,5361,163,290 

未払利息 267 26,924 222 22,386 

ヘッジ部分再評価差額金 368 37,109 351 35,395 

劣後債務合計 11,0761,116,904 12,1091,221,072 

2012年度上半期中の劣後債務の変動の主因は、2006年９月にナティクシスが発行した1十億ユーロの劣後債（当初満期：2017年１月）の期限前
償還である。
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4.11　発行済普通株式および資本性金融商品　

資本として分類されている超劣後債

発行企業 発行日 通貨

金額

（原通貨）

コール・

オプション行使日

金利ステップ・

アップ日 利率

名目残高（百万ユーロ）

6/30/201212/31/2011

BPCE 11/26/2003EUR 471百万 07/30/201407/30/2014 5.25% 471 471

BPCE 07/30/2004USD 200百万 09/30/2012 なし

最小値 (10-year

CMAT 0.3%; 9%)158 154

BPCE 10/06/2004EUR 369百万 07/30/201507/30/2015 4.63% 369 369

BPCE 10/12/2004EUR 80百万 10/12/2012 なし

最小値(10-year

CMS; 7%) 80 80

BPCE 01/27/2006USD 300百万 10/27/2012 なし 6.75% 236 231

BPCE 02/01/2006EUR 350百万 02/01/201602/01/2016 4.75% 350 350

BPCE 10/30/2007EUR 509百万 10/30/201710/30/2017 6.12% 509 509

BPCE 08/06/2009EUR 52百万 09/30/2015 なし 13.00% 52 52

BPCE 08/06/2009EUR 374百万 09/30/201909/30/2019 12.50% 374 374

BPCE 08/06/2009USD 134百万 09/30/2015 なし 13.00% 105 103

BPCE 08/06/2009USD 444百万 09/30/201909/30/2019 12.50% 350 342

BPCE 10/22/2009EUR 750百万 04/22/2015 なし 9.25% 750 750

BPCE 03/17/2010EUR 818百万 03/17/2015

03/17/2015-

03/15/2020 9.00% 818 818

BPCE 03/26/2012EUR 1,000百万 03/26/2017 なし 11.00% 1,000 -

BPCE 03/26/2012EUR 1,000百万 03/26/2017 なし 11.00% 1,000 -

合計     　 6,622 4,603

 

発行企業 発行日 通貨

金額

（原通貨）

コール・

オプション行使日

金利ステップ・

アップ日 利率

名目残高（百万円）

6/30/201212/31/2011

BPCE 11/26/2003EUR 471百万 07/30/201407/30/2014 5.25% 47,496 47,496 

BPCE 07/30/2004USD 200百万 09/30/2012 なし

最小値 (10-year

CMAT 0.3%; 9%)
15,933 15,529 

BPCE 10/06/2004EUR 369百万 07/30/201507/30/2015 4.63% 37,210 37,210 

BPCE 10/12/2004EUR 80百万 10/12/2012 なし

最小値(10-year

CMS; 7%)
8,067 8,067 

BPCE 01/27/2006USD 300百万 10/27/2012 なし 6.75% 23,798 23,294 

BPCE 02/01/2006EUR 350百万 02/01/201602/01/2016 4.75% 35,294 35,294 

BPCE 10/30/2007EUR 509百万 10/30/201710/30/2017 6.12% 51,328 51,328 

BPCE 08/06/2009EUR 52百万 09/30/2015 なし 13.00% 5,244 5,244 

BPCE 08/06/2009EUR 374百万 09/30/201909/30/2019 12.50%37,714 37,714 

BPCE 08/06/2009USD 134百万 09/30/2015 なし 13.00%10,588 10,387 

BPCE 08/06/2009USD 444百万 09/30/201909/30/2019 12.50%35,294 34,487 

BPCE 10/22/2009EUR 750百万 04/22/2015 なし 9.25% 75,630 75,630 

BPCE 03/17/2010EUR 818百万 03/17/2015

03/17/2015-

03/15/2020 9.00%
82,487 82,487 

BPCE 03/26/2012EUR 1,000百万 03/26/2017 なし 11.00%100,840 -

BPCE 03/26/2012EUR 1,000百万 03/26/2017 なし 11.00%100,840 -

合計     　 667,762 464,167 
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注記５　損益計算書に対する注記

5.1　受取利息および類似収益ならびに支払利息および類似費用

百万ユーロ

2012年度上半期 2011年度上半期

受取利息 支払利息 純額 受取利息 支払利息 純額

顧客に対する貸付金および債権 3,947 (343) 3,604 3,852 (434) 3,418

金融機関に対する貸付金および債権 1,855 (1,505) 350 2,292 (1,566) 726

ファイナンス・リース 248 //// 248 244 //// 244

負債証券および劣後債務 //// (3,023)(3,023)//// (3,019)(3,019)

ヘッジ目的デリバティブ 1,992 (2,089) (97) 2,142 (2,354)(212)

売却可能金融資産 629 //// 629 646 //// 646

満期保有目的金融資産 124 //// 124 157 //// 157

減損金融資産 22 //// 22 13 //// 13

その他の受取利息および支払利息 6 (173) (167) 2 (17) (15)

受取利息および支払利息合計 8,823 (7,133)1,690 9,348 (7,390)1,958

 

百万円

2012年度上半期 2011年度上半期

受取利息 支払利息 純額 受取利息 支払利息 純額

顧客に対する貸付金および債権 398,015 (34,588)363,427 388,436 (43,765)344,671 

金融機関に対する貸付金および債権 187,058 (151,764)35,294 231,125 (157,915)73,210 

ファイナンス・リース 25,008 //// 25,008 24,605 //// 24,605 

負債証券および劣後債務 ////(304,839)(304,839)////(304,436)(304,436)

ヘッジ目的デリバティブ 200,873 (210,655)(9,781)215,999 (237,377)(21,378)

売却可能金融資産 63,428 //// 63,428 65,143 //// 65,143 

満期保有目的金融資産 12,504 //// 12,504 15,832 //// 15,832 

減損金融資産 2,218 //// 2,218 1,311 //// 1,311 

その他の受取利息および支払利息 605 (17,445)(16,840)202 (1,714)(1,513)

受取利息および支払利息合計 889,711 (719,292)170,420 942,652 (745,208)197,445 
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5.2　受取報酬および手数料ならびに支払報酬および手数料

百万ユーロ

2012年度上半期 2011年度上半期

受取 支払 純額 受取 支払 純額

現金および銀行間取引 3 (16) (13) 3 (15) (12)

顧客取引 348 (9) 339 388 (23) 365

財務サービス 190 (259) (69) 185 (234) (49)

生命保険商品の販売 89 //// 89 78 //// 78

支払処理サービス 197 (51) 146 188 (53) 135

証券取引 85 (86) (1) 125 (73) 52

信託受託サービス 970 0 970 941 0 941

金融商品およびオフバランス・シート商品取引 72 (206) (134) 28 (15) 13

その他の手数料および報酬 177 (289) (112) 161 (277) (116)

受取報酬および手数料ならびに支払報酬および手数料合計 2,131 (916)1,215 2,097 (690)1,407

 

百万円

2012年度上半期 2011年度上半期

受取 支払 純額 受取 支払 純額

現金および銀行間取引 303 (1,613)(1,311)303 (1,513)(1,210)

顧客取引 35,092 (908)34,185 39,126 (2,319)36,807 

財務サービス 19,160 (26,118)(6,958)18,655 (23,597)(4,941)

生命保険商品の販売 8,975 //// 8,975 7,866 //// 7,866 

支払処理サービス 19,865 (5,143)14,723 18,958 (5,345)13,613 

証券取引 8,571 (8,672)(101)12,605 (7,361)5,244 

信託受託サービス 97,815 0 97,815 94,890 0 94,890 

金融商品およびオフバランス・シート商品取引 7,260 (20,773)(13,513)2,824 (1,513)1,311 

その他の手数料および報酬 17,849 (29,143)(11,294)16,235 (27,933)(11,697)

受取報酬および手数料ならびに支払報酬および手数料合計 214,890 (92,369)122,521 211,461 (69,580)141,882 

5.3　純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の正味利得または損失

 2012年度上半期 2011年度上半期

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

売買目的保有金融商品の利得および損失 1,022103,058 556 56,067 

純損益を通じて公正価値で測定すると指定した金融商品の利得および損失 261 26,319 279 28,134 

ヘッジ取引の利得および損失 68 6,857 (58) (5,849)

為替取引の利得および損失 (107)(10,790)(125)(12,605)

公正価値で測定する金融商品の正味利得または損失合計 1,244125,445 652 65,748 

5.4　売却可能金融資産の正味利得または損失

 2012年度上半期 2011年度上半期

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

処分による利得または損失 (185)(18,655)(63) (6,353)

受取配当金 179 18,050 191 19,260 

変動利付証券の恒久的減損 (300)(30,252)(50) (5,042)

売却可能金融資産の正味利得または損失合計 (306)(30,857) 78 7,866 
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5.5　その他の活動からの収益および費用

百万ユーロ

2012年度上半期 2011年度上半期

収益 費用 純額 収益 費用 純額

保険事業からの収益および費用 1,915 (1,975) (60) 1,622 (1,581) 41

リース取引からの収益および費用 53 (51) 2 37 (38) (1)

投資不動産からの収益および費用 116 (32) 84 60 (29) 31

その他の銀行業務収益および費用 632 (343) 289 929 (291) 638

その他の活動からの収益および費用合計 2,716 (2,401) 315 2,648 (1,939) 709

「保険事業からの収益および費用」の項目には保険本来の要素のみが含まれる。同項目にはその他の銀行業務純収益に計上されている金融項目
を含まない。

百万円

2012年度上半期 2011年度上半期

収益 費用 純額 収益 費用 純額

保険事業からの収益および費用 193,109 (199,159)(6,050)163,562 (159,428)4,134 

リース取引からの収益および費用 5,345 (5,143) 202 3,731 (3,832)(101)

投資不動産からの収益および費用 11,697 (3,227)8,471 6,050 (2,924)3,126 

その他の銀行業務収益および費用 63,731 (34,588)29,143 93,680 (29,344)64,336 

その他の活動からの収益および費用合計 273,881 (242,117)31,765 267,024 (195,529)71,496 

5.6　営業費用

 2012年度上半期 2011年度上半期

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

人件費 (1,930)(194,621)(2,039)(205,613)

法人所得税以外の税金 (103)(10,387)(113)(11,395)

外部サービス費用 (937)(94,487)(1,119)(112,840)

その他の一般管理費 (1,040)(104,874)(1,232)(124,235)

営業費用合計 (2,970)(299,495)(3,271)(329,848)
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5.7　リスクコスト

5.7.1　リスクコスト

 2012年度上半期 2011年度上半期

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

銀行間取引 (6) (605) (41) (4,134)

顧客取引 (632)(63,731)(583)(58,790)

その他の金融資産 (27) (2,723) (176)(17,748)

オフバランス・シート・コミットメント (109)(10,992) (62) (6,252)

減損損失および引当金の繰入 (774)(78,050)(862)(86,924)

銀行間取引 6 605 59 5,950 

顧客取引 599 60,403 836 84,302 

その他の金融資産 113 11,395 61 6,151 

オフバランス・シート・コミットメント 25 2,521 19 1,916 

減損損失および引当金からの戻入 743 74,924 975 98,319 

回収不能銀行間貸付金および債権に係る損失 (11) (1,109) (24) (2,420)

回収不能対顧客貸付金および債権に係る損失 (308)(31,059)(272)(27,428)

その他の金融資産に係る損失 (364)(36,706)(280)(28,235)

回収不能貸付金および債権に係る損失 (683)(68,874)(576)(58,084)

既に償却済の貸付金および債権の回収 224 22,588 13 1,311 

リスクコスト (490)(49,412)(450)(45,378)
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5.7.2　減損および信用リスク引当金

百万ユーロ 1/01/2012 繰入 戻入 その他の変動 6/30/2012

売却可能金融資産 138 21 (102) 65 122

銀行間取引 263 6 (6) 2 265

顧客取引 4,408 632 (599) 60 4,501

満期保有目的金融資産 13 1 (5) (5) 4

その他の金融資産 191 5 (6) (2) 188

資産に対して認識した減損損失 5,013 665 (718) 120 5,080

オフバランス・シート・コミットメント引当金 764 109 (25) (11) 837

減損および信用リスク引当金合計 5,777 774 (743) 109 5,917

 

百万円 1/01/2012 繰入 戻入 その他の変動 6/30/2012

売却可能金融資産 13,916 2,118 (10,286)6,555 12,302 

銀行間取引 26,521 605 (605) 202 26,723 

顧客取引 444,503 63,731 (60,403)6,050 453,881 

満期保有目的金融資産 1,311 101 (504) (504) 403 

その他の金融資産 19,260 504 (605) (202) 18,958 

資産に対して認識した減損損失 505,511 67,059 (72,403)12,101 512,267 

オフバランス・シート・コミットメント引当金 77,042 10,992 (2,521)(1,109)84,403 

減損および信用リスク引当金合計 582,553 78,050 (74,924)10,992 596,670 

5.8　関連会社の純利益に対する持分

 2012年度上半期 2011年度上半期

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

CNP アシュアランシズ（グループ） 81 8,168 81 8,168 

ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）に対する協同組合出資証書 229 23,092 329 33,176 

ナティクシスグループに対する投資 9 908 3 303 

メゾン・フランス・コンフォル P-1 2 202 3 303 

バンクBCP S.A.S 2 202 2 202 

IT-CE 2 202 3 303 

その他 2 202 3 303 

関連会社の純利益に対する持分 327 32,975 424 42,756 
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5.9　法人所得税

 2012年度上半期 2011年度上半期

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

当期法人所得税 1 101 (76) (7,664)

繰延税金資産および負債 (225)(22,689)(243)(24,504)

法人所得税 (224)(22,588)(319)(32,168)

財務書類上の税額と理論上の税額との調整

 2012年度上半期 2011年度上半期

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

親会社の持分所有者に帰属する純利益 451 45,479 661 66,655 

のれんの価額変動 5 504 0 0 

連結会社の少数株主持分割合 189 19,059 240 24,202 

関連会社の純利益(損失)に対する持分 (327)(32,975)(424)(42,756)

法人所得税 224 22,588 319 32,168 

法人税およびのれんの価額変動控除前の利益 543 54,756 796 80,269 

フランス標準法人税率 34.4% 34.4% 34.4% 34.4%

未認識の繰延税金の変動の影響 3.5% 3.5% 7.7% 7.7%

永久差異の影響 (10.5%) (10.5%) (4.1%) (4.1%)

軽減税率適用または非課税業務 9.7% 9.7% (0.3%) (0.3%)

フランス国外における所得に対する適用税率差 3.3% 3.3% 0.4% 0.4%

法人税の一時的引上げ 4.7% 4.7%   

過年度分課税、税額控除、およびその他の税金 7.4% 7.4% (3.6%) (3.6%)

その他の調整項目 (11.3%) (11.3%) 5.6% 5.6%

実効税率（法人所得税費用を課税所得で除した比率） 41.3% 41.3% 40.1% 40.1%
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注記６　コミットメント

6.1　金融コミットメント

下表の金額は供与したコミットメントの名目価額を示す。

 6/30/2012 12/31/2011

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

金融コミットメントを供与している先     

－　金融機関 41,4544,180,221 29,6402,988,898 

－　顧客 82,4408,313,250 79,1927,985,721 

－　信用供与枠 59,3165,981,425 60,9746,148,618 

－　その他のコミットメント 23,1242,331,824 18,2181,837,103 

供与している金融コミットメント合計 123,89412,493,471 108,83210,974,619 

供与を受けている金融コミットメント    

•　金融機関から 40,3104,064,860 30,1963,044,965 

•　顧客から 16,0231,615,759 10,0021,008,602 

供与を受けている金融コミットメント合計 56,3335,680,620 40,1984,053,566 

6.2　保証コミットメント

下表の金額は供与したコミットメントの名目価額を示す。

 6/30/2012 12/31/2011

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

供与している保証     

－　金融機関のために 10,0061,009,005 14,0351,415,289 

－　顧客のために 129,51613,060,393 124,49412,553,975 

－　担保に供しているその他の資産 62,3556,287,878 59,4535,995,241 

供与している保証合計 201,87720,357,277 197,98219,964,505 

徴求している保証    

－　金融機関から 15,6921,582,381 17,3031,744,835 

－　顧客から 48,3714,877,732 58,5685,905,997 

－　担保として徴求しているその他の資産 136,91213,806,206 129,09913,018,343 

徴求している保証合計 200,97520,266,319 204,97020,669,175 

担保に供しているその他の有価証券のために供与している保証の2011年12月31日の金額は、比較を可能にするために修正再表示している。

6.3　担保に供している金融資産

次表は様々な会計区分で計上している負債または偶発債務（レポ取引および証券留置レポ取引における売却有価証券など）の担保に供してい
る金融資産の帳簿価額を開示している。

 6/30/2012 12/31/2011

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

資本性金融商品 6,182623,393 5,345538,990 

負債性金融商品 114,60711,556,970 108,34210,925,207 

貸付金および融資 36,2863,659,080 31,8973,216,493 

その他の金融資産 0 0 1 101 

合計 157,07515,839,443 145,58514,680,791 

2012年６月30日現在、リファイナンス取引で担保として配分されている主たる債権には次のものを含む。

?　TRICPシステムに関連してフランス銀行に割り当てられている35,114百万ユーロ（2011年12月31日現在：29,342百万ユーロ）の債権。

?　SFEFに対して差し入れている1,679百万ユーロ（2011年12月31日現在：4,729百万ユーロ）の債権。

?　欧州投資銀行（EIB）から得た融資について、保証として差し入れている6,159百万ユーロ（2011年12月31日：5,275百万ユーロ）の債権。

一方、有担保債券の発行（注記4．1.2および4.8を参照）に関連する内在的保証は、フランス法に従い、供与している保証には計上していない。カ
ンパニー・ドゥ・フィナンスモン・フォンシエールにより発行された有担保債券は、適格資産に対して認められる特別な法的地位によって恩恵
を受ける。カンパニー・ドゥ・フィナンスモン・フォンシエールが発行した有担保債券の金額は107,101百万ユーロである。

注記７　連結範囲
2012年度上半期中、BPCE S.A.グループの連結範囲に重要な変更はなかった。
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(4）BPCEの個別財務書類2011年12月31日現在

 

BPCEの財務書類

1　BPCEの経営報告書

2011年度の重要な事象

ガバナンス

2011年12月15日のBPCE監査役会は、2012年１月２日付でフィリップ・デュポンの後任としてイブス・トゥブロンを監査役会会長に選任した。
デュポンは引続き監査役会の構成員にとどまる。ステーブ・ジェンティリが監査役会の副会長に選任された。

これらの選任は2009年７月31日のBPCE設立時に決められたガバナンスの取決めに沿ったものである。イブス・トゥブロンおよびステーブ・ジェ
ンティリのそれぞれの任期は２年である。

戦略計画の実施

フランス政府への全額返済

2011年３月、BPCEは全額政府出資の投資会社である国家資本参加会社（SPPE)が保有する12億ユーロの優先株式を買戻すとともに10億ユーロの
超劣後債の買戻し手続に着手した。

両取引の完了によりBPCEはフランス政府に対して全額を返済した。

市場に流通する複合有価証券の償還

2011年10月、BPCEは期日の定めのない超劣後債の一部について早期償還を開始した。額面価額で総額12億ユーロの有価証券を取得し、250百万
ユーロの正味利得を得た。これはコアTier-１資本比率の６ベーシスポイントに相当する。

フォンシアの売却

2011年７月、BPCEはフォンシアに対する98％の持分を全額売却した。当該取引後、BPCEはフォンシアの新たな親会社であるRES １に対して
18.34％の持分を保有する。

資金および調達管理の強化

BPCE-ナティクシス間の財務および担保の一元的管理取決めの導入

不安定な市場状況、流動性が逼迫をたどる欧州、さらに市場参加者間の競争の激化を背景に、すべての金融機関にとり資金管理は重要課題となっ
た。

2010年夏、BPCE、ナティクシスおよびクレディ・フォンシエールの各チームは、全グループおよび傘下の事業のために流動性アクセスの確保と最
適化を図る目的で大々的に「流動性戦略」プロジェクトをスタートさせた。2011年５月、BPCE-ナティクシス間において財務・担保管理の一元化
取決めが制定された。BPCEおよびナティクシスにおける財務担当チームと中央銀行宛に差入れる担保を管理するチームは2011年6月に統合され、
現在BPCEとナティクシスの債務管理問題は一元的体制のもとで行なわれている。

新たな発行ビークルの設立

2011年、BPCE SFH（グループBPCEの住宅金融会社として新規に認可された金融機関）が設立された。同社はBPCEが全額を出資している。2011年５
月３日、BPCE SFHは総額20億ユーロの初回債を発行した。同債は法的枠組に基づくユーロ市場におけるカバード・ボンドの初回ベンチマーク銘
柄（住宅金融債、略称OH)となった。

現在グループBPCEは、傘下の住宅金融債発行会社であるBPCE SFHおよびカバードボンド発行会社であるカンパニー・ドゥ・フィナンスモン・
フォンシエールの両社を通じてカバードボンド市場でプレゼンスを有している。

BPCE住宅ローン証券化ミューチュアル・ファンドの設定（証券化ミューチュアル・ファンド‐ＦＣＴ）

BPCEは証券化ミューチュアル・ファンド（BPCE住宅ローンFCT）を設定した。当該ファンドは格付機関によりAAAに格付されたシニア・ノートを
発行したもので17のバンク・ポピュレール銀行、カスダン・バンク・ポピュレール、クレディ・コオペラティフおよび17のケス・デパーニュ・
エ・ドゥ・プレボワヤンスの保有資産により保証されている。2011年12月31日現在、BPCEはBPCE住宅ローンから39億ユーロを借入れ、同額をBPCE
住宅ローン証券を買入れることにより当グループの流動性の余力の拡大に努めている。

SIBPの資産・負債の全面譲渡

当年度中のSIBP資産・負債のBPCEへの全面的譲渡（TUP）の結果、BPCEはオーストラリアの持株会社VBI（フォルクスバンク・インターナショナ
ルAG）に対して17.76％の直接持分を保有することとなった。保有目的は東欧の銀行の株式保有である。

ギリシャのソブリン債務のリスク評価および公正価値の決定

ギリシャ国債の市場流動性が2011年第２四半期以降特に枯渇したことから当グループでは同国債の公正価値の決定のために評価モデルを用い
ることとした。

加えて保有証券について観察可能な市場価格が存在せず、また交渉で合意された救援策の実施見込みに対する疑念からギリシャ債は集中的に下
落し、下落幅は平均して額面の70％に達した。かかる動きは救援策に民間部門も異例ながら参加するという実現可能な限りでの最善シナリオを
前提とした見積と一致している。

見込まれるところによれば100の額面価額の旧証券は、額面価額が約15の欧州金融安定ファシリティ証券および額面価額が約35のギリシャ国債
と交換され、額面価額について50％の損失発生が予想されている。またギリシャが新たに発行する国債の利率は市場の利率より低利と予想され
ることから時価評価で追加的な損失が発生しよう。

ギリシャに対するBPCEの債権残高は10百万ユーロである。当該リスクはケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の子会社のトリトンにリスクが転嫁され
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る保証取決めにより全額ヘッジされている。

2011年度の当社の状況および活動

BPCEの貸借対照表の変動

 

12/31/2011 12/31/2010 増減2011/2010

十億ユーロ 十億円 十億ユーロ 十億円 十億ユーロ ％

銀行に対する預け金 201.420,309 166.816,820 +34.6 +21％

顧客に対する債権 2.4 242 2.1 212 +0.3 +13％

証券取引 69.6 7,018 41.0 4,134 +28.6 +70％

系列企業、資本持分および長期投資 27.2 2,743 27.3 2,753 (0.1) (1)％

自己株式 0.0 0 1.9 192 (1.9) (100)％

その他の資産 8.9 897 5.9 595 +3.0 +51％

BPCE資産合計 309.531,210 245.024,706 +64.4 +26％

銀行に対する債務 151.315,257 116.411,738 +34.9 +30％

負債証券および劣後債務 77.2 7,785 75.3 7,593 +1.9 +3％

その他の負債 62.0 6,252 30.3 3,055 +31.7  

株主資本および一般銀行業務リスク準備金 18.9 1,906 23.0 2,319 (4.1) (18)％

BPCE負債合計 309.531,210 245.024,706 +64.4 +26％

フランスGAAPによれば2011年度の資産合計は3,095億ユーロであり、2010年12月31日比26％の増加であった。

資産側で銀行に対する貸付金および債権が346億ユーロ増加した主な理由は、当グループに対する定期貸付金の増加299億ユーロ、およびレポ取

引の増加71億ユーロである。

証券取引の増加286億ユーロは、主にBPCE住宅ローンおよびBPCE SFH証券の購入（それぞれ390億ユーロおよび26億ユーロ）に起因する。譲渡性
預金証書は84億ユーロ増加した。一方、GCEカバードボンドの保有証券残高は140億ユーロ減少した。系列企業との借入有価証券取引（固定金利証
券）は期間中88億ユーロ減少した。

「関連会社およびその他の長期投資」の項目における主要な動きは次のとおりである。

?　クレディ・フォンシエール、BPCEエンテルナシヨナル・エ・ウトゥル＝メールおよびBPCE SFHに対する20億ユーロの増資

?　クレディ・フォンシエールの有価証券の10億ユーロの減損

?　フォンシアの証券13億ユーロの処分、それに伴ういくつかの引当金の戻入489百万ユーロ

?　ナティクシスによる額面価額800百万ユーロの永久劣後債の償還

減資の一環として2010年12月31日現在で自己保有していた資本持分の一部が2011年１月５日に消却された。当該資本は2010年８月および10月に
買戻した3,860,000株のＣカテゴリ株式に対応する。

負債側では「銀行に対する債務」の項目が349億ユーロ増加した。

2011年度、「負債証券および劣後債務」における19億ユーロの変動要因は、リテール向け発行の増加49億ユーロ、譲渡性預金証書の増加90億ユー
ロ、コマーシャル・ペーパー残高の94億ユーロの減少および超劣後債の減少31億ユーロなどである。

その他の負債の317億ユーロの増加はBPCE住宅ローンの借入390億ユーロおよび有価証券借入取引（固定金利証券）の減少88億ユーロにほぼ対
応する。

資本勘定における41億ユーロの減少の主因は次のとおりである。

•2010年度に国家資本参加会社（SPPE)から買戻した株式の消却19億ユーロ

•2011年度に国家資本参加会社（SPPE)から買戻した優先株式の償還12十億ユーロ

•一般銀行業務リスク準備金の戻入870百万ユーロ
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BPCEの損益計算書

 

2011 2010 増減

百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ ％

銀行業務純収益 837 84,403 305 30,756 +532 x2,7

営業費用 (193)(19,462)(231)(23,294) +38 (16)％

営業総利益 644 64,941 74 7,462 +570 x8,7

リスクコスト (365)(36,807) 13 1,311 (378) ns

その他の資産の正味利得または損失 (1,288)(129,882)(184)(18,555)(1,104) ns

税引前利益／（損失） (1,009)(101,748)(97) (9,781) (912) ns

法人所得税 139 14,017 536 54,050 (397) (74)％

一般銀行業務リスク準備金および法定準備金の繰入

／戻入 877 88,437 452 45,580 +425 + 94％

純利益 7 706 891 89,848 (884) (99) ％

 

2011年度の純利益は７百万ユーロであった。これに含まれるのは銀行業務純益837百万ユーロ、リスクコスト（マイナス）365百万ユーロ、その他
の資産の正味利得または損失（マイナス）1,288百万ユーロおよび一般銀行業務リスク準備金の戻入870百万ユーロである。

銀行業務純収益

 

2011 2010 変動

百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ ％

持株会社業務および収益 784 79,059 156 15,731 +628 x5,0

グループ・バンキング業務 44 4,437 108 10,891 (64) (59)％

バンキング・サービス部門 8 807 47 4,739 (39) (83)％

その他の収益 1 101 (6) (605) +7 ns

銀行業務純収益合計 837 84,403 305 30,756 +532 +174％

 

2011年度、BPCEの銀行業務純収益は合計837百万ユーロで2010年度比532百万ユーロ増加した。当該収益は、主に配当金および既発の超劣後債の償
還により発生したキャピタル・ゲインから構成される。

2011年度に受領した配当金および当座勘定信用供与収益は620百万ユーロであった。これは2010年度比318百万ユーロの増加であり、主因はナ
ティクシスからの有価証券の発行形式で受領した配当金である。総価額12億ユーロの既発超劣後債の一部早期償還によりキャピタル・ゲインが
382百万ユーロ発生した。資本持分の資金調達コストは資本持分の金額と金利の変動により30百万ユーロ増加した。

2011年度のグループ・バンキング業務からの銀行業務純収益は合計44百万ユーロであった。当該収益は主に保証業務およびグループの流動性
プール収益から稼得されている。

2011年度のバンキング・サービス部門の銀行業務純収益は、39百万ユーロ減少して８百万ユーロであった。これは2010年９月１日に大部分の業
務をナティクシス・ペマンに移管したことによる。

営業費用

 

2011 2010 変動

百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ ％

人件費 (227)(22,891)(230)(23,193) +3 (1)％

その他の費用 (362)(36,504)(355)(35,798) (7) + 2％

総営業費用 (589)(59,395)(585)(58,991) (4) +1％

付替え費用 427 43,059 432 43,563 (6) (1)％

営業費用純額（例外的案件ならびにCEパルティシパシ

ヨンおよびBPパルティシパシヨンの費用を除く） (162)(16,336)(153)(15,429) (10) + 6％

CEパルティシパシヨンおよびBPパルティシパシヨン両

持株会社関連費用  (15) (1,513) +15 (100)％

例外的案件費用 (30) (3,025) (62) (6,252) +32 (51)％

営業費用純額 (193)(19,462)(231)(23,294) +38 (16)％

 

非継続的費用および戦略的案件を含まない2011年度の営業費用は589百万ユーロであった。

非継続的項目に関連する費用は大幅に低下した。これらの費用は主にフォンシア売却の一環で発生した費用および対顧客証券業務についてケス
・デパーニュ（貯蓄銀行）とポピュレール銀行を共通プラットフォームに統合する際にBPCEが負担した費用に関連している。

付替え費用合計427百万ユーロ（関連会社から支払われたグループ他社寄与分を含む。）を控除した後の営業費用純額合計は193百万ユーロで前
年度比38百万ユーロ減少した。

2011年度も合理化および最適化のための企業努力を継続し、銀行業務純収益に含まれる不動産賃借料の再分類を除いた営業費用は横ばいを維持
し、全体の費用は2010年度比16％減と改善を見た。

リスクコスト
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2011年度のリスクコストは365百万ユーロであった。これは主にナティクシスのワークアウト・ポートフォリオ（GAPC）の影響を受けている。

固定資産の正味利得または損失

2011年度の固定資産の利得または損失は、1,288百万ユーロの損失であった。これらは主にクレディ・フォンシエールの有価証券の減損および
フォンシアの売却に伴うキャピタル・ロスに起因する。2010年度のこの項目はソシエテ・マルセイエーズ・ドゥ・クレディ、GCEペマンおよびバ
ンク・エンテルナシヨナル・アラブ・ドゥ・テュ二ジの売却に伴う利得を含むが、当該利得はバンカ・カリッジの減損、BPCEドメーンの有価証
券およびイモビリエールGCEの子会社の債務超過ポジションの比例持分に係る引当金により吸収された。

法人所得税

連結納税所得の1,024百万ユーロ、引当金の減少169百万ユーロおよび15百万ユーロの税額控除を勘案した2011年度の法人所得税は139百万ユー
ロの法人所得税の還付となった。

損金不算入費用

損金不算入費用は当事業年度中発生しなかった。

一般銀行業務リスク準備金および純利益

一般銀行業務リスク準備金からの870百万ユーロの戻入計算後、純利益は７百万ユーロとなった。

2011年度の純利益処分案

当期純利益7,122,739.41ユーロおよび利益剰余金456,268,062.95ユーロを勘案し、463,390,802.36ユーロの純利益を次のように処分することが
定時株主総会に提案された。

?　2011年12月31日に終了した期間の帳簿上の利益の５％である356,136.91ユーロを法定準備金に振替える。

?　残額の463,034,665.39ユーロは利益剰余金として繰越す。

 

 

フランス一般税法典第253条の規定に基づき当社設立以来払われた配当金は次のとおりである。

当該日に終了した年度

配当金

40％の課税控除に

適格な配当金額

40％の課税控除に

不適格な配当金額 ユーロ 円

2008年12月31日  / / / /

2009年12月31日 カテゴリＣ株式

カテゴリＡおよびＢ株式

16.38

0.01

1,652 

1

/

100％

/

20010年12月31日

カテゴリＣ株式 40.24 4,058 

 

/ /

カテゴリＡおよびＢ株式 0.01 1 100％ /

      

 

子会社および資本投資に関する情報

主要子会社の事業および経営成績

主要子会社の事業および経営成績は本国届出書の第１章に記載している。

投資および経営支配権

SIBPのすべての資産および負債の譲渡に伴いBPCEはVBI（フォルクスバンク・インターナショナルAG）およびポナン３の株式を受領、BPCEはVBI
に対する持分を17.6％保有するとともにポナン３に対する持分を100％保有する。

アルビアン-IT（旧アルビレオ）に対するBPCEの持分が97％（2010年12月31日現在：１％）に増加した。

GCEビジネス・サービシズの吸収合併を受けてIT-CE（旧GIE GTEテクノロジー）に対するBPCEの持分が34％（2010年12月31日現在：2.78％）に
増加した。

BPCEはテクノロジー・シェアード・サービシズ・メディテラネおよびテクノロジー・シェアード・サービシズ・パシフィックの設立に参加し
た。持分比率はそれぞれ79.50％および52％である。

さらにBPCEは資産取引融資を目的とする企業を一社10,000ユーロ（資本金100％相当）で25社設立した。

株式資本への従業員参加

株式資本への従業員参加に関する情報は本国届出書の第７章に記載している。

会社役員に関する情報

BPCEの取締役の報酬、職務および任期に関する情報は、本国届出書の第２章「業務執行取締役および役員に対する報酬」および「BPCEの取締役
会の構成員の職務および任期」に記載している。

当該情報はフランス民間企業協会（AFEP）およびフランス企業連合会（MEDEF）により2008年10月に公表され2010年４月に更新された勧告なら
びに業務執行取締役および役員に関する2008年12月22日付の金融市場機構（AMF）の勧告に沿っている。

株式資本の所有状況に関する情報

株式資本の所有状況に関する情報は本国届出書の第７章に記載している。

自己株式のBPCEによる売買
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2010年12月16日の株主総会での決定を受けBPCEは自己株式として3,860,000株のカテゴリＣ株式を保有した。同株式はフランス政府の株式投資
会社（SPPE）からの買戻しを通じて取得され、2011年１月５日に消却された。同消却により株式資本は505,831,755ユーロに減少した。

2011年３月14日の取締役会においてSPPEが最後まで保有していた株式、すなわち2,573,653株のカテゴリＣ株式を1,220,208,723.54ユーロで買
戻すことが承認された。これらの株式は自己株式としてBPCEに保有され、2011年４月18日に消却された。同消却により株式資本は467,226,960
ユーロに減少した。本件消却に伴いカテゴリＣ株式は皆無となった。

同日以降BPCEは自己株式の売買を行っていない。BPCEの株式資本はケス・デパーニュ（貯蓄銀行）（カテゴリＡ株式）およびポピュレール銀行
（カテゴリＢ株式）の間で均等に配分されている状態にある。

株式の処分

2011年度中に出資は一切行われていない。同期間中の主な処分は次のとおりである。

?　2011年１月にGCEクールタージュに対する持分を2.5百万ユーロで売却

?　2011年７月にフォンシアに対する持分を711百万ユーロで売却

?　2011年11月にフォンジェパールを4.5百万ユーロで売却

?　2011年12月にバンカ・カリッジに対するBPCEの持分の一部（3,000,088株）を4.2百万ユーロで市場売却

研究開発活動

当期間中にBPCEが行った研究開発活動はなかった。

財務リスク管理

財務リスク管理に関する情報は本国届出書の第３章に記載している。

主要リスク

BPCEが直面する主要リスクおよび不確実性に関する情報は本国届出書の第３章に記載している。

遭遇した困難

2011年度に遭遇した困難は本国届出書の第4章第2項に記述した金融経済環境に関連している。

環境問題および人材開発・厚生関係に関する情報

これらの問題は本国届出書の第６章に記述している。

最近の進展および今後の見通し

2011年度の経済状況は欧州銀行に対する著しい流動性の逼迫およびソブリン債務危機により錯綜した。ユーロ圏経済の成長見通しは引続き悲観
的であり、流動性の緩和が若干窺われるものの欧州経済が早期に回復する兆しはない。このように経済回復の足みは緩慢で心もとないが、悪化の
再発やさらにデフレに陥ることはなかろう。ただし官民両部門の債務削減プロセスの長期化が経済回復を妨げよう。

このような背景のもとBPCEはグループの代表企業として引続き重点課題に注力している。

?　財務および担保の一元的管理により流動性の確保に先導的役割を発揮し財政的基盤を強固にすること。年初に資金の調達機会が好転したこと
からBPCEは新規資金調達面で先導的役割を果たし積極的に調達を図った。2012年度予定の発行プログラムについて期間に見合った相当金額
がカバーされている。

?　収益の改善および競争力の強化を図るためにシナジー効果を構築をすべく各ネットワークおよび他のグループ組織を支援すること。

?　リスク管理を強化すること、および規制目的上の自己資本の増強を図る狙いで欧州銀行に導入される新規制に対応するためのプロジェクトで
先導的役割を発揮すること。

後発事象

バンカ・カリッジの売却

すべての海外子会社および資本持分を一元管理する方針に沿い、2012年１月２日、BPCEはバンカ・カリッジに対するすべての保有持分をBPCEの
子会社であるBPCEエンテルナシヨナル・エ・ウトゥル=メールに売却した。

VBI（フォルクスバンク・インターナショナルAG）

2011年のSIBP資産の全面譲渡に端を発した在オーストリア持株会社VBI AGの売却が2012年２月に実施された（VBI AGの子会社のVBIルーマニア
は除かれる。）。同取引の結果、BPCEが保有するのは持株会社のVBIベタイリグングスGmbHを介して保有するVBIルーマニアに対する24.5％の少数
株主持分のみとなる。

P3CI

2012年１月、BPCEはコアTier-1比率を最適化するためのオペレーションをナティクシスとの間で実施した。同オペレーションは、バンク・ポピュ
レール・バンクおよびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）が発行するCICについて用いられるプルーデンシャル・バリューと同額のプルーデンシャ
ル・バリューに基づく保証の仕組を利用している。

P3C1として知られる同取引の仕組に基づきBPCEはナティクシスが新たに発行する69億ユーロの債券を引受けた。

ナティクシスは同時にBPCEに対して23億ユーロの超劣後債を償還した。

これによりナティクシスにはリスク加重資産を約256億ユーロ（P3C1前のリスク加重資産の18％）を減少させるのと同じ効果が生まれる。

マスラン・ビルディングの売却

2012年１月17日、BPCEは、プライベートホテルの「オテル・ブワジェリン」を「SNCエキルイユ・マサラン通り５」に売却した。BPCEが単独で保
有する同物件は、パリ（75007）マサラン通り５、エブレ通り１およびアンバリッド大通り50に位置し、主に事務所スペースとして使用されてい
た。
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過去５年度の経営成績

ユーロ 2007 2008 2009 2010 2011

期末株式資本

株式資本 37,000 37,000 486,407,115563,731,755467,226,960

発行済株式数
(1) 37,000 37,000 32,427,14137,582,11731,148,464

当年度の営業および利益

収益 434 1,2134,780,228,1846,736,562,2006,589,712,096

税金、従業員利益分配、減価償却費、償却費および減損控除前利益 (7,531) (1,420)(851,298,800)(1,148,017,187)154,344,419

法人所得税 - 0 (28,455,386)536,012,280139,563,408

税金、従業員利益分配、減価償却費、償却費および減損控除後利益 (7,531) (1,420) 2,684,433891,026,4577,122,739

- 株主に対する支払配当金
(2) 0 0 105,639,022103,876,959 0

一株当たり利益

利益 0 0 147 200 212

税金および従業員利益分配控除後、減価償却費、償却費および減損控除前利益 (0.20) (0.04) (27.13) (18.15) 9.44

法人所得税 0.00 0.00 (0.88) 15.89 4.48

税金、従業員利益分配、減価償却費、償却費および減損控除後利益 (0.20) (0.04) 0.08 26.42 0.23

１株当たり配当金
(2) 0.00 0.00 3.26 3.08 0.00

従業員データ

従業員平均数 0 0 1,581 1,528 1,507

- うち管理者従業員 0 0 1,320 1,288 1,274

- うち非管理者従業員 0 0 261 240 233

当年度の賃金支払額 0 0 127,511,426114,974,673117,852,537

当期間中の従業員給付支払額 0 0 85,559,49571,986,55069,942,206

(1)　１株当たり利益は株主総会日における発行済株式数に基づき計算している。

(2)　株主総会の承認を条件とする。

 

円 2007 2008 2009 2010 2011

期末株式資本

株式資本 3,731,080 3,731,080 49,049,293,477 56,846,710,174 47,115,166,646 

発行済株式数
(1) 3,731,080 3,731,080 3,269,952,898 3,789,780,678 3,141,011,110 

当年度の営業および利益 　 　 　 　 　

収益 43,765 122,319 482,038,210,075 679,314,932,248 664,506,567,761 

税金、従業員利益分配、減価償却費、償却費および減損控除前利益 (759,426)(143,193)(85,844,970,992)(115,766,053,137)15,564,091,212 

法人所得税  0 (2,869,441,124)54,051,478,315 14,073,574,063 

税金、従業員利益分配、減価償却費、償却費および減損控除後利益 (759,426)(143,193)270,698,224 89,851,107,924 718,257,001 

- 株主に対する支払配当金
(2) 0 0 10,652,638,978 10,474,952,546 0 

一株当たり利益 　 　 　 　 　

利益 0 0 14,823 20,168 21,378 

税金および従業員利益分配控除後、減価償却費、償却費および減損控除前利益 (20) (4) (2,736) (1,830) 952 

法人所得税 0 0 (89) 1,602 452 

税金、従業員利益分配、減価償却費、償却費および減損控除後利益 (20) (4) 8 2,664 23 

１株当たり配当金
(2) 0 0 329 311 0 

従業員データ 　 　 　 　 　

従業員平均数 0 0 159,428 154,084 151,966 

- うち管理者従業員 0 0 133,109 129,882 128,470 

- うち非管理者従業員 0 0 26,319 24,202 23,496 

当年度の賃金支払額 0 0 12,858,252,198 11,594,046,025 11,884,249,831 

当期寒中の従業員給付支払額 0 0 8,627,819,476 7,259,123,702 7,052,972,053 

(1)　１株当たり利益は株主総会日における発行済株式数に基づき計算している。

(2)　株主総会の承認を条件とする。

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 556/1163



取締役会に対する権限付与

権限内容および目的 ユーロ金額 期間 定時株主総会日付 行使状況

当社財形貯蓄制度参加従業員のために現金払込

による増資（１回または複数回）を実行する権

限

権限金額は取締役会による決定日における

株式資本の金額の３％を上限とする。

５年 2009年７月31日

今日まで

ゼロ

 

取引先に対する支払条件

年次財務書類が法定監査人による証明を受けるすべてのフランス企業は、フランス商法典第L.441-6-1条により経営報告書において政令第
2008-1492号第D. 441-4条の規定に準拠して取引先に対する買掛債務残高を期日別に公表しなければならない。

百万ユーロ 合計 期日到来済み 30日以内 60日以内 60日超 請求書未着

2011年度買掛金 98.5 5.1 13.1 0.0 0.0 80.3

2010年度買掛金 126.9 5.7 0.3 0.4 2.6 122.0

 

百万円 合計 期日到来済み 30日以内 60日以内 60日超 請求書未着

2011年度買掛金 9,933 514 1,321 0.0 0.0 8,097 

2010年度買掛金 12,797 575 30 40 262 12,302 
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2　貸借対照表およびオフバランス・シート
 

資産

 注記 12/31/2011 12/31/2010

  百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

現金および中央銀行への預け金 5,499554,519 7,071713,040 

財務省証券および同等物 3.3 0 0 0 0 

金融機関に対する貸付金および債権 3.1 195,88019,752,539 159,72016,106,165 

顧客に対する債権 3.2 2,430245,041 2,146216,403 

債券およびその他の固定利付証券 3.3 68,1166,868,817 39,5743,990,642 

株式およびその他の変動利付証券 3.3 1,462147,428 1,408141,983 

資本持分およびその他の長期投資 3.4 4,732477,175 5,401544,637 

系列企業に対する投資 3.4 22,4712,265,976 21,9442,212,833 

無形資産 3.5 24 2,420 18 1,815 

有形固定資産 3.5 153 15,429 164 16,538 

自己株式 3.6 0 0 1,902191,798 

その他の資産 3.8 2,468248,873 1,406141,781 

未収金 3.9 6,217626,922 4,280431,595 

資産合計 309,45231,205,140 245,03424,709,229 

 

オフバランス・シート項目

百万ユーロ 注記 12/31/2011 12/31/2010

供与しているコミットメント 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

金融コミットメント 4.1 33,3113,359,08135,0963,539,081

保証 4.1 32,9993,327,619 44,2934,466,506 

有価証券に係るコミットメント 0 0 0 0 
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負債

 注記 12/31/2011 12/31/2010

  百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

中央銀行に対する債務   

金融機関に対する債務 3.1 151,27815,254,874 116,39011,736,768 

顧客に対する債務 3.2 44,7214,509,666 6,140 619,158 

負債証券 3.7 65,3476,589,591 60,2566,076,215 

その他の負債 3.8 10,8131,090,383 20,0422,021,035 

未払金 3.9 5,416 546,149 3,152 317,848 

引当金 3.10 1,072 108,100 964 97,210 

劣後債務 3.11 11,8701,196,971 15,0581,518,449 

一般銀行業務リスク準備金(FGBR) 3.12 130 13,109 1,000 100,840 

一般銀行業務リスク準備金を除く資本 3.13 18,8051,896,296 22,0322,221,707 

- 発行済資本 467 47,092 564 56,874 

- 資本剰余金 17,8401,798,986 20,7632,093,741 

- 準備金 35 3,529 0 0 

- 再評価剰余金 0 0 0 0 

- 法定引当金および投資補助金 0 0 7 706 

- 利益剰余金 456 45,983 (193) (19,462)

- 当期純利益(+/-) 7 706 891 89,848 

負債合計 309,45231,205,140 245,03424,709,229 

 

オフバランス・シート項目

 注記 12/31/2011 12/31/2010

  百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

供与を受けているコミットメント   

金融コミットメント 4.1 14,6661,478,919 45,9534,633,901 

保証 4.1 1,805 182,016 2,513 253,411 

有価証券に係るコミットメント 96 9,681 127 12,807 

 

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 559/1163



3　損益計算書
 

 注記 2011事業年度 2010事業年度

  百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

受取利息および類似収益 5.1 7,042 710,115 5,566 561,275 

支払利息および類似費用 5.1 (6,905)(696,300)(6,142)(619,359)

変動利付債券からの収益 5.2 950 95,798 826 83,294 

受取手数料 5.3 15 1,513 65 6,555 

支払手数料 5.3 (99) (9,983) (106) (10,689)

売買目的ポートフォリオ取引の正味利得／(損失） 5.4 (91) (9,176) 21 2,118 

売却目的保有証券および同等物の取引の正味利得／(損失） 5.5 (107) (10,790) 38 3,832 

その他の銀行業務収益 5.6 96 9,681 107 10,790 

その他の銀行業務費用 5.6 (64) (6,454) (70) (7,059)

銀行業務純収益 837 84,403 305 30,756 

営業費用 5.7 (173) (17,445) (205) (20,672)

有形固定資産および無形資産の評価減、償却および減損 (20) (2,017) (26) (2,622)

営業総利益 644 64,941 74 7,462 

リスクコスト 5.8 (365) (36,807) 13 1,311 

営業収益 279 28,134 87 8,773 

長期投資の正味利得／(損失） 5.9 (1,288)(129,882)(184) (18,555)

税引前利益 (1,009)(101,748) (97) (9,781)

非継続的収益 5.10 0 0 0 0 

法人所得税 5.11 139 14,017 536 54,050 

一般銀行業務リスク準備金および法定引当金の繰入／戻入  877 88,437 452 45,580 

当期純利益  7 706 891 89,848 
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4　個別財務書類に対する注記
 

 

注記１　一般的背景

1.1　グループBPCE

グループBPCEは、ポピュレール銀行・ネットワーク、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）・ネットワーク、BPCEの中央機関およびその子会社から構成
される。

 

 

二つの銀行業務ネットワーク：ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）

グループBPCEは協同組合のグループであり、当該協同組合グループの株主が二つのリテール銀行業務ネットワーク、すなわち19のポピュレール
銀行および17のケス・デパーニュ（貯蓄銀行）を所有している。両ネットワークは、それぞれ均等持分で当グループの中央機関であるBPCEを所
有する。

バンク・ポピュレール・ネットワークは、ポピュレール銀行および共同保証会社から構成される。後者は前者に対して専ら前者を受益者とする
保証を発行する。

ケス・デパーニュ・ネットワークは、ケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレボワヤンス、ローカル・セービング・カンパニーおよびケス・デパー
ニュ全国貯蓄銀行連合から構成される。

ポピュレール銀行は、協同組合の株主が80％を所有し、ナティクシスが協同組合出資証券（CICs）を通じて20％を所有する。

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の資本金は、ローカル・セービング・カンパニー（LSC）が80％を所有し、ナティクシスがCICsにより20％を所有
する。各地に所在するLSCは、オープンエンド型資本金が組合員出資者により所有されている協同組合組織である。LSCは、当該LSCと系列関係にあ
る各ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）が定める一般目的の枠組に沿い協同組合の株主層と協調する。LSCは銀行業務を営むことができない。

 

BPCE

BPCEは、フランス銀行法に定義される中央機関であるとともに銀行としての営業を認可された金融機関であり、2009年６月18日付法律第
2009-715号により設立された。BPCEは、取締役会および監査役会を設置する株式会社（société anonyme）として設立され、その株式資本は19
のポピュレール銀行と17のケス・デパーニュ（貯蓄銀行）により共同かつ均等に所有される。

BPCEの企業使命が体現するのは、ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の拠りどころである協同組合原則の堅持である。

具体的にはBPCEは、監督当局との折衝において様々な系列企業の利益を代弁し、これらの企業の提供商品・サービスの範囲を定め、預金者保護を
手配し、主要経営陣の選任を承認し、当グループ組織の円滑な運営を監督する。
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持株会社としてBPCEは当グループの代表企業である。BPCEは両ネットワークと共同して、リテール銀行業務、コーポレート銀行業務および金融
サービスに従事する子会社群と提供商品を制作する事業体を所有している。またBPCEは当グループの企業戦略および成長・拡大方針を策定す
る。

BPCEの主要子会社は、以下の主要な三つのセグメントを中心に設立されている。

?　ナティクシス：BPCEが72.4％を保有する上場企業。コーポレート・投資銀行業務、貯蓄および専門的金融サービスを含む。

?　商業銀行業務および保険事業：クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランス、バンク・パラティンヌおよびBPCEエンテルナシヨナル・エ・ウ
トゥル=メール（旧フィナンシエール・オセオ）を含む。

?　子会社郡および資本持分

当グループの金融機能についてBPCEが特に責任を負っているのは、余剰資金の集中管理、当グループの業務展開およびリファイナンス上必要な
金融取引の執行および当グループ全体の利益にかかわる取引における最適な取引相手方の選択などである。当グループの他の企業に対するバン
キング・サービスも提供している。

1.2　保証の仕組

フランス通貨金融法典第L. 512-107‐6条に基づき、当グループおよびその関連企業の流動性および適正自己資本を確保し、またポピュレール銀
行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の両ネットワークに対する金融支援を整備するために保証および共同支援制度が構築されている。

BPCEは、当グループおよび両ネットワークの適正自己資本を保証するために必要なあらゆる措置を講ずる任務を負う。これには当グループ内で
の適切な資金調達の仕組の実施および両ネットワークに共通の共同保証基金の設定が含まれる。BPCEはこれらの運営規則、両ネットワークの既
存基金に対する金融支援の供与条件ならびに共同保証基金の当初基本財産および追加拠出に対する関連企業の分担を決定する。

BPCEは、バンク・ポピュレール・ネットワークおよびケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレボワヤンス・ネットワークのための各既存基金を管理
しているが、新らたに共同保証基金を設定した。

傘下庶民銀行がバンク・ポピュレール・ネットワーク基金に預け入れた預託金（450百万ユーロ）は、無期限に書換え可能の期間10年の定期預
託金としてBPCEに記帳されている。

傘下貯蓄銀行がケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレボワヤンス・ネットワーク基金に預け入れた預託金（450百万ユーロ）は、無期限に書換え
可能の期間10年の定期預託金としてBPCEに記帳されている。

共同保証基金は、バンク・ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）が預け入れた預託金により形成されている。当該預託金は、無
期限に書換え可能の期間10年の定期預託金としてBPCEに記帳されている。2011年12月31日現在の当該預託金額は217百万ユーロであり、当グルー
プの連結純利益に対するポピュレール銀行、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）およびそれらの子会社からの寄与額の５％相当額が毎年積み増され
る。

バンク・ポピュレール・ネットワーク基金、ケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレボワヤンス・ネットワーク基金および共同保証基金に関連して
BPCEに預け入れる預託金の合計金額は、当グループの加重資産合計の0.15％を下回ってはならず、また0.3％を上回ってはならない。

保証および共同支援制度に関連してポピュレール銀行またはケス・デパーニュ（貯蓄銀行）が預け入れる各預託金については、関連組織におい
て同額を一般銀行業務リスク準備金に繰入れることが求められる。

BPCEの取締役会は、BPCEに対する出資者の事前の授権に基づき、遅滞なく合意された順序に従い、様々な出資者の資源を動員するために必要なす
べての権限を有する。

ワークアウト・ポートフォリオ（GAPC）に組入れられたナティクシス資産の一部との関連におけるナティクシスに
対する保証の仕組の稼動

ワークアウト・ポートフォリオ（GAPC）に関連して将来に損失を被るリスクや収益ボラティリティからナティクシスを保護する保証制度
（2009年８月公表）が2009年11月12日にBPCEおよびナティクシスの各統治機関により正式に承認され、2009年７月１日に遡及して発効した。

同保証制度はフランス銀行委員会にも承認された。同制度は次の二つの仕組に基づいている。

?　「満期保有目的有価証券」、「売買目的保有証券」、「売却可能有価証券」および「債権」として記帳されている資産の85％について金融保
証の性格を有する「リスク・プーリング」契約。BPCEは同保証契約に基づき、以下について債務不履行が発生した場合には、１ユーロから総
額の85％までについてナティクシスを補償する。

-　利札の支払

-　券面額の返済

金融保証契約ではナティクシスはBPCEに対して1,183百万ユーロの保証料を支払うことが定められている。当該保証料は以下に対応する。

-　BPCEが有価証券の券面額を保証していることから2009年６月30日時点の回収可能価額に基づく有価証券の見積損失額

-　保証に係る報酬

?　同契約で定義されている金融商品のポートフォリオについて2009年７月１日以降に認識される収益の85％をBPCEに譲渡することを内容とす
る３つのTRS（トータル・リターン・スワップ、２つはユーロ建、１つはドル建）。TRSの対象となる金融商品のほとんどは「売買目的保有証
券」および「売却可能有価証券」（前者が主で後者は従）に分類される有価証券である。

同時にナティクシスはBPCEとコール・オプションを締結し、367百万ユーロのオプション料の支払と引換えに10年間についてポートフォリオか
らの収益を享受できるようにしている。

旧CNCEの自己勘定によるトレーディング業務を保護するために導入された仕組

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）が経済的エクスポージャーを若干保有できるようにするための特別なプロテクション・メカニズムが2010年に
導入された。ケス・デパーニュ(貯蓄銀行)が付与する本保証は残存案件に限定して管理を行っている旧CNCEの自己勘定業務に関連している。当
該保証はトリトン（ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）が全額出資先）がBPCEとの間で締結したトータル・リターン・スワップ（TRS）の形式を
とっており、ポートフォリオのパフォーマンスを固定手数料と交換している。

1.3　重要な事象
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優先株式および超劣後債のフランス政府への返済

2011年３月、BPCEは全額政府出資の投資会社である国家資本参加会社（SPPE）が保有する12億ユーロの優先株式を買戻すとともに10億ユーロの
超劣後債の買戻し手続に着手した。

両取引の完了によりBPCEはフランス政府に対して全額を返済した。

BPCE-ナティクシス間の財務および担保の一元的管理取決めの導入

不安定な市場状況、流動性が逼迫をたどる欧州、さらに市場参加者間の競争の激化を背景に、すべての金融機関にとり資金管理は重要課題となっ
た。

2010年夏、BPCE、ナティクシスおよびクレディ・フォンシエールの各チームは、全グループおよび傘下の事業のために流動性アクセスの確保と最
適化を図る目的で大々的に「流動性戦略」プロジェクトをスタートさせた。2011年５月、BPCE-ナティクシス間において財務・担保管理の一元化
取決めが制定された。BPCEおよびナティクシスにおける財務担当チームと中央銀行宛に差入れる担保を管理するチームは2011年6月に統合され、
現在BPCEとナティクシスの債務管理問題は一元的体制のもとで行なわれている。

ガバナンス

2011年12月15日のBPCE監査役会は、2012年１月２日付でフィリップ・デュポンの後任としてイブス・トゥブロンを監査役会会長に選任した。
デュポンは引続き監査役会の構成員にとどまる。ステーブ・ジェンティリが監査役会の副会長に選任された。

これらの選任は2009年７月31日のBPCE設立時に決められたガバナンスの取決めに沿ったものである。イブス・トゥブロンおよびステーブ・ジェ
ンティリのそれぞれの任期は２年である。

SIBPの資産・負債の完全譲渡

当年度中のSIBP資産・負債のBPCEへの全面的譲渡（TUP）の結果、BPCEはオーストラリアの持株会社VBI（フォルクスバンク・インターナショナ
ルAG）に対して17.76％の直接持分を保有することとなった。当該保有目的は東欧の銀行の株式保有である。

フォンシアの売却

2011年７月、BPCEはフォンシアに対する98％の持分を全量売却した。当該取引後、BPCEはフォンシアの新たな親会社であるRES １に対して
18.34％の持分を保有する。

新たな発行ビークルの設立

2011年、BPCE SFH （グループBPCEの住宅金融会社として新規に認可された金融機関）が設立された。同社はBPCEが全額を出資している。2011年
５月３日、BPCE SFHは総額20億ユーロの初回債を発行した。同債は法的枠組に基づくユーロ市場におけるカバード・ボンドの初回ベンチマーク
銘柄となった。

現在グループBPCEは、傘下の住宅金融債発行会社であるBPCE SFHおよびカバードボンド発行会社であるカンパニー・ドゥ・フィナンスモン・
フォンシエールの両社を通じてカバードボンド市場でプレゼンスを有している。
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BPCE住宅ローン証券化ミューチュアル・ファンドの設定（証券化ミューチュアル・ファンド‐ＦＣＴ）

BPCEは証券化ミューチュアル・ファンド（BPCI住宅ローンFCT）を設定した。当該ファンドは格付機関によりAAAに格付されたシニア・ノートを
発行したもので17のバンク・ポピュレール銀行、カスダン・バンク・ポピュレール、クレディ・コオペラティフおよび17のケス・デパーニュ・
ドゥ・プレボワヤンスの保有資産により保証されている。2011年12月31日現在、BPCEはBPCE住宅ローンから39億ユーロを借入れ、同額をBPCE住宅
ローン証券を買入れることにより当グループの流動性の余力の拡大に努めている。

ギリシャのソブリン債務のリスク評価および公正価値の決定

ギリシャ国債の市場流動性が2011年第２四半期以降特に枯渇したことから当グループでは同国債の公正価値の決定のために評価モデルを用い
ることとした。

加えて保有証券について観察可能な市場価格が存在せず、また交渉で合意された救援策の実施見込みに対する疑念からギリシャ債は集中的に下
落し、下落幅は平均して額面の70％に達した。かかる動きは救援策に民間部門も異例ながら参加するという実現可能な限りでの最善シナリオを
前提とした見積と一致している。

見込まれるところによれば100の額面価額の旧証券は、額面価額が約15の欧州金融安定ファシリティ証券および額面価額が約35のギリシャ国債
と交換され、額面価額について50％の損失発生が予想されている。またギリシャが新たに発行する国債の利率は市場の利率より低利と予想され
ることから時価評価で追加的な損失が発生しよう。

ギリシャに対するBPCEの債権残高は10百万ユーロである。当該リスクはケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の子会社のトリトンにリスクが転嫁され
る保証取決めをにより全額ヘッジされている。

一般銀行業務リスク準備金の戻入

2011年度の親会社財務書類の決算にあたりBPCEは一般銀行業務リスク準備金から870百万ユーロを引き出す決定を行なった。戻入後の同準備金
の残高は130百万ユーロとなった。

市場に流通する複合有価証券の償還

2011年10月、BPCEは期日の定めのない超劣後債の一部について早期償還を開始した。全体で1,183百万ユーロの有価証券を額面価額で取得し250
百万ユーロの正味利得が計上された。

1.4　後発事象

バンカ・カリッジの売却

すべての海外子会社および資本持分を一元管理する方針に沿い、2012年１月２日、バンカ・カリッジに対するすべての保有持分をBPCEの子会社
であるBPCEエンテルナシヨナル・エ・ウトゥル=メールに売却した。

VBI（フォルクスバンク・インターナショナルAG）

オーストリア法に基づく持株会社VIB AGの売却は、2011年にSIBP資産・負債のBPCEへの完全譲渡をもって開始されたが、VBIルーマニア（VBI AG
の子会社）を除き2012年２月に完了した。同取引の結果、BPCEが保有するのは持株会社のVBIベタイリグングスGmbHを介して保有するVBIルーマ
ニアに対する24.5％の少数株主持分のみとなる。

P3CI

2012年１月、BPCEおよびナティクシスは、ナティクシスのコアTier-１比率の最適化を目指した取引を実行した。同取引は、バンク・ポピュレール
・バンクおよびケス・デパーニュ(貯蓄銀行)により発行されているCICsのプルーデンシャル・バリューに基づく保証の仕組を利用しており、持
分法を用いて会計処理している。

P3C1と称せられる同仕組に基づきBPCEはナティクシスが新たに発行した合計69億ユーロの債券をすべて引受けた。

ナティクシスは同時にBPCEが保有する23億ユーロの超劣後債を償還した。

これはナティクシスのリスク加重資産が約256億ユーロ（P3C1取引前のリスク加重資産の18％）減少したのと同じ効果であった。

マスラン・ビルディングの売却

2012年１月17日、BPCEは「オテル・ブワジェリン」称せられる建物を「SNCエキルイユ・マスラン通り５パートナーシップ」に売却した。BPCEが
自由保有権を持つ同物件は、パリ（75007）マスラン通り、エブレト通り１およびアンバリッド大通り50に位置し、主に事務所スペースとして使
用されていた。
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注記２　会計原則および方法

2.1　測定および表示方法

BPCEの親会社の財務書類は、フランス会計基準局の規程を遵守した規則に準拠して作成し表示している。CRBF規則第91-01号の適用により財務書
類は親会社の財務書類に関する「フランス会計基準委員会」規則第2003-03号および第2005－04号の規定に従い表示している。

2.2　会計方法における変更

会計方法の変更は2011事業年度にはなかった。

フランス会計基準局が採択した基準のうち2011年に強制適用されたものは当社の個別財務書類に重要な影響を与えなかった。

別途の記載のある場合を除きBPCEはフランス会計基準局が採択した基準のうち適用が任意のものについて早期適用したものはなかった。

2.3　会計原則および測定方法

当年度の財務書類は前年度の財務書類と同様の様式により表示されている。一般会計原則の適用においては、慎重性概念を遵守し、次の基本的前
提に準拠している。

?　継続企業の前提

?　ある期から次の期にかけての会計方法の継続性

?　事業年度の独立性

さらに年度財務書類の作成および表示について適用のある一般的規則も遵守している。

会計記帳の基本的評価法は取得原価法であり、すべての貸借対照表項目は必要に応じて償却、引当金および減損積立金を控除して表示している。

次の基本的方法が用いられている。

2.3.1　外貨取引

外貨取引関連の収益および費用は、CRBF規則第89-01号（規則第90-01号および第95-04号による改正条件を含む）に準拠して決定される。

外貨建の債権、負債およびオフバランス・シート・コミットメントは、事業年度末の為替レートで評価する。確定済または未実現の外国為替の利
得および損失は純損益に認識する。外貨で支払いまたは受領した費用または収益は、取引日の為替レートで認識する。

外貨建の固定資産および資本投資で資金調達をユーロで行なったものは取得原価で評価する。

未決済直物為替取引は年度末の為替レートで評価する。

ヘッジ目的に用いた為替先渡および先物契約のディスカウントまたはプレミアムは、期間按分して純損益に認識する。その他の為替取引契約な
らびに外貨建の先渡および先物金融商品は時価で評価する。アウトライトの為替先渡および先物契約ならびにこれらの契約のうち先渡および先
物金融商品でヘッジしたものは、残存期間について再評価を行う。為替スワップ取引は対の売／買の先渡取引として認識する。為替スワップ取引
はCRBF規則第90-15号（その後の改正規則を含む）の適用を受ける。

2.3.2　金融機関および顧客との取引

金融機関に対する貸付金および融資には、有価証券により表象される取引を除き銀行取引に関連するすべての貸付金および金融資金が含まれ
る。貸付金および融資には、買戻条件付で受領した有価証券(対応する基礎取引の種別を問わない）および買戻条件付有価証券に関連する貸付金
および融資も含まれる。これらは要求払貸付金および融資ならびに定期貸付金に分類される。金融機関に対する貸付金は貸借対照表に名目価額
で計上される。ただし顧客債権買戻条件の貸付金は、原価に未収利息を加算し、信用リスクについて認識した減損費用を控除した金額をもって計
上する。

顧客に対する債権には、金融機関以外の事業体に対する貸付金が含まれる。ただし顧客が発行した負債証券、売戻条件付買入資産および買戻条件
付売却有価証券に対応する債権は除かれる。顧客に対する債権は、商業貸付、顧客口座借記残高およびその他の貸付金に分類される。顧客に対す
る貸付金は貸借対照表に名目価額をもって計上される。ただし顧客債権買戻条件の貸付金は、原価に未収利息を加算し、信用リスクについて認識
した減損費用を控除した金額をもって計上する。償却対象となる取引費用および手数料は当該貸付金に含まれる。

金融機関に対する債務は、要求払預金、当座勘定、定期預金または借入金に分類される。顧客に対する債務は、規制対象貯蓄口座およびその他の顧
客預金に分類される。関係する取引相手先によりこれら債務には買戻条件付売却有価証券またはその他売却資産が含まれる。未払利息は関連す
る未払金に計上される。

徴求した保証はオフバランス・シート項目として計上し、定期的に再評価を行う。ある貸付金について徴求する保証全体の帳簿価額合計は、当該
貸付金残高を上限とする。

リストラクチャーされた貸付金

リストラクチャーされた貸付金とは、資金難に陥っている取引相手方の返済が容易になるよう当初条件（期間および金利）を変更した貸付金を
いう。

リストラクチャーされた貸付金に対しては、当初の約定キャッシュ・フローの現在価値と条件緩和後の予想元利払いの現在価値との差額を反映
させるために割引が適用される。割引率は、固定金利の貸付金に対しては当初の実効金利、変動金利の貸付金に対しては、リストラクチャー日直
前の実効金利により計算される。実効金利は約定金利である。割引金額は損益計算書の「リスクコスト」に費用計上され、対応する貸借対照表上
の残高と相殺される。当該費用は、数理法を用いて貸付期間にわたり損益計算書の純受取利息に戻入が行われる。

貸倒懸念のあるリストラクチャーされた貸付金は、当該緩和後の条件が遵守される場合には、正常貸付金として分類変更することが可能である。
これらの分類変更された貸付金は監視され、その後期日経過が発生した場合には、合意された緩和条件内容を問わず当該貸付金は貸倒懸念先に
格下げされる。

貸倒懸念のある貸付金および債権

貸倒懸念のある貸付金は、期日到来の有無、保証の有無、その他を問わず、債務者による少なくとも１つの確約に信用リスクが確認され、個別ベー
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スで延滞区分に分類された金額の合計残高から構成される。保証または担保にかかわらずグループが当該取引相手先から確約条件に基づく債務
額の全額または一部を回収できない可能性がある場合に「リスク」が確認されたとみなされる。

貸倒懸念のある貸付金は、信用リスクの会計処理に関するCRC規則第2002－03号（2005年11月25日付CRC規則第2005-03号の改正規則を含む）に
基づき識別し、具体的には期日経過が３ヶ月超の貸付金であるが、不動産貸付は６ヶ月超、地方公共団体向け貸付は９ヶ月超である。

貸付金は、全部または一部が回収されない可能性が非常に高く償却が検討される場合は、回収不能とみなされる。貸付金または債権のうち契約条
件が無効となったもの、解除されたファイナンス・リース契約、および撤回した永久ローンは、回収不能とみなされる。ある延滞貸付金を回収不
能とし、その減損引当金を判断するに際しては、貸倒懸念のある貸付金および債権に該当するかどうかの諸条件に加えて、リスクの大半をカバー
する保証の有無を考慮する必要がある。１年を超えて貸倒懸念ありと分類された債務は、償却がないと判断されない限り回収不能とみなされる。
ある債務が貸倒懸念ありから回収不能に分類変更された場合、それは取引相手方に対するその他の貸倒懸念のある貸付金およびコミットメント
について自動的に回収不能への分類変更をもたらすものではない。

貸倒懸念のある貸付金については、未収利息すなわち期日が到来済みだが未受領の利息は、銀行業務からの収益勘定に認識した上で必要に応じ
て減損処理を行う。回収不能の貸付金および債権については、期日が到来しているが未受領の経過利息は認識しない。

貸倒懸念のある貸付金および債権は、債務者が当初の支払スケジュールに従い規則的な支払にひとたび復帰した場合には正常貸付金に分類変更
する。ただし取引相手方に債務不履行リスクがない場合に限る。

レポ取引

担保付レポ取引は、CRBF規則第89-07号（フランス銀行委員会公布による指示第94-06の条項による改正を含む）に従い認識される。

担保に供せられた資産は譲渡人の貸借対照表に引続き残り、譲渡人は受取った金額を負債（譲受人に対して負う債務）に計上する。譲受人は支
払った金額を資産（譲渡人に対して有する債権）に計上する。各貸借対照表日に、担保に供せられた資産ならびに譲受人に対して負う債務また
は譲渡人に対して有する債権が、各取引に適合する規則に従い評価される。

減損

回収が不確実な貸付金は、損失リスクに備えるために当該資産について減損損失を認識する。減損損失は徴求済みの保証の現在価値を斟酌のう
え個別に計算する。減損損失は少なくとも四半期毎に決定され、利用可能な保証およびリスク分析を踏まえて計算する。減損損失は少なくとも貸
倒懸念のある貸付金に係る未受領の利息はカバーする。

可能性の高い減損損失には、元本残高と予想キャッシュ・フローを当初実効金利で割引いた金額の差額として計算したすべての減損費用が含ま
れる。

回収不能貸付金および債券は損失として償却され、対応する減損積立金は取り崩される。

2.3.3　有価証券

「有価証券」の範囲には銀行間市場証券、財務省証券、短期金融市場証券、債券、その他の固定利付金融商品、株式およびその他の変動利付金融商
品が入る。

有価証券取引の会計方針は次の２つの規定において明確にされている。

?　1990年２月23日付CRBF規則第90-01号およびこれを補足する有価証券の一般的会計処理および測定を定めるフランス銀行委員会指示第94-07
号ならびにこれらを修正するCRC規則第2005-01号

?　CRBF規則第89-07号およびこれを補足するフランス銀行委員会指示第94-06号（有価証券の一時的処分などの特別振替取引に関する規則を取
扱っている。）

有価証券は次の区分に分類される。資本持分および系列企業に対する投資、その他の長期投資、満期保有目的負債証券、中期的に売却可能な持分
証券、売却可能有価証券、および売買目的保有証券。

売買目的保有証券、売却可能有価証券、満期保有目的負債証券および中期的に売却可能な持分証券については、一定の債務不履行リスクの影響が
個別に識別可能な取引相手方に対しての引当金を減損費用として認識する。減損費用はリスクコストの項目に計上している。

売買目的保有証券

これらは短期保有期間の後に売買する意図のもとに取得または売却される証券をいう。この区分に適格となるためには、当該証券が当初認識時
に活発な市場で売買可能であって、かつ当該市場価格が容易に利用可能であり、さらに当該価格が通常の取引状態のもとに恒常的に発生する実
際の取引を表している必要がある。これらの証券は固定利付、変動利付金融商品のいずれでもよい。

売買目的保有証券は、取得原価から取引費用を控除し必要に応じて未収利息を含めた価額で計上される。空売りの場合は当該有価証券の売却価
格から取引費用を控除した金額を負債側に債務として計上する。

これらは貸借対照表日時点で直近取引日の市場価格で値洗いされる。価格変動に起因する全体の差額は損益計算書に計上される。ミューチュア
ル・ファンドおよび投資ファンドの時価は、貸借対照表日に入手可能な市場情報を反映した正味資産価額に対応する。

売買目的保有証券に分類された有価証券は、戦略の変更を要求する例外的状況および固定利付金融商品における活発な市場の消失の場合を除き
他の会計区分への振替は許されず、その表示および測定ルールは全額が売却、償還または償却されるまで継続的に適用される。

売却可能有価証券

他のいずれの区分にも適格と認められない有価証券は売却可能有価証券とみなされる。

売却可能有価証券は、取得原価から取引費用を控除した価額で計上される。

必要に応じて固定利付証券については、未収利息を損益計算書の「受取利息および類似収益」の科目に認識する。

固定利付金融商品について取得価格と償還価額との差額（プレミアムまたはディスカウント）は、当該証券の残存期間にわたり年金利回り法を
用いて損益計算書に計上する。

売却可能有価証券は、取得原価か時価のいずれか低い方で評価される。ミューチュアル・ファンドと投資ファンドの時価は、貸借対照表日に入手
可能な市場情報を反映した正味資産価額に対応する。

未実現キャピタル・ゲインについては、上場株式は直近株価、非上場価証券は推定取引価額から見積られる減損引当金の対象となる。

ヘッジ手段から稼得した利得がある場合は、CRBF規則第88-02号第４条に規定されているとおり減損計算時に斟酌される。未実現キャピタル・ゲ
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インは認識されない。

売却可能有価証券の処分に係る利得および損失ならびに減損費用計上および戻入は、「売却可能ポートフォリオ取引および類似項目の正味利得
または損失」に計上する。

満期保有目的有価証券

これら証券には、新たに取得されたか、あるいは「売買目的保有証券」または「売却可能有価証券」から再分類された固定満期の固定利付証券
で、かつ当社が満期まで保有する積極的意図と能力を有するものが含まれる。これら証券を満期まで当社が保有する意図に悪影響を与える可能
性のある法令上その他の制限は現在ない。売却可能有価証券への分類は、金利リスクに対するヘッジ対象として指定されることと両立しないわ
けではない。

満期保有目的負債証券は、取得原価から取引費用を控除した価額で計上される。これまで売却可能に分類されていた場合は、取得原価で計上さ
れ、これまで認識されていた減損費用は当該証券の残存期間にわたり戻入れられる。

証券の取得原価と償還価額との差額および対応する金利は、売却可能固定利付証券に対する適用ルールと同様のルールに従って計上される。

減損損失は、新たな状況の出現により満期まで証券を保有しない可能性が強い場合、または発行体の債務不履行リスクがある場合に認識するこ
とがある。未実現キャピタル・ゲインは認識しない。

満期保有目的負債証券は一定の例外を除き売却または他の証券区分への振替を行うことはできない。

しかしながらCRC規則第2008-17号の規定により満期保有目的負債証券に再分類された固定利付の売買目的保有証券または売却可能有価証券は、
当該証券の取引市場が再び活発さを戻した場合には売却することができる。

中期的に売却可能な持分証券

中期的に売却可能な持分証券は、発行企業の事業活動の展開または事業経営への積極的関与を目的とする長期的投資の意図なしに中期的にキャ
ピタル・ゲインを得ることを唯一の目的として投資した有価証券から構成される。理論的にはこれらは常に変動利付証券である。当該投資活動
は、重要かつ継続的関与が要求され、組織化された枠組のもとでの取組を必要とする。専ら処分時のキャピタル・ゲインから継続的に収益を上げ
ることが求められる。

中期的に売却可能な持分証券は、取得日の取得原価から取引費用を控除した価額で認識される。

当期末時点でこれら証券は取得原価か使用価値のいずれか低い方で貸借対照表に計上されている。減損費用は未実現キャピタル・ロスについて
認識する。未実現キャピタル・ゲインは認識しない。

中期的に売却可能な持分証券に計上された有価証券は、他の会計区分に振替えることはできない。

資本持分および系列企業に対する投資

この区分に該当する証券は、当該証券の長期保有が当社事業に有益（特に当該発行企業の統治機関に対する重要な影響力または支配力の行使が
許容されることを通じて）とみなされる証券である。

資本持分および系列企業に対する投資は、もし取引費用が重要であれば当該費用を含む取得原価で計上される。

これらは貸借対照表日に取得原価か使用価値のいずれか低い方で個別に評価される。使用価値は、具体的には当該投資の戦略的性格、支援の提供
または投資保持目的、株価実績、純資産もしくは再評価純資産または予測値などに基づき決定される。減損は未実現キャピタル・ロスについて証
券毎に計算し認識するが、未実現キャピタル・ゲインとは相殺しない。未実現キャピタル・ゲインは認識しない。

資本持分および系列企業に対する投資に計上された証券は、他の会計区分に振替えることはできない。

その他の長期投資

その他の長期投資とは、当該投資に付随する議決権比率の少なさから経営への積極的関与を伴うことなく発行体との間に特別な繋がりを形成す
ることにより持続的な取引関係の構築を推進する意図をもって取得された証券をいう。

その他の長期投資は取得原価から取引費用を控除した価額で認識される。

これらは取得原価か使用価値のいずれか低い方で貸借対照表日に計上される。当該投資目的に照らして当該使用価値は、上場、非上場証券とも
に、当社が当該証券を取得する場合に当社が支払を同意する用意のある金額に基づき決定される。減損費用は未実現キャピタル・ロスについて
認識する。未実現キャピタル・ゲインは認識しない。

その他の長期投資に分類された証券は他の会計区分に振替えることはできない。

金融資産の再分類

会計実務を統一化しIFRSとの整合性を確保する目的で、2008年12月10日、国家会計審議会は証券取引の認識に関するDRBF第90-01号を改正する規
則第2008-17号を公布した。同規則は「売買目的保有証券」および「売却可能有価証券」の各区分から他の区分への再分類を取扱う2008年12月
８日付の見解第2008-19号に基づいている。

「売買目的保有証券」区分から「売却可能有価証券」および「満期保有目的負債証券」への再分類は、今後は次の２つの場合に許容される。

?　戦略変更を必要とする例外的な市場情勢がある場合

?　取得後に固定利付証券がもはや活発な市場で譲渡可能ではない場合（ただし企業は当該証券を予見可能な将来または満期まで保有する意図
と能力を有していることを要する）

「売却可能有価証券」区分から「満期保有目的負債証券」区分への再分類は、次のいずれかの条件に該当する再分類日から有効である。

?　戦略変更を必要とする例外的な市場情勢がある場合

?　固定利付証券がもはや活発な市場で譲渡可能でない場合

2.3.4　無形資産および有形固定資産

固定資産の会計規則は以下により定められる。

?　CRC規則第2004-06号（資産の認識および評価について）
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?　CRC規則第2002-10号（資産の償却および減価償却について）

無形資産

無形資産は、物理的実体のない識別可能な非貨幣性資産である。無形資産は取得原価（付帯費用を含む購入価格）で計上する。これらの資産は見
積耐用年数にわたり償却される。

具体的には、ソフトウェアは最長５年で償却される

有形固定資産

有形固定資産は、(a)財および役務の製造または提供に際しての使用、他者に対する賃貸、または事務管理目的のために保有され、かつ(b)１事業
年度行を超えて使用されることが見込まれる有形資産から構成される。

当初から異なる使用目的を有するいくつかの要素から構成される資産である建物については、各構成要素は個別に取得原価で認識され個々の構
成要素に固有の減価償却表が用いられる。

償却可能価額は、総価額から残存価額を控除（ただし残存価額が重要かつ持続的であり信頼性をもって測定可能である場合に限られる。）した
価額である。建物の主要要素および改良は、企業による当該資産の経済的便益の予測消費パターンを反映するように（通常これは資産の耐用年
数に対応する。）減価償却または償却される。

区分 期間

壁、基礎、骨組み、および固定された仕切り 20年から 60年

屋根

エレベーター

暖房および空調設備

25年

15年

10年

看板および建物正面壁面

開口部（ドアおよび窓）

防犯設備

配線

５年から10年

20年

５年から７年

10年

その他の造作および付属物 10年

 

その他の有形固定資産は、取得原価、製造原価または再評価後原価で計上される。外貨建資産の原価は、取引日の実勢為替レートでユーロに換算
される。これらの資産は企業による当該資産の経済的便益の予測消費パターンを反映するように（通常これは資産の耐用年数に対応する。）減
価償却または償却される。

必要に応じて資産は減損の対象となる。

投資不動産は非営業用資産に該当し、部分積み上げ法を用いて会計処理されている。

2.3.5　負債証券

発行されている負債証券は、発行事由の性質により次のように分類される。リテール向け譲渡性定期預金証書、インターバンク市場および短期金
融市場向け証券、債券およびその他の負債証券。これらとは別に劣後債務があるが、負債の専用勘定科目に別個に計上される。

これらの金融商品の未払利息については、損益計算書への記帳に対応させて貸借対照表上の該当する未払債務に繰越記帳し個別に開示する。

発行プレミアムは、全額を当期に認識するか、または当該債務の期間にわたり定額法で償却処理を行う。発行プレミアムおよび償還プレミアムの
両方がある場合は、繰延費用勘定を通して当該債務の期間にわたり償却処理を行う。

2.3.6　劣後債務

劣後債務は、期限付き劣後債務および永久劣後債務による手取金ならびに共同保証預託金から構成される。債務者が清算される場合、劣後債務の
返済は他のすべての債権者に完済した後にのみ可能である。

劣後債務の未払利息については、損益計算書への記帳に対応させて貸借対照表上の該当する未払債務に繰越記帳し個別に開示する。

2.3.7　引当金

この項目に含まれるのは、偶発事象および損失のうち明確に識別可能ではあるが時期、金額が不確実であり、かつフランス通貨金融法典第
L.311-1条に定義される銀行取引または同法典第L.311-2条に定義される関連取引から発生するものではない偶発事象および損失をカバーする
ために設定される引当金である。CRC規則第2006-06号により、かかる引当金は貸借対照表日において当社が第三者に対して義務を負い、かつ見返
りに同額の対価が見込まれない場合に限り認識することができる。

また引当金はフランス通貨金融法典第L.311-1条に定義される銀行取引および同法典第L.311-2条に定義される関連取引から発生する偶発事象
および損失のうち、既に発生済みか発生中の事象を恐らく受けた結果とみなされるものであって、かつ明確に識別可能ではあるがその偶発事象
および損失の発生が不確実であるものをカバーするためにも設定される。

特にこの項目に含まれるのは、潜在的従業員責任引当金、カウンターパーティ・リスク引当金および規制対象住宅貯蓄関連商品リスク引当金で
ある。

従業員給付

従業員給付引当金はCNC勧告第2003-R.01号に準拠して認識される。従業員給付は４つの範疇に分類される。

短期給付

短期従業員給付に含まれる主なものは、従業員が勤務を提供した期間の末日から12ヶ月以内に決済期限が到来する賃金、給与、年次有給休暇、報
奨制度、利益分配および賞与である。これらは貸借対照表日現在に支払われるべき金額も含め当該期間の費用として計上される。

長期従業員給付

長期従業員給付は、通常、現役従業員に発生する永年勤続報奨に関係し、関連する勤務を提供した期間の末日から12ヶ月より後に決済期限が到来
する。その主たる例が従業員に対する永年勤続報奨である。
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これらは、永年勤続報奨に関係し、債務の貸借対照表日現在の価額について引当金が積立てられる。

退職後給付債務は年金利回り法により評価する。年金利回り法は、年齢、勤務年数、退職時にグループに雇用されている可能性および割引率など
人口統計と財務面の計算基礎を勘案する。評価に際しては、費用は各従業員の勤務提供期間にわたり配分される（予測単位積立方式）。

解雇給付

解雇給付は、グループが雇用契約を終了させる決定を行った結果として、あるいは従業員が希望退職を受入れる決定を行なった結果として、通常
の退職日より前に雇用契約が終了する場合に給付される。解雇給付のために引当金が積立てられている。貸借対照表日から12ヶ月より後に決済
期限が到来する解雇給付は現在価値に割引かれる。

退職後給付

退職後給付には、一時払い退職金、年金およびその他の退職後給付が含まれる。

これらの給付は二つの区分に分けることができる。確定拠出制度：同制度はグループにさらに掛金を支払う債務を生じさせない。確定給付制
度：同制度はグループにさらに掛金を支払う債務を生じさせるため測定および引当金による認識を行なう。

グループは、純損益に費用計上の上、年金基金または保険会社への拠出金支払による積立てをしていない従業員給付債務について、引当金を負債
に計上している。

退職後給付は、長期従業員給付と同じように測定される。

これらの債務の測定に際しては、年金資産の価値および未実現の年金数理計算上の差異を勘案する。

計算基礎の変更（早期退職、割引率など）または実績を踏まえての修正（制度資産の収益率など）から生じる退職後給付の年金数理計算上の差
異は、確定給付債務の現在価値の10％または制度資産の公正価値の10％のいずれか大きい方を超過する部分について認識する（回廊方式）。

確定給付制度について計上した年間費用には、現在勤務費用、支払利息（債務の割引効果）、制度資産からの期待運用収益および未認識項目の償
却費が含まれる。

2.3.8　一般銀行業務リスク準備金

同準備金は、フランス銀行委員会公布によるCRBF規則第90-02号第3条および指示第85-05号（その後の改正を含む）に従い、当社の銀行業務に本
来的に潜むリスクに備えることを意図している。

2.3.9　先物契約

金利、為替、株式の各先物の売買取引およびヘッジ取引は、CRBF規則第88-02号および第90-15号（フランス銀行委員会の指示第94-04号によるそ
の後の改正を含む）の改正規定に従い認識される。

これらの金融商品に係るコミットメントは、オフバランス・シート項目として当該契約の想定元本額で計上される。貸借対照表日のこれらコ
ミットメントの認識金額は、貸借対照表日時点における先物取引の未決済持ち高の数量を表している。適用される会計方針は金融商品の種類お
よび当初の取引目的により異なる。

先物取引

金利スワップおよび類似契約（金利先渡契約、カラー取引など）は当初の取引目的により次のように分類される。

?　ミクロヘッジ（個別ヘッジ）

?　マクロヘッジ（貸借対照表全体が対象）

?　投機的建玉／独立オープンポジション

?　売買目的ポートフォリオと併せて利用

上記の最初の二つのカテゴリについての受け払い金額は、期間按分して純損益に認識する。

単一資産または類似資産グループをヘッジする目的で用いる金融商品の収益および費用は、ヘッジ対象から発生する収益および費用と対称にな
るように純損益に認識する。ヘッジ手段の利得および損失は、ヘッジ対象からの収益および費用と同じ勘定科目、すなわち「受取利息および類似
収益」および「支払利息および類似費用」に認識する。「売買目的ポートフォリオ取引の正味利得または損失」の勘定科目は、ヘッジ対象が売
買目的保有ポートフォリオに含まれる場合に用いられる。

ヘッジ目的または全体的な金利リスク管理の目的で用いられる先渡および先物契約に関連する収益および費用は、損益計算書の「受取利息およ
び類似収益」および「支払利息および類似費用」に期間按分して認識する。未実現利得および損失は認識しない。

独立オープンポジションの基準を満たす先物契約の利得および損失は、金融商品の種類に応じて、当該先物契約が決済された時点か、または当該
先物契約期間にわたり純損益に計上する。未実現値洗い損は年度末に表示される。時価は関係する市場の種別（組織化された市場、組織化されて
いるとみなされるその他市場、店頭市場）に基づき決定される。組織化された市場で取引される金融商品は、価格が継続的に公表され十分に流動
的であり、したがって市場時価に評価されていることが正当化される。未実現キャピタル・ゲインは認識されない。

特定資産運用契約として分類される契約は、カウンターパーティー・リスクおよび将来の維持管理費の現在価値を斟酌するための割引を適用し
た上で再構築コスト法または債券相当アドオン方式を用いて測定される。ある会計期間から次の会計期間までの価値の変動は、損益計算書の
「売買目的ポートフォリオ取引の正味利得または損失」に直ちに認識する。

満了時または譲渡時の残額は次のように認識する。

?　特定資産運用または独立オープンポジションに分類される取引については直ちに純損益に認識する。

?　ミクロヘッジおよびマクロヘッジ取引については、残額は当初のヘッジ対象の残存期間にわたり償却するか、または直ちに損益計算書に計上
する。

オプション

オプション契約、先渡契約または先物契約の原資産の想定元本額は、ヘッジ目的の契約と資本市場売買取引の一環としての契約に区分されて認
識される。

金利オプション、為替オプション、またはエクイティ・オプションを用いた取引については、支払ったプレミアムまたは受領したプレミアムは仮
勘定に認識する。組織化された市場または類似の市場で取引されたオプションは、年度末に評価され純損益に認識される。店頭オプション(OTC）
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は、キャピタル・ロスについては引当金が認識されるが、未実現利得については認識しない。オプションを販売、購入、または行使した場合、ある
いはオプションの期限が満了した場合は、対応するプレミアムを直ちに純損益に認識する。

ヘッジ手段の収益および費用は、ヘッジ対象から発生する収益および費用と対称になるように認識する。オプションの売り手はマクロヘッジ手
段として分類される適格要件を満たさない。

店頭市場は、マーケット・メーカーが市場慣行を反映する値幅で継続的に価格を公表し、あるいは原資産の金融商品自体が組織化された市場で
価格公表されている場合は、組織化された市場として扱われることもある。金利スワップまたは為替スワップについては、時価は、カウンター
パーティー・リスクおよび将来の維持管理費用の割引現在価値を斟酌の上、将来キャッシュ・フローを市場金利で割引くことにより計算される
価格に基づき決定される。非上場オプションの価値の変動は数学的演算により決定される。

2.3.10　受取利息および類似受取手数料

受取利息および類似受取手数料は期間按分して認識する。

貸付金の供与または取得に関連する手数料および報酬は、追加的な金利として扱われ、期日到来の貸付金残高に応じた期間按分に基づき当該貸
付金の実効期間にわたり償却される。

その他の受取手数料は提供したサービスの種類に応じて次のように認識される。

?　臨時的なサービスについて受領した手数料は当該サービスの完了時に認識する。

?　継続的または継続中止のサービスについて数回に分割されて受領した手数料は、サービスの提供期間にわたり認識される。

2.3.11　変動利付証券からの収益

配当金は、権限を有する機関により当該支払受領権が決定された時点で認識され、「変動利付証券からの収益」に計上される。

債券または売却可能負債証券から当年度中に受領した収益部分も認識される。

2.3.12　法人所得税

2010年時点でBPCEは、連結納税制度を相互銀行のネットワークにも広げる2008年度フランス改正財政法第91条の規定の適用を選択した。当該選
択は、相互保険会社に対する連結納税に準じたもので所有持分に基づかない連結基準にを取り入れている（通常、連結納税制度では子会社の株
式資本の95％が親会社に所有されている場合に利用可能となっている。）。

グループの代表企業としてBPCEはそのグループ・メンバー（以下が含まれるグループ・メンバー：19のポピュレール銀行、17のケス・デパー
ニュ（貯蓄銀行）、およびBPCEの子会社群（以下を含む子会社群：BPCE IOM、クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランス、バンク・パラティン
ヌ、BP カバード・ボンズ、GCE カバード・ボンズおよびBPCE SFH））と連結納税協定を調印した。

同協定の条項に従い、BPCEは連結納税グループの他のメンバーにより支払われるべき税金について未収金を認識するとともに税務当局から支払
われるべき還付税金に対応して未払金を連結納税グループのために認識する。

当期法人所得税費用は、グループに対する連結納税の影響を反映するように補正されている2011年度のBPCEの税金費用に対応する。

 

　　次へ
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注記３　貸借対照表に関する情報
 

別途の指示がない限り、貸借対照表項目についての注記は減価償却費、減損費および引当金を控除して表示している。

3.1　銀行間取引

資産

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

要求払勘定 8,304 837,375 8,604 867,627 

- 当座勘定 1,511 152,369 4,335 437,141 

- オーバーナイト・ローン 6,774 683,090 4,249 428,469 

- 要求払買戻条件付預かり有価証券 0 0 0 0 

- 雑項目 13 1,311 11 1,109 

- 要求払預金の未収利息 6 605 9 908 

定期勘定 187,57618,915,164 151,11615,238,537 

- 定期勘定および定期貸付金 171,86117,330,463 141,98914,318,171 

- 劣後利益参加型貸付金 4,851 489,175 5,614 566,116 

- 定期買戻条件付預かり有価証券 10,0291,011,324 2,885 290,923 

- 定期勘定の未収利息 835 84,201 628 63,328 

貸倒懸念のある貸付金および債権 97 9,781 95 9,580 

うち回収不能な貸倒懸念のある貸付金 97 9,781 95 9,580 

銀行間貸付金および債権の減損 (97) (9,781) (95) (9,580)

うち回収不能貸付懸念のある貸付金の延滞 (97) (9,781) (95) (9,580)

合計 195,88019,752,539 159,72016,106,165 

 

ネットワークとの取引から発生する債権の内訳は、2,379百万ユーロの要求払勘定および175,988百万ユーロの定期勘定である。

負債

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

要求払勘定 14,7421,486,583 15,8711,600,432 

- 当座勘定 10,0721,015,660 13,8261,394,214 

- オーバーナイト預金 4,649468,805 1,995201,176 

- 要求払買戻条件付差入れ有価証券 0 0 0 0 

- その他の債務 13 1,311 41 4,134 

- 要求払預金の未払利息 8 807 9 908 

定期勘定 136,53613,768,290 100,51910,136,336 

- 定期勘定および借入金 123,10412,413,807 91,7489,251,868 

- 定期買戻条件付差入れ有価証券 12,6341,274,013 8,089815,695 

- 定期借入金の未払利息 798 80,470 682 68,773 

合計 151,27815,254,874 116,39011,736,768 

 

ネットワークとの取引から発生する債務の内訳は、10,154百万ユーロの要求払勘定および76,160百万ユーロの定期勘定である。
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3.2　顧客取引

3.2.1　顧客取引

顧客に対する債権

 

資産

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

当座勘定貸越残高 882 88,941 60 6,050 

商業貸付 0 0 0 0 

顧客に対するその他の貸付金 1,526153,882 2,061207,831 

- 輸出信用 0 0 0 0 

- 短期消費者信用枠 79 7,966 108 10,891 

- 設備資金貸付 1,113112,235 1,486149,848 

- オーバーナイト・ローン 0 0 377 38,017 

- 住宅資金貸付 0 0 0 0 

- その他の顧客貸付金 0 0 0 0 

- 定期買戻条件付預かり有価証券 0 0 0 0 

- 劣後貸付金 79 7,966 70 7,059 

- その他の項目 255 25,714 20 2,017 

未収利息 22 2,218 25 2,521 

貸倒懸念のある貸付金および債権 53 5,345 63 6,353 

顧客に対する貸付金および融資の減損 (53) (5,345) (63) (6,353)

合計 2,430245,041 2,146216,403 

 

顧客に対するその他の貸付金1.526百万ユーロは８百万ユーロの割引を控除した数値で表示している。

 

顧客預金

 

負債

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

顧客からのその他勘定および借入金
(1) 44,6484,502,304 6,101615,225 

保証金 0 0 0 0 

その他の債務 0 0 0 0 

未払利息 73 7,361 39 3,933 

合計 44,7214,509,666 6,140619,158 

(1)　顧客からのその他勘定および借入金は次のとおり。

 

顧客からのその他勘定および借入金の内訳

百万ユーロ

12/31/2011 12/31/2010

要求払 定期 合計 要求払 定期 合計

当座勘定借越残高 1,822 1,822 2,754 2,754

金融部門顧客からの借入金
(1) 41,728 41,728 3,347 3,347

買戻条件付売却有価証券 0 0

その他の勘定および借入金 1,098 1,098 0

合計 1,822 42,826 44,648 2,754 3,347 6,101

(1)うち390億ユーロはBPCE住宅ローンFCT

 

顧客からのその他勘定および借入金の内訳

百万円

12/31/2011 12/31/2010

要求払 定期 合計 要求払 定期 合計

当座勘定借越残高 183,730 　 183,730 277,713 　 277,713 

金融部門顧客からの借入金 　 4,207,852 4,207,852 　 337,511 337,511 

買戻条件付売却有価証券 　 　 0 　 　 0 

その他の勘定および借入金 　 110,722 110,722 　 　 0 

合計 183,730 4,318,574 4,502,304 277,713 337,511 615,225 
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3.2.2　部門別の貸付金残高内訳

百万ユーロ

正常貸付金

および債権

貸倒懸念のある貸付金

および債権

うち回収不能な貸倒懸念のあ

る貸付金および債権

総額 個別減損 総額 個別減損

非金融会社 1,278 4 (4) 4 (4)

自営業顧客

リテール顧客

非営利機関

政府および社会保険機関 133

その他の項目 1,019 49 (49) 49 (49)

2011年12月31日現在合計 2,430 53 (53) 53 (53)

2010年12月31日合計 2,146 63 (63) 63 (63)

 

百万円

正常貸付金

および債権

貸倒懸念のある貸付金

および債権

うち回収不能な貸倒懸念のあ

る貸付金および債権

総額 個別減損 総額 個別減損

非金融会社 128,874 403 (403) 403 (403)

自営業顧客 　 　 　 　 　

リテール顧客 　 　 　 　 　

非営利機関 　 　 　 　 　

政府および社会保険機関 13,412 　 　 　 　

その他の項目 102,756 4,941 (4,941)4,941 (4,941)

2011年12月31日現在合計 245,041 5,345 (5,345)5,345 (5,345)

2010年12月31日合計 216,403 6,353 (6,353)6,353 (6,353)

 

3.3　財務省証券、債券、持分証券およびその他の固定利付／変動利付証券

3.3.1　証券ポートフォリオ

百万ユーロ

12/31/2011 12/31/2010

売買目的

保有証券

売却可能

有価証券

満期保有目的

有価証券 合計

売買目的

保有証券

売却可能

有価証券

満期保有目的

有価証券 合計

財務省証券および同等物 0 0 0 0 0 0 0 0

- 総額 0 0

- 未収利息 0 0

- 減損 0 0

債券およびその他の固定利

付証券 9,143 57,914 1,059 68,116 17,983 20,324 1,267 39,574

- 総額 9,143 57,938 1,104 68,185 17,983 20,327 1,454 39,764

- 未収利息  96 9 105 52 7 59

- 減損 0 (120) (54) (174) (55) (194) (249)

持分証券およびその他の変

動利付証券 1,462 1,462 1,408 1,408

- 総額 1,568 1,568 1,512 1,512

- 未収利息 0 0

- 減損 (106) (106) (104) (104)

合計 9,143 59,376 1,059 69,578 17,983 21,732 1,267 40,982
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百万円

12/31/2011 12/31/2010

売買目的

保有証券

売却可能

有価証券

満期保有目的

有価証券 合計

売買目的

保有証券

売却可能

有価証券

満期保有目的

有価証券 合計

財務省証券および同等物 0 0 0 0 0 0 0 0 

- 総額    0    0 

- 未収利息    0    0 

- 減損    0    0 

債券およびその他の固定利

付証券 921,980 5,840,048 106,790 6,868,817 1,813,406 2,049,472 127,764 3,990,642 

- 総額 921,980 5,842,468 111,327 6,875,775 1,813,406 2,049,775 146,621 4,009,802 

- 未収利息 　 9,681 908 10,588 　 5,244 706 5,950 

- 減損 0 (12,101)(5,445)(17,546) 　 (5,546)(19,563)(25,109)

持分証券およびその他の変

動利付証券 　 147,428 　 147,428 　 141,983 　 141,983 

- 総額 　 158,117 　 158,117 　 152,470 　 152,470 

- 未収利息 　 　 　 0 　 　 　 0 

- 減損 　 (10,689) 　 (10,689) 　 (10,487) 　 (10,487)

合計 921,980 5,987,476 106,790 7,016,246 1,813,406 2,191,455 127,764 4,132,625 

 

ギリシャ国債

BPCEはギリシャの全ソブリン負債証券（額面価額10百万ユーロ）を新たな証券と交換する取引を準備中である。同取引に伴うキャピタル・ロス
は、貸借対照表日と救援策パッケージ（ギリシャ向け債権保有銀行は50％を負担）の日付にまたがる期間に観測された平均市場価格が基準とな
るが、当該証券はトータル・リターン・スワップでヘッジされているためBPCEの財務書類に一切影響を与えない。当該証券についての金利ヘッ
ジは独立オープンポジションに再分類されており当該証券の交換時にポジションを閉じる予定である。

イタリア、ポルトガル、スペインおよびアイルランドの各政府債券

BPCEはポルトガル、スペインおよびアイルランド各国の国債に対して直接的なエクスポージャーは有していない。

BPCEは売却可能ポートフォリオにイタリアの有価証券を10百万ユーロ（額面価額）保有している。当該証券はトータル・リターン・スワップで
ヘッジされているため未実現損失はBPCEの財務書類に一切影響を与えない。

BPCEは満期保有目的ポートフォリオにイタリアの有価証券を３百万ユーロ（額面価額）保有している。2011年12月31日現在、当該証券について
減損を理由付けるカウンターパーティ・リスクの変化を指し示す動きは確認されなかった。なお当該証券の時価は2.9百万ユーロである。
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債券およびその他の固定利付証券

百万ユーロ

12/31/2011 12/31/2010

売買目的

保有証券

売却可能

有価証券

満期保有目的

有価証券 合計

売買目的

保有証券

売却可能

有価証券券

満期保有目的

有価証券 合計

上場証券 56,156 81 56,237 5,250 146 5,396

非上場証券 892 969 1,861 14,452 1,114 15,566

貸付有価証券 812 770 1,582 570 570

借入有価証券 8,331 8,331 17,983 17,983

貸倒懸念のある貸付金およ

び債権 0 0

未収利息 0 96 9 105 52 7 59

合計 9,143 57,914 1,059 68,116 17,983 20,324 1,267 39,574

うち劣後債 3 116 119 3 112 115

 

百万円

12/31/2011 12/31/2010

売買目的

保有証券

売却可能

有価証券

満期保有目的

有価証券 合計

売買目的

保有証券

売却可能

有価証券券

満期保有目的

有価証券 合計

上場証券 　 5,662,771 8,168 5,670,939 　 529,410 14,723 544,133 

非上場証券 　 89,949 97,714 187,663 　 1,457,340 112,336 1,569,675 

貸付有価証券 81,882 77,647 　 159,529 　 57,479 　 57,479 

借入有価証券 840,098 　 　 840,098 1,813,406 　 　 1,813,406 

貸倒懸念のある貸付金およ

び債権 　 　 　 0 　 　 　 0 

未収利息 0 9,681 908 10,588 　 5,244 706 5,950 

合計 921,980 5,840,048 106,790 6,868,817 1,813,406 2,049,472 127,764 3,990,642 

うち劣後債 　 303 11,697 12,000 　 303 11,294 11,597 

 

売却可能有価証券の減損引当金の対象となる未実現キャピタル・ロスは、2011年12月31日現在で166百万ユーロ（2010年12月31日現在：144百万
ユーロ）であった。

売却可能有価証券の未実現キャピタル・ゲインは、2011年12月31日現在で14百万ユーロ（2010年12月31日現在：12百万ユーロ）であった。

満期保有目的有価証券の未実現キャピタル・ゲインは、2011年12月31日現在で５百万ユーロ（2010年12月31日現在：11百万ユーロ）であった。

満期保有目的有価証券のカウンター・パーティリスクをカバーする減損引当金の対象となる未実現キャピタル・ロスは、2011年12月31日現在で
83百万ユーロ（2010年12月31日現在：216百万ユーロ）であった。

債券およびその他の固定利付証券について公的機関により発行された証券はなかった。
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株式およびその他の変動利付証券

百万ユーロ

12/31/2011 12/31/2010

売買目的保有

勘定 売却目的保有証券 合計

売買目的保有

勘定 売却目的保有証券 合計

上場証券 1,162 1,162 1,1121,112

非上場証券 300 300 296 296

未収利息 0 0

合計 0 1,462 1,462 0 1,4081,408

 

百万円

12/31/2011 12/31/2010

売買目的保有

勘定 売却目的保有証券 合計

売買目的保有

勘定 売却目的保有証券 合計

上場証券 117,176 117,176 　 112,134 112,134 

非上場証券 30,252 30,252 　 29,849 29,849 

未収利息 　 0 　 　 0 

合計 0 147,428 147,428 0 141,983 141,983 

 

2011年12月31日現在、株式およびその他の変動利付証券には、ミューチュアル・ファンドに1,289百万ユーロが含まれており、うち1,114百万ユー
ロが積立ファンドであった。2010年12月31日現在では1,228百万ユーロのミューチュアル・ファンドが含まれており、うち積立ファンドが1,002
百万ユーロであった。

売却可能有価証券については、減損引当金の対象となる未実現キャピタル・ロスは、2011年12月31日現在で70百万ユーロ（2010年12月31日：75
百万ユーロ）であった。

売却可能有価証券の未実現キャピタル・ゲインは、2011年12月31日現在で69百万ユーロ（2010年12月31日：48百万ユーロ）であった。

3.3.2　満期保有目的有価証券の変動

百万ユーロ 12/31/2010購入 処分 償還 転換

ディスカウン

ト／剰余金

その他の

変動 12/31/2011

政府証券 0 0

債券およびその他の固定利付証券 1,267 60 (206) (76) 7 2 5 1,059

合計 1,267 60 (206) (76) 7 2 5 1,059

 

百万円 12/31/2010購入 処分 償還 転換

ディスカウン

ト／剰余金

その他の

変動 12/31/2011

政府証券 0 0

債券およびその他の固定利付証券 127,764 6,050 (20,773)(7,664)706 202 504 106,790 

合計 127,764 6,050 (20,773)(7,664)706 202 504 106,790 
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3.3.3　資産の再分類

BPCEは「売買目的保有証券」および「売却可能有価証券」の各区分からの振替を許容する2008年12月10日付CRC規則第2008-17号に従った再分
類を2011年度は行っていない。

再分類区分

百万ユーロ

再分類日に再分類した金額

貸借対照表日

現在の再分類

金額の残高

再分類がなかっ

た場合に認識さ

れたであろう未

実現キャピタル

・ゲインおよび

ロス

再分類がなかっ

た場合に認識さ

れたであろう未

実現キャピタル

・ゲインおよび

ロス

再分類証券

に関する

当年度の損益既往事業年度 2011事業年度 12/31/2011

売買目的保有証券から満期保有目的有価証券 745 433 (14)  10

売買目的保有証券から売却可能有価証券 523 445 (78) 14

売却可能有価証券から満期保有目的有価証券 1,312 446 (42) 20

 

再分類区分

百万円

再分類日に再分類した金額

貸借対照表日

現在の再分類

金額の残高

再分類がなかっ

た場合に認識さ

れたであろう未

実現キャピタル

・ゲインおよび

ロス

再分類がなかっ

た場合に認識さ

れたであろう未

実現キャピタル

・ゲインおよび

ロス

再分類証券

に関する

当年度の損益既往事業年度 2011事業年度 12/31/2011

売買目的保有証券から満期保有目的有価証券 75,126 　 43,664 (1,412) 　 1,008 

売買目的保有証券から売却可能有価証券 52,739 　 44,874 (7,866) 　 1,412 

売却可能有価証券から満期保有目的有価証券 132,302 　 44,975 　 (4,235)2,017 

BPCEは市場流動性の欠如の影響を受けた当該有価証券についての運用戦略の変更を決定した。今後BPCEはこれらの証券を少なくとも流動性が市
場に戻るまで保有する計画である。再分類証券の90％超は活発な市場に上場されていない証券化証券であった。

2011事業年度中、再分類証券のうち満期保有目的有価証券に区分される証券の売却は205百万ユーロであった。
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3.4　資本持分、系列企業およびその他の長期投資

3.4.1　資本持分、系列企業およびその他の長期投資の変動

百万ユーロ 12/31/2010増加 減少 転換

その他の

変動
(1)12/31/2011

総額 29,215 2,696 (2,188) 23 (64) 29,682

- 資本持分およびその他の長期投資 5,689 99 (861) 23 203 5,153

- 系列企業に対する投資 23,526 2,597 (1,327) 0 (267)24,529

うち当座勘定融資および永久劣後債 4,573 14 (836) 23 0 3,774

減損 (1,870)(1,315) 706 0 0 (2,479)

- 資本持分およびその他の長期投資 (288) (170) 37 0 0 (421)

- 系列企業に対する投資 (1,582)(1,145) 669 0 0 (2,058)

うち当座勘定融資および永久劣後債 0 0 0 0 0 0

長期投資合計 27,345 1,381 (1,482) 23 (64) 27,203

(1)その他の変動はSIBPの資産・負債の完全譲渡に関連する。当該取引の結果、267百万ユーロのSIBP証券が消去される一方でフォルクスバンク・

インターナショナルAGの証券が203百万ユーロ追加された。

 

百万円 12/31/2010増加 減少 転換

その他の

変動 12/31/2011

総額 2,946,041 271,865 (220,638)2,319 (6,454)2,993,133 

- 資本持分およびその他の長期投資 573,679 9,983 (86,823)2,319 20,471 519,629 

- 系列企業に対する投資 2,372,362 261,881 (133,815)0 (26,924)2,473,504 

うち当座勘定融資および永久劣後債 461,141 1,412 (84,302)2,319 0 380,570 

減損 (188,571)(132,605)71,193 0 0 (249,982)

- 資本持分およびその他の長期投資 (29,042)(17,143)3,731 0 0 (42,454)

- 系列企業に対する投資 (159,529)(115,462)67,462 0 0 (207,529)

うち当座勘定融資および永久劣後債 0 0 0 0 0 0 

長期投資合計 2,757,470 139,260 (149,445)2,319 (6,454)2,743,151 

 

不動産会社株式は僅少にとどまる。

2011年度に取得した主要な資本持分は以下を含む。

?　クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランスの増資引受（1,500百万ユーロ）

?　ナティクシスの株式による配当（479百万ユーロ）

?　BPCE IOMの増資引受（265百万ユーロ）

?　BPCE SFH証券の取得（200百万ユーロ）

?　フォンシアの証券売却との関連でRES1株式取得（40百万ユーロ）

?　BPCEイモビリエ・エクスプロアタシヨンの増資引受（57百万ユーロ）

?　オテロンの増資引受（28百万ユーロ）

2011年度の資本持分の主要な減少は次のとおりである。

?　フォンシアの証券を売却（1,325百万ユーロ）

?　セレナの証券を売却（11百万ユーロ）

当年度中の永久劣後債の減少（824百万ユーロ）の最大部分はナティクシスに関連する。

資本持分の主要な減損引当金は次のとおりである。

?　クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランス（1,038百万ユーロ）

?　フォルクスバンク・インターナショナルAG（128百万ユーロ）

?　BPCEイモビリエ・エクスプロアタシヨン（61百万ユーロ）

?　オテロン（28百万ユーロ）

?　バンカ・カリッジ（23百万ユーロ）

?　GCEパルティシパシヨン（18百万ユーロ）

以下は資本持分の減損についての主要な戻入である。

?　フォンシア（489百万ユーロ）

?　バンク・パラティンヌ（119百万ユーロ）
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?　BPCEイモビリエ・エクスプロアタシヨン（22百万ユーロ）

?　SIBP(SAS)（19百万ユーロ）

?　BPCE IOM（12百万ユーロ）

?　セレナ（11百万ユーロ）

 

　　次へ
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3.4.2　子会社および資本投資一覧表

金額表示は百万ユーロ

子会社および所有持分 

株式資本

12/31/2010

株式資本以外

の資本持分（

必要に応じて

一般銀行業務

リスク準備金

を含む）

12/31/2010現

在 

％ 

保有持分

12/31/2011

現在 

保有株式帳簿価額

 

当社供与

貸付金お

よび融資

金のうち

未返済分

（永久劣

後債を含

む）

親会社が供与し

ている保証およ

び裏書

税引前純収益

12/31/2010終了

事業年度

純利益／（損失）

12/31/2010終了

事業年度

当該事業年度

中に親会社が

受領した配当

金総額 純額

Ａ. 総価額が親会社の資本金の１％を超過する証券に関する詳細情報

1. 子会社（50％超保有）   

ナティクシス（SA）- ピエール・マ

ンデス＝フランス通り30 - 75013 パ

リ 4,653 8,756 72.26%15,26915,269 70,624 20,779 19,392 285 479

クレディ・フォンシエール・ドゥ・

フランス - キャプシーヌ通り19 -

75001 パリ 904 794 100.00%3,6822,644 3,423 616 2,181 108 75

オラスール - マスラン通り５ -

75007 パリ 935 277 100.00%1,7681,768 77 77

BPCE エンテルナシヨナル・エ・ウ

トゥル=メール- 

フランス通り88 - 75013パリ 617 177 100.00%1,478 894 3,202 408 23 (60)

バンク・パラティンヌ ‒ アンジュ

通り42 - 75008 パリ 539 150 91.67%1,024 851 1,531 167 287 53 31

GCE カバード・ボンズ - ピエール・

マンデス＝フランス通り50 - 75013 

パリ 225 7 98.56%222 222 113 327 3

GCEカピタル(SAS) - モンテシィ通り

５ - 75007パリ 100 1 100.00%100 100 6 4

BPCE ドメインヌ（SAS） - ピエール

・マンデス＝フランス通り50 -

75013 パリ 53 (2) 100.00%99 65 0 (2)

オテロン・ホールディング ‒マスラ

ン通り５ - 75007パリ 22 (62) 100.00%121 0 1 0 (41)

バンク・ポピュレール・カバード・

ボンズ - ピエール・マンデス＝フラ

ンス通り50 - 75013 パリ 80 0 99.99%80 80 0 335 0

S.E.MAB - ルブラン通り19 - 75015

パリ 55 53 65.93%78 40 267 110 38 (1)

ポナン・プリュ（SCI）- ピエール・

マンデス＝フランス通り50 - 75013 

パリ 50 (7) 100.00%50 44 2 4 0

GCEフォンシエール・Coインベスト

(SAS) -キャプシーヌ通り19 - 75001

パリ 91 1 51.00%46 46 0 0

ECUフォンシエール - キャプシーヌ

通り19 - 75001 パリ 30 3 95.00%28 28 0 0

オート・クレールSNC - マスラン通

り５ - 75007パリ 11 (4) 99.80%28 0 8 3 (4)
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子会社および所有持分 

株式資本

12/31/2010

株式資本以外

の資本持分（

必要に応じて

一般銀行業務

リスク準備金

を含む）

12/31/2010現

在 

％ 

保有持分

12/31/2011

現在 

保有株式帳簿価額

 

当社供与

貸付金お

よび融資

金のうち

未返済分

（永久劣

後債を含

む）

親会社が供与し

ている保証およ

び裏書

税引前純収益

12/31/2010終了

事業年度

純利益／（損失）

12/31/2010終了

事業年度

当該事業年度中

に親会社が受領

した配当金総額 純額

BPCEイモビリエール・エクスプロワタ

シヨン - マスラン通り５ - 75007パ

リ 23 (60) 100.00%79 18 10 (53)

バンキオ(SNC) - ピエール・マンデス

＝フランス通り50 -　75013 パリ 20 (26) 60.00%12 0 1 7 (12)

GCEIDA 007 (SAS) - マスラン通り５

- 75007パリ 8 (1) 100.00%8 7 0 0

GCEパルティシパシヨン - マスラン通

り５ - 75007パリ 1 0 100.00%22 0 0 (1)

BPCE SFH - ピエール・マンデス＝フ

ランス通り50 -　75013 パリ 0 0 100.00%200 200 0 0

アルビアン IT - ピエール・マンデス

＝フランス通り50 -　75013 パリ 25 (4) 97.00%48 48 14 (3)

2. 系列企業（10％から50％保有）  

DVホールディング - レミ＝デュモン

セル通り26　-　75014パリ 70 18 17.00%55 55 5 3

BPCEアシュアランシズ - フランス通

り88 - 75013 パリ 62 112 46.38%134 134 41 500 13 2

エンフォルマティック・バンク・ポ

ピュレール - 

ウイックロー広場23 - 78180 モン

ティニー・ル・ベルトヌー 90 (16) 29.52%31 31 274 (4)

フランス経済融資機関- クロア・デ・

プティ・シャン通り39 - 75001パリ 50 1 18.86%9 9 3 0

VIGEO - ジャン・ジョレス通り40 -

93170 バニョレ 17 (10) 34.74%6 3 7 0

バンクBCPパリ - フランクリン・ルー

ズベルト通り14 - 75008 パリ 70 13 30.00%39 39 674 75 78 11 2

VBIベタイリグングスGmbh - ペレグリ

ンガス3 - 1090ウイーン - オースト

リア 0 370 24.50%77 77 590 0 0

フォルクスバンク・インターナショナ

ルAG - BIベタイリグングスGmbh - ペ

レグリンガス3 - 1090ウイーン - 

オーストリア 64 900 17.76%203 75 44 15

バンカ・カリッジ(SPA) - カッサ・

ディ・リスパルミオ通り15 - 16123 

ジェノア、イタリア 1,790 2,023 13.35%524 354 734 181 17

ソクラム・バンク - ２月24日通り２

- 79000 ニオール 70 116 33.42%48 30 50 25 39 7 1
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子会社および所有持分 

株式資本

12/31/2010

株式資本以外

の資本持分（

必要に応じて

一般銀行業務

リスク準備金

を含む）

12/31/2010現

在 

％ 

保有持分

12/31/2011

現在 

保有株式帳簿価額

 

当社供与

貸付金お

よび融資

金のうち

未返済分

（永久劣

後債を含

む）

親会社が供与し

ている保証およ

び裏書

税引前純収益

12/31/2010終了

事業年度

純利益／（損失）

12/31/2010終了

事業年度

当該事業年度

中に親会社が

受領した配当

金総額 純額

パラス・ヨーロピアン・プロパティ・

ファンド - 111071 - アムステルダム15 (11) 34.45% 5 0 0 0

RES1 - フィリップ２世通り25 - ルク

センブルグ 0 0 18.33%40 40 0 0

Ｂ. 償却原価が親会社の資本金の１％未満のその他の金融商品に関する一般的情報

フランス国内子会社（合計） 38 36 130 0 0

海外子会社（合計） 1 1 0 0 0

組合証書 0 0 

フランス国内企業 138 105 870 44 4

その他の企業 114 114 14 0 2

うち上場企業に対する投資 15,83915,654 
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金額表示は百万円

子会社および所有持分 

株式資本

12/31/2010

株式資本以

外の資本持

分（必要に

応じて一般

銀行業務リ

スク準備金

を含む）

12/31/2010

現在 

％ 

保有持分

12/31/2011

現在 

保有株式帳簿価額

 

当社供与貸

付金および

融資金のう

ち未返済分

（永久劣後

債を含む）

親会社が供与して

いる保証および裏

書

税引前純収益

12/31/2010終了

事業年度

純利益／（損失）

12/31/2010終了

事業年度

当該事業年度中

に親会社が受領

した配当金 総額 純額

Ａ. 総価額が親会社の資本金の１％を超過する証券に関する詳細情報

1. 子会社（50％超保有）          

ナティクシス（SA）- ピエール・

マンデス＝フランス通り30 -

75013 パリ

469,209 882,955 72.26%1,539,726 1,539,726  7,121,724 2,095,354 1,955,489 28,739 48,302 

クレディ・フォンシエール・ドゥ

・フランス - キャプシーヌ通り19

- 75001 パリ

91,159 80,067 100.00%371,293 266,621  345,175 62,117 219,932 10,891 7,563 

オラスール - マスラン通り５ -

75007 パリ

94,285 27,933 100.00%178,285 178,285  　 　 7,765 7,765 　

BPCE エンテルナシヨナル・エ・ウ

トゥル=メール- 

フランス通り88 - 75013パリ

62,218 17,849 100.00%149,042 90,151  322,890 41,143 2,319 (6,050) 　

バンク・パラティンヌ ‒ アン

ジュ通り42 - 75008 パリ

54,353 15,126 91.67%103,260 85,815  154,386 16,840 28,941 5,345 3,126 

GCE カバード・ボンドズ - ピエー

ル・マンデス＝フランス通り50 -

75013 パリ

22,689 706 98.56%22,386 22,386  11,395 　 32,975 303 　

GCEカピタル(SAS) - モンテシィ通

り５ - 75007パリ

10,084 101 100.00%10,084 10,084  　 　 605 403 　

GCE ドメインヌ（SAS） - ピエー

ル・マンデス＝フランス通り50 -

75013 パリ

5,345 (202)100.00%9,983 6,555  　 　 0 (202) 　

オテロン・ホールディング ‒マス

ラン通り５ - 75007パリ

2,218 (6,252)100.00%12,202 0  　 101 0 (4,134) 　

バンク・ポピュレール・カバード

・ボンドズ - ピエール・マンデス

＝フランス通り50 - 75013 パリ

8,067 0 99.99%8,067 8,067  0  33,781 0 　

S.E.MAB - ルブラン通り19 -

75015パリ

5,546 5,345 65.93%7,866 4,034  26,924 11,092 3,832 (101) 　

ポナン・プリュ（SCI）- ピエール

・マンデス＝フランス通り50 -

75013 パリ

5,042 (706)100.00%5,042 4,437  202 　 403 0 　

GCEフォンシエール・コインベスト

(SAS) -キャプシーヌ通り19 -

75001 パリ

9,176 101 51.00%4,639 4,639  　 　 0 0 　

エキュフォンシエール - キャプ

シーヌ通り19 - 75001 パリ

3,025 303 95.00%2,824 2,824  　 　 0 0 　

オート・クレールSNC - マスラン

通り５ - 75007パリ

1,109 (403) 99.80%2,824 0  　 807 303 (403) 　

BPCEイモビリエ・エクスプロアタ

シヨン - マスラン通り５ - 75007

パリ

2,319 (6,050)100.00%7,966 1,815  　 　 1,008 (5,345) 　
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子会社および所有持分 

株式資本

12/31/2010

株式資本以外

の資本持分（

必要に応じて

一般銀行業務

リスク準備金

を含む）

12/31/2010現

在 

％ 

保有持分

12/31/2011

現在 

保有株式帳簿価額

 

当社供与

貸付金お

よび融資

金のうち

未返済分

（永久劣

後債を含

む） 

親会社が供与し

ている保証およ

び裏書

税引前純収益

12/31/2010終了

事業年度

純利益／（損失）

12/31/2010終了

事業年度

当該事業年度中

に親会社が受領

した配当金 総額 純額

バンキオ(SNC) - ピエール・マンデ

ス＝フランス通り50 -　75013 パリ

2,017 (2,622)60.00%1,210 0  　 101 706 (1,210)  

GCEIDA 007 (SAS) - マスラン通り

５ - 75007パリ

807 (101)100.00%807 706  　 　 0 0  

GCEパルティシパシヨン - マスラン

通り５ - 75007パリ

101 0 100.00%2,218 0 　 　 　 0 (101)

 

BPCE SFH - ピエール・マンデス＝

フランス通り50 -　75013 パリ

0 0 100.00%20,168 20,168 　 　 　 0 0 

 

アルビアン IT - ピエール・マンデ

ス＝フランス通り50 -　75013 パリ

2,521 (403) 97.00%4,840 4,840 　 　 　 1,412 (303)

 

2. 系列企業（10％から50％保有）           

DVホールディング - レミ＝デュモ

ンセル通り26　-　75014パリ

7,059 1,815 17.00%5,546 5,546 　 　 　 504 303 

 

BPCEアシュアランシズ - フランス

通り88 - 75013 パリ

6,252 11,294 46.38%13,513 13,513 　 4,134 　 50,420 1,311 202 

エンフォルマティック・バンク・ポ

ピュレール - 

ウイックロー広場23 - 78180 モン

ティニー・ル・ベルトヌー

9,076 (1,613)29.52%3,126 3,126 　 　 　 27,630 (403)

 

ソシエテ・ドゥ・フィナンスマン・

ドゥ・レコノミ・フランセーズ - 

クロア・デ・プティ・シャン通り39

- 75001パリ

5,042 101 18.86%908 908 　 　 　 303 0 

 

VIGEO - ジャン・ジョレス通り40 -

93170 バニョレ

1,714 (1,008)34.74%605 303 　 　 　 706 0 

 

バンクBCPパリ - フランクリン・

ルーズベルト通り14 - 75008 パリ

7,059 1,311 30.00%3,933 3,933 　 67,966 7,563 7,866 1,109 202 

VBIベタイリグングスGmbh - ペレグ

リンガス3 - 1090ウイーン - オー

ストリア

0 37,311 24.50%7,765 7,765 　 59,496 　 0 0 

 

フォルクスバンク・インターナショ

ナルAG - BIベタイリグングスGmbh

- ペレグリンガス3 - 1090ウイーン

- オーストリア

6,454 90,756 17.76%20,471 7,563 　 　 　 4,437 1,513 

 

バンカ・カリッジ(SPA) - カッサ・

ディ・リスパルミオ通り15 - 16123

ジェノア、イタリア

180,504 203,999 13.35%52,840 35,697 　 　 　 74,017 18,252 1,714 

ソクラム・バンク - ２月24日通り

２ - 79000 ニオール

7,059 11,697 33.42%4,840 3,025 　 5,042 2,521 3,933 706 101 
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子会社および所有持分 

株式資本

12/31/2010

株式資本以外

の資本持分（

必要に応じて

一般銀行業務

リスク準備金

を含む）

12/31/2010現

在 

％ 

保有持分

12/31/2011

現在 

保有株式帳簿価額

 

当社供与

貸付金お

よび融資

金のうち

未返済分

（永久劣

後債を含

む） 

親会社が供与し

ている保証およ

び裏書

税引前純収益

12/31/2010終了

事業年度

純利益／（損失）

12/31/2010終了

事業年度

当該事業年度

中に親会社が

受領した配当

金 総額 純額

パラス・ヨーロピアン・プロパティ

・ファンド - 111071 - アムステル

ダム 1,513 (1,109)34.45% 504 0    0 0  

RES1 - フィリップ２世通り25 - ル

クセンブルグ 0 0 18.33%4,034 4,034    0 0  

Ｂ. 償却原価が親会社の資本金の１％未満のその他の金融商品に関する一般的情報

フランス国内子会社（合計） 3,832 3,630  13,109 0 0 

海外子会社（合計） 101 101  0 0 0 

組合証書 0 0  　 　 　

フランス国内企業 13,916 10,588  87,731 4,437 403 

その他の企業 11,496 11,496  1,412 0 202 

うち上場企業に対する投資 1,597,205 1,578,549    

 

　　次へ
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3.4.3　無限責任会社として設立された会社

会社名 本社 法的形態

GIE CEシンディカシヨン・リスク マスラン通り５ - 75007 パリ GIE（経済利益団体）

GIEパルテナリアCEMM エティエンヌ・ぺルネ広場17/21 - 75015 パリGIE（経済利益団体）

GIEエコロカル ピエール・マンデス＝フランス通り50 - 75201 パリ Cedex 13GIE（経済利益団体）

GIEエキュルイユ・クレディ トンブ＝イソワール通り27-29 - 75673パリ Cedex 14GIE（経済利益団体）

GIE BPCEアシャ フェルナン・ブローデル通り12/20　- 75013 パリGIE（経済利益団体）

GIE ITCE ピエール・マンデス＝フランス通り50 - 75201 パリ Cedex 13GIE（経済利益団体）

GIR GCEモビリ ピエール・マンデス＝フランス通り50 - 75201 パリ Cedex 13GIE（経済利益団体）

GIEスマイルズ ロンドン通り18 - 75013 パリ3 GIE（経済利益団体）

GIEトレード ピエール・マンデス＝フランス通り50 - 75201 パリ CEDEX 13GIE（経済利益団体）

SCI CIG - SCI コンゴレーズ・イモビリエール・ドゥ・ジェスティヨン アメリカール・カブラル - ブラザビル - コンゴSCI（不動産民事会社）

SCIポナン・プリュ ピエール・マンデス＝フランス通り50 - 75013 パリ Cedex 13SCI（不動産民事会社）

SCI ドゥ・ラ・ビジヨン ラガール通り35　- 75019 パリ SCI（不動産民事会社）

SNC BANKEO ピエール・マンデス＝フランス通り50 - 75013 パリ Cedex 13SNC（合名会社）

SNC TERRAE ユージェンヌ・デルエル大通り42 - 69003 リヨンSNC（合名会社）

SNCオート・クレール ピエール・マンデス＝フランス通り50 - 75013 パリ Cedex 13SNC（合名会社）

SNC SALF １ ユージェンヌ・デルエル大通り42 - 69003 リヨン SNC（合名会社）

SNC SALF ２ ユージェンヌ・デルエル大通り4 - 69003 リヨン2 SNC（合名会社）
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3.4.4　関連当事者間取引

百万ユーロ

12/31/2011 12/31/2010

金融機関 その他の企業 合計 合計

債権 77,016 319 77,335 47,982

うち劣後項目 2,188 56 2,244 2,304

債務 42,026 41,226 83,252 40,231

うち劣後項目 102 0 102 0

供与しているコミットメント 22,045 148 22,193 27,494

- 金融コミットメント 9,970 112 10,082 10,922

- 保証 12,075 36 12,111 16,572

- 供与しているその他のコミットメント 0 0 0 0

供与を受けているコミットメント 4,011 0 4,011 6,245

- 金融コミットメント 1,282 0 1,282 277

- 保証 2 0 2 3

- 供与を受けているその他のコミットメント 2,727 0 2,727 5,965

 

百万円

12/31/2011 12/31/2010

金融機関 その他の企業 合計 合計

債権 7,766,293 32,168 7,798,461 4,838,505 

うち劣後項目 220,638 5,647 226,285 232,335 

債務 4,237,902 4,157,230 8,395,132 4,056,894 

うち劣後項目 10,286 0 10,286 0 

供与しているコミットメント 2,223,018 14,924 2,237,942 2,772,495 

- 金融コミットメント 1,005,375 11,294 1,016,669 1,101,374 

- 保証 1,217,643 3,630 1,221,273 1,671,120 

- 供与しているその他のコミットメント 0 0 0 0 

供与を受けているコミットメント 404,469 0 404,469 629,746 

- 金融コミットメント 129,277 0 129,277 27,933 

- 保証 202 0 202 303 

- 供与を受けているその他のコミットメント 274,991 0 274,991 601,511 
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3.5　無形資産および有形固定資産

3.5.1　無形資産

百万ユーロ 12/31/2010増加 減少

その他の

変動 12/31/2011

総額 73 18 0 (3) 88

- 賃借権および事業用資産 2 2

- ソフトウェア 71 18 (3) 86

- その他 0 0

減価償却、償却および減損 (55) (9) 0 0 (64)

- 賃借権および事業用資産 0 0

- ソフトウェア (53) (9) (62)

- その他 0 0

- 減損 (2) (2)

無形資産純額 18 9 0 (3) 24

 

百万円 12/31/2010増加 減少

その他の

変動 12/31/2011

総額 7,361 1,815 0 (303) 8,874 

- 賃借権および事業用資産 202 　 　 　 202 

- ソフトウェア 7,160 1,815 　 (303) 8,672 

- その他 0 　 　 　 0 

減価償却、償却および減損 (5,546) (908) 0 0 (6,454)

- 賃借権および事業用資産 0 　 　 　 0 

- ソフトウェア (5,345) (908) 　 　 (6,252)

- その他 0 　 　 　 0 

- 減損 (202) 　 　 　 (202)

無形資産純額 1,815 908 0 (303) 2,420 
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3.5.2　有形固定資産

百万ユーロ 12/31/2010増加 減少 その他の変動 12/31/2011

総額 297 8 0 (1) 304

営業用有形固定資産 146 5 0 (19) 132

- 土地 2 (2) 0

- 建物 17 (15) 2

- 売買目的保有以外の不動産会社株式 0 0

- その他の項目 127 5 (2) 130

非営業用有形固定資産 151 3 18 172

減価償却、償却および減損 (133) (18) 0 0 (151)

営業用有形固定資産 (94) (11) 0 10 (95)

- 土地 0 0

- 建物 (9) 9 0

- 売買目的保有以外の不動産会社株式 0 0

- その他 (85) (11) 1 (95)

非営業用有形固定資産 (39) (7) (10) (56)

有形固定資産純額 164 (10) 0 (1) 153

 

百万円 12/31/2010増加 減少 その他の変動 12/31/2011

総額 29,949 807 0 (101) 30,655 

営業用有形固定資産 14,723 504 0 (1,916)13,311 

- 土地 202 　 　 (202) 0 

- 建物 1,714 　 　 (1,513) 202 

- 売買目的保有以外の不動産会社株式 0 　 　 　 0 

- その他の項目 12,807 504 　 (202) 13,109 

非営業用有形固定資産 15,227 303 　 1,815 17,344 

減価償却、償却および減損 (13,412)(1,815) 0 0 (15,227)

営業用有形固定資産 (9,479)(1,109) 0 1,008 (9,580)

- 土地 0 　 　 　 0 

- 建物 (908) 　 　 908 0 

- 売買目的保有以外の不動産会社株式 0 　 　 　 0 

- その他 (8,571)(1,109) 　 101 (9,580)

非営業用有形固定資産 (3,933) (706) 　 (1,008)(5,647)

有形固定資産純額 16,538 (1,008) 0 (101) 15,429 

 

3.6　自己株式

2010年度に買戻した額面価額58百万ユーロの3,860,000株のC株式は2011年度に消却された。

2011年12月31日現在、BPCEは自己株式を保有していない。

3.7　負債証券

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

譲渡性定期預金証書および貯蓄債 0 0 0 0 

銀行間市場金融商品および短期金融市場商品 29,1862,943,116 29,4972,974,477 

債券発行 35,7963,609,669 30,4343,068,965 

その他の負債証券 0 0 0 0 

未払利息 365 36,807 325 32,773 

合計 65,3476,589,591 60,2566,076,215 

 

残存の発行済債券額および未償却償還プレミアムは、合計1,109百万ユーロであった。

未償却算残高は、負債証券の発行時受領金額と償還価格との差額に対応する。

3.8　その他の資産およびその他の負債

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 589/1163



百万ユーロ

12/31/2011 12/31/2010

資産 負債 資産 負債

資本持分に係る未払債務 0 26 0 38

証券決済勘定 0 0 86 23

オプションの売買プレミアム 52 413 14 376

借入有価証券債務およびその他の証券債務 0 9,143 0 17,983

税金および社会保障関連の債権および負債 837 743 880 644

保証金の支払額および受領額 22 436 345 932

その他の非営業受取勘定およびその他の支払勘定 1,557 52 81 46

合計 2,468 10,813 1,406 20,042

 

百万円

12/31/2011 12/31/2010

資産 負債 資産 負債

資本持分に係る未払債務 0 2,622 0 3,832 

証券決済勘定 0 0 8,672 2,319 

オプションの売買プレミアム 5,244 41,647 1,412 37,916 

借入有価証券債務およびその他の証券債務 0 921,980 0 1,813,406 

税金および社会保障関連の債権および負債 84,403 74,924 88,739 64,941 

保証金の支払額および受領額 2,218 43,966 34,790 93,983 

その他の非営業受取勘定およびその他の支払勘定 157,008 5,244 8,168 4,639 

合計 248,873 1,090,383 141,781 2,021,035 

 

受領したイニシャル・マージン（保証金）には、ワークアウト・ポートフォリオ(GAPC)に組込まれた一部ナティクシス資産についてBPCEが供与
している保証に関連して受領した436百万ユーロが主に含まれている。

3.9　未収金および未払金

百万ユーロ

12/31/2011 12/31/2010

資産 負債 資産 負債

外国為替コミットメント 0 388 149 0

ヘッジ対象先渡金融商品に係る繰延利得および損失 119 542 137 368

発行プレミアムおよび起債費用 1,364 68 718 76

前払費用および前受収益 75 448 75 447

未収収益／未払費用
 (1) 1,203 760 1,148 704

取立未済項目 3,426 2,718 2,017 1,533

その他の項目 30 492 36 24

合計 6,217 5,416 4,280 3,152

(1)　未収収益は主にスワップに係る未収利息（994百万ユーロ）から構成される。未払費用は主にスワップに係る未払利息（569百万ユーロ）か

ら構成される。

 

百万円

12/31/2011 12/31/2010

資産 負債 資産 負債

外国為替コミットメント 0 39,126 15,025 0 

ヘッジ対象先渡金融商品に係る繰延利得および損失 12,000 54,655 13,815 37,109 

発行プレミアムおよび起債費用 137,546 6,857 72,403 7,664 

前払費用および前受収益 7,563 45,176 7,563 45,075 

未収収益／未払費用 121,311 76,638 115,764 70,991 

取立未済項目 345,478 274,083 203,394 154,588 

その他の項目 3,025 49,613 3,630 2,420 

合計 626,922 546,149 431,595 317,848 

 

3.10　引当金

3.10.1　引当金変動計算書

百万ユーロ 12/31/2010繰入 目的使用 戻入 転換 12/31/2011

カウンターパーティ・リスク引当金 89 176 (4) (85) 176
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従業員給付債務引当金 58 2 (7) (2) 51

訴訟損失引当金 150 105 (8) (5) 242

リストラクチャリング費用引当金 7 0 (2) 0 5

偶発事象に対するその他の引当金 660 158 (196) (24) 0 598

- 証券ポートフォリオおよび金融先物 26 48 0 (11) 63

- 長期投資 53 9 (38) (7) 17

- 不動産開発 0 0 0 0 0

- 納税引当金 166 92 (4) (3) 251

- その他
 (1) 415 9 (154) (3) 267

合計 964 441 (217) (116) 0 1,072

(1)　2011年12月31日現在、その他引当金は主に債務（221百万ユーロ）の譲渡に係る引当金から構成される（2010年12月31日現在の当該債務：3

36百万ユーロ）。

 

百万円 12/31/2010繰入 目的使用 戻入 転換 12/31/2011

カウンターパーティ・リスク引当金 8,975 17,748 (403) (8,571) 　 17,748 

従業員給付債務引当金 5,849 202 (706) (202) 　 5,143 

訴訟損失引当金 15,126 10,588 (807) (504) 　 24,403 

リストラクチャリング費用引当金 706 0 (202) 0 　 504 

偶発事象に対するその他の引当金 66,554 15,933 (19,765)(2,420) 0 60,302 

- 証券ポートフォリオおよび金融先物 2,622 4,840 0 (1,109) 　 6,353 

- 長期投資 5,345 908 (3,832) (706) 　 1,714 

- 不動産開発 0 0 0 0 　 0 

- 納税引当金 16,739 9,277 (403) (303) 　 25,311 

- その他 41,849 908 (15,529) (303) 　 26,924 

合計 97,210 44,470 (21,882)(11,697) 0 108,100 
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3.10.2　カウンターパーティ・リスク引当金および減損

百万ユーロ 12/31/2010 繰入 目的使用 戻入 転換 12/31/2011

資産の減損 348 6 (153) (26) (3) 172

顧客に対する貸付金および融資の減損(個別ベー

ス） 63 6 (7) (9) 0 53

その他の資産の減損 285 0 (146) (17) (3) 119

負債として認識されたカウンターパーティ・リス

ク引当金 89 176 (4) (85) 0 176

オフバランス・シート負債引当金
(1) 89 176 (4) (85) 0 176

顧客信用リスク引当金 0 0 0 0 0 0

その他の引当金 0 0 0 0 0 0

合計 437 182 (157) (111) (3) 348

(1)　コミットメントに関連する執行リスクに対する引当金を含む。ナティクシスのためのGAPC保証に関連する引当金は154百万ユーロが繰入れら

れ、45百万ユーロが戻入れられた。

 

百万円 12/31/2010 繰入 目的使用 戻入 転換 12/31/2011

資産の減損 35,092 605 (15,429)(2,622) (303) 17,344 

顧客に対する貸付金および融資の減損(個別ベー

ス） 6,353 605 (706) (908) 0 5,345 

その他の資産の減損 28,739 0 (14,723)(1,714) (303) 12,000 

負債として認識されたカウンターパーティ・リス

ク引当金 8,975 17,748 (403) (8,571) 0 17,748 

オフバランス・シート負債引当金 8,975 17,748 (403) (8,571) 0 17,748 

顧客信用リスク引当金 0 0 0 0 0 0 

その他の引当金 0 0 0 0 0 0 

合計 44,067 18,353 (15,832)(11,193) (303) 35,092 
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3.10.3　従業員給付負債引当金

確定拠出年金制度に関連する退職後給付

確定拠出年金制度とは、強制的社会保障年金制度、AGIRCおよびARRCO年金基金が管理する年金制度、ならびにケス・デパーニュ（貯蓄銀行）およ
びポピュレール銀行が属する補完年金制度を指す。これらの制度のもとでのBPCEの義務は拠出金の支払に限定される（2011年度は22百万ユー
ロ）。

確定給付年金制度に関連する退職後給付および長期従業員給付

これら給付に関するBPCEの義務は次の諸制度に関連している。

?　ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の補完企業年金制度：同制度は従来ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）一般年金基金（CGRCE）により運営されて
いたが、現在はケス・デパーニュ（貯蓄銀行）一般福利厚生基金（CGPCE）に組込まれている（いわゆる権利保全制度）。当該制度は1999年
12月31日に打切られており、関連する権利は同日をもって確定した。保全されている給付制度は、長期従業員給付を交付する基金の一つとさ
れている。

?　ポピュレール銀行補完企業年金制度：同制度はポピュレール銀行年金自治基金（CAR）が運営管理を行う。CARは1993年12月31日付で全国銀行
産業補完年金制度が廃止されたことに伴う年金給付を対象としている。

?　年金およびその他の退職後給付（退職者に交付される退職金その他の給付など)。

?　永年勤続報奨やその他の長期従業員給付などのその他給付。

これらのコミットメントはCNC勧告第2003-R-01号に従い算定されている。

貸借対照表に計上されている資産負債の状況

百万ユーロ

旧

CGRCE制度

CAR BP 

制度 年金債務

その他の

債務 12/31/2011

旧

CGRCE制度

CAR BP 

制度 年金債務

その他の

債務 12/31/2010

積立方式による年金債務の

現在価値 91 19 111 221 84 18 126 3 231

制度資産の公正価値 (90) (5) (61) (156) (85) (5) (57) (147)

償還権の公正価値 0 (9) 0 (9)

賦課方式による年金債務の

現在価値 3 3 4 (1) (20) (17)

未認識の項目（年金数理計

算上の差異および過去勤務

費用） (1) (3) (14) (18) (9) (9)

貸借対照表に計上された純

額 0 11 36 3 50 (6) 12 40 3 49

負債 0 11 36 3 50 3 12 40 3 64

資産 0 0 (9) (9)

 

百万円

旧

CGRCE制度

CAR BP 

制度 年金債務

その他の

債務 12/31/2011

旧

CGRCE制度

CAR BP 

制度 年金債務

その他の

債務 12/31/2010

積立方式による年金債務の

現在価値 9,176 1,916 11,193 　 22,286 8,471 1,815 12,706 303 23,294 

制度資産の公正価値 (9,076)(504)(6,151) 　 (15,731)(8,571)(504)(5,748) 　 (14,823)

償還権の公正価値 　 　 　 　 0 (908) 0 　 　 (908)

非積立方式による年金債務

の現在価値 　 　 　 303 303 403 (101)(2,017) 　 (1,714)

未認識の項目（年金数理計

算上の差異および過去勤務

費用） (101)(303)(1,412) 　 (1,815) 　 　 (908) 　 (908)

貸借対照表に計上された純

額 0 1,109 3,630 303 5,042 (605)1,210 4,034 303 4,941 

負債 0 1,109 3,630 303 5,042 303 1,210 4,034 303 6,454 

資産 0 　 　 　 0 (908) 　 　 　 (908)

 

2008年12月31日、フィロン法として知られる年金制度改革の結果、CGRCE（ケス・デパーニュ・ネットワークの職員のために企業年金基金を管理
する補完年金基金）は、従業員給付貯蓄制度であるケス・デパーニュ（貯蓄銀行）一般福利厚生基金（CGPCE）と合併した。

2010年１月１日、CAR BPは全国銀行産業補完年金制度に基づく年金債務の管理を行う補完年金管理制度になった。関連の年金債務管理は、保険会
社に外部委託に出されている。外部委託はBPCEに直接の影響を与えない。

退職金制度への実績値反映のための調整

実績値反映のための調整とは年金数理上の計算基礎の変更とは無関係に行う制度資産および負債に加える変更をいう。

12/31/201112/31/2010

債務の現在価値(a) 91 84

制度資産および償還権の公正価値(b) (90) (94)
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不足/(余剰) 1 (10)

負債への実績値反映のための調整 ‒ 損失／(利得)　の（a）に対する比率 0.44% 4.10%

資産への実績値反映のための調整 ‒ 損失／(利得）の（b）に対する比率 0.05% 1.97%

2011年12月31日現在、年金制度資産は次のように配分されている。

?　ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）年金制度：上限86％まで債券、株式６％、短期金融市場資産８％。年金資産の期待運用収益は、各資産区分の期
待運用収益を年金資産全体の公正価値に占める各資産の比重で加重することにより計算している。

?　バンク・ポピュレール・バンク年金制度：上限61％まで債券、株式32％、短期金融市場資産７％。年金資産の期待運用収益は、各資産区分の期
待運用収益を年金資産全体の公正価値に占める各資産の比重で加重することにより計算している。

2011年度において旧GCRCEについて生じた５百万ユーロの年金数理計算上の差異のうち６百万ユーロは年金数理上の計算基礎に起因し、マイナ
ス１百万ユーロは実績反映のための調整に起因している。

CARについては年金数理計算上の差異は主に年金数理上の計算基礎に起因している。

当年度の費用の状況

百万ユーロ

12/31/2011 12/31/2010

旧

CGRCE

制度 

CAR BP

制度 年金債務

その他の

債務 合計

旧C

GRCE制

度 

CAR BP

制度 年金債務

その他の

債務 合計

当年度勤務費用 5 5 1 1

支払利息 3 1 2 6 3 1 5 0 9

ヘッジ資産からの予想収益 (3) (1) (4) (3) (1) (4)

償還権からの予想収益 0 0

当該年度中の年金数理計算上の差異 3 3 4 4

過去勤務費用 3 3 0

その他の項目 (1) 4 3 4 4

合計 0 0 16 0 16 0 1 13 0 14

 

百万円

12/31/2011 12/31/2010

旧

GRCE

制度 

CAR BP

制度 年金債務

その他の

債務 合計

旧GRCE

制度 

CAR BP

制度 年金債務

その他の

債務 合計

当年度勤務費用 　 　 504 　 504 　 　 101 　 101 

支払利息 303 101 202 　 605 303 101 504 0 908 

ヘッジ資産からの予想収益 (303) 　 (101) 　 (403)(303) 　 (101) 　 (403)

償還権からの予想収益 　 　 　 　 0 　 　 　 　 0 

当該年度中の年金数理計算上の差異 　 　 303 　 303 　 　 403 　 403 

過去勤務費用 　 　 303 　 303 　 　 　 　 0 

その他の項目 　 (101) 403 　 303 　 　 403 　 403 

合計 0 0 1,613 0 1,613 0 101 1,311 0 1,412 

 

主要な年金数理上の計算基礎

パーセント

旧CGRCE制度 CAR制度 年金債務 その他の債務

12/31/201112/31/201012/31/201112/31/201012/31/201112/31/201012/31/201112/31/2010

割引率 3.80% 3.70% 3.63% 3.61% NA NA

ヘッジ資産からの予想収益率 3.40% 3.70% 4.50% 5.50% NA NA

償還権からの予想収益率 2.60% 1.75% NA NA

 

使用した死亡表は、

?　解雇給付、永年勤続報奨およびその他の給付についてはTF00/02

?　旧CGRCEおよびCARBPについてはTGH TGF 05

ストック・オプション購入制度

BPCE設立以降、上級管理者は、株式引受オプション、株式購入オプションのいずれも受領しておらず、また無償交付株式も付与されていない。

3.11　劣後債務

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

固定期間劣後債務 6,870 692,771 7,759 782,418 
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永久劣後債務 61 6,151 89 8,975 

永久超劣後債務 4,603 464,167 6,792 684,905 

未払利息 336 33,882 418 42,151 

合計 11,8701,196,971 15,0581,518,449 

 

2011年12月31日現在、発行済債券の未償却償還プレミアムの金額は24百万ユーロであった。

BPCEはSPPEが引受けた1,000百万ユーロの超劣後債を償還した。このほかにも1,183百万ユーロの超劣後債を償還した。

CRBF規則第90-02号第４条の諸条件に基づきBPCEの規制目的上の自己資本の計算に含まれるこれらの超劣後債は、以下のような条件で発行され
ている。

通貨 発行年月日

12/31/2011現在残高 

 

発行価格

 利率 ステップアップ金利

早期償還オプション

日またはステップ

アップ日

  百万ユーロ 百万円百万ユーロ 百万円    

EUR 11/26/200347147,496 46747,092 5.25% Euribor３ヶ月 + 1.84%07/30/2014

USD 07/30/200415415,529 15215,328 Mn (CTMAT10Y+0,3%;9%) no 03/30/2011

EUR 10/06/200436937,210 36536,807 4.63% Euribor３ヶ月 + 1.53%07/30/2015

EUR 10/12/200480 8,067 80 8,067 Mn (CMS 10 yr; 7%) no 01/12/2012

USD 01/27/200623123,294 22822,992 6.75% no 01/27/2012

EUR 02/01/200635035,294 34835,092 4.75% Euribor３ヶ月 + 1.35%02/01/2016

EUR 10/30/200750951,328 50751,126 6.12% Euribor３ヶ月 + 2.37%10/30/2017

EUR 08/06/200952 5,244 52 5,244 13.00% no 09/30/2015

EUR 08/06/200937437,714 37437,714 12.50% Euribor３ヶ月 + 13.13%09/30/2019

USD 08/06/200910310,387 10310,387 13.00% no 09/30/2015

USD 08/06/200934234,487 34234,487 12.50% Libor３ヶ月 + 12.98%09/30/2019

EUR 10/22/200975075,630 74374,924 9.25% no 04/22/2015

EUR 03/17/201081882,487 81381,983 9.00%

3/14/2020までEuribor 12-ヶ月 +

6.533% 以後はEuribor 12ヶ月 +

8.533% 03/17/2015

合計 4,603464,167 4,574461,242 

 

3.12　一般銀行業務リスク準備金

百万ユーロ 12/31/2010 増加 減少 12/31/2011

一般銀行業務リスク準備金 1,000 (870) 130

合計 1,000 0 (870) 130

 

百万円 12/31/2010 増加 減少 12/31/2011

一般銀行業務リスク準備金 100,840 　 (87,731) 13,109 

合計 100,840 0 (87,731) 13,109 
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3.13　連結資本

百万ユーロ 株式資本 資本剰余金

準備金／

その他 利益剰余金 純利益

資本合計 

(除 FGBR)

2009年12月31日現在合計 486 18,177 3 0 3 18,669

当該期間中の変動 78 2,586 4 (193) 888 3,363

2010年12月31日現在合計 564 20,763 7 (193) 891 22,032

2010年度純利益充当  104 35 752 (891) 0

支払配当金  (104)    (104)

増資      0

資本償還 (97) (2,923)  (103)  (3,123)

その他の変動   (7)   (7)

当期純利益     ７ 7

2011年12月31日現在合計 467 17,840 35 456 7 18,805

 

百万円 株式資本 資本剰余金

準備金／

その他 利益剰余金 純利益

資本合計 

(除 FGBR)

2009年12月31日現在合計 49,008 1,832,969 303 0 303 1,882,582 

当該期間中の変動 7,866 260,772 403 (19,462)89,546 339,125 

2010年12月31日現在合計 56,874 2,093,741 706 (19,462)89,848 2,221,707 

2010年度純利益充当 　 10,487 3,529 75,832 (89,848) 0 

支払配当金 　 (10,487) 　 　 　 (10,487)

増資 　 　 　 　 　 　

資本償還 (9,781)(294,755) 　 (10,387) 　 (314,923)

その他の変動 　 　 (706) 　 　 (706)

当期純利益 　 　 　 　 706 706 

2011年12月31日現在合計 47,092 1,798,986 3,529 45,983 706 1,896,296 

 

BPCEの株主資本は合計467百万ユーロであり、一株当たりの額面が15ユーロの31,148,464株の株式から構成され、その保有状況は次のとおりであ
る。

?　15,574,232株の普通株式をケス・デパーニュ（貯蓄銀行）が保有（234百万ユーロ）

?　15,574,232株の普通株式をポピュレール銀行が保有（234百万ユーロ）

当事業年度中、

?　2011年１月５日、BPCEは2010年８月６日および2010年10月15日にSPPEから1,902百万ユーロで買戻した58百万ユーロの3,860,000株の優先株式
を消却した。

?　2011年４月18日、BPCEは2011年３月11日にSPPEから1,220百万ユーロで買戻した39百万ユーロの2,573,653株の優先株式を消却した。

これらの取引をもってBPCEはすべての優先株式を買戻した。結果、資本金は97百万ユーロ減少し、株主持分勘定は3,123百万ユーロ減少した。
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3.14　貸付金および借入金の期間別残高状況

固定期日を有する資金の調達／運用を残存期間別に未払／未収利息とともに以下に示した。

  12/31/2011

百万ユーロ ３ヶ月未満

３ヶ月から

１年

１年から５

年 ５年超

固定期日

設定なし 合計

資金運用合計 67,534 59,429100,909 38,314 240 266,426

- 財務省証券および類似証券 0

- 金融機関に対する貸付金および融資 57,889 47,00061,748 29,033 210 195,880

- 顧客取引 961 579 378 482 30 2,430

- 債券およびその他の固定利回り証券 8,684 11,85038,783 8,799 68,116

資金調達合計 80,633 29,903116,982 41,034 4,664 273,216

- 金融機関に対する債務 53,541 11,64167,628 18,468 151,278

- 顧客取引 4,430 428 35,863 4,000 44,721

- 負債証券 22,246 17,7259,145 16,231 65,347

- 劣後債務 416 109 4,346 2,335 4,664 11,870

 

  12/31/2011

百万円 ３ヶ月未満

３ヶ月から

１年

１年から５

年 ５年超

固定期日

設定なし 合計l

資金運用合計 6,810,129 5,992,820 10,175,664 3,863,584 24,202 26,866,398 

- 財務省証券および類似証券 　 　 　 　 　 0 

- 金融機関に対する貸付金および融資 5,837,527 4,739,480 6,226,668 2,927,688 21,176 19,752,539 

- 顧客取引 96,907 58,386 38,118 48,605 3,025 245,041 

- 債券およびその他の固定利回り証券 875,695 1,194,954 3,910,878 887,291 　 6,868,817 

資金調達合計 8,131,032 3,015,419 11,796,465 4,137,869 470,318 27,551,101 

- 金融機関に対する債務 5,399,074 1,173,878 6,819,608 1,862,313 　 15,254,874 

- 顧客取引 446,721 43,160 3,616,425 403,360 　 4,509,666 

- 負債証券 2,243,287 1,787,389 922,182 1,636,734 　 6,589,591 

- 劣後債務 41,949 10,992 438,251 235,461 470,318 1,196,971 

 

　　次へ
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注記４　オフバランス・シート項目および類似取引に関する情報

4.1　供与しているコミットメントおよび供与を受けているコミットメント

4.1.1　金融コミットメント

 12/31/2011 12/31/2010

金融コミットメントを供与している先
百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

銀行 33,1883,346,67834,9893,528,291

顧客 123 12,403 107 10,790

- 荷為替信用状 0 0 0 0

- その他の確認済信用枠 8 807 70 7,059

- その他の債務 115 11,597 37 3,731

供与している金融コミットメント合計 33,3113,359,08135,0963,539,081

供与を受けている金融コミットメント 　 　

銀行から 14,6661,478,91945,9534,633,901

顧客から 0 0 0 0

供与を受けている金融コミットメント合計 14,6661,478,91945,9534,633,901

 

4.1.2　保証コミットメント

 12/31/2011 12/31/2010

保証を供与している先 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

銀行 26,6552,687,890 37,6873,800,357 

- 荷為替信用状確認 　 　

- その他の約定および裏書き 5,844 589,309 9,675 975,627 

- その他の保証 20,8112,098,581 28,0122,824,730 

顧客 6,344 639,729 6,606 666,149 

- 不動産関連保証 　 　

- 政府および納税関連保証 　 　

- その他の保証約定および裏書 6,339 639,225 6,592 664,737 

- その他の保証供与 5 504 14 1,412 

供与している保証合計 32,9993,327,619 44,2934,466,506 

金融機関から徴求している保証 1,805 182,016 2,513 253,411 

徴求している保証合計 1,805 182,016 2,513 253,411 

 

4.1.3　オフバランス・シートで認識されていないその他のコミットメント

百万ユーロ

12/31/2011 12/31/2010

供与している

コミットメント

供与を受けている

コミットメント

供与しているコ

ミットメント

供与を受けている

コミットメント

金融機関に担保として供与しているその他の有価証券 22,736 6,994 31,013 10,198

顧客から担保として徴求しているその他の有価証券 1,607 570 4,723 0

合計 24,343 7,564 35,736 10,198

 

百万円

12/31/2011 12/31/2010

供与している

コミットメント

供与を受けている

コミットメント

供与しているコ

ミットメント

供与を受けている

コミットメント

金融機関に担保として供与しているその他の有価証券 2,292,698 705,275 3,127,351 1,028,366 

顧客から担保として徴求しているその他の有価証券 162,050 57,479 476,267 0 

合計 2,454,748 762,754 3,603,618 1,028,366 

 

2011年12月31日現在、リファイナンス取決めに基づき担保として配分されている主たる債権には以下が含まれる。

?　TRICPシステムに関連してフランス銀行に対して17,350百万ユーロの短期金融市場商品を譲渡（2010年12月31日現在：26,108百万ユーロ）。

?　SFEFに対して1,607百万ユーロの債権を担保として差入れ（2010年12月31日現在：4,723百万ユーロ）。

?　欧州投資銀行（EIB)からの融資を受けるために5,275百万ユーロの債権を保証として提供（2010年12月31日現在：4,794百万ユーロ）。
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BPCEが行ったコミットメントを保証するために第三者のために供与した重要なコミットメントは上記以外にはない。

保証の手段としてBPCEが重要な金額の資産を受領したことはなかった。

4.2　先物およびオプション契約のコミットメント

4.2.1　金融商品および為替先物取引

百万ユーロ

12/31/2011 12/31/2010

ヘッジ取引 その他の取引 合計 公正価値 ヘッジ取引 その他の取引 合計 公正価値

先物取引

組織化された市場での取引 0 0 0 0 0 0 0 0

- 金利契約 0 0

- 外国通貨契約 0 0

- その他の先物契約 0 0

店頭取引 130,71632,931163,6472,729115,96428,915144,879(2,297)

- 金利先渡契約 (FRA) 0 0 0 0

- 金利スワップ 98,036 12,341110,3773,027 80,583 8,20288,785(2,033)

- 為替スワップ 5,689 5,689 41 26,857 26,857 21

- 通貨スワップ 24,735 24,735(360) 5,883 5,883 (75)

- その他の為替契約 37 37 0 48 48 1

- その他の先渡および先物契約 2,219 20,59022,809 21 2,593 20,71323,306(211)

確定契約合計 130,71632,931163,6472,729115,96428,915144,879(2,297)

オプション

組織化された市場での取引 0 4,2694,269 1 0 192 192 (2)

- 金利オプション 0 0 0 0

- 為替オプション 4,2694,269 1 161 161 0

- その他のオプション 0 0 0 31 31 (2)

店頭取引 307 20,45620,763(502) 432 20,45520,887 534

- 金利オプション 307 307 (5) 432 432 4

- 為替オプション 0 0 0 0

- その他のオプション 20,45620,456(497) 20,45520,455 530

オプション合計 307 24,72525,032(501) 432 20,64721,079 532

金融および外国通貨先物合計 131,02357,656188,6792,228116,39649,562165,958(1,765)
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百万円

12/31/2011 12/31/2010

ヘッジ取引 その他の取引 合計 公正価値 ヘッジ取引 その他の取引 合計 公正価値

先物取引         

組織化された市場での取引 0 0 0 0 0 0 0 0 

- 金利契約   0    0  

- 外国通貨契約   0    0  

- その他の先物契約   0    0  

店頭取引 13,181,401 3,320,762 16,502,163 275,192 11,693,810 2,915,789 14,609,598 (231,629)

- 金利先渡契約 (FRA) 　 　 0 0 　 　 0 0 

- 金利スワップ 9,885,950 1,244,466 11,130,417 305,243 8,125,990 827,090 8,953,079 (205,008)

- 為替スワップ 573,679 　 573,679 4,134 2,708,260 　 2,708,260 2,118 

- 通貨スワップ 2,494,277 　 2,494,277 (36,302)593,242 　 593,242 (7,563)

- その他の為替契約 3,731 　 3,731 0 4,840 　 4,840 101 

- その他の先渡および先物契約 223,764 2,076,296 2,300,060 2,118 261,478 2,088,699 2,350,177 (21,277)

確定契約合計 13,181,401 3,320,762 16,502,163 275,192 11,693,810 2,915,789 14,609,598 (231,629)

オプション 　 　 　 　 　 　 　 　

組織化された市場での取引 0 430,486 430,486 101 0 19,361 19,361 (202)

- 金利オプション 　 　 0 0 　 　 0 0 

- 為替オプション 　 430,486 430,486 101 　 16,235 16,235 0 

- その他のオプション 　 0 0 0 　 3,126 3,126 (202)

店頭取引 30,958 2,062,783 2,093,741 (50,622)43,563 2,062,682 2,106,245 53,849 

- 金利オプション 30,958 　 30,958 (504) 43,563 　 43,563 403 

- 為替オプション 　 　 0 0 　 　 0 0 

- その他のオプション 　 2,062,783 2,062,783 (50,117) 　 2,062,682 2,062,682 53,445 

オプション合計 30,958 2,493,269 2,524,227 (50,521)43,563 2,082,043 2,125,606 53,647 

金融および外国通貨先物合計 13,212,359 5,814,031 19,026,390 224,672 11,737,373 4,997,832 16,735,205 (177,983)

 

上表に掲げられた契約の想定元本額は、単に貸借対照表日現在における金融商品を利用したBPCEの業務量を示すことを意図したものでり、当該
商品に付随する市場リスクを反映するものではない。

店頭取引の金利デリバティブのコミットメントは、先物取引については金利スワップから、オプションについては金利保証から主に構成される。

店頭取引の外国為替商品のコミットメントは、主に通貨スワップから構成される。
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4.2.2　ポートフォリオ種別の店頭金利商品の内訳

百万ユーロ

12/31/2011 12/31/2010

ミクロ

ヘッジ

マクロ

ヘッジ

独立オープン

ポジション 特定運用 合計

ミクロ

ヘッジ

マクロ

ヘッジ

独立オープン

ポジション 特定運用 合計

先渡取引 62,293 60,478 12,341 0 135,112 39,723 46,744 8,202 0 94,669

- 金利先渡契約 (FRA) 0 0

- 金利スワップ 37,558 60,478 12,341 110,377 33,840 46,744 8,202 88,786

- 通貨スワップ 24,735 24,735 5,883 5,883

- その他の金利先物契約 0 0

オプション 307 0 0 0 307 432 0 0 0 432

- 金利オプション 307 307 432 432

合計 62,600 60,478 12,341 0 135,419 40,155 46,744 8,202 0 95,101

 

百万円

12/31/2011 12/31/2010

ミクロ

ヘッジ

マクロ

ヘッジ

独立オープン

ポジション 特定運用 合計

ミクロ

ヘッジ

マクロ

ヘッジ

独立オー

プンポジ

ション 特定運用 合計

先物取引 6,281,626 6,098,602 1,244,466 0 13,624,694 4,005,667 4,713,665 827,090 0 9,546,422 

- 金利先渡契約 (FRA) 　 　 　 　 0 　 　 　 　 0 

- 金利スワップ 3,787,349 6,098,602 1,244,466 　 11,130,417 3,412,426 4,713,665 827,090 　 8,953,180 

- 通貨スワップ 2,494,277 　 　 　 2,494,277 593,242 　 　 　 593,242 

- その他の金利先物契約 　 　 　 　 0 　 　 　 　 0 

オプション 30,958 0 0 0 30,958 43,563 0 0 0 43,563 

- 金利オプション 30,958 　 　 　 30,958 43,563 　 　 　 43,563 

合計 6,312,584 6,098,602 1,244,466 0 13,655,652 4,049,230 4,713,665 827,090 0 9,589,985 

 

当期間中、他のポートフォリオに振替えた取引はなかった。

4.2.3　先渡金融商品のコミットメントの期日別状況

i百万ユーロ

12/31/2011

１年未満 1年から５年 ５年超 合計

先渡取引 56,277 56,451 50,919 163,647

- 組織化された市場での取引 0

- 店頭取引 56,277 56,451 50,919 163,647

オプション 228 4,315 20,489 25,032

- 組織化された市場での取引 4,269 4,269

- 店頭取引 228 46 20,489 20,763

合計 56,505 60,766 71,408 188,679

 

i百万円

12/31/2011

１年未満 1年から５年 ５年超 合計

先物取引 5,674,973 5,692,519 5,134,672 16,502,163 

- 組織化された市場での取引 　 　 　 0 

- 店頭取引 5,674,973 5,692,519 5,134,672 16,502,163 

オプション 22,992 435,125 2,066,111 2,524,227 

- 組織化された市場での取引 　 430,486 　 430,486 

- 店頭取引 22,992 4,639 2,066,111 2,093,741 

合計 5,697,964 6,127,643 7,200,783 19,026,390 
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4.3　資産負債の通貨別内訳

百万ユーロ

12/31/2011 12/31/2010

資産 負債 資産 負債

ユーロ 288,821 296,655 233,923 219,598

ドル 15,069 7,008 7,986 18,541

英ポンド 1,532 2,159 463 4,299

スイス・フラン 3,620 1,977 2,457 1,519

円 174 916 34 882

その他通貨 236 737 171 195

合計 309,452 309,452 245,034 245,034

 

百万円

12/31/2011 12/31/2010

資産 負債 資産 負債

ユーロ 29,124,710 29,914,690 23,588,795 22,144,262 

ドル 1,519,558 706,687 805,308 1,869,674 

英ポンド 154,487 217,714 46,689 433,511 

スイス・フラン 365,041 199,361 247,764 153,176 

円 17,546 92,369 3,429 88,941 

その他通貨 23,798 74,319 17,244 19,664 

合計 31,205,140 31,205,140 24,709,229 24,709,229 

 

4.4　外貨取引

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

直物外国為替取引   

- 受領未済の受取通貨 13 1,311 116 11,697 

- 交付未済の引渡通貨 13 1,311 117 11,798 

合計 26 2,622 233 23,496 
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注記５　損益計算書に関する情報

5.1　受取利息および類似収益ならびに費用

百万ユーロ

2011事業年度 2010事業年度

収益 費用 純額 収益 費用 純額

金融機関との取引 4,218 (3,072) 1,146 3,306 (2,653) 653

顧客取引 116 (386) (270) 107 (146) (39)　

債権およびその他の固定利付証券 1,694 (2,207) (513) 1,385 (1,654) (269)

劣後債務 0 (414) (414) 0 (1,015)(1,015)

マクロヘッジ取引 1,014 (826) 188 768 (674) 94

合計 7,042 (6,905) 137 5,566 (6,142) (576)

 

百万円

2011事業年度 2010事業年度

収益 費用 純額 収益 費用 純額

金融機関との取引 425,343 (309,780)115,563 333,377 (267,529)65,849 

顧客取引 11,697 (38,924)(27,227)10,790 (14,723)(3,933)

債権およびその他の固定利付証券 170,823 (222,554)(51,731)139,663 (166,789)(27,126)

劣後債務 0 (41,748)(41,748) 0 (102,353)(102,353)

マクロヘッジ取引 102,252 (83,294)18,958 77,445 (67,966)9,479 

合計 710,115 (696,300)13,815 561,275 (619,359)(58,084)

 

5.2　変動利付証券からの収益

 2011事業年度 2010事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

株式およびその他の変動利付証券 9 908 7 706 

資本持分およびその他の長期投資 352 35,496 555 55,966 

系列企業に対する投資 589 59,395 264 26,622 

合計 950 95,798 826 83,294 
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5.3　報酬および手数料

百万ユーロ

2011事業年度 2010事業年度

収益 費用 純額 収益 費用 純額

現金および銀行間取引 1 (2) (1) 1 (6) (5)

顧客取引 5 0 5 7 0 7

証券取引 6 (1) 5 5 (2) 3

支払サービス 3 (9) (6) 38 (16) 22

外国為替取引 0 0 0 0 0 0

オフバランス・シート・コミットメント 0 0 0 14 0 14

金融サービス 0 (2) (2) 0 (3) (3)

コンサルティング・サービス 0 0 0 0 0 0

その他の受取手数料・報酬／(支払手数料・報

酬）
(1) 0 (85) (85) 0 (79) (79)

合計 15 (99) (84) 65 (106) (41)

(1)　BPCEによる発行に関連する手数料および報酬ならびに償却は64百万ドルであった。

 

百万円

2011事業年度 2010事業年度

収益 費用 純額 収益 費用 純額

現金および銀行間取引 101 (202) (101) 101 (605) (504)

顧客取引 504 0 504 706 0 706 

証券取引 605 (101) 504 504 (202) 303 

支払サービス 303 (908) (605) 3,832 (1,613)2,218 

外国為替取引 0 0 0 0 0 0 

オフバランス・シート・コミットメント 0 0 0 1,412 0 1,412 

金融サービス 0 (202) (202) 0 (303) (303)

コンサルティング・サービス 0 0 0 0 0 0 

その他の受取手数料・報酬／(支払手数料・報

酬）
(1)

0 (8,571)(8,571) 0 (7,966)(7,966)

合計 1,513 (9,983)(8,471)6,555 (10,689)(4,134)

(1)　BPCEによる発行に関連する手数料および報酬ならびに償却は64百万ドルであった。

 

5.4　売買目的ポートフォリオ取引の正味利得または損失

 2011事業年度 2010事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

売買目的保有証券 0 0 0 0 

外国為替取引 (44) (4,437) 5 504 

金融先物 (47) (4,739) 16 1,613 

合計 (91) (9,176) 21 2,118 
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5.5　売却可能有価証券の正味利得および損失ならびに類似項目

百万ユーロ

2011事業年度 2010事業年度

売却可能有価証券 合計 売却可能有価証券 合計

減損

費用 (126) (126) (4) (4)

戻入 7 7 27 27

処分による正味利得／(損失） 12 12 15 15

その他の項目 0 0 0 0

合計 (107) (107) 38 38

 

百万円

2011事業年度 2010事業年度

売却可能有価証券 合計 売却可能有価証券 合計

減損

費用計上 (12,706) (12,706) (403) (403)

戻入 706 706 2,723 2,723 

処分による正味利得／(損失） 1,210 1,210 1,513 1,513 

その他の項目 0 0 0 0 

合計 (10,790) (10,790) 3,832 3,832 

 

5.6　その他の営業収益および費用

百万ユーロ

2011事業年度 2010事業年度

収益 費用 純額 収益 費用 純額

ジョイント・オペレーションに対する持分 1 (3) (2) 0 (11) (11)

銀行業務収益および費用の付替え 0 0 0 0 0 0

電子支払端末事業 0 0 0 11 (4) 7

保険費用の償却および付替え 57 0 57 67 0 67

不動産事業 15 (7) 8 0 0 0

ITサービス 0 0 0 0 0 0

その他の活動 23 (54) (31) 29 (55) (26)

その他の関連収益および費用 0 0 0 0 0 0

合計 96 (64) 32 107 (70) 37

 

百万円

2011事業年度 2010事業年度

収益 費用 純額 収益 費用 純額

ジョイント・オペレーションに対する持分 101 (303) (202) 0 (1,109)(1,109)

銀行業務収益および費用の付替え 0 0 0 0 0 0 

電子支払端末事業 0 0 0 1,109 (403) 706 

保険費用の償却および付替え 5,748 0 5,748 6,756 0 6,756 

不動産事業 1,513 (706) 807 0 0 0 

ITサービス 0 0 0 0 0 0 

その他の活動 2,319 (5,445)(3,126)2,924 (5,546)(2,622)

その他の関連収益および費用 0 0 0 0 0 0 

合計 9,681 (6,454)3,227 10,790 (7,059)3,731 
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5.7　一般営業費用

 2011事業年度 2010事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

人件費   

賃金および給与 (131) (13,210) (139) (14,017)

年金費用および類似債務
 (1) (15) (1,513) (21) (2,118)

その他の社会保障費 (46) (4,639) (30) (3,025)

従業員報奨制度 (8) (807) (15) (1,513)

従業員利益分配制度 0 0 0 0 

給与税 (23) (2,319) (21) (2,118)

人件費合計 (223) (22,487) (226) (22,790)

その他の営業費用 　  

法人所得税およびその他の税金 (17) (1,714) (13) (1,311)

その他の営業費用 (387) (39,025) (425) (42,857)

付替え費用 454 45,781 459 46,286 

その他の営業費用合計 50 5,042 21 2,118 

合計 (173) (17,445) (205) (20,672)

(1)　従業員給付債務引当金の繰入、目的使用、戻入を含む（注記 3.10.3参照）。

 

当年度中の平均従業員総数の職能区分別内訳は次のとおりである。管理職：1,274人、非管理職：233人、合計：1,507人

取締役会および監査委員会の構成員向け年金制度への拠出金として2011年度に認識した金額は1.2百万ユーロであった。

2011事業年度に取締役会の構成員に支払った報酬合計は４百万ユーロであった。また１百万ユーロが監査役会の構成員に支払われた。

 

　　次へ
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5.8　リスクコスト

百万ユーロ

2011事業年度 2010事業年度

繰入

戻入および

目的使用 損失

償却済不良債

権の回収 合計 繰入

戻入および

目的使用 損失

償却済不良

債権の回収 合計

資産の減損

銀行間取引 1 1 0 0

顧客取引 (6) 15 (26) (17) (15) 16 (13) (12)

証券ポートフォリオおよびその他の

債権 0 162 (163) (1) (1) 234 (233) 0

引当金

オフバランス・シート・コミットメ

ント 
(1) (176) 89 (277) 16 (348) (48) 256 (183) 0 25

顧客リスクに対する引当金 0 0

その他の項目 0 0

合計 (182) 267 (466) 16 (365) (64) 506 (429) 0 13

うち

－　目的が消失した減損費用の戻入 25 123

－　利用済の減損費用の戻入 153 127

－　目的が消失した引当金の戻入 85 252

－　利用済の引当金の戻入 4 4

戻入純額 267 506

(1)　オフバランス・シート項目に対する引当金の変動は、主にナティクシスのワークアウト・ポートフォリオのための保証に係る154百万ユーロの費用

計上と45百万ユーロの戻入およびヘッジ損失273百万ユーロおよび償却済貸付金の回収16百万ユーロからなる。
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百万円

2011事業年度 2010事業年度

繰入

戻入および

目的使用 損失

償却済不良債

権の回収 合計 繰入

戻入および

目的使用 損失

償却済不良

債権の回収 合計

資産の減損          

銀行間取引  
101 

  101 0   0 

顧客取引 (605)1,513 (2,622)  (1,714)(1,513)1,613 (1,311) 　 (1,210)

証券ポートフォリオおよびそ

の他の債権 0 16,336 (16,437) 　 (101) (101)23,597 (23,496) 　 0 

引当金          

オフバランス・シート・コ

ミットメント (17,748)8,975 (27,933)1,613 (35,092)(4,840)25,815 (18,454)0 2,521 

顧客リスクに対する引当金     0    0 

その他の項目     0    0 

合計 (18,353)26,924 (46,991)1,613 (36,807)(6,454)51,025 (43,260)0 1,311 

うち        

－　目的が消失した減損費用の

戻入  2,521   12,403   

－　利用済の減損費用の戻入  15,429   12,807   

－　目的が消失した引当金の戻

入  8,571   25,412   

－　利用済の引当金の戻入  403   403   

戻入純額  26,924   51,025   
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5.9　長期投資の利得または損失

百万ユーロ

2011事業年度 2010事業年度

資本投資および

その他の長期投資

満期保有目的有

価証券

有形固定資産お

よび

無形資産 合計

資本投資および

その他の長期投

資

満期保有目的有

価証券

有形固定資産お

よび

無形資産 合計

減損

- 費用 (1,335) (1,335) (294) (294)

－　戻入 762 762 866 866

処分による正味利得／

(損失） (716) 1 0 (715) (755) (12) 11

(756)

合計 (1,289) 1 0 (1,288) (183) (12) 11 (184)

 

百万円

2011事業年度 2010事業年度

資本投資および

その他の長期投資

満期保有目的有

価証券

有形固定資産

および

無形資産 合計

資本投資および

その他の長期投資

満期保有目的有

価証券

有形固定資産お

よび

無形資産 合計

減損

- 費用計上 (134,621) 　 　 (134,621)(29,647) 　 　 (29,647)

－　戻入 76,840 　 　 76,840 87,327 　 　 87,327 

処分による正味利得／

(損失）

(72,201) 101 0 (72,101) (76,134) (1,210) 1,109 (76,235)

合計 (129,983) 101 0 (129,882)(18,454) (1,210) 1,109 (18,555)

 

資本持分、系列会社に対する投資およびその他の長期投資に係る利得または損失には、具体的に以下が含まれる。

?　次の資本持分および純資産に対する比例持分額についての減損引当金：

-　クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランス（1,038百万ユーロ）

-　フォルクスバンク・インターナショナルAG（128百万ユーロ）

-　BPCEイモビリエ・エクスプロワタシヨン（61百万ユーロ）

-　オテロン（37百万ユーロ）

-　バンカ・カリッジ（23百万ユーロ）

-　GCEパルティシパシヨン（18百万ユーロ）

?　資本持分および純資産に対する持分額についての減損引当金戻入：

-　フォンシア（489百万ユーロ）

-　バンク・パラティンヌ(119百万ユーロ）

-　BPCEイモビリエ・エクスプロワタシヨン（60百万ユーロ）

-　セレナ（15百万ユーロ）

?　資本持分およびその他の長期投資の売却に係る損益：

-　フォンシア、キャピタル・ロス（614百万ユーロ）

-　セレナ、キャピタル・ロス（13百万ユーロ）

?　SIBPの資産・負債の完全譲渡の影響額マイナス62百万ユーロ
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5.10　非継続的項目

2011事業年度に計上された例外的項目はない。

5.11　法人所得税

5.11.1　2011年度法人所得税の内訳

BPCEは、19のポピュレール銀行、17のケス・デパーニュ（貯蓄銀行）およびBPCEの子会社群（以下を含む子会社群：クレディ・フォンシエール
・ドゥ・フランス、バンク・パラティンヌ、BPCE エンテルナシヨナル・エ・ウトゥル=メール（BPCE IOM）、GCE カバード・ボンズ、BP カバード
・ボンズおよびBPCE SFH）を含む納税連結グループの代表企業である。

法人所得税（経常的利益項目に対する税金および例外的利益項目に対する税金に区分して内訳を表示）の構成は次のとおりである。

  2011事業年度

  百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

右税率が適用される課税標準： 33.33%33.33% 19% 19% 15% 15%

経常的利益項目に対する税金 2,016203,293 26 2,622 11 1,109 

例外的利益項目に対する税金 　 　 　

課税標準 2,016203,293 26 2,622 11 1,109 

適用法人所得税 (672)(67,764)(5) (504) (2) (202)

+ 社会保障拠出金＋3.3% (22)(2,218) 0 0 0 0 

+ 5% 課徴金（(2011年改正フランス財政法) (34)(3,429) 　 　

- 税額控除 15 1,513 　 　

報告法人所得税 (713)(71,899)(5) (504) (2) (202)

連結納税効果 1,024103,260 　 　

過年度修正項目 4 403 　 　

子会社の黒字転換時に備える引当金 (89)(8,975) 　 　

納税引当金 (80)(8,067) 　 　

合計 146 14,723 (5) (504) (2) (202)

2011年の法人所得税は、139百万ユーロであった。

5.11.2　会計上の純利益から課税所得への調整

 2011事業年度 2010事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

会計上の純利益(A) 7 706 891 89,848 

法人所得税(B) (308) (31,059) (646) (65,143)

加算項目(C) 2,136 215,394 1,099 110,823 

固定資産の減損 0 0 0 0 

その他の減損および引当金 383 38,622 290 29,244 

一般銀行業務リスク準備金への振替 0 0 0 0 

ミューチュアル・ファンド 18 1,815 48 4,840 

非課税対象長期キャピタル・ロス 1,718 173,243 593 59,798 

パートナーシップおよびジョイントベンチャーの利益に対する持分 7 706 0 0 

その他の項目 10 1,008 168 16,941 

減算項目（D） 2,608 262,991 2,229 224,772 

非課税対象長期キャピタル・ゲイン 686 69,176 865 87,227 

減損繰入および引当金からの戻入 391 39,428 516 52,033 

配当金 577 58,185 274 27,630 

戻入 - 一般銀行業務リスク準備金 870 87,731 451 45,479 

パートナーシップまたはジョイント・ベンチャーの損失に対する持分 5 504 31 3,126 

獲得費用の償却 17 1,714 12 1,210 

設立費用 0 0 13 1,311 

その他の項目 62 6,252 67 6,756 

通常税率が適用される課税標準(A)+(B)+(C)-(D) (773) (77,949) (885) (89,243)
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5.12　業務活動の内訳

 

持株会社の業務活動

2011事業年度 2010事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

銀行業務純収益 837 84,403 305 30,756 

営業費用 (193)(19,462)(231)(23,294)

営業総利益 644 64,941 74 7,462 

リスクコスト (365)(36,807)13 1,311 

営業利益 279 28,134 87 8,773 

長期投資の正味利得／(損失) (1,288)(129,882)(184)(18,555)

税引前利益 (1,009)(101,748)(97)(9,781)
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注記６　その他の情報

6.1　連結

CRC規則第99-07号第１条に従いBPCEは国際会計基準に基づき財務書類を作成している。

個々の会社の勘定は、グループBPCEおよびBPCE S.A.グループの連結財務書類に組入れられている。

6.2　法定監査人の報酬

千ユーロ
 (1)

プライスウオーターハウスクーパース・

オーディット マザー KPMG

2011事業年度 2010事業年度 2011事業年度 2010事業年度 2011事業年度 2010事業年度

金額

（税込） ％

金額

（税込） ％

金額

（税込） ％

金額

（税込） ％

金額

（税込） ％

金額

（税込） ％

監査

法定監査、親会社財務

書類および連結財務

書類の精査 534 38% 590 32% 553 86% 531 56% 543 38% 515 58%

その他の監査手続お

よび法定監査契約に

関連する付随的任務 874 62% 1,259 68% 89 14% 410 44% 902 62% 372 42%

合計 1,408100%1,849100% 642 100% 941 100%1,445100% 887 100%

(1）提供サービスに関する金額は、還付対象外VAT込みで（かつ適用ある場合には資本から控除前で）報告年度の損益計算書に記載されている。

百万円

プライスウオーターハウスクーパース・

オーディット マザー KPMG

2011事業年度 2010事業年度 2011事業年度 2010事業年度 2011事業年度 2010事業年度

金額

（税込） ％

金額

（税込） ％

金額

（税込） ％

金額

（税込） ％

金額

（税込） ％

金額

（税込） ％

監査

法定監査、親会社財務

書類および連結財務

書類の精査 53,849 38%59,496 32%55,765 86%53,546 56%54,756 38%51,933 58%

その他の監査手続お

よび法定監査契約に

関連する付随的任務 88,134 62%126,958 68%8,975 14%41,344 44%90,958 62%37,512 42%

合計 141,983 100%186,453 100%64,739 100%94,890 100%145,714 100%89,445 100%

 

6.3　非協力的な国における事業活動

フランス通貨金融法典第L.511-45条規定およびフランス経済大臣公布2009年10月６日付政令は、脱税および納税忌避対策に関する情報交換のた
めにフランスと行政支援協定を締結していない国および地域における所在地と事業活動に関する情報を財務書類別表に公表することを金融機
関に要求している。

これらの義務は、非協力的な税金回避地（OECDおよびサミットで定義されている。）との世界的な戦いの広範な目的にかなうとともにマネーロ
ンダリングおよびテロリズムへの資金供与との戦いも目指している。

設立以来グループBPCEは慎重に対処してきている。当グループは、グループのネットワークに属する各事業体に対して、税務上の目的で有効な情
報交換面に非協力的とみなされる地域の最新OECDリストの周知を定期的に図るとともに、非協力的地域での事業活動の継続がもたらす惧れのあ
る重要事態についても周知に努めている。また非協力的地域のリストを統合業務ソフト・ソリューションに一部組込み、マネーロンダリングと
の戦いに用いており、非協力的な国および地域との取引について精査作業の適切な励行に努めている（2009年７月16日付政令第2009-874の実
行）。中央組織レベルでは、経営執行機関への情報として、非協力地域における当グループ先の所在地と事業活動を取りまとめている。

2011年12月31日現在、子会社のナティクシスを介しBPCEはコファース・セルビシオス・コスタリカSA（同社はコスタリカにおいてサービスを提
供している。）に対して間接的資本持分を保有している。同社の2011年度の収益は0.7百万ユーロであった。本項記載はフランス一般税法典第
238-0-A条の適用に基づく2011年４月14日付政令により指定された国リストに基づく。
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(5）BPCEの個別財務書類2010年12月31日現在

 

BPCEの財務書類

1　BPCEの経営報告書
 

2010年度の重要な事象

グループBPCEの傘型構造の簡素化

2009年７月31日のグループBPCEの法人設立時の取決めに沿い、BPパルティシパシヨンおよびCEパルティシパシヨンとBPCEとの合併は2010年６月
３日にBPCE監査役会および各持株会社の取締役会で承認され、前記３社の株主総会の終了時である2010年８月５日に実行に移された。

合併に先立ち、CEパルティシパシヨンが保有していたネクシティ（40.82％）、GCE SEM (100％)、GCE アビタ（100％）およびエリクセル
(99.25％)に対する投資は、専業持株会社であるCEホールディング・プロモーションに譲渡された。合併に向けたプロセスは、これ以外に様々な
段階を経ているが、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）が100％所有する仕組案件GCE SRD 007の発動（2010年６月）に伴うCEパルティシパシヨン
（旧CNCE）の残存案件限定業務についての保証供与が特筆される。

これらの取引の後、BPCEは18億ユーロの現金による増資に踏切り、ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）が均等割合により引
受けた。

グループ中核事業の絞り直しと非戦略資産の売却

グループBPCEは組織の合理化により中核事業を絞り直した。これらの変化はBPCEに対し2010年度に次のような影響を与えた。

•　海外セグメント組織：６月にフィナンシエール・オセオは「BPCEエンテルナシヨナル・エ・ウトゥル=メール（BPCE IOM）」の社名を採用
し、BPCE IOMは現在、グループが海外保護領・地域、欧州およびアフリカ（アフリカ北部およびサブサハラ・アフリカ）において保有する資
産のうち、最大の割合を占めるに至っている。この位置づけのもと、BPCEはBPCE IOMに対して、BICEC (カメルーン)、BCI(コンゴ)、ナティクシ
ス・パラメクス・エンテルナシヨナル、プロパルコ、SCI コンゴレーズ・イモビリエール・ドゥ・ジェスティヨンおよびBCPリュクサンブー
ルの投資を行った。

•　BPCEは、ナティクシスの専門的金融サービス内に全グループBPCEのための支払業務集中センターを設置するために、GCEペマンをナティクシ
ス・ペマンに譲渡。

•　ナティクシスのワークアウト・ポートフォリオ（GAPC）のための大規模ポートフォリオ譲渡の組成によるリスク内容の軽減。

さらに９月にBPCEは、ソシエテ・マルセイエーズ・ドゥ・クレディ（SMC）をクレディ・デュ・ノールに872百万ユーロで譲渡することで最終合
意した。財務的観点からは、この売却により、中核Tier１必要自己資本が約700百万ユーロ解消した。

フランス政府への返済

BPCEは、新グループ設立時にフランス政府から供与された必要自己資本の一部を返済した。

•　フランス政府が保有していた優先株式の60％（すなわち８月初めに12億ユーロ、2010年９月のSMC売却後に６億ユーロ）を買戻した。

•　超劣後債23億ユーロを返済した。

BPCEの貸借対照表の変動

 
12/31/2010 12/31/2009 増減2010/2009

十億ユーロ 十臆円 十億ユーロ 十臆円 十億ユーロ ％

預け金 166.8 16,820 172.6 17,405 (5.8) -3%

顧客に対する債権 2.1 212 1.0 101 +1.1 +106%

証券取引 41.0 4,134 39.5 3,983 +1.5 +4%

系列企業、資本持分および長期投資 27.3 2,753 24.8 2,501 +2.5 +10%

自己株式 1.9 192 0.0 0 +1.9  

その他の資産 5.9 595 4.9 494 +1.0 +21%

BPCE資産合計 245.0 24,706 242.8 24,484 2.2 1%

銀行に対する債務 116.4 11,738 134.2 13,533 (17.8) -13%

負債証券および劣後債務 75.3 7,593 67.6 6,817 +7.7 +11%

その他の負債 30.3 3,055 21.4 2,158 +8.9 +42%

株主持分および一般銀行業務リスクに対する準備金 23.0 2,319 19.7 1,987 +3.4 +17%

BPCE負債合計 245.0 24,706 242.8
24,484 

 
2.2 1%

フランスGAAPに従っており、2010年度の資産合計は2,450億ユーロであり、2009年12月31日比１％の増加であった。

資産においては、銀行に対する預け金が58億ユーロ減少した要因は、主に、要求払貸付金が163億ユーロ減少する一方で、ケス・デパーニュ（貯蓄
銀行）、ポピュレール銀行および子会社に対する定期貸付金が74億ユーロ増加したことである。このほか、主にCEパルティシパシヨンの投資有価
証券の譲渡に関連して証券取引が15億ユーロ増加している。

系列企業に対する投資の増加分25億ユーロは、主にCEパルティシパシヨンおよびBPパルティシパシヨンの保有に係る資本持分の拠出、すなわち、
クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランスへの20億ユーロ、フォンシアへの８億ユーロ、バンク・パラティンヌへの７億ユーロへの拠出の他、
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SMC株式の売却８億ユーロおよびBPCEによる期日の定めのない超劣後債（TSSDI）の購入および返済などがに関連している。

19億ユーロの自己株式は、カテゴリC株式3,860,000株の買入れに対応し、当該株式は、2011年１月５日に減資により消却した。

負債については「銀行に対する債務」が178億ユーロ減少した。これは主として、当座勘定貸方残高が169億ユーロ減少したことによる。2010年度
における「負債証券および劣後債務」の約80億ユーロの変動は、債券による長期リファイナンスの増加および市場消化による10億ユーロの
TSSDI発行が、期日の定めのない超劣後債（TSSDI）によるSPPEへの返済23億ユーロにより部分的に相殺されたことに関係している。

その他の債務の89億ユーロの増加は、主として借入取引の70億ユーロの増加による。

さらに資本は特に以下を受けて34億ユーロ増加した。すなわちケス・デパーニュ（貯蓄銀行）による２億ユーロの増資引受（これはCEパルティ
シヨンがBPパルティシパシヨンの合併のためにポピュレール銀行への割当分10億ユーロについて出資したことの見返りとして引受けたもの）
および2010年８月23日のポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）による均等割合の割当による18億ユーロである。これらの取引
の完了後、ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の両社でBPCE株式資本の41.44％を保有することになり、他方SPPEの投資持分
は6.85％であった。

BPCEの損益計算書

 
2010 2009 増減

百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ ％

銀行業務純収益 305 30,756 333 33,580 (28) -8%

営業費用 (231) (23,294) (203) (20,471) (28) 14%

営業総利益 74 7,462 130 13,109 (56) -43%

リスクコスト 13 1,311 (163) (16,437) 177  

その他の資産の正味利得または損失 (184) (18,555)1,065 107,395 (1,249)  

税引前利益／（損失） (97) (9,781) 1,032 104,067 (1,129)  

法人所得税 536 54,050 (28) (2,824) 564  

一般銀行業務リスク準備金および法定準備金の繰入

／戻入

 

452
45,580 

 

(1,001)
(100,941)

 

1,453
 

純利益 891 89,848 3 303 888  

 

2010年度の純利益は891百万ユーロであった。これに特に影響を与えたのは、資本持分に関する減損積立金の繰入および戻入、一般銀行業務リス
ク準備金の戻入451百万ユーロ、およびBPCEを代表納税主体とするグループ連結納税効果に関連する税務上の利得536百万ユーロである。

銀行業務純収益

百万ユーロ
2010 2009 変動

百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ ％

持株会社業務および収益 156 15,731 (8) (807) 164 N/A

グループ・バンキング業務 108 10,891 271 27,328 (163) -60%

銀行業務純収益：バンキング・サービス部門 47 4,739 65 6,555 (18) -28%

その他の収益 (6) (605) 5 504 (11) N/A

銀行業務純収益合計 305 30,756 333 33,580 (28) -8%

 

BPCEは305百万ユーロの銀行業務純収益を計上した（2009年度比28百万ユーロ減少）。銀行業務純収益は、配当金、自己勘定の財務運用収益、およ
びバンキング業務（取引処理、電子支払システムおよび証券管理サービスを含む）から構成される。

2010年度に受領した配当金および当座勘定信用枠供与収益は302百万ユーロであった。これは2009年度比203百万ユーロの増加であり、BPCEが両
持株会社、

および、特にクレディ・フォンシエール・ドゥ・フランスとの合併による配当金220百万ユーロを反映している。資本持分のリファイナンス費用
は、資本持分価額および金利の変動を受けて43百万ユーロ増加した。

2010年度の財務運用活動からの銀行業務純収益（グループの銀行業務活動によるものを含む）は108百万ユーロとなった。これは主として、良好
な市場条件を受けたキャッシュ・マネージメントの堅調な業績、および保証業務収益33百万ユーロを反映したものである。しかしながら、2009年
度比では163百万ユーロ減少している。これは、特にBPCEがナティクシスのワークアウト・ポートフォリオ（GAPC）について供与した保証収益が
113百万ユーロ減少したためである。

2010年度におけるバンキング・サービス部門の銀行業務純収益は、47百万ユーロに達した。第４四半期は、2010年９月１日のGCEペマンとナティ
クシス・ペマンの合併に伴う業務移転の影響を主に受けた。
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営業費用

 
2010 2009 変動

百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円 ％

人件費 (230)(23,193)(236)(23,798) 6 605 -3%

その他の費用 (355)(35,798)(405)(40,840) 50 5,042 -14%

総営業費用 (585)(58,991)(641)(64,638) 56 5,647 -10%

付替え費用 432 43,563 458 46,185 (26) (2,622) -6%

営業費用純額（例外的案件ならびにCEパル

ティシパシヨンおよびBPパルティシパシヨン

の費用を除く）

 

 

(153)

 

 

(15,429)

 

 

 

(183)

 

 

(18,454)

 

 

 

29

 

 

2,924 

 

 

 

-19%

CEパルティシパシヨンおよびBPパルティシパ

シヨン両持株会社の費用

 

(15)
(1,513)   

 

(15)
(1,513)

 

N/A

例外的案件費用 (62) (6,252) (20) (2,017) (42) (4,235) 68%

営業費用純額 (231)(23,294)(203)(20,471)(28) (2,824) 12%

 

非継続的費用および戦略的案件を含まない2010年度の営業費用は585百万ユーロであり、そのうち39％は人件費（2009年度比減少）であった。非
継続的項目および戦略的案件に関連する費用は62百万ユーロであり、主としてナティクシス・ペマンによるGCEペマンの吸収に伴う支払業務集
中センター設置のための投資に関係している。15百万ユーロの追加的費用は、BPCE内におけるCEパルティシパシヨンおよびBPパルティシパシヨ
ンの合併に伴い対象範囲が2010年中に変更されたことに起因する。

付替え費用合計432百万ユーロ（系列企業から支払われたグループ他社寄与分を含む）を控除した後の営業費用純額は231百万ユーロであった。

2010年度においての事業範囲の合理化と組織構造の簡素化を背景に非継続項目を含まない営業費用は引続き明確に減少している。これは、グ
ループの戦略計画が目指す方向と一致している。

減損費用およびその他の与信関連引当金

2010年度のリスクコストは13百万ユーロであった。これは主に保証業務に係る引当金の戻入、およびナティクシスのワークアウト・ポートフォ
リオに対する金融保証に関連する一部の有価証券に係るカウンターパーティ・リスクに起因する５百万ユーロの戻入（2009年度：159百万ユー
ロの繰入）による。

固定資産の正味利得または損失

2010年度の固定資産の損失は184百万ユーロであった。ソシエテ・マルセイエーズ・ドゥ・クレディ、GCEペマンおよびバンク・エンテルナシヨ
ナル・アラブ・ドゥ・テュ二ジの売却に伴う利得は、バンカ・カリッジおよびBPCEドメーンの有価証券に生じた減損、および子会社であるイモ
ビリエールGCEの子会社の債務超過ポジションの持分に対する引当金により吸収された。これに対し、2009年度において、この項目は主に資本投
資に対する減損積立金（1,072百万ユーロ）から構成されていた。

法人所得税

連結納税および繰越欠損金の取り崩しに起因して、引当金の増減その他の調整を反映した2010年度の法人所得税は536百万ユーロの税務上の利
得となった。

損金不算入費用

損金不算入となる費用は当事業年度中発生しなかった。

一般銀行業務リスク準備金（FGBR）および純利益

BPパルティシパシヨンの合併に伴い、一般銀行業務リスク準備金（FGBR）から451百万ユーロを戻し入れた結果、純利益は891百万ユーロとなっ
た。

2010年度の純利益処分案

当期純利益891,026,456.89ユーロおよび利益剰余金193,591,079.54ユーロを勘案し、純利益697,435,377.35ユーロを次のように処分することが
定時株主総会に提案された。

•　2010年12月31日に終了した期間の帳簿上の利益の５％である34,871,768.87ユーロを法定準備金に振替える。

•　103,565,474.82ユーロの配当金を2,573,653株の Cカテゴリ株式に支払う。１株当たりの配当額は40.241ユーロに相当する。

•　311,484.64 ユーロの配当金を31,148,464株のAおよびBカテゴリ株式に支払う。１株当たりの配当額は0.01ユーロに相当する。

•　残額の558,686,649.02ユーロは利益剰余金として繰越す。

配当金は定時株主総会日に支払可能となる。
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フランス一般税法典第253条の規定に基づき当社設立以来払われた配当金は次のとおりである。

当該日に終了した年度 配当金

40％の課税控除に

適格な配当金額

40％の課税控除に

不適格な配当金額

2007年12月31日 なし なし なし

2008年12月31日 なし なし なし

2009年12月31日
16.379ユーロ/1,676円 なし なし

0.010ユーロ/1円 100% なし

    

 

2009年度はカテゴリC株式については16.379ユーロ、カテゴリAおよびB株式については0.01ユーロの配当金が支払われた。

子会社および資本投資に関する情報

主要子会社の事業および経営成績

主要子会社の事業および経営成績は本国届出書の第I章に記載している。

投資および経営支配権

本報告書の対象期間中に当社が行った投資の結果、フランス共和国の領土に登録事務所を有する会社についてその資本金の二十分の一、十分の
一、五分の一、三分の一または二分の一を超える保有に至ったものはなく、また当該会社の支配権の獲得に至ったものもない。ただし、CEパルティ
シパシヨンおよびBPパルティシパシヨンからの譲受により受領した投資、ならびにテクノロジー・シェア・サービシズ・ウトゥル=メールの子
会社の255.000ユーロでの設立 （当社の出資額は255,000ユーロ、所有する投資持分は50.98％）は除く。

さらにBPCEは、資産取引の金融調達を目的とする11社の「一社一株主簡易構造株式会社」（SASUs）を一社16,000ユーロ（資本金100％相当）で
設立した。

株式資本への従業員参加

株式資本への従業員参加に関する情報は、本国届出書の第VII章に記載している。

会社役員に関する情報

取締役および事務所の一覧表

取締役及び事務所に関する情報は本国届出書の第II章に記載している。

 

報酬および給付

当社役員に対しBPCEが支払った報酬および給付に関する情報は本国届出書の第II章に記載している。

株式資本の所有状況に関する情報

株式資本の所有状況に関する情報は本国届出書の第VII章に記載している。

自己株式のBPCEによる売買

当社定款第12．3.4条に基づく2010年８月５日付の取締役会決定、および同日付で付与された監査役会承認により、BPCEはSPPEを受益者として発
行した優先株式の一部を次の取決めに基づき買戻した。

•　2010年8月６日付で、カテゴリC株式2,573,515株を1,261,567,593.02ユーロで買戻し（別途株式ワラント未行使割増金44,980.46ユーロ）

•　2010年10月15日付で、カテゴリC株式1,286,485株を640,578,514.23ユーロで買戻し（別途株式ワラント未行使割増金6,666.57ユーロ）

以上によりBPCEは自己株式を2011年１月５日まで所有し、同日付で2010年12月16日の当社の定時株主総会の決議に従い当該株式を消却のうえ減
資した。

株式の処分

2010年度の主な処分および出資は次のとおりである。

•　2010年５月、バンク・エンテルナシヨナル・アラブ・ドゥ・テュニジを40.1百万ユーロで売却

•　2010年９月21日、ソシエテ・マルセイエーズ・ドゥ・クレディを872百万ユーロで売却

•　複数の海外投資案件を、BPCEエンテルナショナル・エ・ウトゥル=メール（IOM）と結合（遡及効果なし）。これらは主にBICEC（カメルー
ン）、BCI（コンゴ）、プラメックス・エンテルナシヨナルおよびBCPルクサンブールへの投資に関係している。

•　GCEペマンをナティクシス・ペマンに31.3百万ユーロで売却

研究開発活動

当期間中にBPCEが行った研究開発活動はなかった。

金融リスク管理

金融リスク管理に関する情報は本国届出書の第III章に記載している。

主要リスク

BPCEが直面する主要リスクおよび不確実性に関する情報は本国届出書の第III章に記載している。

最近の進展および今後の見通し
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先進国の経済活動は、テクニカルな持ち直しのあと、回復要因の息切れ（企業の機械的在庫投資、財政支援計画を問わない）により2011年は減速
するものと考えられる。このように経済回復の歩みは緩慢で心もとないが、再び悪化をたどり、さらにデフレに陥ることはないものと考えられ
る。ただし、官民両部門にわたる債務整理プロセスの長期化により、経済回復が妨げられる公算は強い。

このような背景のもと、グループは「2010－2013年度総合戦略計画」に示された目標に基づき以下の諸施策に取組んでいる。

•　財政健全性の強化：2010年度にグループは中核事業の強力な販売活動を統合する一方で、リスク加重資産の運営を抑制的に行なった。さら
に、利益の大部分を準備金に充当しており、2010年度においては80％を超えると予想される。これらの二つの要因はグループの必要自己資本
を大幅に改善させる一方で政府出資金の残存金額（優先株式12億ユーロおよび超劣後債10億ユーロ）の全額買戻しまたは返済も可能にす
ると思われる。

•　ネットワークの野心的かつ技術革新的な顧客中心の営業活動の継続

-　新規顧客の獲得およびポピュレール銀行顧客への長期的サポートの提供

-　ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の「顧客中心」のサービス

•　特にナティクシスおよびネットワーク間、ならびに市場での流動性調達の最適化を図るためのナティクシスおよびBPCE S.A.のキャッシュ・
マネージメント間の業務統合に関して、シナージー効果の強化、収益増強および費用削減

BPCE設立以来の経営成績

ユーロ  2007 2008 2009 2010

期末株式資本      

•　株式資本  37,00037,000486,407,115563,731,755

•　発行済株式総数 (2) 37,00037,00032,427,14137,582,117

当年度の営業および利益      

•　収益  434 1,2134,780,228,1846,736,562,200

•　税金、従業員利益分配、減価償却費、償却費および減損控除前利益  
 

(7,531)

 

(1,420)

 

(851,298,800)

 

(1,148,017,187)

•　法人所得税  0 0 (28,455,386)536,012,280

•　税金、従業員利益分配、減価償却費、償却費および減損控除後利益  
 

(7,531)

 

(1,420)

 

2,684,433

 

891,026,457

- 株主に対する支払配当金 (1) - (3) 0 0 105,639,022103,876,959

一株当たり利益      

•　収益  0 0 147 200

•　税金および従業員利益分配控除後、減価償却費、償却費および減損

控除前利益
 

 

(0.20)

 

(0.04)

 

(27.13)

 

(18.15)

•　法人所得税  0.00 0.00 (0.88) 15.89

•　税金、従業員利益分配、減価償却費、償却費および減損控除後利益  
 

(0.20)

 

(0.04)

 

0.08

 

26.42

•　１株当たり配当金 (1) 0.00 0.00 3.26 3.08

従業員データ      

•　従業員平均人数  0 0 1,581 1,528

•　うち管理職  0 0 1,320 1,288

•　うち非管理職  0 0 261 240

•　当事業年度の賃金支払額  0 0 127,511,426114,974,673

•　当期間中の従業員給付支払額  0 0 85,559,49571,986,550

(1) 株主総会の承認を条件とする。

(2) １株当たり利益は株主総会開催日における発行済株式総数に基づき計算している。

(3) 2009年度については、当該金額は遡及損により増加した当期純利益に対応する。
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円 2007 2008 2009 2010

期末株式資本     

•　株式資本 3,731,080 3,731,080 49,049,293,477 56,846,710,174 

•　発行済株式総数  3,731,080 3,731,080 3,269,952,898 3,789,780,678 

当年度の営業および利益 　 　 　 　

•　収益 43,765 122,319 482,038,210,075 679,314,932,248 

•　税金、従業員利益分配、減価償却費、償却費および減損控除前利益 (759,426)(143,193)(85,844,970,992)(115,766,053,137)

•　法人所得税 0 0 (2,869,441,124)54,051,478,315 

•　税金、従業員利益分配、減価償却費、償却費および減損控除後利益  (759,426)(143,193)270,698,224 89,851,107,924 

-　株主に対する支払配当金  0 0 10,652,638,978 10,474,952,546 

一株当たり利益     

•　収益 0 0 14,823 20,168 

•　税金および従業員利益分配控除後、減価償却費、償却費および減

損控除前利益
(20) (4) (2,736) (1,830)

•　法人所得税 0 0 (89) 1,602 

•　税金、従業員利益分配、減価償却費、償却費および減損控除後利益 (20) (4) 8 2,664 

•　１株当たり配当金  0 0 329 311 

従業員データ 0 0 0 0 

•　従業員平均人数 0 0 159,428 154,084 

•　うち管理職 0 0 133,109 129,882 

•　うち非管理職 0 0 26,319 24,202 

•　当事業年度の賃金支払額 0 0 12,858,252,198 11,594,046,025 

•　当期間中の従業員給付支払額 0 0 8,627,819,476 7,259,123,702 

 

取締役会に対する権限付与

権限内容および目的 ユーロ金額 期間 定時株主総会開催日 行使状況

当社財形貯蓄制度参加従業員のために現金払込

による増資（１回または複数回）を実行する権

限

 

権限金額は取締役会決議の日付における株式

資本の金額の３％を上限とする。

 

 

５年

 

 

2009年７月31日

 

今日まで

未行使

 

取引先に対する支払条件

年次財務書類が法定監査人による証明を受けるすべてのフランス企業は、フランス商法典第L.441-6-1条により経営報告書において政令第
2008-1492号第D. 441-4条の規定に準拠して仕入先に対する買掛金残高を期日別に公表することが求められる。

百万ユーロ 合計 期日到来済み 30日以内 60日以内 60日超 請求書未着

2010年度買掛金 127 1.7 0.3 0.4 2.6 122

2009年度買掛金 126 9 1 - - 116

 

百万円 合計 期日到来済み 30日以内 60日以内 60日超 請求書未着

2010年度買掛金 12,995.91 174 30.699 41 266.058 12,484

2009年度買掛金 12,893.58 921 102.33 - - 11,870
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2　貸借対照表およびオフバランス・シート
 

資産

 

 注記 12/31/2010 12/31/2009

  百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

現金および中央銀行への預け金 7,071 713,040 4,819 485,948 

政府証券および同等物 3.3 0 0 0 0 

金融機関に対する貸付金および債権 3.1 159,72016,106,165 167,78816,919,742 

顧客に対する債権 3.2 2,146 216,403 1,042 105,075 

債券およびその他の固定利付証券 3.3 39,5743,990,642 38,6083,893,231 

株式およびその他の変動利付証券 3.3 1,408 141,983 923 93,075 

資本持分およびその他の長期投資 3.4 5,401 544,637 5,865 591,427 

関連会社に対する持分 3.4 21,9442,212,833 18,9421,910,111 

無形資産 3.5 18 1,815 16 1,613 

有形固定資産 3.5 164 16,538 50 5,042 

自己株式 3.6 1,902 191,798 0 0 

その他の資産 3.8 1,406 141,781 408 41,143 

未収金 3.9 4,280 431,595 4,385 442,183 

資産合計 245,03424,709,229 242,84624,488,591 

 

オフバランス・シート項目

 注記 12/31/2010 12/31/2009

  百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

供与しているコミットメント     

金融コミットメント 4.1 35,0963,539,081 12,4141,251,828 

保証 4.1 44,2934,466,506 43,5094,387,448 

有価証券に係るコミットメント 0 0 0 0 
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負債

 

 注記 12/31/2010 12/31/2009

  百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

中央銀行に対する債務     

金融機関に対する債務 3.1 116,39011,736,768 134,20113,532,829 

顧客に対する債務 3.2 6,140 619,158 5,286 533,040 

負債証券 3.7 60,2566,076,215 51,4035,183,479 

その他の負債 3.8 20,0422,021,035 12,1921,229,441 

未払金 3.9 3,152 317,848 3,123 314,923 

引当金 3.10 964 97,210 772 77,848 

劣後債務 3.11 15,0581,518,449 16,2001,633,608 

一般銀行業務リスク準備金(FGBR) 3.12 1,000 100,840 1,000 100,840 

一般銀行業務リスク準備金を除く資本 3.13 22,0322,221,707 18,6691,882,582 

発行済資本 564 56,874 486 49,008 

資本剰余金 20,7632,093,741 18,1771,832,969 

準備金 0 0 0 0 

再評価剰余金 0 0 0 0 

法定引当金および投資補助金 7 706 3 303 

利益剰余金 (193) (19,462) 0 0 

当年度純利益(+/-) 891 89,848 3 303 

負債合計 245,03424,709,229 242,84624,488,591 

 

オフバランス・シート項目

 注記 12/31/2010 12/31/2009

  百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

供与を受けているコミットメント   

金融コミットメント 4.1 45,9534,633,901 34,7983,509,030 

保証 4.1 2,513 253,411 1,756 177,075 

有価証券に係るコミットメント 127 12,807 84 8,471 
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3　損益計算書
 
 注記 2010年度 2009年度

  百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

受取利息および類似収益 5.1 5,566 561,275 6,767 682,384 

支払利息および類似費用 5.1 (6,142)(619,359)(6,941)(699,930)

変動利付債券からの収益 5.2 826 83,294 419 42,252 

受取手数料 5.3 65 6,555 81 8,168 

支払手数料 5.3 (106) (10,689) (79) (7,966)

売買目的ポートフォリオ取引の正味利得／(損失） 5.4 21 2,118 21 2,118 

売却目的保有証券および同等物の取引に係る正味利得／(損失） 5.5 38 3,832 5 504 

その他の銀行業務収益 5.6 107 10,790 66 6,655 

その他の銀行業務費用 5.6 (70) (7,059) (6) (605)

銀行業務純収益 305 30,756 333 33,580 

営業費用 5.7 (205) (20,672) (188) (18,958)

有形固定資産および無形資産の評価減、償却および減損 (26) (2,622) (15) (1,513)

営業総利益 74 7,462 130 13,109 

貸倒引当金 5.8 13 1,311 (163) (16,437)

営業収益 87 8,773 (33) (3,328)

固定資産の正味利得／(損失） 5.9 (184) (18,555) 1,065 107,395 

税引前利益 (97) (9,781) 1,032 104,067 

非継続的収益 5.10 0 0 0 0 

法人所得税 5.11 536 54,050 (28) (2,824)

一般銀行業務リスク準備金および法定引当金の繰入／戻入 452 45,580 (1,001)(100,941)

当期純利益 891 89,848 3 303 
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4　個別財務書類に対する注記
 

注記１　一般的背景

 

1.1　グループBPCE

グループBPCEは、ポピュレール銀行・ネットワーク、ケス・デパーニュ・ネットワーク、BPCEの中央機関およびその子会社から構成される。

二つの銀行ネットワーク：ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）

グループBPCEは協同組合のグループであり、その協同組合の株主が二つのリテール銀行業務ネットワーク（ポピュレール銀行20行およびケス・
デパーニュ（貯蓄銀行）17行）を所有している。両ネットワークは、それぞれグループの中央機関であるBPCEの持分を均等に保有している。

ポピュレール銀行・ネットワークは、顧客に対する貸付金の保証を専業とする共同保証会社であるバンク・ポピュレール銀行各行から構成され
る。

ケス・デパーニュ・ネットワークは、ケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレボワヤンスおよび各ローカル・セービング・カンパニから構成され
る。

ポピュレール銀行は、協同組合の株主が80％を所有し、ナティクシスが協同組合出資証書（CICs）を通じて20％を所有する。

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の資本金は、ローカル・セービング・カンパニ（LSC）が80％を所有し、ナティクシスがCICsを通じて20％を所有
する。各地のLSCsは、共同組合出資者がオープンエンド型資本を保有する協同組合組織である。各LSCは、当該LSCと系列関係にあるケス・デパー
ニュ（貯蓄銀行）が定める一般目的に沿って協同組合の株主をまとめる任務を負う。

BPCE

フランス銀行法に定義される中央機関であるとともに、銀行としての営業を認可された金融機関の地位も有する。BPCEは二階層の経営組織構造
（取締役会および監査役会）を設置する株式会社（société anonyme）として設立され、その株式資本は17のケス・デパーニュ（貯蓄銀行）
と20のポピュレール銀行により均等に所有されている。フランス政府は、BPCEの無議決権優先株式を保有する。

BPCEの企業使命が体現するのは、ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の根底をなす協同組合原則の堅持である。

中央機関であるBPCEは、監督当局との折衝において系列企業の利益を代表し、これらの企業の提供商品・サービスの範囲を決定し、預金者保護策
を講じ、主要経営陣の選任を承認し、グループ各社の円滑な運営を監督する。

持株会社であるBPCEは、グループの代表企業である。BPCEは両ネットワークとの間で、リテール銀行業務、コーポレート銀行業務、金融サービスお
よびこれら商品のプロダクションユニットの分野でジョイント・ベンチャーを所有している。BPCEは、グループの企業戦略および成長・拡大方
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針を策定する。

BPCEの主要な子会社は、以下の主要な三セグメントを中心に設立されている。

•　ナティクシス（72％所有の上場企業、コーポレート・投資銀行業務、貯蓄商品および金融サービスを含む）

•　商業銀行業務および保険（クレディ・フォンシエール、バンク・パラティンヌおよびBPCEインターナショナル・アンド・オーバーシーズ
（旧フィナンシエル・オセオ）を含む）

•　子会社および金融投資（フォンシアを含む）

グループの財務機能について、BPCEは特に余剰資金の集中管理、グループの業務展開およびリファイナンス上必要な金融取引の執行、およびかか
る金融取引についてグループ全体の利益を考慮した最適な相手先の選択などに責任を負っている。また、グループ内の他社に対するバンキング
・サービスも提供している。

1.2　保証の仕組

フランス通貨金融法典第L. 512-107条に基づき、グループおよび系列企業の流動性および適正自己資本を確保し、またポピュレール銀行および
ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の両ネットワークに対する金融支援体制を整備するために、保証および共同支援制度が構築されている。

BPCEは、グループおよび各ネットワークの適正自己資本を維持するために必要なあらゆる措置を講ずる任務を負っている。これには、グループ内
での適切な資金調達の仕組の構築と実施、および両ネットワークに共通の共同保証基金の設定が含まれる。BPCEはこれらの運営規則、両ネット
ワークの既存ファンドに対する金融支援の供与条件、ならびに共同保証基金の当初基本財産および追加拠出に対する系列企業の分担を決定す
る。

BPCEは、ポピュレール銀行・ネットワークおよびケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレボワヤンス・ネットワークのために各ファンドを管理して
いるが、新たに共同保証基金を設定した。

ポピュレール銀行・ネットワークの基金は、傘下各行からの預託金(450百万ユーロ）により形成され、無期限に更新可能な期間10年の定期預託
金としてBPCEに記帳されている。

傘下貯蓄共済金庫がケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレボワヤンス・ネットワークの基金に預け入れた預託金（450百万ユーロ）は、無期限に
更新可能な期間10年間の定期預託金としてBPCEに記帳されている。

共同保証基金は、ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）が預け入れた預託金により形成された。当該預託金は、無期限に更新可
能な期間10年の定期預託金としてBPCEに記帳されている。2010年12月31日現在の当該預託金額は103百万ユーロであり、ポピュレール銀行、ケス
・デパーニュ（貯蓄銀行）およびそれらの子会社のグループの連結純利益に対する寄与額の５％に相当する額が毎年積み増される。

ポピュレール銀行・ネットワーク基金、ケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレボワヤンス・ネットワーク基金および共同保証基金に関連してBPCE
に預け入れる預託金の合計金額は、グループの加重資産合計の0.15％を下回ってはならず、また0.3％を上回ってはならない。

保証および共同支援制度に関連してポピュレール銀行またはケス・デパーニュ（貯蓄銀行）が預け入れる各預託金については、関連組織におい
て同額を一般銀行業務リスク準備金に繰入れることが求められる。

BPCEの取締役会は、BPCEに対する出資者の事前の授権に基づき、遅滞なくかつ合意された順序に従い、様々な出資者の資源を動員するために必要
なすべての権限を有する。
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1.3　重要な事象

グループBPCE組織の合理化

2009年７月31日にグループBPCEが形成されて以来予定されていた通り、BPパルティシパシヨンおよびCEパルティシパシヨンとBPCEとの合併計画
は、2010年６月３日にBPCEの監査役会および各持株会社の取締役会により承認され、３社の株主総会後の2010年８月５日に実施に移された。

各持株会社とBPCEとの合併に関連して一連の取引も実行に移された。

CEパルティシパシヨン（旧CNCE)自己勘定取引を保護するために導入された仕組

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の一部経済活動を維持する目的で特別の保護策が組まれた。ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）が与えた保証は、残
存案件に限定の旧CNCEによる自己勘定業務に関連する。同保証はCEパルティシパシヨンと合併後のBPCEとGCE SRD007（ケス・デパーニュ（貯蓄
銀行）100％所有）との間で締結したトータル・リターン・スワップ（TRS)契約の形式をとり、当該ポートフォリオのパフォーマンスを一定額
の報酬と交換する。

ネクシティ、GCE SEM, GCEアビタおよびエリクセルの再編

2010年８月５日、BPCEに吸収合併されるに先立ち、CEパルティシパシヨンはネクシティ（40.82％）、GCE SEM（100％）、GCEアビタ（100％）およ
びエリクセル（99.25％）に対する投資を専業持株会社であるCEホールディング・プロモーションに移転した。この移管を受けてCEホールディ
ング・プロモーションの無償交付株式がケス・デパーニュ（貯蓄銀行）に交付された。

BPCEの増資

2010年８月５日、BPCEは次のとおり増資を実施した。

•　現金払込によるポピュレール銀行に対する割当965百万ユーロ

•　現物によるケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の払込255百万ユーロ

BPパルティシパシヨンおよびCEパルティシパシヨンとBPCEとの合併

2010年８月５日、２つの持株会社（CEパルティシパシヨンおよびBPパルティシパシヨン）はBPCEと合併した。この合併の効力は、2010年１月１日
に遡及して発生している。

同取引はカテゴリA（ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）について）およびカテゴリB（ポピュレール銀行について）の普通株式を用いて支払われ
た。

BPCEの増資

合併後の2010年８月、BPCEは株式資本をポピュレール銀行およびケス・デスパーニュの均等引受のもと現金払込で18億７百万ユーロ増資した。

フランス政府への返済

2010年度中、BPCEは新グループからフランス政府が購入した超劣後債のうち23億ユーロを返済した。これによりフランス政府が購入した超劣後
債の75％は返済されたことになる。

BPCE IOMへの持分譲渡

BPCEは以下に対する投資を帳簿価額にてBPCE IOMに移転した。

•　バンク・コメルシアル・エンテルナシヨナル

•　バンク・エンテルナシヨナル・ドュ・カメルーン・プール・レパルニュ・エ・ル・クレディ

•　BCPルクサンブール

•　ナティクシス・プラメックス・エンテルナシヨナル

•　SCIコンゴレーズ・イモビリエール・ドゥ・ジェスティヨン

•　プロパルコ

この92百万ユーロの投資は同額の増資の後、BPCE IOMの有価証券を用いて支払われた。

1.4　後発事象

2010年８月６日、BPCEはSPPEの2,573,515株の優先株式を12億62百万ユーロで購入した。

2010年10月15日、BPCEはSPPE保有の1,286,485株の優先株式を640百万ユーロで購入した。

12月16日の定時株主総会において買戻した当該優先株式の消却を決定した。21日間の異議申立期間のために消却は先送りされ、当該優先株式は
2011年１月５日までBPCEの自己勘定に計上された。

同日、株式資本は58百万ユーロ減額され、優先株式に係る発行プレミアムは17億42百万ユーロであった。
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注記２　会計原則および方法

 

2.1　測定および表示方法

BPCEの個別財務書類は、フランスGAAPおよび、BPCEが「フランス会計基準委員会（CRC、フランスの会計基準設定主体)」および「銀行および金融
規制委員会（CRBF、フランスの銀行規制委員会)」の規則に準拠するBPCEが定める規程を遵守して作成されている。CRBF規則第91-01号の適用に
より財務書類は「フランス会計基準委員会」規則第2003-03号および2005－04号の規定に従い、BPCEの財務書類を表示している。

2.2　会計針の変更

金銭の貸付または借入に関連する手数料および報酬の会計処理を定めたCRC規則第2009-03号は、2010年１月１日から適用されている。この規則
が適用される手数料および費用は、貸付金の有効期間にわたり償却されなければならない。この会計方針の変更は2010年１月１日のBPCEの資本
に何ら影響を与えなかった。

フランス会計基準委員会が採択した他の基準のうち2010年に強制適用されたものは当社の個別財務書類に重要な影響を与えなかった。

別途の記載のある場合を除きBPCEはフランス会計基準委員会が採用した基準のうち適用が任意のものについて適用選択を見込むものはなかっ
た。

2.3　会計原則および測定方法

当年度の財務書類は前年度の財務書類と同様の様式で表示されている。一般会計原則の適用においては、慎重性概念を遵守し、次の基本的な前提
に準拠している。

•　継続企業の前提

•　ある期から次の期までの会計方法の継続性

•　各事業年度の独立性

さらに財務書類の作成および表示についての一般原則も遵守している。

会計記帳の基本的な評価方法は取得原価法であり、すべての貸借対照表項目は必要に応じて償却、引当金および減損積立金を控除して表示して
いる。

次の基本的方法が用いられている。

2.3.1　外貨取引

外貨取引関連の収益および費用は、CRBF規則第89-01号（規則第90-01号および第95-04号による改正条件を含む）に準拠して決定される。

外貨建の債権、負債およびオフバランス・シート・コミットメントは、事業年度末の為替レートで評価する。確定済または未実現の外国為替の利
得および損失は損益として認識する。外貨で支払いまたは受領した収益または費用は、取引日の為替レートで認識する。

外貨建の固定資産および資本投資で資金調達をユーロで行なったものは取得原価で評価する。

未決済直物外国為替取引は年度末の為替レートで評価する。

ヘッジ目的に用いた為替先渡および先物契約のディスカウントまたはプレミアムは、期間按分して純損益に認識する。その他の為替取引契約な
らびに外貨建の先渡および先物金融商品は時価で評価する。アウトライトの為替先渡および先物契約ならびにこれらの契約のうち先渡および先
物金融商品でヘッジしたものは、残存期間にわたり再評価を行う。為替スワップ取引は対の売／買の先渡取引として認識する。為替スワップ取引

はCRBF規則第90-15号（その後の改正規則を含む）の適用を受ける。

2.3.2　金融機関および顧客との取引

金融機関に対する貸付金および融資には、有価証券により表象される取引を除き銀行取引に関連するすべての貸付金および金融資金が含まれ
る。貸付金および融資には、買戻条件付で受領した有価証券(対応する原取引の種別を問わない）および買戻条件付有価証券に関連する貸付金お
よび融資も含まれる。これらは要求払貸付金および融資、定期貸付金、定期預金に分類される。金融機関に対する貸付金は貸借対照表に名目価額
で計上される。ただし顧客債権買戻条件の貸付金は、原価に未収利息を加算し、信用リスクについて認識した減損費用を控除した金額をもって計
上する。

顧客に対する債権には、金融機関以外の事業体に対する貸付金が含まれる。ただし顧客が発行した負債証券、売戻条件付買入資産および買戻条件
付売却有価証券に対応する債権は除かれる。顧客に対する債権は、商業貸付、顧客口座借記残高およびその他の貸付金に分類される。顧客に対す
る貸付金は貸借対照表に名目価額をもって計上される。ただし顧客債権買戻条件の貸付金は、原価に未収利息を加算し、信用リスクについて認識
した減損費用を控除した金額をもって計上する。償却対象となる取引費用および手数料は当該貸付金に含まれる。

金融機関に対する債務は、要求払預金、当座勘定、定期預金または借入金に分類される。顧客に対する債務は、規制対象貯蓄口座およびその他の顧
客預金に分類される。関係する取引相手先によりこれら債務には買戻条件付売却有価証券またはその他売却資産が含まれる。未払利息は関連す
る未払金に計上される。

徴求した保証はオフバランス・シート項目として計上し、定期的に再評価を行う。ある貸付金について徴求する保証全体の帳簿価額合計は、当該
貸付金残高を上限とする。

リストラクチャーされた貸付金

リストラクチャーされた貸付金とは、資金難に陥っている取引相手方の返済が容易になるよう当初条件（期間および金利）を変更した貸付金を
いう。

リストラクチャーされた貸付金に対しては、当初の約定キャッシュ・フローの現在価値とリストラクチャー後の予想元利払いの現在価値との差
額を反映させるために割引が適用される。固定金利の貸付金に適用される割引率は当初の実効金利であり、変動金利の貸付金は、リストラクチャ
リング日前の直近の実効金利である。実効金利は約定金利である。割引金額は損益計算書の「リスクコスト」に費用計上され、対応する貸借対照
表上の残高と相殺される。当該費用は、数理法を用いて貸付期間にわたり損益計算書の純受取利息への戻入が行われる。
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貸倒懸念のあるリストラクチャーされた貸付金は、当該貸付金のリストラクチャー後の条件が遵守される場合には、稼動貸付金として分類変更
することが可能である。これらの分類変更された貸付金は監視され、その後期日経過が発生した場合には、合意されたリストラクチャー条件内容
を問わず当該貸付金は貸倒懸念先に格下げされる。

延滞貸付金および延滞債権

延滞貸付金は、期日到来の有無、保証の有無、その他を問わず全未回収額から構成され、債務者による少なくとも１つのコミットメントに信用リ
スクが確認される場合には、個別ベースで延滞貸付金として分類される。保証または担保にかかわらずグループが当該取引相手先からコミット
メントの条件に基く債務額の全額または一部を回収できない可能性があると判断した場合に「リスク」が確認されたとみなされる。

延滞貸付金は、信用リスクに関するCRC-第2002－03号（2005年11月25日付CRC規則第2005-03号の改正規則を含む）に基づき識別し、具体的には
期日経過が３ヶ月超の貸付金であるが、不動産貸付は６ヶ月超、地方公共団体向け貸付は９ヶ月超である。

貸付金は、全部または一部が回収されない可能性が非常に高く償却が検討される場合は、回収不能とみなされる。貸付金または債権のうち契約条
件が無効となったもの、解除されたファイナンス・リース契約、および撤回した永久ローンは、回収不能とみなされる。ある延滞貸付金を回収不
能とし、その減損引当金を評価するに際しては、貸倒懸念のある貸付金および債権に該当するかどうかの諸条件に加えて、リスクの大半をカバー
する保証の有無を考慮する必要がある。１年を超えて貸倒懸念ありと分類された債務は、償却がないと判断されない限り回収不能とみなされる。
ある債務が貸倒懸念から回収不能に分類変更された場合、それは取引相手方に対するその他の貸倒懸念のある貸付金およびコミットメントにつ
いて自動的に回収不能への分類変更をもたらすものではない。

延滞貸付金については、未収利息すなわち期日が到来済みだが未受領の利息は、銀行業務からの収益勘定に認識した上で必要に応じて減損処理
を行う。回収不能の貸付金および債権については、期日が到来しているが未受領の経過利息は認識しない。

貸倒懸念のある貸付金および債権は、債務者が当初の支払スケジュールに従い規則的な支払にひとたび復帰した場合には稼動貸付金に分類変更
する。ただし取引相手方に債務不履行リスクがない場合に限る。

レポ取引

担保付レポ取引は、CRBF規則第89-07号（フランス銀行委員会公布による指示第94-06の条項による改正を含む）に従い認識される。

担保に供せられた資産は譲渡人の貸借対照表に引続き計上され、譲渡人は受取った金額を負債（譲受人に対して負う債務）に計上する。譲受人
は支払った金額を資産（譲渡人に対して有する債権）に計上する。各貸借対照表日に、担保に供せられた資産ならびに譲受人に対して負う債務
または譲渡人に対して有する債権が、各取引に適合する規則に従い評価される。

減損

回収が不確実な貸付金は、損失リスクに備えるために当該資産について減損損失を認識する。減損損失は徴求済みの保証の現在価値を斟酌のう
え個別に計算する。減損損失は少なくとも四半期毎に決定され、利用可能な保証およびリスク分析を踏まえて計算する。減損損失は少なくとも延
滞貸付金に係る未受領の利息はカバーする。

可能性の高い減損損失には、元本残高と予想キャッシュ・フローを当初実効金利で割引いた金額の差額として計算したすべての減損費用が含ま
れる。

特性が類似した少額の貸付金については適切な場合には統計的手法を用いて見積を行う。

信用リスクの識別を個々の貸付金ベースではなく特性の類似したポートフォリオ・ベースで行う場合において満期時の債務不履行と損失リス
クを指し示す利用可能な情報があるときは、当該リスクを引当金の形態で計上する。

延滞貸付金および延滞債権は損失として償却され、対応する減損積立金は戻入れられる。

2.3.3　有価証券

「有価証券」の範囲には銀行間市場証券、財務省証券、譲渡性定期預金証書、債券、その他の固定利付金融商品、株式およびその他の変動利付金融
商品が入る。

有価証券取引の会計方針は次の２つの規定において明確にされている。

•　1990年２月23日付CRBF規則第90-01号およびこれを補足する有価証券の一般的会計処理および測定を定めるフランス銀行委員会指示第94-07
号を修正するCRC規則第2005-01号

•　CRBF規則第89-07号およびこれを補足するフランス銀行委員会指示第94-06号（有価証券の一時的処分などの特別振替取引に関する規則を取
扱っている。）

有価証券は次の区分に分類される。資本持分および系列企業に対する投資、その他の長期投資、満期保有目的負債証券、中期的に売却可能な持分
証券、売却可能有価証券、および売買目的保有証券。

売買目的保有証券、売却可能有価証券、満期保有目的負債証券および中期的に売却可能な持分証券については、一定の債務不履行リスクの影響が
個別に識別可能な取引相手方に対しての引当金をリスクコストの項目に減損費用として計上している。

売買目的保有証券

これらは短期保有期間の後に売買する意図のもとに取得または売却される証券をいう。この区分に適格となるためには、当該証券が当初認識時
に活発な市場で売買可能であって、かつ当該市場価格が容易に利用可能であり、さらに当該価格が通常の取引状態のもとに恒常的に発生する実
際の取引を表している必要がある。これらの証券は固定利付、変動利付金融商品のいずれでもよい。

売買目的保有証券は、取得原価から取引費用を控除し必要に応じて未収利息を含めた価額で計上される。空売りの場合は当該有価証券の売却価
格から取引費用を控除した金額を負債側に債務として計上する。

これらは貸借対照表日時点で直近取引日の市場価格で評価替えされる。価格変動に起因する全差額は損益計算書に計上される。ミューチュアル
・ファンドおよび投資ファンドの時価は、貸借対照表日に入手可能な市場情報を反映した正味資産価額に対応する。

売買目的保有証券に分類された有価証券は、戦略の変更を要求する例外的状況および固定利付金融商品における活発な市場の消失の場合を除き
他の会計区分への振替は許されず、その表示および測定ルールは全額が売却、償還または償却されるまで継続的に適用される。

売却可能有価証券

他のいずれの区分にも適格と認められない有価証券は売却可能有価証券とみなされる。
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売却可能有価証券は、取得原価から取引費用を控除した価額で計上される。

必要に応じて固定利付証券については、未収利息を損益計算書の「受取利息および類似収益」の科目に認識する。

固定利付金融商品について取得価格と償還価額との差額（プレミアムまたはディスカウント）は、当該証券の残存期間にわたり数理法を用いて
損益計算書に計上する。

売却可能有価証券は、取得原価か時価のいずれか低い方で評価される。ミューチュアル・ファンドと投資ファンドの時価は、貸借対照表日に入手
可能な市場情報を反映した正味資産価額に対応する。

未実現キャピタル・ゲインについては、上場株式は直近株価、非上場価証券は推定取引価額から見積られる減損引当金の対象となる。

ヘッジ手段から稼得した利得がある場合は、CRBF規則第88-02号第４条に規定されているとおり減損計算時に斟酌される。未実現キャピタル・ゲ
インは認識されない。

売却可能有価証券の処分に係る利得および損失ならびに減損費用計上および戻入は、「満期保有目的ポートフォリオ取引および類似項目の利得
または損失」に計上する。

満期保有目的有価証券

これら証券には、新たに取得されたか、あるいは「売買目的保有証券」または「売却可能有価証券」から再分類された固定満期の固定利付証券
で、かつ当社が満期まで保有する積極的意図と能力を有するものが含まれる。これら証券を満期まで当社が保有する意図に悪影響を与える可能
性のある法令上その他の制限は現在ない。売却可能有価証券への分類は、金利リスクに対するヘッジ対象として指定されることと両立しないわ
けではない。

満期保有目的負債証券は、取得原価から取引費用を控除した価額で計上される。これまで売却可能に分類されていた場合は、取得原価で計上さ
れ、これまで認識されていた減損費用は当該証券の残存期間にわたり戻入れられる。

証券の取得原価と償還価額との差額および対応する金利は、売却可能固定利付証券に対する適用ルールと同様のルールに従って計上される。

減損損失は、新たな状況の出現により満期まで証券を保有しない可能性が強い場合、または発行体の債務不履行リスクがある場合に認識するこ
とがある。未実現キャピタル・ゲインは認識しない。

満期保有目的負債証券は、例外的な場合を除き、他の証券区分に振替えることはできない。

しかしながらCRC規則第2008-17号の規定により満期保有目的負債証券に再分類された売買目的保有証券または売却可能固定利付は、当該証券を
取引していた市場が再び活発さを戻した場合には売却することができる。

中期的に売却可能な持分証券

中期的に売却可能な持分証券は、発行企業の事業活動の展開または事業経営への積極的関与を目的とする長期的投資の意図なしに中期的にキャ
ピタル・ゲインを得ることを唯一の目的として投資した有価証券から構成される。理論的にはこれらは常に変動利付証券である。当該業務は、重
要かつ継続的関与が要求され、組織化された枠組のもとでの取組を必要とする。専ら処分時のキャピタル・ゲインから継続的に収益を上げるこ
とが求められる。

中期的に売却可能な持分証券は、取得原価から取引費用を控除した価額で認識される。

当期末時点でこれら証券は取得原価か使用価値のいずれか低い方で貸借対照表に計上されている。減損費用は未実現キャピタル・ロスについて
認識する。未実現キャピタル・ゲインは認識しない。

中期的に売却可能な持分証券に計上された有価証券は、他の会計区分に振替えることはできない。

系列企業に対するする資本持分および投資

この区分に該当する証券は、当該証券の長期保有が当社事業に有益（特に当該発行企業の統治機関に対する重要な影響力または支配力の行使が
許容されることを通じて）とみなされる証券である。

系列企業に対する資本持分および投資は、もし取引費用が重要であれば当該費用を含む取得原価で計上される。

これらは貸借対照表日に取得原価か使用価値のいずれか低い方で個別に評価される。使用価値は、具体的には当該投資の戦略的性格、支援の提供
または投資保持目的、株価実績、純資産もしくは再評価純資産または予測値などに基づき決定される。減損は未実現キャピタル・ロスについて証
券毎に計算し認識するが、未実現キャピタル・ゲインとは相殺しない。未実現キャピタル・ゲインは認識しない。

系列企業に対する資本持分および投資に計上された証券は、他の会計区分に振替えることはできない。

その他の長期投資

その他の長期投資とは、当該投資に付随する議決権比率の少なさから経営への積極的関与を伴うことなく発行体との間に特別な繋がりを形成す
ることにより持続的な取引関係の構築を推進する意図をもって取得された証券をいう。

その他の長期投資は取得原価から取引費用を控除した価額で認識される。

これらは取得原価か使用価値のいずれか低い方で貸借対照表日に計上される。当該投資目的に照らして当該使用価値は、上場、非上場証券とも
に、当社が当該証券を取得する場合に当社が支払を同意する用意のある金額に基づき決定される。減損費用は未実現キャピタル・ロスについて
認識する。未実現キャピタル・ゲインは認識しない。

その他の長期投資に分類された証券は他の会計区分に振替えることはできない。

金融資産の再分類

会計実務を統一化しIFRSとの整合性を確保する目的で、2008年12月10日、国家会計審議会は証券取引の認識に関するCRBF第90-01号を改正する規
則第2008-17号を公布した。同規則は「売買目的保有証券」および「売却可能有価証券」の各区分から他の区分への再分類を取扱う2008年12月8
日付の見解第2008-19号に基づいている。

「売買目的保有証券」区分から「売却可能有価証券」および「満期保有目的負債証券」への再分類は、今後は次の２つの場合に許容される。

a) 戦略変更を必要とする例外的な市場情勢がある場合

b) 取得後に固定利付証券がもはや活発な市場で譲渡可能ではない場合（ただし企業は当該証券を予見可能な将来または満期まで保有する意図
と能力を有していることを要する）
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「売却可能有価証券」区分から「満期保有目的負債証券」区分への再分類は、次のいずれかの条件に該当する再分類日から有効である。

a) 戦略変更を必要とする例外的な市場情勢がある場合

b) 固定利付証券がもはや活発な市場で譲渡可能でない場合

2.3.4　無形資産および有形固定資産

固定資産の会計規則は以下により定められる。

•　CRC規則第2004-06号（資産の認識および評価について）

•　CRC規則第2002-06号（資産の償却および減価償却について）

無形資産

無形資産は、物理的実体のない識別可能な非貨幣性資産である。無形資産は取得原価（付帯費用を含む購入価格）で計上する。これらの資産は見
積耐用年数にわたり償却される。

具体的には、ソフトウェアは最長５年で償却される。ソフトウェアに適用可能な税務目的上許容される加速法を用いた追加的償却は加速償却と
して計上される。

のれんは償却されない。ただし必要に応じて減損テストの対象となる。

賃借権は定額法でリースの残存期間にまたがり償却され、必要に応じて市場価額との対比で減損テストを受ける。

有形固定資産

有形固定資産は、(a)財および役務の製造または提供に際しての使用、他者に対する賃貸、または事務管理目的のために保有され、かつ(b)１年を
超えて使用されることが見込まれる有形資産から構成される。

当初から異なる使用目的を有するいくつかの要素から構成される資産である建物については、各構成要素は個別に取得原価で認識され個々の構
成要素に固有の減価償却表が用いられる。

償却可能価額は、総額から残存価額を控除（ただし残存価額が重要かつ持続的であり信頼性をもって測定可能である場合に限られる。）した価
額である。建物の主要要素および改良は、企業による当該資産の経済的便益の予測消費パターンを反映するように（通常これは資産の耐用年数
に対応する。）減価償却または償却される。
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区分 期間

壁、基礎、骨組み、および固定された仕切り 20年から 60年

屋根

エレベーター

暖房および空調設備

25年

15年

10年

看板および建物正面壁面

開口部（ドアおよび窓）

垣根

防犯設備

配線

５年から10年

20年

10年

５年から７年

10年

その他の造作および付属物 10年

 

その他の有形固定資産は、取得原価、製造原価または再評価後原価で計上される。外貨建資産の原価は、取引日の実勢為替レートでユーロに換算
される。これらの資産は企業による当該資産の経済的便益の予測消費パターンを反映するように（通常これは資産の耐用年数に対応する。）減
価償却または償却される。

必要に応じて資産は減損の対象となる。

投資不動産は非営業用資産に該当し、部分積み上げ法を用いて会計処理されている。

2.3.5　負債証券

発行されている負債証券は、発行事由の性質により次のように分類される。リテール向け譲渡性定期預金証書、銀行間市場および短期金融市場向
け証券、債券およびその他の負債証券。これらとは別に劣後債務があるが、負債の勘定科目に別建で計上される。

これらの金融商品の未払利息については、損益計算書への記帳に対応させて貸借対照表上の該当する未払債務に繰越記帳し個別に開示する。

発行プレミアムは、全額を当期に認識するか、または当該債務の期間にわたり定額法で償却処理を行う。発行プレミアおよび償還プレミアムの両
方がある場合は、繰延費用勘定を通して当該債務の期間にわたり償却処理を行う。未払利息については、貸借対照表上に該当する未払債務に個別
に開示するのに対応させて損益計算書に当期支払利息を記帳する。

2.3.6　劣後債務

劣後債務は、期限付き劣後債務および永久劣後債務の発行代わり金ならびに共同保証預託金から構成される。債務者が清算する場合、劣後債務の
返済は他のすべての債権者に完済した後にのみ可能である。

劣後債務の未払利息については、損益計算書への記帳に対応させて貸借対照表上の該当する未払債務に別建開示する。

2.3.7　引当金

この項目に含まれるのは、偶発事象および損失のうち明確に識別可能ではあるが時期、金額が不確実であり、かつフランス通貨金融法典第
L.311-1条に定義される銀行取引または同法典第L.311-2条に定義される関連取引から発生するものではない偶発事象および損失をカバーする
ために設定される引当金である。CRC規則第2006-06号により、かかる引当金は貸借対照表日において当社が第三者に対して義務を負い、かつ見返
りに同額の対価が見込まれない場合に限り認識することができる。

また引当金はフランス通貨金融法典第L.311-1条に定義される銀行取引および同法典第L.311-2条に定義される関連取引から発生する偶発事象
および損失のうち、既に発生済みか発生中の事象を恐らく受けた結果とみなされるものであって、かつ明確に識別可能ではあるがその偶発事象
および損失の発生が不確実であるものをカバーするためにも設定される。

特にこの項目に含まれるのは、潜在的従業員責任引当金、カウンターパーティ・リスク引当金および規制対象住宅貯蓄関連商品リスク引当金で
ある。

従業員給付

従業員給付引当金はCNC勧告第2003-R.01号に準拠して認識される。従業員給付は４つの範疇に分類される。

短期給付

短期従業員給付に含まれる主なものは、従業員が勤務を提供した期間の末日から12ヶ月以内に決済期限が到来する賃金、給与、年次有給休暇、報
奨制度、利益分配および賞与である。これらは貸借対照表日現在に支払われるべき金額も含め当該期間の費用として計上される。

長期従業員給付

長期従業員給付は、通常、現役従業員に発生する永年勤続報奨に関係し、関連する勤務を提供した期間の末日から12ヶ月より後に決済期限が到来
する。その主たる例が従業員に対する永年勤続報奨である。

これら債務の貸借対照表日現在の価額について引当金が積立てられる。

退職後給付債務は年金利回り法により評価する。年金利回り法は、年齢、勤務年数、退職時にグループに雇用されている可能性および割引率など
人口統計と財務面の計算基礎を勘案する。評価に際しては、費用は各従業員の勤務提供期間にわたり配分される（予測単位積立方式）。

解雇給付

解雇給付は、グループが雇用契約を終了させる決定を行った結果として、あるいは従業員が希望退職を受入れる決定を行なった結果として、通常
の退職日より前に雇用契約が終了する場合に給付される。解雇給付のために引当金が積立てられている。貸借対照表日から12ヶ月より後に決済
期限が到来する解雇給付は現在価値に割引かれる。

退職後給付

退職後給付には、一時払い退職金、年金およびその他の退職後給付が含まれる。

これらの給付は二つの区分に分類することができる。確定拠出制度：同制度はグループにさらに掛金を支払う債務を生じさせない。確定給付制
度：同制度はグループにさらに掛金を支払う債務を生じさせるため測定および引当金による認識を行なう。

グループは、純損益に費用計上の上、年金基金または保険会社への拠出金支払による積立てをしていない従業員給付債務について、引当金を負債
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に計上している。

退職後給付は、長期従業員給付と同じように測定される。

これらの債務の測定に際しては、年金資産の価値および未実現の年金数理計算上の差異を勘案する。

計算基礎の変更（早期退職、割引率など）または実績を踏まえての修正（制度資産の収益率など）から生じる退職後給付の数理計算上の差異
は、確定給付債務の現在価値の10％または制度資産の公正価値の10％のいずれか大きい方を超過する部分について認識する（回廊方式）。

確定給付制度について計上した年間費用には、現在勤務費用、支払利息（債務の割引効果）、制度資産の予想収益および未認識項目の償却費が含
まれる。

2.3.8　一般銀行業務リスク準備金

同準備金は、フランス銀行委員会公布によるCRBF規則第90-02号および指示第86-05号（その後の改正を含む）に従い、当社の銀行業務に本来的
に潜むリスクに備えることを意図している。

2.3.9　先物契約

金利、為替、株式の各先物の売買取引およびヘッジ取引は、CRBF規則第88-02号および第90-15号（フランス銀行委員会の指示第94-04号によるそ
の後の改正を含む）の改正規定に従い認識される。

これらの金融商品に係るコミットメントは、オフバランス・シート項目として当該契約の想定元本額で計上される。貸借対照表日のこれらコ
ミットメントの認識金額は、貸借対照表日時点における先物取引の未決済持ち高の数量を表している。

適用される会計方針は金融商品の種類および当初の取引目的により異なる。

先物

金利スワップおよび類似契約（金利先渡契約、カラー取引など）は当初の取引目的により次のように分類される。

•　ミクロヘッジ（個別ヘッジ）

•　マクロヘッジ（貸借対照表全体が対象）

•　投機的建玉／独立オープン・ポジション

•　譲渡可能証券ポートフォリオとの組合せ

上記の最初の二つのカテゴリについての受け払い金額は、期間按分して損益に認識する。

単一資産または類似資産グループをヘッジする目的で用いる金融商品の収益および費用は、ヘッジ対象から発生する収益および費用と対称にな
るように損益計算書に認識する。ヘッジ手段の利得および損失は、ヘッジ対象からの収益および費用と同じ勘定科目、すなわち「受取利息および
類似収益」および「支払利息および類似費用」に認識する。「売買目的ポートフォリオ取引の利得／(損失）」の勘定科目は、ヘッジ対象が売買
目的保有ポートフォリオに含まれる場合に用いられる。

ヘッジ目的または全体的な金利リスク管理の目的で用いられる先渡および先物契約に関連する収益および費用は、損益計算書の「受取利息およ
び類似収益」および「支払利息および類似費用」に期間按分して認識する。未実現利得および損失は認識しない。

独立オープン・ポジションの基準を満たす先物契約の利得および損失は、金融商品の種類に応じて、当該先物契約が決済された時点か、または当
該先物契約期間にわたり損益に計上する。未実現値洗い損は年度末に表示される。時価は関係する市場の種別（組織化された市場、組織化されて
いるとみなされるその他市場、店頭市場）に基づき決定される。組織化された市場で取引される金融商品は、価格が継続的に公表され十分に流動
的であり、したがって時価で評価されていることが正当化される。未実現キャピタル・ゲインは認識されない。

特定資産運用契約として分類される契約は、カウンターパーティー・リスクおよび将来の維持管理費の現在価値を斟酌するための割引を適用し
た上で再構築コスト法または債券相当アドオン方式を用いて測定される。ある会計期間から次の会計期間までの価値の変動は、損益計算書の
「売買目的ポートフォリオ取引の利得または損失」に直ちに認識する。

満了時または譲渡時の残額は次のように認識する。

•　特定資産運用または独立オープン・ポジションに分類される取引については直ちに損益に認識する。

•　ミクロヘッジおよびマクロヘッジ取引については、残額は当初のヘッジ対象の残存期間にわたり償却するか、または直ちに損益計算書に計上
する。

 

オプション

オプション契約、先渡契約または先物契約の原資産の想定元本額は、ヘッジ目的の契約と資本市場取引の一環としての契約に区分されて認識さ
れる。

金利オプション、為替オプション、またはエクイティ・オプションを用いた取引については、支払ったプレミアムまたは受領したプレミアムは仮
勘定に認識する。組織化された市場または類似の市場で取引されたオプションは、年度末に評価され損益に認識される。店頭オプション(OTC）
は、キャピタル・ロスについては引当金が認識されるが、未実現利得については認識しない。オプションを販売、購入、または行使した場合、ある
いはオプションの期限が満了した場合は、対応するプレミアムを直ちに損益に認識する。

ヘッジ手段の収益および費用は、ヘッジ対象から発生する収益および費用と対称になるように認識する。オプションの売り手はマクロヘッジ手
段として分類される適格要件を満たさない。

店頭市場は、マーケット・メーカーが市場慣行を反映する値幅で継続的に価格を公表し、あるいは原資産の金融商品自体が組織化された市場で
価格公表されている場合は、組織化された市場として扱われることもある。金利スワップまたは為替スワップについては、時価は、カウンター
パーティー・リスクおよび将来の維持管理費用の割引現在価値を斟酌の上、将来キャッシュ・フローを市場金利で割引くことにより計算される
価格に基づき決定される。非上場オプションの価値の変動は数学的演算により決定される。

2.3.10　受取利息および類似受取手数料

受取利息および類似受取手数料は期間按分して認識する。

貸付金の供与または取得に関連する手数料および報酬は、追加的な金利として扱われ、期日到来の貸付金残高に応じた期間按分に基づき当該貸
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付金の実効期間にわたり償却される。

その他の受取手数料は提供したサービスの種類に応じて次のように認識される。

•　臨時的なサービスについて受領した手数料は当該サービスの完了時に認識する。

•　継続的または継続中止のサービスについて数回に分割されて受領した手数料は、サービスの提供期間にわたり認識される。

2.3.11　変動利付証券からの収益

配当金は、権限を有する機関により当該支払受領権が決定された時点で認識され、「売却可能有価証券からの収益」に計上される。

債券または売却可能負債証券から当年度中に受領した収益部分も認識される。

2.3.12　法人所得税

BPCEは、連結納税制度を相互銀行のネットワークにも広げる2008年度フランス改正財政法第91条の規定の適用を選択することにした。新しい選
択制度は、相互保険会社に対する連結納税をモデルとして所有持分に基づかない連結基準を取り入れている（通常、連結納税制度では子会社の
株式資本の95％が親会社に所有されている場合に利用可能となっている。）。

グループの代表企業としてBPCEはそのグループ・メンバー（以下が含まれるグループ・メンバー：ポピュレール銀行20行、ケス・デパーニュ
（貯蓄銀行）17行、およびBPCEの子会社群（以下を含む子会社群：BPCE IOM、フォンシア、バンク・パラティンヌ、BP カバード・ボンズ、および
GCE カバード・ボンズ））と連結納税協定を調印した。

同協定の条項に従い、BPCEは連結納税グループの他のメンバーにより支払われるべき税金について未収金を認識するとともに税務当局から支払
われるべき還付税金に対応して未払金を連結納税グループのために認識する。

当期法人所得税費用は、グループに対する連結納税の影響を反映するように補正されている2010年度のBPCEの税金費用に対応する。

 

　　次へ
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注記３　貸借対照表に関する情報

 

別途の指示がない限り、貸借対照表項目についての注記は減価償却費、償却費、減損費および引当金を控除して表示している。

3.1　銀行間取引

資産

 

 

 12/31/2010 12/31/2009

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

要求払勘定 8,604 867,627 24,9102,511,924 

•　当座勘定 4,335 437,141 17,6361,778,414 

•　オーバーナイト・ローン 4,249 428,469 7,162 722,216 

•　要求払買戻条件付預かり有価証券 0 0 0 0 

•　雑項目 11 1,109 102 10,286 

•　要求払預金の未収利息 9 908 10 1,008 

定期勘定 151,11615,238,537 142,87814,407,818 

•　定期勘定および定期貸付金 141,98914,318,171 132,97513,409,199 

•　劣後利益参加型貸付金 5,614 566,116 5,657 570,452 

•　定期買戻条件付預かり有価証券 2,885 290,923 3,493 352,234 

•　定期預金の未収利息 628 63,328 753 75,933 

延滞貸付金および債権 95 9,580 22 2,218 

うち回収不能延滞貸付金 95 9,580 22 2,218 

銀行間貸付金および債権の減損 (95) (9,580) (22) (2,218)

うち回収不能延滞貸付金の減損 (95) (9,580) (22) (2,218)

合計 159,72016,106,165 167,78816,919,742 

 

ネットワークとの取引から発生する債権の内訳は、4,300百万ユーロの要求払貸付金および融資ならびに147,456百万ユーロの定期貸付金および
定期預金である。

 

負債

 

 12/31/2010 12/31/2009

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

要求払勘定 15,8711,600,432 30,9283,118,780 

•　当座勘定借越残高 13,8261,394,214 30,7233,098,107 

•　オーバーナイト預金 1,995 201,176 195 19,664 

•　要求払買戻条件付差入れ有価証券 0 0 0 0 

•　その他の債務 41 4,134 3 303 

•　要求払預金の未払利息 9 908 7 706 

定期勘定 100,51910,136,336 103,27310,414,049 

•　定期勘定および借入金 91,7489,251,868 102,50710,336,806 

•　定期買戻条件付差入れ有価証券 8,089 815,695 0 0 

•　定期借入金の未払利息 682 68,773 766 77,243 

合計 116,39011,736,768 134,20113,532,829 

 

ネットワークとの取引から発生する債務の内訳は、9,446百万ユーロの要求払借入金および融資受入ならびに63,407百万ユーロの定期借入金お
よび定期預金である。
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3.2　顧客取引

3.2.1　顧客取引

顧客に対する債権

 

資産

 

 

12/31/2010

 

12/31/2009

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

当座勘定貸越残高 60 6,050 53 5,345 

商業貸付 0 0 0 0 

顧客に対するその他の貸付金 2,061 207,831 980 98,823 

•　輸出信用 0 0 0 0 

•　短期消費者信用枠 108 10,891 0 0 

•　設備資金貸付 1,486 149,848 756 76,235 

•　オーバーナイト・ローン 377 38,017 151 15,227 

•　住宅資金貸付 0 0 0 0 

•　その他の顧客貸付金 0 0 0 0 

•　定期買戻条件付預かり有価証券 0 0 0 0 

•　劣後貸付金 70 7,059 71 7,160 

•　その他の項目 20 2,017 2 202 

未収利息 25 2,521 9 908 

延滞貸付金および債権 63 6,353 6 605 

顧客に対する貸付金および融資の減損 (63) (6,353) (6) (605)

合計 2,146 216,403 1,042 105,075 
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顧客預金

 

負債

 

 

12/31/2010

 

12/31/2009

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

顧客からのその他勘定および借入金 
(1) 6,101 615,225 5,245 528,906 

保証金 0 0 0 0 

その他の債務 0 0 0 0 

未払利息 39 3,933 41 4,134 

合計 6,140 619,158 5,286 533,040 

 

(1) 顧客からのその他勘定および借入金は次のとおり。

 

百万ユーロ
12/31/2010 12/31/2009

要求払 定期 合計 要求払 定期 合計

当座勘定借越残高 2,754  2,754 489  489

金融部門顧客からの借入金  3,347 3,347  4,756 4,756

買戻条件付売却有価証券   0  0  

その他の勘定および借入金   0  0 0

合計 2,754 3,347 6,101 489 4,756 5,245

 

百万円
12/31/2010 12/31/2009

要求払 定期 合計 要求払 定期 合計

当座勘定借越残高 277,713 　 277,713 49,311 　 49,311 

金融部門顧客からの借入金 0 337,511 337,511 　 479,595 479,595 

買戻条件付売却有価証券 　 　 0 　 0 　

その他の勘定および借入金 　 　 0 　 0 0 

合計 277,713 337,511 615,225 49,311 479,595 528,906 

 

3.2.2　部門別の貸付金残高内訳

百万ユーロ 稼働貸付金

および債権

延滞貸付金および債権

うち回収不能延滞貸付金

および債権

総額 個別減損 総額 個別減損

非金融会社 1,406 11 (11) 11 (11)

自営業顧客 0     

リテール顧客 0     

非営利機関 0     

政府および社会保険機関 303     

その他の項目 437 52 (52) 52 (52)

2010年12月31日現在合計 2,146 63 (63) 63 (63)

2009年12月31日合計 1,036 6 (6) 6 (6)

 

百万円 稼働貸付金

および債権

延滞貸付金および債権

うち回収不能延滞貸付金

および債権

総額 個別減損 総額 個別減損

非金融会社 141,781 1,109 (1,109)1,109 (1,109)

自営業顧客 0     

リテール顧客 0     

非営利機関 0     

政府および社会保険機関
30,555 

 
    

その他の項目 44,067 5,244 (5,244)5,244 (5,244)

2010年12月31日現在合計 216,403 6,353 (6,353)6,353 (6,353)

2009年12月31日合計 104,470 605 (605) 605 (605)
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3.3　財務省証券、債券、持分証券およびその他の固定利付／変動利付証券

3.3.1　証券ポートフォリオ

 

 

百万ユーロ

12/31/2010 12/31/2009

売買目的保

有勘定

売却目的

保有証券

満期保有目的

有価証券

 

合計

売買目的

保有勘定

売却目的

保有証券

満期保有目的

有価証券

 

合計

財務省証券および同等物  0 0 0  0 0 0

償却対象費用    0    0

未収利息    0    0

減損    0    0

債券およびその他の固定利

付証券

 

17,983

 

20,324

 

1,267

 

39,574

 

10,954

 

27,546

 

108

 

38,608

償却対象費用 17,98320,327 1,454 39,76410,95427,505 105 38,564

未収利息  52 7 59  41 3 44

減損  (55) (194) (249)  0 0 0

持分証券およびその他の変

動利付証券
 

 

1,408
 

 

1,408
 

 

923
 

 

923

総額  1,512  1,512  923  923

未収利息    0    0

減損  (104)  (104)    0

合計 17,98321,732 1,267 40,98210,95428,469 108 39,531

 

 

 

百万円

12/31/2010 12/31/2009

売買目的

保有勘定

売却目的

保有証券

満期保有目的

有価証券

 

合計

売買目的

保有勘定

売却目的

保有証券

満期保有目的

有価証券

 

合計

財務省証券および同等物  0 0 0  0 0 0

償却対象費用    0    0

未収利息    0    0

減損    0    0

債券およびその他の固定利

付証券
1,813,406 2,049,472 127,764 3,990,642 1,104,601 2,777,739 10,891 3,893,231 

償却対象費用 1,813,406 2,049,775 146,621 4,009,802 1,104,601 2,773,604 10,588 3,888,794 

未収利息 　 5,244 706 5,950 0 4,134 303 4,437 

減損 　 (5,546)(19,563)(25,109) 　 0 0 0 

持分証券およびその他の変

動利付証券
 

 

141,983 

 

 

 

141,983 

 

 

 

93,075 

 

 

 

93,075 

 

総額  152,470 　 152,470 　 93,075 　 93,075 

未収利息    0    0

減損  (10,487) 　 (10,487)    0

合計 1,813,406 2,191,455 127,764 4,132,625 1,104,601 2,870,814 10,891 3,986,306 

 

債券およびその他の固定利付証券

 

 

百万ユーロ

12/31/2010 12/31/2009

売買目的

保有勘定

売却目的

保有証券

満期保有目的

有価証券

 

合計

売買目的

保有勘定

売却目的

保有証券

満期保有目的

有価証券

 

合計

上場証券  5,250 146 5,396  163  163

非上場証券  14,452 1,11415,566  22,542 105 22,647

貸付有価証券  570  570  4,800  4,800

借入有価証券 17,983   17,98310,954   10,954

延滞貸付金および債権 0 0 0 0    0

未収利息 0 52 7 59  41 3 44

合計 17,983 20,324 1,26739,57410,954 27,546 108 38,608

うち劣後債  3 112 115   105 105
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百万円

12/31/2010 12/31/2009

売買目的保

有勘定

売却目的

保有証券

満期保有目的

有価証券 合計

売買目的保

有勘定

売却目的

保有証券

満期保有目的

有価証券 合計

上場証券  529,410 14,723 544,133  16,437  16,437 

非上場証券  1,457,340 112,336 1,569,675  2,273,135 10,588 2,283,723 

貸付有価証券  57,479 　 57,479  484,032 　 484,032 

借入有価証券 1,813,406 　 　 1,813,406 1,104,601 　 　 1,104,601 

延滞貸付金および債権 0 0 0 0 　 　 　 0 

未収利息 0 5,244 706 5,950 　 4,134 303 4,437 

合計 1,813,406 2,049,472 127,764 3,990,642 1,104,601 2,777,739 10,891 3,893,231 

うち劣後債  303 11,294 11,597   10,588 10,588 

 

売却可能有価証券の減損引当金の対象となる未実現キャピタル・ロスは、CEパルティシパシヨンの財務書類において2010年12月31日現在で144
百万ユーロであり、2009年12月31日現在では185百万ユーロであった。2009年12月31日現在のBPCEの財務書類において未実現キャピタル・ロスは
なかった。

売却可能有価証券の未実現キャピタル・ゲインは、2010年12月31日現在で12百万ユーロであり、2009年12月31日現在では２百万ユーロであった。

負債証券の未実現キャピタル・ゲインは、2010年12月31日現在で11百万ユーロであった。2009年12月31日現在のBPCEの財務省類において未実現
キャピタル・ゲインはなかった。

負債証券についてカウンターパーティー・リスクに備える減損引当金の対象となる未実現キャピタル・ロスは、CEパルティシパシヨンの財務書
類において2010年12月31日現在で216百万ユーロであり、2009年12月31日現在では446百万ユーロであった。2009年12月31日現在のBPCEの財務書
類において未実現キャピタル・ロスはなかった。

債券およびその他の固定利付証券について公的機関により発行された証券はなかった。
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持分証券およびその他の変動利付証券

 

 

 

百万ユーロ

12/31/2010 12/31/2009

売買目的保有

勘定

売却目的

保有証券 合計

売買目的

保有勘定

売却目的

保有証券 合計

上場証券  1,112 1,112  923 923

非上場証券  296 296   0

未収利息  0 0   0

合計 0 1,408 1,408 0 923 923

 

 

 

百万円

12/31/2010 12/31/2009

売買目的保有

勘定

売却目的

保有証券 合計

売買目的

保有勘定

売却目的

保有証券 合計

上場証券 　 112,134 112,134 　 93,075 93,075 

非上場証券 　 29,849 29,849 　 　 0 

未収利息 　 0 0 　 　 0 

合計 0 141,983 141,983 0 93,075 93,075 

 

2010年12月31日現在、持分証券およびその他の変動利付証券には、ミューチュアル・ファンドに12億28百万ユーロが含まれており、うち10億２百
万ユーロが積立ファンドであった。2009年12月31日現在では923百万ユーロのミューチュアル・ファンドが含まれており、うち積立ファンドが
920百万ユーロであった。

売却可能有価証券については、減損引当金の対象となる未実現キャピタル・ロスは、2010年12月31日現在で75百万ユーロであった。2009年12月31
日現在、未実現キャピタル・ロスについての減損引当額は認識されていない。

売却可能有価証券の未実現キャピタル・ゲインは、2010年12月31日現在で48百万ユーロであった。2009年12月31日現在では未実現キャピタル・
ゲインはなかった。

3.3.2　投資有価証券の変動

百万ユーロ 12/31/2009購入 処分 償還 転換

ディスカウン

ト／剰余金

その他の

変動

グループ

他社寄与分 12/31/2010

政府証券 0         

債券およびその他の固定利

回り証券

 

108
 

 

(65)

 

(154)

 

11

 

8

 

5

 

1,354

 

1,267

合計 108 0 (65) (154) 11 8 5 1,354 1,267

 

百万円 12/31/2009購入 処分 償還 転換

ディスカウン

ト／剰余金

その他の

変動

グループ

他社寄与分 12/31/2010

政府証券 0         

債券およびその他の固定利

回り証券
 　        

合計 10,891 0 (6,555)(15,529)1,109 807 504 136,537 127,764 

 

投資はすべてCEパルティシパシヨンからなされている。

3.3.3　資産の再分類

BPCEは「売買目的保有証券」および「売却可能有価証券」の各区分からの振替を許容する2008年12月10日付CRC規則第2008-17号に従い、次の資
産への再分類を行った。

再分類区分

百万ユーロ

再分類日に再分類した金額

貸借対照表日

現在の再分類

金額の残高

再分類がなかっ

た場合に認識さ

れたであろう未

実現キャピタル

・ゲインおよび

ロス

再分類がなかっ

た場合に認識さ

れたであろう未

実現キャピタル

・ロス

再分類証券

に関する

当年度の損益

前事業年度

（複数年度） 2010事業年度 12/31/2010

売買目的保有証券から満期保有目的証券 745 473 (14)  (37)

売却目的保有証券から売却可能有価証券 523 490 (83) 10

売却可能有価証券から満期保有目的証券 1,312 676 (54) 62
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再分類区分

百万円

再分類日に再分類した金額

貸借対照表日

現在の再分類

金額の残高

再分類がなかっ

た場合に認識さ

れたであろう未

実現キャピタル

・ゲインおよび

ロス

再分類がなかっ

た場合に認識さ

れたであろう未

実現キャピタル

・ロス

再分類証券

に関する

当年度の損益

前事業年度

（複数年度） 2010事業年度 12/31/2010

売買目的保有証券から満期保有目的証券 75,126 　 47,697 (1,412) 　 (3,731)

売却目的保有証券から売却可能有価証券 52,739 　 49,412 (8,370) 　 1,008 

売却可能有価証券から満期保有目的証券 132,302 　 68,168  (5,445)6,252 

 

BPCEは市場流動性の欠如の影響を受けた当該有価証券についての運用戦略の変更を決定した。BPCEは今後これらの証券を流動性が市場に戻るま
で保有する計画である。再分類証券の90％超は活発な市場に上場されていない証券化証券であった。

2010事業年度中、再分類証券のうち負債証券に区分される証券の売却は、再分類証券全体のポートフォリオのなかで重要部分を占めていない。
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3.4　資本持分、系列企業およびその他の長期投資

3.4.1　資本持分、系列企業およびその他の長期投資の変動

 

百万ユーロ 12/31/2009増加 減少 転換

その他の

変動

グループ他社

寄与分
(1) 12/31/2010

償却原価 25,7471,099(5,602) 55 0 7,916 29,215

•　資本持分およびその他の長期投資 5,925 769 (2,427) 55 (8) 1,375 5,689

•　関連会社に対する投資 19,822330 (3,175) 0 8 6,541 23,526

うち当座勘定融資および永久劣後債 6,214 753 (2,891) 55 0 442 4,573

減損 (940)(261) 865 0 0 (1,534)(1,870)

•　資本持分およびその他の長期投資 (60)(216) 31 0 0 (43) (288)

•　関連会社に対する投資 (880)(45) 834 0 0 (1,491)(1,582)

うち当座勘定融資および永久劣後債 0 0 0 0 0 0 0

長期投資-純額 24,807838 (4,737) 55 0 6,382 27,345

 

(1）これらはCEパルティシパシヨン（ネクシティ、バンカ・カリッジ、T、バンク・パラティンヌおよびバンカ・フォンシエールを含む）からの投

資、BPパルティシパシヨンからのBPCE（主としてフォンシア）に対する投資ならびにBPCEからのBPCE IOMに対する投資である。

 

百万円 12/31/2009増加 減少 転換

その他の

変動

グループ他社

寄与分 12/31/2010

償却原価 2,596,327 110,823 (564,906)5,546 0 798,249 2,946,041 

•　資本持分およびその他の長期投資 597,477 77,546 (244,739)5,546 (807) 138,655 573,679 

•　関連会社に対する投資 1,998,850 33,277 (320,167)0 807 659,594 2,372,362 

うち当座勘定融資および永久劣後債 626,620 75,933 (291,528)5,546 0 44,571 461,141 

減損 (94,790)(26,319)87,227 0 0 (154,689)(188,571)

•　資本持分およびその他の長期投資 (6,050)(21,781)3,126 0 0 (4,336)(29,042)

•　関連会社に対する投資 (88,739)(4,538)84,101 0 0 (150,352)(159,529)

うち当座勘定融資および永久劣後債 0 0 0 0 0 0 0 

長期投資-純額 2,501,538 84,504 (477,679)5,546 0 643,561 2,757,470 

 

不動産会社株式は僅少にとどまる。

CEパルティシパシヨンおよびBPパリティシパシヨンの資産拠出のほかに2010年度に実行された主要な資本持分の取得は次のとおりである。

•　クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランスによる株式配当による拠出（165百万ユーロ）

•　BPCE IOMの増資引受（81百万ユーロ）

•　フォンシア証券の取得（55百万ユーロ）

•　オテロンの増資引受（21百万ユーロ）

以下は2010年度に実行された主要な資本持分総額の減少である。

•　ソシエテ・マルセイエーズ・ドゥ・クレディの証券売却（11億18百万ユーロ）

•　バンク・エンテルナシヨナル・アラブ・ドゥ・テュニジの証券売却（25百万ユーロ）

•　BMSエクスプロアタシヨンの証券売却（19百万ユーロ）

•　GCEペマンの証券をナティクシス・ペマンに売却（７百万ユーロ）

•　BMSデベロプマンの証券売却（６百万ユーロ）

以下はBPCE株式（92百万ユーロ）と引換えにBPCE IOMに拠出された海外子会社である。

•　BICECカメルーン（56 百万ユーロ）

•　ソシエテ・プロモシヨン・パルティシパシヨン・コオペラティフ・エコノミ・プロパルコ（16百万ユーロ）

•　BCP ルクサンブール（11百万ユーロ）

•　BCI コンゴ（７百万ユーロ）

•　ナティクシス・パラメックス・エンテルナシヨナル（２百万ユーロ）

•　SCI コンゴレーズ・イモビリエール・ドゥ・ジェスティヨン

以下の資本持分が2010年8月5日（2010年１月１日に遡及）にCEホールディング・プロモーションに拠出された。

•　ネクシティ（14億35百万ユーロ）

•　GCE SEM （57百万ユーロ）

•　GCE アビタ（41百万ユーロ）

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 639/1163



•　エリクセル

当期中における永久超劣後債の最大の増加（750百万ユーロ）は、ナティクシスに関連している。

当期中における永久超劣後債（23億26百万ユーロ）および当座勘定融資（517百万ユーロ）の最大の減少は、ナティクシスに関連している。

資本持分の主要な減損引当金は次のとおりである。

•　バンカ・カリッジ（149百万ユーロ）

•　GCE ドメインヌ（34百万ユーロ）

•　オテロン（21百万ユーロ）

以下は資本持分の減損についての主要な戻入である。

•　ネクシティ（551百万ユーロ）

•　ソシエテ・マルセイエーズ・ドゥ・クレディ（282百万ユーロ）

•　BMS エクスプロアタシヨン（19百万ユーロ）

•　BMS デベロプマン（６百万ユーロ）

 

　　次へ
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3.4.2　子会社および資本投資一覧表

金額表示は百万ユーロ

子会社および
所有持分 

資本
12/31/2009

株式資本以外の資本持分
（必要に応じて一般銀行業
務リスク準備金を含む）

12/31/2009現在

％ 
保有持分

12/31/2010現
在 

保有株式帳簿
価額

  

当社供与
貸付金
および融
資金

のうち未
返済分
（永久劣
後債を
含む） 

BPCEが供
与

している
保証

および裏
書

税引前純収
益

12/31/2009
終了事業年

度

純利益／
（損失）
12/31/2009
終了事業年

度

当該事
業年度
中

にBPCE
が受領
した配
当金 総額 純額

I. 総価額がBPCEの資本金の１％を超過する証券に関する詳細情報

1. 子会社
（50％超保
有）             

オラスール- 
５，マスラン
通り - 75007 
パリ 935 200 100.00%1,7681,768    85 84  

ナティクシス
（SA） - 
30、ピエール・
マンデス＝フ
ランス通り-
75013 パリ 4,653 8,571 71.54%14,79014,790  38,86727,23223,966(2,046) 

GCE カバード
・ボンズ - 
50、ピエール・
マンデス＝フ
ランス通り-
75013 パリ 225 4 98.56%222 222  112  7 4  

BPCE エンテル
ナシヨナル・
エ・ウトゥル=
メール- 
27、トンブ＝イ
ソワール通り
- 75014パリ 635 46 100.00%1,213618  4,508 500 39 (223) 

バンク・ポ
ピュレール・
カバード・ボ
ンズ - 
50、ピエール・
マンデス＝フ
ランス通り -
75013 パリ 80 0 99.99%80 80  0  0 0  

M.A バンク
(SA) ‒ 19、ル
ブラン通り -
75015 パリ 55 57 65.93%78 40  597 80 66 4 2

SIBP (SAS) - 
50、ピエール・
マンデス＝フ
ランス通り -　
75013 パリ 35 151 100.00%267 248  16  16 60  

バンキオ
（SNC）- ５、
ルブラン通り
- 75015 パリ 20 (14) 60.00%12 0     6 0  

ポナン・プ
リュ（SCI）- 
５、ルブラン通
り - 75015 パ
リ 50 (7) 100.00%50 41  3  5 1  

フォンシア
（SA） - ３、
ロンドン通り
- 75009 パリ 53 125 99.93%1,325836  108  46 13  

クレディ・
フォンシエー
ル・ドゥ・フ
ランス - 19、
キャプシーヌ
通り- 75001 
パリ 806 1,210 100.00%2,1822,182  3,299 675 696 174 220

バンク・パラ
ティンヌ ‒
42、アンジュ通
り - 75008 パ
リ 539 104 91.67%1,024732  1,795 290 261 19 1
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GCE ドメーン
（SAS） - 50、
ピエール・マ
ンデス＝フラ
ンス通り - 
75013 パリ 53 0 100.00%99 65    1 (1)  

GCE カピタル
(SAS) - 
47、ジョルジュ
V通り ‒
75008パリ 100 (3) 100.00%100 100    1 (2)  
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子会社および所
有持分 

資本
12/31/2009

株式資本以外の資本持分（必要
に応じて一般銀行業務リスク準
備金を含む） 12/31/2009現在

％ 
保有持分

12/31/2010現在

保有株式帳
簿
価額

  

当社供
与貸付
金

および
融資金
のうち
未返済
分

（永久
劣後債
を

含む） 

BPCEが
供与
してい
る保証
および
裏書

税引前純収
益

12/31/2009
終了事業年

度

純利益／
（損失）
12/31/2009
終了事業年

度

当該事
業年度
中

にBPCE
が受領
した配
当金 総額 純額

オテロン・ホー
ルディング ‒ 
５、マスラン通
り ‒ 75007パ
リ 113 (133) 100.00%93 0     0 (36)  

イモビリエール
・グループ・ケ
ス・デパーニュ
- 
５，マスラン通
り - 75007 パ
リ 23 (6) 100.00%22 0   54  10 (3)  

GCEフォンシ
エールCoインベ
スト(SAS) - 
19、キャプシー
ヌ通り - 75001
パリ 91 1 51.00%46 46     0 (1)  

ECUフォンシ
エール - 
19、キャプシー
ヌ通り - 75001
パリ 30 3 95.00%28 28     0 0  

GCE IDA 007
(SAS) - 
５，マスラン通
り - 75007 パ
リ 8 (1) 100.00%8 7     0 0  

オート・クレー
ル SNC - ５，
マスラン通り -
75007 パリ 8 (6) 99.80%28 0     3 (3)  

2. 系列企業
（10％から50％
保有）             

DVホールディン
グ - 
26、レミ・デュ
・モンセル通り
- 75014パリ 70 16 17.00%53 53     3 4  

GCE アシュラン
ス - ５，マス
ラン通り -
75007 パリ 62 99 46.38%134134  41  25 6  

インフォルマ
ティック・バン
ク・ポピュレー
ル - 
23、ウイック
ロー広場 - 
78180 モンティ
ニー・ル・ベル
トヌー 90 (11) 29.52%31 31     254 (1)  

セレナ相互保険
(SA) - 
100、サルバトー
ル・アランド通
り - 79000ニ
オール 32 (38) 25.00%11 0     24 (10)  

サン・ドゥ・ル
フィナンスマン
・アクト・エト
セトラ・クレ
ディ - 
39、クロワ・デ
・プティ・シャ
ン 75001パリ 50 0 18.86%9 9     6 1  

VIGEO - 40、
ジャン・ジョレ
ス通り - 93170
バニョレ 17 (10) 34.49%6 3     5 (1)  
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バンクBCPパリ 
- 
14、フランクリ
ン・ルーズベル
ト通り - 75008
パリ 65 19 30.00%37 37   790 75 77 11 3

VBIベタイリグ
ングスGmbh 
ペレグリンガス
3 - 1090ウイー
ン- オーストリ
ア 0 370 24.50%77 77   1,542  0 0  
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子会社および
所有持分 

資本
12/31/2009

株式資本以外の資本持分（必
要に応じて一般銀行業務リス
ク準備金を含む） 12/31/2009

現在

％ 
保有持分

12/31/2010現
在 

保有株式帳簿
価額

  

当社供
与貸付
金

および
融資金
のうち
未返済
分

（永久
劣後債
を

含む）

BPCEが
供与
してい
る保証
および
裏書

税引前純収
益

12/31/2009
終了事業年

度

純利益／
（損失）
12/31/2009
終了事業年

度

当該事
業年度
中

にBPCE
が受領
した配
当金 総額 純額

バンカ・カ
リッジ(SPA)
(SPA) - 15、
カッサ・ディ
・リスパルミ
オ通り- 16123
ジェノア、イタ
リア 1,790 2,140 13.52%529 380    769 201 19

SOCRAM バンク
- 
２、２月24日通
り- 79000 ニ
オール 70 100 33.42%48 30   50 25 43 6 1

B. 償却原価がBPCEの資本金の１％未満のその他の金融商品に関する一般的情報

フランス国内
子会社（合
計）    13 3   61 7   6

海外子会社
（合計）    1 1   0 0    

組合証書             

フランス国内
企業    135 105  542 47   5

その他の企業    119 114  14 0   2

うち上場企業
に対する投資    15,36715,206       
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金額表示は百万円

子会社および所
有持分 

資本
12/31/2009

株式資本以
外の資本持
分（必要に
応じて一般
銀行業務リ
スク準備金
を含む）
12/31/2009

現在 

％ 
保有持分
12/31/2010

現在 

保有株式帳簿
価額

  

当社供与貸
付金

および融資
金

のうち未返
済分

（永久劣後
債を

含む） 

BPCEが供与
している保

証
および裏書

税引前純収益
12/31/2009
終了事業年度

純利益／
（損失）
12/31/2009
終了事業年

度

当該事業
年度中に
BPCEが受

領
した配当

金 総額 純額

I. 総価額がBPCEの資本金の１％を超過する証券に関する詳細情報

1. 子会社（50％
超保有）

            

オラスール- 
５，マスラン通
り - 75007 パリ

94,285 20,168 100.00%178,285 178,285     8,571 8,471  

ナティクシス
（SA） - 
30、ピエール・マ
ンデス＝フラン
ス通り- 75013 
パリ

469,209 864,300 71.54%1,491,4241,491,424  3,919,348 2,746,075 2,416,731 (206,319) 

GCE カバード・
ボンズ - 
50、ピエール・マ
ンデス＝フラン
ス通り- 75013 
パリ

22,689 403 98.56%22,386 22,386   11,294 　 706 403  

BPCE エンテルナ
シヨナル・エ・
ウトゥル=メール
- 
27、トンブ＝イソ
ワール通り -
75014パリ

64,033 4,639 100.00%122,319 62,319   454,587 50,420 3,933 (22,487) 

・カバード・ボ
ンズ - 
50、ピエール・マ
ンデス＝フラン
ス通り - 75013 
パリ

8,067 0 99.99%8,067 8,067   0 　 0 0  

M.A バンク(SA) 
‒ 19、ルブラン
通り - 75015 パ
リ

5,546 5,748 65.93%7,866 4,034   60,201 8,067 6,655 403 202 

SIBP (SAS) - 
50、ピエール・マ
ンデス＝フラン
ス通り -　75013 
パリ

3,529 15,227 100.00%26,924 25,008   1,613 　 1,613 6,050  

バンキオ（SNC）
- ５、ルブラン通
り - 75015 パリ

2,017 (1,412)60.00%1,210 0     605 0  

ポナン・プリュ
（SCI）- 
５、ルブラン通り
- 75015 パリ

5,042 (706)100.00%5,042 4,134   303 　 504 101  

フォンシア
（SA） - ３、ロ
ンドン通り -
75009 パリ

5,345 12,605 99.93%133,613 84,302   10,891 　 4,639 1,311  

クレディ・フォ
ンシエール・
ドゥ・フランス
- 19、キャプシー
ヌ通り- 75001 
パリ

81,277 122,016 100.00%220,033 220,033   332,671 68,067 70,185 17,546 22,185 

バンク・パラ
ティンヌ ‒ 42、
アンジュ通り -
75008 パリ

54,353 10,487 91.67%103,260 73,815   181,008 29,244 26,319 1,916 101 

GCE ドメーン
（SAS） - 50、ピ
エール・マンデ
ス＝フランス通
り - 75013 パリ

5,345 0 100.00%9,983 6,555     101 (101)  

GCE カピタル
(SAS) - 
47、ジョルジュV
通り ‒ 75008パ
リ

10,084 (303)100.00%10,084 10,084     101 (202)  
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オテロン・ホー
ルディング ‒ 
５、マスラン通り
‒ 75007パリ

11,395 (13,412)100.00%
9,378
 

0     0 (3,630)  
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子会社および所有持
分 

資本
12/31/2009

株式資本以
外の資本持
分（必要に
応じて一般
銀行業務リ
スク準備金
を含む）
12/31/2009

現在 

％ 
保有持分
12/31/2010

現在 

保有株式帳簿
価額

  

当社供与貸
付金

および融資
金

のうち未返
済分

（永久劣後
債を

含む） 

BPCEが供
与

している
保証

および裏
書

税引前純収益
12/31/2009
終了事業年度

純利益／
（損失）
12/31/2009
終了事業年度

当該事業
年度中に
BPCEが受

領
した配当

金 総額 純額

イモビリエール・グ
ループ・ケス・デ
パーニュ- 
５，マスラン通り -
75007 パリ

2,319 (605)100.00%2,218 0   5,445 　 1,008 (303)  

GCEフォンシエール
Coインベスト(SAS)
- 
19、キャプシーヌ通
り - 75001 パリ

9,176 101 51.00%4,6394,639    0 (101)  

ECUフォンシエール
- 
19、キャプシーヌ通
り - 75001 パリ

3,025 303 95.00%2,8242,824    0 0  

GCE IDA 007 (SAS)
- 
５，マスラン通り -
75007 パリ

807 (101)100.00%807 706     0 0  

オート・クレール
SNC - ５，マスラン
通り - 75007 パリ

807 (605)99.80%2,824 0     303 (303)  

2. 系列企業（10％
から50％保有）

            

DVホールディング -

26、レミ・デュ・モ
ンセル通り - 75014
パリ

7,059 1,613 17.00%5,3455,345    303 403  

GCE アシュランス -
５，マスラン通り -
75007 パリ

6,252 9,983 46.38%13,51313,513  4,134 　 2,521 605  

インフォルマティッ
ク・バンク・ポピュ
レール- 
23、ウイックロー広
場 - 
78180 モンティニー
・ル・ベルトヌー

9,076 (1,109)29.52%3,1263,126    25,613 (101)  

セレナ相互保険
(SA) - 
100、サルバトール・
アランド通り -
79000ニオール

3,227 (3,832)25.00%1,109 0     2,420 (1,008)  

サン・ドゥ・ルフィ
ナンスマン・アクト
・エトセトラ・クレ
ディ - 
39、クロワ・デ・プ
ティ・シャン 75001
パリ

5,042 0 18.86%908 908     605 101  

VIGEO - 40、ジャン
・ジョレス通り -
93170 バニョレ

1,714 (1,008)34.49%605 303     504 (101)  

バンクBCPパリ - 
14、フランクリン・
ルーズベルト通り -
75008 パリ

6,555 1,916 30.00%3,7313,731  79,664 7,563 7,765 1,109 303 

VBIベタイリグング
スGmbh 
ペレグリンガス3 -
1090ウイーン- オー
ストリア

0 37,311 24.50%7,7657,765  155,495 　 0 0 　

バンカ・カリッジ
(SPA) (SPA) - 15、
カッサ・ディ・リス
パルミオ通り-
16123 ジェノア、イ
タリア

183,171 218,986 13.52%
53,344

 
38,319

 
    77,546 20,269 1,916 

SOCRAM バンク- 
２、２月24日通り-
79000 ニオール

7,163 10,233 33.42%
4,840
 

3,025
 

  5,042 2,521 4,336 605 101 
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子会社および所有
持分 

資本
12/31/2009

株式資本以
外の資本持
分（必要に
応じて一般
銀行業務リ
スク準備金
を含む）
12/31/2009

現在 

％ 
保有持分
12/31/2010

現在 

保有株式帳簿
価額

  

当社供与
貸付金
および融
資金

のうち未
返済分
（永久劣
後債を
含む） 

BPCEが供
与

している
保証

および裏
書

税引前純収益
12/31/2009
終了事業年度

純利益／
（損失）
12/31/2009
終了事業年度

当該事業
年度中に
BPCEが受

領
した配当

金 総額 純額

B. 償却原価がBPCEの資本金の１％未満のその他の金融商品に関する一般的情報

フランス国内子会
社（合計）

   1,311 303　 　 6,151 706 　 　 605

海外子会社（合
計）

   100.84100.84　 　 0 0    

組合証書             

フランス国内企業    13,61310,588　 　 54,6554,739 　 　 504

その他の企業    12,00011,496　 　 1,412 0 　 　 202

うち上場企業に対
する投資

   1,549,6081,533,373　 　 　 　 　 　 　

 

　　次へ
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3.4.3　無限責任会社として設立された会社

会社名 本社 法的形態

GIEエンフォルティックCDC 56、リル通り - 75007 パリ GIE（経済利益団体）

CEシンディカシヨン・リスクGIE ５、マスラン通り - 75007 パリ GIE（経済利益団体）

GIEパルテナリアCEMM 17/21、エティエンヌ・ぺルネ広場 - 75015 パリGIE（経済利益団体）

GIEディストゥリビュシヨン 50、ピエール・マンデス＝フランス通り - 75201 パリ Cedex 13GIE（経済利益団体）

GIEエコロカル 50、ピエール・マンデス＝フランス通り - 75201 パリ Cedex 13GIE（経済利益団体）

GIEエキュルイユ・クレディ 27-29、トンブ＝イソワール通り - 75673パリ Cedex 14GIE（経済利益団体）

GIE BPCEアシャ 12/20、 フェルナン・ブローデル通り - 75013 パリGIE（経済利益団体）

GIE GCEテクノロジ 50、ピエール・マンデス＝フランス通り - 75201 パリ Cedex 13GIE（経済利益団体）

GIE GCEビジネス・サービシズ 50、ピエール・マンデス＝フランス通り - 75013 パリ Cedex 13GIE（経済利益団体）

GIE GCEモビリ 50、ピエール・マンデス＝フランス通り - 75201 パリ CEDEX 13GIE（経済利益団体）

SCI CIG - SCI コンゴレーズ・イモビリエール・

ジェスティヨン

アメリカール・カブラル - ブラザビル - コンゴSCI（不動産民事会社）

SCIポナン・プリュ 50、 ピエール・マンデス＝フランス通り- 75013 パリ Cedex 13SCI（不動産民事会社）

SCI ドゥ・ラ・ビジヨン 35、 ラガール通り - 75019 パリ SCI（不動産民事会社）

SNC BANKEO 50、ピエール・マンデス＝フランス通り - 75013 パリ Cedex 13SNC（合名会社）

SNC TERRAE 42、ユージェンヌ・デルエル通り - 69003 リヨンSNC（合名会社）

SNCオート・クレール ５、マスラン通り - 75007 パリ SNC（合名会社）

SNC SALF １ ２、ケイ・クレべール - 67000 ストラスブルグSNC（合名会社）

SNC SALF ２ ２、ケイ・クレべール - 67000 ストラスブルグSNC（合名会社）

 

3.4.4　関連当事者間取引

百万ユーロ 金融機関 その他の企業 12/31/201012/31/2009

債権 47,735 247 47,982 56,197

うち劣後項目 2,263 41 2,304 1,814

債務 39,918 313 40,231 49,576

うち劣後項目 0 0 0 0

供与しているコミットメント 27,440 54 27,494 22,228

•　金融コミットメント 10,920 2 10,922 8,290

•　保証 16,520 52 16,572 13,938

•　供与しているその他のコミットメント 0 0 0 0

供与を受けているコミットメント 6,245 0 6,245 6,492

•　金融コミットメント 277 0 277 29

•　保証 3 0 3 296

•　供与を受けているその他のコミットメント 5,965 0 5,965 6,167

 

百万円 金融機関 その他の企業 12/31/201012/31/2009

債権 4,813,597 24,907 4,838,505 5,666,905 

うち劣後項目 228,201 4,134 232,335 182,924 

債務 4,025,331 31,563 4,056,894 4,999,244 

うち劣後項目 0 0 0 0 

供与しているコミットメント 2,767,050 5,445 2,772,495 2,241,472 

•　金融コミットメント 1,101,173 202 1,101,374 835,964 

•　保証 1,665,877 5,244 1,671,120 1,405,508 

•　供与しているその他のコミットメント 0 0 0 0 

供与を受けているコミットメント 629,746 0 629,746 654,653 

•　金融コミットメント 27,933 0 27,933 2,924 

•　保証 303 0 303 29,849 

•　供与を受けているその他のコミットメント 601,511 0 601,511 621,880 
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3.5　無形資産および有形固定資産

3.5.1　無形資産

百万ユーロ 12/31/2009増加 減少 その他の変動

グループ他社

寄与分 12/31/2010

総額 62 8 (3) 0 6 73

•　賃借権および事業用資産 0    2 2

•　ソフトウェア 62 8 (3)  4 71

•　その他の項目 0    0 0

減価償却、償却および減損 46 8 0 1 0 55

•　賃借権および事業資産 0    0 0

•　ソフトウェア 46 6  1 0 53

•　その他の項目 0    0 0

•　減損 0 2   0 2

無形資産純額 16 0 (3) (1) 6 18

 

 

百万円 12/31/2009増加 減少 その他の変動

グループ他社

寄与分 12/31/2010

総額 6,252 807 (303) 0 605 7,361 

•　賃借権および事業用資産 0 　 　 　 202 202 

•　ソフトウェア 6,252 807 (303) 0 403 7,160 

•　その他の項目 0 　 　 　 0 0 

減価償却、償却および減損 4,639 807 0 101 0 5,546 

•　賃借権および事業資産 0 　 　 　 0 0 

•　ソフトウェア 4,639 605 　 101 0 5,345 

•　その他の項目 0 　 　 　 0 0 

•　減損 0 202 　 　 0 202 

無形資産純額 1,613 0 (303) (101) 605 1,815 

 

3.5.2　有形固定資産

百万ユーロ 12/31/2009増加 減少 その他の変動

グループ他社

寄与分 12/31/2009

総額 122 10 (8) 0 173 297

営業用有形固定資産 122 10 (8) (141) 163 146

土地 0   (33) 35 2

建物 3   (108) 122 17

売買目的以外の不動産会社株式 0   0 0 0

その他の項目 119 10 (8) 0 6 127

非営業用有形固定資産    141 10 151

減価償却、償却および減損 72 18 0 (1) 44 133

営業用有形固定資産 72 12 0 (34) 44 94

土地 0   0 0 0

建物 0 1  (33) 41 9

売買目的以外の不動産会社株式 0   0 0 0

その他の項目 72 11  (1) 3 85

非営業用有形固定資産 0 6  33 0 39

有形固定資産純額 50 (8) (8) 1 129 164
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百万円 12/31/2009増加 減少 その他の変動

グループ他社

寄与分 12/31/2009

総額 12,302 1,008 (807) 0 17,445 29,949 

営業用有形固定資産 12,302 1,008 (807) (14,218)16,437 14,723 

土地 0 　 　 (3,328) 3,529 202 

建物 303 　 　 (10,891)12,302 1,714 

売買目的以外の不動産会社株式 0 　 　 0 0 0 

その他の項目 12,000 1,008 (807) 0 605 12,807 

非営業用有形固定資産 　 　 　 14,218 1,008 15,227 

減価償却、償却および減損 7,260 1,815 0 (101) 4,437 13,412 

営業用有形固定資産 7,260 1,210 0 (3,429) 4,437 9,479 

土地 0 　 　 0 0 0 

建物 0 101 　 (3,328) 4,134 908 

売買目的以外の不動産会社株式 0 　 　 0 0 0 

その他の項目 7,260 1,109 　 (101) 303 8,571 

非営業用有形固定資産 0 605 　 3,328 0 3,933 

有形固定資産純額 5,042 (807) (807) 101 13,008 16,538 

 

 

3.6　自己株式

2010事業年度中、BPCEは額面価額58百万ユーロの3,860,000株のC株式を買戻した。当該証券は2011年度初めに完了予定の減資と同時に消却され
る。

2010年12月31日現在、消却待ちの当該C株式は自己株式として表示されている。

3.7　発行済負債証券

 12/31/2010 12/31/2009

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

譲渡性定期預金証書および貯蓄債 0 0 0 0 

銀行間市場金融商品および短期金融市場商品 29,4972,974,477 26,7832,700,798 

債券発行 30,4343,068,965 24,3082,451,219 

その他の負債証券 0 0 0 0 

未払利息 325 32,773 312 31,462 

合計 60,2566,076,215 51,4035,183,479 

 

残存の発行済債券額および償却されるプレミアムは、合計455百万ユーロであった。

未償却算残高は、負債証券の発行時受領金額と償還価格の差額と一致する。

3.8　その他の資産およびその他の負債

百万ユーロ

12/31/2010 12/31/2009

資産 負債 資産 負債

資本持分に係る未払債務 0 38   

証券決済勘定 86 23 48 50

買建および売建オプションのプレミアム 14 376 3 367

借入有価証券債務およびその他の証券債務  17,983  10,954

税金および社会保障関連の債権および負債 880 644 13 30

保証金の支払額および受領額 345 932 274 741

その他の非営業受取勘定およびその他の支払勘定 81 46 70 50

合計 1,406 20,042 408 12,192

留意点として、受領した保証金の中にワークアウト・ポートフォリオ（(GAPC)に置かれた一部ナティクシス資産についてBPCEが供与している保
証に関連して受領した736百万ユーロが含まれている。
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百万円

12/31/2010 12/31/2009

資産 負債 資産 負債

資本持分に係る未払債務 0 3,832 　 　

証券決済勘定 8,672 2,319 4,840 5,042 

買建および売建オプションのプレミアム 1,412 37,916 303 37,008 

借入有価証券債務およびその他の証券債務 1,813,406 　 1,104,601 

税金および社会保障関連の債権および負債 88,739 64,941 1,311 3,025 

保証金の支払額および受領額 34,790 93,983 27,630 74,722 

その他の非営業受取勘定およびその他の支払勘定 8,168 4,639 7,059 5,042 

合計 141,781 2,021,035 41,143 1,229,441 

 

3.9　未収金および未払金

百万ユーロ

12/31/2010 12/31/2009

資産 負債 資産 負債

外国為替コミットメント 149 0 298 0

ヘッジ対象先渡金融商品に係る繰延利得および損失 137 368 75 103

発行プレミアムおよび起債費用 718 76 411 78

前払費用および前受収益 75 447 108 481

未収収益／未払費用
 (1) 1,148 704 1,295 638

取立未済項目 2,017 1,533 2,172 1,803

その他の項目 36 24 26 20

合計 4,280 3,152 4,385 3,123

(1) 未収収益は主にスワップに係る未収利息（842百万ユーロ）から構成される。未払費用は主にスワップに係る未払利息（447百万ユーロ）か

ら構成される。

 

百万円

12/31/2010 12/31/2009

資産 負債 資産 負債

外国為替コミットメント 15,025 0 30,050 0 

ヘッジ対象先渡金融商品に係る繰延利得および損失 13,815 37,109 7,563 10,387 

発行プレミアムおよび起債費用 72,403 7,664 41,445 7,866 

前払費用および前受収益 7,563 45,075 10,891 48,504 

未収収益／未払費用 115,764 70,991 130,588 64,336 

取立未済項目 203,394 154,588 219,024 181,815 

その他の項目 3,630 2,420 2,622 2,017 

合計 431,595 317,848 442,183 314,923 

 

　　次へ
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3.10　引当金

3.10.1　引当金変動計算書

百万ユーロ 12/31/2009繰入 目的使用 戻入 転換

グループ他社

寄与分 12/31/2010

カウンターパーティ・リスク引当金 232 48 (4) (252)  65 89

従業員給付債務引当金 65 1 (5) (3)  0 58

訴訟損失引当金 2 134 (17) (1)  32 150

リストラクチャリング費用引当金 10 1 (18) 0  14 7

偶発事象に対するその他の引当金 463 115 (159) (6) 0 247 660

•　証券ポートフォリオおよび金融先物 8 4 (19) (2)  35 26

•　長期投資 2 33    18 53

•　不動産開発 0     0 0

•　納税引当金 0 24 (27) (3)  172 166

•　その他
 (1) 453 54 (113) (1) 0 22 415

合計 772 299 (203) (262) 0 358 964

(1) 336百万ユーロの処分済債務を含む。

 

 

百万円 12/31/2009繰入 目的使用 戻入 転換

グループ他社

寄与分 12/31/2010

カウンターパーティ・リスク引当金 23,395 4,840 (403)(25,412) 　 6,555 8,975 

従業員給付債務引当金 6,555 101 (504) (303) 　 0 5,849 

訴訟損失引当金 202 13,513 (1,714) (101) 　 3,227 15,126 

リストラクチャリング費用引当金 1,008 101 (1,815) 0 　 1,412 706 

偶発事象に対するその他の引当金 46,689 11,597 (16,034)(605) 0 24,907 66,554 

•　証券ポートフォリオおよび金融先物 807 403 (1,916) (202) 　 3,529 2,622 

•　長期投資 202 3,328 　 　 　 1,815 5,345 

•　不動産開発 0 　 　 　 　 0 0 

•　納税引当金 0 2,420 (2,723) (303) 　 17,344 16,739 

•　その他 45,681 5,445 (11,395)(101) 0 2,218 41,849 

合計 77,848 30,151 (20,471)(26,420) 0 36,101 97,210 

 

3.10.2　カウンターパーティ・リスク引当金および減損

百万ユーロ 12/31/2009繰入 目的使用 戻入 転換

グループ他社

寄与分 12/31/2010

資産の減損 29 16 (126) (123) 18 534 348

顧客に対する貸付金および融資の減損 6 15 (8) (8) 0 58 63

その他の資産の減損 23 1 (118) (115) 18 476 285

負債として認識されたカウンターパー

ティ・リスク引当金

 

232

 

48

 

(4)

 

(252)

 

0

 

65

 

89

オフバランス・シート負債引当金
(1) 232 48 (4) (252) 0 65 89

顧客信用リスク引当金 0 0 0 0  0 0

その他の引当金 0 0 0 0  0 0

合計 261 64 (130) (375) 18 599 437
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百万円 12/31/2009繰入 目的使用 戻入 転換

グループ他社

寄与分 12/31/2010

資産の減損 2,924 1,613 (12,706)(12,403)1,815 53,849 35,092 

顧客に対する貸付金および融資の減損 605 1,513 (807) (807) 0 5,849 6,353 

その他の資産の減損 2,319 101 (11,899)(11,597)1,815 48,000 28,739 

負債として認識されたカウンターパー

ティ・リスク引当金
23,395 4,840 (403)(25,412) 0 6,555 8,975 

オフバランス・シート負債引当金 23,395 4,840 (403)(25,412) 0 6,555 8,975 

顧客信用リスク引当金 0 0 0 0 0 0 

その他の引当金 0 0 0 0 0 0 

合計 26,319 6,454 (13,109)(37,815)1,815 60,403 44,067 

 

3.10.3　従業員給付債務引当金

確定拠出年金制度に関連する退職後給付

確定拠出年金制度とは、強制的社会保障年金制度、AGIRCおよびARRCO年金基金が管理する年金制度、ならびにケス・デパーニュ（貯蓄銀行）およ
びポピュレール銀行が属する補足年金制度を指す。これらの制度のもとでのBPCEの義務は拠出金の支払に限定される（2010年度は22百万ユー
ロ）。

確定給付年金制度に関連する退職後給付および長期従業員給付

これら給付に関するBPCEの義務は次の諸制度に関連している。

•　ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の補足企業年金制度：同制度は従来ケス・デパーニュ一般年金基金（CGRCE）により運営されていたが、現在
はケス・デパーニュ一般福利厚生基金に組込まれている（保全給付制度）。CGR制度は1999年12月31日に打切られており、関連する権利は同
日をもって確定した。保全されている給付制度は、長期従業員給付を交付する基金の１つとみなされている。

•　ポピュレール銀行補足企業年金制度：同制度はポピュレール銀行年金自治基金（CAR）が運営管理している。1993年12月31日付で全国銀行産
業補足年金制度が廃止されたことに伴う年金給付に関連している。

•　年金およびその他の退職後給付（退職者に交付される退職金およびその他給付など)。

•　永年勤続報奨やその他長期従業員給付等のその他給付。

これらのコミットメントはCNC勧告第2003-R-01号に従い算定されている。

貸借対照表に計上されている資産負債の状況

百万ユーロ

旧

CGRCE

制度

CAR BP 

制度 年金債務

その他の

債務 12/31/2010

旧

CGRCE

制度

CAR BP 

制度 年金債務

その他の

債務 12/31/2009

積立方式による年金債務の

現在価値 (A)

 

84

 

18

 

126

 

3

 

231

 

79

 

18

 

112

 

3

 

212

制度資産の公正価値 (B) (85) (5) (57)  (147) (78) (5) (37)  (120)

償還権の公正価値 (C) (9) 0   (9) (9) 0   (9)

非積立方式による年金債務

の現在価値 (D)

 

4

 

(1)

 

(20)
 

 

(17)

 

7

 

(1)

 

(21)
 

 

(15)

未認識の項目、年金数理計算

上の差異および過去勤務費

用(E)

  

 

 

(9)

 

 

 

(9)

  

 

 

(13)

 

 

 

(13)

貸借対照表に計上された純

額 (A) - (B) ‒ (C) + (D)

- (E)

 

 

(6)

 

 

12

 

 

40

 

 

3

 

 

49

 

 

(1)

 

 

12

 

 

41

 

 

3

 

 

55

負債 3 12 40 3 58 8 12 41 3 64

資産 (9)    (9) (9)    (9)

 

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 655/1163



百万円

旧

CGRCE

制度

CAR BP 

制度 年金債務

その他の

債務 12/31/2010

旧

CGRCE

制度

CAR BP 

制度 年金債務

その他の

債務 12/31/2009

積立方式による年金債務の

現在価値 (A)
8,471 1,815 12,706 303 23,294 7,966 1,815 11,294 303 21,378 

制度資産の公正価値 (B) (8,571)(504)(5,748) 　 (14,823)(7,866)(504)(3,731) 　 (12,101)

償還権の公正価値 (C) (908)0 　 　 (908)(908) 0 　 　 (908)

非積立方式による年金債務

の現在価値 (D)
403 (101)(2,017)  (1,714)706 (101)(2,118)  (1,513)

未認識の項目、年金数理計算

上の差異および過去勤務費

用(E)

  

 

 

(908)

 

 (908)   (1,311)  (1,311)

貸借対照表に計上された純

額 (A) - (B) ‒ (C) + (D)

- (E)

(605)1,210 4,034 303 4,941 (101)1,210 4,134 303 5,546 

負債 303 1,210 4,034 303 5,849 807 1,210 4,134 303 6,454 

資産 (908) 　 　 　 (908)(908) 　 　 　 (908)

 

2008年12月31日、フィロン法として知られる年金制度改革の結果、CGRCE（ケス・デパーニュ・ネットワークの職員のために企業年金基金を管理
する補足年金基金）は、従業員給付貯蓄機関であるケス・デパーニュ一般福利厚生基金（CGPCE）と合併した。

2010年１月１日、CARBPは銀行業界の補足年金制度に基づく年金コミットメントの管理を行う補足年金管理機関になった。関連の年金債務管理
は、ある保険会社に外部委託に出されている。外部委託はBPCEに直接の影響を与えない。

退職金制度への実績値反映のための調整

実績値反映のための調整とは年金数理上の計算基礎の変更とは無関係に行う制度資産および負債に加える変更をいう。

12/31/2010 12/31/2009

 百万ユーロ 百万ユーロ

債務の現在価値 
(1) 84 97

制度資産および償還権の公正価値 
(2) (94) (92)

不足/(余剰) (10) (8)

負債への実績値反映のための調整 ‒ 損失／(利得)の
 (1 )
に対する比率 4.10% 2.60%

資産への実績値反映のための調整 ‒ 損失／(利得）の
 (2) 
に対する比率 1.97% 1.10%

 

2010年12月31日現在、年金制度資産は次のように配分されている。

•　ケス・デパーニュ年金制度：上限90％まで債券、６％が株式、２％が短期金融市場資産、２％が不動産。

•　ポピュレール銀行年金制度：上限58％まで債券、35％が株式、６％が短期金融市場資産、１％が不動産。

2010年度において旧GCRCEについて生じた４百万ユーロの年金数理計算上の差異のうち１百万ユーロは年金数理上の計算基礎に起因し、３百万
ユーロは実績反映のための調整に起因している。
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当年度の費用の状況

百万ユーロ

12/31/2010 12/31/2009

旧GRCE

制度 

CAR BP 

制度 年金債務

その他の

債務 合計

旧GRCE

制度 

CAR BP 

制度 年金債務

その他の

債務 合計

当年度勤務費用   1 0 1   3 1 4

支払利息 3 1 5 0 9 3 1 3  7

ヘッジ資産からの予想収益 (3) 0 (1)  (4) (2)  (1)  (3)

償還権からの予想収益     0 (1)    (1)

当該年度中の年金数理計算上の差異   4  4   3 3 6

過去勤務費用   0  0     0

その他の項目   4  4   3 3 6

合計 0 1 13 0 14 0 1 11 7 19

 

百万円

12/31/2010 12/31/2009

旧GRCE

制度 

CAR BP 

制度 年金債務

その他の

債務 合計

旧GRCE制

度 

CAR BP 

制度 年金債務

その他の

債務 合計

当年度勤務費用 　 　 101 0 101 　 　 303 101 403 

支払利息 303 101 504 0 908 303 101 303 　 706 

ヘッジ資産からの予想収益 (303) 0 (101) 　 (403)(202) 　 (101) 　 (303)

償還権からの予想収益 　 　 　 　 0 (101) 　 　 　 (101)

当該年度中の年金数理計算上の差異 　 　 403 　 403 　 　 303 303 605 

過去勤務費用 　 　 0 　 0 　 　 　 　 0 

その他の項目 　 　 403 　 403 　 　 303 303 605 

合計 0 101 1,311 0 1,412 0 101 1,109 706 1,916 

 

主要な年金数理上の計算基礎

％

旧CGRCE制度 CAR制度 年金債務 その他の債務

12/31/201012/31/200912/31/201012/31/200912/31/201012/31/200912/31/201012/31/2009

割引率 3.70%4.10%3.61%3.82%  3.70%  2.00%

ヘッジ資産からの予想収益率 3.70%4.20%5.50%3.40%  2.89%  

償還権からの予想収益率 1.75%3.60%       

 

使用した死亡表は、

•　解雇給付、永年勤続報奨およびその他の給付についてはTF00/02

•　旧CGRCEおよびCARBPについてはTGH TGF 05

ストック・オプション購入制度

BPCE設立以降、上級管理者は、株式引受オプション、株式購入オプションのいずれも受領しておらず、また無償交付株式も付与されていない。

3.11　劣後債務

 12/31/2010 12/31/2009

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

固定期間劣後債務 7,759 782,418 7,683 774,754 

永久劣後債務 89 8,975 89 8,975 

永久超劣後債務 6,792 684,905 8,064 813,174 

未払利息 418 42,151 364 36,706 

合計 15,0581,518,449 16,2001,633,608 

 

2010年12月31日現在、発行済債券の未償却償還プレミアムの金額は、国家資本参加会社（SPPE）により引受けられた債券の償還プレミアムの10
百万ユーロを含めて16百万ユーロであった。

BPCEは市場購入ベースで1,000百万ユーロの超劣後債を発行する一方で、3,027百万ユーロの超劣後債を返済、うち2,300百万ユーロはSPPEに対す
る返済であった。

CRBF規則第90-02号第４条の諸条件に基づきBPCEの規制目的上の自己資本の計算に含まれるこれらの超劣後債は、以下のような条件で発行され
ている。
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通貨 発行年月日 発行金額 発行価格 利率

ステップアップ

金利ベーシス

ポイント
 (1)

早期償還

オプション

日または

ステップ

アップ日

  百万ユーロ 百万円百万ユーロ 百万円    

EUR 11/26/200380080,672 80280,874 5.25% 184bp07/30/2014

USD 07/30/200415015,126 14814,924 Mn(CTMAT10Y++0.3%;9%)NO 03/30/2011

EUR 10/06/200470070,588 69469,983 4.63% 153bp07/30/2015

EUR 10/12/200480 8,067 82 8,269 CMS10 Y NO 01/12/2011

USD 01/27/200622422,588 22222,386 6.75% NO 01/27/2012

EUR 02/01/200635035,294 34835,092 4.75% 135bp02/01/2016

EUR 10/30/200785085,714 84685,311 6.12% 237bp10/30/2017

EUR 06/26/20091,030103,865 1,000100,840 8.36% NO  

EUR 08/06/200952 5,244 52 5,244 13% NO 09/30/2015

EUR 08/06/200937437,714 37437,714 12.50% NO 09/30/2019

USD 08/06/200910010,084 10010,084 13% NO 09/30/2015

USD 08/06/200933233,479 33233,479 12.50% NO 09/30/2019

EUR 10/22/200975075,630 76176,739 9.25% NO 04/22/2015

EUR 03/17/20101,000100,840 1,009101,748 9.00% 200bp03/17/2015

合計  6,792684,905 6,770682,687    

(1) ３ヶ月 Euriborに対する上乗せ幅.

 

3.12　一般銀行業務リスク準備金

百万ユーロ 12/31/2009増加 減少

グループ他社

寄与分 12/31/2010

一般銀行業務リスク準備金 1,000 0 (451) 451 1,000

合計 1,000 0 (451) 451 1,000

 

百万円 12/31/2009増加 減少
グループ他社

寄与分
12/31/2010

一般銀行業務リスク準備金 100,840 0 (45,479)45,479 100,840 

合計 100,840 0 (45,479)45,479 100,840 

 

3.13　連結資本

百万ユーロ 株式資本 資本剰余金

準備金／

その他 利益剰余金 純利益

資本合計 

(除 FGBR)

2008年12月31日現在合計      0

2009年12月31日現在合計 486 18,177 3 0 3 18,669

2009年度純利益充当  (361)  364 (3) 0

支払配当金    (106)  (106)

増資 78 2,949    3,027

その他の変動 
(1)  (2) 4 (451)  (449)

当期純利益     891 891

2010年12月31日現在合計 564 20,763 7 (193) 891 22,032

(1) その他の変動はCEパルティシパシヨンおよびBPパルティシパシヨン両社のBPCEによる吸収合併の影響に関係する。
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百万円 株式資本 資本剰余金

準備金／

その他 利益剰余金 純利益

資本合計 

(除 FGBR)

2008年12月31日現在合計 　 　 　 　 　 0 

2009年12月31日現在合計 49,008 1,832,969 303 0 303 1,882,582 

2009年度純利益充当 　 (36,403) 　 36,706 (303) 0 

支払配当金 　 　 　 (10,689) 　 (10,689)

増資 7,866 297,377 　 　 　 305,243 

その他の変動 　 (202) 403 (45,479) 　 (45,277)

当期純利益 　 　 　 　 89,848 89,848 

2010年12月31日現在合計 56,874 2,093,741 706 (19,462)89,848 2,221,707 

 

BPCEの株主資本は合計564百万ユーロであり、一株当たりの額面が15ユーロの37,582,117株の株式から構成され、その保有状況は次のとおりであ
る。

•　15,574,232株の普通株式をケス・デパーニュ（貯蓄銀行）が234百万ユーロで保有

•　15,574,232株の普通株式をポピュレール銀行が234百万ユーロで保有

•　2,573,653株の優先株式をSPPEが38百万ユーロで保有

•　3,860,000株の自己株式を58百万ユーロで保有
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当事業年度中、

•　BPCEは、BPCE、CEパルティシパシヨンおよびBPパルティシパシヨンの合併を受けて、2010年８月５日に2010年１月１日に遡及して40百万ユー
ロの増資を実行した。当該増資はケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の引受による20百万ユーロ、ポピュレール銀行の引受による20百万ユーロ、
普通株式合計2,663,100株からなる。

•　BPCEは、現金を対価とする38百万ユーロ（普通株式2,491,876株）の増資を2010年８月23日に実行し、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）が19百
万ユーロ、ポピュレール銀行が19百万ユーロそれぞれ引受けた。

3.14　貸付金および借入金の期間別残高状況

固定期日を有する資金の調達／運用を残存期間別に未払／未収利息とともに以下に示した。

百万ユーロ ３ヶ月未満

３ヶ月から

１年 １年から５年 ５年超

固定期日

設定なし 12/31/2010

資金運用合計 48,402 46,957 67,823 37,991 267 201,440

財務省証券および類似証券      0

金融機関に対する貸付金および融資 41,634 32,905 52,705 32,239 237 159,720

顧客取引 465 28 768 855 30 2,146

債券およびその他の固定利回り証券 6,303 14,024 14,350 4,897 0 39,574

資金調達合計 68,004 26,421 60,139 36,399 6,881 197,844

金融機関に対する債務 40,066 13,049 42,791 20,484 0 116,390

顧客取引 3,959 10 2,171 0 0 6,140

負債証券 23,513 12,521 12,357 11,865 0 60,256

劣後債務 466 841 2,820 4,050 6,881 15,058

 

百万円 ３ヶ月未満

３ヶ月から

１年 １年から５年 ５年超

固定期日

設定なし 12/31/2010

資金運用合計 4,880,858 4,735,144 6,839,271 3,831,012 26,924 20,313,210 

財務省証券および類似証券 　 　 　 　 　 0 

金融機関に対する貸付金および融資 4,198,373 3,318,140 5,314,772 3,250,981 23,899 16,106,165 

顧客取引 46,891 2,824 77,445 86,218 3,025 216,403 

債券およびその他の固定利回り証券 635,595 1,414,180 1,447,054 493,813 0 3,990,642 

資金調達合計 6,857,523 2,664,294 6,064,417 3,670,475 693,880 19,950,589 

金融機関に対する債務 4,040,255 1,315,861 4,315,044 2,065,607 0 11,736,768 

顧客取引 399,226 1,008 218,924 0 0 619,158 

負債証券 2,371,051 1,262,618 1,246,080 1,196,467 0 6,076,215 

劣後債務 46,991 84,806 284,369 408,402 693,880 1,518,449 

 

　　次へ
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注記４　オフバランス・シート項目および類似取引に関する情報

 

4.1　供与しているコミットメントおよび供与を受けているコミットメント

4.1.1　金融コミットメント

 12/31/2010 12/31/2009

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

供与している金融コミットメント     

銀行に対して 34,9893,528,291 12,3321,243,559 

顧客に対して 107 10,790 82 8,269 

荷為替信用状 0 0 0 0 

その他の確認済信用枠 70 7,059 80 8,067 

その他の約定債務 37 3,731 2 202 

供与している金融コミットメント合計 35,0963,539,081 12,4141,251,828 

供与を受けている金融コミットメント  　  　

銀行から 45,9534,633,901 34,7983,509,030 

顧客から 0 0 0 0 

供与を受けている金融コミットメント合計 45,9534,633,901 34,7983,509,030 

 

4.1.2　保証コミットメント

 12/31/2010 12/31/2009

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

供与している保証コミットメント     

銀行に対して 37,6873,800,357 34,6273,491,787 

•　荷為替信用状確認 0 0 0 0 

•　その他の約定および裏書き 9,675 975,627 10,7181,080,803 

•　その他の保証 28,0122,824,730 23,9092,410,984 

顧客に対して 6,606 666,149 8,882 895,661 

•　不動産関連保証 0 0 0 0 

•　政府および納税関連保証 0 0 0 0 

•　その他の保証約定および裏書 6,592 664,737 8,882 895,661 

•　その他の保証供与 14 1,412 0 0 

供与している保証合計 44,2934,466,506 43,5094,387,448 

金融機関から供与を受けている保証 2,513 253,411 1,756 177,075 

供与を受けている保証合計 2,513 253,411 1,756 177,075 

 

4.1.3　オフバランス・シートで認識されていないその他のコミットメント

百万ユーロ

12/31/2010 12/31/2009

供与している

コミットメント

供与を受けている

コミットメント

供与しているコ

ミットメント

供与を受けている

コミットメント

金融機関に担保として供与しているその他の有価証券 31,013 10,198 31,261 10,445

顧客から担保として徴求しているその他の有価証券 4,723 0 6,147 0

合計 35,736 10,198 37,408 10,445

 

百万円

12/31/2010 12/31/2009

供与している

コミットメント

供与を受けている

コミットメント

供与しているコ

ミットメント

供与を受けている

コミットメント

金融機関に担保として供与しているその他の有価証券 3,127,351 1,028,366 3,152,359 1,053,274 

顧客から担保として徴求しているその他の有価証券 476,267 0 619,863 0 

合計 3,603,618 1,028,366 3,772,223 1,053,274 

 

2010年12月31日現在、リファイナンス取決めに基づき担保として配分されている主たる債権には以下が含まれる。

•　TRICPシステムに関連してフランス銀行に対して26,108百万ユーロの短期金融市場商品を譲渡（2009年12月31日は、26,963百万ユーロ）。
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•　SFEFに対して4,723百万ユーロの債権を担保として差入れ（2009年12月31日は、6,147百万ユーロ）。

•　欧州投資銀行（EIB)からの融資を受けるために4,794百万ユーロの債権を保証として提供（2009年12月31日は、4,178百万ユーロ）。

BPCEが行ったコミットメントを保証するために第三者のために供与した重要なコミットメントは上記以外にはない。

4.2　先物およびオプション契約のコミットメント

4.2.1　金融商品および長期外国為替取引

百万ユーロ

12/31/2010 12/31/2009

ヘッジ取引

その他の

取引 合計 公正価値 ヘッジ取引

その他の

取引 合計 公正価値

先渡物取引         

組織化された市場での取引 0 0 0 0 0 0 0 0

•　金利契約   0    0  

•　外国通貨契約   0    0  

•　その他の先物契約   0    0  

店頭取引 115,96428,915144,8792,297106,66730,504137,1712,095

•　金利先渡契約 (FRA)       0  

•　金利スワップ 80,583 8,20288,7852,033 79,052 30,504109,5561,817

•　外国為替スワップ 26,857  26,857 (21) 22,730  22,730 229

•　通貨スワップ 5,883  5,883 75 4,853  4,853 49

•　その他の為替契約 48  48 (1) 32  32 0

•　その他の先渡および先物契約 2,593 20,71323,306 211 0  0 0

確定契約合計 115,96428,915144,8792,297106,66730,504137,1712,095

オプション         

組織化された市場での取引 0 192 192 2 0 0 0 0

•　金利オプション   0 0   0  

•　外国為替オプション  161 161 0   0 0

•　その他のオプション  31 31 2   0  

店頭取引 432 20,45520,887 (534) 820 20,22821,048 (548)

•　金利オプション 432  432 (4) 820  820 (12)

•　外国為替オプション   0 0   0  

•　その他のオプション  20,45520,455 (530)  20,22820,228 (536)

オプション合計 432 20,64721,079 (532) 820 20,22821,048 (548)

金融および外国通貨先物合計 116,39649,562165,9581,765107,48750,732158,2191,547
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百万円

12/31/2010 12/31/2009

ヘッジ取引

その他の

取引 合計 公正価値 ヘッジ取引

その他の

取引 合計 公正価値

先渡物取引         

組織化された市場での取引 0 0 0 0 0 0 0 0 

•　金利契約 　 　 0 　 　 　 0 　

•　外国通貨契約 　 　 0 　 　 　 0 　

•　その他の先物契約 　 　 0 　 　 　 0 　

店頭取引 11,693,810 2,915,789 14,609,598 231,629 10,756,300 3,076,023 13,832,324 211,260 

•　金利先渡契約 (FRA) 　 　 　 　 　 　 0 　

•　金利スワップ 8,125,990 827,090 8,953,079 205,008 7,971,604 3,076,023 11,047,627 183,226 

•　外国為替スワップ 2,708,260 　 2,708,260 (2,118)2,292,093 　 2,292,093 23,092 

•　通貨スワップ 593,242 　 593,242 7,563 489,377 　 489,377 4,941 

•　その他の為替契約 4,840 　 4,840 (101)3,227 　 3,227 0 

•　その他の先渡および先物契約 261,478 2,088,699 2,350,177 21,277 0 　 0 0 

確定契約合計 11,693,810 2,915,789 14,609,598 231,629 10,756,300 3,076,023 13,832,324 211,260 

オプション 　 　 　 　 　 　 　 　

組織化された市場での取引 0 19,361 19,361 202 0 0 0 0 

•　金利オプション 　 　 0 0 　 　 0 　

•　外国為替オプション 　 16,235 16,235 0 　 　 0 0 

•　その他のオプション 　 3,126 3,126 202 　 　 0 　

店頭取引 43,563 2,062,682 2,106,245 (53,849)82,689 2,039,792 2,122,480 (55,260)

•　金利オプション 43,563  43,563 (403)82,689 　 82,689 (1,210)

•　外国為替オプション 　 　 0 0 　 　 0 　

•　その他のオプション 　 2,062,682 2,062,682 (53,445) 　 2,039,792 2,039,792 (54,050)

オプション合計 43,563 2,082,043 2,125,606 (53,647)82,689 2,039,792 2,122,480 (55,260)

金融および外国通貨先物合計 11,737,373 4,997,832 16,735,205 177,983 10,838,989 5,115,815 15,954,804 155,999 

 

上表に掲げられた契約の想定元本額は、単に貸借対照表日現在における金融商品を利用したBPCEの業務量を示すことを意図したものでり、当該
商品に付随する市場リスクを反映するものではない。

店頭取引の金利デリバティブのコミットメントは、先物については金利スワップおよび金利先渡契約、オプションについては金利保証から主に
構成される。

店頭取引の外国為替商品のコミットメントは、主に通貨スワップから構成される。

4.2.2　ポートフォリオ種別の店頭金利金融商品の内訳

百万ユーロ

12/31/2010 12/31/2009

ミクロ

ヘッジ

マクロ

ヘッジ

独立オー

プンポジ

ション 特定運用 合計

ミクロ

ヘッジ

マクロ

ヘッジ

独立オー

プンポジ

ション 特定運用 合計

先渡取引 39,72346,7448,202 0 94,66936,13647,76930,504 0 114,409

•　金利先渡契約 (FRA)     0     0

•　金利スワップ 33,84046,7448,202  88,78631,28347,76930,504  109,556

•　通貨スワップ 5,883    5,883 4,853    4,853

•　その他の金利先物契約     0     0

オプション 432 0 0 0 432 820 0 0 0 820

•　金利オプション 432    432 820    820

合計 40,15546,7448,202 0 95,10136,95647,76930,504 0 115,229
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百万円

12/31/2010 12/31/2009

ミクロ

ヘッジ

マクロ

ヘッジ

独立オー

プンポジ

ション 特定運用 合計

ミクロ

ヘッジ

マクロ

ヘッジ

独立オー

プンポジ

ション 特定運用 合計

先渡取引 4,005,667 4,713,665 827,090 0 9,546,422 3,643,954 4,817,026 3,076,023 0 11,537,004 

•　金利先渡契約 (FRA)     0 0 　 　 　 0 

•　金利スワップ 3,412,426 4,713,665 827,090 　 8,953,180 3,154,578 4,817,026 3,076,023 　 11,047,627 

•　通貨スワップ 593,242 　 　 　 593,242 489,377 　 　 　 489,377 

•　その他の金利先物契約     0 0 　 　 　 0 

オプション 43,563 0 0 0 43,563 82,689 0 0 0 82,689 

•　金利オプション 43,563 　 　 　 43,563 82,689 　 　 　 82,689 

合計 4,049,230 4,713,665 827,090 0 9,589,985 3,726,643 4,817,026 3,076,023 0 11,619,692 

 

当期間中、他のポートフォリオに振替えた取引はなかった。

4.2.3　先渡金融商品のコミットメントの期日別状況

百万ユーロ １年未満 1年から５年 ５年超 12/31/2010

先渡取引 60,999 35,871 48,009 144,879

•　組織化された市場での取引 0 0 0 0

•　店頭取引 60,999 35,871 48,009 144,879

オプション 309 331 20,439 21,079

•　組織化された市場での取引 131 61 0 192

•　店頭取引 178 270 20,439 20,887

合計 61,308 36,202 68,448 165,958

 

百万円 １年未満 1年から５年 ５年超 12/31/2010

先渡取引 6,151,139 3,617,232 4,841,228 14,609,598 

•　組織化された市場での取引 0 0 0 0 

•　店頭取引 6,151,139 3,617,232 4,841,228 14,609,598 

オプション 31,160 33,378 2,061,069 2,125,606 

•　組織化された市場での取引 13,210 6,151 0 19,361 

•　店頭取引 17,950 27,227 2,061,069 2,106,245 

合計 6,182,299 3,650,610 6,902,296 16,735,205 
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4.3　資産負債の通貨別内訳

百万ユーロ

12/31/2010 12/31/2009

資産 負債 資産 負債

ユーロ 233,923 219,598 223,423 223,423

ドル 7,986 18,541 15,085 15,085

英ポンド 463 4,299 2,246 2,246

スイス・フラン 2,457 1,519 0 0

円 34 882 1,135 1,135

その他通貨 171 195 957 957

合計 245,034 245,034 242,846 242,846

 

百万円

12/31/2010 12/31/2009

資産 負債 資産 負債

ユーロ 23,588,795 22,144,262 22,529,975 22,529,975 

ドル 805,308 1,869,674 1,521,171 1,521,171 

英ポンド 46,689 433,511 226,487 226,487 

スイス・フラン 247,764 153,176 0 0 

円 3,429 88,941 114,453 114,453 

その他通貨 17,244 19,664 96,504 96,504 

合計 24,709,229 24,709,229 24,488,591 24,488,591 

 

4.4　外貨取引

 12/31/2010 12/31/2009

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

直物外国為替取引     

受領未済の受取通貨 116 11,697 12 1,210 

交付未済の引渡通貨 117 11,798 12 1,210 

合計 233 23,496 24 2,420 

 

注記５　損益計算書に関する情報

 

5.1　受取利息および類似収益ならびに費用

百万ユーロ

2010年度 2009年度

収益 費用 純額 収益 費用 純額

金融機関との取引 3,306 (2,653) 653 4,273 (3,377) 896

顧客取引 107 (146) (39) 52 (119) (67)

債権およびその他の固定利回り証券 1,385 (1,654) (269) 1,571 (1,670) (99)

劣後債務 0 (1,015)(1,015) 0 (928) (928)

マクロヘッジ取引 768 (674) 94 871 (847) 24

合計 5,566 (6,142) (576) 6,767 (6,941) (174)

 

百万円

2010年度 2009年度

収益 費用 純額 収益 費用 純額

金融機関との取引 333,377 (267,529)65,849 430,889 (340,537)90,353 

顧客取引 10,790 (14,723)(3,933)5,244 (12,000)(6,756)

債権およびその他の固定利回り証券 139,663 (166,789)(27,126)158,420 (168,403)(9,983)

劣後債務 0 (102,353)(102,353) 0 (93,580)(93,580)

マクロヘッジ取引 77,445 (67,966)9,479 87,832 (85,411)2,420 

合計 561,275 (619,359)(58,084)682,384 (699,930)(17,546)
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5.2　変動利付証券からの収益

 2010年度 2009年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

株式およびその他の変動利回り証券 7 706 0 0 

資本持分およびその他の長期投資 555 55,966 371 37,412 

系列企業に対する投資 264 26,622 48 4,840 

合計 826 83,294 419 42,252 

 

5.3　手数料

百万ユーロ

2010年度 2009年度

収益 費用 純額 収益 費用 純額

現金および銀行間取引 1 (6) (5) 1 (6) (5)

顧客取引 7 0 7 10 (5) 5

証券取引 5 (2) 3 6 (3) 3

支払サービス 38 (16) 22 54 (6) 48

外国為替取引 0 0 0 0 0 0

オフバランス・シート・コミットメント 14 0 14 9 0 9

財務サービス 0 (3) (3) 1 (1) 0

コンサルティング・サービス 0 0 0 0 0 0

その他の受取手数料・報酬／(支払手数料・報

酬）
(1)

 

0

 

(79)

 

(79)

 

0

 

(58)

 

(58)

合計 65 (106) (41) 81 (79) 2

(1) BPCEによる発行に関連する手数料および報酬ならびに償却は48百万ユーロであった。

 

百万円

2010年度 2009年度

収益 費用 純額 収益 費用 純額

現金および銀行間取引 101 (605) (504) 101 (605) (504)

顧客取引 706 0 706 1,008 (504) 504 

証券取引 504 (202) 303 605 (303) 303 

支払サービス 3,832 (1,613)2,218 5,445 (605) 4,840 

外国為替取引 0 0 0 0 0 0 

オフバランス・シート・コミットメント 1,412 0 1,412 908 0 908 

財務サービス 0 (303) (303) 101 (101) 0 

コンサルティング・サービス 0 0 0 0 0 0 

その他の受取手数料・報酬／(支払手数料・報

酬）
0 (7,966)(7,966) 0 (5,849)(5,849)

合計 6,555 (10,689)(4,134)8,168 (7,966) 202 

 

5.4　売買目的ポートフォリオ取引の正味利得または損失

 2010年度 2009年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

売買目的保有証券 0 0 0 0 

外国為替取引 5 504 4 403 

金融先物 16 1,613 17 1,714 

合計 21 2,118 21 2,118 
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5.5　売却目的保有ポートフォリオ取引の正味利得および損失

百万ユーロ

2010年度 2009年度

売却目的保有

証券 合計

売却目的保有

証券 合計

減損   0 0

•　費用計上 (4) (4) 0 0

•　戻入 
(1) 27 27 954 954

処分による正味利得／(損失）
(1) 15 15 (949) (949)

その他の項目 0 0 0 0

合計 38 38 5 5

(1) 2009年度に計上した売却可能有価証券の減損戻入および処分による受取額は、主にCIFG 証券の売却から発生した。

 

百万円

2010年度 2009年度

売却目的保有

証券 合計

売却目的保有

証券 合計

減損 　 　 0 0 

•　費用計上 (403) (403) 0 0 

•　戻入 2,723 2,723 96,201 96,201 

処分による正味利得／(損失） 1,513 1,513 (95,697) (95,697)

その他の項目 0 0 0 0 

合計 3,832 3,832 504 504 

 

5.6　その他の営業収益および費用

百万ユーロ

2010年度 2009年度

収益 費用 純額 収益 費用 純額

ジョイント・オペレーションに対する持分 0 (11) (11) 0 0 0

銀行業務収益および費用の付替え 0 0 0 0 0 0

電子支払端末事業 11 (4) 7 10 (3) 7

保険費用の償却および付替え 67 0 67 55 0 55

不動産事業 0 0 0 0 0 0

ITサービス 0 0 0 0 0 0

その他の活動 29 (55) (26) 1 (3) (2)

その他の関連収益および費用 0 0 0 0 0 0

合計 107 (70) 37 66 (6) 60

 

百万円
2010年度 2009年度

収益 費用 純額 収益 費用 純額

ジョイント・オペレーションに対する持分 0 (1,109)(1,109) 0 0 0 

銀行業務収益および費用の付替え 0 0 0 0 0 0 

電子支払端末事業 1,109 (403) 706 1,008 (303) 706 

保険費用の償却および付替え 6,756 0 6,756 5,546 0 5,546 

不動産事業 0 0 0 0 0 0 

ITサービス 0 0 0 0 0 0 

その他の活動 2,924 (5,546)(2,622) 101 (303) (202)

その他の関連収益および費用 0 0 0 0 0 0 

合計 10,790 (7,059)3,731 6,655 (605) 6,050 

 

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 667/1163



5.7　一般営業費用

 2010年度 2009年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

人件費     

賃金および給与 (139) (14,017) (146) (14,723)

年金費用および類似債務
 (1) (21) (2,118) (34) (3,429)

その他の社会保障費 (30) (3,025) (56) (5,647)

従業員報奨制度 (15) (1,513) (8) (807)

従業員利益分配制度 0 0 0 0 

給与税 (21) (2,118) (19) (1,916)

人件費合計 (226) (22,790) (263) (26,521)

その他の営業費用  　  　

法人所得税およびその他の税金 (13) (1,311) (12) (1,210)

その他の営業費用 (425) (42,857) (420) (42,353)

付替え費用 459 46,286 507 51,126 

その他の営業費用合計 21 2,118 75 7,563 

合計 (205) (20,672) (188) (18,958)

(1) 従業員給付債務引当金の積増し、目的使用、戻入を含む（注記 3.10.3参照）。

 

当年度中の平均従業員総数の職能区分別内訳は次のとおりである。管理職：1,288人、非管理職：240人、合計：1,528人

経営執行機関および監査役会の構成員向け年金制度への拠出金として2010年度に認識した金額は2.2百万ユーロであった。

2010年度に経営執行機関の構成員に支払った報酬合計は５百万ユーロであった。

 

　　次へ
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5.8　減損費用およびその他与信関連引当金

百万ユーロ

2010年度 2009年度

繰入

戻入および

目的使用 損失

償却済不良債

権

の回収 合計 繰入

戻入および

目的使用 損失

償却済不良債

権

の回収 合計

資産の減損           

銀行間取引     0 (2)    (2)

顧客取引 (15) 16 (13)  (12) (1)    (1)

証券ポートフォリオおよびその他の

債権
(1) 234 (233)  0 0    0

引当金           

オフバランス・シート・コミットメ

ント 
(1) (48) 256 (183)  25 (230)   70 (160)

顧客リスクに対する引当金     0 0    0

その他の項目     0 0    0

合計 (64) 506 (429) 0 13 (233) 0 0 70 (163)

うち           

-目的が消失した減損費用の戻入  123         

-利用済の減損費用の戻入  127         

-目的が消失した引当金の戻入  252         

-利用済の引当金の戻入  4         

戻入純額  506     0    

(1) オフバランス・シート項目に対する引当金の変動は、主にナティクシスのワークアウト・ポートフォリオのための保証に係る45百万ユーロの費用計

上およびヘッジされていない損失183百万ユーロからなる。
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百万円

2010年度 2009年度

繰入

戻入および

目的使用 損失

償却済不良

債権

の回収 合計 繰入

戻入およ

び

目的使用 損失

償却済不良債

権の回収 合計

資産の減損           

銀行間取引     0 (202) 　 　 　 (202)

顧客取引 (1,513)1,613 (1,311) 　 (1,210)(101) 　 　 　 (101)

証券ポートフォリオおよびその他

の債権
(101)23,597 (23,496) 　 0 0 　 　 　 0 

引当金           

オフバランス・シート・コミット

メント
(4,840)25,815 (18,454) 　 2,521 (23,193)　 　 7,059 (16,134)

顧客リスクに対する引当金     0 0 　 　 　 0 

その他の項目     0 0 　 　 　 0 

合計 (6,454)51,025 (43,260)0 1,311 (23,496)0 0 7,059 (16,437)

うち           

-目的が消失した減損費用の戻

入
 12,403  

       

-利用済の減損費用の戻入  12,807         

-目的が消失した引当金の戻入  25,412         

-利用済の引当金の戻入  403         

戻入純額  51,025     0    
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5.9　固定資産の利得または損失

百万ユーロ

2010事業年度 2009事業年度

資本投資および

その他の長期投資

投資目的保有証

券

有形固定資産

および無形資

産 合計

資本投資および

その他の長期投資

投資目的保有

証券

有形固定資産

および無形資

産 合計

減損         

•　費用計上 
(1) (294)   (294) (816)   (816)

•　戻入 
(1) 866   866 1,905   1,905

処分による正味利得／(損

失）
(1) (755) (12) 11 (756) (24) 0 0 (24)

合計 (183) (12) 11 (184) 1,065 0 0 1,065

 

百万円

2010事業年度 2009事業年度

資本投資および

その他の長期投資

投資目的保有証

券

有形固定資産

および無形資

産 合計

資本投資および

その他の長期投資

投資目的保有

証券

有形固定資

産および無

形資産 合計

減損         

•　費用計上 
(1) (29,647) 　 　 (29,647) (82,285) 　 　 (82,285)

•　戻入 
(1) 87,327 　 　 87,327 192,100 　 　 192,100 

処分による正味利得／(損

失）
(1) (76,134)(1,210)1,109 (76,235) (2,420) 0 0 (2,420)

合計 (18,454)(1,210)　1,109　(18,555) 107,395 0 0 107,395 

 

資本持分、系列会社に対する投資およびその他の長期投資にかかわる利得または損失には、具体的に以下が含まれる。

•　次の資本持分についての減損引当金：

-　バンカ・カリッジ（149百万ユーロ）

-　GCEドメインヌ（34百万ユーロ）

-　オテロン（21百万ユーロ）

-　SASU IGCE（28百万ユーロ）

•　資本持分についての減損戻入：

-　ネクシティ（551百万ユーロ）

-　ソシエテ・マルセイエーズ・ドゥ・クレディ（282百万ユーロ）

-　BMSエクスプロワタシヨン（19百万ユーロ）。

-　BMSデベロプマン（6百万ユーロ）

•　投資有価証券およびその他の長期有価証券の売却に係る損益：

-　ネクシティの551百万ユーロのキャピタル・ロス

-　ソシエテ・マルセイエーズ・ドゥ・クレディの246百万ユーロのキャピタル・ロス

-　GCEペマンの24百万ユーロのキャピタル・ゲイン

•　有形および無形資産の損益は、GCEペマンの11百万ユーロの事業資産の売却に関連している。
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5.10　特別損益項目

2010事業年度に計上された特別損益項目は一切なかった。

5.11　法人所得税

5.11.1　2010年度法人所得税の内訳

BPCEは、ポピュレール銀行20行、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）行、およびBPCEの子会社群（以下を含む子会社群：クレディ・フォンシエール、
フォンシア、バンク・パラティンヌ、BPCE IOM、GCE カバード・ボンズおよびBP カバード・ボンズ）を含む納税連結グループの代表企業である。

法人所得税（経常損益項目に対する税金および特別損益項目に対する税金に区分して内訳を表示）の構成は次のとおりである。

 2010年度 2009年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

右記税率が適用される課税標準 33.33% 33.33% 15.00% 15.00%

経常損益に対する税金 2,406 242,621   

非継続的損益に対する税金 0 0 0 0

2,406 242,621 0 0

税務上の繰越欠損金の利用 (1,072)(108,100)   

課税標準 1,334 134,521   

適用法人所得税 445 44,874   

+ 社会保障拠出金＋3.3% 15 1,513   

- 税額控除 (20) (2,017)   

報告法人所得税 439 44,269 0 0

連結納税効果 (1,127)(113,647)   

過年度修正 37 3,731   

準備金賦課費用に対する法人所得税 5 504   

子会社の黒字転換時に備える引当金 (12) (1,210)   

納税引当金 122 12,302   

合計 (536) (54,050) 0 0

 

5.11.2　会計上の純利益から課税所得への調整

 2010年度 2009年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

会計上の純利益 891 89,848 3 303 

法人所得税 (646) (65,143) 28 2,824 

加算項目 1,099 110,823 2,061 207,831 

固定資産の減損   　

その他の減損および引当金 290 29,244 1,034 104,269 

一般銀行業務準備金への振替   1,000 100,840 

UCITS適格持分 48 4,840 0 0 

非課税対象長期キャピタル・ゲイン 593 59,798 24 2,420 

その他の項目 168 16,941 3 303 

減算項目 2,229 224,772 3,134 316,033 

非課税対象長期キャピタル・ロス 865 87,227 441 44,470 

減損繰入および引当金からの戻入 516 52,033 2,492 251,293 

配当金 274 27,630 54 5,445 

戻入 - 一般銀行業務リスク準備金 451 45,479 0 0 

パートナーシップまたはジョイント・ベンチャーの損失に対する持分 31 3,126 0 0 

獲得費用の償却 12 1,210 19 1,916 

設立費用 13 1,311 116 11,697 

その他の項目 67 6,756 12 1,210 

通常税率が適用される課税標準 (885) (89,243) (1,042)(105,075)
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5.12　業務活動の内訳

 
持株会社の業務活動

2010年度 2009年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

銀行業務純収益 305 30,756 333 33,580 

営業費用 (231) (23,294) (203) (20,471)

営業総利益 74 7,462 130 13,109 

貸倒引当金 13 1,311 (163) (16,437)

営業利益／(損失） 87 8,773 (33) (3,328)

固定資産の利得または損失 (184) (18,555)1,065 107,395 

税引前基礎利益 (97) (9,781) 1,032 104,067 

 

注記６　その他の情報

 

6.1　連結

CRC規則第99-07号第１条に従い。BPCEは国際会計基準に基づき財務報告書を作成している。

個々の会社の勘定は、グループBPCEおよびBPCE S.A.グループの連結財務書類に組入れられている。

6.2　法定監査人の報酬

千ユーロ
 (1)

プライスウオーターハウスクーパース・

オーディット マザー KPMG

2010年度 2009年度 2010年度 2009年度 2010年度 2009年度

金額

（税込） ％

金額

（税込） ％

金額

（税込） ％

金額

（税込） ％

金額

（税込） ％

金額

（税込） ％

Audit             

法定監査、単体財務書

類および連結財務書

類の精査

 

 

590

 

 

32%

 

 

231

 

 

62%

 

 

531

 

 

56%

 

 

231

 

 

62%

 

 

515

 

 

58%

 

 

233

 

 

53%

その他の監査手続お

よび法定監査契約に

関連する付随的任務

 

 

1,259

 

 

68%

 

 

141

 

 

38%

 

 

410

 

 

44%

 

 

140

 

 

38%

 

 

372

 

 

42%

 

 

203

 

 

47%

合計 1,849 100% 372 100% 941 100% 371 100% 887 100% 436 100%

(1) 提供サービスに関する金額は、還付対象外VAT込みで（かつ適用ある場合には資本から控除前で）報告年度の損益計算書に記載されている。

 

千万円

プライスウオーターハウスクーパース・

オーディット マザー KPMG

2010年度 2009年度 2010年度 2009年度 2010年度 2009年度

金額

（税込） ％

金額

（税込） ％

金額

（税込） ％

金額

（税込） ％

金額

（税込） ％

金額

（税込） ％

Audit             

法定監査、単体財務書

類および連結財務書

類の精査

 

59,496 

 

 

 

32%

 

 

23,294 

 

 

 

62%

 

 

53,546 

 

 

 

56%

 

 

23,294 

 

 

 

62%

 

 

51,933 

 

 

 

58%

 

 

23,496 

 

 

 

53%

その他の監査手続お

よび法定監査契約に

関連する付随的任務

126,958 

 

 

68%

 

 

14,429

 

 

38%

 

 

41,955

 

 

44%

 

 

14,326

 

 

38%

 

 

38,067

 

 

42%

 

 

20,773

 

 

47%

合計 186,453 100%
37,512 

 
100%

94,890 

 
100%

37,412 

 
100%

89,445 

 
100%

43,966 

 
100%
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6.3　非協力的な国における事業活動

フランス通貨金融法典第L.511-45条規定およびフランス経済大臣公布2009年10月６日付政令は、脱税および納税忌避対策に関する情報交換のた
めにフランスと行政支援協定を締結していない国および地域における所在地と事業活動に関する情報を財務書類別表に公表することを金融機
関に要求している。

これらの義務は、非協力的な税金回避地（OECDおよびサミットで定義されている。）との世界的な戦いの広範な目的にかなうとともにマネーロ
ンダリングおよびテロリズムへの資金供与との戦いも目指している。

設立以来グループBPCEは慎重に対処してきている。グループBPCEは、グループのネットワークに属する各事業体に対して、税務上の目的で有効な
情報交換面に非協力的とみなされる地域の最新OECDリストの周知を定期的に図るとともに、非協力的地域での事業活動の継続がもたらす惧れの
ある重要事態についても周知に努めている。また非協力的地域のリストを統合業務ソフト・ソリューションに一部組込み、マネーロンダリング
との戦いに用いており、非協力的な国および地域との取引について精査作業の適切な励行に努めている（2009年７月16日付政令第2009-874の実
行）。中央組織レベルでは、経営執行機関への情報として、非協力地域におけるグループ所在地と事業活動を取りまとめている。

2010年12月31日現在、子会社のナティクシスを介しBPCEはコファース・セルビシオス・コスタリカSA（同社はコスタリカにおいてサービスを提
供している。）に対して間接的資本持分を保有している。同社の2010年度の収益は425,000米ドルであった。これはフランス一般税法典第238-0-A
条の適用に基づく2010年２月12日付政令により指定された国リストに基づく。
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 728/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 729/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 730/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 731/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 732/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 733/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 734/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 735/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 736/1163



　　次へ

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 737/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 738/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 739/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 740/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 741/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 742/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 743/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 744/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 745/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 746/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 747/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 748/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 749/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 750/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 751/1163



　　次へ

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 752/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 753/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 754/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 755/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 756/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 757/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 758/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 759/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 760/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 761/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 762/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 763/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 764/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 765/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 766/1163



　　次へ

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 767/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 768/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 769/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 770/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 771/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 772/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 773/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 774/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 775/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 776/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 777/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 778/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 779/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 780/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 781/1163



　　次へ

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 782/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 783/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 784/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 785/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 786/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 787/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 788/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 789/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 790/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 791/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 792/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 793/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 794/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 795/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 796/1163



　　次へ

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 797/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 798/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 799/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 800/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 801/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 802/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 803/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 804/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 805/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 806/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 807/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 808/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 809/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 810/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 811/1163



　　次へ

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 812/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 813/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 814/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 815/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 816/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 817/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 818/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 819/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 820/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 821/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 822/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 823/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 824/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 825/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 826/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 827/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 828/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 829/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 830/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 831/1163



　　次へ

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 832/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 833/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 834/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 835/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 836/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 837/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 838/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 839/1163



　　次へ

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 840/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 841/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 842/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 843/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 844/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 845/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 846/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 847/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 848/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 849/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 850/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 851/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 852/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 853/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 854/1163



　　次へ

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 855/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 856/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 857/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 858/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 859/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 860/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 861/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)
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２【主な資産・負債および収支の内容】

連結財務書類の注記5.13を参照のこと。

 

３【その他】

(1) 訴訟および規制上の手続

法律・規制上の問題および制約

グループBPCEは、フランスおよびその他事業を行なう多数の国の重要な法律に従っている。規制上の措置や当該規制

の変更により、グループBPCEの事業活動および収益に悪影響を及ぼすおそれがある。

ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の両ネットワークは、フランスで事業を行なっている。また

グループBPCEは多くの国で事業を展開している。グループBPCEは、事業を行なうそれぞれの国において、いくつかの

規制上の制度および権限当局の監督に従っている。規制が遵守されない場合には、グループBPCEの評判が損なわれる

ばかりか、グループが規制当局から重大な干渉を受け、罰金過料に処せられ、当局による警告が公示され、事業中断を

余儀なくされ、極端な場合はグループBPCEの事業活動に対する認可が撤回されるおそれがある。規制当局の課す罰金

過料や違約金の引上げのほか、当局による金融サービス・セクターの統制は過去数年において強化されており、現在

の金融事情では加速される傾向となっている。グループBPCEの事業活動および収益は、フランスの規制当局、欧州連

合、外国政府または国際機関による各種の措置および決定の影響を被る可能性がある。かかる制約により、グループ

BPCEの事業ラインの開拓または一定の事業活動を追及する能力は制限されるおそれがある。規制上の決定または政

策変更の性質や影響は予測不能であり、グループBPCEがこれを統制できる方法はない。

かかる変更は、とりわけ以下に関連する場合がある。

•　金融政策、金利政策およびその他の中央銀行および規制当局の方針

•　特にグループBPCEが事業を行なう市場における投資家の判断に重大な影響を及ぼすおそれのある政策または規

制方針の一般的な進展

•　規制資本要件、特にバーゼルIII、ソルベンシー２およびドッド・フランク法上の要件等を実施する規制について

現在行なわれる変更のような、適正資本の適切な規制に関する一般的な進展

•　内部統制に関する規則および手続きの変更

•　競合環境および価格の変更

•　財務報告に係る規則の変更

•　財産収用、国有化、価格規制、外国為替規制、財産没収および外国人の財産権に適用される法律の変更、および

•　グループBPCEの商品およびサービスの需要に影響を及ぼす可能性のある社会不安さや不確定な法的背景を生ず

る政治、軍事または外交上の不利な進展

 

フランスおよびグループBPCEが事業を行なう国の税法およびその適用により、グループBPCEの収益に重大な影響を

及ぼすおそれがある。

複雑かつ重要な国際取引を行なう多国籍の銀行グループとして、グループBPCE（特にナティクシス）は世界中の多

数の国の税法に従っており、実効税率を最適化するべくグローバルに事業活動を構築している。該当の国の関連当局

による税法の改正または適用変更により、グループBPCEの収益に大幅に影響を与える可能性がある。グループBPCE

は、その各企業間の商業能力の相乗効果によって価値が創造される事を目的に、管理手法を設定している。グループ

BPCEは、税制上の優遇措置を最大利用できるよう顧客に販売する金融商品を構築するべく努めている。グループBPCE

の内部手続体制およびグループBPCEが販売する金融商品は、通常、独立の税務専門家の意見や、必要な場合は随時、税

務当局の承認または個別の解釈をベースに、適用される税務関連規制および法律を独自に解釈してその基礎として

いる。将来かかる解釈の一部に税務当局が異議を唱えるおそれがあり、その場合グループBPCEの税額が再査定される

可能性がある。
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風評リスクおよび法的リスクにより、グループBPCEの収益性および商業上の展望に不利な影響を及ぼすおそれがあ

る。

グループBPCEにとって、顧客を惹き付け維持するために評判は必要不可欠である。グループBPCEの評判は、商品およ

びサービスの不適切な促進・販売手段の利用、潜在的な利益相反の不十分な管理、法律および規制上の要件、コンプ

ライアンス問題、マネーロンダリング関連法、情報セキュリティに関する方針ならびに販売・取引手続きによって損

なわれるおそれがある。評判は、従業員の不当な行為、BPCEがエクスポージャーを有する金融セクターの参加者が犯

した詐欺または過誤、業績の悪化、再表示もしくは修正、または潜在的に不利な結果を招く法律・規制上の措置に

よっても損なわれる場合がある。グループBPCEの評判が損なわれた場合には事業が縮小し、業績や財政状態を圧迫す

るおそれがある。

上述した問題の不適切な管理は、グループBPCEに関してさらなる法的リスクを生み、またグループが追求する訴訟手

続の数、損害額および利害を増加させることがある。このことにより、グループに対し規制当局の制裁が課される場

合もある。

 

訴訟・仲裁手続き―BPCE

ケス・デパーニュ・イル・ド・フランス（CEIDF）

パリ控訴院は、2009年７月31日に非公開審理において判事が下した判決により、ケス・デパーニュ・イル・ド・フラ

ンス（CEIDF）の労使協議会が、ポピュレール銀行グループとケス・デパーニュ（貯蓄銀行）グループの合併案およ

び新たな中央機関であるBPCEの設立に関して必要情報を一切得ていなかったと判断した。

CEIDFは、本件の判断を第一審裁判所に付託し、控訴院判決の控訴を行った。

2009年10月27日、パリ第一審裁判所は、CEIDFの経営陣が、予定するプロジェクトの情報を実際は定期的に労使協議会

に報提供していたと判断した。労働組合および労使協議会は、この判決に対し控訴を行なった。

2010年10月28日、控訴院で正式事実審理前の審問を担当した判事は、（労使協議会が本件の追求を取り下げたため）

労働組合の行為の無効性を認めると判断した。労働組合は、この判示を大法廷での審理に付託した。2011年５月19日、

控訴院は労働組合の行為の無効性を認める判決を維持した。

2011年８月10日、CEIDFの従業員によるCGT組合により2011年５月19日付けの裁判所判決に対する控訴が開始され、本

件は係属中である。

2011年12月31日現在、この紛争に関する準備金は設定されていない。

 

デミノールに対する出廷命令

関与する企業：BPCEおよびナティクシスSA

2009年12月31日、ナティクシスの株主735名の請求を株主の顧問事務所デミノールが取りまとめる形で、BPCE、ナティ

クシス、シャルル・ミヨーおよびフィリップ・デュポンに対してパリ商事裁判所への召喚状が送達された。請求人ら

は、ナティクシスが2006年12月に行った１株当たり19.55ユーロでの新規株式公開および2007年および2008年に配布

された財務情報により、権利が侵害されたと考えている。2007年以降の株価下落による個別の損失はそれぞれ2,000

ユーロから5,000ユーロの間で、非金銭的な損害を含めた総額は4.5百万ユーロと見積もられた。

パリ商事裁判所の裁判長の判断により、本件は2010年３月２日にボビニー商事裁判所に付託された。

2011年11月22日、ボビニー商事裁判所は2009年12月31日に送達された召喚状を無効とする判決を下した。

2011年12月31日現在、この紛争に関する準備金は設定されていない。

 

デュブロ―デュブロ・モンドFCPミューチュアル・ファンド

関係当事者：コレクティフ・ラガルデールによる集団訴訟に関して個別に出廷が命じられた一部のケス・デパー

ニュ（貯蓄銀行）、資産運用会社、ナティクシスの子会社およびBPCE

一部の顧客は、旧ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）グループの調停人またはAMFの調停人と調停手続を行った。

 

AMF手続

法律顧問の意見に従い「出訴期限法は出廷が命じられた日である2008年10月30日時点において適用可能であった」

と判断するAMF執行委員会の2012年４月19日付けの決定

2012年６月19日、AMFの委員長は、この決定に対してフランス国務院に不服申立てを行った。
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民事訴訟

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）への個別出廷命令：

一部のケス・デパーニュ（貯蓄銀行）に対する個別訴訟も開始されている。

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）に関して係属中の訴訟に関する請求総額：約2,700,000ユーロ（ケス・デパーニュ

（貯蓄銀行）が提供した情報に基づいているため、すべてではない。）

ラガルデールの集団訴訟：

コレクティ・ラガルデールは、ケス・デパーニュによるデュブロおよびデュブロ・モンドのミューチュアル・ファ

ンド持分の販売に関してケス・デパーニュ・パルティシパシヨン（現BPCE）が情報、助言および注意を与える義務

を怠ったとされることから生じた損害の賠償を求め、2009年８月にケス・デパーニュ・パルティシパシヨン（現

BPCE）に対する訴訟を提起した。

これにより、パリ７区下級裁判所で１件の訴訟手続きおよびパリ第一審裁判所で２件の訴訟手続が行われることと

なった。

訴訟は315名の顧客の権利が対象となっている。

総額で6,494,393.82ユーロが請求されている。

2011年９月６日にパリ７区下級裁判所は、判決において、BPCEが当事者適格を欠くため原告の訴えは容認できないと

述べた。

2012年６月６日の判決において、パリ第一審裁判所は、原告および訴訟参加人の訴えは認容し得ると述べ、2012年９

月12日に事件を公判前審理に付した。

刑事訴訟

2010年１月７日、ケス・デパーニュ・ロワール・ドローム・アルデーシュは、デュブロのミューチュアル・ファンド

に関して誤解を招くおそれのある広告につき、自らへの司法調査が行われる旨の通知を受けた。ケス・デパーニュ・

ロワール・ドローム・アルデーシュはサン・ティエンヌ刑事裁判所に委ねられた。現時点では審理の日程は決まっ

ていない。

 

 

訴訟・仲裁手続き―ナティクシス

ジェリー・ジョーンズほか対ハリス・アソシエーツLP

関与する企業：ハリス・アソシエーツLP（ナティクシス・グローバル・アセット・マネジメントの完全所有子会

社）

2004年８月、３件の投資ファンド（オークマーク・ファンド、オークマーク・エクイティ・アンド・インカム・ファ

ンドおよびオークマーク・グローバル・ファンド）の名義で、これを代表して行為する３名の株主により、ナティク

シス・グローバル・アセット・マネジメントの完全所有子会社であるハリス・アソシエーツLPを相手方とする訴状

がイリノイ州北部地区米国連邦地方裁判所において提出された。原告らは、ハリス・アソシエーツLPがこれら３件の

ファンドに提供した役務について、適用規制に照らして過剰な料金を請求したと主張した。同手続きは、近年投資顧

問業者を相手取って提訴された多数の法的請求の一部である。ハリス・アソシエーツLPおよび原告らは、略式判決の

申立てを行なった。

2007年２月27日、判事はハリス・アソシエーツLPの申立てを全面的に容認し、原告らの申立てを退けた。原告らはこ

の決定を不服として2007年３月20日に控訴を行なった。両当事者は陳述書を提出し、2007年９月10日に控訴裁判所に

出廷した。

2008年５月19日、地方裁判所が下したハリス・アソシエーツLPに有利な判決は、第７巡回控訴裁判所の非陪審審理に

おいて確認された。

2008年６月２日、原告らは控訴裁判所の陪審審理を含めて控訴が再審されるよう請求した。2008年８月８日、控訴裁

判所は原告らの控訴再審請求を却下した。

2008年11月３日、原告らは、控訴却下の決定の無効を訴え米国連邦最高裁判所に上訴した。

2009年３月９日、最高裁判所は原告らの申立ての審理を認めた。防御の陳述は2010年11月２日に行なわれた。

米国連邦最高裁判所は2010年３月30日付け判決において、ハリス・アソシエーツLPに有利な地方裁判所の決定を破

棄するか容認するかを決定するため、本件を第７巡回控訴裁判所に付託した。

 

地方政府保証付投資契約に関する米国のクラス・アクション

関与する企業：ナティクシスSAおよびナティクシス・ファンディング・コーポレーション
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ナティクシスおよびナティクシス・ファンディングは、2008年３月13日以降、債券の発行会社である多数の州、郡お

よび市町村により、その名義で、ニューヨーク、ワシントンD．C．およびカリフォルニアの各裁判所において数多く

のクラス・アクションの被告として提訴されてきた。これらの手続きは、1992から現在まで、地方自治体が発行する

デリバティブ商品の販売会社と仲介業者が共謀して価格決定や入札時に不正操作を行なってきたとの主張に関連し

たものである。また各原告は、他の30以上の米国および欧州の銀行・仲介業者を被告として提訴した。原告のいくつ

かは、1992年から現在に至るまでに被告らまたはその仲介業者から地方自治体発行のデリバティブ商品を購入した

地方、市町村および州のあらゆる政府機関、独立の行政機関および私企業を含むクラス・アクションの権利の認定、

ならびに主張される反競争的行為に係る損害額および利息の支払いを求めている。これら手続きの大半は、「地方自

治体発行デリバティブ反トラスト訴訟」と題され、ニューヨーク州南部地区米国連邦地方裁判所において併合され

た。

上述した各種の損害賠償および利息の請求は、米国内国歳入庁（「IRS」）、司法省（「DOJ」）の反トラスト担当部

および証券取引委員会（「SEC」）ならびに主要各州の法律顧問により現在実施している調査の結果として行なわ

れたものである。

ナティクシス・ファンディングがデリバティブ商品の販売会社および仲介業者13社のうちの１社となっているクラ

ス・アクションは、申立人による請求取下げの申立てが2010年３月25日に否認されたため継続した。

地方自治体による保証付き投資契約に関する審理は40の被告を相手取って個別に行なわれ、うちナティクシス・

ファンディングおよびナティクシスも、申立人による請求取下げの申立てが2010年４月26日に否認されたため継続

予定である。

ナティクシスに対しては、ナティクシスがデリバティブ取引においてナティクシス・ファンディングの保証人で

あったこと、およびナティクシス・ファンディングの代理人であった点が主張されている。被告らは、原告らが提出

したすべての訴状に答弁を行なった。当事者らは証拠開示手続き段階に入っており、現在その範囲について交渉中で

ある。今後数ヶ月間は原告らによる証拠開示に関する要求と書類の検討に費やされる。同時に、当事者は訴訟手続き

の最重要局面、すなわち、原告らのクラス・アクションとしての認定取得の努力に備える。申立人らは現在、経済専門

家および統計学者を任用してすべての手続きのデータを解析しており、クラス・アクションとしての認定に反論す

るべく準備している。この期間において、26州の検事および司法省も、それぞれ調査を継続する。現段階においては、

特に補償は請求されていない。

 

マドフに関する事項

関与する企業：ナティクシスSA

2011年12月31日現在、保険資産を差引き後のマドフの推定資産残高は380百万ユーロであり、現時点で全額に対し引

当金が積まれている。このエクスポージャーに実質的にどのような影響があるかは、ナティクシス名義で投資された

資産の回収の範囲、および銀行（主に法務部門）の講じる対応策の結果の双方に左右される。これを念頭に、ナティ

クシスは、かかる回収努力を支援する法律事務所を指名した。また2011年には、本件における専門家の責任に保険契

約を適用するかをめぐって紛争が生じた。ベルナール・Ｌ・マドフ・インベストメンツ・セキュリティーズLLC

（「BMIS」）の清算受託人であるアーヴィング・Ｈ・ピカールは、ニューヨーク州南部地区米国連邦破産裁判所に

おいて、金融機関数社を相手取って提訴し、ナティクシスに対する400百万ユーロの請求も含まれた。ナティクシス

は、自社への提訴に関して争っており、防御および権利保全に必要な手段を講ずる予定である。本件はニューヨーク

州南部地区米国連邦破産裁判所において係属中である。

さらに、フェアフィールド・セントリー・リミテッドおよびフェアフィールド・シグマ・リミテッドの清算人は、従

前に株式の償還として同ファンドから支払いを受領した投資家に対し多数の手続きを開始した（200件を超える手

続きがニューヨークで提訴された）。ナティクシスの企業の一部は、かかる訴訟のいくつかに被告として関与してい

る。ナティクシスは、これらの訴訟は全く根拠のないものであると考えており、積極的に防御する構えである。

 

CIC／クレディ・ミューチュエル

関与する企業：ナティクシス SA

2008年９月11日、CICおよびクレディ・ミューチュエルは、ナティクシス・グループから先渡条件でEADS株式を購入

した契約についてパリ商事裁判所が無効と判断し、その結果ナティクシスに対するEADS株式の返還と引換えにナ

ティクシスが申立人に対して約28百万ユーロを支払うことを目的として、ラガルデール・グループおよびナティク

シスの召喚を求めた。

フランス金融市場庁（Autorité des marchés financiers）の非公式の報告に基づき、原告らは、2006年４月にナ

ティクシスの引受けによりEADS株式の転換社債が発行されたことで、ラガルデールSCAが株式市場法に違反したと主
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張した。

CICグループの召喚状においては、契約の締結および調印のいずれに関してもナティクシスに対する請求は明示され

ていなかった。クレディ・ミューチュエル・グループが提出したEADS株式の購入の効力を問う法的な議論は、事実無

根と見られている。

2010年１月27日の決定において、パリ商事裁判所はCICおよびクレディ・ミューチュエルの行為を容認できない旨宣

言し、フランス民事訴訟法典第700条に照らしナティクシスに対して120,000ユーロ、ラガルデールに対して50,000

ユーロを支払うよう両者に命じた。2011年４月28日のパリ控訴院判決により、申立人の主張を却下する当初決定が維

持された。CICおよびクレディ・ミューチュエルは、この判決の控訴に着手した。2012年７月10日に下された判決にお

いて、破毀院は、控訴状に関する形式上の理由によりパリ控訴院の2011年４月28日付け判決を覆した。判決が変更さ

れた本件はパリ控訴院に差し戻された。

 

ADAMによる共同提訴

関与する企業：ナティクシスSA

2009年３月、フランスの少数株主の組合組織であるADAM（Association de Défense des Actionnaires

Minoritaires）によって調整されたナティクシスの少数株主による提訴後、パリ検事局により予備審理が命ぜられ

た。原告らが刑事手続き上で民事訴訟を提訴したため、法廷審問が開かれ、現在も係属中である。

 

アナケナ／マキシウス

関与する企業：ナティクシス SA

2009年11月13日、マキシウス・マスター・ファンド・リミテッドのファンドおよびポートフォリオ・マネジャーを

務めるアナケナは、ナティクシスが金融危機の中盤において、投資を償還するようファンドに求めたことにより過半

数投資家としての権利を濫用したと主張して、59.9百万ユーロの損害賠償および利息の支払いを求め、ナティクシス

に対しパリ商事裁判所への召喚を求めた。2012年１月27日、パリ商事裁判所の判決によりアナケナのおよびマキシウ

スの請求の大半が退けられ、フランス民事訴訟法典第700条に照らしナティクシスに対する10,000ユーロの支払いが

両者に命じられた。2012年２月13日、アナケナおよびマキシウスは、2012年１月27日付け判決の控訴に着手した。

 

トスカーナ地方政府

関与する企業：ナティクシスSA

2010年12月21日、ナティクシスのミラノ支店は、総額2.2百万ユーロの裁判所払込通知（Decreto Di Sequestro

Preventivo）を受領した。同通知は、フィレンツェの顧問弁護士がナティクシスと他の銀行を相手取って開始した訴

訟の枠組みにおける防衛策として請求されたもので、銀行がトスカーナ地方政府との間で締結し、不正収益を創出し

たと同弁護士がみなしたデリバティブ取引に関連した。

2011年12月27日、トスカーナ地方政府は、ナティクシスが2002年に地方政府との間で設定したスワップ契約と、その

うち一件の契約更改を遡及的に解約する手続きを開始したとナティクシスに通知した。トスカーナ地方政府の訴え

の理非を判断するのは時期尚早である。トスカーナ地方政府の請求額については、まだ見積られていない。

 

サナリー＝シュル＝メールのコミューン

関与する企業：ナティクシス SA

2011年８月５日、サナリー＝シュル＝メールのコミューンは、コミューン内でのカジノ・ホテル複合施設建設プロ

ジェクトが放棄されたことで、コミューンが計画していた投資に損失が生じ、かつコミューンの予算上予定されてい

た拠出においても損失を被ったとして合計83百万ユーロの支払いを求め、ナティクシスと他の被告らに対してツー

ロン行政裁判所への召喚を求めた。ナティクシスは、提起された請求の理非を争う構えである。加えて、ナティクシス

は提訴された本件につき上記の点で事実無根と考えているが、建設プロジェクトの一環としてナティクシスが銀行

による20百万ユーロの完了保証契約の発行の約束を確認したことを考慮し、本件の潜在的債務を少なくとも上述し

た金額および基礎のみに限定する予定である。

 

AMFの調査

関与する企業：ナティクシス SA

2010年１月６日、ナティクシスは、市場報告手続きの不遵守について苦情申立通知書を受領した。2011年４月11日、

AMFの強制執行委員会は警告書を発行し、ナティクシスに500,000ユーロの罰金を課した。ナティクシスはこの決定に

つきフランス国務院に対して控訴している。

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 887/1163



また2010年４月から2011年４月までに行なわれた調査により、AMFの強制執行委員会は2011年７月４日に罰金の課金

を決定し、ナティクシスの元子会社に対して250,000ユーロの罰金の支払いを命じた。かかる子会社に対して強制執

行委員会が申し立てた苦情は、(a)当該子会社が、促進プロジェクトの期間において、命令を待つ強制執行に関する情

報を濫用および悪用した、(b)当該子会社が、争点となっている取引の交渉の一環として、自己の取引相手方としての

利益を優先させるために職務を怠慢した、および(c)当該子会社が、疑わしい取引についてAMFに申告する要件を遵守

しなかった、といった内容であった。また強制執行委員会は、かかる元子会社が、市場濫用を検知するに足る有効なIT

アプリケーションをコンプライアンス部門に提供しなかったことで、職務を怠慢したと訴えた。ナティクシスは、こ

の決定について控訴を行なわなかった。

 

ナティクシス・アセット・マネジメント（旧CDCジェスティヨン）―従業員の収益分配

関与する企業：ナティクシス・アセット・マネジメント

2012年１月５日、CDCジェスティヨン（現ナティクシス・アセット・マネジメント）の元従業員187名により、ナティ

クシス・アセット・マネジメントのパリ第一審裁判所への召喚が請求された。かかる召喚の目的は、1989年から2001

年の会計年度に関してコモン・ロー上の収益分配計画に対する権利を確認することであった。審理の日付は未定で

ある。

 

エムエムアール

2007年、イクシス・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク（同社の権利は現時点ではナティクシスに

譲渡されている。）は、バーナード・マドフ・インベストメント・セキュリティーズのファンドに投資するファンド

に連動したEMTN（ユーロ・ミディアム・ターム・ノート）を発行した。レンストーン・インベストメンツ・リミ

テッド（同社の権利は現時点ではエムエムアール・インベストメント・リミテッドに譲渡されている。）は、発行に

関して投資代理人を務める金融仲介業者を通じてこのEMTNのうち50百万ドル分を引き受けた。

エムエムアール・インベストメント・リミテッドは、金融仲介業者に引受代金を支払ったが社債権者にはなってい

ないと主張して、ナティクシスおよび金融仲介業者を共に出廷させた。原告の主な主張は債券の引受代金の払戻しで

あり、次に同意の欠如を理由とした引受けの取消しである。

ナティクシスは、原告の主張に根拠がないと考えている。

 

(2)後発事象

該当事項なし。
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４【フランスと日本における会計原則および会計慣行の主要な相違】

 

a．日本とIFRSとの会計原則の相違

添付の当行グループの連結財務諸表は、ヨーロッパ連合が採択したIFRSに準拠して作成されている。これらは日本

において一般に公正妥当と認められた会計原則（以下「日本の会計原則」という。）とは、いくつかの点で異なる。

直近期の財務諸表に関する主な相違点は以下のとおりである。

 

(1) 連結の範囲

　IFRSでは、連結財務諸表には、持株会社及びグループによって支配されている会社（一定の特別目的事業体を含

む。）（すなわち子会社）並びに共同支配企業に対する持分についての財務諸表が含まれている。「支配」は、親会

社がその事業体の活動からの便益を得るためにその事業体の財務及び経営に関する方針を左右する力を有する場合

に存在し、一般的には議決権の過半数を保有することにより生じる。企業が他の企業体に対して支配できる力を有し

ているか否かを判断するにあたり、他社により保有されているものを含め、現時点で行使可能又は転換可能な潜在的

議決権の存在を考慮している。共同支配の営業活動、共同支配の資産及び共同支配企業に関しては、比例連結法（又

は持分法）が適用される。共同支配投資企業は被共同支配企業に対する持分について、比例連結に対する代替的方法

として、持分法を適用する。

　企業がSPEを実質的に支配している場合には、当該SPEは当該企業に連結される。

 

　日本では、実質支配力基準により連結範囲が決定され、支配されている会社の財務諸表は連結される。財務上又は営

業上もしくは事業上の関係からみて他の企業の意思決定機関を支配している場合には、親会社は当該他の企業に対

して支配権を有しているといえる。潜在的議決権は考慮されていない。

　日本ではまた、特別目的会社については、「連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る

具体的な取扱い」において、特別目的会社が、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発

行する証券の所有者に享受させることを目的として設立され、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に

遂行されているときは、当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した会社（以下「出

資者等」という。）から独立しているものと認め、出資者等の子会社に該当しないものと推定され、連結の対象と

なっていない。日本では、比例連結法は認められていないため、共同支配事業体は持分法により会計処理される。

 

(2) 会計方針の統一

　IFRSでは、連結財務諸表は、類似の状況における同様の取引及び事象に関し、統一された会計方針を用いて作成され

る。グループのメンバーが、類似環境下で行われた同様の性質の取引等に関して連結財務諸表で採用している会計方

針とは異なるものを使用している場合、連結財務諸表作成時に適切な修正が行われる。

　日本の会計原則では、連結財務諸表を作成する場合、同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、親会社及

び子会社が採用する会計処理の原則及び手続は、原則として統一しなければならない。ただし、実務対応報告第18号

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」により、2008年４月１日以後開始する

事業年度から在外子会社の財務諸表がIFRS又は米国会計基準（US GAAP）に準拠して作成されている場合は、一定の

項目の修正（のれんの償却、退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理、研究開発費の支出時費用処理、投

資不動産の時価評価及び固定資産の再評価、少数株主損益の会計処理）を条件に、これを連結決算手続上利用するこ

とができる。

　関連会社についても、類似の状況で行われた同様の性質の取引等について、投資会社（その子会社を含む）及び持

分法が適用される被投資会社が採用する会計処理の原則及び手続は、原則として統一することが望ましいとされて

いる。2008年３月10日に、企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」及び実務対応報告第24号「持分法適用関

連会社の会計処理に関する当面の取扱い」が公表された。企業会計基準第16号では、同一環境下で行われた同一の性

質の取引等について、投資会社及び持分法を適用する被投資会社が採用する会計処理の原則及び手続は、原則として

統一することと規定された。ただし、実務対応報告第24号により、在外関連会社については、当面の間、実務対応報告

第18号で規定される在外子会社に対する当面の取扱いに準じて行うことができる。企業会計基準第16号及び実務対

応報告第24号は、2010年４月１日以後開始する事業年度から適用され、それ以前の早期適用も認められている。

 

(3) 企業結合
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　IFRSでは、企業結合は取得法で会計処理することが要求されている。子会社の支配を獲得した取得日に、その識別可

能な資産及び負債は一般的に公正価値により、また非支配持分はのれんと区別して連結財務諸表に計上される。発生

した買収コストのうち、負債性証券又は持分証券の発行コスト以外のものは、IAS第32号およびIFRS第９号に基づき

費用処理される。

　日本では、2006年４月１日以後行われた企業結合より、「企業結合に係る会計基準」に従い、企業結合は原則として

パーチェス法により会計処理され、一定の厳格な条件の下で持分の結合と識別される限られた場合のみ、持分プーリ

ング法により会計処理される。パーチェス法による会計処理では、企業結合の対価は公正価値で測定される。企業結

合に直接要した支出額のうち、取得の対価性が認められる外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料等

は取得原価に含め、それ以外の支出額は発生時の事業年度の費用として処理する。

　IFRSとのコンバージェンスの観点から、2008年12月26日に、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」の

公表により従前の企業結合の会計基準が改正され、持分プーリング法の適用が認められなくなった。同基準は、2010

年４月１日以後実施される企業結合から適用され、それ以前の早期適用も認められている。

 

(4) のれんの当初認識と非支配持分の測定方法

　取得企業は，次の(a)が(b)を超過する額として測定される取得日時点ののれんを認識する。

　(a) 次の総計

(i)　移転された対価（通常は取得日における公正価値）

(ii) 被取得企業のすべての非支配持分の金額

(iii) 段階的に達成される企業結合の場合には，取得企業が以前に保有していた被取得企業の資本持分の取得日に

おける公正価値

　(b)取得した識別可能な資産及び引き受けた負債の取得日における正味の金額

 

　IFRS第3号Ｒでは、非支配持分の認識について次の2つの方法のうちいずれかの方法の選択適用が認められている。

　1)非支配持分を取得日に公正価値により測定する。(いわゆる、全部のれんアプローチ) 

　2)非支配持分は被取得企業の識別可能資産の純額の価値に対する非支配持分割合相当額により測定する。 (いわゆ

る、購入のれんアプローチ)

　日本では、のれんは取得原価が取得した資産及び引き受けた負債に配分された純額に対する持分相当額を超過する

額として算定される。(いわゆる、購入のれんアプローチ)

　子会社の資産及び負債は取得日において公正価値により測定され、少数株主持分は取得日における純資産の公正価

値の少数株主持分割合相当額により認識される。(いわゆる、全面時価評価法)

　企業会計基準第５号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」に基づき、少数株主持分は純資産の部に

計上される。連結損益計算書上では、少数株主損益は純利益前の個別項目として表示され、純利益には親会社の株主

に帰属する利益のみが含まれる。

 

(5) のれんの償却

　IFRSでは、のれんは、年１回若しくは事象や状況の変化が減損の可能性を示唆する場合はより頻繁に、減損テストが

実施される。

　日本では、のれんは20年以内のその効果が及ぶ期間にわたり定額法その他の合理的方法により規則的に償却され、

必要に応じて減損処理の対象となる。負ののれんは負債に計上され、20年以内の取得の実態に基づいた適切な期間に

規則的に償却される。ただし、負ののれんの金額に重要性が乏しい場合には、当該負ののれんが生じた事業年度の利

益として処理することができる。

　IFRSとのコンバージェンスの観点から、2008年12月26日に、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」の

公表により従前の企業結合の会計基準が改正され、2010年４月１日以後実施される企業結合から適用され、早期適用

も認められている。同基準に従い、負ののれんが生じると見込まれる場合には、取得企業は、すべての識別可能資産及

び負債が把握されているか、また、それらに対する取得原価の配分が適切に行われているか見直す。その見直し後も

なお負ののれんが生じる場合には、その負ののれんが生じた事業年度の利益として処理されることになる。ただし、

のれんについては、企業会計基準第21号適用後においても、20年以内の期間にわたり償却されているため、IFRSとの

相違は現状では解消されていない。

 

(6) 段階取得
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　IFRSでは、段階取得による企業結合の場合、支配獲得前に保有していた被取得企業に対する持分を取得日における

公正価値により再評価し、再評価差額は純損益又はその他の包括利益に認識する。さらに、取得企業が被取得企業へ

の持分の価値の変動をその他包括利益に認識していた場合には、その認識額については取得企業が従来から保有し

ていた持分を直接処分する場合に求められる会計処理と同じ基準により認識される。非支配持分の測定については、

上記「のれんの当初認識と非支配持分の測定方法」を参照のこと。

　日本では、連結財務諸表上、支配を獲得するに至った取引のすべてについて、企業結合日の公正価値で取得原価を算

定する。当該取得原価と、支配獲得までの個々の取引の原価合計との差額は損益とする。少数株主持分の測定につい

ては、上記「のれんの当初認識と被支配株主持分の測定方法」を参照のこと。

 

(7) 金融商品の評価

　IAS第39号「金融商品：認識と測定」に基づき金融資産及び金融負債は以下のように測定される。

 

・　トレーディング目的として分類される金融資産及び金融負債は公正価値で測定し、公正価値の変動は純損益に認

識される。

・　純損益を通じて公正価値で測定すると指定された金融資産及び金融負債は公正価値で測定し、利得及び損失は純

損益に認識される。純損益を通じて公正価値で測定する金融商品として指定できるのは、その指定が(a)測定又は認

識の不一致を解消又は著しく減少させる場合、(b)公正価値に基づいて管理し評価する金融資産グループ又は金融負

債グループ若しくはその両方に適用される場合、又は(c)主契約と密接な関係がないことが明らかな組込デリバティ

ブを含む金融商品に関係する場合に限られている。 

・　売却可能金融資産は、財政状態計算書上、公正価値で測定される。減損損失及び外貨建貨幣性売却可能金融資産の

償却原価の換算から生じる外国為替差額は、実効金利法を適用して計算した利息とともに純損益に認識されている。

売却可能金融資産の公正価値のその他の変動は、売却により累積利得又は損失が純損益に認識されるまでは、その他

包括利益として計上されている。

・　貸付金及び債権は、取得時は公正価値により、その後は実効金利法を用いて、償却原価で測定される。

・　満期保有投資は、取得時は公正価値により、その後は実効金利法を用いて、償却原価で測定される。

・　トレーディング目的又は純損益を通じて公正価値で測定すると指定された金融負債以外の金融負債は、取得時は

公正価値により、その後は実効金利法を用いて、償却原価で測定される。

　日本では、企業会計基準第10号「金融商品会計に関する会計基準」に従い、金融資産及び金融負債は以下のように

測定される。

・　売買目的有価証券は、公正価値で測定し、公正価値の変動は損益認識される。

・　満期保有目的の債券は取得原価又は償却原価で測定される。 

・　売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券（「売却可能有価証券

（その他有価証券）」）は、公正価値で測定し、公正価値の変動額は、a) 純資産に計上され、売却、減損あるいは回収

時に損益計算書へ計上される、若しくはb) 個々の証券について、公正価値が原価を上回る場合には純資産に計上し、

下回る場合には損益計算書に計上する。

・　時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券については、それぞれ次の方法による。(1) 社債その他

の債券の貸借対照表価額は、債権の貸借対照表価額に準ずる。(2) 社債その他の債券以外の有価証券は取得原価を

もって貸借対照表価額とする。

・　貸付金及び債権は取得原価又は償却原価で測定される。

・　金融負債は債務額で測定される。ただし社債については償却原価法に基づいて算定された価額で評価される。

・　IFRSで認められる公正価値オプションに関する会計基準はない。

 

(8) 金融資産の減損

IFRSでは、報告企業が、満期保有目的、売却可能又は貸付金及び債権に分類される金融資産又は金融資産グループ

が減損しているという客観的証拠の有無について各報告日に評価する。

貸付金及び債権又は満期保有目的債券：貸付金及び債権又は満期保有目的債券に分類される金融資産又は金融資

産グループに減損損失が生じているという客観的証拠がある場合、資産又は資産グループの帳簿価額と資産又は資

産グループから生じる将来キャッシュ・フローの見積額を当初認識時に当該金融資産に適用される実効金利で割り

引いた現在価値との差額を減損損失として認識する。

売却可能金融資産：売却可能に分類される金融資産の公正価値の減少が直接その他包括利益に認識されていて、

当該資産が減損している客観的証拠がある場合、当該損失の累計額は資本から純損益に振り替えられる。減損損失
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は、金融資産の取得原価又は償却原価とその直近の公正価値との差額から、過年度に損益計算書に認識した減損額を

控除した額として測定される。さらに、一度資本性金融商品に対する投資額が減損すると、その後のすべての損失は

損益計算書において認識される。売却可能な資本性金融商品に係る減損損失の戻入は禁止されているが、売却可能な

負債性商品に係る減損損失は、その後の事象に客観的に関連して公正価値が増加した場合に戻入が行われ、損益計算

書に認識される。資本性金融商品に対する投資の取得価額を下回る公正価値の著しい下落又は長期的にわたる下落

は、減損の客観的証拠となる。

 

日本では、公正価値が入手可能な金融資産（売買目的有価証券を除く。）について、取得原価又は償却原価で計上

される金融資産（貸付金及び債権を除く。）の公正価値が帳簿価額（償却原価）を下回って著しく下落した場合、回

復する見込みがあると認められる場合を除き、当該資産の帳簿価額は公正価値まで減額される。

減損損失の額は当期純利益に認識される。減損損失の戻入は認められない。

また、売却可能有価証券（その他有価証券）について、公正価値が取得原価を下回って著しく下落した場合、純資

産に認識された累積未実現損失は、純資産から当期純利益に振り替えられる。

 

(9) 金融資産の認識の中止

IFRSでは、金融資産から生じるキャッシュ・フローを受取る契約上の権利が消滅し、または、金融資産が譲渡され、

かつ、その譲渡が認識の中止の要件を満たす場合、金融資産の認識は中止される。譲渡においては、報告主体は、(a)資

産のキャッシュ・フローを受取る契約上の権利を移転すること、又は(b)資産のキャッシュ・フローを受取る契約上

の権利を保持するが、そのキャッシュ・フローを第三者に支払う契約上の義務を引受けること（一定の要件を満た

す場合）、のいずれかの場合には、金融資産を譲渡しているとされる。譲渡が行われた後、会社は、譲渡した資産の所

有に係るリスク及び経済価値がどの程度保持しているかを評価する。実質的に全てのリスク及び経済価値が保持し

ている場合は、その資産は引続き財政状態計算書に計上される。実質的に全てのリスク及び経済価値が移転された場

合は、当該資産の認識は中止される。実質的に全てのリスク及び経済価値が保持、ないしは移転もされない場合は、会

社はその資産の支配を引続き保持しているかどうかについて評価をする。支配を保持していない場合は、当該資産の

認識は中止される。一方、会社が当該資産の支配を保持している場合、継続的関与の範囲程度に応じて、引続きその資

産の認識を継続することとなる。

 

日本では、譲渡金融資産の財務構成要素ごとに、支配が第三者に移転しているかどうかの判断に基づいて、当該金融

資産の認識の中止がなされる。

 

(10) 金融商品の分類変更

　貸付金の定義（支払額が固定的又は決定可能で、活発な市場において相場がない非デリバティブ金融資産）を満た

すトレーディング目的保有金融資産及び売却可能金融資産は、企業が当該金融商品を予見可能な将来又は満期まで

保有する意思及び能力がある場合、貸付金に分類変更することができる。さらに、貸付金の定義を満たさないトレー

ディング目的保有金融資産は、ごく稀な状況で、売却可能金融資産又は満期保有目的投資に変更される可能性があ

る。分類変更は、公正価値で行われる。当該公正価値は、適宜、当該資産の新たな取得原価又は償却原価となる。

 

　日本では、売買目的又は売却可能（その他有価証券）から満期保有目的への分類変更は認められず、売買目的から

売却可能（その他有価証券）への分類変更については、限られた状況（事業体の経営者がトレーディング業務の廃

止を決定した場合に、当該事業体は売買目的として分類した有価証券をすべて、売却可能（その他有価証券）に分類

変更することができる。）においてのみ認められている。

 

　2008年12月に、日本の企業会計基準委員会は、実務対応報告第26号「債券の保有目的区分の変更に関する当面の取

扱い」を公表した。実務対応報告第26号は、債券の以下の分類変更を認めている。

・　稀な状況(時価の変動により利益を得ることを目的とした保有ではなくなった場合)においてのみ、売買目的から

売却可能(その他有価証券)への分類変更。

・　稀な状況(満期保有目的の定義を満たし、時価の変動により利益を得ることを目的とした保有ではなくなった場

合)においてのみ、売買目的又は売却可能（その他有価証券）から満期保有目的への分類変更。

 

　実務対応報告第26号は、2008年12月５日(実務対応報告第26号の公表日)から2010年３月31日まで適用されていた。

ただし、経営管理上、実務対応報告第26号公表日前において、最近の市場環境を踏まえてトレーディング取引の対象
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としないという意思決定又は満期まで保有するという意思決定を既に行っており、それを確認できる場合には、当該

意思決定を行った時点（ただし、当該意思決定が2008年10月１日前に行われているときは、2008年10月１日に行った

ものとみなす。）から、実務対応報告第26号を適用することができる。

 

(11) ヘッジ会計

　IAS第39号に基づき、下記のタイプのヘッジ関係が認められている。

 

　公正価値ヘッジ－公正価値ヘッジにおいては、デリバティブ金融商品の利得又は損失は純損益に認識されている。

ヘッジされたリスクに起因するヘッジ対象に関する利得又は損失は純損益に認識され、ヘッジ対象の帳簿価額が調

整される。

 

　キャッシュ・フロー・ヘッジ－デリバティブ金融商品が、認識された資産若しくは負債又は発生の可能性の高い予

定取引からのキャッシュ・フローの変動のヘッジとして指定される場合、ヘッジ手段の利得又は損失の有効部分は、

その他包括利益に直接認識され、また非有効部分は、純損益に認識される。

 

　在外営業活動体に対する純投資のヘッジ－在外営業活動体に対する純投資をヘッジしている場合、有効なヘッジと

判断されるヘッジ手段から生じる為替換算差額は、その他包括利益に直接認識されている。非有効部分については、

純損益に認識されている。

 

　日本では、デリバティブ取引について、会計基準により定められたヘッジ会計の要件を満たす場合には、原則とし

て、「繰延ヘッジ会計」（時価評価されているヘッジ手段に係る損益又は評価差額を、ヘッジ対象に係る損益が認識

されるまで純資産の部において繰り延べる方法）を適用する。非有効部分を合理的に区分できる場合には、非有効部

分を繰延処理の対象とせずに当期の損益に計上する方針を採用することができる。ヘッジ対象である資産又は負債

に係る相場変動等を会計基準に基づき損益に反映させることができる場合には、「時価ヘッジ会計」（ヘッジ対象

である資産又は負債に係る相場変動等の損益とヘッジ手段に係る損益とを同一の会計期間に認識する。）を適用で

きる。

 

(12) 退職後給付

　IFRSでは、確定給付制度においては、制度負債は、予測単位積増方式を用いた数理計算に基づき測定され、制度負債

と同様の期間及び同様の通貨の優良社債の直接利回りを反映した金利で割引かれている。制度資産は、公正価値で測

定されている。当該制度の資産が負債を超える場合は資産(超過額)として、不足する場合は負債(不足額)として、そ

れぞれ財政状態計算書に計上されている。当期勤務費用、清算、縮小及び過去勤務費用は、制度資産に対する期待運用

収益から制度負債の割引額戻入分を控除した残額とともに、営業費用として計上されている。数理計算上の差異は、

次の会計方針のうちいずれかを選択適用することができる。

 

・　方法１（回廊アプローチ）：一定の「回廊」の範囲内の数理計算上の差異は認識せず、「回廊」

の範囲を超える数理計算上の差異の一部を収益又は費用として認識する方法

・　方法２： 数理計算上の差異に係る全ての損益を損益計算書に認識する方法

・　方法３：数理計算上の差異に係る全ての損益をその他包括利益で認識する方法

 

　日本では、確定給付退職給付制度について、過去勤務債務、数理計算上の差異及び会計基準変更時差異の遅延認識が

認められているため、退職給付債務に未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異及び会計基準変更時差異を

加減した額から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上する。なお、当該未認識項目について一

括して損益処理することも選択可能である。数理計算上の差異は、原則として各期の発生額について平均残存勤務期

間以内の一定の年数で按分した額を毎期費用処理しなければならない。

過去勤務債務と数理計算上の差異の費用処理年数は別個に設定することが可能である。

数理計算上の差異の当期発生額を翌期から費用処理する方法は許容されている。

 

(13) 有給休暇引当金

　IFRSでは、IAS第19号「従業員給付」に従って、有給休暇引当金を計上することが要求されている。

　日本においては、該当する規定はない。
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(14) リース

　IAS第17号「リース」に基づき、リース契約は、資産の所有に伴う実質的に全てのリスク及び経済価値が借手に移転

する場合、ファイナンス・リースとして分類されている。ファイナンス・リースかオペレーティング・リースかの判

断にあたっては、日本基準でみられるような数値基準は無い。

リースがファイナンス・リースであるか、オペレーティング・リースであるかは、契約の形式よりも取引の実質を

見て判断される。ファイナンス・リースでは、リース期間の開始時点において、リース資産の公正価値と最低支払

リース料総額の現在価値のいずれか低い方の金額で、資産及び負債として認識する。

　なお、日本基準のような簡便的な取扱いは定められていない。

 

　日本では、ファイナンス・リース取引とは、解約不能かつフルペイアウトの要件を満たすものをいい、ファイナンス

・リース取引に該当するかどうかについてはその経済的実質に基づいて判断すべきものであるが、解約不能リース

期間が、リース物件の経済的耐用年数の概ね75％以上又は解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が、

リース物件を借手が現金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額の概ね90％以上のいずれかに該当する場

合は、ファイナンス・リースと判定され、借手の財務諸表に資産計上し、対応するリース債務を負債に計上する。ただ

し、少額（リース契約１件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース）又は短期

（１年以内）のファイナンス・リースについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことがで

きる。2007年３月30日に企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の公表により従前のリース会計基準

が改正され、2008年４月１日以降開始する事業年度から適用されている。この改正後基準の下では、それまで賃貸借

取引に準じた会計処理が認められていた所有権移転外ファイナンス・リースについても、通常の売買取引に係る方

法に準じて、リース物件及びこれに係る債務をリース資産及びリース債務として財務諸表に計上することとなった。

ただし、リース取引開始日が企業会計基準第13号適用初年度開始前のリース取引で、所有権移転外ファイナンス・

リースの場合、引き続き通常の賃貸借取引に準じた会計処理を適用できる。この場合は、借手の財務諸表に、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している旨及び資産計上されたと仮定した場合の一定の注記

開示が必要とされる。

 

(15) 無形資産及び有形固定資産の減損

　IFRSでは、各報告日において、有形固定資産又は無形資産の減損の兆候の有無について評価している。そのような兆

候が存在する場合、会社は当該資産の回収可能価額及び減損損失を見積らなければならない。のれん及び耐用年数を

特定できない無形資産については、年１回若しくは事象や状況の変化が減損の兆候を示す場合はより頻繁に、減損テ

ストが実施される。無形資産（のれんを除く。）又は有形固定資産に係る減損損失の戻入は、回復の都度、認識されて

いる。ただし、増加した帳簿価額は、減損損失計上前の帳簿価額を超えてはならない。なお、のれんに係る減損損失の

戻入は行われない。

 

　日本では、「固定資産の減損に係る会計基準」に従い、資産の減損の兆候が認められ、かつ割引前将来キャッシュ・

フローの総額（20年以内の合理的な期間に基づく）が帳簿価額を下回ると見積られる場合において、回収可能価額

（正味売却価額と使用価値（継続的使用と使用後の処分によって生ずると見込まれる将来キャッシュ・フローの現

在価値）のいずれか高い方の金額）と帳簿価額の差額につき減損損失を計上する。減損損失の戻入は認められない。

 

(16) 引当金の計上基準

　IFRSでは、以下の要件すべてを満たす場合に認識しなければならない。

- 企業が過去の事象の結果とし現在の債務（法的又は推定的）を有している。

- 当該債務を決済するために経済的便益を有する資源の流出が必要となる可能性が高い。

- 当該債務の金額について信頼性のある見積りができる。

　貨幣の時間価値による影響が重要な場合には、引当金額は債務の決済に必要と見込まれる支出の現在価値としなけ

ればならない。

 

　日本では、以下の全てを満たす場合に認識しなければならない。

- 将来の特定の費用又は損失である。

- その発生が当期以前の事象に起因する。

- 発生の可能性が高い。
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- その金額を合理的に見積もることができる。

日本基準においては、「現在の債務」であることが明確に要請された規定は無い。

　引当金について割引計算について該当する一般的な規定はない。資産除去債務は割引価値で算定する。割引率は、貨

幣の時間的価値を反映した税引前のリスクフリーレートである。

 

(17) コミットメント及び実行手数料

　IFRSでは、コミットメント及び実行手数料は、融資枠残高に対する割合により決定されている。融資枠が使用される

可能性が低い場合、この手数料は融資枠の契約期間にわたり定額法により損益として認識され、その他の場合は、貸

付が実行されるまで繰延べられ、実行の際に実効金利に対する調整として認識されている。

 

　日本では、コミットメント及び実行手数料は、発生主義に基づき、当期に対応する部分を収益として認識する。

 

(18) セグメント情報

　IFRSでは、企業にその報告セグメントについての財務情報及び記述的情報を要求している。報告セグメントとは、事

業セグメント又は特定の要件を満たした事業セグメントの集合である。事業セグメントとは、個別の財務情報が入手

可能な企業の構成要素である。当該財務情報は最高業務意思決定者が資源の配分方法を決定する際、また業績を評価

する際に定期的に評価される。通常、財務情報は、事業セグメントの業績を評価する際及び事業セグメントへの資源

の配分方法を決定する際に内部的に使用されるものと同じ基準で報告することが求められる。

 

　日本では、セグメント情報の作成に用いる会計処理方法は外部向け報告用の会計方針と同一であり、事業の種類別

(すなわち、同種の製品・サービスのグループ別)セグメント情報、国又は地域別により区分した所在地別セグメント

情報、及び海外売上高が開示される。2008年３月21日付けで、企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関す

る会計基準」が公表された。この基準は、IFRSと同様のマネジメント・アプローチを導入したものであり、2010年４

月１日以後開始する事業年度から適用されている。

 

(19) 遡及修正（会計方針の変更及び誤謬の訂正）

　IFRSでは、会計方針の変更及び誤謬の訂正は、基本的に過年度の財務諸表を訂正して遡及的に反映される。IFRSの初

度適用による会計方針の変更は、特定の移行規定がIFRSで設けられている場合はその規定に従っている。会計方針の

任意の変更及びIFRSの初度適用による変更で特定の移行規定が設けられていない場合は、遡及的に適用されている。

　日本では、過年度の財務諸表の遡及修正に関する会計基準はない。会計方針の変更や誤謬の訂正による影響額は、そ

れが生じた期間に反映しなければならない。なお、2009年12月４日に企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」が公表され、会計方針の変更や誤謬の訂正による影響額は、原則として遡及的に反映するこ

ととなった。この新基準は、2011年４月１日以降開始する事業年度の期首以降に行われる会計上の変更及び過去の誤

謬の訂正から適用される。
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ｂ．日本とフランスとの単体の会計原則の相違（フランスの単体の会計原則に係るもの）

 

　添付の個別財務諸表は、フランスの金融機関が適用している会計原則に従って作成されている。これらは日本の会

計原則とは、いくつかの点で異なる。直近期の財務諸表に関する主な相違点は以下のとおりである。

 

(1) 資産の減損

　フランスの会計原則では、貸付金及び債権に関して、延滞貸付金は、借手が契約条件の一部又はすべてを遵守しない

リスクがあると銀行が考えているような貸付金として定義される。これは、（ａ）１回又はそれ以上の約定返済の不

履行期間が３ヵ月（不動産貸付金及び地方自治体に対する貸付金の場合は９ヵ月）超の貸付金や、（ｂ）法的手続

が既に開始されている貸付金、あるいは (c)デフォルトが発生していなくとも、銀行にとって回収可能性にリスクが

あると思われる借手に対する貸付金が該当する。特定の貸付金が延滞貸付金に分類された場合、当該貸付金の債務者

に対するその他のあらゆる貸付金及びコミットメントは、自動的に同じ分類となる。

　フランスの会計原則では、償却可能な固定資産については、決算日時点で潜在的な減損の兆候がないかどうかを確

認するため、減損テストを行う。非償却資産については、毎年減損テストが行われる。減損の兆候がある場合には、新

たな回収可能額と帳簿価額を比較する。資産の減損が発見された場合、減損損失が損益計算書及び貸借対照表で認識

される。この損失は、見積回収可能額に変更があった場合、あるいは減損の兆候がなくなった場合に戻し入れが行わ

れる。

　フランスの会計原則に基づく資産の使用価値は、日本の会計原則における割引後将来キャッシュ・フローと類似し

ている。また、資産の公正価値の最善の証拠は、ⅰ)拘束力のある売買契約における価格、ⅱ)市場価格、ⅲ)決算日現

在、取引の知識がある自発的な当事者の間で独立第三者間取引条件による資産の売却から得られる金額について、事

業体が入手することのできる最善の情報とされている。一度認識された減損損失は、その後当該資産（のれんを除

く）の減損の理由が存在しなくなったか減少した場合には、戻し入れられる。

　日本の会計原則では、固定資産の減損に関する会計基準として、「固定資産の減損に係る会計基準」が適用されて

いる。当該基準では、長期性資産の割引前見積将来キャッシュ・フローが帳簿価額より低い場合に、当該帳簿価額と

回収可能価額の差額が減損損失として計上される。減損損失の戻入れは禁止されている。

 

(2) 有価証券

　フランスの会計原則では、「有価証券」という用語は、銀行間市場で取引される有価証券、財務省証券や譲渡性預

金、債券及びその他の固定利付証券(固定金利であるか変動金利であるかを問わない)、並びに株式及びその他の変動

利付証券を意味する。

 

　CRC規則第2005-01号の適用により、有価証券は以下のとおり分類される。

(ⅰ)「トレーディング勘定の有価証券」

このカテゴリーには、短期間で売却するか買戻すことを目的に売買する有価証券や、マーケット・メイキング業務の

結果として保有している有価証券が含まれる。これらの有価証券は、活発な市場で取引可能であり、かつ市場価格が

正常な競争環境で定期的に行われる実際の取引の価格を反映している場合、市場価格で評価される。これら有価証券

の市場価格の変動は、損益計算書及び貸借対照表に認識される。

(ⅱ)「売却可能有価証券」

このカテゴリーには、その他のカテゴリーのいずれにも分類されない有価証券が含まれる。株式、債券及びその他の

固定利付証券は、取得原価(未収利息を除く)と、推定市場価値(通常、株式市場価格に基づき決定される)のうちいず

れか低い方の価額で評価される。

(ⅲ)「中期的に売却可能な持分証券」は、長期的な利益獲得を念頭においた発行体の事業開発への投資ではなく、中

期的な利益獲得を念頭に置いたポートフォリオ管理を目的とする投資で構成される。これらの有価証券は、取得原価

と公正価値のうちいずれか低い方の価額で銘柄毎ごとに計上される。

(ⅳ)「満期保有目的証券」は、既定の満期がある固定利付証券(主に債券、銀行間市場で取引される有価証券、財務省

証券やその他譲渡性預金)のうち、満期まで保有するという当行の意思があるものに関連している。これらの有価証

券の取得原価と償還価格の差額は、利息法を用いて損益計算書に認識される。貸借対照表では、当該証券の残存期間

にわたり、当該証券の帳簿価額がその償還価額まで償却される。

(ⅴ)「その他長期投資」は、当行が、発行体の経営に積極的に参加することではなく、発行体と特別な関係を築くこ

とにより長期的な事業関係の構築を促進することを意図しながら、長期的視点で十分な利益を獲得することを目的
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に長期保有する意図を持っているような株式及び関連商品である。この種の有価証券は、取得原価と公正価値のいず

れか低い方の価額で銘柄ごとに計上される。

(ⅵ)「関連会社に対する資本持分及び投資」は、当行が経営に対する重要な影響力を持っている関連会社に対する

投資や、当行の事業開発上戦略的意図を持った投資を含む。当該影響力は、当行が少なくとも10％の所有持分を保有

している場合に存在するものとみなされる。この種の有価証券は、取得原価と公正価値のいずれか低い方の価額で銘

柄ごとに計上される。

 

　クレジットイベントが発生した場合、「売却可能」又は「満期保有目的」のポートフォリオ内で保有する固定利付

証券は、延滞貸付金及び債権並びにコミットメントに適用される基準と同じ基準に基づき、延滞貸付金に分類され

る。取引先リスクにさらされている有価証券が延滞貸付金に分類され、関連引当金の額を個別に特定できる場合、対

応する費用は「リスク費用」に含まれる。

　日本の会計原則では、有価証券は経営者の保有目的及びその能力により以下のように分類及び会計処理される。

(1) 売買目的有価証券

短期間の価格変動により利益を得ることを目的として保有される。時価で計上され、評価差額は当期の損益として

計上される。

(2) 満期保有目的の債券

満期まで保有する積極的な意思とその能力に基づいて、満期までの保有が見込まれる債券。償却原価法に基づいて

算定された価額で計上される。

(3) 子会社株式及び関連会社株式

　子会社株式及び関連会社株式は、個別財務諸表では取得原価で計上される。

(4)その他有価証券

上記のいずれにも分類されない有価証券。時価で計上され、評価差額は、税効果を調整の上、純資産の部に計上され

る。

その他有価証券で市場価格のないものについては取得原価で計上される。

著しい時価の下落が生じた場合には、有価証券の帳簿価額は時価まで減額され、かかる評価差額は当期の損失として

処理される。

 

(3) 自己株式

　フランスの会計原則では、自己株式は資産として計上され、必要に応じて引当金の設定対象となる。従業員割当を目

的として取得された自己株式は、市場価格に基づく減損の対象とはならない。

 

　日本の会計原則では、自己株式は取得原価により、純資産の部の株主資本の末尾に自己株式として一括して控除す

る形式で表示される。

 

(4) 年金その他の退職後給付

　フランスの会計原則では、法定財務諸表上に年金及びその他の退職後給付を認識することは要求されていない。し

かし、2000年７月６日に公表されたCNC緊急委員会意見書2000-A及びプランコンタブルジェネラル第335-1条の適用

により、退職後給付を法定財務諸表上に認識することを選択することができる。

 

　日本の会計原則では、個別財務諸表と連結財務諸表の両方において退職後給付を認識することが要求されている。

 

(5) リスク費用引当金

　フランスの会計原則では、銀行取引と無関係な項目に対する当該引当金は、以下の場合に限り計上できる。

－　期末日において第三者に対する債務を有している場合

－　第三者へ経済的資源を提供しなければならない可能性が高い場合

－　かつ見返りとして提供物と同等の経済的便益を当該第三者から得られる見込みがない場合

 

　日本の会計原則では、将来の特定の費用又は損失について、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高

く、その金額を合理的に見積もることができる場合に、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金

に繰り入れる。
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(6) 法人所得税の会計処理

　フランスの会計原則では、繰延税金資産及び負債の計上は選択可能であるが、当期税金は認識する必要がある。当行

は個別財務諸表では、繰延税金資産及び負債の計上の選択はしていない。

　日本の会計原則では、税金費用は税引前利益に基づいて計上され、個別財務諸表と連結財務諸表の両方において繰

延税金の計上が行われる。

 

(7) デリバティブ

フランスの会計原則では、金利、為替、株式の各先物の売買取引及びヘッジ取引に係るコミットメントは、オフバラ
ンス・シート項目として当該契約の想定元本額で計上される。貸借対照表日のこれらコミットメントの認識金額は、
貸借対照表日時点における先物取引の未決済持ち高の数量を表している。適用される会計方針は金融商品の種類及
び当初の取引目的により異なる。
 

先物取引

金利スワップ及び類似契約（金利先渡契約、カラー取引など）は当初の取引目的により次のように分類される。

?　ミクロヘッジ（個別ヘッジ）

?　マクロヘッジ（貸借対照表全体が対象）

?　投機的ポジション［建玉⇒ポジション］／独立オープンポジション

?　売買目的ポートフォリオと併せて利用

 
上記の最初の二つのカテゴリについての受け払い金額は、期間按分して純損益に認識する。独立オープンポジショ
ンの基準を満たす先物契約の利得及び損失は、金融商品の種類に応じて、当該先物契約が決済された時点か、または
当該先物契約期間にわたり純損益に計上する。特定資産運用契約として分類される契約は、カウンターパーティー・
リスク及び将来の維持管理費の現在価値を斟酌するための割引を適用した上で再構築コスト法または債券相当アド
オン方式を用いて測定される。ある会計期間から次の会計期間までの価値の変動は、損益計算書において直ちに認識
する。
 

オプション

オプションの原資産の想定元本額は、ヘッジ目的の契約と資本市場売買取引の一環としての契約に区分されて認

識される。

金利オプション、為替オプション、またはエクイティ・オプションについては、支払ったプレミアムまたは受領した

プレミアムは仮勘定に認識する。組織化された市場または類似の市場で取引されたオプションは、年度末に評価され

純損益に認識される。店頭オプション(OTC）は、キャピタル・ロスについては引当金が認識されるが、未実現利得に

ついては認識しない。

ヘッジ手段の収益及び費用は、ヘッジ対象から発生する収益及び費用と対称になるように認識する。

 
日本の会計原則では、スワップ、先物、先渡及びオプション等のデリバティブ取引は公正価値で測定される。再評価
に係る利得又は損失は、適格なヘッジ手段として指定されていない限り損益計算書に損益として認識される。
 
日本の会計原則では、文書化及びヘッジの有効性に関する一定の適格要件が満たされていることを条件として、
ヘッジ会計の適用が認められている。ヘッジ会計においては、ヘッジ手段の再評価に係る利得及び損失は、ヘッジ対
象の利得又は損失が損益計算書に認識されるまで、原則として、純資産の部において繰延べられる。一定の条件下で
は、ヘッジ対象及びヘッジ手段双方の再評価に係る利得又は損失を、同一の会計期間に、損益計算書において認識す
ることができる。
 
複合金融商品に含まれる組込デリバティブについては通常、一定の条件を満たす場合に、主契約から分離され、金
融資産又は負債として公正価値で測定される。再評価に係る利得又は損失は、損益計算書に損益として認識される。
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第７【外国為替相場の推移】
 

ユーロと日本円との間の為替相場は、日本において時事に関する事項を掲載する２紙以上の日刊新聞紙に最近５

年間の事業年度において掲載されているため、本項の記載を省略する。

 

 

第８【本邦における提出会社の株式事務等の概要】
 

該当事項なし。

 

 

第９【提出会社の参考情報】
１【提出会社の親会社等の情報】

該当事項なし。

 

２【その他の参考情報】

該当事項なし。
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第三部【提出会社の保証会社等の情報】
 

第１【保証会社情報】
 
該当事項なし。

 
第２【保証会社以外の会社の情報】
 
１【当該会社の情報の開示を必要とする理由】

グループBPCEは、BPCE S.A. グループおよびBPCE S.A.の株主を含む企業および協同組合のグループである。第２の

３(2)「財政連携メカニズム」に記載のある通り、グループBPCEの中央機関として、BPCE S.A.は、グループBPCEの流

動性および支払能力を保証し、ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）のネットワーク内の財政連

携を体系化するための手立てを尽くさなければならない。さらに、発行会社は、グループBPCEがBPCE S.A.と同一の業

務方針により運営されていることを理解することが重要と考えている。また、発行会社はフランスにおいては、発行

会社を含むグループBPCEとして開示書類を提出しており、当該開示書類においては、主としてグループBPCEの財政状

態、経営成績、財務書類等が開示されている。従って、発行会社は、本書においても主として、グループBPCEとして財政

状態、経営成績等を記載していることから、かかるグループBPCEの財務書類を本書において開示することが潜在的投

資家に便宜であり望ましいと考え、グループBPCEの連結財務書類を開示する。

 
２【継続開示会社たる当該会社に関する事項】

該当事項なし。

 

３【継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項】

（1）会社名 、代表者の役職氏名及び本店の所在の場所

会社名:　グループBPCE
代表者の役職指名：ローランド・シャボンネル

資金調達・投資家向け広報部門　取締役
本店の所在の場所: フランス国パリ市75013ピエール・メンデ・フランス通り50番地
 

（2）本国における法制等の概要

①会社制度等の概要

第二部第１「本国における法制等の概要」１「会社制度等の概要」を参照のこと。

 

②外国為替管理制度

第二部第１「本国における法制等の概要」２「外国為替管理制度」を参照のこと。

③　課税上の取扱い

第二部第１「本国における法制等の概要」３「課税上の取扱い」を参照のこと。

④　法律意見

第二部第１「本国における法制等の概要」４「法律意見」を参照のこと。

（3）保証会社以外の会社の概況

①　主要な経営指標等の推移

第二部第２「企業の概況」１「主要な経営指標等の推移」を参照のこと。
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②　沿革

第二部第２「企業の概況」２「沿革」を参照のこと。

③　事業の内容

第二部第２「企業の概況」３「事業の内容」を参照のこと。

④　関係会社の状況

第二部第２「企業の概況」４「関係会社の状況」を参照のこと。

⑤　従業員の状況

第二部第２「企業の概況」５「従業員の状況」を参照のこと。

（4）保証会社以外の会社の事業の状況

①　業績等の概要

第二部第３「事業の状況」１「業績等の概要」を参照のこと。

②　生産、受注及び販売の状況

第二部第３「事業の状況」２「生産、受注及び販売の状況」を参照のこと。

③　対処すべき課題

第二部第３「事業の状況」３「対処すべき課題」を参照のこと。

④　事業等のリスク

第二部第３「事業の状況」４「事業等のリスク」を参照のこと。

⑤　経営上の重要な契約等

第二部第３「事業の状況」５「経営上の重要な契約等」を参照のこと。

⑥　研究開発活動

第二部第３「事業の状況」６「研究開発活動」を参照のこと。

⑦　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

第二部第３「事業の状況」７「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」を参照のこと。

（5）設備の状況

①　設備投資等の概要

該当事項なし。

②　主要な設備の状況

グループBPCEの連結財務書類（2011）の注記5.13を参照のこと。

③　設備の新設、除去等の計画
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該当事項なし。

（6）保証会社以外の会社の状況

①　株式等の状況

第二部第５「提出会社の状況」１「株式等の状況」を参照のこと。

②　配当政策

該当事項なし。

③　株価の推移

該当事項なし。

④　役員の状況

第二部第５「提出会社の状況」４「役員の状況」を参照のこと。

⑤　コーポレート・ガバナンスの状況等 

 

第二部第５「提出会社の状況」５「コーポレート・ガバナンスの状況等」を参照のこと。

 

（7）経理の状況

 

イ．本書記載の拡大当行グループの連結財務書類は、欧州連合が採用し、国際会計基準審議会が公表した国際財務報告基準（以下「IFRS」とい

う。）に準拠して作成された。拡大当行グループが採用した会計原則、会計慣行及び表示方法と、日本において一般に公正妥当と認められている

それらとの間の主な相違点に関しては、「④　フランスと日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違」に説明されている。

 

本書記載の拡大当行グループの連結財務書類は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。）第129条第１項の適用を受けるものである。

 

ロ．本書記載の拡大当行グループの連結財務書類は、独立公認会計士であり、かつ外国監査法人等（「公認会計士法」（昭和23年法律第103号。

その後の改正を含む。）第１条の３第７項に規定されている外国監査法人等をいう。）であるケーピーエムジー・オーディット、プライスウォー

ターハウスクーパース オーディット及びマザー（以下「会計監査人」と総称する。）から監査を受けている。2011年および2010年の各12月31日

終了事業年度の拡大当行グループの連結財務書類について会計監査人が行う監査は、「金融商品取引法」（昭和23年法律第25号。その後の改正

を含む。）第193条の２第１項第１号に規定されている監査証明に相当すると認められる証明となっており、監査報告書は本書に添付されてい

る。

 

ハ．本書記載の拡大当行グループの要約中間連結財務書類は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第１項の適用を

受けるものである。本書記載の拡大当行グループの要約中間連結財務書類は会計監査人による監査を受けていないが、フランスの専門的基準に

準拠したレビューを受けている。

 

二．本書記載の拡大当行グループの原文の連結財務書類（仏語）は、フランスにおいて開示されたものと同一のものであり、日本語版はその翻

訳である。

 

ホ．本書記載の拡大当行グループの原文の連結財務書類（仏語）及び要約中間連結財務書類（仏語）はユーロで表示されている。「財務諸表等

規則」第132条の規定に基づき「円」で表示されている金額は、2012年９月14日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行における対顧客電信直物売買相

場の仲値、１ユーロ＝100.84円の為替レートで換算された金額である。金額は百万円単位（四捨五入）で表示されている。なお、円換算額は単に

便宜上表示されたものであり、ユーロ額が上記のレートで円に換算されることを意味するものではない。円換算額は、四捨五入のため合計欄の数

値が総数と一致しない場合がある。
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へ．円換算額及び「②　主な資産・負債及び収支の内容」から「④　フランスと日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違」までの記載

事項は、拡大当行グループの原文の連結財務書類及び要約中間連結財務書類には含まれておらず、当該事項における原文の財務書類への参照事

項を除き、上記ロ．の会計監査、上記ハ.のレビューの対象にもなっていない。

 

　　次へ
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①　財務書類

グループBPCEのIFRS連結財務書類
2011年12月31日現在

1　連結貸借対照表
 

資産

 注記 12/31/2011 12/31/2010

  百万ユーロ 百万円百万ユーロ 百万円

現金および中央銀行への預け金 15,9951,612,936 24,1432,434,580 

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 5.1.1225,47722,737,101 167,52316,893,019 

ヘッジ目的デリバティブ 5.2 11,3201,141,509 7,511757,409 

売却可能金融資産 5.3 84,8268,553,854 68,0576,862,868 

金融機関に対する貸付金および債権 5.5.1141,47114,265,936 140,54614,172,659 

顧客に対する貸付金および債権 5.5.2571,88057,668,379 562,56556,729,055 

金利リスクのヘッジ対象ポートフォリオの再評価差額金 5,471551,696 2,504252,503 

満期保有目的金融資産 5.7 8,864893,846 9,187926,417 

当期法人所得税資産 1,246125,647 958 96,605 

繰延法人所得税資産 5.8 5,253529,713 4,728476,772 

未収収益およびその他の資産 5.9 50,8045,123,075 43,2814,364,456 

売却目的で保有する非流動資産 0 0 43 4,336 

繰延利益分配金 5.10 902 90,958 0 0 

関連会社に対する投資 5.11 2,149216,705 2,425244,537 

投資不動産 5.12 2,028204,504 2,793281,646 

有形固定資産 5.13 4,819485,948 5,084512,671 

無形資産 5.13 1,385139,663 1,934195,025 

のれん 5.14 4,505454,284 5,160520,334 

資産合計 1,138,395114,795,7521,048,442105,724,891
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負債

 注記 12/31/2011 12/31/2010

  百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

中央銀行に対する債務 15 1,513 490 49,412

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 5.1.2227,99622,991,117160,45016,179,778

ヘッジ目的デリバティブ 5.2 9,9791,006,2827,135 719,493

金融機関に対する債務 5.15.1117,91411,890,448105,10210,598,486

顧客に対する債務 5.15.2398,73740,208,639393,99239,730,153

負債証券 5.16222,31822,418,547222,89022,476,228

金利リスクのヘッジ対象ポートフォリオの再評価差額金 1,731 174,5541,238 124,840

当期法人所得税負債 314 31,664 365 36,807

繰延法人所得税負債 5.8 412 41,546 388 39,126

未払費用およびその他の負債 5.17 46,8044,719,71540,8834,122,642

保険会社の保険契約準備金 5.18 46,7854,717,79945,5064,588,825

引当金 5.19 4,634 467,2934,791 483,124

劣後債務 5.20 11,8821,198,18113,8471,396,331

連結持分 48,8744,928,45451,3655,179,647

BPCE S.A.の持分所有者に帰属する持分 45,1364,551,51447,3854,778,303

株式資本および資本剰余金 26,1882,640,79826,8192,704,428

利益剰余金 17,9191,806,95217,4091,755,524

資本に直接認識される損益 (1,656)(166,991) (483)(48,706)

当期純利益 2,685 270,7553,640 367,058

少数株主持分 3,738 376,9403,980 401,343

負債および資本の合計 1,138,395114,795,7521,048,442105,724,891
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2　連結損益計算書  

    

 注記 2011事業年度 2010事業年度

  百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

受取利息および類似収益 6.1 32,9233,319,95529,5742,982,242

支払利息および類似費用 6.1 (20,414)(2,058,548) (17,392)(1,753,809)

受取手数料 6.2 9,120919,6619,052912,804

支払手数料 6.2 (1,673)(168,705) (1,630)(164,369)

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の正味利得または損失 6.3 585 58,9911,881189,680

売却可能金融資産の正味利得または損失 6.4 300 30,252 44 4,437

その他の活動からの収益 6.5 11,0701,116,29911,7701,186,887

その他の活動の費用 6.5 (8,554)(862,585) (9,940)(1,002,350)

銀行業務純収益 23,3572,355,32023,3592,355,522

営業費用 6.6 (14,948)(1,507,356) (15,017)(1,514,314)

有形固定資産および無形資産の減価償却、償却および減損 (933)(94,084) (1,040)(104,874)

営業総利益 7,476753,8807,302736,334

リスクコスト 6.7 (2,769)(279,226) (1,654)(166,789)

営業収益 4,707474,6545,648569,544

関連会社の純利益に対する持分 6.8 (7) (706) 217 21,882

その他の資産の正味利得または損失 6.9 52 5,244 (78) (7,866)

のれんの価額変動 6.10 (89) (8,975) (38) (3,832)

税引前利益 4,663470,2175,749579,729

法人所得税 6.11 (1,640)(165,378) (1,716)(173,041)

当期純利益 3,023304,8394,033406,688

少数株主持分 (338)(34,084) (393)(39,630)

BPCE S.A.の持分所有者に帰属する当期純利益 2,685270,7553,640367,058
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3　当期純利益および資本に直接認識される利得/損失計算書  

   

 2011事業年度 2010事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

当期純利益 3,023304,8394,033406,688

為替換算調整額 153 15,429 290 29,244

売却可能金融資産の価額変動 (1,810)(182,520) (52)(5,244)

ヘッジ目的デリバティブの価額変動 (41)(4,134) 234 23,597

税金 647 65,243 51 5,143

関連会社の資本に直接認識される利得および損失に対する持分 (65)(6,555) (8) (807)

資本に直接認識される利得および損失(税引後） (1,116)(112,537) 515 51,933

当期純利益ならびに資本に直接認識される利得および損失 1,907192,3024,548458,620

BPCE S.A.の持分所有者帰属分 1,512152,4703,988402,150

少数株主持分 395 39,832 560 56,470
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4　持分変動計算書
 

 

百万ユーロ

株式資本および資本剰余金

永久超劣後

債

利益剰余金
(2) 

資本に直接認識される利得お

よび損失

BPCE S.A.

の持分

所有者に

帰属する

純利益 株主持分

少数株主

持分

連結持分

合計

株式

資本
(1)

資本

剰余金
(1)優先株式

為替換算

調整額

金融商品の公正価値

の変動

売却可能

金

融資産

ヘッジ

目的デリ

バ

ティブ

2010年1月1日

現在

株主持分 13,41610,1733,000 6,25011,980 (198) 71 (704) 43,9883,80647,794

ローカル・

セービング・

カンパニの連

結
(3)  1,647 1,647 1,647

支払配当金  (501) (501)(49) (550)

増資
(4) 2,032 1 (137) 1,896(117)1,779

超劣後債の買

戻  (1,300)  (1,300) (1,300)

超劣後債の利

息  (409) (409)(55) (464)

優先株式の買

戻
(5)  (1,800) (102) (1,902) (1,902)

少数株主持分

の取得および

処分の影響   (177)(177)

資本に直接認

識される利得

および損失   207 (20) 162 348 167 515

純利益   3,640 3,640393 4,033

会計方針の変

更  (22) (22) (22)

その他の変動  (1) (1) 11 10

2010年12月31

日現在

株主持分 15,44810,1741,200 4,95012,455 9 51 (542)3,640 47,3853,98051,365

2010年度の純

利益処分  3,640 (3,640)

2011年１月１

日現在

株主持分 15,44810,1741,200 4,95016,095 9 51 (542) 47,3853,98051,365

支払配当金  (567) (567)(370)(937)

共同保証会社

からの保証預

託金の再分類
(6) (185)  (185) (185)

増資
(4) 750 2 (244) 508 (40) 468

超劣後債の買

戻  (1,697)(245) (1,942)(29)(1,971)

超劣後債の利

息  (286) (286)(54) (340)

優先株式の買

戻
(5)  (1,200) (20) (1,220) (1,220)

少数株主持分

の取得および

処分の影響  (66) (66)(126)(192)
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百万ユーロ

株式資本および資本剰余金

永久超劣後

債

利益剰余金
(2) 

資本に直接認識される利得およ

び損失

BPCE S.A.

の持分

所有者に

帰属する

純利益 株主持分

少数株主

持分

連結持分

合計

株式

資本
(1)

資本

剰余金
(1)優先株式

為替換算

調整額

金融商品の公正価値の

変動

売却可能金

融資産

ヘッジ

目的デリ

バ

ティブ

資本に直接認識

される利得およ

び損失   93 (1,236)(30) (1,173)57 (1,116)

純利益   2,685 2,685 338 3,023

その他の変動  (3) (3) (18) (21)

2011年12月31日

現在

株主持分 16,01310,176 0 3,25314,664 102 (1,185)(572)2,685 45,1363,73848,874

(1)　2011年12月31日現在の「株式資本」および「資本剰余金」の項目は、ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の資本金それぞれ74億

ユーロおよび86億ユーロ（2010年12月31日現在：69億ユーロおよび85億ユーロ）ならびに資本剰余金それぞれ42億ユーロおよび59億ユーロ（2010

年12月31日現在：42億ユーロおよび59億ユーロ）の金額から構成される。ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）が発行する協同

組合出資証書（CIC）のうちナティクシスにより保有されている分については、当グループのナティクシスに対する持分割合に基づき利益剰余金か

ら消去している。

(2)および(4)

2011年度、ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）は５億ユーロ（2010年度：19億ユーロ）の増資を実行した。これらの変動は「株

式資本」および「資本剰余金」における７億ユーロ（2010年度20億ユーロ）の増加に反映している。CICおよび自己株式に関連する２億ユーロの分

担部分は利益剰余金から消去されている。

(3)　2010年１月以降、ローカル・セービング・カンパニは連結対象に組込まれた。初回連結により資本金は16億ユーロ増加した。当該金額はローカル・

セービング・カンパニの資本金からケス・デパーニュ（貯蓄銀行）に保有されている株式を控除した金額に相当する。

(5)　2011年度中にBPCEはフランス政府の引受に係る合計12億ユーロの優先株式の買戻を完了した。2011年12月31日現在、優先株式の残高はない。2010年度

中、BPCE はフランス政府の引受に係る合計18億ユーロの優先株式を買戻した。

(6)　2011年度中、グループBPCEは、顧客により設定されている共同保証基金の属性を見直し、当該基金は資本を構成しないとの結論を下した。結果、当該基

金は劣後債務に再分類された（注記5.20）。
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百万円

株式資本および資本剰余金

永久超劣後

債 利益剰余金

 

資本に直接認識される利得およ

び損失

BPCE S.A.

の持分

所有者に

帰属する

純利益 株主持分

少数株主

持分

連結持分

合計株式資本 資本剰余金 優先株式  

為替換算

調整額

金融商品の公正価値

の変動

売却可能

金融資産

ヘッジ

目的デリ

バ

ティブ

2010年1月

1日現在

株主持分 1,352,8691,025,845302,520 630,250 1,208,063 　 (19,966)7,160 (70,991) 　 4,435,750 383,7974,819,547 

ローカル

・セービ

ング・カ

ンパニの

連結 　 　 　 　 166,083 　 　 　 　 　 166,083 　 166,083

支払配当

金 　 　 　 　 (50,521)　 　 　 　 　 (50,521)(4,941)(55,462)

増資 204,907 101 　 　 (13,815)　 　 　 　 　 191,193 (11,798)179,394 

超劣後債

の買戻 　 　 　 (131,092) 　　 　 　 　 　 (131,092)　 (131,092)

超劣後債

の利息 　 　 　 　 (41,244)　 　 　 　 　 (41,244)(5,546)(46,790)

優先株式

の買戻 　 　 (181,512)　 (10,286)　 　 　 　 　 (191,798)　 (191,798)

少数株主

持分の取

得および

処分の影

響 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (17,849)(17,849)

資本に直

接認識さ

れる利得

および損

失 　 　 　 　 　 　 20,874 (2,017)16,336 　 35,092 16,840 51,933 

純利益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 367,058 367,058 39,630 406,688 

会計方針

の変更 　 　 　 　 (2,218)　 　 　 　 　 (2,218)　 (2,218)

その他の

変動 　 　 　 　 (101)　 　 　 　 　 (101)1,109 1,008 

2010年12

月31日現

在

株主持分 1,557,7761,025,946121,008 499,158 1,255,962 　 908 5,143 (54,655)367,058 4,778,303 401,343 5,179,647 

2010年度

の純利益

処分 　 　 　 　 367,058 　 　 　 　 (367,058) 　 　 　

2011年１

月１日現

在

株主持分 1,557,7761,025,946121,008 499,158 1,623,020 　 908 5,143 (54,655)　 4,778,303 401,343 5,179,647 

支払配当

金 　 　 　 　 (57,176)　 　 　 　 　 (57,176)(37,311)(94,487)

共同保証

会社から

の保証預

託金の再

分類 (18,655) 　 　 　 　　 　 　 　 　 (18,655)　 (18,655)

増資 75,630 202 　 　 (24,605)　 　 　 　 　 51,227 (4,034)47,193 

超劣後債

の買戻 　 　 　 (171,125)(24,706)　 　 　 　 　 (195,831)(2,924)(198,756)

超劣後債

の利息 　 　 　 　 (28,840)　 　 　 　 　 (28,840)(5,445)(34,286)

優先株式

の買戻 　 　 (121,008)　 (2,017)　 　 　 　 　 (123,025)　 (123,025)
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少数株主

持分の取

得および

処分の影

響 　 　 　 　 (6,655)　 　 　 　 　 (6,655)(12,706)(19,361)
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百万円

株式資本および資本剰余金

永久超劣

後債 利益剰余金

 

資本に直接認識される利得および

損失

BPCE S.A.

の持分

所有者に

帰属する

純利益 株主持分

少数株主

持分

連結持分

合計株式資本 資本剰余金

優先株

式  

為替換算

調整額

金融商品の公正価値の

変動

売却可能

金融資産

ヘッジ

目的デリ

バ

ティブ

資本に直接

認識される

利得および

損失       9,378 (124,638)(3,025) 　 (118,285)5,748 (112,537)

純利益          270,755270,75534,084304,839

その他の変

動     (303)　 　 　 　 　 (303)(1,815)(2,118)

2011年12月

31日現在

株主持分 1,614,7511,026,148 0 328,033 1,478,718 010,286 (119,495)(57,680)270,755 4,551,514 376,940 4,928,454 
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5　連結キャッシュ・フロー計算書
 
   

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

税引前利益 4,663470,217 5,749579,729 

有形固定資産および無形資産の減価償却費および償却費の純額 1,041104,974 1,083109,210 

のれんの減損 89 8,975 38 3,832 

引当金および減損引当金の繰入純額 1,625163,865 3,025305,041 

関連会社の純利益／(損失)に対する持分 (121)(12,202)(318)(32,067)

投資活動の純損失／利得 (717)(72,302)(862)(86,924)

財務活動の収益／費用 501 50,521 545 54,958 

その他の変動 (1,385)(139,663)17,1611,730,515 

税引前純利益／(損失)に含まれる非貨幣性項目合計 1,033104,168 20,6722,084,564 

金融機関との取引から生じる純増減額 29,4002,964,696 (8,814)(888,804)

顧客との取引から生じる純増減額 11,5271,162,383 (5,324)(536,872)

金融資産および負債を伴う取引から生じる純増減額 (14,869)(1,499,390)10,5201,060,837 

非金融資産および負債を伴う取引から生じる純増減額 (17,882)(1,803,221)(11,239)(1,133,341)

支払済税金 (1,072)(108,100)(543)(54,756)

営業活動によりもたらされる資産および負債の純増加額／(減少額) 7,104716,367 (15,400)(1,552,936)

営業活動による正味キャッシュ・フロー(A) 12,8001,290,752 11,0211,111,358 

金融資産および株式投資に関連する純増減額 3,008303,327 2,057207,428 

投資不動産に関連する純増減額 (261)(26,319)(50) (5,042)

有形固定資産および無形資産に関連する純増減額 (995)(100,336)(725)(73,109)

投資活動から生じる正味キャッシュ・フロー(B) 1,752176,672 1,282129,277 

株主との取引から生じる純増(減)額
(1） (3,660)(369,074)(1,973)(198,957)

財務活動によるその他の増減 (2,598)(261,982)(1,814)(182,924)

財務活動から生じる正味キャッシュ・フロー(C) (6,258)(631,057)(3,787)(381,881)

為替レート変動の影響額(D) (45) (4,538)(24) (2,420)

正味キャッシュ・フロー合計(A+B+C+D) 8,249831,829 8,492856,333 

現金および中央銀行への預け金正味残高    

現金および中央銀行への預け金正味残高(資産) 24,1432,434,580 13,0691,317,878 

中央銀行に対する債務残高(負債） (490)(49,412)(214)(21,580)

金融機関との要求払取引の正味残高    

当座勘定貸越残高
(2） 5,974602,418 6,153620,469 

要求払勘定および貸付金残高 1,194120,403 6,803686,015 

要求払勘定貸方残高 (12,993)(1,310,214)(14,941)(1,506,650)

要求払レポ取引残高 (604)(60,907)(2,138)(215,596)

現金および現金同等物の期首残高 17,2241,736,868 8,732880,535 

現金および中央銀行への預け金正味残高    

現金および中央銀行への預け金正味残高(資産) 15,9951,612,936 24,1432,434,580 

中央銀行に対する債務残高(負債） (15) (1,513)(490)(49,412)

金融機関との要求払取引の正味残高    

当座勘定貸越残高
(2） 5,072511,460 5,974602,418 

要求払勘定および貸付金残高 14,7701,489,407 1,194120,403 

要求払勘定貸方残高 (9,162)(923,896)(12,993)(1,310,214)

要求払レポ取引残高 (1,187)(119,697)(604)(60,907)

現金および現金同等物の期末残高 25,4732,568,697 17,2241,736,868 

現金および現金同等物の純変動額 8,249831,829 8,492856,333 

(1）株主との取引に係るキャッシュ・フローの流入または流出には以下が含まれる。

• 優先株式の買戻しによるキャッシュ・フローの流出1,200百万ユーロ
• 資本に計上されている超劣後債の買戻しによるキャッシュ・フローの流出1,971百万ユーロ
• ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の資本の純変動によるキャッシュ・フローの流入468百万ユーロ
• 配当金支払によるキャッシュ・フローの流出合計937百万ユーロ

(2）当座勘定貸越残高にはフランス預金供託公庫に管理を委託した非課税貯蓄性預金およびLDD資金預金を含まない。
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6　グループBPCEの財務書類に対する注記
 
 

注記１　一般的背景
 

1.1　グループBPCE

グループBPCEは、ポピュレール銀行ネットワーク、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）ネットワーク、BPCEの中央機関およびその子会社から構成され
ている。

二つの銀行業務ネットワーク：ポピュレール銀行（庶民銀行）およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）

グループBPCEは協同組合のグループであり、当該協同組合グループの株主が二つのリテール銀行業務ネットワーク、すなわち19のポピュレール
銀行および17のケス・デパーニュ（貯蓄銀行）を所有している。両ネットワークは、それぞれ均等持分により当グループの中央機関であるBPCE
を所有する。

ポピュレール銀行ネットワークは、ポピュレール銀行および共同保証会社から構成される。後者は前者に対して専ら前者を受益者とする保証を
発行する。

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）ネットワークは、ケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレボワヤンスおよびローカル・セービング・カンパニから構
成される。

ポピュレール銀行は、協同組合の株主が80％を所有し、ナティクシスが協同組合出資証書（CIC）を通じて20％を所有する。

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の資本金は、ローカル・セービング・カンパニ（LSC）が80％を所有し、ナティクシスがCICにより20％を所有す
る。各地に所在するLSCは、オープンエンド型資本金が組合員出資者により所有されている協同組合組織である。LSCは、当該LSCと系列関係にある
各ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）が定める一般目的の枠組に沿って協同組合の株主と協同する。LSCは銀行業務を営むことができない。

 

BPCE

BPCEは、フランス銀行法に定義される中央機関であるとともに銀行としての営業を認可された金融機関であり、2009年６月18日付法律第
2009-715号により設立された。BPCEは、取締役会および監査役会を設置する株式会社（société anonyme）として設立され、その株式資本は17
のケス・デパーニュ（貯蓄銀行）と19のポピュレール銀行により共同かつ均等に所有される。

BPCEの企業使命が体現するのは、ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の基礎となる協同組合原則の遵守である。拡

具体的には、BPCEは、監督当局との折衝において様々な系列企業の利益を代弁し、これらの企業の提供商品・サービスの範囲を決め、預金者を保
護し、主要な経営陣の選任を承認し、当グループの組織の円滑な運営を監督する。
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持株会社としてBPCEは当グループの代表企業である。BPCEは両ネットワークと共同して、リテール銀行業務、コーポレート銀行業務および財務
サービスに従事するジョイント・ベンチャーと提供商品を制作する事業体を所有している。またBPCEは当グループの企業戦略および成長・拡大
方針を策定する。

BPCEの主要子会社は、以下の主要な三部門を中心に設立されている。

?　ナティクシス（コーポレート・投資銀行業務、投資ソリューションおよび専門的金融サービスを統合した上場企業でありBPCEが72.4％を所
有）

?　商業銀行業務および保険事業（クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランス、バンク・パラティンヌおよびBPCEエンテルナシヨナル・エ・ウ
トゥル=メールを含む。）

?　子会社群および資本持分?

当グループの金融機能についてBPCEが特に責任を負っているのは、余剰資金の集中管理、当グループの業務展開およびリファイナンス上必要な
金融取引の執行および当グループ全体の利益にかかわる取引における最適な取引相手方の選択などである。当グループの他の企業に対するバン
キング・サービスも提供している。

1.2　保証の仕組

フランス通貨金融法典第L. 512-107条に基づき、当グループおよびその関連会社の流動性および適正自己資本を確保し、またポピュレール銀行
およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の両ネットワークに対する金融支援を整備するために保証および共同支援制度が構築されている。

BPCEは、当グループおよび両ネットワークの適正自己資本を保証するために必要なあらゆる措置を講ずる任務を負う。これには当グループ内で
の適切な資金調達の仕組の実施および両ネットワークに共通の共同保証基金の設定が含まれる。BPCEはこれらの運営規則、両ネットワークの既
存基金に対する金融支援の供与条件ならびに共同保証基金の当初基本財産および追加拠出に対する関連会社の分担を決定する。

BPCEは、ポピュレール銀行ネットワークおよびケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレボワヤンス・ネットワークのための各既存基金を管理してい
るが、新たに共同保証基金を設定した。

傘下庶民銀行がポピュレール銀行ネットワーク基金に預け入れた預託金（450百万ユーロ）は、無期限に書換え可能の期間10年の定期預託金と
してBPCEに記帳されている。

傘下貯蓄銀行がケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレボワヤンス・ネットワーク基金に預け入れた預託金（450百万ユーロ）は、無期限に書換え
可能の期間10年の定期預託金としてBPCEに記帳されている。

共同保証基金は、ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）が預け入れた預託金により形成されている。当該預託金は、無期限に書
換え可能の期間10年の定期預託金としてBPCEに記帳されている。2011年12月31日現在の当該預託金額は219百万ユーロであり、当グループの連結
純利益に対するポピュレール銀行、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）およびそれらの子会社からの寄与額の５％相当額が毎年積み増される。

ポピュレール銀行ネットワーク基金、ケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレボワヤンス・ネットワーク基金および共同保証基金に関連してBPCEに
預け入れる預託金の合計金額は、当グループの加重資産合計の0.15％を下回ってはならず、また0.3％を上回ってはならない。

保証および共同支援制度に参加する各組織勘定の預託金が記帳されるのに対応して、同額が資本項目内で該当する勘定科目に計上される。

共同保証会社（ポピュレール銀行がとり上げた貸付金に保証を与えることを唯一の目的とする会社）は、フランス通貨金融法典（Code moné
taire et financier）第R.515-1条に基づき共同認可された当該ポピュレール銀行による流動性および適正自己資本の保証適用対象となる。

ケス・ドゥ・クレディ・マリティーム・ミュテュエルの流動性および適正な自己資本については、傘下の各信用金庫の中核株主であり技術面・
業務面の支援提供者でもあるそれぞれのパートナー先のポピュレール銀行により保証されている。

各ローカル・セービング・カンパニの流動性および適正自己資本は、まず個々のローカル・セービング・カンパニのレベルで当該ローカル・
セービング・カンパニの株主であるケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレボワヤンスにより保証される。

BPCEの取締役会は、BPCEの出資者による事前の受託に基づき、遅滞なく合意された順序に従い、様々な出資者からの資本を活用するために必要な
すべての権限を有する。
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1.3　重要な事象

1.3.1　フランス政府に対する優先株式および超劣後債の返済

2011年３月、BPCEは政府全額出資の投資会社である国家資本参加会社（SPPE）が保有する1,200百万ユーロの優先株式を償還するとともに1,000
百万ユーロの超劣後債の償還手続に着手した。両取引の完了によりBPCEはフランス政府に対して全額を返済した。

この結果、2011事業年度のBPCE S.A.の持分所有者に帰属する資本は2,220百万ユーロ減少した。

1.3.2　フォンシアの売却

2011年５月12日、BPCEはフォンシアに対する98％の持分を売却する目的でブリッジポイントおよびユーラゼオを含むコンソーシアムとの間で独
占的交渉に入ったことを公表した。同取引は2011年７月26日に対価711百万ユーロで完了した。

当該取引は本財務書類の以下の点に反映されている。

?　2011年６月30日付けでフォンシアを連結対象先から削除、

?　当該売却取引に伴い損失141百万ユーロを「その他の資産の正味利得または損失」として計上。

2011事業年度のグループBPCEの経営成績には、2011事業年度上半期分のフォンシアの収益が含まれている（詳細は注記12に記載）。

またコンソーシアムと締結した契約のもとでは、グループBPCEは、買主側の持株会社に株式および負債証券の形式で合計200百万ユーロを再投資
した。

1.3.3　ユーロシックの売却

2011年６月15日、ネクシティ・パルティシパシヨンおよびバンク・パラティンヌはユーロシックに対する資本持分(それぞれ32.1％および
20.1％）をバティパール、コベアおよびACMヴィに総額318百万ユーロで売却した。

当該売却は本財務書類では以下の点に反映されている。

?　2011年６月30日付けでユーロシックを連結対象から除外した。

?　合計167百万ユーロの利益（その中には2007年にユーロシックに譲渡したグループBPCEの歴史的建造物に係る未実現キャピタル・ゲインの実
現益も含まれる。）を「その他の資産の正味利得または損失」に計上した。

グループBPCEの2011年度の経営成績にはユーロシックの2011年度上半期の収益（金額的には重要でない）が含まれる。

1.3.4　CIHの売却

2012年１月20日、行政許可を取得後、グループBPCEは、クレディ・イモビリエ・エ・オテリエ（CIH)に対する23.8％の間接持分をモロッコ銀行で
あるケス・ドゥ・デポ・エ・ドゥ・ジェスティヨン（CDG)に売却する案件を完了した。本件売却は2011年12月31日の連結財務書類に計上されて
いる。

1.3.5　一部のEU諸国に対するソブリン・リスク

エクスポージャー金額

一部のユーロ地域諸国が経済的困難と当該国債務に対する信用危機に直面している。かかる背景のもと欧州連合は国際通貨基金と連携して支援
スキームをまとめた（ギリシャについては2010年５月、2011年７月および2011年10月を経て2012年２月に最終合意、アイルランドについては
2010年11月、ポルトガルについては2011年５月）。スペインおよびイタリアを含む他の欧州諸国の信用格付も2011年に大幅に悪化した。

銀行業務について2011年12月31日現在のこれら５カ国に対するグループBPCEのエクスポージャーをEBA(欧州銀行監督機構）の定める方法によ
り以下に示した。

 銀行勘定
(1)

トレーディング勘定
(2) 2011年12月31日

現在ネット・エ

クスポージャー

合計

2010年12月31日

現在ネット・エ

クスポージャー

合計

会計上の区分

 

単位：百万ユーロ

貸付金およ

び債権

売却可能金

融資産

満期保有目

的金融資産

公正価値測

定指定金融

資産

直接的エク

スポー

ジャー

間接的エク

スポー

ジャー

ギリシャ 164 75 330 7 54 52 682 1,330

アイルランド 0 148 6 5  15 174 329

イタリア 736 1,707 104 13 187 4 2,751 3,159

ポルトガル 0 51 4 42 (15) 17 99 207

スペイン 1 20 13 6 (74) (8) (42) (83)

合計 901 2,001 457 73 152 80 3,664 4,942

(1）2011年12月31日現在のエクスポージャーの正味帳簿価額（ギリシャ債権に係る929百万ユーロの評価減を含む）

(2）ショートポジション控除後のロングポジションの公正価値
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 銀行勘定 トレーディング勘定 2011年12月31日

現在ネット・エ

クスポージャー

合計

2010年12月31日

現在ネット・エ

クスポージャー

合計

会計上の区分

 

単位：百万円

貸付金およ

び債権

売却可能金

融資産

満期保有目

的金融資産

公正価値測

定指定金融

資産

直接的エク

スポー

ジャー

間接的エク

スポー

ジャー

ギリシャ 16,538 7,563 33,277 706 5,445 5,244 68,773 134,117 

アイルランド 0 14,924 605 504 0 1,513 17,546 33,176 

イタリア 74,218 172,134 10,487 1,311 18,857 403 277,411 318,554 

ポルトガル 0 5,143 403 4,235 (1,513)1,714 9,983 20,874 

スペイン 101 2,017 1,311 605 (7,462)(807) (4,235) (8,370)

合計 90,857 201,781 46,084 7,361 15,328 8,067 369,478 498,351 

 

 

2011年度に計上した評価減を主に反映して残高が減少したギリシャ債権を除き、当年度中のソブリン向けエクスポージャーの減少は「売却可能
金融資産」区分資産の売却に対応している。

2011年12月31日現在の銀行勘定のネット・エクスポージャーの満期日情報は次のとおりである。

 

単位：百万ユーロ

残存期間

合計１年 ２年 ３年 ５年 10年 10年超

ギリシャ 100 38 17 (7) 68 466 682

アイルランド 15 5 50 (17) 7 114 174

イタリア 100 8 87 214 187 2,155 2,751

ポルトガル 82 10 9 (17) 15 0 99

スペイン 49 (5) (105) (48) 53 14 (42)

合計 346 56 58 125 330 2,749 3,664

 

 

単位：百万円

残存期間

合計１年 ２年 ３年 ５年 10年 10年超

ギリシャ 10,084 3,832 1,714 (706) 6,857 46,991 68,773 

アイルランド 1,513 504 5,042 (1,714) 706 11,496 17,546 

イタリア 10,084 807 8,773 21,580 18,857 217,310 277,411 

ポルトガル 8,269 1,008 908 (1,714)1,513 0 9,983 

スペイン 4,941 (504) (10,588)(4,840)5,345 1,412 (4,235)

合計 34,891 5,647 5,849 12,605 33,277 277,209 369,478 

 

2011年12月31日現在、グループBPCEの保険事業のこれら５カ国のソブリン・リスクに対するエクスポージャーは次のとおりである。

 12/31/2011

グロス・エクスポージャー

12/31/2010

グロス・エクスポージャー

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

ギリシャ 171 17,244 768 77,445 

アイルランド 106 10,689 111 11,193 

イタリア 513 51,731 1,187 119,697 

ポルトガル 96 9,681 380 38,319 

スペイン 174 17,546 363 36,605 

合計 1,060 106,890 2,809 283,260 

上記のエクスポージャーは減損控除後の正味帳簿価額で表示している。また生命保険ポートフォリオに係る利益分配について定める規則を適用
することなく算定している。

ギリシャのソブリン債務のリスク評価および公正価値の算定

ギリシャ国債の市場流動性が2011年度第２四半期以降特に枯渇したことから当グループでは同国債の公正価値の決定のために評価モデルを用
いることとした。

加えて保有証券について観察可能な市場価格が存在せず、また交渉で合意された救援策の実施見込みに対する疑念から、BPCEの観察によると
2011年にギリシャ証券は集中的に下落し、下落幅は平均して額面の70％に達した。このような動向は、異例ながら民間部門も救援策に参加すると
いう実現可能な限りにおいての最善なシナリオにおける見積と一致している。なお本件については、一部証券に付されている信用補完のプラス
効果の評価も控え目ながら認識されている。

見込まれるところによれば、100の額面価額の旧証券は、額面価額が約15の欧州金融安定ファシリティ証券および額面価額が約35のギリシャ国債
と交換され、額面価額について50％の損失発生が予想されている。またギリシャが新たに発行する国債の利率は市場の利率より低いと予想され
ることから時価評価で追加的な損失の発生が予想される。

ポルトガル、アイルランド、スペインおよびイタリアのソブリン債務のリスク評価および公正価値の決定

アイルランド、ポルトガル、スペインおよびイタリアのソブリン債務については、これらの有価証券から生ずる将来キャッシュ・フローの回収可
能性が毀損しているとの客観的証拠は現段階ではない。したがってカウンターパーティ・リスク・エクスポージャーに関して、これらの有価証
券について評価減を行う必要はない。

これらの有価証券の公正価値は2011年12月31日の観察された市場価格である。
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1.4　後発事象

1.4.1　VBIの売却

2012年２月15日、BPCEはフォルクスバンク・インターナショナル（フォルクスバンク・ロマニアを除く）に対する24.5％の持分をロシアの銀行
グループであるスベルバンクに売却したことを公表した。

2011年12月31日時点では、当該持分は売却条件を用いて評価されており（注記5.11）、したがって当該売却は2012年度の経営成績には一切影響
を与えない。

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 918/1163



注記２　適用する会計基準および比較可能性
 

2.1　規制の枠組

グループBPCEは、国際会計基準の適用に関する2002年７月19日付EC規則第1606/2002号に従い、2011年12月31日に終了した事業年度の連結財務書
類を、欧州連合により使用が採用されかつ当該日時点で適用されていた国際財務報告基準（IFRS）に基づき作成した。したがってヘッジ会計に

関するIAS第39号の一部規定は除かれている。
1

 
1 これらの基準については以下のアドレスの欧州委員会のホームページで閲覧可能である。

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm

 

2.2　会計基準

2011年12月31日現在の年次財務書類において用いられ、記載されている会計基準および解釈指針は、2011年１月１日以降に開始する会計期間に
ついて強制適用される会計基準、修正および解釈指針（より具体的にはIAS第24号「関連当事者についての開示」の改訂、ならびにIFRIC第14号
「IAS第19号－確定給付資産の上限、最低積立要件およびそれらの相互関係」の改訂－最低積立要件の前払）により補足されている。

欧州連合に採用され2011年度に強制適用されたその他の会計基準、修正および解釈指針は、当グループの財務書類に重要な影響を与えなかった。

最後に、当グループは欧州連合に採用された会計基準、修正および解釈指針のうち選択が任意である場合には早期適用を行っていない。ただし個
別に適用の旨の記載がある場合はこの限りでない。

その場合でも当該会計基準の適用が当グループの財務書類に重要な影響を与えることは見込まれない。

当グループはIFRS第９号、10号、11号および12号が有する財務上および組織上の意味合いおよび影響を評価するためのワーキング・グループを
発足させた。

2.3　見積の使用

経営陣は、財務書類の作成に際して、不確定な将来の事象に関し一定の分野で見積および仮定を行う必要がある。

これらの見積は当該財務書類の作成担当者の判断および貸借対照表日時点で入手可能な情報に基づく。

将来の実際の結果は、これらの見積と異なる可能性がある。

具体的には2011年12月31日に終了した事業年度の財務書類について、仮定を伴う会計上の見積を主に以下の分野で行った。

?　評価モデルに基づき決定される金融商品の公正価値（注記4.1.6）

?　金融資産の減損金額、より具体的には、売却可能資産の恒久的減損損失および個別ベースまたはポートフォリオ・ベースで計算する減損損失
（注記4.1.7）

?　貸借対照表の負債に計上される引当金、より具体的には、規制対象住宅貯蓄関連商品に対する引当金（注記4.5）および保険契約に対する引当
金（注記4.13）

?　年金および将来の従業員給付費用に関連する計算（注記4.10)

?　繰延税金（注記4.12）

?　のれんの減損テスト（注記3.4.3）

2.4　連結財務書類の表示および貸借対照表日

IFRSでは特定の様式は要求されていないため要約書類について当グループが採用する表示は、フランス国家会計審議会(CNC）が2009年７月２日
に公表した勧告第2009 R.04号に従っている。

連結財務書類は、連結範囲に含まれる各企業の2011年12月31日現在の個別財務書類を基礎にしている。2011年12月31日に終了した事業年度の当
グループの連結財務書類は、2012年２月20日の取締役会により承認された。これらは2012年５月24日の株主総会に提出される。
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注記３　連結の原則および方法
 

3.1　連結対象企業

グループBPCEの連結対象企業は以下から構成される。

?　ポピュレール銀行（すなわち17のポピュレール地域銀行）、CASDENポピュレール銀行および信用協同組合（クレディ・コオペラティフ）

?　17のケス・デパーニュ（貯蓄銀行）

?　2003年８月１日付法律第2003-706号「金融安全法」に基づきBPCEと系列関係にあるケス・デュ・クレディ・マリティーム・ミュテュエル

?　関係のポピュレール銀行と集団的系列関係にある共同保証会社（SCM）

?　当グループの中央機関であるBPCE

以上に加えてグループBPCEを構成するのは次の各社である。

?　ポピュレール銀行の子会社

?　CEパルティシパシヨンおよびその子会社(ネクシティ、アビタ・アン・レジヨン等)を含むケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の子会社

?　中央機関が所有する子会社（ナティクシス、クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランス、バンク・パラティンヌ等を含む。）

グループBPCEには信用協同組合との間で提携契約を締結している金融機関も含まれる。これらの純利益および資本に対する持分割合は少数株主
持分の項目に計上されている。

3.2　連結範囲および連結の方法

3.2.1　支配力

グループBPCEの連結財務書類は、グループBPCEが支配または重要な影響力を行使している企業であって、連結により当該財務書類に重要な影響
を与えるすべての企業の財務書類を含む。

当グループが行使する支配形態を評価するに際し、現時点で行使可能または転換可能な潜在的議決権の存在および影響が考慮される。潜在的議
決権は、例えば市場で取引される株式コールオプション、普通株式に転換可能な負債性金融商品、資本性金融商品あるいは他の金融商品に付随す
る株式ワラントなどに由来する可能性がある。しかしながら潜在的議決権は所有比率の計算上考慮に入れない。

排他的支配

排他的支配とは、企業の活動から便益を得るために、その企業の財務および営業方針を左右する力をいい、排他的支配は、議決権の過半数の直接
的または間接的な所有、経営機関の構成員の過半数を選任または解任する権限、あるいは経営上の契約またはグループの定款に基づき財務およ
び営業方針を決定する権限に由来する。

共同支配

共同支配とは、限られた数の株主が関与する経済主体に関する契約上合意された支配の共有をいう。共同支配は、当該主体の財務および営業方針
が当事者間の合意で決定され、戦略的決定には支配を共有する当事者の一致した合意を必要とする場合にのみ存在する。

重要な影響力

重要な影響力とは、ある企業の財務および営業方針の決定に対して、支配ではないが、関与する力をいう。ある企業の議決権を直接的または間接
的に当グループが20％以上保有する場合は、重要な影響力が存在すると推測される。

3.2.2　連結の方法

連結の方法は、企業の事業活動内容にかかわりなく当該企業に対する当グループの支配力を基礎とする。

全部連結

排他的支配下にある企業の財務書類は全て連結される。

比例連結

当グループが限られた数の投資家と共同して支配する企業は、持分に比例して連結される。

持分法

当グループが重要な影響力を有する企業は、持分法を用いて会計処理する。
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3.3　特別目的事業体

ある取引または類似の特長を持つ一連の取引を管理する目的に限定して設立された特別目的事業体（SPE）については、当該事業体が当グルー
プにより実質的に支配されているときは、当グループが当該事業体に持分を有さない場合でも当グループは当該事業体を連結する。

実質的に次のような場合は支配が認められる。

?　SPEの活動が専ら当グループのために行われ、当グループがその活動から便益を得ている。

?　当グループがSPEの通常の活動または資産についての意思決定権または管理権を有している。当該権利は「自動操縦」の仕組を設定すること
により委任する場合がある。

?　グループがSPEから派生する便益の大半を獲得する権利を有している。

?　グループがSPEの活動に伴うリスクの大半を保持している。

しかしながら、第三者のために、および関係する全当事者の利益において、受託者の資格で活動に携わる事業体は連結されない。従業員年金基金
および補完医療保険制度も連結の範囲から除外される。

プライベート・エクイティ事業

しかしながら関連会社に対する投資およびジョイント・ベンチャーに対する持分を扱うIAS第28号およびIAS第31号では、プライベート・エクイ
ティ事業の特異性を認めている。当グループの支配が20％から50％のプライベート・エクイティ投資は、当初から「純損益を通じて公正価値で
測定する金融資産」の区分に分類されている場合には、持分法を用いた会計処理を行う必要はない。

ナティクシス・グループのプライベート・エクイティ子会社は、純損益を通じて公正価値で測定する方法が投資家に適切な情報を提供すると考
え、関連保有の測定に当該方法を採用している。

3.4　連結の原則

連結財務書類は類似の状況における同様の取引の報告については統一会計方針を用いて作成される。重要な場合には、連結企業により採用され
ている測定方法の整合性を確保するための連結調整を行っている。

3.4.1　外貨換算

連結財務書類はユーロで表示されている。

機能通貨がユーロではない在外事業体の貸借対照表項目は、貸借対照表日現在の実勢為替レートを用いて換算される。収益および費用項目は期
中の平均為替レート（大幅な変動がなければ取引価格の近似値）で換算される。

換算差額は以下の差異から発生する。

?　平均為替レートおよび終値でそれぞれ換算した当年度の純損益

?　取得時の為替レートおよび年度末為替レートでそれぞれ換算した資本（当期純利益は除外される）

BPCE S.A.の持分所有者に帰属する部分は資本の「為替換算調整額」の項目に計上され、少数株主に帰属する部分は「少数株主持分」に計上さ
れる。

3.4.2　グループ会社間取引の消去

連結貸借対照表および損益計算書に対するグループ会社間取引の影響は、連結に際して消去されている。配当金およびグループ会社間の資産売
却に係る損益も消去されている。グループ会社に対して低額で資産を売却したことによって生じた資産売却損勘定は、引当金繰入勘定への振り
替えになるのみであり、必要に応じて消去していない。

3.4.3　企業結合

2010年１月１日より前に完了した取引

すべての企業結合は、２つ以上の相互会社または共同支配下の企業が関係する企業結合を除き（理由はこれらの取引は旧IFRS第３号の適用範囲
から明示的に除外されていたことによる）パーチェス法を用いて会計処理されていた。

企業結合の原価は、企業の支配と引き換えに、取得企業が譲渡を受けた資産、負担または引受けた負債および発行した資本性金融商品の取得日現
在の公正価値の総計に当該企業結合に直接起因する取引費用を加算した金額である。

被取得企業の識別可能なすべての資産、負債および偶発債務は、取得日現在の公正価値で計上される。企業結合の当初測定は、取得日から12ヶ月
以内に限り調整可能である。

のれんは、企業結合の原価と、資産、負債および偶発債務の公正価値に対する取得企業の比例持分額との差額を表す。のれんは取得企業の貸借対
照表に計上され、負ののれんは直ちに純損益に認識する。

当グループが既に支配権を有する企業に対する持分を増加させた場合、当該取引は追加的なのれんの計上をもたらす。のれんの追加額は、当該株
式の費用を、取得した純資産に対する当グループの比例持分額と比較して決定される。

のれんは被取得企業の機能通貨で認識され、終値の為替レートで換算される。

取得日にのれんは、当該取得の恩恵を享受すると見込まれる１つまたは複数の資金生成単位（CGU）に配分される。資金生成単位は、当グループ
の主要事業についてある業務の最小単位を表すために決定され、投資リターンを管理するために経営陣により用いられている。

のれんは少なくとも毎年減損テスト受け、事象および状況の変化が減損の可能性を示唆する場合は頻度を高める。

減損テストにおいて行うことは、各CGUまたはCGUのグループの帳簿価額（配分されたのれんを含む）と回収可能価額（すなわち公正価値と使用
価値のいずれか高い方）との比較である。

時価とは、取引に精通し取引意思のある当事者間の独立第三者取引において、入手可能な市場情報に基づき、個々の状況を勘案して、資産が交換
され、または負債が決済される公正価値から売却費用を控除した金額として定義される。各CGUの使用価値は、最適の方法を用いて計算されるが、
通常、見積将来キャッシュ・フローの現在価値を参照する。
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CGUの帳簿価額が回収可能価額を上回った場合には、減損損失を純損益に認識する。

2010年１月１日以降に完了した取引

上記の会計処理は、IFRS第３号およびIAS第27号の改訂により次のように修正される。

?　相互会社間の結合は、今後、IFRS第３号の適用対象に含める。

?　企業結合に直接関連する費用は、今後、当期純損益に認識する。

?　条件付対価は、仮にそれが潜在的であるとしても、今後、取得日時点の公正価値で取得原価に含める。決済方式に応じて、

-　条件付対価を資本に認識し、事後の価格変更は計上しないか、または

-　条件付対価を負債に認識し、事後の調整は純損益に認識（金融負債）するか、もしくは適合する基準（IAS第39号の適用対象外のその他の
負債）に従って計上する。

?　企業の取得日に少数株主持分は次のいずれかで評価することができる。

-　公正価値（少数株主持分に対して比例持分に応じてのれんを分配することになる方法）、または

-　被取得企業の識別可能な資産および負債の公正価値に対する比例持分額（2009年12月31日以前の取引に適用されたものと類似の方法）

二方式のいずれとするかは企業結合毎に選択する必要がある。

取得した際に選択した方式を問わず、支配権を既に有する企業に対する投資持分比率の増加は、以下の区分により資本に計上する。

?　ある企業が取得された場合、当グループが従来保有していた株式は、純損益を通じて公正価値で再評価しなければならない。したがって段階取
得の場合、のれんは取得日現在の公正価値を参照して決定される。

?　当グループが連結会社の支配を喪失する場合、当グループが従来保有していた株式は、純損益を通じて公正価値で再評価する必要がある。

3.4.4　少数株主持分の買取コミットメント（売建プット・オプション）

当グループは、一部の全部連結会社の少数株主との間で保有株式の買取コミットメントを締結している。

少数株主が当該投資について売建プット・オプションを付与されている場合には、IAS第32号に従い、子会社の純資産に対する少数株主の比例持
分は、資本ではなく負債として扱われる。

当該コミットメントと少数株主持分との差額（負債の見返り部分）は、少数株主持分の買取コミットメントの締結時期が2010年１月１日（IFRS
第3号およびIAS第27号の改訂の発効日）の前後により計上方法が異なり、前の場合はのれんに、後の場合は資本にそれぞれ計上される。
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注記４　会計方針および測定の方法
 

4.1　金融資産および負債

4.1.1　貸付金および債権

金融機関および顧客に対する債権ならびに活発な市場での公表価格がなく売買を目的として保有していない一部の投資は、通常「貸付金および
債権」に計上される（注記4.1.2参照）。

貸付金および債権は、公正価値に直接関連する発行費用を加算の上、発行時に直接帰属する受取金を控除して当初認識する。その後の貸借対照表
日に実効金利法を用いて償却原価で測定される。

実効金利とは、見積将来キャッシュ・フロー（支払額または受取額）が貸付金の当初の公正価値と等価になるような割引率をいう。当該利率に
は市場金利を下回って発行された貸付金に係わる値引きおよび貸付金実行に直接関連する取引収益または費用が含まれる（これらは貸付金の
実効利回りの調整として扱われる。）。

貸付金が市場条件より不利な条件で発行された場合は、当該貸付金の名目価値と、市場金利で割引いた将来キャッシュ・フローの総額との差額
相当分は、当該貸付金の名目価値から控除する。市場金利とは、類似の特徴を有する金融商品および取引相手方について任意の時点において市場
の大部分の金融機関により適用される利率をいう。

借入人が資金難に陥り条件が緩和された貸付金に対しては、当初の約定キャッシュ・フローの現在価値と条件緩和後の予想元利払いの現在価値
との差額を反映させるために割引が適用される。使用される割引率は当初の実効金利である。当該割引額は、損益計算書の「リスクコスト」に費
用計上され、対応する貸借対照表上の残高と相殺される。当該費用は、年金利回り法に基づき貸付期間にわたり損益計算書の純受取利息に戻入が
行われる。

実効金利の計算に含まれる社内費用は、貸付金の組成に直接関連する変動費用である。当グループは制限的方針を採用し、実効金利に含めるのは
実行した貸付金に直接連動する顧客担当責任者の業績連動俸給部分に限られる。その他の社内費用は償却原価の計算に含まれない。

外部費用は、貸付金の手配に関連する第三者への支払手数料から主に構成される。これは主に事業の提携先に支払った手数料からなる。

新規に実行した貸付金に直接帰属する収益は、主に顧客に賦課する案件組成報酬、付替え費用およびコミットメント手数料（貸付実行の可能性
が高い場合）である。実行に至る可能性の低い貸付金コミットメント手数料は、定額法でコミットメント期間にわたり充当される。

当初時点で１年未満の期間の貸付金について発生する費用および収益は、実効金利の再計算を行うことなく期間按分して繰延べる。変動金利の
貸付金については、実効金利は各金利再設定日に調整される。

4.1.2　証券

資産に計上される証券はIAS第39号に定義される次の４種類に分類される。

?　純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

?　満期保有目的金融資産

?　貸付金および債権

?　売却可能金融資産

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債

この資産区分には以下が含まれる。

?　売買目的保有金融資産および負債、すなわち主として短期間に売却する目的で取得または発行した有価証券

?　金融資産および負債のうち当グループがIAS第39号のもとで許容される公正価値オプションを利用して純損益を通じて公正価値で認識するこ
とを当初から選択したもの

上記オプションを適用する場合の適格基準は、注記4.1.4「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債」に記述している。

上記区分に分類される資産の当初公正価値は、ビッド価格を基礎に計算される。これらの資産は、各貸借対照表日に公正価値で再測定され、期中
の公正価値の変動は「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の正味利得または損失」に計上される。

満期保有目的金融資産

満期保有目的（HTM）金融資産は、固定期日における固定または確定可能な支払金額を有する有価証券のうち当グループが期日まで保有する意
図と能力を有するものをいう。

IAS第39号は、一定の特別の状況を除きこれらの有価証券の期日前の売却または譲渡を許容しない。当該有価証券が期日前に売却された場合、す
べての満期保有目的資産は当グループ全体で再分類を行う必要があり、２年間にわたり満期保有目的の区分を使用できない。

このルールの例外が適用されるのは以下の場合である。

?　発行体の信用の質の著しい悪化

?　満期保有目的投資に係る稼得利息に対する免税扱の撤廃ないし大幅な縮減をもたらす税法令の変更

?　大規模な企業結合あるいは重要な事業撤退（例えば部門売却)のために金利リスク方針および信用リスク方針に係る企業の現状を維　持する
上で満期保有目的投資の売却または譲渡が企業にとって必要となる場合

?　適格投資の定義または一定の投資種類に対する上限金額を大幅に改変する法令の変更により満期保有目的資産を処分する必要が企　業に生じ
る場合

?　必要自己資本の大幅な増加のために満期保有目的資産の売却による事業再編を企業が迫られている場合

?　自己資本比率規制における満期保有目的資産のリスク・ウェイトの大幅な引上げ

上記の例外的状況における売却損益は「売却可能金融資産の正味利得または損失」に計上する。
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これらの有価証券を金利リスクからヘッジする目的で約定した金融商品は、この区分への分類は許容されない。

満期保有目的金融資産は取引費用を含めて当初時点に公正価値で計上される。その後は、重要度に応じて、プレミアム、ディスカウントおよび取
得手数料を含めて実効金利法を用いて償却原価で測定される。

貸付金および債権

「貸付金および債権」ポートフォリオは、活発な市場での公表価格がない、固定または確定可能な支払金額を有する非デリバティブの金融資産
から構成される。またこれらの資産は信用の質の悪化とは無関係の重大な損失リスクにさらされてはならない。

活発な市場での公表価格がない一部の有価証券は、このポートフォリオ区分への分類が可能である。これらは当初、公正価値（名目価額に取引費
用を加算した上で、これから値引きおよび取引に伴う収益を控除した額に対応する）で計上される。この区分に分類される有価証券は、貸付金お
よび債権に適用される認識、測定および減損に関する規則に従う（注記4.1.1）。

貸付金および債権に計上されている金融資産が満期前に売却された場合、当該売却損益は「売却可能金融資産の正味利得または損失」に計上さ
れる。

売却可能金融資産

売却可能金融資産は、前出の三つの区分に分類されないその他の有価証券をいう。

売却可能金融資産は当初、取引費用を含む購入原価で計上される。

決算日にこれらは公正価値で計上され、公正価値の変動は「資本に直接認識される利得または損失」の項目に計上される（外貨要素に係る公正
価値の変動が純損益に影響を与える外貨建の短期金融市場証券向けを除く。）。公正価値の決定に用いる原則は注記4.1.6に記述されている。

これらが売却された場合には、当該公正価値の変動部分は純損益に計上される。

固定利付証券に発生または受領した受取利息は「受取利息および類似収益」の項目に計上される。変動利付証券に発生または受領した受取利息
は「売却可能金融資産」の項目に計上される。

認識日

有価証券は決済日／交付日に貸借対照表に計上される。

部分的売却に対して適用されるルール

有価証券の部分的売却には、先入先出法（FIFO）が適用される。
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4.1.3　負債性金融商品および資本性金融商品

当グループが発行した金融商品は、当該発行体が当該金融商品の保有者に現金もしくは他の金融資産を引き渡す契約上の義務を有しているか否
か、または当該金融資産を当グループにとって潜在的に不利な条件で交換する契約上の義務を有しているか否かにより負債性金融商品または資
本性金融商品に該当する。当該義務は、単に経済的制約からだけでなく具体的な契約条件から生じるものでなければならない。

負債証券

負債証券（純損益を通じて公正価値で測定する金融負債に分類されていないもの）の発行は、当初、取引費用を含む発行価額で計上される。これ
らはその後、各貸借対照表日に実効金利法を用いて償却原価で測定される。

これらの金融商品は貸借対照表の「金融機関に対する債務」、「顧客に対する債務」または「負債証券」の項目に計上している。

劣後債務

劣後債務は、その返済がすべての上位の無担保債権者の後に限られる一方で利益参加型の貸付金および有価証券ならびに超劣後債より前に返済
を受けるという点においてその他の債務および債権とは異なる。

劣後債務は償却原価で評価される。

優先株式

これらの金融商品の特徴に鑑み、グループBPCEが発行しSPPEが引受けた優先株式は資本として認識された。

組合員の持分

IFRIC第２号「協同組合に対する組合員の持分および類似の金融商品」は、IAS第32号の規定を明確にしている。特に、金融商品（協同組合に対す
る組合員の持分を含む）の所有者が契約に基づき償還請求権を有している場合、それにより発行体が自動的に義務を負うわけではない。事業体
は、当該金融商品を負債または資本のどちらへ分類するのか決定する際に、当該金融商品のすべての条項を考慮する必要がある。

同解釈指針に基づき、当該事業体が組合員の持分の償還を無条件に拒否できる権利を有しているか、または現地の法律、規則または事業体の定款
が組合員の持分の償還を無条件に禁止または制限している場合には、組合員の持分は資本に分類される。

最低資本要件に関する当グループの定款の現行規定に基づき、当グループが発行する組合員の持分は資本として扱われる。

4.1.4　純損益を通じて公正価値で測定すると指定した金融資産および負債

2005年11月15日に欧州連合が採用したIAS第39号に対する修正は、企業が金融資産および負債を当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定す
ると指定することを許容している。しかしながら、企業は、一度金融資産または負債を純損益を通じて公正価値で測定すると決定したら、当該決
定を覆すことはできない。

基準に規定されている尺度の遵守状況は、公正価値オプションを利用する金融商品の認定前に確認する必要がある。

実務上、本オプションは以下に記述する特定の状況に限って適用できる。

測定上または認識上の不整合性（会計上のミスマッチ）の消去または大幅な削減

このオプションを選択することにより、同一の運用戦略下にある金融商品に対する異なった評価ルールの適用から発生する会計上のミスマッチ
を避けることが可能になる。この会計処理は特に地方公共団体に供与される特定の仕組ローンに適用される。

会計処理、業績管理および測定の調和

この選択は公正価値で管理・測定される資産および／または負債グループに適用される。ただし当該選択が正式に文書化されたリスク管理また
は投資戦略に基づき、かつ当グループに関する情報が公正価値ベースで社内的に報告されていることが条件になる。

かかる状況は主にナティクシスの資本市場業務に関連して発生する。

１つ以上の組込デリバティブを含む複合金融商品

組込デリバティブとは、デリバティブとみなされる金融または非金融複合（合成）商品の構成要素をいう。複合金融商品が純損益を通じて公正
価値で測定されず、かつ当該組込デリバティブに付随する経済的特性およびリスクが主契約の経済的特性およびリスクと緊密に関連していない
場合には、組込デリバティブは主契約から分離し、デリバティブとして会計処理を行う必要がある。

公正価値オプションは、組込デリバティブが主契約のキャッシュ・フローを著しく変更し、かつ当該組込デリバティブを分離して認識すること
がIAS第39号により特に禁止されていない場合には（例：負債性金融商品に組込まれた原価での早期償還オプション）、適用可能である。当該選
択により金融商品全体を公正価値で測定することが可能になり、組込デリバティブを抽出し、認識し、別途測定する必要性を回避できる。

この会計処理は、重要な組込デリバティブを含む仕組債の発行時において特に適用される。

4.1.5　デリバティブ金融商品およびヘッジ会計

デリバティブとは次の三つのすべての特性を有する金融商品または契約をいう。

?　当該価値が、特定の金利、金融商品の価格、コモディティ価格、為替レート、価格もしくはレートの指数、信用格付もしくは信用指数、またはその
他の変数の変動に反応して変化すること。ただし非金融変数の場合には、当該変数は契約の一方の当事者に固有のもの（「原取引をなすも
の」とも呼ばれる）であってはならない。

?　初期正味投資額を必要としないか、必要であっても市場要因の変動に同様の反応が見込まれる他形式の契約の場合より少額で済むこと。

?　決済が今後到来する日に行われること。

すべてのデリバティブ金融商品は、取引日に貸借対照表に計上され、当初公正価値で測定される。これらは取得が売買目的かヘッジ目的かを問わ
ず各貸借対照表日に公正価値で測定される。

デリバティブの公正価値の変動は、会計上キャッシュ・フロー・ヘッジまたは外国通貨の純投資ヘッジの要件を満たすデリバティブを除き当期
純損益に認識する。

デリバティブ金融商品は、次の二つの区分に分類される。

売買目的デリバティブ
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売買目的で保有するデリバティブは、時価が正の場合には貸借対照表の「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」の項目に、時価が負の
場合には「純損益を通じて公正価値で測定する金融負債」の項目に計上される。売買目的で保有するデリバティブの実現および未実現の利得お
よび損失は、「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の正味利得または損失」の勘定科目で純損益に計上する。

ヘッジ目的デリバティブ

ヘッジ開始時においてヘッジ関係に関する公式文書が存在し、その文書がヘッジ戦略、ヘッジされるリスク、ヘッジの対象項目の指定と特性およ
びヘッジ手段を識別している場合には、当該ヘッジ関係はヘッジ会計の要件を満たす。加えて開始時にヘッジの有効性を立証し、開始後も確認を
する必要がある。

ヘッジ関係の一部として契約するデリバティブはヘッジ目的に応じて指定を受ける。

公正価値ヘッジ

公正価値ヘッジは、貸借対照表に計上されている資産もしくは負債または確定したコミットメント契約（特に固定金利の資産もしくは負債の金
利リスク）の公正価値の変動に対するエクスポージャーの削減を意図している。

ヘッジ手段の再評価に係る利得または損失は、ヘッジされるリスクが帰属するヘッジ対象の利得または損失と同じように純損益に認識する。
ヘッジの非有効部分があれば、損益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の正味利得または損失」の項目に計上する。

ヘッジ手段の経過利息は、ヘッジ対象の経過利息と同じように純損益に計上する。

識別済の資産または負債がヘッジされた場合、ヘッジ部分の再評価は貸借対照表のヘッジ対象と同じ項目に計上される。

ヘッジ関係が終了する場合（投資決定、有効性要件の未充足、ヘッジ対象の期日前売却）、ヘッジ手段は売買目的ポートフォリオに振替えられ
る。貸借対照表に計上された当該ヘッジ対象の再測定調整額は、当初ヘッジの残存期間にわたり償却される。ヘッジ対象が期日前に売却される
か、早期に償還される場合、再測定の利得または損失の累積額は当期純損益に認識する。

キャッシュ・フロー・ヘッジ

キャッシュ・フロー・ヘッジの目的は、既に認識済の資産もしくは負債、または将来の取引に関連する特定のリスクに起因するキャッシュ・フ
ローの変動可能性に対するエクスポージャーをヘッジすることにある（変動金利の資産もしくは負債に係る金利リスクのヘッジ、将来の固定金
利、将来の価格、為替レートのような将来の取引に関連する諸条件のヘッジ）。

有効ヘッジとみなされるヘッジ手段の利得または損失部分は、資本に直接認識される利得または損失の独立した勘定科目に計上される。ヘッジ
手段の非有効部分の利得または損失は、損益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の正味利得または損失」に計上される。

ヘッジ手段の経過利息は、ヘッジ対象の経過利息と同じように受取利息として純損益に計上する。

ヘッジ対象は、当該特定資産区分に適用される取扱いで会計処理を行う。

ヘッジ関係が終了する場合（ヘッジが有効性要件をもはや満たしていない、デリバティブの売却、ヘッジ対象が存在しないなど)、資本に認識さ
れていた累積額はヘッジ対象が損益に影響を与える時点で（ヘッジ対象が存在しなくなる場合には直ちに）損益計算書に振替える。

ポートフォリオ・ヘッジ（マクロヘッジ）の個別事例

キャッシュ・フロー・ヘッジとしての文書化

当グループに所属する金融機関のうち数社は、キャッシュ・フローを対象としたマクロヘッジ（貸付金と借入金ポートフォリオのヘッジ）につ
いて文書化を行っている。

この場合、ヘッジ対象とすることが可能な資産または負債は、満期スケジュール帯毎に次のとおりである。

?　キャッシュ・フローの変動可能性にさらされる資産および負債（変動金利の貸付金および借入金）：将来の金利水準を予め知り得ないため
企業は変動利付資産または負債から生じる将来キャッシュ・フローについて変動可能性リスクを負う。

?　可能性が高いとみなされる将来の取引（予定取引）：取引の合計残高を一定と仮定すると企業は将来の固定金利貸付金の将来キャッシュ・
フローについて、供与される貸付金の金利を知りえない限りにおいて、変動可能性のリスクにさらされる。同様に当グループは市場で手当す
る必要のある資金調達の将来キャッシュ・フローについて変動可能性のリスクにさらされる可能性がある。

IAS第39号のもとでは類似の満期の固定利付資産と固定利付負債全体の純額ポジションをヘッジすることはヘッジ会計の要件を満たさない。そ
こでヘッジ対象を変動利付商品の１つまたは複数の識別されたポートフォリオの一部分（変動金利の預金または貸付金の残高の一部）と考え
ることは可能である。ヘッジの有効性は、満期スケジュール帯毎に「仮想」の金融商品を創出し、ヘッジ開始以後の当該公正価値の変動とヘッジ
として文書化されたデリバティブの公正価値を比較することにより測定される。

創出された仮想金融商品の特性はヘッジ対象と同一である。したがって仮想金融商品の価値の変動を実際のヘッジ手段と比較することにより有
効性を評価する。この手法を用いるためには満期スケジュールの作成を必要とする。

ヘッジの有効性は開始前と開始後において示される必要がある。

対象となる各満期スケジュール帯についてヘッジ対象の額面金額がヘッジ手段の名目金額より多ければ、ヘッジは事前的に有効である。

事後的検証では実施したヘッジの事後的な有効性について各報告日に計算を行う。

各貸借対照表日にヘッジ手段の時価変動額（経過利息を除く）をヘッジ対象の時価変動額と比較する。両者の変動額の比率は80％から125％で
あることを要する。

ヘッジ対象が売却されるか、将来の取引の可能性がもはや高くない場合は、資本に認識された未実現累積利得または損失は直ちに純損益に振替
える。

ヘッジ関係が終了する場合にヘッジ対象が依然貸借対照表に計上されているときは、未実現累積利得または損失は定額法により資本に認識す
る。デリバティブをキャンセルしない場合、当該デリバティブは売買目的デリバティブに再分類され、公正価値の変動を純損益に認識する。

公正価値ヘッジとしての文書化

当グループのいくつかの銀行では、欧州連合が採用したIAS第39号に対するいわゆるカーブアウト措置の適用によりマクロヘッジを公正価値
ヘッジとして文書化している。
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欧州連合が使用するために採用したバージョンのIAS第39号では、金利リスクに対するエクスポージャー全体を削減する目的で欧州の銀行が実
施している戦略と両立できないと見られるヘッジ会計の一部規定を外している。特にこの「カーブアウト」の適用により、当グループは固定金
利の顧客取引（貸付金、貯蓄預金および要求払預金）について銀行間金利リスクとのヘッジ会計の利用が可能になる。当グループが主に利用し
ているのはプレーンバニラの金利スワップであり、固定金利の預金および貸付金についての公正価値ヘッジとして開始時に指定している。

マクロヘッジのデリバティブは、特定取引の公正価値のヘッジ（ミクロヘッジ）に用いられるデリバティブと同様に会計処理を行う。

マクロヘッジ関係にある場合、ヘッジ対象の再評価に係る利得および損失は「金利リスクヘッジ対象ポートフォリオに係る再測定調整額」に計
上される。

ヘッジは当該デリバティブが固定金利の対象原取引のポートフォリオに係る金利リスクを相殺していれば有効とみなされる。

有効性は以下の二つの方法で検証される。

?　資産ベーステスト：開始時にヘッジ手段として指定されたプレーンバニラのスワップについては、当グループは過剰なヘッジではないことを
当該金融商品がヘッジとして指定される日に事前に検証し、各貸借対照表日に事後的に検証する。

?　量的テスト：他のスワップについては、実際のスワップの公正価値の変動がヘッジ対象をそのまま反映する仮想スワップの公正価値の変動を
相殺していなければならない。この検証は当該金融商品がヘッジとして指定される日に事前に行われ、各貸借対照表日に事後的に行われる。

ヘッジ関係が終了する場合において、ヘッジ対象の認識が中止されないときは、再評価調整額は当初ヘッジの残存期間にわたり定額法で償却さ
れ、ヘッジ対象が貸借対照表にもはや計上されないときは、再評価調整額は純損益に直接計上する。特にマクロヘッジ目的で用いられたデリバ
ティブは、ヘッジ対象の名目金額がヘッジ手段の名目金額を下回る場合（例えば貸付金の期限前返済または預金払戻し）、ヘッジ会計上不適格
になる可能性がある。

在外営業活動体の純投資ヘッジ

在外営業活動体の純投資とは、在外営業活動体の純資産について連結企業が保有する投資金額をいう。

外国通貨の純投資ヘッジの目的は、連結企業の財務書類の表示通貨と異なる機能通貨の事業体に対する投資について為替の影響を最小化するこ
とにある。純投資ヘッジの会計処理は、キャッシュ・フロー・ヘッジと同様に行う。

当初、資本に認識した未実現利得および損失は、純投資の全部または一部が売却された時点で純損益に計上する。

4.1.6　公正価値の決定

一般原則

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債ならびに売却可能金融資産は、貸借対照表日に公正価値で計上する。公正価値とは、取引
に精通し取引意思のある当事者間の独立第三者取引において資産が交換され、または負債が決済される金額をいう。当初認識時の金融商品の公
正価値は、通常、取引価格（すなわち授受された対価の公正価値）と同額である。

金融商品の公正価値の最善見積は、活発な市場での公表価格である。活発な市場での公表価格がある場合は、公表価格を利用して見積らなければ
ならない。

公表価格が存在しない場合は、公正価値は金融市場で一般的に受入れられ、かつ企業固有のデータではない観察可能な市場インプットを用いる
適切な評価技法により決定できる。

最終的に観察可能な市場データが決定を行うに十分でない場合は、公正価値は社内モデルに基づく評価技法により決定できる。このように社内
モデルが用いられる場合、算出結果を最近の取引価格と適合させながら随時調整する必要がある。

活発な市場における（無修正）公表価格に基づき測定される金融商品（レベル１）

これらの典型としては、明確に流動性のある組織化された市場で活発に取引される上場証券およびデリバティブ（先物およびオプション等）が
ある。上場市場でナティクシスが執行するすべての取引は、この区分に該当する。

活発な市場とみなされるのは、価格が株式市場、仲介業者、トレーダー、評価機関または規制当局から容易かつ定期的に入手可能であり、かつ当該
価格が独立第三者間で市場において規則的に発生する実際の取引を表している場合である。

活発な市場および観察可能なインプットが存在しない事実は次の尺度で立証されることとなる。

?　取引量および市場活動水準の著しい低下

?　公表価格入手における相当の困難さ

?　限られた数の市場当事者および主要市場プレーヤーの不参加

?　同一時点において異なる市場参加者から拡散して示される価格

?　資産の本源的価値をまったく反映しない価格および／または買値・売値の大きな隔たり（売買スプレッドの拡がり）

上記尺度は資産の特性に応じて調整される必要があり、活発な市場で当該資産がもはや公表されていないとの主張を裏付ける他の証拠により補
足することができる。取引が最近存在しない場合、市場が活発でないかどうかを決定するに当たり、企業は独自の判断を用いて立証することとな
る。

公認されたモデルおよび直接的または間接的に観察可能なインプットを用いて評価される店頭金融商品（レベル２）

標準金融商品

金融商品、特に店頭デリバティブ、プレーンバニラ金利スワップ、金利先渡契約、キャップ、フロアおよび単純なオプションは、評価モデルを用い
て評価されるものがある。評価にあたっては、当該金融商品についての観察可能なインプットまたは市場標準として公認されたモデル（将来
キャッシュ・フローの割引、補間法）のいずれに依拠することも可能である。

これらの金融商品については、どのモデルを用いるのか、また変数の観察可能性について文書化している。

複合型金融商品

一部の複合および／または長期金融商品は、公認された社内モデルを使用し、イールド・カーブやオプションのインプライド・ボラティリティ
のような観察可能なデータおよびコンセンサス・データまたは活発な店頭市場から得られるデータに基づき評価される。
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これらのすべての金融商品についてはインプットが観察可能であることが立証されている。方法論的にはインプットの観察可能性は次の４つの
基準に基づく。

?　外部の情報源に由来すること（可能であれば公認された提供元）

?　定期的に更新されること

?　最近の取引に基礎を置くこと

?　その特性が関連する取引の特性と同じであること

これらの金融商品の取引により得られた利益は直ちに純損益に認識する。

評価モデルを用いて得られた金融商品の公正価値は、カウンターパーティ、モデルおよびパラメーターの各リスクを斟酌するために調整される。

レベル２のインプットを用いて測定される金融商品は以下を含む。

?　単純な店頭デリバティブ商品の大半

?　活発な市場に上場されていない有価証券のうち当該公正価値が観察可能な市場データ用いて決定されるもの（例えば上場されている同業他
社についての市場データの使用または収益倍率法）

?　NAV（純資産価額）が日次ベースでは決定・公表されていないが、定期的に報告がなされるか直近取引に基づく観察可能なデータの提供があ
るUCITS適格持分

?　主としてナティクシス（従としてクレディ・フォンシエール・ドゥ・フランス）により公正価値での測定が指定された負債証券。公正価値で
の測定が指定された証券の「発行体信用リスク」の構成要素を評価するためにナティクシスにより用いられている方法は、直接的に観察可
能なインプット（イールドカーブ、再測定調整など）を使用した将来キャッシュ・フロー割引に基づく。当該評価が証券毎に示していること
は名目元本残高と感応度との積であり、コールの有無および再測定調整額（2011年12月31日現在のBPCE現物売呼値カーブおよび2010年12月
31日現在のナティクシス・シニアCDSカーブに基づく）と発行スプレッドの平均との差額を勘案している。発行体スプレッドの変化は当初期
間が１年未満の発行については通常僅少である。

公認されていないモデルまたは概ね観察不能なインプットを用いて評価される店頭金融商品（レベル３）

算定される評価が観察可能なインプットまたは市場標準として公認されているモデルのいずれにも依拠していない場合、算定される評価は観察
不能とみなされる。

特殊なモデルまたは観察不能なインプットを用いて評価される金融商品の典型には以下が含まれる。

?　持分型マルチアセット商品、ファンド・オプション型商品、複合型固定利付商品、スワップ証券化商品、クレジット・デリバティブ仕組商品お
よび固定利付オプション商品

?　ほとんどの証券化派生金融商品：活発な市場で価格公表されていない証券化商品。これらの金融商品はしばしば市場情報提供元が設定する価
格を基礎に評価される（例：ストラクチャード・ファイナンスの専門家により提供される価格）

デイワン利益の認識

金融資産の当初認識により得られるデイワン利益は、金融資産が当初信頼性をもって測定できない限り純損益に認識できない。活発な市場で取
引されている金融商品および観察可能な市場インプットのみに依拠する公認されたモデルを用いて評価した金融商品は信頼性をもって測定さ
れているとみなされる。

オーダーメイドのソリューションにしばしば利用される一部仕組商品の価格設定に使用される評価モデルは、活発な市場の部分的に観察不能な
インプットを用いる場合がある。当該金融商品の当初認識では取引価格は時価を反映しているとみなされ、当初時に得られる利益（デイワン利
益）は、評価インプットが観察不能にとどまることが見込まれる期間にわたり繰延べて純損益に計上する。

当該インプットが観察可能となるか、用いられる評価技法が公認された場合には、未認識部分のデイワン利益を純損益に計上する。

特殊事例

償却原価で認識されている金融商品の公正価値

貸借対照表に公正価値で計上されない金融商品は、貸借対照表日時点の一定の仮定を組込んだ最善の見積により測定される。

資産および負債の帳簿価額は、次の主たる例を含め時価とみなされる。

?　金利の変動が公正価値に重要な影響を与えない変動金利の資産および負債であって、信用リスク感応度が期間中重要でないもの。

?　短期の金融資産および負債（当初の期間が１年以内）であって、金利および信用リスクに対する感応度が期間中重要でないもの。

?　要求払負債

?　規制市場における取引（特に規制対象貯蓄商品）であって価格が当局により設定されるもの。

貸付金ポートフォリオの公正価値

貸付金の公正価値は、残存期間中に回収可能な将来の元利払いを、当該貸付金と同様の種別および満期を有する貸付金が当該月に実行される場
合の利率で割引く社内評価モデルを用いて決定される。期限前返済オプションは、貸付金の返済スケジュールに対する調整を通じて組込まれる。

債務の公正価値

金融機関および顧客に対する１年超の固定利付債務の公正価値は、貸借対照表日の市場金利で将来キャッシュ・フローを割引いた現在価値に等
しいとみなされる。

4.1.7　金融資産の減損

有価証券の減損

資産の当初認識後に生じた１つまたは複数の損失事象の結果として減損の客観的証拠が存在する場合は、純損益を通じて公正価値で測定する金
融資産に指定された有価証券を除き、個々の有価証券について減損損失が認識される。損失事象は、見積将来キャッシュ・フローに対して信頼性
をもって見積ることが可能な影響を与える事象として定義される。
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資本性金融商品および負債性金融商品の減損については異なるルールが用いられる。

資本性金融商品については、長期間または大幅な価値の下落が減損の客観的証拠となる。

2009年７月にIFRICが発表した明確化措置および株式市場規制当局が公表した勧告を受けて、当グループは上場資本性金融商品の減損状況の特
性を示すことができるように基準を改訂した。

取得原価との比較において有価証券の価値の下落が50％を超え、または36ヶ月を超えて継続している場合に、減損が認められるとして損失を認
識する。

さらに減損基準には追補があり、取得原価との比較において下落が30％超または６ヶ月を超えて続いている資産、あるいは大幅または長期の下
落につながる事象が生じた場合には１件ずつ精査を実施する。資産価値の全面的回復が難しいと当グループが決定した場合は、減損費用を損益
計算書に計上する。

非上場資本性金融商品については、注記4.1.6に記述した評価技法を用いて当該状況について定性分析を行う。

資本性金融商品について認識した減損損失を戻入れてはならず、また純損益への戻入もしてはならない。損失は「売却可能金融資産の正味利得
または損失」に計上され、その後の価値の増加は当該証券を処分するまで資本に計上する。

債券または証券化取引などの負債性金融商品についてカウンターパーティ・リスクが確認された場合は、減損損失を認識する。

負債証券について当グループは、当該債務の最終的なポートフォリオの指定区分を問わず、貸付金および債権の減損リスクを個別に評価する際
の尺度と同じ減損尺度を用いる。永久超劣後債については、特定の状況において発行体が利札の支払ができない可能性があるかどうか、一旦予定
していた返済予定日を超えて発行を継続するかどうかについても特に注意を払う。

発行体の財政状態が改善した場合は、負債性金融商品について計上した減損損失は、損益計算書に戻入れることができる。減損損失および戻入
は、「リスクコスト」に計上する。

貸付金の減損

IAS第39号は貸付金の減損の計算方法および認識について定義している。

貸付金または債権は、次の２つの条件が満たされた場合には減損が生じたものとみなされる。

?　個別ベースまたはポートフォリオ・ベースにおいて減損の客観的な証拠が存在すること。対象となる貸付金の当初認識後にカウンターパー
ティ・リスクの発生を示す「トリガー事象」または「損失事象」が存在すること。個別レベルにおいて信用リスクが悪化したか否かを決定
する尺度には３ヶ月超の支払延滞（不動産への貸付については６ヶ月超の支払延滞、地方公共団体に対する貸付金については９ヶ月超の支
払延滞）の有無が含まれる。支払延滞の有無とは別に信用リスクの悪化または法的手続の有無。

?　上記事象が貸付金の見積将来キャッシュ・フローに損失をもたらし当該損失の見積に信頼性があること。

減損は償却原価と回収可能価額（すなわち担保要因を勘案した回収可能な見積将来キャッシュ・フローの現在価値）との差額として算定され
る。短期資産（１年未満の満期）については、将来キャッシュ・フローの割引はしない。減損は全体として算定され、利息と元本の区別はしない。

オフバランス・シート・コミットメントから発生する可能性のある損失は、貸借対照表の負債側に計上する引当金を通じて計上される。

２種類の減損が「リスクコスト」の項目に計上される。

?　個別ベースの減損

?　ポートフォリオ・ベースの減損

個別ベースの減損

債権のカテゴリ毎の回収実績に基づき決定される償還スケジュールを基礎に各債権の個別の減損が計算される。減損金額を決定する際に担保が
斟酌され、担保が不履行リスクを全額カバーしている場合には回収可能価額についての減損はない。

ポートフォリオ・ベースの減損

ポートフォリオ・ベースの減損は、個別ベースでは減損していない残高を対象にする。IAS第39号に基づき、これらの残高は類似の信用リスク特
性を有するポートフォリオにグループ分けされ、集団的に減損テストを受ける。

貸付残高は当グループの内部格付制度に基づきリスク感応度の観点から類似する貸付集団ごとにまとめられる。減損テストを受けるポートフォ
リオは、格付付与後に著しく格付が引下げられリスク感応度がしたがって高いとみなされる取引相手方に関連するポートフォリオである。これ
らの貸付金は、ポートフォリオを構成する様々な取引相手先に対して個々に信用リスクを割り振ることはできないが、貸付金全体として減損の
客観的な証拠を示している以上、集団減損テストを受けることになる。

減損金額は、満期時の債務不履行発生率の実績データおよび予想損失額を踏まえつつ、貸借対照表日の状況を勘案するための調整を必要に応じ
て加え、決定される。

上記の方法は、対象の貸付金および債権に内在する様々な経済的要因を斟酌しつつ、専門家の意見に基づき産業別または地域別の分析により補
完されることもある。ポートフォリオ・ベースの減損は、対象母集団全体の満期時の予想損失額に基づき計算される。

4.1.8　金融資産の再分類

いくつかの場合について再分類が認められている。

2008年10月15日に欧州連合により採用されたIAS第39号およびIFRS第７号の各修正より前に認められていた再分類

これらの主たる例は「売却可能金融資産」から「満期保有目的金融資産」への再分類である。

確定期日の固定利付証券は、当グループが経営戦略を変更し満期まで当該証券を保有すると決定した場合には「満期保有目的金融資産」として
再分類することができる。また、当グループは当該金融商品を満期まで保有する能力を有する必要がある。

2008年10月15日に欧州連合により採用されたIAS第39号およびIFRS第７号の各修正以降認められた再分類

これらの基準は、公正価値で計上される非デリバティブ金融資産（純損益を通じて公正価値で測定すると当初指定した金融資産を除く。）を他
の区分に再分類するための条件を規定する。

?　「売買目的保有金融資産」の「売却可能金融資産」または「満期保有目的金融資産」の区分への再分類
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　非デリバティブ金融資産は、当グループが再分類につながる「稀な状況」の存在を立証できる場合には、再分類することができる。IASBは2008
年下半期の金融危機を「稀な状況」と位置付けていたことには留意する必要がある。

固定または確定可能な支払金額を有する金融商品のみが「満期保有目的金融資産」の区分に再分類することができる。保有機関は当該金融
商品を満期まで保有する意図と能力を有する必要がある。この区分に含める金融商品を対象に金利リスクをヘッジしてはならない。

?　「売買目的保有金融資産」または「売却可能金融資産」の「貸付金および債権」の区分への再分類

「貸付金および債権」の定義を充足する非デリバティブの金融資産（なかんずく活発な市場での公表価格がない固定利付金融商品）は、当
グループが経営戦略を変更し当該金融商品を予見可能な将来あるいは満期まで保有すると決定した場合には、貸付金および債権に再分類す
ることができる。また当グループは当該金融商品を中長期的に保有する能力を有する必要がある。

再分類は再分類日現在の公正価値で実行され、当該価額が償却原価で測定される区分に振替えられた金融商品の新たな償却原価となる。

この新たな償却原価が償還価額と等しくなるように実効金利が再分類日時点で新たに計算される。すなわち当該金融商品は割引かれて再分類さ
れたことになる。

売却可能金融資産として従来計上されていた金融商品については、当該金融商品の残存期間にわたる新しい割引の償却は、資本項目の利得また
は損失に直入されていた再分類日時点の未実現損失の償却で通常埋め合わされ、年金利回り法に基づき損益計算書に計上される。

売却可能金融資産として従来計上されていた金融商品について再分類日以後に減損が生じた場合は、再分類日時点で資本項目において利得また
は損失に直入され年金利回り法に基づき損益計算書に計上された未実現損失は直ちに純損益に戻入れる。

4.1.9　金融資産および負債の認識の中止

金融資産（または類似する金融資産のグループ）は、当該資産の将来キャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅したか、または当該権利
とともに、資産を所有することによって保有するリスクおよび経済的便益のすべてを実質的に第三者に譲渡した場合に認識を中止する。

当該資産（または資産グループ）の譲渡の結果として、設定もしくは保持された権利および義務を反映する資産または負債は、貸借対照表にお
いて独立項目として計上される。

ある金融資産の全額について認識を中止した場合、処分損益（当該資産の帳簿価額と受領対価の差額を反映）が損益計算書に計上される。

当グループが金融資産に対する支配力を保持している場合、当グループの継続的関与の範囲内で当該資産は引続き貸借対照表に認識される。

金融資産について認識の中止のためのすべての条件が充足されていない場合、当グループは当該資産を貸借対照表上に引続き計上し、また当該
資産の移転時に発生する債務相当分について負債を計上する。

当グループでは金融負債（またはその一部）が消滅する場合（例：契約で特定された義務が履行され、解除され、または消滅した場合）にのみ
認識を中止している。

レポ取引

買戻条件付売却有価証券は、譲渡人の勘定での認識は中止されない。受領した資金の返還を確約する負債は、「買戻条件付売却有価証券」として
識別され、計上される。同負債は、公正価値ではなく償却原価で計上される金融負債である。

受領資産は譲受人の帳簿では認識されず、譲渡人に対する貸付資金にかかわる債権が計上される。当該資産に係る貸出額は、「売戻条件付買入有
価証券」に計上される。

当該有価証券は、その後の貸借対照表日にも引続き譲渡人により当初の分類区分に適用される規則に従い会計処理が行われる。証券購入者は、
「貸付金および債権」に当該債権の名目価額を計上する。

有価証券貸付

有価証券の貸付取引は、IFRSの意義の範囲内では金融資産の移転の要件を満たさない。したがって貸付有価証券の認識は中止されず、当初の区分
に計上され、それぞれに応じて測定される。借入有価証券は、借入人の貸借対照表に計上されない。

4.2　投資不動産

IAS第40号によれば、投資不動産とは賃貸収益もしくは資本増価またはその両方を目的として保有する不動産である。

投資不動産の会計処理は、すべての当グループ企業（一部の保険会社は除かれる。当該保険会社では、保険契約に関連して投資として保有する不
動産を公正価値で認識し、公正価値への調整を純損益に計上する。）が用いる有形固定資産の会計処理（注記4.3参照）と同様である。公正価値
は多基準アプローチを用いて計算し、市場金利で賃料を資本計上するとともに市場取引との比較を行う。

当グループの投資不動産の公正価値は、当該資産の価値に重大な影響を与える特殊な事例を除き、専門家による定期的な鑑定評価に基づく。

オペレーティング・リースにより賃貸する投資不動産に残存価値がある場合には、当該資産の償却可能価額は減少することになる。

投資不動産の処分損益は、純損益の「その他の活動の正味収益または費用」に計上される。

4.3　有形固定資産および無形資産

この項目には、事業上所有しかつ使用している不動産、オペレーティング・リースにより取得した設備、ファイナンス・リースにより取得した不
動産および一時的に借手はないがファイナンス・リースにより保有している資産が含まれる。商事活動を営まない不動産会社（SCI、不動産民事
会社）に対する持分は、有形固定資産として会計処理される。

IAS第16号およびIAS第38号によれば、有形固定資産および無形固定資産は、次の条件を満たす場合にのみ資産として認識される。

?　当該資産に帰属する将来の経済的便益が企業にもたらされる可能性が高いこと。

?　当該資産の取得原価が信頼性をもって測定できること。

事業用の有形固定資産および無形資産は、取得原価に直接的帰属取得費用を加算して当初認識される。非流動資産としての認識基準を満たす社
内開発のソフトウェアは、制作費用で認識し、外部費用および当該プロジェクトに直接従事した従業員の人件費が含まれる。

すべてのプログラムの生成には部分積み上げ方式が適用される。

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 930/1163



当初認識後、有形固定資産および無形固定資産は、取得原価から累計の減価償却費、償却費および減損を控除して測定される。資産の償却可能価
額は、残存価値が重要かつ信頼性をもって測定可能な場合はこれを考慮する。

有形固定資産および無形資産は、当該資産について予想される将来の経済的便益の企業による費消パターン（通常は当該資産の耐用年数に一
致）を反映するように減価償却もしくは償却される。ある資産が、経済的便益の利用または費消パターンが異なる数々の構成要素からなる場合
は、各構成要素は別個に認識され、当該構成要素の耐用年数を反映する期間にわたり減価償却される。

当グループが用いる減価償却および償却の各期間は次のとおりである。

?　建物：20年から60年

?　造作および付属物：５年から20年

?　家具および特殊設備：４年から10年

?　コンピューター機器：３年から５年

?　ソフトウェア：５年以下

その他の有形固定資産は、見積耐用年数（通常５年から10年）にわたり減価償却される。

有形固定資産および無形資産は、貸借対照表日現在で減損を示す証拠がある場合に減損テストを受ける。改訂された資産回収可能価額が帳簿価
額を下回る場合は、減損損失を純損益に認識する。

当該損失は、見積回収可能価額が変更された場合または減損の証拠がもはや存在しない場合には戻入れる。

事業用有形固定資産および無形資産のうちファイナンス・リースで調達されているものの会計処理は注記4.9に記載している。

オペレーティング・リースにより賃貸している設備（当グループが賃貸者）は、貸借対照表の有形固定資産の項目に計上される。

4.4　売買目的で保有する資産および関連する負債

非流動資産の売却が決定され、12ヶ月以内に売却する可能性が高い場合は、当該資産は貸借対照表の「売却目的で保有する非流動資産」の勘定
科目に独立して表示する。同資産に関連する負債も「売却目的で保有する非流動資産に関連する負債」の勘定科目に独立して表示する。

上記区分にひとたび分類された当該非流動資産は、もはや減価償却/償却されず、帳簿価額または公正価値から費用を控除した価額のいずれか低
い方で測定される。金融資産は引続きIAS第39号に従い測定される。

4.5　引当金

従業員給付債務、規制対象住宅貯蓄関連商品、オフバランス・シート・コミットメントおよび保険契約に関連する引当金以外の引当金は、主とし
てリストラクチャリング、請求および訴訟、罰金、違約金、税金などのリスクに対する引当金から構成される。

引当金とは、時期または金額が不確実であるが信頼性をもって見積ることができる負債である。負債とは過去の事象から発生した現在の債務
（法的または黙示的）であり、その決済により資源の流出が必要となることが予想されるものをいう。

引当金に認識されている金額は、貸借対照表日に現在の債務を消失させるために必要とされる費用についての最善の見積である。

引当金は、割引の影響が重要な場合には割引かれている。

引当金の変動は、引当金が積み立てられた将来の費用の種類に対応する損益計算書の勘定科目に認識する。

規制対象住宅貯蓄関連商品の引当金

規制対象住宅貯蓄口座（CEL)および規制対象住宅貯蓄プラン（PEL）はフランスで取扱われているリテール商品であり、住宅貯蓄プランおよび
口座に関する法津（1965年）ならびにその後の施行令の適用を受ける。

規制対象住宅貯蓄関連商品により当グループは２種類の債務を負う。

?　契約開始時設定利率（PEL商品について）または貯蓄段階に応じた利率（CEL商品について）で顧客に貸付金を将来提供する債務

?　無期限に契約開始時設定利率（PEL商品について）または法定の指数算定式により半年毎に設定される利率（CEL商品について）で預金金利
を将来支払う債務

当グループに潜在的に不利な結果を招く債務に関して、規制対象住宅貯蓄プランについては契約開始時期毎に、規制対象住宅貯蓄口座について
は一括して測定する。

アット・リスク残高から得られる将来の潜在的収益を割引くことにより関連するリスクについての引当金を計上する。

?　アット・リスク貯蓄は、引当金の計算時点で存在する不確実なプラン貯蓄の将来水準に対応する。引当金は、顧客の過去の行動パターンを考慮
しつつ将来の各期間について統計的基礎に基づき見積られ、推定残高と最低予想貯蓄残高との差額に対応する。

?　アット・リスク貸付金は、供与済であるが計算時点において期日未到来の貸付金残高に、顧客の過去の行動パターンに基づき統計的に予想さ
れる貸付金残高ならびに規制対象住宅貯蓄口座および同プランに関連して過去に蓄積した権利と今後獲得する権利を加算した金額に対応す
る。

将来期間における貯蓄段階からの収益は、契約開始時期毎に付利される規制金利と市場において類似貯蓄商品に付利される予想金利との差額と
して見積られる。

将来期間における融資段階からの収益は、PEL契約については契約締結時に合意された固定金利（CEL契約については貯蓄段階に応じた金利）と
非規制部門での住宅貸付に付利される予想金利との差額として見積られる。

契約開始時期毎の貯蓄および融資段階についての当グループの見積将来義務の代数和が当グループにとり潜在的に不利であることを示す場合
は、異なる契約開始時期の間での相殺を行うことなく引当金を計上する。債務は、将来の金利動向およびそれが顧客行動モデルとアット・リスク
残高に与える影響を反映させるためにモンテカルロ方式を用いて見積られる。

これらの引当金は貸借対照表の負債に計上され、その変動は純受取利息に計上される。
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4.6　受取利息および支払利息

受取利息および支払利息は、償却原価で測定されるすべての金融商品について実効金利法を用いて計上される。

実効金利とは、金融資産もしくは金融負債の予想残存期間を通じての将来の現金支払額または受取額の見積額を、当該金融資産もしくは金融負
債の正味帳簿価額まで正確に割引く利率をいう。

実効金利を計算するに際しては、授受されたすべての取引報酬ならびにプレミアムおよびディスカウントを含める。当該契約の実効金利と不可
分に授受された取引報酬（金融取引相手先に支払われた案件組成報酬および手数料など）は追加的利息として扱われる。

4.7　サービス手数料

手数料は、関連する金融商品の認識方法に従って提供したサービスの種類毎に損益計算書に計上される。

?　継続的サービスの未収手数料は、当該サービスの提供期間にわたり繰延べられる（支払処理手数料、証券保管料など）。

?　非継続的サービスの未払手数料は、当該サービスの提供時に全額を純損益に認識する（資金振込、違約金支払など）。

?　重要な取引の執行に係る未払手数料は、当該取引の完了時に全額を純損益に認識する。

貸付コミットメントまたは案件組成報酬など金融商品の実効金利と不可分の報酬および手数料は、当該貸付金の見積期間にわたり実効金利の調
整として認識され、償却される。したがって当該報酬は「受取報酬および手数料」ではなく、受取利息として計上される。

受託報酬・手数料および類似報酬・手数料は、個人顧客、年金制度またはその他の機関のために資産の保有または投資に関連する。信託受託サー
ビスは、主に第三者のための資産運用業務および証券管理サービスを対象とする。

4.8　外貨取引

当グループによる外貨取引の資産負債の会計方法は、当該資産または負債が貨幣性項目、非貨幣性項目のいずれに分類されるかに左右される。

外貨建の貨幣性資産および負債は、それらが貸借対照表に計上される当グループ企業の機能通貨に、貸借対照表日現在の実勢為替レートを用い

て換算する。結果として生じる外国為替のすべての利得および損失は、次の２つの場合を除き純損益に認識する。

?　売却可能金融資産の償却原価に基づき計算した外国為替の利得および損失の部分のみを純損益に認識し、このほかの利得および損失がある場
合には資本に認識する。

?　キャッシュ・フロー・ヘッジとして、または在外営業活動体の純投資の一部として、指定された貨幣性項目について生じる外国為替の利得お
よび損失は、資本に認識される。

取得原価で計上される非貨幣性資産は、取引日の実勢為替レートを用いて換算する。公正価値で計上された非貨幣性資産は、貸借対照表日の実勢
為替レートを用いて換算する。非貨幣性項目の外国為替に係る利得および損失は、当該項目自体の利得および損失を純損益に認識する場合には
純損益に計上し、当該項目自体の利得および損失を資本に認識する場合には資本に計上する。

4.9　ファイナンス・リースおよび関連項目

リースが実質および経済的実態面でファイナンス・リースなのかオペレーティング・リースなのかを決定するために分析が行なわれる。

4.9.1　ファイナンス・リース

ファイナンス・リースとは、資産の所有に伴うリスクと便益を実質的にすべて借手に移転するリースをいう。ファイナンス・リースは、ある資産
の購入に金融をつけるために貸手が借手に供与した貸付金として扱われる。

IAS第17号は、リースがファイナンス・リースとして分類されることになる状況を５つ例示している。

?　当該リースにより、リース期間の終了まで資産の所有権が借手に移転する。

?　借手が、選択権の行使可能日の公正価値よりも十分に低いと予想される価格で当該資産の購入選択権を与えられており、リース開始日に当該
選択権の行使が合理的に確実視されている。

?　リース期間が当該資産の経済的耐用年数の大部分を占める。

?　リースの開始時において、最低リース料総額の現在価値が、当該リース資産の公正価値と少なくともほぼ等しい。

?　リース資産が特殊な性質のものであり、その借手のみが大きな変更なしで使用できる。

またIAS第17号は、リースがファイナンス・リースとして分類されることになり得る３つの指標を示している。

?　借手が当該リースを解約できても、その解約に関連する貸手の損失は借手が負担する（当該資産のキャピタル・ロスなど）。

?　残存価値の公正価値の変動による利得または損失が借手に発生する。

?　借手が市場の賃借料相場より十分に低い賃借料で次期のリースを継続することができる。

契約開始時にファイナンス・リース債権は、貸手の貸借対照表に当該リースの正味投資額をもって計上される。正味投資額は、借手に対する最低
リース料総額債権を当該リースの計算利子率で割引いた金額と貸手に発生する無保証残存価値の合計額と一致する。

IAS第17号は無保証残存価値の定期的見直しを要求する。見積無保証残存価値が減少する場合には、リース期間にわたる収益の期間按分は改訂さ
れる（新支払表の計算）。発生した金額の減少は直ちに純損益に認識し、将来の金額の減少は当該リースの計算利子率を改訂することにより認
識する。

ファイナンス・リースの減損費用は、貸付金および債権について記載した方法と同様の方法により決定する。

金利に対応する金融収益は、損益計算書の「受取利息および類似収益」に認識される。金融収益は、リースの計算利子率を用いてファイナンス・
リースの正味投資額に対する一定率の期間収益率を反映するような態様で計上される。リースの計算利子率とは次の二つの項目を等しくさせる
割引率をいう。

?　貸手が受領する最低リース料総額と無保証残存価値の合計の現在価値
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?　資産の当初価額、すなわちリース開始時の公正価値とリースの直接初期費用（専らリース開始のために貸手が負担した経費から構成される）
の合計額。

借手の財務書類では、買取オプションのあるファイナンス・リースは、借入金で資金調達した資産購入として扱われる。

4.9.2　オペレーティング・リース

オペレーティング・リースは、資産の所有に伴うリスクと経済的便益の実質的にすべてが借手に移転しないリースをいう。

貸手の財務書類では、資産は有形固定資産に計上され、リース期間にわたり定額法で減価償却される。償却可能価額は資産の残存価値を考慮にい
れない。

リース資産は借手の貸借対照表には計上されない。最低リース料総額はリース期間にわたり定額法で純損益に認識する。

4.10　従業員給付

当グループは以下に記載する４つの種類の給付を従業員に提供している。

4.10.1　短期従業員給付

短期従業員給付に含まれる主なものは、従業員が勤務を提供した期間の末日から12ヶ月以内に決済期限が到来する賃金、給与、年次有給休暇、報
奨制度、利益分配および賞与である。

これらは貸借対照表日現在の未払残高も含め当該期間の費用として計上される。

4.10.2　長期従業員給付

長期従業員給付は、通常、現役従業員に発生する永年勤続報奨に関係し、関連する勤務を提供した期間の末日から12ヶ月より後に決済期限が到来
する。その主たる例が従業員に対する永年勤続報奨である。

これら債務の貸借対照表日現在の価額について引当金が積立てられる。

退職後給付債務は年金利回り法により評価する。年金利回り法は、年齢、勤務年数、退職時に当グループに雇用されている可能性および割引率な
ど人口統計と財務面の計算基礎を勘案する。評価に際しては、費用は各従業員の勤務提供期間にわたり配分される（予測単位積立方式）。

4.10.3　解雇給付

解雇給付は、当グループが雇用契約を終了させる決定を行った結果として、あるいは従業員が希望退職を受入れる決定を行なった結果として、通
常の退職日より前に雇用契約が終了する場合に給付が行われる。解雇給付のために引当金が計上されている。貸借対照表日から12ヶ月より後に
決済期限が到来する解雇給付は現在価値に割引かれる。

4.10.4　退職後給付

退職後給付には、一時払い退職金、年金およびその他の退職後給付が含まれる。

これらの給付は二つの区分に分けることができる。確定拠出制度：同制度は当グループに債務を生じさせない。確定給付制度：同制度は当グ
ループに債務を生じさせるため測定および引当金による認識を行なう。当グループは純損益に費用計上の上、年金基金または保険会社への拠出
金支払による積立てをしていない従業員給付債務について引当金を負債に計上している。

退職後給付は長期従業員給付と同じように測定される。

これらの債務の測定に際しては、年金資産の価値および未実現の年金数理計算上の差異を斟酌する。

計算基礎の変更（早期退職、割引率など）または実績を踏まえての修正（制度資産からの運用収益など）から生じる退職後給付の年金数理計算
上の差異は、確定給付債務の現在価値の10％または制度資産の公正価値の10％のいずれか大きい方を超過する部分について期間償却する（回廊
方式）。

確定給付制度について計上した年間費用には、現在勤務費用、支払利息（債務の割引効果）、制度資産からの期待運用収益および未認識項目の償
却費が含まれる。

4.11　株式報酬

株式報酬は当グループにより発行された株式を基礎とする報酬であり、取引の決済形式が持分なのか現金なのかは問わない。その価値は株価と
連動して変動する。

当グループにとっての費用は、一部の子会社が付与する株式の購入または引受オプションの付与日における公正価値を基礎に計算される。制度
全体の費用は、交付を受けた者が当グループにより引続き雇用される可能性の程度および制度に影響を与える可能性のある非市場関連業績条件
を考慮に入れた上で、当該オプションの単価に権利確定期間の終了時点で交付される予定の見積オプション個数を乗じて決定される。

当グループにとっての費用は、権利確定条件（もしあれば）の充足を待たずに（例えばその後の承認プロセスの場合）、また受益者のオプショ
ン行使を待たずに、当該計画について従業員が通知を受けた時点から純損益に認識する。

持分決済型報酬制度への費用計上に対応する調整は資本の増加である。

当グループは現金決済型報酬制度について負債を計上する。関連費用は権利確定期間にわたり純損益に計上し、対応する公正価値の調整は負債
勘定に計上する。

4.12　繰延税金

繰延税金は、当該税金がいつ回収または決済される見込にあるかを問わず、貸借対照表上の資産負債の帳簿価額と税務基準額との間に一時差異
が発生するときに認識する。

繰延税金資産および負債は、貸借対照表日現在で制定されまたは実質的に制定されている税率（および税法）に基づき、資産が実現されまたは
負債が決済される期間に適用されると予想される税率を用いて測定される。繰延税金負債および資産は、各納税主体レベルで相殺される。納税主
体は、単体企業または連結納税グループのいずれとすることも可能である。繰延税金資産は、予見可能な将来において一時差異を利用できる課税
所得が生じる可能性が高い範囲内でのみ認識される。
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繰延税金は以下の場合を除き損益計算書で税務便益または費用として認識される。

?　売却可能資産の未実現利得または損失

?　キャッシュ・フロー・ヘッジに用いられたデリバティブの公正価値の変動

これらについては対応する繰延税金が未実現利得および損失として資本に直接認識される。

繰延税金は現在価値に割引かれない。

4.13　保険事業

保険事業の金融資産および負債は、IAS第39号の規定に従い認識される。これらの資産・負債は同基準で定義される区分に分類される。同基準は
測定および会計処理について固有の方法を要求している。

IFRS第４号の修正待ちの間、保険負債は引続きフランスGAAPに概ね沿って測定される。

IFRS第４号のフェーズＩに従い、保険契約は次の三つの区分に分類される。

?　保険者がIFRS第４号の意義の範囲内において重要な保険リスクにさらされる契約：この区分に包含されるのは、個人リスク保険、年金、損害保
険および最低保証付ユニット型貯蓄保険を対象とする保険契約である。これらの契約は、フランスGAAPが保険契約準備金の測定について定め
る規則に基づき引続き測定される。

?　保険者が重要な保険リスクにさらされない貯蓄型プランのような金融契約は、裁量権のある有配当性を含む場合には、IFRS第４号に従い認識
され、かつフランスGAAPが保険契約準備金の測定について定める規則に基づき引続き測定される。

?　裁量権のある利益分配特性を含まない金融契約（専らユニット勘定に投資される最低保証のない契約など)は、IAS第39号に従い会計処理され
る。

当グループ企業が発行する大部分の金融契約は、裁量権のある有配当性を含む。

裁量権のある利益分配特性は、生命保険契約者に保証付の便益に加え、実現財務収益に対する取り分を受領する権限を与える。これらの契約につ
いては、IFRS第４号が定義するシャドウ・アカウンティング原則に従い、繰延利益分配金の引当金は、IAS第39号の適用のもと公正価値で測定す
る金融商品の未実現利得または損失に対する保険契約者の取り分が含まれるように調整される。利得または損失に対する保険契約者の取り分
は、当該利得または損失が生じる可能性が高い契約の性質に基づき決定される。

繰延利益分配金の変動は、それが売却可能金融資産の価値の変動により生じた場合には資本に計上し、純損益を通じて公正価値で測定する金融
資産の価値の変動により生じた場合には純損益に計上する。

各貸借対照表日に当グループは、認識した保険負債が十分か否かについて保険契約および裁量権のある利益分配特性を含む保険契約および投資
契約の見積将来キャッシュ・フローの現在価値に基づき評価を行う。負債十分性テストは、確率論的分析から得られる平均値に対応する負債の
経済価値を示す。解約払戻金と保険契約者の繰延利益分配金の合計が保険契約準備金の公正価値を下回る場合には不足分を純損益に認識する。

4.14　不動産事業

不動産事業からの収益は、住宅部門および商業部門ならびに関連サービスにおける不動産開発業務に由来する。

貸借対照表日時点で進行中のプロジェクトは、最新の実行予算に沿って、工事進行ベースで計上される。

プロジェクトの成果が信頼性をもって見積ることができない場合は、収益は発生した原価のうち回収される可能性の高い範囲でのみ認識する。

営業収益に含まれるのはプロジェクト関連のすべての原価である。

?　土地取得費

?　整地および建設

?　都市計画税

?　予備調査（完成確率の高い場合にのみ計上)

?　プロジェクト管理社内報酬

?　プロジェクト関連マーケティング費用（社内外の販売手数料、宣伝費、現地販売事務など）

棚卸資産および未成工事の構成項目は、取得原価で測定した土地、未成工事（整地および工事費）および直接原価で測定した成果物である。借入
費用は棚卸資産に含まれない。

開発前の段階で発注した予備調査は、当該プロジェクトが実際に進行する確率が高い場合にのみ棚卸資産に含める。それ以外のものは期間費用
として計上する。

棚卸資産および未成工事の正味実現可能価額が当該原価を下回る場合は、減損損失の引当金を計上する。

　　次へ
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注記５　連結貸借対照表に対する注記
 

5.1　純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、デリバティブを含む売買目的保有金融商品ならびに当グループがIAS第39号のもとで利用可能
な公正価値オプションを用いて公正価値で認識することを取得日または発行日に選択した一部の資産および負債から構成される。

5.1.1　純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

金融資産の売買目的ポートフォリオに主に含まれるのは自己勘定の証券取引、レポ取引およびリスク・エクスポージャーを管理するために当グ
ループが契約したデリバティブ金融商品である。

百万ユーロ

12/31/2011 12/31/2010

売買目的

保有

公正価値

オプション 合計

売買目的

保有

公正価値

オプション 合計

財務省証券および類似証券 16,826 40 16,86614,574 640 15,214

債券および他の固定利付証券 14,683 4,566 19,24917,299 4,138 21,437

固定利付証券 31,509 4,606 36,11531,873 4,778 36,651

株式およびその他の変動利付証券 10,277 11,609 21,88614,536 12,056 26,591

金融機関に対する貸付金 235 2 237 3,126 27 3,153

顧客に対する貸付金 672 8,614 9,286 1,058 9,651 10,710

貸付金 907 8,616 9,523 4,184 9,678 13,862

レポ取引およびその他の金融資産

 0 47,272 47,272 0 10,277 10,277

売買目的デリバティブ 110,681 //// 110,68180,141 //// 80,141

純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産合計 153,374 72,103 225,477130,734 36,789 167,523

 

百万円

12/31/2011 12/31/2010

売買目的

保有

公正価値

オプション 合計

売買目的

保有

公正価値

オプション 合計

財務省証券および類似証券 1,696,734 4,034 1,700,767 1,469,642 64,538 1,534,180 

債券および他の固定利付証券 1,480,634 460,435 1,941,069 1,744,431 417,276 2,161,707 

固定利付証券 3,177,368 464,469 3,641,837 3,214,073 481,814 3,695,887 

株式およびその他の変動利付証券 1,036,333 1,170,652 2,206,984 1,465,810 1,215,727 2,681,436 

金融機関に対する貸付金 23,697 202 23,899 315,226 2,723 317,949 

顧客に対する貸付金 67,764 868,636 936,400 106,689 973,207 1,079,996 

貸付金 91,462 868,837 960,299 421,915 975,930 1,397,844 

レポ取引およびその他の金融資産

 0 4,766,908 4,766,908 0 1,036,333 1,036,333 

売買目的デリバティブ 11,161,072

 
////

11,161,072

 

8,081,418

 
////

8,081,418

 

純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産合計

15,466,234

 

7,270,866

 

22,737,100

 

13,183,216

 

3,710,538

 

16,893,019

 

 

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産への指定の状況

 

 会計上のミスマッチ 公正価値の測定 組込デリバティブ

公正価値で測定すると指

定した金融資産

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

固定利付証券 1,616162,957 781 78,756 2,209222,756 4,606464,469 

株式および他の変動利付証券 9,015909,073 2,594261,579  11,6091,170,652 

貸付金およびレポ取引 8,166823,459 47,5864,798,572 136 13,714 55,8885,635,746 

2011年12月31日現在合計 18,7971,895,489 50,9615,138,907 2,345236,470 72,1037,270,867 
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公正価値オプションに基づき会計処理をしている金融資産は、地方公共団体向けの仕組ローンのための一部契約、ヘッジ手段に指定されていな
いデリバティブでヘッジをかけている仕組債、組込デリバティブを含む資産および信用リスク指数連動固定利付金融商品に主に関係している。

ナティクシスの資本市場業務に関連して、公正価値オプションの行使は、経済的に関係があると認められる資産および負債間の会計上のミス
マッチの回避に主に役立っている。ヘッジ会計の条件が充足されない場合における資産およびヘッジ目的デリバティブ間についてもこれはあて
はまる。上記業務に関連して公正価値により管理し測定する金融資産グループおよび負債グループについても公正価値オプションに基づき会計
処理を行っている。

純損益を通じて公正価値で測定すると指定した貸付金および債権ならびに信用リスク

公正価値オプションに基づいて計上した貸付金および債権の信用リスクに帰属する公正価値部分を下表に示す。貸付金契約に関連してプロテク
ションを購入している場合は、関連信用デリバティブの公正価値も記載している。

百万ユーロ

12/31/2011 12/31/2010

信用リスクに

対するエクス

ポージャー

関連信用デリ

バティブ

信用リスクに

帰属する公正

価値の変動

関連信用デリ

バティブの公

正価値の変動

信用リスクに

対するエクス

ポージャー

関連信用デリ

バティブ

信用リスクに

帰属する公正

価値の変動

関連信用デリ

バティブの公

正価値の変動

金融機関に対する貸付金 2    27    

顧客に対する貸付金 8,614  (44)  9,651  (73)  

合計 8,616 0 (44) 0 9,678 0 (73) 0

 

百万円

12/31/2011 12/31/2010

信用リスクに

対するエクス

ポージャー

関連信用デリ

バティブ

信用リスクに

帰属する公正

価値の変動

関連信用デリ

バティブの公

正価値の変動

信用リスクに

対するエクス

ポージャー

関連信用デリ

バティブ

信用リスクに

帰属する公正

価値の変動

関連信用デリ

バティブの公

正価値の変動

金融機関に対する貸付金 202 　 　 　 2,723 　 　 　

顧客に対する貸付金 868,636 　 (4,437) 　 973,207 　 (7,361) 　

合計 868,837 0 (4,437) 0 975,930 0 (7,361) 0 

 

5.1.2　純損益を通じて公正価値で測定する金融負債

金融負債の売買目的ポートフォリオには、空売り取引、レポ取引およびデリバティブ金融商品から生じる負債が含まれる。

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

レポ取引 26,5602,678,310 25,7362,595,218 

その他の金融負債 2,328234,756 4,228426,352 

売買目的保有金融負債 28,8882,913,066 29,9643,021,570 

売買目的デリバティブ 114,57611,553,844 80,3548,102,897 

銀行間定期勘定および借入金 781 78,756 918 92,571 

顧客定期勘定および借入金 246 24,807 345 34,790 

負債証券 21,7142,189,640 41,0904,143,516 

劣後債務 86 8,672 86 8,672 

レポ取引 61,6866,220,416 7,671773,544 

その他の金融負債 19 1,916 22 2,218 

純損益を通じて公正価値で測定すると指定した金融負債 84,5328,524,207 50,1325,055,311 

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 227,99622,991,117 160,45016,179,778 
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純損益を通じて公正価値で測定する金融負債への指定の状況

 会計上のミスマッチ 公正価値の測定 組込デリバティブ

公正価値で測定すると指

定した金融負債

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

銀行間定期勘定および借入金 781 78,756     781 78,756 

顧客定期勘定および借入金 124 12,504 82 8,269 40 4,034 246 24,807 

負債証券 16,8671,700,868 23 2,319 4,824486,452 21,7142,189,640 

劣後債務    86 8,672 86 8,672 

レポ取引およびその他の負債   61,7056,222,332  61,7056,222,332 

2011年12月31日現在合計 17,7721,792,128 61,8106,232,920 4,950499,158 84,5328,524,207 

 

公正価値オプションに基づき計上される金融負債は、主に組込デリバティブを含む仕組債発行および仕組預金（例：個人貯蓄向け持分商品およ
び仕組ミディアム・ターム・ノート）である。これらの取引の大部分はナティクシスとクレディ・フォンシエール・ドゥ・フランスが取扱って
いる。

ナティクシスの資本市場業務に関連して、公正価値オプションの行使は、経済的に関係があると認められる資産および負債間の会計上のミス
マッチの回避に主に役立っている。ヘッジ会計の条件が充足されない場合における負債およびヘッジ目的デリバティブ間についてもこれはあて
はまる。

純損益を通じて公正価値で測定すると指定した金融負債および信用リスク

百万ユーロ

12/31/2011 12/31/2010

公正価値

契約上の

満期日に

支払う

べき金額 差額

信用リスクに帰属

する差額 公正価値

契約上の

満期日に

支払う

べき金額 差額

信用リスクに帰属

する差額

銀行間定期勘定および借入

金 781 620 161  918 770 148  

顧客定期勘定および借入金 246 250 (4)  345 252 93  

負債証券 21,714 22,385(671) (819)41,090 41,354(264) (531)

劣後債務 86 100 (14) (22) 86 102 (16) (16)

レポ取引およびその他の負

債 61,705 61,710(5)  7,693 7,693   

合計 84,532 85,065(533) (841)50,132 50,171(39) (547)

 

百万円

12/31/2011 12/31/2010

公正価値

契約上の

満期日に

支払う

べき金額 差額

信用リスクに帰属

する差額 公正価値

契約上の

満期日に

支払う

べき金額 差額

信用リスクに帰属

する差額

銀行間定期勘定および借入

金 78,756 62,521 16,235 　 92,571 77,647 14,924 　

顧客定期勘定および借入金 24,807 25,210 (403) 　 34,790 25,412 9,378 　

負債証券 2,189,640 2,257,303 (67,664) (82,588)4,143,516 4,170,137 (26,622) (53,546)

劣後債務 8,672 10,084 (1,412) (2,218)8,672 10,286 (1,613) (1,613)

レポ取引およびその他の負

債 6,222,332 6,222,836 (504) 　 775,762 775,762 　 　

合計 8,524,207 8,577,955 (53,748) (84,806)5,055,311 5,059,244 (3,933) (55,159)

 

契約上の満期日に借入金について支払うべき金額は、貸借対照表日現在の元本と支払期日の到来していない未払利息である。有価証券の場合は
償還価額が通常用いられる。

自社の信用リスクに帰属する差額（発行体スプレッドの評価）は、当期の銀行業務純収益に対するプラスの影響額295百万ユーロ（2010年度：
４百万ユーロ）を含む合計841百万ユーロ（2010年12月31日：547百万ユーロ）である。

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

 937/1163



5.1.3　売買目的デリバティブ

デリバティブ金融商品の想定元本額は、当グループの金融商品業務の取扱量を示しているに過ぎず、これら金融商品に付随する市場リスクを反
映するものではない。正または負の公正価値は当該金融商品の再構築コストに等しく、市場データの変動に応じて大幅に変動する。

百万ユーロ

12/31/2011 12/31/2010

想定元本額 正の公正価値 負の公正価値 想定元本額 正の公正価値 負の公正価値

金利商品 4,400,97573,034 74,3784,368,51755,687 53,383

資本性金融商品 15,035 19 127 20,576 49 192

外国為替商品 632,969 19,440 20,230 492,701 8,226 8,545

その他の金融商品 306,385 125 387 281,391 202 74

先物および先渡取引 5,355,36492,618 95,1225,163,18564,164 62,194

金利商品 1,189,536 372 1,4911,200,114 193 1,647

資本性金融商品 33,147 3,768 3,741 102,896 3,715 3,746

外国為替商品 155,566 572 1,317 180,099 716 1,402

その他の金融商品 137,756 278 174 383,320 388 339

オプション取引 1,516,0054,990 6,7231,866,4295,012 7,134

信用デリバティブ 426,307 13,073 12,731 756,027 10,965 11,026

売買目的デリバティブ合計 7,297,676110,681114,5767,785,64180,141 80,354

 

百万円

12/31/2011 12/31/2010

想定元本額 正の公正価値 負の公正価値 想定元本額 正の公正価値 負の公正価値

金利商品 443,794,319 7,364,749 7,500,278 440,521,254 5,615,477 5,383,142 

資本性金融商品 1,516,129 1,916 12,807 2,074,884 4,941 19,361 

外国為替商品 63,828,594 1,960,330 2,039,993 49,683,969 829,510 861,678 

その他の金融商品 30,895,863 12,605 39,025 28,375,468 20,370 7,462 

先物および先渡取引 540,034,906 9,339,599 9,592,102 520,655,575 6,470,298 6,271,643 

金利商品 119,952,810 37,512 150,352 121,019,496 19,462 166,083 

資本性金融商品 3,342,543 379,965 377,242 10,376,033 374,621 377,747 

外国為替商品 15,687,275 57,680 132,806 18,161,183 72,201 141,378 

その他の金融商品 13,891,315 28,034 17,546 38,653,989 39,126 34,185 

オプション取引 152,873,944 503,192 677,947 188,210,700 505,410 719,393 

信用デリバティブ 42,988,798 1,318,281 1,283,794 76,237,763 1,105,711 1,111,862 

売買目的デリバティブ合計 735,897,648 11,161,072 11,553,844 785,104,038 8,081,418 8,102,897 

 

5.2　ヘッジ目的デリバティブ

デリバティブはIAS第39号に規定される基準をヘッジ開始時およびヘッジの全期間を通して満たす場合に限りヘッジに指定することができる。
これらの要件には、デリバティブ金融商品とヘッジ対象とのヘッジ関係が開始時および開始後ともに有効である旨を正式に文書化することが含
まれる。

公正価値ヘッジは、市場金利の変動に起因する公正価値の変動に対して固定利付金融商品を防衛する金利スワップから主に構成される。金利ス
ワップにより固定利付の資産または負債は変動利付金融商品に転換される。主たる対象には、固定金利の貸付、有価証券、預金および劣後債務が
含まれる。

公正価値ヘッジは、全体の金利リスク・ポジションを管理するためにも用いられる。

キャッシュ・フロー・ヘッジは、変動利付金融商品に発生するキャッシュ・フローの変動を固定もしくは制御する。変動金利貸付および預金を
ヘッジする目的にも用いられ、さらに全体の金利リスク・ポジションを管理するためにも用いられる。
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百万ユーロ

12/31/2011 12/31/2010

想定元本額 正の公正価値 負の公正価値 想定元本額 正の公正価値 負の公正価値

金利商品 512,194 8,066 6,231 488,150 4,982 4,363

外国為替商品 22,479 2,851 3,409 21,341 2,074 2,428

先物および先渡取引 534,673 10,917 9,640 509,491 7,056 6,791

金利商品 7,736 105  8,139 180  

オプション取引 7,736 105  8,139 180  

公正価値ヘッジ 542,409 11,022 9,640 517,630 7,236 6,791

金利商品 14,756 197 276 12,554 165 286

外国為替商品 995 1 58 603  51

先物および先渡取引 15,751 198 334 13,157 165 337

金利商品 536 3 4 170 3  

オプション取引 536 3 4 170 3  

キャッシュ・フロー・ヘッジ 16,287 201 338 13,327 168 337

信用デリバティブ 1,693 97 1 1,778 107 7

ヘッジ目的デリバティブ合計 560,389 11,320 9,979 532,735 7,511 7,135

 

百万円

12/31/2011 12/31/2010

想定元本額 正の公正価値 負の公正価値 想定元本額 正の公正価値 負の公正価値

金利商品 51,649,643 813,375 628,334 49,225,046 502,385 439,965 

外国為替商品 2,266,782 287,495 343,764 2,152,026 209,142 244,840 

先物および先渡取引 53,916,425 1,100,870 972,098 51,377,072 711,527 684,804 

金利商品 780,098 10,588 　 820,737 18,151 　

オプション取引 780,098 10,588 　 820,737 18,151 　

公正価値ヘッジ 54,696,524 1,111,458 972,098 52,197,809 729,678 684,804 

金利商品 1,487,995 19,865 27,832 1,265,945 16,639 28,840 

外国為替商品 100,336 101 5,849 60,807 0 5,143 

先物および先渡取引 1,588,331 19,966 33,681 1,326,752 16,639 33,983 

金利商品 54,050 303 403 17,143 303 　

オプション取引 54,050 303 403 17,143 303 　

キャッシュ・フロー・ヘッジ 1,642,381 20,269 34,084 1,343,895 16,941 33,983 

信用デリバティブ 170,722 9,781 101 179,294 10,790 706 

ヘッジ目的デリバティブ合計 56,509,627 1,141,509 1,006,282 53,720,997 757,409 719,493 

 

5.3　売却可能金融資産

これらは他の区分（公正価値で測定する金融資産、満期保有目的金融資産、貸付金および債権）に分類不能の非デリバティブ金融資産である。

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

財務省証券および類似証券 15,2331,536,096 8,657872,972 

債券およびその他の固定利付証券 56,0765,654,704 43,9024,427,078 

減損有価証券 385 38,823 613 61,815 

固定利付証券 71,6947,229,623 53,1725,361,864 

持分証券およびその他の変動利付証券 15,3751,550,415 17,1331,727,692 

金融機関に対する貸付金 11 1,109 8 807 

顧客に対する貸付金 74 7,462 65 6,555 

貸付金 85 8,571 73 7,361 

売却可能金融資産の総額 87,1548,788,609 70,3787,096,918 

固定利付証券の減損 (243)(24,504)(339)(34,185)

持分証券およびその他の変動利付証券の恒久的減損 (2,085)(210,251)(1,982)(199,865)

売却可能金融資産合計 84,8268,553,854 68,0576,862,868 

売却可能金融資産について資本に直接認識した利得および損失（税引前） (1,909)(192,504)510 51,428 

 

売却可能有価証券について投資を回収できない可能性があると当グループが認めたときは直ちに減損損失を認識する。活発な市場で価格が公表
されている変動利付金融商品については、50％超または36ヶ月を越える期間の価格下落は減損の証拠となる。

これらの指標は2010年度に改善されたが重要な影響はなかった。
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2011年12月31日時点で資本に直接計上された利得および損失には固定利付証券に係る未実現損失2,829百万ユーロおよび変動利付証券
2
に係る未

実現損失339百万ユーロが含まれる。変動利付証券に係る未実現損失は主に非上場の有価証券に関連し、181百万ユーロは６ヶ月未満の未実現損

失を示す有価証券に関連している。

 

 
2 繰延利益分配の仕組に照らし保険証券は除いている。

 

5.4　金融資産および負債の公正価値

5.4.1　金融資産および負債の公正価値ヒエラルキー

価格および評価モデルの種類毎の金融商品の内訳は次表のとおりである。

百万ユーロ

12/31/2011 12/31/2010

活発な市場

における

公表価格 

(レベル１)

観察可能な

データを

用いる

測定技法

(レベル２)

観察不能な

データを

用いる

測定技法

(レベル３) 合計

活発な市場

における

公表価格 

(レベル１)

観察可能な

データを

用いる

測定技法

(レベル２)

観察不能な

データを

用いる

測定技法

(レベル３) 合計

金融資産         

有価証券 27,660 8,302 5,82441,786 29,224 8,576 8,60946,409

デリバティブ 1,557 106,865 2,259110,681 1,354 76,826 1,96180,141

その他の金融資産 61 846  907 257 3,927  4,184

売買目的保有金融資産 29,278116,013 8,083153,37430,835 89,329 10,570130,734

有価証券 11,859 3,222 1,13416,215 12,953 3,122 75916,834

その他の金融資産  55,586 302 55,888  19,166 78919,955

純損益を通じて公正価値で測定す

ると指定した金融資産 11,859 58,808 1,43672,103 12,953 22,288 1,54836,789

ヘッジ目的デリバティブ 23 11,297  11,320 7 7,406 99 7,512

関連会社に対する投資 252 1,481 2,5954,328 657 1,111 2,1843,952

その他の有価証券 60,267 17,244 2,87980,390 54,239 7,139 2,62364,001

その他の金融資産 19 42 47 108 15 32 57 104

売却可能金融資産 60,538 18,767 5,52184,826 54,911 8,282 4,86468,057

金融負債         

有価証券 26,025 939  26,964 24,952 1,546 55227,050

デリバティブ 2,128 112,326 122114,576 1,417 78,845 92 80,354

その他の金融負債 7 1,917  1,924 7 2,907  2,914

売買目的保有金融負債 28,160115,182 122143,46426,376 83,298 644110,318

有価証券  83,486  83,486  48,847 14948,996

その他の金融負債  893 153 1,046 2 1,134  1,136

純損益を通じて公正価値で測定す

ると指定した金融負債  84,379 153 84,532 2 49,981 14950,132

ヘッジ目的デリバティブ 12 9,951 10 9,974 63 7,027 44 7,135
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百万円

12/31/2011 12/31/2010

活発な市場

における

公表価格 

(レベル１)

観察可能

なデータを

用いる

測定技法

（レベル２）

観察不能

なデータを

用いる

測定技法

(レベル３) 合計

活発な市場に

おける

公表価格 

(レベル１)

観察可能

なデータを

用いる

測定技法

（レベル２）

観察不能

なデータ

を用いる

測定技法

(レベル３) 合計

金融資産         

有価証券 2,789,234 837,174 587,292 4,213,700 2,946,948 864,804 868,132 4,679,884 

デリバティブ 157,008 10,776,267 227,798 11,161,072 136,537 7,747,134 197,747 8,081,418 

その他の金融資産 6,151 85,311 91,462 25,916 395,999 421,915 

売買目的保有金融資産 2,952,394 11,698,751 815,090 15,466,234 3,109,401 9,007,936 1,065,87913,183,217 

有価証券 1,195,862 324,906 114,353 1,635,121 1,306,181 314,822 76,538 1,697,541 

その他の金融資産 5,605,292 30,454 5,635,746 1,932,699 79,563 2,012,262 

純損益を通じて公正価値で測

定すると指定した金融資産 1,195,862 5,930,199 144,806 7,270,867 1,306,181 2,247,522 156,100 3,709,803 

ヘッジ目的デリバティブ 2,319 1,139,189 　 1,141,509 706 746,821 9,983 757,510 

関連会社に対する投資 25,412 149,344 261,680 436,436 66,252 112,033 220,235 398,520 

その他の有価証券 6,077,324 1,738,885 290,318 8,106,528 5,469,461 719,897 264,503 6,453,861 

その他の金融資産 1,916 4,235 4,739 10,891 1,513 3,227 5,748 10,487 

売却可能金融資産 6,104,652 1,892,464 556,738 8,553,854 5,537,225 835,157 490,486 6,862,868 

金融負債 　 　 　 　 　 　 　 　

有価証券 2,624,361 94,689 2,719,050 2,516,160 155,899 55,664 2,727,722 

デリバティブ 214,588 11,326,954 12,302 11,553,844 142,890 7,950,730 9,277 8,102,897 

その他の金融負債 706 193,310 194,016 706 293,142 293,848 

売買目的保有金融負債 2,839,654 11,614,953 12,302 14,466,910 2,659,756 8,399,770 64,941 11,124,467 

有価証券 8,418,728 8,418,728 4,925,731 15,025 4,940,757 

その他の金融負債 90,050 15,429 105,479 202 114,353  114,554 

純損益を通じて公正価値で測

定すると指定した金融負債 8,508,778 15,429 8,524,207 202 5,040,084 15,025 5,055,311 

ヘッジ目的デリバティブ 1,210 1,003,459 1,008 1,005,778 6,353 708,603 4,437 719,493 
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5.4.2　公正価値ヒエラルキーのレベル３に分類された資産負債の状況

百万ユーロ 01/01/2011

当期中に認識された

利得および損失

購入/発行 売却／償還

レベル１とレベル２

の間における

再分類

その他

の変動 12/31/2011損益計算書 資本に直入

金融資産         

有価証券 8,609 205  569 (4,408)  849 5,824

デリバティブ 1,961 237  32 (215) (13)257 2,259

その他の金融資産         

売買目的保有金融資産 10,570 442  601 (4,623) (13)1,106 8,083

有価証券 759 34  711 (121) (101)(148)1,134

その他の金融資産 789 21   (605)  97 302

純損益を通じて公正価値で測定す

ると指定した金融資産 1,548 55  711 (726) (101)(51) 1,436

ヘッジ目的デリバティブ 99     (99)   

関連会社に対する投資 2,184 (84) 4 526 (135) 78 22 2,595

その他の有価証券 2,623 8 39 135 (344) 421 (3) 2,879

その他の金融資産 57 3 1  (11)  (3) 47

売却可能金融資産 4,864 (73) 44 661 (490) 499 16 5,521

金融負債         

有価証券 552      (552)  

デリバティブ 92 137   (53) (21)(33) 122

その他の金融負債         

売買目的保有金融負債 644 137   (53) (21)(585) 122

有価証券 149 (15)  42 (23)   153

その他の金融負債         

純損益を通じて公正価値で測定す

ると指定した金融負債 149 (15)  42 (23)   153

ヘッジ目的デリバティブ 44      (34) 10
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百万円 01/01/2011

当期中に認識された

利得および損失

購入/発行 売却／償還

レベル１とレベル２

の間における

再分類

その他の

変動 12/31/2011

損益

計算書

資本に

直入

金融資産         

有価証券 868,132 20,672 　 57,378 (444,503) 　 85,613 587,292 

デリバティブ 197,747 23,899 　 3,227 (21,681) (1,311)25,916 227,798 

その他の金融資産 　 　 　 　 　 　 　 　

売買目的保有金融資産 1,065,879 44,571 　 60,605 (466,183) (1,311)111,529 815,090 

有価証券 76,538 3,429 　 71,697 (12,202) (10,185)(14,924)114,353 

その他の金融資産 79,563 2,118 　 　 (61,008) 　 9,781 30,454 

純損益を通じて公正価値で測定す

ると指定した金融資産 156,100 5,546 　 71,697 (73,210) (10,185)(5,143)144,806 

ヘッジ目的デリバティブ 9,983 　 　 　 　 (9,983) 　 　

関連会社に対する投資 220,235 (8,471)403 53,042 (13,613) 7,866 2,218 261,680 

その他の有価証券 264,503 807 3,933 13,613 (34,689) 42,454 (303)290,318 

その他の金融資産 5,748 303 101 　 (1,109) 　 (303)4,739 

売却可能金融資産 490,486 (7,361)4,437 66,655 (49,412) 50,319 1,613 556,738 

金融負債 　 　 　 　 　 　 　 　

有価証券 55,664 　 　 　 　 　 (55,664) 　

デリバティブ 9,277 13,815 　 　 (5,345) (2,118)(3,328)12,302 

その他の金融負債 　 　 　 　 　 　 　 　

売買目的保有金融負債 64,941 13,815 　 　 (5,345) (2,118)(58,991)12,302 

有価証券 15,025 (1,513) 　 4,235 (2,319) 　 　 15,429 

その他の金融負債 　 　 　 　 　 　 　 　

純損益を通じて公正価値で測定す

ると指定した金融負債 15,025 (1,513) 　 4,235 (2,319) 　 　 15,429 

ヘッジ目的デリバティブ 4,437 　 　 　 　 　 (3,429)1,008 

 

5.4.3　主要前提条件の変化に対するレベル３の資産負債の感応度

観察不能な変数に基づき評価した金融商品の公正価値の感応度について2011年12月31日に評価を行った。可能性の高そうな条件を前提に感応度
を用いて不安定な経済状況を原因とする市場変動の影響を見積った。当該見積は以下を前提としている。

?　確定利付金融商品および資本性金融商品についての観察不能な変数の「標準的
3
」
)
変動。算出された感応度は３百万ユーロ。

?　定率の変動：

-　ABS CDOの各トランシュの評価をモデル化するに際して用いた対象原資産に係る見積損失率の10％の上昇または低下、

-　またはCLOの対象原取引について１％の上昇または低下、

-　またはCMBS担保損失率の計算基礎となっているLTV（資産価値に対する借入金比率）インプットの10％の上昇または低下。

感応度の影響としては、上記変数の改善の場合には52百万ユーロの価値の増加、悪化の場合には56百万ユーロの価値の減少との結果が得られる。

 

 
3 インプットの測定に用いるコンセンサス価格の標準偏差（TOTEMなど）

 

5.5　貸付金および債権

貸付金および債権とは、活発な市場での公表価格がない、固定または確定可能な支払金額を有する非デリバティブ金融資産をいう。当グループが
組成する貸付金の大部分はこの区分に分類される。
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5.5.1　金融機関に対する貸付金および債権

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

金融機関に対する貸付金および債権 141,83114,302,238 140,92914,211,280 

個別減損 (352)(35,496)(343)(34,588)

ポートフォリオ・ベースの減損 (8) (807) (40) (4,034)

金融機関に対する貸付金および債権合計 141,47114,265,936 140,54614,172,659 

 

金融機関に対する貸付金および債権の公正価値は、2011年12月31日現在で140,861百万ユーロ（2010年12月31日現在：142,505百万ユーロ）で
あった。

金融機関に対する貸付金および債権の内訳

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

当座勘定貸越残高 87,5008,823,500 90,1109,086,692 

レポ取引 19,9792,014,682 35,7313,603,114 

貸付金および融資 31,0433,130,376 9,679976,030 

ファイナンス・リース 3 303 4 403 

劣後ローンおよび利益参加型貸付金 319 32,168 294 29,647 

貸付金および債権に分類された証券 2,579260,066 4,668470,721 

減損貸付金および債権 408 41,143 443 44,672 

金融機関に対する貸付金および債権合計、総額 141,83114,302,238 140,92914,211,280 

 

フランス預金供託公庫に集中される非課税貯蓄性預金およびLDD通帳式貯蓄勘定に係る資金（「当座勘定貸越残高」の項目に計上）は2011年12
月31日現在、71,391百万ユーロ（2010年12月31日現在：72,533百万ユーロ）であった。

5.5.2　顧客に対する貸付金および債権

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

顧客に対する貸付金および債権 583,06358,796,073 573,80757,862,698 

個別減損 (9,522)(960,198)(9,299)(937,711)

ポートフォリオ・ベースの減損 (1,661)(167,495)(1,943)(195,932)

顧客に対する貸付金および債権合計 571,88057,668,379 562,56556,729,055 

 

顧客に対する貸付金および債権の公正価値は、2011年12月31日現在で583,968百万ユーロ（2010年12月31日現在：568,236百万ユーロ）であっ
た。

顧客に対する貸付金および債権の内訳

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

当座勘定貸越残高 12,8581,296,601 14,4471,456,835 

金融部門の顧客に対する貸付金 5,022506,418 5,695574,284 

短期信用供与 56,1745,664,586 58,6595,915,174 

設備資金貸付 124,41212,545,706 116,47611,745,440 

住宅貸付 243,45124,549,599 225,34422,723,689 

輸出信用 3,579360,906 3,288331,562 

その他貸付 25,7092,592,496 25,5872,580,193 

レポ取引 22,1322,231,791 33,4143,369,468 

劣後ローン 563 56,773 567 57,176 

顧客に対するその他の信用供与 481,04248,508,275 469,03047,296,985 

貸付金および債権として分類された証券 44,2734,464,489 45,8254,620,993 

顧客に対するその他の貸付金および債権 24,6352,484,193 24,5022,470,782 

減損貸付金および債権 20,2552,042,514 20,0032,017,103 

顧客に対する貸付金および債権合計、総額 583,06358,796,073 573,80757,862,698 

 
　　次へ
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5.6　金融資産の再分類

金融資産の再分類状況

IAS第39号およびIFRS第７号「金融資産の再分類」の適用により当グループは一部の金融資産を再分類した。

 

帳簿価額 公正価値

12/31/2011 12/31/2010 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

次の区分に再分類した資産：     

売却可能金融資産 367 37,008 407 41,042 367 37,008 407 41,042 

貸付金および債権 18,7031,886,011 20,9612,113,707 17,0111,715,389 20,2022,037,170 

再分類した有価証券合計 19,0701,923,019 21,3682,154,749 17,3781,752,398 20,6092,078,212 

 

当該証券が再分類されなかった場合に認識されたであろう公正価値の変動

 2011事業年度 2010事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

公正価値の変動     

当該証券が再分類されなかった場合に純損益に認識されたであろう金額 (130)(13,109)243 24,504 

当該証券が再分類されなかった場合に資本に直接認識されたであろう利得および損失 (747)(75,327)(82) (8,269)

 

5.7　満期保有目的金融資産

固定または確定可能な支払金額を有する非デリバティブ金融資産でグループが満期まで保有する意図と能力を有するものをいう。

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

財務省証券および類似証券 1,491150,352 2,562258,352 

債券およびその他の固定利付証券 7,386744,804 6,626668,166 

満期保有目的金融資産総額 8,877895,157 9,188926,518 

減損 (13) (1,311) (1) (101)

満期保有目的金融資産合計 8,864893,846 9,187926,417 

 

満期保有目的金融資産の公正価値は、2011年12月31日現在、9,119百万ユーロ（2010年12月31日：9,093百万ユーロ）であった。
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5.8　繰延税金

一時差異に関する繰延税金は下表に掲げる項目について認識している（正の数値は繰延税金資産、括弧内の数値は繰延税金負債を示す。）。

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

ミューチュアル・ファンドの未実現キャピタル・ゲイン 26 2,622 27 2,723 

経済的利益集団（EIG)に係る税務調整 (347)(34,991)(423)(42,655)

従業員関連負債引当金 336 33,882 425 42,857 

住宅貯蓄関連商品引当金 219 22,084 246 24,807 

ポートフォリオ・ベースの減損 330 33,277 334 33,681 

税務上損金に算入されないその他の引当金 1,280129,075 1,264127,462 

資本に計上された金融商品の公正価値の変動 886 89,344 231 23,294 

その他の事由による一時差異 (81) (8,168) (27) (2,723)

期間差異に関連する繰延税金 2,649267,125 2,077209,445 

税務上の繰越欠損金に係る繰延税金 3,978401,142 4,023405,679 

連結調整および消去に係る繰延税金 (392)(39,529)(431)(43,462)

未認識の繰延税金 (1,394)(140,571)(1,330)(134,117)

正味繰延税金 4,841488,166 4,339437,545 

認識された繰延税金：   

－　貸借対照表上の資産として計上した金額 5,253529,713 4,728476,772 

－　貸借対照表上の負債として計上した金額 (412)(41,546)(388)(39,126)

5.9　未収収益およびその他の資産

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

取立勘定 6,857691,460 4,907494,822 

前払費用 514 51,832 537 54,151 

未収収益 1,153116,269 1,494150,655 

その他未収金 4,120415,461 6,532658,687 

未収勘定―資産 12,6441,275,021 13,4701,358,315 

保証金支払額 2,487250,789 1,960197,646 

証券取引決済口座借記残高 372 37,512 826 83,294 

保険契約準備金のうち受再会社持分 5,201524,469 1,932194,823 

その他債権 30,1003,035,284 25,0932,530,378 

その他資産 38,1603,848,054 29,8113,006,141 

未収収益およびその他資産合計 50,8045,123,075 43,2814,364,456 

 

5.10　繰延利益分配金

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

繰延利益分配金―資産 902 90,958  

繰延利益分配金―負債 7 706 146 14,723 

繰延利益分配金合計
(1） (895)(90,252)146 14,723 

全部連結のために資本に認識した繰延利益分配金を含める場合 144 14,521 (400)(40,336)

(1)　慣例により繰延利益分配金は資産の場合には負の数値で示される。

　

2011年度中の繰延利益分配金の変動は、市場の急激な下落と負債性金融商品の信用スプレッドの動向に起因する。

 

5.11　関連会社に対する投資

関連会社に対する当グループの主要な投資は次のとおりである。

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円
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CNP アシュアランシズ（グループ） 1,462147,428 1,470148,235 

フォルクスバンク・インターナショナルAG 104 10,487 294 29,647 

ソクラム・バンク 63 6,353 61 6,151 

ナティクシス・グループに対する資本持分 121 12,202 74 7,462 

クレディ・イモビリエ・オテリエ  115 11,597 

その他 193 19,462 211 21,277 

金融部門 1,943195,932 2,225224,369 

メゾン・フランス・コンフォル P-１ 106 10,689 100 10,084 

その他 100 10,084 100 10,084 

非金融部門 206 20,773 200 20,168 

関連会社に対する投資合計 2,149216,705 2,425244,537 

 

CNP アシュアランシズ・グループ（持分法が適用される主要関連会社）が公表した2011事業年度の財務数値は、資産合計が321,011百万ユーロ、
収益が29,919百万ユーロ、純利益が872百万ユーロである。

 

5.12　投資不動産

百万ユーロ

12/31/2011 12/31/2010
 

原価

減価償却累計額お

よび減損 純額 原価

減価償却累計額

および減損 純額

公正価値で認識された不動産 //// //// 931 //// //// 716
 

取得原価で認識された不動産 1,823 (726)1,097 3,043 (966) 2,077
 

投資不動産合計   2,028   2,793
 

 

百万円

12/31/2011 12/31/2010
 

原価

減価償却累計額

および減損 純額 原価

減価償却累計額

および減損 純額

公正価値で認識された不動産 //// ////93,882 //// //// 72,201 
 

取得原価で認識された不動産 183,831 (73,210)110,621 306,856 (97,411)209,445 
 

投資不動産合計 　 　 204,504 　 　 281,646 
 

 

2011年12月31日現在の投資不動産の公正価値は2,569百万ユーロ（2010年12月31日現在：3,057百万ユーロ）であった。

5.13　有形固定資産および無形資産

百万ユーロ

12/31/2011 12/31/2010

原価

減価償却累計

額および減損 純額 原価

減価償却累計

額および減損 純額

有形固定資産       

土地および建物 3,998 (1,769)2,229 3,490 (1,353)2,137

　設備、備品およびその他の有形固定資産 7,305 (4,715)2,590 7,811 (4,864)2,947

有形固定資産合計 11,303 (6,484)4,819 11,301 (6,217)5,084

無形資産       

賃借権 410 (191) 219 621 (181) 440

ソフトウェア 2,102 (1,439) 663 1,985 (1,300) 685

その他無形資産 799 (296) 503 1,128 (319) 809

無形資産合計 3,311 (1,926)1,385 3,734 (1,800)1,934
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百万円

12/31/2011 12/31/2010

原価

減価償却累計

額および減損 純額 原価

減価償却累計

額および減損 純額

有形固定資産       

土地および建物 403,158 (178,386)224,772 351,932 (136,437)215,495 

　設備、備品およびその他の有形固定資産 736,636 (475,461)261,176 787,661 (490,486)297,175 

有形固定資産合計 1,139,795 (653,847)485,948 1,139,593 (626,922)512,671 

無形資産 　 　 　 　 　 　

賃借権 41,344 (19,260)22,084 62,622 (18,252)44,370 

ソフトウェア 211,966 (145,109)66,857 200,167 (131,092)69,075 

その他無形資産 80,571 (29,849)50,723 113,748 (32,168)81,580 

無形資産合計 333,881 (194,218)139,663 376,537 (181,512)195,025 

 

5.14　のれん

年度中の変動

 2011事業年度

 百万ユーロ 百万円

期首純額 5,160520,334 

取得 102 10,286 

売却 (698)(70,386)

減損 (89) (8,975)

為替換算調整額 35 3,529 

その他の変動 (5) (504)

期末純額 4,505454,284 

 

2011年12月31日現在ののれん総額は5,404百万ユーロ、減損合計は899百万ユーロであった。

のれんの内訳

 

帳簿価額

12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

　- 投資ソリューション 2,099211,663 2,019203,596 

　- 専門的金融サービス 58 5,849 61 6,151 

　- コファース 485 48,907 528 53,244 

　- その他 26 2,622 25 2,521 

ナティクシス 2,668269,041 2,633265,512 

ネクシティ 900 90,756 879 88,638 

地方銀行 * 707 71,294 707 71,294 

フォンシア  　 689 69,479 

バンク・パラティンヌ 95 9,580 95 9,580 

　- バンコ・プリムス  37 3,731 

　- クレディ・フォンシエール・イモビリエ 13 1,311 13 1,311 

クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランス 13 1,311 50 5,042 

BPCE IOM 69 6,958 54 5,445 

バンクBCPフランス 42 4,235 42 4,235 

その他 10 1,008 11 1,109 

のれん合計 4,505454,284 5,160520,334 

*　地方銀行：バンク・シェ、バンク・ドゥ・サボア、CCSO=プルティエ、バンク・ディピ、ドゥ・パーセバル、バンク・マルズ

 

減損テスト

適用規則に従い、各のれんについては関連する資金生成単位（CGU）の使用価値に基づき減損テストを行っている。

使用価値は、当グループの予算策定過程の一環として策定される中期計画におけるCGUの将来キャッシュ・フローの現在価値に基づき決定され、
以下の前提条件が用いられている。

割引率 長期成長率

ナティクシス
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- 投資ソリューション 9.8％ 2.5％

- 専門的金融サービス 11.0％ 2.5％

- コファ―ス 10.0％ 2.5％

- その他 10.9％ 2.5％

ネクシティ 9.0％ 2.5％

地方銀行 * 9.0％ 2.5％

*　地方銀行： バンク・シェ、バンク・ドゥ・サボア、CCSO=プルティエ、バンク・ディピ、ドゥ・パーセバル、バンク・マルズ

 

上記テストに基づき当グループは、コファースの「非中核」CGUについて43百万ユーロの減損を計上し、減損後の当該のれん合計額を138百万
ユーロとした。また同テストによりバンコ・プリムスののれんを30百万ユーロ、チュニジア・クウェート銀行とBMマダガスカルについてBPCE
IOMグループののれんを14百万ユーロ減額した。

ナティクシスの中核業務（コーポレート・投資銀行業務、投資ソリューションおよび専門的金融サービス）は、仮に割引率が20ベーシスポイン
ト増加、永久成長率が50ベーシスポイント減少しても減損損失が計上されることはない。

グループBPCEのその他のCGUについては、割引率、永久成長率または費用収益比率の20ベーシス・ポイントの変動に伴う使用価値の変動は０％か
ら３％の間にとどまり、のれんに追加的な減損は発生しない見込みである。

5.15　金融機関および顧客に対する債務

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債に分類されないこれらの負債は、「金融機関に対する債務」または「顧客に対する債務」として償
却原価で計上される。

5.15.1　　金融機関に対する債務

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

要求払預金 9,363944,165 12,9931,310,214 

レポ取引およびその他の負債 1,202121,210 604 60,907 

未払利息 29 2,924 15 1,513 

金融機関に対する債務 10,5941,068,299 13,6121,372,634 

定期預金および借入金 84,5968,530,661 46,2724,666,068 

レポ取引およびその他の負債 22,3772,256,497 45,0404,541,834 

未払利息 347 34,991 177 17,849 

金融機関に対する債務－合意された満期日に支払われるべきもの 107,32010,822,149 91,4909,225,852 

金融機関に対する債務合計 117,91411,890,448 105,10210,598,486 

 

2011年12月31日現在の金融機関に対する債務の公正価値は、114,031百万ユーロ（2010年12月31日現在：105,959百万ユーロ）であった。
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5.15.2　顧客に対する債務

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

当座勘定貸方残高 96,6039,741,447 88,1358,887,533 

非課税貯蓄性口座 83,6638,436,577 79,6288,029,688 

規制対象住宅貯蓄関連商品 53,2845,373,159 51,9985,243,478 

その他規制対象貯蓄口座 77,1627,781,016 72,6797,328,950 

未払利息 545 54,958 457 46,084 

規制対象貯蓄口座 214,65421,645,709 204,76220,648,200 

要求払預金および借入金 8,030809,745 13,6511,376,567 

定期預金および借入金 56,1615,663,275 50,6145,103,916 

未払利息 1,533154,588 1,378138,958 

その他の顧客勘定 65,7246,627,608 65,6436,619,440 

要求払勘定 4,922496,334 6,909696,704 

定期勘定 15,1931,532,062 26,5812,680,428 

未払利息 21 2,118 3 303 

レポ取引およびその他の負債 20,1362,030,514 33,4933,377,434 

顧客に対するその他の債務残高 1,620163,361 1,959197,546 

顧客に対する債務合計 398,73740,208,639 393,99239,730,153 

 

定期預金にはSFEF(フランス経済融資機関)との間で調印した借入金8,368百万ユーロ（2010年12月31日：12,010百万ユーロ）が含まれている。

2011年12月31日現在の顧客に対する債務の公正価値は399,013百万ユーロ（2010年12月31日現在：394,544百万ユーロ）であった。

5.16　負債証券

負債証券は、「劣後債務」に表示されている劣後債を除き、その特性に応じて以下に分類される。

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

債券 143,57214,477,800 136,31313,745,803 

銀行間市場金融商品および短期金融市場証券 75,6137,624,815 83,9448,464,913 

その他の負債証券 344 34,689 27 2,723 

合計 219,52922,137,304 220,28422,213,439 

未払利息 2,789281,243 2,606262,789 

負債証券合計 222,31822,418,547 222,89022,476,228 

 

2011年12月31日の負債証券の公正価値は221,895百万ユーロ（2010年12月31日現在：222,824百万ユーロ）であった。

5.17　未払費用およびその他の負債

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

取立勘定 5,840588,906 5,195523,864 

前受収益 2,951297,579 2,649267,125 

未払勘定 2,708273,075 3,234326,117 

その他未払金 6,911696,905 7,261732,199 

未払金―負債 18,4101,856,464 18,3391,849,305 

証券取引決済口座貸方残高 708 71,395 875 88,235 

その他支払債務 27,6862,791,856 21,6692,185,102 

その他の負債 28,3942,863,251 22,5442,273,337 

未払費用およびその他の負債合計 46,8044,719,715 40,8834,122,642 
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5.18　保険会社の保険契約準備金

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

損害保険会社の保険契約準備金 3,240326,722 2,794281,747 

生命保険会社のユーロ建保険契約準備金 36,7163,702,441 35,7133,601,299 

生命保険会社のユニット型勘定保険契約準備金 6,810686,720 6,839689,645 

生命保険会社の保険契約準備金 43,5264,389,162 42,5524,290,944 

投資契約の保険契約準備金 12 1,210 14 1,412 

未実現繰延利益分配金（注記：5.10） 7 706 146 14,723 

保険会社の保険契約準備金合計 46,7854,717,799 45,5064,588,825 

 

損害保険会社の保険契約準備金には未経過保険料準備金および未払保険金準備金が含まれる。

生命保険会社の保険契約準備金は、主に数理的責任準備金から構成され、通常契約の解約払戻金に相当する。

保険会社が発行する金融契約の保険契約準備金は、当該契約の対象原資産に基づき測定した数理的責任準備金をいう。

繰延利益分配金は、配当付保険契約の累積収益金額について保険契約者のクラスには配分されたが個々の保険契約者には未分配の部分にあた
る。

 

5.19　引当金

引当金は、主に従業員給付債務および住宅貯蓄関連商品のリスクに関連するものである。

百万ユーロ 01/01/2011繰入 目的使用

未使用分

戻入

その他の

変動
(1) 12/31/2011

従業員給付債務引当金 1,659 234 (212) (208) 18 1,491

規制対象住宅貯蓄関連商品引当金 701 18 (12) (71) 1 637

オフバランス・シート・コミットメント引当金 959 234 (9) (196) 7 995

不動産開発プロジェクト偶発事故引当金 64 28  (38)  54

リストラクチャー費用引当金 72 19 (48) (7) (6) 30

支払請求および訴訟損失引当金 625 324 (50) (190) (15) 694

その他 711 352 (94) (185) (51) 733

その他の引当金 3,132 975 (213) (687) (64) 3,143

引当金合計 4,791 1,209 (425) (895) (46) 4,634

(1)　その他の変動には、通貨換算に関連する23百万ユーロ、連結範囲の変更に係るマイナス29百万ユーロおよび引当金の資産項目への再分類に係

るマイナス64百万ユーロの変動が含まれる。

 

百万円 01/01/2011繰入 目的使用

未使用分

戻入

その他の

変動 12/31/2011

従業員給付債務引当金 167,294 23,597 (21,378)(20,975)1,815 150,352 

規制対象住宅貯蓄関連商品引当金 70,689 1,815 (1,210)(7,160) 101 64,235 

オフバランス・シート・コミットメント引当金 96,706 23,597 (908) (19,765) 706 100,336 

不動産開発プロジェクト偶発事故引当金 6,454 2,824 　 (3,832) 　 5,445 

リストラクチャー費用引当金 7,260 1,916 (4,840) (706) (605) 3,025 

支払請求および訴訟損失引当金 63,025 32,672 (5,042)(19,160)(1,513)69,983 

その他 71,697 35,496 (9,479)(18,655)(5,143)73,916 

その他の引当金 315,831 98,319 (21,479)(69,277)(6,454)316,940 

引当金合計 483,124 121,916 (42,857)(90,252)(4,639)467,293 
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5.19.1　規制対象住宅貯蓄関連商品に預け入れられている預金

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

PEL規制対象住宅貯蓄プランに預け入れられている預金     

４年未満 2,762278,520 18,1001,825,204 

４年以上10年未満 34,2663,455,383 18,3571,851,120 

10年以上 9,655973,610 8,940901,510 

PEL規制対象住宅貯蓄プランに預け入れられている預金 46,6834,707,514 45,3974,577,833 

CEL規制対象住宅貯蓄口座に預け入れられている預金 6,387644,065 6,247629,947 

規制対象住宅貯蓄関連商品に預け入れられている預金合計 53,0705,351,579 51,6445,207,781 

 

5.19.2　　 規制対象住宅貯蓄関連商品として供与されている貸付金

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

PEL規制対象住宅貯蓄プランとして供与されている貸付金 473 47,697 704 70,991 

CEL規制対象住宅貯蓄口座として供与されている貸付金 1,131114,050 1,170117,983 

規制対象住宅貯蓄関連商品として供与されている貸付金残高合計 1,604161,747 1,874188,974 

 

5.19.3　　 規制対象住宅貯蓄関連商品に対する引当金

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

PEL規制対象住宅貯蓄貸付金に対する引当金     

- ４年未満 2 202 36 3,630 

- ４年以上10年未満 53 5,345 95 9,580 

- 10年以上 474 47,798 470 47,395 

PEL規制対象住宅貯蓄プランに対する引当金 529 53,344 601 60,605 

CEL規制対象住宅貯蓄口座に対する引当金 91 9,176 78 7,866 

PEL規制対象住宅貯蓄貸付金に対する引当金 (1) (101) 5 504 

CEL規制対象住宅貯蓄貸付金に対する引当金 18 1,815 17 1,714 

規制対象住宅貯蓄プラン貸付金に対する引当金 17 1,714 22 2,218 

規制対象住宅貯蓄関連商品に対する引当金合計 637 64,235 701 70,689 

 

5.20　劣後債務

劣後債務は、その保有者がすべての上位債務の保有者に対して債務不履行時に劣後に置かれるため、他の債務および債券の発行からは独立して
分類される。

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

定期劣後債務 10,9681,106,013 13,11413,215 

永久劣後債務 126 12,706 133 234 

共同保証預託金 231 23,294 49 150 

小計 11,3251,142,013 13,29613,397 

未払利息 206 20,773 219 320 

ヘッジ部分再評価差額金 351 35,395 332 433 

劣後債務合計 11,8821,198,181 13,84713,948 
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当年度中の劣後債務の変動

百万ユーロ 01/01/2011 発行 買戻その他の変動
 (1) 12/31/2011

定期劣後債務 13,114  (2,089) (57) 10,968

永久劣後債務 133   (7) 126

共同保証預託金 49   182 231

未払利息 219 //// //// (13) 206

ヘッジ部分再評価差額金 332 //// //// 19 351

合計 13,847 0 (2,089) 124 11,882

(1)　その他の変動に含まれているのは主に共同保証基金の「資本」から「劣後債務」への再分類185百万ユーロである。

 

百万円 01/01/2011 発行 買戻 その他の変動 12/31/2011

定期劣後債務 1,322,416 　 (210,655)(5,748)1,106,013 

永久劣後債務 13,412 　 　 (706) 12,706 

共同保証預託金 4,941 　 　 18,353 23,294 

未払利息 22,084 //// //// (1,311)20,773 

ヘッジ部分再評価差額金 33,479 //// //// 1,916 35,395 

合計 1,396,331 0 (210,655)12,504 1,198,181 

 

資本性金融商品として分類される超劣後債は注記5.21.3に記載されている。

5.21　発行済普通株式および資本性金融商品

5.21.1　組合員の持分および協同組合出資証券

2011年12月31日における株式資本の内訳は次のとおりであった。

?　ポピュレール銀行の協同組合株主および簡素株式会社（協同組合株主を代行する所持主体）により全額引受済みの組合員持分5,942百万ユー
ロ（2010年12月31日現在：5,378百万ユーロ） 

?　ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の協同組合株主により全額引受済みの組合員持分6,874百万ユーロ（2010年12月31日現在：6,834百万ユー
ロ）

?　ナティクシスが保有するポピュレール銀行の協同組合出資証券1,478百万ユーロ（2010年12月31日現在：1,343百万ユーロ）

?　ナティクシスが保有するケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の協同組合出資証券1,718百万ユーロ（2010年12月31日現在：1,708百万ユーロ）

共同保証会社からの共同保証預託金は、2011年度中に劣後債務に再分類された。2010年12月31日における当該預託金残高は185百万ユーロであっ
た。

2011年12月31日における資本剰余金の内訳は次のとおりであった。

?　ポピュレール銀行の協同組合株主および所持主体である簡素株式会社により全額引受済みの組合員持分949百万ユーロ（2010年12月31日現
在：947百万ユーロ）

?　ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の協同組合株主により全額引受済みの組合員持分3,324百万ユーロ（2010年12月31日現在：同額）

?　ナティクシスが保有するポピュレール銀行の協同組合出資証券3,282百万ユーロ（2010年12月31日現在：同額）

?　ナティクシスが保有するケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の協同組合出資証券2,621百万ユーロ（2010年12月31日現在：同額）

ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）により発行された協同組合出資証券は、当グループのナティクシスに対する持分割合に
基づき利益剰余金から消去され、残余部分は少数株主持分から消去される。

5.21.2　その他の資本性金融商品

フランス政府はBPCEが発行した総額3,000百万ユーロのカテゴリC株式を2009年７月に購入した。2010年度中、BPCEは自社の優先株式を1,800百万
ユーロ買戻した。2011年12月31日時点では、フランス政府が引受けた当該優先株式は全額が買戻されている。
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5.21.3　親会社に帰属する資本として分類されている超劣後債

発行企業 発行日 通貨

金額

（原通貨）

コール・

オプション行使日

金利ステップ・

アップ日 利率

名目残高（百万ユーロ）

12/31/201112/31/2010

BPCE 11/26/2003EUR 471百万 07/30/201407/30/2014 5.25% 471 800

BPCE 07/30/2004USD 200百万 03/30/2011 なし

最小値 (10-year

CMAT +0.3%; 9%)154 150

BPCE 10/06/2004EUR 369百万 07/30/201507/30/2015 4.63% 369 700

BPCE 10/12/2004EUR 80百万 01/12/2011 なし

最小値(10-year

CMS; 7%) 80 80

BPCE 01/27/2006USD 300百万 01/27/2012 なし 6.75% 231 224

BPCE 02/01/2006EUR 350百万 02/01/201602/01/2016 4.75% 350 350

BPCE 10/30/2007EUR 509百万 10/30/201710/30/2017 6.12% 509 850

BPCE 06/26/2009EUR 空欄 06/26/2014 なし 空欄 1,000

BPCE 08/06/2009EUR 52百万 09/30/2015 なし 13.00% 52 52

BPCE 08/06/2009EUR 374百万 09/30/201909/30/2019 12.50% 374 374

BPCE 08/06/2009USD 134百万 09/30/2015 なし 13.00% 103 100

BPCE 08/06/2009USD 444百万 09/30/201909/30/2019 12.50% 342 332

BPCE 10/22/2009EUR 750百万 04/22/2015 なし 9.25% 750 750

BPCE 03/17/2010EUR 818百万 03/17/2015

03/17/2015-

03/15/2020 9.00% 818 1,000

合計     ↑　 4,603 6,762

 

発行企業 発行日 通貨

金額

（原通貨）

コール・

オプション行使日

金利ステップ・

アップ日 利率

名目残高（百万円）

12/31/201112/31/2010

BPCE 11/26/2003EUR 471百万 07/30/201407/30/2014 5.25% 47,496 80,672 

BPCE 07/30/2004USD 200百万 03/30/2011 なし

ミニマム (10-year

CMAT +0.3%; 9%)15,529 15,126 

BPCE 10/06/2004EUR 369百万 07/30/201507/30/2015 4.63% 37,210 70,588 

BPCE 10/12/2004EUR 80百万 01/12/2011 なし

Min (10-year CMS;

7%) 8,067 8,067 

BPCE 01/27/2006USD 300百万 01/27/2012 なし 6.75% 23,294 22,588 

BPCE 02/01/2006EUR 350百万 02/01/2016 なし 4.75% 35,294 35,294 

BPCE 10/30/2007EUR 509百万 10/30/201710/30/2017 6.12% 51,328 85,714 

BPCE 06/26/2009EUR 空欄 06/26/2014 なし 空欄  100,840 

BPCE 08/06/2009EUR 52百万 09/30/2015 なし 13.00% 5,244 5,244 

BPCE 08/06/2009EUR 374百万 09/30/201909/30/2019 12.50%37,714 37,714 

BPCE 08/06/2009USD 134百万 09/30/2015 なし 13.00%10,387 10,084 

BPCE 08/06/2009USD 444百万 09/30/201909/30/2019 12.50%34,487 33,479 

BPCE 10/22/2009EUR 750百万 04/22/2015 なし 9.25% 75,630 75,630 

BPCE 03/17/2010EUR 818百万 03/17/2015

03/17/2020-

03/15/2010 9.00% 82,487 100,840 

合計       464,167 681,880 
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5.22　資本に直接認識される利得および損失の変動

 2011事業年度 2010事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

為替換算調整額 153 15,429 290 29,244 

売却可能金融資産の価額変動 (1,810)(182,520)(52) (5,244)

資本に影響を与える当期間中の価額変動 (1,995)(201,176)(397)(40,033)

純損益に影響を与える当期間中の価額変動 185 18,655 345 34,790 

ヘッジ目的デリバティブの価額変動 (41) (4,134) 234 23,597 

税金 647 65,243 51 5,143 

関連会社の資本に直接認識される利得および損失に対する持分 (65) (6,555) (8) (807)

資本に直接認識される利得および損失（税引後） (1,116)(112,537)515 51,933 

 

百万ユーロ

2011事業年度 2010事業年度

総額 税金 総額 税金 総額 税金

為替換算調整額 153 //// 153 290 //// 290

売却可能金融資産の価額変動 (1,810)591 (1,219)(52) 75 23

ヘッジ目的デリバティブの価額変動 (41) 56 15 234 (24) 210

関連会社の資本に直接認識される利得および損失に対する持分 //// //// (65) //// //// (8)

資本に直接認識される利得および損失合計   (1,116)   515

親会社の持分所有者への帰属分   (1,173)   348

少数株主持分   57   167

 

百万円

2011事業年度 2010事業年度

総額 税金 総額 税金 総額 税金

為替換算調整額 15,429 ////　 15,429 29,244 ////　 29,244 

売却可能金融資産の価額変動 (182,520)59,596 (122,924)(5,244)7,563 2,319 

ヘッジ目的デリバティブの価額変動 (4,134)5,647 1,513 23,597 (2,420)21,176 

関連会社の資本に直接認識される利得および損失に対する持分 ////　 ////　 (6,555)////　 ////　 (807)

資本に直接認識される利得および損失合計 　 　 (112,537)　 　 51,933 

親会社の持分所有者への帰属分 　 　 (118,285)　 　 35,092 

少数株主持分 　 　 5,748 　 　 16,840 

 

　　次へ
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注記6　損益計算書に対する注記
 

6.1　受取利息および類似収益ならびに支払利息および類似費用

この勘定科目は償却原価で測定される金融資産および負債（銀行間および対顧客項目を含み、満期保有目的資産、負債証券および劣後債務を含
む）について実効金利法を用いて計算した受取利息および支払利息から構成される。

同勘定科目は売却可能金融資産に分類される固定利付証券およびヘッジ目的デリバティブの未収利息も含む。なおキャッシュ・フロー・ヘッジ
目的デリバティブの未収利息は、ヘッジ対象の未収利息と同様の方法により同じ期間に純損益に計上されている。

百万ユーロ

2011事業年度 2010事業年度

受取利息 支払利息 純額 受取利息 支払利息 純額

顧客に対する貸付金および債権 20,507(6,901)13,60618,925(5,628)13,297

金融機関に対する貸付金および債権 3,934(1,976)1,958 3,077(1,570)1,507

ファイナンス・リース 894  894 849  849

負債証券および劣後債務 //// (6,462)(6,462)//// (5,938)(5,938)

ヘッジ目的デリバティブ 4,750(4,956)(206)4,175(4,210)(35)

売却可能金融資産 2,215  2,215 1,894  1,894

満期保有目的金融資産 516  516 499  499

減損金融資産 93  93 37  37

その他の受取利息および支払利息 14 (119) (105) 118 (46) 72

受取利息および支払利息合計 32,923(20,414)12,50929,574(17,392)12,182

 

百万円

2011事業年度 2010事業年度

受取利息 支払利息 純額 受取利息 支払利息 純額

顧客に対する貸付金および債権 2,067,926 (695,897)1,372,029 1,908,397 (567,528)1,340,869 

金融機関に対する貸付金および債権 396,705 (199,260)197,445 310,285 (158,319)151,966 

ファイナンス・リース 90,151 　 90,151 85,613 　 85,613 

負債証券および劣後債務 ////(651,628)(651,628)////(598,788)(598,788)

ヘッジ目的デリバティブ 478,990 (499,763)(20,773)421,007 (424,536)(3,529)

売却可能金融資産 223,361 　 223,361 190,991 　 190,991 

満期保有目的金融資産 52,033 　 52,033 50,319 　 50,319 

減損金融資産 9,378 　 9,378 3,731 　 3,731 

その他の受取利息および支払利息 1,412 (12,000)(10,588)11,899 (4,639)7,260 

受取利息および支払利息合計 3,319,955 (2,058,548)1,261,408 2,982,242 (1,753,809)1,228,433 

 

金融機関に対する貸付金および債権からの受取利息には、非課税貯蓄性預金およびLDD貯蓄口座（当該資金は預金供託公庫に預託される）およ
びLEP（フランス低所得者向け規制対象貯蓄口座）に預け入れられた資金に係る受取利息1,879百万ユーロ（2010年度：1,660百万ユーロ）が含
まれる。
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6.2　受取報酬および手数料ならびに支払報酬および手数料

手数料は提供サービスの種類および当該サービスが関連する金融商品の会計処理方法に基づき計上される。

この勘定科目には、継続的サービス（支払処理手数料、証券保管料など）および非継続的サービス（資金振込、違約金支払など）の未収手数料ま
たは未払手数料、重要な取引の執行の未収手数料または未払手数料、ならびに当グループの顧客のために管理している信託受託資産の未収手数
料または未払手数料が含まれる。

ただし実効金利と契約上不可分の手数料は「純受取利息」に計上する。

百万ユーロ

2011事業年度 2010事業年度

受取 支払 純額 受取 支払 純額

現金および銀行間取引 25 (23) 2 27 (21) 6

顧客取引 2,909 (37) 2,872 2,780 (44) 2,736

財務サービス 547 (405) 142 474 (421) 53

生命保険商品の販売 1,045  1,045 967  967

支払処理サービス 1,710 (713) 997 1,645 (704) 941

証券取引 192 (133) 59 398 (125) 273

信託受託サービス 1,962 (6) 1,956 1,987 (8) 1,979

金融商品およびオフバランス・シート商品取引 301 (84) 217 333 (49) 284

その他の手数料および報酬 429 (272) 157 441 (258) 183

受取報酬および手数料ならびに支払報酬および手数料合計 9,120(1,673)7,447 9,052(1,630)7,422

 

百万円

2011事業年度 2010事業年度

受取 支払 純額 受取 支払 純額

現金および銀行間取引 2,521 (2,319)202 2,723 (2,118)605 

顧客取引 293,344 (3,731)289,612 280,335 (4,437)275,898 

財務サービス 55,159 (40,840)14,319 47,798 (42,454)5,345 

生命保険商品の販売 105,378 105,378 97,512 97,512 

支払処理サービス 172,436 (71,899)100,537 165,882 (70,991)94,890 

証券取引 19,361 (13,412)5,950 40,134 (12,605)27,529 

信託受託サービス 197,848 (605)197,243 200,369 (807)199,562 

金融商品およびオフバランス・シート商品取引 30,353 (8,471)21,882 33,580 (4,941)28,639 

その他の手数料および報酬 43,260 (27,428)15,832 44,470 (26,017)18,454 

受取報酬および手数料ならびに支払報酬および手数料合計 919,661 (168,705)750,955 912,804 (164,369)748,434 

 

6.3　純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の正味利得または損失

この項目には、売買目的保有として分類されたか、または損益を通じて公正価値で測定すると指定した金融資産および負債の利得および損失
（関連する利息を含む。）が含まれる。

「ヘッジ取引の利得／（損失）」には、公正価値ヘッジに用いられたデリバティブの再測定から生じる利得および損失ならびに当該ヘッジ対象
を同様に再評価することから生じる利得および損失、マクロヘッジ対象ポートフォリオの公正価値での再評価から生じる利得および損失および
キャッシュ・フロー・ヘッジの非有効部分が含まれる。

 2011事業年度 2010事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

売買目的保有金融商品の利得および損失 (834)(84,101)957 96,504 

純損益を通じて公正価値で測定すると指定した金融商品の利得および損失 1,064107,294 763 76,941 

ヘッジ取引の利得および損失 218 21,983 86 8,672 

為替取引の利得および損失 137 13,815 75 7,563 

公正価値で測定する金融商品の正味利得または損失合計 585 58,991 1,881189,680 
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デイワン利益

 2011事業年度 2010事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

期首デイワン利益 65 6,555 133 13,412 

新規取引の繰延利益 5 504 22 2,218 

当年度中に純損益に認識した利益 (14) (1,412) (90) (9,076)

その他の変動 (7) (706) 0 0 

期末デイワン利益 49 4,941 65 6,555 

 

6.4　売却可能金融資産の正味利得または損失

この項目には、変動利付証券の配当金、売却可能金融資産の利得および損失、ならびに価値の恒久的減損により変動利付証券について認識した減
損損失が含まれる。

 2011事業年度 2010事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

処分による利得または損失 385 38,823 152 15,328 

受取配当金 385 38,823 342 34,487 

変動利付証券の恒久的減損 (470)(47,395)(450)(45,378)

売却可能金融資産の正味利得または損失合計 300 30,252 44 4,437 

 

2011年度の上場株式に係る変動利子証券
4
の恒久的減損は、既に評価減済の証券に対する追加的減損81百万ユーロおよび注記5.3に定義されてい

る指標には達していないが認識した60百万ユーロの減損（当グループとして恒久的減損を計上すべきであると判断したのがその理由）を含む。

2011年度においては、当該指標の自動適用による重要な減損は生じていない。

 

 
4 繰延利益分配の仕組に照らし保険証券は除いている。

 

6.5　その他の活動からの収益および費用

この項目は主に以下から構成される。

?　投資不動産の収益および費用（賃貸料、賃借料、処分による利得または損失、減価償却費、償却および減損）

?　グループの保険事業による収益および費用（特に保険料収入、給付金および保険金支払、ならびに保険会社の保険契約準備金の増減）

?　オペレーティング・リースの収益および費用

?　不動産開発事業の収益および費用（収入、購入支出）

百万ユーロ

2011事業年度 2010事業年度

収益 費用 純額 収益 費用 純額

保険事業からの収益および費用 5,890 (5,292) 598 5,961 (6,320) (359)

不動産事業からの収益および費用 2,742 (1,840) 902 2,820 (1,900) 920

リース取引からの収益および費用 195 (133) 62 198 (117) 81

投資不動産からの収益および費用 211 (105) 106 235 (114) 121

ジョイント・ベンチャーの持分 58 (66) (8) 113 (151) (38)

収益および費用の振替 17 (57) (40) 31 (82) (51)

その他の営業収益および費用 1,835 (947) 888 2,349 (1,142)1,207

その他の営業収益および費用への/（からの）引当金の繰

入／（戻入） 122 (114) 8 63 (114) (51)

その他の銀行業務収益および費用 2,032 (1,184) 848 2,556 (1,489)1,067

その他の活動からの収益および費用合計 11,070 (8,554)2,516 11,770 (9,940)1,830
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百万円

2011事業年度 2010事業年度

収益 費用 純額 収益 費用 純額

保険事業からの収益および費用 593,948 (533,645)60,302 601,107 (637,309)(36,202)

不動産事業からの収益および費用 276,503 (185,546)90,958 284,369 (191,596)92,773 

リース取引からの収益および費用 19,664 (13,412)6,252 19,966 (11,798)8,168 

投資不動産からの収益および費用 21,277 (10,588)10,689 23,697 (11,496)12,202 

ジョイント・ベンチャーの持分 5,849 (6,655) (807)11,395 (15,227)(3,832)

収益および費用の振替 1,714 (5,748)(4,034)3,126 (8,269)(5,143)

その他の営業収益および費用 185,041 (95,495)89,546 236,873 (115,159)121,714 

その他の営業収益および費用への/（からの）引当金の繰

入／（戻入） 12,302 (11,496)807 6,353 (11,496)(5,143)

その他の銀行業務収益および費用 204,907 (119,395)85,512 257,747 (150,151)107,596 

その他の活動からの収益および費用合計 1,116,299 (862,585)253,713 1,186,887 (1,002,350)184,537 

 

保険事業の収益および費用

下表では連結範囲に含まれる保険会社の財務書類を、銀行に適用される表示法に準拠した当グループの財務書類への組換え過程を示した。

財務書類を保険会社モデルに基づき表示している当グループの連結会社は、ナティクシス・アシュアランシズ、BPCEアシュアランシズ、ミューラ
セフ、スラスール、プレパ・ビー、プレパ・ラールおよびコファースである。

百万ユーロ

銀行業フォーマット2011

保険業フォー

マット2011

保険業フォー

マット2010

銀行業務

純収益

一般

営業費用 営業総利益 リスクコスト

既経過保険料 6,764  6,764  6,764 7,367

その他の活動からの収入または収益 278  278  278 437

その他の営業収益 13  13  13 44

金融費用控除前の純金融収益 485 (11) 474 (104) 370 1,754

収入合計 7,540 (11) 7,529 (104) 7,425 9,602

保険金および給付金支払 (5,571) (83) (5,654)  (5,654)(8,199)

再保険付保による純収入 40  40  40 389

保険契約獲得費用 (481) (159) (641)  (641) (595)

一般管理費 (210) (316) (526)  (526) (442)

その他の営業収益および費用／(継続的なもの） (49) (234) (284) (8) (292) (451)

その他の継続的営業収益および費用合計 (6,271) (792) (7,065) (8) (7,073)(9,298)

営業収益 1,269 (803) 464 (112) 352 304

 

百万円

銀行業フォーマット2011

保険業フォー

マット2011

保険業フォー

マット2010

銀行業務

純収益

一般

営業費用 営業総利益 リスクコスト

既経過保険料 682,082 　 682,082 　 682,082 742,888 

その他の活動からの収入または収益 28,034 　 28,034 　 28,034 44,067 

その他の営業収益 1,311 　 1,311 　 1,311 4,437 

金融費用控除前の純金融収益 48,907 (1,109)47,798 (10,487)37,311 176,873 

収入合計 760,334 (1,109)759,224 (10,487)748,737 968,266 

保険金および給付金支払 (561,780)(8,370)(570,149) 　 (570,149)(826,787)

再保険付保による純収入 4,034 　 4,034 　 4,034 39,227 

保険契約獲得費用 (48,504)(16,034)(64,638) 　 (64,638)(60,000)

一般管理費 (21,176)(31,865)(53,042) 　 (53,042)(44,571)

その他の営業収益および費用／(継続的なもの） (4,941)(23,597)(28,639) (807) (29,445)(45,479)

その他の継続的営業収益および費用合計 (632,368)(79,865)(712,435)(807)(713,241)(937,610)

営業収益 127,966 (80,975)46,790 (11,294)35,496 30,655 

 

保険契約について認識した収益および費用は、銀行業務収益の構成項目である「その他の活動からの収益」および「その他の活動に係る費用」
に含まれる。

保険会社の営業収益のうち銀行業務的性格を有するその他の構成項目（利息および手数料）は、銀行業務収益の各該当項目に再分類している。

再分類されたもののうち主たるものは、保険業の表示では機能別に費用計上されている一般営業費用を性質別に費用計上したことに関連するも
のである。
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6.6　営業費用

営業費用に含まれる主要なものは、人件費（付替え金額控除後の賃金および給与）、社会保障費、および年金費用などの従業員給付費用である。
また営業費用には、一般管理費の全額およびその他の外部サービス費用も含まれる。

 2011事業年度 2010事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

人件費 (9,411)(949,005)(9,515)(959,493)

法人所得税以外の税金 (586)(59,092)(452)(45,580)

外部サービス費用 (4,950)(499,158)(5,049)(509,141)

その他費用 (1) (101) (1) (101)

その他の管理費 (5,537)(558,351)(5,502)(554,822)

営業費用合計 (14,948)(1,507,356)(15,017)(1,514,314)

 

人件費の内訳は注記8.1に記載している。

6.7　リスクコスト

この項目は、減損が個別に計算されるか、類似の債権ポートフォリオに対して一括して計算されるかを問わず、信用リスクについて減損費用を純
額で計上している。

取引相手方にリスクが確認される場合、貸付金および債権ならびに固定利付証券の両方について減損損失が認識される。金融機関の債務不履行
の結果計上される他の種類の金融商品（純損益を通じて公正価値で測定すると指定したデリバティブまたは証券）に関連する損失もこの項目
に含められる。

 2011事業年度 2010事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

銀行間取引 (56) (5,647) (37) (3,731)

顧客取引 (3,314)(334,184)(3,572)(360,200)

その他の金融資産 (108)(10,891)(133)(13,412)

オフバランス・シート・コミットメント (367)(37,008)(190)(19,160)

減損損失および引当金の積増 (3,845)(387,730)(3,932)(396,503)

銀行間取引 81 8,168 74 7,462 

顧客取引 3,299332,671 3,165319,159 

その他の金融資産 123 12,403 237 23,899 

オフバランス・シート・コミットメント 163 16,437 290 29,244 

減損損失および引当金からの戻入 3,666369,679 3,766379,763 

回収不能銀行間貸付金および債権に係る損失 (67) (6,756) (47) (4,739)

回収不能対顧客貸付金および債権に係る損失 (1,419)(143,092)(1,155)(116,470)

その他の金融資産に係る損失 (1,500)(151,260)(351)(35,395)

回収不能貸付金および債権に係る損失 (2,986)(301,108)(1,553)(156,605)

既に償却済の貸付金および債権の回収 396 39,933 65 6,555 

リスクコスト (2,769)(279,226)(1,654)(166,789)
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6.8　関連会社の純利益に対する持分

 2011事業年度 2010事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

CNP アシュアランシズ（グループ） 128 12,908 156 15,731 

フォルクスバンク・インターナショナルAG (188)(18,958) (1) (101)

ナティクシス・グループに対する資本持分 18 1,815 26 2,622 

ソクラム・バンク 4 403 2 202 

クレディ・イモビリエ・オテリエ 5 504 2 202 

その他 15 1,513 15 1,513 

金融部門 (18) (1,815) 200 20,168 

メゾン・フランス・コンフォル P-1 5 504 4 403 

その他 6 605 13 1,311 

非金融部門 11 1,109 17 1,714 

関連会社の純利益に対する持分 (7) (706) 217 21,882 

 

6.9　その他の資産の正味利得および損失

この項目には、有形固定資産および無形資産の処分に係る利得および損失ならびに連結対象投資の処分に係る利得および損失が含まれる。

 2011事業年度 2010事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

事業用有形固定資産および無形資産の処分に係る利得または損失 220 22,185 (19) (1,916)

連結対象の投資の処分に係る利得または損失 (168)(16,941)(59) (5,950)

その他の資産の正味利得または損失合計 52 5,244 (78) (7,866)

 

2011年度のその他資産の利得および損失には、特に次の取引の影響が含まれている。

?　ユーロシックの売却（プラス167百万ユーロ）

?　フォンシアの売却（マイナス141百万ユーロ）

?　CIHの売却（マイナス32百万ユーロ）

2010年度の連結対象投資の処分に係る利得および損失には、特に次の取引の影響が含まれている。

?　ソシエテ・マルセイエーズ・ドゥ・クレディの売却（マイナス79百万ユーロ）

?　クレディ・フォンシエール・コミュナル・ダルザス=ロレーヌの売却（プラス30百万ユーロ）

?　プライベート・エクイティ事業の売却（マイナス28百万ユーロ）

6.10　のれんの価額の変動

 2011事業年度 2010事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

地方銀行   (37) (3,731)

バンコ・プリムス (30) (3,025)  　

チュニジア・クウェート銀行 (12) (1,210)  　

BMマダガスカル (2) (202)  　

コファース（非中核業務） (43) (4,336)  　

その他 (2) (202) (1) (101)

のれんの価額の変動合計 (89) (8,975) (38) (3,832)
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6.11　法人所得税

 2011事業年度 2010事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

当期法人所得税 (1,190)(120,000)(975)(98,319)

繰延税金資産および負債 (450)(45,378)(741)(74,722)

法人所得税 (1,640)(165,378)(1,716)(173,041)

 

財務書類上の税額と理論上の税額との調整

 2011事業年度 2010事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

親会社の持分所有者に帰属する純利益 2,685270,755 3,640367,058 

のれんの価額変動 89 8,975 38 3,832 

連結会社の少数株主持分割合 338 34,084 393 39,630 

関連会社の純(損)益に対する持分 7 706 (217)(21,882)

法人所得税 1,640165,378 1,716173,041 

法人税およびのれんの価額変動控除前の利益 4,759479,898 5,570561,679 

フランス標準法人税率 34.4% 34.4% 34.4% 34.4%

未認識の繰延税金の変動の影響 1.6% 1.6% (4.0%) (4.0%)

永久差異の影響 (2.1%) (2.1%) 0.3% 0.3%

軽減税率適用または非課税業務 (0.2%) (0.2%) (0.6%) (0.6%)

フランス国外における所得に対する適用税率差 0.4% 0.4% 0.1% 0.1%

法人税の一時的引上げ 0.6% 0.6% 0.0% 0.0%

過年度分課税、税額控除、およびその他の税金 (1.2%) (1.2%) (0.2%) (0.2%)

その他の調整項目 0.9% 0.9% 0.8% 0.8%

実効税率（法人所得税費用を課税所得で除した比率） 34.5% 34.5% 30.8% 30.8%
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注記７　リスク・エクスポージャーおよび規制比率
 

IFRS第７号により要求されるリスク管理に関する一定の開示はリスク管理報告書で行なっている。当該開示は法定監査人による監査を受けた財
務書類と一体不可分をなす。

7.1　資本管理および規制目的上の自己資本要件

当グループは、投資会社、金融機関および金融コングロマリットの適正自己資本に関する欧州指令を国内的に手当したフランス法に従い、フラン
スの規制当局が定める健全性規則を遵守することが求められる。

フランス経済産業省公布2007年２月20日付政令により、2008年１月１日以降、バーゼルII自己資本比率の算出方法は、規制目的上の自己資本合計
額と以下の二つの和の比率として定義されている。

?　信用リスクに備える所要自己資本（対象となる当グループ企業に応じて標準的手法または内部格付手法のいずれかを用いて算出）

?　マーケットリスクとオペレーショナルリスクの健全な管理に備える所要自己資本

規制目的上の自己資本は、資本に関する1990年２月23日付CRBF規則第90－02号に基づき決定される。

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

親会社の持分所有者に帰属する持分 45,1364,551,514 47,3854,778,303 

少数株主持分 2,758278,117 2,892291,629 

複合Tier-１金融商品の発行 5,694574,183 7,873793,913 

健全性の観点から控除されるもの（のれんおよび無形資産など） (10,045)(1,012,938)(14,675)(1,479,827)

Tier-１資本（控除前） 43,5434,390,876 43,4754,384,019 

Tier-２資本（控除前） 10,4061,049,341 12,5691,267,458 

資本からの控除 (8,578)(865,006)(9,070)(914,619)

Tier-１資本からの控除額 (2,214)(223,260)(2,458)(247,865)

Tier-２資本からの控除額 (2,214)(223,260)(2,458)(247,865)

その他の資本からの控除額 (4,150)(418,486)(4,154)(418,889)

規制目的上の自己資本 45,3714,575,212 46,9754,736,959 

 

規制目的上の自己資本は二つに分けられ、それぞれについて控除項目がいくつかある。

コア（またはTier-1)資本は、当グループの連結持分(未実現または繰延の正味利得または損失は除かれる。）に少数株主持分および複合Tier-１
金融商品（主に永久劣後債）を加算した金額から、のれんおよび無形資産を減算した金額とされる。

Tier-１資本の一部構成項目については一定の上限が設けられており、特に複合金融商品および少数株主持分の合計は、Tier-１資本の50％を上
回ることはできない。

補完的（またはTier-２)資本は、さらにの二つの小区分に分けられる。

?　上位Tier-２資本は永久劣後債務および特定の他の金融商品から構成される。

?　下位Tier-２資本に含まれる代表例は、長期劣後債務および一部の優先株であり、５年未満の満期のすべての劣後債務商品には20％の割引が適
用される。

Tier-２資本は、Tier-1資本金額の100％までを上限に算入される。Tier-２資本に含めることのできる下位Tier-２の合計金額は、Tier-１資本の
50％を超えてはならない。

規制目的上の自己資本の算定において主たる控除対象となっているのは、当グループが持分法で10％超の株式資本もしくは投資を保有する金融
関連の企業に対する資本項目（資本投資および劣後ローン）である。当該額がTier-１資本およびTier-２資本の合計額から控除される。

2007年２月20日付省令の適用により当グループは支払能力比率を常時８％以上に維持することが求められる。

2011年度、グループBPCEはこれらの支払能力比率要件を遵守していた。

7.2　信用リスクおよびカウンターパーティ・リスク

IFRS第７号により要求され、リスク管理報告書にて行なっている信用リスク管理に関する開示は以下を含む。

?　エクスポージャー区分別および管理態様別の貸付金ポートフォリオの内訳

?　エクスポージャー区分別および管理態様別の総ポートフォリオの内訳（信用リスクおよびカウンターパティ・リスクの分離）

?　地域別総エクスポージャーの内訳

?　信用リスクの債務者別集中状況

?　信用格付別エクスポージャーの内訳

7.2.1　信用リスクの測定および管理

信用リスクは取引相手方が支払義務に応じることができない時に顕現し、また。それは信用力の質の低下に起因することもあれば取引相手の債
務不履行に起因することもある。

信用リスクにさらされるコミットメントは現債権および潜在的債権で構成され、特に貸付金、負債証券、持分、パフォーマンス・スワップ、契約履
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行保証、確認済融資枠、未使用融資枠が含まれる。

信用リスク管理手続および測定方法、リスク集中状況、正常金融資産の質、残高状況の分析および内訳は、リスク管理報告書に記述されている。

7.2.2　信用リスクおよびカウンターパーティ・リスクに対するエクスポージャー合計

下表はグループBPCE全体の金融資産についての信用リスク・エクスポージャーを示す。エクスポージャーは、公認されていないネッティング契
約や担保の取決めの効果を勘案せず、金融資産の帳簿価額に基づき計算している。

 

差引残高 12/31/2011

現在

差引残高 12/31/2010

現在

 百万ユーロ 百万円百万ユーロ 百万円

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産（変動利付証券を除く） 203,59120,530,116 140,93214,211,583 

ヘッジ目的デリバティブ 11,3201,141,509 7,511757,409 

売却可能金融資産（変動利付証券を除く） 71,5367,213,690 52,9055,334,940 

金融機関に対する貸付金および債権 141,47114,265,936 140,54614,172,659 

顧客に対する貸付金および債権 571,88057,668,379 562,56556,729,055 

満期保有目的金融資産 8,864893,846 9,187926,417 

オン・バランスシート・コミットメントに対するエクスポージャー 1,008,662101,713,476913,64692,132,063 

金融保証供与 87,2328,796,475 100,29510,113,748 

オフバランス・シート・コミットメント 125,21312,626,479 126,76712,783,184 

オフバランス・シート・コミットメントに対するエクスポージャー 212,44521,422,954 227,06222,896,932 

信用リスク・エクスポージャー合計 1,221,107123,136,4301,140,708115,028,995

 

与信リスク管理手続、評価方法、与信集中状況、正常金融資産の質、与信残高の分析および内訳はリスク管理報告書に記載されている。

7.2.3　減損および信用リスク引当金

百万ユーロ 1/01/2011 繰入 戻入 その他の変動 12/31/2011

売却可能金融資産 339 41 (95) (42) 243

銀行間取引 384 56 (81) 1 360

顧客取引 11,242 3,314 (3,299) (74) 11,183

満期保有目的金融資産 1  (1) 13 13

その他の金融資産 251 67 (27) (25) 266

資産に対して認識した減損損失 12,217 3,478 (3,503) (127) 12,065

オフバランス・シート・コミットメント引当金 959 367 (163) (168) 995

減損および信用リスク引当金合計 13,176 3,845 (3,666) (295) 13,060

 

百万円 1/01/2011 繰入 戻入 その他の変動 12/31/2011

売却可能金融資産 34,185 4,134 (9,580)(4,235)24,504 

銀行間取引 38,723 5,647 (8,168) 101 36,302 

顧客取引 1,133,643 334,184 (332,671)(7,462)1,127,694 

満期保有目的金融資産 101 (101) 1,311 1,311 

その他の金融資産 25,311 6,756 (2,723)(2,521)26,823 

資産に対して認識した減損損失 1,231,962 350,722 (353,243)(12,807)1,216,635 

オフバランス・シート・コミットメント引当金 96,706 37,008 (16,437)(16,941)100,336 

減損および信用リスク引当金合計 1,328,668 387,730 (369,679)(29,748)1,316,970 
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7.2.4　支払期日が経過しているが担保として徴求している保証がある金融資産

期日経過の支払のある資産とは支払事故が報告された稼働資産をいう。

例えば

?　債券発行体が利息の支払を行なっていない場合、当該負債性金融商品は期日経過とみなされる。

?　支払または分割返済が履行されず、財務書類にその旨報告されている場合、当該貸付金は期日経過とみなされる。

?　当座貸越の期間または承認極度額を貸借対照表日時点で超えている場合には、「貸付金および債権」に計上されている当座勘定は期日経過と
みなされる。

下表に開示されている金額は、決済期日と認識日との間の時間差に伴う期日経過金額を含まない。

期日経過の貸付金および債権（貸付金の場合には期日経過の元本および経過利息ならびに当座勘定の場合には全貸越残高）の期日別の内訳は
次のとおりである。

百万ユーロ

減損していないが期日経過の貸付金および債権

減損分残高

（純額） 残高合計? 90 日

> 90 日かつ　?

180日

> 180 days

かつ ? 1年 > 1年

負債性金融商品 11    142 153

貸付金および融資 4,021 607 518 900 10,753 16,799

その他の金融資産 5     5

12/31/2011現在の合計 4,037 607 518 900 10,895 16,957

 

百万円

減損していないが期日経過の貸付金および債権

減損分残高

（純額） 残高合計? 90 日

> 90 日かつ　?

180日

> 180 days

かつ ? 1年 > 1年

負債性金融商品 1,109 　 　 　 14,319 15,429 

貸付金および融資 405,478 61,210 52,235 90,756 1,084,333 1,694,011 

その他の金融資産 504 　 　 　 　 504 

12/31/2011現在の合計 407,091 61,210 52,235 90,756 1,098,652 1,709,944 

 

 

百万ユーロ

減損していないが期日経過の貸付金および債権

減損分残高

（純額） 残高合計? 90 日

> 90 日かつ　?

180日

> 180 days

かつ ? 1年 > 1年

負債性金融商品 12    275 287

貸付金および融資 5,213 608 494 710 10,803 17,828

その他の金融資産 4     4

12/31/2010現在の合計 5,229 608 494 710 11,078 18,119

 

百万円

減損していないが期日経過の貸付金および債権

減損分残高

（純額） 残高合計? 90 日

> 90 日かつ　?

180日

> 180 days

かつ ? 1年 > 1年

負債性金融商品 1,210 　 　 　 27,731 28,941 

貸付金および融資 525,679 61,311 49,815 71,596 1,089,375 1,797,776 

その他の金融資産 403 　 　 　 　 403 

12/31/2010現在の合計 527,292 61,311 49,815 71,596 1,117,106 1,827,120 

 

7.2.5　条件緩和貸付金および債権

下表は正常貸付金として表示されている条件緩和貸付金および債権（債務者の財政難に伴い条件を緩和）の帳簿価額を示す。

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

金融機関に対する貸付金および債権 12 1,210 19 1,916 

顧客に対する貸付金および債権 1,083109,210 906 91,361 

条件緩和貸付金および債権合計 1,095110,420 925 93,277 

 

7.2.6　信用リスク軽減の仕組：担保物件の所有権取得による資産の取得

次表は担保物件の所有権取得または他の形式の信用補完により取得した資産（有価証券、不動産等）の帳簿価額を種類別に示す。

 12/31/2011 12/31/2010
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 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

有形固定資産 1 101 2 202 

投資不動産 1 101 7 706 

その他の項目 25 2,521 0 0 

担保物件の所有権取得により取得した資産合計 27 2,723 9 908 

 

7.3　市場リスク

市場リスクとは次のような市場変動による財務上の損失可能性をいう。

?　金利リスク：金利リスクとは金融商品の公正価値または将来のキャッシュ・フローが市場金利の変化により変動するリスクをいう。

?　為替レート

?　価格：市場価格リスクとは、市場価格の変動に起因する潜在的損失リスクをいう。かかる変動をもたらすのが当該金融商品に固有の要因か、発
行体に固有の要因か、市場で取引されるすべての金融商品に影響を与える要因かは問わない。変動利付証券、持分デリバティブおよびコモ
ディティ・デリバティブはこの種類のリスクにさらされる。

?　より一般的には、ポートフォリオ評価に関連するすべてのマーケット変数

市場リスクの測定および監視システムはリスク管理報告書に記載している。

FRS第７号により要求され、リスク管理報告書にて行なっている市場リスク管理に関する情報は以下から構成される。

?　グループBPCEのVaR

?　ストレステストの結果

7.4　金利リスクおよび通貨リスク

金利リスクとは、金利が不利に変動することにより当グループの年度の経営成績および純資産に悪影響を与えるリスクをいう。通貨リスクとは、
為替レートの変動に起因する損失リスクをいう。

通貨リスク管理に対する当グループの取組方針はリスク管理報告書で論じている。

7.5　流動性リスク

流動性リスクとは、当グループが期日到来時に支払債務を履行できず、また資金の払出を受けた際に再調達できないリスクをいう。

リファイナンス手続および流動性リスク管理取決めは、リスク管理報告書に開示している。
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残存期間別資産および負債

百万ユーロ ３ヶ月未満

３ヶ月から

1年

１年から

5年 5年超 永久 12/31/2011

中央銀行に対する債務 15     15

売買目的デリバティブ 114,576 //// //// //// //// 114,576

純損益を通じて公正価値で測定するその他の金融

負債 72,349 7,841 17,293 15,937  113,420

ヘッジ目的デリバティブ 1,301 338 800 7,540  9,979

金融機関に対する債務 48,503 5,960 49,148 14,299 4 117,914

顧客に対する債務 325,574 18,503 42,510 12,148 2 398,737

負債証券 55,399 35,377 57,828 73,351 363 222,318

金利リスクのヘッジ対象ポートフォリオの再測定

差額金 1,731 //// //// //// //// 1,731

劣後債務 416 269 4,805 6,266 126 11,882

満期別金融負債 619,864 68,288172,384129,541 495 990,572

金融機関に供与している金融コミットメント 2,932 1,610 2,427 622  7,591

顧客に供与している金融コミットメント 38,300 32,090 35,663 11,738 825 118,616

供与している金融コミットメント 41,232 33,700 38,090 12,360 825 126,207

金融機関に供与している保証 351 870 912 13,548 46 15,727

顧客に供与している保証 10,225 8,573 13,526 34,141 2,743 69,208

供与している保証 10,576 9,443 14,438 47,689 2,789 84,935

 

百万円 ３ヶ月未満

３ヶ月から

1年

１年から

5年 5年超 永久 12/31/2011

中央銀行に対する債務 1,513 　 　 　 　 1,513 

売買目的デリバティブ 11,553,844 //// //// //// ////11,553,844 

純損益を通じて公正価値で測定するその他の金融

負債 7,295,673 790,686 1,743,826 1,607,087 　 11,437,273 

ヘッジ目的デリバティブ 131,193 34,084 80,672 760,334 　 1,006,282 

金融機関に対する債務 4,891,043 601,006 4,956,084 1,441,911 403 11,890,448 

顧客に対する債務 32,830,882 1,865,843 4,286,708 1,225,004 202 40,208,639 

負債証券 5,586,435 3,567,417 5,831,376 7,396,715 36,605 22,418,547 

金利リスクのヘッジ対象ポートフォリオの再測定

差額金 174,554 //// //// //// //// 174,554 

劣後債務 41,949 27,126 484,536 631,863 12,706 1,198,181 

満期別金融負債 62,507,086 6,886,162 17,383,203 13,062,914 49,916 99,889,280 

金融機関に供与している金融コミットメント 295,663 162,352 244,739 62,722 　 765,476 

顧客に供与している金融コミットメント 3,862,172 3,235,956 3,596,257 1,183,660 83,193 11,961,237 

供与している金融コミットメント 4,157,835 3,398,308 3,840,996 1,246,382 83,193 12,726,714 

金融機関に供与している保証 35,395 87,731 91,966 1,366,180 4,639 1,585,911 

顧客に供与している保証 1,031,089 864,501 1,363,962 3,442,778 276,604 6,978,935 

供与している保証 1,066,484 952,232 1,455,928 4,808,959 281,243 8,564,845 

 

　　次へ
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注記８　従業員給付
 

8.1　人件費

 2011事業年度 2010事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

賃金および給与 (5,761)(580,939)(5,909)(595,864)

確定拠出年金制度費用 (736)(74,218)(760)(76,638)

その他の社会保障費および給与税 (2,447)(246,755)(2,343)(236,268)

利益分配および報奨制度 (467)(47,092)(503)(50,723)

人件費合計 (9,411)(949,005)(9,515)(959,493)

 

8.2　従業員給付

グループBPCEは職員に対して様々な従業員給付を付与している。

?　ポピュレール銀行についてはポピュレール銀行補完企業年金制度があり、同制度はポピュレール銀行年金自治基金（CAR）が運営管理を行う。
CARは1993年12月31日付で全国銀行産業補完年金制度が廃止されたことに伴う年金給付に関連している。

?　ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）についてはケス・デパーニュ（貯蓄銀行）補完企業年金制度があり、同制度は従来ケス・デパーニュ（貯蓄銀
行）一般年金基金（CGRCE）により運営されていたが、現在はケス・デパーニュ（貯蓄銀行）一般福利厚生基金（CGPCE）に組込まれている
（いわゆる権利保全制度（RMP））。CGR制度は1999年12月31日に打切られており、具体的権利は同日をもって確定した。保全されている給付
制度は、長期従業員給付を交付する基金の一つとされている。

?　年金およびその他の退職後給付（退職者に交付される退職金その他の給付など)。

?　永年勤続報奨やその他の長期従業員給付などのその他の給付。

8.2.1　貸借対照表に計上される資産負債の状況

百万ユーロ

12/31/2011 12/31/2010

CAR CGP年金債務

その他の

債務 合計 CAR CGP年金債務

その他の

債務 合計

積立方式による年金債務の現在価値 7874,9391,339 3027,3677524,5961,301 2806,929

制度資産の公正価値 (195)(4,868)(628) (7)(5,698)(203)(4,617)(636) (8)(5,464)

償還権の公正価値   (38)  (38)  (437) (42)  (479)

非積立方式による年金債務の現在価値   42 11 53   47 4 51

未認識の年金数理計算上の差異 (115)(71) (67) (3)(256)(60) 226 (34) (3) 129

未認識の過去勤務費用   (48)  (48)   (52) (1) (53)

貸借対照表に計上される純額 477 0 600 3031,380489 (232) 584 2721,113

貸借対照表に計上される従業員給付債務 477  638 3031,418489 206 619 2761,590

貸借対照表に計上される制度資産   38  38  438 35 4 477

 

百万円

12/31/2011 12/31/2010

CAR CGP年金債務

その他

の債務 合計 CAR CGP年金債務

その他の

債務 合計

積立方式による年金債務の現在価値 79,361 498,049 135,025 30,454 742,888 75,832 463,461 131,193 28,235 698,720 

制度資産の公正価値 (19,664)(490,889)(63,328)(706)(574,586)(20,471)(465,578)(64,134)(807)(550,990)

償還権の公正価値 　 　 (3,832) 　 (3,832) 　 (44,067)(4,235) 　 (48,302)

非積立方式による年金債務の現在価値 　 　 4,235 1,109 5,345 　 　 4,739 403 5,143 

未認識の年金数理計算上の差異 (11,597)(7,160)(6,756)(303)(25,815)(6,050)22,790 (3,429)(303)13,008 

未認識の過去勤務費用 　 　 (4,840) 　 (4,840)　 　 (5,244)(101)(5,345)

貸借対照表に計上される純額 48,101 0 60,504 30,555 139,159 49,311 (23,395)58,891 27,428 112,235 

貸借対照表に計上される従業員給付債務 48,101 　 64,336 30,555 142,991 49,311 20,773 62,420 27,832 160,336 

貸借対照表に計上される制度資産 　 　 3,832 　 3,832 　 44,168 3,529 403 48,101 

 

2010年１月１日にCARは従業員給付貯蓄制度となり、全国銀行産業補完年金制度に基づく年金債務の管理について責任を負う。関連の年金債務
は、保険会社に外部委託されている。

2008年12月31日、「フィロン法」として知られる年金制度改革の結果、CGRCE（ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）・ネットワークのグループ職員の
ために企業年金基金を管理する補完年金基金）は、従業員給付貯蓄制度であり、かつ貯蓄金庫社会保障（EPS)のメンバーであるケス・デパー
ニュ（貯蓄銀行）福利厚生基金（CGP）と合併した。
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8.2.2　貸借対照表に計上される金額の変動

百万ユーロ

12/31/2011 12/31/2010

CAR CGP年金債務

その他の

コミット

メント 合計 CAR CGP年金債務

その他の

コミット

メント 合計

給付債務の期首予測残高 7524,596 1,348 2846,9807644,318 1,319 2326,633

勤務費用   43 99 142   43 62 105

支払利息 26 162 41 7 236 28 168 53 7 256

給付支払額 (30)(112) (54) (102)(298)(29)(115) (63) (16)(223)

年金数理計算上の差異 40 296 47 2 385(20)221 (17) (4) 180

過去勤務費用   1  1   12  12

その他（為替換算調整額、当該年度中の変

更) (1) (3) (45) 23 (26)9 4 1 3 17

給付債務の期末予測残高 7874,939 1,381 3137,4207524,596 1,348 2846,980

制度資産の期首公正価値 (203)(4,617)(636) (8)(5,464)(199)(4,255)(553) (7)(5,014)

制度資産からの期待運用収益 (9)(156) (26)  (191)(11)(161) (23)  (195)

制度加入者からの拠出金  (211) (36)  (247) (219) (40)  (259)

給付支払額 1 112 22  135 1 115 29  145

当該事業年度中の年金数理計算上の差異 16 1 (13)  4 5 (92) 1  (86)

その他（為替換算調整額、当該年度中の変

更)  3 61 1 65 1 (5) (50) (1) (55)

制度資産の期末公正価値 (195)(4,868)(628) (7)(5,698)(203)(4,617)(636) (8)(5,464)

償還権の期首公正価値  (437) (42)  (479) (430) (51)  (481)

償還権からの予想収益  (6) (2)  (8)  (7) (2)  (9)

拠出金支払額または受取額           

給付支払額   3  3   3  3

当該事業年度中の年金数理計算上の差異   2  2   2  2

その他（為替換算調整、当該年度中の変更)  443 1  444   6  6

償還権の期首公正価値   (38)  (38)  (437) (42)  (479)

年金債務純額 592 71 715 3061,684549 (458) 670 2761,037

未認識の年金数理計算上の差異 (115)(71) (67) (3)(256)(60)226 (34) (3) 129

未認識の過去勤務費用   (48)  (48)   (52) (1) (53)

貸借対照表に計上される純額 477 0 600 3031,380489 (232) 584 2721,113
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百万円

12/31/2011 12/31/2010

CAR CGP年金債務

その他の

コミット

メント 合計 CAR CGP年金債務

その他の

コミット

メント 合計

給付債務の期首予測残高 75,832 463,461 135,932 28,639 703,863 77,042 435,427 133,008 23,395 668,872 

勤務費用 　 　 4,336 9,983 14,319 　 　 4,336 6,252 10,588 

支払利息 2,622 16,336 4,134 706 23,798 2,824 16,941 5,345 706 25,815 

給付支払額 (3,025)(11,294)(5,445)(10,286)(30,050)(2,924)(11,597)(6,353)(1,613)(22,487)

年金数理計算上の差異 4,034 29,849 4,739 202 38,823 (2,017)22,286 (1,714)(403)18,151 

過去勤務費用 　 　 101 　 101 　 　 1,210 　 1,210 

その他（為替換算調整額、当該年度中

の変更） (101)(303)(4,538)2,319 (2,622)908 403 101 303 1,714 

給付債務の期末予測残高 79,361 498,049 139,260 31,563 748,233 75,832 463,461 135,932 28,639 703,863 

制度資産の期首公正価値 (20,471)(465,578)(64,134)(807)(550,990)(20,067)(429,074)(55,765)(706)(505,612)

制度資産からの期待運用収益 (908)(15,731)(2,622) 　 (19,260)(1,109)(16,235)(2,319) 　 (19,664)

制度加入者からの拠出金 　 (21,277)(3,630) 　 (24,907)0 (22,084)(4,034) 　 (26,118)

給付支払額 101 11,294 2,218 　 13,613 101 11,597 2,924 　 14,622 

当該事業年度中の年金数理計算上の差

異 1,613 101 (1,311)　 403 504 (9,277)101 　 (8,672)

その他（為替換算調整額、当該年度中

の変更） 　 303 6,151 101 6,555 101 (504)(5,042)(101)(5,546)

制度資産の期末公正価値 (19,664)(490,889)(63,328)(706)(574,586)(20,471)(465,578)(64,134)(807)(550,990)

償還権の期首公正価値 　 (44,067)(4,235) 　 (48,302)　 (43,361)(5,143) 　 (48,504)

償還権からの予想収益 　 (605)(202) 　 (807) 　 (706)(202) 　 (908)

拠出金支払額または受取額 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 

給付支払額 　 　 303 　 303 　 　 303 　 303 

当該事業年度中の年金数理計算上の差

異 　 　 202 　 202 　 　 202 　 202 

その他（為替換算調整、当該年度中の

変更） 　 44,672 101 　 44,773 　 　 605 　 605 

償還権の期首公正価値 　 　 (3,832) 　 (3,832) 　 (44,067)(4,235) 　 (48,302)

年金債務純額 59,697 7,160 72,101 30,857 169,815 55,361 (46,185)67,563 27,832 104,571 

未認識の年金数理計算上の差異 (11,597)(7,160)(6,756)(303)(25,815)(6,050)22,790 (3,429)(303)13,008 

未認識の過去勤務費用 　 　 (4,840) 　 (4,840)　 　 (5,244)(101)(5,345)

貸借対照表に計上される純額 48,101 0 60,504 30,555 139,159 49,311 (23,395)58,891 27,428 112,235 

 

2011年12月31日現在のCGP制度の資産は4.9十億ユーロであった。これは2011年12月１日時点でER１ミューチュアル・ファンドの残存ユニットを
移し替えた後の数字である。この結果、2011年12月31日時点でケス・デパーニュ（貯蓄銀行）勘定に償還権はもはや存在しない。

2011年12月31日現在の年金制度資産の内訳は次のとおりである。

?　ポピュレール銀行年金制度：61％が債券、32％が株式、７％が短期金融市場資産

?　ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の年金制度：86％が債券、６％が株式、８％が短期金融市場資産

制度資産からの期待運用収益は、すべての制度資産の公正価値の総額における各資産区分の比重で各資産区分からの期待運用収益を加重するこ
とにより計算する。
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確定給付制度への実績値反映のための調整

CAR (ポピュレール銀行)については、年金数理計算上の差異は主に数理計算基礎の変化に由来する。

CGP (ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）制度)については、実績値反映のための調整の内訳は次のとおりである。

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

積立方式による年金債務の現在価値(1） 4,939498,049 4,596463,461 

制度資産の公正価値(2） (4,868)(490,889)(5,054)(509,645)

貸借対照表に計上される純額 71 7,160 (458)(46,185)

制度負債への実績値反映のための調整 ‒利得／(損失）の(1）に対する比率 0.44％ 0.44％ 4.10％ 4.10％

制度資産への実績値反映のための調整 ‒利得／(損失）の(2）に対する比率 0.16％ 0.16％ 2.00％ 2.00％

 

8.2.3　確定給付制度のもとでの年金数理費用

確定給付制度について認識した各費用項目は、「人件費」に含まれる。

百万ユーロ

12/31/2011 12/31/2010

CARCGP年金債務

その他の

コミット

メント 合計 CARCGP年金債務

その他の

コミット

メント 合計

勤務費用  162 43 99 304   43 62 105

支払利息 26(156) 41 7 (82)28 168 53 7 256

ヘッジ資産からの予想収益 (9)(6) (26)  (41)(11)(161) (23)  (195)

償還権からの予想収益   (2)  (2)  (7) (2)  (9)

年金数理計算上の差異   3 (2) 1 (7)  3  (4)

過去勤務費用   3  3   (2)  (2)

例外的事象   7 1 8   (2)  (2)

確定給付制度の費用合計 17 0 69 105191 10 0 70 69 149

 

百万円

12/31/2011 12/31/2010

CAR CGP年金債務

その他の

コミット

メント 合計 CAR CGP

年金債

務

その他の

コミット

メント 合計

勤務費用 　 16,336 4,336 9,983 30,655 　 　 4,336 6,252 10,588 

支払利息 2,622(15,731)4,134 706 (8,269)2,824 16,941 5,345 706 25,815 

ヘッジ資産からの予想収益 (908)(605)(2,622) 　 (4,134)(1,109)(16,235)(2,319) 　(19,664)

償還権からの予想収益 　 　 (202) 　 (202) 　 (706)(202) 　 (908)

年金数理計算上の差異 　 　 303 (202)101 (706) 　 303 　 (403)

過去勤務費用 　 　 303 　 303 　 　 (202) 　 (202)

例外的事象 　 　 706 101 807 　 　 (202) 　 (202)

確定給付制度の費用合計 1,714 0 6,958 10,588 19,2601,008 0 7,059 6,958 15,025 

 

8.2.4　主な年金数理上の計算基礎

パーセント

12/31/2011 12/31/2010

CAR CGP CAR CGP

割引率 3.63％ 3.80％ 3.61％ 3.70％

制度資産の期待運用収益率 4.50％ 3.40％ 5.50％ 3.70％

償還権に係る期待運用収益率 2.60％ 1.75％

 

使用した生命表は次のとおりである。

?　解雇給付、永年勤続報奨およびその他の給付についてはTF00/02

?　CARおよびCGPについてはTGH TGF 05
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8.2.5　主な計算基礎の変動に対する年金債務の感応度

１％の割引率の減少が2011年12月31日現在の年金数理上の債務に与える影響は次のとおりである。

?　年金自治基金（CAR）の補完年金制度について16％（約125百万ユーロ）の増加

?　CGP権利保全制度について22％（約1,028百万ユーロ）の増加

8.3　株式報酬

主たる持分決済型制度は次のとおりである。

ナティクシス株式引受オプション制度

ナティクシス制度

付与された

オプション数

発行済

オプション数

オプション

行使価格 付与日の株価

   ユーロ 円 ユーロ 円

2007 年度制度 15,398,92212,352,34014.381,450 21.972,215 

2008 年度制度 7,576,8004,236,5018.27 834 10.631,072 

 

当期間中の関連費用は２百万ユーロ（2010年度：13百万ユーロ）であった。

ナティクシス株式の引受オプションおよび特別配当株割当制度

オプションまたは

株式の交付数

交付されたオプションまたは

株式のうち取消されずかつ

未行使のもの

オプション

行使価格 付与日の株価

   ユーロ 円 ユーロ 円

2004年10月および12月制度 777,293 0 17.061,720 17.901,805 

2005年10月制度
* 221,638 168,02635.463,576 39.203,953 

2008年１月制度 369,500 0 //// //// 27.202,743 

2008年４月制度 139,500 0 //// //// 27.702,793 

2008年12制度 373,000 296,200//// //// 8.90 897 

2009年５月制度 158,000 140,500//// //// 22.702,289 

2009年12月制度 271,000 244,000//// //// 23.802,400 

2010年５月制度 263,500 248,000//// //// 26.302,652 

2010年12月制度 344,000 335,000//// //// 35.503,580 

2011年５月制度 173,000 171,000//// //// 36.403,671 

2011年12制度 356,139 343,350//// //// 21.602,178 

合計 3,446,570 1,946,076    

*
　2011年９月２３日の株主総会で可決された積立金分配に伴うストック・オプションの権利調整後

 

当期間中の関連費用は９百万ユーロ（2010年度：６百万ユーロ）であった。

その他のナティクシス・グループの株式報酬制度

2010年度以降、毎年、規定に従い特定業務分野の人員に対して株式報酬制度が提供されている。

2012年２月に承認された制度に関しては、決算日時点で配分が正式に完了していなかったため、費用の査定は、株価および配当金の前提条件とも
に貸借対照表日時点の最善見積インプットに基づいている。
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ナティクシス株式連動の現金決済型長期報酬制度

決済には勤務および業績条件が付せられている。

制度年度 付与日 当初付与単位数
＊ 権利確定期間

受益者による

権利確定単位数

株式連動現金単位の

評価日公正価値

     ユーロ 円

2010年度制度

 

02/24/2010 13,990,425

2011年３月 4,663,475 - -

2012年３月 1.92 194 

2013年３月 1.67 168 

2011年度制度

 

02/22/2011 5,360,547

2012年９月 //// 1.71 172 

2013年９月 //// 1.46 147 

2014年９月 //// 1.21 122 

2012年度制度

2012年２月 5,827,818

2013年９月 //// 1.46 147 

2014年９月 //// 1.22 123 

2015年10月 //// 0.99 100 

*
　取得日時点で予想される単位数はエクイティ・スワップでカバーされている。

 

ナティクシス株式連動の現金決済型短期報酬制度

制度年度 付与日 権利確定日

株式連動現金単位

の評価額

株式連動現金単位

の当初付与数

株式連動現金単位

の取得日予想数

株式連動現金

単位の評価日に

おける公正価値

   ユーロ 円   ユーロ 円

2012年度制度 2012年２月 2012年９月 1.94

196

 11,574,78511,231,033

1.89 191

 

 

勤務条件が充足される可能性を斟酌した上で見積を行い、短期報酬制度関連費用として28百万ユーロが2011年度の財務書類に全額計上されてい
る。

株式報酬制度

決済には勤務および業績条件が付せられている。

制度年度 付与日 当初付与数 権利確定日

受益者による

権利確定単位数

特別配当株の

付与日株価

特別配当株の

評価日における

公正価値

     ユーロ 円 ユーロ 円

2010年度制度 02/24/2010 6,858,237

2011年３月 2,082,623

3.63 366 

3.31 334 

2012年３月 3.17 320 

2013年３月 2.82 284 

2011年度制度 02/22/2011 6,459,081

2012年２月 //// 4.13

416 

3.44 347 

2013年２月 //// 3.29 332 

2014年２月 //// 2.89 291 

2012年度制度 2012年２月 7,633,647

2013年３月 ////

1.94 196 

1.68 169 

2014年３月 //// 1.43 144 

2015年３月 //// 1.19 120 
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従業員リテンションおよび成果報酬制度のための当期費用

費用

 

2011事業年度 2010事業年度

株式決済型制度

ナティクシス株式連動

現金

決済型制度 合計 合計

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

従来の報奨制度 12 1,210 1 101 13 1,311 37 3,731 

当事業年度からの報奨制度 6 605 2 202 8 807  　

合計 18 1,815 3 303 21 2,118 37 3,731 

 

上記制度に関連する費用を評価するために用いたインプット

2011年12月31日現在の株価 1.94ユーロ/199円

リスクフリー金利 0.63％

配当率 9.83％

失権率 4.40％

 

　　次へ
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注記９　セグメント報告
 

2011事業年度の財務書類の作成に際して採用した会計慣行は、注記３「連結原則および方法」に記載している。

グループBPCEは二つの中核事業に基礎を置く。

商業銀行業務および保険事業（以下を含む）

?　ポピュレール銀行ネットワーク：19のポピュレール銀行およびその子会社、クレディ・マルティーム・ミュテュエルならびに共同保証会社か
ら構成される。

?　ケス・デパーニュ・ネットワーク：17のケス・デパーニュ（貯蓄銀行）から構成される。

?　不動産金融：この分野の業績は主にクレディ・フォンシエール・グループの寄与分を反映する。

?　保険事業、海外事業およびその他のネットワーク事業：これらを主に構成するのは、CNPアシュアランシズ、BPCEアシュアランシズ、海外子会社
（BPCE IOMなど）およびバンク・パラティンヌに対する当グループの持分である。

コーポレート・投資銀行業務、投資ソリューションおよび専門的金融サービスは、ナティクシスの中核事業である。

?　コーポレート・投資銀行業務は、大企業および機関投資家にサービスを提供するBPCEの銀行としての地位を今日確立している。

?　投資ソリューションは、資産運用、生命保険およびプライベート・バンキングさらにプライベート・エクイティ事業を擁する。

?　専門的金融サービスには、ファクタリング、リース、消費者金融、連帯保証および保証、従業員給付制度設計、支払および証券業務から構成され
る。

資本持分業務は第三の事業セグメントである。同セグメントを構成するのは、ネクシティ、メイリュートおよびフォルクスバンク・ロマニアに対
する当グループの投資持分ならびにコファースに対するナティクシスの持分さらにナティクシス自身のプラーベート・エクイティ業務である。

ワークアウト・ポートフォリオ管理およびその他の事業に含まれる主なものは以下のとおりである。

?　ナティクシスのワークアウト・ポートフォリオ管理業務ならびに旧CNCEの自己勘定売買取引の残存案件管理および委任管理業務からの寄与。

?　当グループの中央機関および持株会社(複数)からの寄与ならびにフォンシアおよびユーロシックの売却（実行済）さらにフォルクスバンク
・ロマニアを除くフォルクスバンク・インターナショナルAGの売却（実行中）からの寄与。

?　ギリシャのソブリン負債証券の償却。

?　自社債務の調整。

?　当グループの買収および投資戦略の一環としてのれんの減損および評価差額の償却に係る事項。

なお2010年度について示されたセクター報告は修正再表示しているがその主に以下が含まれる。

?　フォンシアおよびユーロシックを売却後再分類を検討した結果、「資本持分」セグメントから「ワークアウト・ポートフォリオ管理およびそ
の他の事業」セグメントに変更した。

?　フォルクスバンク・ロマニアを除くフォルクスバンク・インターナショナルを「商業銀行業務および保険事業」セグメント（内訳区分では
「保険事業、国際ネットワークおよびその他のネットワーク」部門）から「ワークアウト・ポートフォリオ管理およびその他の事業」セグ
メントに再分類した。

?　フォルクスバンク・ロマニアを「商業銀行業務および保険事業」セグメント（内訳区分では「保険事業、海外事業およびその他のネットワー
ク事業」部門）から「資本持分」セグメントに再分類した。
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9.1　連結損益計算書のセグメント分析

部門別経営成績

百万ユーロ

商業銀行業務お

よび保険事業

CIB、投資ソ

リューションお

よびSFS 中核事業 資本持分

ワークアウト・

ポートフォリオ

管理およびその

他の事業

 

グループBPCE

 
2011201020112010 2011 20102011201020112010 2011 2010

銀行業務純収益 15,12314,9675,7955,89020,91820,8571,7201,722719 78023,35723,359

営業費用 (9,833)(9,702)(3,831)(3,762)(13,664)(13,464)(1,460)(1,453)(757)(1,140)(15,881)(16,057)

営業総利益 5,2905,2651,9642,1287,2547,393260 269 (38)(360)7,4767,302

費用/収益比率 65.0%64.8%66.1%63.9%65.3%64.6%84.9%84.4%ns ns 68.0%68.7%

リスクコスト (1,277)(1,208)(183)(278)(1,460)(1,486)(34)(34)(1,275)(134)(2,769)(1,654)

営業利益／（損失） 4,0134,0571,7811,8505,7945,907226 235(1,313)(494)4,7075,648

関連会社の利益／（損失）に対する

持分 160 189 14 19 174 208(112)9 (69) 0 (7) 217

その他の資産の利得または損失 14 44 2 16 16 60 (7)(21)43 (117) 52 (78)

のれんの価額変動 0 0 0 0 0 0 0 0 (89)(38) (89) (38)

税引前利益／(損失) 4,1874,2901,7971,8855,9846,175107 223(1,428)(649)4,6635,749

法人所得税 (1,371)(1,358)(531)(492)(1,902)(1,850)(110)(107)372 241(1,640)(1,716)

少数株主持分 (38)(37)(378)(420)(416)(457)(78)(72)156 136 (338)(393)

親会社の持分所有者に帰属する当期

純利益 2,7782,895888 973 3,6663,868(81)44 (900)(272)2,6853,640

 

百万円

商業銀行業務および保

険事業

CIB、投資ソリュー

ションおよびSFS 中核事業 資本持分

ワークアウト・

ポートフォリオ

管理および

その他の事業

 

グループBPCE

 
2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

 

銀行業務純収益 1,525,0031,509,272584,368 593,948 2,109,371 2,103,220 173,445 173,646 72,504 78,655 2,355,320 2,355,522 
 

営業費用 (991,560)(978,350)(386,318)(379,360)(1,377,878)(1,357,710)(147,226)(146,521)(76,336)(114,958)(1,601,440)(1,619,188)
 

営業総利益 533,444 530,923 198,050 214,588 731,493 745,510 26,218 27,126 (3,832)(36,302)753,880 736,334 
 

費用/収益比率 65.0%64.8%66.1%63.9% 65.3% 64.6%84.9%84.4% ns ns 68.0% 68.7%
 

リスクコスト (128,773)(121,815)(18,454)(28,034)(147,226)(149,848)(3,429)(3,429)(128,571)(13,513)(279,226)(166,789)
 

営業利益／（損

失） 404,671 409,108 179,596 186,554 584,267 595,662 22,790 23,697 (132,403)(49,815)474,654 569,544 
 

関連会社の利

益／（損失）に

対する持分 16,134 19,059 1,412 1,916 17,546 20,975 (11,294)908 (6,958)0 (706)21,882 

 

その他の資産の

利得または損失 1,412 4,437 202 1,613 1,613 6,050 (706)(2,118)4,336 (11,798)5,244 (7,866)
 

のれんの価額変

動 0 0 0 0 0 0 0 0 (8,975)(3,832)(8,975)(3,832)
 

税引前利益／

(損失) 422,217 432,604 181,209 190,083 603,427 622,687 10,790 22,487 (144,000)(65,445)470,217 579,729 
 

法人所得税 (138,252)(136,941)(53,546)(49,613)(191,798)(186,554)(11,092)(10,790)37,512 24,302 (165,378)(173,041)
 

少数株主持分 (3,832)(3,731)(38,118)(42,353)(41,949)(46,084)(7,866)(7,260)15,731 13,714 (34,084)(39,630)
 

親会社の持分所

有者に帰属する

当期純利益 280,134 291,932 89,546 98,117 369,679 390,049 (8,168)4,437 (90,756)(27,428)270,755 367,058 
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商業銀行業務および保険事業部門の小部門別内訳

百万ユーロ ポピュレール銀行

ケス・デパーニュ

（貯蓄銀行） 不動産金融

保険事業、海外事業

およびその他の

ネットワーク事業

商業銀行業務

および保険事業

 
2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

銀行業務純収益 6,3296,2396,8036,772 882 951 1,1091,00515,12314,967

営業費用 (4,069)(3,934)(4,409)(4,477)(627)(586)(728)(705)(9,833)(9,702)

営業総利益 2,2602,3052,3942,295 255 365 381 300 5,2905,265

費用/収益比率 64.3%63.1%64.8%66.1%71.1%61.6%65.6%70.1%65.0%64.8%

リスクコスト (664)(647)(355)(334)(150)(99)(108)(128)(1,277)(1,208)

営業利益／（損失） 1,5961,6582,0391,961 105 266 273 172 4,0134,057

関連会社の損益に対する持分 14 21 0 0 7 5 139 163 160 189

その他の資産の利得または損失 26 14 6 (1) 16 31 (34) 0 14 44

税引前利益／(損失) 1,6361,6932,0451,960 128 302 378 335 4,1874,290

法人所得税 (560)(561)(683)(657)(34) (71) (94) (69)(1,371)(1,358)

少数株主持分 (8) (8) 0 0 (1) (7) (29) (22) (38) (37)

親会社の持分所有者に帰属する純利益 1,0681,1241,3621,303 93 224 255 244 2,7782,895

 

百万円 ポピュレール銀行

ケス・デパーニュ

（貯蓄銀行） 不動産金融

保険事業、海外事

業およびその他の

ネットワーク事業

商業銀行業務

および保険事業

 
2011 2010 2011 20102011201020112010 2011 2010

 

銀行業務純収益 638,216 629,141 686,015 682,888 88,941 95,899 111,832101,3441,525,003 1,509,272 

営業費用 (410,318)(396,705)(444,604)(451,461)(63,227)(59,092)(73,412)(71,092)(991,560)(978,350) 

営業総利益 227,898 232,436 241,411 231,428 25,714 36,807 38,420 30,252 533,444 530,923  

費用/収益比率 64.3%63.1%64.8%66.1%71.1%61.6%65.6%70.1% 65.0%64.8% 

リスクコスト (66,958)(65,243)(35,798)(33,681)(15,126)(9,983)(10,891)(12,908)(128,773)(121,815) 

営業利益／（損失） 160,941 167,193 205,613 197,747 10,588 26,823 27,529 17,344 404,671 409,108  

関連会社の損益に対する持分 1,412 2,118 0 0 706 504 14,017 16,437 16,134 19,059  

その他の資産の利得または損失 2,622 1,412 605 (101)1,613 3,126 (3,429)0 1,412 4,437  

税引前利益／(損失) 164,974 170,722 206,218 197,646 12,908 30,454 38,118 33,781 422,217 432,604  

法人所得税 (56,470)(56,571)(68,874)(66,252)(3,429)(7,160)(9,479)(6,958)(138,252)(136,941) 

少数株主持分 (807)(807) 0 0 (101)(706)(2,924)(2,218)(3,832)(3,731) 

親会社の持分所有者に帰属する純利益 107,697 113,344 137,344 131,395 9,378 22,588 25,714 24,605 280,134 291,932  
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コーポレート・投資銀行業務、投資ソリューションおよび専門的金融サービス部門の小部門別内訳

百万ユーロ

CIB 投資ソリューション SFS

CIB,投資ソリュー

ションおよびSFS

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

銀行業務純収益 2,760 3,027 1,884 1,789 1,151 1,074 5,795 5,890

営業費用 (1,675)(1,655)(1,358)(1,288)(798) (819)(3,831)(3,762)

営業総利益 1,085 1,372 526 501 353 255 1,964 2,128

費用/収益比率 60.7% 54.7% 72.1% 72.0% 69.3% 76.3% 66.1% 63.9%

リスクコスト (106) (204) (16) (26) (61) (48) (183) (278)

営業利益／（損失） 979 1,168 510 475 292 207 1,781 1,850

関連会社の損益に対する持分 0 0 14 19 0 0 14 19

その他の資産の利得または損失 0 1 0 2 2 13 2 16

税引前利益／(損失) 979 1,169 524 496 294 220 1,797 1,885

法人所得税 (294) (352) (138) (71) (99) (69) (531) (492)

少数株主持分 (189) (234) (131) (137) (58) (49) (378) (420)

親会社の持分所有者に帰属する純利益 496 583 255 288 137 102 888 973

 

百万円

CIB 投資ソリューション SFS

CIB,投資ソリュー

ションおよびSFS

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

銀行業務純収益 278,318 305,243 189,983 180,403 116,067 108,302 584,368 593,948 

営業費用 (168,907)(166,890)(136,941)(129,882)(80,470)(82,588)(386,318)(379,360)

営業総利益 109,411 138,352 53,042 50,521 35,597 25,714 198,050 214,588 

費用/収益比率 60.7% 54.7% 72.1% 72.0% 69.3% 76.3% 66.1% 63.9%

リスクコスト (10,689)(20,571)(1,613)(2,622)(6,151)(4,840)(18,454)(28,034)

営業利益／（損失） 98,722 117,781 51,428 47,899 29,445 20,874 179,596 186,554 

関連会社の損益に対する持分 0 0 1,412 1,916 0 0 1,412 1,916 

その他の資産の利得または損失 0 101 0 202 202 1,311 202 1,613 

税引前利益／(損失) 98,722 117,882 52,840 50,017 29,647 22,185 181,209 190,083 

法人所得税 (29,647)(35,496)(13,916)(7,160)(9,983)(6,958)(53,546)(49,613)

少数株主持分 (19,059)(23,597)(13,210)(13,815)(5,849)(4,941)(38,118)(42,353)

親会社の持分所有者に帰属する純利益 50,017 58,790 25,714 29,042 13,815 10,286 89,546 98,117 

 

9.2　連結貸借対照表のセグメント分析

百万ユーロ

商業銀行業務および

保険事業

CIB、投資ソリューション

およびSFS 資本持分

ワークアウト・

ポートフォリオ管理

およびその他の事業 グループBPCE

12/31/201112/31/201012/31/201112/31/201012/31/201112/31/201012/31/201112/31/201012/31/201112/31/2010

セグメント資産 667,125625,183380,004331,8707,691 9,03283,57482,3561,138,3951,048,442

セグメント負債
(1) 542,307533,410362,381316,9444,609 6,282116,33485,1521,025,632941,788

 

百万ユーロ

ポピュレール

銀行

ケス・デパーニュ（貯蓄

銀行） 不動産金融サービス

保険、海外事業

およびその他の

ネットワーク事業I

商業銀行業務および

保険事業

12/31/201112/31/201012/31/201112/31/201012/31/201112/31/201012/31/201112/31/201012/31/201112/31/2010

セグメント資産 206,493187,852293,753281,583138,069133,82528,81021,923667,125625,184

セグメント負債
(1) 183,834169,922260,571250,986121,649120,245(23,748)(7,744)542,307533,411
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百万ユーロ

CIB 投資ソリューション 専門的金融サービス

CIB、投資ソリュー

ションおよびSFS

12/31/201112/31/201012/31/201112/31/201012/31/201112/31/201012/31/201112/31/2010

セグメント資産 310,957268,09046,69941,29222,34822,488380,004331,870

セグメント負債
(1) 303,645260,60242,06439,71316,67216,629362,381316,944

(1)　セグメント負債は、資本の部を修正再表示した負債およびそれ以外の負債（主たるものとして税金負債、その他の負債、引当金が含まれる。）

を示す。

 

百万円

商業銀行業務および

保険事業

CIB、投資ソリュー

ションおよびSFS 資本持分

ワークアウト・ポート

フォリオ管理および

その他の事業 グループBPCE

12/31/201112/31/201012/31/201112/31/201012/31/201112/31/201012/31/201112/31/201012/31/201112/31/2010

セグメント資産 67,272,885 63,043,454 38,319,603 33,465,771 775,560 910,787 8,427,602 8,304,779 114,795,752105,724,891

セグメント負債 54,686,238 53,789,064 36,542,500 31,960,633 464,772 633,477 11,731,121 8,586,728 103,424,73194,969,902 

 

百万円

ポピュレール

銀行

ケス・デパーニュ

（貯蓄銀行） 不動産金融サービス

保険、海外事業および

その他のネットワーク

事業I

商業銀行業務および

保険事業

12/31/201112/31/201012/31/201112/31/201012/31/201112/31/201012/31/201112/31/201012/31/201112/31/2010

セグメント資産 20,822,754 18,942,996 29,622,053 28,394,830 13,922,87813,494,9132,905,200 2,210,715 67,272,885 63,043,555 

セグメント負債 18,537,821 17,134,934 26,275,980 25,309,428 12,267,08512,125,506(2,394,748)(780,905)54,686,238 53,789,165 

 

百万円

CIB 投資ソリューション 専門的金融サービス

CIB、投資ソリュー

ションおよびSFS

12/31/201112/31/201012/31/201112/31/201012/31/201112/31/201012/31/201112/31/2010

セグメント資産 31,356,904 27,034,196 4,709,127 4,163,885 2,253,572 2,267,690 38,319,603 33,465,771 

セグメント負債 30,619,562 26,279,106 4,241,734 4,004,659 1,681,204 1,676,868 36,542,500 31,960,633 

 

9.3　地域別セグメント報告

セグメント資産および業績の地域別分析は、事業活動が行われる場所に基づいている。

銀行業務純収益

 2011 2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

フランス 19,9712,013,876 19,9242,009,136 

その他欧州 1,184119,395 1,231124,134 

北米 1,442145,411 1,459147,126 

その他の地域 760 76,638 745 75,126 

合計 23,3572,355,320 23,3592,355,522 

 

セグメント資産合計

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円百万ユーロ 百万円

フランス 1,041,882105,063,381 931,67593,950,107 

その他欧州 39,1933,952,222 50,0485,046,840 

北米 39,4223,975,314 49,3144,972,824 

その他の地域 17,8981,804,834 17,4051,755,120 

合計 1,138,395114,795,752 1,048,442105,724,891 
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注記10　コミットメント
 

10.1　偶発債務およびコミットメント

表示の金額は授受されているコミットメントの名目価額を示す。

金融コミットメント

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

金融コミットメントを供与している先     

－　金融機関 7,592765,577 17,7261,787,490 

－　顧客 118,61611,961,237 110,00011,092,400 

－　信用供与枠 100,08010,092,067 100,72410,157,008 

－　その他の債務 18,5361,869,170 9,276935,392 

供与している金融コミットメント合計 126,20812,726,815 127,72612,879,890 

供与を受けている金融コミットメント   

•　金融機関から 33,5003,378,140 76,8237,746,831 

•　顧客から 10,1161,020,097 919 92,672 

供与を受けている金融コミットメント合計 43,6164,398,237 77,7427,839,503 

 

保証

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

供与している保証     

－　金融機関のために 15,7271,585,911 23,3842,358,043 

－　顧客のために 69,2086,978,935 73,6527,427,068 

－　担保に供しているその他の有価証券 183,49218,503,333 122,32912,335,656 

供与している保証合計 268,42727,068,179 219,36522,120,767 

徴求している保証    

－　金融機関から 16,2711,640,768 16,3211,645,810 

－　顧客から 80,4228,109,754 81,6448,232,981 

－　担保として徴求している保証 77,5827,823,369 70,5927,118,497 

徴求している保証合計 174,27517,573,891 168,55716,997,288 

 

供与している保証コミットメントには、オフバランス・シート・コミットメントおよび担保として提供した金融商品が含まれている。

担保に供した金融商品の主たるものにはリファイナンス取引で担保として割当てた債権が含まれている。

10.2　担保に供している金融資産

次表は様々な会計区分で計上している負債または偶発債務（レポ取引および証券留置レポ取引における売却有価証券など）の担保に供してい
る金融資産の帳簿価額を開示している。

 12/31/2011 12/31/2010
 (1)

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

資本性金融商品 5,345538,990 4,040407,394 

負債性金融商品 117,64611,863,423 98,0459,886,858 

貸付金および融資 155,64515,695,242 128,81812,990,007 

その他の金融資産 1 101 574 57,882 

合計 278,63728,097,755 231,47723,342,141 

(1）12/31/2010の数値は比較可能にするために修正再表示されている。 

 

2011年12月31日現在、リファイナンス取引で担保として配分されている主たる債権には次のものを含む。

?　TRICPシステムに関連して80,286百万ユーロ（2010年12月31日現在：74,251百万ユーロ）の債権をフランス銀行に譲渡。

?　15,305百万ユーロ（2010年12月31日現在：19,872百万ユーロ）の債権をSFEF差入れ。

?　欧州投資銀行（EIB）から得た融資について5,275百万ユーロ（2010年12月31日：4,764百万ユーロ）の債権を保証として提供している。

?　抵当金融公庫に対して3,960百万ユーロ（2010年12月31日：2,798百万ユーロ）の債権を保証として提供している。
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10.3　売却または再担保可能な担保として受領した金融資産

グループBPCEは、金融保証契約の一環で担保として受領した資産(再利用権を含む）のうち、貸借対照表に計上した金額的に重要な資産はない。

 

注記11　関連当事者取引
 

グループBPCEの関連当事者とみなされるのは、持分法適用会社、ローカル・セービング・カンパニ、BPCE、ナティクシス、ITセンターを含むすべて
の連結会社および当グループの経営幹部である。

当グループが単独主要株主となっている社会住宅会社（ソーシャル・ハウジング・カンパニ）も対象となる。

11.1　連結会社との取引

全部連結会社との間で行なわれた期中のすべての会社間取引および期末残高は連結に際して完全に消去されている。

以下の記述はそれぞれに該当する会社間取引の情報のみを示す。

?　当グループが非消去部分（ジョイント・ベンチャー）について共同支配（比例連結対象先）を行使する会社：重要な取引はない。

?　当グループが重要な影響力を行使する会社であって持分法を用いて会計処理をしている会社：当グループは2010年度にCNPグループから857
百万ユーロ（2010年度：764百万ユーロ）の手数料支払を受けた。

全部連結子会社の一覧を連結範囲の項に示している（注記12参照）。

11.2　経営幹部との取引

当グループの経営幹部とは、BPCEの取締役会および監査役会の各構成員をいう。

短期給付

2011年度に経営幹部に支払われた短期給付は、５百万ユーロ（2010年度：５百万ユーロ）であった。

これらには取締役会および監査役会の各構成員に支払われた報酬、取締役会出席手当および給付支払額が含まれる。

株式報酬

2009年以降、経営幹部は、株式引受オプションまたは株式購入オプションまたは特別配当株の割当を受けていない。

退職後給付債務、長期給付および解雇給付

BPCEの経営幹部は、職務の終了または変更の理由で報酬その他の給付を受領していない。

2011年度中、経営幹部のための補完年金制度への拠出金として１百万ユーロ（2010年度：２百万ユーロ）が支払われた。

11.3　低家賃集合住宅事業との関連

グループBPCEは、フランスの低家賃集合住宅（HLMソーシャル・ハウジング）運動における長年にわたるビジネス・パートナーとして賃集合住
宅の供給プロセスにおいて主要な存在である。当グループは、特に非課税貯蓄性預金を通じて融資を提供するなど社会住宅の建設に取組む代表
的民間銀行であり、さらに政府管掌の賃借人向け家賃補助貸付（prêts locatifs sociaux および prêts locatifs intermédiaires)の主要
な代理店の一つでもある。また当グループはいくつかの低家賃集合住宅事業について単独主要株主にもなっている。

低家賃集合住宅分野（各団体は同分野特定の規制対象である）に対する当グループの取組を経済的実体に照らし、一部の低家賃集合住宅事業は
関連当事者に分類される。
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低家賃集合住宅事業に係る取引状況

 12/31/2011 12/31/2010

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

貸付金残高 1,163117,277 608 61,311 

供与しているコミットメント 191 19,260 111 11,193 

預金口座残高 420 42,353 379 38,218 

金融投資残高（ミューチュアル・ファンドおよび有価証券） 27 2,723 47 4,739 

 

 2011事業年度 2010事業年度

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

貸付金受取利息 34 3,429 18 1,815 

銀行預金支払利息 12 1,210 7 706 

投資に係る財務費用（ミューチュアル・ファンドおよび有価証券） 0 0 0 0 

 

　　次へ
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注記12　連結範囲
 

12.1　2011年度中の連結範囲の変更

2011年度中の主要な連結範囲の変更は以下のとおりである。

ナティクシスに対する当グループ持分の比率増加

ナティクシス配当金を新株で受取る選択権をBPCEが行使したことに伴い、当グループは2011年12月31日現在でナティクシスに対して72.4％の資
本持分を有している（2010年12月31日現在：71.7％）。

1818パートナー・プラットフォームの創設

インディペンデント・ウェルス・マネージメント・アドバイザー（IWMA）のための流通プラットフォームを創設する目的で2011年３月31日、バ
ンク・プリベ1818はロスチャイルド・グループの子会社であるセレクシヨンRの66％を取得し、セレクシヨン1818に社名変更した。当該取得に伴
い38百万ユーロののれんが発生した。またバンク・プリベ1818は、ムシンヌ・パルティシパシヨン（セクシヨン1818の34％を保有）に対して
プット・オプションを付与した。当該プットの価額は2011年12月31日時点で34百万ユーロの債務として計上された。

モロッコにおける不動産事業に対する第三者の資本持分の購入

2011年第１四半期、BPCE IOMは第三者により保有されている不動産事業の持分を購入した。

IFRS第３号（改訂）に沿い、当グループの支配下にある企業の少数株主持分の取得は損益計算書に直接的影響を与えない。本件取得は、支払金額
（22百万ユーロ）と同額分資本が純額合計で減額されることに反映される。

ユーロシックの売却（注記1.3参照）

フォンシアの売却（注記1.3参照）

2011年度の損益計算書に対するフォンシアの寄与は次のとおりである。

 2011年上半期

 百万ユーロ 百万円

銀行業務純収益 298 30,050 

営業費用 (269)(27,126)

営業総利益 29 2,924 

リスクコスト  　

営業利益／（損失） 29 2,924 

その他の資産の利得または損失  　

のれんの価額の変動  　

税引前利益／（損失） 29 2,924 

法人所得税 (14) (1,412)

当期純利益／（損失） 15 1,513 

少数株主持分  　

親会社の持分所有者に帰属する当期純利益 15 1,513 

クレディ・イモビリエ・エ・オテリエ（CIH）に対する当グループの持分売却（注記1.3）

クレディ・イモビリエ・エ・オテリエ（CIH）に対するグループBPCEの23.8％の間接保有持分の売却により32百万ユーロの損失が発生した。関
連会社からの利益のうちCIHの利益計上分は５百万ユーロであった。

「関連会社に対する投資」に計上されていた77百万ユーロ弱ののれんは認識を中止した。

ポピュレール銀行・アキテーヌ・サーントル・アトランティックの設立

2011年11月７日、ポピュレール銀行・サーントル・アトランティックおよびポピュレール銀行・デュ・スュデストの両株主総会は両社を合併さ
せポピュレール銀行・アキテーヌ・サーントル・アトランティックを設立することを承認した。

ともに連結対象である両社の合併は当グループの連結財務書類に一切影響を与えていない。

バンク・マルガッシュ・ドゥ・ロセアン・エンディヤン（BMOI）

2011年７月１日、グループBPCEは、BNPパリバ・グループからバンク・マルガッシュ・ドゥ・ロセアン・インディアン（BMOI）に対する75％の過
半数持分の取得案件を完了させた。

当該取得により28百万ユーロののれんおよび10百万ユーロの債務（少数持分株主に対して付与した売りオプションに係る利益剰余金（当グ
ループ比例持分）について賦課）が発生した。

12.2　証券化取引

証券化は、貸借対照表の流動性を高めることを目的とする金融技術の一つである。技術的な観点からは、証券化される資産は関連する担保もしく
は保証の質に応じてグループにまとめられ特別目的事業体に売却される。同事業体は投資家により引受けられる有価証券を発行することにより
当該取得資金を調達する。

この目的のために特別に設立される事業体は、グループが支配権を行使しない場合には連結されない。支配権の有無はSIC第12号に定める解釈指
針に基づき評価される。
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クレディ・フォンシエール・グループによる証券化取引は、有利な条件で市場からのリファイナンスを目的に資産負債管理の一環として自己勘
定で組成される。当該リファイナンスは専門子会社であるボバン・モビリザシヨン・ギャランティエが手配する。

SIC第12号の基準に照らし当グループは支配権を有するため、同社は連結される。

次表は部分的にも全体的にも認識を中止することなく実行された資産の譲渡を示す。

(百万ユーロ) 資産の種別 発行年月日 予想満期

発行時

名目金額
12/31/2011現

在残高

パルティモ10/2001 住宅抵当貸付 10/29/20012035年10月 1,663 182

パルティモ07/2002 住宅抵当貸付 07/10/20022039年７月 1,222 190

パルティモ10/2002 住宅抵当貸付 11/12/20022022年１月 707 115

パルティモ05/2003 住宅抵当貸付 06/11/20032021年７月 987 233

パルティモ11/2003 住宅抵当貸付 11/12/20032029年３月 1,045 245

パルティモ小計    5,624 965

ゼブラ１ 住宅抵当貸付 11/25/20042031年10月 1,173 276

ゼブラ２ 住宅抵当貸付 10/28/20052024年７月 739 235

ゼブラ2006-1 住宅抵当貸付 11/28/20062046年１月 689 310

ゼブラ小計    2,601 821

合計    8,225 1,786
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(百万円) 資産の種別 発行年月日 予想満期

発行時

名目金額
12/31/2011現

在残高

パルティモ10/2001 住宅抵当貸付 10/29/20012035年10月 167,697 18,353 

パルティモ07/2002 住宅抵当貸付 07/10/20022039年７月 123,226 19,160 

パルティモ10/2002 住宅抵当貸付 11/12/20022022年１月 71,294 11,597 

パルティモ05/2003 住宅抵当貸付 06/11/20032021年７月 99,529 23,496 

パルティモ11/2003 住宅抵当貸付 11/12/20032029年３月 105,378 24,706 

パルティモ小計    567,124 97,311 

ゼブラ１ 住宅抵当貸付 11/25/20042031年10月 118,285 27,832 

ゼブラ２ 住宅抵当貸付 10/28/20052024年７月 74,521 23,697 

ゼブラ2006-1 住宅抵当貸付 11/28/20062046年１月 69,479 31,260 

ゼブラ小計    262,285 82,790 

合計    829,409 180,100 

ナティクシスは顧客または投資家のために特別目的導管体を利用した証券化取引を仕組んでいる。ナティクシスは、２つのABCP導管体（ベルサ
イユおよびメジナ））に流動性枠を供与している。2011年12月31日現在の流動性枠合計は4.8十億ユーロであった。

またナティクシスは第三者（ランダル、ノースウェスト、セジュラス）が組成したいくつかのファンドに2011年12月31日現在で合計632百万ユー
ロの流動性枠を供与している。

2011年12月31日現在、これらのビークルはいずれも連結されていない。ナティクシスはこれらに支配を及ぼしていないためリスクにはさらされ
ておらず、また証券化された資産に関連する便益を享受していなかった。

12.3　保証ミューチュアル・ファンド

保証ミューチュアル・ファンドは、金融市場の指標に基づく所定の計算式を適用することにより算出される一定金額を一定期間終了後に達成
し、また必要に応じて同様の方法により決定される投資収益を分配するように設計されている。これらファンドのポートフォリオ運用ターゲッ
トは、金融機関により保証されている。

SIC第12号に照らして当該ファンドの内容を分析すると、当グループが所有者として実質的にすべてのリスクと便益を保有しているとみなすこ
とはできない。よってこれらの事業体は連結されていない。

12.4　2011年12月31日現在の連結範囲

寄与度が重要な子会社に限り連結される。連結対象となる事業体の重要性の評価は重要度の昇順原則に基づき行う。換言すれば下位連結レベル
においてある事業体が連結対象に含まれた場合、仮に当該事業体が上位連結レベルにおいて重要でないときもすべての上位連結レベルに含まれ
る。
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会社 所在地 
(a) 所有比率 支配比率 連結方法 

(b)

I) 親会社

I-1 ポピュレール銀行

ポピュレール銀行・ダルザス FR 100.00% 100.00% FC

ポピュレール銀行・アキテーヌ・サーントル・アトランティック

(1) FR 100.00% 100.00% FC

ポピュレール銀行・アトランティック FR 100.00% 100.00% FC

ポピュレール銀行・ブルゴーニュ・フランシュ・コンテ FR 100.00% 100.00% FC

ポピュレール銀行・コート・ダジュール FR 100.00% 100.00% FC

ポピュレール銀行・ドゥ・ロワール・エ・リヨネ FR 100.00% 100.00% FC

ポピュレール銀行・ドゥ・ルエスト FR 100.00% 100.00% FC

ポピュレール銀行・デ・ザルプ FR 100.00% 100.00% FC

ポピュレール銀行・デュ・マシフ・サントラル FR 100.00% 100.00% FC

ポピュレール銀行・デュ・ノール FR 100.00% 100.00% FC

ポピュレール銀行・デュ・スュッド FR 100.00% 100.00% FC

ポピュレール銀行・ロレーヌ・シャンパーニュ FR 100.00% 100.00% FC

ポピュレール銀行・オクシタンヌ FR 100.00% 100.00% FC

ポピュレール銀行・プロバンサル・エ・コルス FR 100.00% 100.00% FC

ポピュレール銀行・リーブ・ドゥ・パリ FR 100.00% 100.00% FC

ポピュレール銀行・バル・ドゥ・フランス FR 100.00% 100.00% FC

BRED＝ポピュレール銀行 FR 100.00% 100.00% FC

CASDEN＝ポピュレール銀行 FR 100.00% 100.00% FC

信用協同組合（Crédit Coopératif） FR 100.00% 100.00% FC

I-2 ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）・アキテーヌ・ポワトゥ＝シャラ

ント FR 100.00% 100.00% FC

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）・ブルターニュ・ぺ・ドゥ・ラ・

ロワール FR 100.00% 100.00% FC

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）・コート・ダジュール FR 100.00% 100.00% FC

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）・アルザス FR 100.00% 100.00% FC

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）・ドーベルニュ・エ・デュ・リ

ムーザン FR 100.00% 100.00% FC

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）・ドゥ・ブルゴーニュ・エ・フラ

ンシュ・コンテ FR 100.00% 100.00% FC

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）・ロレーヌ・シャンパーニュ＝ア

ルデンヌ FR 100.00% 100.00% FC

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）・ドゥ・ミディ＝ピレネー FR 100.00% 100.00% FC

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）・ドゥ・ピカルディ FR 100.00% 100.00% FC

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）・イル＝ドゥ＝フランス FR 100.00% 100.00% FC

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）・ラングドック＝ルシヨン FR 100.00% 100.00% FC

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）・ロワール・サーントル FR 100.00% 100.00% FC

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）・ロワール・ドローム・アルデ

シュ FR 100.00% 100.00% FC

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）・ノール・フランス・ウロップ FR 100.00% 100.00% FC

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）・ノルマンディ FR 100.00% 100.00% FC

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）・プロバンス＝アルプ＝コルス FR 100.00% 100.00% FC

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）・ローヌ＝アルプ FR 100.00% 100.00% FC

I-3 BPCE S.A.

BPCE S.A. FR 100.00% 100.00% FC

I-4共同保証会社

54の共同保証会社 FR 100.00% 100.00% FC
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会社 所在地 
(a) 所有比率 支配比率 連結方法 

(b)

I-5 系列機関

ケス・レジオナル・クレディ・マリティーム・ブルターニュ・ノ

ルマンディ FR 100.00% 100.00% FC

ケス・レジオナル・クレディ・マリティーム・アトランティック FR 100.00% 100.00% FC

ケス・レジオナル・クレディ・マリティーム・ドウ・メディテラ

ネ FR 100.00% 100.00% FC

ケス・レジオナル・クレディ・マリティーム・レジヨン・ノール FR 100.00% 100.00% FC

ケス・レジオナル・クレディ・マリティーム・スュデスト FR 100.00% 100.00% FC

クレディ・マリティーム・ウトゥル＝メール FR 100.00% 100.00% FC

II) 「関連」機関

CMGM FR 7.21% 100.00% FC

エデル FR 33.94% 100.00% FC

ジェデックス・ディストリビュシヨン FR - 100.00% FC

モニフォ FR 33.91% 100.00% FC

ノール・フィナンスマン FR 0.78% 100.00% FC

ソシエテ・フィナンシエール・ドゥ・ラ NEF FR 2.70% 100.00% FC

ソコレク FR - 100.00% FC

ソフィガール FR 0.27% 100.00% FC

ソフィンディ FR 3.38% 100.00% FC

ソフィリフ FR 14.39% 100.00% FC

ソフィスコ FR 1.08% 100.00% FC

ソフィスコ・スュデスト FR 3.66% 100.00% FC

ソミュディメック FR 0.17% 100.00% FC

ソミュパカ FR 1.30% 100.00% FC

III) 子会社

III-1 - ポピュレール銀行の子会社

アトランティック・プリュ FR 100.00% 100.00% FC

オーロラ BE 100.00% 0.00% EQ

バンク・カレドニエンヌ・デンベスティスマン FR 49.90% 49.90% EQ

バンク・シェ FR 100.00% 100.00% FC

バンク・ドゥ・サボワ FR 99.97% 100.00% FC

バンク・デュピ、ドゥ・パルスバル FR 100.00% 100.00% FC

バンク・フランコLAO LS 54.00% 54.00% FC

バンク・マルズ FR 100.00% 100.00% FC

バンク・モネテール・エ・フィナンシエール FR 100.00% 100.00% FC

バティリース FR 94.89% 94.89% FC

バティリース・インベスト FR 94.89% 100.00% FC

BCIメール・ルージュ DJ 51.00% 51.00% FC

ベルシー・ジェスティヨン・フィナンス FR 99.96% 99.96% FC

ベルシー・パトリモワンヌ FR 100.00% 100.00% FC

BGF+ FR 100.00% 100.00% FC

BIC BRED FR 99.95% 99.95% FC

BPAアトゥー・パルティシパシヨン FR 100.00% 100.00% FC

BREDチャイナ・リミテッド CN 100.00% 100.00% FC

BREDコフィリース FR 100.00% 100.00% FC

BREDジェスティヨン FR 100.00% 100.00% FC

BRED IT TH 100.00% 100.00% FC

BREDバヌアツ VA 85.00% 85.00% FC

BTPバンク FR 100.00% 100.00% FC

BTPカピタル・コンセイユ FR 99.99% 99.99% FC

BTPカピタル・エンベスティスマン FR 79.42% 79.42% FC

カドゥク FR 25.30% 25.30% EQ

ケス・ドゥ・ガランティ・イモビル・デュ・バティマン FR 33.40% 33.40% EQ
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会社 所在地 
(a) 所有比率 支配比率 連結方法 

(b)

ケス・ソリデール FR 61.16% 100.00% FC

CAPIクール・テルムN°1 FR 100.00% 100.00% FC

クリック・アンド・トラスト FR 100.00% 100.00% FC

コフ FR 99.94% 99.94% FC

コフィブレ FR 100.00% 100.00% FC

コオペス BE 29.97% 29.98% EQ

クレディ・コメルシアル・デュ・スュデスト(2) FR 100.00% 100.00% FC

クレポノール FR 100.00% 100.00% FC

ドゥ・ポルツアンパルク FR 23.53% 23.53% EQ

エコフィ・エンベスティスマン FR 99.98% 100.00% FC

EPBF BE 100.00% 100.00% FC

エスフェン FR 38.09% 38.93% EQ

ウロ・カピタル FR 62.67% 100.00% FC

エクスパンスインベスト FR 100.00% 100.00% FC

FCCアマランII FR 100.00% 100.00% FC

FCCエリード FR 100.00% 100.00% FC

FCCエリダン FR 100.00% 100.00% FC

フィナンシエール・シャンプレーン FR 59.11% 100.00% FC

フィナンシエール・ドゥ・ラ・BPオクシタンヌ FR 100.00% 100.00% FC

フィナンシエール・パルティシパシヨンBPS FR 100.00% 100.00% FC

フィプロメール FR 100.00% 100.00% FC

フォンシエール・デュ・バヌアツ VA 100.00% 100.00% FC

フォンシエール・ヴィクトール・ユーゴ FR 100.00% 100.00% FC

フランス・アクティブ・ガランティ FR 19.97% 19.97% EQ

ガリバルディ・カピタル・デベロップマン FR 100.00% 100.00% FC

GIE USC FR 99.68% 100.00% FC

グループマン・ドゥ・フェ FR 100.00% 100.00% FC

i-bpエンべスティスマン FR 99.80% 100.00% FC

イモカルゾSNC FR 100.00% 100.00% FC

エンフォルマティック・ポピュレール銀行 FR 100.00% 100.00% FC

エンジェニエリ・エ・デベロップマン FR 99.99% 99.99% FC

インターコーオプ FR 98.33% 100.00% FC

インターコーオプ・ロケーション FR 90.55% 90.55% FC

IRRインベスト BE 100.00% 100.00% FC

LFI4 FR 100.00% 100.00% FC

ルードビック・ドゥ・ベス FR 100.00% 100.00% FC

リュクス・エキップ・バイユ LU 100.00% 100.00% FC

ミュルティクロアサンス簡素株式会社 FR 100.00% 100.00% FC

NJRインベスト FR 100.00% 100.00% FC

ウェスト・クロアサンスSCR FR 95.76% 95.76% FC

パルナス・ファイナシズ FR 100.00% 100.00% FC

パルティシパシヨンBPSO FR 100.00% 100.00% FC

プラスエクスパンション FR 99.99% 99.99% FC

プルパル・クルタージュ FR 99.40% 99.40% FC

プルパル・ラール FR 99.98% 99.98% FC

プレパルヴィ FR 99.87% 99.87% FC

プロムパル FR 99.95% 99.95% FC

簡素株式会社アルプ・デベロップマン・デュラーブル・エンベス

ティスマン FR 100.00% 100.00% FC

簡素株式会社エスフェン・ジェスティヨン FR 60.00% 100.00% FC

簡素株式会社ペルスぺクティブ・エ・パルティシパシヨン FR 100.00% 100.00% FC

簡素株式会社ソシエタリアBPロレーヌ・シャンパーニュ FR 100.00% 100.00% FC

簡素株式会社テスタ FR 70.00% 100.00% FC
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会社 所在地 
(a) 所有比率 支配比率 連結方法 

(b)

一人簡素株式会社BFCクロアサンス FR 100.00% 100.00% FC

サボアジエンヌ FR 100.00% 100.00% FC

SBE FR 100.00% 100.00% FC

不動産民事会社BPSO FR 99.00% 100.00% FC

不動産民事会社デュ・クレディ・コオペラティフ FR 100.00% 100.00% FC

不動産民事会社フェデルブ FR 100.00% 100.00% FC

不動産民事会社サン＝ドゥニ FR 100.00% 100.00% FC

Segimlor FR 100.00% 100.00% FC

SGTI FR 100.00% 100.00% FC

SIエクイノックス FR 100.00% 100.00% FC

SIMC FR 100.00% 100.00% FC

SMI FR 100.00% 100.00% FC

ソシエタリアBPアキテーヌ・サーントル・アトランティック(1) FR 100.00% 100.00% FC

ソシエタリアBPブーローニュ・フランシュ＝コンテ FR 100.00% 100.00% FC

ソシエタリアBPコート・ダジュール FR 100.00% 100.00% FC

ソシエタリアBPダルザス FR 100.00% 100.00% FC

ソシエタリアBPドゥ・ルエスト FR 100.00% 100.00% FC

ソシエタリアBPデ・ザルプ FR 100.00% 100.00% FC

ソシエタリアBPデュ・ノール FR 100.00% 100.00% FC

ソシエタリアBPロワール・エ・リヨネ FR 100.00% 100.00% FC

ソシエタリアBPマシフ・サントラル FR 100.00% 100.00% FC

ソシエタリアBP オクシタンヌ FR 100.00% 100.00% FC

ソシエタリアBPプロバンサル・エ・コルス FR 100.00% 100.00% FC

ソシエタリアBP・リーブ・ドゥ・パリ FR 100.00% 100.00% FC

ソシエタリアBP・スュッド FR 100.00% 100.00% FC

ソシエタリアBPバル・ドゥ・フランス FR 100.00% 100.00% FC

ソシエタリアBPクレディ・コオペラティフ FR 98.33% 100.00% FC

ソシエテ・セントラル・デュ・クレディ・マリティーム・ミュ

テュエル FR 99.91% 100.00% FC

ソシエテ・デクスパンシヨン・ブルゴーニュ・フランシュ＝コン

テ FR 100.00% 100.00% FC

ソシエテ・イモビリエール・プロバンサル・エ・コルス FR 100.00% 100.00% FC

ソクルド・バンク・ポリネジエンヌ FR 15.00% 15.00% EQ

ソフィア FR 100.00% 100.00% FC

ソフィデ FR 100.00% 100.00% FC

Spgres FR 100.00% 100.00% FC

Spig FR 100.00% 100.00% FC

スュッド・パルティシパシヨン FR 100.00% 100.00% FC

Tise PL 100.00% 100.00% FC

トランスイモ FR 100.00% 100.00% FC

ベクトゥール FR 100.00% 100.00% FC

ヴィアリンク FR 100.00% 100.00% FC

III-2 - ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の子会社

オート・ロケーション・トゥールーズ FR 100.00% 100.00% FC

バンクBCP簡素株式会社 FR 80.10% 80.10% FC

バティマップ FR 92.63% 95.44% FC

バティミュール FR 97.05% 100.00% FC

バティロク・ブルターニュ・ぺ・ドゥ・ロアール FR 99.97% 99.97% FC

ボーリュー・イモ FR 100.00% 100.00% FC

カピトル・フィナンス FR 100.00% 100.00% FC

Cebim FR 100.00% 100.00% FC

セルイモ有限責任会社 FR 100.00% 100.00% FC
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会社 所在地 
(a) 所有比率 支配比率 連結方法 

(b)

サーントル・ドゥ・ルラシヨン・クリヤン・ディレクト・エキュ

ルイユ・ブルゴーニュ・フランシュ＝コンテ FR 100.00% 100.00% FC

エキュルイユ・セルビス FR 100.00% 100.00% FC

エクスパンソ FR 91.16% 91.16% FC

エクスパンソ・カピタル FR 91.16% 100.00% FC

エクスパンソ・エンベスティスマン FR 99.55% 99.55% FC

FCPR Fideppp FR 91.62% 100.00% FC

GIEカナル・エキュルイユ FR 100.00% 100.00% FC

GIE CEシンディカシヨン・リスク FR 100.00% 100.00% FC

IT-CE FR 100.00% 100.00% FC

ミディ・フォンシエール FR 100.00% 100.00% FC

MURACEF FR 100.00% 100.00% FC

OPCIイモ・デクスプロワタシヨン FR 100.00% 100.00% FC

フィラ簡素株式会社 FR 100.00% 100.00% FC

簡素株式会社フォンシエール・デ・ケス・デパーニュ（貯蓄銀

行） FR 100.00% 100.00% FC

簡素株式会社フォンシエール・エキュルイユ FR 100.00% 100.00% FC

簡素株式会社フォンシエール・エキュルイユII FR 76.83% 100.00% FC

不動産民事会社フォンシエール1 FR 100.00% 100.00% FC

不動産民事会社トゥールノン FR 100.00% 100.00% FC

セバドゥール FR 76.77% 84.05% FC

ソドゥロ FR 100.00% 100.00% FC

ソルパル FR 100.00% 100.00% FC

Sppicav AEWフォンシエール・エキュルイユ FR 100.00% 92.55% FC

スュデスト・バイユ FR 91.16% 100.00% FC

スューラスュール FR 87.47% 100.00% FC

トフェンゾ・エンベスティスマン FR 100.00% 100.00% FC

トリトン FR 100.00% 100.00% FC

ビバリ・エンベスティスマン FR 100.00% 100.00% FC

III-3 - BPCE S.A.の子会社

アクティフ・イモビリエ・デクスプロワタシヨン FR 100.00% 100.00% FC

アルビアンIT FR 99.00% 100.00% FC

バンキオ FR 60.00% 60.00% FC

BPカバード・ボンズ FR 100.00% 100.00% FC

BPCEアシャ FR 97.97% 100.00% FC

BPCE APS FR 79.95% 100.00% FC

BPCEアシュアランシズ FR 60.00% 100.00% FC

BPCEホーム・ローンズ FR 100.00% 100.00% FC

BPCEイモビリエ・エクスプロアタシヨン FR 100.00% 100.00% FC

BPCE SFH FR 100.00% 100.00% FC

CSF-GCE FR 96.60% 100.00% FC

GCEカピタル FR 100.00% 100.00% FC

GCEカバード・ボンズ FR 100.00% 100.00% FC

GCEパルティシパシヨン FR 100.00% 100.00% FC

ナティクシス・グループ
(C) FR 72.39% 72.39% FC

MAバンク FR 65.92% 65.92% FC

メイリュート FR 100.00% 100.00% FC

ミフコ FR 100.00% 100.00% FC

オテロン・ホールディング FR 100.00% 100.00% FC

簡素株式会社GCE P.AVイモビリエ FR 100.00% 100.00% FC

不動産民事会社ポナン+ FR 100.00% 100.00% FC

ソクラム・バンク FR 33.42% 33.42% EQ

VBI AT 24.50% 24.50% EQ
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会社 所在地 
(a) 所有比率 支配比率 連結方法 

(b)

オラスール・グループ

CNPアシュアランシズ（グループ） FR 15.76% 15.76% EQ

オラスール FR 100.00% 100.00% FC

ソパスール FR 49.98% 49.98% PC

BPCEエンテルナシヨナル・エ・ウトゥル=メール・グループ

アル・マンスール・パラス・モロック
MA 40.00% 40.00% EQ

アラブ・インターナショナル・リース TN 39.00% 65.00% FC

バンク・ドゥ・ラ・レユニヨン FR 88.90% 88.90% FC

バンク・ドゥ・ヌーベル・カレドニ NC 96.74% 96.74% FC

バンク・ドゥ・タヒティ FP 96.12% 96.12% FC

バンク・デ・ザンティル・フランセーズ FR 99.70% 99.69% FC

バンク・デ・ジル・サン=ピエール=エ=ミケロン FR 79.66% 79.66% FC

バンク・デ・マスカレーニュ MU 100.00% 100.00% FC

バンク・マルガッシュ・ドゥ・ロセアン・エンディヤン MG 75.00% 75.00% FC

チュニジア・クウェート銀行
TN 60.00% 60.00% FC

BCI BQ・コメルシアル・エンテルナシヨナル CG 99.98% 99.98% FC

BCPルクサンブール LU 80.10% 80.10% FC

BICEC CM 64.87% 64.85% FC

BMマダガスカル MG 70.00% 70.00% FC

BPCEエンテルナシヨナル・エ・ウトゥル=メール FR 100.00% 100.00% FC

BPCEモロック MA 100.00% 99.93% FC

BPCEモロック・イモビリエ MA 100.00% 100.00% FC

フランサ・バンク LB 40.01% 40.01% EQ

エンジェパル FR 100.00% 100.00% FC

メデSA TN 66.99% 78.99% FC

オセオレンヌ FR 100.00% 100.00% FC

プラメックス FR 100.00% 100.00% FC

レジダンス・デュ・ゴルフ・ド・ブーズニカ・ベイ有限会社 MA 100.00% 100.00% FC

スカイ・エリート・ツアー有限会社 MA 100.00% 100.00% FC

ソシエテ・ドゥ・コンセイユ・エ・デンテルメディアシヨン・

フィナンシエール TN 47.98% 79.96% FC

エル・イスティファ TN 60.00% 100.00% FC

ソシエテ・アブレーズ・カレドニエンヌ NC 89.70% 92.72% FC

ソシエテ・イモビリエール・エ・トゥーリスティック=ル・リバ TN 12.59% 20.99% EQ

ソシエテ・チュニジエンヌ・ドゥ・プロモシヨン・デ・ポール・

イモビリエ・エ・エンドゥストゥリエル TN 18.00% 29.99% EQ

ソシエテ・チュニジア・クウェート・デル・エマール=SGT TN 20.57% 34.29% EQ

SPCS TN 18.00% 30.00% EQ

チュニス・センター TN 13.65% 22.75% FC

ユニバース・インベスト（リスクキャピタル投資会社） TN 52.02% 100.00% FC

ユニバース・パーティシペーションズ（リスクキャピタル投資会

社） TN 59.87% 99.99% FC

クレディ・フォンシエール・グループ

バンコ・プリムス PT 94.94% 94.94% FC

クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランス FR 100.00% 100.00% FC

CFG CIE FIN ドゥ・ガランティ FR 100.00% 100.00% FC

シナジ FR 100.00% 99.99% FC

Cofimab FR 100.00% 99.99% FC

カンパニー・ドゥ・フィナンスモン・フォンシエール FR 100.00% 100.00% FC

クレディ・フォンシエール・イモビリエ FR 74.93% 74.93% FC

エキュフォンシエール FR 100.00% 100.00% FC

アンビロンマン・ティトリザシヨン・アンテニアル FR 100.00% 100.00% FC

フィナンシエール・デビュ FR 100.00% 100.00% FC
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会社 所在地 
(a) 所有比率 支配比率 連結方法 

(b)

フォンシエール・エクスペルティズ FR 74.93% 100.00% FC

フォンシエール・パルティシパシヨン FR 100.00% 100.00% FC

フォンシエール・デブロ FR 100.00% 100.00% FC

GCEフォンシエール・コインベスト FR 100.00% 100.00% FC

グラマ・バラール FR 100.00% 100.00% FC

Locindus FR 72.69% 72.69% FC

メゾン・フランス・フォンフォール・プル・エンべスティスマン FR 49.00% 49.00% EQ

Serexim FR 74.93% 100.00% FC

Sipari FR 100.00% 99.99% FC

SIRP FR 100.00% 100.00% FC

SOCFIM FR 100.00% 99.99% FC

SOCFIMパルティシパシヨン・イモビリエール FR 100.00% 100.00% FC

バンドーム・エンベスティスマン FR 100.00% 99.99% FC

VMG FR 100.00% 100.00% FC

バンク・パラティンヌ・グループ 

アリ・アシュランス FR 100.00% 100.00% FC

バンク・パラティンヌ FR 100.00% 100.00% FC

バンク・ミシェル・エンショープ FR 20.00% 20.00% EQ

コンセルバトゥール・フィナンス FR 20.00% 20.00% EQ

パラティンヌ・アセット・マネージメント FR 100.00% 100.00% FC

III-4 - CEホールディング・プロモーションの子会社

CEホールディング・プロモーション FR 100.00% 100.00% FC

アビタ・アン・レジヨン・セルビス FR 100.00% 100.00% FC

ネクシティ・グループ
(d) FR 41.80% 100.00% FC

Sacogiv FR 45.00% 45.00% EQ

Sogima FR 55.99% 55.99% EQ

III-5 ローカル・セービング・カンパニ

275のローカル・セービング・カンパニ FR 100.00% 100.00% FC

注釈

(1)　BPサーントル・アトランティックおよびBPデュ・スュデストの合併

(2)　CCSOおよびPELLETIERの合併

(a）　営業所在地

AT:オーストリア ‒ BE:ベルギー - CG:コンゴ ‒CM:カメルーン - FR:フランス ‒ LB:レバノン ‒ LU:ルクセンブルグ - MA:モロッ

コ ‒ 

MU:モーリシアス ‒ MG:マダガスカル - NC:ニューカレドニア - PF:仏領ポリネシア - PL:ポーランド - PT:ポルトガル ‒ TN:チュ

ニジア - VA:バヌアツ 

 

(b）　連結法

FC :全部連結

WQ :持分法

PC :比例連結

(c）　ナティクシス・グループ

ナティクシス・グループは344の全部連結会社および持分法を用いる10の連結会社から構成される。主要子会社は次のとおりである。コ

ファース、バンク・プリベ1818、ナティクシス・グローバル・アセット・マネージメント、ナティクシス・ノース・アメリカLLC、ナティ

クシス・プライベート・エクイティおよびカンパーニュ・ウロペンヌ・ドゥ・ガランティ・エ・コシヨン。

(d)　ネクシティ・グループ

ネクシティ・グループは1,669の全部連結会社、136の比例連結会社および持分法を用いる５の連結会社から構成される。
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グループBPCEの中間財務報告書に関する法定監査人の報告書

ケーピーエムジー・オーディット

KPMG S.A.部

クール・ヴァルミ１番地

92923 パリ・ラ・デファンス、

セデッックス

プライスウォーターハウス クーパース オーディット

ヴィリエール通り63番地

92208 ヌイイ=シュール＝セーヌ

セデッックス

マザー

アンリ・ルグノ通り61番地

92075 パリ・ラ・デファンス、

セデッックス

これはフランス語で発行された法定監査人のレビューの日本語への意訳であり、日本語圏の読者の便宜のためにのみ提供されるものである。こ
の報告書は、フランス法およびフランスにおいて適用される専門的監査基準に関連して、またそれらに従って解釈されるものとする。 

 

BPCE

50、ピエール=マンデス=フランス通り

75013パリ市

株主各位

貴行の定時株主総会での私どもへの委任に従い、またフランス通貨金融法典第L. 451-1-2 III条の要件に準拠して、株主各位に以下の項目につ
いて本報告書をもって報告する。

●　添付の2012年６月30日に終了した６ヶ月間のグループBPCEの要約中間連結財務書類のレビュー 

●　中間経営報告書に含まれている情報の検証

本要約中間連結財務書類は取締役会が責任を負う。私どもの責任は、私どものレビューに基づきこれらの財務書類に対する結論を表明すること
にある。

1．財務書類に対する結論

私どもはフランスで適用される専門的基準に準拠してレビューを実施した。中間財務情報のレビューは、主として財務および会計事項の責任者
への質問、ならびに分析その他のレビュー手順の実施から構成される。レビューは、フランスで適用される専門的基準に準拠して実施される監査
と比較して大幅に小規模であり、したがって監査であれば識別された可能性のある重要事項のすべてを把握したとの確信を私どもが得ることは
できない。よって私どもは監査意見を表明するものではない。

私どものレビューに基づけば、添付の要約中間財務書類が、中間財務情報に適用される欧州連合で採用される基準であるIAS第34号に、すべての
重要な点について、準拠して作成されていない、との考えを私どもに抱かせる事項は一切目に留まらなかった。

2．特定の検証

私どもは、レビュー対象の要約中間連結財務書類に関する中間経営報告書に提示されている情報についても検証を行った。

当該報告書の表示の公正性および要約中間連結財務書類との整合性について、私どもが報告すべき事項はない。

パリ・ラ・デファンスおよびヌイイ＝スュール＝セーヌ、2012年８月29日

 

法定監査人

フランス語原本への署名者

 

 

ケーピーエムジー・オーディット

KPMG S.A.部

ファブリス・オーダン

マリー＝クリスティンヌ・ジョリ

プライスウォーターハウス クーパース オーディッ

ト

アニック・ショマルタン

 

マザー

ミシェル・バルベ＝マセン

ジヤン・ラトルゼフ
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財務書類

　グループBPCEのIFRS要約中間連結財務書類

　　 2012年6月30日現在

1　連結貸借対照表
 

資産

 注記 6/30/2012 12/31/2011

  百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

現金および中央銀行への預け金 12,3491,245,273 15,9951,612,936 

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 4.1.1257,53625,969,930 225,47722,737,101 

ヘッジ目的デリバティブ  11,2071,130,114 11,3201,141,509 

売却可能金融資産 4.2 79,5168,018,393 84,8268,553,854 

金融機関に対する貸付金および債権 4.4.1 143,75114,495,851 141,47114,265,936 

顧客に対する貸付金および債権 4.4.2 577,04858,189,520 571,88057,668,379 

金利リスクのヘッジ対象ポートフォリオの再評価差額金  6,812686,922 5,471551,696 

満期保有目的金融資産  10,1751,026,047 8,864893,846 

当期法人所得税資産  226 22,790 1,246125,647 

繰延法人所得税資産  5,503554,923 5,253529,713 

未収収益およびその他の資産  56,0035,647,343 50,8045,123,075 

繰延利益分配金  8 807 902 90,958 

関連会社に対する投資  2,197221,545 2,149216,705 

投資不動産  1,899191,495 2,028204,504 

有形固定資産  4,781482,116 4,819485,948 

無形資産  1,384139,563 1,385139,663 

のれん 4.6 4,532457,007 4,505454,284 

資産合計 1,174,927118,479,639 1,138,395114,795,752 
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負債

 注記 6/30/2012 12/31/2011

  百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

中央銀行に対する債務 4 403 15 1,513 

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 4.1.2238,42424,042,676 227,99622,991,117 

ヘッジ目的デリバティブ  10,8291,091,996 9,9791,006,282 

金融機関に対する債務 4.7.1 112,70811,365,475 117,91411,890,448 

顧客に対する債務 4.7.2 408,97341,240,837 398,73740,208,639 

負債証券 4.8 232,57223,452,560 222,31822,418,547 

金利リスクのヘッジ対象ポートフォリオの再評価差額金 1,887190,285 1,731174,554 

当期法人所得税負債 382 38,521 314 31,664 

繰延法人所得税負債  834 84,101 412 41,546 

未払費用およびその他の負債  53,1305,357,629 46,8044,719,715 

保険会社の保険契約準備金  47,2694,766,606 46,7854,717,799 

引当金 4.9 4,758479,797 4,634467,293 

劣後債務 4.10 10,9181,100,971 11,8821,198,181 

連結持分 52,2395,267,781 48,8744,928,454 

BPCE S.A.の持分所有者に帰属する持分 48,4924,889,933 45,1364,551,514 

株式資本および資本剰余金 4.11.1 26,9982,722,478 26,1882,640,798 

利益剰余金 21,2662,144,463 17,9191,806,952 

資本に直接認識される損益 (1,105)(111,428)(1,656)(166,991)

当期純利益 1,333134,420 2,685270,755 

少数株主持分 3,747377,847 3,738376,940 

負債および資本の合計 1,174,927118,479,639 1,138,395114,795,752 
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2　連結損益計算書  

    

 注記 2012年度上半期 2011年度上半期

  百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

受取利息および類似収益 5.1 16,4331,657,104 16,1101,624,532 

支払利息および類似費用 5.1 (10,295)(1,038,148)(10,031)(1,011,526)

受取手数料 5.2 4,472450,956 4,668470,721 

支払手数料 5.2 (909)(91,664)(827)(83,395)

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の正味利得または損失 5.3 816 82,285 618 62,319 

売却可能金融資産の正味利得または損失 5.4 (268)(27,025)173 17,445 

その他の活動からの収益 5.5 4,783482,318 4,868490,889 

その他の活動の費用 5.5 (3,911)(394,385)(3,541)(357,074)

銀行業務純収益  11,1211,121,442 12,0381,213,912 

営業費用 5.6 (7,415)(747,729)(7,655)(771,930)

有形固定資産および無形資産の減価償却、償却および減損 (437)(44,067)(447)(45,075)

営業総利益 3,269329,646 3,936396,906 

リスクコスト 5.7 (1,108)(111,731)(924)(93,176)

営業収益 2,161217,915 3,012303,730 

関連会社の純利益に対する持分 5.8 103 10,387 105 10,588 

その他の資産の正味利得または損失  9 908 45 4,538 

のれんの価額変動  (5) (504) 0 0 

税引前利益 2,268228,705 3,162318,856 

法人所得税 5.9 (788)(79,462)(1,020)(102,857)

当期純利益 1,480149,243 2,142215,999 

少数株主持分 (147)(14,823)(196)(19,765)

BPCE S.A.の持分所有者に帰属する当期純利益 1,333134,420 1,946196,235 
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3　当期純利益および資本に直接認識される利得/損失計算書  

   

 2012年度上半期 2011年度上半期

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

当期純利益 1,480149,243 2,142215,999 

為替換算調整額 104 10,487 (374)(37,714)

売却可能金融資産の価額変動 707 71,294 87 8,773 

ヘッジ目的デリバティブの価額変動 (90)(9,076)332 33,479 

税金 (167)(16,840)(72)(7,260)

関連会社の資本に直接認識される利得および損失に対する持分 41 4,134 (21)(2,118)

資本に直接認識される利得および損失(税引後） 595 60,000 (48)(4,840)

当期純利益ならびに資本に直接認識される利得および損失 2,075209,243 2,094211,159 

BPCE S.A.の持分所有者帰属分 1,883189,882 1,921193,714 

少数株主持分 192 19,361 173 17,445 
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4　持分変動計算書
 

 

百万ユーロ

株式資本および資本剰余金

永久超劣後

債 利益剰余金 

資本に直接認識される利得およ

び損失

BPCE S.A.

の持分

所有者に

帰属する

純利益 株主持分

少数株主

持分

連結持分

合計

株式

資本
(1)

資本

剰余金
(1)優先株式

為替換算

調整額

金融商品の公正価値

の変動

売却可能金

融資産

ヘッジ目

的デリバ

ティブ

2011年1月1日

現在

株主持分 15,44810,1741,200 4,95016,096 8 51 (542) 47,3853,98051,365

増資 393 9 402 135 537

支払配当金  (541) (541)(246)(787)

超劣後債の買

戻   (1,000)   (1,000)(29)(1,029)

超劣後債の利

息    (158) (158)(27) (185)

優先株式の買

戻  (1,200) (20) (1,220) (1,220)

少数株主持分

の取得および

処分の影響   (85) (85)(308)(393)

資本に直接認

識される利得

および損失   (252) 23 204  (25)(23) (48)

純利益   1,946 1,946196 2,142

その他の変動 (7) (40) (47) 9 (38)

2011年6月30日

現在

株主持分 15,834 10,174  3,950 15,261 (244) 74 (338) 1,946 46,6573,68750,344

支払配当金  (26) (26)(124) (150)

共同保証会社

からの保証預

託金の再分類 (185)  (185) (185)

増資 357 2 (253) 106 (175) (69)

超劣後債の買

戻  (697) (245) (942)  (942)

超劣後債の利

息  (128) (128)(27) (155)

少数株主持分

の取得および

処分の影響  19    19 182 201

資本に直接認

識される利得

および損失       346 (1,259)(234)  (1,147)80 (1,067)

純利益          739 739 142 881

その他の変動 7    36     43 (27) 16

2011年12月31

日現在

株主持分 16,01310,176  3,25314,664 102 (1,185)(572)2,685 45,1363,73848,874

2011年度の純

利益処分     2,685    (2,685)    
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百万ユーロ

株式資本および資本剰余金

永久超劣後

債 利益剰余金

 

資本に直接認識される利得およ

び損失

BPCE S.A.

の持分

所有者に

帰属する

純利益 株主持分

少数株主

持分

連結持分

合計

株式

資本
(1)

資本

剰余金
(1)優先株式  

為替換算

調整額

金融商品の公正価値の

変動

売却可能

金融資産

ヘッジ

目的デリ

バ

ティブ

2012年1月1日現

在

株主持分 16,01310,176  3,25317,349 102 (1,185)(572)  45,1363,73848,874

支払配当金     (491)     (491)(115) (606)

増資
(2) 809    1,230     2,039 (40) 1,999

超劣後債の買戻            (12) (12)

超劣後債の利息     (116)     (116)(27) (143)

少数株主持分の

取得および処分

の影響     5     5 10 15

資本に直接認識

される利得およ

び損失       58 546 (54)  550 45 595

純利益          1,333 1,333 147 1,480

その他の変動    19 17     36 1 37

2012年6月30日

現在

株主持分 16,82210,176  3,27217,994 160 (639)(626)1,333 48,4923,74752,239

 

注記：

(1)　「株式資本」および「資本剰余金」の項目は、ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の資本金それぞれ8.2十億ユーロおよび8.6十

億ユーロならびに資本剰余金それぞれ4.2十億ユーロおよび5.9十億ユーロの金額から構成される。

ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）が発行する協同組合出資証書（CIC）のうちナティクシスにより保有されている分につい

ては、当グループのナティクシスに対する持分割合に基づき利益剰余金から消去している。

(2)　 2012年度上半期中、ポピュレール銀行は0.8億ユーロの増資を実行した。
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百万円

株式資本および資本剰余金

永久超劣後

債 利益剰余金 

資本に直接認識される利得および

損失

BPCE S.A.

の持分

所有者に

帰属する

純利益 株主持分

少数株主

持分

連結持分

合計

株式

資本

資本

剰余金 優先株式

為替換算

調整額

金融商品の公正価値

の変動

売却可能金

融資産

ヘッジ目

的デリバ

ティブ

2011年1月

1日現在

株主持分

1,557,7761,025,946121,008 499,158 1,623,121  807 5,143 (54,655) 4,778,303 401,3435,179,647 

増資 39,630    908      40,538 13,613 54,151 

支払配当

金
    (54,554)     (54,554)(24,807)(79,361)

超劣後債

の買戻
   (100,840)       (100,840)(2,924)(103,764)

超劣後債

の利息
    (15,933)     (15,933)(2,723)(18,655)

優先株式

の買戻
  (121,008) (2,017)     (123,025) (123,025)

少数株主

持分の取

得および

処分の影

響

    (8,571)     (8,571)(31,059)(39,630)

資本に直

接認識さ

れる利得

および損

失

      (25,412)2,319 20,571  (2,521)(2,319)(4,840)

純利益          196,235 196,235 19,765 215,999 

その他の

変動
(706)    (4,034)     (4,739)908 (3,832)

2011年6月

30日現在

株主持分

1,596,7011,025,946 398,318 1,538,919  (24,605)7,462 (34,084)196,235 4,704,892 371,7975,076,689 

支払配当

金
    (2,622)     (2,622)(12,504)(15,126)

共同保証

会社から

の保証預

託金の再

分類

(18,655)         (18,655) (18,655)

増資 36,000 202   (25,513)     10,689 (17,647)(6,958)

超劣後債

の買戻
   (70,285)(24,706)     (94,991) (94,991)

超劣後債

の利息
    (12,908)     (12,908)(2,723)(15,630)

少数株主

持分の取

得および

処分の影

響

    1,916      1,916 18,353 20,269 

資本に直

接認識さ

れる利得

および損

失

      34,891 (126,958)(23,597) (115,663)8,067 (107,596)

純利益          74,521 74,521 14,319 88,840 

その他の

変動
706    3,630      4,336 (2,723)1,613 

2011年12

月31日現

在

株主持分

1,614,7511,026,148  328,033 1,478,718  10,286 (119,495)(57,680)270,755 4,551,514 376,9404,928,454 

2011年度

の純利益

処分

    270,755     (270,755)    
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百万円

株式資本および資本剰余金

永久超劣

後債 利益剰余金

 

資本に直接認識される利得および

損失

BPCE S.A.

の持分

所有者に

帰属する

純利益 株主持分

少数株主

持分

連結持分

合計

株式

資本

資本

剰余金

優先株

式  

為替換算

調整額

金融商品の公正価値の

変動

売却可能

金融資産

ヘッジ

目的デリ

バ

ティブ

2012年1月1

日現在

株主持分

1,614,7511,026,148  328,033 1,749,473  10,286 (119,495)(57,680) 4,551,514 376,940 4,928,454 

支払配当金     (49,512)     (49,512)(11,597)(61,109)

増資 81,580    124,033      205,613 (4,034)201,579 

超劣後債の

買戻
         (1,210)(1,210)

超劣後債の

利息
    (11,697)     (11,697)(2,723)(14,420)

少数株主持

分の取得お

よび処分の

影響

    504      504 1,008 1,513 

資本に直接

認識される

利得および

損失

     5,849 55,059 (5,445)  55,462 4,538 60,000 

純利益         134,420 134,420 14,823 149,243 

その他の変

動
   1,916 1,714      3,630 101 3,731 

2012年6月

30日現在

株主持分

1,696,3301,026,148  329,948 1,814,515  16,134 (64,437)(63,126)134,420 4,889,933 377,847 5,267,781 

 

 

 

 

　　次へ
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5　連結キャッシュ・フロー計算書
 
   

 2012年度上半期 2011年度上半期

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

税引前利益 2,268 228,705 3,162 318,856 

有形固定資産および無形資産の減価償却費および償却費の純額 490 49,412 507 51,126 

のれんの減損 5 504 0 0

引当金および減損引当金の繰入純額 1,536 154,890 213 21,479 

関連会社の純利益／(損失)に対する持分 (304) (30,655)(237) (23,899)

投資活動の純損失／利得 (303) (30,555)(405) (40,840)

財務活動の収益／費用 224 22,588 282 28,437 

その他の変動 7,828 789,376 (1,571)(158,420)

税引前純利益／(損失)に含まれる非貨幣性項目合計 9,476 955,560 (1,210)(122,016)

金融機関との取引から生じる純増減額 3,778 380,974 (5,070)(511,259)

顧客との取引から生じる純増減額 10,6141,070,316 22,4472,263,555 

金融資産および負債を伴う取引から生じる純増減額 (11,370)(1,146,551)471 47,496 

非金融資産および負債を伴う取引から生じる純増減額 (8,037)(810,451)(5,252)(529,612)

支払済税金 287 28,941 293 29,546 

営業活動によりもたらされる資産および負債の純増加額／(減少額) (4,728)(476,772)12,8891,299,727 

営業活動による正味キャッシュ・フロー(A) 7,016 707,493 14,8411,496,566 

金融資産および株式投資に関連する純増減額 (1,791)(180,604)(96) (9,681)

投資不動産に関連する純増減額 211 21,277 (60) (6,050)

有形固定資産および無形資産に関連する純増減額 (425) (42,857)(524) (52,840)

投資活動から生じる正味キャッシュ・フロー(B) (2,005)(202,184)(680) (68,571)

株主との取引から生じる純増(減)額
(1） 1,381 139,260 (2,499)(251,999)

財務活動によるその他の増減 (532) (53,647)(1,115)(112,437)

財務活動から生じる正味キャッシュ・フロー(C) 849 85,613 (3,614)(364,436)

為替レート変動の影響額(D) 4 403 (771) (77,748)

正味キャッシュ・フロー合計(A+B+C+D) 5,864 591,326 9,776 985,812 

現金および中央銀行への預け金正味残高     

現金および中央銀行への預け金正味残高(資産) 15,9951,612,936 24,1432,434,580 

中央銀行に対する債務残高(負債） (15) (1,513)(490) (49,412)

金融機関との要求払取引の正味残高     

当座勘定貸越残高
(2） 5,072 511,460 5,974 602,418 

要求払勘定および要求払貸付金残高 14,7701,489,407 1,194 120,403 

要求払勘定貸方残高 (9,363)(944,165)(13,194)(1,330,483)

要求払レポ取引残高 (1,187)(119,697)(604) (60,907)

現金および現金同等物の期首残高 25,2722,548,428 17,0241,716,700 

現金および中央銀行への預け金正味残高     

現金および中央銀行への預け金正味残高(資産) 12,3491,245,273 33,0383,331,552 

中央銀行に対する債務残高(負債） (5) (504) (533) (53,748)

金融機関との要求払取引の正味残高     

当座勘定貸越残高
(2） 5,706 575,393 7,120 717,981 

要求払勘定および要求払貸付金残高 28,1972,843,385 831 83,798 

要求払勘定貸方残高 (9,607)(968,770)(12,749)(1,285,609)

要求払レポ取引残高 (5,504)(555,023)(908) (91,563)

現金および現金同等物の期末残高 31,1363,139,754 26,7992,702,411 

現金および現金同等物の純変動額 5,864 591,326 9,776 985,812 

(1）株主との取引に係るキャッシュ・フローの流入または流出には以下が含まれる。

• 資本に計上されている超劣後債の買戻によるキャッシュ・フローの流出12百万ユーロ
• ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の資本の純変動によるキャッシュ・フローの流入1,999百万ユーロ
• 配当金支払によるキャッシュ・フローの流出合計606百万ユーロ

(2）当座勘定貸越残高にはフランス預金供託公庫に管理を委託した非課税貯蓄性預金およびLDD通帳式貯蓄口座の資金を含まない。
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6　グループBPCEの財務書類に対する注記
 
 

注記１　一般的背景

1.1　グループBPCE

グループBPCEは、ポピュレール銀行ネットワーク、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）ネットワーク、BPCEの中央機関およびその子会社から構成され
ている。

二つの銀行業務ネットワーク：ポピュレール銀行（庶民銀行）およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）

グループBPCEは協同組合のグループであり、当該協同組合グループの株主が二つのリテール銀行業務ネットワーク、すなわち19のポピュレール
銀行および17のケス・デパーニュ（貯蓄銀行）を所有している。両ネットワークは、それぞれ均等持分により当グループの中央機関であるBPCE
を所有する。

ポピュレール銀行ネットワークは、ポピュレール銀行および共同保証会社から構成される。後者は前者に対して専ら前者を受益者とする保証を
発行する。

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）ネットワークは、ケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレボワヤンスおよびローカル・セービング・カンパニから構
成される。

ポピュレール銀行は、協同組合の株主が80％を所有し、ナティクシスが協同組合出資証書（CIC）を通じて20％を所有する。

ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の資本金は、ローカル・セービング・カンパニ（LSC）が80％を所有し、ナティクシスがCICにより20％を所有す
る。各地に所在するLSCは、オープンエンド型資本金が組合員出資者により所有されている協同組合組織である。LSCは、当該LSCと系列関係にある
各ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）が定める一般目的の枠組に沿って協同組合の株主と協同する。LSCは銀行業務を営むことができない。

BPCE
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BPCEは、フランス銀行法に定義される中央機関であるとともに銀行としての営業を認可された金融機関であり、2009年６月18日付法律第
2009-715号により設立された。BPCEは、取締役会および監査役会を設置する株式会社（société anonyme）として設立され、その株式資本は17
のケス・デパーニュ（貯蓄銀行）と19のポピュレール銀行により共同かつ均等に所有される。

BPCEの企業使命が体現するのは、ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の基礎となる協同組合原則の遵守である。

具体的には、BPCEは、監督当局との折衝において様々な系列企業の利益を代弁し、これらの企業の提供商品・サービスの範囲を決め、預金者を保
護し、主要な経営陣の選任を承認し、当グループの組織の円滑な運営を監督する。

持株会社としてBPCEは当グループの代表企業である。BPCEは両ネットワークと共同して、リテール銀行業務、コーポレート銀行業務および財務
サービスに従事するジョイント・ベンチャーと提供商品を制作する事業体を所有している。またBPCEは当グループの企業戦略および成長・拡大
方針を策定する。

BPCEの主要子会社は、以下の主要な三部門を中心に設立されている。

?　ナティクシス（コーポレート・投資銀行業務、投資ソリューションおよび専門的金融サービスを統合した上場企業でありBPCEが72.4％を所
有）

?　商業銀行業務および保険事業（クレディ・フォンシエール・ドゥ・フランス、バンク・パラティンヌおよびBPCEエンテルナシヨナル・エ・ウ
トゥル=メールを含む。）

?　子会社群および資本持分?

当グループの金融機能についてBPCEが特に責任を負っているのは、余剰資金の集中管理、当グループの業務展開およびリファイナンス上必要な
金融取引の執行および当グループ全体の利益にかかわる取引における最適な取引相手方の選択などである。当グループの他の企業に対するバン
キング・サービスも提供している。

1.2　保証の仕組

フランス通貨金融法典第L. 512-107条に基づき、当グループおよびその関連会社の流動性および適正自己資本を確保し、またポピュレール銀行
およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の両ネットワークに対する金融支援を整備するために保証および共同支援制度が構築されている。

BPCEは、当グループおよび両ネットワークの適正自己資本を保証するために必要なあらゆる措置を講ずる任務を負う。これには当グループ内で
の適切な資金調達の仕組の実施および両ネットワークに共通の共同保証基金の設定が含まれる。BPCEはこれらの運営規則、両ネットワークの既
存基金に対する金融支援の供与条件ならびに共同保証基金の当初基本財産および追加拠出に対する関連会社の分担を決定する。

BPCEは、ポピュレール銀行ネットワークおよびケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレボワヤンス・ネットワークのための各既存基金を管理してい
るが、新たに共同保証基金を設定した。

傘下庶民銀行がポピュレール銀行ネットワーク基金に預け入れた預託金（450百万ユーロ）は、無期限に書換え可能の期間10年の定期預託金と
してBPCEに記帳されている。

傘下貯蓄銀行がケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレボワヤンス・ネットワーク基金に預け入れた預託金（450百万ユーロ）は、無期限に書換え
可能の期間10年の定期預託金としてBPCEに記帳されている。

共同保証基金は、ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）が預け入れた預託金により形成されている。当該預託金は、無期限に書
換え可能の期間10年の定期預託金としてBPCEに記帳されている。2012年６月30日現在の当該預託金額は330百万ユーロであり、当グループの連結
純利益に対するポピュレール銀行、ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）およびそれらの子会社からの寄与額の５％相当額が毎年積み増される。

ポピュレール銀行ネットワーク基金、ケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレボワヤンス・ネットワーク基金および共同保証基金に関連してBPCEに
預け入れる預託金の合計金額は、当グループの加重資産合計の0.15％を下回ってはならず、また0.3％を上回ってはならない。

保証および共同支援制度に参加する各組織勘定の預託金が記帳されるのに対応して、同額が資本項目内で該当する勘定科目に計上される。

共同保証会社（ポピュレール銀行がとり上げた貸付金に保証を与えることを唯一の目的とする会社）は、フランス通貨金融法典（Code moné
taire et financier）第R.515-1条に基づき共同認可された当該ポピュレール銀行による流動性および適正自己資本の保証適用対象となる。

ケス・ドゥ・クレディ・マリティーム・ミュテュエルの流動性および適正な自己資本については、傘下の各信用金庫の中核株主であり技術面・
業務面の支援提供者でもあるそれぞれのパートナー先のポピュレール銀行により保証されている。

各ローカル・セービング・カンパニの流動性および適正自己資本は、まず個々のローカル・セービング・カンパニのレベルで当該ローカル・
セービング・カンパニの株主であるケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレボワヤンスにより保証される。

BPCEの取締役会は、BPCEの出資者による事前の受託に基づき、遅滞なく合意された順序に従い、様々な出資者からの資本を活用するために必要な
すべての権限を有する。
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1.3　2012年度上半期の重要な事象

ギリシャ債券の交換取引についての会計処理

当グループは民間部門によるギリシャ政府の支援計画に参加した。同計画に基づき当グループは2012年3月12日に1,199百万ユーロのギリシャ債
券を新債券と交換した。交換は以下のように実施された。

額面価額1,000の旧ギリシャ・ソブリン債と引換えに次の債券を受領した。

?　欧州金融安定基金（EFSF）が発行する二つの債券で、額面価額がそれぞれ75、満期が１年及び２年であり、これらの債券は通常の市場条件に基
づく金利が付される。

?　旧債券について累積した利息を支払う目的でEFSFが発行する期間６ヶ月の債券。

?　合計額面価額が315、満期が2023年から2042年にかけて到来するギリシャ国債（合計20トランシェ）。同国債には同種の債券の市場金利より低
利の固定金利が支払われる。

?　ギリシャのGDPに連動するワラント：ギリシャのGDPが合意書に定義される一定の基準値に達した場合、投資家は上限１％の追加金利を受取
る。当該ワラントの想定元本額は、新発ギリシャ国債の累積額面価額と同額になるように償却される。

債券の交換に伴い、旧債券は認識を中止し、交換により受領した債券を公正価値で認識した。この取引により旧債券の額面価額の78％について恒
久的損失が発生した（2011年12月末決算時点における当グループの見積りは70％）。2012年度上半期のリスクコストに計上された追加的費用は
27百万ユーロであった。

一部のEU諸国に対するソブリン・リスク

グループBPCEの銀行業務について2012年６月30日現在のEU７カ国のソブリン・リスクに対するエクスポージャーは以下のとおりである。

 銀行勘定 トレーディング勘定 2012年6月30日現

在ネット・エク

スポージャー合

計

2011年12月31日

現在ネット・エ

クスポージャー

合計

会計上の区分

 

百万ユーロ

貸付金およ

び債権

売却可能金

融資産

満期保有目

的金融資産

公正価値測

定指定金融

資産

直接的エク

スポー

ジャー

間接的エク

スポー

ジャー

キプロス 57 0 0 0 0 (1) 56 0

スペイン 1 0 5 7 202 (6) 209 (42)

ギリシャ 4 1 0 3 0 0 8 682

ハンガリー 41 59 0 6 5 (2) 109 0

アイルランド 0 160 5 5 2 (12) 161 174

イタリア
(1） 1,579 1,829 79 16 364 (1) 3,867 2,751

ポルトガル 15 47 4 12 (55) (7) 16 99

合計 1,697 2,096 94 49 517 (29) 4,426 3,664

(1）2012年度上半期におけるグループBPCEのイタリアに対するソブリン・リスクへのエクスポージャーの変動は、「地方公共部門」に対するエクスポージャーを

「ソブリン」のエクスポージャーに再分類したことに関連している。

 

 銀行勘定 トレーディング勘定 2012年6月30日現

在ネット・エク

スポージャー合

計

2011年12月31日

現在ネット・エ

クスポージャー

合計

会計上の区分

 

百万円

貸付金およ

び債権

売却可能金

融資産

満期保有目

的金融資産

公正価値測

定指定金融

資産

直接的エク

スポー

ジャー

間接的エク

スポー

ジャー

キプロス 5,748 0 0 0 0 (101) 5,647 0 

スペイン 101 0 504 706 20,370 (605) 21,076 (4,235)

ギリシャ 403 101 0 303 0 0 807 68,773 

ハンガリー 4,134 5,950 0 605 504 (202) 10,992 0 

アイルランド 0 16,134 504 504 202 (1,210) 16,235 17,546 

イタリア 159,226 184,436 7,966 1,613 36,706 (101) 389,948 277,411 

ポルトガル 1,513 4,739 403 1,210 (5,546)(706) 1,613 9,983 

合計 171,125 211,361 9,479 4,941 52,134 (2,924) 446,318 369,478 
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2012年６月30日現在の銀行勘定のネット・エクスポージャーの満期日情報は次のとおりである。

 残存期間  

百万ユーロ １年 ２年 ３年 ５年 10年 10年超 合計

キプロス 0 0 0 (1) 57 0 56

スペイン 363 (136) (140) 54 58 10 209

ギリシャ 0 0 0 0 0 8 8

ハンガリー 2 2 (20) 106 19 0 109

アイルランド 7 27 9 (17) 7 127 161

イタリア 717 (315) 228 (6) 221 3,022 3,867

ポルトガル 9 13 42 (86) 38 0 16

合計 1,098 (409) 119 50 400 3,167 4,426

 

 残存期間  

百万円 １年 ２年 ３年 ５年 10年 10年超 合計

キプロス 0 0 0 (101) 5,748 0 5,647 

スペイン 36,605 (13,714)(14,118)5,445 5,849 1,008 21,076 

ギリシャ 0 0 0 0 0 807 807 

ハンガリー 202 202 (2,017)10,689 1,916 0 10,992 

アイルランド 706 2,723 908 (1,714) 706 12,807 16,235 

イタリア 72,302 (31,765)22,992 (605) 22,286 304,738 389,948 

ポルトガル 908 1,311 4,235 (8,672) 3,832 0 1,613 

合計 110,722 (41,244)12,000 5,042 40,336 319,360 446,318 

2012年６月30日現在、グループBPCEの保険事業のこれらEU各国のソブリン・リスクに対するエクスポージャーは以下のとおりである。

 6/30/2012

グロス・エクスポージャー

12/31/2011

グロス・エクスポージャー

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

スペイン 164 16,538 174 17,546 

ギリシャ 2 202 171 17,244 

アイルランド 118 11,899 106 10,689 

イタリア 1,091 110,016 513 51,731 

ポルトガル 108 10,891 96 9,681 

合計 1,483 149,546 1,060 106,890 

グループBPCEの保険事業ではハンガリーまたはキプロスに対するエクスポージャーはない。

1.4　後発事象

2012年度フランス財政法の改正法案

2012年度フランス財政法の改正法案によると、遅くとも2012年９月30日までに追加的な負担金を納付することを定めている。これは2012年納付
の銀行税に相当し、その金額は当グループに要求される連結自己資本の0.25％とされる。さらに2013年１月１日から当該税率は0.25％から
0.50％に倍増する。

会計規則（貸借対照表日後に採択または公表された税率または財政関連法の変更）に従い、これらの新たな財政措置は、2012年６月30日現在で
は影響を与えない。

仮にこの追加的負担金を期間按分して会計処理した場合、2012年６月30日現在の連結財務書類に対して税引前で41百万ユーロのマイナスの影響
を与えることになる。
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注記２　適用する会計基準および比較可能性

2.1　規制の枠組

グループBPCEは、国際会計基準の適用に関する2002年７月19日付EC規則第1606/2002号に従い、2012年度上半期の連結財務書類を、欧州連合によ
り使用が採用されかつ当該上半期末日現在で適用されていた国際財務報告基準（IFRS）に基づき作成した。したがってヘッジ会計に関するIAS

第39号の一部規定は除かれている
1
。

2012年６月30日現在の本要約中間連結財務書類は、IAS第34号「中間財務報告」に従って作成されている。そのため、半期において最も重要な項
目に対して注記が記載され、当グループの2011年12月31日現在の連結財務書類と共に参照する必要がある。

 
1 これらの基準については以下のアドレスの欧州委員会のホームページで閲覧可能である。

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm

2.2　会計基準

2011年12月31日現在の財務書類において用いられ、記載されているものと同一の会計基準および原則を用いている。

欧州連合により採用されたその他の基準、修正および解釈指針のうち、2012年に強制適用されたものは、当グループの財務書類に重要な影響を与
えなかった。

BPCEは、欧州連合により採用された諸基準のうち2012年６月30日時点で強制適用されていない以下の基準については、当該時点で早期適用を
行っていない。

?　2012年６月５日に欧州委員会により採用され、2012年７月１日以降に開始する事業年度について強制適用されるIAS第１号「財務諸表の表
示」に対する修正。当修正は、「当期純利益および資本に直接認識される利得/損失計算書」に含まれる財務情報の拡充を意図している。資本
に直接認識される利得/損失については、純損益に組替調整（リサイクル）される可能性のある項目と純損益に組替調整されない項目とを区
別して表示する必要がある。

?　2012年６月５日に欧州委員会により採用され、2013年１月１日以降に開始する事業年度について遡及的に強制適用されるIAS第19号「従業員
給付」に対する修正。当修正は、年金または類似の債務に関する計上方法および表示、とりわけ、年金数理上の差異（資本に即時かつ包括的に
認識される。）および過去勤務費用（損益に直ちに認識される。）に関する計上方法および表示について変更を加えている。

IFRS第13号「公正価値測定」は、欧州委員会により現在採用の準備が進められている。当基準は2013年１月１日以降に開始する事業年度より将
来に向けて適用される。IFRS第13号は公正価値の測定方法について定めるが、公正価値の適用条件を変更するものではない。

上記の各基準を実施した場合の当グループの連結財務書類に与える影響については、現在見積りを行っている段階である。

2.3　見積の使用

経営陣は、財務書類の作成に際して、不確定な将来の事象に関し一定の分野で見積および仮定を行う必要がある。

これらの見積は当該財務書類の作成担当者の判断および貸借対照表日時点で入手可能な情報に基づく。

将来の実際の結果は、これらの見積と異なる可能性がある。

具体的には2012年６月30日に終了した期間の財務書類について、仮定を伴う会計上の見積を主に以下の分野で行った。

?　評価モデルに基づき決定される金融商品の公正価値（注記4.1）

?　金融資産の減損金額、より具体的には、売却可能資産の恒久的減損損失および個別ベースまたはポートフォリオ・ベースで計算する減損損失
（注記4.2）

?　貸借対照表の負債に計上される引当金、より具体的には、規制対象住宅貯蓄関連商品に対する引当金および保険契約に対する引当金（注記4.9
）

?　年金および将来の従業員給付費用に関連する計算

?　繰延税金資産および負債

?　のれんの減損テスト（注記4.6）

2.4　連結財務書類の表示および貸借対照表日

連結対象企業

グループBPCEの連結対象企業は以下から構成される。

?　ポピュレール銀行（すなわち17のポピュレール地域銀行）、CASDENポピュレール銀行および信用協同組合（クレディ・コオペラティフ）

?　17のケス・デパーニュ（貯蓄銀行）

?　2003年８月１日付法律第2003-706号「金融安全法」に基づきBPCEと系列関係にあるケス・デュ・クレディ・マリティーム・ミュテュエル

?　関係のポピュレール銀行と集団的系列関係にある共同保証会社（SCM）

?　当グループの中央機関であるBPCE

以上に加えてグループBPCEを構成するのは次の各社である。

?　ポピュレール銀行の子会社

?　CEホールディング・プロモーションおよびその子会社(ネクシティ、アビタ・アン・レジヨン等)を含むケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の子会
社
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?　中央機関が所有する子会社（ナティクシス、クレディ・フォンシエール、バンク・パラティンヌ、BPCE IOM等を含む。）

グループBPCEには信用協同組合との間で提携契約を締結している金融機関も含まれる。これらの純利益および資本に対する持分割合は少数株主
持分の項目に計上されている。

中間連結財務書類の表示

IFRSでは特定の様式は要求されていないため要約財務書類について当グループが採用する表示は、フランス国家会計審議会（CNC）が2009年７
月２日に公表した勧告第2009 R.04号に従っている。

中間貸借対照表日

連結財務書類は、グループBPCEの連結範囲に含まれる各企業の2012年６月30日現在の個別財務書類を基礎にしている。当グループの連結財務書
類は2012年７月30日に開催された取締役会により承認された。

注記３　セグメント報告

グループBPCEは二つの中核事業に基礎を置く。

商業銀行業務および保険事業（以下を含む）

?　ポピュレール銀行ネットワーク：19のポピュレール銀行およびその子会社、クレディ・マルティーム・ミュテュエルならびに共同保証会社か
ら構成される。

?　ケス・デパーニュ・ネットワーク：17のケス・デパーニュ（貯蓄銀行）から構成される。

?　不動産金融：この分野の業績は主にクレディ・フォンシエール・グループの寄与分を反映する。

?　保険事業、海外事業およびその他のネットワーク事業：これらを主に構成するのは、CNPアシュアランシズ、BPCEアシュアランシズ、海外子会社
（BPCE IOMなど）およびバンク・パラティンヌに対する当グループの持分である。

コーポレート・投資銀行業務、投資ソリューションおよび専門的金融サービスは、ナティクシスの中核事業である。

?　コーポレート・投資銀行業務(CIB)は、大企業および機関投資家にサービスを提供するBPCEの銀行としての地位を今日確立している。

?　投資ソリューションは、資産運用、生命保険およびプライベート・バンキングさらにプライベート・エクイティ事業を擁する。

?　専門的金融サービスには、ファクタリング、リース、消費者金融、連帯保証および保証、従業員給付制度設計、支払および証券業務から構成され
る。

資本持分業務は第三の事業セグメントである。同セグメントを構成するのは、ネクシティ、メイリュートおよびフォルクスバンク・ロマニアに対
する当グループの投資持分ならびにコファースに対するナティクシスの持分さらにナティクシス自身のプラーベート・エクイティ業務である。

ワークアウト・ポートフォリオ管理およびその他の事業に含まれる主なものは以下のとおりである。

?　ナティクシスのワークアウト・ポートフォリオ管理業務ならびに旧CNCEの自己勘定売買取引の残存案件管理および委任管理業務からの寄与。

?　当グループの中央機関および持株会社(複数)からの寄与ならびに既に売却した業務（フォンシアおよびユーロシック）または売却進行中の
業務からの寄与。

?　ギリシャのソブリン負債証券の償却。

?　自社債務の再評価。

?　クレディ・フォンシエールの貸借対照表に関する大規模な業務管理取引による影響（証券売却および負債償還）。

?　当グループの買収および投資戦略の一環としてのれんの減損および評価差額の償却に係る事項。

前年度のグループBPCEのセクター報告は修正再表示された。
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部門別経営成績

百万ユーロ

商業銀行業務

および

保険事業

CIB、

投資ソリューション

およびSFS 中核事業 資本持分

ワークアウト・

ポートフォリオ

管理および

その他の事業

 

グループBPCE

 
2012年度

上半期

2011年度

上半期

2012年度

上半期

2011年度

上半期

2012年度

上半期

2011年度

上半期

2012年度

上半期

2011年度

上半期

2012年度

上半期

2011年度

上半期

2012年度

上半期

2011年度

上半期

銀行業務純収益 7,4207,6223,0683,20810,48810,830878 877 (245)33111,12112,038

営業費用 (4,968)(4,899)(1,985)(1,952)(6,953)(6,851)(710)(714)(189)(537)(7,852)(8,102)

営業総利益 2,4522,7231,0831,2563,5353,979 168 163 (434)(206)3,2693,936

費用/収益比率 67.0%64.3%64.7%60.8%66.3%63.3%80.9%81.4% ns ns 70.6%67.3%

リスクコスト (791)(545)(143)(74)(934)(619) (4) (19)(170)(286)(1,108)(924)

関連会社の利益／（損失）

に対する持分 93 99 8 8 101 107 2 (4) 0 2 103 105

その他の資産の利得または

損失 6 12 1 0 7 12 2 (5) 0 38 9 45

のれんの価額変動         (5) 0 (5) 0

税引前利益／(損失) 1,7602,289 949 1,1902,7093,479 168 135 (609)(452)2,2683,162

法人所得税 (615)(755)(298)(345)(913)(1,100)(62) (56) 187 136 (788)(1,020)

少数株主持分 (21) (16)(194)(240)(215)(256)(47) (45) 115 105 (147)(196)

親会社の持分所有者に帰属

する当期純利益 1,1241,518 457 605 1,5812,123 59 34 (307)(211)1,3331,946

 

百万円

商業銀行業務

および

保険事業

CIB、

投資ソリューション

およびSFS 中核事業 資本持分

ワークアウト・

ポートフォリオ

管理および

その他の事業

 

グループBPCE

 
2012年度

上半期

2011年度

上半期

2012年度

上半期

2011年度

上半期

2012年度

上半期

2011年度

上半期

2012年

度

上半期

2011年度

上半期

2012年度

上半期

2011年度

上半期

2012年度

上半期

2011年度

上半期

 

銀行業務純収益 748,233 768,602 309,377 323,495 1,057,6101,092,09788,538 88,437 (24,706)33,378 1,121,4421,213,912 

営業費用 (500,973)(494,015)(200,167)(196,840)(701,141)(690,855)(71,596)(72,000)(19,059)(54,151)(791,796)(817,006) 

営業総利益 247,260 274,587 109,210 126,655 356,469 401,242 16,941 16,437 (43,765)(20,773)329,646 396,906  

費用/収益比率 67.0%64.3%64.7%60.8% 66.3% 63.3%80.9%81.4% ns ns 70.6%67.3%
 

リスクコスト (79,764)(54,958)(14,420)(7,462)(94,185)(62,420)(403)(1,916)(17,143)(28,840)(111,731)(93,176) 

関連会社の利益／

（損失）に対する持

分

9,378 9,983 807 807 10,185 10,790 202 (403) 0 202 10,387 10,588  

その他の資産の利得

または損失
605 1,210 101 0 706 1,210 202 (504) 0 3,832 908 4,538  

のれんの価額変動         (504) 0 (504) 0  

税引前利益／(損失)177,478 230,823 95,697 120,000 273,176 350,822 16,941 13,613 (61,412)(45,580)228,705 318,856  

法人所得税 (62,017)(76,134)(30,050)(34,790)(92,067)(110,924)(6,252)(5,647)18,857 13,714 (79,462)(102,857) 

少数株主持分 (2,118)(1,613)(19,563)(24,202)(21,681)(25,815)(4,739)(4,538)11,597 10,588 (14,823)(19,765) 

親会社の持分所有者

に帰属する当期純利

益

113,344 153,075 46,084 61,008 159,428 214,083 5,950 3,429 (30,958)(21,277)134,420 196,235  
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商業銀行業務および保険事業部門の小部門別内訳

百万ユーロ ポピュレール銀行

ケス・デパーニュ

（貯蓄銀行） 不動産金融

保険事業、海外事業

およびその他のネッ

トワーク事業

商業銀行業務

および保険事業

 
2012年度

上半期

2011年度

上半期

2012年度

上半期

2011年度

上半期

2012年度

上半期

2011年度

上半期

2012年度

上半期

2011年度

上半期

2012年度

上半期

2011年度

上半期

銀行業務純収益 3,0483,1853,3643,438 410 471 598 528 7,4207,622

営業費用 (2,087)(2,014)(2,230)(2,232)(272)(314)(379)(339)(4,968)(4,899)

営業総利益 961 1,1711,1341,206 138 157 219 189 2,4522,723

費用/収益比率 68.5%63.2%66.3%64.9%66.3%66.7%63.4%64.2%67.0%64.3%

リスクコスト (449)(274)(221)(161)(53) (44) (68) (66)(791)(545)

関連会社の損益に対する持分 6 7 0 0 3 4 84 88 93 99

その他の資産の利得または損失 1 5 0 5 4 5 1 (3) 6 12

税引前利益／(損失) 519 909 913 1,050 92 122 236 208 1,7602,289

法人所得税 (191)(309)(335)(367)(32) (38) (57) (41)(615)(755)

少数株主持分 (6) (4) 0 0 (1) 0 (14) (12) (21) (16)

親会社の持分所有者に帰属する純利益 322 596 578 683 59 84 165 155 1,1241,518

 

百万円 ポピュレール銀行

ケス・デパーニュ

（貯蓄銀行） 不動産金融

保険事業、海外事業

およびその他のネッ

トワーク事業

商業銀行業務

および保険事業

 
2012年度

上半期

2011年度

上半期

2012年度

上半期

2011年度

上半期

2012年度

上半期

2011年度

上半期

2012年度

上半期

2011年度

上半期

2012年度

上半期

2011年度

上半期

銀行業務純収益 307,360 321,175 339,226 346,688 41,344 47,496 60,302 53,244 748,233 768,602 

営業費用 (210,453)(203,092)(224,873)(225,075)(27,428)(31,664)(38,218)(34,185)(500,973)(494,015)

営業総利益 96,907 118,084 114,353 121,613 13,916 15,832 22,084 19,059 247,260 274,587 

費用/収益比率 68.5%63.2%66.3%64.9%66.3%66.7%63.4%64.2%67.0%64.3%

リスクコスト (45,277)(27,630)(22,286)(16,235)(5,345)(4,437)(6,857)(6,655)(79,764)(54,958)

関連会社の損益に対する持分 605 706 0 0 303 403 8,471 8,874 9,378 9,983 

その他の資産の利得または損失 101 504 0 504 403 504 101 (303)605 1,210 

税引前利益／(損失) 52,336 91,664 92,067 105,882 9,277 12,302 23,798 20,975 177,478 230,823 

法人所得税 (19,260)(31,160)(33,781)(37,008)(3,227)(3,832)(5,748)(4,134)(62,017)(76,134)

少数株主持分 (605)(403) 0 0 (101) 0 (1,412)(1,210)(2,118)(1,613)

親会社の持分所有者に帰属する純利益 32,470 60,101 58,286 68,874 5,950 8,471 16,639 15,630 113,344 153,075 
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コーポレート・投資銀行業務、投資ソリューションおよび専門的金融サービス部門の小部門別内訳

百万ユーロ

CIB 投資ソリューション SFS

CIB,投資ソリュー

ションおよびSFS

2012事業

年度

上半期

2011事業

年度

上半期

2012事業

年度

上半期

2011事業

年度

上半期

2012事業

年度

上半期

2011事業

年度

上半期

2012事業

年度

上半期

2011事業

年度

上半期

銀行業務純収益 1,461 1,685 1,006 948 601 575 3,068 3,208

営業費用 (855) (878) (742) (669) (388) (405)(1,985)(1,952)

営業総利益 606 807 264 279 213 170 1,083 1,256

費用/収益比率 58.5% 52.1% 73.8% 70.6% 64.6% 70.4% 64.7% 60.8%

リスクコスト (101) (34) (3) (4) (39) (36) (143) (74)

関連会社の損益に対する持分 0 0 8 8 0 0 8 8

その他の資産の利得または損失 0 0 1 0 0 0 1 0

税引前利益／(損失) 505 773 270 283 174 134 949 1,190

法人所得税 (182) (232) (60) (69) (56) (44) (298) (345)

少数株主持分 (89) (148) (70) (64) (35) (28) (194) (240)

親会社の持分所有者に帰属する純利益 234 393 140 150 83 62 457 605

 

百万円

CIB 投資ソリューション SFS

CIB,投資ソリュー

ションおよびSFS

2012事業

年度

上半期

2011事業

年度

上半期

2012事業

年度

上半期

2011事業

年度

上半期

2012事業

年度

上半期

2011事業

年度

上半期

2012事業

年度

上半期

2011事業

年度

上半期

銀行業務純収益 147,327 169,915 101,445 95,596 60,605 57,983 309,377 323,495 

営業費用 (86,218)(88,538)(74,823)(67,462)(39,126)(40,840)(200,167)(196,840)

営業総利益 61,109 81,378 26,622 28,134 21,479 17,143 109,210 126,655 

費用/収益比率 58.5% 52.1% 73.8% 70.6% 64.6% 70.4% 64.7% 60.8%

リスクコスト (10,185)(3,429)(303) (403)(3,933)(3,630)(14,420)(7,462)

関連会社の損益に対する持分 0 0 807 807 0 0 807 807 

その他の資産の利得または損失 0 0 101 0 0 0 101 0 

税引前利益／(損失) 50,924 77,949 27,227 28,538 17,546 13,513 95,697 120,000 

法人所得税 (18,353)(23,395)(6,050)(6,958)(5,647)(4,437)(30,050)(34,790)

少数株主持分 (8,975)(14,924)(7,059)(6,454)(3,529)(2,824)(19,563)(24,202)

親会社の持分所有者に帰属する純利益 23,597 39,630 14,118 15,126 8,370 6,252 46,084 61,008 

 

　　次へ
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注記４　貸借対照表に対する注記

4.1　純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債

4.1.1　純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

百万ユーロ

6/30/2012 12/31/2011

売買目的

保有

公正価値

オプション 合計

売買目的

保有

公正価値

オプション 合計

財務省証券および類似証券 32,604 41 32,64516,826 40 16,866

債券およびその他の固定利付証券 13,742 4,479 18,22114,683 4,566 19,249

固定利付証券 46,346 4,520 50,86631,509 4,606 36,115

株式およびその他の変動利付証券 12,325 11,342 23,66710,277 11,609 21,886

金融機関に対する貸付金 292 0 292 235 2 237

顧客に対する貸付金 448 9,277 9,725 672 8,614 9,286

貸付金 740 9,277 10,017 907 8,616 9,523

レポ取引 //// 69,927 69,927 //// 47,272 47,272

売買目的デリバティブ 103,059 //// 103,059110,681 //// 110,681

純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産合計 162,470 95,066 257,536153,374 72,103 225,477

 

百万円

6/30/2012 12/31/2011

売買目的

保有

公正価値

オプション 合計

売買目的

保有

公正価値

オプション 合計

財務省証券および類似証券 3,287,787 4,134 3,291,922 1,696,734 4,034 1,700,767 

債券およびその他の固定利付証券 1,385,743 451,662 1,837,406 1,480,634 460,435 1,941,069 

固定利付証券 4,673,531 455,797 5,129,327 3,177,368 464,469 3,641,837 

株式およびその他の変動利付証券 1,242,853 1,143,727 2,386,580 1,036,333 1,170,652 2,206,984 

金融機関に対する貸付金 29,445 0 29,445 23,697 202 23,899 

顧客に対する貸付金 45,176 935,493 980,669 67,764 868,636 936,400 

貸付金 74,622 935,493 1,010,114 91,462 868,837 960,299 

レポ取引 //// 7,051,439 7,051,439 ////4,766,908 4,766,908 

売買目的デリバティブ 10,392,470 ////10,392,470 11,161,072 ////11,161,072 

純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産合計
16,383,475 9,586,455 25,969,930 15,466,234 7,270,867 22,737,101 

4.1.2　純損益を通じて公正価値で測定する金融負債

 6/30/2012 12/31/2011

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

レポ取引 35,1833,547,854 26,5602,678,310 

その他の金融負債 1,526153,882 2,328234,756 

売買目的保有金融負債 36,7093,701,736 28,8882,913,066 

売買目的デリバティブ 105,19310,607,662 114,57611,553,844 

銀行間定期勘定および借入金 146 14,723 781 78,756 

顧客定期勘定および借入金 185 18,655 246 24,807 

負債証券 18,7301,888,733 21,7142,189,640 

劣後債務 83 8,370 86 8,672 

レポ取引 77,3657,801,487 61,6866,220,416 

その他の金融負債 13 1,311 19 1,916 

純損益を通じて公正価値で測定すると指定した金融負債 96,5229,733,278 84,5328,524,207 

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 238,42424,042,676 227,99622,991,117 

2012年６月30日現在の負債証券には、カンパニー・ドゥ・フィナンスモン・フォンシエール（クレディ・フォンシエールの子会社）が発行した
4,320百万ユーロのカバード・ボンド（フランス法に裏付けられた有担保債券）が含まれる。
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4.2　売却可能金融資産

 6/30/2012 12/31/2011

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

財務省証券および類似証券 17,0801,722,347 15,2331,536,096 

債券およびその他の固定利付証券 49,5054,992,084 56,0765,654,704 

減損有価証券 363 36,605 385 38,823 

固定利付証券 66,9486,751,036 71,6947,229,623 

持分証券およびその他の変動利付証券 14,9561,508,163 15,3751,550,415 

金融機関に対する貸付金 5 504 11 1,109 

顧客に対する貸付金 68 6,857 74 7,462 

貸付金 73 7,361 85 8,571 

売却可能金融資産の総額 81,9778,266,561 87,1548,788,609 

固定利付証券の減損 (222)(22,386)(243)(24,504)

持分証券およびその他の変動利付証券の恒久的減損 (2,239)(225,781)(2,085)(210,251)

売却可能金融資産合計、純額 79,5168,018,393 84,8268,553,854 

売却可能有価証券について投資を回収できない可能性があると当グループが認めたときは直ちに減損損失を認識する。上場している変動利付金
融商品については、50％超または36ヶ月を越える期間の価格下落は減損の証拠となる。
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4.3　金融資産および負債の公正価値ヒエラルキー

価格および評価モデルの種類毎の金融商品の内訳は次表のとおりである。

百万ユーロ

6/30/2012 12/31/2011

活発な市場

における

公表価格 

(レベル１)

観察可能な

データを

用いる

測定技法

(レベル２)

観察不能な

データを

用いる

測定技法

(レベル３) 合計

活発な市場

における

公表価格 

(レベル１)

観察可能な

データを

用いる

測定技法

(レベル２)

観察不能な

データを

用いる

測定技法

(レベル３) 合計

金融資産         

有価証券 45,981 7,540 5,15158,672 27,660 8,302 5,82441,786

デリバティブ 1,863 99,801 1,395103,059 1,557 106,865 2,259110,681

その他の金融資産 68 671  739 61 846  907

売買目的保有金融資産 47,912108,012 6,546162,47029,278116,013 8,083153,374

有価証券 10,199 4,438 1,22515,862 11,859 3,222 1,13416,215

その他の金融資産  78,862 342 79,204  55,586 302 55,888

純損益を通じて公正価値で測定す

ると指定した金融資産 10,199 83,300 1,56795,066 11,859 58,808 1,43672,103

ヘッジ目的デリバティブ 13 11,194  11,207 23 11,297  11,320

関連会社に対する投資 362 1,420 2,4044,186 252 1,481 2,5954,328

その他の有価証券 62,357 10,356 2,51975,232 60,267 17,244 2,87980,390

その他の金融資産 15 37 46 98 19 42 47 108

売却可能金融資産 62,734 11,813 4,96979,516 60,538 18,767 5,52184,826

金融負債         

有価証券 34,793 780 2 35,575 26,025 939  26,964

デリバティブ 2,147 102,449 596105,192 2,128 112,326 122114,576

その他の金融負債 14 1,121  1,135 7 1,917  1,924

売買目的保有金融負債 36,954104,350 598141,90228,160115,182 122143,464

有価証券 539 95,640  96,179  83,486  83,486

その他の金融負債  218 125 343  893 153 1,046

純損益を通じて公正価値で測定す

ると指定した金融負債 539 95,858 125 96,522  84,379 153 84,532

ヘッジ目的デリバティブ 34 10,794  10,829 12 9,951 10 9,974
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百万円

6/30/2012 12/31/2011

活発な市場

における

公表価格 

(レベル１)

観察可能な

データを

用いる

測定技法

(レベル２)

観察不能な

データを

用いる

測定技法

(レベル３) 合計

活発な市場

における

公表価格 

(レベル１)

観察可能な

データを

用いる

測定技法

(レベル２)

観察不能な

データを

用いる

測定技法

(レベル３) 合計

金融資産         

有価証券 4,636,724 760,334 519,427 5,916,484 2,789,234 837,174 587,292 4,213,700 

デリバティブ 187,865 10,063,933 140,672 10,392,470 157,008 10,776,267 227,798 11,161,072 

その他の金融資産 6,857 67,664  74,521 6,151 85,311  91,462 

売買目的保有金融資産 4,831,446 10,891,930 660,099 16,383,475 2,952,394 11,698,751 815,090 15,466,234 

有価証券 1,028,467 447,528 123,529 1,599,524 1,195,862 324,906 114,353 1,635,121 

その他の金融資産  7,952,444 34,487 7,986,931  5,605,292 30,454 5,635,746 

純損益を通じて公正価値で測

定すると指定した金融資産
1,028,467 8,399,972 158,016 9,586,455 1,195,862 5,930,199 144,806 7,270,867 

ヘッジ目的デリバティブ 1,311 1,128,803  1,130,114 2,319 1,139,189  1,141,509 

関連会社に対する投資 36,504 143,193 242,419 422,116 25,412 149,344 261,680 436,436 

その他の有価証券 6,288,080 1,044,299 254,016 7,586,395 6,077,324 1,738,885 290,318 8,106,528 

その他の金融資産 1,513 3,731 4,639 9,882 1,916 4,235 4,739 10,891 

売却可能金融資産 6,326,097 1,191,223 501,074 8,018,393 6,104,652 1,892,464 556,738 8,553,854 

金融負債         

有価証券 3,508,526 78,655 202 3,587,383 2,624,361 94,689  2,719,050 

デリバティブ 216,503 10,330,957 60,101 10,607,561 214,588 11,326,954 12,302 11,553,844 

その他の金融負債 1,412 113,042  114,453 706 193,310  194,016 

売買目的保有金融負債 3,726,441 10,522,654 60,302 14,309,398 2,839,654 11,614,953 12,302 14,466,910 

有価証券 54,353 9,644,338  9,698,690  8,418,728  8,418,728 

その他の金融負債  21,983 12,605 34,588  90,050 15,429 105,479 

純損益を通じて公正価値で測

定すると指定した金融負債
54,353 9,666,321 12,605 9,733,278  8,508,778 15,429 8,524,207 

ヘッジ目的デリバティブ 3,429 1,088,467  1,091,996 1,210 1,003,459 1,008 1,005,778 

 

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

1015/1163



4.4　貸付金および債権

貸付金および債権とは、活発な市場での公表価格がない、固定または確定可能な支払金額を有する非デリバティブ金融資産をいう。当グループが
組成する貸付金の大部分はこの区分に分類される。

4.4.1　金融機関に対する貸付金および債権

 6/30/2012 12/31/2011

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

金融機関に対する貸付金および債権 144,03614,524,590 141,83114,302,238 

個別減損 (277)(27,933)(352)(35,496)

ポートフォリオ・ベースの減損 (8) (807) (8) (807)

金融機関に対する貸付金および債権合計 143,75114,495,851 141,47114,265,936 

金融機関に対する貸付金および債権の内訳

 6/30/2012 12/31/2011

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

当座勘定貸越残高 6,248630,048 87,5008,823,500 

レポ取引 7,990805,712 19,9792,014,682 

貸付金および融資 124,21412,525,740 31,0433,130,376 

ファイナンス・リース 3 303 3 303 

劣後ローンおよび利益参加型貸付金 324 32,672 319 32,168 

貸付金および債権に分類された証券 4,927496,839 2,579260,066 

減損貸付金および債権 330 33,277 408 41,143 

金融機関に対する貸付金および債権合計 144,03614,524,590 141,83114,302,238 

2012年度上半期に、フランス預金供託公庫に集中される非課税貯蓄性預金およびLDD通帳式貯蓄勘定に係る資金は、「当座勘定貸越残高」の項目
から「貸付金および融資」の項目に再分類された。これはフランス預金供託公庫の集中規則の変更に伴うものである。当該残高は2012年６月30
日現在、72,971百万ユーロ（2011年12月31日現在：71,391百万ユーロ）であった。
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4.4.2　顧客に対する貸付金および債権

 6/30/2012 12/31/2011

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

顧客に対する貸付金および債権 588,67159,361,584 583,06358,796,073 

個別減損 (9,994)(1,007,795)(9,522)(960,198)

ポートフォリオ・ベースの減損 (1,629)(164,268)(1,661)(167,495)

顧客に対する貸付金および債権合計 577,04858,189,520 571,88057,668,379 

顧客に対する貸付金および債権の内訳

 6/30/2012 12/31/2011

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

当座勘定貸越残高 14,1501,426,886 12,8581,296,601 

金融部門の顧客に対する貸付金 4,463450,049 5,022506,418 

短期信用供与 54,0795,453,326 56,1745,664,586 

設備資金貸付 126,80212,786,714 124,41212,545,706 

住宅貸付 249,98825,208,790 243,45124,549,599 

輸出信用 3,392342,049 3,579360,906 

その他貸付 25,0792,528,966 25,7092,592,496 

レポ取引 25,0932,530,378 22,1322,231,791 

劣後ローン 555 55,966 563 56,773 

顧客に対するその他の信用供与 489,45149,356,239 481,04248,508,275 

貸付金および債権として分類された証券 39,8404,017,466 44,2734,464,489 

顧客に対するその他の貸付金および債権 23,6472,384,563 24,6352,484,193 

減損貸付金および債権 21,5832,176,430 20,2552,042,514 

顧客に対する貸付金および債権合計 588,67159,361,584 583,06358,796,073 

4.5　金融資産の再分類

金融資産の再分類状況

IAS第39号およびIFRS第７号「金融資産の再分類」の修正を適用することにより当グループは一部の金融資産を再分類した。

 

帳簿価額 公正価値

6/30/2012 12/31/2011 6/30/2012 12/31/2011

 百万ユーロ 百万円百万ユーロ 百万円百万ユーロ 百万円百万ユーロ 百万円

次の区分に再分類した資産：     

売却可能金融資産 365 36,807 367 37,008 365 36,807 367 37,008 

貸付金および債権 16,3761,651,356 18,7031,886,011 14,4991,462,079 17,0111,715,389 

再分類した有価証券合計 16,7411,688,162 19,0701,923,019 14,8641,498,886 17,3781,752,398 

当該証券が再分類されなかった場合に認識されたであろう公正価値の変動

 2012年度上半期 2011年度上半期

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

公正価値の変動     

当該証券が再分類されなかった場合に純損益に認識されたであろう金額 52 5,244 (59) (5,950)

当該証券が再分類されなかった場合に資本に直接認識されたであろう利得および損失 (283)(28,538)(4) (403)
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4.6　のれん

 2012年度上半期

 百万ユーロ 百万円

期首純額 4,505454,284 

取得 12 1,210 

売却 (10) (1,008)

減損 (5) (504)

為替換算調整額 30 3,025 

期末純額 4,532457,007 

のれんの内訳

 

帳簿価額

6/30/2012 12/31/2011

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

　- 投資ソリューション 2,128214,588 2,099211,663 

　- 専門的金融サービス 58 5,849 58 5,849 

　- コファース 470 47,395 485 48,907 

　- その他 27 2,723 26 2,622 

ナティクシス 2,683270,554 2,668269,041 

ネクシティ 912 91,966 900 90,756 

地方銀行
* 707 71,294 707 71,294 

バンク・パラティンヌ 95 9,580 95 9,580 

BPCE IOM 70 7,059 69 6,958 

バンクBCPフランス 42 4,235 42 4,235 

クレディ・フォンシエール 13 1,311 13 1,311 

その他 10 1,008 10 1,008 

のれん合計 4,532457,007 4,505454,284 

*　地方銀行：バンク・シェ、バンク・ドゥ・サボア、CCSO=プルティエ、バンク・ディピ、ドゥ・パーセバル、バンク・マルズ

4.7　金融機関および顧客に対する債務

4.7.1　　金融機関に対する債務

 6/30/2012 12/31/2011

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

要求払預金 9,462954,148 9,363944,165 

レポ取引 5,504555,023 1,202121,210 

未払利息 10 1,008 29 2,924 

金融機関に対する債務－要求払 14,9761,510,180 10,5941,068,299 

定期預金および借入金 77,9377,859,167 84,5968,530,661 

レポ取引 19,2891,945,103 22,3772,256,497 

未払利息 506 51,025 347 34,991 

金融機関に対する債務－合意された満期日に支払われるべきもの 97,7329,855,295 107,32010,822,149 

金融機関に対する債務合計 112,70811,365,475 117,91411,890,448 
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4.7.2　顧客に対する債務

 6/30/2012 12/31/2011

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

当座勘定貸方残高 96,4529,726,220 96,6039,741,447 

非課税貯蓄性口座 85,9588,668,005 83,6638,436,577 

規制対象住宅貯蓄関連商品 53,9275,437,999 53,2845,373,159 

その他規制対象貯蓄口座 81,6778,236,309 77,1627,781,016 

未払利息 2,543256,436 545 54,958 

規制対象貯蓄口座 224,10522,598,748 214,65421,645,709 

要求払預金および借入金 12,1521,225,408 8,030809,745 

定期預金および借入金 54,8095,526,940 56,1615,663,275 

未払利息 1,462147,428 1,533154,588 

その他の顧客勘定 68,4236,899,775 65,7246,627,608 

要求払 6,223627,527 4,922496,334 

定期 12,2151,231,761 15,1931,532,062 

未払利息 9 908 21 2,118 

レポ取引 18,4471,860,195 20,1362,030,514 

顧客に対するその他の債務残高 1,546155,899 1,620163,361 

顧客に対する債務合計 408,97341,240,837 398,73740,208,639 

4.8　負債証券

 6/30/2012 12/31/2011

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

債券 149,55615,081,227 143,57214,477,800 

銀行間市場金融商品および短期金融市場証券 79,8138,048,343 75,6137,624,815 

その他の負債証券 1,242125,243 344 34,689 

合計 230,61123,254,813 219,52922,137,304 

未払利息 1,961197,747 2,789281,243 

負債証券合計 232,57223,452,560 222,31822,418,547 

2012年６月30日現在の債券には、フランス法に裏付けられた有担保債券としてBPCEの子会社であるBPCE SFHにより発行された法的枠組に基づく
8,720百万ユーロのカバード・ボンドおよびクレディ・フォンシエール・ドゥ・フランスの子会社であるカンパニー・ドゥ・フィナンスモン・
フォンシエールにより発行された80,921百万ユーロのカバード・ボンドが含まれる。
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4.9　引当金

百万ユーロ 1/1/2012 繰入 目的使用

未使用分

戻入

その他の

変動
(1) 6/30/2012

従業員給付債務引当金 1,491 70 (26) (21) 1 1,515

規制対象住宅貯蓄関連商品引当金 637 35 (4) (11) 0 657

オフバランス・シート・コミットメント引当金 995 142 (53) (48) 32 1,068

不動産開発プロジェクト偶発事故引当金 54 4 (4) (1) 2 55

リストラクチャー費用引当金 30 31 (3) (6) 1 53

支払請求および訴訟損失引当金 694 127 (37) (44) (15) 725

その他 733 121 (84) (53) (32) 685

その他の引当金 3,143 460 (185) (163) (12) 3,243

引当金合計 4,634 530 (211) (184) (11) 4,758

(1)　連結範囲の変更および為替変動が含まれる。

 

百万円 1/1/2012 繰入 目的使用

未使用分

戻入

その他の

変動 6/30/2012

従業員給付債務引当金 150,352 7,059 (2,622)(2,118) 101 152,773 

規制対象住宅貯蓄関連商品引当金 64,235 3,529 (403) (1,109) 0 66,252 

オフバランス・シート・コミットメント引当金 100,336 14,319 (5,345)(4,840)3,227 107,697 

不動産開発プロジェクト偶発事故引当金 5,445 403 (403) (101) 202 5,546 

リストラクチャー費用引当金 3,025 3,126 (303) (605) 101 5,345 

支払請求および訴訟損失引当金 69,983 12,807 (3,731)(4,437)(1,513)73,109 

その他 73,916 12,202 (8,471)(5,345)(3,227)69,075 

その他の引当金 316,940 46,386 (18,655)(16,437)(1,210)327,024 

引当金合計 467,293 53,445 (21,277)(18,555)(1,109)479,797 
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4.10　劣後債務

 6/30/2012 12/31/2011

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

定期劣後債務 9,9761,005,980 10,9681,106,013 

永久劣後債務 125 12,605 126 12,706 

共同保証預託金 228 22,992 231 23,294 

小計 10,3291,041,576 11,3251,142,013 

未払利息 221 22,286 206 20,773 

ヘッジ部分再評価差額金 368 37,109 351 35,395 

劣後債務合計 10,9181,100,971 11,8821,198,181 

2012年度上半期中の劣後債の変動の主たる原因は、2006年９月にナティクシスが発行した1十億ユーロの劣後債（当初満期：2017年１月）の期
限前償還である。

4.11　発行済普通株式および資本性金融商品

4.11.1　組合員の持分および協同組合出資証券

2012年６月30日における株式資本の内訳は次のとおりであった。

?　ポピュレール銀行の協同組合株主および簡素株式会社（協同組合株主を代行する所持主体）により全額引受済みの組合員持分6,590百万ユー
ロ（2011年12月31日現在：5,942百万ユーロ） 

?　ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の協同組合株主により全額引受済みの組合員持分6,874百万ユーロ（2011年12月31日現在：6,874百万ユー
ロ）

?　ナティクシスが保有するポピュレール銀行の協同組合出資証券1,640百万ユーロ（2011年12月31日現在：1,478百万ユーロ）

?　ナティクシスが保有するケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の協同組合出資証券1,718百万ユーロ（2011年12月31日現在：1,718百万ユーロ）

2012年６月30日における資本剰余金の内訳は次のとおりであった。

?　ポピュレール銀行の協同組合株主および所持主体である簡素株式会社により全額引受済みの組合員持分949百万ユーロ（2011年12月31日現
在：949百万ユーロ）

?　ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の協同組合株主により全額引受済みの組合員持分3,324百万ユーロ（2011年12月31日現在：3,324百万ユー
ロ）

?　ナティクシスが保有するポピュレール銀行の協同組合出資証券3,282百万ユーロ（2011年12月31日現在：3,282百万ユーロ）

?　ナティクシスが保有するケス・デパーニュ（貯蓄銀行）の協同組合出資証券2,621百万ユーロ（2011年12月31日現在：2,621百万ユーロ）

ポピュレール銀行およびケス・デパーニュ（貯蓄銀行）により発行された協同組合出資証券は、当グループのナティクシスに対する持分割合に
基づき利益剰余金から消去され、残余部分は少数株主持分から消去される。
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4.11.2　資本として分類されている超劣後債

発行企業 発行日 通貨

金額

（原通貨）

コール・

オプション行使日

金利ステップ

・アップ日 利率

名目残高

6/30/2012 12/31/2011

百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

BPCE 11/26/2003EUR 471百万 07/30/201407/30/2014 5.25% 471 47,496 471 47,496 

BPCE 07/30/2004USD 200百万 09/30/2012なし

最小値 (10-year

CMAT 0.3%; 9%)158
15,933 

154
15,529 

BPCE 10/06/2004EUR 369百万 07/30/201507/30/2015 4.63% 369 37,210 369 37,210 

BPCE 10/12/2004EUR 80百万 10/12/2012 なし

最小値(10-year

CMS; 7%) 80
8,067 

80
8,067 

BPCE 01/27/2006USD 300百万 10/27/2012 なし 6.75% 236 23,798 231 23,294 

BPCE 02/01/2006EUR 350百万 02/01/2015 02/01/2016 4.75% 350 35,294 350 35,294 

BPCE 10/30/2007EUR 509百万 10/30/201710/30/2017 6.12% 509 51,328 509 51,328 

BPCE 08/06/2009EUR 52百万 09/30/2015なし 13.00% 52 5,244 52 5,244 

BPCE 08/06/2009EUR 374百万 09/30/201909/30/201912.50% 374 37,714 374 37,714 

BPCE 08/06/2009USD 134百万 09/30/2015なし 13.00% 105 10,588 103 10,387 

BPCE 08/06/2009USD 444百万 09/30/201909/30/201912.50% 350 35,294 342 34,487 

BPCE 10/22/2009EUR 750百万 04/22/2015なし 9.25% 750 75,630 750 75,630 

BPCE 03/17/2010EUR 818百万 03/17/2015

03/17/2015-

03/15/2020 9.00% 818
82,487 

818
82,487 

合計     　 4,622466,082 4,603464,167 

 

　　次へ
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注記５　損益計算書に対する注記

5.1　受取利息および類似収益ならびに支払利息および類似費用

百万ユーロ

2012年度上半期 2011年度上半期

受取利息 支払利息 純額 受取利息 支払利息 純額

顧客に対する貸付金および債権 10,405(3,614)6,791 10,053(3,337)6,716

金融機関に対する貸付金および債権 1,892 (915) 977 1,973 (930) 1,043

ファイナンス・リース 458 //// 458 431 //// 431

負債証券および劣後債務 //// (3,163)(3,163)//// (3,116)(3,116)

ヘッジ目的デリバティブ 2,225 (2,420)(195) 2,315 (2,601)(286)

売却可能金融資産 1,090 //// 1,090 1,056 //// 1,056

満期保有目的金融資産 298 //// 298 265 //// 265

減損金融資産 56 //// 56 13 //// 13

その他の受取利息および支払利息 9 (183) (174) 4 (47) (43)

受取利息および支払利息合計 16,433(10,295)6,138 16,110(10,031)6,079

 

百万円

2012年度上半期 2011年度上半期

受取利息 支払利息 純額 受取利息 支払利息 純額

顧客に対する貸付金および債権 1,049,240 (364,436)684,804 1,013,745 (336,503)677,241 

金融機関に対する貸付金および債権 190,789 (92,269)98,521 198,957 (93,781)105,176 

ファイナンス・リース 46,185 ////46,185 43,462 ////43,462 

負債証券および劣後債務 ////(318,957)(318,957)////(314,217)(314,217)

ヘッジ目的デリバティブ 224,369 (244,033)(19,664)233,445 (262,285)(28,840)

売却可能金融資産 109,916 ////109,916 106,487 ////106,487 

満期保有目的金融資産 30,050 ////30,050 26,723 ////26,723 

減損金融資産 5,647 //// 5,647 1,311 //// 1,311 

その他の受取利息および支払利息 908 (18,454)(17,546)403 (4,739)(4,336)

受取利息および支払利息合計 1,657,104 (1,038,148)618,956 1,624,532 (1,011,526)613,006 
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5.2　受取報酬および手数料ならびに支払報酬および手数料

百万ユーロ

2012年度上半期 2011年度上半期

受取 支払 純額 受取 支払 純額

現金および銀行間取引 13 (13) 0 12 (11) 1

顧客取引 1,380 (19) 1,361 1,486 (33) 1,453

財務サービス 272 (227) 45 266 (197) 69

生命保険商品の販売 518 //// 518 524 //// 524

支払処理サービス 858 (345) 513 858 (363) 495

証券取引 144 (94) 50 197 (76) 121

信託受託サービス 991 (5) 986 963 (3) 960

金融商品およびオフバランス・シート商品取引 167 (42) 125 120 9 129

その他の手数料および報酬 129 (164) (35) 242 (153) 89

受取報酬および手数料ならびに支払報酬および手数料合計 4,472 (909)3,563 4,668 (827)3,841

 

百万円

2012年度上半期 2011年度上半期

受取 支払 純額 受取 支払 純額

現金および銀行間取引 1,311 (1,311) 0 1,210 (1,109)101 

顧客取引 139,159 (1,916)137,243 149,848 (3,328)146,521 

財務サービス 27,428 (22,891)4,538 26,823 (19,865)6,958 

生命保険商品の販売 52,235 ////52,235 52,840 ////52,840 

支払処理サービス 86,521 (34,790)51,731 86,521 (36,605)49,916 

証券取引 14,521 (9,479)5,042 19,865 (7,664)12,202 

信託受託サービス 99,932 (504)99,428 97,109 (303)96,806 

金融商品およびオフバランス・シート商品取引 16,840 (4,235)12,605 12,101 908 13,008 

その他の手数料および報酬 13,008 (16,538)(3,529)24,403 (15,429)8,975 

受取報酬および手数料ならびに支払報酬および手数料合計 450,956 (91,664)359,293 470,721 (83,395)387,326 

 

5.3　純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の正味利得または損失

 2012年度上半期 2011年度上半期

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

売買目的保有金融商品の利得および損失 386 38,924 740 74,622 

純損益を通じて公正価値で測定すると指定した金融商品の利得および損失 380 38,319 176 17,748 

ヘッジ取引の利得および損失 156 15,731 (184)(18,555)

為替取引の利得および損失 (106)(10,689)(114)(11,496)

公正価値で測定する金融商品の正味利得または損失合計 816 82,285 618 62,319 

 

5.4　売却可能金融資産の正味利得または損失

 2012年度上半期 2011年度上半期

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

処分による利得または損失 (188)(18,958)(11) (1,109)

受取配当金 231 23,294 242 24,403 

変動利付証券の恒久的減損 (311)(31,361)(58) (5,849)

売却可能金融資産の正味利得または損失合計 (268)(27,025)173 17,445 
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5.5　その他の活動からの収益および費用

百万ユーロ

2012年度上半期 2011年度上半期

収益 費用 純額 収益 費用 純額

保険事業からの収益および費用 2,267 (2,400) (133) 2,068 (2,031) 37

不動産事業からの収益および費用 1,219 (795) 424 1,298 (845) 453

リース取引からの収益および費用 68 (56) 12 120 (71) 49

投資不動産からの収益および費用 131 (50) 81 92 (47) 45

その他の銀行業務収益および費用 1,098 (610) 488 1,290 (547) 743

その他の活動からの収益および費用合計 4,783 (3,911) 872 4,868 (3,541)1,327

「保険事業からの収益および費用」の項目には保険本来の要素のみが含まれる。同項目にはその他の銀行業務純収益に計上されている金融項目
を含まない。

 

百万円

2012年度上半期 2011年度上半期

収益 費用 純額 収益 費用 純額

保険事業からの収益および費用 228,604 (242,016)(13,412)208,537 (204,806)3,731 

不動産事業からの収益および費用 122,924 (80,168)42,756 130,890 (85,210)45,681 

リース取引からの収益および費用 6,857 (5,647)1,210 12,101 (7,160)4,941 

投資不動産からの収益および費用 13,210 (5,042)8,168 9,277 (4,739)4,538 

その他の銀行業務収益および費用 110,722 (61,512)49,210 130,084 (55,159)74,924 

その他の活動からの収益および費用合計 482,318 (394,385)87,932 490,889 (357,074)133,815 

 

5.6　営業費用

 2012年度上半期 2011年度上半期

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

人件費 (4,788)(482,822)(4,870)(491,091)

法人所得税以外の税金 (285)(28,739)(296)(29,849)

外部サービス費用 (2,342)(236,167)(2,489)(250,991)

その他の管理費 (2,627)(264,907)(2,785)(280,839)

営業費用合計 (7,415)(747,729)(7,655)(771,930)
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5.7　リスクコスト

5.7.1　リスクコスト

 2012年度上半期 2011年度上半期

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

銀行間取引 (7) (706) (42) (4,235)

顧客取引 (1,989)(200,571)(1,766)(178,083)

その他の金融資産 (66) (6,655) (188)(18,958)

オフバランス・シート・コミットメント (213)(21,479)(117)(11,798)

減損損失および引当金の積増 (2,275)(229,411)(2,113)(213,075)

銀行間取引 83 8,370 61 6,151 

顧客取引 1,644165,781 1,863187,865 

その他の金融資産 131 13,210 100 10,084 

オフバランス・シート・コミットメント 102 10,286 75 7,563 

減損損失および引当金からの戻入 1,960197,646 2,099211,663 

回収不能銀行間貸付金および債権に係る損失 (31) (3,126) (28) (2,824)

回収不能対顧客貸付金および債権に係る損失 (624)(62,924)(580)(58,487)

その他の金融資産に係る損失 (378)(38,118)(332)(33,479)

回収不能貸付金および債権に係る損失 (1,033)(104,168)(940)(94,790)

既に償却済の貸付金および債権の回収 240 24,202 30 3,025 

リスクコスト (1,108)(111,731)(924)(93,176)
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5.7.2　減損および信用リスク引当金

百万ユーロ 1/1/2012 繰入 戻入 その他の変動 6/30/2012

売却可能金融資産 243 25 (115) 69 222

銀行間取引 360 7 (83) 1 285

顧客取引 11,183 1,989 (1,644) 95 11,623

満期保有目的金融資産 13 3 (5) (6) 5

その他の金融資産 266 38 (11) (5) 288

資産に対して認識した減損損失 12,065 2,062 (1,858) 154 12,423

オフバランス・シート・コミットメント引当金 995 213 (102) (38) 1,068

減損および信用リスク引当金合計 13,060 2,275 (1,960) 116 13,491

 

百万円 1/1/2012 繰入 戻入 その他の変動 6/30/2012

売却可能金融資産 24,504 2,521 (11,597)6,958 22,386 

銀行間取引 36,302 706 (8,370) 101 28,739 

顧客取引 1,127,694 200,571 (165,781)9,580 1,172,063 

満期保有目的金融資産 1,311 303 (504) (605) 504 

その他の金融資産 26,823 3,832 (1,109) (504) 29,042 

資産に対して認識した減損損失 1,216,635 207,932 (187,361)15,529 1,252,735 

オフバランス・シート・コミットメント引当金 100,336 21,479 (10,286)(3,832)107,697 

減損および信用リスク引当金合計 1,316,970 229,411 (197,646)11,697 1,360,432 

5.8　関連会社の純利益に対する持分

 2012年度上半期 2011年度上半期

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

CNP アシュアランシズ（グループ） 81 8,168 81 8,168 

ナティクシス・グループに対する資本持分 9 908 10 1,008 

バンク・カレドニエンヌ・デンベスティスマン 5 504 5 504 

ソクラム・バンク 2 202 2 202 

クレディ・イモビリエ・オテリエ
（1） 0 0 4 403 

フォルクスバンク・インターナショナルAG
（1） 0 0 (5) (504)

その他 2 202 3 303 

金融部門 99 9,983 100 10,084 

メゾン・フランス・コンフォル P-1 2 202 3 303 

その他 2 202 2 202 

非金融部門 4 403 5 504 

関連会社の純利益に対する持分 103 10,387 105 10,588 

(1)2011年度下半期に売却された会社
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5.9　法人所得税

 2012年度上半期 2011年度上半期

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

当期法人所得税 (650)(65,546)(667)(67,260)

繰延税金資産および負債 (138)(13,916)(353)(35,597)

法人所得税 (788)(79,462)(1,020)(102,857)

財務書類上の税額と理論上の税額との調整

 2012年度上半期 2011年度上半期

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

親会社の持分所有者に帰属する純利益 1,333134,420 1,946196,235 

のれんの価額変動 5 504   

連結会社の少数株主持分割合 147 14,823 196 19,765 

関連会社の純(損)益に対する持分 (103)(10,387)(105)(10,588)

法人所得税 788 79,462 1,020102,857 

法人税およびのれんの価額変動控除前の利益 2,170218,823 3,057308,268 

フランス標準法人税率 34.4% 34.4% 34.4% 34.4%

未認識の繰延税金の変動の影響 0.7% 0.7% (2.1%) (2.1%)

永久差異の影響 (3.5%) (3.5%) (0.7%) (0.7%)

軽減税率適用または非課税業務 2.4% 2.4% (0.2%) (0.2%)

フランス国外における所得に対する適用税率差 0.8% 0.8% (0.0%) 0.0%

法人税の一時的引上げ 1.2% 1.2% 0.0% 0.0%

過年度分課税、税額控除、およびその他の税金 1.9% 1.9% 0.7% 0.7%

その他の調整項目 (1.6%) (1.6%) 1.2% 1.2%

実効税率 36.3% 36.3% 33.4% 33.4%
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注記６　コミットメント

6.1　金融コミットメント

下表の金額は供与したコミットメントの名目価額を示す。

 6/30/2012 12/31/2011

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

金融コミットメントを供与している先     

－　金融機関 11,9251,202,517 7,592765,577 

－　顧客 119,38012,038,279 118,61611,961,237 

＊　信用供与枠 95,8939,669,850 100,08010,092,067 

＊　その他のコミットメント 23,4872,368,429 18,5361,869,170 

供与している金融コミットメント合計 131,30513,240,796 126,20812,726,815 

供与を受けている金融コミットメント     

－　金融機関から 44,4624,483,548 33,5003,378,140 

－　顧客から 16,2041,634,011 10,1161,020,097 

供与を受けている金融コミットメント合計 60,6666,117,559 43,6164,398,237 

6.2　保証コミットメント

下表の金額は供与したコミットメントの名目価額を示す。

 6/30/2012 12/31/2011

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

供与している保証     

－　金融機関のために 11,3261,142,114 15,7271,585,911 

－　顧客のために 71,8957,249,892 69,2086,978,935 

－　担保に供しているその他の資産 172,52517,397,421 183,49218,503,333 

供与している保証合計 255,74625,789,427 268,42727,068,179 

徴求している保証     

－　金融機関から 15,5481,567,860 16,2711,640,768 

－　顧客から 74,1547,477,689 80,4228,109,754 

－　担保として徴求しているその他の資産 81,8018,248,813 77,5827,823,369 

徴求している保証合計 171,50317,294,363 174,27517,573,891 

6.3　担保に供している金融資産

次表は様々な会計区分で計上している負債または偶発債務（レポ取引および証券留置レポ取引における売却有価証券など）の担保に供してい
る金融資産の帳簿価額を開示している。

 6/30/2012 12/31/2011

 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

資本性金融商品 6,182623,393 5,345538,990 

負債性金融商品 123,55012,458,782 117,64611,863,423 

貸付金および融資 144,91214,612,926 155,64515,695,242 

その他の金融資産 0 0 1 101 

合計 274,64427,695,101 278,63728,097,755 

2012年６月30日現在、リファイナンス取引で担保として配分されている主たる債権には次のものを含む。

?　TRICPシステムに関連して78,682百万ユーロ（2011年12月31日現在：80,286百万ユーロ）の債権をフランス銀行に譲渡。

?　フランス経済融資機関（SFEF）に対して9,433百万ユーロ（2011年12月31日現在：15,305百万ユーロ）の債権を差入れ。

?　欧州投資銀行（EIB）から得た融資について6,159百万ユーロ（2011年12月31日：5,275百万ユーロ）の債権を保証として提供している。

?　住宅再融資公庫（旧抵当金融公庫）に対して3,929百万ユーロ（2011年12月31日：3,960百万ユーロ）の債権を保証として提供している。

一方、有担保債券の発行（注記4.1.2および4.8を参照）に関連する内在的保証は、フランス法に従い、供与している保証には計上していない。カ
ンパニー・ドゥ・フィナンスモン・フォンシエールおよびBPCE SFHにより発行された有担保債券は、適格資産に対して認められる特別な法的地
位の恩恵を受ける。カンパニー・ドゥ・フィナンスモン・フォンシエールが発行した有担保債券の金額は107,101百万ユーロ、BPCE SFHが発行し
た有担保債券の金額は11,289百万ユーロである。

注記７　連結範囲
2012年度上半期中、グループBPCEの連結範囲に重要な変更はなかった。
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有価証券届出書（通常方式）
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　　次へ

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

1061/1163
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ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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　　次へ

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

1078/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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　　次へ

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

1095/1163



EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）
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　　次へ

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

1102/1163



②　主な資産・負債及び収支の内容

　上記①連結財務書類注記5.13を参照のこと。

③　その他

　第二部第６「経理の状況」３「その他」を参照のこと。
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第３【指数等の情報】
 

該当事項なし。
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第四部【特別情報】
 
 

第１【最近の財務書類】
 

当行は2009年7月に株式会社として設立され、それ以前のGCE NAO（旧商号）は実質的な事業に従事していなかった。

従って、2007年及び2008年について実質的なデータは存在しない。

 

貸借対照表／資産の部

 会計期間 自2006年12月19日至2007年12月31日

GCE NAO 作成日 2008年3月10日  

 

項目（勘定科目） 総額 償却額

純額

（当事業年度末）

2007/12/31

純額

（前事業年度末）

  ユーロ 円 ユーロ 円 ユーロ 円 ユーロ 円

未払資本金         

無形資産         

創立費、開業費         

開発費         

営業ライセンス、特許権、

その他同種の権利

        

のれん         

その他の無形資産         

無形資産に係る前払金・内金         

無形資産合計：         

有形固定資産         

土地         

建物         

工具器具備品         

その他の有形固定資産         

建設仮勘定         

前払金・内金         

有形固定資産合計：         

金融資産         

関係会社株式         

その他の資本参加証券         

資本参加証券関連債権         

投資有価証券         

貸付金         

その他の金融資産         

金融資産合計：         

          

固定資産         
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棚卸資産         

原材料         

商品に係る仕掛品         

役務に係る仕掛品         

半製品、製品         

商品         

棚卸資産合計：         

債権         

前払金・内金 82 8,391   82 8,391   

売上関連債権       

その他の債権 144 14,736   144 14,736   

発行済請求済資本金未払込分       

債権合計： 225 23,024   225 23,024   

現金         

短期投資         

現金・預金 34,3863,518,719   34,3863,518,719   

前払費用       

現金等合計： 34,3863,518,719   34,3863,518,719   

流動資産 34,6123,541,846   34,6123,541,846   

          

貸付にかかる償却         

社債発行差金         

未決済為替貸         

 
総計 34,6123,541,846  34,6123,541,846  

EDINET提出書類
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有価証券届出書（通常方式）
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貸借対照表／負債の部

 会計期間 自2006年12月19日至2007年12月31日

GCE NAO 作成日 2008年3月10日  

 

項目（勘定科目）
純額（当事業年度末）

2007/12/31

純額（前事業年度末）

  ユーロ 円 ユーロ 円

純財産状態     

資本金　　　　うち、払込済額 37,0003,786,210   

発行、合併、出資による差額     

再評価差額     

法定準備金     

定款または契約により定める準備金     

規定準備金     

その他の準備金     

利益剰余金     

当期純損益 (7,531)(770,647)   

純財産合計 ： 29,4693,015,563   

投資助成金     

規定引当金     

株主資本 29,4693,015,563   

 

利益配分参加付証券発行額     

特殊条件付借入金     

その他の株主資本     

 

偶発事象に対する引当金     

損失引当金     

偶発事象に対する引当金および損失引当金     
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負債     

転換社債     

その他の社債     

金融機関からの借入金     

その他の借入金および負債     

負債合計 ：     

前受金     

      

その他の負債     

支払手形及び関連買掛金 5,143526,283   

未払税金および社会保障関連負債     

固定資産関連負債     

その他の負債     

その他の負債合計： 5,143526,283   

前受収益    

負債 5,143526,283   

 

未決済為替借     

 

総計
 

34,6123,541,846   

 

EDINET提出書類
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損益計算書（第1部）

 会計期間 自2006年12月19日至2007年12月31日

GCE NAO 作成日 2008年3月10日  

 

項目（勘定科目）
フランス

国内
輸出 純額 （当会事業年度） 2007/12/31純額（前事業年度）

    ユーロ 円 ユーロ 円

商品売上高       

製品売上高       

役務取引売上高       

        

純売上高       

 

期首在庫棚卸高     

自家製造     

営業助成金     

減価償却戻入額、引当金戻入額、費用振替額     

その他の営業収益     

営業収益     
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外部費用     

商品仕入高［関税込み］     

商品棚卸減耗費     

原材料・消耗品仕入高［関税込み］     

棚卸減耗費［原材料・消耗品］     

その他の仕入及び費用 7,910 809,430   

外部費用合計： 7,910 809,430   

     

租税公課 55 5,628   

     

人件費     

給与手当     

法定福利費     

人件費合計：     

      

償却費・引当金繰入額     

無形資産に係る減価償却費     

有形固定資産に係る減価償却費     

流動資産に係る減価償却費     

偶発事象に対する引当金および損失引当金繰

入額

    

償却費・引当金繰入額合計：     

その他の営業費用     

営業費用 7,965 815,058   

     

営業損益 (7,965)(815,058)   

 

EDINET提出書類
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損益計算書（第2部）

 会計期間 自2006年12月19日至2007年12月31日

GCE NAO 作成日 2008年3月10日  

 

項目（勘定科目） 純額（当事業年度） 2007/12/31純額（前事業年度）

  ユーロ 円 ユーロ 円

営業損益 (7,965)(815,058)   

      

帰属利益または振替損失     

負担損失または帰属利益     

財務収益     

資本参加証券からの財務収益     

その他の持分及び債権に係る収益     

その他の受取利息等 434 44,411   

引当金戻入額および費用振替額     

為替差益     

ポートフォリオ有価証券売却益     

 
434 44,411   

      

財務費用     

財務関連償却費     

支払利息等     

為替差損     

ポートフォリオ有価証券売却損     

      
      

財務損益 434 44,411   

     

税引前経常損益 (7,531)(770,647)   
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特別利益     

営業取引に係る特別利益     

資本取引に係る特別利益     

引当金戻入額および費用振替額     

      

特別費用     

営業取引に係る特別費用     

資本取引に係る特別費用     

特別償却費     

      

特別損益     

 

従業員利益分配制度 

法人所得税

    

 

収益合計 434 44,411   

費用合計 7,965 815,058   

 

当期損益 (7,531)(770,647)   
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GCE NAO

 

附属明細書

 

2007年度
 

SASU（簡素型単一株主株式会社）は、2006年12月19日に設立された。

 

当社は、投資会社、金融機関、保険会社、または金融・不動産・製造・商業会社の持分を直接また

は間接的に取得・保有・管理し、株式、社債、持分、手形、その他の金融証券・投資および動産・不

動産に係る権利を取得・管理し、形態の如何を問わず、それらの資産を売却および現金化するこ

とを目的とする。

 

当事業年度は、2006年12月19日から2007年12月31日までの期間とする。

 

2007年12月31日期末時点における利益処分前の、総資産残高は34,612ユーロであり、当期の損失

は7,531ユーロであった。

 

以下の注記事項および添付する各種一覧表は、年次会計報告書の一部を成すものである。各種財

務諸表は、現行の法律ならびに規則に準拠して作成したものである。

 

I).　決算日以降の重要な後発事象

該当なし

II).　会計基準

商法ならびに1983年11月29日付けデクレ（政令）第83-1020号、1999年企業会計原則に従って規

定された、企業会計に係る一般原則ならびに年次会計報告書の作成に係る一般原則に準拠し、以

下を前提に、保守主義、法令遵守の原則、真実性の原則を遵守して、会計一般規則を適用している。

•　継続企業の公準

•　会計処理方法の継続適用の原則

•　発生主義の原則

 

財務諸表に計上した項目に係る評価方法は、基本的に取得原価法とする。
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GCE NAO

III).　貸借対照表に係る注記事項

無形資産および有形固定資産

該当なし

金融資産

該当なし

非連結子会社への投資

該当なし

投資有価証券

該当なし
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固定資産

 会計期間 自2006年12月19日至2007年12月31日

GCE NAO 作成日 2008年3月10日  

 

項目（勘定科目） 期首残高
再評価による
増加額

取得、出資、製造、勘
定科目間振替

無形資産    
創立費・開業費、開発費    
その他の無形資産    

無形資産合計：    
有形固定資産    

土地    
自社所有地にある建物    
他人所有地にある建物    
一般建造施設    

工具器具備品    
車両運搬具    
事務機器、情報機器、家具類    
一般建物付属設備    
回収可能な梱包材料、各種梱包材料    
建設仮勘定    
前払金・内金    

有形固定資産合計：    
金融資産    

関係会社株式    
その他の資本参加証券    

投資有価証券    
貸付金およびその他の金融資産    

金融資産合計：    

    

総計    
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項目（勘定科目）
勘定科目間振替に
よる減少額

譲渡または
除却による
減少額

期末残高 法定再評価

無形資産     

創立費・開業費、開発費     
その他の無形資産     

無形資産合計：    
有形固定資産     

土地     
自社所有地にある建物     
他人所有地にある建物     
一般建造施設     
工具器具備品     
車両運搬具     
事務機器、情報機器、家具類     
一般建物付属設備     
回収可能な梱包材料、各種梱包材料     
建設仮勘定     
前払金・内金     

有形固定資産合計：    
金融資産     

関係会社株式     
その他の資本参加証券     
投資有価証券     
貸付金およびその他の金融資産     

金融資産合計：    

     

総計    
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減価償却費

 会計期間 自2006年12月19日至2007年12月31日

GCE NAO 作成日 2008年3月10日  

 

当期における残高および変動

償却資産 期首残高 増加額 減少額 期末残高

無形資産     

創立費・開業費、開発費     

その他の無形資産     

無形資産合計：     

     

有形固定資産     

土地     

自社所有地にある建物     

他人所有地にある建物     

一般建造施設     

工具器具備品     

車両運搬具     

事務機器、情報機器、家具類     

一般建物付属設備     

回収可能な梱包材料、各種梱包材料     

建設仮勘定     

前払金・内金     

有形固定資産合計 ：    

 

総計
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当期における減価償却費詳細

償却資産 定額法 級数法 特別償却

無形資産    

創立費・開業費、開発費    

その他の無形資産    

無形資産合計：    

    

有形固定資産    

土地    

自社所有地にある建物    

他人所有地にある建物    

一般建造施設    

工具器具備品    

車両運搬具    

事務機器、情報機器、家具類    

一般建物付属設備    

回収可能な梱包材料、各種梱包材料    

建設仮勘定    

前払金・内金    

有形固定資産合計 ：   

    

総計
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減価償却費（前頁の続き）

 会計期間 自2006年12月19日至2007年12月31日

GCE NAO 作成日 2008年3月10日  

 

減価償却累計額に影響を与える増減（変動）

償却資産 繰入額 戻入額

無形資産   

創立費・開業費、開発費   

その他の無形資産   

無形資産合計：   

   

有形固定資産   

土地   

自社所有地にある建物   

他人所有地にある建物   

一般建造施設   

工具器具備品   

車両運搬具   

事務機器、情報機器、家具類   

一般建物付属設備   

回収可能な梱包材料、各種梱包材料   

建設仮勘定   

前払金・内金   

有形固定資産合計 ：  

  

総計
  

 

当期における繰延資産の増減（変動）

項目（勘定科目） 期首残高 増加額 当期償却額 期末残高

貸付にかかる償却     

      

社債発行差金     
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貸借対照表に計上した引当金

 会計期間 自2006年12月19日至2007年12月31日

GCE NAO 作成日 2008年3月10日  

 

項目（勘定科目） 期首残高 増加額 減少額 期末残高

前払金回収引当金     

投資引当金     

価格上昇引当金     

特別償却引当金     

うち、30%の特別割増償却引当金     

1992年1月1日以前の外国への進出に     

係る税務引当金     

1992年1月1日以降の外国への進出に    

係る税務引当金     

ローンファシリティー引当金     

その他の規定引当金     

法定引当金    

 

偶発事象に対する引当金     

製品保証引当金     

先物市場損失引当金     

罰金・追徴金引当金     

為替損引当金     

年金関連債務引当金     

納税準備金     

固定資産更新引当金     

修繕引当金     

法定福利費および有給休暇引当金     

その他の損失・費用引当金     

      

損失・費用引当金     
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無形資産引当金     

有形固定資産引当金     

固定資産－持分法適用株式に係る

引当金

    

固定資産－資本参加証券に係る引当

金

    

その他の金融資産に係る引当金     

棚卸資産に係る引当金     

売上債権に係る引当金     

その他の減損引当金     

      

減損引当金     

 

総計
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債権および債務の支払い期日一覧表

 会計期間 自2006年12月19日至2007年12月31日

GCE NAO 作成日 2008年3月10日  

 

債権一覧表
 

総額 1年以内 1年超

    ユーロ 円 ユーロ 円 ユーロ 円

 
固定資産に係る債権

       

子会社関連債権        

貸付金        

その他の金融資産に係る債権        

固定資産関連債権合計：        

 
流動資産に係る債権

       

貸倒懸念のあるまたは係争中債

権

       

その他の売上関連債権        

貸付有価証券に係る債権        

従業員関連債権        

社会保障、その他の社会保険機

関に対する債権

       

国に対する債権－法人所得税        

国に対する債権－付加価値税        

国に対する債権－その他の税金

およびそれに付随する支払

       

国に対する債権－その他        

グループ企業、関連会社に対す

る債権

       

その他債務者に対する債権  144 14,736 144 14,736   

流動資産に係る債権合計：  144 14,736 144 14,736   

 
前払費用

       

         

総計  144 14,736 144 14,736   
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負債一覧表 総額 1年以内
1年超

5年以内
5年超

  ユーロ 円 ユーロ 円 ユーロ 円 ユーロ 円

 
転換社債

        

その他の社債         

金融機関に対する負債：         

－期間1年以内         

－期間1年超

 
        

その他の借入金および負債         

支払手形

及び関連買掛金
5,143526,2835,143526,283     

従業員関連負債         

社会保障、その他の社会保険

機関に対する負債

        

法人所得税関連負債         

付加価値税関連負債         

保証社債関連負債         

その他の税金およびそれに付

随する支払

        

固定資産関連負債         

 

負債一覧表 総額 1年以内
1年超

5年以内
5年超

  ユーロ 円 ユーロ 円 ユーロ 円 ユーロ 円

グループ企業、関連会社に対

する負債

        

その他の負債         

借入有価証券に係る

負債

        

前受収益         

          

総計 5,143526,2835,143526,283     
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未払費用

 会計期間 自2006年12月19日至2007年12月31日

GCE NAO 作成日 2008年3月10日  

 

貸借対照表上の以下の勘定科目に含まれる未払費用 総額

  ユーロ 円

転換社債   

その他の社債   

金融機関からの借入金   

その他の借入金および負債   

支払手形及び関連買掛金 3,431 351,094

未払税金および社会保障関連負債   

固定資産関連負債   

現金、未払債務   

その他の負債   

    

合計 3,431 351,094
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未収収益

 会計期間 自2006年12月19日至2007年12月31日

GCE NAO 作成日 2008年3月10日  

 

貸借対照表上の以下の勘定科目に含まれる未収収益 総額

  ユーロ 円

 

金融資産

  

資本参加証券関連債権   

その他の金融資産   

 

債権

  

前払金・内金   

従業員関連債権   

社会保険機関に対する債権   

国に対する債権   

雑勘定、未収収益 144 14,736

その他の債権   

 

投資有価証券

  

 

現金

  

    

合計 144 14,736
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前払費用および前受収益

 会計期間 自2006年12月19日至2007年12月31日

GCE NAO 作成日 2008年3月10日  

 

項目（勘定科目） 費用 収益

営業費用または営業利益
  

財務費用または財務利益
  

特別費用または特別利益
  

    

合計   
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資本金構成

 会計期間 自2006年12月19日至2007年12月31日

GCE NAO 作成日 2008年3月10日  

 

有価証券の分類 数 額面価格

  ユーロ 円 ユーロ 円

1 －期首時点で資本金を構成している株式 37,000 3,786,210 1 102 

2 －期中における株式発行     

3 －期中における株式取得     

4 －期末時点で資本金を構成している株式 37,000 3,786,210 1 102 

 

資本金はCNCEが100％を保有している。

 

　　次へ
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貸借対照表／資産の部

 会計期間 自2008年1月1日 至2008年12月31日

GCE NAO 作成日 2009年3月25日  

 

項目（勘定科目） 総額 償却額

純額

（当事業年度末）

2008/12/31

純額

（前事業年度末）

2007/12/31

  ユーロ 円 ユーロ 円 ユーロ 円 ユーロ 円

未払資本金         

無形資産         

創立費、開業費         

開発費         

営業ライセンス、特許

権、その他同種の権利
        

のれん         

その他の無形資産         

無形資産に係る前払金

・内金
        

無形資産合計：         

有形固定資産         

土地         

建物         

工具器具備品         

その他の有形固定資産         

建設仮勘定         

前払金・内金         

有形固定資産合計：         

金融資産         

関係会社株式         

その他の資本参加証券         

資本参加証券関連債権         

投資有価証券         

貸付金         

その他の金融資産         

金融資産合計：         

          

固定資産         
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棚卸資産         

原材料         

商品に係る仕掛品         

役務に係る仕掛品         

半製品、製品         

商品         

棚卸資産合計：         

債権         

前払金・内金       82 8,391 

売上関連債権        

その他の債権 979100,181   979100,181 144 14,736 

発行済請求済資本金未

払込分
     

債権合計： 979100,181   979100,181 225 23,024 

現金等         

短期投資         

現金・預金 31,4773,221,041   31,4773,221,041 34,3863,518,719 

前払費用      

現金等合計： 31,4773,221,041   31,4773,221,041 34,3863,518,719 

流動資産 32,4563,321,222   32,4563,321,222 34,6123,541,846 

          

貸付にかかる償却         

社債発行差金         

未決済為替貸         

総計 32,4563,321,222   32,4563,321,22234,6123,541,846
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貸借対照表／負債の部

 会計期間 自2008年1月1日 至2008年12月31日

GCE NAO 作成日 2009年3月25日  

 

項目（勘定科目）
純額（当事業年度末）

2008/12/31

純額（前事業年度末）

2007/12/31

  ユーロ 円 ユーロ 円

純財産状態     

資本金　　　　うち、払込済額 37,0003,786,210 37,0003,786,210 

発行、合併、出資による差額     

再評価差額     

法定準備金     

定款または契約により定める準備金     

規定準備金     

その他の準備金     

利益剰余金 (7,531)(770,647)   

当期純損益 (1,420)(145,309)(7,531)(770,647)

純財産合計： 28,0492,870,25429,4693,015,563

投資助成金     

規定引当金     

株主資本 28,0492,870,254 29,4693,015,563

 

利益配分参加付証券発行額        

特殊条件付借入金        

その他の株主資本        

 

偶発事象に対する引当金        

損失引当金        

偶発事象に対する引当金および損失引当金        
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負債     

転換社債     

その他の社債     

金融機関からの借入金     

その他の借入金および負債     

負債合計：     

前受金     

      

その他の負債     

仕入関連債務 4,408451,071 5,143 526,283 

未払税金および社会保障関連負債     

固定資産関連負債     

その他の負債     

その他の負債合計： 4,408451,071 5,143 526,283

前受収益   

負債 4,408451,071 5,143 526,283 

 

未決済為替借     

 

総計 32,4563,321,22234,6123,541,846
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損益計算書（第1部）

 会計期間 自2008年1月1日 至2008年12月31日

GCE NAO 作成日 2009年3月25日  

 

項目（勘定科目）
フランス

国内
輸出

純額 （当事業年度）

2008/12/31

純額（前事業年度N-1）

2007/12/31

      ユーロ 円 ユーロ 円

商品売上高       

製品売上高       

役務取引売上高       

        

純売上高       

 

期首在庫棚卸高     

自家製造     

営業助成金     

減価償却戻入額、引当金戻入額、費用振替額     

その他の営業収益     

営業収益     
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外部費用     

商品仕入高［関税込み］     

商品棚卸減耗費     

原材料・消耗品仕入高［関税込み］     

棚卸減耗費［原材料・消耗品］     

その他の仕入及び費用 2,578 263,807 7,910 809,430

外部費用合計： 2,578 263,807 7,910 809,430

    

租税公課 55 5,628 55 5,628 

     

人件費     

給与手当     

法定福利費     

人件費合計：     

      

償却費・引当金繰入額     

無形資産に係る減価償却費     

有形固定資産に係る減価償却費     

流動資産に係る減価償却費     

偶発事象に対する引当金および損失引当金繰入額     

償却費・引当金繰入額合計：     

その他の営業費用     

営業費用 2,633 269,435 7,965 815,058

    

営業損益 (2,633)(269,435)(7,965)(815,058)
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損益計算書（第2部）

 会計期間 自2008年1月1日 至2008年12月31日

GCE NAO 作成日 2009年3月25日  

 

項目（勘定科目）
純額（当事業年度）

2008/12/31

純額（前事業年度）

2007/12/31

  ユーロ 円 ユーロ 円

営業損益 (2,633)(269,435)(7,965)(815,058)

      

帰属利益または振替損失     

負担損失または帰属利益     

財務収益     

資本参加証券からの財務収益     

その他の持分及び債権に係る収益     

その他の受取利息等 1,213 124,126 434 44,411

引当金戻入額および費用振替額     

為替差益     

ポートフォリオ有価証券売却益     

  1,213 124,126 434 44,411

      

財務費用     

財務関連償却費     

支払利息等     

為替差損     

ポートフォリオ有価証券売却損     

      
      

財務損益 1,213 124,126 434 44,411 

      

税引前経常損益 (1,420)(145,309)(7,531)(770,647)
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特別利益     

営業取引に係る特別利益     

資本取引に係る特別利益     

引当金戻入額および費用振替額     

      

特別費用     

営業取引に係る特別費用     

資本取引に係る特別費用     

特別償却費     

      

特別損益     

 

従業員利益分配制度

法人所得税
       

 

収益合計 1,213 124,126 434 44,411

費用合計 2,633 269,435 7,965 815,058

 

当期損益 (1,420)(145,309)(7,531)  (770,647)
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GCE NAO 会計期間：自2008年1月1日至2008年12月31日

 

会計基準
（商法‐第9条および第11条‐1983年11月29日付けデクレ（政令）第83-1020号の第7条、第21条、第24条冒

頭部分、第24-1条、第24-2条、第24-3条）

序文

当事業年度は、2008年1月1日より2008年12月31日までの期間とする。

貸借対照表の期末資産残高は、32,456.26ユーロである。

純損益は、1,420.26ユーロの損失である。

当該年次会計報告書は、2009年3月3日に作成されており、以下に記す事項を考慮に入れている。

当事業年度における特記事項

GCE NAOは、当事業年度中、如何なる事業活動も行っていない。

ケス・ナシヨナル・デ・ケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレボワヤンス（CNCEP）とGCE NAOとの連結納

税協定は、2008年3月27日に署名された。当該合意は、2008年1月1日に発効した。

法人所得税の分担方法

GCE NAO（連結子会社）は、同社が明確に課税対象になる場合は、グループの法人税の実質的な納付額に
関わらず、個別に課税されていたとしたら同社の課税所得および／もしくは長期キャピタルゲイン純額
に課せられる税金の合計から、同社が連結納税でない場合に適用されるはずの繰越欠損金を含むすべて
の税金に関する権利を控除した額を、グループの法人税支払額に対する分担額として、CNCE（親会社）に
支払うものとする。

決算日以降の重要な後発事象

当事業年度の決算日以降に、重要な後発事象は如何なるものも発生しなかった。

会計規則およびポリシー

保守主義および以下の会計の基礎概念に則り、一般的に公正妥当と認められた会計公準を適用している。

－継続企業の公準
－会計処理方法の継続適用の原則
－発生主義の原則

また、通期財務報告書の作成及び表示に関する一般規則を遵守している。

財務諸表に計上した項目に係る評価方法は、基本的に取得原価法とする。

 
適用した主たる会計処理方法は以下のとおりである。
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I　固定資産

なし

II　非連結子会社への投資

なし

III　債権

なし

IV　会計処理方法の変更

当事業年度において、評価算定方法の変更はなかった。

当事業年度において、表示方法の変更はなかった。

V　補足情報

総人員

当事業年度末において、従業員数は0である。

 

経営陣に対する報酬

2008年度において、代表者に報酬は支払われなかった。

連結

なし

貸借対照表に計上されていない契約

なし

2008年度に会計監査人に支払った報酬額

2008年度に法定会計監査の名目で会計監査人に支払われ、2008年度に計上された報酬額は、3,619ユー
ロである。
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固定資産

 会計期間 自2008年1月1日 至2008年12月31日
GCE NAO 作成日 2009年3/月25日  
 

項目（勘定科目） 期首残高
再評価による
増加額

取得、出資、製造、
勘定科目間振替

無形資産    
創立費・開業費、開発費    

その他の無形資産    

無形資産合計：    
有形固定資産    

土地    
自社所有地にある建物    
他人所有地にある建物    

一般建造施設    

工具器具備品    
車両運搬具    
事務機器、情報機器、家具類    
一般建物付属設備    
回収可能な梱包材料、各種梱包材料    
建設仮勘定    

前払金・内金    

有形固定資産合計：    
金融資産    

関係会社株式    
その他の資本参加証券    
投資有価証券    

貸付金およびその他の金融資産    

金融資産合計：    

    

総計    
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項目（勘定科目）
勘定科目間振替によ

る減少額
譲渡または

除却による減少額
期末残高 法定再評価

無形資産     

創立費・開業費、開発費     

その他の無形資産     

無形資産合計：    
有形固定資産     

土地     
自社所有地にある建物     
他人所有地にある建物     
一般建造施設     
工具器具備品     
車両運搬具     
事務機器、情報機器、家具類     
一般建物付属設備     
回収可能な梱包材料、各種梱包材料     
建設仮勘定     

前払金・内金     

有形固定資産合計：    
金融資産     

関係会社株式     
その他の資本参加証券     
投資有価証券     
貸付金およびその他の金融資産     

金融資産合計：    

     

総計    
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減価償却費

 会計期間 自2008年1月1日 至2008年12月31日

GCE NAO 作成日 2009年3月25日  

 

当期における残高および変動

償却資産 期首残高 増加額 減少額 期末残高

無形資産     

創立費・開業費、開発費     

その他の無形資産     

無形資産合計：     

     

有形固定資産     

土地     

自社所有地にある建物     

他人所有地にある建物     

一般建造施設     

工具器具備品     

車両運搬具     

事務機器、情報機器、家具類     

一般建物付属設備     

回収可能な梱包材料、各種梱包材料     

有形固定資産合計：     

 

総計     
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当期における減価償却費詳細

償却資産 定額法 級数法 特別償却

無形資産    

創立費・開業費、開発費    

その他の無形資産    

無形資産合計：    

    

有形固定資産    

土地    

自社所有地にある建物    

他人所有地にある建物    

一般建造施設    

工具器具備品    

車両運搬具    

事務機器、情報機器、家具類    

一般建物付属設備    

回収可能な梱包材料、各種梱包材料    

    

有形固定資産合計：  
 

 
 

   

総計    
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減価償却費（前頁の続き）

 会計期間 自2008年1月1日 至2008年12月31日

GCE NAO 作成日 2009年3月25日  

 

減価償却累計額に影響を与える増減（変動）

償却資産 繰入額 戻入額

無形資産   

創立費・開業費、開発費   

その他の無形資産   

無形資産合計：   

   

有形固定資産   

土地   

自社所有地にある建物   

他人所有地にある建物   

一般建造施設   

工具器具備品   

車両運搬具   

事務機器、情報機器、家具類   

一般建物付属設備   

回収可能な梱包材料、各種梱包材料   

有形固定資産合計 ：  

   

 

総計   

 

当期における繰延資産の増減（変動）

項目（勘定科目） 期首残高 増加額 当期償却額 期末残高

貸付にかかる償却     

      

社債発行差金     
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減価償却費（前頁の続き－特別償却）

GCE NAO
会計期間 自2008年1月1日至2008年12月31日

 作成日 2009年3月25日  

 

減価償却累計額に影響を与える増減（変動）の詳細

償却資産

償却額

第1列

定額法

第2列

級数法

第3列

特別償却

無形資産

         創立費、開業費　　　　　　　　　　　　合計Ⅰ

その他の無形資産　　　　　　　　　　　合計Ⅱ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　無形資産合計：

         

有形固定資産

土地

自社所有地にある建物

他人所有地にある建物

一般建造施設

工具器具備品

車両運搬具

事務機器、情報機器、家具類

一般建物付属設備

回収可能な梱包材料、各種梱包材料

有形固定資産合計：

         合計Ⅲ

総計（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ）

小計（1列＋2列＋3列）   
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償却資産

戻入額 期末における

減価償却累計額の

増減純額

第4列

定額法

第5列

級数法

第6列

特別償却

無形資産

            創立費、開業費　　　　　　合計Ⅰ

その他の無形資産　　　　　合計Ⅱ

無形資産合計：

            

有形固定資産

土地

自社所有地にある建物

他人所有地にある建物

一般建造施設

工具器具備品

車両運搬具

事務機器、情報機器、家具類

一般建物付属設備

回収可能な梱包材料、各種梱包材料

　　　有形固定資産合計：

            合計Ⅲ

総計（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ）

小計（4列＋5列＋6列）   

 

総計  
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未払費用

 会計期間 自2008年1月1日 至2008年12月31日

GCE NAO 作成日 2009年3月25日  

 

貸借対照表上の以下の勘定科目に含まれる未払費用 総額

  ユーロ 円

 

転換社債
  

その他の社債   

金融機関からの借入金   

その他の借入金および負債   

支払手形及び関連買掛金 4,408 451,071

未払税金および社会保障関連負債   

固定資産関連負債   

現金、未払債務   

その他の負債   

    

合計 4,408 451,071
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未収収益

 会計期間 自2008年1月1日 至2008年12月31日

GCE NAO 作成日 2009年3月25日  

 

貸借対照表上の以下の勘定科目に含まれる未収収益 総額

  ユーロ 円

 

金融資産
  

 

資本参加証券関連債権
  

その他の金融資産   

 

債権
  

前払金・内金   

従業員関連債権   

社会保険機関に対する債権   

国に対する債権   

雑勘定、未収収益   

その他の債権   

 

投資有価証券
  

 

現金
59 6,037

    

合計 59 6,037
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前払費用および前受収益

 会計期間 自2008年1月1日 至2008年12月31日

GCE NAO 作成日 2009年3月25日  

 

項目（勘定科目） 費用 収益

営業費用または営業利益   

財務費用または財務利益   

特別費用または特別利益   

    

合計   
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債権および債務の支払い期日一覧表

 会計期間 自2008年1月1日 至2008年12月31日

GCE NAO 作成日 2009年3月25日  

 

債権一覧表   総額 1年以内 1年超

    ユーロ 円 ユーロ 円 ユーロ 円

 
固定資産に係る債権

       

子会社関連債権        

貸付金        

その他の金融資産に係る債権        

固定資産関連債権合計：        

 
流動資産に係る債権

       

貸倒懸念のあるまたは係争中債

権
       

その他の売上関連債権        

貸付有価証券に係る債権        

従業員関連債権        

社会保障、その他の社会保険機関

に対する債権
       

国に対する債権－法人所得税        

国に対する債権－付加価値税        

国に対する債権－その他の税金

およびそれに付随する支払
       

国に対する債権－その他        

グループ企業、関連会社に対する

債権
       

その他債務者に対する債権  979100,181 979100,181   

流動資産に係る債権合計：  979100,181 979100,181   

 
前払費用

       

         

総計  979100,181 979100,181   

 

EDINET提出書類

ビー・ピー・シー・イー・エスエー(E26599)

有価証券届出書（通常方式）

1148/1163



負債一覧表 総額 1年以内
1年超

5年以内
5年超

  ユーロ 円 ユーロ 円 ユーロ 円 ユーロ 円

 
転換社債

        

その他の社債         

金融機関に対する負

債 ：
        

－期間1年以内         

－期間1年超

 
        

その他の借入金およ

び負債
        

支払手形及び関連買

掛金
4,408451,071 4,408451,071    

従業員関連負債         

社会保障、その他の

社会保険機関に対す

る負債

        

法人所得税関連負債         

付加価値税関連負債         

保証社債関連負債         

その他の税金および

それに付随する支払
        

固定資産関連負債         

グループ企業、関連

会社に対する負債
        

その他の負債         

借入有価証券に係る

負債
        

前受収益

 
        

          

総計 4,408451,071 4,408     
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貸借対照表に計上した引当金

 会計期間 自2008年1月1日 至2008年12月31日

GCE NAO 作成日 2009年3月25日  

 

項目（勘定科目） 期首残高 増加額 減少額 期末残高

前払金回収引当金     

投資引当金     

価格上昇引当金     

特別償却引当金     

うち、30%の特別割増償却引当金     

1992年1月1日以前の外国への進出に     

係る税務引当金     

1992年1月1日以降の外国への進出に     

係る税務引当金     

ローンファシリティー引当金     

その他の規定引当金     

法定引当金    

 

偶発事象に対する引当金     

製品保証引当金     

先物市場損失引当金     

罰金・追徴金引当金     

為替損引当金     

年金関連債務引当金     

納税準備金     

固定資産更新引当金     

修繕引当金     

法定福利費および有給休暇引当金     

その他の損失・費用引当金     

      

損失・費用引当金     
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無形資産引当金     

有形固定資産引当金     

固定資産－持分法適用株式に係る引当

金
    

固定資産－資本参加証券に係る引当金     

その他の金融資産に係る引当金     

棚卸資産に係る引当金     

売上債権に係る引当金     

その他の減損引当金     

      

減損引当金     

 

総計     
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資本金構成

 会計期間 自2008年1月1日 至2008年12月31日

GCE NAO 作成日 2009年3月25日  

 

有価証券の分類 数 額面価格

  ユーロ 円 ユーロ 円

1 －期首時点で資本金を構成している株式 37000 3,786,210 1 102 

2 －期中における株式発行     

3 －期中における株式取得     

4 －期末時点で資本金を構成している株式 37000 3,786,210 1 102 

 

 

資本金はCNCEが100％を保有している。
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第２【有価証券の様式】
 

該当事項なし。

 

 

第３【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
 

該当事項なし。
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5.2.7　連結財務書類に対する法定監査人の監査報告書

2011年12月31日に終了した事業年度

これはフランス語で発行された財務書類に対する法定監査人の監査報告書の日本語への意訳であり、日本語圏の読者の便宜のためにのみ提供さ
れるものである。この法定監査人の監査報告書には、限定・無限定にかかわらず、フランス法上の監査報告書に特に要求される情報が含まれてい
る。かかる情報は、連結財務書類に対する監査意見の下に記されており、一定の会計上、監査上の重要な事項に係る監査人の評価について述べた
説明区分が含まれている。当該評価は、連結財務書類全体に対する監査意見を表明する目的でなされたものであり、連結財務書類と切り離して個
別の会計項目または情報について独自の保証を与えるものではない。 

この監査報告書は、フランス法およびフランスにおいて適用される専門的監査基準に関連して、またそれに従って解釈されるものとする。 

 

BPCE　

50、ピエール=マンデ=フランス通り

75013パリ市

株主各位

貴行の定時株主総会での私どもへの委任に従い、私どもは2011年12月31日に終了した事業年度に関し、株主各位に以下の項目について本監査報
告書をもって報告する。

•　添付のBPCE S.A.グループの連結財務書類の監査

•　私どもの評価の正当性

•　フランス法により要求されている特定の検証

本連結財務書類は取締役会により承認されている。私どもの責任は、私どもの監査に基づきこれらの連結財務書類に対する意見を表明すること
にある。

I. 連結財務書類に対する意見

私どもはフランスにおいて適用される専門的監査基準に準拠して監査を実施した。監査の基準は、私どもに連結財務書類に重要な虚偽の表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。監査は、連結財務書類上
の金額および開示について監査証拠を入手するための手続きが実施される。実施する手続きには、試査またはその他の抽出手法を用いた手続き
を実施することを含んでいる。また、監査には、経営者が採用した会計方針の適切性および会計上の見積りの妥当性ならびに全体としての連結財
務書類の表示を検討することが含まれる。私どもは、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

私どもは、連結財務書類が、欧州連合が採択した国際財務報告基準に準拠して、BPCE S.A.グループの2011年12月31日現在の資産、負債および財政
状態ならびに同日に終了した事業年度の経営成績について真実かつ公正な概観を与えているものと認める。

II. 私どもの評価の正当性

2011年12月31日に終了する事業年度の連結財務書類の作成に用いられた会計上の見積りは、ギリシャをはじめとする一部のユーロ圏の国々の財
政危機、さらには流動性危機と経済危機の不安定な状況下で行われた。かかる状況において経済の先行きについて評価を行うことには困難が伴
う。この点を踏まえつつ、私どもの評価の正当性に関するフランス商法典第L.823-9条の規定に従い、以下について株主各位の注意を喚起する。

会計上の見積り

信用リスクおよびカウンターパーティ・リスク引当金

BPCE S.A.グループは、業務に内在する信用リスクおよびカウンターパーティ・リスクに備えるために減損および引当金を計上している（連結
財務書類に対する注記1.3.4、 4.1.7 および7.2)。私どもは、BPCE S.A.グループがリスク・エクスポージャーを識別し、信用リスクおよびカウン
ターパーティ・リスクを監視し、回収不能リスクを評価し、関連する減損および引当金を個別ベースおよびポートフォリオ・ベースで計算する
ために導入している統制手続を、特にギリシャのソブリン債務関連リスクについて検討した。

金融商品の評価

BPCE S.A.グループは、活発な市場において価格が公表されていない金融商品の測定につき社内モデルを用いている（連結財務書類に対する注
記1.3.4、4.1.6および5.4）。私どもは、活発でない市場の識別、用いられるモデルおよび用いられる変数の定義の検証に関連する統制手続を検討
した。

売却可能資産に関する減損

BPCE S.A.グループは売却可能金融資産の減損を次のように認識している（連結財務書類に対する注記4.1.7および5.3）。

?　資本性金融商品については、当該資産の価値に重大または長期間にわたる減損を示す客観的な証拠が存在する場合

?　負債性金融商品については、確認されたカウンターパーティ・リスクが存在する場合

私どもは、減損の兆候の識別、最重要項目の評価および（必要に応じて）減損損失の認識につながる見積りに関連する統制手続を検討した。

のれんの減損 

BPCE S.A.グループは、のれんの減損テストを実施し、必要に応じて減損を認識している（連結財務書類に対する注記3.4.3および5.14）。私ども
は、当該テストの実施時に用いた手法、主要な変数および前提条件ならびに減損損失を認識する上で用いた見積方法を検討した。

繰延税金資産

BPCE S.A.グループは、繰延税金資産、特に税務上の繰越欠損金に関して繰延税金資産を認識している（連結財務書類に対する注記 4.12、 5.8 
および6.11）。私どもは、当該繰延税金資産の認識の基礎となった主要な見積りと前提条件を検討した。

従業員給付引当金
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BPCE S.A.グループは、従業員給付に備えるために引当金を計上している（連結財務書類に対する注記4.10、5.19および8.2）。私どもは、当該引
当金の評価手法ならびに用いられた主要な変数および前提条件を検討した。

これらの評価は連結財務書類全体の監査の一環で行われ、したがって本報告書の第Ⅰ項で表明した私どもの意見形成に寄与している。

 

III. 特定の検証

私どもは、法律で要求されるところに従い、また、フランスにおいて適用される専門的監査基準に準拠して、BPCE S.A.グループの経営報告書に記
載された情報についても検証を行った。当該報告書の表示の公正性および連結財務書類との整合性について、私どもが報告すべき事項はない。

パリ・ラ・デファンスおよびヌイイ＝シュール＝セーヌ

2012年３月30日

法定監査人

ケーピーエムジー・オーディットK

KPMG S.A.部

ファブリス・オーダン

マリー＝クリスティンヌ・ジョリ

プライスウォーターハウス クーパース オーディット

アニック・ショマルタン

 

マザー

ミシェル・バルベ＝マセン

ジヤン・ラトルゼフ

 
　　次へ
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5.2.7　連結財務書類に対する法定監査人の監査報告書

これはフランス語で発行された財務書類に対する法定監査人の監査報告書の日本語への意訳であり、日本語圏の読者の便宜のためにのみ提供さ
れるものである。この法定監査人の監査報告書には、限定・無限定にかかわらず、フランス法上の監査報告書に特に要求される情報が含まれてい
る。かかる情報は、連結財務書類に対する監査意見の下に記されており、一定の会計上、監査上の重要な事項に係る監査人の評価について述べた
説明区分が含まれている。当該評価は、連結財務書類全体に対する監査意見を表明する目的でなされたものであり、連結財務書類と切り離して個
別の残高、取引または開示について独自の保証を与えるものではない。 

この監査報告書にはグループの経営報告書で伝えた情報についての特定の検証に関する情報も含まれている。

この監査報告書は、フランス法およびフランスにおいて適用される専門的監査基準に関連して、またそれに従って解釈されるものとする。 

2010年12月31日に終了した事業年度

 

BPCE

50、ピエール=マンデ=フランス通り

75013パリ市

株主各位

貴行の定時株主総会での私どもへの委任に従い、私どもは2010年12月31日に終了した事業年度に関し、株主各位に以下の項目について本監査報
告書をもって報告する。

•　添付のBPCE S.A.グループの連結財務書類の監査

•　私どもの評価の正当性

•　フランス法により要求されている特定の検証

本連結財務書類の責任は貴行取締役会にある。私どもの責任は、私どもの監査に基づきこれらの連結財務書類に対する意見を表明することにあ
る。

I. 連結財務書類に対する意見

私どもはフランスにおいて適用される専門的監査基準に準拠して監査を実施した。監査の基準は、私どもに連結財務書類に重要な虚偽の表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。監査は、連結財務書類上
の金額および開示について監査証拠を入手するための手続きが実施される。実施する手続きには、試査またはその他の抽出手法を用いた手続き
を実施することを含んでいる。また、監査には、経営者が採用した会計方針の適切性および会計上の見積りの妥当性ならびに全体としての連結財
務書類の表示を検討することが含まれる。私どもは、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

私どもは、連結財務書類が、欧州連合が採択した国際財務報告基準に準拠して、BPCE S.A.グループに含まれる企業の資産、負債および財政状態な
らびに経営成績について真実かつ公正な概観を与えているものと認める。

上記で表明した意見を限定するものではないが、私どもはBPパルティシパシヨンおよびCEパルティシパシヨンのBPCEとの合併に関して採用され
た会計方針を記載している注記1.3および3.1について、株主各位の注意を喚起する。

II. 私どもの評価の正当性

私どもの評価の正当性に関するフランス商法典第L.823-9条の規定に従い、以下について株主各位の注意を喚起する。

会計方針

本監査報告書の第Ⅰ項で述べたように、連結財務書類に対する注記1.3および3.1はBPパルティシパシヨンおよびCEパルティシパシヨンのBPCEと
の合併に関して採用された会計方針を記載している。私どもは採用された会計方針ならびに注記1.3および3.1に記載された情報が適切であるこ
とを確認するととともに、それらが正しく適用されていることを確認した。

会計上の見積り

信用リスクおよびカウンターパーティ・リスク引当金

BPCE S.A.グループは、業務に内在する信用リスクに備えるために減損および引当金を計上している（連結財務書類に対する注記 4.1.7 および
7.2)。私どもは、グループBPCEが信用リスクおよびカウンターパーティ・リスクを監視し、回収不能リスクを評価し、関連する減損および引当金
を個別ベースおよびポートフォリオ・ベースで計算するために導入している統制手続を検討した。

金融商品の評価

BPCE S.A.グループは、活発な市場において価格が公表されていない金融商品の測定につき社内モデルを用いている（連結財務書類に対する注
記4.1.6および5.4）。私どもは、活溌でない市場の識別、用いられるモデルおよび用いられる変数の定義の検証に関連する統制手続を検討した。

売却可能資産に関する減損

BPCE S.A.グループは売却可能金融資産の減損を次のように認識している（連結財務書類に対する注記4.1.7および5.3）。

•　資本性金融商品については、当該資産の価値に重大または長期間にわたる減損を示す客観的な証拠が存在する場合

•　負債性金融商品については、確認されたカウンターパーティ・リスクが存在する場合

私どもは、減損の兆候の識別、最重要項目の評価および（必要に応じて）減損損失の認識につながる見積りに関連する統制手続を検討した。

のれんの減損 

BPCE S.A.グループは、のれんの減損テストを実施し、必要に応じて2010年度に減損を認識している（連結財務書類に対する注記3.4.3および
5.14）。私どもは、当該テストの実施時に用いた手法および主要な前提条件ならびに減損損失を認識する上で用いた見積金額を検討した。
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繰延税金資産

BPCE S.A.グループは、繰延税金資産、特に税務上の繰越欠損金に関して繰延税金資産を認識している（連結財務書類に対する注記 4.12、 5.8 
および6.11）。私どもは、当該繰延税金資産の認識の基礎となった主要な見積りと前提条件を検討した。

従業員給付引当金

BPCE S.A.グループは、従業員給付に備えるために引当金を計上している（連結財務書類に対する注記4.10および8.2）。私どもは、当該引当金の
評価手法ならびに用いられた主要な変数および前提条件を検討した。

これらの評価は連結財務書類全体の監査との関連で行われ、したがって本監査報告書の第Ⅰ項で表明した私どもの意見形成に寄与している。

III. 特定の検証

私どもは、法律で要求されているところに従い、また、フランスにおいて適用される専門的監査基準に準拠して、BPCE S.A.グループの経営報告書
に記載された情報についても特定の検証を行った。

当該報告書の表示の公正性および連結財務書類との整合性について、私どもが報告すべき事項はない。

パリ・ラ・デファンスおよびヌイイ＝シュール＝セーヌ

2011年４月８日

法定監査人

ケーピーエムジー・オーディットK

KPMG S.A.部

ファブリス・オーダン

マリー＝クリスティンヌ・ジョリ

プライスウォーターハウス クーパース オーディット

アニック・ショマルタン

 

マザー

ミシェル・バルベ＝マセン

ジヤン・ラトルゼフ
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5.3.5　財務書類に対する法定監査人の監査報告書

2011年12月31日に終了した事業年度

これはフランス語で発行された財務書類に対する法定監査人の監査報告書の日本語への意訳であり、日本語圏の読者の便宜のためにのみ提供さ
れるものである。この法定監査人の監査報告書には、限定・無限定にかかわらず、フランス法上の監査報告書に特に要求される情報が含まれてい
る。かかる情報は、財務書類に対する監査意見の下に記されており、一定の会計上、監査上の重要な事項に係る監査人の評価について述べた説明
区分が含まれている。当該評価は、財務書類全体に対する監査意見を表明する目的でなされたものであり、財務書類と切り離して個別の残高、取
引または開示について独自の保証を与えるものではない。この監査報告書には経営報告書および株主宛の書類で伝えた情報についての特定の検
証に関する情報も含まれている。 

この監査報告書は、フランス法およびフランスにおいて適用される専門的監査基準に関連して、またそれに従って解釈されるものとする。 

 

BPCE　

50、ピエール=マンデ=フランス通り

75013パリ市

株主各位

貴行の定時株主総会での私どもへの委任に従い、私どもは2011年12月31日に終了した事業年度に関し、株主各位に以下の項目について本監査報
告書をもって報告する。

?　添付のBPCE の財務書類の監査

?　私どもの評価の正当性

?　フランス法により要求されている特定の検証および情報

本年次財務書類は取締役会により承認されている。私どもの責任は、私どもの監査に基づきこれらの財務書類に対する意見を表明することにあ
る。

I. 財務書類に対する監査意見

私どもはフランスにおいて適用される専門的監査基準に準拠して監査を実施した。監査の基準は、私どもに年次財務書類に重要な虚偽の表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。監査は、年次財務書類上
の金額および開示について監査証拠を入手するための手続きが実施される。実施する手続きには、試査またはその他の抽出手法を用いた手続き
を実施することを含んでいる。また、監査には、経営者が採用した会計方針の適切性および会計上の見積りの妥当性ならびに全体としての財務書
類の表示を検討することが含まれる。私どもは、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

私どもは、財務書類が、フランスで一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、BPCEの2011年12月31日現在の財政状態、資産および
負債ならびに同日に終了した事業年度の経営成績について真実かつ公正な概観を与えているものと認める。

II. 私どもの評価の正当性

2011年12月31日に終了した事業年度の財務書類の作成に用いられた会計上の見積りは、ギリシャをはじめとする一部のユーロ圏の国々の財政危
機、さらには経済危機と流動性危機の不安定な状況下で行われた。かかる状況において経済の先行きについて評価を行うことには困難が伴う。こ
の点を踏まえつつ、私どもの評価の正当性に関するフランス商法典第L.823-9条の規定に従い、以下について株主各位の注意を喚起する。

株式投資、系列企業に対する投資およびその他の長期投資の評価

株式投資、系列企業に対する投資およびその他の長期投資は、年次財務書類に対する注記2.3.3および3.4に記述されているとおり、取得原価又は
マルチクライテリア・アプローチに基づく使用価値のいずれか低い方で測定される。これらの見積りの評価を行う一環として、私どもは、主要
ポートフォリオについての使用価値を算定する際に使用された基礎データおよび個別のアプローチについて検証した。

有価証券およびその他金融商品の評価

貴行は有価証券およびその他金融商品のポートフォリオを保有している。年次財務書類に対する注記1.2、2.3.3、2.3.9、3.3および4.2は、有価証
券および金融商品に適用される会計規則および原則について詳述している。私どもは、関連する会計上の分類および評価基準の決定に係る統制
手続を検証した。私どもは、上述の会計処理および年次財務書類に対する注記に記載されている関連情報が適切であることを検証するとともに
正しく適用されていることを確認した。

これらの評価は年次財務書類全体の監査の一環として行われ、したがって本監査報告書の第Ⅰ項で表明した私どもの意見形成に寄与している。

III. 特定の検証および情報

私どもはフランスにおいて適用される専門的監査基準に準拠して、フランス法で要求される特定の検証も実施した。

財政状態および年次財務書類に関して、その表示の公正性、ならびに経営報告書および株主宛の書類に記載されている情報と年次財務書類との
整合性について、私どもが報告すべき事項はない。

フランス商法典第L.225-102-1条の要件に従って提供されている、取締役が受領している報酬および給付ならびに取締役の便益となるコミット
メントに関する情報については、私どもは、財務書類または財務書類の作成に用いた基礎的データおよび（該当ある場合）貴行を支配している
企業または貴行により支配されている企業から貴行を介して入手した情報との整合性を確認した。これらの作業に基づき、私どもは当該情報が
正確かつ公正であることを証明する。

フランス法に従い私どもは投資および経営支配権の取得に関する必要な情報が経営報告書に適切に開示されていることを確認した。
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5.3.5　財務書類に対する法定監査人の監査報告書

これはフランス語で発行された財務書類に対する法定監査人の監査報告書の日本語への意訳であり、日本語圏の読者の便宜のためにのみ提供さ
れるものである。この法定監査人の監査報告書には、限定・無限定にかかわらず、フランス法上の監査報告書に特に要求される情報が含まれてい
る。かかる情報は、財務書類に対する監査意見の下に記されており、一定の会計上、監査上の重要な事項に係る監査人の評価について述べた説明
区分が含まれている。当該評価は、財務書類全体に対する監査意見を表明する目的でなされたものであり、財務書類と切り離して個別の残高、取
引または開示について独自の保証を与えるものではない。 

この監査報告書には経営報告書および株主宛の書類で伝えた情報についての特定の検証に関する情報も含まれている。

この監査報告書は、フランス法およびフランスにおいて適用される専門的監査基準に関連して、またそれに従って解釈されるものとする。 

2010年12月31日に終了した事業年度

 

BPCE　

50、ピエール=マンデ=フランス通り

75013パリ市

株主各位

貴行の定時株主総会での私どもへの委任に従い、私どもは2010年12月31日に終了した事業年度に関し、株主各位に以下の項目について本監査報
告書をもって報告する。

•　添付のBPCE の財務書類の監査

•　私どもの評価の正当性

•　フランス法により要求されている特定の検証および開示

本年次財務書類は取締役会により承認されている。私どもの責任は、私どもの監査に基づきこれらの財務書類に対する意見を表明することにあ
る。

I. 年次財務書類に対する意見

私どもはフランスにおいて適用される専門的監査基準に準拠して監査を実施した。監査の基準は、私どもに年次財務書類に重要な虚偽の表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。監査は、年次財務書類上
の金額および開示について監査証拠を入手するための手続きが実施される。実施する手続きには、試査またはその他の抽出手法を用いた手続き
を実施することを含んでいる。また、監査には、経営者が採用した会計方針の適切性および会計上の見積りの妥当性ならびに全体としての財務書
類の表示を検討することが含まれる。私どもは、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。私どもは、年次財務
書類が、フランスで一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、BPCEの2010年12月31日現在の財政状態、資産および負債ならびに同
日に終了した事業年度の経営成績について真実かつ公正な概観を与えているものと認める。

上記で表明した意見を限定するものではないが、私どもは貸付金の供与または取得に関連する報酬および手数料の会計処理に対するCRC規則第
2009-03号の適用に係る会計方針の変更を記述している財務書類に対する注記2.2について、株主各位の注意を喚起する。

II. 私どもの評価の正当性

私どもの評価の正当性に関するフランス商法典第L.823-9条の規定に従い、以下について株主各位の注意を喚起する。

株式投資、系列企業に対する投資およびその他の長期投資の評価

株式投資、系列企業に対する投資およびその他の長期投資は、年次財務書類に対する注記2.3.3および3.4に記述されているとおり、マルチクライ
テリア・アプローチに基づく使用価値で測定される。これらの見積りの評価を行う一環として、私どもは、主要ポートフォリオについての使用価
値を算定する際に使用された基礎データおよび個別のアプローチについて検証した。

有価証券およびその他金融商品の評価

貴行は有価証券およびその他金融商品のポジションを保有している。年次財務書類に対する注記2.3.3および2.3.9は、有価証券および金融商品
に適用される会計規則および原則について詳述している。私どもは、関連する会計上の分類および評価基準の決定に係る統制手続を検証した。私
どもは、上述の会計処理および年次財務書類に対する注記に記載されている関連情報が適切であることを確認した。

これらの評価は年次財務書類全体の監査の一環として行われ、したがって本監査報告書の第Ⅰ項で表明した私どもの意見形成に寄与している。

III. 特定の検証および情報

私どもはフランスにおいて適用される専門的監査基準に準拠して、フランス法で要求される特定の検証も実施した。

財政状態および年次財務書類に関して、その表示の公正性、ならびに経営報告書および株主宛の書類に記載されている情報と年次財務書類との
整合性について、私どもが報告すべき事項はない。

フランス商法典第L.225-102-1条に従って提供されている、取締役が受領している報酬および給付ならびに取締役の便益となるコミットメント
に関する情報については、私どもは、財務書類または財務書類の作成に用いた基礎的データおよび（該当ある場合）貴行を支配している企業ま
たは貴行により支配されている企業から貴行を介して入手した情報との整合性を確認した。これらの作業に基づき、私どもは当該情報が正確か
つ公正であることを証明する。

フランス法に従い私どもは投資および経営支配権の取得に関する必要な情報が経営報告書に適切に開示されていることを確認した。
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5.1.7　財務書類に対する法定監査人の監査報告書

2011年12月31日に終了した事業年度

これはフランス語で発行された財務書類に対する法定監査人の監査報告書の日本語への意訳であり、日本語圏の読者の便宜のためにのみ提供さ
れるものである。この法定監査人の監査報告書には、限定・無限定にかかわらず、フランス法上の監査報告書に特に要求される情報が含まれてい
る。かかる情報は、連結財務書類に対する監査意見の下に記されており、一定の会計上、監査上の重要な事項に係る監査人の評価について述べた
説明区分が含まれている。当該評価は、連結財務書類全体に対する監査意見を表明する目的でなされたものであり、連結財務書類と切り離して個
別の残高、取引または開示について独自の保証を与えるものではない。 

この監査報告書は、フランス法およびフランスにおいて適用される専門的監査基準に関連して、またそれに従って解釈されるものとする。

 

BPCE

50、ピエール=マンデ=フランス通り

75013パリ市

株主各位

貴行の定時株主総会での私どもへの委任に従い、私どもは2011年12月31日に終了した事業年度に関し、株主各位に以下の項目について本監査報
告書をもって報告する。

?　添付のグループBPCEの財務書類の監査

?　私どもの評価の正当性

?　フランス法により要求されている特定の検証および情報

本連結財務書類は取締役会により承認されている。私どもの責任は、私どもの監査に基づきこれらの連結財務書類に対する意見を表明すること
にある。

I.　財務書類に対する意見

私どもはフランスにおいて適用される専門的監査基準に準拠して監査を実施した。監査の基準は、私どもに連結財務書類に重要な虚偽の表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。監査は、連結財務書類上
の金額および開示について監査証拠を入手するための手続きが実施される。実施する手続きには、試査またはその他の抽出手法を用いた手続き
を実施することを含んでいる。また、監査には、経営者が採用した会計方針の適切性および会計上の見積りの妥当性ならびに全体としての連結財
務書類の表示を検討することが含まれる。私どもは、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

私どもは、連結財務書類が、欧州連合が採択した国際財務報告基準に準拠して、グループBPCEの2011年12月31日現在の資産、負債および財政状態
ならびに同日に終了した事業年度の経営成績について真実かつ公正な概観を与えているものと認める。

II.　私どもの評価の正当性

2011年12月31日に終了する事業年度の連結財務書類の作成に用いられた会計上の見積りは、ギリシャをはじめとする一部のユーロ圏の国々の財
政危機、さらには流動性危機ならびに経済危機の不安定な状況下で行われた。かかる状況において経済の先行きについて評価を行うことには困
難が伴う。この点を踏まえつつ、私どもの評価の正当性に関するフランス商法典第L.823-9条の規定に従い、以下について株主各位の注意を喚起
する。

会計上の見積り

信用リスクおよびカウンターパーティ・リスク引当金

グループBPCEは、業務に内在する信用リスクおよびカウンターパーティ・リスクに備えるために減損および引当金を計上している（連結財務書
類に対する注記1.3.5、4.1.7および7.2)。私どもは、グループBPCEがリスク・エクスポージャーを識別し、信用リスクおよびカウンターパーティ
・リスクを監視し、回収不能リスクを評価し、関連する減損および引当金を個別ベースおよびポートフォリオ・ベースで計算するために導入し
ている統制手続を、特にギリシャのソブリン債務関連リスクについて検討した。

金融商品の評価

グループBPCEは、活発な市場において価格が公表されていない金融商品の測定につき社内モデルを用いている（連結財務書類に対する注記1.3.
5、4.1.6および5.4）。私どもは、活溌でない市場の識別、用いられるモデルおよび用いられる変数の定義の検証に関連する統制手続を検討した。

売却可能資産に関する減損

グループBPCEは売却可能金融資産の減損を次のように認識している（連結財務書類に対する注記4.1.7および5.3）。

?　資本性金融商品については、当該資産の価値に重大または長期間にわたる減損を示す客観的な証拠が存在する場合

?　負債性金融商品については、確認されたカウンターパーティ・リスクが存在する場合

私どもは、減損の兆候の識別、最重要項目の評価および（必要に応じて）減損損失の認識につながる見積りに関連する統制手続を検討した。

のれんの減損

グループBPCEは、のれんの減損テストを実施し、必要に応じて減損を認識している（連結財務書類に対する注記3.4.3および5.14）。私どもは、当
該テストの実施時に用いた手法、主要な変数および前提条件ならびに減損損失を認識する上で用いた見積金額を検討した。

繰延税金資産

グループBPCEは、繰延税金資産、特に税務上の繰越欠損金に関して繰延税金資産を認識している（連結財務書類に対する注記 4.12、 5.8 および
6.11）。私どもは、当該繰延税金資産の認識の基礎となった主要な見積りと前提条件を検討した。

従業員給付引当金

グループBPCEは、従業員給付に備えるために引当金を計上している（連結財務書類に対する注記4.10、5.19および8.2）。私どもは、当該引当金の
評価手法ならびに用いられた主要な変数および前提条件を検討した。

住宅貯蓄口座関連のコミットメントに対する引当金
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グループBPCEは、住宅貯蓄プランおよび口座に関連するコミットメントについて潜在的に不利な結果をもたらすリスクに備えるために引当金を
計上している。私どもは、これらの引当金についての評価方法を検討し、連結財務書類に対する注記4.5および5.19の開示の適切性を確認した。

これらの評価は連結財務書類全体の監査の一環として行われ、したがって本監査報告書の第Ⅰ項で表明した私どもの意見形成に寄与している。

III.　特定の検証

私どもは、法律で要求されるところに従い、また、フランスにおいて適用される専門的監査基準に準拠して、グループBPCEの経営報告書に記載さ
れた情報についても検証を行った。当該報告書の表示の公正性および連結財務書類との整合性について、私どもが報告すべき事項はない。
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